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1. はじめに 

東海第二発電所については，1978年11月28日に営業運転を開始し，2018年11月に運転開

始後40年を迎えようとしている。 

原子力発電所ではこれまでプラントの安全・安定運転を確保するために，電気事業法に

基づく定期検査注1）により，技術基準への適合を確認するとともに，保守管理における機

器・構造物の保全活動として，点検や予防保全活動等に取組んでいる。加えて，最新の技

術的知見の反映や国内外で経験された事故・故障の再発防止対策等についても，必要に応

じ実施している。 

また，一般的には，機器・材料は使用時間の経過とともに，経年劣化することが知られ

ているが，これまでのところ30年の運転期間を超え40年目の劣化状況評価（高経年化技術

評価）を実施した他原子力発電所の評価結果からも，劣化の傾向が大きく変化することを

示す技術的知見は得られていない。 

また，運転年数の増加に伴いトラブルの発生件数が増加しているという傾向も認められ

ていないことから，現時点で高経年化による原子力発電所設備の信頼性が低下している状

況にはないと考える。 

しかしながら，原子力発電所のより長期の運転を仮定した場合，経年化に伴い進展する

事象は顕在化してくることから，運転年数の長い原子力発電所に対して，高経年化の観点

から技術評価を行い，そこで得られた知見を保全に反映していくことは，原子力発電所の

安全・安定運転を継続していく上で重要である。 

注1)：2013年7月8日以降は「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」

に基づき，原子力規制委員会が施設定期検査を実施 

このような認識のもと，1996年4月に通商産業省（現：経済産業省）資源エネルギー庁は

｢高経年化に関する基本的な考え方」をとりまとめ，原子力発電所の高経年化対策の基本方

針を示した。 

さらに，2003年9月及び2005年12月に「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」

（以下，「実用炉規則」という）を改正するとともに，原子力安全・保安院（現：原子力規

制委員会。以下同じ）は「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイドライ

ン」及び「実用発電用原子炉施設における高経年化対策標準審査要領（内規）」（以下，「高

経年化対策実施ガイドライン等」という）を発出し，原子炉の運転を開始した日以降29年

を経過する日までに，また，以降10年毎に，耐震安全性評価を含めた経年劣化に関する技

術的な評価（以下，「高経年化技術評価」という）を行い，これに基づき保全のために実施
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すべき措置に関する10年間の計画を策定することを電気事業者に求めた。 

その後，2008年8月に実用炉規則が改正され，高経年化対策を通常の保全の中に位置づけ

一体化することで，原子力発電所の運転当初からの経年劣化管理を義務づけるとともに，

「保全のために実施すべき措置に関する10年間の計画」を，新たに「保全のために実施す

べき措置に関する10年間の方針」（以下，「長期保守管理方針」という）として原子炉施設

保安規定（以下，「保安規定」という）に位置づけ，認可の対象とした。 

また，実用炉規則の改正に伴い，原子力安全・保安院は「高経年化対策実施ガイドライ

ン等」を改訂し，2008年10月に発出後，2010年4月及び2011年5月に改正した。 

また，2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれにより生じた津波に起因

する東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に鑑み，2012年9月に原子力規制委員会

設置法が施行され，原子力安全・保安院に代わる機関として，原子力規制委員会が環境省

の外局として設立された。 

さらに，2013年7月には同法により，発電用原子炉の運転することが出来る期間につい

て，最初に使用前検査を合格した日から起算して40年と規定され，当該期間満了に際して

は，原子力規制委員会の認可を受けて，20年を超えない期間を限度として一回に限り延長

できることとなった。 

それらを踏まえ，原子力規制委員会は2013年6月に「実用炉規則」を改正するとともに

「実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド」（以下，「運転延長ガイ

ド」という）にて，運転期間延長認可申請書の記載内容等を定め，2013年11月に「実用発

電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準」（以下，「運転延長審査基準」という）を制定

し，運転の期間の延長の審査にあたって確認すべき事項を定めている。また，運転延長ガ

イドについては，2013年12月，2014年8月及び2017年9月に，運転延長審査基準については

2016年4月にそれぞれ改正されている。 

加えて，原子力規制委員会・規制庁は高経年化対策実施ガイドライン等に代わるものと

して，2013年6月に「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（以下，「高

経年化対策実施ガイド」という）を制定し，2013年12月，2015年10月，2016年11月，2017

年9月に改正している。 

また，2013年7月に「実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド」（以下，

「高経年化対策審査ガイド」という）を制定し，2013年12月，2016年11月に改正してい

る。 
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一方，一般社団法人日本原子力学会は2007年3月に「原子力発電所の高経年化対策実施基

準：2007」を制定し，2008年12月に「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2008」（以

下，「学会標準2008版」という）として改定の上，2009年2月に発行，2010年4月原子力規制

委員会によりエンドースされた。以降は，2010年9月に「原子力発電所の高経年化対策実施

基準：2010（追補1）」（以下，「学会標準2010追補版」という），2012年6月に「原子力発電

所の高経年化対策実施基準：2011（追補2）」（以下，「学会標準2011追補版」という），2012

年12月に「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2012（追補3）」（以下，「学会標準2012

追補版」という），2016年3月に「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2015」，2016年9

月に「原子力発電所の高経年化対策実施基準：2016（追補1）」を発行した。 

さらに，旧独立行政法人原子力安全基盤機構（現：原子力規制委員会｡以下同じ）は，上

記，高経年化対策実施ガイド及び高経年化対策審査ガイド並びに学会標準2008版に対応し

て，2013年9月に「高経年化技術評価審査マニュアル」を作成し，公表している。 

東海第二発電所では，運転開始後40年を迎え，プラントを構成する機器・構造物に対

し，運転延長ガイド，高経年化対策実施ガイド，高経年化対策審査ガイド，学会標準2008

版，学会標準2010追補版，学会標準2011追補版等に基づき，60年間の運転及び冷温停止を

仮定し，想定される経年劣化事象に関する技術評価を「延長しようとする期間における運

転に伴い生ずる原子炉その他設備の劣化の状況に関する技術的な評価」（以下，「劣化状況

評価等」という）として実施した。劣化状況評価等にあたっては，運転延長ガイドに基づ

き実施した特別点検注2）の結果を踏まえて評価した。 

注2）：「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」第113条第2項第1号による点検 

また，運転を開始した日から40年以降の20年間に，高経年化の観点から現状保全を充実

する新たな保全項目等を抽出し，「延長しようとする期間における原子炉その他の設備につ

いての保守管理に関する方針」（以下，「保守管理に関する方針」という）を策定した。本

評価書はこれらをとりまとめたものである。 

このとりまとめには，運転開始後30年目の高経年化技術評価の検証として，劣化傾向の

評価，保全実績の評価及び長期保守管理方針の有効性評価についても含めている。 

なお，劣化状況評価等の対象とする機器・構造物及び評価手法は，40年目の高経年化技

術評価におけるものと同様である。 

この結果，現状の保全の継続等により，今後，プラントを健全に維持することが可能で

あることを確認した。 
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また，抽出した保守管理に関する方針については，長期保守管理方針として策定すると

ともに，東海第二発電所の保安規定に記載し，認可申請を行う。 

今後は，認可された保安規定に基づき，保全活動に長期保守管理方針をとり入れ実施し

ていくとともに，実用炉規則第82条にて定める時期に高経年化技術評価の再評価を実施し

ていくことにより，機器・構造物を健全に維持・管理していく。 

なお，本評価書は各機器・構造物の劣化状況評価等及び保守管理に関する方針の概要を

示すものであり，各機器・構造物の劣化状況評価等の詳細，耐震安全性評価及び耐津波安

全性評価の結果については，別冊にまとめている。
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2. 東海第二発電所の概要 

2.1 東海第二発電所の設備概要 

東海第二発電所は，電気出力約1,100 MWの沸騰水型原子力発電所で，原子炉格納容器

の型式はマークⅡである。 

原子炉内で発生した熱は，原子炉再循環系統により炉心内を通る冷却材に伝えられ蒸

気を発生させる。この蒸気は原子炉圧力容器内に設けられている気水分離器及び蒸気乾

燥器によって水分が取除かれ，飽和蒸気となってタービンに送られタービン発電機を回

転させる。タービンを通った蒸気は復水器に入り，ここで冷却されて復水となり，復水

ポンプ，低圧(第2～6)給水加熱器を通り原子炉給水ポンプにより高圧（第1）給水加熱器

を経て原子炉圧力容器に戻り，ジェットポンプにより駆動されて再び炉心に送られる。 

発電所の主要な仕様，系統概要を以下に示す。 

(1) 発電所の主要仕様 

電気出力  約1,100 MW 

原子炉型式  沸騰水型軽水炉 

原子炉熱出力  3,293 MW 

燃料   低濃縮ウラン（燃料集合体764体） 

減速材   軽水 

タービン  非再熱式4車室6流排気形 

(2) 発電所全体の系統概念 

発電所の全体系統概念図を資料2‐1に示す。 
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原子炉

圧力容器

低圧炉心

ｽﾌ゚ ﾚｲ系

高圧炉心
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残留熱除去系
原子炉隔離

時冷却系

炉

心

復水脱

塩装置

非常用ﾃ゙ ｨー ｾ゙ ﾙ

発電機

主変圧器

所内変圧器

低圧ﾀー ﾋ゙ ﾝ

ﾀー ﾋ゙ ﾝ

ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ弁

高圧ﾀー ﾋ゙ ﾝ

電動機駆動原

子炉給水ﾎ゚ ﾝﾌ゚

ﾀー ﾋ゙ ﾝ駆動原子

炉給水ﾎ゚ ﾝﾌ゚

主塞止弁 加減弁

発電機
励磁機

放水口へ

排ガス

処理系へ

循環水ﾎ゚ ﾝﾌ゚

復水貯蔵

ﾀﾝｸ

湿分分離器

ほう酸注入系

原子炉格納容器

制御棒駆動水圧系

高圧給水

加熱器

低圧復水ﾎ゚ ﾝﾌ゚

低圧給水

加熱器

空気抽出器

復水器

D/G

高圧復水ﾎ゚ ﾝﾌ゚

主蒸気隔離弁

再循環ﾎ゚ ﾝﾌ゚

原子炉冷却材

浄化系

圧力抑制プール

資料 2-1 東海第二発電所 全体系統概念図 

ｻﾌﾟﾚｯｼｮﾝ
･ﾌﾟｰﾙ
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2.2 発電所の運転実績 

東海第二発電所は，1971 年 12 月の第 57回電源開発調整審議会において，新規着手地

点として電源開発基本計画に組み入れられることが決定し，1972 年 12 月 23 日に内閣総

理大臣より原子炉設置許可を取得した。 

東海第二発電所の建設工事は，敷地造成工事，建屋基礎掘削工事を経て 1973 年 6 月の

建屋基礎工事によって本格化し，原子炉圧力容器据付，タービン据付，各種試験を経て

燃料装荷を行い 1978 年 1月に原子炉が臨界に達した。その後，出力上昇試験，1978 年 3

月 13 日の初並列を経て，1978 年 11 月 28 日に営業運転を開始した。2006 年 8 月，累積

発電電力量 2,000 億 kWh を達成した。 

また，原子力発電設備の有効利用により CO２排出量を削減し，地球温暖化の防止にも

貢献できる定格熱出力一定運転の実施に向け，経済産業省通達「定格熱出力一定運転を

実施する原子力発電設備に関する保安上の取扱いについて（平成 13・12・12 原院第１

号）」に基づき，設備の健全性評価，運転管理方法の改善へ向けた諸対策を実施し，2003

年 12 月から定格熱出力一定運転を開始している。 

東海第二発電所における発電電力量・設備利用率の年度推移を資料 2-2，計画外停止

回数の年度推移を資料 2-3，計画外停止の事故故障一覧を資料 2-4 に示す。過去約 40年

間を遡った時点までの発電電力量・設備利用率の年度推移をみると，中性子計測ハウジ

ングのひび割れ対策（第 17 回定期検査時(1999 年度)）等により，設備利用率の低下が

見られる。近年においては 2011 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震以降，新

規制規準への対応のため発電所は長期停止状態を継続している。 

なお，計画外停止（手動停止及び自動停止）回数の推移については，供用期間の長期

化との間に有意な相関は認められない。 
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2.3 技術基準規則への適合に向けた取組及びそのスケジュール 

東海第二発電所については，新規制規準へ適合させるため，平成 26年 5月 20 日付け

総室発第 31 号をもって原子炉設置変更許可(平成 29 年 11 月 8 日付け総室発第 60号,平

成 30年 5月 31 日付け総室発第 18号，平成 30年 6 月 21 日付け総室発第 24 号，平成 30

年 6月 27 日付け総室発第 26号，平成 30年 9月 12 日付け総室発第 47 号及び平成 30 年

9 月 18 日付け総室発第 48 号にて一部補正)を申請し，平成 30 年 9 月 26 日付け原規規発

第 1809264 号にて許可を受けている。 

また，平成 26年 5月 20 日付け発室発第 35号をもって工事計画認可申請書（平成 29

年 11 月 24 日付け発室発第 175 号，平成 30年 2月 13日付け発室発第 229 号，平成 30 年

9 月 20 日付け発室発第 94 号，平成 30年 10 月 5日付け発室発第 99号及び平成 30 年 10

月 12 日付け発室発第 111 号にて一部補正）を申請し，平成 30 年 10 月 18 日付け原規規

発第 1810181 号にて認可を受けている。 

これに加え，平成 30 年 10 月 5日付け発室発第 100 号をもって工事計画届出書（平成

30 年 10 月 12 日付け発室発第 112 号にて一部補正）を提出している。 
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累積平均設備利用率 ＝ 61.4%

資料 2－2 東海第二発電所 発電電力量・設備利用率の年度推移 

東北地方太平洋沖地震に伴う

原子炉自動停止及び新規制規

準への対応のため長期停止状

態を継続中 

［百万 kWh］ 
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＊1 ＊2

［長期停止期間］

＊1：第17回定期検査 中性子計測ハウジングの

ひび割れ対策により353日間停止

＊2：東北地方太平洋沖地震による自動停止及び

新規制規準適合性審査のため停止継続中

資料 2-3 東海第二発電所 計画外停止回数の年度推移 
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資料 2-4  東海第二発電所 計画外停止の事故故障一覧 

No. 年度 件         名 

1 1978 原子炉冷却材再循環ポンプモータ(A)の故障に伴う原子炉手動停止 

2 原子炉冷却材再循環ポンプモータ(B)の故障に伴う原子炉手動停止 

3 1979 主蒸気配管に付属する計装配管弁からのリークに伴う原子炉手動停止 

4 1980 蒸気タービントリップに伴う原子炉自動停止 

5 給水制御系誤信号に伴う原子炉自動停止 

6 蒸気タービン中間塞止弁急閉に伴う原子炉自動停止 

7 1981 蒸気タービン主塞止弁リミットスイッチ動作不良による原子炉自動停止 

8 給水系試験用計装用配管溶接部の損傷に伴う原子炉手動停止 

9 原子炉水位低誤信号による原子炉自動停止 

10 中間領域計装（IRM）の応答不調に伴う原子炉手動停止

11 蒸気タービン組合せ中間弁試験時の原子炉自動停止(調整運転中) 

12 1982 原子炉冷却材再循環ポンプ(B)入口弁小口径配管の損傷に伴う原子炉手動停止 

13 落雷による原子炉自動停止 

14 1983 タービン抽気管ドレン系の蒸気漏洩（調整運転中） 

15 1984 給水制御系不調による原子炉自動停止 

16 1985 残留熱除去系手動弁ドレン配管からの漏洩による原子炉手動停止 

17 1987 原子炉再循環ポンプ(B)のトリップ 

18 1990 原子炉格納容器内床ドレン発生量の増加に伴う原子炉手動停止 

19 1993 原子炉格納容器冷床ドレン発生量の増加に伴う原子炉手動停止 

20 1996 タービン制御油漏えいに伴う原子炉手動停止 

21 1997 軽油貯蔵タンク修理に伴う原子炉手動停止 

22 2000 東海原子力線トリップによる原子炉自動停止 

23 2001 原子炉自動停止における制御棒１本の不完全挿入について 

24 2002 原子炉給水系（B系）点検に伴う原子炉手動停止 

25 原子炉冷却材再循環流量制御弁開度検出器取替のため発電停止 

26 2006 タービン駆動給水ポンプ（A）軸封部シール水出口配管からの漏えいに伴う原子炉
手動停止 

27 2009 主油タンク油面変動等に伴う機器点検のための原子炉手動停止 

28 2010 残留熱除去系海水系（B）系機器点検のための原子炉停止 

29 地震による原子炉自動停止（【東日本大震災関連】非常ディーゼル発電機 2C用海
水ポンプの自動停止） 
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2.4 発電所の保守管理の概要 

原子力発電所の保守管理においては，機器・構造物の経年劣化が徐々に進行し，最終

的に故障に至ることのないよう，定期的な検査や点検等により経年劣化の兆候を早期に

検知し，必要な処置を行い，事故・故障を未然に防止することを目的としている。 

東海第二発電所での日常的な保守管理において時間経過に伴う特性変化に対応した劣

化管理が的確に行われている経年劣化事象（以下，「日常劣化管理事象」という）の劣化

管理の考え方を以下に述べる。 

発電所における運転・保守は，運転監視，巡視点検，定期的な検査・試験及び点検に

より設備の健全性を確認し，経年劣化等の兆候が認められた場合には詳細な調査及び評

価を行い，補修，取替等の保全を実施している。特に長期の使用によって発生する経年

劣化事象については，点検により経年的な劣化の傾向を把握し，故障に至る前に計画的

かつ合理的な保全を実施している。 

また，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく原子力規制

委員会の施設定期検査注 3)を受検するとともに，定期事業者検査についても，その実施に

係わる組織等の妥当性が定期安全管理審査において審査されている。 

さらに，保安規定において，定期事業者検査等の対象機器に対する作業項目のうち，

分解点検，開放点検，補修，取替及び改造等の機能回復を図るものについて，検査・試

験の具体的方法を定め，所定の機能を発揮しうる状態にあることを確認・評価すること

を規定している。 

注 3）：施設定期検査申請書には保全計画が含まれる。 

なお，2013 年 7 月 7 日以前は，「電気事業法」に基づく経済産業大臣の定期検

査を受検するとともに，定期事業者検査についても，その実施に係わる組織等

の妥当性が定期安全管理審査において審査されていた。 

具体的には，国が技術的な妥当性を評価し，実用炉規則第 81 条第 1項（当時は第 11

条第 1項）に掲げる保守管理に係る要求事項を満たすものとなった，「原子力発電所の保

守管理規程（JEAC4209-2007）」に基づき，社内標準類を策定・整備し保守管理を実施し

ている。 

保守管理を実施するにあたり，まず初めに，社長は原子炉施設の安全確保を最優先と

して保守管理の継続的な改善を図るため，保守管理の現状などを踏まえ，保守管理の実

施方針を定めている。策定された保守管理の実施方針は，保守管理の有効性評価の結果

を踏まえ見直されるとともに，高経年化技術評価等の結果として長期保守管理方針を策

定又は変更した場合には，長期保守管理方針に従い保全を実施することを保守管理の実

施方針に反映している。 

また，発電管理室長及び東海第二発電所長は，保守管理の実施方針に基づき，保守管

理の改善を図るための具体的な保守管理目標を設定し，保守管理の有効性評価の結果を

踏まえ，保守管理目標の見直しを実施している。 
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この保守管理目標を達成するため，原子力発電所では，資料 2‐5 に示すような考え方

に基づき，保全活動を行っている。 

東海第二発電所では，原子炉施設の中から，保全を行うべき対象範囲として設備を選

定し，この保全対象範囲について系統毎の範囲と機能を明確にした上で，構築物，系統

及び機器の保全重要度を設定している。系統の保全重要度は，重要度分類指針の重要度

に基づき，確率論的リスク評価（以下，「PSA」という）から得られるリスク情報を考慮

する。また，機器の保全重要度は，当該機器が属する系統の保全重要度に整合させる。

構築物の保全重要度については系統又は機器の保全重要度に基づき設定する。 

また，保全の有効性を監視，評価するために，保全重要度を踏まえプラントレベル及

び系統レベルの保全活動監視指標を設定している。 

保全計画の策定にあたっては，関係法令，関係規格及び基準を遵守するとともに，保

全の対象範囲について，保全重要度を勘案し，保全の有効性評価の結果を踏まえた上

で，必要に応じて以下の事項を考慮し，策定している。 

a. 運転実績，事故及び故障事例などの運転経験 

b. 使用環境及び設置環境 

c. 劣化，故障モード 

d. 機器の構造等の設計的知見 

e. 科学的知見 

また，あらかじめ保全方式として予防保全（時間基準保全，状態基準保全）又は事後

保全を適切に選定し，①点検の方法，それらの②実施頻度及び③実施時期を定めた点検

計画を作成している。なお，この保全方式は，保全重要度を踏まえた上でこれまでの保

全実績，劣化，故障モード及び適用可能な設備診断技術（状態監視）を考慮し，効果的

な保全方式を選定している。 

①点検の方法については，個別の機器毎に保全内容を検討しているが，具体的には劣

化メカニズム整理表注 4）及びこれまでの保守管理から得られた機器の部位別に想定され

る劣化事象に着目した保全項目(検知方法)の検討を行い，検討結果に基づく保全内容を

担保するために必要な作業，検査項目等を選定している。 

注 4）：劣化メカニズム整理表は，原則として東海第二発電所の高経年化技術評価にお

いて評価した経年劣化事象（部位，因子等）を検知するための保全項目，設計

で考慮している事項（機器の構造等の設計的知見）等を整理し一覧表にしたも

の。 

②実施頻度についても，メーカ推奨周期，過去の点検実績等を参考にしながら機器に

応じて適切に設定している。 
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また，③実施時期については，保全計画で定める機器の点検の方法及び実施頻度に基

づき,点検の実施時期を保全計画の点検計画表として定めている。 

補修，取替及び改造を実施する場合は，あらかじめその方法及び実施時期を定めた計

画を策定している。具体的には，信頼性向上，経年劣化の観点から長期的に取り組む必

要がある工事について，実施内容と実施時期を明確にする中長期設備修繕計画を策定し,   

中長期設備修繕計画を基に,保全計画,中長期運転保守計画並びに工事の重要性・緊急

度・経済性を勘案のうえ，年度保修計画を策定している。 

以上のとおり,あらかじめ定められた保全計画に従い，「工事計画」，「設計管理」，「調

達管理」，「工事管理」の各プロセスにより点検・補修等の保全を実施し，記録してい

る。 

当社は，運転監視，巡視点検，定期的な検査及び点検により設備の健全性を確認し，

経年劣化等の兆候が認められた場合には詳細な調査及び評価を行い，補修，取替等の保

全を実施している。長期の使用によって発生する経年劣化事象については，点検により

劣化の傾向を把握し，故障に至る前に計画的な保全を実施することにより機能回復を図

り，長期的な健全性並びに信頼性を確保している。 

さらに，劣化傾向監視による管理として状態基準保全，点検及び取替結果の評価のた

めの点検手入れ前データ（As-Found データ）を活用し保全の充実を図っている状況にあ

る。 

一方，東海第二発電所で発生した事故・故障については，速やかに原因究明及び再発

防止対策を実施するとともに，当社の他発電所及び国内外の原子力発電所で発生した事

故・故障の対策についても水平展開の検討を行い，必要に応じて予防処置として設備の

改善及び運転・保守管理等の改善を行うことにより，発電所のより一層の安全・安定運

転に努めている。 

(1) 運転監視，巡視点検 

運転状態を各種指示計，記録計，計算機出力等により運転員が常時監視するととも

に，原子力発電所の多種多様な設備について運転員が計画的に巡視点検を行い，機器

等の健全性確認，経年劣化等の兆候の早期発見に努めている。 

(2) 定期的な検査 

プラント運転中を主体に待機設備の作動確認等の定期的な検査を行い，設備の健全

性確認及び経年劣化等の兆候の早期発見に努め，事故・故障の未然防止を図ってい

る。また，定期的な検査のうち，工学的安全施設等の安全上重要な設備の定期的な検

査の内容を保安規定に定め，これに基づく運用を行っている。 
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(3) 点検 

「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき原子力規制委

員会が行う施設定期検査に合わせ，定期的にプラントを停止し，保全担当部門による

プラント全般にわたる設備の点検を社内マニュアルに基づき実施し，設備の機能維持

及び経年劣化等の兆候の早期発見に努め，事故・故障の未然防止を図るとともに，環

境の維持，災害の未然防止を図っている。また，プラントを停止せずに点検を実施で

きる設備については，同様の点検をプラント運転中に実施している。点検の結果は記

録としてまとめ，設備の経年的な劣化の傾向を管理し，以後の点検計画に反映してい

る。 

(4) 点検体制及び業務 

検査及び点検については，当社の保全担当部門が担当する設備の点検計画，作業管

理（技術センターは，一部の直営作業の管理を実施）を行い，分解点検等の実作業

は，協力会社又は当社技術センター（以下，「協力会社等」という）が実施してい

る。 

点検等にあたっては，点検，試験，検査の担当部門が協力会社等の行う作業監理及

び品質を含めた調達管理を行っている。 

(5) 予防保全 

プラントの運転監視，巡視点検，定期的な検査及び点検により，設備の機能低下や

経年劣化等の兆候が認められた場合には，保全担当部門が故障に至る前の適切な時期

に補修，取替を行うなど，事故・故障の未然防止に努めている。 

(6) トラブルの処理及び再発防止 

発生したトラブルについては，不適合管理及び是正処置として速やかに原因究明及

び対策の検討，評価を行い，的確な復旧により設備の機能回復を図るとともに,必要

に応じて再発防止対策を実施している。また，国内外他社の同種設備で発生したトラ

ブルについてもその再発防止対策を水平展開し予防処置を行うことにより，事故・故

障の未然防止に努めている。 

(7) 改善活動 

より一層の安全性，信頼性を確保するため，現行の保全管理のスパイラルアップが

重要であるとの観点から，改善活動として保全データの推移及び経年劣化の長期的な

傾向監視の実績，トラブル等の運転経験，高経年化技術評価や定期安全レビュー結

果，他プラントのトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ等に基づいて，保全の有効

性評価を実施するとともに,その結果と保守管理目標の達成度から定期的に保守管理

の有効性評価を実施し，保守管理が有効に機能していることを確認するとともに，継

続的な改善に取り組んでいる。 
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以上のような日常的な保守管理の有効性評価の手法として，プラントレベル及び系

統レベルの保全活動管理指標を設定し，監視しており，至近（第 25保全サイクル

（期中））における実績は下記の通りである。 

a. プラントレベルの保全活動管理指標 

プラント全体の保全の有効性が確保されていることを監視する観点から，プラ

ントレベルの保全活動管理指標としている「7,000 臨界時間あたりの計画外自動

スクラム回数」,「7,000 臨界時間あたりの計画外出力変動回数」，「工学的安全

施設の計画外作動回数」の 3項目のうち，「7,000 臨界時間あたりの計画外出力

変動回数」は，実績値が目標値を満足している。 

なお，他の 2項目は，2011 年度に発生した東北地方太平洋沖地震による波及

的影響を受け，目標値を逸脱しているものの，本事象は保全活動の結果によるも

のではないことは自明であり，カウントを除外することで,目標値はクリアー出

来ることから，保全は有効に機能していると評価した。 

b. 系統レベルの保全活動管理指標 

原子炉施設の安全性と保全活動とを関連付け監視する観点から，系統レベルの

保全活動管理指標として，保全重要度の高い系統注 5）のうち，重要度分類指針ク

ラス 1，クラス 2及びリスク重要度の高い系統機能に対して設定した「予防可能

故障（MPFF 注 6））回数」及び「非待機（UA）時間注 7)」について，すべての実測値

が目標値を満足していることから，保全は有効に機能していると評価した。 

注 5）：原子炉施設の安全性を確保するための重要度分類指針の重要度に基づ

き，PSA から得られるリスク情報を考慮して設定する。 

注 6）：MPFF（Maintenance Preventable Functional Failure）。系統もしくは，

トレインに要求される機能の喪失を引き起こすような機器の故障のうち，

適切な保全が行われていれば予防できていた可能性のある故障。 

注 7)：UA 時間（Unavailable hours）。当該系統もしくはトレインに要求される

機能が必要とされる期間内において理由によらずその機能を喪失した状態

になっている時間。 

これらの保全活動については，原子力発電所における機器の劣化兆候の把握及

び点検の最適化につながるとともに，常に PDCA を廻して改善が図られ，高経年

化プラントに対する的確な劣化管理に資するものであり，今後も日常点検を継続

することで健全性を維持することが可能であると考える。 
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なお，改善活動の一環として，東海第二発電所において，発電所の安全性・信

頼性の向上を図るために，30年目の高経年化技術評価以降に実施した改善工事

としては，次のものがある。 

「腐食」 

・第 6給水加熱器取替工事 

給水加熱器は，胴側内部流体（抽気蒸気）による流れ加速型腐食のため，炭素

鋼製胴体の減肉が確認されたことから，炭素鋼から耐食性に優れた低合金鋼製の

胴体に取替を実施した。 

「応力腐食割れ」 

・排ガス予熱器取替工事 

応力腐食割れの予防保全対策として，排ガス予熱器の主要材料を SUS304 ステ

ンレス鋼から，より鋭敏化特性に優れた SUS316 ステンレス鋼に変更した。 

なお，開放点検を容易に実施できるよう，管側フランジ構造を漏止め溶接を伴

う 3枚締め構造から平板構造への変更を併せて実施している。 

・シュラウドサポート予防保全対策工事，制御棒駆動機構スタブチューブ等予防保

全対策工事 

応力腐食割れが確認されたシュラウドサポート及び炉心シュラウドの溶接部に

ついては，健全性を確認しているが，新たな亀裂の発生を抑制するため，ウォー

タージェットピーニング工法により残留応力低減を図っている。 

また，制御棒駆動機構スタブチューブ,ICM ハウジングと原子炉圧力容器下鏡

との溶接部等においても，同工法を適用し,予防保全対策を実施している。 
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PDCA の 3 本柱 

①点検･補修等の不適合管理及び是正処置の結果から継続的改善 

②保全の有効性評価の結果から継続的改善 

③保守管理の有効性評価の結果から継続的改善 

資料 2-5 原子力発電所の保守管理の概要 

保守管理 

保 全 

保全重要度の設定

保全活動管理指
標の設定及び監 
視計画の策定 

保全計画の策定 
・点検計画の策定 
・補修，取替え及び 
改造計画の策定 
・特別な保全計画の 
策定 

保全の実施 保全活動管理 
指標の監視 

点検・補修等の 
結果の確認・評価 

保全の有効性評価 

点
検
・補
修
等
の

不
適
合
管
理
及
び

是
正
処
置

保守管理の有効性評価 
（定期安全レビュー含む） 

原子炉施設の経年劣化に
関する技術的な評価

長期保守管理方針

保守管理の実施方針及び 
保守管理目標 

保全対象範囲の策定

①

②

③
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3. 劣化状況評価の実施体制 

3.1 評価の実施に係る組織 

評価の実施に係る組織（劣化状況評価等にあたる体制）を資料 3-1 に示す。 

保守総括グループは，評価に関する実施計画及び実施手順の策定，運転経験及び最新

知見の調査・分析等を行い，作成された評価書の確認及びとりまとめ等の全体調整を行

った。 

機械設備（コンクリート構造物，鉄骨構造物含む）の保全を担当する機械グループ及

び電気・計測制御設備の保全を担当する電気・制御グループが，劣化状況評価書を検

討・作成し，保守総括グループが総括した。 

また，劣化状況評価等を実施する保修室員以外の者が評価結果の妥当性の確認を行っ

た。 

本店は，発電所から送付された劣化状況評価書等の確認を行い，必要な社内手続きを

経て原子力規制委員会へ報告した。また，作成に伴い発生する対外的な調整や最新情報

を発電所に提供する等の支援，助言を行った。 

3.2 評価の方法 

劣化状況評価は，運転延長ガイド，高経年化対策実施ガイド及び学会標準 2008 版等に

準拠して策定した社内規程「高経年化対策実施手引書」に基づいて実施した。 

評価方法の詳細については，4. 劣化状況評価の実施方法にまとめている｡ 

3.3 工程管理 

運転延長ガイド，高経年化対策実施ガイド等に基づき，運転開始後 39 年を経過する

2017 年 11 月までに運転期間延長認可の申請を行うべく工程管理を実施した。 

具体的には，発電所長が定めた計画工程に対し，組織として横断的な対応を図ること

により完遂した。 

また，評価結果の妥当性確認は，高経年化対策レビュー＆アドバイザリー委員会（以

下，「R&A 委員会」という）及び敦賀発電所により 2017 年 1月～10 月に実施された。 

原子炉施設保安運営委員会において本評価書の審議を経た後，2017 年 11 月 2 日に東

海第二発電所長に承認された。 

さらに，2018 年 9月の工事計画認可申請(補正)を踏まえた評価等を本評価書に反映

し，原子炉施設保安運営委員会において本評価書の審議を経た後，2018 年 9 月 7日に東

海第二発電所長に承認された。考査・品質監査室長は，実施手順及び実施体制の制定か

ら評価書の承認までの手順について進捗にあわせ適時確認した。 

劣化状況評価書等の策定の実施工程を資料 3‐2 に示す。 
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3.4 協力事業者の管理 

契約・委託に係る社内マニュアルに基づき，以下のとおりプラントメーカ等に発注し,

業務委託を実施した。 

協力事業者 主な委託業務 

日立 GE ニュークリア・エナジー ・中性子照射脆化 

・疲労解析 

・耐震解析他 

GE 日立・ニュクリアエナジー・インター

ナショナル・エルエルシ 

・疲労解析 

岡野バルブ製造 ・疲労解析 

日立造船 ・耐震評価 

日揮 ・耐震評価 

日本ガイシ ・耐震評価 

オルガノ ・耐震評価 

三菱重工業 ・耐震評価 

清水建設 ・ＰＬＭ評価 

原子力エンジニアリング ・国内外運転経験の収集，整理 

・最新知見の収集，整理等 
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3.5 文書・評価記録の管理 

劣化状況評価等の主たる文書・記録については，高経年化対策実施手引書に以下のと

おり，承認又は確認者，保存者，保存期間を定めている。 

文書名称 

区分 承認又は

確認者 
保存者 

保存 

期間 文書 記録

劣化状況評価書 

（高経年化技術評価書）
－ ○ 発電所長 

プラント管理 

グループマネ 

ージャー 

*1 

保守管理に関する方針 

（長期保守管理方針） 
－ ○ 発電所長 

プラント管理 

グループマネ 

ージャー 

*2 

実施体制 ○ － 発電所長 

プラント管理 

グループマネ 

ージャー 

*1 

実施工程 ○ － 発電所長 

プラント管理 

グループマネ 

ージャー 

*1 

敦賀発電所長による評価

方法・評価結果の妥当性

確認結果 

－ ○ 発電所長 

プラント管理 

グループマネ 

ージャー 

*1 

特別点検結果報告書 － ○ 

機械グル

ープマネ

ージャー 

プラント管理 

グループマネ 

ージャー 

永久 

*1：原子炉施設の解体又は廃棄後 10 年の期間が経過するまでの期間 

*2：次回高経年化技術評価公表まで 

3.6 教育訓練 

劣化状況評価を実施する力量については，高経年化対策実施手引書でその要求する力

量を定めている。 

具体的な評価に携わる担当者の力量水準については，保修室員教育取扱書に定める監

理員認定者とし,その教育・訓練は，同取扱書に基づき実施している。 
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3.7 評価年月日 

2018 年 10 月 12 日 

3.8 評価を実施した者の氏名 

日本原子力発電株式会社 

東海第二発電所長 江口 藤敏
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発電管理室長
開発計画室長 

本店発電管理室 

(発電所駐在)

○支援・助勢

敦賀発電所長

発 電 所 長 

○評価結果の妥当性確認

発電用原子炉主任技術者

○指導・助言 
○評価書等の確認

ボイラー・タービン主任技術者
電気主任技術者 

○指導・助言 
○評価書等の確認 

渉外・報道グループマネージャー

○社外への公表手続き 

原子炉施設保安運営委員会

○付議された案件の審議 

R&A 委員会

○評価結果の妥当性確認

品質保証グループマネージャー 

○プロセスの審査

保安運営グループマネージャー

○対外対応窓口業務 
○承認を得た評価書等及び特別点検

結果報告書を本店へ送付 

○高経年化対策検討を統括 
○高経年化技術評価書及び長期保守管理

方針（以下，「評価書等」という）並
びに特別点検結果報告書について，原
子炉施設保安運営委員会にて審議 

○敦賀発電所長への評価結果などの妥当
性確認を依頼 

○実施体制，工程及び評価書等を承認 
○考査・品質監査室長による確認を依頼

東海第二発電所 劣化状況評価の実施体制 

保修室長

○高経年化対策検討（評価）の実施 
○特別点検の実施，結果報告書の承認

並びに原子炉施設保安運営委員会へ
の付議 

○協力室への検討依頼（必要時） 

協力事業者 

○解析業務 
○最新知見等情報収集 

電気・制御グループマネージャー 

○高経年化対策検討（評価）の実施 
○協力室への検討依頼（必要時） 

保守総括グループマネージャー 

○実施計画，実施体制及び工程の策定 
○QMS に従った管理 
○評価書等の妥当性確認依頼 
(R&A 委員会，敦賀発電所長) 

○評価書等の保安運営委員会への付議 
○官庁対応（ヒアリング，立入検査） 
○特別点検の基本方針の策定 
○考査・品質監査室長による確認の手続き 

○実施体制及び工程の確認 
○評価書等及び特別点検結果報告書の確認 

機械グループマネージャー 

資料 3-1 評価の実施に係る組織 
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2
4
 －

 

資料 3-2 劣化状況評価等の策定の実施工程（1/2）     

年度／月 2014

年度
2015 年度 2016 年度

4 … 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

項 目                        

[準備・計画] 

社内規程整備 

劣化状況評価委託                        

評価対象機器抽出                        

運転経験の抽出                        

[実施] 

特別点検 

個別評価書作成                        

評価書（総括）作成                        

耐震安全性評価，耐津波安全性評価                        

保守管理に関する方針の策定                        

[妥当性確認] 

R&A 委員会 

敦賀発電所レビュー                        

原子炉施設保安運営委員会                        

劣化状況評価等承認                        

考査・品質監査レビュー                        

[申請手続き] 

決裁手続き 

申請                        

劣化状況評価及び 

保守管理に関する方針



－
 
2
5
 －

 

資料 3-2 劣化状況評価等の策定の実施工程（2/2） 

年度／月 2017 年度 2018 年度 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

項 目                     

[準備・計画] 

社内規程整備 

劣化状況評価委託                     

評価対象機器抽出                     

運転経験の抽出                     

[実施] 

特別点検 

個別評価書作成                     

評価書（総括）作成                     

耐震安全性評価，耐津波安全性評価                     

保守管理に関する方針の策定                     

[妥当性確認] 

R&A 委員会 

敦賀発電所レビュー                     

原子炉施設保安運営委員会                     

劣化状況評価等承認                     

考査・品質監査レビュー                     

[申請手続き] 

決裁手続き 

申請                     

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

劣化状況評価及び 

保守管理に関する方針

▼ ▼ 

▼ 
▼ 

▼ 

▼ ▼ ▼ 

▼ ▼ 

▼ 

▼ 

▼ 
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4. 劣化状況評価の実施方法 

4.1 劣化状況評価対象機器 

劣化状況評価では東海第二発電所の安全上重要な機器等（「実用炉規則第 82 条第 1 項」

で定める機器・構造物）を評価対象機器とした。 

具体的には，「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針（平

成 2年 8月 30 日原子力安全委員会決定）」において定義されるクラス 1，2及び 3の機能

を有する機器・構造物（実用炉規則別表第二において規定される浸水防護施設に属する機

器・構造物を含む）並びに「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則（2013 年原子力規制委員会規則第 5号）第 43条第 2項に規定される常

設重大事故等対処設備」（以下，「常設重大事故等対処設備」という）に属する機器・構造

物とし，保全プログラムシステム及び配管計装線図（P&ID）等を基に抽出した。 

さらに，工事計画で新たに追加された機器･構造物についても，評価対象として追加し

た｡ 

なお，供用に伴う消耗があらかじめ想定される部品であって設計時に取替を前提とする

もの，又は機器分解点検等に伴い必然的に交換されるものは消耗品として評価対象から除

外している。また，設計時に耐用期間（時間）内に計画的に取替えることを前提とする機

器あるいは部品であり，交換基準が点検計画により定められているものについても定期取

替品として評価対象から除外している。 
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4.2 劣化状況評価手順 

4.2.1 機器のグループ化及び代表機器の選定 

評価にあたっては，ポンプ，熱交換器，ポンプモータ，容器，配管，弁，炉内構造

物，ケーブル，送受電設備・発電設備，タービン設備，コンクリート構造物及び鉄骨

構造物，計測制御設備，空調設備，機械設備，電源設備の 15 機種に分類し，機種毎

に評価した。なお，15機種のうち送受電設備・発電設備については主要設備の評価対

象機器として抽出されなかった。 

選定された評価対象機器について合理的に評価するため，構造（型式等），使用環

境（内部流体等），材料等により，学会標準 2008 注 8)版附属書 A（規定）に基づき，

「経年劣化メカニズムまとめ表注 9）」を参考に，対象機器を分類しグループ化を行っ

た。 

次に，グループ化した対象機器から重要度，使用条件，運転状態等を考慮して各グ

ループの代表機器（以下，「代表機器」という）を選定し，代表機器で評価した結果

をグループ内の全機器に水平展開するという手法で全ての機器について評価を実施し

た。ただし，代表機器の評価結果をそのまま水平展開できない経年劣化事象について

は個別に評価を実施した。 

注 8）：学会標準 2010 追補版，学会標準 2011 追補版を含む。 

注 9）:｢経年劣化メカニズムまとめ表｣は，これまでの高経年化技術評価の知見を包

括的にまとめ，高経年化技術評価対象機器個別の条件（型式，使用環境，

材料等）を考慮し，安全機能達成のために要求される機能の維持に必要と

なる主要な部位に展開した上でその部位と経年劣化事象の組合せを整理し

た表であることから，これまでに確認されている使用材料及び環境に応

じ，発生しているか又は発生が否定できない経年劣化事象を抜け落ちなく

抽出することができる。 

なお，2.4 に示す「劣化メカニズム整理表」は，「経年劣化メカニズムま

とめ表」を基に保全の最適化をするため保守管理に活用する情報を集約し

てまとめたものであり，保守管理の結果により充実していくものである。 

この「劣化メカニズム整理表」に反映される保守管理の結果による情報

は必要に応じて「経年劣化メカニズムまとめ表」にフィードバックされ

る。 
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4.2.2 国内外の新たな運転経験及び最新知見の反映 

（1）国内外の運転経験等の反映 

経年劣化事象の抽出にあたっては，これまで実施した敦賀発電所１,2 号炉を含む

先行評価プラントの技術評価書を参考にするとともに，現在までの国内外の運転経

験や研究，原子力規制委員会指示文書及び原子力規制委員会設置以前については

旧：原子力安全・保安院指示文書等によって新たに得られた知見を反映した。 

運転経験の反映は，東海第二発電所の 30 年目の高経年化技術評価以降から 2018

年 9月 30 日までの運転経験について事象・原因を分析し，高経年化への影響を判

断して反映を実施した。なお，その期間以降においても新規に発生した又は分析が

可能となった運転経験については適時分析を行い，評価書への反映を実施してい

る。 

国内の運転経験としては，法律，通達対象のトラブルに加え，法令の定めでは国

への報告は必要ないが，電力自主で公開している軽微な情報も含んでいる。具体的

には「原子力安全推進協会」が運営する原子力施設情報公開ライブラリー（NUCIA）

において公開されている「トラブル情報」「保全品質情報」「その他情報」を対象と

した。 

また，海外の運転経験としては，NRC（米国原子力規制委員会；Nuclear 

Regulatory Commision）の Bulletin（通達） ，Generic Letter 及び Information 

Notice を対象とした。 

以上により， 国内外の運転経験から劣化状況評価に反映すべき経年劣化事象を

抽出したが，「経年劣化メカニズムまとめ表」に記載されている以外に， 東海第二

発電所の劣化状況評価で新たに考慮した経年劣化事象はなかった。 

次に，検討対象とした最新知見のうち，主な原子力規制委員会からの指示文書を

以下に示す。 

①  ｢実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」の制

定，一部改正について（制定：平成 25年 6月 19 日 原規技発第 1306194

号，一部改正：平成 26年 7月 9 日 原規技発第 1407092 号，平成 26年 8月 6

日 原規技発第 1408062 号，平成 26年 11 月 12 日 原規技発第 1411122 号，

平成 27 年 2 月 4 日 原規技発第 1502041 号，平成 27 年 10 月 7 日 原規技発

第 1510073 号，平成 27年 10 月 21 日 原規技発第 1510212 号，平成 28年 3

月 31 日 原規技発第 1603318 号，平成 28 年 10 月 6 日 原規技発第 1610066

号，平成 29 年 4 月 5 日 原規技発第 1704051 号，平成 29 年 7 月 19 日 原規

技発第 1707197 号，平成 29 年 8 月 30 日 原規技発第 1708302 号，平成 29年

11 月 15 日 原規技発第 1711151 号，平成 29年 11月 29 日 原規技発第

1711293 号，平成 29 年 11 月 29 日 原規技発第 1711299 号，平成 30 年 1 月
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24 日 原規技発第 1801246 号） 

② 実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド（平成 25年 6月 19

日 原管 P発第 1306198 号,平成 25年 12 月 6日 原管 P発第 1312062，平成 

27 年 10 月 7 日 原規規発第 1510071 号，平成 28年 11 月 2日 原規規発第

16110218 号，平成 29 年 9 月 20 日 原規規発第 1709202 号) 

③ 実用発電用原子炉施設における高経年化対策審査ガイド（平成 25年 7月 8 日 

原管 P発第 1307081 号，平成 25 年 12 月 18 日 原管 P発第 1312181 号，平成

28 年 11 月 2 日 原規規発第 16110217 号） 

④ 実用発電用原子炉の運転期間延長認可申請に係る運用ガイド（平成 25年 6 月

19 日 原管 P発第 1306197 号，平成 25年 12 月 6日 原管 P発 1312063 号，平

成 26年 8月 26 日 原規規発第 1408263 号，平成 29年 9月 20 日 原規規発第

1709202 号） 

⑤ 実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基準（平成 25 年 11 月 27 日 原

管 P発第 1311271 号，平成 28年 4月 13 日 原規規発第 1604131 号） 

⑥ 実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の

欠陥の解釈の制定について（平成 26 年 8 月 6 日 原規技発第 1408063 号） 

その他，技術評価に反映した原子力規制委員会からの指示文書以外の最新知見に

ついて，以下に示す。 

・ 国の定める技術基準及び日本機械学会，日本電気協会並びに日本原子力学会

等の規格・基準類 

① 日本機械学会 発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法（2009 年版）

（JSME S NF-1-2009） 

② 日本電気協会 電気技術規程 原子炉構造材の監視試験方法［2013 年追

補版］（JEAC 4201-2007[2013 年追補版]） 

③ 日本電気協会 電気技術規程 原子炉冷却材圧力バウンダリ，原子炉格

納容器バウンダリの範囲を定める規程（JEAC 4206-2016） 

④ 日本電気協会 電気技術指針 安全機能を有する計測制御装置の設計指

針（JEAG 4611-2009） 

⑤ 日本電気協会 電気技術指針 安全機能を有する電気･機械装置の重要度

分類指針（JEAG 4612-2010） 

⑥ 原子力発電所の安全系電気･計装品の耐環境性能の検証に関する指針 

（JEAG 4623-2008） 

⑦ 日本原子力学会 日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実

施基準：2015（AESJ-SC-P005:2015） 

⑧ 日本原子力学会 日本原子力学会標準 原子力発電所の高経年化対策実

施基準：2016（追補 1）（AESJ-SC-P005:2016（Amd.1）） 
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⑨ 原子力安全基盤機構 高経年化技術評価審査マニュアル（JNES-RE-2013-

9012） 

・ 原子力安全基盤機構の高経年化技術情報データベースにおける試験研究の情

報 

① 原子力安全基盤機構 原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド

（JNES-RE-2013-2049） 
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4.2.3 経年劣化事象の抽出 

劣化状況評価を行うにあたっては，選定された評価対象機器の使用条件（型式，材

料，環境条件等）を考慮し，学会標準 2008 版附属書 A（規定）に基づき，「経年劣化

メカニズムまとめ表」を参考に，経年劣化事象と部位の組み合わせを抽出した。 

なお，抽出された経年劣化事象と部位の組み合わせのうち，下記の「①」又は

「②」に該当する場合は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象とし

て除外し，「①」及び「②」に該当しない場合は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象として整理した（資料 4-1）。 

このうち，下記分類の「①」に該当する経年劣化事象は，「主要 6事象注 10）」のいず

れにも該当しないものであって，2009 年 1月から施行されたプラント毎の特性に応じ

た個別の検査の充実を含む新しい検査制度の実績を踏まえ，2.4 で記載した日常的な

保守管理において時間経過に伴う特性変化に対応した劣化管理を的確に行なうことに

よって健全性を担保しているものである。結果としてこれらが日常劣化管理事象とな

る。 

注 10）：原子力規制委員会の「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガ

イド」に示された「低サイクル疲労」，「中性子照射脆化」，「照射誘起型応

力腐食割れ」，「2相ステンレス鋼の熱時効」，「電気・計装品の絶縁低下」

及び「コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下」 

①想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの注 11) 

②現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象 

注 11）：②に該当する経年劣化事象であるものの，保全によりその傾向が維持でき

ていることを確認している経年劣化事象を含む｡ 
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震災の影響を踏まえた経年劣化事象については，東海第二発電所は平成 23年 3 月

11 日に発生した東北地方太平洋沖地震による影響により長期停止しているプラントで

あるため，震災の影響に伴い経年劣化事象が通常運転時よりも進展または新たに発生

することが想定されるものについて考慮する必要があり，経年劣化傾向の変化が想定

されることから，以下の観点で経年劣化事象を抽出し，震災の影響評価を実施した。 

①震災による通常環境からの乖離 

震災により，劣化状況評価にて前提にしている使用・環境から乖離し，経年劣化事

象の発生状況に影響するもの及び従来の高経年化技術評価よりも経年劣化の進展が考

えられるもの。 

②使用環境の変化 

上記①の他に震災によって使用環境が変化したことで経年劣化の進展が考えられる

もの。 
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資料 4-1 経年劣化事象の分類 

安全機能を有する機器・構造物に想定されるすべての

経年劣化事象のうち，主要 6 事象※１を除く経年劣化事象

②に該当する

経年劣化事象※２

高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象

高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではない事象
（日常劣化管理事象）

高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではない事象

（日常劣化管理事象以外）

YES

YES

NO

NO

①に該当する
経年劣化事象

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの。

（保全活動によりその傾向が維持できていることを確認しているものを含む）

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も経

年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象。

※１：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象に限る。 

※２：保全活動によりその傾向が維持できていることを確認している経年劣化事象は 

   「NO」に進む。 
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4.2.4 経年劣化事象に対する技術評価 

4.2.1 で選定された代表機器について，4.2.3 で抽出した高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象と部位の組み合わせに対する技術評価を下記の健全性評価，現状保

全，総合評価，高経年化への対応の順で実施した。 

なお，特別点検を実施した機器は，特別点検結果を踏まえた評価を実施する。 

a. 健全性評価 

機器毎に抽出した部位と経年劣化事象の組み合わせ毎に 60年間使用することを仮

定して，傾向管理データによる評価及び解析等の定量評価，震災の影響評価，過去

の保全実績，一般産業で得られている知見等により健全性の評価を実施する。ま

た，工事計画を踏まえた健全性評価を実施する。 

b. 現状保全 

評価対象部位に実施している点検内容，関連する機能試験内容，補修・取替等の

現状保全の内容について整理する。 

c. 総合評価 

上記ａ，ｂをあわせて現状の保全内容の妥当性等を評価する。具体的には，健全

性評価結果と整合の取れた点検等が，現状の発電所における保全活動で実施されて

いるか，また，点検手法は当該の経年劣化事象の検知が可能か等を評価する。 

d. 高経年化への対応 

60 年間の使用を考慮した場合，現状保全の継続が必要となる項目，今後新たに必

要となる点検・検査項目，技術開発課題等を抽出する。 
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4.3 耐震安全性評価 

4.2.3 で抽出した経年劣化事象及びその保全対策を考慮した上で機器毎に耐震安全性

評価を実施する。 

4.3.1 耐震安全性評価対象機器 

技術評価対象機器と同じとした。 

4.3.2 耐震安全性評価手順 

a. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

4.2.3 で抽出された安全機能を有する機器・構造物に想定される高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象及び日常劣化管理事象を対象として，これらの事象が顕在化

した場合，代表機器の振動応答特性又は，構造・強度上，影響が「有意」であるか

「軽微もしくは無視」できるかを検討し，「有意」な事象について耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象として抽出した。 

b. 耐震安全性評価 

前項で抽出した経年劣化事象毎に，耐震安全性評価を実施した。評価の基本とな

る項目は，大別すると以下のとおりに分類される。 

① 設備の耐震重要度分類 

② 設備に作用する地震力の算定 

③ 60 年の供用を仮定した経年劣化事象のモデル化 

④ 振動特性解析（地震応答解析） 

⑤ 地震荷重と内圧等他の荷重との組合せ 

⑥ 許容限界との比較 

これらの項目のうち，④及び⑥については経年劣化事象を考慮して評価を実施し

た。また，評価に際しては，「日本電気協会 電気技術指針 原子力発電所耐震設計

技術指針（JEAG4601-1987）」等に準じて実施した。 

c. 保全対策へ反映すべき項目の抽出 

以上の検討結果を基に，耐震安全性の観点から高経年化対策に反映すべき項目に

ついて検討した。 
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4.4 耐津波安全性評価 

4.2.3 で抽出した経年劣化事象及びその保全対策を考慮した上で耐津波安全性評価を

実施する。 

4.4.1 耐津波安全性評価対象機器 

評価対象機器は，「技術評価」における評価対象機器のうち，津波の影響を受ける浸

水防護施設を耐津波安全性評価の対象とした。 

4.4.2 耐津波安全性評価手順 

a. 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

耐津波安全性評価対象機器に対して4.2.3で抽出した高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象及び日常劣化管理事象について，これらの事象が顕在化した場合，構造・

強度上及び止水性上への影響が「有意」であるか「軽微もしくは無視」できるかを検

討し，「有意」なものを耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象とした。 

b. 耐津波安全性評価 

前項で整理される耐津波安全性評価上考慮する必要のある経年劣化事象が想定さ

れる設備に対し，耐津波安全性に関する評価を実施した。 

c. 保全対策へ反映すべき項目の抽出 

以上の検討結果を基に，耐津波安全性の観点から高経年化対策に反映すべき項目に

ついて検討した。 

4.1～4.4 までの検討における評価フローを，資料 4-2 及び資料 4-3 に示す。 



－ 37 － 

4.5 冷温停止状態維持の技術評価 

冷温停止状態維持評価における技術評価フローを資料 4-4 に，冷温停止状態維持に必

要な設備抽出フローを資料 4-5 に，冷温停止状態維持を前提とした経年劣化事象の抽出

フローを資料 4-6 に示す｡抽出された冷温停止状態維持に必要な設備，断続的運転を前提

とした場合に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象に対して冷温停止状態

の維持を前提とした場合における劣化の発生・進展に関する整理を実施し，その結果を

基に冷温停止状態を前提とした評価（以下，「冷温停止を踏まえた再評価」という）を以

下の手順で実施した。 

4.5.1 代表機器の選定 

冷温停止状態維持に必要な設備を考慮して，断続的運転を前提とした技術評価にお

ける代表機器を本検討の代表機器として選定した。 

4.5.2 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

断続的運転を前提とした場合に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

に対して，冷温停止状態の維持を前提とした場合における劣化の発生･進展に関する整

理を実施し，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生･進展が断続的運転

を前提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象を抽出した注 12）。そ

の結果，より厳しくなることが想定される経年劣化事象が抽出された場合には，冷温

停止を踏まえた再評価を実施した。 

なお，保全対策に反映すべき項目の有無についてあわせて検討した。 

4.5.3 評価対象機器全体への展開 

代表機器の評価結果を踏まえ，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事

象を抽出した。その結果，より厳しくなることが想定される経年劣化事象が抽出され

た場合には，冷温停止を踏まえた再評価を実施した。なお，保全対策に反映すべき項

目があるかもあわせて検討した。 

注 12)：運転を断続的に行うことを前提とした評価における高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象以外の事象が，冷温停止状態が維持されることを前提とした

評価において着目すべき経年劣化事象となる場合はそれらもあわせて抽出し

た。なお，プラント通常運転時に要求のある機能に対する経年劣化事象であ

るが，冷温停止状態維持を前提とした場合に要求がなくなるものは対象外と

した。 
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資料 4-2 技術評価フロー 

プラント全系統・構造物・機器（※1）

評価対象外

・燃料集合体等

＜評価対象機器をグループ化＞

＜グループ内の代表を選定＞ 

（代表機器）

＜着目すべき経年劣化事象の抽出＞（※7）

＜経年劣化事象の評価＞ 
･技術評価（※5） 
（健全性評価（※8）・現状保全→総合評価） 
･高経年化への対応(※6)

＜代表機器以外の機器への展開＞（※7,※8）

･機器の現状保全内容 
･高経年化対応の水平展開

＜主要設備の高経年化対応事項の抽出＞

○耐震安全性評価 

○耐津波安全性評価 
･経年劣化を考慮した評価 
･保全対策に反映すべき項目の抽出

※1：重要度分類指針で定義される機器（クラス 1,2,3），浸水防護施設及び常設重大事故等対処設備。 

※2：PS-1,2 MS-1,2。 

※3：浸水防護施設及び常設重大事故等対処設備。 

※4：最高使用温度が 95℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900kPa を超える機器で原子炉格納容器外にあるもの 

  （冷温停止維持に必要な設備を含む）。 

※5：系統レベルの機能確認を含む。 

※6：高経年化対応としての保全のあり方，技術開発課題を検討する。 

※7：震災の影響の有無を確認する。 

※8：震災影響評価を含める。

高経年化技術評価書の作成

長期保守管理方針の策定

安全上重要な 

機器か？（※2） 

機器単位で長期にわ

たり使用するか？ 

重要度，使用条件 

仕様等 

構造（型式），使用

環境,材質等の条件 

（※3）の機器か？ （※4）の機器か？ 

No No No 

No 

Yes

Yes

Yes Yes

特別点検の

結果 

＜その他設備の高経年化対応事項の抽出＞
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資料 4-3 経年劣化事象の抽出及び技術評価フロー 

経年劣化事象の評価

技 術 評 価

第一段階

着目すべき経年劣化事象の抽出

第二段階

劣化メカニズムスクリーニング 個別条件下での抽出

総 合 評 価

高経年化への対応

・経年劣化メカニズムまとめ表により，経年劣化対策上着目すべ

き経年劣化事象と部位の組み合わせを抽出

･まとめ表作成・改定時期以降の運転経験から抽出された経

年劣化事象を反映

・各機器個別の条件を踏まえ， 機器に

要求される安全機能達成に必要な

項目に関連する主要な部位に展開

した上で，構造，材料，使用条件を

考慮して部位毎に 想定される経年劣

化事象を抽出

・点検・検査の充実，適正化
・現状保全の継続

・長期運転に際しての留意点抽出
・技術開発課題の抽出等

高経年化を考慮した場合の経年劣化事象
の厳しさ度合いについての評価

・傾向管理ﾃﾞｰﾀによる評価

・最近の技術的知見に基づいた評価
・解析等の定量的評価

健全性評価 現状保全

・点検内容（手法，範囲，頻度）

・関連する機能試験内容
・補修･取替技術

下記に該当するものは着目すべき経年劣化事象ではないと判断

・想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣化傾

向等に基づき適切な保全活動を行っているもの （耐震・耐津波安全評価を除く）

・現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も経年劣

化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられるもの。

最終スクリーニング

特別点検の結果

・震災の影響評価
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断続的運転評価書 

耐震安全性評価， 

耐津波安全性評価 

・経年劣化を考慮した評価 

・保全対策に反映すべき項目の抽出 

冷温停止状態維持に必要な設備の抽出 

冷温停止状態維持を前提とした経年劣化事象の抽出 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

経年劣化事象の評価 

・技術評価※1（健全性評価・現状保全→総合評価） 

・高経年化への対応※2 

＜代表機器以外の機器への展開＞ 

・機器の現状保全内容 

・高経年化対応の水平展開 

高経年化対応事項の抽出 

・高経年化技術評価書の作成 

・長期保守管理方針の策定 

※1：系統レベルの機能確認を含む。 

※2：高経年化対応としての保全のあり方，技術開発課題を検討する。

資料 4-4 高経年化対策検討の技術評価フロー（冷温停止状態維持評価） 
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資料 4-5 冷温停止状態維持に必要な設備抽出フロー 

プラント全系統・構造物・機器（※1）

評価対象外

・燃料集合体等

安全上重要な

機器か？（※2）

機器単位で長期に

わたり使用するか？

冷温停止状態の維持又は

保安規定遵守（※5）のために直

接的に必要となる設備か？

（※3）の機器等か？ （※4）の機器か？
No No

Yes Yes Yes

No

冷温停止状態維持評価対象外冷温停止状態維持評価に必要な設備

冷温停止状態を前提とした

場合，保安規定遵守（※5）に間

接的に必要となる設備か？

No No

No

Yes

YesYes

※1：重要度分類指針で定義される機器（クラス 1，2，3），浸水防護施設及び常設重大事故

等対処設備。

※2：PS-1,2 MS-1，2。

※3：浸水防護施設及び常設重大事故等対処設備。

※4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が1,900 kPaを超える機器で原子炉

格納容器外にあるもの。

※5：保安規定において，「原子炉モードスイッチが燃料取替又は停止及び照射済燃料の移

動に対して要求される設備」並びに「運転モードによらず要求される設備」。
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資料 4-6 冷温停止状態維持を前提とした経年劣化事象の抽出フロー 

断続的運転評価において抽出した

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象（※1）

冷温停止状態維持に必要
となる機能に影響する経

年劣化事象か？

冷温停止状態維持にも発

生・進展が想定される経

年劣化事象か？

冷温停止を考慮した劣化評価

（※2）を実施

現時点までの劣化評価（※2）を

すべき経年劣化事象（※3）

冷温停止状態維持時に考慮す

る必要のない経年劣化事象

（評価対象外）

※1：断続的運転評価において着目すべき経年劣化事象ではない事象が冷温停止維持時に

着目すべき経年劣化事象になる場合はそれらも合わせて抽出する。

※2：プラント通常運転時に起き得る設計基準事故時の評価は要しない。

※3：技術評価対象外の事象であるが，耐震安全性評価の前提条件として必要となるため，現

時点までの評価を実施する。

Yes

Yes

No

No



－ 43 － 

5. 技術評価結果 

本章では，資料 4-2 及び資料 4-4 で抽出した機器・構造物に係る技術評価結果(震災の影

響評価含む)，耐震安全性評価結果及び耐津波安全性評価結果の概要を記載している。 

なお，各機器の詳細な評価結果については，それぞれ別冊にまとめている。 

5.1 運転を断続的に行うことを前提とした機器・構造物の技術評価結果 

運転を断続的に行うことを前提とした機器・構造物の詳細な技術評価については別冊に

まとめているが，大部分の機器・構造物については，現状の保全を継続していくことによ

り，長期間の運転を考慮しても，プラントを健全に維持することは可能との評価結果が得

られた。 

なお，高経年化に関する技術評価結果から，現状の保全策に追加すべき項目として抽出

された評価結果及び震災影響評価の概要について以下に記す。 

5.1.1 容器等注 13） 

原子炉圧力容器ノズル等の疲労割れについては，疲労評価の結果，疲労累積係数は許

容値に対して余裕のある結果が得られた。高経年化技術評価に合わせて，実過渡回数に

基づく評価を実施することとしているが，運転開始後 60 年時点の推定過渡回数では，

冷温停止状態が維持される期間として，以下の①又は②の 2 ケースの評価条件を用い

算出している｡ 

① 2011 年 3 月～2019 年 8 月 

② 2011 年 3 月～2020 年 8 月 

疲労評価結果は実過渡回数に依存するため，継続的に実過渡回数の確認を把握する

必要があることから，疲労評価における実過渡回数の確認を継続的に実施し，運転開始

後 60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 

注 13）：疲労累積係数による低サイクル疲労の評価を実施したすべての機器 
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5.1.2 低圧ケーブル 

低圧ケーブルの絶縁体の絶縁特性低下については，『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139

号｢原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推

奨案｣』（以下，「電気学会推奨案」という）及び『原子力発電所のケーブル経年劣化評

価ガイド(JNES-RE-2013-2049)』（以下，「ACA ガイド」という）に従い長期健全性につ

いて評価を行い，60 年間の通常運転期間，設計基準事故及び重大事故等雰囲気におい

て絶縁性能を維持できることを確認した。 

なお，低圧ケーブルのうち難燃 PN ケーブルについては，ACA ガイドに従った長期健

全性の評価の結果を踏まえ，評価結果の期間に至る前にケーブルを引替えることで 60

年間の通常運転期間，絶縁機能を維持できる。 

健全性評価結果から，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく，絶縁特性低下

は点検時の絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験で把握可能と考えられることから，今後

も，点検時の絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験を実施することにより，健全性の確認

を行っていく。 

また，難燃 PN ケーブルについては，評価にて確認された期間をもとにケーブルの引

替えを保全計画に反映する。 

5.1.3 同軸ケーブル 

同軸ケーブルの絶縁体の絶縁特性低下は，電気学会推奨案及び ACA ガイドに従い長

期健全性について評価を行い，60 年間の通常運転期間，設計基準事故及び重大事故等

雰囲気において絶縁性能を維持できることを確認した。 

なお，同軸ケーブルのうち難燃六重同軸ケーブルについては，ACA ガイドに従った長

期健全性の評価の結果を踏まえ，評価結果の期間に至る前にケーブルを引替えること

で 60年間の通常運転期間，絶縁機能を維持できる。 

健全性評価結果から，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく，絶縁特性低下

は点検時の絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験で把握可能と考えられることから，今後

も，点検時の絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験を実施することにより，健全性の確認

を行っていく。 

また，難燃六重同軸ケーブルについては，評価にて確認された期間をもとにケーブル

の引替えを保全計画に反映する。 
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5.1.4 ケーブル接続部 

ケーブル接続部のうち同軸コネクタ接続の絶縁体の絶縁特性低下は，IEEE Std.323-

1974『IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations』（以下，｢IEEE Std.323-1974｣という）に従い長期健全性につい

て評価を行い，60 年間の通常運転期間，設計基準事故及び重大事故等雰囲気において

絶縁性能を維持できることを確認した。 

なお，同軸コネクタ接続のうち同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器

外）については，『IEEE Std.323-1974』に従った長期健全性の評価の結果を踏まえ，評

価結果の期間に至る前に同軸コネクタ接続を取替えることで 60 年間の通常運転期間，

絶縁機能を維持できることを確認した。 

健全性評価結果から，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく，絶縁特性低下

は点検時の絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験で把握可能と考えられることから，今後

も，点検時の絶縁抵抗測定，系統機器の動作試験を実施することにより，健全性の確認

を行っていく。 

また，同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）については，評価に

て確認された期間をもとに同軸コネクタ接続の取替を保全計画に反映する。 

5.1.5 容器 

原子炉圧力容器胴（炉心領域部）の中性子照射脆化については，最新の破壊力学的手

法を用いて，運転開始後 60 年間の中性子照射を考慮し，初期き裂を想定して評価を行

っても脆性破壊は起こらないことを確認した。また，監視試験片による試験で将来の破

壊靱性の変化の傾向を確認している。 

胴部材料の機械的性質の予測は監視試験により把握可能であり，有意な欠陥のない

ことを超音波探傷検査により確認しているが，今後，JEAC4201「原子炉構造材の監視試

験方法」（以下，「JEAC4201」という）に基づき適切な時期に監視試験を実施して健全性

評価の妥当性を確認するとともに，定期的に超音波探傷検査を実施していく。 

また，監視試験の結果から，JEAC4206「原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認

試験方法」（以下，｢JEAC4206｣という）に基づき，運転管理上の制限として運転時に許

容しうる温度・圧力の範囲（圧力・温度制限曲線）及び耐圧漏えい試験温度を設けて運

用していく。さらに，現状の保全項目に加えて，今後の原子炉の運転サイクル・照射量

を勘案して第 5回監視試験を実施する。 
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5.1.6 震災影響評価 

(1) 震災による通常環境からの乖離で進展が考えられる事象 

東北地方太平洋沖地震により，高経年化技術評価にて前提にしている使用環境か

ら乖離し，経年劣化事象の発生状況に影響するもの及び従来の高経年化技術評価よ

りも経年劣化の進展が考えられるものについては，特別な保全計画及び通常の保全

により今後も健全性を確認していく。 

① 津波による影響 

機器の腐食，動的機器のアブレシブ摩耗，電気・計装品の絶縁特性低下，コン

クリートの強度低下があげられるが，機器の分解点検，コンクリートのコアサン

プルによる評価の他に必要に応じて補修，洗浄，取替等により健全性を確認し

た。 

② 地震による影響 

地震による荷重の作用により損傷，疲労の蓄積があげられるが，一部損傷を確

認した耐震 B，Cクラスの機器については補修により健全性を確認している。 

耐震 Sクラス設備についての影響は軽微であると考えるが，念のため地震によ

る疲労の影響を評価し，健全性を確認した。 

③ その他の影響（原子炉格納容器内温度上昇） 

温度上昇によるコンクリート構造物の強度低下及び遮へい能力低下，電気・計

装品の絶縁特性低下があげられる。温度上昇（原子炉格納容器上部電線管温度約

100 ℃,原子炉格納容器頂部圧力容器ベローシール部周辺温度約 144 ℃）を考慮

しても原子炉格納容器の最高使用温度以下であり，短期間であるため，影響は軽

微であると考える。念のためコンクリートの強度低下及び遮へい能力低下，電

気・計装品の絶縁特性低下の評価に及ぼす影響を評価し，健全性を確認した。 

(2) 長期停止することで使用環境が変化し進展が考えられる事象 

通常停止している機器の長期間運転による劣化（摩耗，絶縁特性低下）があげら

れるが，特別な保全計画により点検周期を見直している。
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5.2 運転を断続的に行うことを前提とした耐震安全性評価結果 

運転を断続的に行うことを前提とした耐震安全性評価にあたっては，5.1 における技術

評価の結果を取り込み，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象及び日常劣化管理事象を

対象として耐震安全性評価を実施した。 

対象とした経年劣化事象について，これらの事象が顕在化した場合，代表機器の振動応

答特性又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微もしくは無視」できるかを検討

し，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出を行い，抽出された経年劣化事象

毎に，耐震安全性に関する詳細評価を実施した。 

なお，耐震安全性評価の結果から，現状の保全策に追加すべき項目として抽出された評

価結果の概要について以下に記す。 

5.2.1 配管 

炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）の耐震安全性評価については，配管の減肉が広

範囲にわたって徐々に進行する流れ加速型腐食による減肉を想定し，JEAG4601「原子力

発電所耐震設計技術指針」等に基づき評価を実施した。 

原子炉系（蒸気部）ドレン配管，給水系配管，給水加熱器ドレン系配管及び復水系配

管の一部については，必要最小肉厚までの減肉を想定した評価において，発生応力が許

容応力を上回った。このため現時点での実機測定データを用いた運転開始後 60年時点

の評価を実施した結果，原子炉系（蒸気部）ドレン配管については，一次＋二次応力が

許容応力を上回ったため，疲労解析による評価を実施したところ疲労累積係数は許容

値以下となった。給水系配管等については，発生応力が許容応力を下回り，耐震安全性

に問題のないことを確認した。 

原子炉系（蒸気部）主配管及び原子炉冷却材浄化系配管の一部については，流れ加速

型腐食の管理ランクが低いが，知見拡充の観点から，現時点での実機測定データを用い

た運転開始後 60 年時点の評価のみを実施した結果，一次＋二次応力が許容応力を上回

ったため，疲労解析による評価を実施したところ疲労累積係数は許容値以下であり，耐

震安全性に問題のないことを確認した。 

炭素鋼配管注 14）の腐食（流れ加速型腐食）について，現時点での実機測定データを用

いた運転開始後60年時点の評価より耐震安全性に問題のないことを確認できたことか

ら，今後も減肉傾向の把握及びデータの蓄積を継続して行い，減肉進展の実測データを

反映した耐震安全性評価を実施する。 

注 14）：原子炉系（蒸気部）配管，給水系配管，復水系配管，給水加熱器ドレン系配管，

原子炉冷却材浄化系配管  
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5.3 運転を断続的に行うことを前提とした耐津波安全性評価結果 

運転を断続的に行うことを前提とした耐津波安全性評価にあたっては，5.1 における技

術評価の結果を取り込み，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象及び日常劣化管理事象

を対象として耐津波安全性評価を実施した。 

対象とした経年劣化事象について，これらの事象が顕在化した場合，構造・強度上及び

止水性上への影響が「有意」であるか「軽微もしくは無視」できるかを検討し，耐津波安

全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出を行った結果，耐津波安全上考慮する必要の

ある経年劣化事象は抽出されなかった。 
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5.4 冷温停止状態維持を前提とした機器・構造物の技術評価結果 

本節において，冷温停止状態維持を前提とした機器・構造物の技術評価についてまとめ

た。 

冷温停止状態維持を前提とした場合に，断続的運転を前提とした場合に想定される高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象と比較し，運転条件や環境が厳しくなる恐れがある機

器と経年劣化事象の組合せを抽出し，経年劣化事象毎にまとめたものを以下に示す。 

a. 固定子コイル及び口出線･接続部品の絶縁特性低下［残留熱除去系ポンプモータ，

残留熱除去海水系ポンプモータ］ 

上記の経年劣化事象について評価した結果，現状保全に新たに加えるべき項目はなかっ

た。 

なお，断続的運転を前提とした場合に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではない事象については，冷温停止状態が維持されることを前提とした評価においても

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象とならないことを確認した。 
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5.5 冷温停止状態維持を前提とした耐震安全性評価結果 

冷温停止状態維持を前提とした耐震安全性評価にあたっては，5.2 における耐震安全性

評価の結果及び 5.4 における技術評価の結果を取り入れることとし，耐震安全性を評価

した。 

具体的には 5.4 で抽出した断続的運転を前提とした場合と比べ運転条件や環境が厳し

くなる恐れがある経年劣化事象について，これらの事象が顕在化した場合，代表機器の振

動応答特性又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微もしくは無視」できるかを

検討し，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出を行い，抽出された経年劣化

事象毎に，耐震安全性に関する詳細評価を実施した。 

その結果，5.2 における耐震安全性評価結果に加え，耐震安全上考慮する必要のある経

年劣化事象は抽出されなかった。 
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5.6 冷温停止状態維持を前提とした耐津波安全性評価結果 

冷温停止状態維持を前提とした耐津波安全性評価にあたっては，5.3 における耐津波安

全性評価の結果及び 5.4 における技術評価の結果を取り入れることとし，耐津波安全性

を評価した。 

具体的には 5.4 で抽出した断続的運転を前提とした場合と比べ運転条件や環境が厳し

くなる恐れがある経年劣化事象について，これらの事象が顕在化した場合，構造・強度上

及び止水性への影響が「有意」であるか「軽微もしくは無視」できるかを検討し，耐津波

安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出を行った結果，5.3 における耐津波安全性

評価結果に加え，耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかった。 

5.7 評価の結果に基づいた補修等の措置 

本技術評価結果を提出する以前に健全性評価に基づき実施した補修等はない。 
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6. 今後の高経年化対策 

劣化状況評価結果より，今後の高経年化対策として充実すべき課題等を抽出した。 

6.1 保守管理に関する方針（長期保守管理方針）の策定 

(1) 総合評価結果 

劣化状況評価の結果から，現状の保全策に追加すべき項目が抽出された。60 年間の

運転及び冷温停止を仮定しても現状の保全を継続するとともに，一部の機器・構造物

において追加保全策を講じることで，プラントを構成する機器・構造物の健全性が確

保されることを確認した。 

(2) 現状の保全策に追加すべき項目 

総合評価結果をもとに，高経年化対策上現状の保全項目に追加すべき新たな保全策

について具体的な実施内容，実施方法及び実施時期を保守管理に関する方針（長期保

守管理方針）として策定した（資料 6-1「東海第二発電所 劣化状況評価に基づく保

守管理に関する方針（長期保守管理方針）」）（以下，「長期保守管理方針」という）。 

なお，疲労評価結果は実過渡回数に依存し機器にはよらないことから，運転開始後

60 年時点の推定過渡回数との比較については，まとめて長期保守管理方針とした。 

6.2 長期保守管理方針の実施 

現状の保全策に追加すべき項目で抽出された長期保守管理方針については，今後，東

海第二発電所の保全計画に反映し，運転開始後 40年を迎える 2018 年 11 月 28 日を始期

とした 20年間の適用期間で計画的に実施していくこととする。 

長期保守管理方針の実施にあたっては，これらの新たな保全項目を直ちに実施しなけ

ればならないものであることから，実施時期を下記の 3つに大別する。 

a. 短期：2018 年 11 月 28 日からの 5年間 

・健全性評価結果から，実機プラントデータでの確認，評価が早急に必要なもの 

・5年以内に実施計画のあるもの（取替等）等 

b. 中長期：2018 年 11 月 28 日からの 10年間 

・健全性評価において長期にわたる健全性は確保できると評価されるが，定期的

（約 10 年毎）に評価条件の妥当性の確認が必要であるもの等 
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c. 長期：2018 年 11 月 28 日からの 20年間 

・健全性評価において長期にわたる健全性は確保できると評価されるが，更なる信

頼性向上のための取り組みが必要であるもの等
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資 料 6-1 東海第二発電所  劣化状況評価に基づく保守管理に関する方針（長期保守管理方針）  

短期：2018 年 11 月 28 日からの 5 年間，中長期：2018 年 11 月 28 日からの 10 年間，長期：2018 年 11 月 28 日からの 20 年間 

機
種
名

機器名 経年劣化事象 健全性評価結果 現状保全 総合評価 

保守管理に関する方針 
（長期保守管理方針） 

№ 保守管理の項目 
実施 

時期 

容器 原子炉圧

力容器 

胴の中性子照

射脆化 

日本電気協会「原子炉構造材の監視試験

方法 JEAC4201-2007（2013 年追補版を含

む）」（以下，「JEAC4201」という）により求

めた関連温度移行量の予測値と測定値は，

予測式にマージンを見込んだものの範囲に

あり，測定値について特異な脆化は認めら

れない。 

また，日本電気協会「原子力発電所用機

器に対する破壊靭性の確認試験方法 JEAC 

4206-2007」（以下，「JEAC4206」という）並

びに JEAC4201 により求めた 2016 年 11 月時

点及び 60 年時点での関連温度及び最低使用

温度は，以下の通りとなった。 

関連温度は 2016 年 11 月時点で 5 ℃程

度，運転開始後 60 年時点で 11 ℃程度とな

る。その際の胴の最低使用温度は，破壊力

学的検討により求めたマージン 26 ℃を考慮

すると，2016 年 11 月時点で 31 ℃，運転開

始後 60 年時点で 37 ℃となる。 

また，上部棚吸収エネルギーの低下につ

いて JEAC4201 に基づいて評価を実施した結

果，最も上部棚吸収エネルギーが低下する

のは母材であり，2016 年 11 月時点で 111 

J，運転開始後 60 年時点で 111 J となって

いる。 

いずれの場合も JEAC4206 で要求されてい

る 68 J を上回っている。 

原子炉圧力容器に対しては，供用

期間中検査で超音波探傷検査及び漏

えい検査を実施し，有意な欠陥がな

いことを確認している。 

胴（炉心領域部）の中性子照射に

よる機械的性質の変化については，

日本機械学会「発電用原子力設備規

格 設計・建設規格 JSME S NC1-

2005（2007 年追補版を含む）」（以

下，「設計・建設規格」という）及

び JEAC4201 に基づいて，計画的に

監視試験を実施し破壊靭性の将来の

変化を予測している。 

また，監視試験結果から，JEAC4206

に基づき漏えい検査温度を設定して

いる。 

監視試験片は全 4 セットを取出し

済みであり，第 3 回にて試験した使用

済試験片セットについては，炉内へ

再装荷している。また，第 4 回にて試

験した使用済試験片セットについて

は，今後，再装荷することとする。こ

れらの試験片については，適切な時

期に取出し，試験を実施する。 

なお，運転期間延長認可申請に際

して実施した特別点検において，胴

（炉心領域部）の母材及び溶接部に

対して超音波探傷試験を実施した結

果，中性子照射脆化による脆性破壊

の起点となるような有意な欠陥は認

められなかった。 

胴（炉心領域部）の中性子照射脆

化が機器の健全性に影響を与える可

能性はないと考えられる。今後も適

切な時期に監視試験を実施し，破壊

靭性の変化を把握するとともに，

JEAC4201 の脆化予測式に基づき，

漏えい検査温度を管理していくこと

により，健全性を確保していくこと

は可能であると考える。 

炉心領域部材の機械的性質の予測

は監視試験により把握可能であり，

また有意な欠陥のないことを超音波

探傷試験及び漏えい検査により確認

していることから，保全内容として

適切である。 

1 原子炉圧力容器胴の中

性 子 照 射脆 化 に つ い て

は，今後の原子炉の運転

サイクル・中性子照射量

を勘案して第 5 回監視試

験を実施する。 

中長期
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短期：2018 年 11 月 28 日からの 5 年間，中長期：2018 年 11 月 28 日からの 10 年間，長期：2018 年 11 月 28 日からの 20 年間 

機
種
名

機器名 経年劣化事象 健全性評価結果 現状保全 総合評価 

保守管理に関する方針 

（長期保守管理方針） 

№ 保守管理の項目 
実施 

時期 

ケー

ブル

低 圧 ケ ー

ブル 

絶 縁体の絶 縁

特性低下 

原子炉格納容器内に使用する難燃 PN ケーブ

ルは，電気学会推奨案*及び ACA ガイド**に従

った長期健全性評価の結果，絶縁体は制御用

で 15 年間，制御用以外の難燃 PN ケーブルは

28 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰

囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁

性能を維持できることが確認され，評価結果

の期間に至る前にケーブルを引替えることで

60 年間の通常運転期間，絶縁性能を維持でき

る。 

難燃 PN ケーブルの絶縁特性低下

に対しては，系統機器の点検時に

絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施

する動作試験においてもケーブル

の絶縁機能の健全性を確認してい

る。 

さらに，点検で有意な絶縁特性

低下が認められた場合には，ケー

ブルの取替えを行うこととしてい

る。 

健全性評価結果から判断して，

絶縁体の有意な絶縁特性低下の可

能性は小さく，点検時の絶縁抵抗

測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考えられる。 

また，原子炉格納容器内設計最

高温度の 65.6℃を上回る箇所に布

設された難燃 PN ケーブル及び東北

地方太平洋沖地震発生に伴う発電

所停止操作の過程で，原子炉格納

容器内設計最高温度の 65.6℃を上

回った難燃 PN ケーブルについて

は，長期健全性試験結果をもとに

確認を行い健全性に影響のないこ

とを確認した。今後も，点検時の

絶縁抵抗測定及び系統機器の動作

試験を実施することにより，異常

の有無は把握可能であり，点検手

法としては適切であると考える。 

2 低圧ケーブル及び同軸

ケーブルの絶縁特性低下

については，電気学会推

奨案*及び ACA ガイド**

に従った長期健全性評価

結果から得られた評価期

間に至る前に取替を実施

する。 

* ：「原子力発電所電線

ケーブルの環境試験方法

ならびに耐延焼性試験方

法に関する推奨案（電気

学会技術報告 第Ⅱ－139

号 1982 年 11 月）」 

**：原子力安全基盤機構

「原子力発電所のケーブ

ル経年劣化評価ガイド 

JNES-RE-2013-2049」 

長期 

同 軸 ケ ー

ブル 

絶 縁体の絶 縁

特性低下 

原子炉格納容器内に使用する難燃六重同軸

ケーブルは，電気学会推奨案*及び ACA ガイド

**に従った長期健全性評価の結果，30 年間の

通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並び

に重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維

持できることが確認されている。難燃六重同

軸ケーブルは，平成 11 年（運転開始後 21

年）にケーブルの取替を実施しており，ACA

ガイド**に従った長期健全性の評価で確認が

とれている 30 年間の通常運転期間を加える

と，運転開始後 51 年間の通常運転期間及び設

計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲

気において絶縁性能を維持できる。 

難燃六重同軸ケーブルの絶縁特

性低下に対しては，系統機器の点

検時に絶縁抵抗測定を実施してい

る。 

また，系統機器の点検時に実施

する動作試験においてもケーブル

の絶縁機能の健全性を確認してい

る。 

さらに，点検で有意な絶縁特性

低下が認められた場合には，ケー

ブルの取替を行うこととしてい

る。 

健全性評価結果から判断して，

絶縁部の急激な絶縁特性低下の可

能性は小さく，また，絶縁特性低

下は系統機器点検時の絶縁抵抗測

定及び系統機器の動作試験で把握

可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁

抵抗測定及び系統機器の動作試験

を実施することにより，異常の有

無は把握可能であり，現状の保全

は点検手法としては適切であると

考える。 
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※：疲労累積係数による低サイクル疲労の評価を実施したすべての機器。 

短期：2018 年 11 月 28 日からの 5 年間，中長期：2018 年 11 月 28 日からの 10 年間，長期：2018 年 11 月 28 日からの 20 年間 

機
種
名

機器名 経年劣化事象 健全性評価結果 現状保全 総合評価 

保守管理に関する方針 

（長期保守管理方針） 

№ 保守管理の項目 
実施 

時期 

ケ ー

ブル

ケ ー ブ ル

接続部 

同 軸コネク タ

接 続部の絶 縁

体 の絶縁特 性

低下 

原子炉格納容器外に使用する同軸コネクタ

接続（放射線計測用）(原子炉格納容器外)

は，IEEE 323***に従った長期健全性評価の結

果，6 年間の通常運転期間及び設計基準事故

時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において

絶縁性能を維持できることが確認されてい

る。今停止期間中に設置されるものであり，

評価結果の期間に至る前に同軸コネクタ接続

（放射線計測用）(原子炉格納容器外)を 6 年

間毎に取替えることで 60 年間の通常運転期

間，絶縁性能を維持できる。 

同軸コネクタ接続（放射線計測

用）（原子炉格納容器外）の絶縁特

性低下に対しては，従前設備と同

様に，点検時に絶縁抵抗測定及び

機器の動作試験で把握可能である

ことから，従前設備と同様の保全

項目を実施していくこととしてい

る。 

健全性評価結果から判断して，

絶縁体の急激な絶縁特性低下の可

能性は小さく，また，絶縁特性低

下は系統機器点検時の絶縁抵抗測

定及び系統機器の動作試験で把握

可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁

抵抗測定及び系統機器の動作試験

を実施することにより，異常の有

無は把握可能であり，現状の保全

は点検手法としては適切であると

考える。 

3 同軸コネクタ接続の絶

縁特性低下については，

IEEE 323***に従った長

期健全性評価結果から得

られた評価期間に至る前

に取替を実施する。 

***：IEEE Std.323-1974

「IEEE Standard for 

Qualifying Class 1E 

Equipment for Nuclear 

Power Generating 

Stations」 

長期 

容 器

等※

容器等※ 疲労割れ 疲労累積係数による評価を実施した結果，

許容値に対し余裕のある結果が得られてい

る。 

高経年化技術評価に合わせて，

実過渡回数に基づく評価を実施す

ることとしている。 

運転開始後 60 年時点の推定過渡

回数では，運転開始後 60 年時点の

推定過渡回数では，冷温停止状態

が維持される期間として，以下の

①又は②の 2 ケースの評価条件を

用い算出している｡ 

①2011 年 3 月から 2019 年 8 月まで

②2011 年 3 月から 2020 年 8 月まで

疲労評価結果は実過渡回数に依

存するため，継続的に実過渡回数

を把握する必要がある。 

4 疲労評価における実績

過渡回数の確認を継続的

に実施し，運転開始後 60

年時点の推定過渡回数を

上回らないことを確認す

る。 

長期 
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短期：2018 年 11 月 28 日からの 5 年間，中長期：2018 年 11 月 28 日からの 10 年間，長期：2018 年 11 月 28 日からの 20 年間 

機
種
名

機器名 経年劣化事象 健全性評価結果 現状保全 総合評価 

保守管理に関する方針 

（長期保守管理方針） 

№ 保守管理の項目 
実施 

時期 

配管 炭 素 鋼 配

管 

腐食（流れ加速

型腐食） 

 発電用原子炉施設の使用前検査、施設定期検

査及び定期事業者検査に係る実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則のガイドの制定

について（平成 29 年 4 月 14 日 原規規発第

1704146 号）及び社団法人 日本機械学会 発

電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所

配管減肉管理に関する技術規格（JSME S NH1-

2006）に定められた内容に従い，対象系統及び

部位や実施の考え方を社内規程の｢配管肉厚管

理マニュアル｣に反映し，更に他プラントで発

生した減肉事例も適切に水平展開し，点検箇所

に取込むこととしている｡ 

 配管の腐食（流れ加速型腐食）に

対しては，「配管肉厚管理マニュア

ル」に基づき，配管材質条件及び内

部流体の環境条件を考慮して点検

箇所を選定し，第 24 回定期検査

(2009 年度～2010 年度)及び第 25 回

施設定期検査(2011 年度)において

肉厚測定又は放射線透過検査を実

施し，得られた測定結果は，配管肉

厚管理ソフトウェアに取込み，減肉

傾向等を把握している。 

 また，必要最小肉厚に達するまで

の余寿命を算出し，その結果に応じ

て次回測定又は取替を行うことと

している。 

超音波等を用いた肉厚測定を実

施し，減肉の管理を行っていくこ

とで，機器の健全性に影響を与え

る可能性は無いと考える。 

 減肉は超音波等を用いた肉厚測

定により検知可能であり，点検手法

としては有効である。 

5 炭 素 鋼 配 管 **** の 腐 食

（流れ加速型腐食）につ

いて，現時点での実機測

定データを用いた運転開

始後 60年時点の評価によ

り耐震安全性に問題のな

いことを確認したことか

ら，今後も減肉傾向の把

握及びデータの蓄積を継

続して行い，減肉進展の

実測データを反映した耐

震 安 全 性評 価 を 実 施 す

る。 

****：原子炉系（蒸気部）

配管，給水系配管，復水系

配管，給水加熱器ドレン

系配管，原子炉冷却材浄

化系配管 

中長期
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6.3 技術開発課題 

高経年化に関する技術評価においては，現在までの知見と実績を基にしたものであるが，

点検や検査技術の高度化及び更なる知見の蓄積に努める観点から，廃止措置プラントの解

体作業時にあわせ，高経年化に関する種々のデータを採取する等，今後さらに技術開発課

題に取り組んでいく必要がある。現時点では緊急性を有する課題はないが，今後も，電力

研究や高経年化技術評価高度化事業の成果等を活用し，必要なものは保全計画に反映する

こととしている。 

なお，2014 年 4 月に閣議決定された「エネルギー基本計画」において示された方針を

具体化するために必要な措置のあり方が，総合資源エネルギー調査会原子力小委員会にお

いて検討され，原子力小委員会から要請を受けた自主的安全性向上・技術・人材ワーキン

ググループは 2015 年 6 月に，軽水炉の安全技術・人材の維持発展に重きを置き，国，事

業者，メーカー，研究機関，学会等関係者間の役割が明確化された軽水炉安全技術・人材

に関するロードマップを策定した。同ロードマップでは，高経年化技術評価によって抽出

された技術開発課題も検討対象とされており，今後実施されるローリングの中で整合を図

ってこれらの技術開発課題への取組を実施していく。 
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7. 劣化状況評価で追加する項目 

運転開始以降 40 年目に実施する劣化状況評価においては，高経年化対策実施ガイド等

により，30 年目で実施した高経年化技術評価をその後の運転経験，安全基盤研究成果等技

術的知見をもって検証するとともに，策定された長期保守管理方針において意図した効果

が現実に得られているか等の有効性評価を行い，これらの結果を適切に反映することとし

ており，以下の 3項目を追加評価項目としている。 

① 経年劣化傾向の評価 

② 保全実績の評価 

③ 長期保守管理方針の有効性評価 

経年劣化傾向については，40年目の評価は 30 年目の評価から大きく予測が変わるもの

ではないことが確認できた。保全実績については，40年目の評価から抽出された課題はあ

ったものの，現状保全の継続による健全性維持の観点から課題はないことを確認した。 

さらに，30 年目の高経年化技術評価に基づき策定した長期保守管理方針の有効性評価を

実施した結果，有効であり，必要に応じて現状保全に反映されていると評価した。 

上記 3項目については，評価結果を「劣化状況評価で追加する評価に係る技術評価書」

にまとめる。 
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8. まとめ 

(1) 総合評価 

東海第二発電所は運転開始以降 40年を迎えるため，プラントを構成する機器・構造

物について，想定される経年劣化事象に対する技術評価を実施した結果，大部分の機

器・構造物については，現状の保全を継続していくことにより，長期間の運転及び冷

温停止を仮定しても機器・構造物の健全性を維持することは可能であるとの見通しを

得た。 

さらに，緊急性を有する課題ではないが，今後さらに充実すべき課題を抽出した。

これらについては電力研究や高経年化技術評価高度化事業の成果等を活用し，保全活

動に反映し，更なる充実を図っていく。 

(2) 今後の取り組み 

今回実施した劣化状況評価は，現在の最新知見に基づき実施したものであるが，今

後，以下に示すような運転経験や最新知見等を踏まえ，見直しを実施していく。 

a. 材料劣化に係る安全基盤研究の成果 

b. これまで想定していなかった部位等における経年劣化事象が原因と考えられる国

内外の事故・トラブル 

c. 関係法令の制定及び改廃 

d. 原子力規制委員会からの指示 

e．材料劣化に係る規格・基準類の制定及び改廃 

f. 発電用原子炉の運転期間の変更 

g．発電用原子炉の定格熱出力の変更 

h. 発電用原子炉の設備利用率（実績）から算出した原子炉圧力容器の中性子照射量 

i. 点検・補修・取替の実績 

当社は，高経年化対策に関するこれらの活動を通じて，今後とも原子力発電所の安

全・安定運転に努めるとともに，安全性・信頼性のより一層の向上に取り組んでいく

所存である。
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ポンプの技術評価書 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要なポ

ンプ（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2に該当するポンプ），高温・高圧の

環境下にあるクラス 3のポンプ及び常設重大事故等対処設備に属するポンプについて，運転を

断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，内部流体，材料等でグループ化し，それぞれのグループから，重要度，

運転状態，最高使用温度等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器

について評価を展開している。 

本評価書はポンプの型式等を基に以下の 3章で構成されている。 

 

1. タ－ボポンプ 

2. 往復ポンプ 

3. 原子炉再循環ポンプ 

 

原子炉再循環ポンプはターボポンプに属するが，構造の複雑さとクラス1の重要度を考慮し，

ターボポンプには分類せず単独で評価した。 

また，中央制御室チラー冷水循環ポンプは「空調設備の技術評価書」，主タービン制御装置

高圧油ポンプは「タービンの技術評価書」，ディーゼル機関のうち海水ポンプを除く補機ポン

プは「機械設備の技術評価書」，原子炉再循環流量制御弁用油圧供給装置ポンプは「弁の技術

評価書」，液体廃棄物処理系ポンプは「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する。 

さらに，ジェットポンプは「炉内構造物の技術評価書」にて，ポンプモータは「ポンプモー

タの技術評価書」にて，原子炉隔離時冷却系ポンプ及び原子炉給水ポンプの駆動タービンは「タ

ービンの技術評価書」にて，原子炉再循環ポンプのサポート部は「配管の技術評価書」にてそ

れぞれ評価するものとし，本評価書には含めていない。 

なお，文書中の単位の記載は SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特に注記がない

限りゲージ圧力を示す）。 
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表 1 評価対象機器一覧 

型式 ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程） 
重要度*1 

ターボポンプ 残留熱除去海水系ポンプ 885.7 m3/h*2×184.4 m*2 MS-1，重*3

非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 272.6 m3/h*2×44 m*2 MS-1，重*3

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系

ポンプ 
232.8 m3/h*2×43 m*2 MS-1，重*3

緊急用海水ポンプ*5 844 m3/h×130 m 重*3 

残留熱除去系ポンプ 1,691.9 m3/h×85.3 m MS-1，重*3

低圧炉心スプレイ系ポンプ 1,638.3 m3/h×169.5 m MS-1，重*3

高圧炉心スプレイ系ポンプ 1,576.5 m3/h×196.6 m MS-1，重*3

給水加熱器ドレンポンプ 1,032.2 m3/h×25 m 高*4 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 81.8 m3/h×152.4 m PS-2 

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 13 m3/h×20 m PS-2 

制御棒駆動水ポンプ 46.3 m3/h×823 m 高*4 

常設高圧代替注水ポンプ*5 136.7 m3/h*2×900 m*2 重*3 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ*5 10 m3/h×40 m 重*3 

タービン駆動原子炉給水ポンプ 4,315 m3/h×685.8 m 高*4 

高圧復水ポンプ 3,792 m3/h×365.8 m 高*4 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 142 m3/h×869 m MS-1，重*3

電動機駆動原子炉給水ポンプ 2,157.5 m3/h×762 m 高*4 

高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*4 

低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*4 

残留熱除去系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*4 

原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*4 

常設低圧代替注水ポンプ*5 200 m3/h*2×200 m*2 重*3 

代替燃料プール冷却系ポンプ*5 124 m3/h×40 m 重*3 

代替循環冷却系ポンプ*5 250 m3/h×120 m 重*3 

往復ポンプ ほう酸水注入系ポンプ 19.78 m3/h×870 m MS-1，重*3

原子炉再循環

ポンプ 
原子炉再循環ポンプ 8,100 m3/h×245.4 m PS-1 

*1： 当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2： 公称値 

*3： 重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを 

示す 

*4： 最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5： 新規に設置される機器 
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表 2（1/2） 評価対象機器の機能 

ポンプ名称 主な機能 

残留熱除去海水系ポンプ 残留熱除去系熱交換器に冷却用海水を送水する。 

非常用ディーゼル発電機海水ポンプ ディーゼル機関の冷却器に冷却用海水を送水する。 

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系 

海水系ポンプ 
ディーゼル機関の冷却器に冷却用海水を送水する。 

緊急用海水ポンプ 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を

輸送する機能が喪失した場合においても，炉心の著しい

損傷及び格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する

前に生ずるものに限る。）を防止するため最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する。 

残留熱除去系ポンプ 

冷却材喪失事故時に原子炉及び原子炉格納容器にサプレ

ッション・プール水を注水又はスプレイする。 

また，原子炉停止時の崩壊熱除去のため，原子炉冷却材

を原子炉冷却材再循環系より残留熱除去系熱交換器に送

水し冷却する。 

低圧炉心スプレイ系ポンプ 
冷却材喪失事故時に原子炉にサプレッション・プール水

をスプレイする。 

高圧炉心スプレイ系ポンプ 
冷却材喪失事故時に原子炉に復水貯蔵タンク水及びサプ

レッション・プール水をスプレイする。 

給水加熱器ドレンポンプ 第5給水加熱器のドレン水を第6給水加熱器に送水する。

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 
原子炉冷却材を浄化するため，原子炉冷却材をフィルタ

脱塩器に循環供給する。 

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 
原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の待機状態時等に，

ろ材（樹脂）の剥離を防ぐために用いる。 

制御棒駆動水ポンプ 制御棒の駆動に必要な高圧の駆動水を供給する。 

タービン駆動原子炉給水ポンプ 
高圧復水ポンプから移送されてきた復水を昇圧し，原子

炉に供給する。 

高圧復水ポンプ 
復水脱塩装置で浄化された復水を昇圧して，原子炉給水

ポンプに送水する。 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 
原子炉隔離時に，主蒸気によりタービン駆動のポンプを

起動して原子炉に送水し，水位低下を防ぐ。 
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表 2（2/2） 評価対象機器の機能 

ポンプ名称 主な機能 

電動機駆動原子炉給水ポンプ 

プラント起動・停止時，タービン駆動原子炉給水ポンプ

トリップ時に，高圧復水ポンプから移送されてきた復水

を昇圧し，原子炉に供給する。 

レグシールポンプ 

（高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプ

レイ系，残留熱除去系，原子炉隔離時

冷却系） 

非常用炉心冷却系ポンプ起動時のウォータハンマを防止

するため，非常用炉心冷却系ポンプ吐出配管を，常時加

圧する。 

常設高圧代替注水ポンプ 

設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失

した場合において，炉心の著しい損傷を防止するため，

サプレッション・プール水を原子炉に注水する。 

常設低圧代替注水ポンプ 

設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能が喪失

した場合において，炉心の著しい損傷及び格納容器破損

を防止するため，代替淡水貯槽水を原子炉に注水する。

代替燃料プール冷却系ポンプ 

設計基準対象施設である使用済燃料プール冷却浄化設備

の冷却機能が喪失した場合でも，使用済燃料プール内に

貯蔵する使用済燃料から発生する崩壊熱を冷却するた

め，使用済燃料プール水を熱交換器と循環させる。 

代替循環冷却系ポンプ 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプが有す

る原子炉の冷却機能が喪失した場合においても，炉心の

著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する為，原

子炉圧力容器への注水及び格納容器スプレイを実施す

る。 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ

ベント停止後の放射性物質を含むスクラビング水を，サ

プレッション・プールに移送する。また，点検に伴うス

クラビング水の移送が必要な場合は，廃棄物処理設備へ

移送する。 

ほう酸水注入系ポンプ 

何らかの理由で制御棒が挿入できなくなり，原子炉の冷

温停止ができない場合に，中性子吸収能力のあるほう酸

水を原子炉に注入する。 

原子炉再循環ポンプ 原子炉圧力容器内の原子炉冷却材を，強制循環させる。
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1. ターボポンプ 

 

［対象ポンプ］ 

① 残留熱除去海水系ポンプ 

② 非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 

③ 高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ 

④ 残留熱除去系ポンプ 

⑤ 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

⑥ 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

⑦ 給水加熱器ドレンポンプ 

⑧ 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

⑨ 原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 

⑩ 制御棒駆動水ポンプ 

⑪ タービン駆動原子炉給水ポンプ 

⑫ 高圧復水ポンプ 

⑬ 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

⑭ 電動機駆動原子炉給水ポンプ 

⑮ 高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 

⑯ 低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 

⑰ 残留熱除去系レグシールポンプ 

⑱ 原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 

⑲ 緊急用海水ポンプ 

⑳ 常設高圧代替注水ポンプ 

㉑ 常設低圧代替注水ポンプ 

㉒ 代替燃料プール冷却系ポンプ 

㉓ 代替循環冷却系ポンプ 

㉔ 格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なターボポンプの主な仕様を表1-1に示す。 

これらのターボポンプを型式，内部流体及びケーシング材料の観点からグループ化し，そ

れぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式，内部流体及びケーシング材料を分類基準とし，ターボポンプを表 1-1 に示すと

おりグループ化する。 

内部流体は海水及び純水に分類され，ケーシング材料はステンレス鋼，炭素鋼，鋳鉄

及び低合金鋼に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力

及び容量／揚程の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 立軸斜流ポンプ（内部流体：海水，ケーシング材料：ステンレス鋼） 

このグループには，残留熱除去海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機海水ポンプ，

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ及び緊急用海水ポンプが属するが，

重要度が高い機器は，運転状態及び最高使用温度が同等であることから，最高使用圧

力の高い残留熱除去海水系ポンプを代表機器とする。 

 

(2) 立軸斜流ポンプ（内部流体：純水，ケーシング材料：炭素鋼） 

このグループには，残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプが属するが，

重要度及び運転状態が同等であることから，最高使用温度の高い残留熱除去系ポンプ

を代表機器とする。 

 

(3) 立軸遠心ポンプ（内部流体：純水，ケーシング材料：炭素鋼） 

このグループには，高圧炉心スプレイ系ポンプのみが属するため，これを代表機器

とする。 

 

(4) 立軸遠心ポンプ（内部流体：純水，ケーシング材料：鋳鉄） 

このグループには，給水加熱器ドレンポンプのみが属するため，これを代表機器と

する。 
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(5) 横軸遠心ポンプ（内部流体：純水，ケーシング材料：ステンレス鋼） 

このグループには，原子炉冷却材浄化系循環ポンプ，原子炉冷却材浄化系保持ポン

プ，制御棒駆動水ポンプ，常設高圧代替注水ポンプ及び格納容器圧力逃がし装置移送

ポンプが属するが，重要度が高い機器は，運転状態が同等であることから，最高使用

温度の高い原子炉冷却材浄化系循環ポンプを代表機器とする。 

 

(6) 横軸遠心ポンプ（内部流体：純水，ケーシング材料：低合金鋼） 

このグループには，タービン駆動原子炉給水ポンプのみが属するため，これを代表

機器とする。 

 

(7) 横軸遠心ポンプ（内部流体：純水，ケーシング材料：炭素鋼） 

このグループには，高圧復水ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ，電動機駆動原子

炉給水ポンプ，高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ，低圧炉心スプレイ系レグシー

ルポンプ，残留熱除去系レグシールポンプ，原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ，

常設低圧代替注水ポンプ，代替燃料プール冷却系ポンプ，代替循環冷却系ポンプが属

するが，重要度の高い原子炉隔離時冷却系ポンプを代表機器とする。 
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表 1-1(1/2) ターボポンプのグループ化と代表機器の選定 

分類基準 

ポンプ名称 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

内部
流体

材料*7 
仕様 

（容量×揚程） 
重要度*1

使用条件 

運転
状態

最高使用
圧力

(MPa)*2

最高使用
温度
(℃)*2 

立軸 
斜流 

海水 ステンレス鋼 

残留熱除去海水系ポンプ 
885.7 m3/h*3 
×184.4 m*3 

MS-1，重*5 一時 3.45 38 ◎ 
重要度 
運転状態 
最高使用温度 
最高使用圧力 非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 

272.6 m3/h*3 
×44 m*3 

MS-1，重*5 一時 0.70 38  

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系 
海水系ポンプ 

232.8 m3/h*3 
×43 m*3 

MS-1，重*5 一時 0.70 38  

緊急用海水ポンプ*6 844 m3/h×130 m 重*5 一時 2.45 38  

純水 炭素鋼 
残留熱除去系ポンプ 1,691.9 m3/h×85.3 m MS-1，重*5 一時 3.45 174 ◎ 重要度 

運転状態 
最高使用温度 低圧炉心スプレイ系ポンプ 1,638.3 m3/h×169.5 m MS-1，重*5 一時 4.14 100  

立軸 
遠心 

純水 
炭素鋼 高圧炉心スプレイ系ポンプ 1,576.5 m3/h×196.6 m MS-1，重*5 一時 10.69 100 ◎  

鋳鉄 給水加熱器ドレンポンプ 1,032.2 m3/h×25 m 高*4 連続 0.70 149 ◎  

横軸 
遠心 

 
純水 

ステンレス鋼 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 81.8 m3/h×152.4 m PS-2 連続 9.80 302 ◎ 重要度， 
運転状態 
最高使用温度 原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 13 m3/h×20 m PS-2 連続 9.80 66  

制御棒駆動水ポンプ 46.3 m3/h×823 m 高*4 連続 12.06 66  

常設高圧代替注水ポンプ*6 136.7 m3/h*3×900 m*3 重*5 一時 10.70 120  

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ*6 10 m3/h×40 m 重*5 一時 2.5 200  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す    
*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 
*3：公称値を示す     
*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器  
*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*6：新規に設置される機器を示す  *7:ケーシングの材料を示す 
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表 1-1(2/2) ターボポンプのグループ化と代表機器の選定 

分類基準 

ポンプ名称 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

内部 

流体 
材料*7 

仕様 

（容量×揚程） 
重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力

(MPa)*2

最高使用

温度

(℃)*2 

横軸 

遠心 
純水 

低合金鋼 タービン駆動原子炉給水ポンプ 4,315 m3/h×685.8 m 高*4 連続 15.51 233 ◎  

炭素鋼 

高圧復水ポンプ 3,792 m3/h×365.8 m 高*4 連続 6.14 205  重要度 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 142 m3/h×869 m MS-1，重*5 一時 10.35 77 ◎ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ 2,157.5 m3/h×762 m 高*4 一時 15.51 233  

高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*4 連続 1.04 100  

低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*4 連続 1.04 100  

残留熱除去系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*4 連続 1.04 100  

原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*4 連続 0.86 77  

常設低圧代替注水ポンプ*6 200 m3/h*3×200 m*3 重*5 一時 3.14 66  

代替燃料プール冷却系ポンプ*6 124 m3/h×40 m 重*5 一時 0.98 80  

代替循環冷却系ポンプ*6 250 m3/h×120 m 重*5 一時 3.45 80  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す   

*3：公称値を示す     

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*6：新規に設置される機器を示す  *7:ケーシングの材料を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では1章で代表機器とした以下の7台のポンプについて技術評価を実施する。 

① 残留熱除去海水系ポンプ 

② 残留熱除去系ポンプ 

③ 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

④ 給水加熱器ドレンポンプ 

⑤ 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

⑥ タービン駆動原子炉給水ポンプ 

⑦ 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 残留熱除去海水系ポンプ 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプは，容量 885.7 m3/h(公称値)，揚程 184.4 m(公

称値)の立軸斜流ポンプであり，4台設置されている。 

海水に接液する羽根車，ケーシングはステンレス鋳鋼，主軸はステンレス鋼が使

用されている。 

また，軸封部には，内部流体の漏れを防止するため，グランドパッキンが使用さ

れている。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシング等を取外すことにより，

点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② 中間軸継手 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ ケーシングリング 

⑥ 軸受箱 

⑦ 水中軸受 

⑧ デリベリ 

⑨ コラムパイプ 

⑩ ケーシング 

⑪ 取付ボルト 

⑫ グランドパッキン 

⑬ ベース 

⑭ 基礎ボルト 

⑮ マウント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 残留熱除去海水系ポンプ構造図 
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表 2.1-1 残留熱除去海水系ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 

主軸 ステンレス鋼 

中間軸継手 ステンレス鋼 

軸継手 ステンレス鋳鋼 

エネルギー変換 
羽根車 ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング ステンレス鋼 

軸支持 
軸受箱 ステンレス鋼 

水中軸受 （消耗品） 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

デリベリ ステンレス鋳鋼 

コラムパイプ ステンレス鋼 

ケーシング ステンレス鋳鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

軸シール グランドパッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

マウント 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 残留熱除去海水系ポンプの使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 38 ℃ 

容量 885.7 m3/h*1 

内部流体 海水 

*1：公称値を示す 
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2.1.2 残留熱除去系ポンプ 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系ポンプは，容量 1,691.9 m3/h，揚程 85.3 m の立軸斜流

ポンプであり，3台設置されている。 

純水に接液する羽根車はステンレス鋳鋼，ケーシングは炭素鋼鋳鋼，主軸はステ

ンレス鋼が使用されている。 

また，軸封部は，内部流体の漏れを防止するため，メカニカルシールが使用され

ている。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシング等を取外すことにより，

点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系ポンプの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表

2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② 中間軸継手 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ ケーシングリング 

⑥ 水中軸受 

⑦ ケーシング 

⑧ コラムパイプ 

⑨ デリベリ 

⑩ 取付ボルト 

⑪ バレル 

⑫ シール水クーラ 

⑬ メカニカルシール 

⑭ ベース 

⑮ 基礎ボルト 

⑯ サイクロンセパレータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 残留熱除去系ポンプ構造図 
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表 2.1-3 残留熱除去系ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 

主軸 ステンレス鋼 

中間軸継手 ステンレス鋼 

軸継手 炭素鋼鋳鋼 

エネルギー変換 
羽根車 ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング ステンレス鋼 

軸支持 水中軸受 炭素鋼＋カーボン 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

コラムパイプ 炭素鋼 

デリベリ 炭素鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

バレル 炭素鋼 

軸シール 
シール水クーラ 銅合金 

メカニカルシール （消耗品） 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

その他 その他 サイクロンセパレータ ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 残留熱除去系ポンプの使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 174 ℃ 

容量 1,691.9 m3/h 

内部流体 純水 
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2.1.3 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

(1) 構造 

東海第二の高圧炉心スプレイ系ポンプは，容量 1,576.5 m3/h，揚程 196.6 m の立

軸遠心ポンプであり，1台設置されている。 

純水に接液する羽根車はステンレス鋳鋼，ケーシングは炭素鋼鋳鋼，主軸はステ

ンレス鋼が使用されている。 

また，軸封部には，内部流体の漏れを防止するため，メカニカルシールが使用さ

れている。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシング等を取外すことにより，

点検手入れが可能である。 

東海第二の高圧炉心スプレイ系ポンプの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧炉心スプレイ系ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条

件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② 中間軸継手 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ ケーシングリング 

⑥ 水中軸受 

⑦ ケーシング 

⑧ デリベリ 

⑨ 取付ボルト 

⑩ バレル 

⑪ シール水クーラ 

⑫ メカニカルシール 

⑬ ベース 

⑭ 基礎ボルト 

⑮ サイクロンセパレータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 高圧炉心スプレイ系ポンプ構造図 
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表 2.1-5 高圧炉心スプレイ系ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 

主軸 ステンレス鋼 

中間軸継手 ステンレス鋼 

軸継手 炭素鋼鋳鋼 

エネルギー変換 
羽根車 ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング ステンレス鋼 

軸支持 水中軸受 炭素鋼＋カーボン 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

デリベリ 炭素鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

バレル 炭素鋼 

軸シール 
シール水クーラ 銅合金 

メカニカルシール （消耗品） 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

その他 その他 サイクロンセパレータ ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-6 高圧炉心スプレイ系ポンプの使用条件 

最高使用圧力 10.69 MPa 

最高使用温度 100 ℃ 

容量 1,576.5 m3/h 

内部流体 純水 
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2.1.4 給水加熱器ドレンポンプ 

(1) 構造 

東海第二の給水加熱器ドレンポンプは，容量 1,032.2 m3/h，揚程 25 m の立軸遠

心ポンプであり，3台設置されている。 

純水に接液する羽根車は青銅鋳物，主軸はステンレス鋼，ケーシングは鋳鉄が使

用されている。 

また，軸封部には，内部流体の漏れを防止するため，メカニカルシールが使用さ

れている。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシング等を取外すことにより，

点検手入れが可能である。 

東海第二の給水加熱器ドレンポンプの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の給水加熱器ドレンポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件

を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② 中間軸継手 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ ケーシングリング 

⑥ 水中軸受 

⑦ 軸受箱 

⑧ ころがり軸受 

⑨ ケーシング 

⑩ コラムパイプ 

⑪ デリベリ 

⑫ 取付ボルト 

⑬ バレル 

⑭ メカニカルシール 

⑮ ベース 

⑯ 基礎ボルト 

⑰ サイクロンセパレータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 給水加熱器ドレンポンプ構造図 
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表 2.1-7 給水加熱器ドレンポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 

主軸 ステンレス鋼 

中間軸継手 ステンレス鋼 

軸継手 鋳鉄 

エネルギー変換 
羽根車 青銅鋳物 

ケーシングリング 青銅鋳物 

軸支持 

水中軸受 青銅鋳物 

軸受箱 鋳鉄 

ころがり軸受 （消耗品） 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング 鋳鉄 

コラムパイプ 炭素鋼 

デリベリ 炭素鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

バレル 炭素鋼 

軸シール メカニカルシール （消耗品） 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

その他 その他 サイクロンセパレータ ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-8 給水加熱器ドレンポンプの使用条件 

最高使用圧力 0.70 MPa 

最高使用温度 149 ℃ 

容量 1,032.2 m3/h 

内部流体 純水 
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2.1.5 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

(1) 構造 

東海第二の原子炉冷却材浄化系循環ポンプは，容量 81.8 m3/h，揚程 152.4 m の

横軸遠心ポンプであり，2台設置されている。 

純水に接液するケーシング，羽根車はステンレス鋳鋼，主軸はステンレス鋼が使

用されている。 

また，軸封部には，内部流体の漏れを防止するため，メカニカルシールが使用さ

れている。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシングカバー等を取外すことに

より，点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉冷却材浄化系循環ポンプの構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉冷却材浄化系循環ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使

用条件を表 2.1-10 に示す。 
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図 2.1-5 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ構造図 

 

No. 部位 

① 主軸 

② 軸継手 

③ 羽根車 

④ ケーシングリング 

⑤ 軸受箱 

⑥ 潤滑油クーラ 

⑦ ころがり軸受 

⑧ ケーシング 

⑨ ケーシングカバー 

⑩ 取付ボルト 

⑪ メカニカルシール 

⑫ シール水クーラ 

⑬ ベース 

⑭ 基礎ボルト 
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表 2.1-9 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 
主軸 ステンレス鋼 

軸継手 低合金鋼 

エネルギー変換 
羽根車 ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング ステンレス鋼 

軸支持 

軸受箱 炭素鋼 

潤滑油クーラ 銅合金 

ころがり軸受 （消耗品） 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング ステンレス鋳鋼 

ケーシングカバー ステンレス鋳鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

軸シール 
メカニカルシール （消耗品） 

シール水クーラ ステンレス鋼 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-10 原子炉冷却材浄化系循環ポンプの使用条件 

最高使用圧力 9.80 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

容量 81.8 m3/h 

内部流体 純水 
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2.1.6 タービン駆動原子炉給水ポンプ 

(1) 構造 

東海第二のタービン駆動原子炉給水ポンプは，容量 4,315 m3/h，揚程 685.8 m の

横軸遠心ポンプであり，2台設置されている。 

純水に接液するケーシングは低合金鋼，羽根車はステンレス鋳鋼，主軸はステン

レス鋼が使用されている。 

また，軸封部には，内部流体の漏れを防止するため，シールリングが使用されて

いる。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシングカバー等を取外すことに

より，点検手入れが可能である。 

東海第二のタービン駆動原子炉給水ポンプの構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のタービン駆動原子炉給水ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，

使用条件を表 2.1-12 に示す。
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図 2.1-6 タービン駆動原子炉給水ポンプ構造図

No. 部位 

① 主軸 

② 軸継手 

③ 羽根車 

④ ケーシングリング 

⑤ 軸受箱 

⑥ すべり軸受 

⑦ ケーシング 

⑧ ケーシングカバー 

⑨ 取付ボルト 

⑩ シールリング 

⑪ ベース 

⑫ 基礎ボルト 
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表 2.1-11 タービン駆動原子炉給水ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 
主軸 ステンレス鋼 

軸継手 低合金鋼 

エネルギー変換 
羽根車 ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング ステンレス鋼 

軸支持 
軸受箱 炭素鋼鋳鋼 

すべり軸受 炭素鋼，Babitt Metal 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング 低合金鋼 

ケーシングカバー 低合金鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

軸シール シールリング （消耗品） 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 低合金鋼 

 

 

表 2.1-12 タービン駆動原子炉給水ポンプの使用条件 

最高使用圧力 15.51 MPa 

最高使用温度 233 ℃ 

容量 4,315 m3/h 

内部流体 純水 
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2.1.7 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

(1) 構造 

東海第二の原子炉隔離時冷却系ポンプは，容量 142 m3/h，揚程 869 m の横軸遠心

ポンプであり，1台設置されている。 

純水に接液する羽根車はステンレス鋳鋼，主軸はステンレス鋼，ケーシングは炭

素鋼鋳鋼が使用されている。 

また，軸封部には，内部流体の漏れを防止するため，メカニカルシールが使用さ

れている。 

なお，羽根車及び主軸は，取付ボルトを緩めケーシングカバー等を取外すことに

より，点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉隔離時冷却系ポンプの構造図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉隔離時冷却系ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使用

条件を表 2.1-14 に示す。 
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図 2.1-7 原子炉隔離時冷却系ポンプ構造図 

No. 部位 

① 主軸 

② 軸継手 

③ 羽根車 

④ ケーシングリング 

⑤ ころがり軸受 

⑥ 軸受箱 

⑦ ケーシング 

⑧ ケーシングカバー 

⑨ 取付ボルト 

⑩ メカニカルシール 

⑪ ベース 

⑫ 基礎ボルト 

⑫⑪ 

②

全体図 

⑦ 

④ 

⑩ 

⑤ 

⑧ 
① 

③
⑨ 

⑥ 
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表 2.1-13 原子炉隔離時冷却系ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 
主軸 ステンレス鋼 

軸継手 炭素鋼 

エネルギー変換 
羽根車 ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング 青銅鋳物 

軸支持 
ころがり軸受 （消耗品） 

軸受箱 炭素鋼鋳鋼 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

ケーシングカバー 炭素鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

軸シール メカニカルシール （消耗品） 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 低合金鋼 

 

 

表 2.1-14 原子炉隔離時冷却系ポンプの使用条件 

最高使用圧力 10.35 MPa 

最高使用温度 77 ℃ 

容量 142 m3/h 

内部流体 純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ターボポンプの機能は，羽根車を回転させることにより，流体にエネルギーを与え

るものであり，この機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) ポンプ容量と揚程の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ターボポンプについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり，想定される経年劣化事象を

抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸シール（メカニカルシール，グランドパッキン，シールリング），ころがり軸受，

海水ポンプ用水中軸受は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としてい

ることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗［共通］ 

ころがり軸受，水中軸受を使用しているポンプの主軸については，軸受と主軸

の接触面の摩耗が想定されるが，分解点検時に目視点検及び寸法測定を実施し，

有意な摩耗が確認された場合は取替を行うことにより機能を維持している。 

すべり軸受を使用しているポンプの主軸については，すべり軸受との接触面に

おいて摩耗の発生が想定されるが，軸受には潤滑剤が供給され主軸と軸受間に油

膜が形成される構造となっており，主軸に摩耗が発生する可能性は小さく，分解

点検時に目視点検及び寸法測定を実施し，有意な摩耗が確認された場合は取替を

行うことにより機能を維持している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

b. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［共通］ 

ケーシングリングは，羽根車と摺動することにより摩耗が想定されるが，分解

点検時の目視点検及び羽根車とケーシングリング間の寸法測定において，有意な

摩耗が確認された場合は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，羽根車とケーシングリング間の摩耗は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

ベースは炭素鋼であり腐食が発生する可能性があるが，大気接触部は塗装が施

されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解

点検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装すること

により機能を維持している。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

d. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［残留熱除去海水系ポンプ，残留熱除去系ポン

プ，高圧炉心スプレイ系ポンプ，給水加熱器ドレンポンプ，原子炉冷却材浄

化系循環ポンプ， タービン駆動原子炉給水ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポ

ンプ］ 

基礎ボルトの健全性評価は，「機械設備の技術評価書」にて評価を行うこととし，

本評価書には含めない。 
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e. 主軸，中間軸継手，羽根車，ケーシングリング，軸受箱，デリベリ，コラムパイ

プ，ケーシング，取付ボルトの腐食（孔食・隙間腐食）［残留熱除去海水系ポン

プ］ 

主軸，中間軸継手，羽根車，ケーシングリング，軸受箱，デリベリ，コラムパ

イプ，ケーシング，取付ボルトはステンレス鋼又はステンレス鋳鋼であり，内部

流体が海水であることから，接液部に腐食（孔食・隙間腐食）が発生する可能性

があるが，分解点検時の目視点検において腐食（孔食・隙間腐食）の状況を確認

し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，主軸，中間軸継手，羽根車，ケーシングリング，軸受箱，デリベ

リ，コラムパイプ，ケーシング，取付ボルトの腐食（孔食・隙間腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象はないと判断する。 

 

f. 水中軸受の摩耗［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ，給水加熱器

ドレンポンプ］ 

水中軸受は主軸との摺動部において摩耗が想定されるが，分解点検時の目視点

検及び主軸と水中軸受間の寸法測定を行い，有意な摩耗が認められた場合は軸受

の取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，水中軸受の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

g. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポン

プ，原子炉冷却材浄化系循環ポンプ，タービン駆動原子炉給水ポンプ，原子炉隔

離時冷却系ポンプ］ 

取付ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時の目

視点検において腐食状況を確認し，有意な腐食が確認された場合は取替を行うこ

とにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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h. シール水クーラの腐食（全面腐食，浸食）［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプ

レイ系ポンプ］ 

シール水クーラの胴及び伝熱管は銅合金で，胴内面及び伝熱管外面が海水に接

液していることから腐食が発生する可能性があるが，分解点検時の目視点検によ

り腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持

している。 

残留熱除去系ポンプについては第 25 回施設定期検査時に伝熱管の腐食による

海水の漏えいが確認されたことから，構造を再設計し当該施設定期検査期間中に

交換することとしており，高圧炉心スプレイ系ポンプについても同様に交換する

計画である。 

したがって，シール水クーラの腐食（全面腐食，浸食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 軸受箱の外面の腐食（全面腐食）［給水加熱器ドレンポンプ，原子炉冷却材浄化

系循環ポンプ，タービン駆動原子炉給水ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ］ 

軸受箱は炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小

さく，分解点検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗

装することにより機能を維持している。 

したがって，軸受箱の外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 羽根車，ケーシング，コラムパイプ及びデリベリの腐食（流れ加速型腐食）［給

水加熱器ドレンポンプ］ 

羽根車は青銅鋳物，ケーシングは鋳鉄，コラムパイプ及びデリベリは炭素鋼で

あり，腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点検において

腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持し

ている。 

したがって，羽根車，ケーシング，コラムパイプ及びデリベリの腐食（流れ加

速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. すべり軸受の摩耗及びはく離［タービン駆動原子炉給水ポンプ］ 

すべり軸受は主軸との摺動部において摩耗の発生が想定されるが，軸受には潤

滑剤が供給され主軸と軸受間に油膜が形成される構造となっており，摩耗が生じ

る可能性は小さく，分解点検時の目視点検，寸法測定において有意な摩耗の有無

を確認し，必要に応じて軸受の取替を行うことにより機能を維持している。 

はく離についても，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において，有意な

欠陥の有無を確認し，必要に応じて軸受の取替を行うことにより機能を維持して

いる。 

したがって，すべり軸受の摩耗及びはく離は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

l. 主軸のフレッティング疲労割れ［タービン駆動原子炉給水ポンプ］ 

主軸と羽根車の嵌め合い部は，他プラントにおいてフレッティング疲労による

割れ事象が発生しており，焼き嵌めにより取付けられているポンプにおいてはフ

レッティング疲労割れが想定されるが，当該ポンプケーシングはダブルボリュー

ト構造であることから，変動応力が生じる可能性は低くフレッティング疲労割れ

の発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検，浸透探傷検査において有意

な欠陥がないことを確認している。 

したがって，主軸のフレッティング疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 軸継手の腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポンプ，

給水加熱器ドレンポンプ，原子炉冷却材浄化系循環ポンプ，タービン駆動原子炉

給水ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ］ 

軸継手は炭素鋼鋳鋼，鋳鉄，低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，

分解点検時の目視点検において腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替

を行うことにより機能を維持している。 

したがって，軸継手の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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n. ケーシング，コラムパイプ，デリベリの外面の腐食（全面腐食）［残留熱除去系

ポンプ，給水加熱器ドレンポンプ］ 

ケーシングは炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄，コラムパイプ及びデリベリは炭素鋼であり，

外面は大気接触することから腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されて

いることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時

の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持している。 

したがって，ケーシング，コラムパイプ，デリベリの外面の腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. ケーシング，コラムパイプ，デリベリの内面の腐食（全面腐食）［残留熱除去系

ポンプ］ 

ケーシングは炭素鋼鋳鋼，コラムパイプ及びデリベリは炭素鋼であり，内面は

純水に接液することから腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において腐

食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持して

いる。 

したがって，ケーシング，コラムパイプ，デリベリの内面の腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. ケーシング，デリベリの外面の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ポンプ］ 

ケーシングは炭素鋼鋳鋼，デリベリは炭素鋼であり，外面は大気接触すること

から腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健

全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検において塗装

の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，デリベリの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. ケーシング，デリベリの内面の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ポンプ］ 

ケーシングは炭素鋼鋳鋼，デリベリは炭素鋼であり，内面は純水に接液するこ

とから腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において腐食の状態を確認し，

必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，デリベリの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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r. バレルの内面の腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポ

ンプ，給水加熱器ドレンポンプ］ 

バレルは炭素鋼であり，内面は純水に接液することから腐食が想定されるが，

分解点検時の目視点検において腐食の状態を確認し，必要に応じて補修を行うこ

とにより機能を維持している。 

したがって，バレルの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

s. ケーシング，ケーシングカバーの腐食（全面腐食）［タービン駆動原子炉給水ポ

ンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ］ 

ケーシング，ケーシングカバーは低合金鋼，炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐

食が想定されるが，外面の大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健

全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時において塗装の状態を確

認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

内面については，分解点検時の目視点検において腐食の状態を確認し，必要に

応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，ケーシングカバーの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. シール水クーラ伝熱管の異物付着［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポ

ンプ］ 

シール水クーラ伝熱管は外部流体が海水であることから，異物付着の可能性が

あるが，分解点検時に伝熱管の手入れ・清掃を行うことにより機能を維持してい

る。 

したがって，シール水クーラ伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

u. マウントの腐食（全面腐食）［残留熱除去海水系ポンプ］ 

マウントは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されてい

ることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の

目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機

能を維持している。 

したがって，マウントの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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v. サイクロンセパレータの貫粒型応力腐食割れ［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心ス

プレイ系ポンプ，給水加熱器ドレンポンプ］ 

サイクロンセパレータはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩

化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉

建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩

分量測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を

実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防

止している。 

したがって，サイクロンセパレータの応力腐食割れ（貫粒型応力腐食割れ）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

w. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等におい

て，高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において疲労割

れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生

する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な割れは確認されておらず，今後も

使用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとはとは考え

難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

x. 羽根車の腐食（キャビテーション）［共通］ 

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面にエロージョンが生じ，

ポンプ性能に影響を及ぼすことが想定されるが，ポンプはキャビテーションを起

こさない条件 [ (有効吸込ヘッド) > (必要有効吸込ヘッド)] を満たすよう設計

段階において考慮されており，この大小関係は経年的に変わるものではないこと

から腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食（キャビテーション）は確認

さられておらず， 今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化す

る要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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y. シール水クーラ伝熱管の異物付着［原子炉冷却材浄化系循環ポンプ］ 

シール水クーラ伝熱管は，長期使用により異物付着が想定されるが，内部流体

が水質管理された純水（防錆材入り）であることから，異物付着の可能性は小さ

い。 

なお，分解点検時の目視点検において異物は確認されておらず， 今後も使用環

境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，シール水クーラ伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

z. 軸受箱の内面の腐食（全面腐食）［給水加熱器ドレンポンプ，原子炉冷却材浄化

系循環ポンプ，タービン駆動原子炉給水ポンプ，原子炉隔離時冷却系ポンプ］ 

軸受箱は炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，内部流体は

潤滑油であることから腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も

使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，軸受箱の内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

aa. 軸継手の摩耗［原子炉隔離時冷却系ポンプ］ 

軸継手はギアカップリングであり，ギア部によりトルクを伝達するため，長期

使用により摩耗が想定されるが，ギア部には潤滑剤が塗布されており，摩耗が発

生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認さられておらず， 今後

も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え

難い。 

したがって，軸継手の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. バレルの外面の腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ，高圧炉心スプレイ系ポ

ンプ，給水加熱器ドレンポンプ］ 

バレルは炭素鋼であり，外面はコンクリートに覆われていることから，地下水

の浸透により浸水する場合には腐食が想定されるが，建屋は止水壁により止水処

理を行っていることから腐食の発生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が変

化する要因があるとは考え難い。 

したがって，バレルの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ケーシング及びケーシングカバーの熱時効［原子炉冷却材浄化系循環ポンプ］ 

ケーシング及びケーシングカバーに使用しているステンレス鋳鋼は，オーステ

ナイト相中に一部フェライト層を含む 2相組織であり，使用温度は 250 ℃以上（最

高使用温度 302 ℃）であるため，熱時効による材料の靭性低下が想定され，この

状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引き起

こす可能性があるが，ケーシング及びケーシングカバーにはき裂原因となる経年

劣化事象は想定されていないことから，熱時効が問題となる可能性はない。 

したがって，ケーシング及びケーシングカバーの熱時効は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。  
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表 2.2-1 (1/7) 残留熱除去海水系ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品･ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △ △*1 △*2     *1：孔食・隙間腐食 

*2：高サイクル疲労割

れ 

*3：キャビテーション 

中間軸継手  ステンレス鋼  △*1      

軸継手  ステンレス鋳鋼        

エネルギー 

変換 

羽根車  ステンレス鋳鋼 △ △*1*3      

ケーシングリング  ステンレス鋼 △ △*1      

軸支持 
軸受箱  ステンレス鋼  △*1      

水中軸受 ◎ ―        

バウンダリの

維持 

耐圧 

デリベリ  ステンレス鋳鋼  △*1      

コラムパイプ  ステンレス鋼  △*1      

ケーシング  ステンレス鋳鋼  △*1      

取付ボルト  ステンレス鋼  △*1      

軸シール グランドパッキン ◎ ―        

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

マウント  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1 (2/7) 残留熱除去系ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品･ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △  △*1     *1：高サイクル疲労割

れ 

*2：キャビテーション 

*3：内面 

*4：外面 

*5：全面腐食，浸食 

*6：伝熱管の異物付着 

*7：貫粒型応力腐食割

れ 

 

中間軸継手  ステンレス鋼        

軸継手  炭素鋼鋳鋼  △      

エネルギー 

変換 

羽根車  ステンレス鋳鋼 △ △*2      

ケーシングリング  ステンレス鋼 △       

軸支持 水中軸受  
炭素鋼 

＋カーボン 
△       

バウンダリの

維持 

耐圧 

ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △*3*4      

コラムパイプ  炭素鋼  △*3*4      

デリベリ  炭素鋼  △*3*4      

取付ボルト  低合金鋼  △      

バレル  炭素鋼  
△*3 

▲*4 
     

軸シール 
シール水クーラ  銅合金  △*5     △*6 

メカニカルシール ◎ ―        

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

その他 その他 
サイクロン 

セパレータ 
 ステンレス鋼    △*7    

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1 (3/7) 高圧炉心スプレイ系ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △  △*1     *1：高サイクル疲労割

れ 

*2：キャビテーション 

*3：内面 

*4：外面 

*5：全面腐食，浸食 

*6：伝熱管の異物付着 

*7：貫粒型応力腐食割

れ 

 

中間軸継手  ステンレス鋼        

軸継手  炭素鋼鋳鋼  △      

エネルギー 

変換 

羽根車  ステンレス鋳鋼 △ △*2      

ケーシングリング  ステンレス鋼 △       

軸支持 水中軸受  
炭素鋼 

＋カーボン 
△       

バウンダリの

維持 

耐圧 

ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △*3*4      

デリベリ  炭素鋼  △*3*4      

取付ボルト  低合金鋼  △      

バレル  炭素鋼  
△*3 

▲*4 
     

軸シール 
シール水クーラ  銅合金  △*5     △*6 

メカニカルシール ◎ ―        

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

その他 その他 
サイクロン 

セパレータ 
 ステンレス鋼    △*7    

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1 (4/7) 給水加熱器ドレンポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △  △*1     *1：高サイクル疲労割

れ 

*2：流れ加速型腐食 

*3：キャビテーション 

*4：外面 

*5：内面 

*6：貫粒型応力腐食割

れ 

中間軸継手  ステンレス鋼        

軸継手  鋳鉄  △      

エネルギー 

変換 

羽根車  青銅鋳物 △ △*2*3      

ケーシングリング  青銅鋳物 △       

軸支持 

水中軸受  青銅鋳物 △       

軸受箱  鋳鉄  △*4*5      

ころがり軸受 ◎ ―        

バウンダリの

維持 

耐圧 

ケーシング  鋳鉄  △*2*4      

コラムパイプ  炭素鋼  △*2*4      

デリベリ  炭素鋼  △*2*4      

取付ボルト  ステンレス鋼        

バレル  炭素鋼  △*5▲*4      

軸シール メカニカルシール ◎ ―        

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

その他 その他 
サイクロン 

セパレータ 
 ステンレス鋼    △*6    

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1 (5/7) 原子炉冷却材浄化系循環ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸 
 ステンレス

鋼 
△  △*1     

*1：高サイクル疲労割

れ 

*2：キャビテーション 

*3：外面 

*4：内面 

*5：伝熱管の異物付着 

 

軸継手  低合金鋼  △      

エネルギー 

変換 

羽根車 
 ステンレス

鋳鋼 
△ △*2      

ケーシングリング 
 ステンレス

鋼 
△       

軸支持 

軸受箱  炭素鋼  △*3*4      

潤滑油クーラ  銅合金        

ころがり軸受 ◎ ―        

バウンダリの

維持 

耐圧 

ケーシング 
 ステンレス

鋳鋼 
    ▲   

ケーシングカバー 
 ステンレス

鋳鋼 
    ▲   

取付ボルト  低合金鋼  △      

軸シール 

メカニカルシール ◎ ―        

シール水クーラ 
 ステンレス

鋼 
      △*5 

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1 (6/7) タービン駆動原子炉給水ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △  △*1*2     *1：フレッティング疲

労割れ 

*2：高サイクル疲労割

れ 

*3：キャビテーション 

*4：外面 

*5：内面 

*6：はく離  

軸継手  低合金鋼  △      

エネルギー 

変換 

羽根車  ステンレス鋳鋼 △ △*3      

ケーシングリング  ステンレス鋼 △       

軸支持 

軸受箱  炭素鋼鋳鋼  △*4*5      

すべり軸受 
 炭素鋼，Babitt

Metal 
△      △*6 

バウンダリの

維持 

耐圧 

ケーシング  低合金鋼  △      

ケーシングカバー  低合金鋼  △      

取付ボルト  低合金鋼  △      

軸シール シールリング ◎ ―        

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  低合金鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1
-
4
2
 
－
 

表 2.2-1 (7/7) 原子炉隔離時冷却系ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量と

揚程の確保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △  △*1     *1：高サイクル疲労割

れ 

*2：キャビテーション 

*3：外面 

*4：内面 

軸継手  炭素鋼 △ △      

エネルギー 

変換 

羽根車  ステンレス鋳鋼 △ △*2      

ケーシングリング  青銅鋳物 △       

軸支持 
ころがり軸受 ◎ ―        

軸受箱  炭素鋼鋳鋼  △*3*4      

バウンダリの

維持 

耐圧 

 

ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △      

ケーシングカバー  炭素鋼  △      

取付ボルト  低合金鋼  △      

軸シール メカニカルシール ◎ ―        

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  低合金鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 

② 高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ 

③ 低圧炉心スプレイ系ポンプ 

④ 原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 

⑤ 制御棒駆動水ポンプ 

⑥ 高圧復水ポンプ 

⑦ 電動機駆動原子炉給水ポンプ 

⑧ 高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 

⑨ 低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 

⑩ 残留熱除去系レグシールポンプ 

⑪ 原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 

⑫ 常設高圧代替注水ポンプ 

⑬ 常設低圧代替注水ポンプ 

⑭ 緊急用海水ポンプ 

⑮ 代替燃料プール冷却系ポンプ 

⑯ 代替循環冷却系ポンプ 

⑰ 格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，ころがり軸受，水中軸受を使用しているポンプの主軸について

は，軸受と主軸の接触面の摩耗が想定されるが，分解点検時に目視点検及び寸法測

定を実施し，有意な摩耗が確認された場合は取替を行うことにより機能を維持して

いる。 

すべり軸受を使用しているポンプの主軸については，すべり軸受との接触面にお

いて摩耗の発生が想定されるが，軸受には潤滑剤が供給され主軸と軸受間に油膜が

形成される構造となっており，主軸に摩耗が発生する可能性は小さく，分解点検時

に目視点検及び寸法測定を実施し，有意な摩耗が確認された場合は取替を行うこと

により機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，ケーシングリングは，羽根車と摺動することにより摩耗が想定

されるが，分解点検時の目視点検及び羽根車とケーシングリング間の寸法測定にお

いて，有意な摩耗が確認された場合は取替を行うことにより機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，羽根車とケーシングリング間の摩耗は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ベースは炭素鋼であり腐食が発生する可能性があるが，大気接

触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は

小さく，分解点検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗

装することにより機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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d. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［非常用ディーゼル発電機海水ポンプ，高圧炉心ス

プレイディーゼル冷却系海水系ポンプ，低圧炉心スプレイ系ポンプ，原子炉冷却材

浄化系保持ポンプ，制御棒駆動水ポンプ，高圧復水ポンプ，電動機駆動原子炉給水

ポンプ，高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ，低圧炉心スプレイ系レグシールポ

ンプ，残留熱除去系レグシールポンプ，原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ，常

設高圧代替注水ポンプ］ 

代表機器と同様に｢機械設備の技術評価書｣にて評価を行うこととし，本評価書に

は含めない。 

 

e. 主軸，中間軸継手，羽根車，ケーシングリング，軸受箱，デリベリ，コラムパイプ，

ケーシング，取付ボルトの腐食（孔食・隙間腐食）［非常用ディーゼル発電機海水

ポンプ，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ，緊急用海水ポンプ］ 

代表機器と同様，主軸，中間軸継手，羽根車，ケーシングリング，軸受箱，デリ

ベリ，コラムパイプ，ケーシング，取付ボルトはステンレス鋼又はステンレス鋳鋼

であり，内部流体が海水であることから，接液部に腐食（孔食・隙間腐食）が発生

する可能性があるが，分解点検時の目視点検において腐食（孔食・隙間腐食）の状

況を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

新規に設置される緊急用海水ポンプは，今後上記同様の保全を実施することで機

能は維持できると考える。 

したがって，主軸，中間軸継手，羽根車，ケーシングリング，軸受箱，デリベリ，

コラムパイプ，ケーシング，取付ボルトの腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象はないと判断する。 

 

f. 水中軸受の摩耗［低圧炉心スプレイ系ポンプ，緊急用海水ポンプ］ 

代表機器と同様，水中軸受は主軸との摺動部において摩耗が想定されるが，分解

点検時の目視点検及び主軸と水中軸受間の寸法測定を行い，有意な摩耗が認められ

た場合は軸受の取替を行うことにより機能を維持している。 

新規に設置される緊急用海水ポンプは，今後上記同様の保全を実施することで機

能は維持できると考える。 

したがって，水中軸受の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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g. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［取付ボルトが炭素鋼又は低合金鋼の機器共通］ 

代表機器と同様，取付ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが，

分解点検時の目視点検において腐食状況を確認し，有意な腐食が確認された場合は

取替を行うことにより機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

h. シール水クーラの腐食（全面腐食，浸食）［低圧炉心スプレイ系ポンプ］ 

代表機器と同様，シール水クーラの胴及び伝熱管は銅合金で，胴内面及び伝熱管

外面が海水に接液していることから腐食が発生する可能性があるが，分解点検時の

目視点検により腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより

機能を維持している。 

残留熱除去系ポンプの伝熱管腐食による海水漏えいの対策として，代表機器と同

様，構造を再設計し第 25 回施設定期検査期間中に交換する計画である。 

したがって，シール水クーラの腐食（全面腐食，浸食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 軸受箱の外面の腐食（全面腐食）［制御棒駆動水ポンプ，高圧復水ポンプ，電動機

駆動原子炉給水ポンプ，高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ，低圧炉心スプレイ

系レグシールポンプ，残留熱除去系レグシールポンプ，原子炉隔離時冷却系レグシ

ールポンプ，常設低圧代替注水ポンプ，代替燃料プール冷却系ポンプ，代替循環冷

却系ポンプ］ 

代表機器と同様，軸受箱は炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生す

る可能性は小さく，分解点検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応

じて補修塗装することにより機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，軸受箱の外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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j. すべり軸受の摩耗及びはく離［制御棒駆動水ポンプ，高圧復水ポンプ，電動機駆動

原子炉給水ポンプ］ 

代表機器と同様，すべり軸受は主軸との摺動部において摩耗の発生が想定される

が，軸受には潤滑剤が供給され主軸と軸受間に油膜が形成される構造となっており，

摩耗が生じる可能性は小さく，分解点検時の目視点検，寸法測定において有意な摩

耗の有無を確認し，必要に応じて軸受の取替を行うことにより機能を維持している。 

はく離についても，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において，有意な欠

陥の有無を確認し，必要に応じて軸受の取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，すべり軸受の摩耗及びはく離は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

k. 主軸のフレッティング疲労割れ［電動機駆動原子炉給水ポンプ］ 

代表機器と同様，他プラントにおいてフレッティング疲労による割れ事象が発生

しており，焼き嵌めにより取付けられているポンプにおいてはフレッティング疲労

割れが想定されるが，当該ポンプケーシングはダブルボリュート構造であることか

ら，変動応力が生じる可能性は低くフレッティング疲労割れの発生する可能性は小

さく，分解点検時の目視点検，浸透探傷検査を行うことにより機能を維持している。 

したがって，主軸のフレッティング疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 軸継手の腐食（全面腐食）［軸継手の材質が炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼の機

器共通］ 

代表機器と同様，軸継手は炭素鋼鋳鋼，炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定さ

れるが，分解点検時の目視点検において腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又

は取替を行うことにより機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，軸継手の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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m. ケーシング，コラムパイプ，デリベリの外面の腐食（全面腐食）［低圧炉心スプレ

イ系ポンプ］ 

代表機器と同様，ケーシングは炭素鋼鋳鋼，コラムパイプ，デリベリは炭素鋼で

あり，外面は大気接触することから腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検

時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持している。 

したがって，ケーシング，コラムパイプ，デリベリの外面の腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. ケーシング，コラムパイプ，デリベリの内面の腐食（全面腐食）［低圧炉心スプレ

イ系ポンプ］ 

代表機器と同様，ケーシングは炭素鋼鋳鋼，コラムパイプ，デリベリは炭素鋼で

あり，内面は純水に接液することから腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検

において腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を

維持している。 

したがって，ケーシング，コラムパイプ，デリベリの内面の腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. バレルの内面の腐食（全面腐食）［低圧炉心スプレイ系ポンプ］ 

代表機器と同様，バレルは炭素鋼であり，内面は純水に接液することから腐食が

想定されるが，分解点検時の目視点検において腐食の状態を確認し，必要に応じて

補修を行うことにより機能を維持している。 

したがって，バレルの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

p. ケーシング，ケーシングカバーの外面の腐食（全面腐食）［ケーシング，ケーシン

グカバーの材質が炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼の機器共通］ 

代表機器と同様，ケーシング，ケーシングカバーは炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は低合

金鋼であり，腐食が想定されるが，外面の大気接触部は塗装が施されていることか

ら，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検に

おいて塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持して

いる。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，ケーシング，ケーシングカバーの外面の腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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q. ケーシング，ケーシングカバーの内面の腐食（全面腐食）［ケーシング，ケーシン

グカバーの材質が炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼の機器共通］ 

代表機器と同様，ケーシング，ケーシングカバーは炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は低合

金鋼であり，内面は純水に接液することから腐食が想定されるが，分解点検時の目

視点検において腐食の状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより

機能を維持している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，ケーシング，ケーシングカバーの内面の腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. シール水クーラ伝熱管の異物付着［低圧炉心スプレイ系ポンプ］ 

代表機器と同様，シール水クーラ伝熱管は外部流体が海水であることから，異物

付着の可能性があるが，分解点検時に伝熱管の手入れ・清掃を行うことにより機能

を維持している。 

したがって，シール水クーラ伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

s. 軸受用潤滑油ユニットの外面の腐食（全面腐食）［制御棒駆動水ポンプ，高圧復水

ポンプ，電動機駆動原子炉給水ポンプ］ 

軸受用潤滑油ユニットは炭素鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，大気接触部

については塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食の可能性は小

さく，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸受用潤滑油ユニットの外面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. マウントの腐食（全面腐食）［緊急用海水ポンプ］ 

マウントは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されている

ことから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，今後分解点検時の

目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能

は維持できると考える。 

したがって，マウントの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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u. サイクロンセパレータの貫粒型応力腐食割れ［低圧炉心スプレイ系ポンプ，制御棒

駆動水ポンプ，高圧復水ポンプ，高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ，低圧炉心

スプレイ系レグシールポンプ，残留熱除去系レグシールポンプ，原子炉隔離時冷却

系レグシールポンプ］ 

代表機器と同様，サイクロンセパレータはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒

子に含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定され

るが，原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検

及び付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探

傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，サイクロンセパレータの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

v. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力

集中部等において，高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階に

おいて疲労割れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労

割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な割れは確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとはとは考え難い。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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w. 羽根車の腐食（キャビテーション）［共通］ 

代表機器と同様，ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面にエロ

ージョンが生じ，ポンプ性能に影響を及ぼすことが想定されるが，ポンプはキャビ

テーションを起こさない条件 [(有効吸込ヘッド) > (必要有効吸込ヘッド)] を満た

すよう設計段階において考慮されており，この大小関係は経年的に変わるものでは

ないことからキャビテーションの発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食（キャビテーション）は確認さ

られておらず， 今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

x. 軸受箱の内面の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，軸受箱は炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり腐食が想定される

が，内部流体は潤滑油であることから腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備に属する機器については，今後上記同

様の保全を実施することで機能は維持できると考える。 

したがって，軸受箱の内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

y. 増速機の摩耗［制御棒駆動水ポンプ，電動機駆動原子炉給水ポンプ］ 

増速機及び減速機の歯車は長期使用において摩耗が想定されるが，潤滑剤により

潤滑されており摩耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び歯当りの確認で，有意な摩耗は確認されておら

ず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，増速機の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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z. 増速機ケーシングの内面の腐食（全面腐食）［制御棒駆動水ポンプ，電動機駆動原

子炉給水ポンプ］ 

増速機のケーシングは炭素鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，内面について

は歯車ならびに軸受を潤滑するため，潤滑油がケーシング内面にはねかけられる構

造となっていることから，腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず， 今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，増速機のケーシングの内面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

aa. 軸継手の摩耗［制御棒駆動水ポンプ，高圧復水ポンプ，電動機駆動原子炉給水ポ

ンプ］ 

軸継手はギアカップリングであり，ギア部によりトルクを伝達するため，長期使

用により摩耗が想定されるが，ギア部には潤滑剤が塗布されており，摩耗が発生す

る可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず， 今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸継手の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

ab. 軸受用潤滑油ユニットの内面の腐食（全面腐食）［制御棒駆動水ポンプ，高圧復水

ポンプ，電動機駆動原子炉給水ポンプ］ 

軸受用潤滑油ユニットは炭素鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，内面につい

ては内部流体が潤滑油であることから腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず， 今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸受用潤滑油ユニットの内面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

ac. 軸受用主油ポンプの摩耗［制御棒駆動水ポンプ，高圧復水ポンプ，電動機駆動原

子炉給水ポンプ］ 

主油ポンプは，摺動部において摩耗が想定されるが，潤滑剤で潤滑されており摩

耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず， 今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸受用主油ポンプの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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ad. 軸受用潤滑油ユニット配管の高サイクル疲労割れ［制御棒駆動水ポンプ，高圧復

水ポンプ，電動機駆動原子炉給水ポンプ］ 

軸受用潤滑油ユニット配管は，ポンプの機械・流体振動による繰り返し応力によ

り高サイクル疲労割れが想定されるが，分解点検時の目視点検において軸受用潤滑

油ユニット配管に高サイクル疲労割れは確認されていない。 

また，振動の状態は経年的に変化するものではなく今後もこれらの傾向が変化す

る要因があるとは考え難い。 

したがって，軸受用潤滑油ユニット配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. バレルの外面の腐食（全面腐食）［低圧炉心スプレイ系ポンプ］ 

バレルは炭素鋼であり，外面はコンクリートに覆われていることから，地下水の

浸透により浸水する場合には腐食が想定されるが，建屋は止水壁により止水処理を

行っていることから腐食の発生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が変化する

要因があるとは考え難い。 

したがって，バレルの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 往復ポンプ 
 

 

［対象ポンプ］ 

① ほう酸水注入系ポンプ 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している往復ポンプの主な仕様を表1-1に示す。 

 

表 1-1 往復ポンプの主な仕様 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程） 
重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用圧力 

（MPa）*2 

最高使用温度

（℃）*2 

ほう酸水注入系 

ポンプ 
9.78 m3/h×870 m MS-1，重*3 一時 9.66 66 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを

示す 
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2. 往復ポンプの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系ポンプは，容量 9.78 m3/h，揚程 870 m の水平 3 連プラ

ンジャポンプであり，2台設置されている。 

内部流体は五ほう酸ナトリウム水で，内部流体に接液するケーシング，プランジャ

等には，耐食性の高いステンレス鋼が使用されており，軸封部には内部流体の漏れを

防止するため，グランドパッキンが使用されている。 

また，ケーシングは取付ボルトを緩め，ケーシングカバー等を取外すことにより，

点検手入れが可能である。 

東海第二のほう酸水注入系ポンプの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 ほう酸水注入系ポンプ構造図

No. 部位 

① クランク軸 

② 軸継手 

③ 減速機歯車 

④ クランクケース 

⑤ 油ポンプ 

⑥ 油配管 

⑦ ストレーナ 

⑧ 減速機軸受 

⑨ プランジャ 

⑩ ケーシング 

⑪ 取付ボルト 

⑫ リフト抑え 

⑬ ケーシングカバー 

⑭ グランドパッキン 

⑮ ベース 

⑯ 基礎ボルト 

 

③ 

① 

⑧ 

⑤ 

⑥ 

② 

⑦ 

側面図 

正面図 

上面図 

Ａ 

Ａ部詳細 

⑯ 

⑮ ④ 

⑨ 

⑩ 

⑭

⑬ 

⑪ 

⑫ 

吐出側 

吸込側 
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表 2.1-1 ほう酸水注入系ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

ポンプの容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達 

クランク軸 炭素鋼 

軸継手 炭素鋼 

減速機歯車 鋳鉄 

クランクケース 鋳鉄 

潤滑油 

ユニット 

油ポンプ 低合金鋼 

油配管 炭素鋼 

ストレーナ 鋳鉄 

軸支持 減速機軸受 （消耗品） 

エネルギー変換 プランジャ ステンレス鋼 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング ステンレス鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

リフト抑え ステンレス鋼 

ケーシング

カバー 

吸込側 ステンレス鋼 

吐出側 炭素鋼 

軸シール グランドパッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 ほう酸水注入系ポンプの使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

容量 9.78 m3/h 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

往復ポンプの機能は，プランジャの往復動により流体の吸込・吐出作用を行うもので，

この機能の達成に必要な項目としては，以下のとおり。 

(1) ポンプの容量と揚程の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ほう酸水注入系ポンプについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）

及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象

を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，減速機軸受は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提

としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a．基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性評価は，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を行うこととし，

本評価書には含めない。 

 

b. プランジャの摩耗，はく離 

プランジャは往復運動を行うため，軸封部との摺動により摩耗及びはく離が想定

されるが，摩耗については分解点検時に目視点検及び寸法測定を行い，有意な摩耗

が認められた場合，プランジャを補修又は取替えることにより機能を維持すること

としている。 

はく離については分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を行い，有意なはく離

が認められた場合，プランジャを補修又は取替えることにより機能を維持すること

としている。 

したがって，プランジャの摩耗，はく離は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. クランクケース，潤滑油ユニット油ポンプ，潤滑油ユニット油配管，潤滑油ユニ

ットストレーナ及びケーシングカバー（吐出側）の外面の腐食（全面腐食） 

クランクケース及び潤滑油ユニットストレーナは鋳鉄，潤滑油ユニット油ポンプ

は低合金鋼，潤滑油ユニット油配管，ケーシングカバー（吐出側）は炭素鋼であり

腐食が想定されるが，外面は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗

装することにより機能を維持している。 

したがって，クランクケース，潤滑油ユニット油ポンプ，潤滑油ユニット油配管，

潤滑油ユニットストレーナ及びケーシングカバー（吐出側）の外面の腐食（全面腐

食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. プランジャの腐食（隙間腐食） 

プランジャはステンレス鋼であり，ポンプの運転待機中（停止中）は軸封部との

接触部で腐食（隙間腐食）が想定されるが，分解点検時に目視点検を行い，有意な

腐食（隙間腐食）が確認された場合，プランジャの補修又は取替を行うことにより

機能を維持している。 

したがって，プランジャの腐食（隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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e. 取付ボルトの腐食（全面腐食） 

取付ボルトは低合金鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を

行うことにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. ベースの腐食（全面腐食） 

ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されているこ

とから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点

検を行い，必要に応じ補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

g. クランク軸の高サイクル疲労割れ 

クランク軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部にお

いて高サイクル疲労割れが想定されるが，クランク軸は設計段階において疲労割れ

が発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労が発生する可能

性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は認められて

おらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，クランク軸の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. クランク軸の摩耗 

クランク軸はプランジャに駆動力を伝達するために回転運動を行うことから，摺

動部の摩耗が想定されるが，摺動部には潤滑油による油膜が形成されており，摩耗

が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び寸法測定において有意な摩耗は認められておら

ず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，クランク軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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i. プランジャ，ケーシング，ケーシングカバー（吸込側）及びリフト抑えの接液部

の腐食（全面腐食） 

プランジャ，ケーシング，ケーシングカバー（吸込側）及びリフト抑えの接液部

はステンレス鋼であり，内部流体の五ほう酸ナトリウム水であるため腐食が想定さ

れるが，ステンレス鋼は五ほう酸ナトリウム水に対し耐食性を有していることから

腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，プランジャ，ケーシング，ケーシングカバー（吸込側）及びリフト

抑えの接液部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

j. ケーシング，ケーシングカバーの高サイクル疲労割れ 

往復ポンプのケーシングには吸込圧力と吐出圧力が交互に加わり，この圧力変動

の繰り返しにより疲労が蓄積されることが考えられる。 

しかし，ケーシング，ケーシングカバーは設計段階において疲労割れが発生しな

いように考慮された設計となっており，疲労割れの発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な割れは認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシング，ケーシングカバーの高サイクル疲労割れは，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. クランク軸の腐食（全面腐食） 

クランク軸は炭素鋼であり腐食が想定されるが，クランク軸については歯車及び

軸受を潤滑するため，潤滑油がケース内面にはねかけられる構造となっていること

から腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クランク軸の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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l. クランクケース，潤滑油ユニット油ポンプ，潤滑油ユニット油配管及び潤滑油ユ

ニットストレーナの内面の腐食（全面腐食） 

クランクケース及び潤滑油ユニットストレーナは鋳鉄，潤滑油ユニット油配管は

炭素鋼，潤滑油ユニット油ポンプは低合金鋼であり腐食が想定されるが，内部流体

が潤滑油であることから腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クランクケース，潤滑油ユニット油ポンプ，潤滑油ユニット油配管

及び潤滑油ユニットストレーナの内面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 減速機歯車の摩耗 

減速機の歯車は長期使用においては摩耗が想定されるが，潤滑油で潤滑されてい

ることから摩耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，減速機歯車の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

n. 減速機歯車の腐食（全面腐食） 

減速機の歯車は長期使用においては腐食が想定されるが，潤滑油で潤滑されてい

ることから腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，減速機歯車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

o. 軸継手の摩耗 

軸継手は運転時に動力を伝える部品であるため，長期使用において摩耗が想定さ

れるが，潤滑剤で潤滑されていることから摩耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸継手の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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p. 潤滑油ユニット油ポンプの摩耗 

潤滑油ユニット油ポンプ摺動部は低合金鋼であり摩耗が想定されるが，潤滑油で

潤滑されていることから摩耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，潤滑油ユニット油ポンプの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

q. 潤滑油ユニット油配管の高サイクル疲労割れ 

潤滑油ユニット油配管は，ポンプの機械・流体振動による繰り返し応力により高

サイクル疲労割れの発生が想定されるが，設計段階において適切にサポートを配置

しており，振動の状態は経年的に変化するものではないことから，高サイクル疲労

割れの発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において潤滑油ユニット油配管に高サイクル疲労割

れは認められておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変

化する要因があるとは考え難い。 

したがって，潤滑油ユニット油配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。



 

－
 
2
-
1
1
 
－
 

表 2.2-1  ほう酸水注入系ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に必要な

項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品･

定 期 取

替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材料変化 

その他

摩耗 腐食 
疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化 

ポンプの容量と揚

程の確保 

エネルギー

伝達 

クランク軸  炭素鋼 △ △ △*1     *1:高サイクル疲労割

れ 

*2:はく離 

*3:隙間腐食 

*4:内面 

*5:外面 

*6:接液部 

 

 

軸継手  炭素鋼 △       

減速機歯車  鋳鉄 △ △      

クランクケース  鋳鉄  △*4*5      

潤 滑 油 ユ

ニット 

油ポンプ  低合金鋼 △ △*4*5      

油配管  炭素鋼  △*4*5 △*1     

ストレーナ  鋳鉄  △*4*5      

軸支持 減速機軸受 ◎ ―        

エネルギー

変換 
プランジャ  ステンレス鋼 △ △*3*6     △*2 

バウンダリの維持
耐圧 

ケーシング  ステンレス鋼  △*6 △*1     

取付ボルト  低合金鋼  △      

リフト抑え  ステンレス鋼  △*6      

ケーシング

カバー 

吸込側  ステンレス鋼  △*6 △*1     

吐出側  炭素鋼  △*5 △*1     

軸シール グランドパッキン ◎ ―        

機器の支持 支持 
ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

 

 

 

3. 原子炉再循環ポンプ 
 

 

［対象ポンプ］ 

① 原子炉再循環ポンプ 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉再循環ポンプの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 原子炉再循環ポンプの主な仕様 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程）
重要度*1

使用条件 

運転 

状態 

最高使用圧力 

(MPa)*2 

最高使用温度

(℃)*2 

原子炉再循環ポンプ 
8,100 m3/h× 

245.4 m 
PS-1 連続 11.38 302 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 
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2. 原子炉再循環ポンプの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の原子炉再循環ポンプは，容量 8,100 m3/h（100％容量），揚程 245.4 m

の立軸遠心ポンプであり，原子炉冷却材を高温･高圧で循環させる機能を有し，2 台

設置されている。 

純水に接液する羽根車，主軸，ケーシング等には耐食性が高いステンレス鋼，ステ

ンレス鋳鋼が使用されており，軸封部はメカニカルシール方式を採用している。 

また，羽根車及び主軸はスタッドボルトをゆるめ，ケーシングカバー等を取外すこ

とにより，点検手入れが可能である。 

なお，本ポンプは，第 10 回定期検査時（1989 年度）において，東京電力福島第二

原子力発電所３号機の水中軸受損傷に鑑み，水中軸受をすみ肉溶接タイプから一体鋳

造型に取替を行った。さらに第 16 回定期検査時（1997 年度），第 17 回定期検査時

（1999 年度）に国内 BWR 複数プラントにおける主軸・ケーシングカバーラビリンス

部の熱疲労割れ事象の対策として，内装熱交換器を採用したケーシングカバーへの取

替を行っている。 

東海第二の原子炉再循環ポンプの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉再循環ポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1  原子炉再循環ポンプの構造図 

 

No. 部位 

① 主軸 

② 軸継手 

③ 羽根車 

④ 水中軸受 

⑤ ケーシング 

⑥ ケーシングカバー 

⑦ ケーシングリング 

⑧ スタッドボルト 

⑨ ガスケット 

⑩ メカニカルシール 

⑪ 内装熱交換器 

⑤ 

③ 

① 

② 

④ 

⑥ 

⑧ 

⑦ 

⑩ 

⑪ 

⑨ 
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表 2.1-1 原子炉再循環ポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

ポンプ容量と 

揚程の確保 

エネルギー伝達
主軸 ステンレス鋼 

軸継手 ステンレス鋼 

エネルギー変換 羽根車 ステンレス鋳鋼 

軸支持 水中軸受 ステンレス鋳鋼 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

ケーシング ステンレス鋳鋼 

ケーシングカバー ステンレス鋳鋼 

ケーシングリング ステンレス鋳鋼 

スタッドボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

軸シール メカニカルシール （消耗品） 

その他 
メカニカルシー

ルパージ 
内装熱交換器 ステンレス鋼 

 

 

 

表 2.1-2 原子炉再循環ポンプの使用条件 

最高使用圧力 11.38 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

容量 8,100 m3/h 

内部流体 純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉再循環ポンプの機能である送水機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) ポンプ容量と揚程の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) その他 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉再循環ポンプについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度

等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣

化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

メカニカルシール，ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前

提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. ケーシングの疲労割れ 

b. ケーシングの熱時効 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事

象） 

 

a. 羽根車とケーシングリング間の摩耗 

ケーシングリングは，羽根車と摺動することにより摩耗が想定されるが，分解

点検時の目視点検及び寸法測定において，有意な摩耗が確認された場合は取替を

行うことにより機能を維持している。 

したがって，羽根車とケーシングリング間の摩耗は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. スタッドボルトの腐食 

スタッドボルトは，ガスケットから漏えいした内部流体による腐食が想定され

るが，分解点検時の締付管理により漏えい防止を図っており，更にボルトの手入

れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，スタッドボルトの腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

c. 主軸の摩耗 

主軸と水中軸受等が接触した場合には摩耗が想定されるが，構造的に主軸が回

転中に水中軸受等と接触する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も

使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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d. 羽根車の腐食（キャビテーション） 

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面にエロージョンが生じ，

ポンプ性能に影響を及ぼすことが想定されるが，ポンプはキャビテーションを起

こさない条件 

（有効吸込ヘッド）＞（必要有効吸込ヘッド） 

を満たすよう設計段階において考慮されており，この大小関係は経年的に変わる

ものではないことから腐食（キャビテーション）の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食（キャビテーション）は認め

られておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する

要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 主軸，ケーシングカバーの高サイクル熱疲労割れ 

メカニカルシール（軸封部）へ注入されている低温のパージ水と高温純水（一

次冷却材）混合部に温度変動が生じ，主軸及びケーシングカバー表面に高サイク

ル熱疲労割れが想定され，複数の BWR プラントで事例がある。 

対策として，内装熱交換器を採用した熱疲労対策型のケーシングカバーに取替

えており，高サイクル熱疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

したがって，主軸，ケーシングカバーの高サイクル熱疲労割れは高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 主軸の高サイクル疲労割れ 

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，

高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において疲労割れが

発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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g. 水中軸受の疲労割れ 

水中軸受は東京電力福島第二原子力発電所３号機で疲労による損傷事例があり，

同様の事象として疲労割れが想定されるが，東海第二の原子炉再循環ポンプの水

中軸受は，その対策として一体鋳造型へ取替を実施している。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な欠陥は認められておらず，今後も

使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，水中軸受の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

h. 主軸，羽根車の粒界型応力腐食割れ 

主軸の材料はステンレス鋼，羽根車の材料はステンレス鋳鋼であり粒界型応力

腐食割れが想定されるが，主軸及び羽根車の材料は耐応力腐食割れ性に優れた材

料であり，主軸と羽根車の溶接部においては溶接後熱処理による残留応力低減を

図っていることから，応力腐食割れの可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

したがって，主軸，羽根車の粒界型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 内装熱交換器の粒界型応力腐食割れ 

内装熱交換器の材料はステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れが想定されるが，

材料は耐応力腐食割れ性に優れた材料であることから，粒界型応力腐食割れの可

能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な欠陥は認められておらず，今後も

使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，内装熱交換器の粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 3-9 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 羽根車，水中軸受，ケーシングカバー，ケーシングリングの熱時効 

羽根車，水中軸受，ケーシングカバー，ケーシングリングに使用しているステ

ンレス鋳鋼はオーステナイト相中に一部フェライト相を含む 2相組織であり，使

用環境温度は 250 ℃以上（最高使用温度 302 ℃）であるため，熱時効による材

料特性の変化により破壊靭性の低下が予想され，この状態でき裂が存在する場合

には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引き起こす可能性があるが，前述

の e，g，hで述べたとおり羽根車，水中軸受，ケーシングカバーにはき裂の原因

となる疲労割れ及び応力腐食割れが発生する可能性は小さく，ケーシングリング

にはき裂の原因となる経年劣化事象は想定されていないことから，熱時効が問題

となる可能性はない。 

したがって，羽根車，水中軸受，ケーシングカバー，ケーシングリングの熱時

効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 原子炉再循環ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

ポンプ容量

と揚程の確

保 

エネルギー 

伝達 

主軸  ステンレス鋼 △  △*1*2
 △*4    *1：高サイクル熱疲

労割れ 

*2：高サイクル疲労

割れ 

*3：キャビテーショ

ン 

*4：粒界型応力腐食

割れ 

軸継手  ステンレス鋼        

エネルギー 

変換 
羽根車  ステンレス鋳鋼 △ △*3  △*4 ▲   

軸支持 水中軸受  ステンレス鋳鋼   △  ▲   

バウンダリ

の維持 

耐圧 

ケーシング  ステンレス鋳鋼   ○  ○   

ケーシングカバー  ステンレス鋳鋼   △*1  ▲   

ケーシングリング  ステンレス鋳鋼 △    ▲   

スタッドボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ ―        

軸シール メカニカルシール ◎ ―        

その他 
メカニカルシ

ールパージ 
内装熱交換器  ステンレス鋼    △*4    

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) ケーシングの疲労割れ 

a. 事象の説明 

ケーシングはプラントの起動・停止時等に熱過渡を受けることになるため，繰返

しによる熱疲労が蓄積される可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーシングについて，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 

JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，「設計・建設規格」という）

に基づき評価した。ケーシングは局部的な応力集中を避ける形状に設計されてい

ることから，形状が不連続で配管反力を受け荷重的に厳しいポンプケーシング入

口ノズルと配管との溶接部を評価対象とした。評価にあたっては，配管・弁を含

む 3次元梁モデルにより応力算出及び評価を行った。評価対象部位を図 2.3-1 に

示す。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点まで

の運転実績に基づき推定した以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，よ

り保守的*に設定した過渡回数とした。  

*:評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年

9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労について，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」に基づいて評価した。評価用過渡条件

を表 2.3-1 に，評価結果を表 2.3-2 に示す。 

その結果，運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲労割れ

の可能性は小さいと判断する。 
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図 2.3-1 原子炉再循環ポンプ外形図 

評価対象部位 
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表 2.3-1 原子炉再循環系の疲労評価用過渡条件 

運転条件 

運転実績に基づく 

過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 

60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失 

（給水加熱器部分バイパス） 
0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

 

表 2.3-2 原子炉再循環ポンプの疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数 

（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図 

による評価 

発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法による評価

（環境を考慮） 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60 年時点 

ケーシングと配管

の溶接部 
0.0000 0.0000 0.0000 
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② 現状保全 

ケーシングの疲労割れに対しては，定期的な分解点検時にケーシング内表面の

目視点検を実施している。また，ポンプケーシング出入口ノズルと配管との溶接

部についても，供用期間中検査による超音波探傷検査を実施している。 

さらに，実過渡回数に基づく評価を実施し問題ないことを確認しており，今後

も高経年化技術評価に合わせて実施することとしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果よりケーシングの疲労割れが発生する可能性は小さいと考えら

れる。 

ただし，疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評

価する必要がある。 

また，疲労割れが発生する可能性は外表面に比較し内表面が高いと考えられる

が，内表面は分解点検時の目視点検にて検査することとしており，現状の保全は

点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

ケーシングの疲労割れに対しては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始

後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
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(2) ケーシングの熱時効 

a. 事象の説明 

ケーシングに使用しているステンレス鋳鋼は，オーステナイト相中に一部フェラ

イト相を含む 2相組織であるため，250 ℃以上の高温での長期の使用に伴い，時間

とともにフェライト相内でより安定な組織形態へ移行しようとし，相分離が起こる

ことにより，靭性の低下，材料特性変化を起こす可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

プラントの長期間運転中に熱時効を受けたステンレス鋳鋼は，引張強さは増加

するので材料強度の評価上の余裕は向上するが，材料の靭性が低下する。 

ここでは，保守的に初期欠陥を想定し，破壊力学的手法を用いて，ステンレス

鋳鋼の熱時効後のき裂の安定性評価を実施した。 

熱時効による健全性評価への影響は，発生応力（荷重）が大きいほど大きくな

ることから，初期欠陥を想定したステンレス鋳鋼の部位（ポンプケーシング及び

弁箱）の中で発生応力が最も大きい原子炉再循環ポンプケーシングを評価部位と

して選定した。 

具体的には，評価対象部位の熱時効後の材料のフェライト量*1を基に算出するき

裂進展抵抗*2（Jmat）と構造系に作用する応力（供用状態A,B＋地震動による荷重*3）

から算出されるき裂進展力*4（Japp）を求めてその比較を行った。 

その結果，図2.3-2に示すように運転開始後60年時点までの疲労き裂進展長さを

考慮した評価用き裂*5を想定しても，JmatがJappと交差し，JmatがJappを上回ること，

およびJmatとJappの交点においてJmatの傾きがJappの傾きを上回ることから，ケーシン

グは不安定破壊することはなく，健全性評価上問題とならないと判断する。 

 

*1：フェライト量は，製造時記録の材料成分を用いて，「Standard Practice for 

Steel Casting, Austenitic Alloy, Estimating Ferrite Content 

Thereof(ASTM 800/A800M-14)」に示される線図より決定した。 

*2：き裂進展抵抗は，「S.Kawaguchi et al.,”PREDICTION METHOD OF TENSILE 

PROPERTIES AND FRACTURE TOUGHNESS OF THERMALLY AGED CAST DUPLEX 

STAINLESS STEEL PIPING”,ASME PVP 2005-71528」にて公開されている脆化

予測モデル（H3T モデル：Hyperbolic Time Temperature Toughness）を用

いて，評価部位のフェライト量を基に，運転開始後 60 年時点の熱時効時間

(設備利用率 80 %以上を想定)におけるき裂進展抵抗を予測した。また，予

測の下限値を採用した。 
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*3：考慮する応力は，設計基準事故時及び重大事故等時において発生する応力を

包含するものとする。原子炉再循環ポンプは，重大事故等時に機能要求がな

いため，設計基準事故時に発生する応力を考慮している。具体的には，破壊

に寄与する荷重である一次応力（内圧，自重，地震(Ss)）に，安全側に二次

応力の熱膨張荷重を加えたものである。 

*4：初期き裂の想定，き裂進展，貫通き裂の想定は，「原子力発電所配管破損防

護設計技術指針（JEAG4613-1998）」の評価手法を参考にした。き裂進展力は， 

EPRI NP-6301-D(1989)の J 積分の解析解に基づき算出した。 

*5：表 2.3-1 に示す過渡条件及び地震動による運転開始後 60 年時点までの疲労

き裂の進展を考慮しても，当該き裂はケーシングを貫通しない評価結果とな

ったが，その後のき裂の安定性評価においては，保守的に貫通き裂を想定し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現状保全 

ケーシングは，製造時に，放射線透過検査及び浸透探傷検査を実施しており，

き裂のないことを確認している。現状保全としては，分解点検時のポンプの内表

面の目視点検により，異常のないことを確認している。また，供用期間中検査と

して定期的にケーシングと配管の溶接部の超音波探傷検査及びケーシングの内表

面の目視点検を実施し，判定基準を満足していることを確認している。 

 

図 2.3-2 原子炉再循環ポンプケーシングのき裂安定性評価結果 
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③ 総合評価 

運転開始後60年時点を想定したケーシングの健全性評価結果から判断して，当

該部位は不安定破壊することはなく，延長しようとする期間において熱時効が構

造健全性で問題となる可能性はない。 

また，現状保全において，目視点検又は超音波探傷検査を実施し，異常の無い

ことを確認している。 

 

c. 高経年化への対応 

ケーシングの熱時効については，現状保全の内容に追加すべき項目はなく，今後

も現状保全を継続していく。 
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 本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要な熱

交換器（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2の熱交換器及び高温・高圧の環

境下にあるクラス 3の熱交換器）及び常設重大事故等対処設備に属する熱交換器について，

運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象熱交換器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，内部流体，材料でグループ化し，それぞれのグループから，重要度，

運転状態，最高使用温度，最高使用圧力の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，

代表以外の機器について評価を展開している。 

本評価書は熱交換器の型式を基に以下の 2章で構成されている。 

 

1．U 字管式熱交換器 

2．プレート式熱交換器 

 

なお，非常用ディーゼル機関の潤滑油冷却器等は「機械設備の技術評価書」に含めて評価

するものとし，本評価書には含めていない。 

また，文書中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする。（圧力の単位は

特に注記がない限りゲージ圧力を示す） 
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表 1 評価対象機器一覧 

型式 機器名称 
容量 

（熱交換量) 
重要度*1 

U 字管式 

熱交換器 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 25.7 MW PS-2 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 8.84 MW PS-2 

グランド蒸気蒸発器 13.1 t/h*2 高*3 

給水加熱器 117～43.0 MW 高*3 

残留熱除去系熱交換器 53.0 MW 
MS-1 

重*4 

排ガス予熱器 0.122 MW PS-2 

排ガス復水器 4.86 MW PS-2 

窒素ガス貯蔵設備蒸発器 6,800 Nm3/h*2 高*3 

プレート式 

熱交換器 
代替燃料プール冷却系熱交換器*5 2.31 MW 重*4 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：蒸発能力を示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある

原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器であることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 2 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

熱効率向上のため，原子炉から取り出した高温の原子

炉冷却材と，浄化した後に原子炉に戻す低温の原子炉

冷却材を熱交換する。 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器で冷却された原子炉

冷却材を，ろ過脱塩装置（樹脂）通水可能温度まで原

子炉補機冷却水で冷却する。 

グランド蒸気蒸発器 
復水をタービン抽気蒸気で加熱し，タービン軸封用の

蒸気を発生させる。 

給水加熱器 
熱効率向上のため，タービン抽気蒸気と給水（復水含

む）を熱交換する。 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉停止後もしくは，重大事故等が発生した際に，

原子炉冷却材の冷却（崩壊熱の除去）や，格納容器ス

プレイ時にサプレッション・プール水の冷却を海水ポ

ンプから送られた海水で熱交換する。 

排ガス予熱器 
復水器から抽出された空気（排ガス）を再結合させや

すくするため，所内蒸気を用いて排ガス温度を高める。

排ガス復水器 
再結合器を出た排ガスを，原子炉補機冷却水によって

冷却し，凝縮ドレンを排出して湿分を除去する。 

窒素ガス貯蔵設備蒸発器 

通常運転中もしくは，冷却材喪失事故時に格納容器内

の水素あるいは酸素濃度を，燃焼限界以下に維持する

ため，液体窒素貯蔵タンクから供給される液体窒素を

蒸発気化させ，格納容器内に供給する。 

代替燃料プール冷却系熱交換器 

重大事故等が発生し，使用済燃料プールの冷却機能が

喪失した場合においても，使用済燃料から発生する崩

壊熱を冷却するため，使用済燃料プール水と海水を熱

交換する。 

 



 

 

 

 

 

1. U 字管式熱交換器 

 

 

［対象 U字管式熱交換器] 

① 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

② 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

③ グランド蒸気蒸発器 

④ 給水加熱器 

⑤ 残留熱除去系熱交換器 

⑥ 排ガス予熱器 

⑦ 排ガス復水器 

⑧ 窒素ガス貯蔵設備蒸発器 



目次 

 

1. 対象機器及び代表機器の選定 ................................................... 1-1 

1.1 グループ化の考え方及び結果 ................................................ 1-1 

1.2 代表機器の選定............................................................ 1-1 

2. 代表機器の技術評価 ........................................................... 1-4 

2.1 構造，材料及び使用条件 .................................................... 1-4 

2.1.1 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 ........................................ 1-4 

2.1.2 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 ...................................... 1-7 

2.1.3 グランド蒸気蒸発器 ................................................... 1-10 

2.1.4 給水加熱器........................................................... 1-13 

2.1.5 残留熱除去系熱交換器 ................................................. 1-22 

2.1.6 排ガス予熱器 ......................................................... 1-25 

2.1.7 排ガス復水器 ......................................................... 1-28 

2.1.8 窒素ガス貯蔵設備蒸発器 ............................................... 1-31 

2.2 経年劣化事象の抽出 ....................................................... 1-34 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 ........................................... 1-34 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 ........................... 1-34 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 ..................... 1-35 



－ 1-1 － 

1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用しているU字管式熱交換器（曲管式熱交換器を含む）のうち，主要なU字管

式熱交換器の主な仕様を表1-1に示す。 

これらのU字管式熱交換器を内部流体及び材料の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

内部流体及び材料を分類基準とし，U 字管式熱交換器を表 1-1 に示すとおりグループ

化する。 

内部流体は，純水，冷却水，蒸気，海水，排ガス，窒素に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表1-1に分類するグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力の観

点から代表機器を選定する。 

 

(1) 内部流体（管側：純水，胴側：純水） 

このグループには，原子炉冷却材浄化系再生熱交換器のみが属するため，代表機器

は原子炉冷却材浄化系再生熱交換器とする。 

 

(2) 内部流体（管側：純水，胴側：冷却水） 

このグループには，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器のみが属するため，代表機

器は原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器とする。 

 

(3) 内部流体（管側：蒸気，胴側：純水） 

このグループには，グランド蒸気蒸発器のみが属するため，代表機器はグランド蒸

気蒸発器とする。 

 

(4) 内部流体（管側：純水，胴側：蒸気） 

このグループには，給水加熱器のみが属するため，代表機器は給水加熱器とする。 

 

(5) 内部流体（管側：海水，胴側：純水） 

このグループには，残留熱除去系熱交換器のみが属するため，代表機器は残留熱除

去系熱交換器とする。 

 

(6) 内部流体（管側：排ガス，胴側：蒸気） 

このグループには，排ガス予熱器のみが属するため，代表機器は排ガス予熱器とす

る。 
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(7) 内部流体（管側：冷却水，胴側：排ガス） 

このグループには，排ガス復水器のみが属するため，代表機器は排ガス復水器とす

る。 

 

(8) 内部流体（管側：窒素，胴側：純水） 

このグループには，窒素ガス貯蔵設備蒸発器のみが属するため，代表機器は窒素ガ

ス貯蔵設備蒸発器とする。 

 



 

 

－
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表 1-1 U 字管式熱交換器のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
容量 

（熱交換量）

選定基準 

選定
選定 

理由 
型

式 

内部流体 材料 

重要度*1

使用条件 

管側 胴側 伝熱管 胴 
運転

状態

最高使用温度

(℃) 

最高使用圧力

(MPa) 

管側 胴側 管側 胴側 

U 

字

管

式 

純水 純水 
ステン

レス鋼 

ステン 

レス鋼 

原子炉冷却材浄化系

再生熱交換器 
25.7 MW PS-2 連続 302 302 9.80 9.80 ◎  

純水 冷却水*2 
ステン

レス鋼 
炭素鋼 

原子炉冷却材浄化系

非再生熱交換器 
8.84 MW PS-2 連続 302 188 9.79 0.86 ◎  

蒸気 純水 
ステン

レス鋼 
炭素鋼 

グランド蒸気 

蒸発器 
13.1 t/h*3 高*4 連続 233 233 1.04 1.04 ◎  

純水 蒸気 
ステン

レス鋼 

低合金鋼

炭素鋼 
給水加熱器 

117 MW～

43.0 MW 
高*4 連続

233～

205 

235～

149 

12.93～

6.14 

2.97～

0.35 
◎  

海水 純水 銅合金 炭素鋼 
残留熱除去系 

熱交換器 
53.0 MW 

MS-1 

重*5 
一時 249 249 3.45 3.45 ◎  

排ガス 蒸気 
ステン

レス鋼 

ステン 

レス鋼 
排ガス予熱器 0.122 MW PS-2 連続 205 205 2.42 1.03 ◎  

冷却水*2 排ガス 
ステン

レス鋼 
低合金鋼 排ガス復水器 4.86 MW PS-2 連続 538 538 0.86 2.41 ◎  

窒素 純水 
ステン

レス鋼 
炭素鋼 

窒素ガス貯蔵設備 

蒸発器 

6,800 

Nm3/h*3 
高*4 一時 100 100 1.81 大気圧 ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：冷却水（防錆剤入り純水） 

*3：蒸発能力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の熱交換器について技術評価を実施する。 

① 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

② 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

③ グランド蒸気蒸発器 

④ 給水加熱器 

⑤ 残留熱除去系熱交換器 

⑥ 排ガス予熱器 

⑦ 排ガス復水器 

⑧ 窒素ガス貯蔵設備蒸発器 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

(1) 構造 

東海第二の原子炉冷却材浄化系再生熱交換器は，熱交換量 25.7 MW の横型 U字管

式熱交換器であり，1基（3胴）設置されている。 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器は，熱交換機能を有する伝熱管に高温側純水を

送水するための管側構成品，管側と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して高

温側純水を冷却する低温側純水が流れる胴側構成品，機器を支持するための支持脚，

取付ボルト，基礎ボルトから構成される。 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器については，プラント運転中に胴側，管側とも

高温の純水と接しており，応力腐食割れ発生の可能性があったことから，第 17 回定

期検査（1999～2000 年度）で，鋭敏化特性に優れた低炭素系のステンレス鋼の熱交

換器に取替を実施している。 

また，水室とダイヤフラムは，リークポテンシャルを低減するため，溶接で取付

けられている。 

東海第二の原子炉冷却材浄化系再生熱交換器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉冷却材浄化系再生熱交換器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，

使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 管支持板 

③ 水室 

④ 管板 

⑤ ダイヤフラム 

⑥ 胴 

⑦ 水室カバー 

⑧ フランジボルト 

⑨ 基礎ボルト 

⑩ 取付ボルト 

⑪ 支持脚 
図 2.1-1 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器構造図 

① ④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

② 

⑦ 

⑩ 

③ 

⑨ 

⑪ 

スライド部
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表 2.1-1 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 
エネルギー伝達 伝熱管 ステンレス鋼 

伝熱管支持 管支持板 ステンレス鋼 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

水室 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

ダイヤフラム ステンレス鋼 

胴 ステンレス鋼 

水室カバー 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 302 ℃ 302 ℃ 

最高使用圧力 9.80 MPa 9.80 MPa 

容量（熱交換量） 25.7 MW 

内部流体 純水 純水 
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2.1.2 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

(1) 構造 

東海第二の原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器は，熱交換量 8.84 MW の横型 U字

管式熱交換器であり，1基(2 胴)設置されている。 

本熱交換器は，熱交換機能を有する伝熱管に高温側純水を送水するための管側構

成品，管側と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して高温側純水を冷却する冷

却水（防錆剤入り純水）が流れる胴側構成品，機器を支持するための支持脚，基礎

ボルトから構成される。 

また，水室とダイヤフラムは，リークポテンシャルを低減するため，溶接で取付

けられている。 

東海第二の原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器主要部位の使用材料を表2.1-3に，

使用条件を表 2.1-4 に示す。
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 管支持板 

③ 水室 

④ 管板 

⑤ ダイヤフラム 

⑥ 胴 

⑦ 水室カバー 

⑧ フランジボルト 

⑨ 基礎ボルト 

⑩ 取付ボルト 

⑪ 支持脚 
図 2.1-2 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器構造図 

 

① ④ ⑥ ⑧ 

⑪ 
⑩ 

⑨ スライド部 

③ 

⑤ 

② 

⑦ 
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表 2.1-3 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 

エネルギー伝達 伝熱管 ステンレス鋼 

伝熱管支持 管支持板 炭素鋼 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

水室 炭素鋼（ステンレスクラッド） 

管板 炭素鋼（ステンレスクラッド） 

ダイヤフラム ステンレス鋼 

胴 炭素鋼 

水室カバー 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

支持脚 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 302 ℃ 188 ℃ 

最高使用圧力 9.79 MPa 0.86 MPa 

容量（熱交換量） 8.84 MW 

内部流体 純水 
冷却水 

（防錆剤入り純水） 
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2.1.3 グランド蒸気蒸発器 

(1) 構造 

東海第二のグランド蒸気蒸発器は，蒸発能力 13.1 t/h の横型 U 字管式熱交換器

であり，1基設置されている。 

本熱交換器は，熱交換機能を有する伝熱管に蒸気を送るための管側構成品，管側

と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して蒸気を発生する純水が流れる胴側構

成品，機器を支持するための支持脚，取付ボルトから構成される。 

なお，伝熱管，水室，管板は，フランジボルトを取外すことにより，点検手入れ

が可能である。 

東海第二のグランド蒸気蒸発器の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のグランド蒸気蒸発器主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表

2.1-6 に示す。 

 



 

 

－
 
1
-
1
1
 
－
 

No. 部位 

① 伝熱管 

② 管支持板 

③ 水室 

④ 管板 

⑤ 胴 

⑥ ドレンタンク 

⑦ マンホール蓋 

⑧ ガスケット 

⑨ 水室カバー 

⑩ フランジボルト 

⑪ 取付ボルト 

⑫ 支持脚 

⑬ 台車 

図 2.1-3 グランド蒸気蒸発器構造図 

⑪ 

⑤ 

⑥ 

① ④ ③ 

② ⑫ ⑨ 

⑩ ⑦ 

⑬ 

⑧ 

⑩ 

⑧ 
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表 2.1-5 グランド蒸気蒸発器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 
エネルギー伝達 伝熱管 ステンレス鋼 

伝熱管支持 管支持板 炭素鋼 

バウンダリの 

維持 

 

耐圧 

水室 炭素鋼 

管板 炭素鋼（ステンレスクラッド） 

胴 炭素鋼 

ドレンタンク 炭素鋼 

マンホール蓋 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

水室カバー 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

台車 炭素鋼 

 

 

表 2.1-6 グランド蒸気蒸発器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 233 ℃ 233 ℃ 

最高使用圧力 1.04 MPa 1.04 MPa 

容量（蒸発能力） 13.1 t/h 

内部流体 蒸気 純水 
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2.1.4 給水加熱器 

(1) 構造 

東海第二の給水加熱器は，熱交換量 117 MW～43.0 MW の横型 U字管式熱交換器で

あり，18 基設置されている。 

給水加熱器は，熱交換機能を有する伝熱管に純水を送水するための管側構成品，

管側と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して純水を加熱するタービン抽気蒸

気が流れる胴側構成品，機器を支持するための支持脚，基礎ボルト等から構成され

る。 

以下に示す給水加熱器については，胴側の内部流体である抽気蒸気により炭素鋼

の胴に流れ加速型腐食による減肉の進行が確認されたことから，耐食性のある低合

金鋼の胴（長胴部）に取替を行っている。 

 

・1984 年度（第 6回定期検査） ：第 3給水加熱器 2基胴（長胴部）取替 

・1986 年度（第 7回定期検査） ：第 3給水加熱器 1基胴（長胴部）取替 

第 5給水加熱器 3基胴（長胴部）取替 

 

また，第 4給水加熱器については，炭素鋼の管支持板に減肉の進行，第 6給水加

熱器については，炭素鋼の胴板に減肉の進行が確認されたため，それぞれ耐食性に

優れた給水加熱器への取替を実施した。 

 

・2003 年度（第 20 回定期検査） ：第 4給水加熱器取替 

・2009 年度（第 24 回定期検査） ：第 6給水加熱器取替 

 

なお，伝熱管，水室，管板は，ボルトを取外すことにより，点検手入れが可能で

ある。 

東海第二の給水加熱器主要部位の構造図を図 2.1-4(a)～(f)に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の給水加熱器主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8 に

示す。
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 仕切板 

③ 管支持板 

④ 水室 

⑤ 管板 

⑥ 胴 

⑦ ガスケット 

⑧ マンホール蓋 

⑨ フランジボルト 

⑩ 基礎ボルト 

⑪ 支持脚 

⑫ 台車 

図 2.1-4(a) 第 1 給水加熱器構造図 

⑪ 

④ 

⑦ 

⑨ 

⑫ ⑩ 

⑤ ③ ① ⑥ ② ⑧ 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 仕切板 

③ 管支持板 

④ 水室 

⑤ 管板 

⑥ 胴 

⑦ ガスケット 

⑧ マンホール蓋 

⑨ フランジボルト 

⑩ 基礎ボルト 

⑪ 支持脚 

⑫ 台車 

 

 

図 2.1-4(b) 第 2 給水加熱器構造図 

⑥ ⑤ ③ ① ② 

⑨ 

④ 

⑪ 
⑦ 

⑩ 
⑫ 

⑧ 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 仕切板 

③ 管支持板 

④ 水室 

⑤ 管板 

⑥ 胴 

⑦ ガスケット 

⑧ マンホール蓋 

⑨ フランジボルト 

⑩ 基礎ボルト 

⑪ 支持脚 

⑫ 台車 

 

 

 

 

 

図 2.1-4(c) 第 3 給水加熱器構造図 

⑦ 

⑤ ⑥ ③ ① ② 

⑨ 

⑪ ⑩ ⑫ 

④ 

⑧ 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 仕切板 

③ 管支持板 

④ 水室 

⑤ 管板 

⑥ 胴 

⑦ ガスケット 

⑧ マンホール蓋 

⑨ フランジボルト 

⑩ 基礎ボルト 

⑪ 支持脚 

⑫ 台車 

 

 

 

 

 
図 2.1-4(d) 第 4 給水加熱器構造図 

⑤ 

⑪ 

⑦ 

④ 

⑥ 

⑩ 

③ ① ② ⑧ 

⑨ 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 仕切板 

③ 管支持板 

④ 水室 

⑤ 管板 

⑥ 胴 

⑦ ガスケット 

⑧ マンホール蓋 

⑨ フランジボルト 

⑩ 基礎ボルト 

⑪ 支持脚 

⑫ 台車 

 

 

 

 

 

 

⑪ 
⑦ 

⑩ ④ ⑫ 

図 2.1-4(e) 第 5 給水加熱器構造図 

⑤ ⑥ ③ ① ② ⑧ 

⑨ 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 仕切板 

③ 管支持板 

④ 水室 

⑤ 管板 

⑥ 胴 

⑦ ガスケット 

⑧ マンホール蓋 

⑨ フランジボルト 

⑩ 取付ボルト 

⑪ 支持脚 

 

 

図 2.1-4(f) 第 6 給水加熱器構造図 

⑪ ⑩ 
④ 

スライド部

⑤ ⑥ ③ ① ② ⑧ 

⑨ 

⑦ 
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表 2.1-7 給水加熱器主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

材料 

第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 

伝熱性能の

確保 

エネルギー

伝達 

伝熱管 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼 

仕切板 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

伝熱管支持 管支持板 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 低合金鋼 炭素鋼 低合金鋼 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

管板 

炭素鋼 

(ステンレス 

クラッド） 

炭素鋼 

(ステンレス 

クラッド） 

炭素鋼 

(ステンレス 

クラッド） 

炭素鋼 

(ステンレス 

クラッド） 

炭素鋼 

(ステンレス 

クラッド） 

炭素鋼 

胴 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼，低合金鋼 低合金鋼 炭素鋼，低合金鋼 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

マンホール

蓋 
炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

フランジ 

ボルト 
低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 － 

取付ボルト － － － － － 低合金鋼 

支持脚 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 低合金鋼 炭素鋼 低合金鋼 

台車 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 － 
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表 2.1-8 給水加熱器の使用条件 

 
第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 

管側 胴側 管側 胴側 管側 胴側 管側 胴側 管側 胴側 管側 胴側 

最高使用温度 233 ℃ 235 ℃ 205 ℃ 210 ℃ 205 ℃ 172 ℃ 205 ℃ 155 ℃ 205 ℃ 149 ℃ 205 ℃ 149 ℃ 

最高使用圧力 12.93 MPa 2.97 MPa 6.14 MPa 1.81 MPa 6.14 MPa 0.70 MPa 6.14 MPa 0.42 MPa 6.14 MPa 0.35 MPa 6.14 MPa 0.35 MPa

容量 

(熱交換量) 
66.3 MW 117 MW 43.0 MW 71.9 MW 67.5 MW 91.5 MW 

内部流体 純水 
蒸気， 

ドレン 
純水 

蒸気，

ドレン
純水 

蒸気，

ドレン
純水 

蒸気，

ドレン
純水 

蒸気，

ドレン
純水 

蒸気， 

ドレン 
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2.1.5 残留熱除去系熱交換器 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系熱交換器は，熱交換量 53.0 MW の縦型 U字管式熱交換器

であり，2基設置されている。 

残留熱除去系熱交換器は，熱交換機能を有する伝熱管に海水を送るための管側構

成品，管側と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して冷却される純水が流れる

胴側構成品，機器を支持するための取付ボルト，ラグ，架台，基礎ボルトから構成

される。 

また，伝熱管，水室，管板は，水室を取外すことにより，点検手入れが可能であ

る。 

東海第二の残留熱除去系熱交換器の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系熱交換器主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を

表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 管支持板 

③ 水室 

④ 管板 

⑤ 胴 

⑥ ガスケット 

⑦ フランジボルト 

⑧ 取付ボルト 

⑨ ラグ 

⑩ 架台 

⑪ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-5 残留熱除去系熱交換器構造図 

① 

④ 

③ 

⑦ 

⑨ 

⑤ 

② 

⑥ 

スライド部 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 
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表 2.1-9 残留熱除去系熱交換器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管 銅合金 

伝熱管支持 管支持板 ステンレス鋼 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室 炭素鋼（モネルクラッド） 

管板 炭素鋼（モネルクラッド） 

胴 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

フランジボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

取付ボルト 低合金鋼 

ラグ 炭素鋼 

架台 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，低合金鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-10 残留熱除去系熱交換器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 249 ℃ 249 ℃ 

最高使用圧力 3.45 MPa 3.45 MPa 

容量（熱交換量） 53.0 MW 

内部流体 海水 純水 
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2.1.6 排ガス予熱器 

(1) 構造 

東海第二の排ガス予熱器は，熱交換量 0.122 MW の横置 U字管式熱交換器であり，

2基設置されている。 

排ガス予熱器は，熱交換機能を有する伝熱管に排ガスを送るための管側構成品，

管側と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して排ガスを加熱する蒸気が流れる

胴側構成品，機器を支持するための支持脚，基礎ボルトから構成される。 

東海第二の排ガス予熱器の構造図を図 2.1-6 に示す。 

排ガス予熱器については，プラント運転中に高温の蒸気と接しており，応力腐食

割れ発生の可能性があったことから，第 23 回定期検査（2008 年度）で，鋭敏化特

性に優れた低炭素系のステンレス鋼の熱交換器に取替を実施している。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の排ガス予熱器主要部位の使用材料を表2.1-11に，使用条件を表2.1-12

に示す。
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 管支持板 

③ 水室 

④ 管板 

⑤ 胴 

⑥ フランジボルト 

⑦ ガスケット 

⑧ 基礎ボルト 

⑨ 支持脚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-6 排ガス予熱器構造図

スライド部

⑨ 
⑦ 

③ ⑤ 

⑧ ② 

① 

④ 
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表 2.1-11 排ガス予熱器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 
エネルギー伝達 伝熱管 ステンレス鋼 

伝熱管支持 管支持板 ステンレス鋼 

バウンダリの 

維持 

 

耐圧 

水室 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

胴 ステンレス鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

 

 

表 2.1-12 排ガス予熱器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 205 ℃ 205 ℃ 

最高使用圧力 2.42 MPa 1.03 MPa 

容量（熱交換量） 0.122 MW 

内部流体 排ガス 蒸気 
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2.1.7 排ガス復水器 

(1) 構造 

東海第二の排ガス復水器は，熱交換量 4.86 MW の横置 U 字管式熱交換器であり，

2基設置されている。 

排ガス復水器は，熱交換機能を有する伝熱管に冷却水を送るための管側構成品，

管側と胴側を分離するための管板，伝熱管を介して冷却される排ガスが流れる胴側

構成品，機器を支持するための支持脚，基礎ボルトから構成される。 

また，伝熱管，水室及び管板は，フランジボルトを取り外すことにより，点検手

入れが可能である。 

東海第二の排ガス復水器の構造図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の排ガス復水器主要部位の使用材料を表2.1-13に，使用条件を表2.1-14

に示す。 

 

 



  

 

－
 
1
-
2
9
 
－
 

 

No. 部位 

① 伝熱管 

② 管支持板 

③ 水室 

④ 管板 

⑤ 胴 

⑥ ドレンタンク 

⑦ フランジボルト 

⑧ ガスケット 

⑨ 基礎ボルト 

⑩ 支持脚 

図 2.1-7 排ガス復水器構造図 

⑦ ④ 

⑩ ⑧ ③ 

⑤ 

⑨ ② 

① 

⑥ 

スライド部
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表 2.1-13 排ガス復水器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 
エネルギー伝達 伝熱管 ステンレス鋼 

伝熱管支持 管支持板 ステンレス鋼 

バウンダリの 

維持 

 

耐圧 

水室 低合金鋼 

管板 ステンレス鋼 

胴 低合金鋼 

ドレンタンク 低合金鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

支持脚 低合金鋼 

 

 

表 2.1-14 排ガス復水器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 538 ℃ 538 ℃ 

最高使用圧力 0.86 MPa 2.41 MPa 

容量（熱交換量） 4.86 MW 

内部流体 
冷却水 

（防錆剤入り純水） 

排ガス 
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2.1.8 窒素ガス貯蔵設備蒸発器 

(1) 構造 

東海第二の窒素ガス貯蔵設備蒸発器は，蒸発能力 6,800 Nm3/h の縦型曲管式熱交

換器であり，1基設置されている。 

窒素ガス貯蔵設備蒸発器は，窒素ガス貯蔵設備内の内圧を使用に応じた圧力に保

ち，熱交換機能を有する伝熱管に窒素を送るための管側構成品，伝熱管を介して窒

素を加熱する純水を保持する胴側構成品，純水を加熱するための蒸気管，機器を支

持するための基礎ボルト，ベースプレートから構成される。 

また，伝熱管，上蓋は，フランジボルトを取り外すことにより，点検及び手入れ

が可能である。 

東海第二の窒素ガス貯蔵設備蒸発器の構造図を図 2.1-8 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の窒素ガス貯蔵設備蒸発器主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，使用条

件を表 2.1-16 に示す。 
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No. 部位 

① 伝熱管 

② 蒸気管 

③ 管支持板 

④ 上蓋 

⑤ 胴 

⑥ ガスケット 

⑦ フランジボルト 

⑧ 基礎ボルト 

⑨ ベースプレート 

③ 

① 

図 2.1-8 窒素ガス貯蔵設備蒸発器構造図 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

② 

⑥ 
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表 2.1-15 窒素ガス貯蔵設備蒸発器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 
エネルギー伝達 

伝熱管 ステンレス鋼 

蒸気管 ステンレス鋼 

伝熱管支持 管支持板 ステンレス鋼 

バウンダリの 

維持 

 

耐圧 

上蓋 炭素鋼 

胴 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

フランジボルト 炭素鋼 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

 

 

表 2.1-16 窒素ガス貯蔵設備蒸発器の使用条件 

 管側 胴側 

最高使用温度 100 ℃ 100 ℃ 

最高使用圧力 1.81 MPa 大気圧 

容量（蒸発能力） 6,800 Nm3/h 

内部流体 窒素 純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

U 字管式熱交換器の機能（熱除去及び加熱）の達成に必要な項目は，以下のとおり。 

(1) 伝熱性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

U 字管式熱交換器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開

した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）

及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事

象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることか

ら，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として，表 2.2-1 で△） 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［第 1～第 5給水加熱器，残留熱除去系熱交換器，

排ガス予熱器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設備蒸発器］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 基礎ボルト（塗装部）の腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器］ 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器の基礎

ボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施して

いるため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，巡視点検等の目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，基礎ボルト（塗装部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルト直上部の腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子

炉冷却材浄化系非再生熱交換器］ 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器の基礎

ボルトは炭素鋼であり，塗装が施されていない基礎ボルトのコンクリート直上部

は，大気環境下であることから腐食の発生が想定される。 

しかし，代表箇所の原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器の基礎ボルトのコンク

リート直上部は，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，基礎ボルト直上部の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1-36 － 

d. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，

グランド蒸気蒸発器，給水加熱器，残留熱除去系熱交換器］ 

伝熱管は管支持板により適切なスパンで支持することで振動を抑制しているが，

流れ加速型腐食により管支持板管穴等に減肉が生じ，伝熱管の振動が大きくなり，

伝熱管と支持板の接触により，伝熱管拘束点において伝熱管外表面の摩耗が発生

する可能性がある。さらに，伝熱管拘束点において伝熱管外面から疲労割れが発

生する可能性がある。 

伝熱管については，渦流探傷検査，漏えい確認による点検結果から有意な摩耗

及び高サイクル疲労割れによる欠陥は確認されておらず，判定基準を超える摩耗

等が確認された場合には施栓することにより，熱交換器の機能を維持している。 

したがって，伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 管支持板，胴（内面），ドレンタンク（内面），マンホール蓋（内面）の腐食（流

れ加速型腐食）［グランド蒸気蒸発器，第 1,第 2 給水加熱器］ 

グランド蒸気蒸発器（管支持板，胴，ドレンタンク，マンホール蓋）および第

1,第 2 給水加熱器（胴）は炭素鋼であり，内部流体が高温の蒸気であるため，高

速の蒸気と接する部位で腐食（流れ加速型腐食）による減肉が発生する可能性が

ある。 

グランド蒸気蒸発器については，ドレンタンクは肉厚測定，管支持板，胴，マ

ンホール蓋は目視点検を実施しており，有意な腐食（流れ加速型腐食）がないこ

とを確認している。 

第 1，第 2 給水加熱器の胴については，肉厚測定を実施しており，必要厚さに

対し，十分な肉厚があることを確認している。 

したがって，管支持板，胴（内面），ドレンタンク（内面），マンホール蓋（内

面）の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. 管支持板の腐食（流れ加速型腐食）［給水加熱器］ 

給水加熱器の管支持板は炭素鋼又は低合金鋼であり，蒸気と接することで腐食

（流れ加速型腐食）が発生する可能性がある。 

管支持板については，伝熱管の渦流探傷検査により，管支持板の管穴の減肉状

況を把握しており，減肉の進行状況に応じて取替を実施することにより，熱交換

器の機能を維持している。 

したがって，管支持板の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［残留熱除去系熱交換器］ 

残留熱除去系熱交換器の伝熱管には，耐食性の良い銅合金が使用されているが，

伝熱管入口部での内部流体の渦流による保護被膜の破壊により，伝熱管内面に腐

食（流れ加速型腐食）が発生する可能性がある。また，海生物（貝類）の付着に

伴う渦流により腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性がある。 

伝熱管については，開放点検時の渦流探傷検査及び管板面の目視点検において，

有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 水室（内面），管板（内面）の腐食（局部腐食）［残留熱除去系熱交換器］ 

残留熱除去系熱交換器の水室，管板はモネルクラッドが施された炭素鋼であり，

内部流体が海水であるため腐食（局部腐食）が発生する可能性があるが，目視点

検において有意な腐食（局部腐食）がないことを確認している。 

したがって，水室（内面），管板（内面）の腐食（局部腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 水室（内面），胴（内面），ドレンタンク（内面），マンホール蓋（内面），水室カ

バー（内面），上蓋（内面），仕切板の腐食（全面腐食）［グランド蒸気蒸発器，

給水加熱器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設備蒸発器］ 

グランド蒸気蒸発器（水室，水室カバー），第 1～第 6給水加熱器（仕切板，マ

ンホール蓋），第 3～第 6 給水加熱器（胴），排ガス復水器（胴，ドレンタンク），

窒素ガス貯蔵設備蒸発器（上蓋，胴）は，炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が発生

する可能性がある。 

しかし，グランド蒸気蒸発器（水室，水室カバー），給水加熱器（仕切板，マン

ホール蓋），窒素ガス貯蔵設備蒸発器（上蓋，胴）は，目視点検において有意な腐

食がないことを確認している。 

また，給水加熱器（胴），排ガス復水器（胴）に対しては，肉厚測定を実施して

おり，必要厚さに対し，十分な肉厚があることを確認している。 

したがって，水室（内面），胴（内面），ドレンタンク（内面），マンホール蓋（内

面），水室カバー（内面），上蓋（内面），仕切板の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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j. 水室（外面），管板（外面），胴（外面），水室カバー（外面），ドレンタンク（外

面），マンホール蓋（外面），上蓋（外面）の腐食（全面腐食）[原子炉冷却材浄

化系再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，グランド蒸気蒸発器，

給水加熱器，残留熱除去系熱交換器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設備蒸発器] 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器（水室カバー），原子炉冷却材浄化系非再生熱

交換器（水室，管板，胴，水室カバー），グランド蒸気蒸発器（水室，管板，胴，

ドレンタンク，マンホール蓋，水室カバー），給水加熱器（水室，管板，胴，マン

ホール蓋），残留熱除去熱交換器（水室，管板，胴），排ガス復水器（水室，胴，

ドレンタンク），窒素ガス貯蔵設備蒸発器（上蓋，胴）は炭素鋼又は低合金鋼であ

り，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，当該部位の外気接触部には塗装を施しており，塗装が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，目視点検により腐食の有無，塗膜の健全性を確認

し，必要に応じ補修塗装等を実施することにより，機能を維持している。 

したがって，水室（外面），管板（外面），胴（外面），水室カバー（外面），ド

レンタンク（外面），マンホール蓋（外面），上蓋（外面）の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. フランジボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

フランジボルトは炭素鋼，低合金鋼であり腐食が発生する可能性があるが，点

検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子炉冷却

材浄化系非再生熱交換器，グランド蒸気蒸発器，残留熱除去系熱交換器］ 

取付ボルトは炭素鋼，低合金鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，取付ボルトの外気接触部には塗装を施しており，塗装が健全であれば

腐食が発生する可能性は小さく，目視点検により腐食の有無，塗膜の健全性を確

認し，必要に応じ補修塗装等を実施することにより，機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［第 6給水加熱器］ 

第 6給水加熱器の取付ボルトは低合金鋼であり，さらに復水器の内部にあるた

め，塗装が施されていないことから，腐食が発生する可能性があるが，目視点検

において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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n. 支持脚，ラグ，架台の腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原

子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，グランド蒸気蒸発器，第1～第5給水加熱器，

残留熱除去系熱交換器，排ガス予熱器，排ガス復水器］ 

支持脚，ラグ，架台は炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が発生する可能性がある。 

しかし，支持脚，ラグ，架台の外気接触部は塗装により腐食を防止しており，

必要に応じ補修塗装等を実施することにより，機能を維持している。 

したがって，支持脚，ラグ，架台の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 支持脚スライド部，ラグスライド部の腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系再

生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，第 6給水加熱器，残留熱除去

系熱交換器，排ガス予熱器，排ガス復水器］ 

支持脚スライド部，ラグスライド部は炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食が発生

する可能性があるが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，支持脚スライド部，ラグスライド部の腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 台車の腐食（全面腐食）［グランド蒸気蒸発器，第 1～第 5給水加熱器］ 

グランド蒸気蒸発器及び第 1～第 5 給水加熱器の台車は炭素鋼であり腐食が発

生する可能性がある。 

しかし，台車の外気接触部は塗装により腐食を防止しており，目視点検により

腐食の有無，塗膜の健全性を確認し，必要に応じ補修塗装等を実施することによ

り，機能を維持している。 

したがって，台車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

q. ベースプレートの腐食（全面腐食）[窒素ガス貯蔵設備蒸発器] 

窒素ガス貯蔵設備蒸発器のベースプレートは炭素鋼であり，腐食が発生する可

能性がある。 

しかし，ベースプレートの外気接触部は塗装により腐食を防止しており，目視

点検により腐食の有無，塗膜の健全性を確認し，必要に応じ補修塗装等を実施す

ることにより，機能を維持している。 

したがって，ベースプレートの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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r. 伝熱管の異物付着［残留熱除去系熱交換器］ 

残留熱除去系熱交換器の伝熱管の内部流体は海水であることから，伝熱管に異

物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼす可能性があるが，開放点検ごとに伝熱管内

の清掃を行っており，点検結果からも有意な異物付着は確認されていない。 

また，伝熱管外面についても，流体は水質管理された純水であり，異物付着の

可能性は小さい。 

したがって，伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

s. 水室（内面），管板（内面）の腐食（流れ加速型腐食）［給水加熱器］ 

第 1～第 6 給水加熱器の水室，第 6 給水加熱器の管板は炭素鋼であり高温流体

が流れるため流れ加速型腐食が発生する可能性がある。 

給水加熱器の管側の内部流体は純水であり腐食対策として酸素を注入し，復

水・給水中の溶存酸素濃度を調整しており，胴側は蒸気滞留環境下であることか

ら腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性は小さく，今後もこれらの傾向が変

化する要因があるとは考え難い。 

なお，水室内部及び管板については，これまでの目視点検において有意な腐食

（流れ加速型腐食）は確認されていない。 

したがって，水室（内面），管板（内面）の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. 伝熱管外表面の腐食（液滴衝撃エロージョン）［給水加熱器］ 

国内数プラントの主復水器伝熱管外表面において液滴衝撃エロージョンの発生

した事例があるものの，給水加熱器においては流入する蒸気及び水滴はまず受衝

板に衝突し，伝熱管外表面を通過する際の流速が抑えられており，液滴衝撃エロ

ージョンの発生の可能性は小さい。 

なお，これまでの渦流探傷検査において給水加熱器伝熱管外表面に腐食（液滴

衝撃エロージョン）は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，伝熱管外表面の腐食（液滴衝撃エロージョン）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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u. 水室，管板，ダイヤフラム，胴，ドレンタンク，仕切板の疲労割れ［原子炉冷却

材浄化系非再生熱交換器，グランド蒸気蒸発器，給水加熱器，窒素ガス貯蔵設備

蒸発器］ 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器（水室，管板，ダイヤフラム），グランド蒸

気蒸発器（水室，管板，胴，ドレンタンク），給水加熱器（仕切板，水室，管板，

胴），窒素ガス貯蔵設備蒸発器（胴）は，炭素鋼又は低合金鋼又はステンレス鋼で

あり，疲労割れが想定されるが，起動・停止時には急激な温度変化を生じないよ

うに運転されており，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器（水室，管板，ダイヤフラム），グラ

ンド蒸気蒸発器（水室，管板，胴），給水加熱器（仕切板，水室，管板），窒素ガ

ス貯蔵設備蒸発器（胴）については，これまでの開放点検時の目視点検において

有意な欠陥は確認されていない。 

また，給水加熱器の胴及びグランド蒸気蒸発器のドレンタンクについては，溶

接部の超音波探傷検査において有意な疲労割れは確認されていないことから，今

後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，水室，管板，ダイヤフラム，胴，ドレンタンク，仕切板の疲労割

れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

v. 伝熱管，胴等の粒界型応力腐食割れ［原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，グラン

ド蒸気蒸発器，第 1～第 4給水加熱器，排ガス予熱器］ 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器（伝熱管，水室，管板，ダイヤフラム，胴），

グランド蒸気蒸発器（伝熱管），第 1～第 4 給水加熱器（伝熱管），排ガス予熱器

（伝熱管，水室，管板，胴）はステンレス鋼であり，粒界型応力腐食割れが発生

する可能性がある。 

しかし，高温純水中の粒界型応力腐食割れ感受性は，温度及び溶存酸素濃度等

の環境依存性があり，100 ℃に近い低温側及び溶存酸素濃度の低い環境では感受

性が低くなる。 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器及び排ガス予熱器は，鋭敏化特性に優れた低

炭素ステンレス鋼を使用した熱交換器に取替を実施しており，また，原子炉冷却

材浄化系再生熱交換器は水素注入により内部流体の溶存酸素濃度を低減させる環

境改善を図っていることから，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

グランド蒸気蒸発器，第 1～第 4 給水加熱器，排ガス予熱器の伝熱管について

は，伝熱管溶接部はシール溶接であり，引張残留応力が小さいことから，粒界型

応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これらの熱交換器に関しては定期的に系統の運転パラメータ確認により

異常の無いことを確認しており，これまで有意な欠陥は認められていない。 

したがって，伝熱管，胴等の粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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w. 伝熱管，管板，ダイヤフラム，蒸気管の粒界型応力腐食割れ［原子炉冷却材浄化

系非再生熱交換器，第 5及び第 6給水加熱器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設備

蒸発器］ 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器（伝熱管，ダイヤフラム），第 5 及び第 6

給水加熱器（伝熱管），排ガス復水器（伝熱管，管板），窒素ガス貯蔵設備蒸発器

（伝熱管，蒸気管）はステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れが発生する可能性

がある。 

しかし，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，第 5及び第 6給水加熱器，排ガ

ス復水器，窒素ガス貯蔵設備蒸発器の内部構造物については，実際の運転温度は

100 ℃以下であるため粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器及び第 5及び第 6給水加熱器，排ガ

ス復水器の伝熱管は渦流探傷検査もしくは超音波探傷検査を実施しており，有意

な欠陥は確認されていない。 

また，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器のダイヤフラム，排ガス復水器の管

板，窒素ガス貯蔵設備蒸発器の伝熱管及び蒸気管は，目視点検もしくは浸透探傷

検査を実施しており有意な欠陥は確認されていない。 

したがって，伝熱管，管板，ダイヤフラム，蒸気管の粒界型応力腐食割れは，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

x. 胴，ドレンタンクの貫粒型応力腐食割れ［排ガス復水器］ 

排ガス復水器の胴，ドレンタンクは低合金鋼であり，当該熱交換器の上流側に

設置されている排ガス再結合器触媒に付着した塩化物が持ち込まれ，さらに運転

中の胴の温度差により局部的に応力が発生し，貫粒型応力腐食割れが発生する可

能性がある。 

一般的に，低合金鋼の貫粒型応力腐食割れは，高い引張応力が作用していると

きに発生する。排ガス復水器の胴，ドレンタンクは運転圧力が低く（5 kPa 程度），

製造時に熱処理が実施されており，溶接による残留応力も低減されている。また，

スライド部の穴部はボルト径に比べて大きな穴径となっており，スライド部がベ

ースプレート上を滑ることにより横方向への熱移動を吸収できるようになってい

る。このため，当該熱交換器胴の引張応力は小さい。 

なお，胴の貫粒型応力腐食割れについては，超音波探傷検査を実施しており，

これまで有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれらの傾向が大きく変化する

要因があるとは考え難い。 

したがって，胴，ドレンタンクの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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y. 伝熱管の異物付着［原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再

生熱交換器，グランド蒸気蒸発器，給水加熱器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設

備蒸発器］ 

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，給水

加熱器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設備蒸発器の伝熱管の内部流体は，水質管

理された純水又は冷却水（防錆剤入り純水），液体窒素であり，伝熱管の異物付着

の可能性は小さい。 

グランド蒸気蒸発器のように内部流体が蒸気の場合にも，不純物の流入は抑制

されており，伝熱管の異物付着の可能性は小さい。 

また，これらの伝熱管外面についても，流体は水質管理された純水，冷却水（防

錆剤入り純水），又は不純物の流入を抑制した蒸気及び排ガスであり，異物付着の

可能性は小さく，今後もこれらの傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

なお，原子炉冷却材浄化系再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，

グランド蒸気蒸発器，給水加熱器，排ガス復水器，窒素ガス貯蔵設備蒸発器につ

いては，これまでの開放点検時の目視点検，伝熱管内部清掃において，閉塞や熱

交換器の性能が著しく低下するような異物付着は確認されていない。 

したがって，伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

z. 胴（内面）の腐食（全面腐食）［残留熱除去系熱交換器］ 

残留熱除去系熱交換器の胴は，炭素鋼であり腐食が発生する可能性がある。 

残留熱除去系熱交換器の胴に対しては，肉厚測定を実施しており，必要厚さに

対し，十分な肉厚があることを確認している。 

したがって，胴（内面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[残留熱除去系熱交換器] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 基礎ボルトの付着力低下［原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器，原子炉冷却材浄

化系再生熱交換器］ 

基礎ボルトの耐力は，主に付着力で担保されることから，付着力低下の発生が

想定される。 

しかしながら，「コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書」にて収縮及び圧縮

によるコンクリートのひび割れが発生する可能性は小さいと評価されていること

から，コンクリートのひび割れに起因する付着力低下が発生する可能性はなく，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，基礎ボルトの付着力低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルト（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系非

再生熱交換器，原子炉冷却材浄化系再生熱交換器］ 

基礎ボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，基礎ボルトのコンクリート埋設部については，コンクリートが

中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング

結果では，中性化は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，基礎ボルト（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 管支持板，胴（内面）の腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器］ 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器の管支持板，胴は炭素鋼であり，腐食が発

生する可能性があるが，内部流体は冷却水（防錆剤入り純水）であることから，

腐食が発生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

したがって，管支持板，胴（内面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1-45 － 

e. 伝熱管の異物付着［排ガス予熱器］ 

排ガス予熱器の伝熱管の内部流体は，排ガスであり，不純物の流入は抑制され

ているため，伝熱管の異物付着の可能性はない。 

また，これらの伝熱管外面についても，流体は不純物の流入を抑制した蒸気で

あり，異物付着の可能性はなく，今後もこれらの傾向が大きく変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 



 

 

－
 
1
-
4
6
 
－
 

表 2.2-1(1/9) 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管  ステンレス鋼    △*1   △*2 
*1：粒界型応力腐食割れ 

*2：異物付着 

*3：外面 

*4：直上部 

*5：塗装部 

*6：コンクリート埋設部 

*7：付着力低下 

*8：支持脚本体 

*9：スライド部 

伝熱管支持 管支持板  ステンレス鋼        

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室  ステンレス鋼    △*1    

管板  ステンレス鋼    △*1    

ダイヤフラム  ステンレス鋼    △*1    

胴  ステンレス鋼    △*1    

水室カバー  炭素鋼  △*3      

フランジボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト  炭素鋼  
△*4*5 

▲*6 
    ▲*7 

取付ボルト  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △*8*9      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
4
7
 
－
 

表 2.2-1(2/9) 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管  ステンレス鋼 △  △*1 △*2   △*3 
*1：高サイクル疲労割れ 

*2：粒界型応力腐食割れ 

*3：異物付着 

*4：ステンレスクラッド 

*5：外面 

*6：内面 

*7：直上部 

*8：塗装部 

*9：コンクリート埋設部 

*10：付着力低下 

*11：支持脚本体 

*12：スライド部 

伝熱管支持 管支持板  炭素鋼  ▲      

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

水室  炭素鋼*4  △*5 △     

管板  炭素鋼*4  △*5 △     

ダイヤフラム  ステンレス鋼   △ △*2    

胴  炭素鋼  
△*5 

▲*6 
     

水室カバー  炭素鋼  △*5      

フランジボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト  炭素鋼  
△*7*8 

▲*9 
    ▲*10 

取付ボルト  低合金鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △*11*12      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
4
8
 
－
 

表 2.2-1(3/9) グランド蒸気蒸発器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化 

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管  ステンレス鋼 △  △*1 △*2   △*3 
*1：高サイクル疲労割れ 

*2：粒界型応力腐食割れ 

*3：異物付着 

*4：流れ加速型腐食 

*5：外面 

*6：内面 

*7：ステンレスクラッド 

伝熱管支持 管支持板  炭素鋼  △*4      

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室  炭素鋼  △*5*6 △     

管板  炭素鋼*7  △*5 △     

胴  炭素鋼  △*5△*4*6 △     

ドレンタンク  炭素鋼  △*5△*4*6 △     

マンホール蓋  炭素鋼  △*5△*4*6      

ガスケット ◎ －        

水室カバー  炭素鋼  △*5*6      

フランジボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △      

台車  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1
-
4
9
 
－
 

表 2.2-1(4/9) 給水加熱器(1/2)に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労割

れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

伝熱性能の 

確保 

エネルギー

伝達 

伝熱管  ステンレス鋼 △ △*1 △*2 △*3   △*4 

*1：液滴衝撃エロージョン 

*2：高サイクル疲労割れ 

*3：粒界型応力腐食割れ 

*4：異物付着 

*5：流れ加速型腐食 

仕切板  炭素鋼  △ △     

伝熱管支持 管支持板  
炭素鋼， 

低合金鋼 
 △*5      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1
-
5
0
 
－
 

表2.2-1(5/9) 給水加熱器(2/2)に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労割

れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室  炭素鋼  
△*1 

△*2*3 △     
*1：外面 

*2：流れ加速型腐食 

*3：内面 

*4：ステンレスクラッド 

（第 1～第 5給水加熱器） 

*5：第 6給水加熱器 

*6：第 1及び第 2給水加熱器 

*7：第 3～第 6 給水加熱器 

*8：第 1～第 5 給水加熱器 

*9：支持脚本体 

*10：スライド部 

管板  炭素鋼*4  
△*1 

△*2*3*5 
△     

胴  
炭素鋼， 

低合金鋼 
 

△*1 

△*2*3*6 

△*3*7 

△     

ガスケット ◎ －        

マンホール蓋  炭素鋼  △*1*3      

フランジボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト*8  炭素鋼  △      

取付ボルト*5  低合金鋼  △      

支持脚  
炭素鋼， 

低合金鋼 
 

△*8*9 

△*5*10 

     

台車*8  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1
-
5
1
 
－
 

表 2.2-1(6/9) 残留熱除去系熱交換器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管  銅合金 △ △*1 △*2    △*3 
*1：流れ加速型腐食 

*2：高サイクル疲労割れ 

*3：異物付着 

*4：モネルクラッド 

*5：外面 

*6：内面 

*7：局部腐食 

*8：ラグ本体 

*9：スライド部 

*10：樹脂の劣化 

伝熱管支持 管支持板  ステンレス鋼        

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室  炭素鋼*4  △*5△*6*7      

管板  炭素鋼*4  △*5△*6*7      

胴  炭素鋼  △*5*6      

ガスケット ◎ －        

フランジボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

取付ボルト  低合金鋼  △      

ラグ  炭素鋼  △*8*9      

架台  炭素鋼  △      

基礎ボルト  
炭素鋼，低合金鋼，

樹脂  △    ▲*10  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
5
2
 
－
 

表 2.2-1(7/9) 排ガス予熱器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管  ステンレス鋼    △*1   ▲*2 
*1：粒界型応力腐食割れ 

*2：異物付着 

*3：支持脚本体 

*4：スライド部 

 

伝熱管支持 管支持板  ステンレス鋼        

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室  ステンレス鋼    △*1    

管板  ステンレス鋼    △*1    

胴  ステンレス鋼    △*1    

フランジボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

機器の支持 支持 
基礎ボルト  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △*3*4      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
5
3
 
－
 

表 2.2-1(8/9) 排ガス復水器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 摩耗 腐食 
疲労

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 伝熱管  ステンレス鋼    △*1   △*2 
*1：粒界型応力腐食割れ 

*2：異物付着 

*3：外面 

*4：内面 

*5：貫粒型応力腐食割れ 

*6：支持脚本体 

*7：スライド部 

伝熱管の支持 管支持板  ステンレス鋼        

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水室  低合金鋼  △*3      

管板  ステンレス鋼    △*1    

胴  低合金鋼  △*3*4  △*5    

ドレンタンク  低合金鋼  △*3*4  △*5    

フランジボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

機器の支持 支持 
基礎ボルト  炭素鋼  △      

支持脚  低合金鋼  △*6*7      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1
-
5
4
 
－
 

表 2.2-1(9/9) 窒素ガス貯蔵設備蒸発器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー伝達 
伝熱管  ステンレス鋼    △*1   △*2 

*1：粒界型応力腐食割れ 

*2：異物付着 

*3：外面 

*4：内面 

蒸気管  ステンレス鋼    △*1    

伝熱管支持 管支持板  ステンレス鋼        

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

上蓋  炭素鋼  △*3*4      

胴  炭素鋼  △*3*4 △     

ガスケット ◎ －        

フランジボルト  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 
基礎ボルト  炭素鋼  △      

ベースプレート  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

 

 

 

2. プレート式熱交換器 

 

 

［対象プレート式熱交換器］ 

① 代替燃料プール冷却系熱交換器 
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1. 対象機器 

東海第二で使用しているプレート式熱交換器の主な仕様を表1-1に示す。 

 

表 1-1 プレート式熱交換器の主な仕様 

機器名称 
容量 

（熱交換量）
重要度

使用条件 

運転

状態

最高使用温度 

(℃) 

最高使用圧力 

(MPa) 

1次側 2次側 1次側 2次側

代替燃料プール冷却系

熱交換器*1 
2.31 MW 重*2 一時 80 66 0.98 0.98 

*1：新規に設置される機器 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であること

を示す 

 



－ 2-2 － 

2. 代替燃料プール冷却系熱交換器の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の代替燃料プール冷却系熱交換器は，熱交換量 2.31 MW のプレート式熱交換

器であり，1基設置される。 

代替燃料プール冷却系熱交換器は，熱交換機能を有する伝熱板，伝熱板を上下で連結

するガイドバー，左右から挟み込んで伝熱板を固定する側板，機器を支持するためのガ

イドバーサポート，取付ボルトから構成される。 

東海第二の代替燃料プール冷却系熱交換器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の代替燃料プール冷却系熱交換器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条

件を表 2.1-2 に示す。 

 



 

－
 
2-
3 
－
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① 伝熱板 

② ガイドバー 

③ 側板 

④ 締付ボルト 

⑤ ガスケット 

⑥ 
ガイドバー

サポート 

⑦ 取付ボルト 

図 2.1-1 代替燃料プール冷却系熱交換器構造図 

①⑤ ③ ② ⑥ 

④ 

⑦ 

純水入口 

ノズル 

純水出口 

ノズル 

海水出口 

ノズル 

海水入口 

ノズル 
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表 2.1-1 代替燃料プール冷却系熱交換器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確保 

バウンダリの維持 
エネルギー伝達 伝熱板 ステンレス鋼 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

側板 

炭素鋼 

（海水接液部：チタンノズル 

純水接液部：ステンレスノズル） 

締付ボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

ガイドバー ステンレス鋼 

ガイドバー

サポート 
炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 代替燃料プール冷却系熱交換器の使用条件 

最高使用温度 
1 次側：80 ℃ 

2 次側：66 ℃ 

最高使用圧力 
1 次側：0.98 MPa 

2 次側：0.98 MPa 

容量（熱交換量） 2.31 MW 

内部流体 
1 次側：純水 

2 次側：海水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

プレート式熱交換器の機能（熱除去）の達成に必要な項目は，以下のとおり。 

(1) 伝熱性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

プレート式熱交換器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）

及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事

象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることか

ら，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として，表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等によ

り，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考

えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 伝熱板の異物付着 

代替燃料プール冷却系熱交換器の伝熱板の内部流体は，1次側が純水，2次側が

海水であることから，伝熱板表面に異物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼす可能

性がある。 

しかし，1 次側の内部流体は管理された純水であり，異物付着の可能性は小さ

く，2 次側の海水入口側には，ストレーナを設置することから異物付着の可能性

は小さい。 

また，代替燃料プール冷却系熱交換器は新たに設置されることから，今後，開

放点検時に伝熱板の目視点検，清掃，漏えい確認を実施することで機能を維持で

きると考える。 

したがって，伝熱板の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

b. 側板，締付ボルト，ガイドバーサポート，取付ボルトの腐食（全面腐食） 

代替燃料プール冷却系熱交換器の側板，ガイドバーサポート，取付ボルトは炭

素鋼，締付ボルトは低合金鋼であることから腐食が発生する可能性がある。 

代替燃料プール冷却系熱交換器は新たに設置されることから，側板，締付ボル

ト，ガイドバーサポート，取付ボルトの外気接触部は塗装により腐食を防止する

こととしており，今後，目視点検により腐食の有無，塗膜の健全性を確認し，必

要に応じ補修塗装等を実施することで機能を維持することができると考える。 

また，側板の海水が接液するノズル部にはチタンノズル，純水が接液するノズ

ル部はステンレスノズルを取り付けることとしているため腐食が発生する可能性

は小さい。 

したがって，側板，締付ボルト，ガイドバーサポート，取付ボルトの腐食（全

面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 

 



 

 

－
 
2-
8 
－
 

表 2.2-1 代替燃料プール冷却系熱交換器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
滅肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

伝熱性能の確保 

バウンダリの維持 

エネルギ

ー伝達 
伝熱板  ステンレス鋼       △*1 

*1：異物付着 

*2：海水接液部は

チタンノズル，

純水接液部は

ステンレスノ

ズル 

バウンダリの維持 耐圧 

側板  炭素鋼*2  △      

締付ボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

機器の支持 支持 

ガイドバー  ステンレス鋼        

ガイドバー

サポート 
 炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要なポ

ンプモータ（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2のポンプモータ），高温・高

圧の環境下にあるクラス3のポンプモータ及び重大事故等対処設備に属するポンプモータにつ

いて，運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものであ

る。 

なお，高温・高圧環境下にあるクラス 3のポンプモータはない。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式及び設置場所でグループ化し，それぞれのグループから，仕様，重要度

及び使用条件等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器について評

価を展開している。 

本評価書は電圧区分をもとに，以下の 2章で構成されている。 

 

  1. 高圧ポンプモータ 

  2. 低圧ポンプモータ 

 

また，ポンプモータ以外のモータは，各機器の技術評価書にて抽出し，本評価書の評価を参

照している。 

文書中の単位の記載は SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特に注記がない限りゲ

ージ圧力を示す）。 
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表 1 評価対象機器一覧 

電圧区分 機器名称 
仕様 

（定格出力×回転速度） 
重要度*1

高圧 

ポンプモータ 

残留熱除去海水系ポンプモータ 900 kW×1,480 rpm 
MS-1 

重*2 

高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 2,280 kW×1,480 rpm 
MS-1 

重*2 

低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 1,250 kW×985 rpm 
MS-1 

重*2 

残留熱除去系ポンプモータ 680 kW×985 rpm 
MS-1 

重*2 

緊急用海水ポンプモータ*3 510 kW×1,500 rpm*4 重*2 

低圧 

ポンプモータ 

ほう酸水注入系ポンプモータ 37 kW×965 rpm 
MS-1 

重*2 

ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 0.4 kW×1,420 rpm MS-1 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 75 kW×2,930 rpm PS-2 

常設低圧代替注水系ポンプモータ*3 190 kW×1,500 rpm*4 重*2 

代替燃料プール冷却系ポンプモータ*3 30 kW×3,000 rpm*4 重*2 

代替循環冷却系ポンプモータ*3 132 kW×1,500 rpm*4 重*2 

非常用ディーゼル発電機冷却系海水 

ポンプモータ 
55 kW×1,455 rpm 

MS-1 

重*2 

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持 

ポンプモータ 
3.7 kW×3,000 rpm PS-2 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ 

モータ*3 
7.5 kW×3,000 rpm*4 重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
*4：同期回転速度を示す 
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表 2(1/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

残留熱除去海水系ポンプモータ 
残留熱除去系熱交換器へ冷却用海水を送水するポ

ンプを駆動する。 

高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

冷却材喪失事故により炉心が露出するような場合

において，炉心に冷却水をスプレイするポンプを駆

動する。 

低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

冷却材喪失事故により炉心が露出するような場合

において，炉心に冷却水をスプレイするポンプを駆

動する。 

残留熱除去系ポンプモータ 

原子炉停止時に崩壊熱を除去するための冷却水を

供給する。他に低圧注水系等のモードがあるポンプ

を駆動する。 

緊急用海水ポンプモータ 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合において，冷却

用海水を残留熱除去系熱交換器等へ送水するポン

プを駆動する。他に代替燃料プール冷却系熱交換器

へ冷却用海水を送水するポンプを駆動する。 

ほう酸水注入系ポンプモータ 

何らかの理由で制御棒が挿入できなくなり原子炉

の冷温停止が出来ない場合において，ほう酸水を炉

心底部より注入して負の反応度を与え，原子炉を冷

温停止状態にするポンプを駆動する。 

ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 
ほう酸水注入系ポンプの潤滑油を循環供給するポ

ンプを駆動する。 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

モータ 

原子炉の冷却材の純度を高く保つため，冷却水を浄

化装置へ循環供給するポンプを駆動する。 

常設低圧代替注水系ポンプモータ 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ

及び低圧炉心スプレイ系ポンプの冷却機能が喪失

した場合において，代替淡水貯槽を水源として，原

子炉に注水する。他に格納容器下部ペデスタル及び

原子炉圧力容器に注水する等の系統があるポンプ

を駆動する。 

代替燃料プール冷却系ポンプモータ 

設計基準対象施設である使用済燃料プールの冷却

機能が喪失した場合において，スキマサージタンク

を水源とし，使用済燃料から発生する崩壊熱を除去

した後，使用済燃料プールへ冷却水を送水するポン

プを駆動する。 

代替循環冷却系ポンプモータ 

設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ

及び低圧炉心スプレイ系ポンプの冷却機能が喪失

した場合において，サプレッション・プールを水源

として，原子炉に注水する。他に格納容器スプレイ

等の系統があるポンプを駆動する。 
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表 2(2/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

非常用ディーゼル発電機冷却系海水

ポンプモータ 

非常用ディーゼル機関の冷却を行うための冷却水

を供給するポンプを駆動する。 

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持

ポンプモータ 

原子炉の冷却材を浄化する脱塩樹脂をろ過脱塩器

に保持させるための保持水を供給するポンプを駆

動する。 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ 

モータ 

水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装

置内に蓄積することを防止するため，フィルタ装置

スクラビング水やフィルタ装置使用後の系統フラ

ッシング時に発生した洗浄水をサプレッション・プ

ールへ移送するポンプを駆動する。 
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［対象高圧ポンプモータ］ 

① 残留熱除去海水系ポンプモータ 

② 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

③ 低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

④ 残留熱除去系ポンプモータ 

⑤ 緊急用海水ポンプモータ 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な高圧ポンプモータの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの高圧ポンプモータを型式及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，高圧ポンプモータを表 1-1 に示すとおりグループ化

する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，定格電圧，定格出力，運転状態及び周囲温

度の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 屋外設置（型式：全閉型） 

このグループには残留熱除去海水系ポンプモータのみが属するため，代表機器は残留

熱除去海水系ポンプモータとする。 

 

(2) 屋内設置（型式：開放型） 

このグループには高圧炉心スプレイ系ポンプモータ，低圧炉心スプレイ系ポンプモー

タ，残留熱除去系ポンプモータ及び緊急用海水ポンプモータが属するが，重要度及び定

格電圧は同等であることから，定格出力の大きい高圧炉心スプレイ系ポンプモータを代

表機器とする。 
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表 1-1 高圧ポンプモータのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格出力×回転速度）

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

設置
場所 重要度*1 

使用条件 

定格 
電圧 
(V) 

定格 
出力 
(kW）

運転 
状態 

周囲 
温度 
(℃) 

全閉 屋外 残留熱除去海水系ポンプモータ 900 kW×1,480 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 900 一時 40*3 ◎  

開放 屋内

高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 2,280 kW×1,480 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 2,280 一時 40.0*4 ◎ 
重要度 
定格電圧 
定格出力 

低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 1,250 kW×985 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 1,250 一時 40.0*5  

残留熱除去系ポンプモータ 680 kW×985 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 680 一時 40.0*6  

緊急用海水ポンプモータ*7 510 kW×1,500 rpm*8 重*2 AC 6,600 510 一時 40*9  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 *4：高圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 

*5：低圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 *6：残留熱除去系ポンプ室における設計値 

*7：新規に設置される機器 *8：同期回転速度を示す *9：緊急用海水ポンプピットにおける設計値 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1 章で代表機器とした以下の 2 種類のポンプモータについて技術評価を実施す

る。 

① 残留熱除去海水系ポンプモータ 

② 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

なお，基礎ボルトについては，ポンプとポンプモータの取付ベースが共通であることから，

「ポンプの技術評価書」にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 残留熱除去海水系ポンプモータ 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプモータは，定格電圧 AC 6,600 V，定格出力 900 

kW，回転速度 1,480 rpm の全閉型三相誘導モータが 4 台設置されている。 

 

a. 固定部 

モータをポンプの取付台に固定支持する下部エンドブラケットの上部にフレー

ムが固定され，フレーム内に固定子コアが挿入されている。固定子コアには固定子

コイルが保持されている。 

また，フレーム上部・下部には回転子を支持するエンドブラケットが取付けられ，

内側に軸受が挿入されている。 

上部の油槽には，軸受表面に油膜を形成させ，摩擦熱を防ぎ，軸受から発生する

熱を取り除くために潤滑油が満たされている。 

 

b. 回転部 

軸受により支持される主軸に回転子コアが固定されている。回転子コアには回転

子棒が挿入され，両端には回転子エンドリングが取付けられている。 

なお，固定子や回転子は，フレーム，エンドブラケット間の締め付けボルトを緩

め，エンドブラケットを取外すことにより，点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプモータの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプモータ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用

条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 固定子コア ⑧ 回転子コア 

② フレーム ⑨ 主軸 

③ 固定子コイル ⑩ エンドブラケット（上部/下部） 

④ 口出線・接続部品 ⑪ 空気冷却器 

⑤ 端子箱 ⑫ 上部軸受（ころがり） 

⑥ 回転子エンドリング ⑬ 下部軸受（ころがり） 

⑦ 回転子棒 ⑭ 取付ボルト 

 

図 2.1-1 残留熱除去海水系ポンプモータ構造図 
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表 2.1-1 残留熱除去海水系ポンプモータ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

駆動機能の 
確保 

エネルギー 
変換 

固定子コア 無方向性電磁鋼 

フレーム 炭素鋼 

固定子コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂等 

口出線・接続部品 銅，マイカ，エポキシ樹脂等 

端子箱 炭素鋼 

回転子エンドリング 銅合金，銅 

回転子棒 銅合金，銅 

回転子コア 無方向性電磁鋼 

空気冷却器 炭素鋼 

エネルギー 
伝達 

主軸 炭素鋼 

軸支持 

エンドブラケット 
（上部／下部） 

炭素鋼 

軸受（ころがり）

上部軸受 （消耗品） 

下部軸受 （消耗品） 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

 

 表 2.1-2 残留熱除去海水系ポンプモータの使用条件 

設置場所 屋外 

周囲温度* 40 ℃ 

運転状態 一時 

定格電圧 AC 6,600 V 

定格出力 900 kW 

*：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 
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2.1.2 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

(1) 構造 

東海第二の高圧炉心スプレイ系ポンプモータは，定格電圧 AC 6,600 V，定格出力

2,280 kW，回転速度 1,480 rpm の開放型三相誘導モータが 1 台設置されている。 

 

a. 固定部 

モータをポンプの取付台に固定支持する下部エンドブラケットの上部にフレー

ムが固定され，フレーム内に固定子コアが挿入されている。固定子コアには，固定

子コイルが保持されている。 

また，フレーム上部・下部には回転子を支持するエンドブラケットが取付けられ，

内側には軸受が挿入されている。 

上部軸受には，ポンプスラストを支えるためのスラスト軸受を備え，かつ，水平

方向の位置決め用のガイド軸受を備えている。上部及び下部の油槽には，軸受表面

に油膜を形成させ，摩擦熱を防ぎ，軸受から発生する熱を取り除くために潤滑油が

満たされており，水冷式油冷却器の伝熱管により冷却される。 

 

b. 回転部 

軸受により支持される主軸に回転子コアが固定されている。回転子コアには回転

子棒が挿入され，両端には回転子エンドリングが取付けられている。 

なお，固定子や回転子は，フレーム，エンドブラケット間の締め付けボルトを緩

め，エンドブラケットを取外すことにより，点検手入れが可能である。 

東海第二の高圧炉心スプレイ系ポンプモータの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧炉心スプレイ系ポンプモータ主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使

用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 固定子コア ⑨ 主軸 

② フレーム ⑩ エンドブラケット（上部／下部）

③ 固定子コイル ⑪ 通風箱 

④ 口出線・接続部品 ⑫ 上部スラスト軸受（すべり） 

⑤ 端子箱 ⑬ 上部ガイド軸受（すべり） 

⑥ 回転子エンドリング ⑭ 下部ガイド軸受（すべり） 

⑦ 回転子棒 ⑮ 伝熱管 

⑧ 回転子コア ⑯ 取付ボルト 

 

 

図 2.1-2 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ構造図 
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表 2.1-3 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 

システム 部位 材料 

駆動機能の 
確保 

エネルギー 
変換 

固定子コア 無方向性電磁鋼 

フレーム 炭素鋼 

固定子コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂等

口出線・接続部品 銅，マイカ，エポキシ樹脂等

端子箱 炭素鋼 

回転子エンドリング 銅合金，銅 

回転子棒 銅合金，銅 

回転子コア 無方向性電磁鋼 

通風箱 炭素鋼 

エネルギー 
伝達 主軸 炭素鋼 

軸支持 

エンドブラケット 

（上部／下部） 炭素鋼 

軸受（すべり）

上部スラスト軸受 ホワイトメタル，炭素鋼 

上部ガイド軸受 ホワイトメタル，炭素鋼 

下部ガイド軸受 ホワイトメタル，炭素鋼 

油冷却 伝熱管 銅合金 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 
表 2.1-4 高圧炉心スプレイ系ポンプモータの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

定格出力 2,280 kW 

定格電圧 AC 6,600 V 

運転状態 一時 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 0.00015 Gy/h（最大）
4.5×102 Gy 

（最大積算値） 

100×103 Gy 

（最大積算値） 

*：高圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

高圧ポンプモータの機能であるポンプ駆動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 駆動機能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

高圧ポンプモータについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，設置場所，使用条件（電圧，温度等）及び現在ま

での運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した

（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり）は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としているこ

とから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 
想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 
なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 
 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

a. 主軸の摩耗［共通］ 

主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に主軸の寸法測定を行い，

その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食） ［共通］ 
固定子コア及び回転子コアは，無方向性電磁鋼であるため腐食が想定されるが，

固定子コア及び回転子コアには，防食効果のある絶縁ワニス処理が施されており，

腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ

補修を実施することとしている。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. フレーム，エンドブラケット，端子箱［共通]，空気冷却器［残留熱除去海水系ポ

ンプモータ］，通風箱［高圧炉心スプレイ系ポンプモータ］の腐食(全面腐食) 

フレーム，エンドブラケット，端子箱，空気冷却器及び通風箱は，炭素鋼である

ため腐食が想定されるが，フレーム等の表面は塗装が施されており，腐食進行の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施す

ることとしている。 

したがって，フレーム，エンドブラケット，端子箱，空気冷却器及び通風箱の腐

食(全面腐食)は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 軸受（すべり）の摩耗及びはく離 ［高圧炉心スプレイ系ポンプモータ］ 

軸受は，すべり軸受を使用しており，ホワイトメタルを軸受に鋳込み溶着してい

るため摩耗及びはく離が想定されるが，摩耗については，点検時に目視確認及び主

軸と軸受隙間の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施し

機能を維持している。 

また，はく離についても点検時に目視確認及び浸透探傷検査を行い，その結果に

より必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，軸受（すべり）の摩耗及びはく離は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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e. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されてお

り，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に

応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において

高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸は設計段階において疲労割れが発生しな

いように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

g. 伝熱管の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ポンプモータ］ 
伝熱管は，銅合金であるため腐食が想定されるが，伝熱管は油槽に浸かっており

外部は油膜に覆われていることから腐食進行の可能性は小さい。 

また，伝熱管内部の腐食については，設計段階において腐食が発生しないように

考慮された設計となっており，有意な腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認及び耐圧試験を行い，これまで有意な腐食は確認されて

いない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，伝熱管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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h. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する電磁力等により

繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定されるが，回転子棒及び回転子エンド

リングは設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となって

おり，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認及び打音確認を行い，これまで疲労割れは確認されてい

ない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1(1/2) 残留熱除去海水系ポンプモータの想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 
消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

駆動機能の 
確保 

エネルギー伝達 主軸  炭素鋼 △  △*1      
*1:高サイクル 

疲労割れ 

エネルギー変換 

固定子コア  無方向性電磁鋼  △       

固定子コイル  
銅，マイカ， 
エポキシ樹脂等 

    ○    

口出線･接続部品  
銅，マイカ， 
エポキシ樹脂等 

    ○    

フレーム  炭素鋼  △       

端子箱  炭素鋼  △       

回転子エンドリング  銅合金，銅   △      

回転子棒  銅合金，銅   △      

空気冷却器  炭素鋼  △       

回転子コア  無方向性電磁鋼  △       

軸支持 
軸受（ころがり） ◎ －         

エンドブラケット 
（上部／下部） 

 炭素鋼  △       

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）  



 

－
 1
-
1
4
 －

表 2.2-1(2/2) 高圧炉心スプレイ系ポンプモータの想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 
消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

駆動機能の 
確保 

エネルギー伝達 主軸  炭素鋼 △  △*1      
*1:高サイクル 

疲労割れ 
*2:はく離 

エネルギー変換 

固定子コア  無方向性電磁鋼  △       

固定子コイル  
銅，マイカ， 
エポキシ樹脂等 

    ○    

口出線･接続部品  
銅，マイカ， 
エポキシ樹脂等 

    ○    

フレーム  炭素鋼  △       

端子箱  炭素鋼  △       

回転子エンドリング  銅合金，銅   △      

回転子棒  銅合金，銅   △      

回転子コア  無方向性電磁鋼  △       

通風箱  炭素鋼  △       

軸支持 

軸受（すべり） 
（上部／下部） 

 
ホワイトメタル， 
炭素鋼 

△       △*2 

エンドブラケット 
（上部／下部） 

 炭素鋼  △       

油冷却 伝熱管  銅合金  △       

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

a. 事象の説明 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物は，有機物であるため，振動等による

機械的劣化，熱分解による熱的劣化，絶縁物内空隙での放電等による電気的劣化，埃

等の異物付着による環境的劣化により経年的に劣化が進行し，絶縁物の外表面，内部

から絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

図 2.3-1 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁部位 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

設計基準事故時雰囲気にて動作要求される高圧炉心スプレイ系ポンプモータに

ついては，実機同等品による長期健全性試験を実施しており，この結果に基づき長

期間の健全性を評価した。 

絶縁物の放射線影響については，使用環境，設計基準事故時及び重大事故等時雰

囲気における放射線量は低いことから，絶縁特性低下に至る可能性は小さいと考え

る。 

高圧ポンプモータについては，図 2.3-2 に示す高圧ポンプモータ長期健全性試験

手順により，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下を評価した。本試

験条件は，表 2.3-1 に示すとおり，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物は，

60 年間の通常運転期間を想定した熱的及び設計基準事故時雰囲気による劣化条件

を包絡している。 

本試験結果は表 2.3-2 に示すとおり，判定基準を満足しており，熱的及び設計基

準事故時雰囲気による劣化に対して，固定子コイル及び口出線・接続部品絶縁物は

60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価できる。 

なお，常設重大事故等対処設備となる高圧炉心スプレイ系ポンプモータの重大事

故等時における環境条件は，高圧ポンプモータ長期健全性試験の設計基準事故時暴

露試験条件に包絡されていることから重大事故等時雰囲気においても絶縁性能を

維持できると評価できる。 

設計基準事故時雰囲気にて動作要求されない残留熱除去海水系ポンプモータに

ついては，高圧ポンプモータ点検時に共通で実施している絶縁抵抗測定及び絶縁診

断試験（直流吸収試験，交流電流試験，誘電正接試験及び部分放電試験）により，

絶縁特性に有意な変化がないこと及び固定子コイルの目視確認，清掃を実施し異常

がないことを確認しており，これまでの点検結果から有意な劣化は見られていない。 

これらのことから，今後も有意な絶縁特性の低下が起こる可能性は小さいと考え

られるが，絶縁性能が変化していく可能性は否定できない。 
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図 2.3-2 高圧ポンプモータ長期健全性試験手順 

 

 

表 2.3-1 高圧ポンプモータ長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱的劣化 

155 ℃*×24 日間 

*周囲温度 100 ℃に定格出力

時のコイル温度上昇 55 ℃を

加えた値 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室の周囲最高温度

40.0 ℃に定格出力時のコイル温度上昇 55 ℃

（試験データ）を加えた 95 ℃に対して，60

年間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

①試験温度：100 ℃ 

  試験環境：蒸気環境 

  試験時間：6時間 

②試験温度：100 ℃ 

 試験環境：蒸気環境 

 試験時間：6時間 

③試験温度：65 ℃ 

 試験環境：90 %湿度 

 試験時間：5日間 

東海第二の設計基準事故時及び重大事故等時

の最高温度 100 ℃を包絡する。 

 

表 2.3-2 高圧ポンプモータ長期健全性試験後の絶縁抵抗測定結果 

試験手順 判定基準* 結果 判定 

事故時雰囲気曝露試験終了後，高圧ポン

プモータの絶縁抵抗測定を行う。 
絶縁抵抗値：10 MΩ以上

①②の試験後：20 MΩ 

③の試験後：60 MΩ 
良 

＊：判定基準はメーカ判定目安値 

（通常運転期間相当の熱的劣化） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露及び全負荷運転） 

（絶縁抵抗測定） 

供試体 

熱的劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 



 － 1-18 －

② 現状保全 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁抵

抗測定及び絶縁診断試験（直流吸収試験，交流電流試験，誘電正接試験及び部分放

電試験）を行い，絶縁特性に有意な変化がないこと及び固定子コイルの目視確認，

清掃を実施し異常がないことを確認しており，これまでの点検結果から有意な劣化

は見られていない。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の変化が認められた場合は，洗浄，乾燥及

び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入），又は固定子コイル及び口出線・接続部品を

取替えることとしている。 

さらに，メーカー推奨の更新時期を参考に適切な更新時期を選定しており，高圧

炉心スプレイ系ポンプモータは，第 16 回定期検査時にコイルの巻替を，残留熱除

去海水系ポンプモータ(A)(C)号機は，第 13 回定期検査時に，(B)(D)号機について

は，第 14 回定期検査時にモータの取替を実施している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，固定子コイル及び口出線・接続部品の有意な絶縁

特性低下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁特性低下は把握可能と考えら

れる。今後も，絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，目視確認及び清掃を実施することで，

異常の有無を把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も，点検時に絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，目視確認及び清掃を実施していく

とともに，必要に応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は固定

子コイル及び口出線・接続部品の取替を実施する。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術的評価について，1 章で実施したグループ化で

代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

② 残留熱除去系ポンプモータ 

③ 緊急用海水ポンプモータ 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物は，有機物であるため，

振動等による機械的劣化，熱分解による熱的劣化，絶縁物内空隙での放電等による電気

的劣化，埃等の異物付着による環境的劣化により経年的に劣化が進行し，絶縁物の外表

面，内部から絶縁特性低下が想定されるが，長期健全性試験（非常用炉心冷却系ポンプ

モータ特殊環境状態時試験として残留熱除去系ポンプモータ，高圧炉心スプレイ系ポン

プモータ，低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 3 台共通の試験）を実施しており，固定子

コイル及び口出線・接続部品の絶縁物は 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰

囲気おいて絶縁性能を維持できると評価できる。 

また，常設重大事故等対処設備となる残留熱除去系ポンプモータの重大事故等時にお

ける環境条件は，高圧ポンプモータ長期健全性試験の設計基準事故時暴露試験条件に包

絡されていることから重大事故等時雰囲気においても絶縁性能を維持できると評価で

きる。 

さらに，代表機器と同様に固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対し

ては，点検時に絶縁抵抗測定及び絶縁診断試験（直流吸収試験，交流電流試験，誘電正

接試験及び部分放電試験），目視確認及び清掃を実施していくとともに，必要に応じて

洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入），又は固定子コイル及び口出線・接

続部品の取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されることから，今後，点検時に絶縁抵抗測定

及び絶縁診断試験（直流吸収試験，交流電流試験，誘電正接試験及び部分放電試験），

目視確認及び清掃を行うとともに，必要に応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワ

ニスを注入），又は固定子コイル及び口出線・接続部品の取替を実施することで健全性

を維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

なお，代表機器以外の各高圧ポンプモータのうち，低圧炉心スプレイ系ポンプモータ

は，第 17 回定期検査時に固定子の取替を，残留熱除去系ポンプモータ(B)号機において

は，第 18 回定期検査時にモータの取替を実施しており，残留熱除去系ポンプモータ

(A)(C)号機においては，第 26 回施設定期検査時に取替を計画している。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

a. 主軸の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に主軸の

寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されることから，今後，点検時に主軸の寸法

測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

b. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，固定子コア及び回転子コアは，無方向性電磁鋼であるため腐食が

想定されるが，固定子コア及び回転子コアには，防食効果のある絶縁ワニス処理が施

されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により

必要に応じ補修を実施することとしている。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を

行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. フレーム，エンドブラケット，通風箱及び端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，フレーム，エンドブラケット，通風箱及び端子箱は，炭素鋼であ

るため腐食が想定されるが，フレーム等の表面は塗装が施されており，腐食進行の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施する

こととしている。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を

行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，フレーム，エンドブラケット，通風箱及び端子箱の腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗

装が施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果

により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を

行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できる

と考える。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

e. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力

集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸は設計段階において疲労割

れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されるが，代表機器と同様，高サイクル疲労

割れは設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さ

く，今後，点検時に目視確認を行い割れの有無を確認することで健全性を維持できる

と考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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f. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する

電磁力等により繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定されるが，回転子棒及び

回転子エンドリングは設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設

計となっており，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認及び打音確認を行い，これまで疲労割れは確認されていな

い。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

緊急用海水ポンプモータは新たに設置されるが，代表機器と同様，疲労割れは設計

上考慮されていることから，疲労割れが発生する可能性は小さく，今後，点検時に目

視確認及び打音確認を行い疲労割れの有無を確認することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 低圧ポンプモータ 
 

 

［対象低圧ポンプモータ］ 

① ほう酸水注入系ポンプモータ 

② ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 

③ 原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 

④ 常設低圧代替注水系ポンプモータ 

⑤ 代替燃料プール冷却系ポンプモータ 

⑥ 代替循環冷却系ポンプモータ 

⑦ 格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータ 

⑧ 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ 

⑨ 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な低圧ポンプモータの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのポンプモータを型式及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれのグループ

より以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，低圧ポンプモータを表 1-1 に示すとおりグループ化

する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，定格電圧，定格出力，運転状態及び周囲温

度の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 屋内設置（型式：全閉型） 

このグループには，ほう酸水注入系ポンプモータ，ほう酸水注入系潤滑油ポンプモー

タ，原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ，常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃

料プール冷却系ポンプモータ及び代替循環冷却系ポンプモータが属するが，重要度及び

定格電圧の高い，ほう酸水注入系ポンプモータを代表機器とする。 

 

(2) 屋外設置（型式：全閉型） 

このグループには，非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータのみが属するた

め，代表機器は非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータとする。 

 

(3) 屋内設置（型式：水浸型） 

このグループには，原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ及び格納容器圧

力逃がし装置移送ポンプモータが属するが，重要度の高い原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩

器保持ポンプモータを代表機器とする。 

 

 

 



 

 

－
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表 1-1 低圧ポンプモータのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格出力 
 ×回転速度） 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

設置
場所

重要度*1

使用条件 

定格 
電圧 
(V) 

定格
出力
(kW)

運転
状態

周囲 
温度 
（℃）

全閉 
屋内 

ほう酸水注入系ポンプモータ  37 kW×965 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 440 37 一時 40.0*3 ◎
重要度 
定格電圧 

ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 0.4 kW×1,420 rpm MS-1 AC 200 0.4 一時 40.0*3  

原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 75 kW×2,930 rpm PS-2 AC 440 75 連続 40.0*3  

常設低圧代替注水系ポンプモータ*4 190 kW×1,500 rpm*5 重*2 AC 440 190 一時 40*6  

代替燃料プール冷却系ポンプモータ*4 30 kW×3,000 rpm*5 重*2 AC 440 30 一時 40.0*3  

代替循環冷却系ポンプモータ*4 132 kW×1,500 rpm*5 重*2 AC 440 132 一時 40.0*3  

屋外 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ  55 kW×1,455 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 440 55 一時 40*7 ◎  

水浸 屋内 
原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ 3.7 kW×3,000 rpm PS-2 AC 440 3.7 一時 40.0*3 ◎ 重要度 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータ*4 7.5 kW×3,000 rpm*5 重*2 AC 440 7.5 一時 40*8   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す *3：原子炉建屋における設計値 

*4：新規に設置される機器 *5：同期回転速度を示す *6：常設低圧代替注水系ポンプ室における設計値 

*7：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 *8：格納容器圧力逃がし装置格納槽における設計値 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のポンプモータについて技術評価を実施する。 

① ほう酸水注入系ポンプモータ 

② 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ 

③ 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ 

なお，基礎ボルトについては，ポンプとポンプモータの取付ベースが共通であることから，

「ポンプの技術評価書」にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 ほう酸水注入系ポンプモータ 

 
(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系ポンプモータは，定格電圧 AC 440V，定格出力 37 kW，

回転速度 965 rpm の全閉型三相誘導モータであり，2台設置されている。 

 

a. 固定部 

モータを基礎に固定支持するフレーム内に固定子コアが挿入され固定子コアに

は固定子コイルが保持されている。フレーム両端面には回転子を支持するエンドブ

ラケットが取付られ，内側には軸受が挿入されている。 

 

b. 回転部 

軸受により支持される主軸には回転子コアが固定されており，回転子コアには回

転子棒が挿入され，両端には回転子エンドリングが取付けられている。 

また，固定子や回転子はフレーム，エンドブラケット間の締め付けボルトを緩め，

エンドブラケットを取外すことにより，点検手入れが可能である。 

東海第二のほう酸水注入系ポンプモータの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系ポンプモータ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条

件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 固定子コア ⑥ 
回転子棒， 
回転子エンドリング 

⑪ 軸受（ころがり） 

② フレーム ⑦ 回転子コア ⑫ ファン 

③ 固定子コイル ⑧ ファンカバー ⑬ 取付ボルト 

④ 口出線・接続部品 ⑨ 主軸  

⑤ 端子箱 ⑩ エンドブラケット   

 

 

図 2.1-1 ほう酸水注入系ポンプモータ構造図 
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表 2.1-1 ほう酸水注入系ポンプモータ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

駆動機能 
の確保 

エネルギー 
変換 

固定子コア 無方向性電磁鋼 

フレーム 圧延鋼板 

固定子コイル ポリアミドエミドエナメル銅線 

口出線・接続部品 耐熱性ポリフレックス銅線 

端子箱 圧延鋼板 

回転子棒，回転子エンドリング アルミニウム 

回転子コア 無方向性電磁鋼 

ファン 圧延鋼板 

ファンカバー 圧延鋼板 

エネルギー 
伝達 

主軸 炭素鋼 

軸支持 

エンドブラケット ねずみ鋳鉄 

軸受（ころがり） （消耗品） 

機器の支持 支持 取付ボルト 圧延鋼材 

 

 

表 2.1-2 ほう酸水注入系ポンプモータの使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 

運転状態 一時 

定格出力 37 kW 

定格電圧 AC 440 V 

*：原子炉建屋における設計値 
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2.1.2 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータは，出力 55 kW，回転

速度 1,455 rpm の全閉型三相誘導モータであり，3台設置されている。 

 

a. 固定部 

モータをポンプの取付台に固定支持する下部エンドブラケットの上部にフレー

ムが固定され，フレーム内に固定子コアが挿入されており，固定子コアには固定子

コイルが保持されている。 
また，フレーム上部・下部には回転子を支持するエンドブラケットが取付けられ，

内側には軸受が挿入されている。 
 

b. 回転部 

軸受により支持される主軸には回転子コアが固定され，回転子コアには回転子棒

が挿入されており，両端には回転子エンドリングが取付けられている。 

また，固定子や回転子はフレーム，エンドブラケット間の締め付けボルトを緩め，

エンドブラケットを取外すことにより，点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータの構造図を図 2.1-2

に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ主要部位の使用材料

を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 固定子コア ⑥
回転子棒， 
回転子エンドリング ⑪

エンドブラケット 
（上部／下部） 

② フレーム ⑦ 回転子コア ⑫ 軸受（ころがり） 

③ 固定子コイル ⑧ ファンカバー ⑬ 取付ボルト 

④ 口出線・接続部品 ⑨ ファン   

⑤ 端子箱 ⑩ 主軸   

 

図 2.1-2 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ構造図 
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表 2.1-3 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

駆動機能 
の確保 

エネルギー 
変換 

固定子コア 無方向性電磁鋼板 

フレーム 鋼板 

固定子コイル 銅，エポキシ樹脂 

口出線・接続部品 銅，エポキシ樹脂 

端子箱 鋼板 

回転子棒， 
回転子エンドリング 

アルミニウム 

回転子コア 無方向性電磁鋼板 

ファン 鋼板 

ファンカバー 鋼板 

エネルギー 
伝達 

主軸 炭素鋼 

軸支持 

エンドブラケット 
（上部／下部） 

鋼板 

軸受（ころがり） （消耗品） 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータの使用条件 

設置場所 屋外 

周囲温度* 40 ℃ 

運転状態 一時 

定格電圧 AC 440 V 

定格出力 55 kW 

*：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 
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2.1.3 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ 

(1) 構造 

東海第二の原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータは，出力 3.7 kW，回転

速度 3,000 rpm の水浸型三相誘導モータであり，2台設置されている。 

 

a. 固定部 

モータはポンプ取付台に取付ボルトにより固定されており，ステータバンド内に

固定子コアが挿入され，固定子コアには固定子コイルが保持されている。 
また，ステータバンドには回転子を支持するリアカバー及びポンプケーシングが

取付けられ，内側には軸受が挿入されている。 
 

b. 回転部 

軸受により支持される主軸に回転子コアが固定されており，回転子コアには回転

子棒が挿入され，両端には回転子エンドリングが取付けられている。 

また，固定子や回転子はリアカバー及びポンプケーシング間の締め付けボルトを

緩め，リアカバー及びポンプケーシングを取外すことにより点検手入れが可能であ

る。 
東海第二の原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータの構造図を図 2.1-3

に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ主要部位の使用材料

を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 
① 固定子コア 
② ステータバンド 
③ 固定子コイル 
④ 口出線・接続部品 
⑤ 端子箱 
⑥ 回転子棒 
⑦ 回転子エンドリング 
⑧ 回転子コア 
⑨ 主軸 
⑩ リアカバー 
⑪ 軸受（すべり） 
⑫ 取付ボルト 
⑬ 締め付けボルト 

 

図 2.1-3 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ構造図 
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表 2.1-5 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

駆動機能 
の確保 

エネルギー 
変換 

固定子コア ケイ素鋼板 

ステータバンド 炭素鋼鋼管 

固定子コイル エナメル銅線 

口出線・接続部品 ガラス網組導線 

端子箱 ねずみ鋳鉄品 

回転子棒， 
回転子エンドリング 

アルミニウム 

回転子コア ケイ素鋼板 

エネルギー 
伝達 

主軸 ステンレス鋼 

軸支持 

リアカバー ステンレス鋼 

軸受（すべり） （消耗品） 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

締め付けボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-6 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータの使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 

運転状態 一時 

定格電圧 AC 440 V 

定格出力 3.7 kW 

*：原子炉建屋における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

低圧ポンプモータの機能であるポンプ駆動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 駆動機能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低圧ポンプモータについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開

した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり）及び軸受（すべり）は消耗品であり，設計時に長期使用せず取

替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 
① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

固定子コア及び回転子コアは，無方向性電磁鋼及びケイ素鋼板であるため腐食が

想定されるが，固定子コア及び回転子コアには，防食効果のある絶縁ワニス処理が

施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果に

より必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. フレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー［ほう酸水注入系ポンプモ

ータ，非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ］，ステータバンド［原子

炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ］及び端子箱［共通］の腐食（全面

腐食） 

フレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー，ステータバンド及び端子

箱は，炭素鋼等（炭素鋼，圧延鋼板，ねずみ鋳鉄）であるため腐食が想定されるが，

フレーム等の表面は塗装が施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目

視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，フレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー，ステータバ

ンド及び端子箱の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

c. 主軸の摩耗［共通］ 

主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に主軸の寸法測定を行い，

その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

d. 取付ボルト［共通］及び締め付けボルト［原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポ

ンプモータ］の腐食（全面腐食） 

取付ボルト及び締め付けボルトは，炭素鋼等（炭素鋼，圧延鋼材）であるため腐

食が想定されるが，表面は塗装が施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検

時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとし

ている。 

したがって，取付ボルト及び締め付けボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において

高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸は設計段階において疲労割れが発生しな

いように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 

a. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する電磁力等により

繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定される。 

しかし，図 2.2-1 に示すとおり，回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイ

キャストで一体形成され，スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が

形成されていることから，回転子棒とスロットの間に隙間や緩みは生じないため，

繰り返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

したがって，回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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図 2.2-1 アルミダイキャスト回転子構造図 
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表 2.2-1(1/3) ほう酸水注入系ポンプモータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

駆動機能の 

確保 

エネルギー 

変換 

固定子コア  無方向性電磁鋼  △       
*:高サイクル

疲労割れ 

フレーム  圧延鋼板  △       

固定子コイル  ポリアミドエミドエナメル銅線     ○    

口出線・接続部品  耐熱性ポリフレックス銅線     ○    

端子箱  圧延鋼板  △       

回転子棒， 

回転子エンドリング 
 アルミニウム   ▲      

回転子コア  無方向性電磁鋼  △       

ファン  圧延鋼板  △       

ファンカバー  圧延鋼板  △       

エネルギー 

伝達 
主軸  炭素鋼 △  △*      

軸支持 
エンドブラケット  ねずみ鋳鉄  △       

軸受（ころがり） ◎ －         

機器の支持 支持 取付ボルト  圧延鋼材  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象  
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/3) 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

駆動機能の 

確保 

エネルギー 

変換 

固定子コア  無方向性電磁鋼板  △       
*:高サイクル

疲労割れ 

フレーム  鋼板  △       

固定子コイル  銅，エポキシ樹脂     ○    

口出線・接続部品  銅，エポキシ樹脂     ○    

端子箱  鋼板  △       

回転子棒， 

回転子エンドリング 
 アルミニウム   ▲      

回転子コア  無方向性電磁鋼板  △       

ファン  鋼板  △       

ファンカバー  鋼板  △       

エネルギー 

伝達 
主軸  炭素鋼 △  △*      

軸支持 
エンドブラケット  鋼板  △       

軸受（ころがり） ◎ －         

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/3) 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

駆動機能の 

確保 

エネルギー 

変換 

固定子コア  ケイ素鋼板  △       
*:高サイクル

疲労割れ 

ステータバンド  炭素鋼鋼管  △       

固定子コイル  エナメル銅線     ○    

口出線・接続部品  ガラス網組導線     ○    

端子箱  ねずみ鋳鉄  △       

回転子棒， 

回転子エンドリング 
 アルミニウム   ▲      

回転子コア  ケイ素鋼板  △       

エネルギー 

伝達 
主軸  ステンレス鋼 △  △*      

軸支持 
リアカバー  ステンレス鋼         

軸受（すべり） ◎ －         

機器の支持 支持 
取付ボルト  炭素鋼  △       

締め付けボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

a. 事象の説明 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物は，有機物であるため，振動等による

機械的劣化，熱分解による熱的劣化，絶縁物内空隙での放電等による電気的劣化，埃

等の異物付着による環境的劣化により経年的に劣化が進行し，絶縁物の外表面，内部

から絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 固定子コイルの絶縁部位 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下要因としては，機械的，熱的，

電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性

があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響及ぼす要因は熱的劣化

であることから，長期間の使用を考慮すると固定子コイル及び口出線・接続部品の

絶縁特性低下の可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，点検時に目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないこと

を確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は，洗

浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は，固定子コイル及び口出線・

接続部品又はモータを取替えることとしている。 

なお，第 24 回定期検査時に非常用ディーゼル発電機冷却系海水系ポンプモータ 3

台の取替を実施している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，固定子コイル及び口出線・接続部

品の絶縁特性低下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可

能と考えられる。今後も，目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異

常の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより，絶縁特性

低下を監視していくとともに，必要に応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニ

スを注入）又はコイル及び口出線・接続部品の取替を実施する。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象低圧ポンプモータ］ 

① ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 

② 原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 

③ 常設低圧代替注水系ポンプモータ 

④ 代替燃料プール冷却系ポンプモータ 

⑤ 代替循環冷却系ポンプモータ 

⑥ 格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータ 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物は，有機物であるため，

機械的，熱的，電気的，環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こ

す可能性があるが，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施しており，必要に

応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又はコイル及び口出線・接続

部品の取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 
常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環冷

却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置される

ことから，今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応

じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又はコイル及び口出線・接続部

品の取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 
したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

なお，第 23 回定期検査時にほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 2 台の取替を実施し

ている。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
a. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食） [共通] 

代表機器と同様，固定子コア及び回転子コアは，無方向性電磁鋼等であるため腐食

が想定されるが，固定子コア及び回転子コアには，防食効果のある絶縁ワニス処理が

施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果によ

り必要に応じ補修を実施することとしている。 

常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環

冷却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 
b. フレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び端子箱の腐食（全面腐食）

［共通］ 

代表機器と同様，フレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び端子箱

は，炭素鋼等であるため腐食が想定されるが，フレーム等の表面は塗装が施されてお

り，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応

じ補修を実施することとしている。 

常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環

冷却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，フレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び端子箱の腐

食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 
c. 主軸の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に主軸の

寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 
常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環

冷却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置さ

れることから，今後，点検時に主軸の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補

修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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d. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗

装が施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果

により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環

冷却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

e. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力

集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸は設計段階において疲労割

れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環

冷却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置さ

れるが，代表機器と同様，高サイクル疲労割れは設計上考慮されていることから，高

サイクル疲労割れが発生する可能性は小さく，今後，点検時に目視確認を行い割れの

有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する

電磁力等により繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定されるが，回転子棒及び

回転子エンドリングはアルミダイキャストで一体形成され，スロット内にアルミニウ

ムが充満した状態で回転子棒が形成されていることから，回転子棒とスロットの間に

隙間や緩みは生じないため，繰返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

常設低圧代替注水系ポンプモータ，代替燃料プール冷却系ポンプモータ，代替循環

冷却系ポンプモータ及び格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータは新たに設置さ

れるが，代表機器と同様，回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで

一体形成され，スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されてい

ることから，回転子棒とスロットの間に隙間や緩みは生じないため，繰返し応力によ

る疲労割れが発生する可能性はない。 

したがって，回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用されている安全上重要な

容器（重要度分類審査指針におけるクラス 1，2及び高温・高圧の環境下にあるクラス 3の容

器）及び常設重大事故対処設備に属する容器について，運転を断続的に行うことを前提に高経

年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，内部流体，材料等でグループ化し，それぞれのグループから，重要度，

運転状態，最高使用温度等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器

について評価を展開している。 

本評価書は容器の型式等を基に以下の 3章で構成されている。 

 

1. 原子炉圧力容器 

2. 原子炉格納容器 

3. その他容器 

 

なお，原子炉圧力容器と原子炉格納容器は，重要性及び特殊性を考慮し，その他の容器と分

けて単独で評価している。 

また，水圧制御ユニット，ディーゼル機関付属設備，可燃性ガス濃度制御系再結合装置，補

助ボイラ設備の容器については「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するものとし，本評

価書には含めない。 

なお，文書中の単位の記載は， 原則として SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特

に注記がない限りゲージ圧力を示す）。 
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表 1(1/2) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 仕様 重要度*1

容器 

原子炉圧力容器 高さ22,118 mm 胴内径6,434 mm PS-1，重*3

原子炉格納容器 

ドライウェル： 

全高30,067 mm 底部内径24,903 mm 

サプレッション・チェンバ： 

全高17,891 mm 内径25,908 mm 

MS-1，重*3

機械ペネトレ

ーション 

配管貫通部 － MS-1，重*3

機器搬入口 － MS-1，重*3

エアロック － MS-1，重*3

ハッチ及びマンホール － MS-1，重*3

電気ペネトレ

ーション 

モジュール型電気ペネ

トレーション 
－ MS-1，重*3

タンク 

湿分分離器 長さ14,789.15 mm 内径3,200.4 mm 高*2 

スクラム排出水容器 全高955 mm 胴内径300 mm 高*2 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 高さ3,684 mm 内径2,745 mm MS-1，重*3

ライニング槽 

使用済燃料貯蔵プール 
縦10,363 mm 横12,192 mm 

深さ11,913 mm 
PS-2，重*3

原子炉ウェル 深さ7,577 mm 内径11,670 mm  PS-2 

燃料プール冷却浄化系スキマサージタ

ンク 
高さ7,572 mm 内径1,600 mm 重*3 

アキュムレータ 

MSIV用アキュムレータ 全長1,024 mm 胴内径500 mm MS-1 

SRV（ADS）用アキュムレータ 全長1,270 mm 胴内径550 mm MS-1，重*3

SRV用アキュムレータ 全長800 mm 胴内径400 mm MS-1 

SLC用アキュムレータ 全長746.1 mm 内径168.7 mm MS-1 

フィルタ等 

活性炭ベット 高さ7,800 mm 内径1,350 mm PS-2 

排ガス後置除湿器 高さ5,200 mm 内径900 mm 高*2 

排ガス再結合器 高さ3,715 mm 内径1,950 mm PS-2 

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 全長10,000 mm 内径4,600 mm 重*3 

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 全長4,260 mm 胴内径1,058 mm PS-2 

制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィ

ルタ 
高さ844.5 mm 内径85.6 mm 高*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下に

ある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であるこ

とを示す 



 

－ 3 － 

表 1(2/2) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 仕様 重要度*1

フィルタ等 

原子炉冷却材浄化系ポンプシールパー

ジフィルタ 
全長 413 mm 幅 220 mm 高*2 

原子炉再循環ポンプシールパージフィ

ルタ 
全長 1,736.5 mm 外径 216.3 mm 高*2 

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレー

ナ 
全長 2,140 mm 胴内径 790 mm MS-1，重*3

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海

水ポンプ出口ストレーナ 
全長 1,360 mm 胴内径 430 mm MS-1，重*3

緊急用海水系ストレーナ 全長 1,870 mm 胴内径 576 mm 重*3 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下に

ある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であるこ

とを示す 
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表 2(1/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

原子炉圧力容器 
原子炉の燃料及び炉内構造物を収容し，純水を加熱して

蒸気を発生させる。 

原子炉格納容器 

原子炉圧力容器，原子炉冷却系統等を収容する。また，

原子炉の事故や原子炉冷却系の事故等による放射性物

質放出に対し，環境へ放出されるのを防止する。 

湿分分離器 
高圧タービンと低圧タービンの中間に位置し，蒸気の湿

分を除去する。 

スクラム排出水容器 
スクラム動作時の制御棒駆動機構から排出される水を

貯える。 

ほう酸水注入系貯蔵タンク 

制御棒の挿入不能により原子炉の冷温停止が達成でき

ない場合，原子炉冷温停止のために注入する五ほう酸ナ

トリウム水を貯蔵する。 

使用済燃料貯蔵プール 

燃料，制御棒及び使用済燃料輸送容器の貯蔵を行う。さ

らに，燃料チャンネルの取替え及び機器の取扱いを行

う。 

原子炉ウェル 
燃料の取替え時に水を満たし，原子炉圧力容器から燃料

を取出す。 

燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 燃料プール，原子炉ウェルの余剰水を受け入れる。 

MSIV用アキュムレータ 
主蒸気隔離弁駆動用ガスである窒素又は制御用空気を

貯蔵する。 

SRV（ADS）用アキュムレータ 
逃がし安全弁の自動減圧機能動作時に必要な駆動用ガ

スである窒素を貯蔵する。 

SRV用アキュムレータ 
逃がし安全弁の逃がし弁機能動作時に必要な駆動用ガ

スである窒素を貯蔵する。 

SLC用アキュムレータ 
ほう酸水注入系ポンプ（往復ポンプ）運転時に系統の圧

力脈動を緩和する。 

活性炭ベット 
放射性希ガスを装置内の活性炭に吸着させ，放射能を減

衰させる。 

排ガス後置除湿器 
気体廃棄物処理系排ガス活性炭ベットへ流入する排ガ

スの湿分を除去する。 

排ガス再結合器 
原子炉冷却材の放射性分解によって発生した酸素及び

水素を再結合させ水蒸気に還元し，安全に処理する。 

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 

重大事故等時に，格納容器内に発生するガスに含まれる

粒子状及び気体状の放射性物質を除去した上で大気に

放出することで，格納容器の過圧破損を防止する。 

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 
原子炉冷却材に含まれる溶解性，不溶解性不純物をイオ

ン交換樹脂により除去する。 

制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ 
制御棒駆動水系ポンプから系統に入ってくるスケール

等の異物を除去する。 
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表 2(2/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ 
原子炉冷却材浄化系ポンプメカニカルシールへのパー

ジ水の異物を除去する。 

原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 
原子炉再循環ポンプメカニカルシールへのパージ水の

異物を除去する。 

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 
残留熱除去海水系ポンプから系統に入ってくる貝等の

異物を除去する。 

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口

ストレーナ 

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプから系

統に入ってくる貝等の異物を除去する。 

緊急用海水系ストレーナ 
緊急用海水系ポンプから系統に入ってくる貝等の異物

を除去する。 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉圧力容器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 原子炉圧力容器の主な仕様 

機器名称 重要度 

使用条件 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

原子炉圧力容器 
PS-1 

重*1 
8.62 302 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを

示す 
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2. 原子炉圧力容器の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の原子炉圧力容器は，たて形円筒形容器であり，1基設置されている。 

原子炉圧力容器は，上鏡，胴，下鏡，ノズル，ブラケット及び容器を支持する支持

スカート，基礎ボルト等から構成される。 

なお，上鏡は取外し可能なフランジ構造である。 

東海第二の原子炉圧力容器の改造履歴を表 2.1-1 に，構造図を図 2.1-1 に示す。 

  

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉圧力容器主要部位の使用材料を表 2.1-2 に，炉心領域部材料の化

学成分を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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表 2.1-1 原子炉圧力容器の改造履歴 

部位及び改善内容 時期 理由 

スタッドボルト取替 
第 16 回定期検査

（1998 年度） 

ボルトテンショナー

改造に伴う取替 

中性子計測ハウジング改造 

 （母材内面を により改善） 

第 17 回定期検査

（1999 年度） 
応力腐食割れ対策 

中性子計測ハウジング取替（1本） 
第 18 回定期検査

（2001 年度） 
応力腐食割れ対策 
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No. 部位 

① 上鏡 

② 胴 

③ 下鏡 

④ 上鏡フランジ 

⑤ 胴フランジ 

⑥ 再循環水出口ノズル(N1)，セーフエンド

⑦ 再循環水入口ノズル(N2)，セーフエンド

⑧ 主蒸気ノズル(N3)，セーフエンド 

⑨ 給水ノズル(N4)，セーフエンド 

⑩ 炉心スプレイノズル(N5)，セーフエンド

⑪
上鏡スプレイノズル／予備ノズル(N6)，

閉止フランジ 

⑫ ベントノズル(N7) 

⑬

ジェットポンプ計測管貫通部ノズル

(N8)，セーフエンド，ペネトレーション

シール 

⑭
制御棒駆動水戻りノズル(N9)， 

セーフエンド，閉止キャップ 

⑮ 低圧注水ノズル(N17)，セーフエンド 

⑯
差圧検出・ほう酸水注入管ノズル(N10)，

セーフエンド，ティ 

⑰ 計装ノズル(N11)，セーフエンド 

⑱ 計装ノズル(N12)，セーフエンド 

⑲ 計装ノズル(N16)，セーフエンド 

⑳ 漏えい検出ノズル(N13) 

㉑ ドレンノズル(N15) 

㉒ 制御棒駆動機構ハウジング 

㉓ 中性子計測ハウジング 

㉔ スタブチューブ 

㉕ スタッドボルト 

㉖ O リング 

㉗ スタビライザブラケット 

㉘ スタビライザ 

㉙ ハウジングサポート 

㉚ ドライヤホールドダウンブラケット 

㉛ ガイドロッドブラケット 

㉜ ドライヤサポートブラケット 

㉝ 給水スパージャブラケット 

㉞ サーベイランスブラケット 

㉟ 炉心スプレイブラケット 

㊱ 支持スカート 

㊲ 基礎ボルト 

図 2.1-1  原子炉圧力容器構造図 
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表 2.1-2 原子炉圧力容器主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

上鏡，胴，下鏡 低合金鋼 

主フランジ（上鏡フランジ，胴フランジ） 低合金鋼 

ノズル(N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, 

N17) 
低合金鋼 

ノズル(N10, N11, N12, N16) 高ニッケル合金 

漏えい検出ノズル(N13) 炭素鋼 

ドレンノズル(N15) 炭素鋼 

再循環水出口ノズル(N1)のセーフエンド 

再循環水入口ノズル(N2)のセーフエンド 

ジェットポンプ計測管貫通部ノズル(N8)の

セーフエンド，ペネトレーションシール 

差圧検出・ほう酸水注入管ノズル(N10)のセ

ーフエンド，ティ 

計装ノズル(N11, N12, N16)のセーフエンド

ステンレス鋼 

主蒸気ノズル(N3)のセーフエンド 

給水ノズル(N4)のセーフエンド 

炉心スプレイノズル(N5)のセーフエンド 

制御棒駆動水戻りノズル(N9)のセーフエン

ド，閉止キャップ 

低圧注水ノズル(N17)のセーフエンド 

予備ノズル(N6)閉止フランジ 

炭素鋼 

制御棒駆動機構ハウジング 

中性子計測ハウジング 
ステンレス鋼 

スタブチューブ 高ニッケル合金 

スタッドボルト 低合金鋼 

シール O リング （消耗品） 

機器の支持 支持 

スタビライザブラケット 低合金鋼 

スタビライザ 炭素鋼，低合金鋼 

ハウジングサポート 炭素鋼 

ブラケット（ドライヤホールドダウン） 炭素鋼 

ブラケット（ガイドロッド，ドライヤサポー

ト，給水スパージャ，サーベイランス，炉心

スプレイ） 

ステンレス鋼 

支持スカート 低合金鋼 

基礎ボルト 低合金鋼 
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表 2.1-3 原子炉圧力容器の炉心領域部材料の化学成分 

（単位：重量%） 

区分 Cu Ni P Si 

母材 

溶接金属＊1 

＊1：溶接方法は 溶接 

 

 

表 2.1-4 原子炉圧力容器の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水，蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉圧力容器の機能であるバウンダリ機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉圧力容器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及

び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象

を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

O リングは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 胴の中性子照射脆化 

b. ノズル等の疲労割れ（上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，

ハウジング，スタブチューブ，スタッドボルト，支持スカート） 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ステンレス鋼及び高ニッケル合金使用部位（母材，溶接部）の粒界型応力腐食割

れ[セーフエンド（再循環水出口ノズルのセーフエンドの溶接部，再循環水入口

ノズルのセーフエンドの溶接部），ジェットポンプ計測管貫通ノズルとセーフエ

ンドの溶接部，ジェットポンプ計測管貫通ノズルセーフエンドとペネトレーショ

ンシールの溶接部，ブラケット] 

原子炉圧力容器のステンレス鋼及び高ニッケル合金使用部位は，高温の純水中

又は飽和蒸気環境中にあるため，溶接部（母材熱影響部を含む）に粒界型応力腐

食割れ発生の可能性がある。 

再循環水出口ノズルとセーフエンドの溶接部，再循環水入口ノズルとセーフエ

ンドの溶接部，ジェットポンプ計測管貫通部ノズルとセーフエンドの溶接部，ジ

ェットポンプ計測管貫通ノズルセーフエンドとペネトレーションシールの溶接部

については，「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀

裂及びその他の欠陥の解釈の制定について（平成 26 年 8 月 6日 原規技発第 

1408063 号 原子力規制委員会決定）」に基づき，通常の供用期間中検査より短

周期で超音波探傷検査を実施してきており，異常は認められていない。 

ブラケットと胴の溶接部については，これまでの目視点検にて異常は認められ

ていない。 

また，東海第二では 1997 年度より水素注入を行い，応力腐食割れに対して環境

面からの改善を図っている。 

したがって，ステンレス鋼及び高ニッケル合金使用部位（母材，溶接部）の粒

界型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. スタビライザブラケット，スタビライザ，支持スカート及びハウジングサポート

の腐食（全面腐食） 

スタビライザブラケット，スタビライザ，支持スカート及びハウジングサポー

トの材料は，炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが，通常運転時には窒

素ガス雰囲気中にあり有意な腐食が発生する可能性は小さく，今後も使用環境が

かわらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，スタビライザブラケット，スタビライザ，支持スカート及びハウジング

サポートの目視点検において有意な腐食は確認されていない。 

したがって，スタビライザブラケット，スタビライザ，支持スカート及びハウ

ジングサポートの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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c. スタッドボルトの腐食（全面腐食） 

スタッドボルトは低合金鋼であり腐食（全面腐食）が想定されるが，通常運転

時には窒素ガス雰囲気中にあり有意な腐食が発生する可能性は小さく，今後も使

用環境がかわらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，原子炉開放時のボルト取外し時の目視点検において有意な腐食は確認さ

れていない。 

したがって，スタッドボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. スタビライザブラケット及びスタビライザ摺動部の摩耗 

機器の移動を許容するサポートの摺動部材は，摩耗が想定されるが，水平サポ

ートであるスタビライザは，地震により摺動するものであり，発生回数が少ない

ことから，摩耗が発生する可能性は小さく，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

なお，スタビライザブラケット及びスタビライザ摺動部の目視点検において有

意な摩耗は確認されていない。 

したがって，スタビライザブラケット及びスタビライザ摺動部の摩耗は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. スタビライザブラケット及びスタビライザの疲労割れ 

スタビライザは水平サポートであり，地震により摺動するものであるため，運

転中には有意な荷重を受けないことから，疲労が蓄積する可能性は小さく，今後

もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，スタビライザブラケット及びスタビライザの目視点検において有意な割

れは確認されていない。 

したがって，スタビライザブラケット及びスタビライザの疲労割れは高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. ステンレス鋼及び高ニッケル合金使用部位（母材，溶接部）の粒界型応力腐食割

れ[ノズル（差圧検出・ほう酸水注入管ノズル，計装ノズル），セーフエンド（差

圧検出・ほう酸水注入管ノズルセーフエンド／ティ，計装ノズルのセーフエンド

の溶接部），制御棒駆動機構ハウジング，中性子計測ハウジング，スタブチュー

ブ] 

原子炉圧力容器のステンレス鋼及び高ニッケル合金使用部位は，高温の純水中

又は飽和蒸気環境中にあるため，溶接部（母材熱影響部を含む）に粒界型応力腐

食割れ発生の可能性がある。 

スタブチューブの下鏡との溶接部については，国内他プラントで粒界型応力腐

食割れと推定されるひびが発生している。また，中性子計測ハウジング取付溶接

部についても東海第二の第 17 回定期検査時（1999 年度）に粒界型応力腐食割れ

と推定されるひびが発見される等，複数の事例がある。 

差圧検出・ほう酸水注入管ノズル及びスタブチューブと下鏡の溶接部及びスタ

ブチューブと制御棒駆動機構ハウジングの溶接部については，運転期間延長認可

申請に際して実施した特別点検における目視点検，また，内面の母材熱影響部は

渦流探傷検査を行っており，異常のないことを確認している。第 25 回施設定期検

査（2011 年度～）において，各部のウォータージェットピーニングによる残留応

力改善を行っており，起動前には全て完了する予定であることから，今後粒界型

応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

中性子計測ハウジングと下鏡部の溶接部については，運転期間延長認可申請に

際して実施した特別点検における目視点検，また，内面の母材熱影響部は渦流探

傷検査を行っており，異常のないことを確認している。 

また，第 17 回定期検査時（1999 年度）に割れが確認された 1 箇所について，

拡管及び封止溶接を施し 1サイクル運転した後，第 18 回定期検査時（2001 年度）

において，中性子計測ハウジング材質に低炭素ステンレス鋼（SUS316TP）を適用

し，原子炉圧力容器との取付溶接部では，溶加材に高ニッケル合金（インコネル

82）を用いた耐応力腐食割れ性に優れた溶接方法を適用して取替を行った。割れ

が確認されなかった 54 箇所について，TIG クラッドにより内表面に耐食性の優れ

たクラッド層を形成するとともに，高温の純水に接する外表面については溶接残

留応力を改善している。 

さらに，第 25 回施設定期検査（2011 年度～）において，ウォータージェット

ピーニングによる残留応力改善を行っており，今後粒界型応力腐食割れが発生す

る可能性は小さい。 

計装ノズル(N11, N12 及び N16)と胴の溶接部，計装ノズル(N11)とセーフエンド

溶接部については，第 21 回定期検査時（2005 年度）にウォータージェットピー

ニングによる残留応力改善を行っており，目視点検により異常のないことを確認

していることから，粒界型応力腐食割れ発生の可能性は小さい。 
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差圧検出・ほう酸水注入管ノズルセーフエンド／ティ，計装ノズルのセーフエ

ンドの溶接部については，小口径配管であり残留応力が小さく，粒界型応力腐食

割れ発生の可能性は小さく，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え

難い。 

したがって，ステンレス鋼及び高ニッケル合金使用部位（母材，溶接部）の粒

界型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 主フランジ（上鏡フランジ及び胴フランジのシール面）の腐食（全面腐食，隙間

腐食，孔食） 

上鏡フランジ及び胴フランジは低合金鋼であり，フランジシール面は狭隘であ

ることから腐食（全面腐食，隙間腐食，孔食）が想定されるが，シール面には耐

食性に優れた高ニッケル合金で肉盛がされており腐食が発生する可能性は小さく，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，原子炉開放の都度実施されている目視点検によりシール面の腐食は検知

可能であり，これまでに有意な腐食は確認されていない。  

したがって，主フランジ（上鏡フランジ及び胴フランジのシール面）の腐食（全

面腐食，隙間腐食，孔食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

h. ステンレス鋼及び高ニッケル合金のクラッド下層部のき裂 

胴等には低合金鋼が用いられており，内面はステンレス鋼及び高ニッケル合金

のクラッドが施されている。低合金鋼の中でも ASME SA-508 CL.2 は特定の溶接

条件で溶接後熱処理の際にクラッド下層部にき裂が発生することが知られている。 

この事象については米国の WRC(Welding Research Council) が 1974 年に発行

した「WRC Bulletin197」において，溶接方法の改善または原子炉圧力容器材料の

変更により対策が図られるという結論が導かれている。 

東海第二のノズル（差圧検出・ほう酸水注入管ノズル，計装ノズル及びドレン

ノズルを除く）及び主フランジは SA-508 CL.2 であるが，溶接方法の改善（クラ

ッドの２層盛溶接）がなされているためクラッド下層部のき裂は発生する可能性

は小さいと考えられ，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検における原子炉圧力容

器の母材及び溶接部について超音波探傷検査を行っており，有意な欠陥は確認さ

れていない。 

したがって，ステンレス鋼及び高ニッケル合金のクラッド下層部のき裂は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの露出部は通常運転時に窒素ガス雰囲気中にあり，腐食が発生する

可能性は小さい。 

なお，供用期間中検査において目視点検を実施しており，これまでに有意な腐

食は確認されていない。 

コンクリート埋設部は，コンクリートに水酸化カルシウムが含まれており，こ

のため，pH12～13 程度の強いアルカリ環境を形成し，さらに鉄表面にはカルシウ

ム系皮膜の形成，酸素による表面の不動態化により，腐食速度としては極めて小

さいことが知られている。 

一般にコンクリート表面から空気中の炭酸ガスを吸収すると，コンクリート中

の水酸化カルシウムが炭酸カルシウムに変化し，コンクリート表面から内部に向

けて徐々にアルカリ性が失われる（中性化）。 

コンクリート表面部においては，原子炉運転中窒素ガス置換を行っているため

炭酸ガスが極めて少なく，コンクリートの中性化の速度は極めて小さいと考えら

れ，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。  

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において基礎ボルトの

超音波探傷検査を実施した結果，干渉物回避のため曲がり構造となっているボル

ト以外は，割れその他の有害な欠陥は確認されなかったことから，腐食に起因す

る内部の欠陥がないことが確認できた。 

また，曲がり構造のボルトを除いた条件で強度評価を実施し，原子炉圧力容器

の健全性に影響がないことを確認した。 

したがって，基礎ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 



－ 1-14 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 主蒸気ノズル，給水ノズル及び上鏡内面等の腐食（全面腐食及び流れ加速型腐食） 

原子炉圧力容器内部の内面クラッドがない，主蒸気ノズル，給水ノズル，炉心

スプレイノズル，低圧注水ノズル，上鏡スプレイノズル，ベントノズル，予備ノ

ズル，閉止フランジ，制御棒駆動水戻りノズル，閉止キャップ，ドレンノズル，

上鏡の内面及びドライヤホールドダウンブラケットは，低合金鋼等が高温流体に

接しているため，腐食（全面腐食）が想定される。 

また，蒸気が高速で流れる主蒸気ノズルは流れ加速型腐食が想定される。 

全面腐食及び流れ加速型腐食による運転開始後 60 年時点におけるそれぞれの

腐食量は，給水ノズル及び上鏡内面等は Wagner の酸化速度式を用いて算出した

結果 0.77 mm，主蒸気ノズルは Keller の予測式を用いて算出した結果 0.16 mm

であり，設計・製造段階で考慮した腐食代である 1.6 mm より十分小さいことか

ら，腐食が問題となる可能性はない。 

したがって，主蒸気ノズル，給水ノズル及び上鏡内面等の腐食（全面腐食及び

流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 原子炉圧力容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

上鏡  低合金鋼  ▲*1 ○     *1:主蒸気ノズル，給水ノズル及

び上鏡内面等の内面クラッ

ドのない部分 

*2:内面クラッド 

*3:クラッド下層部き裂 

*4:中性子照射脆化 

*5:全面腐食，隙間腐食， 

孔食 

*6:主蒸気ノズルの流れ加速型

腐食 

*7:ノズル，セーフエンド 

*8:粒界型応力腐食割れ 

*9:摺動部 

*10:ドライヤホールドダウンブ

ラケット 

 

胴  低合金鋼*2   ○   ○*4 △*3 

下鏡  低合金鋼*2   ○    △*3 

主フランジ  低合金鋼*2  △*5 ○    △*3 

ノズル， 

セーフエンド,ティ 

ペネトレーションシー

ル，閉止フランジ， 

閉止キャップ 

 

炭素鋼 

低合金鋼 
 ▲*1*6

○*7 

    

低合金鋼*2      △*3 

ステンレス鋼 

高ニッケル合金
  △*8    

ハウジング， 

スタブチューブ 
 

ステンレス鋼 

高ニッケル合金
  ○ △*8    

スタッドボルト  低合金鋼  △ ○     

シール O リング ◎ ―        

機器の支持 支持 

スタビライザブラケッ

ト，スタビライザ 
 

炭素鋼 

低合金鋼 
△*9 △ △     

ハウジングサポート  炭素鋼  △      

ブラケット  
炭素鋼  ▲*10      

ステンレス鋼    △*8    

支持スカート  低合金鋼  △ ○     

基礎ボルト  低合金鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 胴の中性子照射脆化 

a. 事象の説明 

金属材料は中性子の照射を受けると非常に微小な欠陥（析出物，マイクロボイド）

が生じ，靭性（破壊に対する抵抗）の低下が生じる。原子炉圧力容器の炉心領域部

においては，中性子照射に伴い遷移温度の上昇と上部棚領域の靭性が低下（USE の

低下）することが知られている（図 2.3-1 参照）。 

中性子照射脆化は，材料中の銅，リン等の不純物の影響を受けるが，日本では米

国等に比してこれらの不純物量は一般的に低くなっている。 

ここで中性子照射脆化を評価すべき部位としては，原子炉圧力容器のうち中性子

照射量の大きい炉心領域部を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 中性子照射による機械的性質（靭性）の変化 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

中性子照射脆化に対する健全性評価上厳しい箇所は，炉心領域の胴である。東

海第二の胴内表面での中性子照射量*1は，2016 年 11 月時点*2で 3.26×1017 n/cm2

（＞1 MeV）程度，運転開始後 60 年時点で 5.35×1017 n/cm2（＞1 MeV）程度と評

価される。 

また，評価に用いられる板厚 1/4 深さ位置での中性子照射量*3 は，2016 年 11

月時点*2で 2.38×1017 n/cm2（＞1 MeV）程度，運転開始後 60 年時点で 3.91×1017 

n/cm2（＞1MeV）程度と評価される。 

*1：第 4回監視試験片の中性子照射量実測値と，2次元輸送計算コード DORT

により算出した監視試験片位置と胴内表面との中性子束の比率に基づき

算出。 

*2：中性子照射量については，2011 年 3 月 11 日のプラント停止より中性子

照射が停止し，それ以降の中性子照射の累積がないことから，2011 年 3

月 11 日時点での中性子照射量とする。 

*3：第 4回監視試験片の中性子照射量実測値と，2次元輸送計算コード DORT

により算出した監視試験片位置と板厚 1/4 深さ位置との中性子束の比率

に基づき算出。 

本項では東海第二の監視試験結果と,日本電気協会「原子炉構造材の監視試験方

法 JEAC4201-2007（2013 年追補版を含む）」（以下，「JEAC4201」という）及び日

本電気協会「原子力発電所用機器に対する破壊靭性の確認試験方法 

JEAC4206-2007」（以下，「JEAC4206」という）に基づいた評価を示す。 

なお，JEAC4201 における「監視試験の対象」である相当運転期間末期の最大中

性子照射量が容器内面で 1×1017 n/cm2（＞1 MeV）を超えると予測される炉心領

域近傍には，低圧注水ノズルがあるが，運転開始後 60 年時点において，その中性

子照射量は 0.87×1017 n/cm2（＞1 MeV）であり中性子照射脆化を考慮する必要の

ある累積中性子照射量以下であることから，中性子照射脆化に対する健全性評価

は，胴について実施する。 

定期検査で行う漏えい検査は，比較的温度が低い状態で運転圧力まで昇圧する

ため，非延性破壊に対して最も厳しい状態となる。このため，漏えい検査時には

原子炉圧力容器の最低使用温度を守るよう運転管理を行っている。 

次に，JEAC4206 においては，原子炉圧力容器の炉心領域部の非延性破壊に対し

て供用状態 C，Dで最も問題となるのは加圧熱衝撃（PTS）事象であることから，

PTS 評価を実施する。 

ここで，東海第二は沸騰水型軽水炉（BWR-5）であり，原子炉は飽和圧力・飽和

温度の関係にあることから，温度の低下に伴い圧力は低下するため，高圧（高い

応力がかかった状態）のまま低温になることはない。 

また，設計上，非常用炉心冷却系の冷水は直接原子炉圧力容器の炉壁に接しな
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い構造となっている。冷水注水するノズルにはサーマルスリーブが設けられてお

り，サーマルスリーブを経てシュラウド内に注水されること，また，炉心スプレ

イ系はシュラウド内に設置された炉心スプレイスパージャヘッダから注水される

ことから，いずれも原子炉圧力容器の炉壁に直接冷水が接することはなく，原子

炉圧力容器は急速に冷却されないようになっている。 

次に，設計基準事故時に原子炉圧力容器内の温度低下率が一番厳しいとされて

いる「原子炉冷却材喪失」における PTS 評価を実施する。国内 BWR-5 プラントの

供用状態 Dにおける原子炉圧力容器の PTS 評価＊4を図 2.3-2 に示す。 

PTS 評価の結果，中性子照射脆化を考慮し関連温度移行量が増加しても，静的

平面ひずみ破壊靭性値（KⅠC）は応力拡大係数（KⅠ）に対して十分な裕度がある。

プラント毎に関連温度初期値や関連温度移行量（脆化量）に差異はあるが，十分

な裕度があることから，東海第二の関連温度初期値や関連温度移行量を考慮して

も，静的平面ひずみ破壊靭性値は応力拡大係数を十分上回ると評価する。 

重大事故等時においても静的平面ひずみ破壊靭性値が応力拡大係数を上回るこ

とを評価する。応力拡大係数は，圧力又は熱応力の観点で温度変化が大きいほう

が大きい値となるが，重大事故等時に想定される事故シーケンスにおける最大の

温度変化率が「原子炉冷却材喪失」に包絡されていることを確認している。 

したがって，重大事故等時においても，静的平面ひずみ破壊靭性値は応力拡大

係数を十分上回ると評価する。 

*4：桝田他，「沸騰水型原子炉圧力容器の過渡事象における加圧熱衝撃の評

価」，日本保全学会第 10 回学術講演会，2013.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 供用状態 Dにおける原子炉圧力容器の PTS 評価（BWR-5） 
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1) 最低使用温度の評価 

東海第二の 2016 年 11 月時点の監視試験結果を表 2.3-1 に示す。 

JEAC4201 附属書 B「中性子照射による関連温度移行量及び上部棚吸収エネル

ギー減少率の予測」により求めた関連温度移行量の予測値と測定値は，図 2.3-3

に示すとおり，予測式にマージンを見込んだものの範囲にあり，測定値につい

て特異な脆化は認められない。 

ここで，監視試験片の関連温度について母材，溶接金属及び熱影響部を評価

した結果，母材が高いことから母材の評価で代表することとした。 

次に，JEAC4201 附属書 B「中性子照射による関連温度移行量及び上部棚吸収

エネルギー減少率の予測」並びに JEAC4206 附属書 A「非延性破壊防止のための

解析法」及び附属書 E「破壊靭性評価方法」により求めた 2016 年 11 月時点及

び 60 年時点での関連温度移行量，関連温度，最低使用温度を表 2.3-2 に示す。 

関連温度は 2016 年 11 月時点で 5 ℃程度，運転開始後 60 年時点で 11 ℃程

度となる。その際の胴の最低使用温度は，破壊力学的検討により求めたマージ

ン 26 ℃を考慮すると，2016 年 11 月時点で 31 ℃，運転開始後 60 年時点で 37 ℃

となる。 

ここで，炉心領域胴及び保守的な評価として低圧注水ノズルのチャージ No.

毎の構成材料について，運転開始後 60 年時点における関連温度を評価した結果， 

27 ℃程度，その際の最低使用温度は 53 ℃となった。そのため，監視試験結果

に基づき算出した運転開始後 60 年時点における関連温度の予測値に替えて適

用することとした。 

さらに，運転開始後 60 年時点を考慮した場合の運転時及び耐圧・漏えい検査

時の圧力・温度制限曲線を求め健全性を評価した結果，図 2.3-4 に示すとおり

設定可能であることを確認した。 
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2) 上部棚吸収エネルギーの評価 

上部棚吸収エネルギーの低下について JEAC4201 附属書 B「中性子照射による

関連温度移行量及び上部棚吸収エネルギー減少率の予測」に基づいて評価を実

施した結果を表 2.3-3 に示す。 

最も上部棚吸収エネルギーが低下するのは，母材であり，2016 年 11 月時点

で 111 J，運転開始後 60 年時点で 111 J となっている。 

いずれの場合も JEAC4206 で要求されている 68 J を上回っている。 

 

表 2.3-1 東海第二の監視試験結果 

回数 

中性子照射量 

(×1019 n/cm２) 

(E ＞1 MeV)

関連温度及び関連温度移行量（℃） 上部棚吸収エネルギー（J）

母材 溶接金属 熱影響部 母材 溶接金属 熱影響部

関連温度

初期値 
0 -25 -25 -25 202 188 205 

第 1 回 

（加速） 

0.053 

(29.9 EFPY*)

関連温度

移行量 
関連温度

関連温度

移行量
関連温度

関連温度

移行量
関連温度

220 212 218 

4 -21 2 -23 11 -14 

第 2 回 

(炉壁 1) 

0.011 

（7.42 EFPY*）
3 -22 -1 -26 9 -16 202 197 200 

第 3 回 

(炉壁 2) 

0.026 

（21.4 EFPY*）
7 -18 0 -25 20 -5 199 174 191 

第 4 回 

 (炉壁3)

0.029 

（26.2 EFPY*）
15 -10 -2 -27 -5 -30 220 215 240 

*：監視試験片位置の中性子束から，設備利用率を 80 ％として原子炉圧力容器内表面に換算

した場合の照射年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3 関連温度移行量の予測値と測定値（マージン有り）
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表 2.3-2 東海第二の関連温度の予測値 

評価時期 材料 

関連温度 

初期値 

（℃） 

関連温度 

移行量 

（℃）* 

関連温度 

（℃） 

破壊力学的 

検討による 

マージン（℃） 

胴の最低使用 

温度（℃） 

2016 年 

11 月時点 

母材 -25 30 5 

26 

31 溶接金属 -25 27 2 

熱影響部 -25 30 5 

運転開始後

60 年時点 

母材 -25 36 11 

37 溶接金属 -25 31 6 

熱影響部 -25 36 11 

*：原子炉圧力容器内表面から板厚 1/4 深さでの予測値 

 

表 2.3-3 東海第二の上部棚吸収エネルギー予測値 

   （単位：J） 

 初期値 2016 年 11 月時点 運転開始後 60 年時点 許容値 

母材 202 111* 111* 

68 溶接金属 188 152 151 

熱影響部 205 113* 112* 

*：JEAC4201-2007 SA-3440 に基づき L方向から T方向への補正を行っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4（1/2） 原子炉圧力容器の圧力・温度制限曲線（運転開始後 60 年時点，運転時） 
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図 2.3-4（2/2） 原子炉圧力容器の圧力・温度制限曲線（運転開始後 60 年時点，検査時） 

 

0

5

10

0 50 100 150 200 250

内
圧

（
M
P
a
）

金属温度（℃ ）

低圧注水ノズルの
線形破壊力学に
基づく制限曲線

2.155 MPa

34 ℃17 ℃

JEAC 4206に基づく

運転条件の制限

耐圧試験圧力7.83 MPa
（耐圧試験温度 55 ℃）



－ 1-23 － 

② 現状保全 

原子炉圧力容器（低圧注水ノズルを含む）に対しては，供用期間中検査で超音

波探傷検査及び漏えい検査を実施し，有意な欠陥がないことを確認している。 

炉心領域部の中性子照射による機械的性質の変化については，日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」

（以下，「設計建設規格」という）及び JEAC4201 に基づいて，計画的に監視試験

を実施し破壊靭性の将来の変化を予測している。 

また，監視試験結果から，JEAC4206 に基づき漏えい検査温度を設定している。

監視試験片は全 4セットを取出し済みであり，第 3回にて試験した使用済試験片

セットについては，炉内へ再装荷している。 

また，第 4回は運転開始後 35 年 2 ヶ月時点で監視試験片を取り出しており，第

4回にて試験した使用済試験片セットについては，今後，再装荷することとする。

これらの試験片については，適切な時期に取出し，試験を実施する。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉圧力容

器炉心領域部の母材及び溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果，中性子照

射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。 

特別点検に合わせて実施した低圧注水ノズルコーナー部の超音波探傷検査にお

いても，中性子照射脆化による脆性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められ

なかった。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，胴（炉心領域部材）の中性子照射脆化が機器の

健全性に影響を与える可能性はないと考えられる。今後も適切な時期に監視試験

を実施し，破壊靭性の変化を把握するとともに，JEAC4201 の脆化予測式に基づき，

漏えい検査温度を管理していくことにより，健全性を確保していくことは可能で

あると考える。 

炉心領域部材の機械的性質の予測は監視試験により把握可能であり，また有意

な欠陥のないことを超音波探傷検査及び漏えい検査により確認していることから，

保全内容として適切である。 

 

c．高経年化への対応 

胴（炉心領域部材）の中性子照射脆化については，JEAC4201 に基づき計画的に監

視試験を実施し，定期的に超音波探傷検査及び漏えい検査を実施していく。 

また，監視試験結果等から，JEAC4206 に基づき漏えい検査温度を設定していく。 

なお，健全性評価の結果から胴（炉心領域部材）の中性子照射脆化が原子炉の安

全性に影響を及ぼす可能性はないと考えるが，今後の原子炉の運転サイクル・照射

量を勘案して第 5回監視試験を実施する。 
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(2) ノズル等の疲労割れ（上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，ハウ

ジング，スタブチューブ，スタッドボルト，支持スカート） 

a．事象の説明 

上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，ハウジング，スタブチュ

ーブ，スタッドボルト，支持スカートについては，プラントの起動・停止時等に熱

過渡を受けることになるため，繰返しによる熱疲労が蓄積される可能性がある。 

 

b．技術評価 

① 健全性評価 

評価部位として，温度変化が大きく比較的大きな熱応力が発生する給水ノズル，

締付け力が加わる主フランジ（上鏡フランジ及び胴フランジ），スタッドボルト，

容器の自重が加わる下鏡及び支持スカートを選択し，設計建設規格に基づき評価

した。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点まで

の運転実績に基づき推定した以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，よ

り保守的*に設定した過渡回数以上を用いて実施した。  

*：評価条件として，主フランジ及びスタッドボルトについては，2011 年 3 月

から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9 月以降の過渡回数発生頻度

は実績の 1.5 倍を想定した。給水ノズル，下鏡及び支持スカートについては，

2011 年 3 月から 2019 年 8 月末まで冷温停止状態，2019 年 9 月以降の過渡回

数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

また，冷却材と接液する給水ノズル及び下鏡に対しては，使用環境を考慮した

疲労について，日本機械学会「発電用原子力設備規格 環境疲労評価手法 JSME S 

NF1-2009」に基づいて評価した。評価対象部位を図 2.3-5 に，評価用過渡条件を

表 2.3-4 に，評価結果を表 2.3-5 に示す。 

その結果，各部位の運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲

労割れの可能性は小さいと判断する。 

 



 

－
 
1
-
2
5
 
－
 

表 2.3-4 原子炉圧力容器評価用過渡条件 

運転条件 

運転実績に基づく過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 
60 年目推定過渡回数 

主フランジ， 

給水ノズル，下鏡，

支持スカート 

スタッドボルト*1 主フランジ*2 
給水ノズル，下鏡，

支持スカート*3 
スタッドボルト*1*2 

ボルト締付 26 8 48 － 31 

耐圧試験 72 14 132 135 74 

起動（昇温） 65 17 111 113 63 

起動（タービン起動） 65 17 111 113 63 

夜間低出力運転（出力 75 %） 67 － － 123 － 

週末低出力運転（出力 50 %） 115 － － 167 － 

制御棒パターン変更 96 － － 180 － 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 － － 1 － 

給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 0 － － 1 － 

スクラム（タービントリップ） 16 3 22 23 9 

スクラム（その他） 20 0 24 24 4 

停止 65 17 112 114 64 

ボルト取外 26 9 49 － 32 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 3 6 6 6 

*1：スタッドボルトは第 16 回定期検査（1998 年度）にて取替を実施 

*2：2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定 

*3：2011 年 3 月から 2019 年 8 月末まで冷温停止状態，2019 年 9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定 
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表 2.3-5 原子炉圧力容器の疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労解析（許容値：1以下） 

設計建設規格の疲労曲線 

による評価 

発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法による評価 

（環境を考慮） 

現時点 

（2016年 11月時点）

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60 年時点 

主フランジ 0.0103 0.0177 － 

スタッドボルト 0.0689 0.2526 － 

給水ノズル 0.0735 0.1270 0.6146 

下鏡 0.0234 0.0416 0.4475 

支持スカート 0.3297 0.5691 － 

 

 

スタッドボルト 

給水ノズル 

主フランジ 主フランジ 

支持スカート 

下鏡 

図 2.3-5 原子炉圧力容器 評価対象部位 
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② 現状保全 

主フランジ，スタッドボルト，給水ノズル，下鏡に対しては，供用期間中検査

にて超音波探傷検査を，支持スカートに対しては浸透探傷検査を実施し，有意な

欠陥がないことを確認している。また，供用期間中検査毎に漏えい検査を行い，

耐圧部の健全性を確認している。さらに，高経年化技術評価に合わせて，実過渡

回数に基づく評価を実施することとしている。なお，運転期間延長認可申請に際

して実施した特別点検において給水ノズルコーナー部に対しては渦流探傷検査を

行っており，異常のないことを確認している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果よりノズル等の疲労割れが発生する可能性は小さいと考えられ

る。ただし，疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し

評価する必要がある。 

また，供用期間中検査にて各部位の点検を実施しており，現状の保全は点検手

法として適切であると判断する。 

 

c．高経年化への対応 

ノズル等の疲労割れに対しては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後

60 年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 原子炉格納容器 

 

 

［対象機器］ 

2.1 原子炉格納容器本体 

2.2 機械ペネトレーション 

2.3 電気ペネトレーション 



 

東海第二で使用されている原子炉格納容器の部位は，本体及び貫通部に大きく分かれ，形

式等でグループ化すると以下のグループに分類されるため，これらについての技術評価を行

う。 

 

2.1 原子炉格納容器本体 

2.2 機械ペネトレーション 

2.3 電気ペネトレーション 

 



 

 

 

 

 

 

2.1 原子炉格納容器本体 
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① 原子炉格納容器 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉格納容器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 原子炉格納容器の主な仕様 

機器名称 重要度 

使用条件 

最高使用圧力（kPa） 最高使用温度（℃） 

ドライウェル
サプレッション

・チェンバ ドライウェル 
サプレッション

･チェンバ 

原子炉格納容器 
MS-1 

重*1 

310 

（内圧） 

 

14 

（外圧） 

310 

（内圧） 

 

14 

（外圧） 

171 104.5 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを

示す 
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2. 原子炉格納容器の技術評価 

  2.1 構造,材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の原子炉格納容器は，圧力抑制型格納容器であり 1個設置されている。 

原子炉格納容器は，円錐フラスタム形をしたドライウェルと，円筒形で内部に純水を

保有するサプレッション・チェンバ及び機器を支持する支持構造物等から構成される。 

ドライウェル及びサプレッション・チェンバの外表面（底部コンクリートマット部は

除く），内表面とも鋼板に塗装が施されている。 

東海第二の原子炉格納容器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉格納容器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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図 2.1-1 原子炉格納容器構造図

A-A 断面 

A A

③ 

① 

② 

⑯ 

⑮ 

⑭ 

⑤ 

⑰ 

⑧ 

⑨ 

㉑ 

㉓ 

④ 

⑱ 

⑥ 

⑳ 

⑦ 

⑨ 

㉒ 

No 部位 

① 上鏡 

② 円錐胴 

③ 
ダイアフラムフロア 

（ガーダ） 

④ 
ダイアフラムフロア 

ベローズ 

⑤ 主フランジボルト 

⑥ ガスケット 

⑦ スタビライザ 

⑧ 上部シアラグ 

⑨ スプレイヘッダ 

➉ コリウムシールド 

⑪ 格納容器床ドレンサンプ 

⑫ サポート 

⑬ アンカーボルト 

⑭ 
サプレッション･チェンバ本

体 

⑮ サンドクッション部（鋼板）

⑯ 
底部コンクリートマット 

（ライナープレート） 

⑰ 真空破壊弁 

⑱ リングガーダ 

⑲ 基礎ボルト 

⑳ 下部シアラグ 

㉑ ダウンカマパイプ 

㉒ クエンチャ 

㉓ ストレーナ 

 

A    A 

⑦ 

⑧ 

➉⑪⑫⑬ 

⑲ 
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表 2.1-1 原子炉格納容器主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 耐圧 

ドライウェル 

上鏡，円錐胴 炭素鋼 

ダイアフラムフロ

ア（ガーダ） 
炭素鋼 

ダイアフラムフロ

アベローズ 
エチレンプロピレンゴム 

主フランジボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 
スタビライザ 炭素鋼 

上部シアラグ 炭素鋼 

その他 その他 

スプレイヘッダ 炭素鋼 

コリウムシールド ジルコニア 

格納容器床ドレン

サンプ 
ステンレス鋼 

サポート ステンレス鋼 

アンカーボルト ステンレス鋼 

バウンダリ

の維持 耐圧 

サプレッショ

ン・チェンバ 

本体，サンドクッシ

ョン部（鋼板） 炭素鋼 

底部コンクリート

マット(ライナープ

レート) 
炭素鋼 

真空破壊弁 炭素鋼 

リングガーダ 炭素鋼 

機器の支持 支持 
基礎ボルト 低合金鋼 

下部シアラグ 炭素鋼 

その他 その他 

スプレイヘッダ 炭素鋼 

ダウンカマパイプ 炭素鋼 

クエンチャ ステンレス鋼 

ストレーナ ステンレス鋼 

 

表 2.1-2 原子炉格納容器の使用条件 

 ドライウェル サプレッション・チェンバ 

最高使用圧力 
310 kPa(内圧) 

 14 kPa(外圧) 

310 kPa(内圧) 

 14 kPa(外圧) 

最高使用温度 171 ℃ 104.5 ℃ 

内部流体 窒素 窒素，純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

  原子炉格納容器の機能である場合である格納容器外への放射性物質の漏えい防止機

能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

(3) その他 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉格納容器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（流体の種類，応力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり，想定される経年劣化事象を抽

出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることか

ら高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ドライウェル（上鏡，円錐胴），サプレッション･チェンバ本体（気中部），上部

及び下部シアラグの腐食（全面腐食） 

ドライウェル（上鏡，円錐胴），サプレッション･チェンバ本体（気中部）, 上部

及び下部シアラグの材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが，表面に塗装を施すこ

とにより腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐

食が発生する可能性は小さい。 

上述のうちドライウェル（円錐胴），上部及び下部シアラグの外表面は，直接目

視点検が出来ない構造であるが，上下に位置するドライウェル（上鏡）及びサプレ

ッション･チェンバ本体（気中部）の外表面について目視点検により塗膜の健全性

を確認しており，同様な材料及び使用環境であることから，腐食が発生する可能性

は小さい。 

また，定期的に原子炉格納容器全体漏えい率試験によりバウンダリの健全性を確

認するとともに，同試験前の可視範囲の目視点検において塗膜の健全性を確認して

いる。 

これまでに有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容

器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。 

したがって，ドライウェル（上鏡，円錐胴），サプレッション･チェンバ本体（気

中部），上部及び下部シアラグの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

事象ではないと判断する。 
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b. サプレッション･チェンバ本体（水中部）の腐食(全面腐食) 

サプレッション･チェンバ本体（水中部）の材料は炭素鋼であり腐食が予想され

るが，耐水性・密着性に優れたエポキシ系及びジンクリッチ等の塗装を施すことに

より腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が

発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，肉厚測定

を実施し有意な減肉がないことを確認しており，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容

器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。 

したがって，サプレッション･チェンバ本体（水中部）の腐食(全面腐食)は，高

経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 

 

c. 底部コンクリートマット（ライナープレート）の腐食（全面腐食） 

底部コンクリートマット（ライナープレート）の材料は炭素鋼であり腐食が予想

されるが，内表面は耐水性・密着性に優れたエポキシ系及びジンクリッチ等の塗装

を施すことにより腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていること

から，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，肉厚測定を

実施し有意な減肉がないことを確認しており，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

なお，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉格納容

器の鋼板の塗装に対して可視範囲の目視確認を実施した結果，原子炉格納容器の健

全性に影響を与えるような劣化は認められなかった。 

したがって，底部コンクリートマット（ライナープレート）の腐食（全面腐食）

は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 
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d. サンドクッション部（鋼板），リングガーダの腐食（全面腐食） 

サンドクッション部（鋼板），リングガーダの材料は炭素鋼であり腐食が予想さ

れるが，外表面は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。 

サンドクッション部（鋼板）については，外表面の埋設部について目視点検を実

施しており，有意な腐食のないことを確認している。 

また，サプレッション･チェンバ本体（水中部）の肉厚測定を実施し，有意な減

肉のないことを確認しており，このことからも，サンドクッション部（鋼板）に有

意な腐食がないことを確認している。 

なお，オイスタークリーク発電所において，原子炉格納容器上部からの漏えい水

がサンドクッション部に流入し，ドレン管が閉塞していたために当該部の胴板が腐

食した事例があるが，東海第二の原子炉格納容器上部は，溶接構造により漏えい水

の流れ込みを防止している。 

一方リングガーダは，直接目視による塗膜の状況は確認できないが、直上のサン

ドクッション部（鋼板）と同様な材料及び使用環境であることから，腐食の可能性

は小さく，今後も，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い｡ 

したがって，サンドクッション部（鋼板），リングガーダの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 

 

e. ダイアフラムフロア（ガーダ），スタビライザの腐食（全面腐食） 

ダイアフラムフロア（ガーダ）及びスタビライザの材料は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，通常運転中は窒素雰囲気中であること及び表面に塗装を施すことによ

り腐食を防止し，必要に応じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が発

生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ダイアフラムフロア（ガーダ），スタビライザの腐食（全面腐食）

は，高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 

 

f. 主フランジボルトの腐食（全面腐食） 

主フランジボルトは低合金鋼であり腐食が想定されるが，定期検査時にボルトを

取外した際の目視点検では有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 真空破壊弁の腐食（全面腐食） 

真空破壊弁の材料は炭素鋼であり腐食が想定されるが，通常運転中は窒素雰囲気

中であること及び表面に塗装を施すことにより腐食を防止し, 必要に応じて補修

塗装を行うこととしていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，真空破壊弁の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

h. ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイヘッダ及びダ

ウンカマパイプの腐食（全面腐食） 

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイヘッダ及びダ

ウンカマパイプの材料は炭素鋼であり腐食が想定される。 

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイヘッダの外面

及びダウンカマパイプの内外面は塗装を施すことにより腐食を防止し, 必要に応

じて補修塗装を行うこととしていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション・チェンバスプレイヘッダの内面

は塗装が施されていないが，長期保守管理方針に基づく保全計画に従い，2009 年

（第 24 回定期検査中）にファイバースコープを用いた配管内面点検を実施した結

果, 有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，ドライウェルスプレイヘッダ，サプレッション･チェンバスプレイ

ヘッダ及びダウンカマパイプの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき事

象ではないと判断する。 

 

i. ダイアフラムフロアベローズの硬化 

ダイアフラムフロアベローズは，エチレンプロピレンゴム製であり，硬化の発生

が想定される。ダイアフラムフロアベローズは重大事故等への対策として耐熱性を

向上した改良エチレンプロピレンゴムに交換するが，同一環境にテストピースを配

備することとしており，テストピースの定期的な硬度測定及び目視点検を実施して

いくことで，ダイアフラムフロアベローズの健全性が確認できる。 

また通常運転中の環境は旧ベローズのときと変化はなく，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ダイアフラムフロアベローズの硬化は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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j. ストレーナの閉塞 

非常用炉心冷却系ストレーナはポンプ起動時に，長期供用に伴いサプレッショ

ン･チェンバ内に堆積したデブリ等の影響で閉塞が想定される。しかし，サーベラ

ンスや定期検査において非常用炉心冷却機能の健全性確認を実施しており，これま

でストレーナの閉塞は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

なお，サプレッション･チェンバは清掃，目視点検を実施しており，炉心冷却機

能に影響を及ぼす閉塞が発生する可能性は小さい。 

また，更なる信頼性向上の観点から，第 23 回定期検査においてストレーナの閉

塞対策として同ストレーナの大型化を実施している。 

したがって，ストレーナの閉塞は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトは低合金鋼であり，基礎ボルト全体がコンクリートに埋設されている

ことから，コンクリートが中性化した場合に腐食の発生が想定されるが，実機コン

クリートにおけるサンプリング結果では中性化は殆ど確認されておらず，腐食が発

生する可能性はない。 

したがって，基礎ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. スタビライザ，上部及び下部シアラグの摩耗 

スタビライザ，上部及び下部シアラグは摺動部を有しているため摩耗が想定され

るが，地震等により摺動するものであり，発生回数が非常に少ないため，摩耗の進

展はない。 

したがって，スタビライザ，上部及び下部シアラグの摩耗は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

表 2.2-1(1/2)  原子炉格納容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 
消耗品・

定期取替品 材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ドライウェル（上鏡，円錐胴）  炭素鋼  △      *1: 水中部 

*2：気中部 

*3: 硬化 

サプレッション･チェンバ本体  炭素鋼  △*1*2      

底部コンクリートマット（ライナ

ープレート） 
 炭素鋼  △      

サンドクッション部（鋼板）  炭素鋼  △      

ダイアフラムフロア（ガーダ）  炭素鋼  △      

ダイアフラムフロアベローズ  エチレンプロピレンゴム      △＊3  

主フランジボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ ―        

真空破壊弁  炭素鋼  △      

リングガーダ  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト  低合金鋼  ▲      

スタビライザ  炭素鋼 ▲ △      

上部シアラグ  炭素鋼 ▲ △      

下部シアラグ  炭素鋼 ▲ △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

－
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表 2.2-1(2/2)  原子炉格納容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 部位 
消耗品・

定期取替品 材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ 熱時効 劣化

その他 その他 

ドライウェルスプレイヘッダ  炭素鋼  △      *1: 閉塞 

コリウムシールド  ジルコニア        

格納容器床ドレンサンプ  ステンレス鋼        

サポート  ステンレス鋼        

アンカーボルト  ステンレス鋼        

サプレッション・チェンバスプレ

イヘッダ  炭素鋼  △      

ダウンカマパイプ  炭素鋼  △      

クエンチャ  ステンレス鋼        

ストレーナ  ステンレス鋼       △＊1

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 

－
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2.2 機械ペネトレーション 

 

 

［対象機器］ 

① 配管貫通部（ベローズ式） 

② 配管貫通部（固定式） 

③ 機器搬入口 

④ エアロック 

⑤ ハッチ及びマンホール 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している機械ペネトレーションの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの機械ペネトレーションを部位，型式の観点からグループ化し，それぞれのグルー

プより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

部位，型式を分類基準とし，機械ペネトレーションを表 1-1 に示すとおりグループ化す

る。 

部位は，配管貫通部，機器搬入口，エアロック，ハッチ及びマンホールに分類され，配

管貫通部の型式は，ベローズ式，固定式に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，最高使用温度及び配管口径の観点から代表

機器を選定する。 

 

(1) 配管貫通部（ベローズ式） 

大口径で高温となる配管貫通部に使用されるもので，プラントの起動・停止時等の熱

膨張差による変位を吸収するため，ベローズを取付けている。ベローズ式については，

重要度及び最高使用温度が同等であり，配管口径の大きい主蒸気系（X-18A～D）を代表

機器とする。 

配管貫通部の構造図を，図 1-1 に示す。 

 

(2) 配管貫通部（固定式） 

低温又は小口径の配管貫通部で熱膨張差による変位のないもの，又は拘束部に発生す

る荷重が小さい場合に使用される。固定式については，重要度が同等であることから，

最高使用温度が高く，配管口径の大きい主蒸気隔離弁漏えい抑制系（X-200A，B）を代

表機器とする。 

なお，構造の相違により配管貫通部（固定式）を固定式-1 又は固定式-2 と称す。 

配管貫通部の構造図を，図 1-1 に示す。 

 

(3) 機器搬入口 

このグループには，格納容器機器搬入口ハッチ及びサプレッション・チェンバ機器搬

入口が属するが，重要度が同等であるため，最高使用温度の高い格納容器機器搬入口ハ

ッチを代表機器とする。 

 

(4) エアロック 

このグループには，パーソナルエアロックのみが属するため，これを代表機器とする。 
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(5) ハッチ及びマンホール 

このグループには，CRD 搬出入口ハッチのみが属するため，これを代表機器とする。 



 

 

－
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－
 

表 1-1（1/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
最高使用温度

（℃） 
配管口径
（A） 

配管貫通部 ベローズ式 

X-18A～D 主蒸気系 MS-1，重*2 302 650 ◎ 重要度 

X-17A，B 給水系 MS-1，重*2 302 500  最高使用温度 

X-20 残留熱除去系（供給） MS-1，重*2 302 500  口径 

X-6 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300   

X-8 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300   

X-12A～C 低圧注水系 MS-1，重*2 302 300   

X-19A，B 残留熱除去系（戻り） MS-1，重*2 302 300   

X-21 原子炉隔離時冷却系（蒸気供給) MS-1，重*2 302 250   

X-2 原子炉圧力容器ヘッドスプレイ MS-1，重*2 302 150   

X-14 原子炉冷却材浄化系 MS-1，重*2 302 150   

X-22 復水ドレン MS-1，重*2 302 80   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



 

 

－
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表 1-1（2/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
最高使用温度

（℃） 
配管口径
（A） 

配管貫通部 固定式-1 

X-38 再循環系ポンプシールパージ，格納容器計装，
主蒸気配管計装 

MS-1，重*2 302 25   

X-29D 再循環系サンプリング MS-1，重*2 302 25    

X-13 ほう酸水注入系 MS-1，重*2 302 40    

X-60 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*3    

X-62 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*3    

X-57 過酷事故時代替注水系，制御用空気系 MS-1，重*2 171 100    

X-52A，B 可燃性ガス濃度制御系，予備 MS-1，重*2 171 150    

X-76 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50    

X-10A～D 制御棒駆動水圧系（引抜） MS-1，重*2 66 20    

X-9A～D 制御棒駆動水圧系（挿入） MS-1，重*2 66 25    

X-58 脱塩水供給 MS-1，重*2 66 50    

X-55 制御用空気系，燃料プール水浄化系 MS-1，重*2 66 50    

X-107B ドライウェル除湿系 MS-1，重*2 66 150    

X-56 ドライウェル除湿系，制御用空気系，予備 MS-1，重*2 66 150    

X-71A，B 制御用空気系（真空破壊弁） MS-1，重*2 66 25    

X-69A，B 再循環系制御弁油圧駆動系 MS-1，重*2 80 25    

X-29C 原子炉圧力容器フランジ漏えい検出 MS-1，重*2 302 25    

X-30 主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25    

X-39 原子炉圧力容器計装，高圧炉心スプレイ系計装 MS-1，重*2 302 25    

X-40 格納容器計装，格納容器ガスモニタリング，主
蒸気配管計装，格納容器漏えい試験盤 

MS-1，重*2

 
302 25    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す   

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

 

－
 
2.
2-
5 
－
 

表 1-1（3/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
最高使用温度

（℃） 
配管口径
（A） 

配管貫通部

固定式-1 

X-41A，B 原子炉隔離時冷却系蒸気側配管計装 MS-1，重*2 302 25   

X-42 格納容器計装，主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25   

X-43 予備 MS-1，重*2 302 20   

X-44A～D ジェットポンプ計装 MS-1，重*2 302 25   

X-54A～D 再循環系計装 MS-1，重*2 302 25   

X-66A，B 
残留熱除去系配管計装，低圧炉心スプレイ系配
管計装，ボトムライナー漏えい検出 

MS-1，重*2 302 25  
 

X-87～90 蒸気流量計測 MS-1，重*2 302 25   

固定式-2 

X-200A，B 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1，重*2 302 100 ◎ 重要度 

X-3，79 不活性ガス系（排気） MS-1，重*2 171 500  最高使用温度 

X-53，80 不活性ガス系（給気） MS-1，重*2 171 500  口径 

X-203 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50   

X-4 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 135 350   

X-23 床ドレン系 MS-1，重*2 105 80   

X-24 機器ドレン系 MS-1，重*2 105 80   

X-32，35，36 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 600   

X-47，48 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 400   

X-31 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600   

X-34 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600   

X-49 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300   

X-63 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300   

X-77 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 88 50   

X-78 予備 MS-1，重*2 － 80   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

 



 

 

－
 
2.
2-
6 
－
 

表 1-1（4/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
最高使用温度

（℃） 
配管口径
（A） 

配管貫通部 固定式-2 

X-11A，B 残留熱除去系（格納容器スプレイ） MS-1，重*2 77 400   

X-25A，B 
残留熱除去系（サプレッション・チェンバスプレ
イ） 

MS-1，重*2 77 100   

X-33 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 77 200   

X-5，46 原子炉補機冷却系 MS-1，重*2 66 200   

X-26 予備 MS-1，重*2 － 400*3   

X-59 予備 MS-1，重*2 － 400*3   

X-106A 予備 MS-1，重*2 －   300*3   

X-7 予備 MS-1，重*2 －   300*3   

X-67 予備 MS-1，重*2 － 300   

X-29A，B γラジエーションセンサ CH-A（CH-B） MS-1，重*2 171 250*3   

X-201A，B 
X-202A，B 

予備 MS-1，重*2 － 80*3   

X-37A，B 予備 MS-1，重*2 － 50*3   

X-64A～D サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2   104.5 50   

X-83 サンプリング系 MS-1，重*2   104.5 20   

X-65，68 予備 MS-1，重*2 － 50*3   

X-70 サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2   104.5 50   

X-73～75 サンプリング系 MS-1，重*2 171 20   

X-82 サンプリング系 MS-1，重*2 171 50   

X-27A～F 移動式炉心内校正装置ドライブ MS-1，重*2  66 10   

X-81 予備 MS-1，重*2 － 40   

X-84A～D， 
X-85A，B X-86A～D

原子炉水位および圧力計測 MS-1，重*2 302 25   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

 

－
 
2.
2-
7 
－
 

表 1-1（5/5） 機械ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

 分類基準 
ペネトレーション

番号 
使用用途 

選定基準 
選定 選定理由 

部位 型式 重要度*1 
最高使用温度

（℃） 
胴内径
（mm）

機器搬入口 － 
X-15 格納容器機器搬入口ハッチ MS-1，重*2 171 3，658 ◎ 重要度 

X-51 サプレッション・チェンバ機器搬入口 MS-1，重*2   104.5 1，982  最高使用温度 

エアロック － X-16 パーソナルエアロック MS-1，重*2 171 2，400 ◎  

ハッチ及びマ

ンホール 
－ 

X-28 CRD搬出入口ハッチ MS-1，重*2 171 547.6 ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す



 

－ 2.2-8 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ベローズ式】 

図 1-1 配管貫通部構造図 

【固定式-1】 

 

原子炉格納 
容器（内側） 

原子炉格納 
容器（内側） 

原子炉格納 
容器（内側） 

原子炉格納
容器（外側） 

【固定式-2】 

原子炉格納
容器（外側） 

原子炉格納
容器（外側） 

原子炉
格納容器 

原子炉
格納容器 

原子炉
格納容器 

管台 ベローズ

管台

管台

配管 

配管 

ベローズ部詳細 

ベローズカバー

配管
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1 章で代表機器とした以下の機械ペネトレーションについて技術評価を実施す

る。 

① 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式） 

② 主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2） 

③ 格納容器機器搬入口ハッチ 

④ パーソナルエアロック 

⑤ CRD 搬出入口ハッチ 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 配管貫通部（ベローズ式，固定式-2） 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管

貫通部（固定式-2）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管

貫通部（固定式-2）主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

－ 2.2-10 － 

  
 

  No. 部位 

① 管台 

② ベローズ 

No. 部位 

① 管台 

主蒸気系配管貫通部（ベローズ式） 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式） 

図 2.1-1 配管貫通部構造図 

①  

② 

①  

原子炉格納容器 

内側 外側 

内側 外側 

ベローズ部詳細

ベローズカバー

原子炉
格納容器 

配管



 

－ 2.2-11 － 

 

 

表 2.1-1 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

配管貫通部（固定式-2）主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
配管貫通部 部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 主蒸気系配管貫通部 

（ベローズ式） 

管台 炭素鋼 

ベローズ ステンレス鋼 

主蒸気隔離弁 

漏えい抑制系 

（固定式-2） 

管台 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

配管貫通部（固定式-2）の使用条件 

配管貫通部 
主蒸気系配管貫通部 

（ベローズ式） 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

配管貫通部（固定式-2） 

最高使用圧力＊１ 8.62 MPa 8.62 MPa 

最高使用温度＊１ 302 ℃ 302 ℃ 

    ＊1：貫通配管の使用条件 

 

 



 

－ 2.2-12 － 

2.1.2 格納容器機器搬入口ハッチ 

(1) 構造 

東海第二の格納容器機器搬入口ハッチは円筒型であり，原子炉格納容器に 1個設置

されている。 

格納容器機器搬入口ハッチの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器機器搬入口ハッチ主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件

を表 2.1-4 に示す。 



 

－ 2.2-13 － 

 

No. 部位 

① 胴 

② 蓋 

③ ガスケット

④ 取付ボルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 格納容器機器搬入口ハッチ構造図

CRD 搬出入口 
ハッチにて評価 

④ 

② 

③ 

① 

原子炉格納容器 

内側 外側 



 

－ 2.2-14 － 

 

表 2.1-3 格納容器機器搬入口ハッチ主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴 炭素鋼 

蓋 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 格納容器機器搬入口ハッチの使用条件 

最高使用圧力 
310 kPa（内圧） 

 14 kPa（外圧） 

最高使用温度 171 ℃ 

 



 

－ 2.2-15 － 

2.1.3 パーソナルエアロック 

(1) 構造 

東海第二のパーソナルエアロックは円筒 2重扉式であり，原子炉格納容器に 1個設

置されている。 

胴と原子炉格納容器の内側及び外側に1枚ずつ設けられた扉により構成された構造

となっている。 

東海第二のパーソナルエアロックの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のパーソナルエアロック主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表

2.1-6 に示す。 



 

－ 2.2-16 － 

  

No. 部位 

① 胴 

② 扉 

③ ガスケット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 パーソナルエアロック構造図

③ 

① 

② ② ③ 

原子炉格納容器 

内側 外側 



 

－ 2.2-17 － 

 

表 2.1-5 パーソナルエアロック主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴 炭素鋼 

扉 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

 

 

表 2.1-6 パーソナルエアロックの使用条件 

最高使用圧力 
310 kPa（内圧） 

 14 kPa（外圧） 

最高使用温度 171 ℃ 

 



 

－ 2.2-18 － 

2.1.4 CRD 搬出入口ハッチ 

(1) 構造 

東海第二の CRD 搬出入口ハッチは円筒型であり，原子炉格納容器（格納容器機器搬

入口ハッチ）に 1個設置されている。 

CRD 搬出入口ハッチの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の CRD 搬出入口ハッチ主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 



 

－ 2.2-19 － 

  

No 部位 

① 胴 

② 蓋 

③ ガスケット

④ 取付ボルト

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 CRD 搬出入口ハッチ構造図

④ 
① 

② 

③ 

内側 外側 

格納容器機器搬入口ハッチ 



 

－ 2.2-20 － 

 

表 2.1-7 CRD 搬出入口ハッチ主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴 炭素鋼 

蓋 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-8 CRD 搬出入口ハッチの使用条件 

最高使用圧力 
310 kPa（内圧） 

 14 kPa（外圧） 

最高使用温度 171 ℃ 

 



 

－ 2.2-21 － 

2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

機械ペネトレーションとしての機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

機械ペネトレーションについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（圧力，温度）及び現在までの運転

経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. ベローズの疲労割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）［共通］ 

機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台，胴，蓋，扉）の材料は炭素鋼であり，

腐食が発生する可能性がある。 

しかしながら，機械ペネトレーションの内外面の表面は，塗装を施しているため，

腐食が発生する可能性は小さい。耐圧構成品のうち，気中部に設置されている機械

ぺネトレーション（管台の内表面及び胴の外表面）は，一部直接目視できない構造

であるが，管台又は胴が取り付けられているドライウェル（円錐胴）及びサプレッ

ション・チェンバ本体（気中部）の内外表面について目視点検により塗膜の健全性

を確認しており，同様な材料及び使用環境であることから，腐食の発生する可能性

は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は，必要

に応じ補修塗装を実施することとしている。 

機械ペネトレーションの耐圧構成品については，定期検査時の原子炉格納容器漏

えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確認しており，これまでの検査にお

いて異常は認められていない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［格納容器機器搬入口ハッチ，CRD 搬出入口ハッチ］ 

取付ボルトの材料は炭素鋼であり，大気に接触していることから腐食が想定され

るが，開放点検時に手入れ・清掃を行うことにより健全性は維持されている。 

これまでの点検結果から有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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c. ベローズの貫粒型応力腐食割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 

ベローズの材料はステンレス鋼であり， 大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオ

ンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，ベローズは大気が

接触し難いカバー構造であること及び原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表

箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施しており，その結果によ

り必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，ベローズの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象外） 

 

a. 管台の疲労割れ［主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2）］ 

管台は内部流体の温度変化に伴い疲労が蓄積することが想定されるが，固定式配

管貫通部の内部流体温度は低く，温度変動幅も小さく，通常運転時は原子炉格納容

器内温度と同程度であるため有意な熱過渡を受けることはない。 

したがって，管台の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

 



 

 

－
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表 2.2-1（1/4） 配管貫通部（ベローズ式・固定式-2）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 管台  炭素鋼  △ ▲*1     *1:固定式-2 

*2:貫粒型応力腐

食割れ ベローズ  ステンレス鋼   ○ △*2    

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



 

 

－
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表 2.2-1（2/4） 格納容器機器搬入口ハッチに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴  炭素鋼  △      
 

蓋  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
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表 2.2-1（3/4） パーソナルエアロックに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴  炭素鋼  △      
 

扉  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 

 



 

 

－
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表 2.2-1（4/4） CRD 搬出入口ハッチに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部品 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ 熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 胴  炭素鋼  △      
 

蓋  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) ベローズの疲労割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 

a. 事象の説明 

主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）のベローズは，プラントの起動・停止等の熱過

渡により，疲労が蓄積される可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

疲労評価は，図 2.3-1 に示す評価部位に対して日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，「設計・建

設規格」という）に基づき疲労評価した。 

過渡回数は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年度 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した2016年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，

より保守的*に設定した過渡回数とした。評価用過渡条件を表 2.3-1 に示す。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過度回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

この結果，表 2.3-2 に示すとおり，疲労累積係数は運転開始後 60 年時点において

も許容値以下であり，疲労割れ発生の可能性は小さいと判断する。 

 

② 現状保全 

主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）のベローズについては，定期検査時の原子炉

格納容器漏えい率検査において，バウンダリ機能の健全性を確認している。 

また，高経年化技術評価に合わせて実過渡回数に基づく評価を実施することとし

ている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果より，疲労割れが発生する可能性は十分小さいと考えるが，疲労

評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評価する必要がある。 

また，当該部は，定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査によりバウンダ

リ機能の健全性は確認可能であることから，現状の保全は点検手法として適切であ

ると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）の疲労割れについては，高経年化対策の観点か

ら留意すべき項目はない。  

今後も，定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査を実施していくとともに，

継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年時点の推定過渡回数を上回らない

ことを確認する。 
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図 2.3-1 主蒸気配管貫通部（ベロ－ズ式）の疲労評価部位 

ベローズ 
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表 2.3-1 主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）の評価用過渡条件 

運転条件 

運転実績に基づく 

過渡回数 

（2016年 11月時点） 

60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

表 2.3-2 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価結果 

貫通部 部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数 

（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 
60 年時点 

主蒸気配管貫通部 ベローズ 0.0043 0.0071 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

   ① 配管貫通部（主蒸気系（ベローズ式）及び主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部以 

外） 

② サプレッション・チェンバ機器搬入口 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. ベローズの疲労割れ［主蒸気系以外の配管貫通部（ベローズ式）］ 

代表機器以外の配管貫通部（ベローズ式）のうち，プラントの起動・停止等，運転状

態の変化に伴う配管熱移動の影響が大きいと判断される部位は，給水系配管貫通部であ

る。この部位に対して代表機器と同様の評価を行い，表 3.3-1 に示すとおり問題のない

ことを確認した。 

その他の配管貫通部（ベローズ式）についても通常運転中は待機状態にある，又は原

子炉圧力容器と同時加圧・加温されており，主蒸気系及び給水系の疲労評価結果から問

題ないと考えられるため，配管貫通部（ベローズ式）の疲労割れに対しては，高経年化

対策の観点から留意すべき項目はないと判断する。 

今後も，定期検査時の原子炉格納容器全体漏えい率検査を実施していくとともに，給

水系配管貫通部（ベローズ式）については，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開

始後 60 年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
 

表 3.3-1 給水系配管貫通部（ベローズ式）の疲労評価結果 

貫通部 部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数 

（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価 

現時点 

（2016 年 11 月時点） 

運転開始後 

60 年時点 

給水系配管貫通部 ベローズ 0.0039 0.0064 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）［ドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・

チェンバ本体（気中部）に設置される機械ぺネトレーション共通］ 

代表機器と同様，機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台，胴，蓋，扉）の

材料は炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。しかしながら，機械ペネト

レーションの内外面の表面は，塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は

小さい。 
耐圧構成品のうち，気中部に設置されている機械ペネトレーション（管台の内

表面又は胴の外表面）は，一部直接目視できない構造であるが，管台又は胴に取

り付けられているドライウェル（円錐胴）及びサプレッション・チェンバ本体（気

中部）の内外表面について目視点検により塗膜の健全性を確認しており，同様な

材料及び使用環境であることから，腐食の発生する可能性は小さい。 
機械ペネトレーションの耐圧構成品［ドライウェル（円錐胴）及びサプレッシ

ョン・チェンバ本体（気中部）に設置される機械ぺネトレーション共通］につい

ては，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全

性を確認しており，これまでの検査において異常は認められていない。 
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 耐圧構成品の腐食（全面腐食）［サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサ

ンドクッション部）に設置される機械ぺネトレーション共通］ 

サプレッション・チェンバ本体（水中部及びサンドクッション部）に設置され

る機械ペネトレーションの耐圧構成品（管台）の材料は炭素鋼であり，腐食が発

生する可能性がある。 
しかしながら，機械ペネトレーション（管台のうち，サプレッション・チェン

バ本体（水中部及びサンドクッション部））の外表面は，塗装を施しているため，

腐食が発生する可能性は小さい。このうち，サンドクッション部に設置されてい

る機械ペネトレーション（管台）は，直接目視できない構造であるが，管台が取

り付けられているサプレッション・チェンバ本体（気中部）の外表面について目

視点検により塗膜の健全性を確認しており，同様な材料及び使用環境であること

から，腐食の発生する可能性は小さい。 
機械ペネトレーション（管台のうち，サプレッション・チェンバ本体（水中部））

の内表面は，溶接継手により接続される配管又は弁の内表面と同様な材料及び使

用環境である。弁等の機器点検時に弁内面を確認しており，これまで有意な腐食

は確認されていない。 
機械ペネトレーションの耐圧構成品［サプレッション・チェンバ本体（水中部

及びサンドクッション部）に設置される機械ペネトレーション共通］については，

定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査においてバウンダリ機能の健全性を確

認しており，これまでの検査において異常は認められていない。 
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
 

c. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［サプレッション・チェンバ機器搬入口］ 

代表機器と同様，取付ボルトの表面は，ねじ部を除き塗装を施しているため，

腐食が発生する可能性は小さい。 
また，目視点検等にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要

に応じ補修を実施している。ねじ部については組立時にグリースの塗布を施して

おり，腐食の発生する可能性は小さい。 
これまでに有意な腐食は確認されておらず，今後もこの傾向が変化する要因は

考え難い。 
したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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d. ベローズの貫粒型応力腐食割れ［主蒸気系以外の配管貫通部（ベロ－ズ式）共通］ 

代表機器と同様，ベローズの材料はステンレス鋼であり， 大気中の海塩粒子に

含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定される

が，ベローズは大気が接触し難いカバー構造であること及び原子炉建屋内機器の

塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実

施しており，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施す

ることとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防

止している。 

したがって，ベローズの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 管台の疲労割れ［配管貫通部（固定式-1，2）共通］ 

代表機器と同様，固定式配管貫通部の内部流体温度は低く，温度変動幅も小さ

く，通常運転時は格納容器内温度と同程度であるため有意な熱過渡を受けること

はないと考えられる。 

したがって，管台の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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2.3 電気ペネトレーション 
 

 

〔対象電気ペネトレーション〕 

① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

② 制御用モジュール型電気ペネトレーション 

③ 計測用モジュール型電気ペネトレーション 

④ 制御棒位置指示用モジュール型電気ペネトレーション 

⑤ 低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

⑥ 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 
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１．対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している電気ペネトレーションの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの電気ペネトレーションを型式及びシール材料の観点からグループ化し，それぞ

れのグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及びシール材料を分類基準とし，電気ペネトレーションを表 1-1 に示すとおりグ

ループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，電気ペネトレーションの重要度及び接続機器の重

要度の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) モジュール型電気ペネトレーション（シール材料：エポキシ樹脂） 

このグループには，核計装用，制御用，計測用，制御棒位置指示用，低圧動力用モ

ジュール型電気ペネトレーションが属するが，電気ペネトレーションの重要度は同等

であることから，接続機器の原子炉保護上の重要度が高く，事故時機能要求がある核

計装用モジュール型電気ペネトレーションを代表機器とする。 

 

(2) モジュール型電気ペネトレーション（シール材料：エチレンプロピレンゴム） 

このグループには，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのみが属するた

め，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションを代表機器とする。 

 

 



 

 

－
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表 1-1 電気ペネトレーションのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
ペネトレーション 

番号 
使用用途 

仕様 

呼び径 

選定基準 

選定 選定理由 

型式 シール材料 
電気ペネトレーション

の重要度*1 

接続機器の

重要度*1 

モジュール型

エポキシ樹脂 

X-100A,B,C,D 核計装用 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

◎ 
電気ペネトレーシ
ョンの重要度 
接続機器の重要度 

X-102A,B 

制御用 

300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

 

X-106B 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-107A 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-103 

計測用 

300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-105C 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-230 300A 
MS-1 
重*2 

MS-1 
重*2 

  

X-104A,B,C,D 制御棒位置指示用 300A 
MS-1 
重*2 

MS-3   

X-105A,B,D 低圧動力用 300A 
MS-1 

重*2 

MS-1 

重*2 
  

エチレンプロピ
レンゴム 

X-101A,B,C,D 高圧動力用 450A 
MS-1 
重*2 

PS-3 ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1 章で代表機器とした以下のモジュール型電気ペネトレーションについて技術

評価を実施する。 

① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

② 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

(1) 構造 

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，原子炉格納容器外側に

電線をエポキシ樹脂でシールしたモジュールをヘッダに固定した構造となっている。 

モジュールは，モジュール内にエポキシ樹脂による 2重のシール部を設けた構造と

なっており，貫通している電線内部の導線部分を通して，漏えいが発生しないように

シール内部で電線同士を接続部（コネクタ）にて接続している。 

なお，モジュール内の 2重シール同士の中間部は中空で，この部分を窒素で加圧す

ることで，シール部の気密確認が出来る構造となっている。 

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーションの構造図を図2.1-1に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の核計装用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① ヘッダ ⑥ シール部 

② 取付ボルト ⑦ 接続部（コネクタ） 

③ アダプタ ⑧ 電線 

④ スリーブ ⑨ O リング 

⑤ モジュール   

 

図 2.1-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション構造図 

 原子炉格納容器外側   原子炉格納容器内側  

④ ③ 

 

① 

② 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑥ 

⑤ 

 2 重シール内側  2 重シール外側  
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表 2.1-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

通電・絶縁性能 

の確保 
エネルギー伝達

電線 銅，架橋ポリエチレン 

接続部(コネクタ) 銅 

通電・絶縁性能の 

確保及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部 エポキシ樹脂 

バウンダリの維持 耐圧 

ヘッダ ステンレス鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

モジュール ステンレス鋼 

アダプタ 炭素鋼  

スリーブ 炭素鋼 

O リング エチレンプロピレンゴム 

 

 

表 2.1-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

周囲温度* 
65.6 ℃ 

(最高) 

171 ℃ 

(最高) 

235 ℃ 

(最高) 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 
0.040 Gy/h 

（最大） 

2.6×102 kGy  

(最大積算値)  

640 kGy 

(最大積算値) 
  *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.1.2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

(1) 構造 

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは，原子炉格納容器内

外に電線をエチレンプロピレンゴムでシールしたパイプをヘッダに固定した構造と

なっている。 

パイプは，パイプ内にエチレンプロピレンゴムによるシール部を設けた構造とな

っており，シール内部で電線と導体を接続スリーブにて接続している。 

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの構造図を図 2.1-2 に

示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料を

表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 No. 部位 

① 電線 ⑤ アダプタ 

② 接続スリーブ ⑥ ヘッダ 

③ シール部 ⑦ パイプ 

④ スリーブ ⑧ 導体 

 

図 2.1-2 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション構造図

 ⑤ 

⑧ ② ③ 

④ ⑥ 

⑦ 
① 

 

 原子炉格納容器外側   原子炉格納容器内側  
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表 2.1-3 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

通電・絶縁性能 

の確保 
エネルギー伝達

導体 銅 

電線 銅，エチレンプロピレンゴム 

接続スリーブ 銅 

通電・絶縁性能の 

確保及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部 エチレンプロピレンゴム 

バウンダリの維持 耐圧 

スリーブ 炭素鋼 

アダプタ 炭素鋼 

ヘッダ ステンレス鋼 

パイプ ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

周囲温度* 
65.6 ℃ 

(最高) 

171 ℃ 

(最高) 

235 ℃ 

(最高) 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 
0.040 Gy/h 

（最大） 

2.6×102 kGy 

(最大積算値) 

640 kGy 

(最大積算値) 
  *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

電気ペネトレーションの機能である通電及びバウンダリ機能の達成に必要な項目

は以下のとおり。 
(1) 通電・絶縁性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

電気ペネトレーションについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（圧力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した。（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 
 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

電気ペネトレーションには消耗品及び定期取替品はない。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 
想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 
なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 
 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 
この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. シール部及び電線の絶縁特性低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

b. シール部の劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

c. O リングの劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

d. シール部の劣化による気密性の低下［高圧動力用モジュール型電気ペネトレ 

  ーション］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 

a．電線及び接続部（コネクタ）［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］の導

通不良 

電線に大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点の接続部（コネクタ）の外れ

等により導通不良が想定されるが，電線単体には外部からの大きな荷重は作用しな

い構造となっており，導通不良が発生する可能性はない。 

したがって，電線及び接続部（コネクタ）の導通不良は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b．スリーブ及びアダプタ［共通］の腐食（全面腐食） 

スリーブ及びアダプタは，炭素鋼であるため，腐食が想定されるが，塗装が施さ

れており，腐食進行の可能性はない。 

したがって，スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/2) 核計装用モジュール型電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

通電・絶縁性

能の確保 

エネルギー

伝達 

電線  銅，架橋ポリエチレン     ○ ▲   
*1：気密性の 

  低下 

接続部(コネクタ)  銅      ▲   

通電・絶縁 

性能の確保 

及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部  エポキシ樹脂     〇   ○*1 

バウンダリの

維持 
耐圧 

ヘッダ  ステンレス鋼         

取付ボルト  ステンレス鋼         

モジュール  ステンレス鋼         

アダプタ  炭素鋼  ▲       

スリーブ  炭素鋼  ▲       

O リング  エチレンプロピレンゴム        ○*1 

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/2) 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

通電・絶縁性

能の確保 

エネルギー

伝達 

導体  銅         
*1：気密性の 

  低下 

電線  
銅，エチレンプロピレン

ゴム 
        

接続スリーブ  銅         

通電・絶縁 

性能の確保 

及びバウンダ

リの維持 

耐圧，絶縁 シール部  エチレンプロピレンゴム        ○*1 

バウンダリの

維持 
耐圧 

スリーブ  炭素鋼  ▲       

アダプタ  炭素鋼  ▲       

ヘッダ  ステンレス鋼         

パイプ  ステンレス鋼         

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) シール部及び電線の絶縁特性低下［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部に使用しているエポキシ

樹脂及び電線の絶縁体で使用している架橋ポリエチレンは有機物であるため，熱的，

放射線，機械的，電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下

を起こす可能性があり，経年劣化に対する評価が必要である。 

ただし，核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機

械的劣化，電圧が低いことから電気的劣化，密封状態であることから環境的劣化につ

いては影響を受けないと考えられる。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下

要因としては，熱及び放射線による物性変化により，モジュール，電線等との接着力

が低下し，接着面の隙間から大気中の湿気が電気ペネトレーション内部に浸入する可

能性がある。 

このため，浸入した湿気により，電気的絶縁特性の低下に伴う信号伝送特性の低下

現象として現れる。 

図 2.3-1 に想定される湿気の浸入予想ルートを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 湿気の浸入予想ルート 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した絶

縁特性低下の評価は，IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E 

Equipment for Nuclear Power Generating Stations」（以下，「IEEE Std.323-1974」

という）及び IEEE Std.317-1976「IEEE Standard for Electric Penetration 

Assemblies in Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations 」

（以下，「IEEE Std.317-1976」という）の規格をもとに行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（耐電圧試験） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

加振試験 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（地震時を模擬） 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-2 に示す長期健

全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーショ

ンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件＊及び重大事故

等時条件＊を包絡しており，試験結果は，表 2.3-2 に示すとおり，耐電圧試験の判

定基準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-2 に示すとおり，耐電圧試験の判定基準を満足しており，

核計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準

事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.79 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても絶縁

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても絶縁性能は維持できると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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表 2.3-1 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の最大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高温度

171 ℃*2，最高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

最高温度約 135 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの最

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て，最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している。 
*1:原子炉格納容器内の実測値をもとに設定した温度におけるシール部，電線部の温度 

解析値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時における電線部の温度解析値 

 *4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-2 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の耐電圧試験結果 

試験内容 判定基準＊ 結果 

耐電圧 
AC 720 V を 4 秒間印加 

絶縁破壊しないこと 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低

下に対しては，点検時に絶縁測定及び機器の動作試験を実施し，有意な絶縁特性の

低下がないことを確認している。 

さらに，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により，気密性が確保されて

いることを確認しており，有意な湿気の浸入がないことを確認している。 

また，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線に有意な

絶縁特性低下が認められた場合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシ

ール部及び電線の絶縁特性低下の可能性は低く，さらに，絶縁特性低下は機器点検

時に実施する絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査によ

り把握は可能と考える。今後も点検時に絶縁抵抗測定を行うことで，異常の有無を

把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁特性低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はない。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器 

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行 

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設 

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め 

て設定する。 

今後も点検時に絶縁抵抗測定，機器の動作試験及び原子炉格納容器漏えい率検査を

実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修等を

行うこととする。 
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(2) シール部の劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部に使用しているエポキシ

樹脂は有機物であるため，熱的，放射線，機械的，電気的，環境的要因により，経年

的に劣化が進行し，リークを起こす可能性があり，経年劣化に対する評価が必要であ

る。 

ただし，核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機

械的劣化，電圧が低いことから電気的劣化，密封状態であることから環境的劣化につ

いては影響を受けないと考えられる。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の劣化による気密性の低

下は，熱及び放射線による物性変化により，鋼材，導体等との接着力が低下すること

によるもので，この結果，プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰

り返すことにより相互間でのはく離が生じ，リークを生じる。 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気

密性低下の評価は，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317-1976 の規格をもとに行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 
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核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-3 に示す長期健

全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-3 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーショ

ンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件＊及び重大事故

等時条件＊を包絡しており，試験結果は，表 2.3-4 に示すとおり，気密試験の判定

基準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-4 に示すとおり，気密試験の判定基準を満足しており，核

計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.79 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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表 2.3-3 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の最大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高温度

171 ℃*2，最高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

最高温度約 74.5 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの最

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て，最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している。 

*1:原子炉格納容器内の実測値をもとに設定した温度におけるシール部，電線部の温度 

解析値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値 

 *4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-4 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果 

試験内容 判定基準＊ 測定値 結果 

気密試験 
リーク量測定 

1×10-6 cc/sec  6.8×10-9 cc/sec 以下 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対して

は，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，原子炉格納容器全体の漏

えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認している。 

なお，原子炉格納容器漏えい率検査の結果，有意な気密性の低下が認められた場

合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシ

ール部の気密性低下の可能性は低く，さらに，気密性低下は定期検査時に実施する

原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。今後も原子炉格納容

器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより，シール部の経年劣化

による気密性の異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切で

ある。 

 

c. 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては，

高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め

て設定する。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に

応じて補修等を行うこととする。 
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(3) O リングの劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのOリングに使用しているエチレンプ

ロピレンゴムは有機物であるため，熱的，放射線，機械的，電気的，環境的要因によ

り，経年的に劣化が進行し，リークを起こす可能性があり，経年劣化に対する評価が

必要である。 

ただし，核計装用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから機

械的劣化，密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えられ

る。 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのOリングの劣化による気密性低下要

因としては，熱及び放射線による物性変化により，O リングのシール性能が低下する

もので，この結果，プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を繰り返す

ことにより Oリングのシール部分からリークを生じる。 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した気

密性低下の評価は，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317-1976 の規格をもとに行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 

 

 

 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（気密試験） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

加振試験 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（地震時を模擬） 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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核計装用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-4 に示す長期健

全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-5 に示すとおり核計装用モジュール型電気ペネトレーショ

ンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件＊及び重大事故

等時条件＊を包絡しており，試験結果は，表 2.3-6 に示すとおり，気密試験の判定

基準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-6 に示すとおり，気密試験の判定基準を満足しており，核

計装用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.79 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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表 2.3-5 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の最大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121 ℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 40 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高温度

171 ℃*2，最高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

最高温度約 74.5 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの最

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て，最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している。 
*1:原子炉格納容器内の実測値をもとに設定した温度におけるシール部，電線部の温度 

解析値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値 

 *4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-6 核計装用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果 

試験内容 判定基準＊ 測定値 結果 

気密試験 
リーク量測定 

1×10-6 cc/sec 6.8×10-9 cc/sec 以下 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性の低下に対し

ては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，原子炉格納容器全体の

漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認している。 

なお，原子炉格納容器漏えい率検査の結果，有意な気密性の低下が認められた場

合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシ

ール部の気密性低下の可能性は低く，さらに，気密性低下は定期検査時に実施する

原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可能と考えられる。今後も原子炉格納容

器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことにより，シール部の経年劣化

による気密性の異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切で

ある。 

 

c. 高経年化への対応 

核計装用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対しては，

高経年化対策の観点から現状の保全に追加すべき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め

て設定する。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に

応じて補修等を行うこととする。 
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(4) シール部の劣化による気密性の低下［高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション］ 

a. 事象の説明 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部及び電線の絶縁体とし

て使用しているエチレンプロピレンゴムは有機物であるため，熱的，放射線，機械的，

電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行し，リークを起こす可能性があり，

経年劣化に対する評価が必要である。 

ただし，高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは静止機器であることから

機械的劣化，密封状態であることから環境的劣化については影響を受けないと考えら

れる。 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の劣化による気密性の

低下は，熱及び放射線による物性変化により，鋼材，導体等との接着力が低下するこ

とによるもので，この結果，プラント運転・停止による温度変化のため膨張と収縮を

繰り返すことにより相互間でのはく離が生じ，リークを生じる。  

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期間の経年劣化を考慮した

気密性低下の評価は，IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.317-1976 の規格をもとに

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-5 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験手順 
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熱サイクル試験 

供試体 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（気密試験） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

加振試験 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（地震時を模擬） 

（起動停止回数相当の熱サイクル） 
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高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションについては，図 2.3-5 に示す長期 

健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-7 に示すとおり高圧動力用モジュール型電気ペネトレーシ

ョンの 60 年間の通常運転期間における使用条件，設計基準事故時条件＊及び重大事

故等時条件＊を包絡しており，試験結果は，表 2.3-8 に示すとおり，気密試験の判

定基準を満足している。 

重大事故等時における健全性評価にあたっては，重大事故等時の温度条件をもと

に評価部位における温度を解析により求め評価に用いた。 

本試験結果は，表 2.3-8 に示すとおり，気密試験の判定基準を満足しており，高

圧動力用モジュール型電気ペネトレーションは，60 年間の通常運転期間，設計基準

事故時及び重大事故等時雰囲気において気密性能は維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレー

ションを用いた健全性試験において，重大事故等時条件を上回る圧力（0.77 MPa)

にて気密に対する健全性が確認されていることから重大事故等時においても気密

性能は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される最大応答加速度 9.69 G については，加振試験条件

に包絡されていないが，同等形のモジュール型電気ペネトレーションを用いた加振

試験において，東海第二の最大応答加速度を上回る加速度 20 G にて健全性が確認

されていることから重大事故等時においても気密性能は維持できると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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表 2.3-7 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

熱サイクル試験 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量 

800 kGy 

東海第二で想定される線量 約 281 kGy（60 年間の

通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に設計基準事

故時の最大積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約 661 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 21 kGy に重大

事故等時の最大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

加速熱劣化 121℃×7日間 
東海第二通常運転時の温度 43 ℃*1に対して 60 年

間の通常運転期間を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.43 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高温度

171 ℃*2，最高圧力 0.31 MPa*2及び重大事故等時の

最高温度約 77.5 ℃*3を包絡する。 

なお，重大事故等時の最高圧力 0.62 MPa*4 は同等

のモジュール型電気ペネトレーションを用いた特

性確認試験にて最高圧力を上回る圧力にて健全性

を確認している。 

加振試験 1.36 G 

東海第二で想定される電気ペネトレーションの最

大応答加速度 9.69 G に対しては，同等形のモジュ

ール型電気ペネトレーションを用いた加振試験に

て，最大応答加振度を上回る加速度 20 G にて健全

性を確認している 
*1:原子炉格納容器内の実測値をもとに設定した温度におけるシール部の温度解析値に 

通電による温度上昇分を加えた値 

*2:設計基準事故時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

*3:重大事故等時におけるシール部の温度解析値に通電による温度上昇値分を加えた値 

*4:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件設計値 

 

 

表 2.3-8 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションの長期健全性試験の気密試験結果 

試験内容 判定基準＊ 測定値 結果 

気密試験 
リーク量測定 

1×10-6 cc/sec 5.6×10-9 cc/sec 以下 良 

*:判定基準は IEEE Std.317-1976 に基づく 
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② 現状保全 

高圧動力用モジュール型電気ペネトレーションのシール部の気密性低下に対し

ては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，原子炉格納容器全体の

漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認している。 

なお，原子炉格納容器漏えい率検査の結果，有意な気密性の低下が認められた場

合は，補修等を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，シール部の気密性低下の可能性は低く，さらに，

気密性低下は定期検査時に実施する原子炉格納容器漏えい率検査により把握は可

能と考えられる。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査による漏えい率の傾向管理を行うことによ

り，シール部の経年劣化による気密性の異常の有無は把握可能であり，現状の保全

は点検手法として適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

シール部の気密性の低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全に追加す

べき項目はないと考える。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容器

内通常運転時の設計温度を超えた箇所が確認されたため，評価結果に対する確認を行

い影響がないことを確認した。機器の取替周期の設定にあたっては，震災発生後の設

計温度超過を考慮し，設計温度における評価年数に超過期間における評価年数を含め

て設定する。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に

応じて補修等を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 

① 制御用モジュール型電気ペネトレーション 

② 計測用モジュール型電気ペネトレーション 

③ 制御棒位置指示用モジュール型電気ペネトレーション 

④ 低圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. シール部及び電線の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様に，シール部に使用しているエポキシ樹脂及び電線の絶縁体で使用し

ている架橋ポリエチレンは有機物であるため，熱的，放射線，機械的，電気的，環境的

要因により，経年的に劣化が進行し絶縁特性低下を起こす可能性があるが，代表機器と

同様の長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時条件及び重大

事故等時条件において絶縁特性を維持できると評価する。 

また，絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施し，

有意な絶縁特性低下がないこと，定期検査時の原子炉格納容器漏えい率検査により，気

密性が確保されていることを確認しており，有意な湿気の浸入がないことを確認して 

いる。今後も点検時に絶縁特性低下を監視していくとともに，絶縁特性の低下が認めら

れた場合には，補修を行うことで健全性が確保できると考えられる。 
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b. シール部の劣化による気密性の低下［共通］ 

代表機器と同様に，シール部は，エポキシ樹脂であることから熱的，放射線，機械的，

電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行しリークを起こす可能性があるが，代

表機器と同様の長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び

重大事故等時雰囲気において気密性を維持できると評価する。 

また，気密性低下に対しては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，

原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認

している。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に応

じて補修等を行うこととする。 
 

c. O リングの劣化による気密性の低下［共通］ 

代表機器と同様に Oリングは，エチレンプロピレンゴム製であるため，熱的，放射線，

機械的，電気的，環境的要因により，経年的に劣化が進行しリークを起こす可能性があ

るが，代表機器と同様の長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気おいて気密性を維持できると評価する。 

また，気密性低下に対しては，定期検査時に原子炉格納容器漏えい率検査を実施し，

原子炉格納容器全体の漏えい率が基準を満たし，漏えい率が増加傾向にないことを確認

している。 

今後も原子炉格納容器漏えい率検査時に漏えい率を監視していくとともに，必要に応

じて補修等を行うこととする。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 
 
a. 電線及び接続部（コネクタ）の導通不良［共通］ 

代表機器と同様，電線に大きな荷重が作用すると，断線や途中接続点の接続部（コ

ネクタ）の外れ等により導通不良が想定されるが，電線単体には外部からの大きな荷

重が作用しない構造となっており，導通不良が発生する可能性はない。 

したがって，電線及び接続部（コネクタ）の導通不良は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，スリーブ及びアダプタは，炭素鋼であるため，腐食が想定される

が，塗装が施されており，腐食進行の可能性はない。 

したがって，スリーブ及びアダプタの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
 
 
 
 



3. その他容器 

［対象容器］ 

① 湿分分離器 

② スクラム排出水容器 

③ ほう酸水注入系貯蔵タンク 

④ 使用済燃料貯蔵プール 

⑤ 原子炉ウェル 

⑥ 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 

⑦ MSIV 用アキュムレータ 

⑧ SRV（ADS）用アキュムレータ 

⑨ SRV 用アキュムレータ 

⑩ SLC 用アキュムレータ 

⑪ 活性炭ベット 

⑫ 排ガス後置除湿器 

⑬ 排ガス再結合器 

⑭ 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 

⑮ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 

⑯ 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ 

⑰ 原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ 

⑱ 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 

⑲ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 

⑳ 非常用及び HPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ 

㉑ 緊急用海水系ストレーナ 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用されている主要な容器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を除く）の主

な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの容器を種類，内部流体及び胴部材料の観点からグループ化し，それぞれのグルー

プより以下のとおり代表機器を選定した。 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

種類，内部流体及び胴部材料を分類基準とし，表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

胴部材料は炭素鋼，ステンレス鋼，コンクリート（ステンレス内張り）及び低合金鋼に

分類され，内部流体は蒸気，純水，五ほう酸ナトリウム水，ガス及び海水に分類される。 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用圧力，最高使用温度の

観点から代表機器を選定する。 

(1) タンク（内部流体：蒸気・純水，胴部材料：炭素鋼） 

このグループには湿分分離器のみが属することから，これを代表機器とする。 

(2) タンク（内部流体：純水，胴部材料：炭素鋼） 

このグループにはスクラム排出水容器のみが属することから，これを代表機器とする。 

(3) タンク（内部流体：五ほう酸ナトリウム水，胴部材料：ステンレス鋼） 

このグループにはほう酸水注入系貯蔵タンクのみが属することから，これを代表機器

とする。 

(4) ライニング槽（内部流体：純水，胴部材料：コンクリート（ステンレス鋼内張り）） 

このグループには使用済燃料貯蔵プール，原子炉ウェル，燃料プール冷却浄化系スキ

マサージタンクが属するが，運転状態の観点から使用済燃料貯蔵プールを代表機器とす

る。 

(5) アキュムレータ（内部流体：ガス，胴部材料：ステンレス鋼） 

このグループには MSIV 用アキュムレータ，SRV（ADS）用アキュムレータ，SRV 用アキ

ュムレータが属するが，最高使用圧力の高い SRV（ADS）用アキュムレータを代表機器と

する。 

(6) アキュムレータ（内部流体：ガス・五ほう酸ナトリウム水，胴部材料：ステンレス鋼） 

このグループには SLC 用アキュムレータのみが属することから，これを代表機器とす

る。 
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(7) フィルタ等（内部流体：ガス，胴部材料：炭素鋼） 

このグループには活性炭ベット，排ガス後置除湿器が属するが，重要度の高い活性炭

ベットを代表機器とする。 

(8) フィルタ等（内部流体：ガス，胴部材料：低合金鋼） 

このグループには排ガス再結合器のみが属することから，これを代表機器とする。 

(9) フィルタ等（内部流体：ガス・純水，胴部材料：ステンレス鋼） 

このグループには格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置のみが属することから，これ

を代表機器とする。 

(10) フィルタ等（内部流体：純水，胴部材料：炭素鋼） 

このグループには原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器，制御棒駆動水系ポンプ出口ラ

インフィルタが属するが，重要度が高い原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器を代表機器

とする。 

(11) フィルタ等（内部流体：純水，胴部材料：ステンレス鋼） 

このグループには原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ，原子炉再循環ポ

ンプシールパージフィルタが属するが，下流側機器の重要度が高い原子炉再循環ポンプ

シールパージフィルタを代表機器とする。 

(12) フィルタ等（内部流体：海水，胴部材料：ステンレス鋳鋼） 

このグループには残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ，非常用及び HPCS 系ディ

ーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ，緊急用海水系ストレーナが属するが，最高使

用圧力の高い残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナを代表機器とする。 
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表 1-1(1/2)  その他容器のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
種類 内部流体 胴部材料 重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用

温度(℃)

タンク 

蒸気・純水 炭素鋼 湿分分離器 高*2 連続 1.81 210 ◎  

純水 炭素鋼 スクラム排出水容器 高*2 一時 8.62 138 ◎  

五ほう酸ナト

リウム水 
ステンレス鋼 ほう酸水注入系貯蔵タンク MS-1,重*3 連続 静水頭 66 ◎  

ライニン

グ槽 
純水 

コンクリート 

(ステンレス鋼 

内張り) 

使用済燃料貯蔵プール PS-2,重*3 連続 静水頭 66 ◎ 運転状態 

原子炉ウェル PS-2 一時 静水頭 66   

燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 重*3 連続 静水頭 66   

アキュム

レータ 

ガス ステンレス鋼 

MSIV用アキュムレータ MS-1 連続 1.45 171   

SRV（ADS）用アキュムレータ MS-1，重*3 連続 2.28 171 ◎ 最高使用圧力

SRV用アキュムレータ MS-1 連続 1.45 171   

ガス・五ほう

酸ナトリウム

水 

ステンレス鋼 SLC用アキュムレータ MS-1 一時 9.66 66 ◎  

フィルタ

等 
ガス 炭素鋼 

活性炭ベット PS-2 連続 0.34 66 ◎ 重要度 

排ガス後置除湿器  高*2 連続 0.34 340   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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表 1-1(2/2)  その他容器のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
種類 内部流体 胴部材料 重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度(℃)

フィルタ

等 

ガス 低合金鋼 排ガス再結合器 PS-2 連続 2.41 538 ◎  

ガス・純水*2 ステンレス鋼 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置*3 重*4 一時 0.62 200 ◎  

純水 

炭素鋼*5 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 PS-2 連続 9.79 66 ◎ 重要度 

炭素鋼 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ 高*6 連続 12.06 66  

ステンレス鋼 

原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ 高*6 連続 12.06 66  

下流側機器の

重要度 
原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 高*6 連続 12.06 66 ◎ 

海水 ステンレス鋳鋼

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ MS-1，重*4 一時 3.45 38 ◎ 最高使用圧力 

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口

ストレーナ 
MS-1，重*4 一時 0.70 38  

緊急用海水系ストレーナ*3 重*4 一時 0.98,2.45 32,38  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：スクラビング液 

*3：新規に設置される機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：内面ステンレス鋼クラッド 

*6：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，１章で代表機器とした以下の 12基の容器について技術評価を実施する。 

① 湿分分離器 

② スクラム排出水容器 

③ ほう酸水注入系貯蔵タンク 

④ 使用済燃料貯蔵プール 

⑤ SRV（ADS）用アキュムレータ 

⑥ SLC 用アキュムレータ 

⑦ 活性炭ベット 

⑧ 排ガス再結合器 

⑨ 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 

⑩ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 

⑪ 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 

⑫ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 湿分分離器 

(1) 構造 

東海第二の湿分分離器は，全長 14,789.15 mm，内径 3,200.4 mm の円筒横型容器で

あり，2基設置されている。 

鏡板，胴板は炭素鋼であり，蒸気が内包されている。 

また，内部の波板により除去された湿分は，ドレンとして中央のドレンタンクに回

収される。 

湿分分離器は，マンホール蓋を取外すことにより，内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の湿分分離器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の湿分分離器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 
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No. 部位 

① 鏡板 

② 胴板 

③ ドレンタンク 

④ マンホール蓋 

⑤ フランジボルト 

⑥ ガスケット 

⑦ 支持鋼材 

⑧ 埋込金物 

⑨ 波板 

図 2.1-1 湿分分離器構造図 

⑦ 

② 
① 

③ 

⑦ ⑦ 

④ 

⑧ ⑧ 

⑨ 

⑥

⑤ 
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表 2.1-1 湿分分離器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

鏡板 炭素鋼 

胴板 炭素鋼 

ドレンタンク 炭素鋼 

マンホール蓋 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 
支持鋼材 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

その他 その他 波板 ステンレス鋼 

表 2.1-2 湿分分離器の使用条件 

最高使用圧力 1.81 MPa 

最高使用温度 210 ℃ 

内部流体 蒸気・純水 
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2.1.2 スクラム排出水容器 

(1) 構造 

東海第二のスクラム排出水容器は，全高 955 mm，内径 300 mm の円筒型タンクであ

り，2基設置されている。 

胴板，鏡板は炭素鋼で，純水が内包されている。 

東海第二のスクラム排出水容器の構造図を図 2.1-2 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のスクラム排出水容器主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表

2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 胴板 

② 鏡板 

図 2.1-2 スクラム排出水容器構造図  

①

②
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表 2.1-3 スクラム排出水容器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

胴板 炭素鋼 

鏡板 炭素鋼 

表 2.1-4 スクラム排出水容器の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 138 ℃ 

内部流体 純水 



－ 3-11 － 

2.1.3 ほう酸水注入系貯蔵タンク 

(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンクは，高さ 3,684 mm，内径 2,745 mm の円筒型

開放タンクであり，1基設置されている。 

底板，胴板はステンレス鋼であり，五ほう酸ナトリウム水が貯蔵されている。 

ほう酸水注入系貯蔵タンクは，上部に設置されているマンホール蓋を取外すことに

より，内部の点検手入れが可能である。 

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンクの構造図を図 2.1-3 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンク主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件

を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 平板 

② 胴板 

③ 底板 

④ マンホール蓋 

⑤ 基礎ボルト 

⑥ スパージャ 

図 2.1-3 ほう酸水注入系貯蔵タンク構造図 

①

②

③

⑤

⑥

④
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表 2.1-5 ほう酸水注入系貯蔵タンク主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

平板 ステンレス鋼 

胴板 ステンレス鋼 

底板 ステンレス鋼 

マンホール蓋 ステンレス鋼 

機器の支持 支持 基礎ボルト 低合金鋼 

その他 その他 スパージャ ステンレス鋼 

表 2.1-6 ほう酸水注入系貯蔵タンクの使用条件 

最高使用圧力 静水頭 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.1.4 使用済燃料貯蔵プール 

(1) 構造 

東海第二の使用済燃料貯蔵プールは，縦 10,363 mm，横 12,192 mm，深さ 11,913 mm

のコンクリート躯体にステンレス鋼を内張りしたプール型容器であり，1 基設置され

ている。 

本プール内には，使用済燃料を貯蔵するためのラック類が設置されており，常時プ

ール水（純水）で満たされている。 

東海第二の使用済燃料貯蔵プールの構造図を図 2.1-4 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の使用済燃料貯蔵プール主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 本体 

② ゲート 

③ ゲートパッキン 

④ 使用済燃料貯蔵ラック 

図 2.1-4 使用済燃料貯蔵プール構造図 

①

④

④

②

①

③
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表 2.1-7 使用済燃料貯蔵プール主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 
本体 

コンクリート（ステンレス鋼内

張り） 

ゲート ステンレス鋼 

シール ゲートパッキン （消耗品） 

その他 その他 使用済燃料貯蔵ラック 
ボロン添加ステンレス鋼， 

ステンレス鋼 

表 2.1-8 使用済燃料貯蔵プールの使用条件 

最高使用圧力 静水頭 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.5 SRV（ADS）用アキュムレータ 

(1) 構造 

東海第二の SRV（ADS）用アキュムレータは，全長 1,270 mm，内径 550 mm の円筒型

容器であり，7基設置されている。 

胴板はステンレス鋼であり，ガス（窒素及び空気）が内包されている。 

東海第二の SRV（ADS）用アキュムレータの構造図を図 2.1-5 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の SRV（ADS）用アキュムレータ主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条

件を表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 鏡板 

② 胴板 

③ 支持脚 

④ 取付ボルト 

図 2.1-5 SRV（ADS）用アキュムレータ構造図 

①

②

③

④
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表 2.1-9 SRV（ADS）用アキュムレータ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

鏡板 ステンレス鋼 

胴板 ステンレス鋼 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

表 2.1-10 SRV（ADS）用アキュムレータの使用条件 

最高使用圧力 2.28 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 ガス（窒素及び空気） 
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2.1.6 SLC 用アキュムレータ 

(1) 構造 

東海第二の SLC 用アキュムレータは，全長 746.1 mm，内径 168.7 mm の円筒型容器

であり，2基設置されている。 

胴板はステンレス鋼であり，五ほう酸ナトリウム水が内包されている。 

また，胴内部には，内部にガス（窒素）を充填したブラダが内蔵されている。 

SLC 用アキュムレータは，ポート部を取外すことにより点検手入れが可能である。 

東海第二の SLC 用アキュムレータの構造図を図 2.1-6 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の SLC 用アキュムレータ主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件を

表 2.1-12 に示す。 
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No. 部位 

① 胴板 

② O リング 

③ ブラダ 

④ スプリング 

図 2.1-6 SLC 用アキュムレータ構造図

①

③

②

④ 

ポート 
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表 2.1-11 SLC 用アキュムレータ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 胴板 ステンレス鋼 

シール O リング （消耗品） 

その他 その他 
ブラダ （定期取替品） 

スプリング ステンレス鋼 

表 2.1-12 SLC 用アキュムレータの使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 ガス・五ほう酸ナトリウム水  
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2.1.7 活性炭ベット 

(1) 構造 

東海第二の活性炭ベットは，全長 7,800 mm，内径 1,350 mm の円筒たて型容器であ

り，20 基設置されている。 

胴板は炭素鋼であり，ガス（排ガス）が内包されている。 

活性炭ベットは，フランジカバーを取外すことにより点検手入れが可能である。 

東海第二の活性炭ベットの構造図を図 2.1-7 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の活性炭ベット主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使用条件を表 2.1-14

に示す。 
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No. 部位 

① 鏡板 

② 胴板 

③ フランジカバー 

④ フランジボルト 

⑤ ガスケット 

⑥ 支持脚 

⑦ 基礎ボルト 

図 2.1-7 活性炭ベット構造図

① 

② 

⑤ ④ 

⑥ 

⑦ 

③ 
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表 2.1-13 活性炭ベット主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

鏡板 炭素鋼 

胴板 炭素鋼 

フランジカバー 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

表 2.1-14 活性炭ベットの使用条件 

最高使用圧力 0.34 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 ガス（排ガス） 
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2.1.8 排ガス再結合器 

(1) 構造 

東海第二の排ガス再結合器は，全長 3,715 mm，内径 1,950 mm の円筒型容器であり，

2基設置されている。 

胴板は低合金鋼であり，ガス（排ガス）が内包されている。 

東海第二の排ガス再結合器の構造図を図 2.1-8 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の排ガス再結合器主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，使用条件を表

2.1-16 に示す。 
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No. 部位 

① 鏡板 

② 胴板 

③ 支持脚 

④ 基礎ボルト 

図 2.1-8 排ガス再結合器構造図 

① 

③ 

② 

④ 
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表 2.1-15 排ガス再結合器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

鏡板 低合金鋼 

胴板 低合金鋼 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

表 2.1-16 排ガス再結合器の使用条件 

最高使用圧力 2.41 MPa 

最高使用温度 538 ℃ 

内部流体 ガス（排ガス） 
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2.1.9 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は，全長 10,000 mm，内径 4,600 mm

の円筒型容器であり，1基設置されている。 

胴板はステンレス鋼であり，スクラビング液としてチオ硫酸ナトリウム，水酸化ナ

トリウムの混合液を内包し，それ以外の気相部はガス（窒素）で置換されている。 

東海第二の格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の構造図を図 2.1-9 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の主要部位の使用材料を表

2.1-17 に，使用条件を表 2.1-18 に示す。 
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No. 部位 

① 鏡板 

② 胴板 

③ フランジカバー 

④ フランジボルト 

⑤ ガスケット 

⑥ スカート 

⑦ 基礎ボルト 

⑧ 多孔板 

⑨ モレキュラシーブ 

⑩ 分配管 

⑪
メタルファイバーフ

ィルタ 

図 2.1-9 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置構造図
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表 2.1-17 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

鏡板 ステンレス鋼 

胴板 ステンレス鋼 

フランジカバー ステンレス鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 
スカート ステンレス鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼 

その他 その他 

多孔板 ステンレス鋼 

モレキュラシーブ 銀，ゼオライト 

分配管 ステンレス鋼 

メタルファイバーフ

ィルタ 
ステンレス鋼 

表 2.1-18 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置の使用条件 

最高使用圧力 0.62 MPa 

最高使用温度 200 ℃ 

内部流体 ガス（窒素），純水*1

     *1：スクラビング液 
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2.1.10 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 

(1) 構造 

東海第二の原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器は，全長 4,260 mm，内径 1,058 mm

の円筒型容器であり，2基設置されている。 

胴は炭素鋼で，冷却材と接する内面はステンレス鋼がクラッディングされており，

純水が内包されている。 

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器は，フランジカバーを取外すことにより点検手

入れが可能である。 

東海第二の原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の構造図を図 2.1-10 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器主要部位の使用材料を表2.1-19に，

使用条件を表 2.1-20 に示す。 
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No. 部位 

① 胴板 

② フランジカバー 

③ 鏡板 

④ フランジボルト 

⑤ ガスケット 

⑥ 支持脚 

⑦ リフティングプレート 

⑧ 基礎ボルト 

⑨ 管板 

⑩ エレメント 

図 2.1-10 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器構造図 

②

⑤

③

⑥

①

Ａ

⑩

A-A’断面 

入口 出口 

⑧

⑦ 

⑨

④ 

A 

A’
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表 2.1-19 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

胴板 
炭素鋼 

（内面ステンレス鋼クラッド） 

フランジカバー 
炭素鋼 

（内面ステンレス鋼クラッド） 

鏡板 
炭素鋼 

（内面ステンレス鋼クラッド） 

フランジボルト 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

支持脚 炭素鋼 

リフティングプレート ステンレス鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

その他 その他 
管板 ステンレス鋼 

エレメント ステンレス鋼 

表 2.1-20 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の使用条件 

最高使用圧力 9.79 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.11 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 

(1) 構造 

東海第二の原子炉再循環ポンプシールパージフィルタは，全長 1736.5 mm，外径

216.3 mm の円筒形容器であり，1基設置されている。 

本体はステンレス鋼で，純水が内包されている。 

原子炉再循環ポンプシールパージフィルタは，フランジカバーを取外すことにより

点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉再循環ポンプシールパージフィルタの構造図を図2.1-11に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ主要部位の使用材料を表

2.1-21 に，使用条件を表 2.1-22 に示す。 
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No. 部位 

① 鏡板 

② 胴板 

③ フランジカバー 

④ フランジボルト 

⑤ ガスケット 

⑥ 取付ボルト 

⑦ 中空糸膜モジュール 

図 2.1-11 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ構造図 

② 

①

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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表 2.1-21 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

鏡板 ステンレス鋼 

胴板 ステンレス鋼 

フランジカバー ステンレス鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 取付ボルト ステンレス鋼 

その他 その他 中空糸膜モジュール （定期取替品） 

表 2.1-22 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタの使用条件 

最高使用圧力 12.06 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.12 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナは，全長 2,140 mm，内径 790 mm

の円筒型容器であり，2基設置されている。 

本体はステンレス鋳鋼で，海水が内包されている。 

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナは，フランジカバーを取外すことにより点

検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナの構造図を図 2.1-12 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ主要部位の使用材料を表

2.1-23 に，使用条件を表 2.1-24 に示す。 
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No. 部位 

① 本体 

② フランジカバー 

③ フランジボルト 

④ O リング 

⑤ 基礎ボルト 

⑥ エレメント 

⑦ 防食亜鉛板 

図 2.1-12 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ構造図 

⑤ 

④ ③ ② 

① 

⑥ 
⑦ 
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表 2.1-23 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

本体 ステンレス鋳鋼 

フランジカバー ステンレス鋳鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

シール O リング （消耗品） 

機器の支持 支持 基礎ボルト 炭素鋼 

その他 その他 
エレメント ステンレス鋼 

防食亜鉛板 （消耗品） 

表 2.1-24 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナの使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 38 ℃ 

内部流体 海水 
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2.2  経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

容器の機能である貯蔵機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

(3) その他 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

容器について機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々の

部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在までの運転

経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケット，O リング，防食亜鉛板及びゲートパッキンは消耗品，ブラダ及び中空

糸膜モジュールは定期取替品であり，設計時に長期使用はせず取替えを前提としてい

ることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［ほう酸水注入系貯蔵タンク，活性炭ベット，排ガ

ス再結合器，原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器，残留熱除去海水系ポンプ出口

ストレーナ］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を行うものとし本評価書には含めていない。 

b. 鏡板，胴板等の腐食（全面腐食）［湿分分離器，原子炉冷却材浄化系フィルタ脱

塩器］ 

湿分分離器の鏡板，胴板，ドレンタンク，マンホール蓋は炭素鋼であり，内面は

蒸気に接触し，外面は大気接触することから腐食が想定される。 

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する

可能性は小さく，点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗

装することにより機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

鏡板（内面），マンホール蓋（鏡板部内面）についてはパーテーションプレート

で仕切られ通常は流体の流れがなく，これまでの点検結果から有意な腐食がないこ

とを確認している。 

胴板（内面），ドレンタンク（内面）マンホール蓋（胴板部内面）についてもこ

れまでの目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器の胴板，フランジカバー，鏡板は炭素鋼であ

り，内面は純水に接液し，外面は大気接触することから腐食が想定される。 

内面はステンレス鋼がクラッドされており，腐食が発生する可能性は小さく，こ

れまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する

可能性は小さく，点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗

装することにより機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，鏡板，胴板等の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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c. 鏡板，胴板等の外面の腐食（全面腐食）[スクラム排出水容器，活性炭ベット，排

ガス再結合器］ 

スクラム排出水容器の胴板，鏡板，活性炭ベットの鏡板，胴板，フランジカバー，

排ガス再結合器の鏡板，胴板は炭素鋼又は低合金鋼であり，外面は大気接触するこ

とから腐食が想定される。 

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する

可能性は小さく，点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗

装することにより機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，鏡板，胴板等の外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

d. 支持鋼材，支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［湿分分離器，SRV（ADS）

用アキュムレータ，活性炭ベット，排ガス再結合器，原子炉冷却材浄化系フィル

タ脱塩器］ 

支持鋼材，支持脚及び取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触

部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小

さく，点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装すること

により機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，支持鋼材，支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

e. 本体，フランジカバー及びエレメントの腐食（孔食・隙間腐食）［残留熱除去海

水系ポンプ出口ストレーナ］ 

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナの本体，フランジカバー及びエレメント

はステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，内部流体が海水であることから，腐食

（孔食・隙間腐食）の発生が想定される。 

しかし，残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナは，防食亜鉛板により腐食（孔

食・隙間腐食）を防止しており，これまでの各部の目視点検で有意な腐食（孔食・

隙間腐食）がないことを確認している。 

また，防食亜鉛板については消耗品として取替えを実施している。 

したがって，本体等の腐食（孔食・隙間腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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f. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［湿分分離器］ 

埋込金物は炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されている

ことから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，点検時に塗膜のは

く離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することにより機能を維持して

いる。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

g. フランジボルトの腐食（全面腐食）［湿分分離器，活性炭ベット，格納容器圧力

逃がし装置フィルタ装置，原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器，原子炉再循環ポ

ンプシールパージフィルタ，残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ］ 

フランジボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は

塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，

点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装することによ

り機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，目視

点検を行うことで健全性を維持できると考える。 

したがって，フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 鏡板，胴板等の内面の腐食（全面腐食）［ほう酸水注入系貯蔵タンク，SLC 用アキ

ュムレータ，格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置］ 

ほう酸水注入系貯蔵タンクの平板，胴板，底板，マンホール蓋，スパージャ，SLC

用アキュムレータの胴板，スプリングはステンレス鋼であり，内部流体の五ほう酸

ナトリウム水により腐食の発生が想定されるが，ステンレス鋼は五ほう酸ナトリウ

ム水に対して耐食性を有しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず,今後もこれ

らの傾向が変化するとは考え難い。 

今後設置される格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置についても，鏡板，胴板，

フランジカバー，多孔板，分配管，メタルファイバーフィルタはステンレス鋼であ

りスクラビング液としてチオ硫酸ナトリウム，水酸化ナトリウムの混合液であるこ

とから腐食の発生が想定されるが，ステンレス鋼はチオ硫酸ナトリウム，水酸化ナ

トリウムの混合液に対し耐食性を有していることから，腐食が発生する可能性は小

さい。 

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は新たに設置されることから，鏡板，胴板，

多孔板，分配管，メタルファイバーフィルタは今後目視点検を行うことで健全性を

維持できると考える。 

したがって，鏡板，胴板等の内面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i．鏡板，胴板等の貫粒型応力腐食割れ［ほう酸水注入系貯蔵タンク，使用済燃料貯

蔵プール，SRV（ADS）用アキュムレータ，SLC 用アキュムレータ，格納容器圧力逃

がし装置フィルタ装置，原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ］ 

鏡板，胴板等はステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオン

に起因する貫粒型応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，貫粒型応力腐食割れに対しては，代表箇所における定期的な目視

点検及び付着塩分量測定を実施することとしており，目視点検で異常を認めた場合

及び付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超えた箇所について，浸透探傷検査及び

表面清掃を実施し，異常のないことを確認している。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼容器への塩分付着を

防止している。 

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置については，新たに設置される機器である

ことから，上記同様，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実

施することにより機能を維持することとしている。 

使用済燃料貯蔵プールについては，2000 年 3月に他プラント（伊方３号機）にお

いて使用済燃料ピットのステンレス鋼ライニングに貫粒型応力腐食割れが発生し

ている。この事象は，施工時の補修に伴い海塩粒子がステンレス鋼ライニングの裏

側に侵入したことが原因と考えられている。 

東海第二では，通常の巡視点検により燃料プール水の有意な水位低下のないこと

を確認するとともに，ライニングからの漏えいがないことを検出ラインにより確認

しており，これまで漏えいが検出されたことはない。 

このため，貫粒型応力腐食割れが生じる可能性は小さい。 

なお，プール水接液部については管理された低塩素濃度水質であり，通常使用温

度も約 40 ℃程度と低く，貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

したがって，鏡板，胴板等の貫粒型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

j. 胴板等の内面の腐食（流れ加速型腐食）［湿分分離器］ 

湿分分離器の胴板，ドレンタンク，マンホール蓋（胴板部）は炭素鋼であり，内

部流体が湿分を含む高温の蒸気又は純水（凝縮水）であることから，腐食（流れ加

速型腐食）による減肉が発生する可能性がある。 

なお，これまでの開放点検時の目視点検及び肉厚測定で，減肉の進行は認められ

ておらず，今後も使用環境に変化がないことから，減肉が進行する可能性は小さい。 

したがって，胴板等の内面の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. 鏡板，胴板等の粒界型応力腐食割れ［SRV（ADS）用アキュムレータ，格納容器圧

力逃がし装置フィルタ装置］ 

SRV（ADS）用アキュムレータの鏡板，胴板，格納容器圧力逃がし装置フィルタ装

置の鏡板，胴板等はステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れが発生する可能性があ

る。 

SRV（ADS）用アキュムレータについては，実際の運転温度は 100 ℃以下であり，

粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検で割れ等は確認されておらず，今後もこれらの傾向が

変化するとは考え難い。 

格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置については，使用温度が 100℃となる時間

が運転時間に比べ極めて短いため，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置は新たに設置されることから，今後

目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。 

したがって，鏡板，胴板等の粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

l. 鏡板，胴板の内面の腐食（全面腐食）［スクラム排出水容器］ 

スクラム排出水容器の胴板，鏡板は炭素鋼であり，内部流体が純水であるため腐

食が想定されるが，内部流体は通常排出されている状態であり，腐食の進行する可

能性は小さい。 

なお，肉厚測定で有意な減肉は認められず，今後も使用環境に変化がないことか

ら，これらの傾向が変化するとは考え難い。  

したがって，鏡板，胴板の内面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

a. 鏡板，胴板，フランジカバーの内面の腐食（全面腐食）［活性炭ベット，排ガス

再結合器］ 

活性炭ベットの鏡板，胴板，フランジカバー，排ガス再結合器の鏡板，胴板は炭

素鋼又は低合金鋼であり，内面は内部流体に接することから腐食が想定されるが，

内部流体は露点温度を氷点下で管理され，除湿されたガス（排ガス）であることか

ら腐食が発生する可能性はない。 

また，今後も使用環境の変化はなく，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

したがって，鏡板，胴板，フランジカバーの内面の腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

b. スプリングのへたり［SLC 用アキュムレータ］ 

ほう酸水注入系はポンプ運転時以外（通常待機中）は系統圧がなくなるため，SLC

用アキュムレータ内でブラダが最大まで膨張しており，スプリングは常時応力がか

かった状態にあり，へたりの可能性がある。 

しかし，スプリングはスプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下にな

るように設定されており，さらに，スプリングの材料に対する推奨使用最高温度よ

りも実際の使用温度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[湿分分離器] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定されるが，コンクリ

ート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環

境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまで

長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

d. 鏡板，胴板のクリープ［排ガス再結合器］ 

排ガス再結合器の最高使用温度は 538 ℃でありクリープが想定されるが，運転温

度は約 290 ℃であり，熱クリープの発生開始温度 370 ℃より低いため，クリープ

が発生する可能性はない。 

したがって，胴板，鏡板のクリープは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 



－
 
3
-
49
 
－
 

表 2.2-1(1/12) 湿分分離器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 鏡板  炭素鋼 △      *1:流れ加速型腐食 

*2:胴板部 

*3:コンクリート埋設部 

胴板  炭素鋼 △△*1

ドレンタンク  炭素鋼 △△*1

マンホール蓋  炭素鋼 △△*1*2

フランジボルト  低合金鋼 △      

シール ガスケット ◎ － 

機器の支持 支持 支持鋼材  炭素鋼 △      

埋込金物  炭素鋼 △▲*3

その他 その他 波板  ステンレス鋼 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
 
3
-
50
 
－
 

表 2.2-1(2/12) スクラム排出水容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 胴板  炭素鋼  △*1*2
*1：外面 

*2：内面 鏡板  炭素鋼  △*1*2 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
51
 
－
 

表 2.2-1(3/12) ほう酸水注入系貯蔵タンクに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 平板  ステンレス鋼  △*1  △*2
*1：内面 

*2：貫粒型応力腐食割れ胴板  ステンレス鋼  △*1  △*2

底板  ステンレス鋼  △*1  △*2

マンホール蓋  ステンレス鋼  △*1  △*2

機器の支持 支持 基礎ボルト  低合金鋼  △      

その他 その他 スパージャ  ステンレス鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
52
 
－
 

表 2.2-1(4/12) 使用済燃料貯蔵プールに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 
本体 

コンクリート 

（ステンレス鋼

内張り） 

   △*1 *1:貫粒型応力腐食割れ 

ゲート ステンレス鋼    △*1

シール ゲートパッキン ◎ － 

その他 その他 使用済燃料貯蔵 

ラック 

ボロン添加ステ

ンレス鋼 

ステンレス鋼 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
53
 
－
 

表 2.2-1(5/12) SRV（ADS）用アキュムレータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 鏡板  ステンレス鋼    △*1*2    *1：貫粒型応力腐食割れ 

*2：粒界型応力腐食割れ 胴板  ステンレス鋼    △*1*2

機器の支持 支持 支持脚  炭素鋼 △ 

取付ボルト  炭素鋼 △ 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
54
 
－
 

表 2.2-1(6/12)  SLC 用アキュムレータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 胴板  ステンレス鋼  △*1  △*2
*1：内面 

*2：貫粒型応力腐食割れ 

*3：へたり 

シール O リング ◎ －

その他 その他 ブラダ ◎ －

スプリング  ステンレス鋼  △     ▲*3

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
 
3
-
55
 
－
 

表 2.2-1(7/12) 活性炭ベットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 鏡板  炭素鋼  △*1▲*2      *1：外面 

*2：内面 胴板  炭素鋼  △*1▲*2

フランジカバー  炭素鋼  △*1▲*2

フランジボルト  低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －

機器の支持 支持 支持脚  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
 
3
-
56
 
－
 

表 2.2-1(8/12) 排ガス再結合器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 鏡板  低合金鋼  △*1▲*2     ▲*3
*1：外面 

*2：内面 

*3：クリープ 

胴板  低合金鋼  △*1▲*2     ▲*3

機器の支持 支持 支持脚  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
 
3
-
57
 
－
 

表 2.2-1(9/12)  格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 鏡板  ステンレス鋼  △*1  △*2*3
*1：内面 

*2：貫粒型応力腐食割れ 

*3：粒界型応力腐食割れ 

胴板  ステンレス鋼  △*1  △*2*3

フランジカバー  ステンレス鋼  △*1  △*2*3

フランジボルト  低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －

機器の支持 支持 スカート  ステンレス鋼    △*2 

基礎ボルト  ステンレス鋼        

その他 その他 多孔板  ステンレス鋼  △  △*3

モレキュラシーブ  銀，ゼオライト

分配管  ステンレス鋼  △  △*3

メタルファイバー

フィルタ 
 ステンレス鋼  △  △*3

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
58
 
－
 

表 2.2-1(10/12) 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 胴板  炭素鋼*1  △      *1:内面ステンレス鋼クラ

ッド フランジカバー  炭素鋼*1  △      

鏡板  炭素鋼*1  △      

フランジボルト  低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －

機器の支持 支持 
支持脚  炭素鋼  △      

リフティング 

プレート 
 ステンレス鋼        

基礎ボルト  炭素鋼  △      

その他 その他 エレメント  ステンレス鋼        

管板  ステンレス鋼        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
59
 
－
 

表 2.2-1(11/12) 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 鏡板  ステンレス鋼    △*1
*1：貫粒型応力腐食割れ

胴板  ステンレス鋼    △*1

フランジカバー  ステンレス鋼    △*1

フランジボルト  低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －

機器の支持 支持 取付ボルト  ステンレス鋼    △*1

その他 その他 中空糸膜モジュー

ル 
◎ －

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－
 
3
-
60
 
－
 

表 2.2-1(12/12) 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 本体  ステンレス鋳鋼 △*1
*1:孔食・隙間腐食 

フランジカバー  ステンレス鋳鋼 △*1

フランジボルト  低合金鋼 △ 

シール O リング ◎ － 

機器の支持 支持 基礎ボルト  炭素鋼 △ 

その他 その他 エレメント  ステンレス鋼 △*1

防食亜鉛板 ◎ － 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



－ 3-61 － 

3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価結果について，1 章で実施したグループ化で

代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 原子炉ウェル 

② 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 

③ MSIV 用アキュムレータ 

④ SRV 用アキュムレータ 

⑤ 排ガス後置除湿器 

⑥ 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ 

⑦ 原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ 

⑧ 非常用及び HPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ 

⑨ 緊急用海水系ストレーナ 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［排ガス後置除湿器，非常用及び HPCS 系ディーゼル

発電機海水ポンプ出口ストレーナ］ 

代表機器と同様に，「機械設備の技術評価書」にて評価を行うものとし，本評価書

には含めない。 

b. 鏡板，胴板等の腐食（全面腐食）［排ガス後置除湿器，制御棒駆動水系ポンプ出口

ラインフィルタ］ 

代表機器と同様に，鏡板，胴板等は炭素鋼であり腐食が想定されるが，これまでの

目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，鏡板，胴板等の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 



－ 3-62 － 

c. 支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［SRV 用アキュムレータ，MSIV 用アキュ

ムレータ，排ガス後置除湿器］ 

代表機器と同様に，支持脚及び取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性

は小さく，点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装するこ

とにより機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，支持鋼材，支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

d. 本体等の腐食（孔食・隙間腐食）［非常用及び HPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ

出口ストレーナ，緊急用海水系ストレーナ］ 

代表機器と同様に，非常用及び HPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレー

ナの本体及びフランジカバーはステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，内部流体が

海水であることから，腐食（孔食・隙間腐食）が発生する可能性がある。 

しかし，非常用及び HPCS 系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナは防食亜

鉛板により腐食（孔食・隙間腐食）を防止しており，これまでの各部の目視点検で有

意な腐食（孔食・隙間腐食）がないことを確認している。 

また，防食亜鉛板については消耗品として取替えを実施している。 

新たに設置される緊急用海水ストレーナについても，同様の防食対策を施すととも

に，今後，目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。 

したがって，本体等の腐食（孔食・隙間腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

e. フランジボルトの腐食（全面腐食）［排ガス後置除湿器，制御棒駆動水系ポンプ出

口ストレーナ，原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ，非常用及び HPCS

系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ストレーナ，緊急用海水系ストレーナ］ 

代表機器と同様に，フランジボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する

可能性は小さく，点検時に塗膜のはく離等が認められた場合は必要に応じて補修塗装

することにより機能を維持している。 

また，これまでの各部の目視点検で有意な腐食がないことを確認している。 

新たに設置される緊急用海水系ストレーナについても，今後，目視点検を行うこと

で健全性を維持できると考える。 

したがって，フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 



－ 3-63 － 

f. 埋込金物の腐食（全面腐食）［MSIV 用アキュムレータ］ 

代表機器と同様に，埋込金物は炭素鋼であり腐食の可能性は否定できないが，外気

接触部については塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食進行の可

能性は小さい。 

また，点検時に目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は，必

要に応じて補修を実施することとしている。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使用環

境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

g．鏡板，胴板等の貫粒型応力腐食割れ［MSIV 用アキュムレータ，SRV 用アキュムレー

タ，原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ］ 

代表機器と同様に，鏡板，胴板等はステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含ま

れる塩化物イオンに起因する貫粒型応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，貫粒型応力腐食割れに対しては，代表箇所における定期的な目視点

検及び付着塩分量測定を実施することとしており，目視点検で異常を認めた場合及び

付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超えた箇所について，浸透探傷検査及び表面清

掃を実施し，異常のないことを確認している。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼容器への塩分付着を防

止している。 

なお，これまでの各部の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も

使用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，鏡板，胴板等の貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

h. 鏡板，胴板の粒界型応力腐食割れ［MSIV 用アキュムレータ，SRV 用アキュムレータ］ 

代表機器と同様に，MSIV 用アキュムレータ，SRV 用アキュムレータの鏡板，胴板は

ステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れが発生する可能性があるが，実際の運転温度

は 100 ℃以下であり，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの各部の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も

使用環境が変わらないことからこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，鏡板，胴板の粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

a. 埋込金物の腐食（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが，

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により

腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生する

まで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用されている安全上重要

な配管系（重要度分類審査指針におけるクラス1，2の配管系），高温・高圧の環境下にある

クラス3の配管系，高温・高圧の環境下以外にあるクラス3の配管系の中で保守管理に関する

方針を策定する配管系及び常設重大事故等対処設備に属する配管系について，運転を断続的

に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象機器の一覧を表1に，機能を表2に示す。 

評価対象機器を材料，内部流体で分類し，それぞれのグループから重要度及び使用条件等

の観点で代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器について評価を展開してい

る。 

 本評価書は配管の材料をもとに，以下の3章で構成されている。 

1. ステンレス鋼配管系 

  2. 炭素鋼配管系 

  3. 低合金鋼配管系 

 本評価書における原子炉再循環系配管サポートの評価は，原子炉再循環ポンプのサポート

の評価も含まれている。 

 また，制御棒駆動系，ほう酸水注入系，復水系及び給水系の油配管については｢ポンプの技

術評価書｣，原子炉再循環系流量制御弁用油圧発生装置の油配管については｢弁の技術評価書｣，

原子炉隔離時冷却系の油配管については「タービン設備の技術評価書」，ディーゼル機関の

補機系統配管（海水系を除く），水圧制御ユニット付属配管，可燃性ガス濃度制御系再結合

器付属配管，制御用圧縮空気系設備付属配管，補助ボイラ設備配管及び廃棄物処理系主要配

管については「機械設備の技術評価書」に含めてそれぞれ評価を実施するものとし，本評価

書には含めていない。 

 なお，本文中の単位はSI単位系に基づくものとする（圧力の単位は特に注記がない限りゲ

ージ圧力を示す）。
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表1 評価対象機器一覧（1/6） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 

分類基準 

当該系統 
主な仕様 

口径／肉厚(mm) 
重要度*1

使用条件 

材料 内部流体
運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

ステンレス鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／11.0 PS-1／MS-1，重*2 一時 8.62 302 

原子炉再循環系 630 mm／40.0 PS-1／MS-1，重*2 連続 11.38 302 

ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*2 一時 9.66 302 

不活性ガス系 25A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 

原子炉系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 

原子炉冷却材浄化系 150A／11.0 PS-1／MS-1 連続 8.62 302 

残留熱除去系 300A／25.4 PS-1／MS-1，重*2 一時 10.69 302 

純水補給水系 50A／3.9 MS-1 一時 1.32 66 

制御棒駆動系 33.4 mm／4.5 MS-1，重*2 連続 12.06 66 

補助系 80A／7.6 MS-1，重*2 連続 0.52 105 

燃料プール冷却浄化系 250A／9.3 MS-2，重*2 連続 1.38 66 

事故時サンプリング設備 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 

高圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 

低圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138 

重大事故等対処設備*3 50A／3.9 重*2 一時 2.5 200 
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表 1 評価対象機器一覧（2/6） 

分類基準 

当該系統 
主な仕様 

口径／肉厚(mm) 
重要度*1

使用条件 

材料 内部流体 
運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

ステンレス鋼

その他ガス

原子炉再循環系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 

不活性ガス系 50A／5.5 MS-1 一時 0.31 171 

制御用圧縮空気系 50A／3.9 MS-1，重*3 連続 1.38 66 

格納容器雰囲気監視系 25A／4.5 MS-1 一時 0.31 171 

中性子計装系 10A／2.3 MS-1 一時 0.31 171 

試料採取系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 

発電機系 15A／3.7 高*2 連続 14.7 40 

消火設備*4 100A／8.6 高*2 一時 10.8 40 

サプレッション・プール水 pH
制御装置*4 80A／5.5 MS-1 一時 0.31 171 

重大事故等対処設備*4 600A／12.7 重*3 一時 0.62 200 

五ほう酸ナ
トリウム水 ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*3 一時 9.66 66 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 

原子炉保護系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 
タービン系 125A／6.6 高*2 連続 0.35 124 

所内蒸気系 25A／4.5 高*2 連続 0.98 183 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 1 評価対象機器一覧（3/6） 

分類基準 

当該系統 
主な仕様 

口径／肉厚(mm) 
重要度*1

使用条件 

材料 内部流体 
運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

炭素鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／14.3 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 

原子炉系 500A／26.2 PS-1／MS-1，重*4 連続 8.62 302 

原子炉冷却材浄化系 65A／9.5 PS-1 連続 8.62 302 

残留熱除去系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 

制御棒駆動系 200A／12.7 MS-1 一時 8.62 138 

補助系 80A／5.5 MS-1 一時 0.86 100 

燃料プール冷却浄化系 25A／4.5 MS-1 一時 0.35 66 

高圧炉心スプレイ系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 

低圧炉心スプレイ系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138 

タービングランド蒸気系 80A／5.5 高*2 連続 1.04 233 

復水系 750A／28.6 高*2，高以外*3 連続 6.14 205 

給水系 600A／46.0 高*2 連続 8.62 302 

給水加熱器ドレン系 200A／8.2 高*2 連続 2.97 239 

所内蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 0.96 183 

重大事故等対処設備*5 200A／8.2 重*4 一時 3.45 174 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度が「高」の機器以外の範囲で保守管理に関する方針を策定する重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 1 評価対象機器一覧（4/6） 

分類基準 

当該系統 
主な仕様 

口径／肉厚(mm) 
重要度*2

使用条件 

材料 内部流体 
運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

炭素鋼 

冷却水*1
原子炉補機冷却系 200A／8.2 MS-1 連続 0.86 66 

ドライウェル冷却系 150A／7.1 MS-1 連続 0.86 66 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 250A／15.1 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 

原子炉系 650A／33.6 PS-1／MS-1，重*4 連続 8.62 302 

タービン主蒸気系 750A／56.4 PS-2 連続 8.62 302 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 50A／8.7 PS-1／MS-1 連続 8.62 302 

タービングランド蒸気系 250A／18.2 高*3 連続 8.62 302 

空気抽出系 250A／9.3 高*3 連続 2.41 205 

給水加熱器ベント系 150A／7.1 高*3 連続 2.97 235 

原子炉給水ポンプ駆動用 

蒸気タービン系 
250A／18.2 高*3 連続 8.62 302 

所内蒸気系 300A／10.3 高*3 連続 0.98 183 

重大事故等対処設備*5 100A／8.6 重*4 一時 8.62 302 

*1：冷却水（防錆剤入り純水） 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：最高使用温度が 95℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 1 評価対象機器一覧（5/6） 

分類基準 

当該系統 
主な仕様 

口径／肉厚(mm) 
重要度*1

使用条件 

材料 内部流体 
運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

（℃） 

炭素鋼 

その他 

ガス 

非常用ガス再循環系 600A／12.0 MS-1，重*3 一時 0.014 86 

非常用ガス処理系 450A／14.3 MS-1，重*3 一時 0.014 86 

可燃性ガス濃度制御系 150A／7.1 MS-1 一時 0.31 171 

気体廃棄物処理系 300A／10.3 PS-2 連続 2.41 205 

不活性ガス系 600A／9.5 MS-1，重*3 連続 0.31 171 

消火設備 65A／7.0 高*2 一時 10.8 40 

希ガスチャコール系 125A／6.6 高*2 連続 0.34 340 

重大事故等対処設備*4 600A／12.7 重*3 一時 0.62 200 

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 250A／9.3 MS-1，重*3 一時 0.70 66 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機海水系 
250A／9.3 MS-1，重*3 一時 0.70 66 

残留熱除去海水系 500A／12.7 MS-1，重*3 一時 3.45 66 

重大事故等対処設備*4 150A／7.1 重*3 一時 0.98 66 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が95℃を超え，又は最高使用圧力が1,900 kPaを超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器
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表 1 評価対象機器一覧（6/6） 

分類基準 

当該系統 
主な仕様 

口径／肉厚(mm) 
重要度*1

使用条件 

材料 内部流体 
運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa) 

最高使用温度

(℃) 

低合金鋼 

純水 

給水加熱器ドレン系 80A／7.6 高*2 連続 1.04 233 

タービングランド蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.42 155 

所内蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.98 183 

その他ガス 気体廃棄物処理系 300A／14.3 PS-2 連続 2.41 538 

蒸気 

原子炉系 65A／9.5 PS-2 連続 8.62 302 

抽気系 1200A／15.9 高*2 連続 1.81 210 

タービン補助蒸気系 125A／8.5 高*2 連続 8.62 302 

タービングランド蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 8.62 302 

給水加熱器ベント系 40A／5.1 高*2 連続 1.81 210 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タ

ービン系 
40A／7.1 高*2 連続 8.62 302 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表2 評価対象機器機能一覧（1/3） 

当該系統 機能 

原子炉隔離時冷却系 原子炉隔離時に蒸気を原子炉隔離時冷却系タービンへ

導き，原子炉へ給水する系統を構成する。 

原子炉再循環系 原子炉内の冷却材を原子炉圧力容器より引き出し，原

子炉再循環ポンプで加圧した後，原子炉圧力容器内に

設置したジェットポンプを通して供給することで原子

炉冷却材を強制循環させる系統を構成する。 

ほう酸水注入系 制御棒の挿入不能により，原子炉の冷温停止ができな

い場合にほう酸水を原子炉圧力容器底部より注入して

負の反応度を与え，原子炉を冷温停止状態にする系統

を構成する。 

不活性ガス系 プラント運転中に原子炉格納容器内を窒素雰囲気にす

る不活性ガス系統を構成する。 

原子炉系 原子炉で発生した蒸気をタービン主蒸気系に移送する

系統，給水系から移送されてきた給水を原子炉へ供給

する系統等を構成する。 

原子炉冷却材浄化系 原子炉冷却材の一部をろ過，脱塩し，給水系に戻す系

統を構成する。 

残留熱除去系 原子炉停止時の崩壊熱除去のため残留熱除去系熱交換

器にて原子炉冷却材を冷却する系統を構成する。その

他低圧注水モード等がある。 

純水補給水系 各系統に必要な純水を復水貯蔵タンクより移送する系

統を構成する（ただし，対象は原子炉格納容器バウン

ダリのみ）。 

制御棒駆動系 制御棒の駆動に必要な水を供給する系統を構成する。

補助系 原子炉格納容器内で発生する廃液を液体廃棄物処理系

まで移送する系統を構成する（ただし，対象は原子炉

格納容器バウンダリのみ）。 

燃料プール冷却浄化系 使用済燃料プール水の一部をろ過，脱塩し，使用済燃

料プールに戻す系統を構成する。 

事故時サンプリング設備 原子炉冷却材喪失事故時に放射性障壁の健全性を確認

するためにサンプリングする系統を構成する（ただ

し，対象は原子炉格納容器バウンダリのみ）。 

高圧炉心スプレイ系 小破断による原子炉冷却材喪失事故時に，炉圧が高い

状態において，原子炉水位確保と減圧及び炉心の冷却

を行うため，復水貯蔵タンク又はサプレッション・プ

ール内の水を炉心に供給する系統を構成する。 

低圧炉心スプレイ系 大破断による原子炉冷却材喪失事故時に炉心の冷却を

行うため，サプレッション・プール内の水を炉心に供

給する系統を構成する。 

原子炉保護系 原子炉圧力，原子炉水位等を測定するため，原子炉格

納容器外にある検出器に原子炉冷却材，主蒸気等を送

る系統を構成する。 

タービングランド蒸気系 主タービンの軸封を行う蒸気を供給する系統を構成す

る。 

復水系 主復水器で凝縮された復水を原子炉給水ポンプへ移送

する系統を構成する。 
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表2 評価対象機器機能一覧（2/3） 

当該系統 機能 

給水系 復水系から移送されてきた給水を原子炉へ供給する系

統を構成する。 

給水加熱器ドレン系 給水加熱器で凝縮した抽気蒸気ドレン水を主復水器へ

移送する系統を構成する。 

所内蒸気系 補助ボイラ設備により発生した蒸気を放射性廃棄物処

理系等に供給する系統を構成する。 

制御用圧縮空気系 空気作動弁や計装機器に駆動用圧縮空気を供給する系

統を構成する。 

格納容器雰囲気監視系 原子炉冷却材喪失事故時に原子炉格納容器内の雰囲気

を監視する系統を構成する。 

中性子計装系 移動式炉心内中性子束計装検出器を原子炉格納容器外

から炉心内に挿入，引抜するための系統を構成する

（ただし，対象は原子炉格納容器バウンダリのみ）。 

試料採取系 各系統のサンプリングを行う系統を構成する（ただ

し，対象は原子炉格納容器バウンダリのみ）。 

発電機系 発電機固定子，回転子冷却用の水素を発電機へ供給す

る系統を構成する。 

非常用ガス再循環系 原子炉建屋内における，放射性物質の放出を伴う事故

時に，放射性物質を除去する系統を構成する。 

非常用ガス処理系 非常用ガス再循環系で処理されたガスの一部を，再度

放射性物質を除去し，排気筒から放出する系統を構成

する。 

可燃性ガス濃度制御系 原子炉冷却材喪失事故に伴い，燃料被覆材のジルコニ

ウムと水の反応により発生する水素と酸素の濃度を制

御する系統を構成する。 

気体廃棄物処理系 主復水器内の非凝縮性ガス（排ガス）のうち，酸素と

水素を再結合させるとともに，放射性希ガスを希ガス

チャコール系に移送する系統を構成する。 

消火設備 火災を感知し，自動的に炭酸ガスを放出する系統を構

成する。 

希ガスチャコール系 気体廃棄物処理系から移送された放射性希ガスを活性

炭ホールドアップ装置にて減衰させた後に排気筒から

放出する系統を構成する。 

原子炉補機冷却系 原子炉格納容器内，原子炉建屋内の原子炉補機等に冷

却水を循環供給する系統を構成する（ただし，対象は

原子炉格納容器バウンダリのみ）。 

ドライウェル冷却系 ドライウェル内の湿度を調整する系統を構成する（た

だし，対象は原子炉格納容器バウンダリのみ）。 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービ

ン系 

主蒸気の一部を原子炉給水ポンプ駆動用タービンへ移

送する系統を構成する。 

タービン主蒸気系 原子炉で発生した蒸気を主タービンに移送する系統を

構成する。 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 主蒸気管破断事故時に主蒸気隔離弁からの漏えい蒸気

をサプレッション・プール等へ導く系統を構成する。 

抽気系 タービン抽気を主復水器及び給水加熱器へ移送する系

統を構成する。 
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表2 評価対象機器機能一覧（3/3） 

当該系統 機能 

空気抽出系 駆動用蒸気を用いて，主復水器内の非凝縮性ガスを抽

出し，主復水器の真空度を確保する系統を構成する。 

給水加熱器ベント系 給水加熱器内の非凝縮性ガスを主復水器へ移送する系

統を構成する。 

タービン補助蒸気系 主蒸気の一部を蒸気式空気抽出器，グランド蒸気蒸発

器へ移送する系統を構成する。 

非常用ディーゼル発電機海水系 非常用ディーゼル機関に付属する各熱交換器へ，冷却

用の海水を移送する系統を構成する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機海水系 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関に付属する各熱交

換器へ，冷却用の海水を移送する系統を構成する。 

残留熱除去海水系 残留熱除去系熱交換器へ冷却用の海水を移送する系統

を構成する。 

サプレッション・プール水pH制御装

置 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッショ

ン・プール水の酸性化防止及び核分裂生成物由来のよ

う素を捕捉するため，サプレッション・プール水のpH

を制御する系統を構成する（ただし，対象は原子炉格

納容器バウンダリのみ）。 

重大事故等対処設備 設計基準事故対処設備が有する原子炉の冷却機能等が

喪失した場合において，炉心の著しい損傷防止及び原

子炉格納容器の破損防止等のため，サプレッション・

プール水等を原子炉に注水する系統，最終ヒートシン

クへ熱を輸送する系統及び原子炉格納容器内ガスをフ

ィルタ装置へ導き，放射性物質を低減させ放出する系

統等を構成する。 
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［対象系統］ 

① 原子炉隔離時冷却系 

② 原子炉再循環系 

③ ほう酸水注入系 

④ 不活性ガス系 

⑤ 原子炉系 

⑥ 原子炉冷却材浄化系 

⑦ 残留熱除去系 

⑧ 純水補給水系 

⑨ 制御棒駆動系 

⑩ 補助系 

⑪ 燃料プール冷却浄化系 

⑫ 事故時サンプリング設備 

⑬ 高圧炉心スプレイ系 

⑭ 低圧炉心スプレイ系 

⑮ 原子炉保護系 

⑯ 制御用圧縮空気系 

⑰ 格納容器雰囲気監視系 

⑱ 中性子計装系 

⑲ 試料採取系 

⑳ 発電機系 

㉑ 消火設備 

㉒ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 

㉓ 所内蒸気系 

㉔ サプレッション・プール水 pH 制御装置 

㉕ 重大事故等対処設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なステンレス鋼配管系の主な仕様を表1-1に示す。 

これらの配管を内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループより以下のとおり

代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

内部流体を分類基準とし,ステンレス鋼配管系を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

内部流体は純水，その他ガス，五ほう酸ナトリウム水，蒸気に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 内部流体：純水 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系，ほう酸水注入系，不活性

ガス系，原子炉系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，純水補給水系，制御棒駆動系，

補助系，燃料プール冷却浄化系，事故時サンプリング設備，高圧炉心スプレイ系，低圧

炉心スプレイ系，原子炉保護系，重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，運転

状態が厳しく，最高使用温度が高い系統のうち，最高使用圧力が高い原子炉再循環系を

代表機器とする。 

 

(2) 内部流体：その他ガス 

このグループには，原子炉再循環系，制御用圧縮空気系，不活性ガス系，格納容器雰

囲気監視系，中性子計装系，試料採取系，発電機系，消火設備，サプレッション・プー

ル水 pH 制御装置，重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，運転状態が厳しい

制御用圧縮空気系を代表機器とする。 

 

(3) 内部流体：五ほう酸ナトリウム水 

このグループには，ほう酸水注入系のみが属することから，同系統を代表機器とする。 

 

(4) 内部流体：蒸気 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，原子炉保護系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸

気タービン系，所内蒸気系が属するが，重要度が高く，運転状態が厳しい原子炉保護系

を代表機器とする。 
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表 1-1（1/2） ステンレス鋼配管系のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 選定理由 材料 内部流体 
主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用

温度 

（℃） 

ステンレス鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／11.0 PS-1／MS-1，重*2 一時 8.62 302   

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

原子炉再循環系 630 mm／40.0 PS-1／MS-1，重*2 連続 11.38 302 ◎ 

ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*2 一時 9.66 302  

不活性ガス系 25A／3.9 MS-1 一時 0.31 171  

原子炉系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302  

原子炉冷却材浄化系 150A／11.0 PS-1／MS-1 連続 8.62 302  

残留熱除去系 300A／25.4 PS-1／MS-1，重*2 一時 10.69 302  

純水補給水系 50A／3.9 MS-1 一時 1.32 66  

制御棒駆動系 33.4 mm／4.5 MS-1，重*2 連続 12.06 66  

補助系 80A／7.6 MS-1，重*2 連続 0.52 105  

燃料プール冷却浄化系 250A／9.3 MS-2，重*2 連続 1.38 66  

事故時サンプリング設備 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302  

高圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302  

低圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302  

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138  

重大事故等対処設備*3 50A／3.9 重*2 一時 2.5 200  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器
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表 1-1（2/2） ステンレス鋼配管系のグループ化及び代表機器の選定 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 選定理由 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度（℃）

ステンレス鋼

その他ガス 

原子炉再循環系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171   

 

重要度 

運転状態 

不活性ガス系 50A／5.5 MS-1 一時 0.31 171  

制御用圧縮空気系 50A／3.9 MS-1，重*3 連続 1.38 66 ◎ 

格納容器雰囲気監視系 25A／4.5 MS-1 一時 0.31 171  

中性子計装系 10A／2.3 MS-1 一時 0.31 171  

試料採取系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171  

発電機系 15A／3.7 高*2 連続 14.7 40  

消火設備*4 100A／8.6 高*2 一時 10.8 40  

サプレッション・プール水
pH 制御装置*4 80A／5.5 MS-1 一時 0.31 171  

重大事故等対処設備*4 600A／12.7 重*3 一時 0.62 200  

五ほう酸ナ
トリウム水 ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*3 一時 9.66 66 ◎  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302   

重要度 

運転状態 

原子炉保護系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 ◎ 

原子炉給水ポンプ駆動用
蒸気タービン系 125A／6.6 高*2 連続 0.35 124  

所内蒸気系 25A／4.5 高*2 連続 0.98 183  
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2. 代表機器の技術評価 

本章では1章で代表機器とした以下の配管について技術評価を実施する。 

① 原子炉再循環系 

② 制御用圧縮空気系 

③ ほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部） 

④ 原子炉保護系 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉再循環系 

(1) 構造 

東海第二の原子炉再循環系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等），温度計ウェ

ル，及びオイルスナッバ等で構成されており，配管にステンレス鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の原子炉再循環系配管の系統図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉再循環系配管主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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評価対象（ステンレス鋼） 

図 2.1-1 原子炉再循環系系統図 
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表 2.1-1 原子炉再循環系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 ステンレス鋼 

温度計ウェル ステンレス鋼 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

ラグ ステンレス鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼  

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-2 原子炉再循環系配管の使用条件 

最高使用圧力 11.38 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.2 制御用圧縮空気系 

(1) 構造 

東海第二の制御用圧縮空気系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等）及びレスト

レイント等で構成されており，配管にステンレス鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の制御用圧縮空気系配管の系統図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の制御用圧縮空気系配管主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表

2.1-4 に示す。
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図 2.1-2 制御用圧縮空気系系統図 
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表 2.1-3 制御用圧縮空気系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 配管 ステンレス鋼 

機器の支持 支持 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-4 制御用圧縮空気系配管の使用条件 

最高使用圧力 1.38 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 その他ガス（空気） 
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2.1.3 ほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部） 

(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系配管（五ほう酸ナトリウム水部）は，配管（直管，エル

ボ，Ｔ継手等）及びオイルスナッバ等で構成されており，配管にステンレス鋼が使用

されている。 

また，各配管はフランジ継手又は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二のほう酸水注入系配管（五ほう酸ナトリウム水部）の系統図を図 2.1-3 に

示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系配管（五ほう酸ナトリウム水部）主要部位の使用材料を

表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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表 2.1-5 ほう酸水注入系配管（五ほう酸ナトリウム水部）主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

ラグ ステンレス鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-6 ほう酸水注入系配管（五ほう酸ナトリウム水部）の使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.1.4 原子炉保護系 

(1) 構造 

東海第二の原子炉保護系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等），オリフィス及

びレストレイント等で構成されており，配管の一部にステンレス鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の原子炉保護系配管の系統図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉保護系配管主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 
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表 2.1-7 原子炉保護系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 ステンレス鋼 

オリフィス ステンレス鋼 

機器の支持 支持 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-8 原子炉保護系配管の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ステンレス鋼配管系の機能である流体の流路確保機能の達成に必要な項目は以下の

とおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ステンレス鋼配管系について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開

した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及

び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を

抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。  

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 配管の疲労割れ［原子炉再循環系］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a．基礎ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b．配管の貫粒型応力腐食割れ［共通］ 

配管外面に付着した大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンに起因する貫粒

型応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，貫粒型応力腐食割れに対しては，代表箇所における定期的な目視

点検及び付着塩分量測定を実施することとしており，目視点検で異常を認めた場合

及び付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超えた箇所について，配管表面清掃及び

浸透探傷検査を実施し，異常の無いことを確認している。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼配管への塩分付着を

防止している。 

したがって，配管の貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c．フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）［ほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウ

ム水部）］ 

フランジボルト・ナットは，低合金鋼又は炭素鋼であり，腐食の発生が想定され

るが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことによりフランジボルト・ナットの機能

を維持している。 

したがって，フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d．オイルスナッバ，ハンガ及びレストレイントの腐食（全面腐食）［共通］ 

オイルスナッバ（原子炉再循環系及びほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部）

のみ），ハンガ（原子炉再循環系及びほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部）

のみ）及びレストレイントは炭素鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，

表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，オイルスナッバ，ハンガ及びレストレイントの腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 



 

－ 1-18 － 

 

e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（大気接触部）は腐食の発生が想定されるが，表面は塗装を施しており，

塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

サポート取付ボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼を使用しており，腐食の発生

が想定されるが，表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する

可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 配管及び温度計ウェルの粒界型応力腐食割れ［原子炉再循環系，原子炉保護系］ 

原子炉再循環系の配管，温度計ウェル及び原子炉保護系配管の 100 ℃以上の流体

に接液するステンレス鋼使用部位には，粒界型応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，原子炉再循環系の配管及び温度計ウェルについては，高周波誘導

加熱及び水冷溶接による残留応力低減処置を実施しているとともに，1997 年以降，

水素注入により溶存酸素を低減し，腐食環境を改善していることから，粒界型応力

腐食割れが発生する可能性は小さい。 

また，原子炉保護系配管については，小口径のため薄肉であり，大口径配管の溶

接部と比較して溶接入熱量が低いと考えられるほか，溶接残留応力も大口径配管の

溶接部ほど高くはないと考えられることから，粒界型応力腐食割れが発生する可能

性は小さい。 

なお，定期的に溶接部の超音波探傷検査又は耐圧部の漏えい検査を実施しており，

これまで粒界型応力腐食割れは認められていない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

配管及び温度計ウェルの粒界型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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h．配管の腐食（全面腐食）[ほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部）] 

ほう酸水注入系の内部流体は五ほう酸ナトリウム水であるため腐食が想定され

るが，ステンレス鋼は五ほう酸ナトリウム水に対し耐食性を有していることから，

腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，定期的に耐圧部の漏えい検査を実施しており，これまで有意な腐食は認め

られていない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

配管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

i．オイルスナッバ及びハンガの機能低下［原子炉再循環系，ほう酸水注入系（五ほ

う酸ナトリウム水部）］ 

オイルスナッバ及びハンガは，長期にわたる摺動の繰り返しや荷重作用等により，

機能低下が想定されるが，ピン等の摺動部材については起動・停止等の想定される

配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小さい。 

また，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定さ

れており，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いため，へたりが進行する可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な機能低下は認められて

いない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

オイルスナッバ及びハンガの機能低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

j．ラグ及びレストレイントの疲労割れ[共通] 

ラグ（原子炉再循環系及びほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部）のみ）及

びレストレイントは，設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束点を選定し

ており，熱応力が過大となる部位にはスナッバを使用することとしている。 

このため，ラグ及びレストレイントが熱応力により割れに至る疲労が蓄積される

可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な割れは認められていな

い。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

ラグ及びレストレイントの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a．配管の高サイクル疲労割れ[共通] 

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプ等の機械・流体振動による繰り返し応力

により高サイクル疲労割れが想定される。東海第二の小口径配管においても過去に

高サイクル疲労割れによる不具合が発生しているが，配管サポートの取付位置が不

適切であったためと想定され，高サイクル疲労割れに対しても十分考慮した上で対

策を実施している。 

さらに，2002 年に発生した関西電力美浜発電所 3号機小口径配管不具合の水平展

開として，運転時間の短い小口径配管のソケット溶接部に対して疲労評価を実施し

ており，疲労評価上応力が高い場合はサポートの改造を実施している。また，併せ

て浸透探傷検査及び目視点検を実施しており，有意な欠陥は認められていない。 

振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難いことから，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b．温度計ウェルの高サイクル疲労割れ[原子炉再循環系] 

温度計ウェルについては，内部流体の流体力，カルマン渦及び双子渦発生による

励振力により，管台との取合い部に高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，設

計上流体の同期振動の回避及びランダム渦による強度が考慮されていれば損傷を

回避できるものであり，当該系統において高サイクル疲労割れは発生していない。 

なお，もんじゅで発生した温度計ウェルの損傷事例に対しては，原子力安全・保

安院指示文書（平成 17･12･22 原院第 6号 平成 17 年 12 月 27 日「発電用原子力設

備に関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検

査の実施について」NISA-163a-05-3）に従い，日本機械学会「配管内円柱状構造物

の流力振動評価指針 JSME S012-1998」に基づき評価を行い，損傷の可能性が否定

できない箇所については撤去又は十分な強度を有するものへの取替を実施してい

る。 

したがって，温度計ウェルの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

c．オリフィスの異物付着[原子炉保護系] 

オリフィスに異物が付着することにより，顕著な性能低下が想定される。 

しかしながら，これまでの運転経験で異物付着による性能低下は認められておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，オリフィスの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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d．埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[共通] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食の発生が想定されるが，

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長時間を要する。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e．基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[共通] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

 



 

 

－
 
1
-
2
2
 
－
 

表 2.2-1(1/4) 原子炉再循環系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管 
 

 
ステンレス鋼   

○ 

▲*1 △*2*3    
*1：高サイクル 

疲労割れ 

*2：貫粒型応力 

腐食割れ 

*3：粒界型応力 

腐食割れ 

*4：機能低下 

*5：大気接触部 

*6：コンクリー

ト埋設部 

*7：樹脂の劣化 

 

 

温度計ウェル 
 

 
ステンレス鋼   ▲*1 △*3    

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 
 

 
炭素鋼  △     △*4 

ハンガ 
 

 
炭素鋼  △     △*4 

ラグ 
 

 
ステンレス鋼   △     

レストレイント 
 

 
炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 

 

 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

埋込金物  炭素鋼  
△*5 

▲*6 
     

基礎ボルト 
 

 
炭素鋼，樹脂  △    ▲*7  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
2
3
 
－
 

 

表2.2-1(2/4) 制御用圧縮空気系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 配管 

 

 
ステンレス鋼   ▲*1 △*2    

*1：高サイクル 

疲労割れ 

*2：貫粒型応力 

腐食割れ 

*3：大気接触部 

*4：コンクリート

埋設部 

*5：樹脂の劣化 

 

機器の支持 支持 

レストレイント 
 

 
炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 

 

 
炭素鋼  △      

埋込金物 
 

 
炭素鋼  

△*3 

▲*4 
     

基礎ボルト 
 

 
炭素鋼，樹脂  △    ▲*5  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
2
4
 
－
 

表2.2-1(3/4) ほう酸水注入系配管（五ほう酸ナトリウム水部）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管  ステンレス鋼  △ ▲*1 △*2    *1：高サイクル 

疲労割れ 

*2：貫粒型応力 

腐食割れ 

*3：機能低下 

*4：大気接触部 

*5：コンクリー 

ト埋設部 

*6：樹脂の劣化 

*7：炭素鋼 

フランジボルト・ 

ナット 

 

 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

ガスケット ◎ － 
 

 
      

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 
 

 炭素鋼  △     △*3 

ハンガ 
 

 炭素鋼  △     △*3 

ラグ 
 

 ステンレス鋼   △     

レストレイント 
 

 
炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 
 

ステンレス鋼，

炭素鋼 
 △*7      

埋込金物 
 

 
炭素鋼  △*4 

▲*5 
     

基礎ボルト 
 

 
炭素鋼，樹脂  △    ▲*6  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1
-
2
5
 
－
 

表2.2-1(4/4) 原子炉保護系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管 
 

 
ステンレス鋼   ▲*1 △*2*3    

*1：高サイクル 

疲労割れ 

*2：貫粒型応力 

腐食割れ 

*3：粒界型応力 

腐食割れ 

*4：異物付着 

*5：大気接触部 

*6：コンクリート

埋設部 

*7：樹脂の劣化 

オリフィス 
 

 
ステンレス鋼       ▲*4 

機器の支持 支持 

レストレイント 
 

 
炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △      

埋込金物 
 

 
炭素鋼  

△*5 

▲*6 
     

基礎ボルト 
 

 
炭素鋼，樹脂  △    ▲*7  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 配管の疲労割れ［原子炉再循環系］ 

a．事象の説明 

原子炉再循環系配管は，プラントの起動・停止時等の熱過渡により配管に疲労が

蓄積する可能性がある。 

 

b．技術評価 

① 健全性評価 

疲労評価は，図 2.3-1 に示す三次元梁モデルを作成し，日本機械学会「発電用原

子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，

設計・建設規格という）に基づき評価した。 

過渡回数は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した 2016 年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含

し，より保守的*に設定した過渡回数とした。評価用過渡条件を表 2.3-1 に示す。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍以上を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労について，日本機械学会「発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法（2009 年版）」（以下，環境疲労評価手法という）に基づいて評価

した。 

この結果，表 2.3-2 に示すとおり，疲労累積係数は運転開始後 60 年時点において

も許容値以下であり，疲労割れ発生の可能性は小さいと判断する。 

 

② 現状保全 

原子炉再循環系配管については，供用期間中検査にて超音波探傷検査を実施し，

有意な欠陥のないことを確認している。 

また，供用期間中検査毎に漏えい検査を実施し，耐圧部の健全性を確認している。

さらに，高経年化技術評価に合わせて実過渡回数に基づく評価を実施することとし

ている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から，疲労割れ発生の可能性は十分に小さいと考えるが，疲労評

価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握する必要がある。 

疲労割れは超音波探傷検査，漏えい検査にて検知可能であることから，現状の保

全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c．高経年化への対応 

配管の疲労割れについては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年

時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
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表 2.3-1 原子炉再循環系配管の疲労評価用過渡条件 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数

（2016 年 11 月時点） 60 年目推定 

ボルト締付 26 48 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

夜間低出力運転（出力 75%） 67 120 

週末低出力運転（出力 50%） 115 165 

制御棒パターン変更 96 176 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失 

（給水加熱器部分バイパス） 
0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他のスクラム） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

 

表 2.3-2 原子炉再循環系配管の疲労評価結果 

配管 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：１以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価 
環境疲労評価手法による評価 

（環境を考慮） 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 

60 年時点 
運転開始後 60 年時点 

原子炉再循環系 0.0041 0.0067 0.1182 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代表

機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 原子炉隔離時冷却系 

② 原子炉再循環系（その他ガス部） 

③ ほう酸水注入系（純水部） 

④ 不活性ガス系 

⑤ 原子炉系 

⑥ 原子炉冷却材浄化系 

⑦ 残留熱除去系 

⑧ 純水補給水系 

⑨ 制御棒駆動系 

⑩ 補助系 

⑪ 燃料プール冷却浄化系 

⑫ 事故時サンプリング設備 

⑬ 高圧炉心スプレイ系 

⑭ 低圧炉心スプレイ系 

⑮ 原子炉保護系（純水部） 

⑯ 格納容器雰囲気監視系 

⑰ 中性子計装系 

⑱ 試料採取系 

⑲ 発電機系 

⑳ 消火設備 

㉑ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 

㉒ 所内蒸気系 

㉓ サプレッション・プール水 pH 制御装置 

㉔ 重大事故等対処設備 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 配管の疲労割れ［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系］ 

代表機器と同様，プラントの起動・停止時等の熱過渡を受けるため，疲労の蓄積で疲

労割れが発生する可能性があるが，疲労評価上一番厳しいと考えられる代表機器に対し

て疲労評価を行った結果，疲労累積係数は運転開始後 60 年時点でも十分許容値を下回

っており，疲労割れが発生する可能性は小さいと判断する。 

また，疲労割れは，超音波探傷検査及び漏えい検査等により検知可能であり，健全性

は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はないと

判断する。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［純水補給水系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービ

ン系，所内蒸気系以外］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて

評価を実施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 配管及び温度計ウェルの貫粒型応力腐食割れ［ほう酸水注入系（純水部），原子炉保

護系（純水部），原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系，発電機系，所内蒸気系以

外］ 

代表機器と同様，配管外面に付着した大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンに

起因した貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，定期的な目視点検及び付着塩分

量測定を実施し，その結果により必要に応じ配管表面清掃及び浸透探傷検査を実施す

ることとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼配管への塩分付着を防

止している。 

したがって，配管及び温度計ウェルの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）［原子炉隔離時冷却系，重大事故等対処

設備］ 

代表機器と同様，フランジボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食の発

生が想定される。 

しかしながら，目視点検を実施しており，腐食が認められた場合は必要に応じ補修

又は取替を実施することとしている。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検

を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ハンガ及びレストレイントの腐食（全面腐

食）［純水補給水系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系，所内蒸気系以外］ 

代表機器と同様，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ハンガ及びレストレイン

トは炭素鋼を使用しており，腐食の発生が想定されるが，表面は塗装を施しており，

塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

て補修を実施することとしており，新たに設置される消火設備，サプレッション・プ

ール水 pH 制御装置及び重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検を

実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ハンガ及びレストレイントの

腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）[原子炉給水ポンプ駆動用蒸気

タービン系] 

オリフィス等の絞り部の影響で，蒸気とともに加速され高速になった液滴が配管の

壁面などに衝突する部位，配管内での減圧沸騰により発生した蒸気の体積膨張により

加速された液滴が配管の壁面などに衝突する部位では，腐食（液滴衝撃エロージョン）

による減肉が発生しやすい。 

配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）に対しては，社内規程「配管

肉厚管理マニュアル」に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点

検箇所を選定し，肉厚測定又は放射線透過検査にて，減肉傾向を把握している。 

また，必要最小肉厚に達するまでの余寿命を算出し，その結果に応じて次回測定又

は取替を行うこととしている。 

したがって，配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［純水補給水系，原子炉給水ポンプ

駆動用蒸気タービン系，所内蒸気系以外］ 

代表機器と同様，サポート取付ボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼を使用してお

り，腐食の発生が想定されるが，表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐

食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施することとしており，新たに設置される消火設備，サプレッション・プー

ル水 pH 制御装置及び重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［純水補給水系，原子炉給水ポンプ駆動

用蒸気タービン系，所内蒸気系以外］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は腐食の発生が想定されるが，表面は塗

装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施することとしており，新たに設置される消火設備，サプレッション・プー

ル水 pH 制御装置及び重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 配管及び温度計ウェルの粒界型応力腐食割れ［原子炉隔離時冷却系，ほう酸水注入

系（純水部），原子炉系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，補助系，事故時サン

プリング設備，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，原子炉保護系（純水部），

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系，所内蒸気系，サプレッション・プール水

pH 制御装置，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，100 ℃以上の流体に接液するステンレス鋼使用部位には，粒界型

応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，原子炉冷却材浄化系及び残留熱除去系については，高周波誘導加熱

及び水冷溶接による残留応力低減処置，並びに鋭敏化特性に優れた低炭素ステンレス

鋼を使用しているため，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

原子炉隔離時冷却系，補助系，原子炉保護系（純水部），サプレッション・プール

水 pH 制御装置及び重大事故等対処設備については，運転温度が 100 ℃未満であり，

粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系及び所内蒸気系については，鋭敏化特性に

優れた低炭素ステンレス鋼を使用しているため，粒界型応力腐食割れが発生する可能

性は小さい。 

その他の系統については，小口径のため薄肉であり，大口径配管の溶接部と比較し

て溶接入熱量が低いと考えられるほか，溶接残留応力も大口径配管の溶接部ほど高く

はないと考えられることから，粒界型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，定期的に溶接部の超音波探傷検査，または，耐圧部の漏えい検査等を実施し

ており，これまで粒界型応力腐食割れは認められていない。 

また，新たに設置されるサプレッション・プール水 pH 制御装置及び重大事故等対

処設備についても，今後，定期的に漏えい検査等を実施することで健全性を確認でき

ると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，配

管及び温度計ウェルの粒界型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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i. オイルスナッバ，メカニカルスナッバ及びハンガの機能低下［原子炉隔離時冷却系，

ほう酸水注入系（純水部），原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，原子炉保護系（純

水部），消火設備，サプレッション・プール水 pH 制御装置，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ及びハンガは長期にわたる

摺動の繰り返しや荷重作用等により，機能低下が想定されるが，ピン等の摺動部材に

ついては起動・停止等の想定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗

が生じる可能性は小さい。 

また，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定され

ており，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低いた

め，へたりが進行する可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な機能低下は認められてい

ない。 

また，新たに設置される消火設備，サプレッション・プール水 pH 制御装置及び重

大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検を実施することで健全性を確

認できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，オ

イルスナッバ，メカニカルスナッバ及びハンガの機能低下は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. ラグ及びレストレイントの疲労割れ[純水補給水系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タ

ービン系，所内蒸気系以外] 

代表機器と同様，ラグ及びレストレイントは，設計段階において，配管の熱応力を

考慮して拘束点を選定しており，熱応力が過大となる部位にはスナッバを使用するこ

ととしている。 

このため，ラグ及びレストレイントが熱応力により割れに至る疲労が蓄積される可

能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な割れは認められていない。 

また，新たに設置される消火設備，サプレッション・プール水 pH 制御装置及び重

大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検を実施することで健全性を確

認できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ラ

グ及びレストレイントの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 配管の高サイクル疲労割れ[原子炉隔離時冷却系，ほう酸水注入系（純水部），原子炉

系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，制御棒駆動系，事故時サンプリング設備，

高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，重大事故等対処設備] 

代表機器と同様，小口径配管のソケット溶接部は，ポンプ等の機械・流体振動によ

る繰り返し応力により高サイクル疲労割れが想定される。東海第二の小口径配管にお

いても過去に高サイクル疲労割れによる不具合が発生しているが，配管サポートの取

付位置が不適切であったためと想定され，高サイクル疲労割れに対しても十分考慮し

た上で対策を実施している。 

さらに，2002 年に発生した関西電力美浜発電所 3号機小口径配管不具合の水平展開

として，運転時間の短い小口径配管のソケット溶接部に対して疲労評価を実施してお

り，疲労評価上応力が高い場合はサポートの改造を実施している。また，併せて浸透

探傷検査及び目視点検を実施しており，有意な欠陥は認められていない。 

振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

また，同様な設計方針に基づき新たに設置される重大事故等対処設備についても，

同様と考えられる。 

したがって，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

b. オリフィス及びフローノズルの異物付着[原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，原子

炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系] 

代表機器と同様，オリフィス及びフローノズルに異物が付着することにより，顕著

な性能低下が想定される。 

しかしながら，これまでの運転経験で異物付着による性能低下は認められておらず,

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，オリフィス及びフローノズルの異物付着は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[純水補給水系，原子炉給水ポ

ンプ駆動用蒸気タービン系，所内蒸気系以外] 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食の発生

が想定されるが，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性

化の進行により腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な

腐食が発生するまで長時間を要する。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d．基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[純水補給水系，原子炉給水ポン

プ駆動用蒸気タービン系，所内蒸気系以外] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するも

のとし，本評価書には含めない。 

 



 

 

 

 

 

 

2. 炭素鋼配管系 
 

 

［対象系統］ 

① 原子炉隔離時冷却系         ㉕ 可燃性ガス濃度制御系 

② 原子炉系              ㉖ 気体廃棄物処理系 

③ 原子炉冷却材浄化系         ㉗ 不活性ガス系 

④ 残留熱除去系            ㉘ 消火設備 

⑤ 制御棒駆動系            ㉙ 希ガスチャコール系 

⑥ 補助系               ㉚ 非常用ディーゼル発電機海水系 

⑦ 燃料プール冷却浄化系        ㉛ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑧ 高圧炉心スプレイ系         ㉜ 残留熱除去海水系 

⑨ 低圧炉心スプレイ系         ㉝ 重大事故等対処設備 

⑩ 原子炉保護系  

⑪ タービングランド蒸気系 

⑫ 復水系 

⑬ 給水系 

⑭ 給水加熱器ドレン系 

⑮ 所内蒸気系 

⑯ 原子炉補機冷却系 

⑰ ドライウェル冷却系 

⑱ タービン主蒸気系 

⑲ 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑳ 空気抽出系 

㉑ 給水加熱器ベント系 

㉒ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 

㉓ 非常用ガス再循環系 

㉔ 非常用ガス処理系 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な炭素鋼配管系の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの炭素鋼配管系を内部流体毎にグループ化し，それぞれのグループより以下のとお

り代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

内部流体を分類基準とし，炭素鋼配管系を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

内部流体は純水，冷却水，蒸気，その他ガス，海水に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 内部流体：純水 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除

去系，制御棒駆動系，補助系，燃料プール冷却浄化系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心

スプレイ系，原子炉保護系，タービングランド蒸気系，復水系，給水系，給水加熱器ド

レン系，所内蒸気系，重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，運転状態が厳し

い系統のうち，最高使用温度及び最高使用圧力が同等であることから，口径が大きい原

子炉系を代表機器とする。 

 

(2) 内部流体：冷却水 

このグループには，原子炉補機冷却系，ドライウェル冷却系が属するが，重要度，運

転状態，最高使用温度及び最高使用圧力が同等であることから，口径が大きい原子炉補

機冷却系を代表機器とする。 

 

(3) 内部流体：蒸気 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，タービン主蒸気系，主蒸気隔離

弁漏えい抑制系，タービングランド蒸気系，空気抽出系，給水加熱器ベント系，原子炉

給水ポンプ駆動用蒸気タービン系，所内蒸気系，重大事故等対処設備が属するが，重要

度が高く，運転状態が厳しい系統のうち，最高使用温度及び最高使用圧力が同等である

ことから口径の大きい原子炉系を代表機器とする。 

 

(4) 内部流体：その他ガス 

このグループには，非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，可燃性ガス濃度制御系，

気体廃棄物処理系，不活性ガス系，消火設備，希ガスチャコール系，重大事故等対処設

備が属するが，重要度が高く，運転状態が厳しい不活性ガス系を代表機器とする。 
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(5) 内部流体：海水 

このグループには，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系，残留熱除去海水系，重大事故等対処設備が属するが，重要度，運転状態

及び最高使用温度が同等であることから，最高使用圧力が高い残留熱除去海水系を代表

機器とする。 
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表 1-1（1/3） 炭素鋼配管系のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 選定理由 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度(℃) 

炭素鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／14.3 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302   

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

口径 

原子炉系 500A／26.2 PS-1／MS-1，重*4 連続 8.62 302 ◎ 

原子炉冷却材浄化系 65A／9.5 PS-1 連続 8.62 302  

残留熱除去系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302  

制御棒駆動系 200A／12.7 MS-1 一時 8.62 138  

補助系 80A／5.5 MS-1 一時 0.86 100  

燃料プール冷却浄化系 25A／4.5 MS-1 一時 0.35 66  

高圧炉心スプレイ系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302  

低圧炉心スプレイ系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302  

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138  

タービングランド蒸気系 80A／5.5 高*2 連続 1.04 233  

復水系 750A／28.6 高*2，高以外*3 連続 6.14 205  

給水系 600A／46.0 高*2 連続 8.62 302  

給水加熱器ドレン系 200A／8.2 高*2 連続 2.97 239  

所内蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 0.96 183  

重大事故等対処設備*5 200A／8.2 重*4 一時 3.45 174  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度が「高」の機器以外の範囲で保守管理に関する方針を策定する重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 1-1（2/3） 炭素鋼配管系のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 選定理由 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*2 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度(℃) 

炭素鋼 

冷却水*1 

原子炉補機冷却系 200A／8.2 MS-1 連続 0.86 66 ◎ 
重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

口径 
ドライウェル冷却系 150A／7.1 MS-1 連続 0.86 66  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 250A／15.1 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302   

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

口径 

原子炉系 650A／33.6 PS-1／MS-1，重*4 連続 8.62 302 ◎ 

タービン主蒸気系 750A／56.4 PS-2 連続 8.62 302  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 50A／8.7 PS-1／MS-1 連続 8.62 302  

タービングランド蒸気系 250A／18.2 高*3 連続 8.62 302  

空気抽出系 250A／9.3 高*3 連続 2.41 205  

給水加熱器ベント系 150A／7.1 高*3 連続 2.97 235  

原子炉給水ポンプ駆動用 

蒸気タービン系 
250A／18.2 高*3 連続 8.62 302  

所内蒸気系 300A／10.3 高*3 連続 0.98 183  

重大事故等対処設備*5 100A／8.6 重*4 一時 8.62 302  

*1：冷却水（防錆剤入り純水） 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 1-1（3/3） 炭素鋼配管系のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 選定理由 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 

その他 

ガス 

非常用ガス再循環系 600A／12.0 MS-1，重*3 一時 0.014 86   

 

 

 

 

重要度 

運転状態 

非常用ガス処理系 450A／14.3 MS-1，重*3 一時 0.014 86  

可燃性ガス濃度制御系 150A／7.1 MS-1 一時 0.31 171  

気体廃棄物処理系 300A／10.3 PS-2 連続 2.41 205  

不活性ガス系 600A／9.5 MS-1，重*3 連続 0.31 171 ◎ 

消火設備 65A／7.0 高*2 一時 10.8 40  

希ガスチャコール系 125A／6.6 高*2 連続 0.34 340  

重大事故等対処設備*4 600A／12.7 重*3 一時 0.62 200  

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 250A／9.3 MS-1，重*3 一時 0.70 66  

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系 
250A／9.3 MS-1，重*3 一時 0.70 66  

残留熱除去海水系 500A／12.7 MS-1，重*3 一時 3.45 66 ◎ 

重大事故等対処設備*4 150A／7.1 重*3 一時 0.98 66  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の配管系について技術評価を実施する。 

① 原子炉系（純水部） 

② 原子炉補機冷却系 

③ 原子炉系（蒸気部） 

④ 不活性ガス系 

⑤ 残留熱除去海水系 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉系（純水部） 

(1) 構造 

東海第二の原子炉系（純水部）は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等）及びオイル

スナッバ等で構成されており，配管の一部に炭素鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の原子炉系（純水部）配管の系統図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉系（純水部）配管主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 

 

表 2.1-1 原子炉系（純水部）配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 配管 炭素鋼 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

メカニカルスナッバ 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

ラグ 炭素鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

表 2.1-2 原子炉系（純水部）配管の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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図 2.1-1 原子炉系（純水部）系統図 

評価対象（炭素鋼） 

AO 

AO 

MO 

MO 

原子炉冷却材 
浄化系より 

原子炉冷却材 
浄化系より 

給水系より 

原子炉圧力容器

原子炉格納容器
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2.1.2 原子炉補機冷却系 

(1) 構造 

東海第二の原子炉補機冷却系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等）で構成され

ており，炭素鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の原子炉補機冷却系配管の系統図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉補機冷却系配管主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表

2.1-4 に示す。 

 

表 2.1-3 原子炉補機冷却系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 配管 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 原子炉補機冷却系配管の使用条件 

最高使用圧力 0.86 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 冷却水（防錆剤入り純水） 
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図 2.1-2 原子炉補機冷却系系統図 

評価対象（炭素鋼） 
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2.1.3 原子炉系（蒸気部） 

(1) 構造 

東海第二の原子炉系（蒸気部）配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等），フロー

ノズル及びオイルスナッバ等で構成されており，配管の一部に炭素鋼が使用されてい

る。 

また，各配管は溶接継手及びフランジ継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の原子炉系（蒸気部）配管の系統図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉系（蒸気部）配管主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を

表 2.1-6 に示す。 

 

表 2.1-5 原子炉系（蒸気部）配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 炭素鋼 

フローノズル ステンレス鋼 

オリフィス ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

メカニカルスナッバ 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

ラグ 炭素鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

表 2.1-6 原子炉系（蒸気部）配管の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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図 2.1-3 原子炉系（蒸気部）系統図 

評価対象（炭素鋼） 

原子炉隔離時冷却系駆動用タービンへ
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2.1.4 不活性ガス系 

(1) 構造 

東海第二の不活性ガス系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等）及びオイルスナ

ッバ等で構成されており，配管の一部に炭素鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手及びフランジ継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の不活性ガス系配管の系統図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の不活性ガス系配管主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 

 

表 2.1-7 不活性ガス系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 炭素鋼 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

ばね防振器 炭素鋼 

ラグ 炭素鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

表 2.1-8 不活性ガス系配管の使用条件 

最高使用圧力 0.31 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 その他ガス（窒素） 
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図 2.1-4 不活性ガス系系統図 
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2.1.5 残留熱除去海水系 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去海水系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等），クローザ

ージョイント及びラグ等で構成されており，配管に炭素鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手及びフランジ継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の残留熱除去海水系配管の系統図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去海水系配管主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表

2.1-10 に示す。 

 

表 2.1-9 残留熱除去海水系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 炭素鋼（ポリエチレンライニング) 

クローザージョイント 炭素鋼（タールエポキシライニング）

オリフィス ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 

ラグ 炭素鋼 

レストレイント 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

二重管 炭素鋼 

 

 

                    表 2.1-10 残留熱除去海水系配管の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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図 2.1-5 残留熱除去海水系系統図 

残留熱除去海水系ポンプＢ 

残留熱除去海水系ポンプＤ 

残留熱除去系
ポンプＣメカニカル 

シール冷却器 

低圧炉心スプレイ系
ポンプメカニカル 
シール冷却器 

残留熱除去系
ポンプＡメカニカル 

シール冷却器 

残留熱除去系熱交換器Ａ 残留熱除去系熱交換器Ｂ 

放水路へ 

残留熱除去海水系ポンプＡ 

残留熱除去海水系ポンプＣ 

低圧炉心スプレイ 
ポンプ室空調機 

残留熱除去系ポンプ
Ａ室空調機 

原子炉隔離時 
冷却系ポンプ室 

空調機 

MOMO

MO MO

MO MO 

クローザージョイント クローザージョイント 

二重管 
二重管 

評価対象（炭素鋼） 

FTFT

残留熱除去系ポンプ
Ｂ室空調機 

残留熱除去系ポンプ
Ｃ室空調機 

ＣＡＭＳ
モニタラックＢ 

ＣＡＭＳ
モニタラックＡ 

残留熱除去系 
ポンプＢメカニカル 

シール冷却器 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

炭素鋼配管系の機能である流体の流路確保機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

炭素鋼配管系について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。  

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事

象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 配管の疲労割れ［原子炉系（純水部，蒸気部）］
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）[原子炉系（純水部，蒸気部），不活性ガス系，残

留熱除去海水系］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 配管の腐食（流れ加速型腐食）[原子炉系（純水部，蒸気部）］ 

常時流れがある高温の純水環境及び蒸気環境のエルボ部，分岐部及びレジューサ

部等の流れの乱れが起きる箇所は，腐食（流れ加速型腐食）の発生が想定される。 

配管の腐食（流れ加速型腐食）に対しては，社内規程「配管肉厚管理マニュアル」

に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点検箇所を選定し，肉

厚測定又は放射線透過検査にて，減肉傾向を把握している。 

また，必要最小肉厚に達するまでの余寿命を算出し，その結果に応じて次回測定

又は取替を行うこととしている。 

したがって，配管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

c. 配管及びクローザージョイントの外面腐食（全面腐食）[原子炉補機冷却系，残留

熱除去海水系］ 

屋外に設置されている残留熱除去海水系配管については，外面に塗装が施されて

いるが，長期間外気にさらされ，塗膜がはく離することで腐食が発生する可能性が

ある。 

しかしながら，社内規程「配管肉厚管理マニュアル」に基づき，目視点検にて塗

膜の状態を確認しており，必要に応じ補修を行うことで，健全性を維持している。 

また，保温に覆われた残留熱除去海水系配管及びクローザージョイント，並びに

原子炉補機冷却系配管については，外面に塗装が施されているが，保温が不十分で

あると，外気にさらされ，結露が発生し，塗膜がはく離することにより腐食が発生

する可能性がある。 

しかしながら，目視点検にて保温の状態を確認していること，並びに社内規程「配

管肉厚管理マニュアル」に基づき，代表部位について保温を取外し，塗膜の状態を

確認している。不具合が確認された場合は，当該部の補修及び点検範囲を拡大し，

必要に応じ補修を実施することで健全性を維持している。 

したがって，配管及びクローザージョイントの外面腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 配管及びクローザージョイントの内面腐食（全面腐食）[残留熱除去海水系］ 

海水系の配管及びクローザージョイントは，内面に腐食防止のためライニングを

施しており，ライニングが健全であれば，腐食が発生する可能性は小さいが，劣化

や異物の衝突等により，ライニングがはく離，損傷した場合，配管内面に腐食の発

生が想定される。 

しかしながら，目視点検にてライニングの状態を確認しており，必要に応じ補修

を行うことで，健全性を維持している。 

したがって，配管及びクローザージョイントの内面腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 配管の外面腐食（隙間腐食）[残留熱除去海水系] 

2010 年 1 月に東海第二の屋外に設置されている残留熱除去海水系配管の建屋貫

通部のサポート取付箇所において，雨水がサポート架構上を経て，建屋貫通部のモ

ルタルと配管表面との隙間にたまり，長期間湿潤環境になったことで，腐食（隙間

腐食）が発生した。 

このため，雨水が浸入しない対策を講じると共に，建屋貫通部，サポート取付部

等の直接目視が困難な箇所に対する点検方法を社内規程「配管肉厚管理マニュア

ル」に反映し，これに基づき点検を実施しており，必要に応じ補修を行うことで，

健全性を維持している。 

したがって，配管の外面腐食（隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

f. 二重管の外面腐食（全面腐食）[残留熱除去海水系］ 

埋設されている二重管は外面腐食の発生が想定されるが，外面は塗装を施してお

り，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，二重管の外面腐食に対しては，肉厚測定を実施することで，有意な腐食が

ないことを確認している。 

したがって，二重管の外面腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

g. 二重管の内面腐食（全面腐食）[残留熱除去海水系］ 

二重管は炭素鋼であるため，内面腐食が発生する可能性があるが，内面は塗装を

施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，二重管の内面腐食に対しては，目視点検及び肉厚測定を実施することで，

有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，二重管の内面腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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h. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[原子炉系（純水部，蒸気部），不活

性ガス系，残留熱除去海水系］ 

埋込金物（大気接触部）は腐食が発生する可能性があるが，表面は塗装されてお

り，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. ラグ，レストレイント，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及び

ハンガの腐食（全面腐食）[原子炉系（純水部，蒸気部），不活性ガス系，残留熱

除去海水系］ 

ラグ，レストレイント，オイルスナッバ（原子炉系（純水部，蒸気部）及び不活

性ガス系のみ），メカニカルスナッバ（原子炉系（純水部，蒸気部）のみ），ばね

防振器（不活性ガス系のみ），ハンガ（原子炉系（純水部，蒸気部）及び残留熱除

去海水系のみ）は炭素鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，表面は塗装

を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，ラグ，レストレイント，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ば

ね防振器及びハンガの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

j. フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）[原子炉系（蒸気部），不活性ガス系，

残留熱除去海水系］ 

フランジボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，目視点検を実施しており，腐食が認められた場合は必要に応じ補

修又は取替を実施することとしている。 

しがたって，フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[原子炉系（純水部，蒸気部），

不活性ガス系，残留熱除去海水系］ 

サポート取付ボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であることから，腐食の発生

が想定されるが，表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する

可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及びハンガの機能低下［原子

炉系（純水部，蒸気部），不活性ガス系，残留熱除去海水系］ 

オイルスナッバ（原子炉系（純水部，蒸気部），不活性ガス系のみ），メカニカ

ルスナッバ（原子炉系（純水部，蒸気部）のみ），ばね防振器（不活性ガス系のみ）

及びハンガ（原子炉系（純水部，蒸気部），残留熱除去海水系のみ）は長期にわた

る摺動の繰り返しや荷重作用等により，機能低下が想定されるが，ピン等の摺動部

材については起動・停止等の想定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著し

い摩耗が生じる可能性は小さい。 

また，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定さ

れており，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いため，へたりが進行する可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な機能低下は認められて

いない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及びハンガの機能低下は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 配管の内面腐食（全面腐食）[原子炉補機冷却系，不活性ガス系］ 

原子炉補機冷却系配管は，内部流体が冷却水（防錆剤入り純水）であり，腐食が

進行する可能性は小さい。 

また，不活性ガス系配管は，内部流体が窒素であることから，腐食が進行する可

能性は小さい。 

なお，弁等の機器点検時に配管内面を確認しており，これまで有意な腐食は認め

られていない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

配管の内面腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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n. ラグ及びレストレイントの疲労割れ[原子炉系（純水部，蒸気部），不活性ガス系，

残留熱除去海水系］ 

ラグ及びレストレイントは，設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束点

を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用することとしている。 

このため，ラグ及びレストレイントが熱応力により，割れに至る疲労が蓄積され

る可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な割れは認められていな

い。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

ラグ及びレストレイントの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年

劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 配管の高サイクル疲労割れ［原子炉系（純水部，蒸気部），不活性ガス系，残留

熱除去海水系］ 

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による繰り返し応力に

より高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，これまでの運転で炭素鋼配管系に

高サイクル疲労割れは発生していない。 

さらに，2002 年に発生した関西電力美浜発電所３号機小口径配管不具合の水平展

開として，運転時間の短い小口径配管のソケット溶接部に対して疲労評価を実施し

ており，疲労評価上応力が高い場合はサポートの改造を実施している。また，併せ

て浸透探傷検査及び目視点検を実施しており，有意な欠陥は認められていない。 

振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難いことから，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. オリフィス及びフローノズルの異物付着[原子炉系（蒸気部），残留熱除去海水系］ 

オリフィス及びフローノズルに異物が付着することにより，顕著な性能低下が想

定される。 

しかしながら，これまでの運転経験で異物付着による性能低下は認められておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，オリフィス及びフローノズルの異物付着は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[原子炉系（純水部，蒸気部），

不活性ガス系，残留熱除去海水系］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食の発生が想定されるが，

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長時間を要する。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[原子炉系（純水部，蒸気部），

不活性ガス系，残留熱除去海水系] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 
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表 2.2-1(1/5) 原子炉系（純水部）配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 配管 

 

 
炭素鋼  △*1 

○ 

▲*2 
    

*1：流れ加速型腐食 

*2：高サイクル 

疲労割れ 

*3：機能低下 

*4：大気接触部 

*5：コンクリート 

埋設部 

*6：樹脂の劣化 

 
機器の支持 支持 

オイルスナッバ 
 

 
炭素鋼  △     △*3 

メカニカルスナッバ
 

 
炭素鋼  △     △*3 

ハンガ 
 

 
炭素鋼  △     △*3 

ラグ  炭素鋼  △ △     

レストレイント 
 

 
炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 

 

 

低合金鋼，

炭素鋼 
 △      

埋込金物 
 

 
炭素鋼  

△*4 

▲*5 
     

基礎ボルト 
 

 

炭素鋼，

樹脂 
 △    ▲*6  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/5) 原子炉補機冷却系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 配管  炭素鋼  △*1*2      

*1：内面腐食 

*2：外面腐食 

 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(3/5) 原子炉系（蒸気部）配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管  炭素鋼  △*1 
○ 

▲*2 
    

*1：流れ加速型腐食 

*2：高サイクル 

疲労割れ 

*3：異物付着 

*4：機能低下 

*5：大気接触部 

*6：コンクリート 

埋設部 

*7：樹脂の劣化 

 

フローノズル  ステンレス鋼       ▲*3 

オリフィス  ステンレス鋼       ▲*3 

フランジボルト・ 

ナット 
 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

ガスケット ◎ －        

機器の支持 支持 

オイルスナッバ  炭素鋼  △     △*4 

メカニカルスナッバ  炭素鋼  △     △*4 

ハンガ  炭素鋼  △     △*4 

ラグ  炭素鋼  △ △     

レストレイント  炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 
 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

埋込金物  炭素鋼  
△*5 

▲*6 
     

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*7  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/5) 不活性ガス系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管 
 

 
炭素鋼  △*1 ▲*2     

*1：内面腐食 

*2：高サイクル疲労

割れ 

*3：機能低下 

*4：大気接触部 

*5：コンクリート埋

設部 

*6：樹脂の劣化 

 

 

フランジボルト・ 

ナット 
 

低合金鋼，

炭素鋼 
 △      

ガスケット ◎ －        

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 
 

 
炭素鋼  △     △*3 

ばね防振器 
 

 
炭素鋼  △     △*3 

ラグ 
 

 
炭素鋼  △ △     

レストレイント 
 

 
炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 

 

 
炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  
△*4 

▲*5 
     

基礎ボルト 
 

 

炭素鋼，

樹脂 
 △    ▲*6  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(5/5) 残留熱除去海水系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管  炭素鋼*1  △*3*4*5 ▲*6     *1：ポリエチレン

ライニング 

*2：タールエポキ

シライニング 

*3：内面腐食 

*4：外面腐食 

*5：隙間腐食 

*6：高サイクル疲

労割れ 

*7：異物付着 

*8：機能低下 

*9：大気接触部 

*10：コンクリート

埋設部 

*11：樹脂の劣化 

 

クローザージョイント  炭素鋼*2  △*3*4      

オリフィス  ステンレス鋼       ▲*7

フランジボルト・ナット  
低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

ガスケット ◎ －        

機器の支持 支持 

ラグ  炭素鋼  △ △     

レストレイント  炭素鋼  △ △     

ハンガ  炭素鋼  △     △*8

サポート取付ボルト・ 

ナット 
 炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  
△*9

▲*10
     

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*11  

二重管  炭素鋼  △*3*4      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 配管の疲労割れ［原子炉系（純水部，蒸気部）］ 

a. 事象の説明 

原子炉系（純水部，蒸気部）配管は，プラントの起動・停止時等の熱過渡により疲

労が蓄積する可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

疲労評価は，図 2.3-1,2 に示す三次元梁モデルを作成し，日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，

設計・建設規格という）に基づき評価した。 

過渡回数は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した 2016 年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含

し，より保守的*に設定した過渡回数とした。評価用過渡条件を表 2.3-1 に示す。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍以上を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労について，日本機械学会「発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法（2009 年版）」（以下，環境疲労評価手法という）に基づいて評

価した。 

この結果，表 2.3-2 に示すとおり，疲労累積係数は運転開始後 60 年時点におい

ても許容値以下であり，疲労割れ発生の可能性は小さいと判断する。 

 

② 現状保全 

原子炉系（純水部，蒸気部）配管については，供用期間中検査にて超音波探傷検

査を実施し，有意な欠陥のないことを確認している。 

また，供用期間中検査毎に漏えい検査を実施し，耐圧部の健全性を確認している。

さらに，高経年化技術評価に合わせて実過渡回数に基づく評価を実施することとし

ている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から，疲労割れ発生の可能性は十分小さいと考えるが，疲労評価

は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握する必要がある。 

疲労割れは超音波探傷検査，漏えい検査にて検知可能であることから，現状の保

全は点検手法として適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

配管の疲労割れについては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年

時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
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表 2.3-1  原子炉系（純水部，蒸気部）評価用過渡条件 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 
60 年目推定 

ボルト締付 26 48 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

夜間低出力運転（出力 75%） 67 120 

週末低出力運転（出力 50%） 115 165 

制御棒パターン変更 96 176 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失 

（給水加熱器部分バイパス） 
0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他のスクラム） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

 

表 2.3-2 原子炉系（純水部，蒸気部）配管の疲労評価結果 

配管 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：１以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価
環境疲労評価手法による評価

（環境を考慮） 

現時点 

（2016年 11月時点）

運転開始後 

60 年時点 
運転開始後 60 年時点 

原子炉系（純水部） 0.0839 0.1423 0.5799 

原子炉系（蒸気部） 0.0514 0.0853 －* 

*：環境疲労評価手法による解析は，軽水炉の高温水中に適用されるものであり，内部流体が

蒸気である主蒸気系は対象外 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 [対象系統] 

① 原子炉隔離時冷却系 

② 原子炉冷却材浄化系 

③ 残留熱除去系 

④ 制御棒駆動系 

⑤ 補助系 

⑥ 燃料プール冷却浄化系 

⑦ 高圧炉心スプレイ系 

⑧ 低圧炉心スプレイ系 

⑨ 原子炉保護系 

⑩ タービングランド蒸気系 

⑪ 復水系 

⑫ 給水系 

⑬ 給水加熱器ドレン系 

⑭ 所内蒸気系 

⑮ ドライウェル冷却系 

⑯ タービン主蒸気系 

⑰ 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑱ 空気抽出系 

⑲ 給水加熱器ベント系 

⑳ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 

㉑ 非常用ガス再循環系 

㉒ 非常用ガス処理系 

㉓ 可燃性ガス濃度制御系 

㉔ 気体廃棄物処理系 

㉕ 消火設備 

㉖ 希ガスチャコール系 

㉗ 非常用ディーゼル発電機海水系 

㉘ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

㉙ 重大事故等対処設備 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 配管の疲労割れ［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，高圧炉

心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系］ 

プラントの起動・停止時等の熱過渡を受けるため，疲労の蓄積で疲労割れが発生する

可能性があるが，疲労評価上一番厳しいと考えられる代表機器に対して疲労評価を行っ

た結果，疲労累積係数は運転開始後 60 年時点でも十分許容値を下回っており，疲労割

れが発生する可能性は小さいと判断する。 

また，疲労割れは，超音波探傷検査及び漏えい検査等により検知可能であり，健全性

は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はないと

判断する。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［燃料プール冷却浄化系，原子炉保護系，ドライウ

ェル冷却系以外］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて

評価を実施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 配管の腐食（流れ加速型腐食）［復水系，給水系，給水加熱器ドレン系，タービン

主蒸気系，タービングランド蒸気系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系，原子

炉冷却材浄化系］ 

代表機器と同様，常時流れがある高温の純水環境及び蒸気環境のエルボ部，分岐部

及びレジューサ部等の流れの乱れが起きる箇所は，腐食（流れ加速型腐食）の発生が

想定される。 

配管の腐食（流れ加速型腐食）に対しては，社内規程「配管肉厚管理マニュアル」

に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点検箇所を選定し，肉厚

測定又は放射線透過検査にて，減肉傾向を把握している。 

また，必要最小肉厚に達するまでの余寿命を算出し，その結果に応じて次回測定又

は取替を行うこととしている。 

したがって，配管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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c. 配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）［給水加熱器ベント系］ 

オリフィス等の絞り部の影響で，蒸気とともに加速され高速になった液滴が配管の

壁面などに衝突する部位，配管内での減圧沸騰により発生した蒸気の体積膨張により

加速された液滴が配管の壁面などに衝突する部位では，腐食（液滴衝撃エロージョン）

による減肉が発生しやすい。 

配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）に対しては，社内規程「配管

肉厚管理マニュアル」に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点

検箇所を選定し，肉厚測定又は放射線透過検査にて，減肉傾向を把握している。 

また，必要最小肉厚に達するまでの余寿命を算出し，その結果に応じて次回測定又

は取替を行うこととしている。 

したがって，配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 配管及びクローザージョイントの外面腐食（全面腐食）［ドライウェル冷却系，非

常用ガス処理系，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機海水系，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，屋外に設置されている炭素鋼配管は，外面に塗装が施されている

が，長期間外気にさらされ，塗膜がはく離することにより腐食が発生する可能性があ

る。 

しかしながら，社内規程「配管肉厚管理マニュアル」に基づき，目視点検にて塗膜

の状態を確認し，必要に応じ補修を行うことで，健全性を維持することとしている。 

保温に覆れた炭素鋼配管及びクローザージョイントについては，外面に塗装が施さ

れているが，保温が不十分であると，外気にさらされ，結露が発生し，塗膜がはく離

することにより腐食が発生する可能性がある。 

しかしながら，目視点検にて保温の状態を確認していること，並びに社内規程「配

管肉厚管理マニュアル」に基づき，代表部位について保温を取外し，塗膜の状態を確

認している。不具合が確認された場合は，当該部の補修及び点検範囲を拡大し，必要

に応じ補修を実施することで，健全性を維持することとしている。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検

を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配管及びクローザージョイントの外面腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 配管及びクローザージョイントの内面腐食（全面腐食）［非常用ディーゼル発電機

海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，海水系の配管及びクローザージョイントは，内面に腐食防止のた

めライニングが施工されており，ライニングが健全であれば，腐食が発生する可能性

は小さいが，劣化や異物の衝突等により，ライニングがはく離，損傷した場合，配管

内面に腐食の発生が想定される。 

しかしながら，目視点検にてライニングの状態を確認し，必要に応じ補修を行うこ

とで，健全性を維持することとしている。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検

を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配管及びクローザージョイントの内面腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 配管の外面腐食（隙間腐食）[非常用ガス処理系，非常用ディーゼル発電機海水系，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系，重大事故等対処設備] 

代表機器と同様，屋外に設置されている配管の建屋貫通部及びサポート取付部等の

狭あい部においては，配管表面との隙間に雨水がたまり，その後長期間湿潤環境にな

ることで，腐食（隙間腐食）が発生する可能性がある。 

しかしながら，雨水が浸入しない対策を講じると共に，社内規程「配管肉厚管理マ

ニュアル」に基づき目視点検を実施し，必要に応じ補修を行うことで，健全性を維持

することとしている。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検

を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配管の外面腐食（隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

g. ラグ，レストレイント，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及びハ

ンガの腐食（全面腐食）［燃料プール冷却浄化系，原子炉保護系，ドライウェル冷却

系以外］ 

代表機器と同様，ラグ，レストレイント，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，

ばね防振器及びハンガは炭素鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，表面は

塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施することとしており，新たに設置される重大事故等対処設備についても，

今後，定期的に目視点検を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ラグ，レストレイント，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね

防振器及びハンガの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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h. サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［燃料プール冷却浄化系，原子炉

保護系，ドライウェル冷却系以外］ 

代表機器と同様，サポート取付ボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であることか

ら，腐食の発生が想定されるが，表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐

食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施することとしており，新たに設置される重大事故等対処設備についても，

今後，定期的に目視点検を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材

浄化系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，タービングラン

ド蒸気系，復水系，給水系，給水加熱器ドレン系，所内蒸気系，主蒸気隔離弁漏えい

抑制系，空気抽出系，給水加熱器ベント系，非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，

気体廃棄物処理系，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，フランジボルト・ナットは，炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食の

発生が想定される。 

しかしながら，目視点検を実施しており，腐食が認められた場合は必要に応じ補修

又は取替を実施することとしており，新たに設置される重大事故等対処設備について

も，今後，定期的に目視点検を実施することで健全性を維持できると考える。 

しがたって，フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［燃料プール冷却浄化系，原子炉保護系，

ドライウェル冷却系以外］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は腐食が発生する可能性があるが，表面

は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施することとしており，新たに設置される重大事故等対処設備についても，

今後，定期的に目視点検を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. 排ガス気水分離器及び自在継手の貫粒型応力腐食割れ[気体廃棄物処理系，非常用ガ

ス再循環系，非常用ガス処理系，重大事故等対処設備] 

排ガス気水分離器及び自在継手はステンレス鋼であり，機器外面に付着した大気

中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンを起因とする貫粒型応力腐食割れの発生が想

定されるが，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施し，その

結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，重大事故等対処設備の自在継手につい

ては，新たに設置される機器であることから，上記同様，代表箇所における定期的な

目視点検及び付着塩分量測定を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，排ガス気水分離器及び自在継手の貫粒型応力腐食割れは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

ｌ．配管の高サイクル熱疲労割れ［残留熱除去系］ 

残留熱除去系熱交換器出口配管とバイパスラインの合流部（高低温水合流部）にお

いては，局所的にバイパスラインからの高温水が流入し，複雑な流状による熱過渡を

受け，疲労が蓄積されることから，高サイクル熱疲労割れが発生する可能性がある。 

高低温水合流部の高サイクル熱疲労割れに対しては，日本機械学会「配管の高サイ

クル熱疲労に関する評価指針 JSME S 017-2003」に基づく評価及び超音波探傷検査

にて健全性を維持している。 

したがって，配管の高サイクル熱疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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m. オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及びハンガの機能低下［燃料プ

ール冷却浄化系，原子炉保護系，ドライウェル冷却系，主蒸気隔離弁漏えい抑制系，

非常用ガス処理系以外］ 

代表機器と同様，オイルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及びハンガは

長期にわたる摺動の繰り返しや荷重作用等により，機能低下が想定されるが，ピン等

の摺動部材については起動・停止等の想定される配管熱移動による摺動回数は少なく，

著しい摩耗が生じる可能性は小さい。 

また，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定され

ており，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低いた

め，へたりが進行する可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な機能低下は認められてい

ない。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検

を実施することで健全性を確認できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，オ

イルスナッバ，メカニカルスナッバ，ばね防振器及びハンガの機能低下は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 配管の内面腐食（全面腐食）［残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプ

レイ系，ドライウェル冷却系，非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，可燃性ガス

濃度制御系，重大事故等対処設備］ 

炭素鋼配管の内部流体が湿分を含む空気，窒素又は純水であることから，長期の使

用に伴う配管内面の腐食の発生が想定される。 

残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系は内部流体が純水であ

り，酸素含有水中（酸素濃度 8 mgO/l）における炭素鋼の腐食に及ぼす影響（防食技

術便覧：腐食防食協会編）より，運転開始後 60 年時点の腐食量は 1 mm 未満と推定さ

れることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系及び可燃性ガス濃度制御系は，内部流体が

空気又は窒素であることから，腐食環境としては内部流体が純水の方が厳しい。 

また，ドライウェル冷却系は，内部流体が冷却水（防錆剤入り純水）であり，腐食

が進行する可能性は小さい。 

なお，弁等の機器点検時に配管内面を確認しており，これまで有意な腐食は認めら

れていない。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，弁等の機器点検時

に配管内面を確認することで健全性を確認できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，配

管の内面腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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o. ラグ及びレストレイントの疲労割れ［燃料プール冷却浄化系，原子炉保護系，ドラ

イウェル冷却系以外］ 

代表機器と同様，ラグ及びレストレイントは，設計段階において，配管の熱応力を

考慮して拘束点を選定しており，熱応力が過大になる部位にはスナッバを使用するこ

ととしている。 

このため，ラグ及びレストレイントが熱応力により，割れに至る疲労が蓄積される

可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な割れは認められていない。 

また，新たに設置される重大事故等対処設備についても，今後，定期的に目視点検

を実施することで健全性を確認できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ラ

グ及びレストレイントの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化

事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 配管の高サイクル疲労割れ［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除

去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，タービングランド蒸気系，復水系，

給水系，給水加熱器ドレン系，所内蒸気系，タービン主蒸気系，主蒸気隔離弁漏えい

抑制系，給水加熱器ベント系，非常用ガス再循環系，非常用ガス処理系，可燃性ガス

濃度制御系，気体廃棄物処理系，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機海水系，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による

繰り返し応力により高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，これまでの運転で炭

素鋼配管系に高サイクル疲労割れは発生していない。 

さらに，2002 年に発生した関西電力美浜発電所３号機小口径配管不具合の水平展開

として，運転時間の短い小口径配管のソケット溶接部に対して疲労評価を実施してお

り，疲労評価上応力が高い場合はサポートの改造を実施している。また，併せて浸透

探傷検査及び目視点検を実施しており，有意な欠陥は認められていない。 

振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。また，同様な設計方針に基づき新たに設置される重大事故等対

処設備についても，同様と考えられる。 

したがって，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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b. 温度計ウェル及びサンプリングノズルの高サイクル疲労割れ［原子炉隔離時冷却系，

原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，復

水系，給水系，給水加熱器ドレン系，タービン主蒸気系］ 

温度計ウェル及びサンプリングノズルについては，内部流体の流体力，カルマン渦

及び双子渦発生による励振力により，管台との取合部に高サイクル疲労割れの発生が

想定されるが，設計上流体の同期振動の回避及びランダム渦による強度が考慮されて

いれば損傷を回避できるものであり，当該系統において高サイクル疲労割れは発生し

ていない。 

なお，もんじゅで発生した温度計ウェルの損傷事例に対しては，原子力安全・保安

院指示文書（平成 17･12･22 原院第 6号 平成 17 年 12 月 27 日「発電用原子力設備に

関する技術基準を定める省令の改正に伴う電気事業法に基づく定期事業者検査の実

施について」NISA-163a-05-3）に従い，日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振

動評価指針 JSME S012-1998」に基づき評価を行い，損傷の可能性が否定できない箇

所については撤去又は十分な強度を有するものへの取替を実施している。 

したがって，温度計ウェル及びサンプリングノズルの高サイクル疲労割れは高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. オリフィス及びフローノズルの異物付着［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化

系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，復水系，給水系，給

水加熱器ドレン系，給水加熱器ベント系，気体廃棄物処理系，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様， オリフィス及びフローノズルに異物が付着することにより，顕

著な性能低下が想定される。 

しかしながら，これまでの運転経験で異物付着による性能低下は認められておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，オリフィス及びフローノズルの異物付着は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［燃料プール冷却浄化系，原

子炉保護系，ドライウェル冷却系以外］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食の発生

が想定されるが，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性

化の進行により腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な

腐食が発生するまで長時間を要する。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[燃料プール冷却浄化系，原子炉

保護系，ドライウェル冷却系以外] 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，｢機械設備の技術評価書｣にて評

価を実施するものとし，本評価書には含めない。 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. 低合金鋼配管系 
 

 

［対象系統］ 

① 給水加熱器ドレン系 

② タービングランド蒸気系 

③ 所内蒸気系 

④ 気体廃棄物処理系 

⑤ 原子炉系 

⑥ 抽気系 

⑦ タービン補助蒸気系 

⑧ 給水加熱器ベント系 

⑨ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な低合金鋼配管系の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの低合金鋼配管系を内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループより以

下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

内部流体を分類基準とし，低合金鋼配管系を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

内部流体は純水，その他ガス，蒸気に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

(1) 内部流体：純水 

このグループには，給水加熱器ドレン系，タービングランド蒸気系，所内蒸気系が属

するが，重要度及び運転状態が同じであることから，最高使用温度が高い給水加熱器ド

レン系を代表機器とする。 

 

(2) 内部流体：その他ガス 

このグループには，気体廃棄物処理系のみが属するため，気体廃棄物処理系を代表機

器とする。 

 

(3) 内部流体：蒸気 

このグループには，原子炉系，抽気系，タービン補助蒸気系，タービングランド蒸気

系，給水加熱器ベント系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系が属するが，重要度

が高い原子炉系を代表機器とする。 

 



 

－
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表 1-1 低合金鋼配管系のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 選定理由 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度(℃) 

低合金鋼 

純水 

給水加熱器ドレン系 80A／7.6 高*2 連続 1.04 233 ◎ 重要度 

運転状態 

最高使用温度 タービングランド蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.42 155  

所内蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.98 183  

その他ガス 気体廃棄物処理系 300A／14.3 PS-2 連続 2.41 538 ◎ 
 

蒸気 

原子炉系 65A／9.5 PS-2 連続 8.62 302 ◎ 重要度 

抽気系 1200A／15.9 高*2 連続 1.81 210  
 

タービン補助蒸気系 125A／8.5 高*2 連続 8.62 302  
 

タービングランド蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 8.62 302  
 

給水加熱器ベント系 40A／5.1 高*2 連続 1.81 210  

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気

タービン系 
40A／7.1 高*2 連続 8.62 302  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器  
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の配管系について技術評価を実施する。 

① 給水加熱器ドレン系 

② 気体廃棄物処理系 

③ 原子炉系 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 給水加熱器ドレン系 

(1) 構造 

東海第二の給水加熱器ドレン系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等）及びオイ

ルスナッバ等で構成されており，配管の一部に低合金鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の給水加熱器ドレン系配管の系統図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の給水加熱器ドレン系配管主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を

表 2.1-2 に示す。 

 

表 2.1-1 給水加熱器ドレン系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 配管 低合金鋼 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

ラグ 低合金鋼，炭素鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

表 2.1-2 給水加熱器ドレン系配管の使用条件 

最高使用圧力 1.04 MPa 

最高使用温度 233 ℃ 

内部流体 純水 
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図 2.1-1 給水加熱器ドレン系系統図 

評価対象（低合金鋼） 
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2.1.2 気体廃棄物処理系 

(1) 構造 

東海第二の気体廃棄物処理系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等）及びオイル

スナッバ等で構成されており，配管の一部に低合金鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の気体廃棄物処理系配管の系統図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の気体廃棄物処理系配管主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表

2.1-4 に示す。 

 

表 2.1-3 気体廃棄物処理系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 配管 低合金鋼 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ 炭素鋼 

ハンガ 炭素鋼 

ラグ 炭素鋼 

レストレイント 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-4 気体廃棄物処理系配管の使用条件 

最高使用圧力 2.41 MPa 

最高使用温度 538 ℃ 

内部流体 その他ガス 



 

－
 
3-
6 
－
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 気体廃棄物処理系系統図 
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評価対象（低合金鋼）

空気抽出器より 

排ガス予熱器Ａ

排ガス予熱器Ｂ
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2.1.3 原子炉系 

(1) 構造 

東海第二の原子炉系配管は，配管（直管，エルボ，Ｔ継手等），温度計ウェル及び

ラグ等で構成されており，配管の一部に低合金鋼が使用されている。 

また，各配管は溶接継手により他の配管，機器に接続されている。 

東海第二の原子炉系配管の系統図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉系配管主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に

示す。 

 

表 2.1-5 原子炉系配管主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 
耐圧 

配管 低合金鋼 

温度計ウェル ステンレス鋼 

機器の支持 支持 

ラグ 低合金鋼 

レストレイント 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

 

表 2.1-6 原子炉系配管の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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図 2.1-3 原子炉系系統図 

評価対象（低合金鋼） 

原子炉隔離時冷却系駆動用タービンへ

高圧タービンへ

サプレッション・チェンバへ

主復水器へ

原子炉建屋 タービン建屋

原子炉格納容器

原子炉圧力容器

タービン建屋

TE 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

低合金鋼配管系の機能である流体の流路確保機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低合金鋼配管系について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出

した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

低合金鋼配管には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 配管の腐食（液滴衝撃エロージョン）［給水加熱器ドレン系，原子炉系］ 

蒸気とともに加速され高速になった液滴が配管の壁面などに衝突する部位，配管

内での減圧沸騰により発生した蒸気の体積膨張により加速された液滴が配管の壁面

などに衝突する部位では，腐食（液滴衝撃エロージョン）による減肉が想定される。 

配管の腐食（液滴衝撃エロージョン）に対しては，社内規程｢配管肉厚管理マニュ

アル｣に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点検箇所を選定

し，肉厚測定又は放射線透過検査にて，減肉傾向を把握している。 

また，必要最小肉厚に達するまでの余寿命を算出し，その結果に応じて次回測定

又は取替を行うこととしている。 

したがって，配管の腐食（液滴衝撃エロージョン）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[給水加熱器ドレン系，気体廃棄

物処理系] 

サポート取付ボルト・ナットは炭素鋼であることから，腐食の発生が想定される

が，表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[共通] 

埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，

表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. オイルスナッバ，ハンガ，ラグ及びレストレイントの腐食（全面腐食）[共通] 

オイルスナッバ（給水加熱器ドレン系，気体廃棄物処理系のみ），ハンガ（給水

加熱器ドレン系，気体廃棄物処理系のみ），ラグ及びレストレイントは炭素鋼又は

低合金鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，表面は塗装を施しており，

塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施している。 

したがって，オイルスナッバ，ハンガ，ラグ及びレストレイントの腐食（全面腐

食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 配管の腐食（流れ加速型腐食）[給水加熱器ドレン系，原子炉系] 

常時流れがある高温の純水環境及び蒸気環境のエルボ部，分岐部及びレジューサ

部等の流れの乱れが起きる箇所は腐食（流れ加速型腐食）の発生が想定されるが，

低合金鋼配管は耐食性に優れているため，腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能

性は小さい。 

なお，配管の腐食（流れ加速型腐食）に対しては，社内規程「配管肉厚管理マニ

ュアル」に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点検箇所を選

定し，肉厚測定又は放射線透過検査にて，有意な腐食（流れ加速型腐食）がないこ

とを確認している。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

配管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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g. オイルスナッバ及びハンガの機能低下[給水加熱器ドレン系，気体廃棄物処理系] 

オイルスナッバ及びハンガは，長期にわたる摺動の繰り返しや荷重作用等により，

機能低下が想定されるが，ピン等の摺動部材については起動・停止等の想定される

配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小さい。 

また，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定さ

れており，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いため，へたりが進行する可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な機能低下は認められて

いない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

オイルスナッバ及びハンガの機能低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

h. ラグ及びレストレイントの疲労割れ[共通] 

ラグ及びレストレイントは，設計段階において，配管の熱応力を考慮して拘束点

を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用することとしている。 

このため，ラグ及びレストレイントが熱応力により，割れに至る疲労が蓄積され

る可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な割れは認められていな

い。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

ラグ及びレストレイントの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年

劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 配管の高サイクル疲労割れ[共通] 

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による繰り返し応力に

より高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，これまでの運転で低合金鋼配管系

に高サイクル疲労割れの事例はなく，振動の状態は経年的に変化するものではない

ことから，高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。 

さらに，2002 年に発生した関西電力美浜原子力発電所 3号機小口径配管不具合の

水平展開として，運転時間の短い小口径配管のソケット溶接部に対して疲労評価を

実施しており，疲労評価上応力が高い場合はサポートの改造を実施している。また，

併せて浸透探傷検査及び目視点検を実施しており，有意な欠陥は認められていない。 

振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難いことから，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 配管のクリープ［気体廃棄物処理系］ 

気体廃棄物処理系配管の最高使用温度は 538 ℃でありクリープが想定されるが，

運転温度は約 290 ℃であり，熱クリープの発生開始温度 370 ℃より低いため，クリ

ープが発生する可能性はない。 

したがって，気体廃棄物処理系配管のクリープは，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 
c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[共通] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食の発生が想定されるが，

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長時間を要する。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[共通] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 
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表 2.2-1(1/3) 給水加熱器ドレン系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 配管  低合金鋼  △*1*2 ▲*3     

*1：液滴衝撃エ

ロージョン 

*2：流れ加速型

腐食 

*3：高サイクル

疲労割れ 

*4：機能低下 

*5：大気接触部 

*6：コンクリー

ト埋設部 

*7：樹脂の劣化 

 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ  炭素鋼  △     △*4 

ハンガ  炭素鋼  △     △*4 

ラグ  
低合金鋼，

炭素鋼 
 △ △     

レストレイント  炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  
△*5 

▲*6 
     

基礎ボルト  
炭素鋼，

樹脂 
 △    ▲*7  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）

 



 

－
 
3
-
1
5
 
－
 

表 2.2-1(2/3) 気体廃棄物処理系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 配管  低合金鋼   ▲*1    ▲*2 

*1：高サイクル

疲労割れ 

*2：クリープ 

*3：機能低下 

*4：大気接触部 

*5：コンクリー

ト埋設部 

*6：樹脂の劣化 

 

機器の支持 支持 

オイルスナッバ  炭素鋼  △     △*3 

ハンガ  炭素鋼  △     △*3 

ラグ  炭素鋼  △ △     

レストレイント  炭素鋼  △ △     

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  
△*4 

▲*5 
     

基礎ボルト  
炭素鋼，

樹脂 
 △    ▲*6  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

－
 
3
-
1
6
 
－
 

表 2.2-1(3/3) 原子炉系配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

配管  低合金鋼  △*1*2 ▲*3     *1：液滴衝撃エ

ロージョン 

*2：流れ加速型

腐食 

*3：高サイクル

疲労割れ 

*4：大気接触部 

*5：コンクリー

ト埋設部 

*6：樹脂の劣化 

 

温度計ウェル  ステンレス鋼        

機器の支持 支持 

ラグ  低合金鋼  △ △     

レストレイント  炭素鋼  △ △     

埋込金物  炭素鋼  
△*4 

▲*5 
     

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*6  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器への技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

[対象系統] 

① タービングランド蒸気系 

② 所内蒸気系 

③ 抽気系 

④ タービン補助蒸気系 

⑤ 給水加熱器ベント系 

⑥ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器と同様，設計上及び運転経験から，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は

抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて

評価を実施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. 配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）［給水加熱器ベント系，原子炉

給水ポンプ駆動用蒸気タービン系］ 

代表機器と同様，蒸気とともに加速され高速になった液滴が配管の壁面などに衝突

する部位，配管内での減圧沸騰により発生した蒸気の体積膨張により加速された液滴

が配管の壁面などに衝突する部位では，腐食（液滴衝撃エロージョン）による減肉が

想定される。 

配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）に対しては，社内規程｢配管肉

厚管理マニュアル｣に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点検箇

所を選定し，肉厚測定又は放射線透過検査にて，減肉傾向を把握している。 

また，必要最小肉厚に達するまでの余寿命を算出し，その結果に応じて次回測定又

は取替を行うこととしている。 

したがって，配管及びオリフィスの腐食（液滴衝撃エロージョン）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。
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c. サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，サポート取付ボルト・ナットは炭素鋼であることから，腐食の発

生が想定されるが，表面は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する

可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施している。 

したがって，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は腐食が発生する可能性があるが，表面

は塗装を施しており，塗膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ラグ，レストレイント，オイルスナッバ及びハンガの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ラグ，レストレイント，オイルスナッバ及びハンガは炭素鋼又は

低合金鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，表面は塗装を施しており，塗

膜が健全であれば，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応じ

補修を実施している。 

したがって，ラグ，レストレイント，オイルスナッバ及びハンガの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）［所内蒸気系，原子炉給水ポンプ駆動用

蒸気タービン系］ 

フランジボルト・ナットは，炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，目視点検を実施しており，腐食が認められた場合は必要に応じ補修

を実施することとしている。 

したがって，フランジボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。
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g. 配管の腐食（流れ加速型腐食）[共通] 

代表機器と同様，常時流れがある高温の純水環境及び蒸気環境のエルボ部，分岐部

及びレジューサ部等の流れの乱れが起きる箇所は腐食（流れ加速型腐食）の発生が想

定されるが，低合金鋼配管は耐食性に優れているため，腐食（流れ加速型腐食）が発

生する可能性は小さい。 

なお，配管の腐食（流れ加速型腐食）に対しては，社内規程「配管肉厚管理マニュ

アル」に基づき，配管材質条件及び内部流体の環境条件を考慮して点検箇所を選定し，

肉厚測定又は放射線透過検査にて，有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認

している。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，配

管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

h. ラグ及びレストレイントの疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，ラグ及びレストレイントは，設計段階において，配管の熱応力を

考慮して拘束点を選定しており，熱応力が過大になる場合はスナッバを使用すること

としている。 

このため，ラグ及びレストレイントが熱応力により，割れに至る疲労が蓄積される

可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な割れは認められていない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ラ

グ及びレストレイントの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

i. オイルスナッバ及びハンガの機能低下[共通］ 

代表機器と同様，オイルスナッバ及びハンガは，長期にわたる摺動の繰り返しや荷

重作用等により，機能低下が想定されるが，ピン等の摺動部材については起動・停止

等の想定される配管熱移動による摺動回数は少なく，著しい摩耗が生じる可能性は小

さい。 

また，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定され

ており，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低いた

め，へたりが進行する可能性は小さい。 

なお，定期的に目視点検を実施しており，これまで有意な機能低下は認められてい

ない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，オ

イルスナッバ及びハンガの機能低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化

事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 配管の高サイクル疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動による

繰り返し応力により高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，これまでの運転で低

合金鋼配管系に高サイクル疲労割れの事例はなく，振動の状態は経年的に変化するも

のではないことから，高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。 

さらに，2002 年に発生した関西電力美浜原子力発電所 3号機小口径配管不具合の水

平展開として，運転時間の短い小口径配管のソケット溶接部に対して疲労評価を実施

しており，疲労評価上応力が高い場合はサポートの改造を実施している。また，併せ

て浸透探傷検査及び目視点検を実施しており，有意な欠陥は認められていない。 

振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難いことから，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. オリフィスの異物付着[給水加熱器ベント系，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系］ 

オリフィスに異物が付着することにより，顕著な性能低下が想定される。 

しかしながら，これまでの運転経験で異物付着による性能低下は認められておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，オリフィスの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食の発生

が想定されるが，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性

化の進行により腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な

腐食が発生するまで長時間を要する。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 



 

 

 

 

 

 

 

東海第二発電所 

弁の技術評価書 

 

（運転を断続的に行うことを前提とした評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日本原子力発電株式会社 



 

－ 1 － 

本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要な弁

（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2に該当する弁），高温・高圧の環境下に

あるクラス 3の弁及び常設重大事故等対処設備に属する弁について，運転を断続的に行うこと

を前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，弁箱材料，内部流体等でグループ化し，それぞれのグループから，重

要度，運転状態，最高使用温度等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外

の機器について評価を展開している。 

本評価書は弁本体及び弁駆動部の型式等をもとに，以下の 14 章で構成されている。 

 

弁本体 

1.  仕切弁 

2.  玉形弁 

3.  逆止弁 

4.  バタフライ弁 

5.  安全弁 

6.  ボール弁 

7.  原子炉再循環ポンプ流量制御弁 

8.  主蒸気隔離弁 

9.  主蒸気逃がし安全弁 

10. 爆破弁 

11. 破壊板 

12. 制御弁 

弁駆動部 

13. 電動弁用駆動部  

14. 空気作動弁用駆動部 

 

ここで，弁型式からは主蒸気隔離弁は玉形弁に，主蒸気逃がし安全弁は安全弁に，原子炉再

循環ポンプ流量制御弁はボール弁に，爆破弁は仕切弁に属することになるが，構造の複雑さと

特殊性を考慮し，玉形弁，安全弁，ボール弁，仕切弁には分類せず単独で評価している。 

また，主蒸気止め弁，主蒸気加減弁等の主タービン系の特殊弁及びタービン系（電気式油圧

制御装置，原子炉給水ポンプ駆動タービン，原子炉隔離時冷却系タービン）の弁は「タービン

設備の技術評価書」，非常用ディーゼル機関のうち海水系弁を除く補機弁，可燃性ガス濃度制

御系のうち再結合装置内弁，水圧制御ユニット系弁，一部の制御用圧縮空気系弁，廃棄物処理

設備系弁及び補助ボイラー設備系弁は「機械設備の技術評価書」，真空破壊弁は「容器（原子

炉格納容器）の技術評価書」，原子炉建屋隔離弁は「空調の技術評価書」，各ポンプの潤滑油

系弁は「ポンプの技術評価書」にて評価を実施するものとし，本評価書には含めていない。 

なお，文書中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特

に注記がない限りゲージ圧力を示す）。 
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表 1 (1/7） 評価対象機器一覧 

分類（型式） 
分類基準 

当該系統 
弁箱材料 内部流体 

仕切弁 

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 
残留熱除去系 
原子炉冷却材浄化系 
高圧炉心スプレイ系 
低圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却系 
原子炉系 
復水系 
給水系 
給水加熱器ドレン系 
補助系 
重大事故等対処設備*2 

冷却水*1 
原子炉補機冷却系 
ドライウェル冷却系 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 
原子炉系 
主蒸気隔離弁漏えい抑制系 
タービン主蒸気系 
タービン補助蒸気系 
タービングランド蒸気系 
気体廃棄物処理系 
所内蒸気系 
抽気系 
重大事故等対処設備*2 

ガス 

原子炉隔離時冷却系 
可燃性ガス濃度制御系 
気体廃棄物処理系 
重大事故等対処設備*2 

海水 

残留熱除去海水系 
非常用ディーゼル発電機海水系 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

重大事故等対処設備*2 

鋳鉄 海水 残留熱除去海水系 

ステンレス
鋼 

純水 

制御棒駆動系 

ほう酸水注入系 
残留熱除去系 

原子炉冷却材浄化系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉再循環系 
補助系 

五ほう酸ナ
トリウム水 

ほう酸水注入系 

低合金鋼 蒸気 原子炉系 

*1：冷却水（防錆剤入り純水） 
*2：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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表 1 (2/7） 評価対象機器一覧 

分類（型式） 
分類基準 

当該系統 
弁箱材料 内部流体 

玉形弁 

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 
残留熱除去系 
高圧炉心スプレイ系 
低圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却系 
原子炉冷却材浄化系 
燃料プール冷却浄化系 
給水系 

重大事故等対処設備*1 

蒸気 
原子炉隔離時冷却系 

原子炉系 
タービン補助蒸気系 

ガス 

可燃性ガス濃度制御系 
不活性ガス系*1 
制御用圧縮空気系 
試料採取系 
重大事故等対処設備*1 

海水 
非常用ディーゼル発電機海水系 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 
重大事故等対処設備*1 

ステンレス
鋼 

純水 

制御棒駆動系 

ほう酸水注入系 
残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉再循環系 
原子炉冷却材浄化系 
燃料プール冷却浄化系 
格納容器雰囲気監視系 
不活性ガス系 
事故時サンプリング設備 

重大事故等対処設備*1 

ガス 
不活性ガス系 
制御用圧縮空気系 
重大事故等対処設備*1 

海水 残留熱除去海水系 
五ほう酸ナ
トリウム水 

ほう酸水注入系 

青銅鋳物 海水 
残留熱除去海水系 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

*1：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 4 － 

表 1 (3/7） 評価対象機器一覧 

分類（型式） 
分類基準 

当該系統 
弁箱材料 内部流体 

逆止弁 

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 
残留熱除去系 
高圧炉心スプレイ系 
低圧炉心スプレイ系 
原子炉隔離時冷却系 
原子炉系 
原子炉冷却材浄化系 
復水系 
給水系 
給水加熱器ドレン系 
重大事故等対処設備*1 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 
抽気系 
所内蒸気系 
重大事故等対処設備*1 

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

重大事故等対処設備*1 

ステンレス
鋼 

純水 

制御棒駆動系 

ほう酸水注入系 
残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉再循環系 
原子炉冷却材浄化系 
燃料プール冷却浄化系 

重大事故等対処設備*1 

五ほう酸ナ
トリウム水 

ほう酸水注入系 

ガス 

中性子計装系 
原子炉系 
制御用圧縮空気系 
サプレッション・プール水 pH 制御装置*1 
重大事故等対処設備*1 

海水 
残留熱除去海水系 
浸水防護施設*1 

バタフライ弁 
炭素鋼 

ガス 

不活性ガス系 

非常用ガス処理系 

非常用ガス再循環系 

重大事故等対処設備*1 

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

重大事故等対処設備*1 

ステンレス
鋼 ガス 重大事故等対処設備*1 

*1：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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表 1 (4/7） 評価対象機器一覧 

分類（型式） 
分類基準 

当該系統 
弁箱材料 内部流体 

安全弁 

炭素鋼 

純水 

残留熱除去系 
高圧炉心スプレイ系 

低圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 
原子炉冷却材浄化系 
可燃性ガス濃度制御系 
タービングランド蒸気系 
復水系 
給水系 

空気抽出系 

蒸気 

タービン補助蒸気系 

タービングランド蒸気系 

給水加熱器ベント系 

ステンレス
鋼 

純水 

残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 
原子炉再循環系 

原子炉冷却材浄化系 

蒸気 気体廃棄物処理系 

ガス 制御用圧縮空気系 

五ほう酸ナ
トリウム水 

ほう酸水注入系 

青銅鋳物 海水 残留熱除去海水系 

ボール弁 
ステンレス
鋼 

ガス 
中性子計装系 
原子炉冷却材浄化系*1 

純水 原子炉冷却材浄化系 

原子炉再循環
ポンプ流量制
御弁 

ステンレス
鋳鋼 

純水 原子炉再循環系 

主蒸気隔離弁 炭素鋼 蒸気 原子炉系 
主蒸気逃がし
安全弁 

炭素鋼鋳鋼 蒸気 原子炉系 

爆破弁 
ステンレス
鋼 

五ほう酸ナ
トリウム水 

ほう酸水注入系 

破壊板 
ステンレス
鋼 

蒸気 
原子炉隔離時冷却系 

気体廃棄物処理系 
ガス 重大事故等対処設備*2 

*1：原子炉冷却材浄化系に供給される制御用圧縮空気 

*2：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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表 1 (5/7） 評価対象機器一覧 

分類（型式） 
分類基準 

当該系統 
弁箱材料 内部流体 

制御弁 

炭素鋼 

純水 

原子炉冷却材浄化系 
復水系 
給水系 
中央制御室換気系 

蒸気 

不活性ガス系 
タービングランド蒸気系 
復水移送系 
バッテリー室換気系 
気体廃棄物処理系 

ステンレス
鋼 

純水 原子炉冷却材浄化系 

ガス 
制御用圧縮空気系 
重大事故等対処設備*1 

低合金鋼 
純水 

原子炉隔離時冷却系 
給水系 
給水加熱器ドレン系 

蒸気 所内蒸気系 
*1：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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表 1 (6/7） 評価対象機器一覧 

分類 
分類基準 

当該系統 
電源 設置場所 

電動弁用駆動部 

交流 

原子炉格納
容器内 

原子炉系 
原子炉再循環系 
残留熱除去系 
原子炉隔離時冷却系 
原子炉冷却材浄化系 

原子炉格納
容器外 

原子炉系 
原子炉冷却材浄化系 
ほう酸水注入系 
残留熱除去系 
残留熱除去海水系 
高圧炉心スプレイ系 
低圧炉心スプレイ系 
可燃性ガス濃度制御系 
主蒸気隔離弁漏えい抑制系 
原子炉補機冷却系 
燃料プール冷却浄化系 
制御用圧縮空気系 
不活性ガス系 
格納容器雰囲気監視系 
事故時サンプリング設備 
中央制御室換気系 
ドライウェル冷却系 
空気抽出系 
気体廃棄物処理系 
重大事故等対処設備*1 

直流 
原子炉格納
容器外 

原子炉系 
残留熱除去系 
原子炉隔離時冷却系 
原子炉冷却材浄化系 
重大事故等対処設備*1 

*1：新規に設置される系統 
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表 1 (7/7） 評価対象機器一覧 

分類 
分類基準 

当該系統 
型式 設置場所 

空気作動弁用駆
動部 

ダイヤフラ
ム型 

原子炉格納
容器外 

中央制御室換気系 
原子炉隔離時冷却系 
原子炉冷却材浄化系 

シリンダ型 

原子炉格納
容器内 

原子炉再循環系 

原子炉格納
容器外 

不活性ガス系 
原子炉再循環系 
補助系 
原子炉系 
ほう酸水注入系 
漏えい検出系 
主蒸気隔離弁漏えい抑制系 
原子炉隔離時冷却系 
非常用ガス処理系 
非常用ガス再循環系 
原子炉再循環流量制御系 
原子炉冷却材浄化系 
格納容器雰囲気監視系 
気体廃棄物処理系 
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表 2 (1/3） 評価対象機器の機能 

弁（系統名） 主な機能 

中性子計装系弁 
炉心内の中性子束分布を測定・監視する系統を構成する弁

である。 

制御棒駆動系弁 
制御棒の駆動に必要な高圧の駆動水を供給する系統を構成

する弁である。 

ほう酸水注入系弁 

制御棒が挿入不可の際，中性子吸収能力の高いほう酸(五ほ

う酸ナトリウム水)を注入して原子炉を保護する系統を構

成する弁である。 

残留熱除去系弁 
原子炉を停止した後，原子炉冷却材の冷却（崩壊熱除去）

や非常時に炉水位を維持する系統を構成する弁である。 

残留熱除去海水系弁 
主として残留熱除去系熱交換器に冷却用海水を供給する系

統を構成する弁である。 

高圧炉心スプレイ系弁 

冷却材喪失事故時に原子炉に復水貯蔵タンク水及びサプレ

ッション・プール水をスプレイする系統を構成する弁であ

る。 

低圧炉心スプレイ系弁 
冷却材喪失事故時に原子炉にサプレッション・プール水を

スプレイする系統を構成する弁である。 

原子炉隔離時冷却系弁 

原子炉隔離時に，主蒸気によりタービン駆動のポンプを起

動して原子炉に送水し，水位低下を防ぐ系統を構成する弁

である。 

非常用ガス再循環系弁 

事故発生時，自動的に常用換気系を閉鎖すると共に原子炉

建屋内を負圧に保ち，放射性物質の外部放出を低減する系

統を構成する弁である。 

非常用ガス処理系弁 
事故発生時，原子炉建屋内の空気を処理し，排気筒から放

出する系統を構成する弁である。 

原子炉系弁 
原子炉圧力容器への給水及び原子炉圧力容器からタービン

主蒸気系までの系統を構成する弁である。 

原子炉再循環系弁 
原子炉の出力制御を行う原子炉再循環系統を構成する弁で

ある。 

原子炉再循環流量制御系弁 
原子炉再循環ポンプ流量制御弁を駆動するための制御油圧

系統を構成する弁である。 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系弁 

主蒸気管破断などの事故時における主蒸気隔離弁閉止後，

タービン建屋側への原子炉蒸気の漏えいを抑制する系統を

構成する弁である。 

原子炉冷却材浄化系弁 
原子炉及び原子炉冷却材再循環系統の水質保持の為，ろ過

及びイオン交換を行う系統を構成する弁である。 

燃料プール冷却浄化系 
使用済燃料プール水の一部をろ過・脱塩し，水質の維持を

行う系統を構成する弁である。 

原子炉補機冷却系弁 
原子炉建屋内にある補機(ポンプ軸受等)の冷却用に海水と

熱交換した冷却水を循環させる系統を構成する弁である。

漏えい検出系弁 

原子炉格納容器内の一次冷却水又は蒸気の漏えいを検出す

るために，原子炉格納容器内の気体を原子炉建屋内に設置

された漏えい検出装置に導く系統を構成する弁である。 

格納容器雰囲気監視系弁 
原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を測定して中央

制御室に指示記録する系統を構成する弁である。 

可燃性ガス濃度制御系弁 
原子炉冷却材喪失事故時，水素濃度を安全な濃度以下にな

るよう処理する系統を構成する弁である。 
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表 2 (2/3） 評価対象機器の機能 

弁（系統名） 主な機能 

不活性ガス系弁 
原子炉格納容器内を窒素ガスで置換し，運転中の酸素濃度

を管理値内に保持する系統を構成する弁である。 

ドライウェル冷却系弁 
ドライウェルの冷却及び除湿を行う系統を構成する弁であ

る。 

タービン主蒸気系弁 
原子炉系からの主蒸気をタービンへ供給するための系統を

構成する弁である。 

抽気系弁 

主タービンの駆動蒸気の一部を取り出し,原子炉へ給水す

る水を加熱し，給水温度を高めることにより，熱効率を向

上させる系統を構成する弁である。 

タービン補助蒸気系弁 
空気抽出器等の駆動蒸気を供給する系統を構成する弁であ

る。 

タービングランド蒸気系弁 

蒸化器からタービンのグランドシール蒸気を供給し,グラ

ンド蒸気復水器を介して排ガスとドレンに分離，処理する

系統を構成する弁である。 

復水系弁 

復水器で凝縮した純水を再び原子炉へ供給する系統のう

ち，復水器から給水ポンプ入口までの系統を構成する弁で

ある。 

給水系弁 
復水器で凝縮した純水を再び原子炉へ供給する系統のう

ち，給水ポンプから原子炉までの系統を構成する弁である。

空気抽出系弁 
復水器内の非凝縮性ガスを抽出し，復水器の真空を維持す

る系統を構成する弁である。 

給水加熱器ドレン系弁 
給水加熱器において原子炉給水と抽気との熱交換によって

凝縮したドレン水を処理する系統を構成する弁である。 

給水加熱器ベント系弁 
給水加熱器における熱交換後の非凝縮蒸気及び余剰蒸気を

復水器へ導く系統を構成する弁である。 

非常用ディーゼル発電機海水系弁 
非常用ディーゼル発電機の機関作動時に，過熱を防止する

ため冷却水（海水）を供給する系統を構成する弁である。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機海水系弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機関作動時に，過

熱を防止するため冷却水（海水）を供給する系統を構成す

る弁である。 

復水移送系弁 
復水貯蔵タンクから復水移送ポンプにより各建屋に送水す

る系統を構成する弁である。 

補助系弁 
原子炉格納容器内にて発生するドレン水を原子炉建屋内に

設置されたサンプタンクに導く系統を構成する弁である。

中央制御室換気系弁 

中央制御室等の室温を一定に保たれるようにし，非常時に

は外気を取り入れずにフィルタを通して再循環運転する系

統を構成する弁である。 

バッテリー室換気系弁 
ケーブル処理室及びバッテリー室への給排気を行う系統を

構成する弁である。 

制御用圧縮空気系弁 
各建屋内における空気作動の装置及び制御器に圧縮空気を

供給する系統を構成する弁である。 

所内蒸気系弁 
供給された蒸気を，タンクの加熱，空調用等に移送する系

統を構成する弁である。 
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表 2 (3/3） 評価対象機器の機能 

弁（系統名） 主な機能 

試料採取系弁 
発電所機器の運転状況を監視する系統を構成する弁であ

る。 

事故時サンプリング設備の弁 

冷却材喪失事故時等に，放射性障壁の健全性を確認するこ

とを目的として，原子炉冷却材及び原子炉格納容器雰囲気

中の試料を採取する系統を構成する弁である。 

気体廃棄物処理系弁 

復水器の非凝縮ガス（水素･酸素）を空気抽出器で引き，再

結合させ，活性炭ホールドアップ塔へ導く系統を構成する

弁である。 

サプレッション・プール水pH制御

装置の弁 

格納容器圧力逃がし装置を使用する際，サプレッション・

プール水の酸性化防止及び核分裂生成物由来のよう素を補

足するため，サプレッション・プール水の pH を制御する系

統を構成する弁である。（ただし，対象は原子炉格納容器

バウンダリのみ） 

浸水防護施設の弁 
取水口を経由した津波が，ドレン排出配管等から海水ポン

プ室に流入するのを防止する弁である。 

重大事故等対処設備の弁 

設計基準事故対処設備の有する原子炉の冷却機能等が喪失

した場合において，炉心の著しい損傷防止及び原子炉格納

容器の破損防止等のため，サプレッション・プール水等を

原子炉に注水する系統，最終ヒートシンクへ熱を輸送する

系統及び原子炉格納容器内ガスをフィルタ装置へ導き，放

射性物質を低減させ放出する系統等を構成する弁である。

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

1. 仕切弁 
 

 

［対象系統］ 

①  制御棒駆動系 

②  ほう酸水注入系 

③  残留熱除去系 

④  残留熱除去海水系 

⑤  高圧炉心スプレイ系 

⑥  低圧炉心スプレイ系 

⑦  原子炉隔離時冷却系 

⑧  原子炉系 

⑨  原子炉再循環系 

⑩  主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑪  原子炉冷却材浄化系 

⑫  原子炉補機冷却系 

⑬  可燃性ガス濃度制御系 

⑭  ドライウェル冷却系 

⑮  タービン主蒸気系 

⑯  抽気系 

⑰  タービン補助蒸気系 

⑱  タービングランド蒸気系 

⑲  復水系 

 

⑳  給水系 

㉑ 給水加熱器ドレン系 

㉒ 非常用ディーゼル発電機海水系 

㉓ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

㉔ 補助系 

㉕ 所内蒸気系 

㉖ 気体廃棄物処理系 

㉗ 重大事故等対処設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な仕切弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの仕切弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループよ

り以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，仕切弁を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

弁箱材料は炭素鋼，鋳鉄，ステンレス鋼，低合金鋼に分類され，内部流体は純水，冷却

水（防錆剤入り純水），蒸気，ガス（空気，窒素ガス等），海水，五ほう酸ナトリウム水

に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 純水系炭素鋼仕切弁（内部流体：純水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，制御棒駆動系，残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，復水系，給水系，給

水加熱器ドレン系，補助系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，運転状

態の厳しい原子炉給水止め弁を代表機器とする。 

 

(2) 冷却水系炭素鋼仕切弁（内部流体：冷却水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，原子炉補機冷却系及びドライウェル冷却系が属するが，重要度，

運転状態，最高使用温度，最高使用圧力が同等であるため，口径の大きいドライウェル

内機器原子炉補機冷却水戻り弁を代表機器とする。 

 

(3) 蒸気系炭素鋼仕切弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，主蒸気隔離弁漏えい抑制系，タ

ービン主蒸気系，タービン補助蒸気系，タービングランド蒸気系，気体廃棄物処理系，

所内蒸気系，抽気系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高い機器は，運転状

態，最高使用温度，最高使用圧力が同等であるため，口径の大きい原子炉隔離時冷却系

内側隔離弁を代表機器とする。 

 

(4) ガス系炭素鋼仕切弁（内部流体：ガス，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，可燃性ガス濃度制御系，気体廃棄物処理系

及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高い機器は，運転状態が同等であるため，

最高使用温度，最高使用圧力が高く，口径の大きい可燃性ガス濃度制御系出口弁を代表

機器とする。 
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(5) 海水系炭素鋼仕切弁（内部流体：海水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，残留熱除去海水系，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機海水系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高い機

器は，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力，口径が同等であるため，当該系統のポ

ンプ容量が大きい非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁を代表機器とする。 

 

(6) 海水系鋳鉄仕切弁（内部流体：海水，弁箱材料：鋳鉄） 

このグループは，残留熱除去海水系のみであり，重要度，運転状態が同等であるため

最高使用温度の高い残留熱除去系熱交換器海水出口弁を代表機器とする。 

 

(7) 純水系ステンレス鋼仕切弁（内部流体：純水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，制御棒駆動系，ほう酸水注入系，残留熱除去系，原子炉冷却材浄

化系，原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系及び補助系が属するが，重要度が高く，運

転状態が厳しく，最高使用温度及び最高使用圧力の高い，原子炉再循環ポンプ出口弁を

代表機器とする。 

 

(8) 五ほう酸ナトリウム水系ステンレス鋼仕切弁（内部流体：五ほう酸ナトリウム水，弁

箱材料：ステンレス鋼） 

このグループは，ほう酸水注入系のみであり，重要度，運転状態，最高使用温度が同

等であるため，最高使用圧力の高いほう酸水注入系ポンプ出口弁を代表機器とする。 

 

(9) 蒸気系低合金鋼仕切弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：低合金鋼） 

このグループは，原子炉系の主蒸気隔離弁第 3弁のみであることから，これを代表機

器とする。 
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表 1-1（1/2） 仕切弁のグループ化及び代表機器の選定 
分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 
選定理由 

弁箱 
材料 

内部 
流体 

口径(A) 重要度*2 
使用条件 

運転 
状態 

最高使用 
圧力(MPa) 

最高使用 
温度（℃） 

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 20～50 高*3 連続 12.06 66  原子炉給水止め弁／重
要度,運転状態 残留熱除去系 50～600 MS-1/PS-1，重*4 一時 0.86～8.62 100～302  

原子炉冷却材浄化系 100～150 PS-2 連続 8.62～9.80 66～302  

高圧炉心スプレイ系 100～600 MS-1/PS-1，重*4 一時 0.70～10.69 100～302  

低圧炉心スプレイ系 40～600 MS-1/PS-1，重*4 一時 0.70～8.62 100～302  

原子炉隔離時冷却系 100～200 MS-1，重*4 一時 0.86～10.35 77～100  

原子炉系 500～600 PS-1 連続 8.62～12.93 302 ◎ 

復水系 450～650 高*3 連続 6.14 205  

給水系 80～600 高*3 連続 6.14～15.51 205～233  

給水加熱器ドレン系 50～500 高*3 連続 0.35～1.81 149～233  

補助系 80 MS-1 連続 1.04 65  

重大事故等対処設備*5 80～300 MS-1，重*4 一時 静水頭～10.70 66～174  

冷却水*1 

原子炉補機冷却系 200 MS-1 連続 0.86 66 ◎ ドライウェル内機器原
子炉補機冷却水戻り弁
／重要度,運転状態，最
高使用温度，最高使用
圧力，口径 

ドライウェル冷却系 150 MS-1 連続 0.86 66  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 40～350 MS-1/PS-1，重*4 一時 1.04～8.62 135～302 ◎ 原子炉隔離時冷却系内
側隔離弁／重要度,運
転状態，最高使用温
度，最高使用圧力，口
径 

原子炉系 80 MS-1/PS-1 一時 8.62 302  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 25～100 MS-1 一時 8.62 302  

タービン主蒸気系 150 高*3 連続 8.62 302  

タービン補助蒸気系 100 高*3 連続 2.46 225  

タービングランド蒸気系 40～250 高*3 連続 0.35～8.62 124～302  

気体廃棄物処理系 150～250 MS-2 連続 2.41 205  

所内蒸気系 50～150 高*3 連続 0.35～8.62 124～302  

抽気系 250～400 高*3 連続 1.04～1.82 210～233  

重大事故等対処設備*5 100～350 重*4 一時 1.04～8.62 135～302  

*1：冷却水（防錆剤入り純水）  
*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す   
*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  
*5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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表 1-1（2/2） 仕切弁のグループ化及び代表機器の選定 
分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 
選定理由 

弁箱 
材料 

内部 
流体 

口径(A) 重要度*1 
使用条件 

運転 
状態 

最高使用 
圧力(MPa) 

最高使用 
温度（℃） 

炭素鋼 

ガス 

原子炉隔離時冷却系 50 MS-1，重*3 一時 0.52 88  可燃性ガス濃度制御系出口

弁／重要度，運転状態，最

高使用温度，最高使用圧

力，口径 

可燃性ガス濃度制御系 100～150 MS-1 一時 0.31 171 ◎ 

気体廃棄物処理系 200～300 PS-2 連続 0.34～2.42 66～538  

重大事故等対処設備*5 50～150 重*3 一時 0.3～0.86 66～105  

海水 

残留熱除去海水系 300～500 MS-1，重*3 一時 0.70～3.45 38～66  非常用ディーゼル発電機

海水系出口隔離弁／重要

度，運転状態，最高使用

温度，最高使用圧力，口

径，容量*4 

非常用ディーゼル発電機海水系 250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ◎ 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機海水系 

250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66  

重大事故等対処設備*5 300～350 重*3 一時 2.45 38  

鋳鉄 海水 残留熱除去海水系 100～500 MS-1，重*3 一時 3.45 38～66 ◎ 

残留熱除去系熱交換器海

水出口弁／重要度，運転状

態，最高使用温度 

ステンレ
ス鋼 

純水 

制御棒駆動系 20～50 MS-1 連続 12.06 66～138  原子炉再循環ポンプ出口

弁／重要度，運転状態，最

高使用温度，最高使用圧力 

ほう酸水注入系 40 高*2 一時 9.66 66  

残留熱除去系 20～500 MS-1/PS-1，重*3 一時 8.62～10.69 302  

原子炉冷却材浄化系 65～150 MS-1/PS-1 連続 8.62～9.80 302  

原子炉隔離時冷却系 150 MS-1/PS-1，重*3 一時 10.70 302  

原子炉再循環系 20～600 MS-1/PS-1 連続 8.62～12.06 66～302 ◎ 
補助系 80 MS-1 連続 0.28 80  

五ほう酸
ナトリウ
ム水 

ほう酸水注入系 40～80 MS-1，重*3 一時 1.04～9.66 66 ◎ 

ほう酸水注入系ポンプ出

口弁／重要度，運転状

態，最高使用温度，最高

使用圧力 
低 合 金
鋼 

蒸気 原子炉系 650 PS-2 連続 8.62 302 ◎ 主蒸気隔離弁第 3弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す   
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

  *4：選定基準が全て同等であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定 
    非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 
  *5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，１章で代表機器とした以下の 9台の弁について技術評価を実施する。 

① 原子炉給水止め弁 

② ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁 

③ 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁 

④ 可燃性ガス濃度制御系出口弁 

⑤ 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁 

⑥ 残留熱除去系熱交換器海水出口弁 

⑦ 原子炉再循環ポンプ出口弁 

⑧ ほう酸水注入系ポンプ出口弁 

⑨ 主蒸気隔離弁第 3弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉給水止め弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉給水止め弁は，口径 500A，最高使用圧力 8.62 MPa，最高使用温

度 302 ℃の手動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

純水に接する弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼が使用されており，

軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉給水止め弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉給水止め弁主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 弁箱 ⑥ 弁体 

② 弁ふた ⑦ 弁座 

③ ジョイントボルト・ナット ⑧ 弁棒 

④ ガスケット ⑨ ヨーク 

⑤ グランドパッキン   

 

図 2.1-1 原子炉給水止め弁構造図 

 

① 

⑧ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

③ 
② 

⑨ 

④ 
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表 2.1-1 原子炉給水止め弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト

・ナット 
低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-2 原子炉給水止め弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.2 ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁 

(1) 構造 

東海第二のドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁は，口径 200A，最高使用圧

力 0.86 MPa，最高使用温度 66 ℃の電動弁であり，1台設置されている。 

弁本体は，冷却水（防錆剤入り純水）を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイン

トボルト・ナット，軸封部），冷却水（防錆剤入り純水）を仕切る隔離部（弁体，弁

座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

冷却水（防錆剤入り純水）に接する弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素

鋼が使用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが

使用されている。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二のドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁の構造図を図2.1-2に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁主要部位の使用材料を表

2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す｡ 
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図 2.1-2 ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁構造図 

No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

① 

⑤ 

⑧ 

⑥ 

⑦ 

③ 

② 

⑨ 

④ 
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表 2.1-3 ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト

・ナット 
低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-4 ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁の使用条件 

最高使用圧力 0.86 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 冷却水（防錆剤入り純水） 
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2.1.3 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉隔離時冷却系内側隔離弁は，口径 250A，最高使用圧力 8.62 MPa，

最高使用温度 302 ℃の電動弁であり，1台設置されている。 

弁本体は，蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），蒸気を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

蒸気に接する弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼が使用されており，

軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉隔離時冷却系内側隔離弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉隔離時冷却系内側隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用

条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-3 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁構造図 

① 

⑤ 

⑧ 

⑥ 

⑦ 

③ 
② 

⑨ 

④ 
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表 2.1-5 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト

・ナット 
低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-6 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.4 可燃性ガス濃度制御系出口弁 

(1) 構造 

東海第二の可燃性ガス濃度制御系出口弁は，口径 150A，最高使用圧力 0.31 MPa，

最高使用温度 171 ℃の電動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は，窒素を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），ガスを仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

ガスに接する弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼が使用されており，

軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の可燃性ガス濃度制御系出口弁の構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の可燃性ガス濃度制御系出口弁主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条

件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-4 可燃性ガス濃度制御系出口弁構造図 

① 

⑤ 

⑧ 

⑥ 

⑦ 

③ 

② 

⑨ 

④ 
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表 2.1-7 可燃性ガス濃度制御系出口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト

・ナット 低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-8 可燃性ガス濃度制御系出口弁の使用条件 

最高使用圧力 0.31 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 ガス 
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2.1.5 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁は，口径 250A，最高使用圧力

0.70 MPa，最高使用温度 66 ℃の手動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は，海水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），海水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

海水に接する弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼が使用されており，

内面にはフッ素樹脂ライニングが施されている。 

また，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されてい

る。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁主要部位の使用材料を表

2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジ ョ イ ン ト ボ ル

ト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-5 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁構造図 

① 

⑧ 

⑤ 

⑦ 

③ 
② 

⑨ 

④ 

⑥ 



－ 1-19 － 

表 2.1-9 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼（接液部フッ素樹脂ライニング）

弁ふた 炭素鋼鋳鋼（接液部フッ素樹脂ライニング）

ジョイントボルト

・ナット 
低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（接液部フッ素樹脂ライニング）

弁座 炭素鋼（接液部フッ素樹脂ライニング） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 

ステンレス鋼（接液部フッ素樹脂ライニン

グ） 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-10 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁の使用条件 

最高使用圧力 0.70 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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2.1.6  残留熱除去系熱交換器海水出口弁 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系熱交換器海水出口弁は，口径 500A，最高使用圧力 3.45 MPa，

最高使用温度 66 ℃の手動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は，海水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），海水を仕切る隔離部（弁体，弁体シートリング，弁座シートリング）及び弁

体に駆動力を伝達する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

海水に接する弁箱，弁ふた，弁体は鋳鉄，弁体シートリング，弁座シートリングは

ステンレス鋼が使用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランド

パッキンが使用されている。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系熱交換器海水出口弁の構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系熱交換器海水出口弁主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，

使用条件を表 2.1-12 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁体シートリング 

⑧ 弁座シートリング 

⑨ 弁棒 

⑩ ヨーク 

 

図 2.1-6 残留熱除去系熱交換器海水出口弁構造図 

① 

⑨ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

③ 

② 

⑩ 

④ 

⑥ 
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表 2.1-11 残留熱除去系熱交換器海水出口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 鋳鉄 

弁ふた 鋳鉄 

ジョイントボルト

・ナット 

低合金鋼 

炭素鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 鋳鉄 

弁体シートリング ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁座シートリング ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 鋳鉄 

 

 

表 2.1-12 残留熱除去系熱交換器海水出口弁の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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2.1.7 原子炉再循環ポンプ出口弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉再循環ポンプ出口弁は，口径 600A，最高使用圧力 11.38 MPa，最

高使用温度 302 ℃の電動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

純水に接する弁箱，弁ふた，弁体はステンレス鋳鋼，弁座はステンレス鋼が使用さ

れており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されて

いる。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉再循環ポンプ出口弁の構造図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉再循環ポンプ出口弁主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使用条

件を表 2.1-14 に示す｡ 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 
ジョイントボルト・

ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁体リング 

⑧ 弁座 

⑨ 弁体（連結部） 

⑩ 弁棒 

⑪ ヨーク 

図 2.1-7 原子炉再循環ポンプ出口弁構造図 

① 

⑩ 

⑤ 

⑧ 

③ 

② 

⑪ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 
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表 2.1-13 原子炉再循環ポンプ出口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋳鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト

・ナット 
低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 ステンレス鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁体リング ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁体（連結部） ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-14 原子炉再循環ポンプ出口弁の使用条件 

最高使用圧力 11.38 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.8 ほう酸水注入系ポンプ出口弁 

(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系ポンプ出口弁は，口径 40A，最高使用圧力 9.66 MPa，最

高使用温度 66 ℃の手動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は，五ほう酸ナトリウム水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボ

ルト・ナット，軸封部），五ほう酸ナトリウム水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び

弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

五ほう酸ナトリウム水に接する弁箱，弁ふた，弁体，弁座はステンレス鋼が使用さ

れており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されて

いる。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二のほう酸水注入系ポンプ出口弁の構造図を図 2.1-8 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系ポンプ出口弁主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，使用

条件を表 2.1-16 に示す｡ 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-8 ほう酸水注入系ポンプ出口弁構造図 

① 

⑤ 
⑧ 

⑥ 

⑦ 

③ 
② 

⑨ 

④ 
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表 2.1-15 ほう酸水注入系ポンプ出口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋼 

弁ふた ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト

・ナット 

低合金鋼 

炭素鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼 

 

 

表 2.1-16 ほう酸水注入系ポンプ出口弁の使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.1.9 主蒸気隔離弁第 3弁 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気隔離弁第 3 弁は，口径 650A，最高使用圧力 8.62 MPa，最高使用

温度 302 ℃の電動弁であり，4台設置されている。 

弁本体は，蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），蒸気を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

蒸気に接する弁箱，弁ふたは低合金鋼，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼が使用さ

れており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されて

いる。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の主蒸気隔離弁第 3弁の構造図を図 2.1-9 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気隔離弁第 3 弁主要部位の使用材料を表 2.1-17 に，使用条件を表

2.1-18 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 弁箱 ⑥ 弁体 

② 弁ふた ⑦ 弁座 

③ ジョイントボルト・ナット ⑧ 弁棒 

④ ガスケット ⑨ ヨーク 

⑤ グランドパッキン   

 

図 2.1-9 主蒸気隔離弁第 3弁構造図 

① 

⑧ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

③ 

② 

⑨ 

④ 
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表 2.1-17 主蒸気隔離弁第 3弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 低合金鋼 

弁ふた 低合金鋼 

ジョイントボルト

・ナット 
低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-18 主蒸気隔離弁第 3弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

仕切弁の機能である流体仕切機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

仕切弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体，圧力，温度等）及び現在までの運転

経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。 

  なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提

としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち，下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当しない事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 
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この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 弁箱の疲労割れ［原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

b. 弁箱の熱時効［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）［原子炉給水止め弁，ドライウェル内機

器原子炉補機冷却水戻り弁，原子炉隔離時冷却系内側隔離弁，可燃性ガス濃度制

御系出口弁，非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁，残留熱除去系熱交換器

海水出口弁，主蒸気隔離弁第 3弁］ 

弁箱，弁ふたは，炭素鋼鋳鋼，低合金鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて

補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

ジョイントボルト・ナットは，低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，

分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ヨークの腐食（全面腐食）［共通］ 

ヨークは，炭素鋼鋳鋼，鋳鉄又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さ

く，分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装

することにより機能を維持している。 

したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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d. 弁箱，弁ふた，弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）［原子炉給水止め弁，原子

炉隔離時冷却系内側隔離弁，主蒸気隔離弁第 3弁］ 

弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であ

り，内部流体が純水又は蒸気であるため腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，

分解点検時の目視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認し

ており，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱，弁ふた，弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）［可燃性ガス濃

度制御系出口弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であり腐食が想定されるが，内

部が窒素雰囲気であることから，腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目

視点検において有意な腐食がないことを確認しており，必要に応じて補修又は取替

を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［残留熱除去系熱交換

器海水出口弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体は鋳鉄であり，内部流体は海水であることから，腐食が想定

されるが，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認しており，

必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）［非常用ディー

ゼル発電機海水系出口隔離弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であり，内部流体が海水である

ことから腐食が想定されるが，内部流体に接する部分はフッ素樹脂ライニング施工

しているため，腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検及び膜厚検

査においてフッ素樹脂ライニングが健全であることを確認しており，必要に応じて

補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 弁体シートリング，弁座シートリング，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食） [残留熱

除去系熱交換器海水出口弁] 

弁体シートリング，弁座シートリング，弁棒はステンレス鋼であり，内部流体は

海水であることから腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点

検において有意な腐食（孔食・隙間腐食）がないことを確認しており，必要に応じ

て補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁体シートリング，弁座シートリング，弁棒の腐食（孔食・隙間腐

食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁］ 

弁棒はステンレス鋼であり，内部流体が海水であることから腐食（孔食・隙間腐

食）が想定されるが，内部流体に接する部分はフッ素樹脂ライニングにより腐食（孔

食・隙間腐食）を防止しており，フッ素樹脂ライニングが健全であれば腐食（孔食・

隙間腐食）が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検及び膜厚検査におい

てフッ素樹脂ライニングが健全であることを確認しており，必要に応じて補修又は

取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁体，弁座の摩耗［非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁］ 

弁の開閉に伴いシート面で摺動するため摩耗が想定されるが，分解点検時の目視

点検において有意な摩耗がないことを確認しており，必要に応じて補修又は取替を

行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁体，弁座の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

k. 弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［ほう酸水注入ポンプ出口弁］ 

弁箱，弁ふたはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオン

により，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋内機器の

塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施

し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとし

ている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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l. 弁棒の摩耗［共通］ 

弁棒はグランドパッキンと接触しているため，弁の開閉に伴うグランドパッキン

との摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフロン又は黒鉛

等に対して，弁棒は硬いステンレス鋼であるため，これらの摺動による摩耗が発生

する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

m. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）［ドライウェル

内機器原子炉補機冷却水戻り弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であることから腐食が想定され

るが，内部流体は冷却水（防錆剤入り純水）のため，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 弁体，弁座の摩耗［原子炉給水止め弁，ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻

り弁，原子炉隔離時冷却系内側隔離弁，可燃性ガス濃度制御系出口弁，原子炉再

循環ポンプ出口弁，ほう酸水注入系ポンプ出口弁，主蒸気隔離弁第 3弁］ 

弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には硬いステライト

が肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体，弁座の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

o. 弁体シートリング，弁座シートリングの摩耗［残留熱除去系熱交換器海水出口弁］ 

弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には硬いステライト

が肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体シートリング，弁座シートリングの摩耗は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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p. 弁体リングの摩耗［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には硬いステライト

が肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体リングの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

q. 弁体（連結部）の摩耗［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

仕切弁は，一般に弁棒で弁体を吊下げる構造になっており，弁体は，弁ふた（ボ

ンネット）内に入り流路には出ていないため内部流体の影響は受けないが，当該仕

切弁は，上流側の流量制御弁の影響により乱流が発生し，この乱流が仕切弁ボンネ

ット内部に流入してボンネット内の弁体を振動させ，連結部（主に弁体側）の摩耗

を生じた。 

その対策として，弁体の連結構造を振動のしにくいディスクナット式に変更して

おり，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，構造変更以降における分解点検時の目視点検で，弁体と弁棒の連結部に有

意な摩耗は確認されておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾

向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体（連結部）の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

r. 弁棒の疲労割れ［共通］ 

弁棒は全開位置でバックシート部に高い応力がかかる状態になると，配管振動等

による疲労が蓄積し，疲労割れが想定される。 

電動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，

動作が止まるように設定されているため，バックシート部への過負荷は加わらない。 

一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しているが，バックシー

トが効く程度の力で動作が止まるようトルク設定されていることから，疲労割れが

発生する可能性は小さい。 

また，手動弁については開操作時にバックシート部への過負荷が加わらないよう，

適切な操作を行うこととしていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において疲労割れは確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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s. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒の腐食（全面腐食）［ほう酸

水注入系ポンプ出口弁］ 

ほう酸水注入系ポンプ出口弁の弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒はステンレス鋼

であり，内部流体は五ほう酸ナトリウム水であることから腐食が想定されるが，ス

テンレス鋼は五ほう酸ナトリウム水に対して耐食性を有していることから，腐食が

発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒の腐食（全面腐

食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 弁ふた，弁体の熱時効［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

弁ふた，弁体に使用しているステンレス鋳鋼はオーステナイト相中に一部フェラ

イト相を含む 2相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用温度 302 ℃）

であるため，熱時効による材料特性の変化により破壊靭性の低下が予想され，この

状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引き起こ

す可能性があるが，弁ふた及び弁体には，き裂の原因となる経年劣化事象は想定さ

れていないことから，熱時効が問題となる可能性はない。 

したがって，弁ふた，弁体の熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。
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表 2.2-1(1/9) 原子炉給水止め弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3 ○     *1：ステライト肉盛 

*2：流れ加速型腐食 

*3：外面 
弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット

 
低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1 △ △*2      

弁座  炭素鋼*1 △ △*2      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/9) ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      *1：ステライト肉盛 

*2：外面 

*3：内面 
弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット

 
低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1 △ △      

弁座  炭素鋼*1 △ △      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(3/9) 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      *1：ステライト肉盛 

*2：流れ加速型腐食 

*3：外面 

 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット

 
低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1 △ △*2      

弁座  炭素鋼*1 △ △*2      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(4/9) 可燃性ガス濃度制御系出口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      *1：ステライト肉盛 

*2：外面 

*3：内面 
弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット
 低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1 △ △      

弁座  炭素鋼*1 △ △      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(5/9) 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      *1：接液部フッ素樹

脂ライニング 

*2：外面 

*3：内面 

*4：孔食・隙間腐食 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット

 
低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1 △ △      

弁座  炭素鋼*1 △ △      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼*1 △ △*4 △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
1
-
4
4
 
－
 

表 2.2-1(6/9) 残留熱除去系熱交換器海水出口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他 

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鉄  △*2*3      *1：ステライト肉盛 

*2：外面 

*3：内面 

*4：孔食・隙間腐食 

弁ふた  鋳鉄  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット

 低合金鋼 

炭素鋼 
 △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  鋳鉄  △      

弁体シート 

リング 

 
ステンレス鋼*1 △ △*4      

弁座シート 

リング 

 
ステンレス鋼*1 △ △*4      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △*4 △     

ヨーク  鋳鉄  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(7/9) 原子炉再循環ポンプ出口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼   ○  ○   *1:ステライト肉盛 

 
弁ふた  ステンレス鋳鋼*1     ▲   

ジョイントボル

ト・ナット 

 
低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋳鋼*1 △    ▲   

弁体（連結部）  ステンレス鋼*1 △       

弁体リング  ステンレス鋼*1 △       

弁座  ステンレス鋼*1 △       

作動機能の

維持 

駆動力伝

達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(8/9) ほう酸水注入系ポンプ出口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他 

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋼  △*2  △*3    *1:ステライト肉盛 

*2:内面 

*3:貫粒型応力腐食 

割れ 

 

弁ふた  ステンレス鋼*1  △*2  △*3    

ジョイントボ

ルト・ナット

 低合金鋼 

炭素鋼 
 △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*1 △ △      

弁座  ステンレス鋼*1 △ △      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △ △     

ヨーク  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(9/9) 主蒸気隔離弁第 3弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  低合金鋼  △*2*3      *1:ステライト肉盛 

*2:流れ加速型腐食 

*3:外面 

 

弁ふた  低合金鋼  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット

 
低合金鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1 △ △*2      

弁座  炭素鋼*1 △ △*2      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 弁箱の疲労割れ［原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

a. 事象の説明 

原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁の弁箱は，プラントの起動・停止時

等に熱過渡を受けることになるため，疲労が蓄積される可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁について，日本機械学会「発電用

原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以

下，「設計・建設規格」という）に基づいて評価した。評価対象部位を図 2.3-1 に

示す。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した 2016 年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含

し，より保守的*に設定した過渡回数とした。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020

年 9 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労については，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」に基づいて評価した。評価用過渡条件を

表 2.3-1 に，評価結果を表 2.3-2 に示す。 

その結果，運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲労割れ発

生の可能性は小さいと判断する。 
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図 2.3-1 仕切弁疲労評価対象部位 

評価対象部位 
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表 2.3-1(1/2) 原子炉給水止め弁の疲労評価用過渡条件 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 
60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

夜間低出力運転（出力 75％） 67 120 

週末低出力運転（出力 50％） 115 165 

制御棒パターン変更 96 176 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他スクラム） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

表 2.3-2(1/2) 原子炉給水止め弁の疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図 

による評価 

発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法による評価 

（環境を考慮） 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60 年時点 

弁箱 0.0374 0.0587 0.5373 
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表 2.3-1(2/2) 原子炉再循環ポンプ出口弁の疲労評価用過渡条件*1 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 
60 年目推定 

耐圧試験 0 60 

起動（昇温） 1 46 

起動（タービン起動） 1 46 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 0 1 

スクラム（タービントリップ） 1 7 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 1 4 

スクラム（その他スクラム） 0 4 

停止 2 48 

ボルト取外し 1 24 

*1：当該弁は第 24 回定期検査時に弁一式交換を実施しており，交換以降の実績熱サイクル

数を考慮した 60 年目の推定にて評価した。 

 

表 2.3-2(2/2) 原子炉再循環ポンプ出口弁の疲労評価結果 

評価 

部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図 

による評価 

発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法による評価 

（環境を考慮） 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60 年時点 

弁箱 0.0003 0.0015 0.0338 
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② 現状保全 

弁箱内表面については，これまでの目視点検結果から異常は確認されていない。 

さらに，実過渡回数に基づく評価を実施し問題ないことを確認しており，今後

も高経年化技術評価に合わせて実施することとしている。 

 

③ 総合評価 

 健全性評価結果より弁箱の疲労割れが発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，弁箱の疲労割れについては，分解点検の目視検査により検知可能であるこ

とから，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

ただし，疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評価

する必要がある。 

 

c. 高経年化への対応 

弁箱の疲労割れについては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年

時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
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(2) 弁箱の熱時効［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

a. 事象の説明 

弁箱に使用しているステンレス鋳鋼は，オーステナイト相中に一部フェライト相を

含む 2 相組織であるため，250 ℃以上の高温での長期の使用に伴い，時間とともにフ

ェライト相内でより安定な組織形態へ移行しようとし，相分離が起こることにより，

靭性の低下，材料特性変化を起こす可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

プラントの長期間運転中に熱時効を受けたステンレス鋳鋼は，引張強さは増加す

るので材料強度の評価上の余裕は向上するが，材料の靭性が低下する。 

ここでは，保守的に初期欠陥を想定し，破壊力学的手法を用いて，ステンレス鋳

鋼の熱時効後のき裂の安定性評価を実施した。 

熱時効による靭性低下への影響は，フェライト量が多いほど大きくなる。また，

使用条件としては，発生応力（荷重）が大きいほど健全性評価への影響は大きくな

る。ここで，表 2.3-3 に示すとおり，原子炉再循環ポンプ出口弁の弁箱よりもフェ

ライト量*1 が多く，発生応力が大きく，初期欠陥を想定したステンレス鋳鋼の部位

（ポンプケーシング及び弁箱）の中でフェライト量が最も多い原子炉再循環ポンプ

入口弁の弁箱の健全性評価を以下のとおり実施している。 

具体的には，評価対象部位の熱時効後の材料のき裂進展抵抗*2（Jmat）と構造系に

作用する応力（供用状態 A,B＋地震動による荷重*3）から算出されるき裂進展力*4

（Japp）を求めてその比較を行った。 

その結果，図 2.3-2 に示すように運転開始後 60 年時点までの疲労き裂進展長さ

を考慮した評価用き裂*5を想定しても，Jmatが Jappと交差し，Jmatが Jappを上回るこ

と，および Jmatと Jappの交点において Jmatの傾きが Jappの傾きを上回ることから，評

価対象機器は不安定破壊することはなく，健全性評価上問題とならないと判断する。 

したがって，より条件の厳しい原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱で不安定破壊を

起こさないことが確認されていることから，原子炉再循環ポンプ出口弁の弁箱につ

いても熱時効による不安定破壊は起こらないと判断する。 

 

*1：フェライト量は，製造時記録の材料成分を用いて，「Standard Practice for 

Steel Casting, Austenitic Alloy, Estimating Ferrite Content Thereof(ASTM 

800/A800M-14)」に示される線図より決定した。 
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*2：き裂進展抵抗は，「S.Kawaguchi et al.,”PREDICTION METHOD OF TENSILE 

PROPERTIES AND FRACTURE TOUGHNESS OF THERMALLY AGED CAST DUPLEX STAINLESS 

STEEL PIPING”,ASME PVP 2005-71528」にて公開されている脆化予測モデル（H3T

モデル：Hyperbolic Time Temperature Toughness）を用いて，評価部位のフ

ェライト量を基に，運転開始後 60 年時点の熱時効時間(設備利用率 80 %以上を

想定)におけるき裂進展抵抗を予測した。また，予測の下限値を採用した。 

*3：考慮する応力は，設計基準事故時及び重大事故等時において発生する応力を包

含するものとする。原子炉再循環ポンプ入口弁は，重大事故等時に機能要求が

ないため，設計基準事故時に発生する応力を考慮している。具体的には，破壊

に寄与する荷重である一次応力（内圧，自重，地震(Ss)）に，安全側に二次応

力の熱膨張荷重を加えたものである。 

*4：初期き裂の想定，き裂進展，貫通き裂の想定は「原子力発電所配管破損防護設

計技術指針（JEAG4613-1998）」の評価手法を参考にした。き裂進展力は， EPRI 

NP-6301-D(1989)の J 積分の解析解に基づき算出した。 

*5：「ポンプの技術評価書」の 3.原子炉再循環ポンプの表 2.3-1 に示す過渡条件及

び地震動による運転開始後 60 年時点までの疲労き裂の進展を考慮しても，当

該き裂は弁箱を貫通しない評価結果となったが，その後のき裂の安定性評価に

おいては，保守的に貫通き裂を想定した。 

 

 

評価部位 フェライト量 発生応力 

原子炉再循環ポンプ 

出口弁の弁箱 
約 22.6 % 128.4 MPa 

原子炉再循環ポンプ 

入口弁の弁箱 
約 24.3 % 146.7 MPa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.3-3 熱時効の評価条件の比較 
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② 現状保全 

弁箱については，製造時に，放射線透過検査及び浸透探傷検査を実施しており，

き裂のないことを確認している。 

現状保全としては，分解点検時の弁の内表面の目視点検により，異常のないこと

を確認している。 

また，供用期間中検査として定期的に弁箱と配管の溶接部の超音波探傷検査を実

施し，判定基準を満足していることを確認している。 

 

③ 総合評価 

運転開始後 60 年時点を想定した原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱の健全性評価

結果から判断して，原子炉再循環ポンプ出口弁の弁箱においても不安定破壊するこ

とはなく，延長しようとする期間において熱時効が構造健全性で問題となる可能性

はない。 

また，現状保全において，目視点検又は超音波探傷検査を実施し，異常の無いこ

とを確認している。 

 

c. 高経年化への対応 

弁箱の熱時効については，現状保全の内容に追加すべき項目はなく，今後も現状保

全を継続していく。 

図 2.3-2 原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱のき裂安定性評価結果 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

①  制御棒駆動系 

②  ほう酸水注入系 

③  残留熱除去系 

④  残留熱除去海水系 

⑤  高圧炉心スプレイ系 

⑥  低圧炉心スプレイ系 

⑦  原子炉隔離時冷却系 

⑧  原子炉系 

⑨  原子炉再循環系 

⑩  主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑪  原子炉冷却材浄化系 

⑫  原子炉補機冷却系 

⑬  可燃性ガス濃度制御系 

⑭  ドライウェル冷却系 

⑮  タービン主蒸気系 

⑯  抽気系 

⑰  タービン補助蒸気系 

⑱  タービングランド蒸気系 

⑲  復水系 

 

⑳ 給水系 

㉑ 給水加熱器ドレン系 

㉒ 非常用ディーゼル発電機海水系 

㉓ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

㉔ 補助系 

㉕ 所内蒸気系 

㉖ 気体廃棄物処理系 

㉗ 重大事故等対処設備 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 弁箱の疲労割れ［残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉

心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，原子炉再循環系仕切弁］ 

代表機器と同様，プラントの起動・停止時等に熱過渡を受けることになるため，繰返

しによる熱疲労が蓄積される可能性があるが，最も条件の厳しい代表機器の評価結果で，

許容値に対し十分余裕があることから，非代表機器の弁箱に疲労割れが発生する可能性

は小さい。 

また，分解点検時に目視点検を実施し，疲労割れがないことを確認しており，今後も

分解点検時の目視点検により，弁箱内に疲労割れがないことを確認していく。 

したがって，代表機器と同様に高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加す

べき項目はないと判断する。 

 

b. 弁箱の熱時効［純水系ステンレス鋼仕切弁：残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，原

子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系仕切弁］ 

代表機器と同様，弁箱に使用しているステンレス鋳鋼は，オーステナイト相中に一部

フェライト相を含む 2相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用温度 302 ℃）

であるため，熱時効による材料の靭性低下等の機械的特性が変化することが想定される。 

熱時効による靭性低下への影響は，フェライト量が多いほど大きくなる。また，使用

条件としては，発生応力（荷重）が大きいほど健全性評価への影響は大きくなる。 

代表機器以外の機器の熱時効に関する評価のうち，フェライト量が最も多い原子炉再

循環系仕切弁である原子炉再循環系ポンプ入口弁の弁箱に関しては，2. 代表機器の技

術評価のうち 2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価の(2) 弁箱の熱時効に

て健全性評価を実施し，問題ないことを確認している。 

原子炉再循環ポンプ入口弁以外の弁箱については，原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱

と比較するとフェライト量が少なく，発生応力が小さいため，より条件の厳しい部位で

不安定破壊を起こさないことが確認されていることから，熱時効による不安定破壊は起

こらないと判断する。 

また，分解点検時における目視点検により異常のないことを確認しており，今後も分

解点検時の目視点検を実施していく。 

したがって，代表機器と同様に高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加す

べき項目はないと判断する。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）［弁箱，弁ふたの材料が炭素鋼鋳鋼，炭素

鋼，低合金鋼又は鋳鉄の仕切弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼，炭素鋼，低合金鋼又は鋳鉄であり腐

食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば

腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認

し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装

することにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ヨークの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ヨークは炭素鋼鋳鋼，鋳鉄又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて補

修塗装することにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装

することにより機能を維持することとしている。 

したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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d. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食） [純水系又

は蒸気系炭素鋼仕切弁共通] 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁

座は炭素鋼であり，内部流体が純水又は蒸気であるため腐食（流れ加速型腐食）が想

定されるが，分解点検時の目視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）がないこ

とを確認しており，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）

は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）［ガス系炭素鋼仕

切弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，内部が窒素雰囲気であることから，腐食が発生する可能性は小さく，分

解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認しており，必要に応じて補

修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［海水系鋳鉄仕切弁］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体は鋳鉄であり，内部流体は海水であることか

ら，腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確

認しており，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）［海水系炭素鋼フ

ッ素樹脂ライニング仕切弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であり，内部流

体が海水であることから腐食が想定されるが，内部流体に接する部分はフッ素樹脂ラ

イニング施工しているため，腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検

及び膜厚検査においてフッ素樹脂ライニングが健全であることを確認しており，必要

に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検及び膜厚検査を行い，必要に応じて補修又は取替を行う

ことにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 弁体シートリング，弁座シートリング，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食） [残留熱除

去海水系] 

代表機器と同様，弁体シートリング，弁座シートリング，弁棒はステンレス鋼であ

り，内部流体は海水であることから腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点

検時の目視点検において有意な腐食（孔食・隙間腐食）がないことを確認しており，

必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁体シートリング，弁座シートリング，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）

は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［海水系ステンレス鋼フッ素樹脂ライニング仕切弁

共通］ 

代表機器と同様，弁棒はステンレス鋼であり，内部流体が海水であることから腐食

（孔食・隙間腐食）が想定されるが，内部流体に接する部分はフッ素樹脂ライニング

により腐食（孔食・隙間腐食）を防止しており，フッ素樹脂ライニングが健全であれ

ば腐食（孔食・隙間腐食）が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検及び膜

厚検査においてフッ素樹脂ライニングが健全であることを確認しており，必要に応じ

て補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検及び膜厚検査を行い，必要に応じて補修又は取替を行う

ことにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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j. 弁体，弁座の摩耗［海水系仕切弁共通］ 

代表機器と同様，弁の開閉に伴いシート面で摺動するため摩耗が想定されるが，分

解点検時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認しており，必要に応じて補

修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁体，弁座の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

k. 弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［保温の取付けられていないステンレス鋼仕切

弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれ

る塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉

建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量

測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施する

こととしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止し

ている。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施することにより機能

を維持することとしている。 

したがって，弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 弁棒の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，弁棒はグランドパッキンと接触しているため，弁の開閉に伴うグ

ランドパッキンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフ

ロン又は黒鉛等に対して，弁棒は硬いステンレス鋼であるため，これらの摺動による

摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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m. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）［ドライウェル内

冷却系弁］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁座は炭素鋼であることから

腐食が想定されるが，内部流体は冷却水（防錆剤入り純水）のため，腐食が発生する

可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 弁体，弁座の摩耗［海水系を除く仕切弁共通］ 

代表機器と同様，弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には

硬いステライトが肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁体，弁座の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

o. 弁体シートリング，弁座シートリングの摩耗［残留熱除去海水系弁］ 

代表機器と同様，弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には

硬いステライトが肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体シートリング，弁座シートリングの摩耗は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 弁体リングの摩耗［原子炉再循環系］ 

代表機器と同様，弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には

硬いステライトが肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体リングの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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q. 弁体（連結部）の摩耗［ダブルジスク構造の仕切弁共通］ 

代表機器と同様，乱流がボンネット内部に流入してボンネット内の弁体を振動させ，

連結部（主に弁体側）の摩耗を生じる恐れがあるが，連結構造を振動のしにくいディ

スクナット式に変更しており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検で，弁体と弁棒の連結部に有意な摩耗は確認されてお

らず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，弁体（連結部）の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

r. 弁棒の疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，弁棒は全開位置でバックシート部に高い応力がかかる状態になる

と，配管振動等による疲労が蓄積し，疲労割れが想定される。 

電動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，動

作が止まるように設定されているため，バックシート部への過負荷は加わらない。 

一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しているが，バックシート

が効く程度の力で動作が止まるようトルク設定されていることから，疲労割れが発生

する可能性は小さい。 

また，手動弁については開操作時にバックシート部への過負荷が加わらないよう，

適切な操作を行うこととしていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において疲労割れは確認されておらず，今後も使用環

境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁棒の疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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s. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒の腐食（全面腐食）［ほう酸水

注入系仕切弁］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒はステンレス鋼であり，内部流

体は五ほう酸ナトリウム水であることから腐食が想定されるが，ステンレス鋼は五ほ

う酸ナトリウム水に対して耐食性を有していることから，腐食が発生する可能性は小

さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒の腐食（全面腐食）

は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 弁ふた，弁体の熱時効［原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系，残留熱除去系，原

子炉冷却材浄化系仕切弁］ 

代表機器と同様，弁ふた，弁体に使用しているステンレス鋳鋼はオーステナイト相

中に一部フェライト相を含む 2相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用

温度 302 ℃）であるため，熱時効による材料特性の変化により破壊靭性の低下が予想

され，この状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を

引き起こす可能性があるが，弁ふた及び弁体には，き裂の原因となる経年劣化事象は

想定されていないことから，熱時効が問題となる可能性はない。 

したがって，弁ふた，弁体の熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

 



  

 

 

 

 

 

２. 玉形弁 
 

 

［対象系統］ 

① 制御棒駆動系 

② ほう酸水注入系 

③ 残留熱除去系 

④ 残留熱除去海水系 

⑤ 高圧炉心スプレイ系 

⑥ 低圧炉心スプレイ系 

⑦ 原子炉隔離時冷却系 

⑧ 原子炉系 

⑨ 原子炉再循環系 

⑩ 原子炉冷却材浄化系 

⑪ 燃料プール冷却浄化系 

⑫ 格納容器雰囲気監視系 

⑬ 可燃性ガス濃度制御系 

⑭ 不活性ガス系 

⑮ タービン補助蒸気系 

⑯ 給水系 

⑰ 非常用ディーゼル発電機海水系 

⑱ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑲ 制御用圧縮空気系 

⑳ 試料採取系 

㉑ 事故時サンプリング設備 

㉒ 重大事故等対処設備 

 

 



  

目次 

 

1. 対象機器及び代表機器の選定 ................................................... 2-1 

1.1 グループ化の考え方及び結果 ................................................ 2-1 

1.2 代表機器の選定............................................................ 2-1 

2. 代表機器の技術評価 ........................................................... 2-5 

2.1 構造，材料及び使用条件 .................................................... 2-5 

2.1.1 残留熱除去系熱交換器バイパス弁 ....................................... 2-5 

2.1.2 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 ......................................... 2-8 

2.1.3 格納容器 N2 ガス供給弁 ............................................... 2-11 

2.1.4 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁 .................. 2-14 

2.1.5 原子炉冷却浄化吸込弁 ................................................ 2-17 

2.1.6 サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系） ............ 2-20 

2.1.7 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁 .............................. 2-23 

2.1.8 ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁 ...................................... 2-26 

2.1.9 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁 ............................ 2-29 

2.2 経年劣化事象の抽出 ....................................................... 2-32 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 .......................................... 2-32 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 .......................... 2-32 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 .................... 2-33 

3. 代表機器以外への展開 ........................................................ 2-50 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 ..................................... 2-51 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 ......................... 2-51 

 

 

 



－ 2-1 － 

1. 対象機器及び代表機器の選定 

  東海第二で使用している主要な玉形弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

  これらの玉形弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループよ

り以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，玉形弁を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

弁箱材料は炭素鋼，ステンレス鋼，青銅鋳物に分類され，内部流体は純水，蒸気，ガス，

海水，五ほう酸ナトリウム水に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 純水系炭素鋼玉形弁（内部流体：純水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，制御棒駆動系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心ス

プレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，燃料プール冷却浄化系，給水系

及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高い機器は運転状態が同等であるため，

最高使用温度及び最高使用圧力が高く，口径の大きい残留熱除去系熱交換器バイパス弁

を代表機器とする。 

 

(2) 蒸気系炭素鋼玉形弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，原子炉系及びタービン補助蒸気系が属する

が，重要度が高い機器は運転状態，最高使用温度，最高使用圧力が同等であるため，口

径の大きい原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁を代表機器とする。 

 

(3) ガス系炭素鋼玉形弁（内部流体：ガス，弁箱材料：炭素鋼） 

  このグループには，可燃性ガス濃度制御系，不活性ガス系，制御用圧縮空気系，試料

採取系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度及び運転状態が同等であるため，最

高使用温度及び最高使用圧力が高く口径の大きい格納容器 N2 ガス供給弁を代表機器と

する。 

 

(4) 海水系炭素鋼玉形弁（内部流体：海水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度，運転状態，最高使用温度，

最高使用圧力，口径が同等であることから，系統流量の大きい非常用ディーゼル発電機

エンジンエアクーラ海水入口弁を代表機器とする。 
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(5) 純水系ステンレス鋼玉形弁（内部流体：純水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

  このグループには，制御棒駆動系，ほう酸水注入系，残留熱除去系，原子炉隔離時冷

却系，原子炉再循環系，原子炉冷却材浄化系，燃料プール冷却浄化系，格納容器雰囲気

監視系，不活性ガス系，事故時サンプリング設備及び重大事故等対処設備が属するが，

重要度が高く，運転状態が厳しく，最高使用温度及び最高使用圧力が高く，口径の大き

い原子炉冷却浄化吸込弁を代表機器とする。 

 

(6) ガス系ステンレス鋼玉形弁（内部流体：ガス，弁箱材料：ステンレス鋼） 

  このグループには，不活性ガス系，制御用圧縮空気系及び重大事故等対処設備が属す

るが，重要度が高い機器は運転状態，最高使用温度，最高使用圧力が同等であるため，

口径の大きいサプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）を代表機器

とする。 

 

(7) 海水系ステンレス鋼玉形弁（内部流体：海水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

  このグループは，残留熱除去海水系のみであり，重要度，運転状態が同等であるため，

最高使用温度が高く，最高使用圧力が同等であり，口径の大きい残留熱除去系熱交換器

海水出口流量調整弁を代表機器とする。 

 

(8) 五ほう酸ナトリウム水系ステンレス鋼玉形弁（内部流体：五ほう酸ナトリウム水，弁

箱材料：ステンレス鋼） 

  このグループは，ほう酸水注入系のみであり，重要度が高いほう酸水注入系貯蔵タン

ク出口弁を代表機器とする。 

 

(9) 海水系青銅鋳物玉形弁（内部流体：海水，弁箱材料：青銅鋳物） 

  このグループには，残留熱除去海水系及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水

系が属するが，重要度が高く，運転状態は同等であるため，最高使用温度及び最高使用

圧力が高く，口径の大きい低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁を代表機器とす

る。 

 

 



 

－
 
2-
3 
－
 

表 1-1（1/2） 玉形弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 
選定理由 

弁箱 
材料 

内部
流体

口径(A) 重要度*1 
使用条件 

運転
状態

最高使用 
圧力(MPa) 

最高使用
温度（℃）

炭素鋼 

純水

制御棒駆動系 25～50 高*2 連続 12.06 66  残留熱除去系熱交換器バイパス弁
／重要度，運転状態，最高使用温
度，最高使用圧力，口径 
 

残留熱除去系 25～450 MS-1，重*3 一時 3.45 100～174 ◎ 

高圧炉心スプレイ系 20～300 MS-1 一時 0.70～10.69 100  

低圧炉心スプレイ系 20～300 MS-1 一時 0.70～4.14 100  

原子炉隔離時冷却系 20～100 MS-1 一時 8.62～10.35 77～302  

原子炉冷却材浄化系 50～150 PS-2 連続 9.80 66～302  

燃料プール冷却浄化系 250 MS-2 連続 3.45 174  

給水系 40～50 高*2 連続 6.13～6.77 205  

重大事故等対処設備*5 50～200 重*3 一時 0.62～3.45 66～200  

蒸気

原子炉隔離時冷却系 25～100 MS-1，重*3 一時 1.04～8.62 135～302 ◎ 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁／
重要度，運転状態，最高使用温度，
最高使用圧力，口径 

原子炉系 40～50 MS-1 一時 8.62 302  

タービン補助蒸気系 80 高*2 連続 8.62 302  

ガス

可燃性ガス濃度制御系 20 MS-1 一時 0.31 171  格納容器 N2 ガス供給弁／重要度，
運転状態，最高使用温度，最高使用
圧力，口径 

不活性ガス系*5 50～80 MS-1 一時 0.31 171 ◎ 

制御用圧縮空気系 50 MS-1，重*3 一時 1.38 66  

試料採取系 50 MS-1 一時 0.31 171  

重大事故等対処設備*5 50 重*3 一時 0.62 200  

海水

非常用ディーゼル発電機海水系 150 MS-1，重*3 一時 0.70 38 ◎ 非常用ディーゼル発電機エンジン
エアクーラ海水入口弁／重要度，運
転状態，最高使用温度，最高使用圧
力，口径，容量*4 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機海水系 

100～150 MS-1，重*3 一時 0.70 38  

重大事故等対処設備*5 150～300 重*3 一時 2.45 38  
*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*4：選定基準が全て同一であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定 

   非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 
*5：新規に設置される機器及び構造物を示す 
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表 1-1（2/2） 玉形弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 
選定理由 

弁箱 

材料 
内部 
流体 

口径(A) 重要度*1 
使用条件 

運転
状態

最高使用 
圧力(MPa) 

最高使用 
温度（℃）

ス テ ン

レス鋼 

純水 

制御棒駆動系 25～50 高*2 連続 12.06 66  原子炉冷却浄化吸込弁／重要度，運
転状態，最高使用温度，最高使用圧
力，口径 
 

ほう酸水注入系 40 MS-1，重*3 一時 9.66 302  

残留熱除去系 25～300 PS-1/MS-1，重*3 一時 8.62～10.69 302  

原子炉隔離時冷却系 20 MS-1 一時 8.62 302  

原子炉再循環系 20 高*2 連続 12.06 66  

原子炉冷却材浄化系 15～150 PS-1 連続 8.62～12.06 66～302 ◎ 

燃料プール冷却浄化系 150 MS-2，重*3 連続 1.38 66  

格納容器雰囲気監視系 20 MS-1 一時 0.31 104  

不活性ガス系 25 MS-1 一時 0.31 171  

事故時サンプリング設備 20 MS-1 一時 0.31～8.62 104～302  

重大事故等対処設備*4 25～100 重*3 一時 0.62～2.5 66～200  

ガス 

不活性ガス系 20～25 MS-1 一時 0.31 171 ◎ サプレッション・チェンバ隔離電磁
弁 2-26V-95 前弁（AC 系）／重要度，
運転状態，最高使用温度，最高使用
圧力，口径 

制御用圧縮空気系 15～25 高*2，重*3 一時 1.03～14.70 46～66  

重大事故等対処設備*4 20～50 MS-1，重*3 一時 0.86～25 40～171  

海水 残留熱除去海水系 40～350 MS-1，重*3 一時 3.45 38～66 ◎ 
残留熱除去系熱交換器海水出口流
量調整弁／重要度，運転状態，最高
使用温度，最高使用圧力，口径 

五ほう酸ナ

トリウム水
ほう酸水注入系 40～80 MS-1，重*3 一時 1.04～9.66 66 ◎ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁
／重要度 

青銅 

鋳物 
海水 

残留熱除去海水系 20～65 MS-1，重*3 一時 3.45 38～66 ◎ 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調
海水出口弁／重要度，運転状態，最
高使用温度，最高使用圧力，口径 

高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機海水系 

50～65 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*4：新規に設置される機器及び構造物を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の 9台の弁について技術評価を実施する。 

① 残留熱除去系熱交換器バイパス弁 

② 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

③ 格納容器 N2 ガス供給弁 

④ 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁 

⑤ 原子炉冷却浄化吸込弁 

⑥ サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系） 

⑦ 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁 

⑧ ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁 

⑨ 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 残留熱除去系熱交換器バイパス弁 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系熱交換器バイパス弁は，口径 450A，最高使用圧力 3.45 MPa，

最高使用温度 174 ℃の電動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は純水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイントボルト・

ナット，軸封部），純水を仕切る隔離部（弁体）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力

伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

純水に接する弁箱（弁座一体型），弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体は炭素鋼が使用され

ており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されてい

る。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系熱交換器バイパス弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の残留熱除去系熱交換器バイパス弁主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使

用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） ⑤ ガスケット 

② 弁ふた ⑥ 弁体 

③ ジョイントボルト・ナット ⑦ 弁棒 

④ グランドパッキン ⑧ ヨーク 

 

図 2.1-1 残留熱除去系熱交換器バイパス弁構造図 

① 

⑦ 
④ 

⑥ 

③ 
② 

⑤ 

⑧ 
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表 2.1-1 残留熱除去系熱交換器バイパス弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼（ステンレス肉盛） 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト 

・ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-2 残留熱除去系熱交換器バイパス弁の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 174 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.2 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

(1) 構造 

  東海第二の原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁は，口径 100A，最高使用圧力 8.62 MPa，

最高使用温度 302 ℃の電動弁であり，1台設置されている。 

  弁本体は蒸気を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），

ジョイントボルト・ナット，軸封部），蒸気を仕切る隔離部（弁体）及び弁体に駆動

力を伝達する駆動力伝達部（弁棒）からなる。 

  蒸気に接する弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型）は炭素鋼鋳鋼，弁体は

炭素鋼が使用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキ

ンが使用されている。 

  なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

  東海第二の原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用

条件を表 2.1-4 に示す｡ 
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図 2.1-2 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁構造図 

No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた（ヨーク一体型） 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁棒 

 

① 

④ 

⑦ 

⑥ 

③ 

② 

⑤ 
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表 2.1-3 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁ふた（ヨーク一体型） 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト 

・ナット 

低合金鋼 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 弁棒 ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.3 格納容器 N2 ガス供給弁 

(1) 構造 

  東海第二の格納容器 N2 ガス供給弁は，口径 80A，最高使用圧力 0.31 MPa，最高使

用温度 171 ℃の空気作動弁であり，1台設置されている。 

  弁本体はガス（窒素）を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイン

トボルト・ナット，軸封部），ガス（窒素）を仕切る隔離部（弁体）及び弁体に駆動

力を伝達する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

  ガス（窒素）に接する弁箱（弁座一体型）及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体にはステ

ンレス鋼が使用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッ

キンが使用されている。 

  なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

  東海第二の格納容器 N2 ガス供給弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の格納容器 N2 ガス供給弁主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を

表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁棒 

⑧ ヨーク 

図 2.1-3 格納容器 N2 ガス供給弁構造図 

① 

④ 

⑥ 

③ 
② 

⑤ 

 ⑦ 

⑧ 

全体図 
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表 2.1-5 格納容器 N2 ガス供給弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト 

・ナット 

低合金鋼 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

表 2.1-6 格納容器 N2 ガス供給弁の使用条件 

最高使用圧力 0.31 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 ガス（窒素） 
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2.1.4 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁は，口径 150A，

最高使用圧力 0.70 MPa，最高使用温度 38 ℃の手動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は海水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイントボルト・

ナット，軸封部），海水を仕切る隔離部（弁体）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力

伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

海水に接する弁箱（弁座一体型），弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体は炭素鋼が使用され

ており，内面にはフッ素樹脂ライニングが施されている。 

また，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されてい

る。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁の構造図を図

2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁主要部位の使

用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁棒 

⑧ ヨーク 

 

図 2.1-4 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁構造図 

① 

④ 

⑦ 

⑥ 

③ 

② 

⑧ 

⑤ 
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表 2.1-7 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼（フッ素樹脂ライニング） 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼（フッ素樹脂ライニング） 

ジョイントボルト 

・ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 炭素鋼（フッ素樹脂ライニング） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼（フッ素樹脂ライニング） 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-8 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁の使用条件 

最高使用圧力 0.70 MPa 

最高使用温度 38 ℃ 

内部流体 海水 



－ 2-17 － 

2.1.5 原子炉冷却浄化吸込弁 

(1) 構造 

  東海第二の原子炉冷却浄化吸込弁は，口径 150A，最高使用圧力 8.62 MPa，最高使

用温度 302 ℃の手動弁であり，1台設置されている。 

  弁本体は純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸封

部），純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部

（弁棒，ヨーク）からなる。 

  純水に接する弁箱，弁ふたはステンレス鋳鋼，弁体，弁座はステンレス鋼が使用さ

れており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されて

いる。 

  なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

  東海第二の原子炉冷却浄化吸込弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の原子炉冷却浄化吸込弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表

2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-5 原子炉冷却浄化吸込弁構造図 

① 

⑧ 

④ 

⑦ 

③ 

② 

⑨ 

⑤ 

⑥ 
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表 2.1-9 原子炉冷却浄化吸込弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋳鋼 

ジョイントボルト

・ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-10 原子炉冷却浄化吸込弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.6 サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系） 

(1) 構造 

東海第二のサプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）は，口径

25A，最高使用圧力 0.31 MPa，最高使用温度 171 ℃の手動弁であり，4 台設置されて

いる。 

弁本体はガス（窒素）を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイン

トボルト・ナット，軸封部），ガスを仕切る隔離部（弁体）及び弁体に駆動力を伝達

する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

ガスに接する弁箱（弁座一体型），弁ふた，弁体はステンレス鋼が使用されており，

軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二のサプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）の構造図

を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のサプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）主要部位

の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件を表 2.1-12 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁棒 

⑧ ヨーク 

 

図 2.1-6 サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）構造図 

⑧ 

⑤ 

① 

② 

③ 
④ 

⑥ 

⑦ 
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表 2.1-11 サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁ふた ステンレス鋼 

ジョイントボルト 

・ナット 

低合金鋼 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼 

 

 

表 2.1-12 サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）の使用条件 

最高使用圧力 0.31 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 ガス（窒素） 
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2.1.7 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁は，口径 350A，最高使用圧力

3.45 MPa，最高使用温度 66 ℃の電動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は海水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸封

部），海水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部

（弁棒，ヨーク）からなる。 

海水に接する弁箱，弁ふたはステンレス鋳鋼，弁体，弁座はステンレス鋼が使用さ

れており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されて

いる。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

当該弁は，2008 年度の定期試験中に弁棒が折損する事象が発生した。 

原因は，弁中間開度において弁内部でキャビテーションが発生し，弁体が流体振動

を起こしたため，弁棒の疲労限を超え疲労割れに至った。 

この事象を受け，現在はキャビテーション対策を講じたケージ式に交換されている。 

東海第二の残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁の構造図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁主要部位の使用材料を表

2.1-13 に，使用条件を表 2.1-14 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 
ジョイントボルト・

ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-7 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁構造図 

① 

⑧ 

④ 

⑦ 

③ ② 

⑨ 

⑤ 

⑥ 
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表 2.1-13 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋳鋼 

ジョイントボルト

・ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-14 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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2.1.8 ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁 

(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁は，口径 80A，最高使用圧力 1.04 MPa，

最高使用温度 66 ℃の電動弁であり，2台設置されている。 

弁本体は五ほう酸ナトリウム水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，

ジョイントボルト・ナット，軸封部），五ほう酸ナトリウム水を仕切る隔離部（弁体）

及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

五ほう酸ナトリウム水に接する弁箱（弁座一体型）はステンレス鋳鋼，弁ふた，弁

体はステンレス鋼が使用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグラ

ンドパッキンが使用されている。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁の構造図を図 2.1-8 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，

使用条件を表 2.1-16 に示す｡ 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁棒 

⑧ ヨーク 

 

図 2.1-8 ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁構造図 

① 

⑧ 

④ 

⑦ 

③ 

② 

⑤ 
⑥ 
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表 2.1-15 ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） ステンレス鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁ふた ステンレス鋼 

ジョイントボルト 

・ナット 

低合金鋼 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

 

表 2.1-16 ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁の使用条件 

最高使用圧力 1.04 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.1.9 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁 

(1) 構造 

東海第二の低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁は，口径 65A，最高使用圧

力 3.45 MPa，最高使用温度 66 ℃の手動弁であり，1台設置されている。 

弁本体は海水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），

ジョイントボルト・ナット，軸封部），海水を仕切る隔離部（弁体）及び弁体に駆動

力を伝達する駆動力伝達部（弁棒）からなる。 

海水に接する弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），弁体は青銅鋳物が使

用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用さ

れている。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二の低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁の構造図を図2.1-9に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁主要部位の使用材料を表

2.1-17 に，使用条件を表 2.1-18 に示す｡ 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた（ヨーク一体型） 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁棒 

 

図 2.1-9  低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁構造図 

① 

④ 

⑦ 

⑥ 

② 

⑤ 

③ 
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表 2.1-17 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 青銅鋳物 

弁ふた（ヨーク一体型） 青銅鋳物 

ジョイントボルト 

・ナット 

ステンレス鋼 

黄銅 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 隔離 弁体 青銅鋳物 

作動機能の 

維持 駆動力伝達 弁棒 黄銅 

 

 

表 2.1-18 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

玉形弁の機能である流体仕切機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

 玉形弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体，圧力，温度等）及び現在までの運転

経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。 

  なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

  グランドパッキン，ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提

としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱（弁座一体型含む），弁ふた（ヨーク一体型含む）の外面の腐食（全面腐食） 

［残留熱除去系熱交換器バイパス弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁，格納容器

N2 ガス供給弁，非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁］ 

弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食する可能性は小さく，分解点検時の目

視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持している。 

格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分解点検

時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（弁座一体型含む），弁ふた（ヨーク一体型含む）の外面の腐

食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食） [残留熱除去系熱交換器バイパス

弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁，格納容器 N2 ガス供給弁，非常用ディーゼル

発電機エンジンエアクーラ海水入口弁，原子炉冷却浄化吸込弁，サプレッション・

チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系），残留熱除去系熱交換器海水出口流量

調整弁，ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分解点検

時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. ヨークの腐食（全面腐食）［残留熱除去系熱交換器バイパス弁，格納容器 N2 ガス

供給弁，非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁，原子炉冷却浄

化吸込弁，サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系），残留熱

除去系熱交換器海水出口流量調整弁，ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁］ 

ヨークは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が

施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解

点検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することに

より機能を維持することとしている。 

格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分解点検

時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持することとしている。 

したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

d. 弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型含む），弁体の腐食（流れ加速型腐

食）［残留熱除去系熱交換器バイパス弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁］ 

弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体は炭素鋼であり，内部流体が純水又は蒸気であ

るため腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点検において有

意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認しており，必要に応じて補修又は取

替を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型含む），弁体の腐食（流

れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［非常用ディーゼル発

電機エンジンエアクーラ海水入口弁］ 

弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体は炭素鋼であり，内部流体に接する部分に施工

されたフッ素樹脂ライニングが損傷すると腐食が生じる可能性があるが，分解点検

時の目視点検によりライニング状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施す

ることにより機能を維持することとしている。 

 したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. 弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［残留熱除去系熱交

換器海水出口流量調整弁］ 

弁箱，弁ふたはステンレス鋳鋼，弁体，弁座，弁棒はステンレス鋼であり，内部

流体は海水であることから，腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点検時

の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することにより

機能を維持している。 

 したがって，弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海

水入口弁］ 

弁棒はステンレス鋼であり，内部流体に接する部分に施工されたフッ素樹脂ライ

ニングが損傷すると腐食（孔食・隙間腐食）が生じる可能性があるが，分解点検時

の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することにより

機能を維持することとしている。 

 したがって，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

h. 弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），ジョイントナット，弁棒の腐食

（全面腐食）［低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁］ 

  弁箱，弁ふた，ジョイントナット，弁棒は青銅鋳物又は黄銅であり，腐食が想定

されるが，分解点検時の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替

を実施することにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），ジョイントナット，

弁棒の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

i. 弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗［低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁］ 

  弁が開閉するとシート面で摺動するため摩耗が想定されるが，分解点検時の目視

点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することにより機能を

維持している。 

 したがって，弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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j. 弁箱（弁座一体型），弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［サプレッション・チェンバ

隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）］ 

弁箱及び弁ふたはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオ

ンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋内機器

の塩分測定において代表箇所における定期的な目視点検及び塩分付着量測定を実

施し，その結果により必要に応じて機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施すること

としている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱（弁座一体型），弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 弁体の腐食（エロージョン）［低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁］ 

弁体は青銅鋳物であり内部流体の流れにより，弁体のシート面に腐食（エロージ

ョン）が想定されるが，分解点検時の目視点検により状態を確認し，必要に応じて

補修又は取替を実施することにより機能を維持している。 

  したがって，弁体の腐食（エロージョン）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

l. 弁箱，弁ふたの内面の腐食（全面腐食）［格納容器 N2 ガス供給弁］ 

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，内面は窒素雰囲気であ

ることから腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分

解点検時に目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施するこ

とにより機能を維持することとしている。 

 したがって，弁箱，弁ふたの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗［格納容器 N2 ガス供給弁，原子炉隔離時冷却系

蒸気供給弁，サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）］ 

  弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には硬いステライト

が肉盛されており，摩耗発生の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分解点検

時に目視点検を行い，必要に応じ補修又は取替を行うことにより機能を維持するこ

ととしている。 

したがって，弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 弁体，弁座の摩耗［原子炉冷却浄化吸込弁，残留熱除去系熱交換器海水出口流量

調整弁］ 

  弁が開閉するとシート面で摺動することとなるが，シート面には硬いステライト

が肉盛されており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

  したがって，弁体，弁座の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

o. 弁棒の摩耗［残留熱除去系熱交換器バイパス弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁，

格納容器 N2 ガス供給弁，原子炉冷却浄化吸込弁，サプレッション・チェンバ隔離

電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系），残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁，低圧

炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁］ 

弁棒はグランドパッキンと接触しているため，弁の開閉に伴うグランドパッキン

との摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフロン又は黒鉛

等に対して，弁棒はステンレス鋼及び黄銅であるため，これらの摺動による摩耗が

発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境に変化がないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分解点検

時に目視点検を行い，必要に応じ補修又は取替を行うことにより機能を維持するこ

ととしている。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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p. 弁棒の疲労割れ［残留熱除去系熱交換器バイパス弁，原子炉隔離時冷却系蒸気供

給弁，格納容器 N2 ガス供給弁，非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水

入口弁，原子炉冷却浄化吸込弁，サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95

前弁（AC 系），残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁，ほう酸水注入系貯蔵

タンク出口弁，低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁］ 

  弁棒のバックシート部は角部を滑らかにし，設計上応力集中がかからないような

構造としており発生応力を下げている。 

 また，電動弁及び空気作動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミ

ットスイッチが切れ，動作が止まるように設定されているため，弁棒及びバックシ

ート部に過負荷は加わらない。 

 一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値

を高くすると，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管

振動等による疲労が蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられるが，バック

シートが効く程度の力で動作が止まるようトルク設定することにより，過大応力を

抑制している。 

 手動弁については開操作時にバックシート部への過負荷が加わらないよう，全開

操作後に若干戻す操作を行っている。 

 以上より，電動弁，空気作動弁及び手動弁について，弁棒の疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

 なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な割れは認められて

おらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

 格納容器 N2 ガス供給弁は新たに設置される機器であることから，今後分解点検

時に目視点検及び浸透探傷検査を行うことにより機能を維持することとしている。 

残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁については，2008 年度の定期試験時に

キャビテーションが起因となる疲労割れにより，弁棒が折損する事象が生じたが，

本事象の水平展開として調査した結果，該当するのは当該弁のみであり，弁体部で

キャビテーションが発生しない構造であるケージ式に交換を行っている。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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q. 弁箱（弁座一体型）（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全面腐食）

［ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁］ 

弁箱はステンレス鋳鋼，弁ふた，弁体，弁棒はステンレス鋼であり，内部流体は

五ほう酸ナトリウム水であることから腐食が想定されるが，ステンレス鋼は五ほう

酸ナトリウム水に対し耐食性を有していることから，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

なお，分解点検時の目視点検において腐食の状況を確認し，必要に応じ補修又は

取替を行うことにより，機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（弁座一体型）（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食

（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. 弁体，弁座の腐食（エロージョン）［原子炉冷却浄化吸込弁，残留熱除去系熱交

換器海水出口流量調整弁］ 

  内部流体の流れにより，弁体と弁座のシート面には腐食（エロージョン）が想定

されるが，シート面には硬いステライトが肉盛されており，腐食（エロージョン）

の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食（エロージョン）は確認されて

おらず，今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

  したがって，弁体，弁座の腐食（エロージョン）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 弁箱，弁ふたの熱時効［原子炉冷却浄化吸込弁］ 

弁箱，弁ふたに使用しているステンレス鋳鋼はオーステナイト相中に一部フェラ

イト相を含む 2相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用温度 302 ℃）

であるため，熱時効による材料特性の変化により破壊靭性の低下が予想され，この

状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引き起こ

す可能性があるが，弁箱，弁ふたには，き裂の原因となる経年劣化事象は想定され

ていない。 

したがって，弁箱，弁ふたの熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/9） 残留熱除去系熱交換器バイパス弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体

型） 
 炭素鋼鋳鋼*1  △*3*4      

*1:13Cr肉盛 

*2:ステライト肉盛 

*3:流れ加速型腐食 

*4:外面 

 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*3*4      

ジョイントボ

ルト・ナット  低合金鋼  △      

シール 

グランドパッ

キン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  炭素鋼*2  △*3      

作動機能の

維持 駆動力伝達 
弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
2-
42
 
－

 

 

表 2.2-1（2/9） 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐食
割れ 

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座 

一体型） 
 炭素鋼鋳鋼*1 △*4 △*2*3 

     
*1:ステライト肉盛 

*2:流れ加速型腐食 

*3:外面 

*4:シート面 

 

弁ふた（ヨーク

一体型） 
 炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ

ルト・ナット
 低合金鋼 

炭素鋼  △      

シール 

グランド 

パッキン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  炭素鋼*1 △*4 △*2      

作動機能の

維持 
駆動力伝達 弁棒  ステンレス鋼 △  △     

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

－
 
2-
43
 
－

 

表 2.2-1（3/9） 格納容器 N2 ガス供給弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体

型） 
 炭素鋼鋳鋼*1 △*4 △*2*3      *1:ステライト肉盛 

*2:外面 

*3:内面 

*4:シート面 
弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボル

ト・ナット 
 低合金鋼 

炭素鋼 
 △      

シール 

グランドパッキ

ン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  ステンレス鋼*1 △*4 
 

 

     

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
2-
44
 
－

 

表 2.2-1（4/9） 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体

型） 

 
炭素鋼鋳鋼*1 

 
△*2*3 

     *1:フッ素樹脂ライ

ニング 

*2:外面 

*3:内面 

*4:孔食・隙間腐食 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      

ジョイントボル

ト・ナット  低合金鋼  △      

シール 

グランドパッキ

ン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  炭素鋼*1  △      

作動機能の

維持 駆動力伝達 
弁棒  ステンレス鋼*1  △*4 △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
2-
45
 
－

 

表 2.2-1（5/9） 原子炉冷却浄化吸込弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼     ▲   *1:ステライト肉盛 

*2:エロージョン 
弁ふた  ステンレス鋳鋼     ▲   

ジョイントボ

ルト・ナット 
 低合金鋼  △      

シール 

グランドパッ

キン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 
弁体  ステンレス鋼*1 △ △*2      

弁座  ステンレス鋼*1 △ △*2      

作動機能の

維持 駆動力伝達 
弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

－
 
2-
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－

 

表 2.2-1（6/9） サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系）に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体

型）  ステンレス鋼*1 △*3   △*2    
*1:ステライト肉盛 

*2:貫粒型応力腐食

割れ 

*3:シート面 

弁ふた  ステンレス鋼    △*2    

ジョイントボル

ト・ナット  
低合金鋼 

炭素鋼  △      

シール 

グランドパッキ

ン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  ステンレス鋼*1 △*3       

作動機能の

維持 駆動力伝達 
弁棒  ステンレス鋼 △  △     

ヨーク  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

－
 
2-
47
 
－

 

表 2.2-1（7/9） 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼  △*2      *1:ステライト肉盛 

*2:孔食・隙間腐食 

*3:エロージョン 
弁ふた  ステンレス鋳鋼  △*2      

ジョイントボル

ト・ナット  低合金鋼  △      

シール 

グランドパッキ

ン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 
弁体  ステンレス鋼*1 △ △*2*3      

弁座  ステンレス鋼*1 △ △*2*3      

作動機能の

維持 駆動力伝達 
弁棒  ステンレス鋼 △ △*2 △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
2-
48
 
－

 

表 2.2-1（8/9） ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型）  ステンレス鋳鋼*1  △*2      *1:ステライト肉盛 

*2:内面 
弁ふた  ステンレス鋼  △*2      

ジョイントボルト・

ナット  
低合金鋼 

炭素鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  ステンレス鋼*1  △      

作動機能の

維持 駆動力伝達 
弁棒  ステンレス鋼  △ △     

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
2
-
4
9
 
－
 

 

表 2.2-1（9/9） 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品 
・定期 
取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型）  青銅鋳物 △*3 △      *1:ジョイントナ

ット 

*2:エロージョン 

*3:シート面 

 

弁ふた（ヨーク一体

型）  青銅鋳物  △      

ジ ョ イ ン ト ボ ル

ト・ナット  
ステンレス鋼

黄銅  △*1      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  青銅鋳物 △*3 △*2      

作動機能の

維持 駆動力伝達 弁棒  黄銅 △ △ △     

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について， 1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 制御棒駆動系 

② ほう酸水注入系 

③ 残留熱除去系 

④ 残留熱除去海水系 

⑤ 高圧炉心スプレイ系 

⑥ 低圧炉心スプレイ系 

⑦ 原子炉隔離時冷却系 

⑧ 原子炉系 

⑨ 原子炉再循環系 

⑩ 原子炉冷却材浄化系 

⑪ 燃料プール冷却浄化系 

⑫ 格納容器雰囲気監視系 

⑬ 可燃性ガス濃度制御系 

⑭ 不活性ガス系 

⑮ タービン補助蒸気系 

⑯ 給水系 

⑰ 非常用ディーゼル発電機海水系 

⑱ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑲ 制御用圧縮空気系 

⑳ 試料採取系 

㉑ 事故時サンプリング設備 

㉒ 重大事故等対処設備 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱（弁座一体型含む），弁ふた（ヨーク一体型含む）の外面の腐食（全面腐食）

［弁箱，弁ふたが炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼の玉形弁共通］ 

 代表機器と同様，弁箱，弁ふたは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されていることから，腐食が発生する可能性は小さく，分

解点検時の目視点検において塗装状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施するこ

とにより機能を維持している。  

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時の

目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持することとしている。 

したがって，弁箱（弁座一体型含む），弁ふた（ヨーク一体型含む）の外面の腐食

（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［ジョイントボルト・ナットの材料

が低合金鋼又は炭素鋼の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時に

手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ヨークの腐食（全面腐食）［ヨークの材料が炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，ヨークは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，分解

点検時の目視点検により塗装状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施することに

より機能を維持している。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時の

目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持することとしている。 

したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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d. 弁箱（弁座一体型含む），弁ふた（ヨーク一体型含む），弁体の腐食（流れ加速型

腐食）［内部流体が純水又は蒸気で材料が炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体は炭素鋼であり，内部流体が純

水又は蒸気であることから腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目

視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認しており，必要に応

じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱（弁座一体型含む），弁ふた（ヨーク一体型含む），及び弁体の

腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

e. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［材料が炭素鋼鋳鋼，炭

素鋼の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体は炭素鋼であり腐食が想定され

るが，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認しており，必要に

応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

また，一部の海水系弁については，接液部にフッ素樹脂ライニングが施工されてお

り，これが損傷すると腐食が生じる可能性があるが，分解点検時の目視点検によりラ

イニング状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することにより機能を維持

することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時の

目視点検結果により，必要に応じて補修又は取替を実施することにより機能を維持す

ることとしている。 

 したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［残留熱除去海水系の

玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒はステンレス鋼であり，内部流

体は海水であることから腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点検時の目視

点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することにより機能を維

持している。 

 したがって，弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系，重

大事故等対処設備の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁棒はステンレス鋼であり，内部流体に接する部分に施工された

フッ素樹脂ライニングが損傷すると腐食（孔食・隙間腐食）が生じる可能性があるが，

分解点検時の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施するこ

とにより機能を維持することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時の

目視点検においてライニング状態を確認し，必要に応じて補修することにより機能を

維持することとしている。 

 したがって，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

h. 弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），ジョイントナット，弁体，弁棒の

腐食（全面腐食）［残留熱除去海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水

系の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，ジョイントナット，弁体，弁棒は青銅鋳物又は黄

銅であり，腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検により状態を確認し，必要に

応じて補修又は取替を実施することにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨーク一体型），ジョイントナット，

弁体，弁棒の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

i. 弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗［残留熱除去海水系，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機海水系の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁が開閉するとシート面で摺動するため摩耗が想定されるが，分

解点検時の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施すること

により機能を維持している。 

 したがって，弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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j. 弁箱（弁座一体型），弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［弁箱，弁ふたの材料がステン

レス鋼又はステンレス鋳鋼の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱及び弁ふたはステンレス鋼又はステンレス鋳鋼であり，大気

中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が

想定されるが，原子炉建屋内機器の塩分測定において代表箇所における定期的な目視

点検及び塩分付着量測定を実施し，その結果により必要に応じて機器外面清掃及び浸

透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止し

ている。 

したがって，弁箱（弁座一体型），弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 弁体の腐食（エロージョン）［残留熱除去海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，内部流体の流れにより，弁体のシート面に腐食（エロージョン）

が想定されるが，分解点検時の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は

取替を実施することにより機能を維持している。 

  したがって，弁体の腐食（エロージョン）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

l. 弁箱，弁ふたの内面の腐食（全面腐食）［制御用圧縮空気系，試料採取系，可燃性

ガス濃度制御系，重大事故等対処設備の玉形弁共通］ 

弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，内面は窒素雰囲気である

ことから腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，上記同様，今後分解

点検時の目視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することに

より機能を維持することとしている。 

 したがって，弁箱，弁ふたの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 弁箱（弁座一体型），弁体，弁座の摩耗［シート面にステライト肉盛されている玉

形弁共通］ 

  代表機器と同様，弁が開閉するとシート面で摺動することになるが，シート面には

硬いステライトが肉盛されており，摩耗発生の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後分解点検時の目

視点検により状態を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施することにより機能を

維持することとしている。 

したがって，弁箱（弁座一体型），弁体，弁座の摩耗は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 弁棒の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，弁棒はグランドパッキンと接触しているため，弁の開閉に伴うグ

ランドパッキンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフ

ロン又は黒鉛等に対して，弁棒はステンレス鋼又は黄銅であるため，これらの摺動に

よる摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境に変化がないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後分解点検時に目

視点検を実施し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持することと

している。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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o. 弁棒の疲労割れ［共通］ 

  代表機器と同様，弁棒のバックシート部は角部を滑らかにし，設計上応力集中がか

からないような構造としており発生応力を下げている。 

 また，電動弁及び空気作動弁については，バックシートが効く位置の手前でリミッ

トスイッチが切れ，動作が止まるように設定されているため，弁棒及びバックシート

部に過負荷は加わらない。 

 一部の電動弁では，全開位置をトルク切れによって調整しており，トルク設定値を

高くすると，弁棒のバックシート部は常に高い応力がかかった状態となり，配管振動

等による疲労が蓄積し，弁棒に疲労割れを起こすことが考えられるが，バックシート

が効く程度の力で動作が止まるようトルク設定することにより，過大応力を抑制して

いる。 

 手動弁については開操作時にバックシート部への過負荷が加わらないよう，全開操

作後に若干戻す操作を行っている。 

 以上より，電動弁，空気作動弁及び手動弁について，弁棒の疲労割れが発生する可

能性は小さい。 

 なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な割れは認められてお

らず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

 重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後分解点検時に目

視点検及び浸透探傷検査を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

p. 弁箱（弁座一体型）（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全面腐食）［ほ

う酸水注入系玉形弁］ 

代表機器と同様，弁箱はステンレス鋳鋼，弁ふた，弁体，弁棒はステンレス鋼であ

り，内部流体は五ほう酸ナトリウム水であることから腐食が想定されるが，ステンレ

ス鋼は五ほう酸ナトリウム水に対し耐食性を有していることから，腐食が発生する可

能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において腐食の状況を確認し，必要に応じ補修又は取

替を行うことにより，機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（弁座一体型）（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全

面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 

 

 

 



－ 2-57 － 

q. 弁体，弁座の腐食（エロージョン）［シート面にステライト肉盛されている玉形弁

共通］ 

  代表機器と同様，内部流体の流れにより，弁体と弁座のシート面には腐食（エロー

ジョン）が想定されるが，シート面には硬いステライトが肉盛されており，腐食（エ

ロージョン）の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食（エロージョン）は確認されてお

らず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

重大事故等対処設備は新たに設置される機器であることから，今後分解点検時に目

視点検を実施し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持することと

している。 

したがって，弁体，弁座の腐食（エロージョン）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 弁箱，弁ふたの熱時効［原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系の玉形弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたに使用しているステンレス鋳鋼はオーステナイト相

中に一部フェライト相を含む 2相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用

温度 302 ℃）であるため，熱時効による材料特性の変化により破壊靭性の低下が予想

され，この状態でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を

引き起こす可能性があるが，弁箱，弁ふたには，き裂の原因となる経年劣化事象は想

定されていない。 

したがって，弁箱，弁ふたの熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. 逆止弁 
 

 

 [対象系統] 

① 中性子計装系 

② 制御棒駆動系  

③ ほう酸水注入系 

④ 残留熱除去系 

⑤ 残留熱除去海水系 

⑥ 高圧炉心スプレイ系 

⑦ 低圧炉心スプレイ系 

⑧ 原子炉隔離時冷却系 

⑨ 原子炉系 

⑩ 原子炉再循環系 

⑪ 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑫ 原子炉冷却材浄化系 

⑬ 燃料プール冷却浄化系 

⑭ 抽気系 

⑮ 復水系 

⑯ 給水系 

⑰ 給水加熱器ドレン系 

⑱ 非常用ディーゼル発電機海水系 

⑲ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑳ 制御用圧縮空気系 

㉑ 所内蒸気系 

㉒ サプレッション・プール水 pH 制御装置 

㉓ 重大事故等対処設備 

㉔ 浸水防護施設 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な逆止弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの逆止弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループよ

り代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，逆止弁を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

弁箱材料は炭素鋼，ステンレス鋼に分類され，内部流体は純水，蒸気，海水，五ほう酸

ナトリウム水，ガスに分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 純水系炭素鋼逆止弁（内部流体：純水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，制御棒駆動系，残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，高圧炉心ス

プレイ系，低圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，復水系，給水系,給

水加熱器ドレン系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，運転状態の厳し

い原子炉給水逆止弁を代表機器とする。 

 

(2) 蒸気系炭素鋼逆止弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，原子炉隔離時冷却系，主蒸気隔離弁漏えい抑制系，抽気系，所内

蒸気系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度の高い MSIV-LCS 共通ベント逆止弁

を代表機器とする。 

 

(3) 海水系炭素鋼逆止弁（内部流体：海水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高い機器は，運転状態，最

高使用温度，最高使用圧力，口径が同等であるため，系統流量の大きい非常用ディーゼ

ル発電機海水系出口逆止弁を代表機器とする。 

 

(4) 純水系ステンレス鋼逆止弁（内部流体：純水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，制御棒駆動系，ほう酸水注入系，残留熱除去系，原子炉隔離時冷

却系，原子炉再循環系，原子炉冷却材浄化系，燃料プール冷却浄化系及び重大事故等対

処設備が属するが，重要度が高く，運転状態が厳しく，最高使用温度及び最高使用圧力

の高い原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁を代表機器とする。 
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(5) 五ほう酸ナトリウム水系ステンレス鋼逆止弁（内部流体：五ほう酸ナトリウム水，弁

箱材料：ステンレス鋼） 

このグループは，ほう酸水注入系の SLC ポンプ出口逆止弁のみであるため，これを代

表機器とする。 

 

(6) ガス系ステンレス鋼逆止弁（内部流体：ガス，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，中性子計装系，原子炉系，制御用圧縮空気系，サプレッション・

プール水 pH 制御装置及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，運転状態が

厳しく，最高使用温度は同等であるため最高使用圧力の高い逃がし安全弁（ADS）N2 供

給管逆止弁を代表機器とする。 

 

(7) 海水系ステンレス鋼逆止弁（内部流体：海水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，残留熱除去海水系及び浸水防護施設が属するが，重要度の高い残

留熱除去海水系ポンプ逆止弁を代表機器とする。 
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表 1-1（1/2） 逆止弁のグループ化及び代表機器の選定 
分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 代表機器／選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 口径(A) 重要度＊1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度（℃）

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 50 高*2 連続 12.06 66  原子炉給水逆止弁／重要度，運転状態 

 
残留熱除去系 25～450 PS-1/MS-1，重*3 一時 0.86～8.62 100～302  

高圧炉心スプレイ系 25～600 PS-1/MS-1，重*3 一時 0.70～10.69 100～302  

低圧炉心スプレイ系 25～400 PS-1/MS-1，重*3 一時 4.14～8.62 100～302  

原子炉隔離時冷却系 25～200 PS-1/MS-1，重*3 一時 0.86～10.35 77～302  

原子炉系 500 PS-1/MS-1 連続 8.62 302 ◎ 

原子炉冷却材浄化系 100～150 PS-2 連続 9.80 302  

復水系 500 高*2 連続 6.14 205  

給水系 400～600 高*2 連続 15.51 233  

給水加熱器ドレン系 80～400 高*2 連続 0.69～1.04 149～233  

重大事故等対処設備*5 80～250 重*3 一時 1.37～10.70 66～174  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 80～350 高*2，重*3 一時 1.04 135  MSIV-LCS 共通ベント逆止弁／重要度 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 100 MS-1 一時 8.62 302 ◎ 

抽気系 350 高*2 連続 1.81 210  

所内蒸気系 150 高*2 連続 0.96 183  

重大事故等対処設備*5 350 重*3 一時 1.04 135  

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ◎ 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆

止弁／重要度，運転状態，最高使用温

度，最高使用圧力，口径，容量*4 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66  

重大事故等対処設備*5 150～350 重*3 一時 0.98～3.45 38～66  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*4：選定基準が同一であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定  

 非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 
*5：新規に設置される機器及び構造物を示す 



 

－
 
3-
4 
－
 

表 1-1（2/2） 逆止弁のグループ化及び代表機器の選定 
分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 代表機器／選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 口径(A) 重要度＊1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度（℃）

ステン 

レス鋼 

純水 

制御棒駆動系 25 高*2 連続 12.06 66  原子炉再循環ポンプシールパー

ジ内側逆止弁／重要度，運転状

態，最高使用温度，最高使用圧力 ほう酸水注入系 40 MS-1，重*3 一時 9.66 302  

残留熱除去系 150～300 PS-1/MS-1，重*3 一時 8.62～10.69 302  

原子炉隔離時冷却系 150 PS-1/MS-1，重*3 一時 8.62 302  

原子炉再循環系 20 MS-1 連続 12.06 302 ◎ 

原子炉冷却材浄化系 20～150 PS-2 連続 9.80 66～302  

燃料プール冷却浄化系 65 MS-2 連続 1.38 66  

重大事故等対処設備*4 25～50 重*3 一時 0.62～2.5 200  

五ほう酸 

ナトリウム水
ほう酸水注入系 40 MS-1，重*3 一時 9.66 66 ◎ SLC ポンプ出口逆止弁 

ガス 

中性子計装系 20 MS-1 一時 0.31 171  逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆

止弁／重要度，運転状態，最高使

用温度，最高使用圧力 原子炉系 15 MS-1，重*3 連続 0.86～1.38 66 ◎ 

制御用圧縮空気系 50 重*3 一時 1.38 66  

サプレッション・プール水 pH 制御装置*4 80 MS-1 一時 0.31 171  

重大事故等対処設備*4 50 重*3 一時 0.3～0.86 66～200  

海水 
残留熱除去海水系 350 MS-1，重*3 一時 3.45 38 ◎ 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁

／重要度 
浸水防護施設*4 80～100 設*5 一時 0.20 38  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す    
*4：新規に設置される機器及び構造物を示す 
*5：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，１章で代表機器とした 7台の弁について技術評価を実施する。 

① 原子炉給水逆止弁 

② MSIV-LCS 共通ベント逆止弁 

③ 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁 

④ 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁 

⑤ SLC ポンプ出口逆止弁 

⑥ 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁 

⑦ 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉給水逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉給水逆止弁は，口径が 500A，最高使用圧力 8.62 MPa，最高使用

温度 302 ℃のチルチング型逆止弁で，2台設置されている。 

弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット），

純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体の支持部（弁棒）からなる。 

純水に接する弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼を使用している。 

なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉給水逆止弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉給水逆止弁主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

①  弁箱 

②  弁ふた 

③  ジョイントボルト・ナット 

④  ガスケット 

⑤  弁体 

⑥  弁座 

⑦  スプリング 

⑧  弁棒 

 

図 2.1-1 原子炉給水逆止弁構造図 

① 

⑤ 

④ 

⑥ 

③ ② 

A 

A 

A－A 断面詳細 

 ⑦  ⑧ 
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表 2.1-1 原子炉給水逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持
耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボル

ト・ナット 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼（ステライト肉盛） 

スプリング インコネル 

作動機能の維持 作動支持 弁棒 ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-2 原子炉給水逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.2 MSIV-LCS 共通ベント逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の MSIV-LCS 共通ベント逆止弁は，口径 100A，最高使用圧力 8.62 MPa，最

高使用温度 302 ℃のスイング型逆止弁で，2台設置されている。 

弁本体は蒸気を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイントボルト・

ナット），蒸気を仕切る隔離部（弁体）及び弁体を作動させる駆動力伝達部（アーム，

弁棒）からなる。 

蒸気に接する弁箱（弁座一体型）及びアームには炭素鋼鋳鋼，弁ふた及び弁体には

炭素鋼が使用されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の MSIV-LCS 共通ベント逆止弁の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の MSIV-LCS 共通ベント逆止弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条

件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ 弁体 

⑥ アーム 

⑦ 弁棒 

 

 

図 2.1-2 MSIV-LCS 共通ベント逆止弁構造図 

 

 

 

 

 

④ 
② 

⑤ 

⑦ 

③ 

① 

⑥ 
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表 2.1-3 MSIV-LCS 共通ベント逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

弁ふた 炭素鋼 

ジョイントボルト・

ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 弁体 炭素鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の維持 駆動力伝達 
アーム 炭素鋼鋳鋼 

弁棒 ステンレス鋼 

 

表 2.1-4 MSIV-LCS 共通ベント逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.3 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁は口径 250A，最高使用圧力 

0.70 MPa，最高使用温度 66 ℃のスイング型逆止弁で，2台設置されている。 

弁本体は，海水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイントボル

ト・ナット），海水を仕切る隔離部（弁体（アーム一体型））及び弁体（アーム一体

型）の支持部（弁棒）からなる。 

海水に接する弁箱（弁座一体型），弁ふた，弁体（アーム一体型）には炭素鋼鋳鋼，

弁棒にはステンレス鋼が使用されており，接液部にはフッ素樹脂ライニングが施され

ている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁主要部位の使用材料を表

2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ 弁体（アーム一体型） 

⑥ 弁棒 

 

図 2.1-3 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁構造図 

② 

① 

⑥ 

⑤ 

③ 
④ 
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表 2.1-5 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼（フッ素樹脂ライニング）

弁ふた 炭素鋼鋳鋼（フッ素樹脂ライニング）

ジョイントボルト・ナ

ット 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 弁体（アーム一体型）炭素鋼鋳鋼（フッ素樹脂ライニング）

作動機能の維持 作動支持 弁棒 
ステンレス鋼（フッ素樹脂ライニン

グ） 

 

表 2.1-6 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 0.70 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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2.1.4 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁は，口径 20A，最高使用圧

力 12.06 MPa，最高使用温度 302 ℃のリフト型逆止弁で，2台設置されている。 

弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた（リテーナ付）），

純水を仕切る隔離部（弁箱（弁座一体型），弁体）からなる。 

純水に接する弁箱（弁座一体型），弁ふた（リテーナ付），弁体にはステンレス鋼

が使用されている。 

なお，当該弁は，弁ふた（リテーナ付）を取外すことにより，弁内部の点検手入れ

が可能である。 

東海第二の原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁の構造図を図2.1-4に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁主要部位の使用材料を表

2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた（リテーナ付） 

③ ガスケット 

④ 弁体 

 

図 2.1-4 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁構造図 

④ 

② ③ 

① 
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表 2.1-7 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

弁箱（弁座一体型） ステンレス鋼（ステライト肉盛）

弁ふた（リテーナ付） ステンレス鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

 

 

表 2.1-8 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 12.06 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.5 SLC ポンプ出口逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の SLC ポンプ出口逆止弁は，口径 40A，最高使用圧力 9.66 MPa，最高使用

温度 66 ℃のリフト型逆止弁で，2台設置されている。 

弁本体は，五ほう酸ナトリウム水を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，

ジョイントボルト・ナット），五ほう酸ナトリウム水を仕切る隔離部（弁箱（弁座一

体型），弁体，スプリング）からなる。 

五ほう酸ナトリウム水に接する弁箱（弁座一体型），弁ふた，弁体にはステンレス

鋼が使用されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の SLC ポンプ出口逆止弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の SLC ポンプ出口逆止弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表

2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ 弁体 

⑥ スプリング 

図 2.1-5 SLC ポンプ出口逆止弁構造図 

 
① 

⑥ 

③ 

② 

⑤ ④ 
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表 2.1-9 SLC ポンプ出口逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維

持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） ステンレス鋼（ステライト肉盛）

弁ふた ステンレス鋼 

ジ ョ イ ン ト ボ ル

ト・ナット 低合金鋼・炭素鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

スプリング ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-10 SLC ポンプ出口逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 

 



－ 3-20 － 

2.1.6 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁は口径 15A，最高使用圧力 1.38 MPa，

最高使用温度 66 ℃のリフト型逆止弁で，7台設置されている。 

弁本体は，ガス（窒素）を内包する耐圧部（弁箱（弁座一体型），弁ふた，ジョイ

ントボルト・ナット），ガスを仕切る隔離部（弁箱（弁座一体型），弁体）からなる。 

ガスに接する弁箱（弁座一体型），弁ふた，弁体にはステンレス鋼が使用されてい

る。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁の構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁主要部位の使用材料を表 2.1-11

に，使用条件を表 2.1-12 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（弁座一体型） 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ 弁体 

 

図 2.1-6 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁構造図 

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 
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表 2.1-11 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

弁箱（弁座一体型） ステンレス鋼（ステライト肉盛）

弁ふた ステンレス鋼 

ジ ョ イ ン ト ボ ル

ト・ナット 低合金鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

 

表 2.1-12 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 1.38 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 ガス(窒素) 
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2.1.7 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ逆止弁は，口径 350A，最高使用圧力 3.45 MPa，

最高使用温度 38 ℃のスイング型逆止弁で，4台設置されている。 

弁本体は，海水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット），

海水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体の支持部（アーム，弁棒）からなる。 

海水に接する弁箱にはステンレス鋳鋼，弁ふた，弁体，弁座，アームにはステンレ

ス鋼が使用されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ逆止弁の構造図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去海水系ポンプ逆止弁主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使

用条件を表 2.1-14 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ O リング 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ アーム 

⑨ 弁棒 

 

図 2.1-7 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁構造図 

① 

② ③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑤ 
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表 2.1-13 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋼 

ジョイントボルト・

ナット 低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

O リング （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

作動機能の維持 作動支持 
アーム ステンレス鋼 

弁棒 ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-14 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 38 ℃ 

内部流体 海水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

逆止弁の機能である逆流防止機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

逆止弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要部位に展開した上で，個々

の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケット，O リング及びグランドパッキンは消耗品であり，設計時に長期間使用

せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とす

る。 

  

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 弁箱の疲労割れ［原子炉給水逆止弁］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）［原子炉給水逆止弁，MSIV-LCS 共通ベン

ト逆止弁］ 

弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さ

く，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維

持している。 

したがって，弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱，弁ふた，弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）［原子炉給水逆止弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体，弁座は炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，内部流体が純水又は

蒸気であるため腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点検に

おいて有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認しており，必要に応じて補

修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱，弁ふた，弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱，弁ふた，弁体，アームの腐食（流れ加速型腐食）［MSIV-LCS 共通ベント逆

止弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体，アームは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，内部流体が純水又

は蒸気であるため腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点検

において有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認しており，必要に応じて

補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱，弁ふた，弁体，アームの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［原子炉給水逆止弁, MSIV-LCS 共

通ベント逆止弁，非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁, SLC ポンプ出口逆止

弁，逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁，残留熱除去海水系ポンプ逆止弁］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 弁体，弁棒の摩耗［原子炉給水逆止弁］ 

弁体，弁棒は，弁の作動に伴い摺動部に摩耗が想定される。 

当該逆止弁は，平成 14 年 3 月の落雷による原子炉トリップ後の原子炉起動中に

おいて，弁体シート面の摩耗により開動作しない事象が発生した。 

対策として，分解点検時の目視点検に加え，シート面ラッピング及び面粗さ測定

を実施することにより機能を維持している。 

したがって，弁体，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. アーム，弁棒，弁体の摩耗［MSIV-LCS 共通ベント逆止弁，残留熱除去海水系ポン

プ逆止弁］ 

スイング型逆止弁は，アームと弁体連結部を固定しているナットがゆるんだ場合

にアームと弁体連結部に摩耗が想定されるが，分解点検時にナットの廻り止めの健

全性を確認している。 

弁棒，アームについては，弁作動時の摺動により摩耗が想定されるが，分解点検

時の目視点検により，有意な摩耗が確認された場合は，必要に応じて補修または取

替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，アーム，弁体，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

g. 弁体，弁棒の摩耗［非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁］ 

弁体，弁棒は，弁作動時の摺動により摩耗が想定されるが，分解点検時の目視点

検により，有意な摩耗が確認された場合は，必要に応じて補修または取替を行うこ

とにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁体，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

h. 弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）［非常用ディーゼル発電機海水系出口逆

止弁］ 

弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施さ

れており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視

点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全面腐食）［非常用ディー

ゼル発電機海水系出口逆止弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁棒はステンレス鋼であり腐食が想定される

が，海水接液部にはフッ素樹脂ライニングが施されており，フッ素樹脂ライニング

が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点検を行い，必

要に応じて補修することにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止

弁，SLC ポンプ出口逆止弁，逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁］ 

弁箱，弁ふたはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオン

により，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋内機器の

塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施

し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとし

ている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 弁箱，弁ふた，弁体の粒界型応力腐食割れ［原子炉再循環ポンプシールパージ内

側逆止弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体はステンレス鋼であり粒界型応力腐食割れの発生が想定され

るが，分解点検時の目視点検において，有意な欠陥が確認された場合，補修又は取

替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱，弁ふた，弁体の粒界型応力腐食割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 弁箱，弁ふた，弁体，弁座，アーム，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［残留熱除

去海水系ポンプ逆止弁］ 

弁箱はステンレス鋳鋼，弁ふた，弁体，弁座，アーム，弁棒はステンレス鋼であ

り，海水接液部については，腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点検時

の目視点検において腐食（孔食・隙間腐食）の状況を確認し，必要に応じて補修又

は取替を実施することにより機能を維持している。 

したがって，弁箱，弁ふた，弁体，弁座，アーム，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 弁体の摩耗［原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁，SLCポンプ出口逆止弁，

逃がし安全弁（ADS）N2供給管逆止弁］ 

弁体の摺動部は，弁の開閉による摩耗が想定されるが，摺動荷重は加わらず，有

意な摩耗が発生する可能性はない。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

n. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，スプリングの腐食（全面腐食）［SLC ポン

プ出口逆止弁］ 

弁箱，弁ふた，弁体，スプリングはステンレス鋼であり，内部流体が五ほう酸ナ

トリウム水であることから腐食が想定されるが，ステンレス鋼は五ほう酸ナトリウ

ム水に対し耐食性を有していることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

  したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，スプリングの腐食（全面腐

食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 弁体の固着［原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁，SLC ポンプ出口逆止弁，

逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁］ 

リフト型逆止弁は，過去の国外プラントにおいて，系統で発生した腐食生成物が

弁体と弁体摺動部の隙間に堆積したことによる弁体の固着事例が確認されている

が，東海第二においては腐食生成物の発生する環境では使用していないため，弁体

が固着する可能性は小さい。 

なお，分解点検時において固着は認められておらず，今後も使用環境が変わらな

いことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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 (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［スプリングのある逆止弁共通］ 

  スプリングは，常時応力がかかった状態で使用されるためへたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されてお

り，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

 



 

－
 
3
-
3
2
 
－
 

表 2.2-1（1/7） 原子炉給水逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3 ○     *1:ステライト肉盛 

*2:流れ加速型腐食 

*3:外面 

*4:へたり  

 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボル

ト・ナット  低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*１ △ △*2      

弁座  炭素鋼*１  △*2      

スプリング  インコネル       ▲*4 

作動機能の

維持 作動支持 弁棒  ステンレス鋼 △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 

 



 

－
 
3
-
3
3
 
－
 

表 2.2-1（2/7） MSIV-LCS 共通ベント逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） 炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      *1:ステライト肉盛 

*2:流れ加速型腐食 

*3:外面 

 

弁ふた  炭素鋼  △*2*3      

ジョイントボル

ト・ナット  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 弁体  炭素鋼*1 △ △*2      

作動機能の

維持 駆動力伝達 
アーム  炭素鋼鋳鋼 △ △*2      

弁棒  ステンレス鋼 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 

 



 

－
 
3
-
3
4
 
－
 

表 2.2-1（3/7） 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型）  炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      *1:フッ素樹脂ライ

ニング 

*2:外面 

*3:内面 

 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      

ジョイントボルト・

ナット  低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 隔離 
弁体（アーム一体

型） 
 炭素鋼鋳鋼*1 △ △      

作動機能の

維持 作動支持 弁棒  ステンレス鋼*1 △ △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
3
-
3
5
 
－
 

表 2.2-1（4/7） 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成
に必要な
項目 

サブ 
システム

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダ

リの維持 

耐圧 
弁箱（弁座一体型）  ステンレス鋼*1    △*2*3    *1:ステライト肉盛 

*2:貫粒型応力腐食割

れ 

*3:粒界型応力腐食割

れ 

*4:固着 

 

弁ふた（リテーナ付）  ステンレス鋼    △*2*3    

シール ガスケット ◎ －        

隔離機能 

の維持 隔離 弁体  ステンレス鋼*1 △   △*3   △*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
3
-
3
6
 
－
 

表 2.2-1（5/7） SLC ポンプ出口逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型） ステンレス鋼*1
 △*2  △*3    *1:ステライト肉盛 

*2:内面 

*3:貫粒型応力腐食割

れ 

*4:固着 

*5:へたり 

弁ふた  ステンレス鋼  △*2  △*3    

ジョイントボル

ト・ナット  
低合金鋼･ 

炭素鋼 
 △      

シール ガスケット ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*1
△ △     △*4 

スプリング  ステンレス鋼  △     ▲*5 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

－
 
3
-
3
7
 
－
 

表 2.2-1（6/7） 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（弁座一体型）  ステンレス鋼*1
   △*2    *1:ステライト肉盛 

*2:貫粒型応力腐食

割れ 

*3:固着 

 

弁ふた  ステンレス鋼    △*2    

ジョイントボルト・

ナット 
 低合金鋼  △      

シール ガスケット ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 弁体  ステンレス鋼*1

△      △*3 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
3
-
3
8
 
－
 

表 2.2-1（7/7） 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼  △*2      *1:ステライト肉盛 

*2:孔食・隙間腐食 

 

 

弁ふた  ステンレス鋼  △*2      

ジョイントボル

ト・ナット 
 低合金鋼  △      

シール 
ガスケット ◎ －        

Oリング ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*1 △ △*2      

弁座  ステンレス鋼*1  △*2      

作動機能の

維持 
作動支持 

アーム  ステンレス鋼 △ △*2      

弁棒  ステンレス鋼 △ △*2      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 弁箱の疲労割れ［原子炉給水逆止弁］ 

a. 事象の説明 

原子炉給水逆止弁の弁箱は，プラントの起動・停止時等に熱過渡を受けることにな

るため，疲労が蓄積される可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

原子炉給水逆止弁について，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設

規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，「設計・建設規格」とい

う）に基づいて評価した。評価対象部位を図 2.3-1 に示す。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した 2016 年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含

し，より保守的*に設定した過渡回数とした。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労については，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」に基づいて評価した。評価用過渡条件を

表 2.3-1 に，評価結果を表 2.3-2 に示す。 

その結果，運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲労割れ発

生の可能性は小さいと判断する。 
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図 2.3-1 原子炉給水逆止弁疲労評価対象部位 

評価対象部位 
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表 2.3-1 原子炉給水逆止弁の疲労評価用過渡条件 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 
60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

夜間低出力運転（出力 75％） 67 120 

週末低出力運転（出力 50％） 115 165 

制御棒パターン変更 96 176 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他スクラム） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

 

表 2.3-2 原子炉給水逆止弁の疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図 

による評価 

発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法による評価 

（環境を考慮） 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60 年時点 

弁箱 0.0529 0.0862 0.8848 
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② 現状保全 

弁箱内表面については，これまでの目視点検結果から異常は確認されていない。 

さらに，実過渡回数に基づく評価を実施し問題ないことを確認しており，今後も

高経年化技術評価に合わせて実施することとしている。 

 

③ 総合評価 

 健全性評価結果より弁箱の疲労割れが発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，弁箱の疲労割れについては，分解点検の目視検査により検知可能であるこ

とから，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

ただし，疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評価

する必要がある。 

 

c. 高経年化への対応 

弁箱の疲労割れについては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年

時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 

 

 



－ 3-43 － 

3. 代表機器以外への展開 

  本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 中性子計装系 

② 制御棒駆動系 

③ ほう酸水注入系 

④ 残留熱除去系 

⑤ 高圧炉心スプレイ系 

⑥ 低圧炉心スプレイ系 

⑦ 原子炉隔離時冷却系 

⑧ 原子炉系 

⑨ 原子炉再循環系 

⑩ 原子炉冷却材浄化系 

⑪ 燃料プール冷却浄化系 

⑫ 抽気系 

⑬ 復水系 

⑭ 給水系 

⑮ 給水加熱器ドレン系 

⑯ 非常用ディーゼル発電機海水系 

⑰ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑱ 制御用圧縮空気系 

⑲ 所内蒸気系 

⑳ サプレッション・プール水 pH 制御装置 

㉑ 重大事故等対処設備 

   ㉒ 浸水防護施設 

 

 

 



－ 3-44 － 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 弁箱の疲労割れ［残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，原子炉

隔離時冷却系，原子炉系，原子炉冷却材浄化系］ 

代表機器と同様，プラントの起動・停止時等に熱過渡を受けることになるため，繰返

しによる熱疲労が蓄積される可能性があるが，代表機器の評価結果では，許容値に対し

十分余裕があることから，弁箱に疲労割れが発生する可能性は小さい。 

また，分解点検時に目視点検を実施し，疲労割れがないことを確認しており，今後も

分解点検時の目視点検により，弁箱内に疲労割れがないことを確認していく。 

したがって，代表機器と同様に高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加す

べき項目はないと判断する。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）［弁箱，弁ふたの材料が炭素鋼鋳鋼又は炭

素鋼の逆止弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，腐食（全面腐食）

が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装

することにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持すること

としている。 

したがって，弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱，弁ふた，弁体，アーム，弁座の腐食（流れ加速型腐食）［純水系又は蒸気系

炭素鋼逆止弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体，アーム，弁座は炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であ

り，内部流体が純水又は蒸気であるため腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分

解点検時の目視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認してお

り，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持す

ることとしている。 

 したがって，弁箱，弁ふた，弁体，アーム，弁座の腐食（流れ加速型腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［材料が低合金鋼又は炭素鋼の逆止

弁共通］ 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. アーム，弁体，弁棒の摩耗［弁体－アーム一体型を除くスイング型逆止弁共通］ 

代表機器と同様，スイング型逆止弁は，アームと弁体連結部を固定しているナット

がゆるんだ場合にアームと弁体連結部に摩耗が想定されるが，分解点検時にナットの

廻り止めの健全性を確認している。 

弁棒，アームについては，弁作動時の摺動により摩耗が想定されるが，分解点検時

の目視点検により，有意な摩耗が確認された場合は，必要に応じて補修又は取替を行

うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持す

ることとしている。 

したがって，アーム，弁体，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

e. 弁体，弁棒の摩耗［弁体－アーム一体型スイング型逆止弁共通］ 

代表機器と同様，弁体，弁棒は，弁作動時の摺動により摩耗が想定されるが，分解

点検時の目視点検により，有意な摩耗が確認された場合は，必要に応じて補修又は取

替を行うことにより機能を維持している。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持す

ることとしている。 

したがって，弁体，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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f. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機海水系逆止弁，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼，弁棒はステンレス鋼が使用さ

れており，腐食が想定されるが海水接液部にはフッ素樹脂ライニングが施されており，

フッ素樹脂ライニングが健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時に

目視点検を行い，必要に応じて補修することで機能を維持することとしている。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修することにより機能を維持することとし

ている。 

したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁体，弁棒の腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［保温が取付けられていないステンレス鋼の逆

止弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふたがステンレス鋼の機器は，大気中の海塩粒子に含ま

れる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子

炉建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分

量測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施す

ることとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止し

ている。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後も代表

箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施することにより機能を維

持することとしている。 

したがって，弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 弁箱，弁ふた，弁体の粒界型応力腐食割れ［材料がステンレス鋼の逆止弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，弁体がステンレス鋼の機器で 100℃以上の内部流

体に接する部位は，粒界型応力腐食割れの発生が想定されるが，分解点検時に目視点

検を行い有意な欠陥が確認された場合，補修又は取替を行うことにより機能を維持す

ることとしている。 

重大事故等対処設備等の新たに設置される機器については，上記同様，今後の分解

点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持す

ることとしている。 

したがって，弁箱，弁ふた，弁体の粒界型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 弁体（ねじ部）の疲労割れ［原子炉隔離時冷却系タービン排気ライン逆止弁］ 

タービン排気側に設置されている逆止弁は，タービン背圧の変動により開閉動作を

繰り返し，弁体とアームを連結するねじ部に疲労割れを起こす可能性がある。 

当該逆止弁は，2008 年の定期試験時において，弁体（ねじ部）の疲労割れによる弁

体の脱落事象が発生した。 

対策として，衝撃緩和機構付の弁に交換するとともに，分解点検時の目視点検に加

え弁体（ねじ部）の浸透探傷検査を実施しており，必要に応じて補修又は取替を行う

ことにより，機能を維持している。 

したがって，弁体（ねじ部）の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

j. 弁体の摩耗［リフト型逆止弁共通］ 

代表機器と同様，弁体の摺動部は，弁の開閉による摩耗が想定されるが，摺動荷重

は加わらず，有意な摩耗が発生する可能性は少ない。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

k. 弁箱，弁体ガイド，基礎ボルトの腐食（孔食・隙間腐食）［浸水防護施設］ 

弁箱，弁体ガイド，基礎ボルトはステンレス鋼であり，腐食（孔食・隙間腐食）が

想定される。 

当該弁は新規に設置される機器であることから，今後の分解点検時の目視点検にお

いて腐食（孔食・隙間腐食）の状況を確認し，必要に応じて補修又は取替を実施する

ことにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱，弁体ガイド，基礎ボルトの腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 弁体の固着［リフト型逆止弁共通］ 

代表機器と同様，リフト型逆止弁は，過去の国外プラントにおいて，系統で発生し

た腐食生成物が弁体と弁体摺動部の隙間に堆積したことによる，弁体の固着事例が確

認されているが，東海第二においては腐食生成物の発生する環境では使用していない

ため，弁体が固着する可能性は小さい。 

なお，分解点検時において固着は認められておらず，今後も使用環境が変わらない

ことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［スプリングのある逆止弁共通］ 

  代表機器と同様，スプリングは，常時応力がかかった状態で使用されるため，へた

りが想定されるが，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるよう

に設定されており，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の

使用温度は低いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

b. 弁箱，アームの熱時効［弁箱，アームの材料がステンレス鋳鋼のほう酸水注入系，

残留熱除去系，原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系の逆止弁］ 

弁箱，アームに使用しているステンレス鋳鋼はオーステナイト相中に一部フェライ

ト相を含む 2 相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用温度 302 ℃）で

あるため，熱時効による材料特性の変化により破壊靭性の低下が予想され，この状態

でき裂が存在する場合には小さな荷重でき裂が進展し，不安定破壊を引き起こす可能

性があるが，弁箱，アームには，き裂の原因となる経年劣化事象は想定されていない。 

したがって，弁箱，アームの熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

4. バタフライ弁 
 

 

［対象系統］ 

① 不活性ガス系 

② 非常用ガス処理系 

③ 非常用ガス再循環系 

④ 非常用ディーゼル発電機海水系 

⑤ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑥ 重大事故等対処設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

  東海第二で使用している主要なバタフライ弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

  これらのバタフライ弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，バタフライ弁を表 1-1 に示すとおりグループ化

する。 

 弁箱材料は炭素鋼，ステンレス鋼に分類され，内部流体はガス，海水に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

 表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) ガス系炭素鋼バタフライ弁（内部流体：ガス，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，不活性ガス系，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系及び重大

事故等対処設備が属するが，重要度が高い機器は，運転状態が同等であるため，最高使

用温度及び最高使用圧力が高く，口径の大きい格納容器パージ弁を代表機器とする。 

 

(2) 海水系炭素鋼バタフライ弁（内部流体：海水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，非常用ディーゼル発電機海水系，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が同等であるため運転状態の

厳しい機器のうち，最高使用温度，最高使用圧力及び口径が同等であるため，系統流量

の大きい DGSW 非常用放出ライン隔離弁を代表機器とする。 

 

(3) ガス系ステンレス鋼バタフライ弁（内部流体：ガス，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，重大事故等対処設備のみであることから格納容器圧力逃がし装置

出口側隔離弁を代表機器とする。 

 

 

 



 

－
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表 1-1 バタフライ弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 
代表機器／ 

選定理由 弁箱 

材料 

内部

流体

口径 

(A) 重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 

ガス

不活性ガス系 300～600 MS-1,重*2 一時 0.31～1.04 105～171 ◎ 
格納容器パージ弁／重

要度，運転状態，最高使

用温度，最高使用圧力，

口径 
非常用ガス処理系 450 MS-1,重*2 一時 0.01 86  

非常用ガス再循環系 400～600 MS-1,重*2 一時 0.01 86  

重大事故等対処設備*4 450 重*2 一時 0.62 200  

海水

非常用ディーゼル発電機海水系 250 重*2 一時 0.70 66 ◎ 
DGSW 非常用放出ライン

隔離弁／重要度，運転状

態（使用期間），最高使

用温度，最高使用圧力，

口径，容量*3 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機海水系 
250 重*2 一時 0.70 66  

重大事故等対処設備*4 150 重*2 一時 0.98 38～66  

ステン

レス鋼 
ガス 重大事故等対処設備*4 600 重*2 一時 0.62 200 ◎ 

格納容器圧力逃がし装

置出口側隔離弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：選定基準が同一であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定 

  非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 

*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 



－ 4-3 － 

2. 代表機器の技術評価 

本章では，１章で代表機器とした以下の 3台の弁について技術評価を実施する。 

① 格納容器パージ弁 

② DGSW 非常用放出ライン隔離弁 

③ 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 格納容器パージ弁 

 (1) 構造 

  東海第二の格納容器パージ弁は，口径 600A，最高使用圧力 0.31 MPa，最高使用温

度 171 ℃の空気作動バタフライ弁であり，1台設置されている。 

  弁本体はガスを内包する耐圧部（弁箱，底ふた，ジョイントボルト・ナット，軸封

部），ガスを仕切る隔離部（弁体，弁箱付弁座，弁体付弁座）及び弁体に駆動力を伝

達する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク，ピン）からなる。 

  ガスに接する弁箱，弁体には炭素鋼鋳鋼が使用されており，軸封部には流体の漏れ

を防止するためグランドパッキンが使用されている。 

  なお，当該弁は，フランジボルトを緩め，弁箱を取外すことにより，点検手入れが

可能である。 

  東海第二の格納容器パージ弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の格納容器パージ弁の主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 格納容器パージ弁構造図 

No. 部位 

① 弁箱 

② 底ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁箱付弁座 

⑧ 弁体付弁座 

⑨ 弁棒 

⑩ ピン 

⑪ ヨーク 

② 

① 

③ 

④ 

⑤ 

⑩ 

⑨ 

⑦ 

⑥ 

⑧ 

⑪ 
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表 2.1-1 格納容器パージ弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの

維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

底ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト･ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼 

弁箱付弁座 ステンレス鋼 

弁体付弁座 （定期取替品） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピン ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼 

 

表 2.1-2 格納容器パージ弁の使用条件 

最高使用圧力 0.31 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 ガス  
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2.1.2 DGSW 非常用放出ライン隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の DGSW 非常用放出ライン隔離弁は口径 250A，最高使用圧力 0.70 MPa，最

高使用温度 66 ℃の手動バタフライ弁であり，2台設置されている。 

弁本体は海水を内包する耐圧部（弁箱，底ふた，ジョイントボルト･ナット，軸封

部），海水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部

（弁棒，ヨーク，ピン）からなる。 

海水に接する弁箱，弁体には炭素鋼鋳鋼，弁座にはゴムが使用されており，軸封部

には流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

なお，当該弁は，フランジボルトを緩め，弁箱を取外すことにより，点検手入れが

可能である。 

 東海第二の DGSW 非常用放出ライン隔離弁の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の DGSW 非常用放出ライン隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用

条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 底ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ O リング 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ピン 

⑩ ヨーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 DGSW 非常用放出ライン隔離弁構造図 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

④ 

③ 

① 
⑨ 

⑤ 

② 

⑩ 
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表 2.1-3 DGSW 非常用放出ライン隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼（ゴムライニング） 

底ふた 炭素鋼（ゴムライニング） 

ジョイントボルト･ナット 低合金鋼・炭素鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

O リング （消耗品） 

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体 炭素鋼鋳鋼（ゴムライニング） 

弁座 （定期取替品） 

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピン ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼 

 

表 2.1-4 DGSW 非常用放出ライン隔離弁の使用条件 

最高使用圧力 0.70 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 海水 
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2.1.3 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁 

 (1) 構造 

  東海第二の格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁は，口径 600A，最高使用圧力 0.62 

MPa，最高使用温度 200 ℃の手動バタフライ弁であり，1台設置予定である。 

  弁本体はガスを内包する耐圧部（弁箱，底ふた，ジョイントボルト・ナット，軸封

部），ガスを仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達部

（弁棒，ピン，ヨーク，ブッシュ）からなる。 

  ガスに接する弁箱，弁体にはステンレス鋳鋼が使用されており，軸封部には流体の

漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

  なお，当該弁は，フランジボルトを緩め，弁箱を取外すことにより，点検手入れが

可能である。 

  東海第二の格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁の主要部位の使用材料を表 2.1-5

に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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図 2.1-3 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁構造図 

No. 部位 

① 弁箱 

② 底ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ピン 

⑩ ヨーク 

⑪ ブッシュ 

② 

⑩

③ 

⑤ 

④ 
⑨ 

 

⑦ 

⑥ 

⑧ 

① 
⑪ 
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表 2.1-5 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

底ふた ステンレス鋼 

ジョイントボルト･ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 ステンレス鋳鋼 

弁座 （定期取替品） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピン ステンレス鋼 

ヨーク ステンレス鋳鋼 

ブッシュ ステンレス鋼 

 

表 2.1-6 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁の使用条件 

最高使用圧力 0.62 MPa 

最高使用温度 200 ℃ 

内部流体 ガス  
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

バタフライ弁の機能である流体調節，隔離機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

バタフライ弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在まで

の運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

  グランドパッキン，ガスケット及び Oリングは消耗品，弁体付弁座及び弁座は定期

取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を

見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

  想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象と

して表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁については，新たに設置される機器である

ことから，上記同様，今後の分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維

持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱（外面），底ふた（外面），ヨークの腐食（全面腐食）［格納容器パージ弁，

DGSW 非常用放出ライン隔離弁］ 

弁箱，底ふた，ヨークは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気

接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性

は小さく，分解点検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修

塗装することにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（外面），底ふた（外面），ヨークの腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［格納容器パージ弁］ 

弁箱，底ふた及び弁体は炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時に目

視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［DGSW 非常用放出ライ

ン隔離弁］ 

弁箱，底ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，海水に接液することから腐

食が想定されるが，内面接液部はゴムライニングが施されていることから，腐食が

発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取

替をすることで機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 弁棒，ピンの摩耗［共通］ 

弁の開閉に伴い，弁棒についてはグランドパッキンとの摺動部，ピンについては

他の部位との接触部に摩耗が想定されるが，分解点検時に目視点検を行い，必要に

応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持することとしている。 

格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁については，新たに設置される機器である

ことから，上記同様，今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は

取替を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁棒，ピンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［DGSW 非常用放出ライン隔離弁］ 

弁棒はステンレス鋼であり腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点検時

に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持するこ

ととしている。 

したがって，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

g. ブッシュの摩耗［格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁］ 

ブッシュは弁の開閉に伴い摩耗が想定されるが，当該弁の開閉頻度は殆どないこ

とから摩耗の可能性は小さい。 

当該弁は，新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時に目視点検

を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持することとしてい

る。 

したがって，ブッシュの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

h. 弁棒，弁箱付弁座の腐食（全面腐食）［格納容器パージ弁］ 

 弁棒，弁箱付弁座はステンレス鋼であるため，腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境は変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒，弁箱付弁座の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 弁体の腐食（全面腐食）［格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁］ 

 弁体はステンレス鋳鋼であるため，腐食の可能性は小さい。 

なお，当該弁は，新たに設置される機器であることから，今後の分解点検時に目

視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持することと

している。 

したがって，弁体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 



 

－
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表 2.2-1(1/3) 格納容器パージ弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品
・定期取
替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*1*2      *1:外面 

*2:内面 
底ふた  炭素鋼鋳鋼  △*1*2      

ジョイントボルト・

ナット 
 低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼  △      

弁箱付弁座  ステンレス鋼  △      

弁体付弁座 ◎ －        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △      

ピン  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/3) DGSW 非常用放出ライン隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品
・定期取
替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼*1  △*2*3      *1:ゴムライニン

グ施工 

*2:外面 

*3:内面 

*4:孔食・隙間腐食 

底ふた  炭素鋼*1  △*2*3      

ジョイントボル

ト・ナット 
 低合金鋼，炭素鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

Oリング ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼鋳鋼*1  △      

弁座 ◎ －        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △*4      

ピン  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(3/3) 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品
・定期取
替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼         

底ふた  ステンレス鋼        

ジョイントボル

ト・ナット 
 低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋳鋼  △      

弁座 ◎ －        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ピン  ステンレス鋼 △       

ヨーク  ステンレス鋳鋼        

ブッシュ  ステンレス鋼 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 不活性ガス系 

② 非常用ガス処理系 

③ 非常用ガス再循環系 

④ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 

⑤ 重大事故等対処設備 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 代表機器と同様，設計上及び運転経験から，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は

抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとして

いる。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱（外面），底ふた（外面），ヨークの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，弁箱，底ふた，ヨークは炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり腐食が想定

されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発

生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要

に応じて補修塗装することにより機能を維持することとしている。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時の目視点検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装

することにより機能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（外面），底ふた（外面），ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［不活性ガス系，重大事

故等対処設備］ 

代表機器と同様，弁箱，底ふた及び弁体は炭素鋼鋳鋼であり腐食が想定されるが，

分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維

持することとしている。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機海水系，重大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，弁箱，底ふた，弁体は炭素鋼鋳鋼又は炭素鋼であり，海水に接液

することから腐食が想定されるが，内面接液部はゴムライニングが施されていること

から，腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて

補修又は取替をすることにより機能を維持することとしている。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁箱（内面），底ふた（内面），弁体の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁棒，ピンの摩耗［共通］ 

代表機器と同様，弁の開閉に伴い，弁棒についてはグランドパッキンとの摺動部，

ピンについては他の部位との接触部に摩耗が想定されるが，分解点検時に目視点検を

行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能を維持することとしている。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁棒，ピンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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f. 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系，重

大事故等対処設備］ 

代表機器と同様，弁棒はステンレス鋼であり腐食（孔食・隙間腐食）が想定される

が，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機能

を維持することとしている。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁棒の腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. 弁棒，弁箱付弁座（不活性ガス系のみ）の腐食（全面腐食）［不活性ガス系，非常

用ガス処理系，非常用ガス再循環系，重大事故等対処設備］ 

 代表機器と同様，弁棒，弁箱付弁座はステンレス鋼であるため，腐食の可能性は小

さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使用

環境は変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

重大事故等対処設備については，新たに設置される機器であることから，上記同様，

今後の分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修又は取替を行うことにより機

能を維持することとしている。 

したがって，弁棒，弁箱付弁座の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 



 

 

 

 

 

5. 安全弁 
 

 

［対象系統］ 

① ほう酸水注入系 

② 残留熱除去系 

③ 残留熱除去海水系 

④ 高圧炉心スプレイ系 

⑤ 低圧炉心スプレイ系 

⑥ 原子炉隔離時冷却系 

⑦ 原子炉再循環系 

⑧ 原子炉冷却材浄化系 

⑨ 可燃性ガス濃度制御系 

⑩ 復水系 

⑪ 給水系 

⑫ 給水加熱器ベント系 

⑬ タービン補助蒸気系 

⑭ タービングランド蒸気系 

⑮ 空気抽出系 

⑯ 制御用圧縮空気系 

⑰ 気体廃棄物処理系 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な安全弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの安全弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループ

より以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，安全弁を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

弁箱材料は炭素鋼，ステンレス鋼，青銅鋳物に分類され，内部流体は純水，蒸気，ガ

ス，五ほう酸ナトリウム水，海水に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 純水系炭素鋼安全弁（内部流体：純水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，原

子炉隔離時冷却系， 原子炉冷却材浄化系，可燃性ガス濃度制御系，タービングランド

蒸気系，復水系，給水系，空気抽出系が属するが，重要度が高い機器は，運転状態，

最高使用温度が同等である為，最高使用圧力の高い高圧炉心スプレイ系注入弁 F004

安全弁を代表機器とする。 

 

(2) 蒸気系炭素鋼安全弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，タービン補助蒸気系，タービングランド蒸気系，給水加熱器ベ

ント系が属するが，重要度，運転状態は同等である為，最高使用温度の高いヒータ 1

安全弁を代表機器とする。 

 

(3) 純水系ステンレス鋼安全弁（内部流体：純水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，残留熱除去系，原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系，原子炉

冷却材浄化系が属するが，重要度が高い機器は，運転状態，最高使用温度，最高使用

圧力が同等である為，口径の大きい残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁を代表

機器とする。 

 

(4) 蒸気系ステンレス鋼安全弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループには，気体廃棄物処理系のみが属するが，重要度及び運転状態が同等

である為，最高使用温度の高い排ガス復水器安全弁を代表機器とする。 
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(5) ガス系ステンレス鋼安全弁（内部流体：ガス，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループは，制御用圧縮空気系のみであることから，計装用 N2 ガス逃し安全弁

を代表機器とする。 

 

(6) 五ほう酸ナトリウム水系ステンレス鋼安全弁（内部流体：五ほう酸ナトリウム水，

弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループは，ほう酸水注入系のみであることから，SLC ポンプ逃し弁を代表機

器とする。 

 

(7) 海水系銅合金安全弁（内部流体：海水，弁箱材料：青銅鋳物） 

このグループは，残留熱除去海水系のみであることから，RHR 熱交換器管側安全弁

を代表機器とする。 

 

 



 

－
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表 1-1 安全弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 代表機器／選定理由 
弁箱材料 内部流体 口径（A） 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度

（℃） 

炭素鋼 

純水 

残留熱除去系 15～40 MS-1，重*2 一時 0.86～8.62 100～302  高圧炉心スプレイ系注入弁 F004

安全弁／重要度，運転状態，最

高使用温度，最高使用圧力 
高圧炉心スプレイ系 15～40 MS-1，重*2 一時 0.70～10.69 100～302 ◎ 

低圧炉心スプレイ系 15～40 MS-1，重*2 一時 0.70～8.62 100～302  

原子炉隔離時冷却系 40 重*2 一時 0.86 77  

原子炉冷却材浄化系 25～40 高*3 連続 0.86～9.80 188～302  

可燃性ガス濃度制御系 40 MS-1 一時 0.31 171  

タービングランド蒸気系 50 高*3 連続 1.04 183  

復水系 20～25 高*3 連続 6.14 205  

給水系 20 高*3 連続 12.93 233  

空気抽出系 90 高*3 連続 0.35 164  

蒸気 

タービン補助蒸気系 50 高*3 連続 1.04 183  ヒータ 1安全弁／重要度，運転

状態，最高使用温度 タービングランド蒸気系 200 高*3 連続 1.04 124～233  

給水加熱器ベント系 80～100 高*3 連続 0.36～2.98 149～235 ◎ 

ステンレ

ス鋼 

純水 

残留熱除去系 15～25 MS-1，重*2 一時 8.62 302 ◎ 残留熱除去系停止時冷却入口ラ

イン安全弁／重要度，運転状態，

最高使用温度，最高使用圧力，

口径 

原子炉隔離時冷却系 15 高*3 一時 10.35 302  

原子炉再循環系 20 高*3 連続 12.06 66  

原子炉冷却材浄化系 25 高*3 連続 12.06 66  

蒸気 気体廃棄物処理系 20～40 高*3 連続 0.86～2.41 205～538 ◎ 
排ガス復水器安全弁／重要度， 

運転状態，最高使用温度 

ガス 制御用圧縮空気系 25 重*2 一時 1.38 66 ◎ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

五ほう酸 

ナトリウム水 
ほう酸水注入系 25 MS-1，重*2 一時 9.66 66 ◎ SLC ポンプ逃し弁 

青銅鋳物 海水 残留熱除去海水系 40 MS-1 一時 3.45 249 ◎ RHR 熱交換器管側安全弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，または最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の 7台の弁について技術評価を実施する。 

① 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁 

② ヒータ 1安全弁 

③ 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁 

④ 排ガス復水器安全弁 

⑤ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

⑥ SLC ポンプ逃し弁 

⑦ RHR 熱交換器管側安全弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁 

(1) 構造 

東海第二の高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁は口径 15A，最高使用圧力 10.69 

MPa，最高使用温度 302 ℃の安全弁で 1台設置されている。 

弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱 （ノズルシート一体型），弁体，スプリン

グシート，ジョイントボルト・ナット等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，ス

プリング）からなる。 

純水に接する弁箱（ノズルシート一体型）には炭素鋼，弁体にはステンレス鋼が使

用されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁主要部位の使用材料を表 2.1-1

に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱（ノズルシート一体型）

② 弁体 

③ スプリングシート 

④ ジョイントボルト・ナット 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁棒 

⑦ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁構造図 

 

① ② 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 

③ 
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表 2.1-1 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（ノズルシート一体型） 炭素鋼（ステライト肉盛） 

弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

スプリングシート ステンレス鋼（ステライト肉盛）

ジョイントボルト 

・ナット 
低合金鋼・炭素鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

スプリング インコネル 

 

 

表 2.1-2 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁の使用条件 

最高使用圧力 10.69 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.2 ヒータ 1安全弁 

(1) 構造 

東海第二のヒータ1安全弁は口径80A，最高使用圧力2.98 MPa，最高使用温度 235 ℃

の安全弁で 3台設置されている。 

弁本体は，蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，ジョイントボルト・

ナット，ベローズ等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，スプリング）からなる。 

蒸気に接する弁箱は炭素鋼鋳鋼，弁体にはステンレス鋼，ノズルシートには炭素鋼

が使用されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二のヒータ 1安全弁の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のヒータ 1 安全弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4

に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁体 

③ ノズルシート 

④ ジョイントボルト・ナット

⑤ ベローズ 

⑥ ガスケット 

⑦ 弁棒 

⑧ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 ヒータ 1安全弁構造図
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表 2.1-3 ヒータ 1安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁体 ステンレス鋼 

ノズルシート 炭素鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト・

ナット 
炭素鋼 

シール 
ベローズ ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品) 

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

スプリング ばね鋼 

 

 

表 2.1-4 ヒータ 1安全弁の使用条件 

最高使用圧力 2.98 MPa 

最高使用温度 235 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.3 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁は口径 25A，最高使用圧力

8.62 MPa，最高使用温度 302 ℃の安全弁で 1台設置されている。 

弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，ジョイントボルト・

ナット，ベローズ等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，スプリング）からなる。 

純水に接する弁箱はステンレス鋳鋼，弁体，ノズルシートにはステンレス鋼が使用

されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁主要部位の使用材料を表

2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁体 

③ ノズルシート 

④ ジョイントボルト・ナット

⑤ ベローズ 

⑥ ガスケット 

⑦ 弁棒 

⑧ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁構造図 

② 

⑦ 

⑤ 

① 

⑧ 

③ 

④ 

⑥ 



－ 5-12 － 

表 2.1-5 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁体 ステンレス鋼 

ノズルシート ステンレス鋼（ステライト肉盛）

ジョイントボルト 

・ナット 
ステンレス鋼 

シール 
ベローズ ステンレス鋼 

ガスケット (消耗品) 

作動機能の維持 作動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

スプリング ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-6 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.4 排ガス復水器安全弁 

(1) 構造 

東海第二の排ガス復水器安全弁は口径 40A，最高使用圧力 2.41 MPa，最高使用温度

538 ℃の安全弁で，2台設置されている。 

弁本体は，蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，ジョイントボルト・

ナット等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，スプリング）からなる。 

蒸気に接する弁箱はステンレス鋳鋼，弁体，ノズルシートにはステンレス鋼が使用

されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の排ガス復水器安全弁の構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の排ガス復水器安全弁主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁体 

③ ノズルシート 

④ ジョイントボルト・ナット

⑤ ガスケット 

⑥ 弁棒 

⑦ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 排ガス復水器安全弁構造図 
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表 2.1-7 排ガス復水器安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ノズルシート ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト・ 

ナット 
ステンレス鋼 

シール ガスケット (消耗品) 

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

スプリング ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-8 排ガス復水器安全弁の使用条件 

最高使用圧力 2.41 MPa 

最高使用温度 538 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.5 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

(1) 構造 

東海第二の計装用 N2 ガス逃し安全弁は口径 25A，最高使用圧力 1.38 MPa，最高使用

温度 66 ℃の逃し弁で，2台設置されている。 

弁本体は，ガスを内包する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，ジョイントボルト・

ナット等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，スプリング）からなる。 

ガスに接する弁箱はステンレス鋳鋼，弁体，ノズルシートにはステンレス鋼が使用

されている。 

 なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検

手入れが可能である。 

 東海第二の計装用 N2 ガス逃し安全弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の計装用 N2 ガス逃し安全弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を

表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁体 

③ ノズルシート 

④ ジョイントボルト・ナット

⑤ ガスケット 

⑥ 弁棒 

⑦ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-5 計装用 N2 ガス逃し安全弁構造図 

 

④

①

②

⑤

⑥ 

⑦ 

③ 



－ 5-18 － 

表 2.1-9 計装用 N2 ガス逃し安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ノズルシート ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト・ 

ナット 
ステンレス鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

スプリング ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-10 計装用 N2 ガス逃し安全弁の使用条件 

最高使用圧力 1.38 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 ガス 
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2.1.6 SLC ポンプ逃し弁 

(1) 構造 

東海第二のSLCポンプ逃し弁は口径25A，最高使用圧力9.66 MPa，最高使用温度66 ℃

の逃し弁で，2台設置されている。 

弁本体は，五ほう酸ナトリウム水を内包する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，

ジョイントボルト・ナット等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，スプリング）

からなる。 

五ほう酸ナトリウム水に接する弁箱はステンレス鋳鋼，弁体，ノズルシートにはス

テンレス鋼が使用されている。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の SLC ポンプ逃し弁の構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の SLC ポンプ逃し弁主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件を表 

2.1-12 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁体 

③ ノズルシート 

④ ジョイントボルト・ナット

⑤ ガスケット 

⑥ 弁棒 

⑦ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-6  SLC ポンプ逃し弁構造図 
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表 2.1-11  SLC ポンプ逃し弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ノズルシート ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト・ 

ナット 
ステンレス鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

スプリング ばね鋼 

 

 

表 2.1-12  SLC ポンプ逃し弁の使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.1.7 RHR 熱交換器管側安全弁 

(1) 構造 

東海第二の RHR 熱交換器管側安全弁は口径 40A，最高使用圧力 3.45 MPa，最高使用

温度 249 ℃の安全弁で，2台設置されている。 

弁本体は，海水を内包する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，ジョイントボルト・

ナット等），及び弁体を作動させる作動部（弁棒，スプリング）からなる。 

海水に接する弁箱は青銅鋳物，弁体，ノズルシートにはステンレス鋼が使用されて

いる。 

なお，当該弁は，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部の点検手

入れが可能である。 

東海第二の RHR 熱交換器管側安全弁の構造図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RHR 熱交換器管側安全弁主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使用条件

を表 2.1-14 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁体 

③ ノズルシート 

④ ジョイントボルト・ナット

⑤ ガスケット 

⑥ 弁棒 

⑦ スプリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-7 RHR 熱交換器管側安全弁構造図 
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表 2.1-13 RHR 熱交換器管側安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 青銅鋳物 

弁体 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ノズルシート ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト・

ナット 
炭素鋼 

シール ガスケット (消耗品) 

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

スプリング ばね鋼 

 

 

表 2.1-14 RHR 熱交換器管側安全弁の使用条件 

最高使用圧力 3.45 MPa 

最高使用温度 249 ℃ 

内部流体 海水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

安全弁の機能である流体吹き出し機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

安全弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要部位に展開した上で，個々

の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期間使用せず取替を前提としていることか

ら高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

  

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱の外面の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁，ヒータ 1

安全弁］ 

弁箱は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，外面は大気接触することから腐食が想定さ

れるが，弁箱外面の大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれ

ば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検において塗装状態を確認

し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，弁箱の外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱の内面の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁，ヒータ 1

安全弁，RHR 熱交換器管側安全弁］ 

弁箱は炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は青銅鋳物であり，弁箱内面は純水，蒸気又は海水

に接液することから腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な腐

食がないことを確認している。 

したがって，弁箱の内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

c. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系注入弁 F004

安全弁，ヒータ 1安全弁，RHR 熱交換器管側安全弁］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ノズルシートの腐食（全面腐食）［ヒータ 1安全弁］ 

ノズルシートは炭素鋼であり，内部流体が蒸気であることから，腐食が想定され

るが，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ノズルシートの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 弁体，ノズルシートの腐食（孔食・隙間腐食）［RHR 熱交換器管側安全弁］ 

弁体，ノズルシートについてはステンレス鋼であり，内部流体が海水であること

から，接液部に腐食（孔食・隙間腐食）が想定されるが，分解点検時に補修を行う

ことにより機能を維持している。 

したがって，弁体，ノズルシートの腐食（孔食・隙間腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱，ジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れ［残留熱除去系停止時冷

却入口ライン安全弁］ 

弁箱，ジョイントボルト・ナットはステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，大

気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発

生が想定されるが，原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期

的な目視点検及び付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清

掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

 また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱，ジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れは高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁棒の摩耗［高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁，残留熱除去系停止時冷却入

口ライン安全弁］ 

弁棒は弁の開閉に伴う弁ふた及び弁体との摺動により摩耗が想定されるが，安全

弁は系統の異常昇圧時の保護目的で設置されており，作動回数がほとんどないこと

から摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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h. ノズルシート，ジョイントボルト・ナットの粒界型応力腐食割れ［残留熱除去系

停止時冷却入口ライン安全弁］ 

ノズルシート及びジョイントボルト・ナットはステンレス鋼であり，粒界型応力

腐食割れの発生が想定されるが，実温度測定結果が 100℃未満であるため，粒界型

応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な欠陥は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ノズルシート，ジョイントボルト・ナットの粒界型応力腐食割れは

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. ベローズの疲労割れ［ヒータ 1 安全弁，残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全

弁］ 

ベローズは弁の開閉に伴う伸縮の繰り返しにより疲労割れが想定されるが，作動

頻度が少ないため，ベローズの疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な欠陥は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ベローズの疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

j. 弁箱（内面），弁体，ノズルシートの腐食（全面腐食）［SLC ポンプ逃し弁］ 

弁箱はステンレス鋳鋼，弁体，ノズルシートはステンレス鋼であり，内部流体が

五ほう酸ナトリウム水であるため腐食の発生が想定されるが，ステンレス鋼は五ほ

う酸ナトリウム水に対し耐食性を有していることから，腐食が発生する可能性は小

さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁箱（内面），弁体，ノズルシートの腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［共通］ 

安全弁のスプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定

されるが，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定

されており，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用

温度は低いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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表 2.2-1（1/7） 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期取
替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱（ノズルシー

ト一体型） 
 炭素鋼*1  △*2*3      

*1:ステライト肉盛 

*2:外面 

*3:内面 

*4:へたり 

 

弁体  ステンレス鋼*1        

スプリングシー

ト 
 ステンレス鋼*1        

ジョイントボル

ト・ナット 
 

低合金鋼・炭素

鋼 
 △      

シール ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

スプリング  インコネル       ▲*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

－
 
5
-
3
1
 
－
 

表 2.2-1（2/7） ヒータ 1安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期取
替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      *1:ステライト肉盛 

*2:外面 

*3:内面 

*4:へたり 

 

弁体 
 ステンレス

鋼 
       

ノズルシート  炭素鋼*1  △      

ジョイントボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

シール 
ベローズ  

ステンレス

鋼 
  △     

ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 
 ステンレス

鋼*1 
       

スプリング  ばね鋼       ▲*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

－
 
5
-
3
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－
 

表 2.2-1（3/7） 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期取
替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 
 ステンレス

鋳鋼 
   △*2    

*1:ステライト肉盛 

*2:貫粒型応力腐食

割れ 

*3:粒界型応力腐食

割れ 

*4:へたり 

弁体 
 ステンレス

鋼 
       

ノズルシート 
 ステンレス

鋼*1 
   △*3    

ジョイントボル

ト・ナット 
 

ステンレス

鋼 
   △*2*3    

シール 
ベローズ  

ステンレス

鋼 
  △     

ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 
 ステンレス

鋼 
△       

スプリング 
 ステンレス

鋼 
      ▲*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



 

－
 
5
-
3
3
 
－
 

表 2.2-1（4/7） 計装用 N2 ガス逃し安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 
 ステンレス

鋳鋼 
       

*1:ステライト肉盛 

*2:へたり 

弁体 
 ステンレス

鋼*1 
       

ノズルシート 
 ステンレス

鋼*1 
       

ジョイントボル

ト・ナット 
 

ステンレス

鋼 
       

シール ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 
 ステンレス

鋼*1 
       

スプリング 
 ステンレス

鋼 
      ▲*2 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

－
 
5
-
3
4
 
－
 

表 2.2-1（5/7） 排ガス復水器安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 
 ステンレス

鋳鋼 

   
  

  *1:ステライト肉盛 

*2:へたり 

弁体 
 ステンレス

鋼*1 

   
 

   

ノズルシート 
 ステンレス

鋼*1 

   
 

   

ジョイントボル

ト・ナット 
 

ステンレス

鋼 

   
 

   

シール ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 
 ステンレス

鋼*1 
 

      

スプリング 
 ステンレス

鋼 

      
▲*2 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

－
 
5
-
3
5
 
－
 

表 2.2-1（6/7） SLC ポンプ逃し弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 
 ステンレス

鋳鋼 

 
△*2 

 
 

   *1:ステライト肉盛 

*2:内面 

*3:へたり 
弁体 

 ステンレス

鋼*1 

 
△ 

 
 

   

ノズルシート 
 ステンレス

鋼*1 

 
△ 

 
 

   

ジョイントボル

ト・ナット 
 

ステンレス

鋼 

   
 

   

シール ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒 
 ステンレス

鋼*1 
 

      

スプリング  ばね鋼       ▲*3 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（7/7） RHR 熱交換器管側安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  青銅鋳物  △*2      *1:ステライト肉盛 

*2:内面 

*3:孔食・隙間腐食 

*4:へたり 

 

弁体  
ステンレス

鋼*1 
 △*3      

ノズルシート  
ステンレス

鋼*1 
 △*3      

ジョイントボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

シール ガスケット ◎ －        

作動機能の

維持 
作動力伝達 

弁棒  
ステンレス

鋼*1 
       

スプリング  ばね鋼       ▲*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 残留熱除去系 

② 高圧炉心スプレイ系 

③ 低圧炉心スプレイ系 

④ 原子炉隔離時冷却系 

⑤ 原子炉再循環系 

⑥ 原子炉冷却材浄化系 

⑦ 可燃性ガス濃度制御系 

⑧ 復水系 

⑨ 給水系 

⑩ 給水加熱器ベント系 

⑪ タービン補助蒸気系 

⑫ タービングランド蒸気系 

⑬ 空気抽出系 

⑭ 気体廃棄物処理系 

    

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

  高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱の外面の腐食（全面腐食）［弁箱が炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼の安全弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，外面は大気接触することか

ら腐食が想定されるが，弁箱外面の大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜

が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点検において塗装

状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，弁箱の外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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b. 弁箱の内面の腐食（全面腐食）［弁箱が炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼の安全弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，弁箱内面は純水又は蒸気に

接液することから腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な腐食が

ないことを確認している。 

したがって，弁箱の内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［ジョイントボルト・ナットが低合金

鋼又は炭素鋼の安全弁共通］ 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ノズルシートの腐食（全面腐食）［ノズルシートが炭素鋼の安全弁共通］ 

代表機器と同様，ノズルシートは炭素鋼であり，内部流体が蒸気であることから，

腐食が想定されるが，分解点検時に補修を行うことによりノズルシートの機能を維持

している。 

したがって，ノズルシートの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱，ジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れ［弁箱，ジョイントボルト・

ナットがステンレス鋳鋼又はステンレス鋼の純水系安全弁共通］ 

代表機器と同様，弁箱，ジョイントボルト・ナットはステンレス鋳鋼又はステンレ

ス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力

腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表箇所に

おける定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ機

器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

 また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止し

ている。 

したがって，弁箱，ジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. ノズルシート，ジョイントボルト・ナットの粒界型応力腐食割れ［ステンレス鋼で

高温環境に設置されている純水系安全弁共通］ 

代表機器と同様，ノズルシート，ジョイントボルト・ナットはステンレス鋼であり，

内部流体が 100 ℃以上の高温環境下では粒界型応力腐食割れが想定されるが，分解点

検時の目視点検において有意な欠陥がないことを確認している。 

したがって，ノズルシート，ジョイントボルト・ナットの粒界型応力腐食割れは高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁棒の摩耗［シートがステライト肉盛されていない安全弁共通］ 

代表機器と同様，弁棒は弁の開閉に伴う弁ふた及び弁体との摺動により摩耗が想定

されるが，安全弁は系統の異常昇圧時の保護目的で設置されており，作動回数がほと

んどないことから摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

h. ベローズの疲労割れ［ベローズ付の安全弁共通］ 

代表機器と同様，ベローズは弁の開閉に伴う伸縮の繰り返しにより疲労割れが想定

されるが，作動頻度が少ないため，ベローズの疲労割れの発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な欠陥は確認されておらず，今後も使用

環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ベローズの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

 (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［共通］ 

代表機器と同様，安全弁のスプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，

へたりが想定されるが，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になる

ように設定されており，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実

際の使用温度は低いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 



  

 

 

 

 

 

6. ボール弁 
 

 

［対象系統］ 

① 中性子計装系 

② 原子炉冷却材浄化系 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

  東海第二で使用している主要なボール弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

  これらのボール弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループ

より以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

 弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，ボール弁を表1-1に示すとおりグループ化する。 

 弁箱材料はステンレス鋼，内部流体はガス，純水に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

 表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) ガス系ステンレス鋼ボール弁（内部流体：ガス，弁箱材料：ステンレス鋼） 

  このグループには，中性子計装系及び原子炉冷却材浄化系が属するが，重要度の高い

移動式炉心内計装ボール弁を代表機器とする。 

 

(2) 純水系ステンレス鋼ボール弁（内部流体：純水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

  このグループには，原子炉冷却材浄化系のみが属するが，重要度は同等であるため，

運転状態の厳しい原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁を代表機器とする。 
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表 1-1 ボール弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 

選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 

口径 

(A) 
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用温

度（℃） 

ステンレス鋼

ガス 

中性子計装系 9*2 MS-1 一時 0.31 171 ◎ 

移動式炉心内計装ボール弁

／重要度 

原子炉冷却材浄化系*3 80 PS-2 連続 9.80 66  

純水 原子炉冷却材浄化系 50～150 PS-2 連続 9.80 66 ◎ 
原子炉冷却材浄化系 F/D 入

口弁／重要度，運転状態*4 

 *1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

 *2：単位は㎜とする 

*3：原子炉冷却材浄化系に供給される制御用圧縮空気 

*4：プロセス系統にあり使用環境が厳しい弁 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，１章で代表機器とした以下の 2台の弁について技術評価を実施する。 

① 移動式炉心内計装ボール弁 

② 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 移動式炉心内計装ボール弁 

(1) 構造 

  東海第二の移動式炉心内計装ボール弁は口径 9 ㎜，最高使用圧力 0.31 MPa，最高

使用温度 171 ℃の電動式ボール弁であり，5台設置されている。 

  弁本体はガス（空気）を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト，軸封

部），ガス（空気）を仕切る隔離部（弁体，シートリング）及び弁体に駆動力を伝達

する駆動力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

  ガス（空気）に接する弁箱，弁ふた，弁体はステンレス鋼が使用されており，軸封

部には流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

  なお，当該弁は駆動部を切離し，ジョイントボルトを取外すことにより，弁内部の

点検手入れが可能である。 

  東海第二の移動式炉心内計装ボール弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

  

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の移動式炉心内計装ボール弁主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ O リング 

⑦ 弁体 

⑧ シートリング 

⑨ 弁棒 

⑩ ヨーク 

 

図 2.1-1 移動式炉心内計装ボール弁構造図 

⑤ 

⑨ 

③ 

② 

⑩ 

⑥ 

① ⑦ ⑧ 

④ 
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表 2.1-1 移動式炉心内計装ボール弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの

維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋼 

弁ふた ステンレス鋼 

ジョイントボルト 低合金鋼 

シール 

ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

O リング （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体 ステンレス鋼 

シートリング （消耗品） 

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク ステンレス鋼 

 

表 2.1-2 移動式炉心内計装ボール弁の使用条件 

最高使用圧力 0.31 MPa 

最高使用温度 171 ℃ 

内部流体 ガス  



－ 6-6 － 

2.1.2 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁は口径 100A，最高使用圧力 9.80 MPa，

最高使用温度 66 ℃の電動式ボール弁であり，2台設置されている。 

  弁本体は純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸封

部），純水を仕切る隔離部（弁体，シートリング）及び弁体に駆動力を伝達する駆動

力伝達部（弁棒，ヨーク）からなる。 

  純水に接する弁箱はステンレス鋳鋼，弁ふた，弁体はステンレス鋼が使用されてお

り，軸封部には流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

  なお，当該弁は，駆動部を切離し，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，

弁内部の点検手入れが可能である。 

  東海第二の原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用

条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ グランドパッキン 

⑥ O リング 

⑦ 弁体 

⑧ シートリング 

⑨ 弁棒 

⑩ ヨーク 

 

図 2.1-2 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁構造図 

① 

⑤ 

⑨ 

⑦ ⑧ 

③ 
② 

⑩ 

④ ⑥ 
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表 2.1-3 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋼 

ジョイントボルト 低合金鋼 

・ナット 炭素鋼 

シール 

ガスケット （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） 

O リング （消耗品） 

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体 ステンレス鋼 

シートリング （消耗品） 

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼 

 

表 2.1-4 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁の使用条件 

最高使用圧力 9.80 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ボール弁の機能である流体仕切機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ボール弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在まで

の運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

  グランドパッキン，ガスケット，シートリング，O リングは消耗品であり，設計時

に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価

対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

  想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふた，ヨークの貫粒型応力腐食割れ［移動式炉心内計装ボール弁］ 

弁箱，弁ふた，ヨークはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化

物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋

内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測

定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施する

こととしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱，弁ふた，ヨークの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れ［原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁］ 

弁箱，弁ふたはステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含

まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，

原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的な目視点検及び付

着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査

を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［移動式炉心内計装ボール弁（ジ

ョイントボルトのみ），原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. ヨークの腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁］ 

ヨークは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されているこ

とから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時の目視点

検時において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより機能を維

持している。 

したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

e. 弁体の摩耗［共通］ 

  弁体はシートリングと接触しているため，弁体の回転によるシートリングとの摺

動により摩耗が想定されるが，シートリングの材質がポリエチレン又はテフロンで

あることに対して，弁体は硬いステンレス鋼であるため，これらの摺動による摩耗

が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの漏えい試験において異常は検知されておらず，今後も使用環境

が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

f. 弁棒の摩耗［共通］ 

  弁棒はグランドパッキンと接触しているため，弁棒の回転によるグランドパッキ

ンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフロン又は黒

鉛等に対して，弁棒は硬いステンレス鋼であるため，これらの摺動による摩耗が発

生する可能性は小さい。 

なお，これまでの作動試験において異常は検知されておらず，今後も使用環境が

変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

 (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1 (1/2) 移動式炉心内計装ボール弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋼    △*1    *1:貫粒型応力腐

食割れ 
弁ふた  ステンレス鋼    △*1    

ジョイントボルト  低合金鋼  △      

シール 

ガスケット ◎ －        

グランドパッキン ◎ －        

Oリング ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼 △       

シートリング ◎ －        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  ステンレス鋼    △*1    

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

－
 
6
-
1
3
 
－
 

表 2.2-1 (2/2) 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼    △*1    *1:貫粒型応力腐

食割れ 
弁ふた  ステンレス鋼    △*1    

ジョイントボル

ト・ナット 

 低合金鋼 

炭素鋼 
 △      

シール 

ガスケット ◎ －        

グランドパッキン ◎ －        

Oリング ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼 △       

シートリング ◎ －        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 原子炉冷却材浄化系 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふた，ヨークの貫粒型応力腐食割れ［原子炉冷却材浄化系］ 

代表機器と同様，弁箱，弁ふた，ヨークはステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，

大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割れの発

生が想定されるが，原子炉建屋内機器の塩分測定において，代表箇所における定期的

な目視点検及び付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及

び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止し

ている。 

したがって，弁箱，弁ふた，ヨークの貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系］ 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. ヨークの腐食（全面腐食）［原子炉冷却材浄化系］ 

代表機器と同様，ヨークは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が

施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点

検時の目視点検において塗装の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持することとしている。 

したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

d. 弁体の摩耗［原子炉冷却材浄化系］ 

  代表機器と同様，弁体はシートリングと接触しているため，弁体の回転によるシー

トリングとの摺動により摩耗が想定されるが，シートリングの材質がポリエチレン又

はテフロンであることに対して，弁体は硬いステンレス鋼であるため，これらの摺動

による摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの漏えい試験において異常は検知されておらず，今後も使用環境が

変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

e. 弁棒の摩耗［原子炉冷却材浄化系］ 

  代表機器と同様，弁棒はグランドパッキンと接触しているため，弁棒の回転による

グランドパッキンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテ

フロン又は黒鉛等に対して，弁棒は硬いステンレス鋼であるため，これらの摺動によ

る摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの作動試験において異常は検知されておらず，今後も使用環境が変

わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

代表機器と同様，日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 

 

 



 

 

 

 

 

7. 原子炉再循環ポンプ流量制御弁 
 

 

［対象弁］ 

① 原子炉再循環ポンプ流量制御弁 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉再循環ポンプ流量制御弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 
口径 

(A) 
重要度*1

使用条件 

機器名称 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度（℃） 

ステン 

レス鋳鋼 
純水 

原子炉 

再循環系 
600 PS-1 連続 11.38 302 

原子炉再循環ポ

ンプ流量制御弁*2

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：弁本体及び油圧供給装置を含む 
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2. 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

  東海第二の原子炉再循環ポンプ流量制御弁は，口径 600A，最高使用圧力 11.38 MPa，

最高使用温度 302 ℃の油圧作動ボール弁で，2台設置されている。 

  純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，弁軸封部），純

水の流量を制御するボールシャフト，ボールシャフトに駆動力を伝達させる駆動力伝達

部（軸受，リンク，ドライバーマウント，アクチュエータ）及び油圧供給装置からなる。 

  純水に接する弁箱，弁ふた，ボールシャフトはステンレス鋳鋼であり，軸封部には内

部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されている。 

  また，当該弁は，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，

弁内部の点検手入れが可能である。 

  東海第二の原子炉再循環ポンプ流量制御弁の構造図を図 2.1-1 に，油圧供給装置の系

統図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

  東海第二の原子炉再循環ポンプ流量制御弁及び油圧供給装置主要部位の使用材料を

表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁構造図 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥

⑦ 

⑨ 

② 

⑤ 

⑩ 

⑧

⑨：アクチュエーター詳細図 

① 

② 

⑥ 

③ 

⑦

⑧

⑨ 

④ 

② 

⑦ 

⑤ 

⑩

⑨：アクチュエーター詳細図 

No. 部位 
① 弁箱 
② 弁ふた（上部，下部） 
③ ジョイントボルト・ナット 
④ グランドパッキン 
⑤ ガスケット 
⑥ ボールシャフト（弁体／弁棒一

体型） 
⑦ 軸受（上部，下部） 
⑧ リンク 
⑨ ドライバーマウント 
⑩ アクチュエータ 
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No. 部位 

① 油圧ポンプ 

② フィルタ 

③ 配管 

④ 弁 

 

 

図 2.1-2 油圧供給装置系統図 

アクチュエータ

② 

④ ④

④ ④

② 

④

① 

カップ 
リング 

③
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表 2.1-1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁及び油圧供給装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた（上部，下部） ステンレス鋳鋼 

ジョイントボルト・

ナット 
低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

制御機能の

維持 
制御 

ボールシャフト（弁

体／弁棒一体型） 
ステンレス鋳鋼 

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

軸受（上部，下部） 合金鋼 

リンク 炭素鋼 

ドライバーマウント 炭素鋼 

アクチュエータ 炭素鋼 

油圧供給機

能の維持 
油圧供給 

油圧ポンプ 
ケーシング：炭素鋼鋳鋼 

主軸，ピストン：ステンレス鋼 

フィルタ ステンレス鋼，炭素鋼鋳鋼  

配管 ステンレス鋼，炭素鋼 

弁 炭素鋼鋳鋼 

 

表 2.1-2 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の使用条件 

最高使用圧力 11.38 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉再循環ポンプ流量制御弁の機能（流量調整，駆動油圧の供給）の達成に必要な

項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 制御機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

(4) 油圧供給機能の維持 

  

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉再循環ポンプ流量制御弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な

部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，

温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年

劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

 なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

  

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提

としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 弁箱の疲労割れ 

b. 弁箱の熱時効 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，ボールシャフト（弁体／弁棒一体型）の腐食（キャビテーション）［原子炉

再循環ポンプ流量制御弁］ 

弁内部でキャビテーションが発生すると，弁箱，ボールシャフトに腐食（キャビ

テーション）が生じる可能性があるが，分解点検時の目視点検において有意な腐食

（キャビテーション）が確認された場合は，必要に応じ補修又は取替を行うことに

より機能を維持している。 

したがって，弁箱，ボールシャフト（弁体／弁棒一体型）の腐食（キャビテーシ

ョン）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 軸受の摩耗［原子炉再循環ポンプ流量制御弁］ 

 運転中のボールシャフト振動等により，軸受が摩耗する可能性があるが，分解点

検時の目視点検及び寸法測定において，有意な摩耗が確認された場合は必要に応じ

取替を行うことにより機能を維持している。 

 当該弁は，2001 年度に絞り運転を長時間実施したことにより，軸受に摩耗が生じ

ボールシャフトが変形する不具合が発生したが，その後はボールシャフト並びに軸

受の取替を行うとともに，絞り運転を長時間実施しない運用に変更しており，同事

象が発生する可能性は小さい。 

 したがって，軸受の摩耗は高経年化対策上着目すべき劣化事象ではないと判断す

る。 

 

c. ピストンの摩耗［油圧供給装置：油圧ポンプ］ 

ピストンは往復運動を行うため，ポンプ固定部品との摺動により摩耗が想定され

るが，分解点検時の目視点検において，有意な摩耗が確認された場合は必要に応じ

取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ピストンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

d. カップリングの摩耗［油圧供給装置：油圧ポンプ］ 

カップリングは運転時に動力を伝達する部品であるため，長期使用において摩耗

が想定されるが，潤滑剤で潤滑されており摩耗の可能性は小さい。 

また，分解点検時の目視点検において，有意な摩耗が確認された場合は必要に応

じ取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，カップリングの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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e. 油圧ポンプケーシング（外面），油圧ポンプフランジボルト，フィルタベース（外

面），フィルタフランジボルト，フィルタケーシング（外面），配管埋込金物（外

面），配管レストレイント，弁（外面）の腐食（全面腐食）［油圧供給装置］ 

油圧ポンプケーシング，フィルタケーシング，弁は炭素鋼鋳鋼，油圧ポンプフラ

ンジボルト，フィルタベース，フィルタフランジボルト，配管埋込金物，レストレ

イントは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていること

から，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，分解点検時に目視点検

を行い必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，油圧ポンプケーシング（外面），油圧ポンプフランジボルト，フィ

ルタベース（外面），フィルタフランジボルト，フィルタケーシング（外面），配管

埋込金物（外面），配管レストレイント，弁（外面）の腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［原子炉再循環ポンプ流量制御弁］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であるため腐食が想定されるが，格納容器

内はプラント運転中窒素雰囲気であるため，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとはとは考え難

い。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 主軸の高サイクル疲労割れ［油圧供給装置：油圧ポンプ] 

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において高

サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において疲労割れが発生

しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性

は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な割れは確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとはとは考え難

い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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h. 小口径配管の高サイクル疲労割れ［油圧供給装置：配管］ 

機器運転時の振動により，高サイクル疲労割れが発生する可能性があるが，配管

サポートを油圧供給装置に直接設置することにより相対変位を低減しており，さら

に振動の状態は経年的に変化するものではない。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な割れは確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，小口径配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［油圧供給装置：配管］ 

埋込金物は炭素鋼であり腐食が想定されるが，コンクリート埋設部ではコンクリ

ートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが，コンクリート

が中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. スプリングのへたり［油圧供給装置：弁］ 

逃し弁のスプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定

されるが，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定

されており，又，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温

度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

c. 弁ふた，ボールシャフト（弁体／弁棒一体型）の熱時効［原子炉再循環ポンプ流

量制御弁］ 

弁ふた，ボールシャフトに使用しているステンレス鋳鋼は，オーステナイト相中

に一部フェライト相を含む 2相組織であり，使用環境温度は 250 ℃以上（最高使用

温度 302℃）であるため，熱時効による材料の靭性低下等の機械的特性が変化する

ことが想定されるが，き裂の原因となる経年劣化事象は想定されていないことから，

熱時効が問題となる可能性はない。 

したがって，弁ふた，ボールシャフト（弁体／弁棒一体型）の熱時効は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 



 

－
 
7
-
1
2
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表 2.2-1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼  △*1 ○  ○   
*1：キャビテーション 

*2：高サイクル疲労割れ（主軸） 

*3：高サイクル疲労割れ（配管） 

*4：逃し弁スプリングのへたり 

*5：ピストン，カップリング 

*6：ケーシング，フランジボルト 

*7：ベース，フランジボルト，ケー

シング 

*8：レストレイント，埋込金物（外

面） 

*9：埋込金物（コンクリート埋設部） 

弁ふた（上部・下部）  ステンレス鋳鋼     ▲   

ジョイントボルト・

ナット 
 低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ ―        

ガスケット ◎ ―        

制御機能の 

維持 
制御 

ボールシャフト（弁

体／弁棒一体型） 
 ステンレス鋳鋼  △*1   ▲   

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

軸受（上部・下部）  合金鋼 △       

リンク  炭素鋼        

ドライバーマウント  炭素鋼        

アクチュエータ  炭素鋼        

油圧供給 

機能の維持 

油圧 

供給 

油圧ポンプ  
ステンレス鋼， 

炭素鋼鋳鋼 △*5 △*6 △*2     

フィルタ  
ステンレス鋼， 

炭素鋼鋳鋼  △*7      

配管  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 

△*8 

▲*9 
△*3     

弁  炭素鋼鋳鋼  △     ▲＊4 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－ 7-13 － 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 弁箱の疲労割れ 

a. 事象の説明 

弁箱は，プラントの起動・停止時等に熱過渡を受けることになるため，疲労が蓄積

される可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

原子炉再循環ポンプ流量制御弁の高応力部位を対象とした応力算出及び評価を

実施した。評価対象部位を図 2.3.1 に示す。 

応力については，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S 

NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，「設計・建設規格」という）に基づき評

価を行った。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，より保

守的*に設定した過渡回数とした。  

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労について，日本機械学会「発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」に基づいて評価した。評価用過渡条件を表

2.3.1-1 に，評価結果を表 2.3.1-2 に示す。 

その結果，運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲労割れの

可能性は小さいと判断する。 

 

 

      

 

 

 

図 2.3.1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁疲労評価対象部位 

 
評価対象部位 
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表 2.3.1-1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の疲労評価用過渡条件 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数 

(2016 年 11 月時点) 
60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

起動（タービン起動） 65 110 

給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

給水加熱機能喪失（給水加熱器部分バイパス） 0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他のスクラム） 20 24 

停止 65 111 

ボルト取外し 26 49 

 

表 2.3.1-2 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図 

による評価 

発電用原子力設備規格 

環境疲労評価手法による評価 

（環境を考慮） 

現時点 

（2016年11月時点） 

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60年時点 

弁箱 0.0024 0.0033 0.0738 

 

② 現状保全 

弁箱内表面については，分解点検時の目視点検結果から異常は確認されていない。 

さらに，実過渡回数に基づく評価を実施し問題ないことを確認しており，今後も

高経年化技術評価に合わせて実施することとしている。 

 

③ 総合評価 

 健全性評価結果より弁箱の疲労割れが発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，弁箱の疲労割れについては，分解点検の目視検査により検知可能であるこ

とから，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

ただし，疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評価

する必要がある。 

 

c. 高経年化への対応 

弁箱の疲労割れについては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年

時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 
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(2) 弁箱の熱時効 

a. 事象の説明 

弁箱に使用しているステンレス鋳鋼は，オーステナイト相中に一部フェライト相を

含む 2 相組織であるため，高温での長期の使用に伴い，時間とともにフェライト相内

でより安定な組織形態へ移行しようとし，相分離が起こることにより，靭性の低下，

材料特性変化を起こす可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

熱時効による靭性低下への影響は，フェライト量が多いほど大きくなる。また，

使用条件としては，発生応力（荷重）が大きいほど健全性評価への影響は大きくな

る。 

ここで，原子炉再循環ポンプ流量制御弁と原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱を比

較すると，表 2.3-2 に示すとおり，原子炉再循環ポンプ流量制御弁の弁箱はフェラ

イト量が少なく，発生応力も小さい。 

より条件の厳しい原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱で不安定破壊を起こさない

ことが「１．仕切弁の技術評価」で確認されていることから，原子炉再循環ポンプ

流量制御弁についても熱時効による不安定破壊は起こらないと判断する。 

 

評価部位 フェライト量 発生応力 

原子炉再循環ポンプ 

流量制御弁の弁箱 
約 23.1 % 140.1 MPa 

原子炉再循環ポンプ 

入口弁の弁箱 
約 24.3 % 146.7 MPa 

 

② 現状保全 

弁箱については，製造時に，放射線透過検査及び浸透探傷検査を実施しており，

き裂のないことを確認している。 

現状保全としては，分解点検時の弁の内表面の目視点検により，異常のないこと

を確認している。 

また，供用期間中検査として定期的に弁箱と配管の溶接部の超音波探傷検査及び

弁の内表面の目視点検を実施し，判定基準を満足していることを確認している。 

  

③ 総合評価 

運転開始後 60 年時点を想定した原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱の健全性評価

結果から判断して，原子炉再循環ポンプ流量制御弁の弁箱は不安定破壊することは

なく，延長しようとする期間において熱時効が構造健全性で問題となる可能性はな

い。 

また，現状保全において，目視点検，超音波探傷検査を実施し，異常の無いこと

を確認している。 

表 2.3-2 熱時効の評価条件の比較 
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c. 高経年化への対応 

弁箱の熱時効については，現状保全の内容に追加すべき項目はなく，今後も現状保

全を継続していく。 



 

 

 

 

 

8. 主蒸気隔離弁 
 

 

［対象弁］ 

 ① 主蒸気隔離弁 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している主蒸気隔離弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 主蒸気隔離弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 
口径 

(A) 
重要度*1

使用条件 

機器名称 弁箱 

材料 

内部

流体 

運転

状態

最高使用

圧力 

（MPa）

最高使用 

温度 

（℃） 

炭素鋼 蒸気 原子炉系 650 
MS-1 

/PS-1 
連続 8.62 302 

主蒸気隔離弁

第 1弁*2 

主蒸気隔離弁

第 2弁*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：弁本体及び駆動部を含む 
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2. 主蒸気隔離弁の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気隔離弁は空気作動式止め弁で，格納容器の内・外側に合計 8台設置

されている。 

 

a. 弁本体 

蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸封部），蒸

気を仕切る隔離部（弁体，弁座，パイロットシート）及び弁体に駆動力を伝達する駆

動力伝達部（ヨークロッド，弁棒（パイロットディスク一体型））からなる。 

蒸気に接する弁箱，弁座は炭素鋼鋳鋼，弁ふたは炭素鋼であり，軸封部には内部流

体の漏れを防止するためのグランドパッキンが使用されている。 

弁本体については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外すことに

より，弁内部の点検手入れが可能である。 

 

b. 駆動部 

主蒸気隔離弁は空気又は窒素作動式弁であるため弁棒（パイロットディスク一体

型）を動かす駆動部としてシリンダを有し，シリンダを駆動するための作動空気又は

作動窒素切替用の制御用電磁弁と，弁体の位置を検出するためのリミットスイッチが

ある。 

弁駆動部については，空気・油圧シリンダ用ボルト・ナットを取外すことにより，

点検手入れが可能である。 

なお，東海第二の主蒸気隔離弁駆動部については，第 18 回定期検査時（2001 年度）

に 4 台，第 19 回定期検査時（2002 年度）に 2 台，第 21 回定期検査時（2005 年度）

に 2台の取替を行い，全数国産化を実施している。 

 東海第二の主蒸気隔離弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 
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図 2.1-1 主蒸気隔離弁構造図 

② 

⑥ 

① 

③ 

⑧ 

④ 

⑬ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑭ 

⑤ 
⑨ 

⑦ 

弁 

本 

体 

No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ パイロットシート 

⑨ 弁棒（パイロットディスク一体型）

⑩ ガイドリブ 

 

駆 

動 

部 

No. 部位 

⑪ 空気シリンダ 

⑫ 油圧シリンダ 

⑬ ヨークロッド 

⑭ スプリング 

⑮ 制御用電磁弁 

⑯ 空気配管，フランジ 

⑰ リミットスイッチ 

電磁弁取付図 

⑯

⑮

⑰ 

リミットスイッチ取付図 

  第 2 弁     第 1 弁 
（格納容器外側）（格納容器内側） 
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表 2.1-1 主蒸気隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼 

ジョイントボルト・ナット 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁座 炭素鋼鋳鋼（ステライト肉盛） 

パイロットシート 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能の

維持 

駆動力伝

達駆動装

置 

弁棒（パイロットディスク一

体型） 
ステンレス鋼 

ガイドリブ 炭素鋼鋳鋼 

空気シリンダ 炭素鋼 

油圧シリンダ 炭素鋼 

ヨークロッド 低合金鋼 

スプリング バネ鋼 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

空気配管，フランジ ステンレス鋼 

リミットスイッチ （定期取替品） 

 

表 2.1-2 主蒸気隔離弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

主蒸気隔離弁の機能である流体仕切機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

主蒸気隔離弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，ガスケットは消耗品，制御用電磁弁，リミットスイッチは定期

取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，高経年化対策

を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

  

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 弁箱の疲労割れ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1)想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食） 

 弁箱は炭素鋼鋳鋼，弁ふたは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗

装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，

分解点検時の目視点検において，必要に応じ補修塗装することにより機能を維持し

ている。 

 したがって，弁箱，弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱（内面），弁ふた（内面），弁座の腐食（流れ加速型腐食） 

 弁箱，弁座は炭素鋼鋳鋼，弁ふたは炭素鋼であり，内部流体が蒸気であることか

ら，腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意

な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認しており，必要に応じて補修又は取替

を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁座の腐食（流れ加速型腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ガイドリブの摩耗 

弁全開時，流路に突出した弁体先端に流体が衝突することにより弁体先端に振動

が発生し，弁体先端とガイドリブが衝突を繰り返すことで，ガイドリブに摩耗が発

生する可能性があるが，分解点検時の目視点検においてガイドリブに有意な摩耗が

ないことを確認しており，必要に応じて補修することにより機能を維持している。 

過去，中部電力浜岡３号機において，本事象による主蒸気隔離弁 10%閉試験時の

時間遅れのトラブルが発生しているが，東海第二において同様なトラブルはこれま

で発生していない。 

したがって，ガイドリブの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

d. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食） 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり，腐食が想定されるが，分解点検時

に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 弁棒（パイロットディスク一体型）の粒界型応力腐食割れ 

弁棒（パイロットディスク一体型）はステンレス鋼であり，100 ℃以上の蒸気に

接する部位では，粒界型応力腐食割れの発生する可能性があるが，分解点検時の目

視点検において有意な欠陥がないことを確認している。 

したがって，弁棒（パイロットディスク一体型）の粒界型応力腐食割れは高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. ヨークロッドの腐食（全面腐食） 

 ヨークロッドは低合金鋼であり，腐食が想定されるが，表面は塗装が施されてい

ることから，塗膜が健全であれば腐食の可能性は小さく，分解点検時の目視点検に

おいて塗装の状態を確認し，必要に応じ補修塗装することにより，機能を維持して

いる。 

したがって，ヨークロッドの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁棒（パイロットディスク一体型），ヨークロッドの摩耗 

弁棒（パイロットディスク一体型）はグランドパッキンと接触しているため，弁

の開閉に伴うグランドパッキンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッ

キンの材質が黒鉛に対して，弁棒（パイロットディスク一体型）はステンレス鋼で

あるため，これらの摺動による摩耗が発生する可能性は小さい。 

ヨークロッドはブッシュと接触しているため，弁の開閉に伴うブッシュとの摺動

により摩耗が想定されるが，ブッシュの材質が黄銅に対して，ヨークロッドは低合

金鋼であるため，これらの摺動による摩耗が発生する可能性は小さい。 

 なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒（パイロットディスク一体型），ヨークロッドの摩耗は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 弁棒（パイロットディスク一体型）の高サイクル疲労割れ 

 弁棒（パイロットディスク一体型）のバックシート部は角部を滑らかにし，設計

上応力集中がかからないような構造としており発生応力を下げている，さらに，バ

ックシートが効く位置の手前でリミットスイッチが切れ，動作が止まるように設定

されているため，弁棒（パイロットディスク一体型）及びバックシート部への過負

荷は加わらないことから，高サイクル疲労割れの発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な割れは認められて

おらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，弁棒（パイロットディスク一体型）の高サイクル疲労割れは高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 空気シリンダの摩耗 

 空気シリンダは炭素鋼でありシリンダとピストン部に摩耗が想定されるが，ゴム

製のシールリングと金属部が摺動する構造としており，金属同士の接触はないこと

から，これらの摺動による摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，空気シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

j. 油圧シリンダの摩耗 

 油圧シリンダは炭素鋼でありシリンダとピストン部に摩耗が想定されるが，シリ

ンダ内はシリコンオイルを封入することにより潤滑性が維持されることから，これ

らの摺動による摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，油圧シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

k. 弁体，パイロットシートの腐食（流れ加速型腐食） 

弁体，パイロットシートは低合金鋼であり，腐食（流れ加速型腐食）が想定され

るが，低合金鋼は耐食性に優れていることから，腐食（流れ加速型腐食）が発生す

る可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）は確認され

ておらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，弁体，パイロットシートの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり 

 スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されてお

り，さらに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は

低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 



 

－
 
8-
10
－
 

表 2.2-1 主蒸気隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品･

定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3 ○     *1:シートはステラ

イト肉盛 

*2:流れ加速型腐食 

*3:外面 

*4:粒界型応力腐食 

割れ 

*5:へたり 

 

弁ふた  炭素鋼  △*2*3      

ジョイントボルト・

ナット 
 低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ ―        

ガスケット ◎ ―        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  低合金鋼*1  △*2      

弁座  炭素鋼鋳鋼*1  △*2      

パイロットシート  低合金鋼*1  △*2      

作動機能の

維持 

駆動力伝達 

駆動装置 

弁棒（パイロットデ

ィスク一体型） 
 ステンレス鋼 △  △ △*4    

ガイドリブ  炭素鋼鋳鋼 △       

空気シリンダ  炭素鋼 △       

油圧シリンダ  炭素鋼 △       

ヨークロッド  低合金鋼 △ △      

スプリング  バネ鋼       ▲*5 

制御用電磁弁 ◎ ―        

空気配管，フランジ  ステンレス鋼        

リミットスイッチ ◎ ―        

〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 弁箱の疲労割れ 

 

a. 事象の説明 

主蒸気隔離弁は，プラントの起動・停止時等の熱過渡による疲労が蓄積される可能

性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

主蒸気隔離弁の高応力部位を対象とした応力算出及び評価を実施した。評価対象

部位を図 2.3.1 に示す。 

応力については，日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S 

NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，「設計・建設規格」という）に基づき

評価した。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月時点までの

運転実績に基づき推定した以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，より保

守的*に設定した過渡回数とした。評価用過渡条件を表 2.3.1-1 に，評価結果を表

2.3.1-2 に示す。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2020 年 8 月末まで冷温停止状態，2020 年 9

月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍を想定した。 

その結果，運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲労割れの

可能性は小さいと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3.1 主蒸気隔離弁の疲労評価対象部位 

評価対象部位 
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表 2.3.1-1 主蒸気隔離弁の疲労評価用過渡条件 

運転条件 
運転実績に基づく過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 
60 年目推定 

耐圧試験 72 132 

起動（昇温） 65 110 

スクラム（タービントリップ） 16 22 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他スクラム） 20 24 

停止 65 111 

 

表 2.3.1-2 主蒸気隔離弁の疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労累積係数（許容値：1以下） 

設計・建設規格の疲労線図による評価 

現時点 
（2016 年 11 月時点） 

運転開始後 

60 年時点 

弁箱 0.1362 0.2278 

 

② 現状保全 

弁箱の疲労割れに対しては，分解点検時に目視点検にて弁箱内面の有意な欠陥の

有無を確認するとともに，主蒸気隔離弁漏えい率検査を実施し健全性を確認してい

る。さらに，実過渡回数に基づく評価を実施し問題ないことを確認しており，今後

も高経年化技術評価に合わせて実施することとしている。 

 

③ 総合評価 

 健全性評価結果より弁箱の疲労割れが発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，弁箱の疲労割れについては，分解点検の目視検査により検知可能であるこ

とから，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

ただし，疲労評価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握し評価

する必要がある。 

 

c. 高経年化への対応 

弁箱の疲労割れについては，継続的に実過渡回数の確認を行い，運転開始後 60 年

時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 

 



 

 

 

 

 

9. 主蒸気逃がし安全弁 
 

 

［対象弁］ 

①  主蒸気逃がし安全弁 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している主蒸気逃がし安全弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 主蒸気逃がし安全弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 
口径

(A) 
重要度*1

使用条件 

機器名称 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使

用圧力

(MPa)

最高使

用温度

（℃）

炭素鋼

鋳鋼 
蒸気 原子炉系 150 

MS-1/ 

PS-1 

重*2 

一時 8.62 302 
主蒸気逃がし安全

弁*3 

*1:当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2:重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器および構造物であること

を示す 

*3:弁本体及び駆動部を含む 
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2. 主蒸気逃がし安全弁の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気逃がし安全弁は平衡型バネ式安全弁で，格納容器内に合計 18 台設

置されている。 

 

a. 弁本体 

蒸気を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁体，ノズルシート，ジョ

イントボルト・ナット），及び弁体を作動させる作動部（スプリング，弁棒）から

なる。 

蒸気に接する弁箱は炭素鋼鋳鋼，弁体，ノズルシートは炭素鋼で製作されており，

軸封部には内部流体の漏れを防止するためベローズ及びガスケットが使用されて

いる。 

なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外

すことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

 

b. 駆動部 

主蒸気逃がし安全弁はシリンダによって発生する力を，リンク機構を介して弁棒

に伝える駆動部を有し，必要時にシリンダへ駆動用の窒素を供給するための制御用

電磁弁がある。 

なお，駆動部については，弁本体との連結部のボルト類及びシリンダのボルト・

ナットを取外すことにより，点検手入れが可能である。 

東海第二の主蒸気逃がし安全弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気逃がし安全弁主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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弁
本
体 

No. 部位  

駆
動
部 

No. 部位 

① 弁箱  ⑨ シリンダ 

② 弁体  ⑩ 制御用電磁弁 

③ ノズルシート 

 

⑪ カップリング 

④ ジョイントボルト・ナット ⑫ レバー 

⑤ ベローズ ⑬ O リング 

⑥ ガスケット 

⑦ 弁棒 

⑧ スプリング 

 

 

図 2.1-1 主蒸気逃がし安全弁構造図 

⑪ 

⑫

⑬ 

⑩ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
⑨ 

② 
③

①

④
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表 2.1-1 主蒸気逃がし安全弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁体 炭素鋼（ステライト肉盛） 

ノズルシート 炭素鋼（ステライト肉盛） 

ジョイントボルト・

ナット 
低合金鋼 

シール 
ベローズ 高ニッケル合金 

ガスケット （消耗品） 

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼（ステライト肉盛） 

スプリング バネ鋼 

シリンダ 炭素鋼（内面硬質クロムメッキ） 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

カップリング ステンレス鋼 

レバー 炭素鋼鋳鋼 

O リング （消耗品） 

 

 

 

表 2.1-2 主蒸気逃がし安全弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

主蒸気逃がし安全弁の機能である流体吹出し機能の達成に必要な項目は以下のとお

り。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

主蒸気逃がし安全弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開

した上で，個々の部品の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及

び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり，想定される経年劣化事象を

抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケット，O リングは消耗品，制御用電磁弁は定期取替品であり，設計時に長期

使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外

とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

  この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱（内面），弁体，ノズルシートの腐食（流れ加速型腐食） 

弁箱は炭素鋼鋳鋼，弁体，ノズルシートは炭素鋼であり，内部流体が蒸気である

ことから腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時の目視点検において

有意な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認しており，必要に応じて補修又は

取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，弁箱（内面），弁体，ノズルシートの腐食（流れ加速型腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱(外面)，シリンダ（外面），レバーの腐食（全面腐食） 

弁箱，レバーは炭素鋼鋳鋼，シリンダは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，プ

ラント運転時は外面が窒素雰囲気であることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

さらに，外面は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生す

る可能性は小さく，分解点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装すること

により機能を維持している。 

したがって，弁箱(外面)，シリンダ（外面），レバーの腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食） 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼であり腐食が想定されるが，プラント運転

時は外面が窒素雰囲気であることから，腐食の発生する可能性は小さく，分解点検

時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ベローズの疲労割れ 

ベローズは弁の開閉に伴う伸縮の繰り返しにより疲労割れが想定されるが，作動

頻度が少ないことから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検及び浸透探傷試験において有意な割れは認められて

おらず，今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，ベローズの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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e. 弁棒，レバー，カップリングの摩耗 

弁棒，レバー，カップリングは開閉に伴う摺動により摩耗が想定されるが，主蒸

気逃がし安全弁は系統の異常昇圧時の保護目的で設置されており，作動頻度が少な

いことから，有意な摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒，レバー，カップリングの摩耗は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. シリンダの摩耗 

シリンダは炭素鋼で表面に硬質クロムメッキを施したシリンダと，同様に摺動部

に硬質クロムメッキを施したピストンからなるが，金属同士の接触は無く，ゴム製

の Oリングと金属部が摺動する構成であるため，シリンダ内面金属部の摩耗発生の

可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定されており，

さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも，実際の使用温度は低い

ことから，へたり進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 



 

－
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表 2.2-1 主蒸気逃がし安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期取

替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*3*4      
*1:ステライト肉盛 

*2:内面硬質クロムメッキ 

*3:流れ加速型腐食（弁箱

は内面） 

*4:外面 

*5:へたり 

 

弁体  炭素鋼*1  △*3      

ノズルシート  炭素鋼*1  △*3      

ジョイントボルト・

ナット 
 低合金鋼  △      

シール 
ベローズ  高ニッケル合金   △     

ガスケット ◎ ―        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼*1 △       

スプリング  バネ鋼       ▲*5 

シリンダ  炭素鋼*2 △ △*4      

制御用電磁弁 ◎ ―        

レバー  炭素鋼鋳鋼 △ △      

カップリング  ステンレス鋼 △       

O リング ◎ ―        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

 

 

 

10. 爆破弁 
 

 

[対象系統] 

① ほう酸水注入系 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している爆破弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 爆破弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 
口径

(A) 
重要度*1

使用条件 

機器名称 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使用

圧力（MPa)

最高使用 

温度（℃） 

ステン

レス鋼 

五ほう酸

ナトリウ

ム水 

ほう酸水 

注入系 
40 

MS-1 

重*2 
一時 9.66 302 

ほう酸水注入

系爆破弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを

示す 
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2. 爆破弁の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二のほう酸水注入系爆破弁は 2台設置されている。 

ほう酸水注入系爆破弁は，五ほう酸ナトリウム水を内包する耐圧部（弁箱，ジョイン

トボルト・ナット），五ほう酸ナトリウム水を仕切る隔離部（弁体）及び弁体を作動さ

せる作動部（トリガーアッセンブリー）からなる。 

五ほう酸ナトリウム水に接する弁箱，弁体はステンレス鋼で製作されている。 

弁の作動は，トリガーアッセンブリー内に装備した火薬を，電気信号で爆発すること

により移動したピストンで，弁体の先端を弾き飛ばすことにより，流路を形成させる。 

当該弁は，トリガーアッセンブリー及びジョイントボルト・ナットを取外すことによ

り，弁内部部品の取替が可能であり，毎定期検査時，実作動が確認された同一ロット品

との取替を実施している。 

東海第二のほう酸水注入系爆破弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のほう酸水注入系爆破弁の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② ジョイントボルト・ナット 

③ 弁体 

④ トリガーアッセンブリー 

 

図 2.1-1 ほう酸水注入系爆破弁構造図 

① 

④ 

③ 

② 
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表 2.1-1 ほう酸水注入系爆破弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
弁箱 ステンレス鋼 

ジョイントボルト・ナット 低合金鋼・炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 弁体 （定期取替品） 

作動機能の維持 駆動力伝達 トリガーアッセンブリー （定期取替品） 

 

表 2.1-2 ほう酸水注入系爆破弁の使用条件 

最高使用圧力 9.66 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 五ほう酸ナトリウム水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

爆破弁の機能である流体仕切機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

爆破弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在まで

の運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

トリガーアッセンブリー，弁体は定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を

前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

  この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食） 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことによりジョイントボルト・ナットの機能を維持

している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱の貫粒型応力腐食割れ 

弁箱はステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，

外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋内機器の塩分測定

において代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施し，その結

果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，弁箱の貫粒型応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱（内面）の腐食（全面腐食） 

弁箱はステンレス鋼であり，内部流体は五ほう酸ナトリウム水であることから腐

食が想定されるが，ステンレス鋼は五ほう酸ナトリウム水に対し耐食性を有してい

ることから腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後も使

用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁箱（内面）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1 ほう酸水注入系爆破弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期取

替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

弁箱  
ステンレ

ス鋼 
 △*2  △*1    

*1:貫粒型応力

腐食割れ 

*2:内面 
ジョイントボルト・ナット  

低合金鋼 

炭素鋼 
 △      

隔離機能の

維持 
隔離 弁体 ◎ ―        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 トリガーアッセンブリー ◎ ―        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 

 



 

 

 

 

 

11. 破壊板 
 

 

［対象系統］ 

① 原子炉隔離時冷却系 

② 気体廃棄物処理系 

③ 重大事故等対処設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な破壊板（以下，「ラプチャーディスク」という）の主な仕

様を表 1-1 に示す。 

これらのラプチャーディスクをディスク材料及び内部流体の観点からグループ化し，そ

れぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

ディスク材料及び内部流体を分類基準とし，ラプチャーディスクを表 1-1 に示すとお

りグループ化する。 

ディスク材料はステンレス鋼，内部流体は蒸気及びガスに分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，設定圧力及び

口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 蒸気系ラプチャーディスク（内部流体：蒸気，ディスク材料：ステンレス鋼） 

このグループには，原子炉隔離時冷却系及び気体廃棄物処理系が属するが，重要度

の観点から，SJAE ラプチャーディスクを代表機器とする。 

 

(2) ガス系ラプチャーディスク（内部流体：ガス，ディスク材料：ステンレス鋼） 

このグループには，重大事故等対処設備の格納容器圧力逃がし装置圧力開放板のみ

であるため，これを代表機器とする。 
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表 1-1 ラプチャーディスクのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 

選定理由 口径 

(A) 
重要度*1

使用条件 

材料 
内部 

流体 

運転 

状態 

設定圧力

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

ステン

レス鋼 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 350 高*2 一時 1.04 135  
SJAE ラプチャーディ

スク／重要度 

気体廃棄物処理系 300 PS-2 連続 2.41 205 ◎  

ガス 重大事故等対処設備*4 600 重*3 一時 0.08 200 ◎ 
格納容器圧力逃がし

装置圧力開放板 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1 章で代表機器とした以下の 2 台のラプチャーディスクについて技術評価を実

施する。 

① SJAE ラプチャーディスク 

② 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 SJAE ラプチャーディスク 

(1) 構造 

東海第二の SJAE ラプチャーディスクは，口径 300A，設定圧力 2.41 MPa，最高使用

温度 205 ℃のラプチャーディスクであり，1台設置されている。 

ラプチャーディスク本体は，蒸気を内包する耐圧部（ベース，ホールドダウン，ジ

ョイントボルト・ナット），蒸気を仕切る隔離部（ディスク）からなる。 

蒸気に接するベース及びディスクにはステンレス鋼が使用されている。 

なお，当該ラプチャーディスクは，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，

内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の SJAE ラプチャーディスクの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の SJAE ラプチャーディスク主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① ベース 

② ホールドダウン 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ ディスク 

 

 

図 2.1-1 SJAE ラプチャーディスク構造図

③ 

① 

② 

⑤ 

④ 
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表 2.1-1 SJAE ラプチャーディスク主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

ベース ステンレス鋼 

ホールドダウン ステンレス鋼 

ジョイントボルト・ 

ナット 
低合金鋼・炭素鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 ディスク ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-2 SJAE ラプチャーディスクの使用条件 

設定圧力 2.41 MPa 

最高使用温度 205 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.2 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板 

(1) 構造 

東海第二の格納容器圧力逃がし装置圧力開放板は，口径 600A，設定圧力 0.08 MPa，

最高使用温度 200 ℃のラプチャーディスクで 1台設置されている。 

ラプチャーディスク本体は，ガス（窒素／空気）を内包する耐圧部（ベース，ホー

ルドダウン，ジョイントボルト・ナット），ガスを仕切る隔離部（ディスク）からな

る。 

ガスに接するベース及びディスクはステンレス鋼が使用されている。 

なお，当該ラプチャーディスクについては，ジョイントボルト・ナットを取外すこ

とにより，内部の点検手入れが可能である。 

東海第二の格納容器圧力逃がし装置圧力開放板の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器圧力逃がし装置圧力開放板主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，

使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① ベース 

② ホールドダウン 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ ガスケット 

⑤ ディスク 

 

図 2.1-2 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板構造図 

⑤ 
③ 

① 

② 

④ 
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表 2.1-3 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持
耐圧 

ベース ステンレス鋼 

ホールドダウン ステンレス鋼 

ジョイントボルト・ 

ナット 
低合金鋼・炭素鋼 

シール ガスケット （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 ディスク ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板の使用条件 

設定圧力 0.08 MPa  

最高使用温度 200 ℃ 

内部流体 ガス 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機能達成に必要な項目 

ラプチャーディスクの機能である圧力抑制機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ラプチャーディスクについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽

出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分

解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

格納容器圧力逃がし装置圧力開放板については，新たに設置される機器であるこ

とから，上記同様，今後の分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持

することとしている。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1（1/2） SJAE ラプチャーディスクに想定される経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐 

食割れ 
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

ベース  ステンレス鋼        
 

ホールドダウン  ステンレス鋼        

ジョイントボル

ト・ナット 
 低合金鋼・炭素鋼  △      

シール ガスケット ◎ ―        

隔離機能の

維持 
隔離 ディスク  ステンレス鋼        
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表 2.2-1（2/2） 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板に想定される経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐 

食割れ 
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

ベース  ステンレス鋼        
 

ホールドダウン  ステンレス鋼        

ジョイントボル

ト・ナット 
 低合金鋼・炭素鋼  △      

シール ガスケット ◎ ―        

隔離機能の

維持 
隔離 ディスク  ステンレス鋼        
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象系統］ 

① 原子炉隔離時冷却系 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ベース，ホールドダウンの腐食（全面腐食） 

ベース，ホールドダウンは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が

施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点

検時に必要に応じて補修塗装を実施することにより機能を維持している。 

したがって，ベース，ホールドダウンの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食） 

代表機器と同様，ジョイントボルト・ナットは低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 

 



  

 

 

 

 

12. 制御弁 
 

 

[対象系統] 

① 原子炉隔離時冷却系 

② 原子炉冷却材浄化系 

③ 不活性ガス系 

④ タービングランド蒸気系 

⑤ 復水系 

⑥ 給水系 

⑦ 給水加熱器ドレン系 

⑧ 復水移送系 

⑨ 中央制御室換気系 

⑩ バッテリー室換気系 

⑪ 制御用圧縮空気系 

⑫ 所内蒸気系 

⑬ 気体廃棄物処理系 

⑭ 重大事故等対処設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な制御弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの制御弁を弁箱材料及び内部流体の観点からグループ化し，それぞれのグループよ

り以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

弁箱材料及び内部流体を分類基準とし，制御弁を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

弁箱材料は炭素鋼，ステンレス鋼，低合金鋼に分類され，内部流体は純水，蒸気，ガス

に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力及

び口径の観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 純水系炭素鋼制御弁（内部流体：純水，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，原子炉冷却材浄化系，復水系，給水系及び中央制御室換気系が属

するが，重要度が高い中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁を代表機器とする。 

 

(2) 蒸気系炭素鋼制御弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：炭素鋼） 

このグループには，不活性ガス系，タービングランド蒸気系，復水移送系，バッテリ

ー室換気系及び気体廃棄物処理系が属するが，重要度が同等であるため，運転状態が厳

しく，最高使用温度が高いタービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁

を代表機器とする。 

 

(3) 純水系ステンレス鋼制御弁（内部流体：純水，弁箱材料：ステンレス鋼） 

このグループは，原子炉冷却材浄化系のみであり，原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量

調整弁を代表機器とする。 

 

(4) ガス系ステンレス鋼制御弁（内部流体：ガス，弁箱材料:ステンレス鋼） 

このグループには，制御用圧縮空気系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が

高い制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁を代表機器とする。 

 

(5) 純水系低合金鋼制御弁（内部流体：純水，弁箱材料：低合金鋼） 

 このグループには，原子炉隔離時冷却系，給水系及び給水加熱器ドレン系が属するが，

重要度が高い原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁を代表機器とする。 

 

(6) 蒸気系低合金鋼制御弁（内部流体：蒸気，弁箱材料：低合金鋼） 

 このグループは，所内蒸気系のみであり，所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁を代表機

器とする。



 

 

－
 
1
2
-
2
 
－
 

表 1-1 制御弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 

選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

炭素鋼 

純水 

原子炉冷却材浄化系 150 PS-2 連続 9.80 66  中央制御室換気系AH2-9出口温度制御弁

／重要度 
復水系 100 高*2 連続 0.35 205  

給水系 25〜300 高*2 連続 6.14〜15.51 66〜233  

中央制御室換気系 80 MS-1 連続 0.54 66 ◎ 

蒸気 

不活性ガス系 40 高*2 一時 0.96 164  タービングランド蒸気系グランド蒸気

蒸発器加熱蒸気減圧弁／重要度，運転状

態，最高使用温度 
タービングランド蒸気系 100〜200 高*2 連続 0.96〜8.62 183〜302 ◎ 

復水移送系 65 高*2 一時 0.96 183  

バッテリー室換気系 20 高*2 連続 0.96 183  

気体廃棄物処理系 25 高*2 連続 0.96 183  

ステン 

レス鋼 

純水 原子炉冷却材浄化系 80 PS-2 連続 9.80 66 ◎ 原子炉冷却材浄化系F/D出口流量調整弁 

ガス 
制御用圧縮空気系 25 高*2，重*3 一時 14.7 66 ◎ 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給

ライン圧力調整弁／重要度 重大事故等対処設備*4 20〜25 重*3 一時 1.80〜25 40〜66  

低合金 

鋼 

純水 

原子炉隔離時冷却系 25 MS-1 一時 10.35 77 ◎ 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷

却水圧力調整弁／重要度 
給水系 150 高*2 連続 15.51 233  

給水加熱器ドレン系 80〜400 高*2 連続 0.35〜2.97 149〜235  

蒸気 所内蒸気系 80 高*2 連続 8.62 302 ◎ 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3 の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の 6台の弁について技術評価を実施する。 

① 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁 

② タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁 

③ 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁 

④ 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁 

⑤ 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁 

⑥ 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁 

(1) 構造 

 東海第二の中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁は，口径 80 A，最高使用圧力

0.54 MPa，最高使用温度 66 ℃の空気作動温度制御弁であり，2台設置されている。 

 弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

 純水に接する弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体及び弁座はステンレス鋳鋼が使用

されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用され

ている。 

 なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

 東海第二の中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

 東海第二の中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁主要部位の使用材料を表 2.1-1

に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-1  中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁構造図 

④ 

⑦ 

⑤ 

③ 

② 

⑥ 

⑨ 

⑧ 

① 
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表 2.1-1 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持  

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト・

ナット 
炭素鋼 

シール 
グランドパッキン (消耗品) 

ガスケット (消耗品) 

隔離機能の維持 隔離 

弁体 
ステンレス鋳鋼 

（ステライト肉盛） 

弁座 
ステンレス鋳鋼 

（ステライト肉盛） 

作動機能の維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

表 2.1-2 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁の使用条件 

最高使用圧力 0.54 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.2 タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁 

(1) 構造 

 東海第二のタービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁は，口径

100 A，最高使用圧力 8.62 MPa，最高使用温度 302 ℃の空気作動圧力制御弁であり，

1台設置されている。 

 弁本体は，蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），蒸気を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

 蒸気に接する弁箱及び弁ふたは炭素鋼鋳鋼，弁体及び弁座はステンレス鋼が使用さ

れており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されて

いる。 

 なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

 東海第二のタービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁の構造図

を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

 東海第二のタービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁主要部位

の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-2 タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁構造図 

⑧ 

② 

⑤ 

① 

④ 

③ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

ヨーク接続部 
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表 2.1-3 タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持  

耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

ジョイントボルト・

ナット 

低合金鋼， 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン (消耗品) 

ガスケット (消耗品) 

隔離機能の維持 隔離 

弁体 ステンレス鋼 

弁座 
ステンレス鋼 

（ステライト肉盛） 

作動機能の維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 鋳鉄 

 

表 2.1-4 タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.3 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁 

(1) 構造 

 東海第二の原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁は，口径 80 A，最高使用圧力

9.80 MPa，最高使用温度 66 ℃の空気作動流量制御弁であり，2台設置されている。 

 弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

 純水に接する弁箱及び弁ふたはステンレス鋳鋼，弁体及び弁座はステンレス鋼が使

用されており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用さ

れている。 

 なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

 東海第二の原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

 東海第二の原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁主要部位の使用材料を表 2.1-5

に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-3 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁構造図 

 

⑨ 

④ 

③ 

⑧ 

⑦ 

② 

⑤ 

⑥ 
① 
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表 2.1-5 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持  

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋳鋼 

ジョイントボルト・

ナット 
ステンレス鋼 

シール 
グランドパッキン (消耗品) 

ガスケット (消耗品) 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼(ステライト肉盛) 

弁座 ステンレス鋼(ステライト肉盛) 

作動機能の維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

表 2.1-6 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁の使用条件 

最高使用圧力 9.80 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 純水 



 

－ 12-12 － 

2.1.4 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁 

(1) 構造 

 東海第二の制御用圧縮空気系ドライウェルN2供給ライン圧力調整弁は，口径25 A，

最高使用圧力 14.7 MPa，最高使用温度 66 ℃の自圧式圧力制御弁であり，4 台（2 台

×2系統）設置されている。 

 弁本体は，ガス（窒素）を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，スプリングケース，ジ

ョイントボルト・ナット），ガス（窒素）を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に

駆動力を伝達する駆動力伝達部（弁棒，スプリング）からなる。 

 ガス（窒素）に接する弁箱はステンレス鋳鋼，弁ふた，弁体及び弁座はステンレス

鋼が使用されている。 

 なお，当該弁については，ジョイントボルト・ナットを取外すことにより，弁内部

の点検手入れが可能である。 

 東海第二の制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁の構造図を図

2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

 東海第二の制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁主要部位の使

用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8 に示す。
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ スプリングケース 

④ ジョイントボルト・ナット 

⑤ ガスケット 

⑥ ダイヤフラム 

⑦ 弁体 

⑧ 弁座 

⑨ 弁棒 

⑩ スプリング 

 

図 2.1-4 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁構造図 
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表 2.1-7 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持  

耐圧 

弁箱 ステンレス鋳鋼 

弁ふた ステンレス鋼 

スプリングケース 炭素鋼 

ジョイントボルト・

ナット 
ステンレス鋼 

シール 
ガスケット (消耗品) 

ダイヤフラム (消耗品) 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼(ステライト肉盛) 

弁座 ステンレス鋼(ステライト肉盛) 

作動機能の維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

スプリング ばね鋼 

 

表 2.1-8 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁の使用条件 

最高使用圧力 14.7 MPa 

最高使用温度 66 ℃ 

内部流体 ガス（窒素） 
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2.1.5 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁 

(1) 構造 

 東海第二の原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁は，口径 25 A，最

高使用圧力 10.35 MPa，最高使用温度 77 ℃の自圧式圧力制御弁であり，1台設置され

ている。 

 弁本体は，純水を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），純水を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

 純水に接する弁箱及び弁ふたは低合金鋼，弁体及び弁座はステンレス鋼が使用され

ており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されてい

る。 

 なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

 東海第二の原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁の構造図を図

2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

 東海第二の原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁主要部位の使用

材料を表 2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-5 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁構造図 
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表 2.1-9 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持  

耐圧 

弁箱 低合金鋼 

弁ふた 低合金鋼 

ジョイントボルト・

ナット 

低合金鋼， 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン (消耗品) 

ガスケット (消耗品) 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼 

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

作動機能の維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

表 2.1-10 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁の使用条件 

最高使用圧力 10.35 MPa 

最高使用温度 77 ℃ 

内部流体 純水 
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2.1.6 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁 

(1) 構造 

 東海第二の所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁は，口径 80 A，最高使用圧力 8.62 MPa，

最高使用温度 302 ℃の空気作動圧力制御弁であり，1台設置されている。 

 弁本体は，蒸気を内包する耐圧部（弁箱，弁ふた，ジョイントボルト・ナット，軸

封部），蒸気を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体に駆動力を伝達する駆動力伝達

部（弁棒，ヨーク）からなる。 

 蒸気に接する弁箱及び弁ふたは低合金鋼，弁体及び弁座はステンレス鋼が使用され

ており，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッキンが使用されてい

る。 

 なお，当該弁については，駆動部を切り離し，ジョイントボルト・ナットを取外す

ことにより，弁内部の点検手入れが可能である。 

 東海第二の所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁の構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

 東海第二の所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使

用条件を表 2.1-12 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ ジョイントボルト・ナット 

④ グランドパッキン 

⑤ ガスケット 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ヨーク 

 

図 2.1-6 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁構造図 
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表 2.1-11 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの維持  

耐圧 

弁箱 低合金鋼 

弁ふた 低合金鋼 

ジョイントボルト・

ナット 

低合金鋼， 

炭素鋼 

シール 
グランドパッキン (消耗品) 

ガスケット (消耗品) 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋼 

弁座 ステンレス鋼（ステライト肉盛）

作動機能の維持 駆動力伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

ヨーク 炭素鋼鋳鋼 

 

表 2.1-12 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁の使用条件 

最高使用圧力 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

制御弁の機能である流体仕切機能(絞り機能含む)の達成に必要な項目は以下のとお

り。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

制御弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体，圧力，温度）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，ガスケット及びダイヤフラムは消耗品であり，設計時に長期使

用せず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外と

する。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱及び弁ふたの外面の腐食（全面腐食）[中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御

弁，タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁，原子炉隔離時

冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁，所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁] 

 弁箱及び弁ふたは，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼であり腐食が想定されるが，大気接

触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は

小さく，点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱及び弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）[中央制御室換気系 AH2-9 出口温度

制御弁，タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁，原子炉隔

離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁，所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁] 

 ジョイントボルト・ナットは，低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想定されるが，

分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ヨークの腐食（全面腐食）[中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁，タービング

ランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁，原子炉冷却材浄化系 F/D 出口

流量調整弁，原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁，所内蒸気系

SJAE 入口圧力制御弁] 

 ヨークは，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が

施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

 したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

d. スプリングケースの腐食（全面腐食）[制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ラ

イン圧力調整弁] 

スプリングケースは，炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施

されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，点検時

に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

 したがって，スプリングケースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 弁箱及び弁ふたの腐食（流れ加速型腐食）[中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御

弁，タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁，原子炉隔離時冷

却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁，所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁] 

弁箱及び弁ふたは，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼であり，内部流体が純水又は蒸気で

あるため，腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時に有意な腐食（流

れ加速型腐食）がないことを確認し，必要に応じて補修又は取替を行うことにより

機能を維持している。 

 したがって，弁箱及び弁ふたの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱，弁ふた及びジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れ[原子炉冷却材

浄化系 F/D 出口流量調整弁，制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調

整弁] 

 弁箱，弁ふた及びジョイントボルト・ナットは，ステンレス鋳鋼又はステンレス

鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面からの貫粒型応

力腐食割れの発生が想定されるが，原子炉建屋内機器の塩分測定において代表箇所

における定期的な目視点検及び付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応

じて機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

 また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼へ塩分付着を防止し

ている。 

 したがって，弁箱，弁ふた及びジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れ

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 弁棒の摩耗[中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁，タービングランド蒸気系グ

ランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁，原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁，原子

炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁，所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御

弁] 

弁棒は，グランドパッキンと接触しているため，弁の開閉に伴うグランドパッキ

ンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフロン又は黒

鉛等であるのに対し，弁棒はステンレス鋼であるため，これらの摺動により摩耗が

発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用環境

に変化がないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり[制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁] 

スプリングは，常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される

が，スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されて

おり，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は

低いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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表 2.2-1（1/6） 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      *1:ステライト 

肉盛 

*2:流れ加速型 

腐食 

*3:外面 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ 

ルト･ナット 
 炭素鋼  △      

シール 

グランドパッ 

キン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋳鋼*1        

弁座  ステンレス鋳鋼*1        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
12
-2
6 
－
 

表 2.2-1（2/6） タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      *1:ステライト 

肉盛 

*2:流れ加速型 

腐食 

*3:外面 

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3      

ジョイントボ 

ルト･ナット 
 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

シール 

グランドパッ 

キン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼        

弁座  ステンレス鋼*1        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  鋳鉄  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
12
-2
7 
－
 

表 2.2-1（3/6） 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼    △*2    *1:ステライト 

肉盛 

*2:貫粒型応力 

腐食割れ 

弁ふた  ステンレス鋳鋼    △*2    

ジョイントボ 

ルト･ナット 
 ステンレス鋼    △*2    

シール 

グランドパッ 

キン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*1        

弁座  ステンレス鋼*1        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
12
-2
8 
－
 

表 2.2-1（4/6） 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  ステンレス鋳鋼    △*2    *1:ステライト 

肉盛 

*2:貫粒型応力 

腐食割れ 

*3:へたり 

弁ふた  ステンレス鋼    △*2    

スプリング 

ケース 
 炭素鋼  △      

ジョイントボ 

ルト･ナット 
 ステンレス鋼    △*2    

シール 
ガスケット ◎ －        

ダイヤフラム ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*1        

弁座  ステンレス鋼*1        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼        

スプリング  ばね鋼       ▲*3 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
12
-2
9 
－
 

表 2.2-1（5/6） 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  低合金鋼  △*2*3      *1:ステライト 

肉盛 

*2:流れ加速型 

腐食 

*3:外面 

弁ふた  低合金鋼  △*2*3      

ジョイントボ 

ルト･ナット 
 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

シール 

グランドパッ 

キン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼        

弁座  ステンレス鋼*1        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
12
-3
0 
－
 

表 2.2-1（6/6） 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  低合金鋼  △*2*3      *1:ステライト 

肉盛 

*2:流れ加速型 

腐食 

*3:外面 

 

弁ふた  低合金鋼  △*2*3      

ジョイントボ 

ルト･ナット 
 

低合金鋼， 

炭素鋼 
 △      

シール 

グランドパッ 

キン 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼        

弁座  ステンレス鋼*1        

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

ヨーク  炭素鋼鋳鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 

[対象系統] 

① 原子炉冷却材浄化系 

② 不活性ガス系 

③ タービングランド蒸気系 

④ 復水系 

⑤ 給水系 

⑥ 給水加熱器ドレン系 

⑦ 復水移送系 

⑧ バッテリー室換気系 

⑨ 気体廃棄物処理系 

⑩ 重大事故等対処設備 

 

 



 

－ 12-32 － 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁箱及び弁ふたの外面の腐食（全面腐食）[弁箱及び弁ふたの材料が炭素鋼鋳鋼又は

低合金鋼の制御弁共通] 

 代表機器同様，弁箱及び弁ふたは，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼であり腐食が想定され

るが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生す

る可能性は小さく，点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持してい

る。 

 したがって，弁箱及び弁ふたの外面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）[ジョイントボルト・ナットの材料が

低合金鋼又は炭素鋼の制御弁共通] 

 代表機器同様，ジョイントボルト・ナットは，低合金鋼又は炭素鋼であり腐食が想

定されるが，分解点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

 したがって，ジョイントボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ヨークの腐食（全面腐食）[ヨークの材料が炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄の制御弁共

通] 

 ヨークは，炭素鋼，炭素鋼鋳鋼又は鋳鉄であり腐食が想定されるが，大気接触部は

塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，

点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

 したがって，ヨークの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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d. スプリングケースの腐食（全面腐食）[スプリングケースが炭素鋼の制御弁共通] 

代表機器同様，新たに設置される重大事故等対処設備のスプリングケースは，炭素

鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装を施すことから，塗膜が健全であれ

ば腐食が発生する可能性は小さく，点検時に必要に応じて補修塗装することにより機

能を維持できると考える。 

したがって，スプリングケースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱及び弁ふたの腐食（流れ加速型腐食）[弁箱及び弁ふたの材料が炭素鋼鋳鋼又は

低合金鋼の制御弁共通] 

代表機器同様，弁箱及び弁ふたは，炭素鋼鋳鋼又は低合金鋼であり，内部流体が純

水又は蒸気であるため，腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，分解点検時に有意

な腐食（流れ加速型腐食）がないことを確認し，必要に応じて補修又は取替を行うこ

とにより機能を維持している。 

 したがって，弁箱及び弁ふたの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱，弁ふた及びジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れ[弁箱，弁ふた及

びジョイントボルト・ナットがステンレス鋳鋼又はステンレス鋼の制御弁共通] 

 代表機器同様，新たに設置される重大事故等対処設備の弁箱，弁ふた及びジョイン

トボルト・ナットは，ステンレス鋳鋼又はステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に

含まれる塩化物イオンにより，外面からの貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，

原子炉建屋内機器の塩分測定において代表箇所における定期的な目視点検及び付着

塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じて機器外面清掃及び浸透探傷検査を

実施することにより機能を維持できると考える。 

 また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼へ塩分付着を防止して

いる。 

 したがって，弁箱，弁ふた及びジョイントボルト・ナットの貫粒型応力腐食割れは

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 弁棒の摩耗[共通] 

代表機器同様，弁棒は，グランドパッキンと接触しているため，弁の開閉に伴うグ

ランドパッキンとの摺動により摩耗が想定されるが，グランドパッキンの材質がテフ

ロン又は黒鉛等であるのに対し，弁棒はステンレス鋼であるため，これらの摺動によ

り摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も使用環境に

変化がないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり[共通] 

代表機器同様，新たに設置される重大事故等対処設備のスプリングは，常時応力が

かかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，スプリング使用時のねじり

応力が許容ねじり応力以下になるように設定され，さらにスプリングの材料に対する

推奨最高使用温度よりも低い温度で使用されることから，へたりが進行する可能性は

ない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

 



 

 

 

 

 

 

13. 電動弁用駆動部 
 

 

［対象系統］ 

① 原子炉系 

② 原子炉再循環系 

③ 残留熱除去系 

④ 残留熱除去海水系 

⑤ 原子炉隔離時冷却系 

⑥ 原子炉冷却材浄化系 

⑦ ほう酸水注入系 

⑧ 高圧炉心スプレイ系 

⑨ 低圧炉心スプレイ系 

⑩ 可燃性ガス濃度制御系 

⑪ 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑫ 原子炉補機冷却系 

⑬ 燃料プール冷却浄化系 

⑭ 制御用圧縮空気系 

⑮ 不活性ガス系 

⑯ 格納容器雰囲気監視系 

⑰ 事故時サンプリング設備 

⑱ 中央制御室換気系 

⑲ ドライウェル冷却系 

⑳ 空気抽出系 

㉑ 気体廃棄物処理系 

㉒ 重大事故等対処設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な電動弁用駆動部の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの電動弁用駆動部を電源及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれのグルー

プより以下のとおり代表機器を選定した。  

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電源及び設置場所を分類基準とし，電動弁用駆動部を表 1-1 に示すとおりグループ化す

る。 

電源は交流及び直流に分類され，設置場所は原子炉格納容器内及び原子炉格納容器外に

分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，定格出力及び使用条件の観点から代表機器

を選定する。 

 

(1) 原子炉格納容器内の電動（交流）弁用駆動部 

このグループには，原子炉系，原子炉再循環系，残留熱除去系，原子炉隔離時冷却系

及び原子炉冷却材浄化系が属するが，重要度が高く，定格出力の大きい残留熱除去系シ

ャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部を代表機器とする。 

 

(2) 原子炉格納容器外の電動（交流）弁用駆動部 

このグループには，原子炉系，原子炉冷却材浄化系，ほう酸水注入系，残留熱除去系，

残留熱除去海水系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，可燃性ガス濃度制御系，

主蒸気隔離弁漏えい抑制系，原子炉補機冷却系，燃料プール冷却浄化系，制御用圧縮空

気系，不活性ガス系，格納容器雰囲気監視系，事故時サンプリング設備，中央制御室換

気系，ドライウェル冷却系，空気抽出系，気体廃棄物処理系及び重大事故等対処設備が

属するが，重要度及び周囲温度が高く，定格出力の大きい残留熱除去系注入弁駆動部を

代表機器とする。 

 

(3) 原子炉格納容器外の電動（直流）弁用駆動部 

このグループには，原子炉系，残留熱除去系，原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄

化系及び重大事故等対処設備が属するが，重要度が高く，定格出力の大きい残留熱除去

系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部を代表機器とする。 

 



 

－
 
1
3
-
2
 
－

 

表 1-1(1/2) 電動弁用駆動部のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 代表機器／選定理由 
重要度*1 

定格出力 

(kW) 

使用条件 

電源 設置場所 
周囲温度 

(℃) 

交流 

原子炉格納容器内 

原子炉系 MS-1／PS-1 1.1 65.6  残留熱除去系シャットダウン 

ライン隔離弁(内側)駆動部 

／重要度，定格出力 

原子炉再循環系 PS-1 4.7，5.2 65.6  

残留熱除去系 MS-1／PS-1，重*2 0.12～16.4 65.6 ◎ 

原子炉隔離時冷却系 MS-1／PS-1，重*2 7.8 65.6  

原子炉冷却材浄化系 MS-1／PS-1 0.72～2.7 65.6  

原子炉格納容器外 

原子炉系 MS-1 0.28～11 60.0  残留熱除去系注入弁駆動部 

／重要度，定格出力，周囲温度 原子炉冷却材浄化系 PS-2 0.28～1.8 40.0  

ほう酸水注入系 MS-1，重*2 0.28 40.0  

残留熱除去系 MS-1／PS-1，重*2 0.094～16 40.0,60.0 ◎ 

残留熱除去海水系 MS-1，重*2 0.12～11 40.0  

高圧炉心スプレイ系 MS-1／PS-1，重*2 1.8～16 40.0  

低圧炉心スプレイ系 MS-1／PS-1，重*2 1.1～16 40.0  

可燃性ガス濃度制御系 MS-1 0.094～0.5 40.0  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1／PS-1 0.37，0.72 60.0  

原子炉補機冷却系 MS-1 0.72，1.1 40.0  

燃料プール冷却浄化系 重*2 1.1，2 40.0  

制御用圧縮空気系 MS-1 0.28 40.0  

不活性ガス系 MS-1，重*2 0.72 40.0  

格納容器雰囲気監視系 MS-1 0.12 40.0  

事故時サンプリング設備 MS-1 0.12 40.0  

中央制御室換気系 MS-1，重*2 1.3，5.2 40.0  

ドライウェル冷却系 MS-1 0.37 40.0  

空気抽出系 MS-2 1.1 40.0  

気体廃棄物処理系 MS-2 0.72 40.0  

重大事故等対処設備*3 MS-1，重*2 0.12～3.7 40.0  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される系統 
 
 



 

－
 
1
3
-
3
 
－

 

表 1-1(2/2) 電動弁用駆動部のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定 代表機器／選定理由 
重要度*1 

定格出力 

(kW) 

使用条件 

電源 設置場所 
周囲温度 

(℃) 

直流 原子炉格納容器外 

原子炉系 MS-1／PS-1 0.9 60.0  残留熱除去系シャットダウン 

ライン隔離弁(外側)駆動部 

／重要度，定格出力 

残留熱除去系 MS-1／PS-1，重*2 2.97，9.77 40.0 ◎ 

原子炉隔離時冷却系 MS-1／PS-1，重*2 0.1～7.33 40.0  

原子炉冷却材浄化系 MS-1／PS-1 1.92 40.0  

重大事故等対処設備*3 重*2 0.12～1.1 40.0  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される系統 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の電動弁用駆動部について技術評価を実施する。 

① 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部 

② 残留熱除去系注入弁駆動部 

③ 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部はモータ，ギ

ア，ハウジング等で構成されており，モータの回転力を，ギアを介して弁棒及びステ

ムナットに伝達し，弁を駆動させる構造となっている。 

なお，当該駆動部については弁本体との取付ボルトを取外し，駆動部ケース類を取

外すことで駆動部内の点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部の構造図を図

2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部主要部位の使

用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1(1/2) 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部構造図 

No. 部位 

① フレーム 

② ハウジング 

③ 固定子コア 

④ 固定子コイル 

⑤ 回転子コア 

⑥ 回転子棒 

⑦ 口出線・接続部品 

⑧ 回転子エンドリング 

⑨ 軸受（ころがり） 

⑩ 主軸 

⑪ エンドブラケット 

⑫ 電磁ブレーキ 

⑬ ガスケット 

⑭ 取付ボルト 

 

① ③ ④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

 

⑨ 

弁棒 

② 

モータ 
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①

③

②

 ④

 

No. 部位 

① ステムナット 

② トルクスイッチ 

③ リミットスイッチ 

④ ギア 

⑤ トルクスプリングパック

 

 

図 2.1-1(2/2) 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部構造図

ハウジング 

（駆動部ケース） 

⑤ 

③ 

① 

④ 

② 
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表 2.1-1 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

モータ駆動力 
機能の維持 

エネルギー 
変換 

フレーム 鋳鉄 

ハウジング 鋳鉄 

固定子コア 硅素鋼 

固定子コイル 銅，ポリアミドイミド，シリコンワニス 

回転子コア 硅素鋼 

回転子棒 特殊銅合金 

口出線・接続部品 銅，シリコーンゴム 

回転子エンドリング 銅 

軸受（ころがり） (消耗品) 

主軸 炭素鋼 

エンドブラケット 鋳鉄 

電磁ブレーキ 銅，ポリアミドイミド，シリコンワニス 

ガスケット (消耗品) 

駆動力伝達 
機能の維持 

エネルギー 
伝達 

ステムナット 高力黄銅鋳物 

トルクスイッチ アルミダイキャスト，ジアリルフタレート

リミットスイッチ 亜鉛ダイキャスト，ジアリルフタレート 

ギア 低合金鋼，アルミニウム青銅鋳物 

トルクスプリングパック ばね鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 低合金鋼 

 

表 2.1-2 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

定格出力 16.4 kW 

定格電圧 AC 440 V 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度 65.6 ℃（最高）*1 171 ℃（最高）*1 123 ℃（最高）*2 

最高圧力 0.0138 MPa*1  0.31 MPa*1  0.31 MPa*2 

放射線*1 0.04 Gy/h（最大） 
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 
6.40×102 kGy 
（最大積算値） 

*1:原子炉格納容器内における設計値 

*2:重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 
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2.1.2 残留熱除去系注入弁駆動部 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系注入弁駆動部はモータ，ギア，ハウジング等で構成されて

おり，モータの回転力を，ギアを介して弁棒及びステムナットに伝達し，弁を駆動さ

せる構造となっている。 

なお，当該駆動部については弁本体との取付ボルトを取外し，駆動部ケース類を取

外すことで駆動部内の点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系注入弁駆動部の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系注入弁駆動部主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件

を表 2.1-4 に示す。 
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図 2.1-2(1/2) 残留熱除去系注入弁駆動部構造図 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 
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⑩ 
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⑬ 

① 

⑧ 

⑭

No. 部位 

① フレーム 

② ハウジング 

③ 固定子コア 

④ 固定子コイル 

⑤ 回転子コア 

⑥ 回転子棒 

⑦ 口出線・接続部品 

⑧ 回転子エンドリング 

⑨ 軸受（ころがり） 

⑩ 主軸 

⑪ エンドブラケット 

⑫ 電磁ブレーキ 

⑬ ガスケット 

⑭ 取付ボルト 

 

⑨ 

弁棒 

② 

モータ 
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①

③

②

 ④

 

 

No. 部位 

① ステムナット 

② トルクスイッチ 

③ リミットスイッチ 

④ ギア 

⑤ トルクスプリングパック

 

 

 

図 2.1-2(2/2) 残留熱除去系注入弁駆動部構造図 

① 

③ 
② 

④ 

ハウジング 

（駆動部ケース） 

⑤ 



 

－ 13-11 － 

表 2.1-3 残留熱除去系注入弁駆動部主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

モータ駆動力 
機能の維持 

エネルギー 
変換 

フレーム 鋳鉄 

ハウジング 鋳鉄 

固定子コア 硅素鋼 

固定子コイル 銅，ポリエステル，ポリエステルワニス 

回転子コア 硅素鋼 

回転子棒 特殊銅合金 

口出線・接続部品 銅，シリコーンゴム 

回転子エンドリング 銅 

軸受（ころがり） (消耗品) 

主軸 炭素鋼 

エンドブラケット 鋳鉄 

電磁ブレーキ 銅，ポリアミドイミド，シリコンワニス 

ガスケット (消耗品) 

駆動力伝達 
機能の維持 

エネルギー 
伝達 

ステムナット 高力黄銅鋳物 

トルクスイッチ アルミダイキャスト，ジアリルフタレート

リミットスイッチ アルミダイキャスト，ジアリルフタレート

ギア 低合金鋼，アルミニウム青銅鋳物 

トルクスプリングパック ばね鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 低合金鋼 

 

表 2.1-4 残留熱除去系注入弁駆動部の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

定格出力 16 kW 

定格電圧 AC 440 V 

設置場所 原子炉建屋内（主蒸気トンネル室） 

周囲温度* 60.0 ℃（最高） 171 ℃（最高） 171 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa  0.0069 MPa 

放射線* 
0.05 Gy/h 
（最大） 

4.5×102 Gy 
(最大積算値) 

100×103 Gy 
(最大積算値) 

*:原子炉建屋における設計値 
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2.1.3 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部はモータ，ギ

ア，ハウジング等で構成されており，モータの回転力を，ギアを介して弁棒及びステ

ムナットに伝達し，弁を駆動させる構造となっている。 

なお，当該駆動部については弁本体との取付ボルトを取外し，駆動部ケース類を取

外すことで駆動部内の点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部の構造図を図

2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部主要部位の使

用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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図 2.1-3(1/2) 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部構造図 

No. 部位 

① フレーム 

② ハウジング 

③ 固定子コア 

④ 固定子コイル 

⑤ 回転子コア 

⑥ 回転子コイル 

⑦ 整流子 

⑧ 口出線・接続部品 

⑨ 軸受（ころがり） 

⑩ 主軸 

⑪ エンドブラケット 

⑫ 電磁ブレーキ 

⑬ ガスケット 

⑭ 取付ボルト 

 

⑭

 

③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

① 

⑨ 

弁棒 

② 

モータ 
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①

③

②

 ④

 

 

No. 部位 

① ステムナット 

② トルクスイッチ 

③ リミットスイッチ 

④ ギア 

⑤ トルクスプリングパック

 

 

図 2.1-3(2/2) 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部構造図 

 

③ 

② 

④ 

① 

ハウジング 

（駆動部ケース） 
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表 2.1-5 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

モータ駆動力 
機能の維持 

エネルギー 
変換 

フレーム 軟鋼 

ハウジング 軟鋼 

固定子コア 軟鋼 

固定子コイル 銅，ポリエステル，ポリエステルワニス 

回転子コア 硅素鋼 

回転子コイル 銅，ポリエステル 

整流子 銀入銅，ブラシ(消耗品) 

口出線・接続部品 銅，シリコーンゴム 

軸受（ころがり） (消耗品) 

主軸 炭素鋼 

エンドブラケット 鋳鉄 

電磁ブレーキ 
銅，ポリアミドイミド，ポリエステルワニ
ス 

ガスケット (消耗品) 

駆動力伝達 
機能の維持 

エネルギー 
伝達 

ステムナット 高力黄銅鋳物 

トルクスイッチ アルミダイキャスト，フェノール樹脂 

リミットスイッチ 亜鉛ダイキャスト，フェノール樹脂 

ギア 低合金鋼，アルミニウム青銅鋳物 

トルクスプリングパック ばね鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 低合金鋼 

 

表 2.1-6 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

定格出力 9.77 kW 

定格電圧 DC 115 V 

設置場所 原子炉建屋内 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa  0.0069 MPa 

放射線* 
0.00001 Gy/h 
（最大） 

1.7×103 Gy 
(最大積算値) 

100×103 Gy 
(最大積算値) 

*:原子炉建屋における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

電動弁用駆動部の機能である弁棒作動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) モータ駆動力機能の維持 

(2) 駆動力伝達機能の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

電動弁用駆動部について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，設置場所，使用条件（定格電圧，周囲温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり），ブラシ及びガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取

替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［残留

熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部］ 

b. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［残留

熱除去系注入弁駆動部］ 

c. 固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁

特性低下［残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. フレーム，ハウジング及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）［共通］ 

フレーム，ハウジング及びエンドブラケットは，鋳鉄及び軟鋼であるため腐食が

想定されるが，表面は塗装が施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に

目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，フレーム，ハウジング及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

固定子コア及び回転子コアは，珪素鋼板及び軟鋼であるため腐食が想定されるが，

固定子コア及び回転子コア表面には，絶縁ワニス処理が施されており，腐食進行の

可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施

することとしている。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 主軸の摩耗［共通］ 

主軸は，ピニオンとの接触面の摩耗が想定されるが，電動弁用駆動部のモータは

連続運転ではないため，主軸の摩耗が発生する可能性は小さく，点検時に目視確認

及び寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

d. 電磁ブレーキのライニングのはく離［共通］ 

電磁ブレーキのライニングは，高湿度環境で結露水がライニングの接着面に浸透

することにより接着力が低下し，はく離することが想定されるが，東海第二の電動

弁用駆動部は結露水が発生しやすい高湿度環境にはなく，はく離が発生する可能性

は小さい。 

また，点検時に目視確認及びギャップ測定を行い，その結果により必要に応じ補

修を実施することとしている。 

したがって，電磁ブレーキのライニングのはく離は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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e. ステムナット及びギアの摩耗［共通］ 

ステムナット及びギアは，噛合している摺動部があり，電動弁の作動により摩耗

の発生が想定されるが，点検時に目視確認及び動作試験を行い，その結果により必

要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，ステムナット及びギアの摩耗は高経年対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. トルクスイッチ及びリミットスイッチの導通不良［共通］ 

トルクスイッチ及びリミットスイッチは，浮遊塵埃が接点に付着することによる

導通不良が想定されるが，両スイッチはカバー内に収納されていることから，塵埃

付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ補修

又は取替を実施することとしている。 

したがって，トルクスイッチ及びリミットスイッチの導通不良は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g．整流子の摩耗［残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部］ 

整流子は，ブラシとの接触面に摩耗が想定されるが，整流子材はブラシ材より硬

質であり摩耗の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されていることから，塵埃による摩耗の可能性も小さ

く，点検時に清掃，目視確認，ブラシ摩耗量測定及び動作確認を行い，その結果に

より必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，整流子の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

h. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

取付ボルトは，低合金鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されて

おり，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要

に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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i. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において

高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸は設計段階において疲労割れが発生しな

いように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［残留熱除去系シャットダウンライン

隔離弁（内側）駆動部，残留熱除去系注入弁駆動部］ 

回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する電磁力等により

繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定されるが，回転子棒及び回転子エンド

リングはアルミダイキャストで一体形成され，スロット内にアルミニウムが充満し

た状態で回転子棒が形成されていることから，回転子棒とスロットの間に隙間や緩

みは生じないため，繰返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

したがって，回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. トルクスプリングパックのばねのへたり［共通］ 

トルクスプリングパックのばねは，電動弁の作動時に発生するトルクによりへたり

が生じることが想定されるが，機器設計の過程で，ばね使用時のねじり応力が許容

ねじり応力以下になるように設定されており，へたりが生じる可能性はない。 

したがって，トルクスプリングパックのばねのへたりは高経年対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/3) 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号 材質

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

材質
劣化

モータ駆動力
機能の維持 

エネルギー 
変換 

フレーム  鋳鉄  △        *1:高サイクル疲

労割れ 

*2:電磁ブレーキ

コイルの絶縁

特性低下 

*3電磁ブレーキ

のライニング

のはく離 

*4:ばねのへたり 

ハウジング  鋳鉄  △        

固定子コア  硅素鋼  △        

固定子コイル  
銅，ポリアミドイミド，
シリコンワニス 

    ○     

回転子コア  硅素鋼  △        

回転子棒  特殊銅合金   ▲       

口出線・接続部品  銅，シリコーンゴム     ○     

回転子エンドリング  銅   ▲       

軸受（ころがり） ◎ －          

主軸  炭素鋼 △  △*1       

エンドブラケット  鋳鉄  △        

電磁ブレーキ  
銅，ポリアミドイミド，
シリコンワニス 

    ○*2    △*3

ガスケット ◎ －          

駆動力伝達 
機能の維持 

エネルギー 
伝達 

ステムナット  高力黄銅鋳物 △         

トルクスイッチ  
アルミダイキャスト， 
ジアリルフタレート 

     △    

リミットスイッチ  
亜鉛ダイキャスト， 
ジアリルフタレート 

     △    

ギア  
低合金鋼， 
アルミ青銅鋳物 

△         

トルクスプリング 
パック 

 ばね鋼         ▲*4

機器の支持 支持 取付ボルト  低合金鋼  △        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/3) 残留熱除去系注入弁駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号 材質

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

材質
劣化

モータ駆動力
機能の維持 

エネルギー 
変換 

フレーム  鋳鉄  △        *1:高サイクル疲

労割れ 

*2:電磁ブレーキ

コイルの絶縁

特性低下 

*3電磁ブレーキ

のライニング

のはく離 

*4:ばねのへたり 

ハウジング  鋳鉄  △        

固定子コア  硅素鋼  △        

固定子コイル  
銅，ポリエステル， 
ポリエステルワニス 

    ○     

回転子コア  硅素鋼  △        

回転子棒  特殊銅合金   ▲       

口出線・接続部品  銅，シリコーンゴム     ○     

回転子エンドリング  銅   ▲       

軸受（ころがり） ◎ －          

主軸  炭素鋼 △  △*1       

エンドブラケット  鋳鉄  △        

電磁ブレーキ  
銅，ポリアミドイミド，
シリコンワニス 

    ○*2    △*3

ガスケット ◎ －          

駆動力伝達 
機能の維持 

エネルギー 
伝達 

ステムナット  高力黄銅鋳物 △         

トルクスイッチ  
アルミダイキャスト， 
ジアリルフタレート 

     △    

リミットスイッチ  
アルミダイキャスト， 
ジアリルフタレート 

     △    

ギア  
低合金鋼， 
アルミ青銅鋳物 

△         

トルクスプリング 
パック 

 ばね鋼         ▲*4

機器の支持 支持 取付ボルト  低合金鋼  △        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/3) 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号 材質

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

材質
劣化

モータ駆動力
機能の維持 

エネルギー 
変換 

フレーム   軟鋼  △        *1:高サイクル疲

労割れ 

*2:電磁ブレーキ

コイルの絶縁

特性低下 

*3電磁ブレーキ

のライニング

のはく離 

*4:ばねのへたり 

ハウジング  軟鋼  △        

固定子コア  軟鋼  △        

固定子コイル  
銅，ポリエステル， 
ポリエステルワニス 

    ○     

回転子コア  硅素鋼  △        

回転子コイル  銅，ポリエステル     ○     

整流子 
◎ 

（ブラシ）
銀入銅 △         

口出線・接続部品  銅，シリコーンゴム     ○     

軸受（ころがり） ◎ －          

主軸  炭素鋼 △  △*1       

エンドブラケット  鋳鉄  △        

電磁ブレーキ  
銅，ポリアミドイミド，
ポリエステルワニス 

    ○*2    △*3

ガスケット ◎ －          

駆動力伝達 
機能の維持 

エネルギー 
伝達 

ステムナット  高力黄銅鋳物 △         

トルクスイッチ  
アルミダイキャスト， 
フェノール樹脂 

     △    

リミットスイッチ  
亜鉛ダイキャスト， 
フェノール樹脂 

     △    

ギア  
低合金鋼， 
アルミ青銅鋳物 

△         

トルクスプリング 
パック 

 ばね鋼         ▲*4

機器の支持 支持 取付ボルト  低合金鋼  △        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［残留熱除

去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部］ 

a. 事象の説明  

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物は有機物である

ため，熱による特性低下，振動等による機械的劣化，絶縁物に付着する埃，又は絶縁

物中の空隙等による放電等の熱的，機械的，環境的及び電気的要因により経年的に劣

化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性があることから，経年劣化に対する評価が

必要である。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

絶縁物の熱，放射線及び機械的による長期間の経年劣化及び事故時雰囲気を考慮

した評価を，IEEE382-1996「IEEE Standard for Qualification of Actuators for 

Power-operated Valve Assemblies With Safety-Related Functions for Nuclear 

Power Plants」（以下，「IEEE382-1996」という。）を準拠して，実機モータ（新品）

による長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 電動弁モータ長期健全性試験手順（原子炉格納容器内電動弁モータ） 

（動作確認） 

電動弁モータ（新品） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露及びモータ作動） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（機械劣化，加圧劣化，振動劣化） 

放射線照射（通常時） 

機械的劣化 

放射線照射（事故時） （重大事故等時の放射線照射） 
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表 2.3-1 電動弁モータ長期健全性試験条件（原子炉格納容器内電動弁モータ） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 105 ℃×1,740 時間 
原子炉格納容器内の周囲最高温度 65.6 ℃では，

60 年間の通常運転期間に相当する。 

放射線照射 

(通常時) 
放射線照射線量：22 kGy 

東海第二で想定される 60 年間の通常運転期間相

当の線量 約 21 kGy を包絡する。 

機械的劣化 

機械劣化：弁開閉往復動作相当回数 

3,000 回 

 

加圧劣化：0.48 MPa 

3 分以上を 65 回 

 

振動劣化：0.75 G，3 軸方向 

各 135 分 

東海第二の60年間の動作回数 約800回を包絡す

る。IEEE 382-1996 に基づく。 

 

東海第二の通常運転時の最高圧力 0.0138 MPa，

60 年間の加圧回数 39 回を包絡する。 

 

IEEE 382-1996 に基づく。 

放射線照射 

(事故時) 
放射線照射線量：800 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故時の最大積

算値 2.6×102 kGy 及び重大事故等時の最大積算

値 6.40×102 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気 

曝露 

最高温度：172 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：約 13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高温度

171 ℃，最高圧力 0.31 MPa 及び重大事故等時の

最高温度 123 ℃，最高圧力 0.31 MPa を包絡する。

 

 

表 2.3-2 電動弁モータ長期健全性試験結果（原子炉格納容器内電動弁モータ） 

試験手順 判定基準 結果 

電動弁事故時雰囲気曝露試験終了後， 

電動弁駆動モータの動作確認を行う。 
正常に動作すること。 良 
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原子炉格納容器内電動弁モータについては，新品の電動弁モータを用いて，図

2.3-1 に示す電動弁モータ長期健全性試験手順により，固定子コイル，口出線・接

続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下を評価した。本試験条件は表 2.3-1

に示すとおり，モータの 60 年間の通常運転期間を想定した熱劣化，放射線劣化，機

械的劣化，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気による劣化条件を包絡している。 

本試験結果は表 2.3-2 に示すとおり，試験の判定基準を満足しており，固定子コ

イル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルは 60 年間の通常運転期間，設計基

準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁特性を維持できると評価する。 

環境的劣化要因の内，絶縁物への埃の付着及び吸湿による影響については，モー

タは埃の入りづらい全閉構造であることから影響は少ないと考えられる。 

また，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施しており，これまでの点検結果

では有意な絶縁特性低下は認められていないことから，今後も有意な絶縁特性低下

が起こる可能性は小さいと考えられる。 

 

② 現状保全 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下に対し

ては，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施し，絶縁機能の健全性を確認して

いる。 

また，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，モータの補修又は取替

を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

原子炉格納容器内電動弁モータ長期健全性評価結果から判断して，60 年間の通常

運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において固定子コイル，口出線・

接続部品及び電磁ブレーキコイルの有意な絶縁特性低下の可能性は低く，また，絶

縁特性低下は点検時における絶縁抵抗測定，動作試験で把握可能と考えられる。今

後も，絶縁抵抗測定，動作試験を実施することにより，異常の有無を把握可能であ

り，現状の保全は点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対して追加すべき項目はないと考える。

今後も点検時に絶縁抵抗測定，動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修又は取替を行うこととする。 
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(2) 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［残留熱除

去系注入弁駆動部］ 

a. 事象の説明 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物は有機物である

ため，熱による特性低下，振動等による機械的劣化，絶縁物に付着する埃，又は絶縁

物中の空隙等による放電等の熱的，機械的，環境的及び電気的要因により経年的に劣

化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性があることから，経年劣化に対する評価が

必要である。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

絶縁物の熱，放射線及び機械的による長期間の経年劣化及び事故時雰囲気を考慮

した評価を，IEEE382-1996 を準拠して，東海第二で使用している電動弁交流モータ

（原子炉格納容器内）と同等の新品モータを供試体に長期健全性試験により評価し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 電動弁モータ長期健全性試験手順（原子炉格納容器内電動弁モータ） 

 

（動作確認） 

電動弁モータ（新品） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露及びモータ作動） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

（機械劣化，加圧劣化，振動劣化） 機械的劣化 

放射線照射（事故時） （重大事故等時の放射線照射） 

放射線照射（通常時） 
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表 2.3-3 電動弁モータ長期健全性試験条件（原子炉格納容器内電動弁モータ） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 105 ℃×1,740 時間 
主蒸気トンネル室の周囲最高温度 60.0 ℃では，

60 年以上の通常運転期間に相当する。 

放射線照射 

(通常時) 
放射線照射線量：22 kGy 

東海第二で想定される 50 年間の通常運転期間相

当の線量 約 22 kGy を包絡する。 

機械的劣化 

機械劣化：弁開閉往復動作相当回数 

3,000 回 

 

加圧劣化：0.48 MPa 

3 分以上を 65 回 

 

振動劣化：0.75 G，3 軸方向 

各 135 分 

東海第二の60年間の動作回数 約800回を包絡す

る。IEEE 382-1996 に基づく。 

 

東海第二の通常運転時の最高圧力 大気圧，60 年

間の加圧回数 39 回を包絡する。 

 

IEEE 382-1996 に基づく。 

 

放射線照射 

(事故時) 
放射線照射線量：800 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故時の最大積

算値 4.5×102 Gy 及び重大事故等時の最大積算値

100×103 Gy を包絡する。 

事故時雰囲気

曝露 

最高温度：172 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：約 13 日間  

東海第二で想定される設計基準事故時の最高温

度 171 ℃，最高圧力 0.001744 MPa 及び重大事故

等時の最高温度 171 ℃，最高圧力 0.0069 MPa を

包絡する。 

 

 

表 2.3-4 電動弁モータ長期健全性試験結果（原子炉格納容器内電動弁モータ） 

試験手順 判定基準 結果 

電動弁事故時雰囲気曝露試験終了後， 

電動弁駆動モータの動作確認を行う。 
正常に動作すること。 良 
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原子炉格納容器外（主蒸気トンネル室）電動弁モータについては，東海第二で使

用している電動弁交流モータ（原子炉格納容器内）と同等の新品モータを用いて，

図 2.3-2 に示す電動弁モータ長期健全性試験手順により，固定子コイル及び口出

線・接続部品の絶縁特性低下を評価した。本試験条件は表 2.3-3 に示すとおり，モ

ータの 50 年間の通常運転期間を想定した熱劣化，機械的劣化，放射線劣化，設計基

準事故時及び重大事故等時雰囲気による劣化条件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-4 に示すとおり，試験の判定基準を満足しており，固定子

コイル及び口出線・接続部品は 50 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事

故等時雰囲気において絶縁特性を維持できると評価する。 

環境的劣化要因の内，絶縁物への埃の付着及び吸湿による影響については，モー

タは埃の入りづらい全閉構造であることから影響は少ないと考えられる。 

また，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施しており，これまでの点検結果

では有意な絶縁特性低下は認められていないことから，今後も有意な絶縁特性低下

が起こる可能性は小さいと考えられる。 

 

② 現状保全 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下に対し

ては，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施し，絶縁機能の健全性を確認して

いる。 

また，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，モータの補修又は取替

を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

原子炉格納容器外（主蒸気トンネル室）電動弁モータ長期健全性評価結果から判

断して，50 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの有意な絶縁特性低下の

可能性は低く，また，絶縁特性低下は点検時における絶縁抵抗測定，動作試験で把

握可能と考えられる。今後も，絶縁抵抗測定，動作試験を実施することにより，異

常の有無を把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると考える。 
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c. 高経年化への対応 

固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下に対して

は，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対して追加すべき項目はないと考える。

今後も点検時に絶縁抵抗測定，動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修又は取替を行うこととする。 

なお，主蒸気トンネル室に設置している事故時動作要求のある電動弁モータについ

ては，今停止期間中に原子炉格納容器内仕様の電動弁モータへ取替を行う計画として

いる。 
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(3) 固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性

低下［残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部］ 

a. 事象の説明 

固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物

は有機物であるため，熱による特性低下，振動等による機械的劣化，絶縁物に付着す

る埃，又は絶縁物中の空隙等による放電等の熱的，機械的，環境的及び電気的要因に

より経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性があることから，経年劣化

に対する評価が必要である。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

絶縁物の熱，放射線及び機械的による長期間の経年劣化及び事故時雰囲気を考慮

した評価を，IEEE382-1996 を準拠して， 38 年間使用した実機モータに 22 年の劣化

付与を行い，60 年を想定した長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間の

健全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3 電動弁モータ長期健全性試験手順（原子炉格納容器外電動弁モータ） 

 

電動弁モータ（38 年使用品） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（重大事故等時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露及びモータ作動）

（動作確認） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

機械的劣化 

放射線照射（事故時） 

（機械劣化，振動劣化） 



 

－ 13-32 － 

表 2.3-5 電動弁モータ長期健全性試験条件（原子炉格納容器外電動弁モータ） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 105 ℃×385 時間 

原子炉建屋内の周囲最高温度 40.0 ℃では，22 年

間の通常運転期間に相当する。 

使用期間38年の実機供試体に22年分の劣化付与

を行っており，60 年の通常運転期間に相当する。

機械的劣化 

機械劣化：弁開閉往復動作相当回数 

1,100 回 

 

振動劣化：0.75 G，3 軸方向 

各 50 分 

東海第二の60年間の動作回数 約800回を包絡す

る。 

 

IEEE382-1996 に基づく。 

 

放射線照射 

(事故時) 
放射線照射線量：1,700 Gy 

東海第二で想定される設計基準事故時の最大積

算値 1.7×103 Gy を包絡する。 

重大事故等時の放射線 100×103 Gy に対しては，

同等の原子炉格納容器外仕様のモータを用いた

放射線照射試験にて，重大事故等時の放射線量を

上回る 1.0×106 Gy にて健全性が維持できること

を確認している。 

事故時雰囲気

曝露 

最高温度：105 ℃ 

最高圧力：0.02 MPa 

曝露時間：約 7日間  

東海第二で想定される設計基準事故時の最高温

度 100 ℃，最高圧力 0.001744 MPa 及び重大事故

等時の最高温度 100 ℃，最高圧力 0.0069 MPa を

包絡する。 

 

 

表 2.3-6 電動弁モータ長期健全性試験結果（原子炉格納容器外電動弁モータ） 

試験手順 判定基準 結果 

電動弁事故時雰囲気曝露試験終了後， 

電動弁駆動モータの動作確認を行う。 
正常に動作すること。 良 
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原子炉格納容器外電動弁モータについては，図 2.3-3 に示す電動弁モータ長期健

全性試験手順により，38 年間使用した実機モータに 22 年の運転期間に相当する劣

化を付与し，固定子コイル，回転子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下を

評価した。本試験条件は表 2.3-5 に示すとおり，モータの 60 年間の通常運転期間を

想定した熱劣化，機械的劣化，放射線劣化，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲

気による劣化条件を包絡している。 

東海第二で想定される重大事故等時における放射線の影響による電動弁モータ

（原子炉格納容器外/原子炉建屋）の絶縁低下に対しては，同等の原子炉格納容器外

仕様のモータを用いた放射線照射試験にて重大事故等時線量を上回る 1.0×106 Gy

にて健全性が維持されていることから，絶縁低下に至る可能性は小さいと考える。 

原子炉格納容器外電動弁駆動部用電磁ブレーキに用いられているコイルの絶縁材

は，原子炉格納容器内電動弁モータの固定子コイルの絶縁材料と同じであり，設置

環境も原子炉格納容器内に比べて緩やかであることから，原子炉格納容器内電動弁

の健全性評価結果から判断して絶縁特性低下に至る可能性は小さいと考える。 

本試験結果は，表 2.3-6 に示すとおり，試験の判定基準を満足しており，固定子

コイル，回転子コイル及び口出線・接続部品は 60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁特性を維持できると評価する。 

環境的劣化要因の内，絶縁物への埃の付着及び吸湿による影響については，モー

タは埃の入りづらい全閉構造であることから影響は少ないと考えられる。 

また，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施しており，これまでの点検結果

では有意な絶縁特性低下は認められていないことから，今後も有意な絶縁特性低下

が起こる可能性は小さいと考えられる。 

 

② 現状保全 

固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁

特性低下に対しては，点検時に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施し，絶縁機能の健

全性を確認している。 

また，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，モータの補修又は取替

を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

原子炉格納容器外電動弁モータ長期健全性評価結果から判断して，60 年間の通常

運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において固定子コイル，回転子

コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの有意な絶縁特性低下の可能性

は低く，また，絶縁特性低下は点検時における絶縁抵抗測定，動作試験で把握可能

と考えられる。今後も，絶縁抵抗測定，動作試験を実施することにより，異常の有

無を把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると考える。 
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c. 高経年化への対応 

固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特

性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対して追加すべき項目

はないと考える。今後も点検時に絶縁抵抗測定，動作試験を実施することにより絶縁

特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，１章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［電動弁用駆動部］ 

① 原子炉格納容器内の電動（交流）弁用駆動部 

② 原子炉格納容器外（主蒸気トンネル室）の電動（交流）弁用駆動部 

③ 原子炉格納容器外の電動（交流又は直流）弁用駆動部 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［原子炉格

納容器内の電動（交流）弁用駆動部］ 

代表機器と同様，固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物

は有機物であるため，熱的，機械的，環境的及び電気的要因により経年的に劣化が進行

し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

しかし，代表機器と同様に固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイル

の絶縁特性低下は，電動弁モータ長期健全性試験（原子炉格納容器内電動弁モータ）結

果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁

特性を維持できると評価する。絶縁物への埃の付着及び吸湿による影響についても代表

機器と同様に埃の入りづらい全閉構造であることから，影響は少ないと考えられる。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施しており，今後もこの保全

方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施することで健全性は維持できると判断する。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に絶縁抵抗測定及び

動作試験を行うとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性を維持で

きると考える。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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b. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［原子炉格

納容器外（主蒸気トンネル室）の電動（交流）弁用駆動部］ 

代表機器と同様，固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁物

は有機物であるため，熱的，機械的，環境的及び電気的要因により経年的に劣化が進行

し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

しかし，代表機器と同様に固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイル

の絶縁特性の低下は，電動弁モータ長期健全性試験（原子炉格納容器内電動弁モータ）

結果より，主蒸気トンネル室の電動弁モータは 50 年間の通常運転期間，設計基準事故

時及び重大事故等時雰囲気において絶縁特性を維持できると評価する。絶縁物への埃の

付着及び吸湿による影響についても代表機器と同様に埃の入りづらい全閉構造である

ことから，影響は少ないと考えられる。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施しており，今後もこの保全

方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施することで健全性は維持できると判断する。 

なお，主蒸気トンネル室に設置している事故時動作要求のある電動弁モータについて 

は，今停止期間中に原子炉格納容器内仕様の電動弁モータへ取替を行う計画としている。 

 

c. 固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性

低下［原子炉格納容器外の電動（交流又は直流）弁用駆動部］ 

代表機器と同様，固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキ

コイルの絶縁物は有機物であるため，熱的，機械的，環境的及び電気的要因により経年

的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

しかし，代表機器と同様に固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁

ブレーキコイルの絶縁特性の低下は，電動弁モータ長期健全性試験（原子炉格納容器外

電動弁用モータ）結果より，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時

雰囲気において絶縁特性を維持できると評価する。絶縁物への埃の付着及び吸湿による

影響についても代表機器と同様に埃の入りづらい全閉構造であることから，影響は少な

いと考えられる。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び動作試験を実施しており，今後もこの保全

方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実

施することで健全性は維持できると判断する。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に絶縁抵抗測定及び

動作試験を行い，その結果により必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性を

維持できると考える。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. フレーム，ハウジング及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，フレーム，ハウジング及びエンドブラケットは，鋳鉄及び軟鋼で

あるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されており，腐食進行の可能性は小さ

く，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとして

いる。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，

その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，フレーム，ハウジング及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，固定子コア及び回転子コアは，珪素鋼板及び軟鋼であるため腐食

が想定されるが，固定子コア及び回転子コア表面には，絶縁ワニス処理が施されてお

り，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応

じ補修を実施することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，

その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 主軸の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，主軸は，ピニオンとの接触面の摩耗が想定されるが，電動弁用駆

動部のモータは連続運転ではないため，主軸の摩耗が発生する可能性は小さく，点検

時に目視確認及び寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することと

している。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認及び寸

法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できる

と考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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d. 電磁ブレーキのライニングのはく離［共通］ 

代表機器と同様，電磁ブレーキのライニングは，高湿度環境で結露水がライニング

の接着面に浸透することにより接着力が低下し，はく離することが想定されるが，東

海第二の電動弁用駆動部は結露水が発生しやすい高湿度環境にはなく，はく離が発生

する可能性は小さい。 

また，点検時に目視確認及びギャップ測定を行い，その結果により必要に応じ補修

を実施することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認及びギ

ャップ測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持で

きると考える。 

したがって，電磁ブレーキのライニングのはく離は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ステムナット及びギアの摩耗［共通］ 

代表機器と同様，ステムナット及びギアは，噛合している摺動部があり，電動弁の

作動により摩耗の発生が想定されるが，点検時に目視確認，動作試験，また，一部の

機器については，電動弁診断装置によるステムナットの摩耗測定を行い，その結果に

より必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に動作試験を行い，

その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，ステムナット及びギアの摩耗は高経年対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

f. トルクスイッチ及びリミットスイッチの導通不良［共通］ 

代表機器と同様，トルクスイッチ及びリミットスイッチは，浮遊塵埃が接点に付着

することによる導通不良が想定されるが，両スイッチはカバー内に収納されているこ

とから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要

に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認を行い，

その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，トルクスイッチ及びリミットスイッチの導通不良は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 整流子の摩耗［原子炉格納容器外の電動（直流）弁用駆動部］ 

代表機器と同様，整流子は，ブラシとの接触面に摩耗が想定されるが，整流子材は

ブラシ材より硬質であり摩耗の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されていることから，塵埃による摩耗の可能性も小さく，

点検時に清掃，目視確認，ブラシ摩耗量測定及び動作確認を行い，その結果により必

要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に清掃，目視確認，

ブラシ摩耗量測定及び動作確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，整流子の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

h. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，取付ボルトは，低合金鋼であるため腐食が想定されるが，表面は

塗装が施されており，腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結

果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

重大事故等対処設備は新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，

その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

i. 主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

代表機器と同様，主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力

集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸は設計段階において疲労割

れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

重大事故等対処設備は新たに設置されるが，代表機器と同様，高サイクル疲労割れ

は設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さく，

今後，点検時に目視確認を行い割れの有無を確認することで健全性を維持できると考

える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［原子炉格納容器内の電動（交流）弁

用駆動部，原子炉格納容器外（主蒸気トンネル室）の電動（交流）弁用駆動部，原

子炉格納容器外の電動（交流）弁用駆動部］ 

代表機器と同様，回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する

電磁力等により繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定されるが，回転子棒及び

回転子エンドリングはアルミダイキャストで一体形成され，スロット内にアルミニウ

ムが充満した状態で回転子棒が形成されていることから，回転子棒とスロットの間に

隙間や緩みは生じないため，繰返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

重大事故等対処設備は新たに設置されるが，代表機器と同様，回転子棒及び回転子

エンドリングはアルミダイキャストで一体形成され，スロット内にアルミニウムが充

満した状態で回転子棒が形成されていることから，回転子棒とスロットの間に隙間や

緩みは生じないため，繰返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

したがって，回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. トルクスプリングパックのばねのへたり［共通］ 

代表機器と同様，トルクスプリングパックのばねは，電動弁の作動時に発生するト

ルクによりへたりが生じることが想定されるが，機器設計の過程で，ばね使用時のね

じり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されており，へたりが生じる可能性

はない。 

重大事故等対処設備は新たに設置されるが，代表機器と同様，機器設計の過程で，

ばね使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されており，へたり

が生じる可能性はない。 

したがって，トルクスプリングパックのばねのへたりは高経年対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

 

 

 

14. 空気作動弁用駆動部 
 

 

［対象系統］ 

① 中央制御室換気系 

② 原子炉隔離時冷却系 

③ 原子炉冷却材浄化系 

④ 原子炉再循環系 

⑤ 不活性ガス系 

⑥ 補助系 

⑦ 原子炉系 

⑧ ほう酸水注入系 

⑨ 漏えい検出系 

⑩ 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑪ 非常用ガス処理系 

⑫ 非常用ガス再循環系 

⑬ 原子炉再循環流量制御系 

⑭ 格納容器雰囲気監視系 

⑮ 気体廃棄物処理系 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な空気作動弁用駆動部の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの空気作動弁用駆動部を型式及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれのグ

ループより代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，空気作動弁用駆動部を表 1-1 に示すとおりグループ

化する。 

型式はダイヤフラム型及びシリンダ型に分類され，設置場所は原子炉格納容器内及び原

子炉格納容器外に分類される。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，周囲温度，口径及び運転状態の観点から代

表機器を選定する。 

 

(1) 原子炉格納容器外のダイヤフラム型駆動部 

このグループには，中央制御室換気系，原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系が

属するが，重要度が高く，周囲温度が高い中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動

部を代表機器とする。 

 

(2) 原子炉格納容器内のシリンダ型駆動部 

このグループには，原子炉再循環系の原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側

隔離弁）駆動部のみが属するため，原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離

弁）駆動部を代表機器とする。 

 

(3) 原子炉格納容器外のシリンダ型駆動部 

このグループには，不活性ガス系，原子炉再循環系，補助系，原子炉系，ほう酸水注

入系，漏えい検出系，主蒸気隔離弁漏えい抑制系，原子炉隔離時冷却系，非常用ガス処

理系，非常用ガス再循環系，原子炉再循環流量制御系，原子炉冷却材浄化系，格納容器

雰囲気監視系及び気体廃棄物処理系が属するが，重要度が高い機器の中から周囲温度及

び口径を比較し，口径が最も大きい機器の中から不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部

を代表機器とする。 

 

 

 



 

 

－
 
1
4
-
2
 
－
 

表 1-1 空気作動弁用駆動部のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

選定
代表機器／ 

選定理由 重要度＊1 
口径 

（Ａ） 

使用条件 

型式 設置場所 
運転 

状態 

周囲 

温度 

( ℃ )

ダイヤフラ

ム型 

原子炉格納 

容器外 

中央制御室換気系 MS-1 80 連続 50 ◎ 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁

駆動部／重要度，周囲温度 原子炉隔離時冷却系 MS-1 25 一時 40.0  

原子炉冷却材浄化系 PS-2 80 連続 40.0  

シリンダ型 原子炉格納 

容器内 

原子炉再循環系 MS-1 20 連続 65.6 ◎ 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁

（内側隔離弁）駆動部 

原子炉格納 

容器外 

不活性ガス系 MS-1,重*2 50～600 一時 40.0 ◎ 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部／

重要度，周囲温度，口径 原子炉再循環系 MS-1 20 連続 40.0  

補助系 MS-1 80 連続 40.0  

原子炉系 MS-1/PS-1 40～500 連続 40.0  

ほう酸水注入系 MS-1,重*2 20 一時 40.0  

漏えい検出系 MS-1 15 連続 40.0  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1 100 一時 40.0  

原子炉隔離時冷却系 MS-1,重*2 20 一時 40.0  

非常用ガス処理系 MS-1,重*2 450 一時 40.0  

非常用ガス再循環系 MS-1,重*2 600 一時 40.0  

原子炉再循環流量制御系 MS-1 25 連続 40.0  

原子炉冷却材浄化系 PS-2 50～150 連続 40.0  

格納容器雰囲気監視系 MS-2 9.52*3～10 一時 40.0  

気体廃棄物処理系 PS-2 200～300 連続 50  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：単位は外径 mm とする 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の空気作動弁用駆動部について技術評価を実施する。 

① 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部 

② 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部 

③ 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部 

(1)構造 

東海第二の中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部は，ダイヤフラム型の空

気操作装置で，ダイヤフラム，スプリング，ポジショナー等で構成されており，空気

圧によりダイヤフラムを加圧することによって弁を駆動させる構造としている。 

また，駆動用の空気には，除湿された制御用空気を用いている。 

なお，当該駆動部については弁本体との取付ボルトを取外し，駆動部を取外すこと

で，駆動部内の点検手入れが可能である。 

東海第二の中央制御室換気系AH2-9出口温度制御弁駆動部の構造図を図2.1-1に示

す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系AH2-9出口温度制御弁駆動部主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部構造図 

No. 部位 

① ダイヤフラムケース 

② ケースボルト・ナット 

③ ダイヤフラム 

④ スプリング 

⑤ 駆動用ステム 

⑥ パッキン 

⑦ ポジショナー 

⑧ 減圧弁 

⑨ 取付ボルト 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 

⑨ 

（弁全体図） 

⑦ 

⑦：詳細図 

⑧：詳細図 

⑧ 

弁近傍計装盤内に設置 
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表 2.1-1 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

ダイヤフラムケース 炭素鋼 

ケースボルト・ナット 炭素鋼 

駆動力伝達機能 

の維持 
エネルギー伝達 

ダイヤフラム (消耗品) 

スプリング ばね鋼 

駆動用ステム ステンレス鋼 

パッキン (消耗品) 

ポジショナー (定期取替品) 

減圧弁 (定期取替品) 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部の使用条件 

作動空気圧力 0.02～0.10 MPa 

周囲温度* 50 ℃（最高） 

*:原子炉建屋空調機械室における設計値 
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2.1.2 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部 

(1) 構造 

東海第二の原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部は，シリ

ンダ型の空気操作装置で，シリンダ，スプリング，制御用電磁弁，リミットスイッチ

等で構成されており，空気圧によりシリンダを加圧することによって弁を駆動させる

構造としている。 

また，駆動用の空気には，除湿された制御用空気を用いている。 

なお，当該駆動部については弁本体との取付ボルトを取外し，駆動部を取外すこと

で，駆動部内の点検手入れが可能である。 

東海第二の原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部の構造図

を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部主要部位

の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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図 2.1-2 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部構造図 

No. 部位 

① シリンダ 

② スプリングケース 

③ ケースボルト・ナット 

④ ピストン 

⑤ 駆動用ステム 

⑥ スプリング 

⑦ ガスケット 

⑧ パッキン 

⑨ 制御用電磁弁 

⑩ リミットスイッチ 

⑪ 取付ボルト 

 

⑩ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧

⑪ 

⑨ 

③ 
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表 2.1-3 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

シリンダ 炭素鋼 

スプリングケース 炭素鋼 

ケースボルト・ナット 炭素鋼 

駆動力伝達機能 

の維持 
エネルギー伝達 

ピストン 炭素鋼 

駆動用ステム ステンレス鋼 

スプリング ばね鋼 

ガスケット (消耗品) 

パッキン (消耗品) 

制御用電磁弁 (定期取替品) 

リミットスイッチ (定期取替品) 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部の使用条件 

作動空気圧力 0.64～0.70 MPa 

定格電圧 

(制御用電磁弁) 
AC 115 V 

周囲温度* 65.6 ℃（最高） 

*:原子炉格納容器内における設計値 
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2.1.3 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部 

(1)構造 

東海第二の不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部は，シリンダ型の空気操作装置で，

シリンダ，スプリング，制御用電磁弁，リミットスイッチ等で構成されており，空気

圧によりシリンダを加圧することによって弁を駆動させる構造としている。 

また，駆動用の空気には，除湿された制御用空気を用いている。 

なお，当該駆動部については弁本体との取付ボルトを取外し，駆動部を取外すこと

で，駆動部内の点検手入れが可能である。 

東海第二の不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2)材料及び使用条件 

東海第二の不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部主要部位の使用材料を表2.1-5に，

使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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図 2.1-3 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部構造図 

 

No. 部位 

① シリンダ 

② シリンダボディ 

③ スプリングケース 

④ ケースボルト・ナット 

⑤ ピストン 

⑥ ラック 

⑦ ピニオン付駆動用ステム 

⑧ スプリング 

⑨ ガスケット 

⑩ パッキン 

⑪ 制御用電磁弁 

⑫ リミットスイッチ 

⑬ 取付ボルト・ナット 

 

⑬ 

⑫ 

Ｂ－Ｂ´矢示図

①

②

④ 

⑥ ⑦

⑩ ③ ⑨ 

⑤ 

⑧ 

←Ａ

←Ａ´ 

Ｂ´ 

↓ 
Ｂ 

↓ 

⑪ 

Ａ－Ａ´断面図
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表 2.1-5 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

シリンダ 炭素鋼 

シリンダボディ 鋳鉄 

スプリングケース 鋳鉄 

ケースボルト・ナット 炭素鋼 

駆動力伝達機能 

の維持 
エネルギー伝達 

ピストン 炭素鋼 

ラック 鋳鉄 

ピニオン付駆動用ステム ステンレス鋼 

スプリング ばね鋼 

ガスケット (消耗品) 

パッキン (消耗品) 

制御用電磁弁 (定期取替品) 

リミットスイッチ (定期取替品) 

機器の支持 支持 取付ボルト・ナット 炭素鋼 

 

 

表 2.1-6 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部の使用条件 

作動空気圧力 0.64～0.70 MPa 

定格電圧 

(制御用電磁弁) 
AC 115 V 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 

*:原子炉建屋における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

空気作動弁用駆動部の機能である弁棒作動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 駆動力伝達機能の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

空気作動弁用駆動部について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開

した上で，個々の部位の材料，構造，設置場所，使用条件（運転状態，温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，代表機器毎に表 2.2-1 に示すとおり想定される経年劣

化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ダイヤフラム，ガスケット及びパッキンは消耗品，制御用電磁弁，減圧弁，リミッ

トスイッチ及びポジショナーは定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提

としていることから高経年化対策を見極める上で評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ダイヤフラムケースの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁

駆動部］ 

ダイヤフラムケースは炭素鋼が使用されているため，腐食が想定されるが，ダイ

ヤフラムケース内は除湿された清浄な空気であり，また，大気接触部は塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ダイヤフラムケースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. シリンダ及びスプリングケースの腐食（全面腐食）［原子炉再循環系 PLR 炉水サン

プリング弁（内側隔離弁）駆動部］ 

シリンダ及びスプリングケースは炭素鋼が使用されているため，腐食が想定され

るが，シリンダ内は除湿された清浄な空気であり，また，大気接触部は塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，シリンダ及びスプリングケースの腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. シリンダ，シリンダボディ及びスプリングケースの腐食（全面腐食）［不活性ガス

系格納容器パージ弁駆動部］ 

シリンダは炭素鋼，シリンダボディ及びスプリングケースは鋳鉄が使用されてい

るため，腐食が想定されるが，シリンダ内は除湿された清浄な空気であり，また，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可

能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持して

いる。 

したがって，シリンダ，シリンダボディ及びスプリングケースの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. ピストンの腐食（全面腐食）［原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離

弁）駆動部，不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部］ 

ピストンは炭素鋼が使用されているため，腐食が想定されるが，ピストンが取り

付けられているシリンダ内は除湿された清浄な空気であり，腐食が発生する可能性

は小さく，目視点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ピストンの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

e. ラックの腐食（全面腐食）［不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部］ 

ラックは鋳鉄が使用されているため，腐食が想定されるが，ラックが取り付けら

れているシリンダ内は除湿された清浄な空気であり，腐食が発生する可能性は小さ

く，目視点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ラックの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. ケースボルト・ナット及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

ケースボルト・ナット及び取付ボルト・ナットは炭素鋼が使用されているため，

腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であ

れば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装すること

により機能を維持している。 

したがって，ケースボルト・ナット及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. ラック及びピニオン付駆動用ステムの摩耗［不活性ガス系格納容器パージ弁駆動

部］ 

ラック及びピニオン付駆動用ステムのギア部は弁の開閉に伴う摺動による摩耗

が想定されるが，摺動部には潤滑油が塗布されていることから，これらの摺動によ

る摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，目視点検において有意な摩耗は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これら傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

したがって，ラック及びピニオン付駆動用ステムの摩耗は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. シリンダ，ピストン及びラックの摩耗［原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁

（内側隔離弁）駆動部，不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部］ 

シリンダとピストン及びシリンダとラックは弁の開閉に伴う摺動による摩耗が

想定されるが，ピストン及びラックの外周にはゴム製のパッキンが装着され，シリ

ンダとピストン又はラックが直接接触しない構造となっていることから，これら摺

動による摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，目視点検において有意な摩耗は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これら傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

したがって，シリンダ，ピストン及びラックの摩耗は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 駆動用ステム及びピニオン付駆動用ステムの摩耗［共通］ 

駆動用ステム及びピニオン付駆動用ステムはパッキンと接触しているため，弁の

開閉に伴う摺動による摩耗が想定されるが，パッキンの材質がゴムに対して，駆動

用ステム及びピニオン付駆動用ステムはステンレス鋼であるため，これら摺動によ

る摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，目視点検において有意な摩耗は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これら傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

したがって，駆動用ステム及びピニオン付駆動用ステムの摩耗は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［共通］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されてお

り，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 



 

 

－
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表 2.2-1 (1/3)  中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号 材質

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

材質

劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 ダイヤフラムケース  炭素鋼  △        *1:へたり 

ケースボルト・ナット  炭素鋼  △        

駆動力伝達

機能の維持 

エネルギー

伝達 

ダイヤフラム ◎ －          

スプリング  ばね鋼         ▲*1 

駆動用ステム  ステンレス鋼 △         

パッキン ◎ －          

ポジショナー ◎ －          

減圧弁 ◎ －          

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象) 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象以外) 
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表 2.2-1 (2/3) 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号 材質

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

材質

劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 シリンダ  炭素鋼 △ △        *1:へたり 

スプリングケース  炭素鋼  △        

ケースボルト・ナット  炭素鋼  △        

駆動力伝達

機能の維持 

エネルギー

伝達 

ピストン  炭素鋼 △ △        

駆動用ステム  ステンレス鋼 △         

スプリング  ばね鋼         ▲*1 

ガスケット ◎ －          

パッキン ◎ －          

制御用電磁弁 ◎ －          

リミットスイッチ ◎ －          

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象) 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象以外) 
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表 2.2-1 (3/3) 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備 考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号 材質

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

材質

劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 シリンダ  炭素鋼 △ △        *1:ラック 

ギア部 

*2:外周部 

*3:ピニオン 

ギア部 

*4:駆動用 

ステム部 

*5:へたり 

シリンダボディ  鋳鉄  △        

スプリングケース  鋳鉄  △        

ケースボルト・ナット  炭素鋼  △        

駆動力伝達

機能の維持 

エネルギー

伝達 

ピストン  炭素鋼  △        

ラック  鋳鉄 △*1

△*2
△ 

       

ピニオン付駆動用ステム  ステンレス鋼 △*3

△*4

        

スプリング  ばね鋼         ▲*5 

ガスケット ◎ －          

パッキン ◎ －          

制御用電磁弁 ◎ －          

リミットスイッチ ◎ －          

機器の支持 支持 取付ボルト・ナット  炭素鋼  △        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象) 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象(日常劣化管理事象以外) 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 

［対象系統］ 

① 原子炉隔離時冷却系 

② 原子炉冷却材浄化系 

③ 原子炉再循環系 

④ 不活性ガス系 

⑤ 補助系 

⑥ 原子炉系 

⑦ ほう酸水注入系 

⑧ 漏えい検出系 

⑨ 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 

⑩ 非常用ガス処理系 

⑪ 非常用ガス再循環系 

⑫ 原子炉再循環流量制御系 

⑬ 格納容器雰囲気監視系 

⑭ 気体廃棄物処理系 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ダイヤフラムケースの腐食（全面腐食）［原子炉格納容器外のダイヤフラム型駆動部

共通］ 

ダイヤフラムケースは炭素鋼が使用されているため，腐食が想定されるが，ダイヤ

フラムケース内は除湿された清浄な空気であり，また，大気接触部は塗装が施されて

いることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必

要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ダイヤフラムケースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. シリンダ，シリンダボディ及びスプリングケースの腐食（全面腐食）［炭素鋼又は鋳

鉄のシリンダ，シリンダボディ及びスプリングケースを有するシリンダ型駆動部共

通］ 

シリンダ，シリンダボディ及びスプリングケースは炭素鋼又は鋳鉄が使用されてい

るため，腐食が想定されるが，シリンダ内は除湿された清浄な空気であり，また，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性

は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，シリンダ，シリンダボディ及びスプリングケースの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. ピストンの腐食（全面腐食）［炭素鋼又は鋳鉄のピストンを有するシリンダ型駆動部

共通］ 

ピストンは炭素鋼又は鋳鉄が使用されているため，腐食が想定されるが，ピストン

が取り付けられているシリンダ内は除湿された清浄な空気であり，腐食が発生する可

能性は小さく，目視点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，ピストンの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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d. ラック及びピニオンの腐食（全面腐食）［鋳鉄のラック及び炭素鋼のピニオンを有す

るシリンダ型駆動部共通］ 

ラックは鋳鉄，ピニオンは炭素鋼が使用されているため，腐食が想定されるが，ラ

ック及びピニオンが取り付けられているシリンダ内は除湿された清浄な空気であり，

腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に手入れ・清掃を行うことにより機能を

維持している。 

したがって，ラック及びピニオンの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ケースボルト・ナット及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［炭素鋼のケース

ボルト・ナット及び取付ボルト・ナットを有するダイヤフラム型駆動部及びシリン

ダ型駆動部共通］ 

ケースボルト・ナット及び取付ボルト・ナットは炭素鋼が使用されているため，腐

食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば

腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持している。 

したがって，ケースボルト・ナット及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. ラック及びピニオンの摩耗［ラック及びピニオン付駆動用ステム又はピニオンを有

するシリンダ型駆動部共通］ 

ラック及びピニオンのギア部は弁の開閉に伴う摺動により摩耗の発生が想定され

るが，摺動部には潤滑油が塗布されていることから，これら摺動による摩耗が発生す

る可能性は小さい。 

なお，目視点検時において有意な摩耗は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これら傾向が変化する要因があるとは考え

難い。 

したがって，ラック及びピニオンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

g. 駆動用ステムの腐食（全面腐食）［炭素鋼の駆動用ステムを有するダイヤフラム型駆

動部及びシリンダ型駆動部共通］ 

駆動用ステムは炭素鋼が使用されているため，腐食が想定されるが，シリンダ内は

除湿された清浄な空気であり，腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に手入

れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，駆動用ステムの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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h. シリンダ，ピストン及びラックの摩耗［共通］ 

シリンダとピストン及びシリンダとラックは弁の開閉に伴う摺動により摩耗の発

生が想定されるが，ピストン及びラックの外周にはゴム製のパッキンが装着され，シ

リンダとピストン又はラックが直接接触しない構造となっており，これら摺動による

摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，目視点検において有意な摩耗は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これら傾向が変化する要因があるとは考え

難い。 

したがって，シリンダ，ピストン及びラックの摩耗は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 駆動用ステム及びピニオン付駆動用ステムの摩耗［共通］ 

駆動用ステム及びピニオン付駆動用ステムはパッキンと接触しているため，弁の開

閉に伴う摺動により摩耗の発生が想定されるが，パッキンの材質がゴムに対して，駆

動用ステム及びピニオン付駆動用ステムはステンレス鋼又は炭素鋼であるため，これ

ら摺動による摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，目視点検において有意な摩耗は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これら傾向が変化する要因があるとは考え

難い。 

したがって，駆動用ステム及びピニオン付駆動用ステムの摩耗は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［スプリングを有するダイヤフラム型駆動部及びシリンダ型駆

動部共通］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されており，

さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低いこ

とから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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本評価書は東海第二発電所（以下，「東海第二」という。）で使用している安全上重要な

炉内構造物（重要度分類審査指針におけるPS-1，2及び MS-1，2に該当する機器）及び重大事

故等対処設備に属する設備について，運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技

術評価についてまとめたものである。 

評価対象機器の一覧を表 1に示す。 

技術評価にあたっては炉内構造物の特殊性を考慮し，評価対象機器についてグループ化や

代表機器の選定を行わずに全ての機器について評価を実施する。 

なお，制御棒は「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するものとし，本評価書には含

めていない。 

また，本文中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特

に注記がない限りゲージ圧力を示す）。 

 

表 1 評価対象機器一覧 

名称 重要度*1 

炉心シュラウド PS-1，重*2 

シュラウドサポート PS-1，重*2 

上部格子板 PS-1，重*2 

炉心支持板 PS-1，重*2 

燃料支持金具（中央，周辺） PS-1，重*2 

制御棒案内管 PS-1，重*2 

炉心スプレイ配管・スパージャ MS-1，重*2 

差圧検出・ほう酸水注入管 MS-1，重*2 

ジェットポンプ MS-1，重*2 

中性子計測案内管 MS-1 

残留熱除去系（低圧注水系）配管 MS-1，重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物である

ことを示す 

 



1. 炉内構造物 

［対象機器］ 

① 炉心シュラウド 

② シュラウドサポート 

③ 上部格子板 

④ 炉心支持板 

⑤ 燃料支持金具（中央，周辺） 

⑥ 制御棒案内管 

⑦ 炉心スプレイ配管・スパージャ 

⑧ 差圧検出・ほう酸水注入管 

⑨ ジェットポンプ 

⑩ 中性子計測案内管 

⑪ 残留熱除去系（低圧注水系）配管 
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1. 対象機器 

主要な炉内構造物の仕様を表 1-1 に示す。 

表1-1 炉内構造物の主な仕様 

機器名称 重要度*1
最高使用圧力*2

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

炉心シュラウド PS-1，重*3

8.62 302 

シュラウドサポート PS-1，重*3

上部格子板 PS-1，重*3

炉心支持板 PS-1，重*3

燃料支持金具（中央，周辺） PS-1，重*3

制御棒案内管 PS-1，重*3

炉心スプレイ配管・スパージャ MS-1，重*3

差圧検出・ほう酸水注入管 MS-1，重*3

ジェットポンプ MS-1，重*3

中性子計測案内管 MS-1 

残留熱除去系（低圧注水系）配管 MS-1，重*3

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：環境の最高使用圧力を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物である

ことを示す 
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2. 炉内構造物の技術評価 

本章では，1章で評価対象機器とした炉内構造物について技術評価を実施する。 

これらの評価対象機器を含む炉内構造物全体の組立図を図 1に示す。 

なお，東海第二の原子炉熱出力は，3,293 MW，原子炉冷却材全流量は，48.3×106 kg/h で

ある。 

図 1 炉内構造物組立図 

①炉心シュラウド 

③上部格子板 

④炉心支持板 

⑤燃料支持金具

②シュラウドサポート 

⑨ジェットポンプ

⑥制御棒案内管

⑧差圧検出・ 

 ほう酸水注入管

⑪残留熱除去系 

 （低圧注水系）配管

⑦炉心スプレイ配管・ 

 スパージャ 

⑩中性子計測案内管 
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2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 炉心シュラウド 

(1) 構造 

東海第二の炉心シュラウドは，円筒形の構造物であり，1個設置されている。 

炉心シュラウドは，耐食性の高いステンレス鋼が使用されており，炉心内を上昇

する原子炉冷却材の流れと炉心シュラウドと原子炉圧力容器壁との間の環状部を下

降する原子炉冷却材の流れを隔離する構造となっており，下端はシュラウドサポー

トに溶接されている。 

東海第二の炉心シュラウドの構造図を図 2.1-1 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の炉心シュラウド主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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No. 部位 

① 上部胴 

② 中間胴 

③ 下部胴 

A-A 断面 

図 2.1-1 炉心シュラウド構造図 

① 

② 

③ 

A A 
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表 2.1-1 炉心シュラウド主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心の支持 支持 

上部胴 ステンレス鋼 

中間胴 ステンレス鋼 

下部胴 ステンレス鋼 

表 2.1-2 炉心シュラウドの使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.2 シュラウドサポート 

(1) 構造 

東海第二のシュラウドサポートは，高ニッケル合金を使用した脚支持円筒形の構

造物であり，1 個設置されている。 

シュラウドサポートは，耐食性の高い高ニッケル合金が使用されており，上端で

炉心シュラウドを支持し，レグ及びプレートで原子炉圧力容器に支えられている。 

また，第 12 回定期検査（1992 年度）において，海外プラントでの応力腐食割れに

よる損傷事例に鑑み，マンホール蓋についてボルト締め構造に変更している。 

東海第二のシュラウドサポートの構造図を図 2.1-2 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のシュラウドサポート主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表

2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① シリンダ 

② プレート 

③ レグ 

④ マンホール蓋 

⑤ 取付ボルト 

A-A 断面 

図 2.1-2 シュラウドサポート構造図 

① 

② 

③ 

④

⑤

A 

A 
④
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表 2.1-3 シュラウドサポート主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心の支持 支持 

シリンダ 高ニッケル合金 

プレート 高ニッケル合金 

レグ 高ニッケル合金 

炉心冷却材 

流路の確保 
その他 

マンホール蓋 高ニッケル合金 

取付ボルト 高ニッケル合金 

表 2.1-4 シュラウドサポートの使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.3 上部格子板 

(1) 構造 

東海第二の上部格子板は，格子状の構造物であり，1 個設置されている。 

上部格子板は，耐食性の高いステンレス鋼が使用されており，燃料集合体上部の

水平方向及び核計装装置の上端の支持をしており，炉心シュラウドにレストレイン

トで取付けられている。 

東海第二の上部格子板の構造図を図 2.1-3 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の上部格子板主要部位の使用材料を表2.1-5に，使用条件を表2.1-6に示

す。 
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No. 部位 

① 上部フランジ 

② グリッドプレート 

③ リム胴 

④ 下部フランジ 

⑤ レストレイント 

A-A 断面 

図 2.1-3 上部格子板構造図 

② 

⑤

B 

B 

B-B 断面

A A 

④ 

① 

③ 
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表 2.1-5 上部格子板主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心の支持 支持 

上部フランジ ステンレス鋼 

グリッドプレート ステンレス鋼 

リム胴 ステンレス鋼 

下部フランジ ステンレス鋼 

機器の支持 支持 レストレイント ステンレス鋼 

表 2.1-6 上部格子板の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.4 炉心支持板 

(1) 構造 

東海第二の炉心支持板は，多孔円板状の構造物であり，1 個設置されている。 

炉心支持板は，耐食性の高いステンレス鋼が使用されており，制御棒案内管上部，

燃料集合体及び中性子計測案内管等の水平方向及び周辺燃料の重量を支えており，

シュラウドにスタッドで取付けられている。 

東海第二の炉心支持板の構造図を図 2.1-4 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の炉心支持板主要部位の使用材料を表2.1-7に，使用条件を表2.1-8に示

す。 
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No. 部位 

① 支持板 

② リム胴 

③ 補強ビーム 

④ スタッド 

              B-B 断面 

A-A 断面 

図 2.1-4 炉心支持板構造図 

① ② 
③ 

④ 

BB

A A 
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表 2.1-7 炉心支持板主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心の支持 支持 

支持板 ステンレス鋼 

リム胴 ステンレス鋼 

補強ビーム ステンレス鋼 

機器の支持 支持 スタッド ステンレス鋼 

表 2.1-8 炉心支持板の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.5 燃料支持金具 

(1) 構造 

東海第二の燃料支持金具は，中央燃料支持金具が 185 個，周辺燃料支持金具が 24

個設置されている。 

燃料支持金具は，耐食性の高いステンレス鋼及びステンレス鋳鋼が使用されてお

り，中央燃料支持金具は，制御棒案内管の上部に取付けられており，周辺燃料支持

金具は，炉心支持板に取付けられている。燃料支持金具は燃料集合体を支持すると

ともに燃料集合体への原子炉冷却材の流路を形成している。 

東海第二の燃料支持金具の構造図を図 2.1-5 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の燃料支持金具主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10

に示す。 
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No. 部位 

① 中央燃料支持金具 

② 周辺燃料支持金具 

             A-A 断面               B-B 断面 

図 2.1-5 燃料支持金具構造図 

① ② 

B B 

A 

A 
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表 2.1-9 燃料支持金具主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心の支持 支持 
中央燃料支持金具 ステンレス鋳鋼 

周辺燃料支持金具 ステンレス鋼 

表 2.1-10 燃料支持金具の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.6 制御棒案内管 

(1) 構造 

東海第二の制御棒案内管は，円筒形状の構造物であり，185 個設置されている。 

制御棒案内管は，耐食性の高いステンレス鋼及びステンレス鋳鋼が使用されてお

り，制御棒の挿入・引抜の際のガイドとなるとともに，燃料集合体及び中央燃料支

持金具の重量を支えている。また，上端は炉心支持板により水平方向を支持されて

おり，下端は制御棒駆動機構ハウジングに取付けられている。 

東海第二の制御棒案内管の構造図を図 2.1-6 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の制御棒案内管主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件を表 2.1-12

に示す。 
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No. 部位 

① スリーブ 

② ボディ 

③ ベース 

A-A 断面 

図 2.1-6 制御棒案内管構造図 

① 

② 

③ 

A A 
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表 2.1-11 制御棒案内管主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心の支持 支持 

スリーブ ステンレス鋼 

ボディ ステンレス鋼 

ベース ステンレス鋳鋼 

表 2.1-12 制御棒案内管の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.7 炉心スプレイ配管・スパージャ 

(1) 構造 

東海第二の炉心スプレイ配管・スパージャは，管状の構造物であり，2 系統（配管

2，スパージャ 4）設置されている。 

炉心スプレイ配管・スパージャは，耐食性の高いステンレス鋼及びステンレス鋳

鋼が使用されており，冷却水を炉心に供給するためのものである。炉心スプレイ配

管・スパージャはサーマルスリーブを介し炉心スプレイノズルセーフエンドに溶接

されており，配管部は原子炉圧力容器内面のブラケットにより支持されている。 

東海第二の炉心スプレイ配管・スパージャの構造図を図 2.1-7 及び図 2.1-8 に示

す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の炉心スプレイ配管・スパージャ主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使

用条件を表 2.1-14 に示す。 
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No. 部位 

① パイプ 

② ティ（配管） 

③ クランプ 

④ 取付ボルト 

B-B 断面 

A-A 矢視 

図 2.1-7 炉心スプレイ配管構造図 

① 

②

③

④

A 

A 

B 

B
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No. 部位 

① ティ（スパージャ） 

② ヘッダ 

③ ノズル 

④ スパージャブラケット 

図 2.1-8 炉心スプレイスパージャ構造図 

① 

② 

④ ③

D
D 

C C

C-C 断面
D-D 断面
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表 2.1-13 炉心スプレイ配管・スパージャ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 

パイプ ステンレス鋼 

ティ（配管） ステンレス鋼 

ティ（スパージャ） ステンレス鋼 

ヘッダ ステンレス鋼 

ノズル 
ステンレス鋼， 

ステンレス鋳鋼 

機器の支持 支持 

スパージャブラケット ステンレス鋼 

クランプ ステンレス鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

表 2.1-14 炉心スプレイ配管・スパージャの使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.8 差圧検出・ほう酸水注入管 

(1) 構造 

東海第二の差圧検出・ほう酸水注入管は，二重配管状の構造物であり，1 個設置さ

れている。 

差圧検出・ほう酸水注入管は，耐食性の高いステンレス鋼が使用されており，差

圧検出・ほう酸水注入ノズルからシュラウドサポート内側を経由し炉心支持板まで

の範囲に位置し，途中を炉心シュラウド及びシュラウドサポートに，上端を炉心支

持板により支持されている。差圧検出・ほう酸水注入管は同心の二重管であり，炉

内で内側配管と外側配管とに分離する。外側配管は，炉心支持板上部の圧力を検出

している。また，内側配管は，原子炉圧力容器下部の圧力を検出するとともに，五

ほう酸ナトリウム水を注入できる構造となっている。 

東海第二の差圧検出・ほう酸水注入管の構造図を図 2.1-9 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の差圧検出・ほう酸水注入管主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，使用条

件を表 2.1-16 に示す。 
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No. 部位 

① パイプ 

② サポート 

図 2.1-9 差圧検出・ほう酸水注入管構造図 

① 

① 

①

② 

シュラウド

原子炉圧力容器

シュラウドサポート 

炉心支持板

A 

A 

A-A 断面

二重構造部 
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表 2.1-15 差圧検出・ほう酸水注入管主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 パイプ ステンレス鋼 

機器の支持 支持 サポート ステンレス鋼 

表 2.1-16 差圧検出・ほう酸水注入管の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.9 ジェットポンプ 

(1) 構造 

東海第二のジェットポンプは，流体噴射駆動式のポンプであり，20 個設置されて

いる。 

ジェットポンプは，耐食性の高いステンレス鋼及び高ニッケル合金が使用されて

おり，原子炉圧力容器ノズル及びシュラウドサポートに固定されている。また，途

中，ライザブレースにより原子炉圧力容器に支持されている。インレットミキサは，

取外し可能な構造となっており，ビームにより固定されている。給水並びに気水分

離器及び蒸気乾燥器で分離された水の一部が再循環ループに取出され，原子炉再循

環ポンプにより昇圧された後，ジェットポンプのノズルから高速で噴出し，給水並

びに気水分離器及び蒸気乾燥器で分離された水の残りをディフューザで圧力回復さ

れた後，炉心に供給される。 

なお，ビームについては，海外プラントにおいて応力腐食割れが発生した事例が

あることから，第7回定期検査（1986年度）及び第 18回定期検査（2001 年度）にお

いて，耐応力腐食割れ性に優れたビーム（熱処理方法改善，ビーム締付力の低減，

形状の変更による応力低減）に全数取替えている。 

第 22 回定期検査（2006 年度）において，ジェットポンプ計測配管に疲労割れと推

定される割れが認められ，当該部を形状記憶合金を用いて修繕している。 

第 24 回定期検査（2009 年度）において，更なる共振対策としてＴボルトクランプ

の追設及びＣクランプからＴボルトクランプへの一部取替を実施している。 

東海第二のジェットポンプの構造図を図 2.1-10 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のジェットポンプ主要部位の使用材料を表 2.1-17 に，使用条件を表 2.1-

18 に示す。 
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No. 部位 

① ライザ管 

② インレットミキサ 

③ ディフューザ 

④ ビーム 

⑤ ライザブレース 

⑥ 計測配管 

⑦ リストレーナブラケット

⑧ 継手 

⑨ Ｃクランプ 

⑩ Ｔボルトクランプ 

計測配管配置図 

図 2.1-10 ジェットポンプ構造図 

④ 

⑤

⑦ 

A 部詳細 

B 部詳細

⑧ 

⑥ 

② 

エルボ部 直管部 

① 

③ 

A 

⑥ 

B 

⑥ 

⑩ 

⑨ 

Ｃクランプ Ｔボルトクランプ 

ディフューザ 
クランプ 

計測配管 

クランプ 
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表 2.1-17 ジェットポンプ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 

ライザ管 ステンレス鋼 

インレットミキサ 
ステンレス鋼， 

ステンレス鋳鋼 

ディフューザ 

ステンレス鋼， 

ステンレス鋳鋼， 

高ニッケル合金 

機器の支持 支持 

ビーム 高ニッケル合金 

ライザブレース ステンレス鋼 

リストレーナブラケット ステンレス鋳鋼 

その他 その他 

計測配管 ステンレス鋼 

継手 

形状記憶合金：合金鋼

Ｃクランプ：ステンレス鋼 

Ｔボルトクランプ：低合金

鋼 

表 2.1-18 ジェットポンプの使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 



－ 31 － 

2.1.10 中性子計測案内管 

(1) 構造 

東海第二の中性子計測案内管は，管状の構造物であり，55個設置されている。 

中性子計測案内管は，耐食性の高いステンレス鋼が使用されており，核計装装置

のガイドをしており，上端は炉心支持板，中間部はスタビライザ，また下端は中性

子計測ハウジングにより支持されている。 

なお，55個のうち 1個は，第18回定期検査（2001年度）において，中性子計測ハ

ウジングの取替に伴い，中性子計測ハウジングとの溶接構造を変更している。 

東海第二の中性子計測案内管の構造図を図 2.1-11 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中性子計測案内管主要部位の使用材料を表 2.1-19 に，使用条件を表

2.1-20 に示す。 
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No. 部位 

① パイプ 

② スタビライザ 

図 2.1-11 中性子計測案内管構造図 

① 

① 

② 

溶接構造変更前

（54個） 
溶接構造変更後

（1個） 
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表 2.1-19 中性子計測案内管主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

ガイド 支持 パイプ ステンレス鋼 

機器の支持 支持 スタビライザ ステンレス鋼 

表 2.1-20 中性子計測案内管の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.1.11 残留熱除去系（低圧注水系）配管 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系（低圧注水系）配管は，管状の構造物であり，3 個設置さ

れている。 

残留熱除去系（低圧注水系）配管は，耐食性の高いステンレス鋼が使用されてお

り，冷却水を炉心シュラウド内に供給するためのものである。残留熱除去系（低圧

注水系）配管は，原子炉圧力容器の低圧注水ノズルと炉心シュラウドをサーマルス

リーブ，フランジ，スリーブ等により繋いでいる。 

東海第二の残留熱除去系（低圧注水系）配管の構造図を図 2.1-12 に示す。 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系（低圧注水系）配管主要部位の使用材料を表 2.1-21 に，

使用条件を表 2.1-22 に示す。 
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No. 部位 

① フランジネック 

② スリーブ 

③ フランジ 

④ カップリング 

⑤ ボルト 

⑥ ベローズ 

図 2.1-12 残留熱除去系（低圧注水系）配管構造図 

A 

A 

A-A 断面

⑥ 
② 

③ 

① 

原子炉 

圧力容器 

⑤ ⑤ 

④ 

④ 

炉心シュラウド 
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表 2.1-21 残留熱除去系（低圧注水系）配管主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 

フランジネック ステンレス鋼 

スリーブ ステンレス鋼 

機器の支持 支持 

フランジ ステンレス鋼 

カップリング ステンレス鋼 

ボルト ステンレス鋼 

その他 その他 ベローズ ステンレス鋼 

表 2.1-22 残留熱除去系（低圧注水系）配管の使用条件 

最高使用圧力*1 8.62 MPa 

最高使用温度 302 ℃ 

内部流体 純水 

*1：環境の最高使用圧力を示す 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

炉内構造物の機能である炉心形状の維持及び炉外の機器・系統との連携による炉心

冷却機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 炉心の支持 

(2) 炉心冷却材流路の確保 

(3) 機器の支持 

(4) ガイド 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

炉内構造物について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表2.2-1に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出

した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は次項のとおり評価対象外とする。 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

炉内構造物には，消耗品及び定期取替品はない。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。なお，下記①，②に該当する事象については，

2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

a. 疲労割れ［炉心シュラウド，シュラウドサポート］ 

b. 照射誘起型応力腐食割れ［炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃

料支持金具，制御棒案内管］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

a．粒界型応力腐食割れ［炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心

支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，差

圧検出・ほう酸水注入管，ジェットポンプ，中性子計測案内管，残留熱除去系

（低圧注水系）配管］ 

炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支

持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，差圧検出・ほう酸水注

入管，ジェットポンプ，中性子計測案内管，残留熱除去系（低圧注水系）配管は，

ステンレス鋼及び高ニッケル合金であり高温の純水環境中にあるため，国内外の

損傷事例から粒界型応力腐食割れが想定される。 

炉心シュラウド－シュラウドサポートの周方向溶接部（H7）及びシュラウドサ

ポートのシリンダ縦溶接部（V8）については，高温純水中の高ニッケル合金であ

り，粒界型応力腐食割れと推定されるひび割れが確認されている。 

2010 年 3 月に経済産業省に報告した「東海第二発電所におけるシュラウドサポ

ート溶接部のひび割れに関する評価書」において，S2 地震荷重及び当時の基準地

震動 SS を考慮し，ひびの進展評価及び破壊評価を実施しており，技術基準に適合

しなくなると見込まれる時期は所定の期間（2010年 3月から 30年間）を超える45 

年と評価されている。 

炉心シュラウドの胴母材部には，製造時に仮設部材が一時的に溶接で取り付け

られていた部位があり，溶接時の入熱や機械加工によって，材料の鋭敏化や引張

残留応力が付与された状態となっている可能性があることから，将来にわたって

応力腐食割れが発生することは否定できない。 

しかしながら，当該部位は炉心シュラウド全体に比べごく限られた小さな範囲

であり，応力腐食割れが発生したとしてもごく一部に留まるため，構造健全性に

影響するき裂となることは考えられない。 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートについては，維持規格等に基づき計画

的に水中テレビカメラによる目視点検及び超音波探傷検査を実施しており，上記

の評価で用いた評価用寸法を上回るひびの進展は確認されておらず，また，現在

ひびの確認されている溶接部以外においては，粒界型応力腐食割れと推定される

欠陥がないことを確認している。 

上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配

管・スパージャ，差圧検出・ほう酸水注入管，ジェットポンプ，中性子計測案内

管，残留熱除去系（低圧注水系）配管については，維持規格等に基づき計画的に

水中カメラによる目視点検を実施しており，粒界型応力腐食割れと推定される欠

陥がないことを確認している。 
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さらに，ステンレス鋼又は高ニッケル合金の粒界型応力腐食割れは，材料の感

受性，腐食環境及び引張応力の3つの因子が同時に存在する条件下で発生するが，

東海第二の炉内構造物については，水素注入による腐食環境改善や残留応力低減

対策等を実施している。 

したがって，炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板，

周辺燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，差圧検出・

ほう酸水注入管，ジェットポンプ，中性子計測案内管，残留熱除去系（低圧注水

系）配管の粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

b. 摩耗［ジェットポンプ］ 

ジェットポンプのリストレーナブラケットのウェッジ及びパッド部はインレッ

トミキサ及びディフューザの振動により摩耗が発生する可能性がある。しかしな

がら，必要に応じ補助ウェッジを取付ける等の対策を実施している。 

また，ジェットポンプのリストレーナブラケットについては計画的に水中テレ

ビカメラによる目視点検を実施しており，これまでに有意な欠陥がないことを確

認している。 

したがって，ジェットポンプの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

c. 締付力の低下［ジェットポンプ］ 

ジェットポンプの計測配管の一部は形状記憶合金製の継手及びクランプを用い

て機械的に接続しており，温度変動等による締付力の低下が想定される。 

しかしながら，ジェットポンプの計測配管で使用している継手は，電力共通研

究「ＩＣＭハウジング取替工法の実機適用化研究」及び（財）原子力発電技術機

構「溶接部等熱影響部信頼性実証試験等（原子力プラント保全技術信頼性実証試

験（機器保全実証試験））」にて健全性が確認されている一方向性の形状記憶合

金を使用している継手（Ｃクランプ），Ｔボルト及びナットにてジェットポンプ

ディフューザに計測管クランプを固定している緩み防止機能の付いた継手（Ｔボ

ルトクランプ）であることから，取付け後に緩みが生じる可能性は極めて小さい

と判断する。 

また，形状記憶合金製の継手及びクランプについては第 23 回定期検査時（2008

年度）及び第 25 回施設定期検査時（2011 年度）に目視点検を実施しており，緩み

がないことを確認している。 

したがって，ジェットポンプの締付力の低下は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 高サイクル疲労割れ［制御棒案内管，ジェットポンプ，中性子計測案内管］ 

制御棒案内管，ジェットポンプ，中性子計測案内管は，原子炉冷却材の流れに

よる流体振動を受けるため，高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，流体振

動による高サイクル疲労については，設計段階において考慮されているため，高

サイクル疲労割れが発生する可能性は小さく，今後もこれらの傾向が大きく変化

する要因があるとは考え難い。 

また，ジェットポンプについては，第 22 回定期検査（2006 年度）において計測

配管に割れが確認され，共振による疲労割れと推定された。当該部は同定検内に

修繕され，再発防止対策として，共振の可能性が否定できない計測配管をＣクラ

ンプにてディフューザに固定し，固有振動数を高サイクル側に回避するとともに，

第 24 回定期検査（2009 年度）において更なる共振対策としてＴボルトクランプの

追設及びＣクランプからＴボルトクランプへの一部取替を実施している。 

また，共振を引き起こした可能性のある原子炉再循環ポンプの高速試運転を今

後行わないこととし，運転中はジェットポンプ流量にて異常のないことを監視し

ている。 

なお，制御棒案内管，中性子計測案内管については計画的に水中テレビカメラ

による目視点検を実施しており，これまでに有意な欠陥は認められていない。 

したがって，制御棒案内管，ジェットポンプ，中性子計測案内管の高サイクル

疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

e. 疲労割れ［残留熱除去系（低圧注水系）配管］ 

残留熱除去系（低圧注水系）配管については，炉心シュラウドと原子炉圧力容

器との間に熱膨張差による相対変位が発生し，プラント起動停止時等の繰返しに

よる低サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，ベローズにより伸縮可能な構造で相対変位に追従可能であり，

構造的に大きな荷重が作用しないため，割れに至る疲労が蓄積される可能性は小

さく，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，残留熱除去系（低圧注水系）配管については，水中テレビカメラによる

定期的な目視点検により健全性を確認している。 

したがって，残留熱除去系（低圧注水系）配管の疲労割れは，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

a. 摩耗［残留熱除去系（低圧注水系）配管］ 

残留熱除去系（低圧注水系）配管のフランジは起動・停止時の温度変動により

スリーブとの相対変位が生じて擦れるが，スリーブとの接触面に表面固化処理を

しており，また，起動停止の温度変動による摩耗であり，繰返し回数が少ないた

め，有意な摩耗の発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が大きく変化する要因があるとは考え難いことから，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

b. 照射スウェリング［炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央・周辺燃料

支持金具，制御棒案内管］ 

高照射領域で使用される炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央・周

辺燃料支持金具及び制御棒案内管については，照射スウェリングの発生が想定さ

れるが，BWRの温度環境（約280 ℃）や照射量では発生の可能性は極めて小さく，

今後もこれらの傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央・周辺燃料支持

金具，制御棒案内管の照射スウェリングは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

c. 照射下クリープ［炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央・周辺燃料支

持金具，制御棒案内管］ 

高照射領域で使用される炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央・周

辺燃料支持金具及び制御棒案内管については，照射下クリープが生じる可能性が

ある。 

しかしながら，BWR の高照射領域にある炉内構造物においては，照射下クリープ

の影響が問題となる内圧等による荷重制御型の荷重はなく，差圧等による応力も

非常に小さく，今後もこれらの傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，中央・周辺燃料支持

金具及び制御棒案内管の照射下クリープは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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d．熱時効［中央燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，ジ

ェットポンプ］ 

中央燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，ジェット

ポンプに使用しているステンレス鋳鋼は，オーステナイト相中に一部フェライト

相を含む 2 相組織であり，使用環境温度が 250℃以上（最高使用温度 302℃）であ

るため，熱時効による材料の靭性低下等の機械的特性が変化することが想定され

るが，中央燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，ジェ

ットポンプでステンレス鋳鋼である部位には，き裂の原因となる経年劣化事象は

想定されていない。 

したがって，中央燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージ

ャ，ジェットポンプの熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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表 2.2-1（1/11） 炉心シュラウドに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐食 

割れ 
熱時効 劣化

炉心の支持 支持 

上部胴  ステンレス鋼   ○ △*1

*1:粒界型応力腐食割れ 

*2:照射誘起型応力腐食割れ

(中性子照射による靭性

低下も考慮している) 

*3:照射スウェリング 

*4:照射下クリープ 
中間胴  ステンレス鋼   ○ △*1○*2   ▲*3*4

下部胴  ステンレス鋼   ○ △*1

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
 
4
5
 －

 

表 2.2-1（2/11） シュラウドサポートに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他

摩耗 腐食 疲労割れ
応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心の支持 支持 

シリンダ  
高ニッケル 

合金 
  ○ △*1 *1:粒界型応力腐食割れ 

プレート  
高ニッケル 

合金 
  ○ △*1

レグ  
高ニッケル 

合金 
  ○ △*1

炉心冷却材 

流路の確保 
その他 

マンホール蓋
高ニッケル 

合金 
  ○     

取付ボルト  
高ニッケル 

合金 
  ○     

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（3/11） 上部格子板に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心の支持 支持 

上部フランジ  ステンレス鋼    △*1 *1:粒界型応力腐食割れ 

*2:照射誘起型応力腐食割れ 

(中性子照射による靭性

低下も考慮している) 

*3:照射スウェリング 

*4:照射下クリープ 

グリッドプレ

ート 
 ステンレス鋼    △*1○*2   ▲*3*4

リム胴  ステンレス鋼    △*1

下部フランジ  ステンレス鋼    △*1

機器の支持 支持 
レストレイン

ト 
 ステンレス鋼    △*1

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
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表 2.2-1（4/11） 炉心支持板に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心の支持 支持 

支持板  ステンレス鋼    △*1○*2   ▲*3*4 *1:粒界型応力腐食割れ 

*2:照射誘起型応力腐食割れ

(中性子照射による靭性

低下も考慮している) 

*3:照射スウェリング 

*4:照射下クリープ 

リム胴  ステンレス鋼    △*1

補強ビーム  ステンレス鋼    △*1

機器の支持 支持 スタッド  ステンレス鋼

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
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表 2.2-1（5/11） 燃料支持金具に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心の支持 支持 

中央燃料支持

金具 

ステンレス 

鋳鋼 
▲  ▲*3*4

*1:粒界型応力腐食割れ 

*2:照射誘起型応力腐食割

れ(中性子照射による靭

性低下も考慮している)

*3:照射スウェリング 

*4:照射下クリープ 

周辺燃料支持

金具 
 ステンレス鋼    △*1○*2   ▲*3*4

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（6/11） 制御棒案内管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心の支持 支持 

スリーブ  ステンレス鋼    △*1○*2   ▲*4*5

*1:粒界型応力腐食割れ 

*2:照射誘起型応力腐食割

れ(中性子照射による靭

性低下も考慮している)

*3:高サイクル疲労割れ 

*4:照射スウェリング 

*5:照射下クリープ 

ボディ  ステンレス鋼   △*3 △*1

ベース  
ステンレス 

鋳鋼 
▲

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（7/11） 炉心スプレイ配管・スパージャに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 

パイプ  ステンレス鋼    △*1 *1:粒界型応力腐食割れ 

ティ（配管）  ステンレス鋼    △*1

ティ 

（スパージャ）
 ステンレス鋼    △*1

ヘッダ  ステンレス鋼    △*1

ノズル 

 ステンレス鋼    △*1

ステンレス鋳

鋼 
▲

機器の支持 支持 

スパージャ 

ブラケット 
 ステンレス鋼

クランプ  ステンレス鋼

取付ボルト  ステンレス鋼

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
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表 2.2-1（8/11） 差圧検出・ほう酸水注入管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 パイプ  ステンレス鋼    △*1

*1:粒界型応力腐食割れ 

機器の支持 支持 サポート  ステンレス鋼    △*1

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）
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表 2.2-1（9/11） ジェットポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 

ライザ管  ステンレス鋼    △*1 *1:粒界型応力腐食割れ 

*2:高サイクル疲労割れ 

*3:締付力の低下 

インレットミキ

サ 

ステンレス鋼    △*1

ステンレス鋳鋼 ▲

ディフューザ  

ステンレス鋳鋼 ▲

ステンレス鋼    △*1

高ニッケル合金    △*1

機器の支持 支持 

ビーム  高ニッケル合金    △*1

ライザブレース  ステンレス鋼   △*2 △*1

リストレーナブ

ラケット 
 ステンレス鋳鋼 △    ▲

その他 その他 

計測配管  ステンレス鋼   △*2 △*1

継手  

合金鋼 

ステンレス鋼 

低合金鋼 

      △*3

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



－
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表 2.2-1（10/11） 中性子計測案内管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

機器の支持 支持 スタビライザ  ステンレス鋼   △*1 △*2 *1:高サイクル疲労割れ 

*2:粒界型応力腐食割れ 

ガイド 支持 パイプ  ステンレス鋼   △*1 △*2

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（11/11） 残留熱除去系（低圧注水系）配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

炉心冷却材 

流路の確保 
流路形成 

フランジ 

ネック 
 ステンレス鋼    △*1

*1:粒界型応力腐食割れ 

スリーブ  ステンレス鋼 ▲       

機器の支持 支持 

フランジ  ステンレス鋼 ▲   △*1

カップリング  ステンレス鋼

ボルト  ステンレス鋼

その他 その他 ベローズ  ステンレス鋼   △ △*1

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 疲労割れ［炉心シュラウド，シュラウドサポート］ 

a. 事象の説明 

繰返し応力のもとでは，その材料の静的強度より低い応力によっても割れを起こ

す場合がある。 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートについては，プラントの起動・停止時等

の熱過渡により，疲労が蓄積される可能性がある。 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートについて，日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」（以下，

「設計建設規格」という）に基づいて評価した。対象部位を図 2.3-1 に示す。 

疲労評価は，運転期間延長認可申請に伴う評価として，2016 年 11 月末までの運

転実績に基づき推定した 2016 年度以降の評価対象期間での推定過渡回数を包含し，

より保守的*に設定した過渡回数とした。 

*：評価条件として，2011 年 3 月から 2019 年 8 月末まで冷温停止状態，2019 年

8 月以降の過渡回数発生頻度は実績の 1.5 倍以上を想定した。 

また，使用環境を考慮した疲労について，日本機械学会「発電用原子力設備規

格 環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」（以下，「環境疲労評価手法」という）

に基づいて評価した。評価用過渡条件を表 2.3-1 に，評価結果を表 2.3-2 に示す。 

その結果，運転開始後 60 年時点の疲労累積係数は許容値を下回り，疲労割れの

可能性は小さいと判断する。 

② 現状保全 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートについては，維持規格に基づき計画的

に水中テレビカメラによる代表部位の目視点検を実施しており，これまでの目視

点検において，疲労割れによるものと推定される欠陥は認められていない。 

さらに，高経年化技術評価に合わせて，実過渡回数に基づく評価を実施するこ

ととしている。 

③ 総合評価 

健全性評価結果から，疲労割れ発生の可能性は十分小さいと考えるが，疲労評

価は実過渡回数に依存するため，今後も実過渡回数を把握する必要がある。 
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c. 高経年化への対応 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートの疲労割れに対しては，維持規格に基づ

く計画的な目視点検を継続していくとともに，継続的に実過渡回数の確認を行い，

運転開始後 60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認する。 

図 2.3-1 炉心シュラウド・シュラウドサポート疲労評価対象部位 

シュラウドサポート 

炉心シュラウド 
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表 2.3-1 炉心シュラウド・シュラウドサポート評価用過渡条件 

運転条件 

運転実績に基づく 

過渡回数 

（2016 年 11 月時点） 

60 年目推定 

耐圧試験 72 135 

起動（昇温） 65 113 

起動（タービン起動） 65 113 

給水加熱器機能喪失（発電機トリップ） 0 1 

スクラム（タービントリップ） 16 23 

スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 3 6 

スクラム（その他） 20 24 

停止 65 114 

表 2.3-2 炉心シュラウド・シュラウドサポートの疲労評価結果 

評価部位 

運転実績回数に基づく疲労解析 

（許容値：1以下） 

設計建設規格の疲労曲線 

による評価 

環境疲労評価手法による解析

（環境を考慮） 

現時点 

（2016 年 11 月時点）

運転開始後 

60 年時点 

運転開始後 

60 年時点 

炉心シュラウド 0.0008 0.0014 0.0351 

シュラウドサポート 0.0132 0.0230 0.0647 
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(2) 照射誘起型応力腐食割れ［炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支

持金具，制御棒案内管］ 

a. 事象の説明 

ステンレス鋼については，中性子照射を受けると材料自身の靭性が低下し，応力

腐食割れの感受性が高まるとともに，材料周辺の腐食環境が水の放射線分解により

厳しくなることが知られている。照射誘起型応力腐食割れは，この状況に引張応力

場が重畳されると粒界型応力腐食割れを生じる現象である。 

図 2.3-2に示すように，BWR環境下のステンレス鋼については，比較的高い累積照

射量（5×1020 n/cm2（E > 1 MeV）（以下，「しきい照射量」という））を受けた場

合に応力腐食割れの感受性への影響が現れると考えられている。 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

1. 中性子照射要因 

炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内

管は，炉心を取り囲む機器であり高い中性子照射を受けるため靭性が低下し，

照射誘起型応力腐食割れの感受性が増加する可能性がある。運転開始後 60 年時

点の照射量は以下の値と予想される。 

なお，照射量は，2 次元輸送計算コード DORT により算出した中性子束に運転

時間を掛けて算出している。 

・炉心シュラウド    ：約 2.0×1021 n/cm2

・上部格子板      ：約 2.9×1021 n/cm2

・炉心支持板     ：約 2.1×1020 n/cm2 

・周辺燃料支持金具  ：約 7.1×1019 n/cm2

・制御棒案内管    ：約 2.1×1020 n/cm2

照射誘起型応力腐食割れ感受性への影響が考えられるしきい照射量以上の中

性子照射を受ける炉内構造物は，炉心シュラウド（中間胴）及び上部格子板グ

リッドプレートである。 

2. 応力要因 

現状では，照射誘起型応力腐食割れの応力依存性に関するデータは少ないが，

高い引張応力の存在が応力腐食割れ発生条件の一つとなると考えられる。 

炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管の引張応力の発生要因を検討

すると，差圧，熱，自重等に起因する引張応力成分は低く，応力腐食割れの主

要因となる可能性はないものと評価する。 

炉心シュラウド（中間胴）には溶接部があり，外面の溶接熱影響部について

はウォータージェットピーニング施工により残留応力の改善を行っているため，

照射誘起型応力腐食割れ発生の可能性はないものと評価する。 
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一方，内面については，残留応力の改善を行っていないため，将来にわたっ

て応力腐食割れが発生することは否定できない。 

炉心シュラウド（中間胴）の母材部及び上部格子板のグリッドプレートにつ

いてはしきい照射量を超えるものの，溶接部がないため溶接による残留引張応

力はなく，運転中の差圧，熱，自重等に起因する引張応力成分は低いことから，

照射誘起型応力腐食割れの主要因となる可能性はないものと評価する。 

3. 環境要因 

評価対象機器は炉心近傍に位置していることから，照射による水の放射線分

解の影響が顕著となる可能性がある。 

なお，1997 年度より水素注入を行い，応力腐食割れに対して環境面からの改

善を図っている。 

また，炉心シュラウド（中間胴）の内面の溶接部及び熱影響部に対しては水

素注入に対して触媒効果のある貴金属をコーティングすることにより，局部的

に腐食環境の改善効果を向上させている。 

4. 照射誘起型応力腐食割れの発生及び進展を考慮した評価 

以上の 1.～3.の結果から，炉心シュラウド（中間胴）の内面の溶接部につい

ては，これまでの点検でき裂は認められていないが，将来にわたって照射誘起

型応力腐食割れが発生することを否定できないため，周方向溶接部の内面にき

裂が最大まで進展したと仮定した全周き裂を想定し，維持規格に基づき線形破

壊力学評価法により評価を実施した。評価では，差圧，自重，地震荷重及び溶

接残留応力を考慮して応力拡大係数を算出し，破壊靭性値については，最新知

見を含む破壊靭性値試験データの下限を包絡する破壊靭性評価式（電力共通研

究「平成28年度 実機炉内構造物における照射影響評価手法の高度化研究」）を

用いて，運転開始後 60 年時点の中性子照射量による靭性低下を考慮した破壊靭

性値を設定し評価した。 

その結果，表 2.3-3 に示すように応力拡大係数は，運転開始後 60 年時点の破

壊靭性値を下回ることから，不安定破壊することはなく，健全性評価上問題と

ならないと判断する。 

表 2.3-3 炉心シュラウドの照射誘起型応力腐食割れ評価 

評価対象 
評価 

地震力 

想定き裂応力 

拡大係数(MPa√m)

破壊靭性値 

(MPa√m) 

炉心シュラウド 

（中間胴内面溶接部）
SS* 73.8 75 

*：静的地震力及び基準地震動 SSの最大値 
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② 現状保全 

炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管

については，維持規格及び保守管理の実施に関する計画に基づく点検計画にした

がって計画的に水中テレビカメラによる目視点検並びに長期保守管理方針に基づ

きMVT-1による目視点検を実施しており，これまでの目視点検において，有意な欠

陥は確認されていない。 

③ 総合評価 

炉心シュラウド（中間胴）の内面の溶接部については，照射誘起型応力腐食割

れの発生，進展に中性子照射量の増加による靭性低下を考慮した評価を行った結

果，運転開始後 60 年時点の中性子照射量を考慮しても不安定破壊に至ることはな

く，維持規格等に基づき計画的に目視点検を実施することにより，健全性の確認

は可能であると判断する。また，外面の溶接部については，残留応力の改善を行

っていることから，照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性はないものと評価

する。 

炉心シュラウド（中間胴）母材部及び上部格子板のグリッドプレートについて

は，しきい照射量を超えるものの，溶接による残留引張応力はなく，運転中の差

圧，熱，自重等に起因する引張応力成分が低いことから，照射誘起型応力腐食割

れが発生する可能性はないものと評価する。 

炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管については，しきい照射量を超

えないことから，照射誘起型応力腐食割れが発生する可能性はないものと評価す

る。 

c. 高経年化への対応 

炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管の

照射誘起型応力腐食割れに対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追

加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続していく。  
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図 2.3-2 304，316 ステンレス鋼の粒界割れ破面率に及ぼす中性子量の影響（参考） 
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 本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要なケ

ーブル（重要度分類審査指針におけるクラス 1 及びクラス 2 のケーブル），高温・高圧の環境

下にあるクラス 3のケーブル及び重大事故等対処設備に属するケーブルについて，運転を断続

的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 
 なお，高温・高圧の環境下にあるクラス 3のケーブルはない。 
 評価対象機器の一覧を表 1に示す。 
評価対象機器を絶縁体材料等でグループ化し，それぞれのグループから，用途，重要度，設

置場所等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器について評価を展

開している。 
 本評価書はケーブルの種別，ケーブルトレイ，電線管及びケーブル接続部毎に，以下の 5章

で構成されている。 
 

  1. 高圧ケーブル 

  2. 低圧ケーブル 

  3. 同軸ケーブル 

  4. ケーブルトレイ，電線管 

  5. ケーブル接続部 

 



 － 2 －

表 1  評価対象機器一覧 

種別 絶縁体材料 名称 仕様 重要度*1

高圧 

ケーブル 
架橋ポリエチレン 

高圧難燃 

CV ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃性特殊耐熱ビニルシース 

MS-1 

重*2 

低圧 

ケーブル 

架橋ポリエチレン CV ケーブル 
架橋ポリエチレン絶縁× 

ビニルシース 

MS-1 

重*2 

難燃架橋ポリエチレン 難燃 CV ケーブル
難燃架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃性特殊耐熱ビニルシース 

MS-1 

重*2 

シリコーンゴム KGB ケーブル 
シリコーンゴム絶縁× 

ガラスシース 
MS-1 

難燃エチレンプロピレン

ゴム 
難燃 PN ケーブル

難燃エチレンプロピレンゴム絶縁× 

特殊クロロプレンゴムシース 

MS-1 

重*2 

同軸 

ケーブル 

架橋ポリエチレン 

難燃一重同軸 

ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃架橋ポリエチレンシース 

MS-1 

重*2 

難燃二重同軸 

ケーブル 

架橋ポリエチレン絶縁× 

難燃架橋ポリエチレンシース 

MS-2 

重*2 

架橋発泡ポリエチレン 
難燃六重同軸 

ケーブル 

架橋発泡ポリエチレン絶縁× 

難燃架橋ポリエチレンシース 

MS-1 

重*2 

架橋ポリオレフィン 
難燃一重同軸 

ケーブル 

架橋ポリオレフィン絶縁× 

難燃架橋ポリオレフィンシース 

MS-1 

重*2 

架橋発泡ポリオレフィン 
難燃三重同軸 

ケーブル 

架橋発泡ポリオレフィン絶縁× 

難燃架橋ポリオレフィンシース 

MS-1 

重*2 

ケーブル

トレイ，

電線管 

－ ケーブルトレイ 炭素鋼 
MS-1 

重*2 

－ 電線管 炭素鋼 
MS-1 

重*2 

ケーブル 

接続部 

ジアリルフタレート樹脂 

端子台接続 

ジアリルフタレート樹脂 
MS-1 

重*2 

ポリカーボネイト ポリカーボネイト 
MS-1 

重*2 

ポリフェニレンエーテル

樹脂 
ポリフェニレンエーテル樹脂 

MS-1 

重*2 

ビニル 端子接続 ビニル 
MS-1 

重*2 

ジアリルフタレート樹脂 
電動弁コネクタ 

接続 
ジアリルフタレート樹脂 

MS-1 

重*2 

ポリエーテルエーテル 

ケトン 
同軸コネクタ 

接続 

（中性子束計測用）

ポリエーテルエーテルケトン 
MS-1 

重*2 

架橋ポリスチレン 

架橋ポリスチレン 
MS-1 

重*2 

同軸コネクタ 

接続 

（放射線計測用）

架橋ポリスチレン 
MS-2 

重*2 

テフロン 

同軸コネクタ 

接続 

（中性子束計測用）

（放射線計測用）

テフロン 
MS-1 

重*2 

架橋ポリオレフィン スプライス接続 架橋ポリオレフィン 
MS-1 

重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 



 

 

 

 

 

1. 高圧ケーブル 
 

 

［対象高圧ケーブル］ 

① 高圧難燃 CV ケーブル 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している高圧ケーブルの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 高圧ケーブルの主な仕様 

名称 用途 重要度＊1 仕様 
（電圧） 設置場所 使用開始時期

高圧難燃 CV ケーブル 動力 
MS-1 
重＊2 

AC 7,000 V 以下
原子炉格納
容器外 

運転開始後＊3

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規制基準対応に伴い，長期停止期間中に高圧ケーブルは高圧難燃 CV ケーブルに更新 
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2. 高圧ケーブルの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 
(1) 構造 

東海第二の高圧難燃 CV ケーブルは，大別すると導体，内部半導電層，絶縁体，外部

半導電層，遮蔽銅テープ，押えテープ及びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁

機能は，絶縁体で保たれている。 

遮蔽銅テープは，導体からの静電誘導による影響を低減するため，内部半導電層及び

外部半導電層はケーブル内の空隙の発生を防止して電界強度のバラツキを抑えるため，

押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブルを外的な力から保護するため

に設けられている。 

東海第二の高圧難燃 CV ケーブルの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② 内部半導電層 

③ 絶縁体 

④ 外部半導電層 

⑤ 遮蔽銅テープ 

⑥ 押えテープ 

⑦ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 高圧難燃 CV ケーブル構造図 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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表 2.1-1 高圧難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力伝達機能の確保 

（絶縁機能の確保） 

エネルギー伝達 導体 銅 

絶縁 絶縁体 架橋ポリエチレン 

遮蔽 遮蔽銅テープ 軟銅テープ 

整形 

内部半導電層 半導電性混和物 

外部半導電層 半導電性混和物 

押えテープ 難燃テープ 

保護 シース 難燃性特殊耐熱ビニル 

 

 

表 2.1-2 高圧難燃 CV ケーブルの使用条件 

 
通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
0.00015 Gy/h 

（最大） 

0.45 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*:原子炉格納容器外で高圧難燃 CV ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 
2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

高圧ケーブルの機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電力伝達機能の確保（絶縁機能の確保） 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

高圧ケーブルについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所，電圧）及び現在までの運転経験

を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 
(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

高圧ケーブルには，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 
この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下 

b. 絶縁体の絶縁特性低下（水トリー劣化） 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 
a. シースの硬化 

高圧難燃 CV ケーブルのシースは，有機物であるため，熱及び放射線により硬化

する可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能への影響はない。 

したがって，シースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

 



 

 

－
 
1
-
7
 
－

 

表 2.2-1 高圧難燃 CV ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替品

経年劣化事象 

備考 
材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

電力伝達 
機能の確保 

（絶縁機能の
確保） 

エネルギー伝達 導体 
 

銅 
        *1:熱・放射線に

よる絶縁特性
低下 

*2:水トリー劣化 
*3:熱・放射線に

よる硬化 

絶縁 絶縁体 
 

架橋ポリエチレン 
    

○*1,*2
   

遮蔽 遮蔽銅テープ
 

軟銅テープ 
    

 
   

整形 

内部半導電層
 

半導電性混和物 
        

外部半導電層
 

半導電性混和物 
        

押えテープ 
 

難燃テープ 
        

保護 シース 
 

難燃性特殊耐熱ビニル 
  

 
    

▲*3 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 
(1) 絶縁体の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化，

絶縁物の異物や空隙での放電による電気的劣化により，経年的に劣化が進行し，絶縁

特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 高圧難燃 CV ケーブルの絶縁部位 

 

 

 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE 

Std.323-1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」及び IEEE Std.383-1974「IEEE Standard for Type Test of 

Class 1E Electric Cables, Field Splices, and Connections for Nuclear Power 

Generating Stations」の規格を根幹に電気学会において我が国のケーブル耐環境

試験方法推奨案『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号｢原子力発電所電線ケーブル

の環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」』（以下，｢電気学会推

奨案｣という）としてまとめられており，この電気学会推奨案と同じ手順で高圧難

燃 CV ケーブルの長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間のケーブル健

全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 高圧難燃 CV ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

放射線照射（通常時＋事故時） 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

供試ケーブル 
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高圧難燃 CV ケーブルについては，図 2.3-2 に示す長期健全性試験手順により評

価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 に示すとおり，代表ケーブルの 60 年間の通常運転期間，

設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び放射線による使用条

件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-2 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験の判定基準を満足し

ており，高圧難燃 CV ケーブルの絶縁体は 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，電動機用ケーブルについては点検時に『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 182

号 絶縁劣化診断試験方法にある直流漏れ電流試験』（以下，｢絶縁診断試験｣という）

等を実施しており，これまでの点検では有意な絶縁特性低下は認められていない。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-1 高圧難燃 CV ケーブル長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 
原子炉建屋の周囲最高温度 40.0 ℃では，

60 年間の通常運転期間を包絡する。 

放射線照射 放射線照射線量：500 kGy 

東海第二で想定される線量 約 0.53 kGy

（60 年間の通常運転期間相当の線量 約

0.080 kGy に設計基準事故時の最大積算

値 0.45 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される線量 約 101

kGy（60 年間の通常運転期間相当の線量

約 0.080 kGy に重大事故等時の最大積算

値 100 kGy を加えた線量）を包絡する。

事故時雰囲気曝露

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二で想定される設計基準事故時の

最高温度 100 ℃，最高圧力 0.001744 MPa

及び重大事故等時の最高温度 100 ℃，最

高圧力 0.0069 MPa を包絡する。 
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表 2.3-2 高圧難燃 CV ケーブル長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径(約 33.0 ㎜)の約 40 倍のマ

ンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に

浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと 良 

［出典：メーカデータ］ 
 

② 現状保全 
絶縁体の絶縁特性低下に対して，電動機用ケーブルについては点検時に絶縁抵抗

測定及び絶縁診断試験，その他負荷用ケーブルについては絶縁抵抗測定を行い許容

範囲に収まっていることの確認を行うとともに，傾向管理を行っている。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの健全性を確認

している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は低く，ま

た，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統機器の動作試験

で把握可能と考えられる。今後も点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統機

器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下は把握可能であり，現状の保全

は点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び

系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 
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(2) 絶縁体の絶縁特性低下（水トリー劣化） 

a. 事象の説明 

絶縁体の架橋ポリエチレンは，長時間にわたって水が存在する状態で高い電界にさ

らされると，水トリーと称される種々の樹枝状の微細な通路あるいは空隙が発生して

絶縁特性低下に至る。 

水トリー劣化を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

絶縁体の架橋ポリエチレンは，雨水等によるケーブル浸水により水トリーが発生

する可能性がある。このため，屋外布設ケーブルに発生する可能性があるが，屋内

布設ケーブルに発生する可能性は極めて小さい。 

屋外布設ケーブルは，トレンチ及びピット内部に架空化されたケーブルトレイ，

電線管により布設されている。仮にトレンチ及びピット内に水が溜まった場合は排

水ポンプ，排水口により排水され，ケーブルが長時間浸水する可能性は極めて小さ

いと考える。 

さらに，点検時にケーブルの絶縁診断試験を実施しており，これまでの点検結果

では有意な絶縁特性の低下は認められていない。 

これらのことから，今後も水トリー劣化による絶縁特性低下の可能性は小さいと

考える。 
 

② 現状保全 

絶縁体の架橋ポリエチレンの水トリー劣化に対して，点検時にケーブルの絶縁抵

抗測定及び絶縁診断試験を行い許容範囲に収まっていることの確認，傾向管理を行

うとともに，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの健全性を

確認している。 

また，トレンチ及びピット内部の点検を行い，浸水の有無を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，水トリー劣化による絶縁体の絶縁特性低下の可能

性は小さく，また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診断試験及び系統

機器の動作試験で把握可能と考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診

断試験及び系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下（水トリー劣

化）は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁特性低下（水トリー劣化）に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内

容に対して追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定，絶縁診

断及び系統機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとと

もに，必要に応じて取替を行うこととする。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. 低圧ケーブル 

 

 

［対象低圧ケーブル］ 

① CV ケーブル 

② 難燃 CV ケーブル 

③ KGB ケーブル 

④ 難燃 PN ケーブル  
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な低圧ケーブルの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの低圧ケーブルをグループ化し，それぞれのグループにより代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

絶縁体材料及びシース材料を分類基準として，低圧ケーブルを表 1-1 に示すとおりグル

ープ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度及び設置場所の観点から，代表機器を選定す

る。 

 

(1) 絶縁体材料及びシース材料：架橋ポリエチレン及びビニル 

このグループには，CV ケーブルのみが属するため，代表機器は CV ケーブルとする。 

 

(2) 絶縁体材料及びシース材料：難燃架橋ポリエチレン及び難燃性特殊耐熱ビニル 

このグループには，難燃 CV ケーブルのみが属するため，代表機器は難燃 CV ケーブル

とする。 

 

(3) 絶縁体材料及びシース材料：シリコーンゴム及びガラス 

このグループには， KGB ケーブルのみが属するが，重要度は同等であることから，設

置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の KGB ケーブルを代表機器とする。 

 

(4) 絶縁体材料及びシース材料：難燃エチレンプロピレンゴム及び特殊クロロプレンゴム 

このグループには，難燃 PN ケーブルのみが属するため，代表機器は難燃 PN ケーブル

とする。 

 



 

－
 
2
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表 1-1 低圧ケーブルのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

名称 用途 

使用開始時期 選定基準 

選定 選定理由 

絶縁体材料 シース材料 建設時
運転 

開始後 
重要度＊1

設置場所 

原子炉格納

容器内 

原子炉格納

容器外 

架橋ポリエチレン ビニル CV ケーブル 
動力 

制御・計測
○  

MS-1 

重＊2 
 ○ ◎ 

 

難燃架橋ポリエチ

レン 

難燃性特殊耐熱 

ビニル 
難燃 CV ケーブル

動力 

制御・計測
 ○ 

MS-1 

重＊2 
 ○ ◎  

シリコーンゴム ガラス KGB ケーブル 
動力 

制御 

○  

MS-1 

○  ◎ 
重要度 

設置場所 

○   ○   

難燃エチレンプロ

ピレンゴム 

特殊クロロプレン

ゴム 
難燃 PN ケーブル

動力 

制御・計測
 ○ 

MS-1 

重＊2 
○  ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のケーブルについて技術評価を実施する。 
① CV ケーブル 

② 難燃 CV ケーブル 

③ KGB ケーブル（原子炉格納容器内） 

④ 難燃 PN ケーブル 

 
2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 CV ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の CV ケーブルは，大別すると導体，セパレータ層，絶縁体，介在物，押

えテープ及びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれて

いる。 

セパレータ層，介在物及び押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブ

ルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の CV ケーブルの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の CV ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② セパレータ層 

③ 絶縁体 

④ 介在物 

⑤ 押えテープ 

⑥ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 CV ケーブル構造図 

 

 

 

① 
②

③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
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表 2.1-1 CV ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

電力・信号伝達 

機能の維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 銅 

絶縁 絶縁体 架橋ポリエチレン 

整形 

セパレータ層 プラスチックテープ 

介在物 ポリプロピレン 

押えテープ ポリプロピレン 

保護 シース ビニル 

 

 

表 2.1-2 CV ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 0.00015 Gy/h（最大）
7.0 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器外で CV ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.1.2 難燃 CV ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の難燃 CV ケーブルは，大別すると導体，セパレータ層，絶縁体，介在物，

押えテープ及びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれ

ている。 

セパレータ層，介在物及び押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブ

ルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃 CV ケーブルの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4

に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② セパレータ層 

③ 絶縁体 

④ 介在物 

⑤ 押えテープ 

⑥ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 難燃 CV ケーブル構造図 

 

 

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 
⑥ 
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表 2.1-3 難燃 CV ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達

機能の維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 銅 

絶縁 絶縁体 難燃架橋ポリエチレン 

整形 

セパレータ層 プラスチックテープ 

介在物 難燃ジュート 

押えテープ 難燃ゴム引き布テープ 

保護 シース 難燃性特殊耐熱ビニル 

 

 

表 2.1-4 難燃 CV ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 0.00015 Gy/h（最大）
7.0 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器外で難燃 CV ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.1.3 KGB ケーブル（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の KGB ケーブル（原子炉格納容器内）は，大別すると導体，絶縁体，編組，

介在物及び押えテープで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれ

ている。 

編組，介在物及び押えテープはケーブルを整形又はケーブルを外的な力から保護す

るために設けられている。 

東海第二の KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の KGB ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，

使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② 絶縁体 

③ 編組 

④ 介在物 

⑤ 押えテープ 

⑥ 編組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 
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表 2.1-5 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

信号伝達機能の

維持 

信号伝達 導体 すずメッキ軟銅 

絶縁 絶縁体 シリコーンゴム 

整形 

編組 ガラス 

介在物 ガラス 

押えテープ ガラス 

保護 編組 ガラス 

 

 

表 2.1-6 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度* 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 

放射線* 0.5 Gy/h（最大） 
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器内における設計値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 2-12 － 

2.1.4 難燃 PN ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の難燃 PN ケーブルは，大別すると導体，絶縁体，介在物，押えテープ及

びシースで構成され，このうちケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれている。 

介在物及び押えテープはケーブルを整形するため，シースはケーブルを外的な力か

ら保護するために設けられている。 

東海第二の難燃 PN ケーブルの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃 PN ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8

に示す。 
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No. 部位 

① 導体 

② 絶縁体 

③ 介在物 

④ 押えテープ 

⑤ シース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 難燃 PN ケーブル構造図 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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表 2.1-7 難燃 PN ケーブル主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達機

能の維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 すずメッキ軟銅 

絶縁 絶縁体 難燃エチレンプロピレンゴム 

整形 

介在物 難燃性介在物 

押えテープ 難燃テープ 

保護 シース 特殊クロロプレンゴム 

 

 

表 2.1-8 難燃 PN ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度* 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 235 ℃（最高） 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 0.250 Gy/h（最大）
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 

640 kGy 

（最大積算値） 

   *:原子炉格納容器内における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機能達成に必要な項目 

低圧ケーブルの機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電力・信号伝達機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低圧ケーブルについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所）及び現在までの運転経験を考慮し，

表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，

▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 
(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

低圧ケーブルには，消耗品及び定期取替品はない。 

 
(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 
この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［CV ケーブル］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 CV ケーブル］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［KGB ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

d. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 PN ケーブル］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 
a.シースの硬化［CV ケーブル，難燃 CV ケーブル，難燃 PN ケーブル］ 

CV ケーブルのビニルシース，難燃 CV ケーブルの難燃性特殊耐熱ビニルシース及

び難燃 PN ケーブルの特殊クロロプレンゴムシースは有機物であるため，熱及び放

射線により硬化する可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能への影響はない。 

したがって，熱・放射線によるシースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/4) CV ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号 

伝達機能の 

維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 

 
銅 

        *1:熱・放射線に

よる硬化 

絶縁 絶縁体 
 

架橋ポリエチレン 
    

○ 
   

整形 

セパレータ層 
 

プラスチックテープ
        

介在物 
 

ポリプロピレン 
        

押えテープ 
 

ポリプロピレン 
        

保護 シース 
 

ビニル 
  

 
    

▲*1 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/4) 難燃 CV ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他 

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号 

伝達機能の 

維持 

エネルギー・ 

信号伝達 
導体 

 
銅 

        *1:熱・放射線に

よる硬化 

絶縁 絶縁体 
 難燃架橋ポリエチレ

ン 

    
○ 

   

整形 

セパレータ層 
 

プラスチックテープ
    

 
   

介在物 
 

難燃ジュート 
        

押えテープ 
 難燃ゴム引き布テー

プ 

        

保護 シース 
 難燃性特殊耐熱ビニ

ル 

  
 

    
▲*1 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/4) KGB ケーブル（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他 

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機

能の維持 

信号伝達 導体 
 

すずメッキ軟銅 
         

絶縁 絶縁体 
 

シリコーンゴム 
    

○ 
   

整形 

編組 
 

ガラス 
        

介在物 
 

ガラス 
        

押えテープ 
 

ガラス 
        

保護 編組 
 

ガラス 
  

 
    

 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
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表 2.2-1(4/4) 難燃 PN ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

経年劣化事象 

備考 

材料 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他 

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号 

伝達機能の 

維持 

エネルギー・ 
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○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 絶縁体の絶縁特性低下［CV ケーブル］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化に

より，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 CV ケーブルの絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」（以下｢IEEE Std.323-1974｣という）及び IEEE Std.383-1974

「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, and 

Connections for Nuclear Power Generating Stations」（以下｢IEEE Std.383-1974｣

という）の規格を根幹に，電気学会において我が国のケーブル耐環境試験方法推奨

案『電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号｢原子力発電所電線ケーブルの環境試験方

法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案｣』（以下，｢電気学会推奨案｣という）

としてまとめられており，この電気学会推奨案と同じ手順により東海第二で使用し

ているケーブルと同仕様の他社製ケーブルにて長期健全性試験を実施し，この結果

に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド(JNES-RE- 

2013-2049)」(以下，「ACA ガイド」という)に取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある CV ケーブルについては，

実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2.3-2 CV ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-3 CV ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

CV ケーブルについては，図 2.3-2 及び図 2.3-3 に示す長期健全性試験手順により

評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 及び表 2.3-3 に示すとおり，CV ケーブルの 60 年の通常

運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び放射線によ

る使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-2 及び表 2.3-4 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験及び JIS

耐電圧試験の判定基準を満足しており，CV ケーブルの絶縁体は 60 年の通常運転期

間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価

する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

供試ケーブル 

判 定 

熱・放射線同時劣化 

放射線照射（事故時） 

事故時雰囲気曝露 
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表 2.3-1 CV ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 135℃×149 時間 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

40 ℃では，60 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量 ：760 kGy 

東海第二で想定される線量 約 7.1

kGy（60 年間の通常運転期間相当の

線量 約80 Gyに設計基準事故時の最

大積算値約 7.0 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量 約

101 kGy（60 年間の通常運転期間相

当の線量 約80 Gyに重大事故等時の

最大積算値約100 kGyを加えた線量）

を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 100 ℃，最高圧力 0.001744

MPa 及び重大事故等時の最高温度

100 ℃，最高圧力 0.0069 MPa を包絡

する。 

 

表 2.3-2 CV ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外

径（14.5 ㎜）の約 40 倍のマンドレ

ルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に浸

し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し

交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印加す

る。 

絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：メーカデータ］ 

 

表 2.3-3 CV ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－89.3 Gy/h－805 時間 

「原子力プラントのケーブル経年

変化評価技術調査研究に関する最

終報告書（JNES-SS-0903）」(以下，

「ACA 研究」という)の試験結果を

もとに時間依存データの重ね合わ

せ手法を用いて東海第二の原子炉

格納容器外の環境条件に展開し評

価した結果，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：260 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値約 7.0 kGy を包

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 100 ℃，最高圧力

0.001744 MPa を包絡する。 
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表 2.3-4 CV ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する最終報告書（JNES-SS 

-0903）］ 

 

② 現状保全 

CV ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施

している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく， 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施するこ

とにより，異常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 
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(2) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 CV ケーブル］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の難燃架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変

化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4 難燃 CV ケーブルの絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめられて

おり，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を実施し，

この結果に基づき長期間のケーブル健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃 CV ケーブルについて

は，実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.3-5 難燃 CV ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-6 難燃 CV ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

難燃 CV ケーブルについては，図 2.3-5 及び図 2.3-6 に示す長期健全性試験手順

により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-5 及び表 2.3-7 に示すとおり，難燃 CV ケーブルの 60 年間

の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び放射

線による使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-6 及び表 2.3-8 に示すとおり，屈曲浸水耐電圧試験及び JIS

耐電圧試験の判定基準を満足しており，難燃 CV ケーブルの絶縁体は 60 年の通常運

転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると

評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

放射線照射（事故時） 
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表 2.3-5 難燃 CV ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

40 ℃では，60 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：500 kGy 

東海第二で想定される線量 約 7.1

kGy（60 年間の通常運転期間相当の

線量 約80 Gyに設計基準事故時の最

大積算値約 7.0 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量約

101 kGy（60 年間の通常運転期間相

当の線量 約80 Gyに重大事故等時の

最大積算値 100 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 100 ℃，最高圧力 0.001744

MPa 及び重大事故等時の最高温度

100 ℃，最高圧力 0.0069 MPa を包絡

する。 

 

 

表 2.3-6 難燃 CV ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料

外径（14.0 ㎜）の約 40 倍のマン

ドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に

浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対

し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5分間印

加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：メーカデータ］ 

 

表 2.3-7 難燃 CV ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－99.3 Gy/h－2,500 時間 

「ACA 研究」の試験結果をもとに時

間依存データの重ね合わせ手法を

用いて東海第二の原子炉格納容器

外の環境条件に展開し評価した結

果，60 年間の通常運転期間を包絡

する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：100 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値 7.0 kGy を包絡

する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.177 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 100 ℃，最高圧力

0.001744 MPa を包絡する。 
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表 2.3-8 難燃 CV ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する最終報告書（JNES-SS 

-0903）］ 

 

② 現状保全 

難燃 CV ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定

を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく， 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施するこ

とにより，異常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 
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(3) 絶縁体の絶縁特性低下［KGB ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物のシリコーンゴムであるため，熱及び放射線による物性変化によ

り，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-7 に示す。 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

図 2.3-7 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめられて

おり，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を実施し，

この結果に基づき長期間のケーブル健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある KGB ケーブル（原子炉格納

容器内）については，実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても

評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.3-8 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-9 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順（ACA ガイド） 
 

KGB ケーブル（原子炉格納容器内）については，図 2.3-8 及び図 2.3-9 に示す長

期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-9 及び表 2.3-11 に示すとおり，KGB ケーブル（原子炉格納

容器内）の 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時＊雰囲気を想定した熱及び放

射線による使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表2.3-10及び表2.3-12に示すとおり屈曲浸水耐電圧試験及びJIS

耐電圧試験の判定基準を満足しており，KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁

体は 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時における各条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供試ケーブル 

（設計基準事故時の放射線照射） 放射線照射（事故時）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 熱・放射線同時劣化

（JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

判 定
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表 2.3-9 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×168 時間 

原子炉格納容器内の周囲最高温度

65.6 ℃では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：760 kGy 

東海第二で想定される線量 約 530

kGy（約 60 年間の通常運転期間相当

の線量 約270 kGyに設計基準事故時

の最大積算値 2.6×102 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31 MPa

を包絡する。 

 

表 2.3-10 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試

料外径（14.0 ㎜）の約 40倍の

マンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中

に浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに

対し交流電圧 3.2 kV/㎜を 5 分

間印加する。 

絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：メーカデータ］ 

 

表 2.3-11 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－99.7 Gy/h－6,241 時間 

「ACA 研究」の試験結果をもとに等

価損傷線量データの重ね合わせ手

法を用いて東海第二の原子炉格納

容器内の環境条件に展開し評価し

た結果，60 年間の通常運転期間を

包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 
放射線照射線量 ：500 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値 約 2.6×102 kGy

を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31

MPa を包絡する。 
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表 2.3-12 KGB ケーブル（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する最終報告書（JNES-SS 

-0903）］ 

 

② 現状保全 

KGB ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検

時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく， 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と

考えられる。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施するこ

とにより，異常の有無は把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。今後も，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 
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(4) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 PN ケーブル］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の難燃エチレンプロピレンゴムであるため，熱及び放射線による

物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-10 難燃 PN ケーブルの絶縁部位 

 

 

絶縁体 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323- 

1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめられて

おり，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を実施し，

この結果に基づき長期間のケーブル健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃 PN ケーブルについて

は，実機同等品による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-11 難燃 PN ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 
 

（通常運転期間相当の熱劣化） 

（通常運転期間相当及び重大事故等時の放射線照射） 

（放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験または JIS 耐電圧試験＊） 

 ＊：日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 

放射線照射（通常時+事故時）

事故時雰囲気曝露 

判 定 
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図 2.3-12 難燃 PN ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

難燃 PN ケーブルについては，図 2.3-11 及び図 2.3-12 に示す長期健全性試験手

順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-13 に示すとおり，難燃 PN ケーブルの制御用は，電気学会

推奨案に従った長期健全性試験で 15 年間，制御用以外の難燃 PN ケーブルは 30 年

間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び放

射線による使用条件を包絡している。 

また，表 2.3-15 に示すとおり，難燃 PN ケーブルは，ACA ガイドに従った長期健

全性試験で 28 年間の通常運転期間を想定した熱及び放射線による使用条件を包絡

している。 

本試験結果は，表 2.3-14 及び表 2.3-16 に示すとおり屈曲浸水耐電圧試験または

JIS 耐電圧試験の判定基準を満足しており，難燃 PN ケーブルの絶縁体は制御用で

15 年間，制御用以外の難燃 PN ケーブルは 28 年間の通常運転期間，設計基準事故時

及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

なお，「原子炉格納容器内の安全機能を有するケーブルの布設環境等の調査」に

基づいて布設環境を調査した結果，原子炉格納容器内 EL.26.4 m レベルに布設され

ている難燃 PN ケーブルの一部に格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る部分が

確認されたため，難燃 PN ケーブルの長期健全性試験結果をもとに評価を行い，3

年から 14 年間絶縁を維持できることを確認した。 

また，東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納容

器内設計最高温度の 65.6℃を上回る部分が確認されたため，難燃 PN ケーブルの長

期健全性試験結果をもとに評価を行い，健全性に影響のないことを確認した。 

 

 

（通常運転期間相当の熱・放射線劣化） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 

（設計基準事故時の放射線照射） 放射線照射（事故時） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 

（JIS 耐電圧試験＊） 

＊:日本工業規格「ゴム・プラスチック 

絶縁電線試験方法」（JIS C 3005-2000） 

判 定 
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したがって，難燃 PN ケーブルは，評価期間を迎える前にケーブルを引替えるこ

とで 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶

縁性能を維持できると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-13 難燃 PN ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 
121℃×126 時間(制御用) 

121℃×251 時間(制御用以外) 

原子炉格納容器内の周囲最高温度

65.6 ℃では，制御用難燃 PN ケーブ

ルは 15 年，制御用以外の難燃 PN ケ

ーブルは 30 年の通常運転期間を包

絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時）

放射線照射線量：988 kGy 

（制御用） 

 

放射線照射線量：1,175 kGy 

（制御用以外） 

東海第二で想定される線量 約 673

kGy（15 年間の通常運転期間相当の

線量 約 33 kGy に重大事故等時の最

大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

 

東海第二で想定される線量 約 706

kGy（30 年間の通常運転期間相当の

線量 約 66 kGy に重大事故等時の最

大積算値 640 kGy を加えた線量）を

包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：235 ℃ 

最高圧力：0.62 MPa 

曝露時間：7日間 

東海第二における重大事故等時の最

高温度 235 ℃，最高圧力 0.62 MPa

を包絡する。 

 

 

表 2.3-14 難燃 PN ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試

料外径（10.5 ㎜）の約 40 倍の

マンドレルに巻きつける。 

② ①の両端部以外を常温の水中に

浸し 1時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに

対し交流電圧3.2 kV/㎜を5分間

印加する。 

絶縁破壊しないこと。 

良 

JIS 耐電圧試験 AC 2,000 V－1 分間 良 

［出典：日本原子力発電研究データ］ 
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表 2.3-15 難燃 PN ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線同時劣化 100 ℃－94.7 Gy/h－6,990 時間 

「ACA 研究」の試験結果をもとに時

間依存データの重ね合わせ手法を

用いて東海第二の原子炉格納容器

内の環境条件に展開し評価した結

果，28 年間の通常運転期間を包絡

する。 

放射線照射（事故時） 放射線照射線量 ：500 kGy 

東海第二で想定される設計基準事

故時の最大積算値 2.6×102 kGy を

包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時

の最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31 

MPa を包絡する。 

 

 

表 2.3-16 難燃 PN ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

JIS 耐電圧試験 AC 1,500 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究に関する最終報告書（JNES-SS 

-0903）］ 

 

② 現状保全 

難燃 PN ケーブルの絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定

を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の有意な絶縁特性低下の可能性は小さく，

点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把握可能と考えられる。 

また，原子炉格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る箇所に布設された難燃

PN ケーブル及び東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉

格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回った難燃 PN ケーブルについては，長期健

全性試験結果をもとに確認を行い健全性に影響のないことを確認した。今後も，点

検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することにより，異常の有無は

把握可能であり，点検手法としては適切であると考える。 

 

 



－ 2-41 － 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，今後も点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動

作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて

取替を行うこととする。 

また，原子炉格納容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る箇所に布設された難燃 PN

ケーブル及び東北地方太平洋沖地震発生に伴う発電所停止操作の過程で，原子炉格納

容器内設計最高温度の 65.6℃を上回る箇所に布設された難燃 PN ケーブルについては，

設計温度の超過を考慮した評価期間を設定する。  

なお，難燃 PN ケーブルについては，追加保全項目として，健全性評価から得られ

た評価期間に至る前に取替を実施する。 

これにより，運転を延長しようとする期間において，絶縁体の絶縁特性低下により

機器の健全性に影響を与える可能性はないと判断する。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，１章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① KGB ケーブル（原子炉格納容外） 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象  

a. 絶縁体の絶縁特性低下 

代表機器と同様，絶縁体は，有機物のシリコーンゴムであるため，熱及び放射線によ

る物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

しかし，代表機器と同様に絶縁体の絶縁特性低下は，KGB ケーブル（原子炉格納容器

内）長期健全性試験結果より，60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気におい

て絶縁特性を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施しており，今後

もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を

行うこととする。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 
日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

3. 同軸ケーブル 
 

 

［対象同軸ケーブル］ 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

② 難燃二重同軸ケーブル 

③ 難燃六重同軸ケーブル 

④ 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

⑤ 難燃三重同軸ケーブル 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な同軸ケーブルの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの同軸ケーブルを絶縁体材料の観点からグループ化し，それぞれのグループより代

表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

絶縁体材料及びシース材料を分類基準とし，同軸ケーブルを表 1-1 に示すとおりグルー

プ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，設置場所及び使用開始時期の観点から代表

機器を選定する。 

 

(1) 絶縁体材料：架橋ポリエチレン 

このグループには，難燃一重同軸ケーブル及び難燃二重同軸ケーブルが属するが，

重要度が高く，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の難燃一重同軸ケーブルを

代表機器とする。 

 

(2) 絶縁体材料：架橋発泡ポリエチレン 

このグループには，難燃六重同軸ケーブルのみが属するが，重要度は同等であるこ

とから，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の難燃六重同軸ケーブルを代表機

器とする。  

 

(3) 絶縁体材料：架橋ポリオレフィン 

このグループには，難燃一重同軸ケーブルのみが属するため，難燃一重同軸ケーブ

ルを代表機器とする。 

 

(4) 絶縁体材料：架橋発泡ポリオレフィン 

このグループには，難燃三重同軸ケーブルのみが属するため，難燃三重同軸ケーブ

ルを代表機器とする。 

 

 



 

 

 

－
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2 
－
 

表 1-1 同軸ケーブルのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

名称 

仕様

用途 

選定基準 

選定 選定理由 

重要度*1

設置場所 使用開始時期 

絶縁体材料 シース材料 電圧

原子炉

格納 

容器内

原子炉

格納 

容器外

建設時
運転 

開始後

架橋ポリエチレン 

難燃架橋ポリエチレン 難燃一重同軸ケーブル 
DC 

100V
計測 

MS-1 

重*2 

○   ○ ◎ 
重要度 

設置場所 

 ○  ○  

難燃架橋ポリエチレン 難燃二重同軸ケーブル 
DC 

240V
計測 

MS-2 

重*2 
 ○  ○   

架橋発泡ポリエチレン 難燃架橋ポリエチレン 難燃六重同軸ケーブル 
DC 

140V
計測 

MS-1 

重*2 

○   ○ ◎ 
重要度 

設置場所 

 ○  ○  

架橋ポリオレフィン 難燃架橋ポリオレフィン 難燃一重同軸ケーブル 
DC 

100V
計測 

MS-1 

重*2 
 ○ ○  ◎  

架橋発泡ポリオレフィン 難燃架橋ポリオレフィン 難燃三重同軸ケーブル 
DC 

140V
計測 

MS-1 

重*2 
 ○  ○ ◎  

＊１：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

＊２：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



 

－ 3-3 － 

2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の同軸ケーブルについて技術評価を実施する。 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内） 

② 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

③ 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

④ 難燃三重同軸ケーブル 
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2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内）は，大別すると内部導体，絶縁体，遮蔽体，外部導体，セパレータ及びシー

スで構成され，このうち，ケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれている。 

遮蔽体は導体の静電誘導を低減するため，セパレータはケーブルを整形するため，

シースはケーブルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納

容器内）主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

（原子炉格納容器内）構造図 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ 遮蔽体 

⑤ セパレータ 

⑥ シース 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
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表 2.1-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 
内部導体  すずメッキ軟銅より線 

外部導体 すずメッキ軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋ポリエチレン 

遮蔽 遮蔽体 カーボンブラック 

整形 セパレータ 難燃テープ 

保護 シース 難燃架橋ポリエチレン 

 

表 2.1-2 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） 

（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度*1 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 115 ℃（最高） 

最高圧力*1 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.20 MPa 

放射線 
0.500 Gy/h*1 

（最大） 

2.6×102 kGy*1 

（最大積算値） 

26 kGy*2 

（最大積算値） 

*1：原子炉格納容器内で難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）が布設

されている区域における設計値 

*2：重大事故等時において未臨界達成に要する時間に余裕を加えた時間（2 時間）の積算

値 
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2.1.2 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）は，大別すると内部導体，

絶縁体，外部導体，遮蔽体及びシースで構成され，このうち，ケーブルの絶縁機能は，

絶縁体で保たれている。 

遮蔽体は導体の静電誘導を低減するため，シースはケーブルを外的な力から保護す

るために設けられている。 

東海第二の難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の構造図を図2.1-2に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料を表

2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ 遮蔽体 

⑤ シース 

図 2.1-2 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）構造図 

① ② ③ 

④ 
⑤ 
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表 2.1-3 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 

内部導体 すずメッキ軟銅より線 

外部導体
アルミ箔貼付プラスチックテープ 

すずメッキ軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋発泡ポリエチレン 

遮蔽 遮蔽体 
アルミ箔貼付プラスチックテープ 

すずメッキ軟銅線編組 

保護 シース 難燃架橋ポリエチレン 

 

表 2.1-4 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度*1 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 115 ℃（最高） 

最高圧力*1 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.20 MPa 

放射線 
0.500 Gy/h*1 

（最大） 

2.6×102 kGy*1 

（最大積算値） 

26 kGy*2 

（最大積算値） 

*1：原子炉格納容器内で難燃六重同軸ケーブルが布設されている区域における設計値 
*2：重大事故等時において未臨界達成に要する時間に余裕を加えた時間（2 時間）の積算

値 



 

－ 3-8 － 

2.1.3 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

(1) 構造 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）は，大別す

ると内部導体，絶縁体，外部導体及びシースで構成され，このうち，ケーブルの絶縁

機能は，絶縁体で保たれている。 

シースはケーブルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の構造図を

図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）主要部位の

使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 

 

 

 

 

 

    
 

 

② ③ ④ ① 

図 2.1-3 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）構造図 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ シース 
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表 2.1-5 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 
内部導体 すずメッキ軟銅より線 

外部導体 軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋ポリオレフィン 

保護 シース 難燃架橋ポリオレフィン 

 

表 2.1-6 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）が布

設されている区域における設計値 

 

 

 



 

－ 3-10 － 

2.1.4 難燃三重同軸ケーブル 

(1) 構造 

東海第二の難燃三重同軸ケーブルは，大別すると内部導体，絶縁体，外部導体及び

シースで構成され，このうち，ケーブルの絶縁機能は，絶縁体で保たれている。 

シースはケーブルを外的な力から保護するために設けられている。 

東海第二の難燃三重同軸ケーブルの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の難燃三重同軸ケーブル主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条件を表

2.1-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① 内部導体 

② 外部導体 

③ 絶縁体 

④ シース 

 
図 2.1-4 難燃三重同軸ケーブル構造図 

② ③ ④ 
① 
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表 2.1-7 難燃三重同軸ケーブル主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達機能 

の維持 

信号伝達 
内部導体 すずメッキ軟銅より線 

外部導体 すずメッキ軟銅線編組 

絶縁 絶縁体 架橋発泡ポリオレフィン 

保護 シース 難燃架橋ポリオレフィン 

 

表 2.1-8 難燃三重同軸ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃三重同軸ケーブルが布設されている区域における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

同軸ケーブルの機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 信号伝達機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

同軸ケーブルについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所，電圧）及び現在までの運転経験

を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

同軸ケーブルには，消耗品及び定期取替品はない。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリエチ 

レン)（原子炉格納容器内）］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリオレ 

フィン)］ 

d. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃三重同軸ケーブル］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 熱・放射線によるシースの硬化［共通］ 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）

及び難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の難燃架橋ポリエチレンシース，

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）及び難燃三重ケーブル

の難燃架橋ポリオレフィンシースは有機物であるため，熱及び放射線により硬化す

る可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能の確保に対するシースの役割は

極めて低い。 

したがって，熱・放射線によるシースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/4) 難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリエチレン) （原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  すずメッキ軟銅線編組         

絶縁 絶縁体  架橋ポリエチレン     ○    

遮蔽 遮蔽体  カーボンブラック         

整形 
セパレー

タ 
 難燃テープ         

保護 シース  難燃架橋ポリエチレン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/4) 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  

アルミ箔貼付プラスチック

テープ 

すずメッキ軟銅線編組 

        

絶縁 絶縁体  架橋発泡ポリエチレン     ○    

遮蔽 遮蔽体  

アルミ箔貼付プラスチック

テープ 

すずメッキ軟銅線編組 

        

保護 シース  難燃架橋ポリエチレン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/4) 難燃一重同軸ケーブル(絶縁体材料が架橋ポリオレフィン)に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  軟銅線編組         

絶縁 絶縁体  架橋ポリオレフィン     ○    

保護 シース  難燃架橋ポリオレフィン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/4) 難燃三重同軸ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達機能

の維持 

信号伝達 

内部導体  すずメッキ軟銅より線         
*:熱・放射

線による

シースの

硬化 外部導体  すずメッキ軟銅線編組         

絶縁 絶縁体  架橋発泡ポリオレフィン     ○    

保護 シース  難燃架橋ポリオレフィン        ▲* 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原

子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化に

より，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

  
 
 
b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power 

Generating Stations」（以下，｢IEEE Std.323（1974）｣という）及び IEEE Std.383

（1974）「IEEE Standard for Type Test of Class 1E Electric Cables, Field Splices, 

and Connections for Nuclear Power Generating Stations」（以下，｢IEEE Std.383

（1974）｣という）の規格を根幹に，電気学会において我が国のケーブル耐環境試

験方法推奨案（電気学会技術報告（Ⅱ部）第 139 号「原子力発電所電線ケーブルの

環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」，以下「電気学会推奨案」

という）としてまとめられており，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品に

よる長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が「原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド

（JNES-RE-2013-2049）」（以下，「ACA ガイド」という）に取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃一重同軸ケーブル（絶

縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）については，実機同等品によ

る ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 
 

絶縁体 

図 2.3-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）の絶縁部位 
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図 2.3-2 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

図 2.3-3 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（JIS 耐電圧試験*） 
*：日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」（JIS C 3005-2000）に基づく試験 

供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 
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図 2.3-2 及び図 2.3-3 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 及び表 2.3-3 に示すとおり，電気学会推奨案に従った長

期健全性試験条件にて 60 年間，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 30 年

間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び放

射線による使用条件を包絡し，表 2.3-2 及び表 2.3-4 に示すとおり，屈曲浸水耐電

圧試験，JIS 耐電圧試験の判定基準を満足している。 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）

は，平成 21 年（運転開始後 31 年）にケーブルの取替を実施しており，ACA ガイド

に従った長期健全性の評価で確認がとれている30年間の通常運転期間を加えると，

運転開始後 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時

雰囲気において絶縁性能を維持できると評価できる。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

及び発電用原子炉設置変更許可申請書「添付書類十 変更後における発電用原子

炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な

施設及び体制の整備に関する説明書」に基づく原子炉格納容器内の設計基準事

故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-1 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121 ℃×270 時間 原子炉格納容器内の周囲最高温度

（65.6 ℃）では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：1,010 kGy 東海第二で想定される照射線量 

約 5.3×102 kGy（60 年間の通常運転期間

約 2.7×102 kGy に設計基準事故時線量 

2.6×102 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される照射線量 

約 296 kGy（60 年間の通常運転期間 

約 2.7×102 kGy に重大事故等時線量 

26 kGy を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.428 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（171 ℃），最高圧力（0.31 MPa），

及び重大事故等時の最高温度（115 ℃），

最高圧力（0.20 MPa）を包絡する。 
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表 2.3-2 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 ① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しない

こと。 

良 

［出典：日本原子力発電研究データ］ 

 

表 2.3-3 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

100℃－98.1Gy/h－7,024 時間 原子炉格納容器内の布設されている

区域における設計値（最高温度

65.6  ℃，最大線量率 0.500 Gy/h）

について等価簡易損傷手法により評

価した結果，30 年間の通常運転期間

を包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：500kGy 東海第二で想定される事故時線量約

2.6×102 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171℃ 

最高圧力：0.427MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度（171 ℃），最高圧力(0.31

MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-4 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

J I S 耐電圧試験 AC 7,000V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：電力共同研究「ケーブルの加速劣化試験データの整備に関する研究（ＡＣＡ評価ケー

ブル以外）」］ 

 

② 現状保全 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）

の絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することに

より，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
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(2) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋発泡ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変

化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-4 に示す。 

 

 
b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）及び IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめ

られており，この電気学会推奨案と同じ手順で実機同等品による長期健全性試験を

実施し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃六重同軸ケーブルにつ

いては，実機相当品（架橋ポリエチレンの絶縁体を有する難燃一重同軸ケーブル）

による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

絶縁体 

図 2.3-4 難燃六重同軸ケーブルの絶縁部位 
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供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

図 2.3-5 難燃六重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

図 2.3-6 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

（JIS 耐電圧試験*） 
*：日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」（JIS C 3005-2000）に基づく試験 

（JIS 耐電圧試験*） 
*：日本工業規格「ゴム・プラスチック絶縁電線 

試験方法」（JIS C 3005-2000）に基づく試験 
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図 2.3-5 及び図 2.3-6 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-5 及び表 2.3-7 に示すとおり，電気学会推奨案に従った長

期健全性試験条件にて 41 年間，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 30 年

間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び放

射線による使用条件を包絡し，表 2.3-6 及び表 2.3-8 に示すとおり，JIS 耐電圧試

験の判定基準を満足している。 

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）は，平成 11 年（運転開始後 21 年）

にケーブルの取替を実施しており，ACA ガイドに従った長期健全性の評価で確認が

とれている 30 年間の通常運転期間を加えると，運転開始後 51 年間の通常運転期間

及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持で

きると評価できる。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

及び発電用原子炉設置変更許可申請書「添付書類十 変更後における発電用原子

炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な

施設及び体制の整備に関する説明書」に基づく原子炉格納容器内の設計基準事

故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-5 難燃六重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 121℃×168 時間 原子炉格納容器内の周囲最高温度

（65.6 ℃）では，41 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：760 kGy 東海第二で想定される照射線量 

約 5.3×102 kGy（60 年間の通常運転期間

約 2.7×102 kGy に設計基準事故時線量 

2.6×102 kGy を加えた線量）を包絡する。

また，東海第二で想定される照射線量 

約 296 kGy（60 年間の通常運転期間 

約 2.7×102 kGy に重大事故等時線量 

26 kGy を加えた線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.686 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（171 ℃），最高圧力（0.31 MPa），

及び重大事故等時の最高温度（115 ℃），

最高圧力（0.20 MPa）を包絡する。 
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表 2.3-6 難燃六重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

J I S 耐電圧試験 AC 5,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：メーカデータ］ 

 

表 2.3-7 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

100 ℃－98.1 Gy/h－7,024 時間 原子炉格納容器内の布設されている

区域における設計値（最高温度

65.6 ℃，最大線量率 0.500 Gy/h）に

ついて等価簡易損傷手法により評価

した結果，30 年間の通常運転期間を

包絡する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：500 kGy 東海第二で想定される事故時線量約

2.6×102 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 kPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度（171 ℃），最高圧力(0.31

MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-8 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果 

J I S 耐電圧試験 AC 7,000 V－1 分間 絶縁破壊しないこと。 良 

［出典：電力共同研究「ケーブルの加速劣化試験データの整備に関する研究（ＡＣＡ評価ケー

ブル以外）」］ 

 

② 現状保全 

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，系統機

器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，今後も系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統

機器の動作試験を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要

に応じて取替を行うこととする。 

なお，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）については，追加保全項目とし

て，健全性評価から得られた評価期間に至る前に取替を実施する。 

これにより，運転を延長しようとする期間において，絶縁体の絶縁特性低下により

機器の健全性に影響を与える可能性はないと判断する。 
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(3) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）

（原子炉格納容器外）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリオレフィンであるため，熱及び放射線による物性

変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-7 に示す。 

 

 

    
 

 

 

 

b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）及び IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめ

られており，この電気学会推奨案に基づき実機同等品による長期健全性試験を実施

し，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃一重同軸ケーブル（絶

縁体材料が架橋ポリオレフィン）については，実機同等品による ACA ガイドに従っ

た長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-7 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）の絶縁部位 

絶縁体 
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図 2.3-9 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

図 2.3-8 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 



 

－ 3-31 － 

図 2.3-8 及び図 2.3-9 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-9 及び表 2.3-11 に示すとおり，電気学会推奨案に従った

長期健全性試験にて 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 23

年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び

放射線による使用条件を包絡し，表 2.3-10 及び表 2.3-12 に示すとおり，屈曲浸水

耐電圧試験の判定基準を満足している。 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）（原子炉格納容器外）

は，表 2.3-11 に示すとおり 37 年間実機環境下で使用した実機同等品による ACA ガ

イドに従った長期健全性試験で，23 年間の健全性が確認できていることから，運転

開始後 60 年間の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲

気において絶縁性能を維持できると評価できる。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-9 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 110 ℃×2,472 時間 原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：260 kGy 東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3  Gy

に設計基準事故時線量 1.7 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約

101 kGy（60年間の通常運転期間約 5.3 Gy

に重大事故等時線量約 100 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（100 ℃），最高圧力（0.001744 

MPa），及び重大事故等時の最高温度

（100 ℃），最高圧力（0.0069 MPa）を

包絡する。 
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表 2.3-10 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 ① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しない

こと。 

良 

［出典：日本原子力発電研究データ］ 

 

表 2.3-11 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

110 ℃×2,472 時間 

放射線照射なし 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，23 年間の通常運転

期間に相当する。 

供試ケーブルは 37 年間実機環境下に

て使用したものであり，長期健全性試

験で確認がとれている 23 年間の通常

運転期間を加えると，60 年間の通常

運転期間に相当する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：260 kGy 東海第二で想定される事故時線量約

1.7 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最 高 温 度 （ 100 ℃ ）， 最 高 圧 力

(0.001744 MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-12 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しない

こと。 
良 

［出典：日本原子力発電研究データ］ 
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② 現状保全 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン）（原子炉格納容器外）

の絶縁特性低下に対しては，系統機器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することに

より，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
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(4) 絶縁体の絶縁特性低下［難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）］ 

a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋発泡ポリオレフィンであるため，熱及び放射線による物性

変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-10 に示す。 

 

 

 

 

 

 

b. 技術評価 
① 健全性評価 

ケーブルの長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323

（1974）及び IEEE Std.383（1974）の規格を根幹に，電気学会推奨案としてまとめ

られており，この電気学会推奨案に基づき実機同等品による長期健全性試験を実施

しており，この結果に基づき長期間の健全性を評価した。 

また，設計基準事故時雰囲気内で機能要求があるケーブルについては，原子力安

全基盤機構により原子力プラントでの使用条件に即したケーブルの経年劣化手法

が検討され，その結果が ACA ガイドに取りまとめられている。 

このため，設計基準事故時雰囲気内で機能要求がある難燃三重同軸ケーブルにつ

いては，実機相当品（架橋ポリオレフィンの絶縁体を有する難燃一重同軸ケーブル）

による ACA ガイドに従った長期健全性についても評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-10 難燃三重同軸ケーブルの絶縁部位 

絶縁体 
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図 2.3-11 難燃三重同軸ケーブル長期健全性試験手順（電気学会推奨案） 

図 2.3-12 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験手順（ACA ガイド） 

供試ケーブル 

熱・放射線同時劣化 （通常運転期間相当の熱・放射線同時劣化） 

放射線照射(事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 

供試ケーブル 

加速熱劣化 （通常運転期間相当の加速熱劣化） 

放射線照射(通常時＋事故時) 

事故時雰囲気曝露 

判   定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射） 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（屈曲浸水耐電圧試験） 
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図 2.3-11 及び図 2.3-12 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-13 及び表 2.3-15 に示すとおり，電気学会推奨案に従った

長期健全性試験にて 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件にて 23

年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱及び

放射線による使用条件を包絡し，表 2.3-14 及び表 2.3-16 に示すとおり，屈曲浸水

耐電圧試験の判定基準を満足している。 

難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）は，表 2.3-15 に示すとおり 37 年間

実機環境下で使用した実機相当品による ACA ガイドに従った長期健全性試験で，23

年間の健全性が確認できていることから，運転開始後 60 年間の通常運転期間及び

設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価できる。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-13 難燃三重同軸ケーブル長期健全性試験条件（電気学会推奨案） 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 100 ℃×120 時間 原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，60 年間の通常運転期

間を包絡する。 

放射線照射 

(通常時＋事故時) 

放射線照射線量：2,000 kGy 東海第二で想定される照射線量約 1.8 

kGy（60 年間の通常運転期間約 5.3  Gy

に設計基準事故時線量 1.7 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約

101 kGy（60年間の通常運転期間約 5.3 Gy

に重大事故等時線量約 100 kGy を加えた

線量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.717 MPa 

曝露時間：108 日間 

東海第二における設計基準事故時の最

高温度（100 ℃），最高圧力（0.001744 

MPa），及び重大事故等時の最高温度

（100 ℃），最高圧力（0.0069 MPa）を

包絡する。 
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表 2.3-14 難燃三重同軸ケーブル長期健全性試験結果（電気学会推奨案） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧試

験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しないこ

と。 

良 

［出典：メーカデータ］ 

 

表 2.3-15 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験条件（ACA ガイド） 

 試験条件 説明 

熱・放射線 

同時劣化 

110 ℃×2,472 時間 

放射線照射なし 

原子炉格納容器外の周囲最高温度

（40.0 ℃）では，23 年間の通常運転

期間に相当する。 

供試ケーブルは 37 年間実機環境下に

て使用したものであり，長期健全性試

験で確認がとれている 23 年間の通常

運転期間を加えると，60 年間の通常

運転期間に相当する。 

放射線照射 

（事故時） 

放射線照射線量 ：260 kGy 東海第二で想定される事故時線量約

1.7 kGy を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 最高温度：171℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：25 時間 

東海第二における設計基準事故時の

最 高 温 度 （ 100 ℃ ）， 最 高 圧 力

(0.001744 MPa)を包絡する。 

 

表 2.3-16 難燃一重同軸ケーブル長期健全性試験結果（ACA ガイド） 

項目 試験手順 判定基準 結果

屈曲浸水耐電圧

試験 

① 直線状に試料を伸ばした後，試料外径

の約 40 倍のマンドレルに巻きつける。

② ①の両端部以外を常温の水中に浸し 1

時間以上放置する。 

③ ②の状態で，公称絶縁体厚さに対し交

流電圧 3.2kV/mm を 5 分間印加する。 

絶縁破壊しないこ

と。 
良 

［出典：日本原子力発電研究データ］ 
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② 現状保全 

難燃三重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）の絶縁特性低下に対しては，系統機

器の点検時に絶縁抵抗測定を実施している。 

また，系統機器の点検時に実施する動作試験においてもケーブルの絶縁機能の健

全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，ケーブルの取替を行

うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さく，

また，絶縁特性低下は系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験で把

握可能と考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施すること

により，異常の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切である

と考える。 

 

c. 高経年化への対応 

絶縁体の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し

て追加すべき項目はないと考える。 

今後も，系統機器点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施することに

より，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象同軸ケーブル］ 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器外） 

② 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外） 

③ 難燃二重同軸ケーブル 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原

子炉格納容器外），難燃二重同軸ケーブル］ 

代表機器である難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格

納容器内）と同様に絶縁体材料が架橋ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物

性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器外）及び

難燃二重同軸ケーブルは，原子炉格納容器外に設置され，設計基準事故時動作及び重大

事故等時動作が要求される。 
これより，代表機器である原子炉格納容器内の難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が

架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内）の健全性評価方法を用いて，表 3.1-1 に記載

の使用条件における難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉

格納容器外）及び難燃二重同軸ケーブルの長期健全性を評価した。 

その結果，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容

器外）及び難燃二重同軸ケーブルは，電気学会推奨案に従った長期健全性試験条件につ

いては 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性の評価については 60 年間の運転期

間を想定した劣化条件を包絡し，事故時雰囲気曝露試験の判定基準を満足していること

を確認した。 

これらのことから，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子

炉格納容器外）及び難燃二重同軸ケーブルは，60 年間の通常運転期間及び設計基準事故

時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施しており，今後

もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を

行うこととする。 
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表 3.1-1 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器外）

及び難燃二重同軸ケーブルの使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子

炉格納容器外）及び難燃二重同軸ケーブルが布設されている区域における設計値 
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b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）］ 

代表機器である難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）と同様に絶縁体は架橋発

泡ポリエチレンであるため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行

し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）は，原子炉格納容器外に設置され，設計

基準事故時動作及び重大事故等時動作が要求される。 
これより，代表機器が設置されている原子炉格納容器内の難燃六重同軸ケーブルの健

全性評価方法を用いて，表 3.1-2 に記載の使用条件における難燃六重同軸ケーブル（原

子炉格納容器外）の長期健全性を評価した。 

その結果，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）は，電気学会推奨案に従った

長期健全性試験条件については 60 年間以上，ACA ガイドに従った長期健全性試験条件に

ついては 60 年間以上の運転期間を想定した劣化条件を包絡し，事故時雰囲気曝露試験

の判定基準を満足していることを確認した。 

これらのことから，難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）の絶縁体は，60 年間

の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気並びに重大事故等時雰囲気において絶縁性

能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に絶縁抵抗測定及び系統機器の動作試験を実施しており，今後

もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じて取替を

行うこととする。 

 

表 3.1-2 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器外 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 100 ℃（最高） 100 ℃（最高） 

最高圧力* 大気圧 0.001744 MPa 0.0069 MPa 

放射線* 
1×10-5 Gy/h 

（最大） 

1.7 kGy 

（最大積算値） 

100 kGy 

（最大積算値） 

*：原子炉格納容器外で難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）が布設されている 

区域における設計値 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 
(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

日常劣化管理事象に該当する事象は抽出されなかった。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 熱・放射線によるシースの硬化［共通］ 

代表機器と同様，難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原

子炉格納容器外），難燃二重同軸ケーブル及び難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納

容器外）の難燃架橋ポリエチレンシースは有機物であるため，熱及び放射線により

硬化する可能性がある。 

しかし，シースは主にケーブル布設時に生ずる外的な力からケーブルを保護する

ためのものであり，ケーブルに要求される絶縁機能の確保に対するシースの役割は

極めて低い。 

したがって，熱・放射線によるシースの硬化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ケーブルトレイ，電線管 
 

 

［対象機器］ 

① ケーブルトレイ 

② 電線管 
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1. 対象機器 

東海第二で使用しているケーブルトレイ，電線管の主な機能を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 ケーブルトレイ，電線管の主な機能 

機器名称 機能 

ケーブルトレイ ケーブルを収納して支持する 

電線管 ケーブルを収納して支持する 
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2. ケーブルトレイ，電線管の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 ケーブルトレイ 

(1) 構造 

東海第二のケーブルトレイは，ベースプレート又は埋込金物にサポートを溶接によ

り架台状に固定し，その上にケーブルトレイをボルトナットで固定する構造となって

いる。 

なお，ケーブルトレイ上に非難燃ケーブルが布設されている場合には防火シートで

覆うこととしている。 

東海第二のケーブルトレイの代表的な構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のケーブルトレイ主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① ケーブルトレイ ⑥ 埋込金物 

② サポート ⑦ 防火シート 

③ ベースプレート ⑧ 結束ベルト 

④ サポート取付ボルト・ナット ⑨ ファイアストッパ 

⑤ 基礎ボルト＊1   

*1：後打ちケミカルアンカ，後打ちメカニカルアンカ 

図 2.1-1 ケーブルトレイ構造図

 

基礎ボルトの例 埋込金物の例 

④ 
④

① 

②③ 
②

① 

⑥ 

⑤ 

ケーブル 

垂直トレイ（防火シート等含む） 
 

① 

⑦ 

⑧ ① 

水平トレイ（防火シート等含む） 

⑧ 

⑨ 

⑦
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表 2.1-1 ケーブルトレイ主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

機器の支持 支持 

ケーブルトレイ 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

サポート取付 

ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂*1 

埋込金物 炭素鋼 

防火機能の

確保 

複合体*2

の形成 

防火シート 
アルミノ硼珪酸ガラス， 

アクリロニトリルブタジエンゴム 

結束ベルト 
アルミノ硼珪酸ガラス， 

シリコーン樹脂 

ファイアストッパ 
炭素鋼， 

セラミックファイバーブランケット 

*1：後打ちケミカルアンカを示す 

*2：非難燃ケーブル及びケーブルトレイを防火シートにより覆い，結束ベルト及び 
ファイアストッパにて固定したもの 

 

 

 

表 2.1-2 ケーブルトレイの使用条件 

設置場所 原子炉格納容器内外，屋外 

布設ケーブルの使用電圧 AC 7,000 V 以下 
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2.1.2 電線管 

(1) 構造 

電線管は，ベースプレート又は埋込金物にサポートを溶接により架台状に固定し，

その上にユニバーサルチャンネルを取付け，電線管をパイプクランプで固定する構造

となっている。 

電線管の代表的な構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

電線管主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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基礎ボルトの例 

埋込金物の例 

 

No. 部位 No. 部位 

① 電線管 ⑥ サポート取付ボルト・ナット 
② サポート ⑦ パイプクランプボルト・ナット 

③ ベースプレート ⑧ 基礎ボルト＊1 

④ ユニバーサルチャンネル ⑨ 埋込金物 

⑤ パイプクランプ   

*1：後打ちケミカルアンカ，後打ちメカニカルアンカ 

図 2.1-2 電線管構造図 
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表 2.1-3 電線管主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 部位 材料 

機器の支持 支持 

電線管 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

ユニバーサルチャンネル 炭素鋼 

パイプクランプ 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

パイプクランプボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂*1 

埋込金物 炭素鋼 

*1：後打ちケミカルアンカを示す 

 

表 2.1-4 電線管の使用条件 

設置場所 原子炉格納容器内外，屋外 

布設ケーブルの使用電圧 AC 7,000 V 以下 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ケーブルトレイ，電線管の機能であるケーブルの電路確保を維持し，非難燃ケーブル

の火災発生を防止する機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 機器の支持 

(2) 防火機能の確保 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ケーブルトレイ，電線管について，要求機能を考慮して主要部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所，電圧）及び現在までの運転経験を考

慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で△又

は▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ケーブルトレイ，電線管には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想 

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象 

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
a. ケーブルトレイ及びファイアストッパ［ケーブルトレイ］，ユニバーサルチャンネ

ル，パイプクランプ及びパイプクランプボルト・ナット［電線管］，サポート，ベ

ースプレート及びサポート取付ボルト・ナット［共通］の腐食（全面腐食） 
ケーブルトレイ，ファイアストッパ，ユニバーサルチャンネル，パイプクランプ，

パイプクランプボルト・ナット，サポート，ベースプレート及びサポート取付ボル

ト・ナットは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装又はメッキが施

されており，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必

要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，ケーブルトレイ，ファイアストッパ，ユニバーサルチャンネル，パ

イプクランプ，パイプクランプボルト・ナット，サポート，ベースプレート及びサ

ポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 
b. 電線管（本体）（大気接触部）の外面腐食（全面腐食）［電線管］ 

電線管（本体）（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，電線

管外面は塗装又は溶融亜鉛メッキが施されており，腐食の可能性は小さく，点検時

に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，電線管（本体）（大気接触部）の外面腐食は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 
c. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結

果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 
d. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし本評価書には含めない。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 電線管（本体）の内面腐食（全面腐食）［電線管］ 

電線管は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，電線管内面は溶融亜鉛メッキ

が施されており，腐食発生の可能性はない。電線管に内装されるものはケーブルの

みであり，メッキ面への外力は加わらないため亜鉛メッキが剥がれることはなく，

外面と比較して環境条件が緩やかであるため腐食の発生する可能性はない。 

したがって，電線管の内面腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 
b. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［共通］ 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施

するものとし本評価書には含めない。 

 

c. 電線管（本体）（コンクリート埋設部）の外面［電線管］及び埋込金物（コンクリ

ート埋設部）［共通］の腐食（全面腐食） 

電線管（本体）（コンクリート埋設部）及び埋込金物（コンクリート埋設部）は，

炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，電線管（本体）（コンクリート埋設部）及び埋込金物（コンクリー

ト埋設部）の腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/2) ケーブルトレイに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

機器の支持

ケーブルトレイ  炭素鋼  △       
*1:後打ちケミカ

ルアンカ 

*2:樹脂の劣化 

*3:大気接触部 

*4:コンクリート

埋設部 

 

 

 

 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂*1  △      ▲*2 

埋込金物  炭素鋼  
△*3 

▲*4 
      

防火機能の

確保 

防火シート  

アルミノ硼珪酸ガラス, 

アクリロニトリルブタジ

エンゴム 

        

結束ベルト  
アルミノ硼珪酸ガラス, 

シリコーン樹脂 
        

ファイアストッパ  

炭素鋼， 

セラミックファイバーブ

ランケット 

 △       

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/2) 電線管に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食 
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

機器の支持

電線管  炭素鋼  
△*1 

▲*2*3 
      

*1:大気接触部の

外面腐食 

*2:内面腐食 

*3:コンクリート

埋設部の外面

腐食 

*4:後打ちケミカ

ルアンカ 

*5:樹脂の劣化 

*6:大気接触部 

*7:コンクリート

埋設部 

 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

ユニバーサル 

チャンネル 
 炭素鋼  △       

パイプクランプ  炭素鋼  △       

サポート取付 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △       

パイプクランプ 

ボルト・ナット 
 炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂*4  △      ▲*5 

埋込金物  炭素鋼  
△*6 

▲*7 
      

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

 

 

 

5. ケーブル接続部 
 

［対象ケーブル接続部］ 

① 端子台接続 

② 端子接続 

③ 電動弁コネクタ接続 

④ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用） 

⑤ 同軸コネクタ接続（放射線計測用） 
⑥ スプライス接続 
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1．対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なケーブル接続部の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのケーブル接続部を種類の観点からグループ化し，それぞれのグループより以下の

とおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

種類を分類基準とし，ケーブル接続部を表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度及び設置場所等の観点から代表機器を選定す

る。 

 

(1) 端子接続 

このグループには，端子台接続及び端子接続が属するが，重要度は同等であることか

ら，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の端子台接続を代表機器とする。 

 

(2) 電動弁コネクタ接続 

このグループには，電動弁コネクタ接続のみが属するが，重要度は同等であることか

ら，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内の電動弁コネクタ接続を代表機器とする。 

 

(3) 同軸コネクタ接続 

このグループには，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）及び同軸コネクタ接続（放

射線計測用）が属するが，重要度が高く，設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内に

設置されているもののうち，構成部品点数が多い同軸コネクタ接続（中性子束計測用）

を代表機器とする。 

 

(4) 直ジョイント接続 

このグループには，スプライス接続のみが属するが，重要度は同等であることから，

設置場所の環境が厳しい原子炉格納容器内のスプライス接続を代表機器とする。 

 

 



 

－
 
5
-
2
 
－

 

表 1-1 ケーブル接続部のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

名称 絶縁体材料 用途 

選定基準 

選定 選定理由 

種類 重要度*1

設置場所 

原子炉 
格納容器内 

原子炉 
格納容器外

端子接続 

端子台接続 

ジアリルフタレート樹脂 

動力，制御， 
計測 

MS-1 
重*2 

○  ◎ 
重要度 
設置場所 

ポリカーボネイト  ○   

ポリフェニレンエーテル樹脂  ○  

 

端子接続 ビニル 動力 
MS-1 
重*2 

 ○  

電動弁コネクタ接続 電動弁コネクタ接続 ジアリルフタレート樹脂 動力，制御 

MS-1 ○  ◎ 
重要度 
設置場所 

MS-1 
重*2 

 ○   

同軸コネクタ接続 

同軸コネクタ接続 
（中性子束計測用） 

ポリエーテルエーテルケトン 

計測 

MS-1 
重*2 

○ (13) *3  ◎ 
重要度 
設置場所 
構成部品点数 

架橋ポリスチレン 

○ (10) *3   

 ○  

同軸コネクタ接続 
（放射線計測用） 

MS-2 
重*2 

 ○  

同軸コネクタ接続 
（中性子束計測用） 
（放射線計測用） 

テフロン 
MS-1 
重*2 

 ○  

直ジョイント接続 スプライス接続 架橋ポリオレフィン 
動力，制御， 

計測 
MS-1 
重*2 

○  ◎ 
重要度 
設置場所 

 ○   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：( )内は構成部品点数を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のケーブル接続部について技術評価を実施する。 

① 端子台接続（原子炉格納容器内） 

② 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内） 

③ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内） 

④ スプライス接続（原子炉格納容器内） 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 端子台接続（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の端子台接続（原子炉格納容器内）は，ケーブル接続部をもつ端子板と，

それを保持する端子台絶縁部で構成され，このうち絶縁機能は，絶縁部にて保たれて

いる。 

東海第二の代表的な端子台接続（原子炉格納容器内）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の代表的な端子台接続（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料を表 2.1-1

に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① ガスケット 

② 端子板 

③ 端子台絶縁部 

④ 端子台ビス 

⑤ 接続端子 

⑥ 端子板ビス 

 

 

図 2.1-1 端子台接続（原子炉格納容器内）の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハウジング 
（駆動部ケース）

① 

（電動弁駆動部の例） 

④ 
⑤ ② 

③ 

④ 

⑥ 
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表 2.1-1 端子台接続（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 材料 

電力・信号伝達 
機能の確保 

エネルギー伝達 
信号伝達 

ガスケット （消耗品） 

端子板 銅合金（ニッケルメッキ） 

端子台絶縁部 ジアリルフタレート樹脂 

端子台ビス ステンレス鋼 

接続端子 銅合金（すずメッキ） 

端子板ビス ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-2 端子台接続（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度 65.6 ℃（最高）*1 171 ℃（最高）*1 123 ℃（最高）*2 

最高圧力 0.0138 MPa*1 0.31 MPa*1 0.31 MPa*2 

放射線*1 0.040 Gy/h（最大） 
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 
640 kGy 

（最大積算値） 

*1：原子炉格納容器内における設計値 

 *2：重大事故等時における原子炉格納容器内の環境条件解析値 

    



－ 5-6 － 

2.1.2 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）は，大別すると，オスコンタ

クト，オス絶縁部，メスコンタクト，メス絶縁部，レセプタクルシェル，O リング，

シーリングブッシュ，シーリングワッシャ及びプラグシェルで構成され，シーリング

ブッシュにより絶縁部への湿分等の浸入を防止している。 

電動弁コネクタ接続の絶縁機能は，オス絶縁部及びメス絶縁部で保っている。 

東海第二の代表的な電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の構造図を図 2.1-2

に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の代表的な電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料

を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① オスコンタクト 

② オス絶縁部 

③ メスコンタクト 

④ メス絶縁部 

⑤ レセプタクルシェル 

⑥ O リング 

⑦ シーリングブッシュ 

⑧ シーリングワッシャ 

⑨ プラグシェル 

 

 

 

図 2.1-2 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の構造図 

 

④ 

② 

⑥ 

⑤ ① 
③ ⑨ 

⑧ ⑦ ⑦ ⑧ 
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表 2.1-3 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達 
機能の確保 

エネルギー伝達
信号伝達 

オスコンタクト 銅合金（金メッキ） 

オス絶縁部 ジアリルフタレート樹脂 

メスコンタクト 銅合金（金メッキ） 

メス絶縁部 ジアリルフタレート樹脂 

レセプタクルシェル 銅合金（ニッケルメッキ） 

O リング （消耗品） 

シーリングブッシュ エチレンプロピレンゴム 

シーリングワッシャ 銅合金（ニッケルメッキ） 

プラグシェル 銅合金（ニッケルメッキ） 

 

 

表 2.1-4 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度* 65.6 ℃（最高） 171 ℃（最高） 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 

放射線* 0.040 Gy/h（最大） 
2.6×102 kGy 

（最大積算値） 

     *：原子炉格納容器内における設計値 
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2.1.3 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二の同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）は，

東海第二の代表的な同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の

構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の代表的な同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）主

要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 

 



 

－
 
5
-
1
0
 
－

 

 

No. 部 位 No. 部 位 No. 部 位 

① ⑥ ⑪ 

② ⑦ ⑫ 

③ ⑧ ⑬ 

④ ⑨   

⑤ ⑩   

図 2.1-3 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の構造図 
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表 2.1-5 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達
機能の確保 

信号伝達 

 

 

表 2.1-6 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度 60 ℃（最高）*1 171 ℃（最高）*2 115 ℃（最高）*2 

最高圧力*2 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.20 MPa 

放射線 
0.072 Gy/h*2 

（最大） 

26 kGy*3 

（最大積算値） 

26 kGy*4 

（最大積算値） 
*1：原子炉格納容器内での同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）周囲

最高温度（約 56℃）に余裕を加えた温度として設定した 

*2：原子炉格納容器内における設計値 

*3：設計基準事故時において未臨界達成に要する時間に余裕を加えた時間（2 時間）の積算

値 

*4：重大事故等時において未臨界達成に要する時間に余裕を加えた時間（2時間）の積算値 
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2.1.4 スプライス接続（原子炉格納容器内） 

(1) 構造 

東海第二のスプライス接続（原子炉格納容器内）は，ケーブル同士をスプライスで

圧着接続し，その周囲を熱収縮チューブによりシール及び絶縁を行う構造となってい

る。 

東海第二の代表的なスプライス接続（原子炉格納容器内）の構造図を図 2.1-4 に示

す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の代表的なスプライス接続（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料を表

2.1-7 に，使用条件を表 2.1-8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 

① スプライス 

② 熱収縮チューブ 

 

 

図 2.1-4 スプライス接続（原子炉格納容器内）の構造図 

 

 

 

 

 

ケーブル ケーブル 

① ② 
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表 2.1-7 スプライス接続（原子炉格納容器内）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電力・信号伝達 
機能の確保 

エネルギー伝達 
信号伝達 

スプライス 銅合金（すずメッキ） 

熱収縮チューブ 架橋ポリオレフィン 

 

 

表 2.1-8 スプライス接続（原子炉格納容器内）の使用条件 

 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 

設置場所 原子炉格納容器内 

周囲温度* 65.6 ℃(最高) 171 ℃(最高) 235 ℃(最高) 

最高圧力* 0.0138 MPa 0.31 MPa 0.62 MPa 

放射線* 
0.040 Gy/h 

(最大) 
2.6×102 kGy 

(最大積算値) 

640 kGy 

(最大積算値) 

 *：原子炉格納容器内における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ケーブル接続部の機能である通電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電力・信号伝達機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ケーブル接続部について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（設置場所）及び現在までの運転経験を考

慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又

は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケット，O リング は消耗品

であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極め

る上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 
② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 
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この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

a. 絶縁部の絶縁特性低下［端子台接続（原子炉格納容器内）］ 

b. 絶縁部の絶縁特性低下［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）］ 

c. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器

内）］ 

d. 絶縁部の絶縁特性低下［スプライス接続（原子炉格納容器内）］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 端子板及び接続端子の腐食［端子台接続（原子炉格納容器内）］ 

端子台接続（原子炉格納容器内）の端子板及び接続端子は，銅合金であるため腐

食が想定されるが，金属表面はメッキが施されている。 

端子台はガスケットでシールされたハウジング（駆動部ケース）に収納されてい

るため，湿分等の浸入による腐食進行の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，

その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，端子板及び接続端子の腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

b. オスコンタクト，メスコンタクト，レセプタクルシェル，シーリングワッシャ及

びプラグシェルの腐食［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）］ 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）のオスコンタクト，メスコンタクト，

レセプタクルシェル，シーリングワッシャ及びプラグシェルは，銅合金であるため

腐食が想定されるが，オスコンタクト及びメスコンタクトは Oリング，シーリング

ブッシュ及びシーリングワッシャにより外気とシールされているため，湿分等の浸

入による腐食進行の可能性は小さい。 

また，外気に接触するレセプタクルシェル，プラグシェル及びシーリングワッシ

ャの外表面にはメッキが施されており，腐食発生の可能性は小さく，点検時に目視

確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，オスコンタクト，メスコンタクト，レセプタクルシェル，シーリン

グワッシャ及びプラグシェルの腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 
 

a. スプライスの腐食［スプライス接続（原子炉格納容器内）］ 
スプライス接続（原子炉格納容器内）のスプライスは銅合金であり腐食が想定さ

れるが，スプライスはメッキが施されており，熱収縮チューブにて全体を密閉して

いることから，湿分等の浸入による腐食が発生する可能性はない。 
したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考えにくいことから，

高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/4) 端子台接続（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号

伝達機能の

確保 

エネルギー伝達 

信号伝達 

ガスケット ◎ －         
 

端子板  銅合金（ニッケルメッキ）  △       

端子台絶縁部  ジアリルフタレート樹脂     ○    

端子台ビス  ステンレス鋼         

接続端子  銅合金（すずメッキ）  △       

端子板ビス  ステンレス鋼         

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/4) 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号

伝達機能の

確保 

エネルギー伝達 

信号伝達 

オスコンタクト  銅合金（金メッキ）  △       
 

オス絶縁部  ジアリルフタレート樹脂     ○    

メスコンタクト  銅合金（金メッキ）  △       

メス絶縁部  ジアリルフタレート樹脂     ○    

レセプタクルシェル  銅合金（ニッケルメッキ）  △       

O リング ◎ －         

シーリングブッシュ  エチレンプロピレンゴム     ○    

シーリングワッシャ  銅合金（ニッケルメッキ）  △       

プラグシェル  銅合金（ニッケルメッキ）  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
5
-
2
0
 
－

 

表 2.2-1(3/4) 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号

伝達機能の

確保 

信号伝達 

 △        

 △       

 △       

    ○    

 △       

 △       

        

 △       

        

        

        

        

        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

－
 
5
-
2
1
 
－

 

表 2.2-1(4/4) スプライス接続（原子炉格納容器内）に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

電力・信号

伝達機能の

確保 

エネルギー伝達 

信号伝達 

スプライス  銅合金（すずメッキ）  ▲       
 

熱収縮チューブ  架橋ポリオレフィン     ○    

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 絶縁部の絶縁特性低下［端子台接続（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁部は，有機物のジアリルフタレート樹脂で

あるため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低

下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁部位 

 

絶縁部 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

端子台接続（原子炉格納容器内）の長期間の経年劣化を考慮した必要性能の評価

方法は，IEEE Std.323-2003「IEEE Standard for Qualifying Class 1E Equipment 

for Nuclear Power Generating Stations」（以下，「IEEE Std.323-2003」という），

IEEE Std. 572-1985「IEEE Standard for Qualification of Class 1E Connection 

Assemblies for Nuclear Power Generating Stations」（以下，「IEEE Std.572-1985」

という）及び IEEE Std.382-1996「IEEE Standard for Qualification of Actuators 

for Power-operated Valve Assemblies With Safety-Related Functions for Nuclear 

Power plants」（以下，「IEEE Std.382-1996」という）に準拠して，38 年間使用し

た実機端子台を供試体に，長期健全性試験を実施し，この結果に基づき長期間の端

子台接続（原子炉格納容器内）の健全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 端子台接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順 

 

図 2.3-2 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-1 に示すとおり，38 年間使用した実機端子台に設計基準事

故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した使用条件を包絡し，表 2.3-2 に示すとお

り，判定基準を満足している。 

したがって，端子台接続（原子炉格納容器内）は 38 年間の通常運転期間，設計

基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

事故時動作要求のある端子台接続（原子炉格納容器内）は，今停止期間中に全数

の取替を実施する計画としており，長期健全性試験で確認のとれている 38 年間を

加えると，端子台接続（原子炉格納容器内）は運転開始後 60 年間の通常運転期間，

設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価す

る。 

端子台(38 年使用品) 

（重大事故等時の放射線照射） 放射線照射（事故時）

（通電確認） 判 定 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 
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*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

及び発電用原子炉設置変更許可申請書「添付書類十 変更後における発電用原子

炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な

施設及び体制の整備に関する説明書」に基づく原子炉格納容器内の設計基準事

故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-1 端子台接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

(事故時) 
放射線照射線量：800 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故時 

の最大積算値約 260 kGy を包絡する。 

また，東海第二で想定される重大事故 

等時の最大積算値約640 kGyを包絡す 

る。 

事故時 

雰囲気曝露 

最高温度：172 ℃ 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：約 13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最 

高温度 171 ℃ ，最高圧力 0.31 MPa 

及び重大事故等時の最高温度 123 ℃，

最高圧力 0.31 MPa を包絡する。 

 

表 2.3-2 端子台接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準 判定 

通電確認 
蒸気曝露試験中に模擬負荷(電動駆

動)を使用して開閉操作を行う。 
開閉操作ができること。 良 

 

② 現状保全 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁抵抗

測定を実施し，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁機能の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合は，端子台の取替を行うこ

ととしている。 

 

③ 総合評価 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現

状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常

の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると判断する。 
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c. 高経年化への対応 

端子台接続（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点

から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時に絶縁抵抗測定及び機

器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応

じ取替を行うこととする。 

なお，事故時動作要求のある端子台接続（原子炉格納容器内）は，今停止期間中に

全数の取替を行う計画としている。 
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(2) 絶縁部の絶縁特性低下［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

電動弁コネクタ接続のオス絶縁部，メス絶縁部は，シーリングワッシャに支持され

たシーリングブッシュにより密閉され，湿分等の浸入が阻止されている。 

シーリングブッシュは有機物のエチレンプロピレンゴムであるため，熱及び放射線

による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁部へ湿分等が浸入することで絶

縁部の絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位及び密閉部位を図 2.3-3 に示す。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 2.3-3 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の絶縁部位 

 

 

メス絶縁部 

シーリングワッシャ オス絶縁部 

シーリングブッシュ

シーリングワッシャ
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の長期間の経年劣化を考慮した必要性

能の評価方法は，IEEE Std.382-1980「IEEE Standard for Qualification of 

Safety-Related Valve Acutuator」（以下，「IEEE Std.382-1980」という）に準拠

して，実機相当品により長期健全性試験を実施しており，この結果に基づき長期間

の電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）の健全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順 

 

図 2.3-4 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-3 に示すとおり，45 年間の通常運転期間及び設計基準事故

時＊を想定した使用条件を包絡し，表 2.3-4 に示すとおり，判定基準を満足してい

る。 

当該電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）は運転開始 18 年目に設置してお

り，同等品による長期健全性試験で確認のとれている 45 年間を加えると，電動弁

コネクタ接続（原子炉格納容器内）は運転開始後 60 年間の通常運転期間及び設計

基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

同等品コネクタ 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

（振動劣化，耐震試験） 

加速熱劣化 

機械的劣化 

事故時雰囲気曝露 

放射線照射（通常時+事故時）

（耐圧試験） 耐圧力試験 

判 定 



－ 5-28 － 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時における各条件 

 

表 2.3-3 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

耐圧力試験 0.8 MPa,60 分間 IEEE Std.382-1980 に基づく。 

加速熱劣化 138 ℃×300 時間 

原子炉格納容器内の周囲最高温度

65.6℃では，45 年間の通常運転期間

に相当する。 

機械的劣化 

 
振動劣化 
 3軸方向に0.75 G，5 Hz～200 Hz
～5Hz を 2 オクターブ/分の掃
引速度で 90 分間加振 

 
耐震試験 
(OBE 試験) 
 3 軸方向に 2 Hz～35Hz を 1 オ
クターブ/分の掃引速度で 1往
復加振 

 
(シングルフリーケンシー試験) 
 3 軸方向に 2 Hz～32Hz の間で
1/3 オクターブ毎に各 15 秒間
加振 

IEEE Std.382-1980 に基づく。 
 
 
 
 
IEEE Std.382-1980 に基づく。 
 
 

放射線照射 

(通常時+事故時) 
放射線照射線量：2.04×103 kGy

東海第二で想定される線量 約 281 

kGy（60 年間の通常運転期間相当の線

量約 21 kGy に設計基準事故時の最大

積算値 2.6×102 kGy を加えた線量）

を包絡する。 

事故時 

雰囲気曝露 

最高温度：179 ℃ 

最高圧力：0.31 MPa 

曝露時間：約 30 日間 

東海第二における設計基準事故時の

最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31 MPa

を包絡する。 

 

 

表 2.3-4 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果

絶縁抵抗測定 

環境試験終了後，蒸気及び圧力が除か

れた状態にて，DC 500 V 絶縁抵抗計

による絶縁抵抗測定を行う。 

0.25 MΩ以上(制御) 

0.6  MΩ以上(動力) 
良 

*:判定基準はメーカ基準値に基づく 



－ 5-29 － 

② 現状保全 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）絶縁部の絶縁特性低下に対しては，点

検時に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁機能の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合は，電動弁コネクタの取替

を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）絶縁部の絶縁特性低下の可能性は否定

できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常

の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法としては適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）絶縁部の絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時に絶縁

抵抗測定及び機器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくと

ともに，必要に応じ取替を行うこととする。 
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(3) 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁部は，

絶縁低下を生ずる可能性のある部位及び密閉部位を図 2.3-5 に示す。 

 

 

 

図 2.3-5 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁部位及び密閉部位 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の長期間の経年劣化

を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for 

Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」（以下，

｢IEEE Std.323-1974｣という）に準拠して，実機同等品により長期健全性試験を実

施しており，この結果に基づき長期間の同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原

子炉格納容器内）の健全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-6 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順 

 

図 2.3-6 に示す長期健全性試験手順により試験を実施した。 

本試験条件は，表 2.3-5 に示すとおり，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原

子炉格納容器内）の 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊

雰囲気を想定した使用条件を包絡し，表 2.3-6 に示すとおり，判定基準を満足して

いる。 

したがって，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）は運転

開始後 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において

絶縁機能を維持できると評価する。 

 

供試同軸コネクタ接続 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 

事故時雰囲気曝露 

判 定 

放射線照射（通常時+事故時）
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*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

及び発電用原子炉設置変更許可申請書「添付書類十 変更後における発電用原子

炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な

施設及び体制の整備に関する説明書」に基づく原子炉格納容器内の設計基準事

故時及び重大事故等時における各条件 

 

表 2.3-5 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）長期健全性試

験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 148.8 ℃×241 時間 

原子炉格納容器内の周囲最高温度 60 ℃

では，60 年間以上の通常運転期間に相当

する。 

放射線照射 

（通常時+事故時）
放射線照射線量：290 kGy 

東海第二で想定される照射線量約64 kGy

（60年間の通常運転期間約38 kGyに設計

基準事故時線量26 kGyを加えた線量）を

包絡する。 

また，東海第二で想定される照射線量約

64 kGy（60年間の通常運転期間約38 kGy

に重大事故等時線量26 kGyを加えた線 

量）を包絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.38 MPa 

曝露時間：約 100 日間 

東海第二で想定される設計基準事故時 

の最高温度 171 ℃，最高圧力 0.31 MPa 

を包絡する。 

また，重大事故等時の最高温度 115 ℃，

最高圧力 0.20 MPa を包絡する。 

 

 

表 2.3-6 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

絶縁抵抗測定 
環境試験終了後，絶縁抵抗計による絶

縁抵抗測定を行う。 
1×1010 Ω 以上 良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 

② 現状保全 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対

しては，点検時に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低下のないことを確認し

ている。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁機能の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合は，同軸コネクタの取替を

行うこととしている。 
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③ 総合評価 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下の可

能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常

の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対し

ては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はないと考える。今

後も，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下

を監視していくとともに，必要に応じ取替を行うこととする。 
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(4) 絶縁部の絶縁特性低下［スプライス接続（原子炉格納容器内）］ 

a. 事象の説明 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁部は，有機物の架橋ポリオレフィンで

あるため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低

下を起こす可能性がある。 

絶縁低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-7 に示す。 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-7 スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁部位 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の長期間の経年劣化を考慮した必要性能の

評価方法は，IEEE Std.323-1974 に準拠して，実機同等品により長期健全性試験を

実施しており，この結果に基づき長期間のスプライス接続（原子炉格納容器内）の

健全性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-8 スプライス接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順 

 

絶縁部 

スプライス接続 

（40 年相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 ① 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

事故時雰囲気曝露 

熱サイクル試験 ① （120 回の熱サイクル） 

熱サイクル試験 ② 

加速熱劣化 ② （20 年相当の加速熱劣化） 

（60 回の熱サイクル） 
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図 2.3-8 に示す長期健全性試験手順により評価した。 

本試験条件は，表 2.3-7 に示すとおり，スプライス接続（原子炉格納容器内）の

60 年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した熱

及び放射線による使用条件を包絡している。 

本試験結果は，表 2.3-8 に示すとおり絶縁抵抗測定試験の判定基準を満足してお

り，スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁部は 60 年間の通常運転期間，設

計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

なお，東海第二で想定される放射線量については，放射線照射試験条件に包絡さ

れていないが，スプライス接続の絶縁材である架橋ポリオレフィンと同等の絶縁材

である CV ケーブル（架橋ポリエチレン）の長期健全性試験にて，重大事故等時の

放射線量を上回る値にて健全性が確認されていることから，スプライス接続におい

ても健全性は維持できると評価する。 

また，東海第二で想定される重大事故等時における最高圧力については，事故時

雰囲気曝露試験条件に包絡されていないが，スプライス接続（原子炉格納容器内）

を用いている箇所は電気ペネトレーションの電気ボックス内であり，直接蒸気圧力

が加わる箇所ではないことから，スプライス接続（原子炉格納容器内）の健全性は

維持できると評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及

び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」

に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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表 2.3-7 スプライス接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：522.8 kGy

東海第二で想定される線量 約 281 kGy 

（60 年間の通常運転期間相当の線量 約

21 kGyに設計基準事故時の最大積算値約

260 kGy を加えた線量）を包絡する。 

なお，重大事故等時の最大積算値約 640

kGy を包絡していないが，スプライス接

続の絶縁材である架橋ポリオレフィン

と同等の絶縁材である CV ケーブル（架

橋ポリエチレン）の長期健全性試験に

て，重大事故等時の放射線量を上回る値

にて健全性が確認されていることから，

スプライス接続においても健全性は維

持できると評価する。 

加速熱劣化 
① 115 ℃×283 日 

② 115 ℃×136.8 日 

原子炉格納容器内の周囲最高温度 65.6 

℃*1では，60 年間の通常運転期間を包絡

する。 

熱サイクル試験 
① 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 

② 10 ℃⇔66 ℃/ 60 ｻｲｸﾙ 

東海第二の 60 年間の起動停止回数を包 

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃以上 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最 

高温度 171 ℃*1，最高圧力 0.31 MPa 及び

重大事故等時の最高温度約 135 ℃*2を包

絡する。 

*1:原子炉格納容器内における設計値 

*2:重大事故等時におけるスプライス接続部（電気ペネトレーション電線部）の温度解析値 

 

表 2.3-8 スプライス接続（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準＊ 結果 

絶縁抵抗測定 
耐電圧試験後に DC 500 V
絶縁抵抗計による絶縁抵
抗を行う。 

絶縁抵抗値 
1×104 Ω 以上 

良 

*:判定基準はメーカ基準値に基づく 
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② 現状保全 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁

抵抗測定を実施し，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，点検時に実施する動作試験においても絶縁機能の健全性を確認している。 

さらに，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合は，スプライス接続（原子

炉格納容器内）の取替を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下の可能性は否定できないが，

現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施することで，異常

の有無は把握可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

スプライス接続（原子炉格納容器内）の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も，点検時に絶縁抵抗測定及

び機器の動作試験を実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要

に応じ取替を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象ケーブル接続部］ 

① 端子台接続（原子炉格納容器外） 

② 端子接続（原子炉格納容器外） 

③ 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器外） 

④ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（放射線計測用）（原子炉格納容器外） 

⑤ 同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外） 

⑥ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内） 

⑦ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外） 

⑧ スプライス接続（原子炉格納容器外） 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 絶縁部の絶縁特性低下［端子台接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器とは異なり，端子台接続（原子炉格納容器外）の絶縁部は，有機物のポリカ

ーボネイト及びポリフェニレンエーテル樹脂であるため，熱及び放射線による物性変化

により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

図 3.1-1 に示す手順にて実施した端子台接続（原子炉格納容器外）の長期健全性試験

では，表 3.1-1 に示すとおり，12 年間使用した端子台に 48 年分の劣化付与を行い，60

年を想定した長期健全性試験を実施し，この結果に基づき健全性を評価した。 

端子台接続（原子炉格納容器外）の通常運転時における放射線影響については，放射

線量が低いことから，絶縁特性低下に与える影響は小さいと考える。 

なお，重大事故等時における放射線の影響による絶縁部の絶縁特性低下に対しては，

重大事故等時の線量がポリカーボネイト及びポリフェニレンエーテル樹脂と同等の有

機材料の耐放射線性に対する損傷しきい値と比べて低いことから，放射線による劣化の

影響は小さいと考える。 

以上のことから，代表機器以外のポリカーボネイト及びポリフェニレンエーテル樹脂

を用いた端子台は，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲

気においても絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を実施しており，

今後もこの保全方法を継続し，絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ取替

を行うこととする。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づく

原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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図 3.1-1 端子台接続（原子炉格納容器外）長期健全性試験手順 

 

表 3.1-1 端子台接続（原子炉格納容器外）長期健全性試験条件 

 
試験条件 説明 

加速熱劣化 105 ℃×279 日 

原子炉格納容器外の周囲最高温度 40.0 ℃で

は，48 年間の通常運転期間に相当する。 

使用期間 12年の実機供試体に 48年分の劣化

付与を行っており，60 年の通常運転期間に相

当する。 

機械的劣化 

振動劣化：0.75 G 

5 Hz～100 Hz～5 Hz 

2 ｵｸﾀｰﾌﾞ/分 

3 軸方向,各 135 分 

IEEE Std.382-1996 に基づく。 

事故時 

放射線照射 
放射線照射線量：1.7 kGy 

東海第二で想定される設計基準事故時の線 

量 1.7 kGy を包絡する。 

事故時 

雰囲気曝露 

最高温度 105 ℃ 

最高圧力 0.02 MPa 

曝露時間 約 7日間 

東海第二における設計基準事故時の最高温 

度 100 ℃，最高圧力 0.001744 MPa 及び重大

事故等時の最高温度 100 ℃，最高圧力0.0069

MPa を包絡する。 

 

表 3.1-2 端子台接続（原子炉格納容器外）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準 判定 

通電確認 
蒸気曝露試験中に模擬負荷(電動駆

動)を使用して開閉操作を行う 
開閉操作ができること 良 

供試体（12 年使用品）

（通常運転期間相当の熱劣化） 加速熱劣化 

（振動劣化） 機械的劣化 

（通電確認） 判 定 

（重大事故等時放射線照射） 事故時放射線劣化 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 
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b. 絶縁部の絶縁特性低下［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器と同様，電動弁コネクタは，有機物のジアリルフタレート樹脂であるため，

熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可

能性があるが，代表機器同様に図3.1-2に示す手順にて長期健全性試験を実施しており，

表 3.1-3 に示すとおり 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰

囲気を想定した試験条件で行い，表 3.1-4 のとおり判定基準を満足している。 

したがって，代表機器同様に，原子炉格納容器外に設置された電動弁コネクタ接続（原

子炉格納容器外）は，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気

において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を行っており健

全性を確認している。 

今後も，この保全方法を継続することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づく

原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-2 電動弁コネクタ（原子炉格納容器外）長期健全性試験手順

同等品コネクタ 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

（振動劣化，耐震試験） 

加速熱劣化 

機械的劣化 

事故時雰囲気曝露 

放射線照射（通常時+事故時）

（耐圧試験） 耐圧力試験

判 定 
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表 3.1-3 電動弁コネクタ（原子炉格納容器外）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

耐圧力試験 0.1 MPa,10 分間 IEEE Std.382-1980 に基づく。 

加速熱劣化 138 ℃×300 時間 
原子炉格納容器外の周囲最高温度 40.0 ℃

では，60 年間の通常運転期間に相当する。

機械的劣化 

 

振動劣化 

 3 軸方向に 0.75 G，5 Hz～200

Hz～5Hz を 2オクターブ/分の

掃引速度で 90 分間加振 

 

耐震試験 

(OBE 試験) 

 3 軸方向に 2 Hz～35Hz を 1 オ

 クターブ/分の掃引速度で 1 

往復加振 

 

(シングルフリーケンシー試験)

 3 軸方向に 2 Hz～32Hz の間で

1/3オクターブ毎に各 15秒間

加振 

 

IEEE Std.382-1980 に基づく。 

 

 

 

 

IEEE Std.382-1980 に基づく。 

 

 
 

放射線照射 

（通常時+事

故時） 

放射線照射線量：1.0×103 kGy

東海第二で想定される線量 約 530 Gy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 80 Gy 

に設計基準事故時の最大積算値 450 Gy を 

加えた線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量約57.6  

kGy（60年間の通常運転期間相当の線量約80

Gyに重大事故等時の最大積算値約57.5 kGy

を加えた線量）を包絡する。 

事故時 

雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃ 

最高圧力：0.1 MPa 

曝露時間：約 31 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高 

温度 100 ℃，最高圧力 0.001744 MPa 及び

重大事故等時の最高温度 100 ℃，最高圧力

0.0069 MPa を包絡する。 

 

 

表 3.1-4 電動弁コネクタ（原子炉格納容器外）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

絶縁抵抗測定 

環境試験終了後，蒸気及び圧力が除か

れた状態にて，DC 500 V 絶縁抵抗計

による絶縁抵抗測定を行う。 

0.25 MΩ以上(制御) 

 

0.6 MΩ以上(動力) 

良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 
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c. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（放射線計測用）（原子

炉格納容器外）］ 

代表機器とは異なり，起動領域中性子束計測装置前置増幅器（以下，SRNM 前置増幅器

という。）に設置された同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）の絶

縁部は，有機物のテフロンであるため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に

劣化が進行し，絶縁低下を起こす可能性がある。 

同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）は， SRNM 前置増幅器に設

置されていることから，SRNM 前置増幅器の長期健全性試験結果を用いて評価した。SRNM

前置増幅器は図 3.1-3 に示す手順にて長期健全性試験を実施しており，表 3.1-5 に示す

とおり 60 年間以上の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定

した試験条件で行い，表 3.1-6 のとおり判定基準を満足している。 

したがって，同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）は 60 年間の

通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価する。 

また，代表機器と同様に，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を行っており健

全性を確認している。 

今後も，この保全方法を継続することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

事故時雰囲気内で機能要求がない同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容

器外）は，上記と同様の保全方法を継続していく。 

 
*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づく

原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
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表 3.1-5 SRNM 前置増幅器（同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外） 

を含む）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 100 ℃×1,104時間 

原子炉格納容器外の周囲最高温度40.0 ℃

では，60年間以上の通常運転期間に相当す

る。 

放射線照射 

（通常時+事故時） 
放射線照射線量：2,447.5Gy

東海第二の原子炉格納容器外で想定され 

る線量 約1.8 kGy（60年間の通常運転期間

相当の線量 約5.3 Gyに設計基準事故時の

最大積算値1.7 kGyを加えた線量）を包絡

する。 

また，東海第二の原子炉格納容器外で想定

される線量 約1.8 kGy（60年間の通常運転

期間相当の線量 約5.3 Gyに重大事故等時

の最大積算値1.7 kGyを加えた線量）を包

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：110 ℃ 

最高圧力：0.1151 MPa 

曝露時間：約13日間 

東海第二の原子炉格納容器外における設 

計基準事故時の最高温度100 ℃，最高圧力

0.00174 MPaを包絡する。 

また，重大事故等時の最高温度100 ℃，最

高圧力0.0069 MPaを包絡する。 

 

図 3.1-3 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）（絶縁体材料が 
テフロン）長期健全性試験手順 

供試 SRNM 前置増幅器（同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）（絶縁体材料が 

テフロン）を含む） 

（通常運転期間相当の加速熱劣化） 加速熱劣化 

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 

（カウントモードゲイン特性） 判定 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）放射線照射（通常時+事故時）
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表 3.1-6 SRNM 前置増幅器（同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外） 

を含む）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

カウントモード 

ゲイン特性 

前置増幅器にパルス信号を与え，

その時のゲイン特性を評価する。
ゲイン特性：800～1200 良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 
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d. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）］ 

代表機器とは異なり，放射線計測器に設置される同軸コネクタ接続（放射線計測用）

（原子炉格納容器外）の絶縁部は，有機物の架橋ポリスチレンであるため，熱及び放射

線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁低下を起こす可能性があるが，

図 3.1-4 に示す手順にて長期健全性試験を実施しており，表 3.1-7 に示すとおり 6年間

の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した試験条件で行い，

表 3.1-8 のとおり判定基準を満足している。 

この同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）は今停止期間中に設置

されるものであり，設置後 6年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰

囲気において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，絶縁特性低下に対しては，従前設備と同様に点検時に絶縁抵抗測定及び機器の

動作試験で把握可能であることから，従前設備と同様の保全項目を実施していくことと

する。 

今後も，この保全方法を継続することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

なお，追加保全項目として，長期健全性評価結果から得られた評価期間に至る前に取

替を行うことを継続していくこととする。 

これにより，運転を延長しようとする期間において，絶縁部の絶縁特性低下により機

器の健全性に影響を与える可能性はないと評価する。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重 

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づく

原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-4 同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）長期健全性試験手順 

供試同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外） 

（放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露） 事故時雰囲気曝露 

（絶縁抵抗測定） 判定 

（通常運転期間相当及び重大事故等時の放射線照射）  放射線照射（通常時＋事故時）
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表 3.1-7 同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射* 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：1,000 kGy

東海第二の原子炉格納容器内で想定さ 

れる照射線量約530 kGy（60年間の通常 

運転期間約270 kGyに設計基準事故時線 

量260 kGyを加えた線量）を包絡する。 

また，東海第二の原子炉格納容器内で想

定される照射線量約910 kGy（60年間の 

通常運転期間約270 kGyに重大事故等時 

線量640 kGyを加えた線量）を包絡する。

事故時雰囲気曝露*

試験温度：220 ℃×5分以上

200 ℃×12時間 

試験圧力：0.015 MPa以上 

曝露時間：12時間以上 

試験温度は，原子炉格納容器内の周囲最

高温度65.6 ℃では，6年間の通常運転期

間に相当する。 

試験温度：200 ℃×168時間

試験圧力：0.015 MPa以上 

曝露時間：168時間 

東海第二の原子炉格納容器内における

設計基準事故時の最高温度171 ℃，原子

炉格納容器外における最高圧力0.00174 

MPa及び重大事故等時の最高温度200 ℃，

原子炉格納容器外における最高圧力

0.0069 MPaを包絡する。 

*：本同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）は原子炉格納容器外に設置され

ているが，事故時雰囲気圧力条件を除き保守的に原子炉格納容器内条件を適用している 
 
 

表 3.1-8 同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

絶縁抵抗測定 

環境試験終了後，蒸気及び圧力が

除かれた状態にて，DC 500 V 絶縁

抵抗計による絶縁抵抗測定を行

う。 

100 MΩ以上 良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 
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e. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）］ 

代表機器とは異なり，電気ペネトレーション端子箱に設置された同軸コネクタ接続

（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）の絶縁部は，有機物の架橋ポリスチレンであ

るため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を

起こす可能性があるが，図 3.1-5 に示す手順にて長期健全性試験を実施しており，表

3.1-9 に示すとおり 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大事故等時＊雰囲

気を想定した試験条件で行い，表 3.1-10 のとおり判定基準を満足している。 

したがって，原子炉格納容器外に設置された同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原

子炉格納容器内）は，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気

において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を行っており健

全性を確認している。 

今後も，この保全方法を継続することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」及び発電

用原子炉設置変更許可申請書「添付書類十 変更後における発電用原子炉施設におい

て事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整

備に関する説明書」に基づく原子炉格納容器内の設計基準事故時及び重大事故等時

における各条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.1-5 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）長期健全性試験手順

供試同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内） 

（40 年相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 ① 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

事故時雰囲気曝露 

熱サイクル試験 ① （120 回の熱サイクル） 

熱サイクル試験 ② 

加速熱劣化 ② （20 年相当の加速熱劣化） 

（60 回の熱サイクル） 
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表 3.1-9 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

（通常時+事故時）
放射線照射線量：522.8 kGy 

東海第二の原子炉格納容器内で想定さ 

れる線量 約47 kGy（60年間の通常運転 

期間相当の線量 約21 kGyに設計基準事 

故時の最大積算値26 kGyを加えた線量）

を包絡する。 

また，東海第二の原子炉格納容器内で想

定される線量 約47 kGy（60年間の通常 

運転期間相当の線量 約21 kGyに重大事 

故等時の最大積算値26 kGyを加えた線 

量）を包絡する。 

加速熱劣化 
① 115 ℃×283 日 

② 115 ℃×136.8 日 

原子炉格納容器内の周囲最高温度 65.6 

℃では，60 年間の通常運転期間を包絡す

る。 

熱サイクル試験 
① 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 

② 10 ℃⇔66 ℃/ 60 ｻｲｸﾙ 

東海第二の 60 年間の起動停止回数を包 

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃以上 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二の原子炉格納容器内における 

設計基準事故時の最高温度 171 ℃，最 

高圧力 0.31 MPa 及び重大事故等時の最 

高温度 115 ℃，最高圧力 0.20 MPa を 

包絡する。 

 

 

表 3.1-10 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

絶縁抵抗測定 
耐電圧試験後に絶縁抵抗計による

絶縁抵抗測定を行う。 

導体－シールド間： 

1×108 Ω 以上 
良 

シールド－対地間： 

1×104 Ω 以上 
良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 
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f. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）］ 

代表機器とは異なり，電気ペネトレーション端子箱に設置された同軸コネクタ接続

（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）の絶縁部は，有機物の架橋ポリスチレンであ

るため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を

起こす可能性があるが，代表機器同様に図 3.1-6 に示す手順にて長期健全性試験を実施

しており，表 3.1-11 に示すとおり 60 年間の通常運転期間，設計基準事故時＊及び重大

事故等時＊雰囲気を想定した試験条件で行い，表 3.1-12 のとおり判定基準を満足してい

る。 

したがって，原子炉格納容器外に設置された同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原

子炉格納容器外）は，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気

において絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を行っており健

全性を確認している。 

今後も，この保全方法を継続することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づく

原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-6 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）長期健全性試験手順 

供試同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外） 

（40 年相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 ① 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

事故時雰囲気曝露 

熱サイクル試験 ① （120 回の熱サイクル） 

熱サイクル試験 ② 

加速熱劣化 ② （20 年相当の加速熱劣化） 

（60 回の熱サイクル） 
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表 3.1-11 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

（通常時+事故時）
放射線照射線量：522.8 kGy 

東海第二の原子炉格納容器外で想定さ 

れる線量 約1.8 kGy（60年間の通常運転

期間相当の線量 約5.3 Gyに設計基準事 

故時の最大積算値1.7 kGyを加えた線量）

を包絡する。 

また，東海第二の原子炉格納容器外で想

定される線量 約101 kGy（60年間の通常

運転期間相当の線量 約5.3 Gyに重大事 

故等時の最大積算値100 kGyを加えた線 

量）を包絡する。 

加速熱劣化 
① 115 ℃×283 日 

② 115 ℃×136.8 日 

原子炉格納容器外の周囲最高温度 40.0 

℃では，60 年間の通常運転期間を包絡す

る。 

熱サイクル試験 
① 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 

② 10 ℃⇔66 ℃/ 60 ｻｲｸﾙ 

東海第二の 60 年間の起動停止回数を包 

絡する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃以上 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二の原子炉格納容器外における 

設計基準事故時の最高温度100 ℃，最高

圧力0.00174 MPaを包絡する。 

また，重大事故等時の最高温度100 ℃，

最高圧力0.0069 MPaを包絡する。 

 

 

表 3.1-12 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器外）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準* 結果 

絶縁抵抗測定 
耐電圧試験後に絶縁抵抗計による

絶縁抵抗測定を行う。 

導体－シールド間： 

1×108 Ω 以上 
良 

シールド－対地間： 

1×104 Ω 以上 
良 

*：判定基準はメーカ基準値に基づく 
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g. 絶縁部の絶縁特性低下［スプライス接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器と同様，スプライス接続（原子炉格納容器外）の絶縁部は，有機物の架橋ポ

リオレフィンであるため，熱及び放射線による物性変化により，経年的に劣化が進行し，

絶縁特性低下を起こす可能性があるが，代表機器同様に図 3.1-7 に示す手順にて長期健

全性試験を実施しており，表 3.1-13 に示すとおり 60 年間の通常運転期間，設計基準事

故時＊及び重大事故等時＊雰囲気を想定した試験条件で行い，表 3.1-14 のとおり判定基

準を満足している。 

したがって，代表機器同様に，原子炉格納容器外に設置されたスプライス接続（原子

炉格納容器外）は，60 年間の通常運転期間，設計基準事故時及び重大事故等時雰囲気に

おいて絶縁性能を維持できると評価する。 

また，代表機器と同様に，点検時に絶縁抵抗測定及び機器の動作試験を行っており健

全性を確認している。 

今後も，この保全方法を継続することにより，絶縁特性低下を監視していくとともに，

必要に応じて取替を行うこととする。 

 

*：新規制基準への適合性確認のための工事計画認可申請書「V-1-1-6 安全設備及び重

大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書」に基づく

原子炉格納容器外の設計基準事故時及び重大事故等時における各条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-7 スプライス接続（原子炉格納容器外）長期健全性試験手順 

 

スプライス接続 

（40 年相当の加速熱劣化） 

（通常運転期間相当及び設計基準事故時の放射線照射）

（放射線を除く設計基準事故時雰囲気曝露） 

（絶縁抵抗測定） 

加速熱劣化 ① 

放射線照射（通常時+事故時）

判 定 

事故時雰囲気曝露 

熱サイクル試験 ① （120 回の熱サイクル） 

熱サイクル試験 ② 

加速熱劣化 ② （20 年相当の加速熱劣化） 

（60 回の熱サイクル） 
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表 3.1-13 スプライス接続（原子炉格納容器外）長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

（通常時＋事故時）
放射線照射線量：522.8 kGy

東海第二で想定される線量 約 1.8 kGy（60

年間の通常運転期間相当の線量 約 5.3 Gy

に設計基準事故時の最大積算値約 1.7 kGy

を加えた線量）を包絡する。 

また，東海第二で想定される線量約101kGy

（60年間の通常運転期間相当の線量約5.3 

Gyに重大事故等時の最大積算値約100 kGy

を加えた線量）を包絡する。 

加速熱劣化 
① 115 ℃×283 日 

② 115 ℃×136.8 日 

原子炉格納容器外の周囲最高温度 40.0℃*

では，60 年間の通常運転期間を包絡する。

熱サイクル試験 
① 10 ℃⇔66 ℃/120 ｻｲｸﾙ 

② 10 ℃⇔66 ℃/ 60 ｻｲｸﾙ 

東海第二の 60 年間の起動停止回数を包絡

する。 

事故時雰囲気曝露 

最高温度：171 ℃以上 

最高圧力：0.427 MPa 

曝露時間：13 日間 

東海第二における設計基準事故時の最高

温度 100 ℃*，最高圧力 0.001744 MPa*及び

重大事故等時の最高温度約 100 ℃*，最高

圧力 0.0069 MPa*を包絡する。 

*:原子炉格納容器外における設計値 
 
 

表 3.1-14 スプライス接続（原子炉格納容器外）長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準＊ 結果 

絶縁抵抗測定 
耐電圧試験後に DC 500 V
絶縁抵抗計による絶縁抵
抗を行う。 

絶縁抵抗値 
1×104 Ω 以上 

良 

*:判定基準はメーカ基準値に基づく 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 端子板及び接続端子の腐食［端子台接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器と同様，端子板及び接続端子は，銅合金であるため腐食が想定されるが，

金属表面はメッキが施されており，端子台はガスケットでシールされたハウジング

（駆動部ケース）に収納されているため，湿分等の浸入による腐食進行の可能性は小

さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとし

ている。 

したがって，端子板及び接続端子の腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

b. 絶縁テープの絶縁特性低下［端子接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器とは異なり，絶縁テープは有機物のビニルであるため，熱及び放射線によ

る物性変化により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁テープは，系統機器の点検にあわせ取替を行い，長期間使用しないことから，

有意な劣化が発生する可能性は小さい。 

また，点検時に絶縁抵抗測定を行い，これまで有意な絶縁特性低下は認められてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，絶縁テープの絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

c. オスコンタクト，メスコンタクト，レセプタクルシェル，シーリングワッシャ及び

プラグシェルの腐食［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器と同様，オスコンタクト，メスコンタクト，レセプタクルシェル，シーリ

ングワッシャ及びプラグシェルは，銅合金であるため腐食が想定されるが，オスコン

タクト及びメスコンタクトは Oリング，シーリングブッシュ及びシーリングワッシャ

により外気とシールされているため，湿分等の浸入による腐食進行の可能性は小さい。 

また，外気に接触するレセプタクルシェル，プラグシェル及びシーリングワッシャ

の外表面にはメッキが施されており，腐食発生の可能性は小さく，点検時に目視確認

を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，オスコンタクト，メスコンタクト，レセプタクルシェル，シーリング

ワッシャ及びプラグシェルの腐食は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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d.ボディ，ナット及びコンタクト等構成部品の腐食［同軸コネクタ接続共通］ 

構成品であるボディ，ナット及びコンタクト等は銅が使用されていることから，湿

分等により腐食が想定されるが，メッキが施されており腐食の可能性は小さく，点検

時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，ボディ，ナット及びコンタクト等構成部品の腐食は高経年化対策上着

目すべき事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えられる経年

劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプライスの腐食［スプライス接続（原子炉格納容器外）］ 

代表機器と同様，スプライス接続（原子炉格納容器外）は銅合金であり腐食が想定

されるが，スプライスはメッキが施されており，熱収縮チューブにて全体を密閉して

いることから，湿分等の浸入による腐食が発生する可能性はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考えにくいことから，

高経年化対策上着目すべき事象ではないと判断する。 
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タービン設備の技術評価書 

 

（運転を断続的に行うことを前提とした評価） 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要なタ

ービン設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2のタービン設備），高温・高

圧の環境下にあるクラス3のタービン設備及び常設重大事故等対処設備に属するタービン設備

について，運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたもの

である。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，設置場所でグループ化し，それぞれのグループから重要度，運転状態，

最高使用温度，最高使用圧力の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機

器について評価を展開している。 

本評価書は，評価対象のタービン設備を常用系タービン設備及び非常用系タービン設備に分

けており，以下の 2章で構成されている。 

 

1. 常用系タービン設備 

2. 非常用系タービン設備 

 

なお，湿分分離器，湿分分離器ドレンタンクは「容器の技術評価書」，グランド蒸気蒸発器

は「熱交換器の技術評価書」，主要配管（主蒸気リード管，クロスアラウンド管，クロスアラ

ウンド管逃し弁出口管）は，「配管の技術評価書のタービン主蒸気系配管，抽気系配管」，蒸

気式空気抽出器は「機械設備の技術評価書」にてそれぞれ評価するものとし，本評価書には含

めていない。 

また，文書中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする。（圧力の単位は

特に注記がない限りゲージ圧力を示す） 

 



 

 

－
 
2
 
－

表 1 評価対象機器一覧 

設備 機種 機器名称 仕様 重要度*1 

常用系タービン設備 

高圧タービン 高圧タービン 種類：非再熱式 4車室 6流排気形 

出力：1,100,000 kW 

回転速度：1,500 rpm 

高*2 

低圧タービン 低圧タービン 高*2 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気

タービン 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気 

タービン 

種類：単気胴衝動式復水タービン 

出力：8,356 kW 

回転速度：5,000 rpm 
高＊2 

主要弁 

主塞止弁 
型式：玉形弁 

口径：650A PS-2 

加減弁 
型式：バランス形弁 

口径：700A 高*2 

中間塞止加減弁 
型式：複合弁 

口径：1,050A  高*2 

タービンバイパス弁 
型式：玉形弁 

口径：450A PS-2 

クロスアラウンド管逃し弁 
型式：安全弁 

口径：450A 高*2 

制御装置及び保安装置 主タービン電気油圧式制御装置 圧力：11.0 MPa 高*2 

非常用系タービン設備 

原子炉隔離時冷却系タービン

及び付属装置 

原子炉隔離時冷却系タービン 

及び付属装置 

種類：衝動螺旋流背圧式タービン 

出力：541 kW  

回転速度：4,500 rpm 

MS-1 

重*3 

常設高圧代替注水系タービン

及び付属装置 

常設高圧代替注水系タービン 

及び付属装置*4 

種類：背圧式蒸気タービン 

出力：620 kW 

回転速度：5,514 rpm 
重*3 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 2 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

主タービン 

（高圧タービン，低圧タービン） 
発電を行うため，発電機を駆動する。 

原子炉給水ポンプ駆動用 

蒸気タービン 

抽気蒸気によりタービンを回転し，原子炉給水ポンプを駆動させ

る。 

主塞止弁 タービントリップ時に，高圧タービンへの蒸気供給を遮断する。

加減弁 高圧タービンへの蒸気流量を制御する。 

中間塞止加減弁 
低圧タービンへの蒸気流量を制御する。また，タービントリップ

時に，低圧タービンへの蒸気供給を遮断する。 

タービンバイパス弁 
タービントリップ時に，主蒸気を直接主復水器に導く。 

（容量約25 %） 

クロスアラウンド管逃し弁 クロスアラウンド管の異常昇圧を防止する。 

主タービン電気油圧式制御装置 主タービン制御のため，主要弁等へ制御油を供給する。 

原子炉隔離時冷却系タービン 

及び付属装置 

原子炉水位が低下し原子炉が隔離された時に，原子炉で発生する

蒸気を用いて原子炉隔離時冷却系タービンを回転させ，ポンプを

駆動する。 

常設高圧代替注水系タービン 

及び付属装置 

原子炉隔離時冷却系の機能が喪失した場合に，原子炉で発生する

蒸気を用いて常設高圧代替注水系タービンを回転させ，ポンプを

駆動する。 

 

 



 
 
 
 
 

1. 常用系タービン設備 
 

 

［対象機器］ 

1.1 高圧タービン 

1.2 低圧タービン 

1.3 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 

1.4 主要弁 

1.5 制御装置及び保安装置 



 

 

 

 

 

1.1 高圧タービン 
 

 

［対象機器］ 

① 高圧タービン 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している高圧タービンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 高圧タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度）
重要度*1

使用条件 

運転状態
運転圧力*2

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

高圧タービン 
1,100,000 kW*3 

×1,500 rpm 
高*4 連続 6.55 282 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：主塞止弁入口の蒸気条件を示す 

*3：低圧タービンとの合計出力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある

原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 高圧タービンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の高圧タービンは 8段複流式であり，蒸気はノズル室に接続されている 4本

の蒸気入口管より高圧タービンに流入し，各段を経て車室下半部にある排気口より排出

される。 

車室は炭素鋼鋳鋼であり，上，下半車室に分割され，ケーシングボルトにより締結さ

れている。 

ダイヤフラム（噴口，隔板）は，噴口がステンレス鋼，隔板が低合金鋼鋳鋼であり，

車室内に嵌め込まれ，蒸気の通路部を形成している。 

車室は軸受台下半部で支えられ，水平にスライドする構造となっている。 

車軸は低合金鋼，翼はステンレス鋼であり，周方向は 2個のジャーナル軸受，軸方向

は 1個のスラスト軸受により支えられている。 

車室両端面の車軸貫通部には，スチームシールパッキン（パッキンケーシング，パッ

キンヘッド，ラビリンスパッキン）が設けられており，多数のシールストリップを装備

したラビリンスパッキンにより蒸気漏えいを防止している。 

車室，ダイヤフラム，スチームシールパッキン等はケーシングボルトを緩め，上半部

を取り出すことにより点検手入れが可能である。 

東海第二の高圧タービンの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の高圧タービン主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 



 

－
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No. 部位 

① 車室 

② ケーシングボルト 

③ ガスケット 

④ パッキンケーシング 

⑤ パッキンヘッド 

⑥ ラビリンスパッキン 

⑦ 油切り 

⑧ 翼 

⑨ 噴口 

⑩ 隔板締付ボルト 

⑪ 隔板 

⑫ 車軸 

⑬ カップリングボルト 

⑭ 軸受台 

⑮ ジャーナル軸受 

⑯ スラスト軸受 

⑰ 軸受ボルト 

⑱ 基礎ボルト 

⑲ ベースプレート 

⑳ キー 

図 2.1-1 高圧タービン構造図 

⑰

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

⑭

⑮

⑱

⑬

⑯

隔板締付ボルト

水平継手面

（上半側）

（下半側）

⑬ 

＜隔板・隔板締付ボルト詳細図＞ 図 2.1-1 高圧タービン構造図 

③ 

⑫ 

⑪ 
⑧ 

⑭ 

⑤⑥ ①② 

⑮⑰ ⑯ 

⑲ 
⑱ 

⑳ 

④ ⑦ 
⑨ 

水平合わせ面 

⑩ 
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表 2.1-1 高圧タービン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

車室 炭素鋼鋳鋼 

ケーシングボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

軸シール 

パッキンケーシング 炭素鋼 

パッキンヘッド 低合金鋼鋳鋼 

ラビリンスパッキン ステンレス鋼 

油切り 炭素鋼 

タービン 

性能の確保 

エネルギー 

変換 

翼 ステンレス鋼 

噴口 ステンレス鋼 

隔板締付ボルト 低合金鋼 

隔板 低合金鋼鋳鋼 

エネルギー 

伝達 

車軸 低合金鋼 

カップリングボルト 低合金鋼 

軸支持 

軸受台 炭素鋼 

ジャーナル軸受 炭素鋼，ホワイトメタル 

スラスト軸受 炭素鋼，ホワイトメタル 

軸受ボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

基礎ボルト 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

キー 炭素鋼 

 

表 2.1-2 高圧タービンの使用条件 

運転圧力 主塞止弁入口 6.55 MPa～中間塞止加減弁入口 1.28 MPa 

運転温度 主塞止弁入口 282 ℃～中間塞止加減弁入口 195 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

高圧タービンの機能である発電機駆動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) タービン性能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

高圧タービンについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施す

るものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ラビリンスパッキンの摩耗 

ラビリンスパッキンは，車軸との接触による摩耗が想定されるが，車軸との間

に隙間を設け接触を防止している。また，分解点検時に車軸との隙間測定を実施

しており，有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，ラビリンスパッキンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離 

ジャーナル軸受及びスラスト軸受は，ホワイトメタルを軸受に溶着しており，

摩耗及びはく離が想定される。 

摩耗については，車軸と軸受間に潤滑油が供給され軸受の摩耗を抑制している。

また，分解点検時に目視点検及び隙間測定を行い，隙間が基準値に達した場合は

補修又は取替を実施することにより軸受の機能を維持している。 

はく離については，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に

応じて補修又は取替を実施することにより軸受の機能を維持している。 

したがって，ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 車室（内面），パッキンケーシング，パッキンヘッド，翼，噴口の腐食（流れ加

速型腐食） 

車室は炭素鋼鋳鋼，パッキンケーシングは炭素鋼，パッキンヘッドは低合金鋼

鋳鋼，翼，噴口はステンレス鋼であり，内部流体が湿分を含んだ高速蒸気である

ため，腐食（流れ加速型腐食）により減肉する可能性がある。 

車室の内面，パッキンケーシング，パッキンヘッド，翼，噴口については，タ

ービン開放点検時に目視点検を実施し，必要に応じて補修又は取替を実施するこ

とにより機能を維持している。 

したがって，車室（内面），パッキンケーシング，パッキンヘッド，翼，噴口

の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

e. 隔板締付ボルト，隔板，車軸の腐食（流れ加速型腐食） 

隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼，隔板は低合金鋼鋳鋼であり，蒸気環境下で

使用されることから腐食が想定されるが，目視点検において，有意な腐食がない

ことを確認している。 

したがって，隔板締付ボルト，隔板，車軸の腐食（流れ加速型腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 車室（外面）及び軸受台（外面）の腐食（全面腐食） 

車室は炭素鋼鋳鋼，軸受台は炭素鋼であり外面からの腐食が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であ

れば腐食の可能性は小さく，目視点検において塗膜の状態を確認しており，はく

離等が認められた場合は，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持し

ている。 

したがって，車室（外面）及び軸受台（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食） 

ケーシングボルト，カップリングボルトは低合金鋼であり腐食が想定されるが，

目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れ 

翼，噴口はステンレス鋼，隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼であり，蒸気環境

下で使用されていることから，応力腐食割れが発生する可能性がある。 

また，2011 年に東海第二の低圧タービン(B)において，車軸の翼取付部位に応

力腐食割れと考えられるき裂が認められた。 

高圧タービンの翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れについては，

タービン開放点検時に目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検査

を実施することにより，有意な欠陥がないことを確認している。 

したがって，翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れは，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 車室の変形 

車室は炭素鋼鋳鋼であり，製作時の熱処理段階において，変形防止について考慮さ

れているが，その水平合わせ面については，変形が生じる可能性がある。 

タービン開放点検時に車室水平合わせ面の目視点検及び隙間測定を実施してお

り，合わせ面に変形を起因としたエロージョンが確認された場合には，溶接補修

を実施することにより機能を維持している。 

したがって，車室の変形は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

j. 車軸の摩耗 

車軸の軸受との摺動面は摩耗が想定されるが，潤滑油が供給され車軸と軸受間

に油膜が形成されており，車軸の摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び隙間測定結果において有意な摩耗は認められて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

k. キーの摩耗 

キーは，上半車室を支持し，水平方向の位置を決めるためのものであり，車室

の熱移動によりキーと車室の接触面の摩耗が想定されるが，車室の移動回数は 2

回／サイクル（プラントの起動・停止回数）と少なく，移動速度も緩やかである

ことから，摩耗が進行する可能性は小さい。 

なお，これまでのキーの目視点検及び厚さ測定による点検結果からも有意な摩

耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，キーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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l. 油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面腐食） 

油切り，軸受台，ベースプレートは炭素鋼，軸受ボルトは低合金鋼であり腐食

が想定される。 

しかしながら，油切り，軸受台の内面，軸受ボルトはオイルミスト環境下にあ

ること，また，軸受台とベースプレートのスライド部については潤滑剤が塗布さ

れており，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまで油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートは目視

点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

したがって，油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全

面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 車室の疲労割れ 

車室には，プラント起動・停止時の熱応力により疲労が蓄積され，疲労割れを

起こす可能性があるが，プラント起動・停止の回数は2回／サイクルと少なく，起

動・停止時には急激な温度変化を生じないように運転しており，熱応力による疲

労蓄積は小さいことから疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車室の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

n. 翼の高サイクル疲労割れ 

翼は，群翼振動数と回転周波数が共振することのないよう設計段階で考慮され

ている。高圧タービンのように翼長の非常に短い剛構造の翼については，車軸と

翼の連成振動が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査で有意な欠陥は認められておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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o. 噴口の高サイクル疲労割れ 

国内他プラント（PWR）の低圧タービン最終段静翼（BWR では噴口に相当）溶接

部及びその近傍において，高サイクル疲労によるき裂が生じた事例があったが，

高圧タービン噴口の翼長は低圧タービンのものと比較して短いことから剛性が高

く，高サイクル疲労割れの可能性は小さい。  

なお，国内外のプラントで高圧タービン噴口の高サイクル疲労の事例はなく，

これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められておらず，今

後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，噴口の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

p. 車軸の高サイクル疲労割れ 

車軸はタービン運転時に定常応力と変動応力が発生することとなり，高平均応

力下において繰返し応力を受けると，応力集中部において高サイクル疲労割れが

想定されるが，設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮さ

れている。 

なお，これまでの車軸の目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷

検査の結果からも有意な欠陥は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化す

る要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

q. 翼，車軸の腐食疲労割れ 

翼，車軸の隙間部に腐食媒体の濃縮が発生し，これに繰返し応力が負荷される

場合，腐食疲労割れが発生・進展することがあるが，当該機器はこうした腐食媒

体が濃縮を起こすような乾湿交番域は存在しない。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検査に

おいて有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

したがって，翼，車軸の腐食疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 軸受台の摩耗 

軸受台は，軸受台底面とベースプレートのスライド部に摩耗が想定されるが，

当該部には，潤滑剤が塗布されており，軸受台の移動回数は 2 回／サイクル（プ

ラントの起動・停止回数）と少なく，タービン起動時は温度を確認しながら昇温

しているため，移動速度は緩やかであることから，摩耗が進行する可能性はない。 

したがって，軸受台の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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表 2.2-1 高圧タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

車室  炭素鋼鋳鋼  △*1*2△*3 △    △*4 *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：変形 

*5：高サイクル疲労割れ 

*6：はく離 

*7：腐食疲労割れ 

ケーシングボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

軸シール 

パッキンケーシング  炭素鋼  △*1      

パッキンヘッド  低合金鋼鋳鋼  △*1      

ラビリンスパッキン  ステンレス鋼 △       

油切り  炭素鋼  △      

タービン 

性能の確保 

エネルギー 

変換 

翼  ステンレス鋼  △*1 △*5*7 △    

噴口  ステンレス鋼  △*1 △*5 △    

隔板締付ボルト  低合金鋼  △*1  △    

隔板  低合金鋼鋳鋼  △*1      

エネルギー 

伝達 

車軸  低合金鋼 △ △*1 △*5*7 △    

カップリングボルト  低合金鋼  △      

軸支持 

軸受台  炭素鋼 ▲ △*2△*3      

ジャーナル軸受 
 炭素鋼， 

ホワイトメタル 
△      △*6 

スラスト軸受 
 炭素鋼， 

ホワイトメタル 
△      △*6 

軸受ボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

基礎ボルト  炭素鋼  △      

ベースプレート  炭素鋼  △      

キー  炭素鋼 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している低圧タービンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表1-1 低圧タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度）
重要度*1 

使用条件 

運転状態 
運転圧力*2 

（MPa） 

運転温度*2

（℃） 

低圧タービン 
1,100,000 kW*3 

×1,500 rpm 
高*4 連続 1.28 195 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：中間塞止加減弁入口の蒸気条件を示す 

*3：高圧タービンとの合計出力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にあ

る原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 低圧タービンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の低圧タービンは 9段の複流式タービンであり，蒸気は高圧タービン排気よ

り湿分分離器を経て車室中央部に流入する。流入した蒸気は中央で 2つに分かれ，各段

を経て両端の排気口から下方にある復水器に至る。 

車室は外部車室，内部車室にて構成され，炭素鋼，低合金鋼が使用されており，上下

半車室に分割され，ケーシングボルトにより締結されている。 

ダイヤフラム（噴口，隔板）は，噴口がステンレス鋼，隔板が低合金鋼鋳鋼及び低合

金鋼であり，内部車室内に嵌め込まれ，蒸気の通路部を形成している。 

車軸は低合金鋼，翼はステンレス鋼であり，2 個のジャーナル軸受により支えられて

いる。 

車室両端面の車軸貫通部には，スチームシールパッキン（パッキンケーシング，ラビ

リンスパッキン）が設けられており，多数のシールストリップを装備したラビリンスパ

ッキンにより蒸気漏えいを防止している。 

車室，ダイヤフラム，スチームシールパッキンは，締付けボルトを緩め，それぞれの

上半部を取り出すことにより点検手入れが可能である。 

なお，車軸については，旧車軸の焼嵌めされた円板部とそれを固定しているキー部の

応力腐食割れが懸念されたことから，以下に示すとおり，全ての低圧車軸について一体

型車軸に取替を実施している。 

・第10回定期検査（1989年度）：(A)(C)車軸 

・第11回定期検査（1991年度）：(B)車軸 

また，内部車室については，抽気管台等に流れ加速型腐食による減肉が認められたこ

とから，以下に示すとおり，全ての内部車室について耐食性の高い低合金鋼のものに取

替を実施している。 

・第16回定期検査（1998年度）：(B)内部車室 

・第17回定期検査（1999年度）：(A)(C)内部車室 

また，隔板については，第 16 段，第 17 段に流れ加速型腐食による減肉が認められた

ことから，以下に示すとおり，当該隔板について耐食性の高い低合金鋼のものに取替え

を実施している。 

・第23回定期検査（2008年度）：(A)(C)隔板 

・第24回定期検査（2009年度）：(B)隔板 

低圧タービンの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の低圧タービン主要部位の使用材料を表2.1-1に，使用条件を表2.1-2に示す。



 

－
 
1.
2-
3 
－
 

②① ◯23 ③④ ⑩⑨ ◯22⑥ ⑭⑮◯21 ⑧

◯13

⑱

◯11

⑦⑳ ⑰
⑯

⑫

⑤

⑲

No. 部位 

①  外部車室 

②  外部ケーシングボルト 

③  内部車室 

④  内部ケーシングボルト 

⑤  クロスアラウンド管エキスパンシ

ョンジョイント 

⑥  抽気短管 

⑦  抽気短管エキスパンションジョイ

ント 

⑧  大気放出板 

⑨  ガスケット 

⑩  パッキンケーシング 

⑪  ラビリンスパッキン 

⑫  油切り 

⑬  翼 

⑭  噴口 

⑮  隔板締付ボルト 

⑯  隔板 

⑰  レーシングワイヤ 

⑱  車軸 

⑲  カップリングボルト 

⑳  軸受台 

㉑ ジャーナル軸受 

㉒ 軸受ボルト 

㉓ ベースプレート 

㉔ キー 

㉕ 基礎ボルト 

図2.1-1 低圧タービン構造図 

 

◯24

①②⑨ 

⑲ 

㉔ ㉓ 
⑥ 

⑦ 

⑧ ⑯ ⑭ ⑬⑰ ⑩⑪ ㉑㉒ 

⑳ 
⑱ 

㉕ ⑫ 

隔板締付ボルト

水平継手面

（上半側）

（下半側）

＜隔板・隔板締付ボルト詳細図＞ 

水平合わせ面 

⑮ 
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表2.1-1 低圧タービン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

外部車室 炭素鋼 

外部ケーシングボルト 低合金鋼 

内部車室 低合金鋼 

内部ケーシングボルト 低合金鋼 

クロスアラウンド管 

エキスパンションジョイント

ステンレス鋼 

抽気短管 低合金鋼 

抽気短管 

エキスパンションジョイント

ステンレス鋼 

大気放出板 （定期取替品） 

ガスケット （消耗品） 

軸シール 

パッキンケーシング 炭素鋼 

ラビリンスパッキン 低合金鋼 

油切り 炭素鋼 

タービン性能 

の確保 

エネルギー 

変換 

翼 ステンレス鋼 

噴口 ステンレス鋼 

隔板締付ボルト 低合金鋼 

隔板 低合金鋼鋳鋼，低合金鋼 

レーシングワイヤ ステンレス鋼 

エネルギー 

伝達 

車軸 低合金鋼 

カップリングボルト 低合金鋼 

軸支持 

軸受台 炭素鋼 

ジャーナル軸受 炭素鋼，ホワイトメタル 

軸受ボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

ベースプレート 炭素鋼 

キー 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 低圧タービンの使用条件 

運転圧力 中間塞止加減弁入口 1.28 MPa～低圧タービン排気 5 kPa 

運転温度 中間塞止加減弁入口 195 ℃～低圧タービン排気 35 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 蒸気 



－ 1.2-5 － 

2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

低圧タービンの機能である発電機駆動機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) タービン性能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低圧タービンについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品，大気放出板は定期取替品であり，設計時に長期使用はせず取

替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ラビリンスパッキンの摩耗 

ラビリンスパッキンは，車軸との接触による摩耗が想定されるが，車軸との間に

隙間を設け接触を防止している。また，分解点検時に車軸との隙間測定を実施して

おり，有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，ラビリンスパッキンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受の摩耗，はく離 

ジャーナル軸受は，ホワイトメタルを軸受に鋳込み溶着しているので摩耗及びは

く離が想定される。 

摩耗については，車軸と軸受間に潤滑油が供給され軸受の摩耗を抑制している。 

また，分解点検時に目視点検及び隙間測定を実施し，隙間が基準値に達した場合

は補修又は取替を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

はく離については，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に応

じて補修又は取替を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

したがって，ジャーナル軸受の摩耗，はく離は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

d. 外部車室（内面），内部車室，抽気短管，翼，噴口，隔板の腐食（流れ加速型腐

食） 

外部車室は炭素鋼，内部車室，抽気短管は低合金鋼，翼，噴口はステンレス鋼，

隔板は低合金鋼鋳鋼及び低合金鋼であり，内部流体は高速蒸気であるため，流れ加

速型腐食による減肉が想定される。 

外部車室（内面），内部車室，抽気短管，翼，噴口，隔板については，タービン

開放点検時に目視点検を実施している。また，減肉が進行した場合は補修を実施す

ることにより機能を維持している。 

したがって，外部車室（内面），内部車室，抽気短管，翼，噴口，隔板の腐食（流

れ加速型腐食）による減肉は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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e. 内部ケーシングボルト，パッキンケーシング，隔板締付ボルト，車軸の腐食（流

れ加速型腐食） 

内部ケーシングボルト，隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼，パッキンケーシング

は炭素鋼であり，流れ加速型腐食による減肉が想定されるが，目視点検において有

意な減肉がないことを確認している。 

したがって，内部ケーシングボルト，パッキンケーシング，隔板締付ボルト，車

軸の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

f. 外部車室（外面），軸受台（外面）の腐食（全面腐食） 

外部車室及び軸受台は炭素鋼であり外面からの腐食が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であれ

ば腐食進行の可能性は小さい。 

また，外部車室及び軸受台の外面は，目視点検において塗膜の状態を確認してお

り，はく離等が認められた場合は，必要に応じて補修を実施することにより機能を

維持している。 

したがって，今後も有意な腐食が発生する可能性は小さいことから，外部車室（外

面），軸受台（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. 外部ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食） 

外部ケーシングボルト，カップリングボルトは低合金鋼であり，腐食が想定され

るが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，外部ケーシングボルト，カップリングボルトの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れ 

翼，噴口はステンレス鋼，隔板締付ボルト，車軸は低合金鋼であり，蒸気環境下

で使用されていることから，応力腐食割れが想定される。 

翼，噴口，隔板締付ボルトの応力腐食割れについては，分解時に目視点検及び浸

透探傷検査を実施し，有意な欠陥がないことを確認している。 

第 25 回施設定期検査時に低圧タービン(B)において，タービン側 13 段，14 段，

発電機側 13 段の計 5 か所の車軸の翼取付部位（以下，「ダブテイル部」という）

に欠陥が認められた。 

車軸は低合金鋼であり，湿り蒸気環境下で使用されていることから，応力腐食割

れと想定される。 

車軸ダブテイル部の欠陥部分については，加工にて除去済であり，健全性に問題

ないことを確認している。 

また，車軸の応力腐食割れについては，目視点検，磁粉探傷検査，超音波探傷検

査を実施することにより検知可能であり，健全性の確認は可能である。 

したがって，翼，噴口，隔板締付ボルト，車軸の応力腐食割れは，高経年化対策

上着目すべき劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 車軸の摩耗 

車軸の軸受との摺動面は摩耗が想定されるが，潤滑油が供給され車軸と軸受間に

油膜が形成されており，車軸の摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後もこれ

らの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

j. キーの摩耗 

キーは，外部車室中心を車軸中心と合わせるための位置決めキーであり，車室の

熱移動によりキーと車室の接触面の摩耗が想定されるが，外部車室内部は低圧ター

ビンの排気であるため，熱移動が小さく，ほとんど移動しないことから，摩耗が発

生する可能性は小さい。 

なお，これまでのキーの目視点検及び厚さ測定による点検結果からも有意な摩耗

は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，キーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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k. 油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面腐食） 

油切り，軸受台，ベースプレートは炭素鋼，軸受ボルトは低合金鋼であり，腐食

が想定される。 

しかしながら，油切り，軸受台（内面），軸受ボルトはオイルミスト環境下であ

ること，また，軸受台とベースプレートのスライド部については，潤滑剤が塗布さ

れていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートついては，これま

での目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化

する要因があるとは考え難い。 

したがって，油切り，軸受台（内面），軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全

面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 内部車室の疲労割れ 

内部車室には，プラント起動・停止時の熱応力により疲労が蓄積され，疲労割れ

を起こす可能性があるが，プラント起動・停止の回数は 2 回／サイクルと少なく，

起動・停止時には急激な温度変化を生じないように運転しており，熱応力による疲

労蓄積は小さいことから疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，内部車室の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

m. 噴口の高サイクル疲労割れ 

国内他プラント（PWR）の低圧タービン最終段静翼（BWR では噴口に相当）溶接部

及びその近傍において，高サイクル疲労によるき裂が生じた事例があるが，国内 BWR

プラントで噴口の高サイクル疲労の事例はない。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査結果において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，噴口の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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n. 翼，レーシングワイヤの高サイクル疲労割れ 

東海第二の低圧タービンの翼は，数枚ごとに翼端でレーシングワイヤによって連

結して群を構成している。過去，国内他プラント（PWR）において，群翼の固有振

動数が回転周波数の整数倍に共振して翼が折損する事例が見られた。 

また，海外プラントにおいて，車軸と翼の連成振動が，発電機の系統周波数に共

振して，運開した直後に低圧タービン最終段翼が飛散した事例がある。 

東海第二については，車軸と翼群の固有振動数が回転周波数に共振しないよう設

計上考慮されている。また，車軸と翼の連成振動に関しては，運転開始後 40 年が

経過している時点で共振が発生していないため，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査結果からも翼に有意な欠陥は認めら

れておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼，レーシングワイヤの高サイクル疲労は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 車軸の高サイクル疲労割れ 

車軸はタービン運転時に定常応力と変動応力が発生する。高平均応力下において

繰返し応力を受けると，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，

設計段階において高サイクル疲労割れが発生しないように考慮されている。 

なお，これまでの車軸の目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検

査の結果からも有意な欠陥は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

p. 翼，車軸の腐食疲労割れ 

翼，車軸の隙間部に腐食媒体の濃縮から腐食が発生し，これに繰り返し応力が負

荷される場合，疲労き裂が発生，進展することがあるが，当該機器については，こ

うした腐食媒体の濃縮を起こすような乾湿交番域が存在しない。 

なお，これまでの目視点検からも有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれら

の傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼，車軸の腐食疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 軸受台の摩耗 

軸受台は，軸受台底面とベースプレートのスライド部に摩耗が想定されるが，当

該部には，潤滑剤が塗布されており，軸受台の移動回数は 2回／サイクル（プラン

トの起動・停止回数）と少なく，タービン起動時は温度を確認しながら昇温してい

るため，移動速度は緩やかであることから，摩耗が進行する可能性はない。 

したがって，軸受台の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

b. クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキスパンション 

ジョイントの疲労割れ 

エキスパンションジョイントは，プラント起動・停止時の車室伸びにより疲労が

蓄積されるため，疲労割れが想定される。 

しかしながら，エキスパンションジョイントは，プラント起動・停止時の車室伸

びにより発生する応力が低くなるよう設計されている。 

また，プラントは定格熱出力一定にて運転しており，プラント起動・停止回数は

2 回／1 サイクルと少なく，さらに，タービン起動時には，暖機運転を実施してお

り，熱応力による材料の疲労蓄積は小さいことから，疲労割れが発生する可能性は

ない。 

なお，抽気短管エキスパンションジョイントについては，保護管取付部の減肉対

策として，これまでに全数の取替を実施している。 

したがって，クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキス

パンションジョイントの疲労割れは，高経年化対策上着目すべき劣化事象ではない

と判断する。 
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c. クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキスパンションジ

ョイントの応力腐食割れ 

クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキスパンションジ

ョイントはステンレス鋼であり，溶接部を有していることから，当該部に応力腐食

割れが想定される。しかし，内部流体は蒸気であり，また，ベローズは薄肉のため

溶接による残留応力は比較的小さいと考えられる。 

さらに，抽気短管エキスパンションジョイントは鋭敏化特性に優れた低炭素材が

使用されている。このため，応力腐食割れが発生する可能性はない。 

したがって，クロスアラウンド管エキスパンションジョイント，抽気短管エキス

パンションジョイントの応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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表 2.2-1 低圧タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 

外部車室  炭素鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：高サイクル疲労割れ 

*5：腐食疲労割れ 

*6：はく離 

外部ケーシングボルト  低合金鋼  △      

内部車室  低合金鋼  △*1 △     

内部ケーシングボルト  低合金鋼  △*1      

クロスアラウンド管エキスパ

ンションジョイント 
 ステンレス鋼   ▲ ▲    

抽気短管  低合金鋼  △*1      

抽気短管エキスパンションジ

ョイント 
 ステンレス鋼   ▲ ▲    

大気放出板 ◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸シール 

パッキンケーシング  炭素鋼  △*1      

ラビリンスパッキン  低合金鋼 △       

油切り  炭素鋼  △      

タービン 

性能の確保 

エネルギ

ー変換 

翼  ステンレス鋼  △*1 △*4*5 △    

噴口  ステンレス鋼  △*1 △*4 △    

隔板締付ボルト  低合金鋼  △*1  △    

隔板  
低合金鋼鋳鋼，

低合金鋼 
 △*1      

レーシングワイヤ  ステンレス鋼   △*4     

エネルギ

ー伝達 

車軸  低合金鋼 △ △*1 △*4*5 △    

カップリングボルト  低合金鋼  △      

軸支持 

軸受台  炭素鋼 ▲ △*2*3      

ジャーナル軸受  
炭素鋼， 

ホワイトメタル
△      △*6

軸受ボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

ベースプレート  炭素鋼  △      

キー  炭素鋼 △       

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの主な仕様を表1-1に示す。 

 

表1-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様（出力 

×回転速度）
重要度*1

使用条件 

運転状態
運転圧力*2 

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

原子炉給水ポンプ駆動

用蒸気タービン 

8,356 kW 

×5,000 rpm 
高*3 連続 

高圧：6.55 

低圧：1.31 

高圧：282 

低圧：195 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン入口の蒸気条件を示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にあ

る原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

a. タービン 

東海第二の原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンは7段の単気胴衝動式復水タービ

ンであり，蒸気は高圧ノズルボックスよりタービンに流入し，各段を経て車室下半部

にある排気口から排出され復水器に至る。 

車室は高圧部が低合金鋼鋳鋼，低圧部が低合金鋼であり，上下半車室に分割され，

ケーシングボルトにより締結されている。 

ダイアフラム（隔板，噴口）は，車室内に嵌め込まれており蒸気の通路を形成して

いる。隔板は，低圧初段～3 段が低合金鋼鋳鋼，4 段～7 段が低合金鋼であり，また，

噴口はステンレス鋼である。 

車軸は低合金鋼，翼はステンレス鋼であり，周方向は 2個のジャーナル軸受，軸方

向は 1個のスラスト軸受により支えられている。 

車室両端面の車軸貫通部には，蒸気流出を防止するためにスチームシールパッキン

（ラビリンスパッキン）が設けられており，多数のシールストリップを装備したラビ

リンスパッキンにより蒸気漏えいを防止している。 

車室，ダイヤフラム，スチームシールパッキンはケーシングボルトを緩め，それぞ

れの上半部を取り出すことにより点検手入れが可能である。 

なお，車室，隔板に流れ加速型腐食による減肉が認められたことから，第 24 回定

期検査（2009 年度）に耐食性の優れた材質のタービンに取替を実施している。 

 

b. 弁 

＜蒸気止め弁＞ 

東海第二の蒸気止め弁は玉形弁であり，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン A,B

号機に高圧用，低圧用がそれぞれ 1台設置されている。 

蒸気止め弁は，タービントリップ時に蒸気を遮断するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させ

る駆動力伝達部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，ブッシュ，

衛帯筺）からなる。 

内部流体に接する弁箱，弁ふたは低合金鋼鋳鋼，弁体，弁座は低合金鋼であり，軸

封部には内部流体の漏れを防止するため，グランドパッキンが使用されている。 

弁体，弁座等は，弁ふたボルトを取外すことにより点検手入れが可能である。 
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＜蒸気加減弁＞ 

東海第二の蒸気加減弁は，玉形弁であり，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン A,B

号機に高圧用，低圧用がそれぞれ 1台設置されている。 

高圧蒸気加減弁はタービン起動時から常用運転時まで使用し，蒸気流量を加減して

原子炉への給水量を制御するものであり，低圧蒸気加減弁はタービン常用運転時に，

蒸気流量を加減して原子炉への給水量を制御するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させ

る駆動力伝達部（弁棒，ブッシュ，リフトロッド，ピストン，油筒シリンダ）からな

る。 

内部流体に接する弁箱，弁ふたは低合金鋼鋳鋼，弁体，弁座は低合金鋼であり，軸

封部には内部流体の漏れを防止するため，グランドパッキンが使用されている。 

弁体，弁座等は，弁ふたボルトを取り外すことにより点検手入れが可能である。 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの構造図を図 2.1-1 に，弁の構造図を図

2.1-2～4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン主要部位の使用材料を表2.1-1に，

弁主要部位の使用材料を表 2.1-2，3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 

 



 

－
 
1.
3-
4 
－

  

№ 部位 

① 車室（高圧部，低圧部） 

② ケーシングボルト 

③ 大気放出板 

④ パッキン 

⑤ パッキンハウジング 

⑥ ラビリンスパッキン 

⑦ 油切り 

⑧ 翼 

⑨ 噴口 

⑩ 高圧ノズルボックス 

⑪ 隔板固定キー・ボルト 

⑫ 隔板 

⑬ 車軸 

⑭ ダイヤフラムカップリング 

⑮ 軸受台 

⑯ ジャーナル軸受 

⑰ スラスト軸受 

⑱ 軸受ボルト 

⑲ キー 

⑳ ベースプレート 

㉑ 基礎ボルト 

図 2.1-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン構造図 

 

 

①②④ 

⑬ 

③ 

⑦ ⑤ 

⑨ 

⑧ 

⑪⑫ 

⑥ 

⑭ 

⑰ ⑯⑱ 

⑩ 

⑮ 

㉑ ⑳ ⑲ 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ パッキン 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体（主弁） 

⑦ 弁体（副弁） 

⑧ 
弁体（高圧蒸気加減

弁） 

⑨ 弁体ボルト 

⑩ 弁座 

⑪ 弁棒 

⑫ ピストン 

⑬ 油筒シリンダ 

⑭ スプリング 

⑮ ヨーク 

⑯ ブッシュ 

⑰ 衛帯筺（高圧蒸気止

め弁） 

⑱ 支持鋼材（高圧蒸気

止め弁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 高圧蒸気止め弁,高圧蒸気加減弁構造図 
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① 

⑩ 

⑪ 
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⑤ 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ パッキン 

⑤ グランドパッキン 

⑥ 弁体(主弁) 

⑦ 弁体(副弁) 

⑧ 弁体ボルト 

⑨ 弁座 

⑩ 弁棒 

⑪ ピストン 

⑫ 油筒シリンダ 

⑬ スプリング 

⑭ ヨーク 

⑮ ブッシュ 

⑯ 衛帯筺 

⑰ 支持鋼材 

図 2.1-3 低圧蒸気止め弁構造図 

① 
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⑯ 

⑰ 

⑪ 
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－
 
1.
3-
7 
－

  

 No. 部位 No. 部位 

① 弁箱 ⑦ 弁座 

② 弁ふた ⑧ 弁棒 

③ 弁ふたボルト ⑨ ブッシュ 

④ グランドパッキン ⑩ リフトロッド 

⑤ 弁体（主弁) ⑪ ピストン 

⑥ 弁体（副弁） ⑫ 油筒シリンダ 

図 2.1-4 低圧蒸気加減弁構造図 

⑦ 
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表 2.1-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

車室 
高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 

ケーシングボルト 低合金鋼，炭素鋼 

大気放出板 （定期取替品） 

パッキン （消耗品） 

軸シ－ル 

パッキンハウジング 
高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 

ラビリンスパッキン 鉛入り Ni 黄銅 

油切り 
アルミニウム合金鋳鋼， 

銅合金鋼 

タービン性能 

の確保 

エネルギー 

変換 

翼 ステンレス鋼 

噴口 ステンレス鋼 

高圧ノズルボックス 低合金鋼鋳鋼 

隔板固定キー・ボルト 低合金鋼 

隔板 
低圧初段，2段～3段：低合金鋼鋳鋼

4段～7段：低合金鋼 

エネルギー 

伝達 

車軸 低合金鋼 

ダイヤフラムカップリ

ング 
低合金鋼 

軸支持 

軸受台 炭素鋼 

ジャーナル軸受 鋳鋼，炭素鋼，ホワイトメタル 

スラスト軸受 鋳鋼，炭素鋼，ホワイトメタル 

軸受ボルト 低合金鋼 

機器の支持 支持 

キー 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 
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表2.1-2 高圧蒸気止め弁及び低圧蒸気止め弁主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

高圧蒸気止め弁 低圧蒸気止め弁 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 低合金鋼 

シール 
パッキン （消耗品） （消耗品） 

グランドパッキン （消耗品） （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（主弁) 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁体（副弁） 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁体ボルト 低合金鋼 低合金鋼 

弁座 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

作動機能の 

維持 
駆動力伝達 

弁棒 低合金鋼 低合金鋼 

ピストン 炭素鋼 炭素鋼 

油筒シリンダ 炭素鋼鋳鋼 炭素鋼鋳鋼 

スプリング ばね鋼 ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 炭素鋼 

ブッシュ 低合金鋼 低合金鋼 

衛帯筺 低合金鋼 低合金鋼 

機器の支持 支持 支持鋼材 炭素鋼 炭素鋼 
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表2.1-3 高圧蒸気加減弁及び低圧蒸気加減弁主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

高圧蒸気加減弁 低圧蒸気加減弁 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼鋳鋼 低合金鋼鋳鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 低合金鋼 

シール 
パッキン （消耗品） － 

グランドパッキン （消耗品） （消耗品） 

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）
－ 

弁体（主弁） － 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁体（副弁） － 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

弁座 
低合金鋼 

（ステライト肉盛）

低合金鋼 

（ステライト肉盛）

作動機能の

維持 
駆動力伝達 

弁棒 低合金鋼 低合金鋼 

ブッシュ 低合金鋼 低合金鋼 

リフトロッド － 低合金鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

 

表 2.1-4 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの使用条件 

運転圧力 高圧側：6.55 MPa，低圧側：1.31 MPa 

運転温度 高圧側：282 ℃，低圧側：195 ℃ 

回転速度 5,000 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの機能である原子炉給水機能の達成に必要な

項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) タービン性能の確保 

(3) 機器の支持 

(4) 作動機能の維持 

(5) 隔離機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンについて機能達成に必要な項目を考慮して

主要な部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，

圧力，温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定され

る経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

パッキン，グランドパッキンは消耗品，大気放出板は定期取替品であり，設計時に

長期使用はせず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価

対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ラビリンスパッキンの摩耗［タービン］ 

ラビリンスパッキンは，車軸との間に隙間を設け，隙間管理を実施し，接触を防

止している。また，分解点検時に車軸との隙間測定を実施しており，有意な摩耗が

ないことを確認している。 

したがって，ラビリンスパッキンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離［タービン］ 

ジャーナル軸受及びスラスト軸受は，ホワイトメタルを軸受パッドに溶着してい

るので摩耗及びはく離が想定される。 

摩耗については，主軸と軸受間に潤滑油が供給され軸受の摩耗を抑制している。 

また，分解点検時に目視点検及び隙間測定を行い，隙間が基準値に達した場合は

取替又は補修を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

はく離については，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に応

じて取替又は補修を実施することにより，軸受の機能を維持している。 

したがって，ジャーナル軸受及びスラスト軸受の摩耗，はく離は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁棒，ブッシュ，衛帯筺の摩耗［高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止

め弁，低圧蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁棒，ブッシュ，衛帯筺は低合金鋼であり摩耗の可

能性はあるが，目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，弁棒，ブッシュ，衛帯筺の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-13 － 

e. 車室（内面），パッキンハウジング，翼，噴口，高圧ノズルボックス，車軸，弁

箱（内面），弁ふた（内面），弁棒，ブッシュ，衛帯筺，リフトロッドの腐食（流

れ加速型腐食）［タービン，高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，

低圧蒸気加減弁］ 

車室高圧部（タービン），パッキンハウジング高圧部（タービン），高圧ノズル

ボックス（タービン），弁箱（弁共通），弁ふた（弁共通）は低合金鋼鋳鋼，翼（タ

ービン），噴口（タービン）はステンレス鋼，車軸（タービン），パッキンハウジ

ング低圧部（タービン），弁棒（弁共通），ブッシュ（弁共通），衛帯筺（高圧蒸

気止め弁，低圧蒸気止め弁），リフトロッド（低圧蒸気加減弁）は低合金鋼であり，

内部流体は湿分を含んだ高速蒸気であるため，流れ加速型腐食により減肉の可能性

がある。 

しかし，目視点検において有意な減肉がないことを確認している。 

したがって，車室（内面），パッキンハウジング，翼，噴口，高圧ノズルボック

ス，車軸，弁箱（内面），弁ふた（内面），弁棒，ブッシュ，衛帯筺，リフトロッ

ドの腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

f. 車室（外面），軸受台（外面），弁箱（外面），弁ふた（外面），ヨーク，支持鋼材

の腐食（全面腐食）［タービン，高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，

低圧蒸気加減弁］ 

軸受台（タービン），ヨーク，支持鋼材（高圧及び低圧蒸気止め弁）は炭素鋼，

車室低圧部（タービン）は低合金鋼，車室高圧部（タービン），弁箱，弁ふた（弁

共通）は低合金鋼鋳鋼であり腐食発生の可能性があるが，大気接触部は塗装により

腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

これまで車室（外面），軸受台（外面），弁箱（外面），弁ふた（外面），ヨー

ク，支持鋼材は，目視点検において塗膜状態を確認しており，はく離等が認められ

た場合は，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，車室（外面），軸受台（外面），弁箱（外面），弁ふた（外面），

ヨーク，支持鋼材の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

g. 隔板固定キー・ボルト，隔板の腐食（全面腐食）［タービン］ 

隔板固定キー・ボルトは低合金鋼，隔板は低合金鋼鋳鋼及び低合金鋼であり，蒸

気環境下にあることから，腐食発生の可能性があるが，目視点検において有意な腐

食がないことを確認している。 

したがって，隔板固定キー・ボルト，隔板の腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-14 － 

h. ケーシングボルト，弁ふたボルト，弁体ボルトの腐食（全面腐食）［タービン，

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気加減弁］ 

ケーシングボルト（タービン）は低合金鋼及び炭素鋼，弁ふたボルト（弁共通），

弁体ボルト（高圧蒸気止め弁及び低圧蒸気止め弁）は低合金鋼であり，外気に接触

していること，もしくは湿分を含んだ高速蒸気環境にあるため，腐食の可能性があ

るが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシングボルト，弁ふたボルト，弁体ボルトの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. ラビリンスパッキンのエロージョン［タービン］ 

ラビリンスパッキンは鉛入り Ni 黄銅であり，内部流体は湿分を含んだ高速蒸気

であるため，エロージョンにより減肉する可能性がある。 

しかし，分解点検時の目視点検において有意なエロージョンがないことを確認し

ている。 

したがって，ラビリンスパッキンのエロージョンは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁体（主弁・副弁），弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）［高圧蒸気止め弁，

高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，低圧蒸気加減弁］ 

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁，低圧蒸気加減弁の弁体（主弁・副弁）及び弁

座，高圧蒸気加減弁の弁体及び弁座は低合金鋼であり内部流体は湿分を含んだ高速

蒸気であるため，流れ加速型腐食により減肉する可能性があるが，分解点検時に目

視点検及び浸透探傷検査を実施し，必要に応じて溶接補修等を実施することにより

機能を維持している。 

したがって，弁体（主弁・副弁），弁体，弁座の腐食（流れ加速型腐食）は，高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 弁体（主弁・副弁），弁体，弁座シート部のエロージョン［高圧蒸気加減弁，低

圧蒸気加減弁］ 

低圧蒸気加減弁の弁体（主弁・副弁）及び弁座，高圧蒸気加減弁の弁体及び弁座

は低合金鋼であり，シート部にステライト肉盛が施されている。 

高圧蒸気加減弁，低圧蒸気加減弁については，目視点検において有意なエロージ

ョンがないことを確認している。 

したがって，弁体（主弁・副弁），弁体，弁座シート部のエロージョンは高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-15 － 

l. 翼，隔板固定キー・ボルト，車軸，弁体ボルトの応力腐食割れ［タービン，高圧

蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁］ 

タービンの翼はステンレス鋼，隔板固定キー・ボルト，車軸，高圧蒸気止め弁及

び低圧蒸気止め弁の弁体ボルトは低合金鋼であり，湿り蒸気環境下で使用されてい

ることから，応力腐食割れが発生する可能性がある。 

翼，隔板固定キー・ボルト，車軸，弁体ボルトの応力腐食割れについては，目視

点検，浸透探傷検査，超音波探傷検査において有意な欠陥がないことを確認してい

る。 

したがって，翼，隔板固定キー・ボルト，車軸，弁体ボルトの応力腐食割れは高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 車軸の摩耗［タービン］ 

車軸の軸受との摺動面は摩耗が想定されるが，潤滑油が供給され車軸と軸受間に

油膜が形成されており，車軸の摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び隙間計測結果において有意な摩耗は認められてお

らず，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

n. キーの摩耗［タービン］ 

当該キーは車室の中心を決める位置決めキーであり，車室の熱移動により車室と

の接触面の摩耗が想定されるが，車室の移動回数は 2 回／1 サイクル（プラントの

起動・停止回数）と少なく，タービン起動時は車室温度を確認しながら昇温してい

るため，車室の移動は緩やかであることから，摩耗が進行する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，キーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 



 

－ 1.3-16 － 

o. 油切り，軸受台(内面)，軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面腐食）［ター

ビン］ 

油切りは銅合金鋼，軸受台，ベースプレートは炭素鋼，軸受ボルトは低合金鋼で

あり腐食が想定されるが，油切り，軸受台(内面)，軸受ボルトはオイルミスト環境

下であること，また，軸受台とベースプレートのスライド部については，潤滑剤が

塗布されていることから腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，油切り，軸受ボルト，軸受台とベースプレートのスライド部については，

これまでの目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれらの傾向

が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，油切り，軸受台(内面)，軸受ボルト，ベースプレートの腐食（全面

腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 弁体（主弁，副弁），弁座のシート部のエロージョン［高圧蒸気止め弁，低圧蒸

気止め弁］ 

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁の弁体（主弁，副弁），弁座は低合金鋼であり，

シート部にステライト肉盛が施されている。 

高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁は流量制御を行わず，通常は全閉又は全開で使

用されるため弁体（主弁，副弁），弁座のシート部のエロージョンの可能性は小さ

い。 

なお，弁体（主弁，副弁），弁座のシート部は，目視点検において有意なエロー

ジョンは認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，弁体（主弁，副弁），弁座のシート部のエロージョンは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 車室の疲労割れ［タービン］ 

車室は低合金鋼鋳鋼及び低合金鋼であり，疲労割れが想定されるが，起動・停止

時には急激な温度変化を生じないように運転されており，疲労割れが発生する可能

性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車室の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 



 

－ 1.3-17 － 

r. 翼の高サイクル疲労割れ［タービン］ 

翼は，群翼振動数と回転周波数が共振することのないよう設計段階で考慮されて

いる。海外プラントにおいて，車軸と翼の連成振動により低圧タービンの最終段長

翼が飛散した事例はあるが，原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンのように翼長の

非常に短い剛構造の翼については，車軸と翼の連成振動が発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

s. 噴口の高サイクル疲労割れ［タービン］ 

国内他プラントの低圧タービン最終段静翼（BWR では噴口に相当）溶接部及びそ

の近傍において，高サイクル疲労によるき裂が生じた事例があったが，原子炉給水

ポンプ駆動用蒸気タービン噴口の翼長は低圧タービンのものと比較して非常に短

いことから剛性が高く，高サイクル疲労割れの可能性は小さい。 

なお，国内外のプラントで原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン噴口の高サイク

ル疲労割れの事例はない。また，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意

な欠陥は認められておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，噴口の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

t. 車軸の高サイクル疲労割れ［タービン］ 

車軸はタービン運転時に定常応力と変動応力が発生する。高平均応力において繰

り返し応力を受けると，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，

設計段階において疲労割れが発生しないように考慮している。 

なお，これまでの車軸の目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められ

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 



 

－ 1.3-18 － 

u. 翼・車軸の腐食疲労割れ［タービン］ 

翼・車軸の隙間部に腐食媒体の濃縮が発生し，これに繰り返し応力が負荷される

場合，腐食疲労割れが発生，進展することがあるが，当該機器はこうした腐食媒体

が濃縮を起こすような乾湿交番域は存在しない。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，翼・車軸の腐食疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

v. 弁棒の疲労割れ［高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止め弁，低圧蒸気

加減弁］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中を起こさないような構造をしており，

発生応力の低減を図っている。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意な欠陥は認められておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 



 

－ 1.3-19 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. ピストン，油筒シリンダの摩耗［高圧蒸気止め弁，高圧蒸気加減弁，低圧蒸気止

め弁，低圧蒸気加減弁］ 

ピストン及び油筒シリンダは，摺動部に摩耗が想定されるが，シリンダ内は潤滑

油で満たされていることから，摺動部の摩耗の可能性はない。 

したがって，ピストン，油筒シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. スプリングのへたり［高圧蒸気止め弁，低圧蒸気止め弁］ 

スプリングは常時応力のかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定さ

れており，また，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温

度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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表 2.2-1(1/3) 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

車室 
 高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 
 

△*1*2

△*3 △     
*1:流れ加速型 

腐食 

*2:内面 

*3:外面 

*4:エロージョン 

*5:高サイクル 

疲労割れ 

*6:低圧初段～3段 

*7:4 段～7段 

*8:腐食疲労割れ 

*9:はく離 

ケーシングボルト  低合金鋼，炭素鋼  △      

大気放出板 ◎ －        

パッキン ◎ －        

軸シール 

パッキンハウジング 
 高圧部：低合金鋼鋳鋼 

低圧部：低合金鋼 
 △*1      

ラビリンスパッキン  鉛入り Ni 黄銅 △ △*4      

油切り 
 アルミニウム合金鋳鋼，

銅合金鋼 
 △      

タービン 

性能の確保 

エネルギー

変換 

翼  ステンレス鋼  △*1 △*5*8 △    

噴口  ステンレス鋼  △*1 △*5     

高圧ノズルボックス  低合金鋼鋳鋼  △*1      

隔板固定キー・ボルト  低合金鋼  △  △    

隔板 
 低合金鋼鋳鋼*6 

低合金鋼*7 
 △      

エネルギー

伝達 

車軸  低合金鋼 △ △*1 △*5*8 △    

ダイヤフラムカップリング  低合金鋼        

軸支持 

軸受台  炭素鋼  △*2*3      

ジャーナル軸受， 

スラスト軸受 

 鋳鋼，炭素鋼， 

ホワイトメタル 
△      △

*9
 

軸受ボルト  低合金鋼  △      

機器の支持 支持 

キー  炭素鋼 △       

ベースプレート  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/3) 高圧，低圧蒸気止め弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材料変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱 
 

低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3 
     

*1:流れ加速型腐食 

*2:内面 

*3:外面 

*4:シート部はステライト肉

盛 

*5:シート部のエロージョン 

*6:スプリングのへたり 

 

弁ふた 
 

低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3 
     

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
パッキン ◎ －        

グランドパッキン ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁，副弁）
*4  低合金鋼  △*1*5      

弁体ボルト  低合金鋼  △  △    

弁座
*4
  低合金鋼  △*1*5      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  低合金鋼 △ △*1 △     

ピストン  炭素鋼 ▲       

油筒シリンダ  炭素鋼鋳鋼 ▲       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

衛帯筺  低合金鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 支持鋼材  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/3) 高圧，低圧蒸気加減弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期取

替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材料変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ 熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3      
*1:流れ加速型腐食 

*2:内面 

*3:外面 

*4:シート部はステライト

肉盛 

*5:低圧蒸気加減弁 

*6:高圧蒸気加減弁 

*7:シート部のエロージョ

ン 

弁ふた  低合金鋼鋳鋼  
△*1*2 

△*3 
     

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
パッキン ◎ －        

グランドパッキン ◎ －        

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁，副弁）
*4*5

 低合金鋼  △*1△*7      

弁体*6  低合金鋼  △*1△*7      

弁座
*4
  低合金鋼  △*1△*7      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  低合金鋼 △ △*1 △     

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

リフトロッド 

（低圧加減弁） 
 低合金鋼  △*1      

ピストン  鋳鉄 ▲       

油筒シリンダ  炭素鋼 ▲       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

 

 

 

1.4 主要弁 
 

 

［対象弁］ 

① 主塞止弁 

② 加減弁 

③ 中間塞止加減弁 

④ タービンバイパス弁 

⑤ クロスアラウンド管逃し弁 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している主要弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 主要弁の主な仕様 

機器名称 型式 
口径

(A) 重要度*1 

使用条件 

運転状態 
運転圧力 

（MPa） 

運転温度

(℃) 

主塞止弁 玉形弁 650 PS-2 連続 6.55 282 

加減弁 バランス形弁 700 高*2 連続 6.55 282 

中間塞止加減弁 複合弁 1,050 高*2 連続 1.28 195 

タービンバイパス弁 玉形弁 450 PS-2 一時 6.55 282 

クロスアラウンド管 

逃し弁 
安全弁 450 高*2 一時 1.28 195 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 主要弁の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 主塞止弁 

(1) 構造 

東海第二の主塞止弁は玉形弁であり，高圧タービン入口に 4台設置されている。 

本弁は，タービントリップ時に，高圧タービンへの蒸気供給を遮断するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁体ボルト，弁座）及び弁

体を作動させる駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，衛帯

筐），弁を支える支持部（支持鋼材，埋込金物）からなる。 

また，主塞止弁（No.2）については，タービンウォーミング用の副弁が設けられて

いる。 

内部流体に接する弁箱，衛帯筐は鋳鋼，弁ふた，弁体（主弁，副弁），弁座は低合

金鋼，弁棒は炭素鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するため，グランドパ

ッキンが使用されている。 

主塞止弁の構造図を図 2.1-1,2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主塞止弁主要部位の使用材料を表2.1-1に，使用条件を表2.1-2に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁体ボルト 

⑧ 弁座 

⑨ 弁棒 

⑩ ピストン 

⑪ 油筒シリンダ 

⑫ スプリング 

⑬ ヨーク 

⑭ 衛帯筐 

⑮ 支持鋼材 

⑯ 埋込金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-1 主塞止弁(No.1,3,4)構造図 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体（主弁） 

⑦ 弁体（副弁） 

⑧ 弁体ボルト 

⑨ 弁座 

⑩ 弁棒 

⑪ ピストン 

⑫ 油筒シリンダ 

⑬ スプリング 

⑭ ヨーク 

⑮ 衛帯筐 

⑯ 支持鋼材 

⑰ 埋込金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-2 主塞止弁(No.2)構造図 
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表 2.1-1 主塞止弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁） 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁体（副弁)（No.2のみ） 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁体ボルト 低合金鋼 

弁座 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 炭素鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

衛帯筐 鋳鋼 

機器の支持 支持 
支持鋼材 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-2 主塞止弁の使用条件 

運転圧力 6.55 MPa 

運転温度 282 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.2 加減弁 

(1) 構造 

東海第二の加減弁はバランス形弁であり，主塞止弁の下流に 4台設置されている。 

本弁は，高圧タービンへの蒸気流量を制御するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁体ボルト，弁座）及び弁

体を作動させる駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，ブッ

シュ，バランスチャンバー）からなる。 

内部流体に接する弁箱は鋳鋼，弁ふた，弁体，弁座，バランスチャンバーは低合金

鋼，弁棒（副弁）はステンレス鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するため，

グランドパッキンが使用されている。 

加減弁の構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の加減弁主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体（主弁） 

⑦ 弁体ボルト 

⑧ 弁座 

⑨ 弁棒（副弁） 

⑩ ピストン 

⑪ 油筒シリンダ 

⑫ スプリング 

⑬ ヨーク 

⑭ ブッシュ 

⑮ バランスチャンバー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-3 加減弁構造図 
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表 2.1-3 加減弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 低合金鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（主弁） 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁体ボルト 低合金鋼 

弁座 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒（副弁） ステンレス鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

ブッシュ 低合金鋼 

バランスチャンバー 低合金鋼 

 

表 2.1-4 加減弁の使用条件 

運転圧力 6.55 MPa 

運転温度 282 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.3 中間塞止加減弁 

(1) 構造 

東海第二の中間塞止加減弁は，中間加減弁と中間止め弁が一体の弁箱に収められた

構造の複合弁であり，低圧タービン入口に 6台設置されている。 

本弁は，低圧タービンへの蒸気流量の制御及びタービントリップ時に低圧タービン

への蒸気供給を遮断するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁体ボルト，弁座）及び弁

体を作動させる駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，衛帯

筐，スタンド），弁を支える支持部（支持鋼材）からなる。 

内部流体に接する弁箱，弁座，衛帯筐，スタンドは鋳鋼，弁ふたは炭素鋼，弁体は

低合金鋼，弁棒はステンレス鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグ

ランドパッキンが使用されている。 

中間塞止加減弁の構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中間塞止加弁主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に

示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体（中間加減弁) 

⑦ 弁体（中間止め弁） 

⑧ 弁体ボルト 

⑨ 弁座 

⑩ 弁棒 

⑪ ピストン 

⑫ 油筒シリンダ 

⑬ スプリング 

⑭ ヨーク 

⑮ 衛帯筐(中間加減弁) 

⑯ スタンド（中間止め弁）

⑰ 支持鋼材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-4 中間塞止加減弁構造図 
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表2.1-5 中間塞止加減弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体（中間加減弁） 低合金鋼 

弁体（中間止め弁） 低合金鋼（ステライト肉盛）

弁体ボルト ステンレス鋼 

弁座 鋳鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

衛帯筐(中間加減弁) 鋳鋼 

スタンド（中間止め弁） 鋳鋼 

機器の支持 支持 支持鋼材 炭素鋼 

 

表2.1-6 中間塞止加減弁の使用条件 

運転圧力 1.28 MPa 

運転温度 195 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.4 タービンバイパス弁 

(1) 構造 

タービンバイパス弁は玉形弁であり，主蒸気管ヘッダに 5台設置している。 

本弁は，タービントリップ時に主蒸気を直接主復水器に流すものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふた，弁ふ

たボルト，弁軸封部），内部流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させ

る駆動部（弁棒，ピストン，油筒シリンダ，スプリング，ヨーク，ブッシュ，スタン

ド），弁を支える支持部（支持鋼材，埋込金物）からなる。 

内部流体に接する弁箱，スタンドは鋳鋼，弁ふたは炭素鋼，弁体，弁座は低合金鋼，

弁棒はステンレス鋼であり，軸封部には内部流体の漏れを防止するためグランドパッ

キンが使用されている。 

タービンバイパス弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

タービンバイパス弁主要部位の使用材料を表2.1-7に，使用条件を表2.1-8に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふた 

③ 弁ふたボルト 

④ グランドパッキン 

⑤ パッキン 

⑥ 弁体 

⑦ 弁座 

⑧ 弁棒 

⑨ ピストン 

⑩ 油筒シリンダ 

⑪ スプリング 

⑫ ヨーク 

⑬ ブッシュ 

⑭ スタンド 

⑮ 支持鋼材 

⑯ 埋込金物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-5 タービンバイパス弁構造図 
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表2.1-7 タービンバイパス弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 鋳鋼 

弁ふた 炭素鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
グランドパッキン （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体 低合金鋼（ステライト肉盛） 

弁座 低合金鋼（ステライト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

ピストン 鋳鉄 

油筒シリンダ 炭素鋼 

スプリング ばね鋼 

ヨーク 炭素鋼 

ブッシュ 低合金鋼 

スタンド 鋳鋼 

機器の支持 支持 
支持鋼材 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表2.1-8 タービンバイパス弁の使用条件 

運転圧力 6.55 MPa 

運転温度 282 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.1.5 クロスアラウンド管逃し弁 

(1) 構造 

クロスアラウンド管逃し弁は，バネ式安全弁であり，クロスアラウンド管に 6 台設

置されている。 

本弁は，クロスアラウンド管の異常昇圧を防止するものである。 

弁本体は，内部流体を内包するバウンダリを構成する耐圧部（弁箱，弁ふたボルト，

弁軸封部），流体を仕切る隔離部（弁体，弁座）及び弁体を作動させる駆動部（弁棒，

スプリング，ガイド，ブッシュ）からなる。 

内部流体に接する弁箱は鋳鋼で，弁体，弁座はステンレス鋼である。 

クロスアラウンド管逃し弁の構造図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

クロスアラウンド管逃し弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10

に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② 弁ふたボルト 

③ パッキン 

④ ベローズ 

⑤ 弁体 

⑥ 弁座 

⑦ 弁棒 

⑧ スプリング 

⑨ ガイド 

⑩ ブッシュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1-6 クロスアラウンド管逃し弁構造図 
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表2.1-9 クロスアラウンド管逃し弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 
弁箱 鋳鋼 

弁ふたボルト 低合金鋼 

シール 
パッキン （消耗品） 

ベローズ ニッケル基合金 

隔離機能 

の維持 
隔離 

弁体 
ステンレス鋼（ステライ

ト肉盛） 

弁座 
ステンレス鋼（ステライ

ト肉盛） 

作動機能 

の維持 
駆動力伝達 

弁棒 ステンレス鋼 

スプリング ばね鋼 

ガイド 炭素鋼 

ブッシュ 銅合金 

 

表2.1-10 クロスアラウンド管逃し弁の使用条件 

運転圧力 1.28 MPa 

運転温度 195 ℃ 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

 主要弁の機能維持に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

主要弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々

の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

パッキン，グランドパッキンは消耗品であり，設計時に長期使用はせず取替を前提

としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。なお，定期

取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化評価上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 弁棒，衛帯筺，バランスチャンバー，ブッシュ，スタンドの摩耗［主塞止弁，加減

弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁］ 

弁棒（共通），衛帯筺（主塞止弁，中間塞止加減弁），バランスチャンバー（加減

弁），ブッシュ（加減弁，タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁），スタ

ンド（中間塞止加減弁，タービンバイパス弁）のそれぞれの摺動部は，摩耗が発生

する可能性があるが，目視点検において，有意な摩耗がないことを確認している。 

また，ブッシュ（加減弁，タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁）バ

ランスチャンバー（加減弁）は，弁棒との隙間測定を実施し，適切な隙間管理をし

ている。 

したがって，弁棒，衛帯筺，バランスチャンバー，ブッシュ，スタンドの摩耗は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 弁箱及び弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒，衛帯筺，ブッシュ，バランスチャン

バー，スタンドの腐食（流れ加速型腐食）［主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，

タービンバイパス弁，クロスアラウンド管逃し弁］ 

弁箱（主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），弁座（中間

塞止加減弁）は鋳鋼，弁ふた（主塞止弁，加減弁），弁体（主塞止弁，加減弁，中

間塞止加減弁，タービンバイパス弁），弁座（主塞止弁，加減弁，タービンバイパ

ス弁），ブッシュ（加減弁，タービンバイパス弁），バランスチャンバー（加減弁）

は低合金鋼，スタンド（中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），衛帯筺（主塞止

弁，中間塞止加減弁）は鋳鋼，弁ふた（中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），

弁棒（主塞止弁）は炭素鋼，弁棒（加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），

弁体（クロスアラウンド管逃し弁），弁座（クロスアラウンド管逃し弁）はステン

レス鋼であり，蒸気環境下にあるため，腐食（流れ加速型腐食）により減肉する可

能性があるが，目視点検において，有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，弁箱及び弁ふた（内面），弁体，弁座，弁棒，衛帯筺，ブッシュ，

バランスチャンバー，スタンドの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 弁体及び弁座のシート部のエロージョン［加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイ

パス弁］ 

加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁の弁体及び弁座のシート部につい

ては，蒸気環境下にあるため，腐食（エロージョン）により減肉する可能性がある

が，目視点検において有意なエロージョンがないことを確認している。 

したがって，弁体及び弁座のシート部のエロージョンは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁箱（内面），ガイドの腐食（全面腐食）［クロスアラウンド管逃し弁］ 

弁箱は鋳鋼，ガイドは炭素鋼であり，内部流体が蒸気であるため，腐食が発生す

る可能性があるが，目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，弁箱（内面），ガイドの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 弁箱及び弁ふた（外面），ヨーク，支持鋼材，埋込金物（大気接触部）の腐食（全

面腐食）［共通］ 

弁箱（共通）は鋳鋼，弁ふた，ヨーク（主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，タ

ービンバイパス弁），支持鋼材（主塞止弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁），

埋込金物（主塞止弁，タービンバイパス弁）は低合金鋼又は炭素鋼であり，腐食発

生の可能性があるが，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，弁箱及び弁ふた（外面），ヨーク，支持鋼材，埋込金物（大気接触

部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

f. 弁ふたボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

弁ふたボルトは低合金鋼であり，外気に接触していることから腐食発生の可能性

があるが，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，弁ふたボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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g. 弁体ボルトの応力腐食割れ［主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁］ 

主塞止弁，加減弁の弁体ボルトは低合金鋼，中間塞止加減弁の弁体ボルトはステ

ンレス鋼であり，蒸気環境下にあるため応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，分解点検時の目視点検又は浸透探傷検査から，有意な欠陥がないことを

確認している。 

したがって，弁体ボルトの応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

h. 弁棒の応力腐食割れ［加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁］ 

加減弁，中間塞止加減弁，タービンバイパス弁の弁棒はステンレス鋼であり，蒸

気環境下にあるため応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥がないこと

を確認している。 

したがって，弁棒の応力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

i. ピストン，油筒シリンダの摩耗［主塞止弁，加減弁，中間塞止加減弁，タービンバ

イパス弁］ 

ピストン及び油筒シリンダは，摺動部に摩耗が想定されるが，シリンダ内は制御

油で満たされていることから，摺動部の摩耗の可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施することで健全性を維持す

ることとしている。 

今後も，使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，ピストン，油筒シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁体及び弁座のシート部のエロージョン［主塞止弁，クロスアラウンド管逃し弁］ 

主塞止弁，クロスアラウンド管逃し弁は，流量制御を行わず，通常は全開又は全

閉で使用されるため，弁体及び弁座シート部のエロージョンの可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において有意なエロージョンは認め

られておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁体及び弁座のシート部のエロージョンは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. 弁棒の疲労割れ［共通］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中を起こさないような構造をしており，

発生応力の低減を図っている。 

なお，これまでの目視点検において有意な欠陥は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

l. ベローズの疲労割れ［クロスアラウンド管逃し弁］ 

クロスアラウンド管逃し弁は作動頻度が少なく，ベローズに疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な欠陥は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ベローズの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[主塞止弁，タービンバイパ

ス弁] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，コン

クリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食

環境となるため，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するま

で長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. スプリングのへたり［共通］ 

スプリングは常時応力のかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が，許容ねじり応力以下になるように設定されてお

り，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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表 2.2-1（1/5） 主塞止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部はステラ

イト肉盛 

*5：シート部のエロー

ジョン 

*6：スプリングのへた

り 

*7：コンクリート埋設

部 

弁ふた  低合金鋼  △*1*2△*3      

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（主弁）  低合金鋼*4  △*1*5      

弁体（副弁）  低合金鋼*4  △*1*5      

弁体ボルト  低合金鋼    △    

弁座  低合金鋼*4  △*1*5      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  炭素鋼 △ △*1 △     

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

衛帯筐  鋳鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 
支持鋼材  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*7      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/5） 加減弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型

腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部は

ステライト

肉盛 

*5：シート部の

エロージョ

ン 

*6：スプリング

のへたり 

 

弁ふた  低合金鋼  △*1*2△*3      

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（主弁）  低合金鋼*4  △*1*5      

弁体ボルト  低合金鋼    △    

弁座  低合金鋼*4  △*1*5      

作動機能の

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒（副弁）  ステンレス鋼 △ △*1 △ △    

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

バランスチャンバー  低合金鋼 △ △*1      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
1.

4-
26

 －
  

表 2.2-1（3/5） 中間塞止加減弁に想定される経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱  鋳鋼  △*1*2△*3      *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部のエロ

ージョン 

*5：シート部はステ

ライト肉盛 

*6：スプリングのへ

たり 

 

弁ふた  炭素鋼  △*1*2△*3      

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体（中間加減弁）  低合金鋼  △*1*4      

弁体（中間止め弁）  低合金鋼
*5
  △*1*4      

弁体ボルト  ステンレス鋼    △    

弁座  鋳鋼
*5
  △*1*4      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △*1 △ △    

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

衛帯筐  鋳鋼 △ △*1      

スタンド  鋳鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 支持鋼材  炭素鋼  △      



 

 

－
 
1.

4-
27

 －
  

表 2.2-1（4/5） タービンバイパス弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ 

の維持 

耐圧 

弁箱 
 

鋳鋼 
 △*1*2 

△*3 

     *1：流れ加速型腐食 

*2：内面 

*3：外面 

*4：シート部はステ

ライト肉盛 

*5：シート部のエロ

ージョン 

*6：スプリングのへ

たり 

*7：コンクリート埋

設部 

弁ふた 
 

炭素鋼 
 △*1*2 

△*3 

     

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 
グランドパッキン ◎ －        

パッキン ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体  低合金鋼*4  △*1*5      

弁座  低合金鋼*4  △*1*5      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △ △*1 △ △    

ピストン  鋳鉄 △       

油筒シリンダ  炭素鋼 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ヨーク  炭素鋼  △      

ブッシュ  低合金鋼 △ △*1      

スタンド  鋳鋼 △ △*1      

機器の支持 支持 
支持鋼材  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*7      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
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 －
  

表 2.2-1（5/5） クロスアラウンド管逃し弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリの

維持 

耐圧 
弁箱  鋳鋼  △*1*2      

*1：内面 

*2：外面 

*3：シート部はステ

ライト肉盛 

*4：流れ加速型腐食 

*5：シート部のエロ

ージョン 

*6：スプリングのへ

たり 

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

シール 

パッキン ◎ －        

ベローズ  ニッケル基合金   △     

隔離機能の 

維持 
隔離 

弁体  ステンレス鋼*3  △*4*5      

弁座  ステンレス鋼*3  △*4*5      

作動機能の 

維持 

駆動力 

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  △     

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ガイド  炭素鋼  △      

ブッシュ  銅合金 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



 

 

 

 

 

1.5 制御装置及び保安装置 
 

 

［対象機器］ 

① 主タービン電気油圧式制御装置 
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－ 1.5-1 － 

1. 対象機器 

東海第二で使用している制御装置及び保安装置の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 制御装置及び保安装置の主な仕様 

機器名称 仕様 重要度*1 

使用条件 

運転圧力 

（MPa） 

運転温度 

（℃） 

主タービン電気油圧式

制御装置 
電気油圧式 高*2 11.0 46 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



－ 1.5-2 － 

2. 制御装置及び保安装置の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 主タービン電気油圧式制御装置 

(1) 構造 

東海第二の主タービン電気油圧式制御装置は，制御油系統に所定の圧力を供給する

ためのタービン高圧制御油ポンプ，制御油を各電油変換器に供給する配管，弁，油圧

を確保するためのアキュムレータ，タービントリップ時に油圧をダンプする電磁弁等

から構成されている。 

東海第二の主タービン電気油圧式制御装置の系統図を図 2.1-1～2，各機器構造図を

図 2.1-3～7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主タービン電気油圧式制御装置主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用

条件を表 2.1-2 に示す。 



－ 1.5-3 － 

 

No. 部位 

① タービン高圧制御油ポンプ 

②
タービン高圧制御油ポンプ吐出側

フィルタ 

③ 配管 

④ 弁 

⑤ ユニット廻りアキュムレータ 

⑥ タービン高圧制御油ポンプモータ 

 

 

 

 

 

図2.1-1 主タービン電気油圧式制御装置系統図（ユニット廻り） 

制御油系統へ 制御油系統より
③ ⑤ 

② 

① 
⑥ 

④ 

実線部：評価対象範囲 
破線部：評価対象範囲外 



－ 1.5-4 － 
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No. 部位 

① ピストン 

② ケーシング 

③ スプリング 

④ コイル 

⑤ O リング 

No. 部位 

① ケーシング 

② 主軸 

③ ピストン 

④ ピストンロッド 

⑤ シリンダ 

⑥ 軸継手 

⑦ 軸受（ころがり）

⑧ 取付ボルト 

 

図2.1-3 タービン高圧制御油ポンプ構造図 

 

図2.1-4 電油変換器構造図 

⑥ ⑦ ④ ③ 

⑤ 

② ① 

⑧ 

 

③ 

③ 

① 
⑤ 

④ 

高圧 

作動油 

② 

高圧 

作動油

ドレン 
高圧 

ジェット油
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No. 部位 

① ケーシング 

② フィルタ 

No. 部位 

① 胴 

② ピストン 

図2.1-6 ユニット廻りアキュムレータ， 

 タービンバイパス弁アキュムレータ構造図 

① ② 

図2.1-5 タービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタ 

① 

② 



－ 1.5-7 － 

 

 

No. 部位 

① 支持鋼材 

② サポート取付ボルト･ナット

③ ゴムブッシュ 

④ 埋込金物 

 

 

 

 

 

図2.1-7 油配管サポート構造図 

① 

② 

③ 

配管 

④ 



－ 1.5-8 － 

 

表 2.1-1 主タービン電気油圧式制御装置主要部位の使用材料 
機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

装置機能の

維持 

油の移送 

タービン高圧制御油 

ポンプ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 低合金鋼 

ピストン 低合金鋼 

ピストンロッド 低合金鋼 

シリンダ 銅合金 

軸継手 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸，取付ボルト：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部品 

：銅，絶縁物 

回転子及び固定子コア：電磁鋼板 

回転子棒，回転子エンドリング 

：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンドブラケット,

ファン・ファンカバー：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

配管 ステンレス鋼 

弁 ステンレス鋳鋼 

電油変換器 

ピストン ステンレス鋼 

ケーシング アルミニウム合金 

スプリング ばね鋼 

コイル 銅，絶縁物 

O リング （消耗品） 

油性状の維持 
タービン高圧制御油 

ポンプ吐出側フィルタ

ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

フィルタ アルミニウム合金 

油圧の確保 

ユニット廻りアキュム

レータ，タービンバイパ

ス弁アキュムレータ 

胴 炭素鋼 

ピストン アルミニウム合金 

保護機能の

維持 
排油の確保 

メカニカルトリップ電磁弁，ロックアウト弁， 

マスタートリップ電磁弁，リレーダンプ弁， 

リレートリップ弁 

（定期取替品） 

機器の支持 支持 

タービン高圧制御油ポンプ取付ボルト 炭素鋼 

油配管 

サポート 

支持鋼材 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

ゴムブッシュ （消耗品） 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-2 主タービン電気油圧式制御装置の使用条件 

運転圧力 11.0 MPa 

運転温度 46 ℃ 

内部流体 制御油 



－ 1.5-9 － 

2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

  主タービン電気油圧式制御装置の機能を維持するために必要な項目は以下のとおり。 

(1) 装置機能の維持 

(2) 保護機能の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

主タービン電気油圧式制御装置について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な

部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，

温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年

劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

O リング，タービン高圧制御油ポンプ軸受，タービン高圧制御油ポンプモータ軸受

及びゴムブッシュは消耗品，メカニカルトリップ電磁弁，ロックアウト弁，マスター

トリップ電磁弁，リレーダンプ弁及びリレートリップ弁は定期取替品であり，設計時に長

期使用はせず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象

外とする。 

 



－ 1.5-10 － 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象として

表2.2-1で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表2.2-1で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 



－ 1.5-11 － 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗［タービン高圧制御油ポンプ］ 

タービン高圧制御油ポンプの軸受と主軸は，摺動部の摩耗が想定される。 

しかし，寸法測定の結果から有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. ケーシング，胴，埋込金物（大気接触部）の外面の腐食（全面腐食）［タービン高

圧制御油ポンプ，タービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタ，アキュムレータ，油

配管］ 

タービン高圧制御油ポンプのケーシングは鋳鉄，タービン高圧制御油ポンプ吐出

側フィルタのケーシングは炭素鋼鋳鋼，アキュムレータの胴，油配管の埋込金物は

炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は

小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は

必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，胴，埋込金物（大気接触部）の外面の腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 取付ボルト，支持鋼材，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[タービ

ン高圧制御油ポンプ，油配管] 

タービン高圧制御油ポンプの取付ボルト，油配管の支持鋼材及びサポート取付ボ

ルト・ナットは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されており，腐

食の可能性は小さい。 

また，点検及び巡視時の目視により，塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は

必要に応じて補修を実施することにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルト，支持鋼材，サポート取付ボルト・ナットの腐食（全面

腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 電油変換器のコイルの性能低下，絶縁特性低下 

電油変換器のコイルに用いられている絶縁物は，有機物であるため機械的，熱的，電気

的，環境的要因により経年劣化が進行した場合，性能低下，絶縁特性低下を引き起こす

可能性がある。 

電油変換器は，制御油の内部漏えい量を測定する内部漏えい量計測及びヒステリシスの

計測等により，健全性の維持は可能である。また，点検及び性能検査で異常が認められた場

合には，電油変換器一式又は部品の交換を実施することにより機能を維持している。 

したがって，電油変換器のコイルの性能低下，絶縁特性低下は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ピストン，シリンダの摩耗［タービン高圧制御油ポンプ］ 

ピストンは低合金鋼，シリンダは銅合金であり，摺動部に摩耗が想定されるが，

ピストン，シリンダは常時制御油によって潤滑されており，摺動部の摩耗の可能性は小

さい。 

なお，これまでの目視点検においても有意な摩耗は認められておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン，シリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. ケーシング，フィルタの内面の腐食（全面腐食）［タービン高圧制御油ポンプ，タ

ービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタ］ 

タービン高圧制御油ポンプのケーシングは鋳鉄，タービン高圧制御油ポンプ吐出

側フィルタのケーシングは炭素鋼鋳鋼であり全面腐食が想定されるが，内部流体が

制御油であることから腐食発生の可能性は小さい。 

また，タービン高圧制御油ポンプ吐出側フィルタのフィルタは耐食性に優れたア

ルミニウム合金であり，腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は認められておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシング，フィルタの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 主軸の高サイクル疲労割れ［タービン高圧制御油ポンプ］ 

主軸にはポンプ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において

高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において疲労割れが発

生しないよう考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性

は小さい。 

なお，これまでの目視点検においても有意な欠陥は認められておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

h. モータ（低圧，全閉型）主軸の摩耗[タービン高圧制御油ポンプモータ] 

i. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン・ファンカバー及

び端子箱の腐食[タービン高圧制御油ポンプモータ] 

j. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食[タービン高圧制御油

ポンプモータ] 

k. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食[タービン高圧制御油ポンプモータ] 

l. モータ（低圧，全閉型）主軸の高サイクル疲労割れ[タービン高圧制御油ポンプモ

ータ] 

 

以上，h.～l.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポン

プモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 胴，ピストンの内面の腐食（全面腐食）［アキュムレータ］ 

アキュムレータの胴は炭素鋼であり全面腐食が想定されるが，内部流体が制御油

であることから腐食発生の可能性はない。 

また，アキュムレータのピストンは耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐

食の発生する可能性はない。 

したがって，胴，ピストンの内面の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[油配管] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，コンクリート

埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが，コ

ンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

c. 配管の高サイクル疲労割れ［油配管］ 

他プラントの主タービン電気油圧式制御装置系配管において，高サイクル疲労割

れが見られたが，これは，プラント起動時等にしか作動しない弁が開状態の際に生

じる流体振動と当該配管の固有振動数が一致したことによるものであった。東海第

二では，当該事象の水平展開として起動時に当該配管の振動測定を行い，当該配管

が共振しないことを確認しており，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，配管の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[タービン

高圧制御油ポンプモータ] 

 

以上，d.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

  

e. スプリングのへたり［電油変換器］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが考えられる。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定さ

れており，さらに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用

温度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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表 2.2-1 主タービン電気油圧式制御装置に想定される経年劣化事象 

機能達成

に必要な

項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

装 置 機 能

の維持 

油の 

移送 

タービン高圧制御油ポンプ

ケーシング  鋳鉄  △*1*2      *1：外面 

*2：内面 

*3：高サイクル疲

労割れ 

*4：主軸 

*5：フレーム，エ

ンドブラケッ

ト，ファン・

ファンカバー

及び端子箱 

*6：固定子コア及

び回転子コア 

*7：取付ボルト 

*8：回転子棒及び

回転子エンド

リング 

*9：固定子コイル

及び口出線・

接続部品の絶

縁特性低下 

*10：スプリングの

へたり 

*11：性能低下，絶

縁特性低下 

*12：コンクリート

埋設部 

主軸  低合金鋼 △  △*3     

ピストン  低合金鋼 △       

ピストンロッド  低合金鋼        

シリンダ  銅合金 △       

軸継手  炭素鋼        

軸受（ころがり） ◎ －        

モータ 

（低圧，全閉型）

◎(軸受（こ

ろがり）)
銅，絶縁物他 △*4 △*5*6*7 △*3*4▲*8    ○*9 

配管  ステンレス鋼   ▲*3     

弁  ステンレス鋳鋼        

電油変換器 

ピストン  ステンレス鋼        

ケーシング  アルミニウム合金        

スプリング  ばね鋼       ▲*10 

コイル  銅，絶縁物       △*11 

O リング ◎ －        

油性状の

維持 

タービン高圧制御油ポンプ

吐出側フィルタ 

ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △*1*2      

フィルタ  アルミニウム合金  △      

油圧の 

確保 

ユニット廻りアキュムレー

タ，タービンバイパス弁アキ

ュムレータ 

胴  炭素鋼  △*1▲*2      

ピストン  アルミニウム合金  ▲      

保 護 機 能

の維持 

排油の 

確保 

メカニカルトリップ電磁弁，ロックアウト弁， 

マスタートリップ電磁弁，リレーダンプ弁， 

リレートリップ弁 

◎ －        

機器の 

支持 
支持 

タービン高圧制御油ポンプ取付ボルト  炭素鋼  △      

油配管 

サポート 

支持鋼材  炭素鋼  △      

サポート取付ボルト・ナット  炭素鋼  △      

ゴムブッシュ ◎ －        

埋込金物  炭素鋼  △*1▲*12      

 〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下[タービ

ン高圧制御油ポンプモータ] 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対す

る「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評

価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

2. 非常用系タービン設備 

 

 

［対象機器］ 

① 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 

② 常設高圧代替注水系タービン及び付属装置 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な非常用系タービン設備の主な仕様を表1-1に示す。 

これらのタービンを型式及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれのグループよ

り以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，表1-1に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表1-1に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，最高使用温度，最高使用圧力の

観点から代表機器を選定する。 

 

(1) 非常用系タービン設備 

このグループには原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置，常設高圧代替注水系

タービン及び付属装置が属するが，重要度の観点から重要度が最も高い原子炉隔離時

冷却系タービン及び付属装置を代表機器とする。 

 



 

 

－
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表 1-1 非常用系タービン設備のグループ化と代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様*1 

（出力×回転速度） 

選定基準 

選定 選定理由 
重要度*2

使用条件 

型式 
設置 

場所 

運転

状態

最高使用

圧力*1 

(MPa) 

最高使用

温度*1 

(℃) 

背圧式 屋内 

原子炉隔離時冷却系タービン

及び付属装置 
541 kW × 

4,500 rpm 

MS-1 

重*3 
一時 8.62 302 ◎ 重要度 

常設高圧代替注水系タービン

及び付属装置*4 

620 kW × 

5,514 rpm 
重*3 一時 8.62 302   

◎：代表機器 

*1：最大出力，最大回転速度，最高使用圧力，最高使用温度を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の非常用タービン設備について技術評価を実施する。 

①原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉隔離時冷却系タービンは，定格運転時最大出力 541 kW，最大回転

速度 4,500 rpm の衝動螺旋流背圧式タービンであり，1台設置されている。 

駆動蒸気は，主蒸気管より導かれ，蒸気加減弁を通してタービンに流入し，ケーシ

ングを経て，サプレッション・プールに排出される。 

ケーシングは炭素鋼鋳鋼であり，主軸及び翼は低合金鋼である。 

主軸及び翼は，ケーシングボルトを緩め，ケーシングを取り外すことにより，外に

取り出し点検手入れが可能である。 

また，タービン周方向は 2個のジャーナル軸受，タービン軸方向は 1個のスラスト

軸受により支えられている。 

なお，原子炉隔離時冷却系タービンの付属設備として，蒸気止め弁，蒸気加減弁，

調速・制御装置，非常調速装置，潤滑油装置（主油ポンプ，油冷却器，油タンク）及

びグランド蒸気復水装置（バロメトリックコンデンサ，復水ポンプ，真空ポンプ，真

空タンク）を設置している。 

東海第二の原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置の系統図を図 2.1-1 に，構造

図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① タービン 

② バロメトリックコンデンサ 

③ 油冷却器 

④ 復水ポンプ 

⑤ 復水ポンプモータ 

⑥ 真空ポンプ 

⑦ 真空ポンプモータ 

⑧ 真空タンク 

⑨ 蒸気止め弁 

⑩ 蒸気加減弁 

⑪ 主油ポンプ 

⑫ 油タンク 

⑬ 油配管 

⑭ グランド蒸気系配管 

⑮ 復水系配管・弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

主蒸気管

原子炉 

圧力容器

復水 

貯蔵タンク 

ドライウェル

サプレッションプール 

  

 残留熱 

除去系より

主タービンへ

 

原子炉隔離時 

冷却系ポンプ

①

③ 

② 

④⑤ ⑥⑦ 

⑨ ⑩ 

⑪ ⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑧ 

⑮ 

図 2.1-1 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置系統図

他報告書にて評価 
油配管 
グランド蒸気配管 
復水配管 

サプレッション・プール 
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No. 部位 

① 主軸 

② 翼 

③ 軸継手 

④ ジャーナル軸受 

⑤ スラスト軸受 

（ころがり） 

⑥ ケーシング 

⑦ ケーシングボルト 

⑧ ガスケット 

⑨ カーボンリング 

⑩ 蒸気止め弁 

⑪ 非常調速装置 

⑫ 蒸気加減弁 

⑬ 調速・制御装置 

⑭ 主油ポンプ 

⑮ 油タンク 

⑯ 油冷却器 

⑰ ベースプレート 

⑱ 基礎ボルト 

 

 

図 2.1-2(1/3) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置構造図 

⑰⑱ ⑮

⑩ 

⑯ 

⑫

①

②

⑥⑦

⑭

⑬ 

⑪ 

④

⑤ ⑨ ⑧ 

③

No. 部位 
① EGR*1 

② 歯車 
*1：EGR（Electric Governor with 

Remote Servo Actuator） 

 

No. 部位 
① トリップウェイト 
② スプリング 

非常調速装置 調速・制御装置 

② 

① 

① 

②
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No. 部位 
① 伝熱管 
② 管板 
③ 水室 
④ 管支持板 
⑤ 胴 
⑥ フランジボルト 
⑦ 取付ボルト 
⑧ ガスケット 

No. 部位 
① 弁体（主弁） 
② 弁体（副弁） 
③ 弁棒 
④ 弁箱 
⑤ 弁座 
⑥ 弁ふた 
⑦ レバー 
⑧ スプリング 
⑨ ブッシュ 
⑩ 弁ふたボルト 

 

図 2.1-2(2/3) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置構造図 

蒸気止め弁 
⑤ 

 

⑧ 

④ 

③ 

⑨ 

② 

主油ポンプ 

No. 部位 
① ケーシング 
② 主軸 
③ 従軸 
④ 歯車 
⑤ 軸受（すべり） 
⑥ ケーシングボルト 
⑦ 取付ボルト 
⑧ ガスケット 

①

②

⑥

③
⑦ 

⑦ 蒸気加減弁

No. 部位 
① 弁体 
② 弁座 
③ 弁棒 
④ 弁箱 
⑤ 弁ふた 
⑥ レバー 
⑦ ブッシュ 
⑧ スプリング 
⑨ リモートサーボ 
⑩ 弁ふたボルト 

②
①

③

⑧

⑥

④

⑦ 

⑨

⑦

⑤③
⑥

①

油冷却器 

⑤

④

②
④

⑥ 

⑩

⑩ 

① 

⑤

⑧

⑧
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図 2.1-2(3/3) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置構造図 

 

No. 部位 
① ケーシング 
② 主軸 
③ 羽根車 
④ メカニカルシール 
⑤ シーリングリング 
⑥ ガスケット 
⑦ ケーシングボルト 
⑧ 取付ボルト 
⑨ モータ（低圧，全

閉型） 

バロメトリックコンデンサ 

真空タンク 

No. 部位 
① 胴 
② 支持鋼材 
③ 取付ボルト 
④ ガスケット 

 

①

No. 部位 
① 胴 
② フランジボルト 
③ ガスケット 
④ 取付ボルト 

①

④

②

③

No. 部位 
① ケーシング 
② 主軸 
③ 羽根車 
④ シャフトシール 
⑤ ガスケット 
⑥ ケーシングボルト 
⑦ 取付ボルト 
⑧ モータ（低圧，全

閉型） 
 

⑨
復水ポンプ

⑧

④ 

① 

⑦ 

③

⑥

⑨② 

⑤ 

③

②

④

⑦

③

②

①

⑧

⑥

④

真空ポンプ

⑤
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表 2.1-1（1/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

タービン性能

の確保 

エネルギ

ー変換 

タービン 

主軸 低合金鋼 

翼 低合金鋼 

軸継手 低合金鋼 

軸支持 

ジャーナル軸受 鋳鉄，ホワイトメタル 

スラスト軸受 

（ころがり） 
（消耗品） 

バウンダリの

維持 

耐圧 
ケーシング 炭素鋼鋳鋼 

ケーシングボルト 低合金鋼 

シール 
ガスケット （消耗品） 

カーボンリング （消耗品） 

隔離機能の 

維持 
隔離 

蒸気止め弁 

弁体（主弁） ステンレス鋼 

弁体（副弁） 低合金鋼 

弁棒 低合金鋼 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁座 ステンレス鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

レバー 炭素鋼鋳鋼 

スプリング ばね鋼 

ブッシュ （定期取替品） 

弁ふたボルト 低合金鋼 

非常調速装置 
トリップウェイト 黄銅 

スプリング ばね鋼 
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表 2.1-1（2/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

作動機能の 

維持 

制御 

蒸気加減弁 

弁体 ステンレス鋼 

弁棒 ステンレス鋼 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

弁座 ステンレス鋼 

弁ふた 炭素鋼鋳鋼 

レバー 鋳鉄 

ブッシュ （定期取替品） 

スプリング ピアノ線 

弁ふたボルト 低合金鋼 

調速・制御装置

EGR*1 － 

リモートサーボ － 

歯車 低合金鋼 

衛帯蒸気系

機能の維持 

バロメトリッ

クコンデンサ 

胴 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

*1：EGR（Electric Governor with Remote Servo Actuator） 
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表 2.1-1（3/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

作動機能の 

維持 

衛帯蒸気系

機能の維持 

真空タンク 

胴 鋳鉄 

フランジボルト 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

取付ボルト 炭素鋼 

真空ポンプ 

ケーシング 青銅 

主軸 炭素鋼 

羽根車 青銅 

シャフトシール （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

ケーシングボルト 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸，取付ボルト：炭素鋼 

固定子コイル，口出線・接続部品 

：銅，絶縁物 

回転子コア，固定子コア：電磁鋼板

回転子棒，回転子エンドリング 

：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンドブラケット,

ファン・ファンカバー：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

復水ポンプ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 ステンレス鋼 

羽根車 青銅 

メカニカルシール （消耗品） 

シーリングリング （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

ケーシングボルト 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸，取付ボルト：炭素鋼 

固定子コイル，口出線・接続部品 

：銅，絶縁物 

回転子コア，固定子コア：電磁鋼板

回転子棒，回転子エンドリング 

：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンドブラケット,

ファン・ファンカバー：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

復水系配管・弁 炭素鋼 

グランド蒸気系配管 炭素鋼 
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表 2.1-1（4/4） 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

作動機能の 

維持 

潤滑油機能

の確保 

主油ポンプ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 炭素鋼 

従軸 低合金鋼，炭素鋼 

歯車 低合金鋼 

軸受（すべり） 炭素鋼，ホワイトメタル 

ケーシングボルト 炭素鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

油冷却器 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

水室 ステンレス鋼 

管支持板 ステンレス鋼 

胴 炭素鋼 

フランジボルト 低合金鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

ガスケット （消耗品） 

油タンク 炭素鋼 

油配管 炭素鋼 

機器の支持 支持 

ベースプレート 炭素鋼 

支持鋼材 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置の使用条件 

タービン 

運転圧力 8.62 MPa 

運転温度 302 ℃ 

回転速度 2,200～4,500 rpm 

内部流体 蒸気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) タービン性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 隔離機能の維持 

(4) 作動機能の維持 

(5) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置について，機能達成に必要な項目を考慮

して主要な部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種

類，応力，温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定

される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

スラスト軸受（ころがり），ガスケット，カーボンリング，シャフトシール，軸受

（ころがり），メカニカルシール，シーリングリングは消耗品，ブッシュは定期取替

品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極

める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については 2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

［真空ポンプ，復水ポンプ］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）[原子炉隔離時冷却系タービン] 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するもの

とし，本評価書には含めない。 

 

b. 主軸，従軸の摩耗［原子炉隔離時冷却系タービン，真空ポンプ，復水ポンプ，主

油ポンプ］ 

ジャーナル軸受を使用している原子炉隔離時冷却系タービンの主軸，すべり軸受

を使用している主油ポンプの主軸，従軸については，摺動面の摩耗が考えられるが，

潤滑油が供給され主軸と軸受間に油膜が形成されており，摩耗の可能性は小さい。 

また，点検時の寸法検査及び目視点検において有意な摩耗がないことを確認して

いる。 

ころがり軸受を使用している原子炉隔離時冷却系タービン，真空ポンプ，復水ポ

ンプの主軸については，主軸と軸受の接触面の摩耗が考えられるが，目視点検にお

いて有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，主軸，従軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

c. ジャーナル軸受及びすべり軸受の摩耗，はく離［原子炉隔離時冷却系タービン，主

油ポンプ］ 

原子炉隔離時冷却系タービンのジャーナル軸受，主油ポンプのすべり軸受は，ホ

ワイトメタルを軸受に溶着しているので摩耗及びはく離が想定される。 

摩耗については，軸と軸受間に油膜が形成されており，摩耗の可能性は小さい。

また，分解点検時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

はく離については，分解点検時に目視点検もしくは浸透探傷検査を実施しており，

有意なはく離がないことを確認している。 

したがって，ジャーナル軸受及びすべり軸受の摩耗，はく離は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 弁棒の摩耗［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁棒は，ブッシュ等との摺動部に摩耗が想定される

が，目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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e. レバー，トリップウェイトの摩耗［蒸気止め弁，蒸気加減弁，非常調速装置］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁のレバー，非常調速装置のトリップウェイトは摺動部

に摩耗が想定されるが，目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，レバー，トリップウェイトの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

f. ケーシング，弁箱，弁ふた，レバー，胴，タンク，配管，弁の外面の腐食（全面腐

食）[原子炉隔離時冷却系タービン，蒸気止め弁，蒸気加減弁，バロメトリックコン

デンサ，真空タンク，真空ポンプ，復水ポンプ，主油ポンプ，油冷却器，油タンク，

復水系配管・弁，グランド蒸気系配管，油配管] 

原子炉隔離時冷却系タービン（ケーシング），蒸気止め弁（弁箱，弁ふた，レバ

ー），蒸気加減弁（弁箱，弁ふた）は炭素鋼鋳鋼，蒸気加減弁（レバー），真空タ

ンク（胴），復水ポンプ（ケーシング），主油ポンプ（ケーシング）は鋳鉄，真空

ポンプ（ケーシング）は青銅，バロメトリックコンデンサ（胴），油冷却器（胴），

油タンク，復水系配管・弁，グランド蒸気系配管，油配管は炭素鋼であり，腐食の

発生が考えられるが，外気接触部は塗装を施しており，塗膜の状態を目視点検で確

認し，必要に応じて補修塗装を実施していることから，腐食発生の可能性は小さい。 

また，目視確認において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシング，弁箱，弁ふた，レバー，胴，タンク，配管，弁の外面

の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

g. 胴，ケーシング，配管，弁の内面の腐食（全面腐食）［バロメトリックコンデン

サ，真空タンク，真空ポンプ，復水ポンプ，復水系配管・弁，グランド蒸気系配

管］ 

真空タンクの胴，復水ポンプのケーシングは鋳鉄，真空ポンプのケーシングは青

銅であり，内部流体は純水又は蒸気であることから腐食の発生が考えられるが，目

視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

また，バロメトリックコンデンサの胴，復水系配管・弁，グランド蒸気系配管の

材料は炭素鋼で，内部流体は純水又は蒸気であることから腐食の発生が考えられる

が，使用環境が同様の真空タンク，真空ポンプ，復水ポンプの点検結果から有意な

腐食発生の可能性は小さい。 

したがって，胴，ケーシング，配管，弁の内面の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 羽根車の腐食（全面腐食）［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

真空ポンプ及び復水ポンプの羽根車は青銅であり，内部流体は純水又は蒸気であ

ることから，腐食の発生が考えられるが，目視点検において有意な腐食がないこと

を確認している。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

i. ベースプレート，支持鋼材の腐食（全面腐食）[原子炉隔離時冷却系タービン，バロ

メトリックコンデンサ] 

原子炉隔離時冷却系タービンのベースプレート及びバロメトリックコンデンサ

の支持鋼材は炭素鋼であり，腐食の発生が考えられるが，外気接触部は塗装を施し

ており，塗膜の状態を目視点検で確認し，必要に応じて補修塗装を実施しているこ

とから，腐食発生の可能性は小さい。 

また，目視確認において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ベースプレート及び支持鋼材の腐食（全面腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. ケーシングボルト，取付ボルト，フランジボルト，弁ふたボルトの腐食（全面腐食）

［共通］ 

ケーシングボルト，取付ボルト，フランジボルト，弁ふたボルトの材料は炭素鋼，

低合金鋼であり，腐食が想定されるが，ボルトの外気接触部は塗装を施しており，

必要に応じて補修塗装を実施していることから腐食の可能性は小さい。 

また，ボルトは分解点検時に健全性を確認しており，点検時に必要に応じて交換

することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングボルト，取付ボルト，フランジボルト，弁ふたボルトの

腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. EGR，リモートサーボの性能低下［調速・制御装置］ 

調速・制御装置は一定のポンプ吐出圧力となるように蒸気加減弁に流入する蒸

気量を調整している。調速・制御装置は運転中，回転速度を常時制御しているた

め，駆動部に摺動等による摩耗及び潤滑油の変質，異物の付着による性能劣化が

進行し，性能低下が発生する可能性がある。 

調速・制御装置（EGR，リモートサーボ）については定期的に，分解点検，潤滑

油の交換・フラッシング，応答性試験，試運転調整を実施しており，有意な異常が

確認された時は補修・取替を実施することで，機能を維持している。 

したがって，EGR，リモートサーボの性能低下は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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l. 軸継手の摩耗［原子炉隔離時冷却系タービン］ 

原子炉隔離時冷却系タービンの軸継手は運転時に動力を伝える部品であるため，

長期使用において摩耗が考えられるが，グリースにより潤滑されており，摩耗の可

能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸継手の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

m. 歯車の摩耗［主油ポンプ，調速・制御装置］ 

主油ポンプ及び調速・制御装置の歯車の噛み合い部は摩耗が考えられるが，ポン

プ内部流体は油であり，また，調速・制御装置の歯車には油が供給されており，歯

面が常時潤滑されているため，摩耗の可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，歯車の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

n. 主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）[原子炉隔離時冷却系タービン] 

原子炉隔離時冷却系タービンの主軸，翼の材料は低合金鋼，ケーシングは炭素鋼

鋳鋼であり，蒸気雰囲気下において腐食（流れ加速型腐食）発生の可能性が考えら

れるが，本装置は，定期的な機能確認試験時（1 ヶ月に 1 回）のみの運転（約 30

分程度）であり，腐食（流れ加速型腐食）進行の可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食（流れ加速型腐食）は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 弁の腐食（流れ加速型腐食）［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁（弁体（主弁），弁座），蒸気加減弁（弁体，弁棒，弁座）はステン

レス鋼，蒸気止め弁（弁箱），蒸気加減弁（弁箱，弁ふた）は炭素鋼鋳鋼，蒸気止

め弁（弁体（副弁），弁棒）は低合金鋼であり，蒸気雰囲気下において腐食（流れ

加速型腐食）発生の可能性が考えられるが，原子炉隔離時冷却系タービンと同様，

定期的な機能確認試験時のみの運転であり，腐食（流れ加速型腐食）進行の可能性

は小さい。 

なお，これまでの目視点検において各部位に有意な腐食（流れ加速型腐食）は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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p. 羽根車の腐食（キャビテーション）［復水ポンプ］ 
ポンプ内部の羽根車でキャビテーションが発生すると，羽根車表面にエロージョ

ンが生じ，ポンプ性能に影響を及ぼす可能性があるが，ポンプはキャビテーション

を起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込ヘッド）を満たすよう設計段階

で既に考慮されており，この大小関係は経年的に変化するものではない。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食（キャビテーション）は確認され

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. ケーシング，胴，タンク，配管の内面の腐食（全面腐食）［主油ポンプ，油冷却器，

油タンク，油配管］ 

主油ポンプのケーシングは鋳鉄，油冷却器の胴，油タンク及び油配管の材料は炭

素鋼であり腐食の発生が考えられるが，内部流体は油であり腐食発生の可能性は小

さい。 

なお，主油ポンプ，油冷却器，油タンクは，これまでの目視点検において有意な

腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシング，胴，タンク，配管の内面の腐食（全面腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. 主軸，従軸の腐食（全面腐食）［主油ポンプ］ 

主油ポンプの主軸及び従軸は炭素鋼であり腐食の発生が考えられるが，内部流体

は油であり腐食発生の可能性は小さい。 

なお，主油ポンプは，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸，従軸の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

s. 主軸の高サイクル疲労割れ［原子炉隔離時冷却系タービン］ 

原子炉隔離時冷却系タービンの主軸には定常応力と変動応力が発生する。高平均

応力下において繰返し応力を受けると，応力集中部等において高サイクル疲労割れ

が想定されるが，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないよう考慮された設

計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，有意な欠陥は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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t. 主軸の高サイクル疲労割れ［真空ポンプ，復水ポンプ，主油ポンプ］ 

真空ポンプ，復水ポンプ，主油ポンプの主軸は繰返し応力を受けると，応力集中

部等において高サイクル疲労割れが想定されるが，ポンプ主軸は設計段階において

疲労割れが発生しないよう考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発

生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，有意な欠陥は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

u. ケーシングの疲労割れ[原子炉隔離時冷却系タービン] 

原子炉隔離時冷却系タービンのケーシングは，炭素鋼鋳鋼であり定期的な機能確

認試験時の熱応力による材料への疲労の蓄積から疲労割れが想定される。 

しかし，定期的な機能確認試験時は，急激な過渡変化を生じないように運転して

おり，また，低負荷から定格負荷まで徐々に負荷上昇する運用であることから熱応

力による疲労蓄積は小さく，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は確認されてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシングの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

v. 弁棒の疲労割れ［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中がかからないような構造としており，

発生応力の低減を図っている。 

また，弁全開時であってもバックシートで受けるような構造ではないことから，

有意な応力は発生しないと考える。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，段付部等応力集中の想定

される部位に有意な欠陥は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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w. モータ（低圧，全閉型）主軸の摩耗［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

x. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン・ファンカバー

及び端子箱の腐食［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

y. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食［真空ポンプ，復水

ポンプ］ 

z. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

aa. モータ（低圧，全閉型）主軸の高サイクル疲労割れ［真空ポンプ，復水ポンプ］ 

 

以上，w.～aa.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣の低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該の評価書参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 伝熱管，管板の応力腐食割れ［油冷却器］ 

油冷却器の伝熱管，管板は，ステンレス鋼であり応力腐食割れが想定されるが，

実際の運転温度は 100 ℃以下であり，応力腐食割れが発生する可能性はない。 

したがって，伝熱管，管板の応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［真空ポ

ンプ，復水ポンプ］ 

 

以上，b.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣の低圧ポンプモータと

同一であることから，当該の評価書参照のこと。 

 

c. スプリングのへたり［蒸気止め弁，非常調速装置，蒸気加減弁］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが考えられる。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定さ

れており，また，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温

度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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表 2.2-1(1/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他 
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

タービン性能

の確保 

エネルギー 

変換 

タ
ー
ビ
ン 

主軸  低合金鋼 △ △*1 △*2     *1:流れ加速型腐食 

*2:高サイクル疲労割れ 

*3:はく離 

*4:内面 

*5:外面 

*6:へたり  

 

翼  低合金鋼  △*1      

軸継手  低合金鋼 △       

軸支持 
ジャーナル軸受  

鋳鉄,ホワイトメ

タル 
△      △*3 

スラスト軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリ 

の維持 

耐圧 
ケーシング  炭素鋼鋳鋼  △*1*4△*5 △     

ケーシングボルト  低合金鋼  △      

シール 
ガスケット ◎ －        

カーボンリング ◎ －        

隔離機能の 

維持 
隔離 

蒸
気
止
め
弁 

弁体（主弁）  ステンレス鋼  △*1      

弁体（副弁）  低合金鋼  △*1      

弁棒  低合金鋼 △ △*1 △     

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*1*4△*5      

弁座  ステンレス鋼  △*1      

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*5      

レバー  炭素鋼鋳鋼 △ △*5      

スプリング  ばね鋼       ▲*6 

ブッシュ ◎ －        

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

隔離機能の 

維持 
隔離 

非
常
調

速
装
置

トリップウェイト  黄銅 △       *1:へたり 

*2:流れ加速型腐食 

*3:内面 

*4:外面 

*5:性能低下 

スプリング  ばね鋼       ▲*1 

作動機能の 

維持 
制御 

蒸
気
加
減
弁 

弁体  ステンレス鋼  △*2      

弁棒  ステンレス鋼 △ △*2 △     

弁箱  炭素鋼鋳鋼  △*2*3△*4      

弁座  ステンレス鋼  △*2      

弁ふた  炭素鋼鋳鋼  △*2*3△*4      

レバー  鋳鉄 △ △*4      

ブッシュ ◎ －        

スプリング  ピアノ線       ▲*1 

弁ふたボルト  低合金鋼  △      

調
速
・ 

制
御
装
置

EGR  －       △*5 

リモートサーボ  －       △*5 

歯車  低合金鋼 △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

作動機能の

維持 

衛帯蒸気系 

機能の維持 

バロメトリック 

コンデンサ 

胴  炭素鋼  △*1*2      
*1:内面 

*2:外面 

*3:高サイクル疲労割れ 

*4:主軸 

*5:フレーム，エンドブラケット，

ファン・ファンカバー及び端

子箱 

*6:固定子コア及び回転子コア 

*7:取付ボルト 

*8:回転子棒及び回転子エンドリ

ング 

*9:固定子コイル及び口出線・接

続部品の絶縁特性低下 

 

取付ボルト  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

真空タンク 

胴  鋳鉄  △*1*2      

フランジボルト  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

取付ボルト  炭素鋼  △      

真空ポンプ 

ケーシング  青銅  △*1*2      

主軸  炭素鋼 △  △*3     

羽根車  青銅  △      

シャフトシール ◎ －        

ガスケット ◎ －        

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

モータ（低圧，全閉

型） 

◎ 

(軸受(こ

ろがり))

銅，絶縁

物他 
△*4 △*5*6*7 △*3*4▲*8    ○*9 

〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品 

・定期 

取替品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 疲労割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

作動機能の 

維持 

衛帯蒸気系

機能の維持

復水ポンプ 

ケーシング  鋳鉄  △*1*2      *1:内面 

*2:外面 

*3:高サイクル疲労割れ 

*4:キャビテーション 

*5:主軸 

*6:フレーム，エンドブラケット，フ

ァン・ファンカバー及び端子箱 

*7:固定子コア及び回転子コア 

*8:取付ボルト 

*9:回転子棒及び回転子エンドリン

グ 

*10:固定子コイル及び口出線・接続

部品の絶縁特性低下 

*11:はく離 

主軸  ステンレス鋼 △  △*3     

羽根車  青銅  △△*4      

メカニカルシール ◎ －        

シーリングリング ◎ －        

ガスケット ◎ －        

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

モータ（低圧，全閉型）

◎ 

(軸受（ころ

がり）)

銅，絶縁物他 △*5 △*6*7*8 △*3*5▲*9    ○*10

復水系配管・弁  炭素鋼  △*1*2      

グランド蒸気系配管  炭素鋼  △*1*2      

潤滑油機能

の確保 
主油ポンプ 

ケーシング  鋳鉄  △*1*2      

主軸  炭素鋼 △ △ △*3     

従軸  
低合金鋼， 

炭素鋼 
△ △      

歯車  低合金鋼 △       

軸受（すべり）  
炭素鋼， 

ホワイトメタル
△      △*11

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

取付ボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －         

〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
2
-
2
6
 
－
 

表 2.2-1(5/5) 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

作動機能の 

維持 

潤滑油機能 

の確保 

油冷却器 

伝熱管  ステンレス鋼    ▲    *1:内面 

*2:外面 
管板  ステンレス鋼    ▲    

水室  ステンレス鋼        

管支持板  ステンレス鋼        

胴  炭素鋼  △*1*2      

フランジボルト  低合金鋼  △      

取付ボルト  低合金鋼  △      

ガスケット ◎ －        

油タンク  炭素鋼  △*1*2      

油配管  炭素鋼  △*1*2      

機器の支持 支持 

ベースプレート  炭素鋼  △      

支持鋼材  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［真空

ポンプ，復水ポンプ］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対す

る「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術

評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代表機

器となっていない機器である常設高圧代替注水系タービン及び付属装置について検討した。 

① 常設高圧代替注水系タービン及び付属装置 

 なお，基礎ボルトについては，常設高圧代替注水系ポンプと常設高圧代替注水系タービン

の取付ベースが共通であることから，「ポンプ技術評価書」にて評価を実施するものとし本

評価書には含めない。 
 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［真空

ポンプ，復水ポンプ］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に関し

ては，真空ポンプ，復水ポンプは代表機器にのみ設置されており，代表機器以外への展

開は不要である。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣

化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸，ジャーナル軸受の摩耗［常設高圧代替注水系タービン］ 

主軸はステンレス鋼であり，ジャーナル軸受はステンレス鋼及びカーボンのすべり

軸受を使用することとしており，主軸及びジャーナル軸受の摺動面の摩耗が想定され

るが，潤滑水が供給されることにより，主軸と軸受間に水膜が形成されるため，摩耗

の可能性は小さい。 

また，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，今

後，寸法検査及び目視点検を実施し，摩耗の有無を確認することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，主軸，ジャーナル軸受の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

b. シリンダ，ピストンの摩耗[蒸気止め弁，調速・制御装置] 

蒸気止め弁のピストン，調速・制御装置のシリンダ及びピストンは摺動面の摩耗が

想定されるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることか

ら，今後，目視点検を実施し，摩耗の有無を確認することで健全性を維持できると考

える。 

したがって，シリンダ，ピストンの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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c. 弁棒の摩耗［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁棒は摩耗が想定されるが，常設高圧代替注水系ター

ビン及び付属装置は新たに設置されることから，今後，弁ふた側のブッシュと適切な

隙間管理を行い，分解点検時に目視点検を実施し，摩耗の有無を確認することで健全

性を維持できると考える。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

d.トリップボルトの摩耗［非常調速装置］ 

非常調速装置のトリップボルトは摩耗が想定されるが，常設高圧代替注水系タービ

ン及び付属装置は新たに設置されることから，今後，分解点検時に目視点検を実施し，

摩耗の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，トリップボルトの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

e. ケーシングの腐食（全面腐食）［常設高圧代替注水系タービン］ 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングはステンレス鋳鋼及び低合金鋼であり，

腐食が想定されるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置される

ことから，今後，分解点検時に目視点検を実施し，腐食の有無を確認することで健全

性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. 弁箱，ベースプレートの腐食（全面腐食）［蒸気止め弁，蒸気加減弁，常設高圧代

替注水系タービン］ 

蒸気止め弁及び蒸気加減弁の弁箱は低合金鋼，ベースプレートは炭素鋼であり，腐

食が想定されるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されるこ

とから，外気接触部は塗装を施すこととしており，今後，塗膜の状態を目視点検で確

認し，必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，弁箱，ベースプレートの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. ケーシングボルトの腐食（全面腐食）［常設高圧代替注水系タービン］ 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングボルトは低合金鋼であり，腐食が想定さ

れるが，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，ボ

ルトの外気接触部は塗装を施すこととしており，今後，塗膜の状態を目視点検で確認

し，必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. ケーシングボルトの応力腐食割れ[常設高圧代替注水系タービン] 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングボルトはステンレス鋼であり，蒸気環境

下で使用するため，応力腐食割れが発生する可能性があるが，常設高圧代替注水系タ

ービン及び付属装置は新たに設置されることから，今後，ボルトは，目視点検及び浸

透探傷検査を実施し，欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングボルトの応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）［常設高圧代替注水系タービン］ 

常設高圧代替注水系タービンの主軸，翼の材料はステンレス鋼，ケーシングはステ

ンレス鋳鋼及び低合金鋼であり，蒸気雰囲気下において腐食（流れ加速型腐食）が想

定されるが，本装置は，定期的な機能確認試験時のみの運転であり，腐食（流れ加速

型腐食）進行の可能性は小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，主

軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）については，今後，分解点検時に目視

点検を実施し，腐食（流れ加速型腐食）の有無を確認することで健全性を維持できる

と考える。 

したがって，主軸，翼，ケーシングの腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 弁の腐食（流れ加速型腐食）［蒸気止め弁，蒸気加減弁］ 

蒸気止め弁（弁体），蒸気加減弁（弁体，弁棒）はステンレス鋼，蒸気止め弁（弁

箱，弁ふた，弁座），蒸気加減弁（弁箱，弁ふた，弁座）は低合金鋼であり，蒸気雰

囲気下において腐食（流れ加速型腐食）が想定されるが，タービンと同様，定期試験

時のみの運転であり，腐食（流れ加速型腐食）進行の可能性は小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，弁

の腐食（流れ加速型腐食）については，今後，分解点検時に目視点検を実施し，腐食

（流れ加速型腐食）の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，弁の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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k. 主軸の高サイクル疲労割れ［常設高圧代替注水系タービン］ 

主軸は繰返し応力を受けると，応力集中部等において高サイクル疲労割れが想定さ

れるが，設計段階において疲労割れが発生しないよう考慮された設計とすることとし

ており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，主

軸の高サイクル疲労割れについては，今後，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査

を実施し，欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

l. ケーシングの疲労割れ[常設高圧代替注水系タービン] 

常設高圧代替注水系タービンのケーシングは，ステンレス鋳鋼であり定期的な機能

確認試験時の熱応力による材料への疲労の蓄積から疲労割れが想定される。 

しかし，定期的な機能確認試験時は，急激な温度変化を生じないように運転するこ

ととしており，熱応力による疲労蓄積は小さいことから疲労割れが発生する可能性は

小さい。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，ケ

ーシングの疲労割れについては，今後，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実

施し，欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシングの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

m. 弁棒の疲労割れ［蒸気加減弁］ 

弁棒段付部等は角部を滑らかにし，応力集中がかからないような構造とすることと

しており，発生応力の低減を図る。 

また，弁全開時であってもバックシートで受けるような構造ではないことから，有

意な応力は発生しないと考える。 

なお，常設高圧代替注水系タービン及び付属装置は新たに設置されることから，弁

棒の疲労割れについては，今後，分解点検時に目視点検及び浸透探傷検査を実施し，

欠陥の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

したがって，弁棒の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. スプリングのへたり［非常調速装置，調速・制御装置］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定される。 

しかし，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう設定する

こととしており，また，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使

用温度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要な構造物（重

要度分類審査指針におけるクラス1，クラス2 に該当する構造物又は該当する機器・構造物を支持する

構造物）及び高温・高圧の環境下にあるクラス3に該当する機器を支持する構造物並びに常設重大事故

等対処設備に該当する構造物又は該当する機器・構造物を支持する構造物並びに浸水防護施設及び火災

防護設備に属する構造物の高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象構造物の一覧を表1に示す。 

 

表1 評価対象構造物一覧 

名称 重要度*1 

① 原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管トレンチ，廃棄物処理棟及び廃

棄物処理建屋含む）（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

MS-1,重*2，

設*3 

② タービン建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） MS-1 

③ 取水口構造物（鉄筋コンクリート造） MS-1,重*2 

④ 排気筒基礎（鉄筋コンクリート造） MS-1,重*2 

⑤ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンク
リート造） 

PS-2 

⑥ 防潮堤（鉄筋コンクリート造，鉄骨造）*4 設*3 

⑦ 防潮扉（鉄骨造）*4 設*3 

⑧ 放水路ゲート（鉄骨造）*4 MS-1，設*3

⑨ 構内排水路逆流防止設備（鉄骨造）*4 設*3 

⑩ 貯留堰（鉄骨造）*4 設*3，重*2 

⑪ 浸水防止蓋（鉄骨造）*4 設*3 

⑫ 常設低圧代替注水系格納槽（鉄筋コンクリート造）*4 重*2 

⑬ 常設代替高圧電源装置置場（軽油貯蔵タンク基礎及びカルバート含む） 
（鉄筋コンクリート造）*4 

MS-1, 重*2

⑭ SA用海水ピット（取水塔含む）（鉄筋コンクリート造）*4 重*2 

⑮ 格納容器圧力逃がし装置格納槽（カルバート含む）（鉄筋コンクリート造）*4 重*2 

⑯ 緊急用海水ポンプピット（鉄筋コンクリート造）*4 重*2 

⑰ 緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク基礎含む）（鉄筋コンクリート造）*4 重*2 

⑱ 水密扉（鉄骨造）*4 設*3 

⑲ 西側淡水貯水設備（鉄筋コンクリート造）*4 重*2 

⑳ 堰及び止水板（鉄筋コンクリート造，鉄骨造）*4 設*3 

*1：最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物を示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 

*4：新規に設置される機器及び構造物を示す 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. コンクリート構造物及び鉄骨構造物 

 

 

[対象構造物] 

① 原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管トレンチ，廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋含む）

（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

② タービン建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

③ 取水口構造物（鉄筋コンクリート造） 

④ 排気筒基礎（鉄筋コンクリート造） 

⑤ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造） 

⑥ 防潮堤（鉄筋コンクリート造，鉄骨造） 

⑦ 防潮扉（鉄骨造） 

⑧ 放水路ゲート（鉄骨造） 

⑨ 構内排水路逆流防止設備（鉄骨造） 

⑩ 貯留堰（鉄骨造） 

⑪ 浸水防止蓋（鉄骨造） 

⑫ 常設低圧代替注水系格納槽（鉄筋コンクリート造） 

⑬ 常設代替高圧電源装置置場（軽油貯蔵タンク基礎及びカルバート含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑭ SA用海水ピット（取水塔含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑮ 格納容器圧力逃がし装置格納槽（カルバート含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑯ 緊急用海水ポンプピット（鉄筋コンクリート造） 

⑰ 緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク基礎含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑱ 水密扉（鉄骨造） 

⑲ 西側淡水貯水設備（鉄筋コンクリート造） 

⑳ 堰及び止水板（鉄筋コンクリート造，鉄骨造） 
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1. 対象構造物及び代表構造物の選定 

東海第二で使用しているコンクリート構造物及び鉄骨構造物のうち，対象構造物の選定を

表 1-1 に示す。 

対象構造物は，材料特性を分類基準として，コンクリート構造物と鉄骨構造物の２つのグ

ループに分類される。表 1-2 に示すとおり，グループ毎に使用条件等の観点から代表構造物

を選定した。 
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表 1-1 対象構造物の選定（1/3） 

安全重要度分類審査指針等に定める要求機能 重要度 主要設備 対象構造物 

原子炉冷却材圧力バウンダリ機能 PS-1 原子炉圧力容器 

原子炉冷却材圧力バウンダリ配管 

原子炉再循環ポンプ 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

過剰反応度の印加防止機能 PS-1 制御棒及び制御棒駆動系 原子炉建屋 

炉心形状の維持機能 PS-1 炉心支持構造物 

燃料集合体 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉の緊急停止機能 MS-1 制御棒及び制御棒駆動系（スクラム機能） 原子炉建屋 

未臨界維持機能 MS-1 原子炉停止系（制御棒，ほう酸水注水系） 原子炉建屋 

原子炉冷却材圧力バウンダリの過圧防止機能 MS-1 主蒸気逃がし安全弁（安全弁としての開機能） 原子炉建屋 

原子炉停止後の除熱機能 MS-1 残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

主蒸気逃がし安全弁 

自動減圧系 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

炉心冷却機能 MS-1 残留熱除去系（低圧注水モード） 

低圧炉心スプレイ系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

放射性物質の閉じ込め機能 

放射線の遮へい及び放出低減機能 

MS-1 原子炉格納容器 

原子炉格納容器隔離弁及び格納容器バウンダリ配管 

残留熱除去系（原子炉格納容器スプレイ冷却モード） 

原子炉建屋（原子炉棟） 

 

非常用ガス再循環系 

非常用ガス処理系 

可燃性ガス濃度制御系 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

原子炉建屋（大物搬入口，エアロック及びブ

ローアウトパネル含む） 

原子炉建屋 

原子炉建屋，排気筒基礎 

原子炉建屋 

工学的安全施設及び原子炉停止系への作動信号の

発生機能 

MS-1 安全保護系 原子炉建屋 
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表 1-1 対象構造物の選定（2/3） 

安全重要度分類審査指針等に定める要求機能 重要度 主要設備 対象構造物 

安全上特に重要な関連機能 MS-1 

 

非常用所内電源系 

非常用所内電源系（軽油貯蔵タンク関連） 

 

中央制御室及びその遮へい 

残留熱除去海水系 

 

非常用ディーゼル発電機海水系 

 

直流電源系 

計測制御電源系 

放水路ゲート駆動装置 

原子炉建屋，タービン建屋 

常設代替高圧電源装置置場（軽油貯蔵タンク

基礎及びカルバート含む） 

原子炉建屋 

原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系

配管トレンチ含む），取水口構造物 

原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系

配管トレンチ含む），取水口構造物 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

放水路ゲート 

原子炉冷却材を内蔵する機能 PS-2 主蒸気系 

原子炉冷却材浄化系 

原子炉建屋，タービン建屋 

原子炉建屋 

原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されてい

ないものであって，放射性物質を貯蔵する機能 

PS-2 放射性気体廃棄物処理系（吸着塔） 

使用済燃料貯蔵プール 

使用済燃料乾式貯蔵設備 

新燃料貯蔵庫 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

原子炉建屋 

燃料を安全に取り扱う機能 PS-2 燃料取替機 

原子炉建屋天井クレーン 

使用済燃料乾式貯蔵建屋天井クレーン 

原子炉建屋 

原子炉建屋 

使用済燃料乾式貯蔵建屋 

安全弁及び逃がし弁の吹き止まり機能 PS-2 主蒸気逃がし安全弁 原子炉建屋 

燃料プール水の補給機能 MS-2 非常用補給水系 原子炉建屋，タービン建屋 

放射性物質放出の防止機能 MS-2 気体廃棄物処理系の隔離弁 

主排気筒 

タービン建屋 

排気筒基礎 

事故時のプラント状態の把握機能 MS-2 事故時監視計器 原子炉建屋 

原子炉冷却材の循環機能 高*1 制御棒駆動水ポンプ 原子炉建屋 

放射性物質の貯蔵機能 高*1 放射性廃棄物処理系 原子炉建屋（廃棄物処理棟及び廃棄物処理建

屋含む） 

*1：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 1-1 対象構造物の選定（3/3） 
安全重要度分類審査指針等に定める要求機能 重要度 主要設備 対象構造物 

電源供給機能（非常用を除く） 高*1 湿分分離器 

高圧タービン 

低圧タービン 

タービン建屋 

タービン建屋 

タービン建屋 

プラント運転補助機能 高*1 所内ボイラ設備 

所内蒸気系 

計装用圧縮空気系設備 

タービン建屋 

タービン建屋 

タービン建屋 

原子炉圧力の上昇の緩和機能 高*1 タービンバイパス弁 タービン建屋 

原子炉冷却材の補給機能 高*1 制御棒駆動系 原子炉建屋 

浸水防護施設 設*2 原子炉建屋外壁 

防潮堤 

防潮扉 

放水路ゲート 

構内排水路逆流防止設備 

貯留堰 

浸水防止蓋 

水密扉 

堰及び止水板 

原子炉建屋 

防潮堤 

防潮扉 

放水路ゲート 

構内排水路逆流防止設備 

貯留堰 

浸水防止蓋 

水密扉 

堰及び止水板 

常設重大事故等対処設備 重*3 常設低圧代替注水系ポンプ 

常設代替高圧電源装置 

SA 用海水ピット（取水塔含む） 

緊急用海水ポンプ 

格納容器圧力逃がし装置 

緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク含む）

常設高圧代替注水ポンプ 

緊急用直流 125V 蓄電池 

取水口構造物 

非常用ガス処理系排気筒 

貯留堰 

西側淡水貯水設備 

常設低圧代替注水系格納槽 

常設代替高圧電源装置置場 

SA 用海水ピット（取水塔含む） 

緊急用海水ポンプピット 

格納容器圧力逃がし装置格納槽（カルバート含む） 

緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク基礎含む） 

原子炉建屋（ブローアウトパネル閉止装置含む） 

原子炉建屋（廃棄物処理棟含む） 

取水口構造物 

排気筒基礎 

貯留堰 

西側淡水貯水設備 

*1：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*2：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物を示す 
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表 1-2 代表構造物の選定（1/2） 

対象構造物 

（コンクリート構造物） 
重要度*1

使用条件等 

選定理由 

運転条件，環境条件等 
特別点検

結果 

運転開始後

経過年数

高温部の

有無 

放射線の 

有無 

振動の 

有無 

設置環境 
供給 

塩化物量

耐火要求

の有無
選定 選定 

屋内 屋外 

① 

原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管

トレンチ，廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋含

む） 

MS-1， 

重*2，設*3
39  

○ 

（ペデスタ

ル） 

○ 

（ペデスタル,

一次遮へい壁）

○ 

（非常用ディーゼ

ル発電機基礎） 

一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － ◎  

高温部及び放射線の影

響，屋内で仕上げ無し 

② タービン建屋 MS-1 39  

◇ ◇ ○ 

（タービン発電機

架台） 

一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － ◎ ◎ 

振動の影響，屋内で仕

上げ無し，特別点検結

果（中性化深さ） 

③ 取水口構造物 
MS-1， 

重*2 
39  － － －  仕上げ無し

○ 

(海水と接触)
－ ◎ ◎ 

屋外で仕上げ無し，供

給塩化物量の影響，特

別点検結果（塩分浸透

及び中性化深さ） 

④ 排気筒基礎*4 
MS-1， 

重*2 
39  － － －  仕上げ有り ◇    

 

⑤ 使用済燃料乾式貯蔵建屋 PS-2 16 ◇ ◇ － 一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ －    

⑥ 防潮堤 設*3 0 － － －  仕上げ無し ◇     

⑦ 常設低圧代替注水系格納槽 重*2 0 － － － 仕上げ無し 埋設*5 － －    

⑧ 
常設代替高圧電源装置置場（軽油貯蔵タンク基礎

及びカルバート含む） 

MS-1， 

重*2 
0 － － － 一部仕上げ無し 埋設*5 － －   

 

⑨ SA 用海水ピット（取水塔含む） 重*2 0 － － －  埋設*5 
○ 

(海水と接触)
   

 

⑩ 緊急用海水ポンプピット 重*2 0 － － － 仕上げ無し 埋設*5 
○ 

(海水と接触)
－   

 

⑪ 格納容器圧力逃がし装置格納槽(カルバート含む) 重*2 0 － － － 一部仕上げ無し 埋設*5 － －    

⑫ 
緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク基礎

含む） 
重*2 0 － － － 仕上げ有り 仕上げ有り － －   

 

⑬ 西側淡水貯水設備 重*2 0 － － － 仕上げ有り 埋設*5 －     

⑭ 堰 設*3 0 － － － 仕上げ有り  －     

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物を示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 
*4：新規制基準への適合のため部分改修予定であるが，保守的に既存部として評価する 
*5：環境条件の区分として，土中は一般の環境に区分されることから，他の屋外で仕上げが無い構造物で代表させる 

【凡例】 
○：影響大 
◇：影響小 
－：影響極小，又は無し 
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表 1-2 代表構造物の選定（2/2） 

対象構造物 

（鉄骨構造物） 
重要度*1 

運転開始後

経過年数 

使用条件等 

選定理由 設置環境 

使用材料 選定 

屋内 屋外 

① 
原子炉建屋（廃棄物処理棟及び廃棄物処

理建屋含む）（鉄骨部） 
MS-1，重*2 39 仕上げ有り  炭素鋼 ◎ 運転開始後経過年数 

② タービン建屋（鉄骨部） MS-1 39 仕上げ有り  炭素鋼 ◎ 運転開始後経過年数 

③ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（鉄骨部） PS-2 16 仕上げ有り  炭素鋼   

④ 防潮堤 設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼   

⑤ 防潮扉 設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼   

⑥ 放水路ゲート MS-1，設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼   

⑦ 構内排水路逆流防止設備 設*3 0  仕上げ有り ステンレス鋼   

⑧ 貯留堰 設*3，重*2 0  仕上げ無し 炭素鋼   

⑨ 浸水防止蓋 設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼，ステンレス鋼   

⑩ 水密扉 設*3 0*4  仕上げ有り 炭素鋼，ステンレス鋼   

⑪ 堰及び止水板 設*3 0 仕上げ有り  炭素鋼   

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物を示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 

*4：一部設置されているが，使用前検査の合格をもって供用開始とする 
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2. 代表構造物の技術評価 

本章では，1章で代表構造物とした構造物について技術評価を実施する。 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

鉄筋コンクリート構造は，必要な強度を確保するために，圧縮力には強いが引張力に弱いコンク

リート（セメントに骨材（砂，砂利等），水及び混和材料を調合したもの）を，引張力に強い鉄筋      

で補強した構造であり，コンクリートの強アルカリ性が鉄筋の腐食を防止することができる。 

 

コンクリートの設計基準強度は，原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管トレンチ，廃棄

物処理棟及び廃棄物処理建屋含む）及びタービン建屋が22.1 N/㎜2（225 kgf/cm2），取水口構造物は

20.6 N/㎜2（210 kgf/cm2）である。 

 

鉄骨構造は，構造用形鋼を溶接又はボルトにて接合した構造である。鉄骨構造物の柱脚部はコンク

リート基礎にアンカーボルトで定着しているか，又は埋め込んでいる。鉄骨部は，施工時に適切な防

錆塗装等が施されている。 

 

東海第二のプラント配置図を図2.1-1に，代表構造物の平面図及び断面図を図2.1-2に示す。 

また，コンクリート構造物及び鉄骨構造物主要部位の使用材料を表2.1-1に示す。使用条件につい

ては，表1-2に示したとおりである。 
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 図 2.1-1 東海第二 プラント配置図 
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取水口構造物 

図 2.1-2 代表構造物の平面図及び断面図 

タービン建屋 原子炉建屋 

取水口構造物 

タービン建屋 １階 

原子炉建屋 １階 
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表 2.1-1 コンクリート構造物及び鉄骨構造物主要部位の使用材料 

部位 材料 

コ

ン

ク

リ

ー

ト
構
造
物 

骨材 

粗骨材 
茨城県那珂川産 川砂利 
茨城県常陸太田市町屋産 砕石 

細骨材 茨城県那珂郡東海村産 敷地内掘削砂 

セメント 
フライアッシュセメント B種 
普通ポルトランドセメント 

混和材料 AE 減水剤又は減水剤 

鉄筋 異形棒鋼 

塗装材 
（外部）弾性吹付塗装材 
（内部）エポキシ樹脂塗装材 

鉄
骨
構
造
物 

鉄骨 炭素鋼 

塗装材 合成樹脂塗装材 

  



 

－ 11 － 

2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 構造物の機能達成に必要な項目 

代表構造物のうちコンクリート構造物に要求される機能は，支持機能，遮へい機能及

び耐火機能であり，鉄骨構造物に要求される機能は支持機能である。これらの機能の達

成に必要な項目は以下のとおりである。 

(1) コンクリート強度の維持 

(2) コンクリート遮へい能力の維持 

(3) コンクリート耐火能力の維持 

(4) 鉄骨強度の維持 
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2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

「2.2.1 構造物の機能達成に必要な項目」であげた機能に影響を及ぼすことが否

定できない経年劣化事象として，コンクリートの強度低下，遮へい能力低下及び耐

火能力低下並びに鉄骨の強度低下が考えられ，これらを高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象として選定した。 

また，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を引き起こす可能性のある要因の

中から，対象構造物の構造，材料，環境及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-

1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は次項のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

浸水防止蓋のパッキン等については定期取替品であり，設計時に長期使用せず取

替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等によ

り，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考

えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. コンクリートの強度低下（熱，放射線照射，中性化，塩分浸透，機械振動） 

b. コンクリートの遮へい能力低下（熱） 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. コンクリートの強度低下 

① アルカリ骨材反応 

アルカリ骨材反応は，コンクリート中に存在するアルカリ溶液と，骨材中に

含まれる反応性のシリカ鉱物の化学反応である。このとき生成されたアルカ

リ・シリカゲルが周囲の水を吸収し膨張すると，コンクリート表面にひび割れ

が生じ，コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 

コンクリート構造物は定期的に目視点検を実施しているが，アルカリ骨材反

応に起因するひび割れは確認されていない。 

骨材については，1974 年に那珂川産の粗骨材と東海産の細骨材についてモル

タルバー法（ASTM C 227-71 に準拠）及び化学法（ASTM C 289-71 に準拠）等に

より反応性試験を実施し，反応性骨材ではないことを確認している。 

コンクリートについては，2007 年に日本コンクリート工学協会「アルカリ骨

材反応を生じたコンクリート構造物のコア試料による膨張率の測定方法（案）」

による試験を実施した結果，無害であると判定された。 

これに加え，特別点検における実体顕微鏡観察の結果，コンクリート構造物

の健全性に影響を与えるような反応性がないことを確認した。 

さらに，今後も使用環境が急激に変化することはないことから，アルカリ骨

材反応の進展傾向は極めて小さいと考えられる。 

したがって，アルカリ骨材反応については，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 鉄骨の強度低下 

① 腐食 

一般的に，鋼材は大気中の酸素及び水分と化学反応を起こして腐食する。腐

食は，海塩粒子等により促進され，進行すると鋼材の断面欠損に至り，鉄骨構

造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 

しかしながら，定期的に目視点検を行い，強度に支障をきたす可能性のある

ような鋼材の腐食は認められていない。 

また，鋼材の腐食に影響する塗膜の劣化等が認められた場合には，補修塗装

を施すことによって健全性を確保している。 

したがって，今後も現状保全を継続することで，鉄骨構造物の強度低下が急

激に発生する可能性はないことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

a. コンクリートの強度低下 

① 凍結融解 

コンクリート中の水分が凍結し，それが気温の上昇や日射を受けること等に

より融解する凍結融解を繰り返すことでコンクリートにひび割れが生じ，コン

クリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 

日本建築学会「建築工事標準仕様書・同解説 JASS5 鉄筋コンクリート工事」

（2015）に示されている解説図 26.1（凍害危険度の分布図）によると，東海第

二の周辺地域は凍結融解の危険性がない地域に該当している。 

日本建築学会「高耐久性鉄筋コンクリート造設計施工指針（案）・同解説」

（1991）によると，凍害危険度が 2以上の地域は凍結融解を含む凍害を考慮す

る必要があるが，東海第二は凍害危険度が 0の地域であり，凍害の恐れがない。 

したがって，凍結融解は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

b. コンクリートの耐火能力低下 

① 火災時等の熱 

コンクリート構造物は，断面厚により耐火能力を確保できるが,部分的な断

面厚の減少に伴い耐火能力が損なわれる可能性がある。 

しかしながら，通常の使用環境において，コンクリート構造物の断面厚が減

少することはなく，耐火能力は維持されると考える。 

したがって，熱によるコンクリートの耐火能力は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 鉄骨の強度低下 

① 風等による疲労 

繰返し荷重が継続的に鉄骨構造物にかかることにより，疲労による損傷が蓄

積され，鉄骨の強度低下につながる可能性がある。 

煙突などの形状の構造物は，比較的アスペクト比（高さの幅に対する比）が

大きく，風の直交方向に振動が発生する恐れがある（日本建築学会「原子力施

設における建築物の維持管理指針・同解説」（2015））。日本建築学会「建築物荷

重指針・同解説」（2015）において，アスペクト比が 4以上の構造物は風による

振動の検討が必要とされているが，鉄骨構造物にアスペクト比 4以上の構造部

材はない。 
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したがって，風等による疲労に起因する強度低下は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

なお，主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒は，アスペクト比が 4以上に該

当するため，「機械設備の技術評価書」のうち，排気筒にて評価を実施する。 
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2.2.4 評価対象部位及び評価点の抽出 

評価対象部位及び評価点は，評価すべき経年劣化要因毎に材料及び事象の進展に影

響を与える環境を考慮して抽出する。 

評価対象部位を表 2.2-1 及び図 2.2-1 に示す。 

 

a. コンクリートの強度低下 

① 熱 

評価対象部位は，通常運転時に雰囲気温度が高く，高温の原子炉圧力容器近

傍に位置する原子炉圧力容器ペデスタルコンクリートとする。 

原子炉圧力容器下部には保温材が設置されており，原子炉圧力容器ペデスタ

ルコンクリート上部と圧力容器支持脚部の接触面を除いて，原子炉圧力容器の

熱が伝わりにくい構造となっている。 

評価点は，最も高温になると考えられる原子炉圧力容器ペデスタルコンク

リート上部と圧力容器支持脚部との接触面とする。 

  

② 放射線照射 

評価対象部位は，原子炉圧力容器近傍に位置し，運転時に中性子照射量が大

きい原子炉圧力容器ペデスタルコンクリート及びガンマ線照射量が大きい一

次遮へい壁とする。 

評価点は，最も中性子照射量が大きい原子炉圧力容器ペデスタルコンクリー

ト上部及び最もガンマ線照射量が大きい一次遮へい壁の炉心側とする。 
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③ 中性化 

中性化の進展に影響を及ぼす要因としては，環境要素（二酸化炭素濃度，温

度及び相対湿度）と仕上げ材（塗装等）の有無が考えられる。 

一般的に，二酸化炭素濃度や温度が高いほど中性化深さは深くなると言われ

ているが，相対湿度については日本建築学会「高耐久性鉄筋コンクリート造設

計施工指針（案）・同解説」（1991）で，「相対湿度が 40～50 ％RH 程度のときに

最大となり，それより湿っても，乾燥しても中性化速度は遅くなる」とされて

いる。また，仕上げ材の有無については，仕上げ材のない部位の方が厳しい条

件となる。 

評価対象部位は，屋外と屋内では，鉄筋位置に対する中性化深さと鉄筋腐食

の開始の関係が異なることから，各々に対して評価対象部位を抽出することと

し，2016 年 2 月から 1年間の東海第二における二酸化炭素濃度，温度及び相対

湿度の測定結果等に基づく中性化に及ぼす影響度，仕上げが施されている状況

及び特別点検の結果を踏まえ，屋内の評価対象としてタービン建屋外壁，屋外

の評価対象として取水口構造物とする。 

評価点は，最も中性化の進展に影響を及ぼす要因の大きいタービン建屋外壁

（屋内面），取水口構造物（気中帯）とする。 

 

④ 塩分浸透 

塩分浸透の進展に影響を及ぼす要因としては，飛来塩分及び海水とその飛沫

の影響による環境要素と仕上げ材（塗装等）の有無が考えられる。 

評価対象部位は，飛来塩分及び海水とその飛沫の影響により厳しい塩分浸透

環境下にある状況，特別点検の結果を踏まえて取水口構造物を評価対象とする。 

評価点は，塩分浸透環境を考慮し，取水口構造物の気中帯，干満帯及び海中

帯とする。 

 

⑤ 機械振動 

評価対象部位は，プラント運転中，最も大きな機械振動を受けるタービン発

電機架台コンクリートとする。 

評価点は，機械振動荷重を直接受ける機器支持部（基礎ボルト周辺のコンク

リート）付近とする。 

 

b. コンクリートの遮へい能力低下 

① 熱 

評価対象部位は，原子炉圧力容器近傍に位置し，周辺環境からの伝達熱及び

運転時に照射量の最も大きいガンマ線遮へい壁とする。 

評価点は，ガンマ線遮へい壁の炉心側とする。 
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表 2.2-1 評価対象部位 

構造種別 コンクリート構造物 鉄骨構造物 

備考 経年劣化事象 強度低下 
遮へい能力

低下 耐火能力
低下 

強度低下 

要因 熱 
放射線 
照射 

中性化
塩分 
浸透 

アルカリ
骨材反応

凍結 
融解 

機械 
振動 

熱 腐食 
風等に 

よる疲労

代
表
構
造
物 

原子炉建屋（非
常用ディーゼル
発電機海水系配
管トレンチ，廃
棄物処理棟及び
廃棄物処理建屋
含む） 

*1  
○ 

*1,2  
○ 

 
○ 

 
○ 

 
△ 

 
▲ 

 
〇 

*3 
○ 

 
▲ 

  
△ 

 
 ▲ 

*1：原子炉圧力容器ペデスタル 

*2：一次遮へい壁 

*3：ガンマ線遮へい壁 

*4：外壁（屋内面） 

*5：タービン発電機架台 

*6：気中帯 

*7：気中帯，干満帯，海中帯 

タービン建屋   
*4 
○ 

 
○ 

 
△ 

 
▲ 

*5 
○ 

 
 
▲ 

  
△ 

 
 ▲ 

取水口構造物   
*6 
○ 

*7 
○ 

 
△ 

 
▲ 

  
 
▲ 

  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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図 2.2-1 評価対象部位 

B-B 断面図 

B B 

キープラン 

取水口構造物 A-A 断面図 

）

取水口構造物 
気中帯 

干満帯 

海中帯 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

2.3.1 コンクリートの強度低下 

(1) 熱による強度低下 

a. 事象の説明 

コンクリートが熱を受けると，温度条件によってはコンクリート中の水分の逸

散を伴う乾燥に起因する微細なひび割れ，あるいは水分の移動に起因する空隙の

拡大等により，強度が低下する可能性がある。 

また，震災時の原子炉格納容器内温度上昇により劣化状況評価に影響を及ぼす

可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

一般にコンクリートの温度が 70 ℃程度では，コンクリートの基本性能に大

きな影響を及ぼすような自由水の逸散は生じず，100 ℃以下では圧縮強度の低

下は小さい。コンクリート温度が 190 ℃付近では結晶水が解放され始め，さら

に高温になると脱水現象が著しくなるため，コンクリートの特性に影響が出始

めるとされている(日本機械学会「発電用原子力設備規格 コンクリート製原子

炉格納容器規格」（2014 年版）)。 

また，日本建築学会「原子炉建屋構造設計指針・同解説」（1988）において，

コンクリートの温度制限値は設計基準強度確保の観点から，局部では 90 ℃，

一般部では 65 ℃と定められている。 

原子炉建屋においては，通常運転時に最も高温状態となる部位として原子炉

圧力容器支持脚部と原子炉圧力容器ペデスタルコンクリートとの接触面が考

えられるが，運転中の実測による周辺温度は，最高温度が約 55 ℃以下である。 

また，ガンマ線による熱発生温度分布については，工事計画認可申請書にて

点減衰核積分コードである SPAN コードを用いて計算している。 

炉心中心でのガンマ線遮へい壁におけるガンマ線による熱発生温度分布で

得られた値（約 9 ℃）を，炉心中心から離れている評価対象部位である原子炉

圧力容器ペデスタルに保守的に考慮した場合でも約 64 ℃以下であり，コンク

リート温度制限値を下回っていることを確認している。 

さらに，長期加熱やサイクル加熱によってコンクリート強度が低下しないこ

とは，長尾らの実験によっても確かめられており，図 2.3-1 に示すとおり長期

加熱時のコンクリート圧縮強度については，65～110 ℃で 3.5 年間加熱した場

合でも強度低下は見られないことが報告されている。 

また，図 2.3-2 に示すようにサイクル加熱後のコンクリート圧縮強度は，20

～110 ℃で 120 回サイクル加熱した場合にも長期加熱後と同じく強度に大きな

変化は認められない。これらは加熱期間が 3.5 年のコンクリート供試体を用い

た実験であるが，1 年加熱と概ね同様な結果を示しており，高温加熱による圧
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縮強度の変化は加熱開始後比較的初期に収束すると推察されている。 

なお，特別点検における破壊試験の結果，原子炉圧力容器ペデスタルから採

取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回っている（表 2.3-

1）。 

以上より，熱による強度低下に対しては，長期健全性評価上問題とならない。 

 

表 2.3-1 原子炉圧力容器ペデスタルにおけるコンクリートの破壊試験結果 

評価対象部位 
実施時期 

（運転開始後経過年数）
設計基準強度 平均圧縮強度 

原子炉建屋 
（原子炉圧力容器
ペデスタル） 

2016 年 
（38 年） 

22.1 N/mm2 
（225 kgf/cm2） 

39.3 N/mm2 
 （401 kgf/cm2）

 

② 震災影響評価 

震災時に原子炉格納容器頂部周辺温度は最高で約 144 ℃まで上昇したため，

一次遮へい壁のコンクリート温度が制限値を超えた可能性があり，影響を評価

した結果，震災時の最高温度での，加熱冷却後における圧縮強度が設計基準強度

を上回っていることを確認した（表 2.3-2）。よって，当該部位を構成する部材又は構

造体の耐力は設計荷重を上回ると判断した。 

以上より，熱による強度低下に係る劣化状況評価に対して震災による影響はない。 

 

表 2.3-2 一次遮へい壁の耐力評価結果 

評価対象部位 設計基準強度 特別点検結果 評価結果 

一次遮へい壁 
22.1 N/mm2 

（225 kgf/cm2） 
50.5 N/mm2 

（515 kgf/cm2） 
47.0 N/mm2 

（479 kgf/cm2） 

 

③ 現状保全 

原子炉圧力容器ペデスタルコンクリートについては，鉄板で覆われているた

め目視点検等は実施していない。しかし，原子炉圧力容器ペデスタルに近く，

他の部位より熱の影響を受けていると思われる一次遮へい壁において，構造物

の健全性維持の観点から，定期的にコンクリート表面の目視点検を実施してい

る。 

目視点検の結果，ひび割れ等の補修が必要となる損傷が確認された場合，即

時補修が必要なものを除き，その経過を継続的に監視しつつ，点検実施後数年

以内を目途に補修を計画，実施している。 

 

④ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，今後，強度低下が急激に発生する可能性は小

さい。 
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また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，

実施しており，現状の保全方法は，コンクリート構造物の健全性を維持する上

で適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

熱によるコンクリート構造物の強度低下に対しては，高経年化対策の観点から

現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続していく。
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1)残存比：加熱開始直前の圧縮強度に対する加熱後の圧縮強度の比 

（出典）長尾他，第 48 回セメント技術大会講演集  1994 

「熱影響場におけるコンクリートの劣化に関する研究」 

 

図 2.3-1 長期加熱後のコンクリート圧縮強度の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)残存比：加熱開始直前の圧縮強度に対する加熱後の圧縮強度の比 

（出典）長尾他，第 48 回セメント技術大会講演集  1994 

「熱影響場におけるコンクリートの劣化に関する研究」 

 

図 2.3-2 サイクル加熱後のコンクリート圧縮強度の変化（20～110 ℃） 

  

材料：中庸熱ポルトランドセメント 

＋フライアッシュセメント 

水セメント比：50 ％ 

骨材：玄武岩の砕石 

加熱前養生方法：20 ℃封緘養生 

加熱開始時期：材齢 91 日 

 

結果：65～110 ℃ の温度で 3.5 年間加 

熱しても強度の低下はみられない。

なお，記号の一部誤記は修正した。

加熱前養生方法：20 ℃封緘養生 

加熱開始時期 ：材齢 91 日 

サイクル加熱条件： 

1 サイクル 4日間（96 時間） 

（20→110 ℃加熱：3時間） 

（110 ℃定温保持 ：45 時間） 

（110→20 ℃冷却：3時間） 

（20 ℃定温保持 ：45 時間） 

 

結果：20～110 ℃の加熱・冷却を 120 回

繰返しても強度の大きな変化は 

みられない。 
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(2) 放射線照射による強度低下 

a. 事象の説明 

コンクリートが中性子照射やガンマ線照射を受けると，照射量によっては，コ

ンクリートの強度が低下する可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

中性子照射と強度の関係に関する Hilsdorf 等の文献によると，少なくとも 1

×1020 n/cm2程度の中性子照射量では有意な強度低下は見られない（図 2.3-3）。 

運転開始後 60 年時点で予想される中性子照射量（E>0.1 MeV）は，放射線照

射量解析の結果，原子炉圧力容器ペデスタル上部において 4.10×1015 n/cm2で

あり，1×1020 n/cm2を超えることはないと推定され，中性子照射によるコンク

リートの強度低下への影響はないものと判断する。 

また，日本原子力研究所（現：日本原子力研究開発機構）動力試験炉の生体

遮へいコンクリートから採取したコンクリートの試験結果によると，中性子照

射量は，上記より少ない 1×1013～1017 n/cm2（E>0.11 MeV）ではあるが，圧縮

強度の低下は見られない（図 2.3-4）。 

一方，ガンマ線照射量と強度との関係についても Hilsdorf 等の文献による

と，ガンマ線照射量が 2.0×108 Gy（2.0×1010 rad）以下では有意な強度低下

は見られない（図 2.3-5）。 

運転開始後 60 年時点で予想されるガンマ線照射量は，放射線照射量解析の

結果，一次遮へい壁炉心側において 7.80×104 Gy（7.80×106 rad）であり，2.0

×108 Gy（2.0×1010 rad）を超えることはないと推定されるため，ガンマ線照

射によるコンクリートの強度低下への影響はないものと判断する。 

ここで，中性子照射量及びガンマ線照射量は，2次元輸送計算コード DORT に

より算出した中性子束及びガンマ線量率に運転時間を掛けて算出している。 

なお，特別点検における破壊試験の結果，原子炉圧力容器ペデスタル及び一

次遮へい壁から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上

回っている（表 2.3-3）。 

以上より，放射線照射による強度低下に対しては，長期健全性評価上問題と

ならない。 
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  表 2.3-3 原子炉圧力容器ペデスタル及び一次遮へいにおけるコンクリートの破壊試験結果 

評価対象部位 
実施時期 

（運転開始後経過年数）
設計基準強度 平均圧縮強度 

原子炉建屋 
（原子炉圧力容器
ペデスタル） 

2016 年 
（38 年） 

22.1 N/mm2 
（225 kgf/cm2） 

39.3 N/mm2 
（401 kgf/cm2） 

原子炉建屋 
（一次遮へい壁） 

2015 年 
（37 年） 

22.1 N/mm2 
（225 kgf/cm2） 

50.5 N/mm2 
（515 kgf/cm2） 

 

② 現状保全 

原子炉圧力容器ペデスタルコンクリートについては，鉄板で覆われているた

め目視点検等は実施していない。しかし，原子炉圧力容器ペデスタルに近く，

他の部位より放射線照射の影響を受けていると思われる一次遮へい壁におい

て，構造物の健全性維持の観点から，定期的にコンクリート表面の目視点検を

実施している。 

目視点検の結果，ひび割れ等の補修が必要となる損傷が確認された場合，即

時補修が必要なものを除き，その経過を継続的に監視しつつ，点検実施後数年

以内を目途に補修を計画，実施している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，今後，強度低下が急激に発生する可能性は小

さい。 

また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，

実施しており，現状の保全方法は，コンクリート構造物の健全性を維持する上

で適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

放射線照射によるコンクリート構造物の強度低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続し

ていく。 
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（出典） Hilsdorf，Kropp，and Koch，“The Effects of Nuclear Radiation on the 

 Mechanical Properties of Concrete.” American Concrete Institute 

 Publication， SP － 55， Paper 10.(1978)  

 

図 2.3-3 中性子照射したコンクリートの圧縮強度（fcu）と照射しない 

コンクリートの圧縮強度（fcuo）の比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）出井他，JAERI-M 90—205 

    「JPDR 生体遮へいコンクリートの材料強度特性」(1990) 

 

図 2.3-4 高速中性子量とコンクリート圧縮強度との関係 

  

 

結果:1×1017 n/cm２程度の 

中性子照射量では， 

圧縮強度の低下は 

見られない。 

結果:1×1020 n/cm２程度の 

中性子照射量では， 

圧縮強度の低下は 

見られない。 
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（出典） Hilsdorf，Kropp，and Koch，“The Effects of Nuclear Radiation on the 

 Mechanical Properties of Concrete.” American Concrete Institute 

 Publication， SP － 55， Paper 10.（1978） 

 

図 2.3-5 ガンマ線照射したコンクリートの圧縮強度（fcu）と照射しない 

コンクリートの圧縮強度（fcuo）の比 

  

調 査 者  調査項目 

● Alexander  圧縮強度 

■ Sommers 圧縮強度 

▲ Gray 引張強度 

 結果: 2.0×108 Gy（2.0×1010 rad）

程度のガンマ線照射量で

は，有意な強度低下は見ら

れない。 
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(3) 中性化による強度低下 

a. 事象の説明 

コンクリートは，空気中の二酸化炭素の作用を受けると，表面から徐々にその

アルカリ性を失い中性化する。 

中性化がコンクリートの内部に進行し，鉄筋を保護する能力が失われると，鉄

筋はコンクリート中の水分及び酸素の作用により腐食し始め，腐食に伴う体積膨

張によりコンクリートにひび割れやはく離が生じ，コンクリート構造物としての

健全性が損なわれる可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

評価対象の設計最小かぶり厚さは，タービン建屋外壁（屋内面）が 4.0 cm，

取水口構造物（気中帯）が 6.4 cm である。 

鉄筋が腐食し始める時の中性化深さは，一般に屋外の雨掛かりの部分では鉄

筋のかぶり厚さまで達したとき，屋内の部分では鉄筋のかぶり厚さから 2 cm 奥

まで達したときとされている（日本建築学会「鉄筋コンクリート造建築物の耐

久設計施工指針・同解説」（2016））。 

また，中性化深さを推定する速度式としては，岸谷式（日本建築学会「高耐

久性鉄筋コンクリート造設計施工指針（案）・同解説」（1991）），森永式（森永

「鉄筋の腐食速度に基づいた鉄筋コンクリート建築物の寿命予測に関する研

究－東京大学学位論文」（1986））及び中性化深さの実測値に基づく√t 式（土

木学会「コンクリート標準示方書 維持管理編」（2013））がある。 

岸谷式，森永式及び特別点検における中性化深さの実測値に基づく√t 式を

用いて中性化深さを評価した結果を表 2.3-4 に示す。運転開始後 60 年経過時

点におけるタービン建屋外壁（屋内面），取水口構造物（気中帯）の中性化深さ

は，鉄筋が腐食し始める時の中性化深さを下回っている。岸谷式で評価する際，

二酸化炭素の実測値を考慮した劣化外力係数を採用した。 

また，表 2.3-4 には，参考に中性化深さを測定した時点における推定値とし

て運転開始後 60 年経過時点と同様に評価した結果も合わせて示す。 

さらに，定期的に目視点検を実施しているが，鉄筋腐食に起因する有害なひび

割れ等は発見されていない。 

なお，特別点検における破壊試験の結果，タービン建屋外壁（屋内面）及び取

水口構造物（気中帯）から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強

度を上回っている（表 2.3-5）。 

以上から，中性化による強度低下に対しては，長期健全性評価上問題とならな

い。 
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表 2.3-4 コンクリートの中性化深さ         (単位:cm) 

評価点 

調査時点の中性化深さ 運転開始後 
60 年時点の 
 中性化深さ*2 

(推定式) 

鉄筋が腐食し
始める時点の
 中性化深さ*3経過 

年数 
実測値 

(調査時期)
 推定値*1 
(推定式) 

屋
内 

タービン建屋外壁 
（屋内面） 

38 年 
4.0 

（2017 年）
2.9 

(岸谷式) 
5.0 

(√t 式) 
6.0 

屋
外 

取水口構造物 
（気中帯） 

36 年 
1.0 

(2014 年) 
1.2 

(岸谷式) 
1.6 

(岸谷式) 
6.4 

 *1：岸谷式及び森永式による推定値のうち最大値を記載 

 *2：岸谷式，森永式及び特別点検における中性化深さの実測値に基づく√t 式による推定値

のうち最大値を記載 

 *3：かぶり厚さから評価した値 

 

表 2.3-5 タービン建屋外壁及び取水口構造物におけるコンクリートの破壊試験結果 

評価対象部位 
調査時期 

（運転開始後経過年数）
設計基準強度 平均圧縮強度 

タービン建屋外壁 
（屋内面） 

2017 年 
（38 年） 

22.1 N/mm2 
（225 kgf/cm2） 

48.2 N/mm2 
（492 kgf/cm2） 

取水口構造物 
（気中帯） 

2014 年 
（36 年） 

20.6 N/mm2 
（210 kgf/cm2） 

35.7 N/mm2 
（364 kgf/cm2） 

 

② 現状保全 

コンクリート構造物の健全性維持の観点から，定期的にコンクリート表面の

目視点検を実施している。 

目視点検の結果，ひび割れ等の補修が必要となる損傷が確認された場合，即

時補修が必要なものを除き，その経過を継続的に監視しつつ，点検実施後数年

以内を目途に補修を計画，実施している。合わせて，定期的に中性化深さを確

認している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，今後，強度低下が急激に発生する可能性は小

さい。 

また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，

実施しており，現状の保全方法は，コンクリート構造物の健全性を維持する上

で適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

中性化によるコンクリート構造物の強度低下に対しては，高経年化対策の観点

から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続してい

く。 
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(4) 塩分浸透による強度低下 

a. 事象の説明 

コンクリート中に塩化物イオンが浸透し，鉄筋位置まで達すると，鉄筋の腐食

が徐々に進行し，鉄筋の膨張によりコンクリートにひび割れやはく離が生じ，コ

ンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

塩分によるコンクリート中の鉄筋への影響を評価する方法としては，鉄筋の

腐食速度に着目し，鉄筋の腐食減量が，かぶりコンクリートにひび割れが発生

する時点の鉄筋の腐食減量に達するまでの期間の予測式として，森永式（森永

「鉄筋の腐食速度に基づいた鉄筋コンクリート建築物の寿命予測に関する研

究－東京大学学位論文」（1986））が提案されている。 

特別点検における塩化物イオン量の測定結果をもとに，鉄筋位置での将来的

な塩化物イオン濃度を拡散方程式により予測し，森永式を適用して鉄筋の腐食

減量を計算した結果を表 2.3-6 に示す。 

 

表 2.3-6 鉄筋の腐食減量 

評価点 調査時期 

鉄筋位置 
での塩化物
イオン濃度

(％) 

鉄筋の腐食減量 
(×10-4 g/cm2） 

調査時点 
運転開始後 
60 年時点 

かぶりコンク 
リートにひび 
割れが発生す 

る時点 

取
水
口
構
造
物 

気中帯 2015 年 
0.04 

[0.89]* 
1.7 3.4 62.3 

干満帯 2014 年 
0.05 

[1.09]* 
10.3 18.1 67.7 

海中帯 2014 年 
0.05 

[1.03]* 
0.4 1.1 62.3 

 *：[  ]内は塩化物イオン量（kg/m3） 

 

上記の結果より，運転開始後 60 年経過時点の鉄筋の腐食減量は，かぶりコン

クリートにひび割れが発生する時点の鉄筋の腐食減量を下回っている。さらに，

定期的に目視確認を実施しているが，鉄筋腐食に起因する有害なひび割れ等は

発見されていない。 

なお，特別点検における破壊試験の結果，取水口構造物の気中帯，干満帯及

び海中帯から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回っ

ている（表 2.3-7）。 

以上から，塩分浸透による強度低下に対しては，長期健全性評価上問題とな

らない。 
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表 2.3-7 塩分浸透の評価点の近傍におけるコンクリートの破壊試験結果 

評価対象部位 
実施時期 

（運転開始後経過年数）
設計基準強度 平均圧縮強度 

取水口構造物 
（気中帯） 

2014 年 
（36 年） 

20.6 N/mm2 
（210 kgf/cm2） 

35.7 N/mm2 
（364 kgf/cm2） 

取水口構造物 
（干満帯） 

2014 年 
（36 年） 

20.6 N/mm2 
（210 kgf/cm2） 

34.6 N/mm2 
（353 kgf/cm2） 

取水口構造物 
（海中帯） 

2014 年 
（36 年） 

20.6 N/mm2 
（210 kgf/cm2） 

29.1 N/mm2 
（297 kgf/cm2） 

 

② 現状保全 

コンクリート構造物の健全性維持の観点から，定期的にコンクリート表面の

目視点検を実施している。 

目視点検の結果，ひび割れ等の補修が必要となる損傷が確認された場合，即

時補修が必要なものを除き，その経過を継続的に監視しつつ，点検実施後数年

以内を目途に補修を計画，実施している。合わせて，定期的に塩分浸透を確認

している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，今後，強度低下が急激に発生する可能性は小

さい。 

また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，

実施しており，現状の保全方法は，コンクリート構造物の健全性を維持する上

で適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

 塩分浸透によるコンクリート構造物の強度低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続して

いく。 
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(5) 機械振動による強度低下 

a. 事象の説明 

コンクリート構造物は，長期間にわたって機械振動による繰返し荷重を受ける

とひび割れが発生し，コンクリート構造物としての健全性が損なわれる可能性が

ある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

タービン発電機架台については，異常振動の有無を日常的なパトロールで確

認している。コンクリートについては，定期的に目視点検を実施し，コンクリー

ト表面において強度に支障をきたす可能性のある欠陥がないことを確認して

いる。 

また，仮に機械振動により機器のコンクリート基礎への定着部の支持力が失

われるような場合，機器の異常振動が発生するものと考えられるが，機械振動

は日常的に監視されており，異常の兆候は検知可能である。 

なお，特別点検における破壊試験の結果，タービン建屋（タービン発電機架

台）から採取したコアサンプルの平均圧縮強度は，設計基準強度を上回ってい

る（表 2.3-8）。 

以上より，機械振動による強度低下に対しては，長期健全性評価上問題とな

らない。 

 

表 2.3-8 機械振動の評価対象におけるコンクリートの破壊試験結果 

評価対象部位 
実施時期 

（運転開始後経過年数）
設計基準強度 平均圧縮強度 

タービン建屋 
（タービン発電機

架台） 

2014 年 
（36 年） 

22.1 N/mm2 
（225 kgf/cm2） 

37.0 N/mm2 
（377 kgf/cm2） 

 

② 現状保全 

コンクリート構造物の健全性維持の観点から，定期的にコンクリート表面の

目視点検を実施している。 

目視点検の結果，ひび割れ等の補修が必要となる損傷が確認された場合，即

時補修が必要なものを除き，その経過を継続的に監視しつつ，点検実施後数年

以内を目途に補修を計画，実施している。 
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③ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，今後，強度低下が急激に発生する可能性は小

さい。 

また，定期的な目視点検により補修対象となったひび割れ等の補修を計画，

実施しており，現状の保全方法は，コンクリート構造物の健全性を維持する上

で適切である。 

 

c. 高経年化への対応 

 機械振動によるコンクリート構造物の強度低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続して

いく。 
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2.3.2 コンクリートの遮へい能力低下 

(1) 熱による遮へい能力低下 

a. 事象の説明 

コンクリートが周辺環境からの伝達熱及び放射線照射に起因するコンクリート

内部の温度上昇により，コンクリート中の水分が逸散し，放射線に対する遮へい

能力が低下する可能性がある。 

また，震災時の原子炉格納容器内温度上昇により劣化状況評価に影響を及ぼす

可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

放射線防護の観点から，コンクリート遮へい体の設計に適用されている「コ

ンクリート遮へい体設計基準」（R.G.Jaeger et al.「Engineering Compendium 

on Radiation Shielding（ECRS）VOL.2」）には，周辺及び内部最高温度の制限

値が示されており，コンクリートに対しては中性子遮へいで 88 ℃以下，ガン

マ線遮へいで 177 ℃以下となっている。 

これに対し，運転中の実測によるガンマ線遮へい壁炉心側の周辺温度を確認

した結果，約 55 ℃以下である。 

また，ガンマ線による熱発生温度分布については，工事計画認可申請書にて

点減衰核積分コードである SPAN コードを用いて計算している。 

炉心中心でのガンマ線遮へい壁におけるガンマ線による熱発生温度分布で

得られた値（約 9 ℃）を考慮した場合でも約 64 ℃以下であり，コンクリート

温度制限値を下回っていることから，運転開始後 60 年時点においても遮へい

能力への影響はないと判断する。 

また，仮に熱によるコンクリート構造物の遮へい能力低下が生じた場合，放

射線量が上昇するものと考えられるが，放射線量は日常的に監視しており，異

常の兆候は検知可能である。 

なお，ガンマ線遮へいコンクリートについては，鉄板で覆われているため，

ガンマ線遮へいに近く，他の部位より熱の影響を受けていると思われる一次遮

へい壁において，特別点検にて乾燥単位容積質量を確認した結果，設計値を上

回っていることを確認した。 

以上より，熱による遮へい能力低下に対しては，長期健全性評価上問題とな

らない。 

 

 

 

 

 



 

－ 35 － 

② 震災影響評価 

原子炉格納容器頂部周辺温度は最高で約 144 ℃まで上昇したため，ガンマ線

遮へい壁及び一次遮へい壁のコンクリート温度が制限値を超えた可能性があ

り，影響を評価した結果，水分逸散は生じておらず，原子炉設置（変更）許可

における遮へい能力を下回っていないと判断した。 

以上より，熱による遮へい能力低下に係る劣化状況評価に対して震災による

影響はない。 

 

③ 現状保全 

ガンマ線遮へいコンクリートについては鉄板で覆われているため，目視点検

等は実施していない。しかし，ガンマ線遮へいに近く，他の部位より熱の影響

を受けていると思われる一次遮へい壁において，構造物の健全性維持の観点か

ら定期的にコンクリート表面の目視点検を実施している。 

また，放射線量を日常的に監視している。 

 

④ 総合評価 

健全性評価結果から判断して，熱によるコンクリート構造物の遮へい能力低

下については，現状において問題はなく，今後も遮へい能力低下が急激に発生

する可能性は小さい。 

また，仮に熱によるコンクリート構造物の遮へい能力低下が生じた場合，放

射線量が上昇するものと考えられるが，放射線量は日常的に監視しており，異

常の兆候は検知可能である。 

 

c. 高経年化への対応 

熱によるコンクリート構造物の遮へい能力低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に対し追加すべき項目はなく，今後も現状保全を継続して

いく。 
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3. 評価対象部位以外への展開 

コンクリート構造物及び鉄骨構造物の技術評価は，「2.2 経年劣化事象の抽出」及び「2.3 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価」に示すとおり，評価対象部位について，各

経年劣化事象に影響を及ぼす要因毎に，使用条件を考慮して実施している。コンクリート構

造物及び鉄骨構造物の場合，評価対象部位以外の使用条件等は，評価対象部位に包含されて

いるため，技術評価結果も評価対象部位の結果に包含される。 

したがって，評価対象以外の部位についても高経年化対策の観点から追加すべき保全項目

はなく，今後も現状の保全方法により健全性を確認していく。 

なお，放水路ゲート及びブローアウトパネル閉止装置については，駆動するための装置が

併せて設置されるため，1章で実施したグループ化で代表機器となっていない機器への展開

として検討した。 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［放水

路ゲート駆動用及びブローアウトパネル閉止装置駆動用］ 

代表構造物とは異なり，モータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

が想定される。本経年劣化事象に対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化へ

の対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であること

から，当該評価書を参照のこと。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 扉けん引装置支持金具，けん引装置ドラム及び埋込金物（大気接触部）の腐食（全

面腐食）［放水路ゲート駆動用及びブローアウトパネル閉止装置駆動用］ 

代表構造物とは異なり，扉けん引装置支持金具，けん引装置ドラム及び埋込金物は

炭素鋼であり，腐食の発生が想定される。当該装置は新たに設置されることから，大

気接触部には塗装を施すことで，腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することで各部の健全性を維持できると考える。 

したがって，扉けん引装置支持金具，けん引装置ドラム及び埋込金物（大気接触部）

の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［放水路

ゲート駆動用及びブローアウトパネル閉止装置駆動用］ 
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c. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐

食）［放水路ゲート駆動用及びブローアウトパネル閉止装置駆動用］ 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［放水路ゲート駆動用及び

ブローアウトパネル閉止装置駆動用］ 

 

以上，代表構造物とは異なり b.～ d.の経年劣化事象が想定されるが，評価については

｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価

書を参照のこと。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年

劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

代表構造物とは異なり，埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，コン

クリート埋設部については，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長時間を要す。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物（コンク

リート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用されている安全上重要な

計測制御設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2に該当する計測制御設備）

及び重大事故等対処設備に属する計測制御設備について，運転を断続的に行うことを前提に高

経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

なお，高温・高圧の環境下にあるクラス 3の計測制御設備はない。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を計測対象，型式及び設置場所等でグループ化し，それぞれのグループから重

要度及び使用条件等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器につい

て評価を展開している。 

本評価書は，計測制御設備を以下の 3章で構成している。 

また，計測制御設備の評価グループ分類（概念図）を図 1に示す。 

 

1. 計測装置 

2. 補助継電器盤 

3. 操作制御盤 
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表 1 評価対象機器一覧（代表機器） 

分類 機器名称 

主な仕様 

（信号用途） 

（盤寸法） 

重要度*1

計測 

装置 

圧力 

ダイヤフラム式 
RHR ポンプ吐出圧力 

計測装置 
ADS 作動，監視 

MS-1 

重*2 

ベローズ式 
D/G 機関冷却水入口圧力 

計測装置 
D/G トリップ MS-1 

シールドピストン式
CV 急速閉検出用圧力 

計測装置 
スクラム MS-1 

温度 

熱電対式 
主蒸気管トンネル温度 

計測装置 
MSIV 隔離，PCIS 作動 MS-1 

測温抵抗体式 
サプレッション・プール水

温度計測装置 
監視 MS-2 

流量 ダイヤフラム式 RCIC 系統流量計測装置 RCIC 制御，監視 
MS-1 

重*2 

水位 

ダイヤフラム式 原子炉水位計測装置 

RCIC 起動，LPCS 起動， 

RHR 起動，ADS 作動， 

監視 

MS-1 

重*2 

フロート式 
スクラム排出容器水位 

計測装置 
スクラム MS-1 

ガイドパルス式 
使用済燃料プール水位 

計測装置*4 
監視 重*2 

電極式 
格納容器下部水位 

計測装置*4 
監視 重*2 

電波式 取水ピット水位計測装置*4 監視 設*3 

圧力式 潮位計測装置*4 監視 設*3 

中性子束 核分裂電離箱式 SRNM スクラム，監視 
MS-1 

重*2 

放射線 

イオンチェンバ式 主蒸気管放射線計測装置 
スクラム，MSIV 隔離， 

PCIS 作動 
MS-1 

半導体式 
原子炉建屋換気系放射線 

計測装置 

FRVS/SGTS 起動，PCIS

作動，中央制御室換気

系隔離 

MS-1 

振動 倒立振子式 地震加速度計測装置 スクラム MS-1 

濃度 

熱伝導式 
格納容器内水素濃度 

計測装置 
監視 MS-2 

触媒式 
原子炉建屋水素濃度 

計測装置*4 
監視 重*2 

磁気式 
格納容器内酸素濃度 

計測装置 
監視 MS-2 

位置 リミットスイッチ式 MSV 位置計測装置 スクラム MS-1 

回転速度 電磁ピックアップ式
RCIC タービン回転速度 

計測装置 
RCIC トリップ，監視 MS-1 

補助継電器盤 屋内 原子炉保護系(A)継電器盤
2,400 ㎜(W)×2,286 ㎜

(H)×914 ㎜(D) 
MS-1 

操作制御盤 屋内 原子炉制御操作盤 
4,402 ㎜(W)×2,286 ㎜

(H)×1,661 ㎜(D) 

MS-1 

重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 



 

－ 3 － 

表 2 評価対象機器機能一覧 

設備区分 機能概要 

計測装置 

プロセス値（圧力・流量・水位等）を検出器で電気信号に変換し，信号

変換処理部にて信号変換処理・演算処理を行い，指示計・記録計・指示調

節計・補助継電器に伝達する。指示計・記録計は，操作制御盤に取付けら

れており，信号変換処理部から伝達されてきた電気信号を工学値に変換し，

指示又は記録する。指示調節計は，操作制御盤に取付けられており，入力

値と設定値との差に応じた電気信号を出力する。補助継電器は，操作制御

盤に取付けられており，信号変換処理部から伝達されてきた電気信号を補

助継電器盤に取付けられている補助継電器，電磁接触器に伝達する。 

補助継電器盤 

計測装置からの信号を受け，補助継電器，電磁接触器により原子炉の保

護／制御ロジックを構成し，原子炉スクラム信号等のインターロック信号

を出力する。 

操作制御盤 

計測装置の一部である指示計・記録計・指示調節計・補助継電器により，

状態監視，操作及び電気信号の伝達を行うとともに，操作スイッチ，押釦

スイッチによる補機操作及び故障表示器，表示灯，液晶ディスプレイによ

る状態監視を行う。 
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操作制御盤 

操作制御盤 

 電空 

変換器 

図 1 計測制御設備の評価グループ分類（概念図） 

補助継電器 

制御弁 

 伝送器 

 検出器 

 伝送器 

信号変換処理部

信号変換処理部

液晶ディスプレイ 

指示調節計 

指示計 記録計

信号変換処理部

表示灯 操作スイッチ 押釦スイッチ 他技術評価書にて評価 

1.計測装置で評価 

3.操作制御盤で評価 

検出部 

人間に例えると目に相当 

制御部 

人間に例えると頭に相当 

出力部 

人間に例えると手に相当 

故障表示器 

補助継電器 

Ry

Ry

電磁接触器 

補助継電器 

補助継電器盤 

原子炉 

スクラム信号 

2.補助継電器盤で評価 



 

 

 

 

 

1. 計測装置 
 

 

［対象計測装置］ 

① 圧力計測装置（ダイヤフラム式） 

② 圧力計測装置（ベローズ式） 

③ 圧力計測装置（シールドピストン式） 

④ 温度計測装置（熱電対式） 

⑤ 温度計測装置（測温抵抗体式） 

⑥ 流量計測装置（ダイヤフラム式） 

⑦ 水位計測装置（ダイヤフラム式） 

⑧ 水位計測装置（フロート式） 

⑨ 水位計測装置（ガイドパルス式） 

⑩ 水位計測装置（電極式） 

⑪ 水位計測装置（電波式） 

⑫ 水位計測装置（圧力式） 

⑬ 中性子束計測装置（核分裂電離箱式） 

⑭ 放射線計測装置（イオンチェンバ式） 

⑮ 放射線計測装置（半導体式） 

⑯ 振動計測装置（倒立振子式） 

⑰ 濃度計測装置（熱伝導式） 

⑱ 濃度計測装置（触媒式） 

⑲ 濃度計測装置（磁気式）     

⑳ 位置計測装置（リミットスイッチ式） 

㉑ 回転速度計測装置（電磁ピックアップ式） 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している計測装置のうち，対象となる計測装置の主な仕様を表 1-1 に示

す。 

これらの計測装置を計測対象及び検出部型式の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

計測対象及び検出部型式を分類基準とし，計測装置を表 1-1 に示すとおりグループ化

する。 

 

1.2 代表機器の選定 

 表 1-1 に分類されるグループ毎に，原則として重要度及び使用条件の観点から代表機

器を選定する。 

 

(1) 圧力計測装置（ダイヤフラム式） 

圧力計測装置（ダイヤフラム式）のうち，重要度が高く，常設重大事故等対処設備

に属する計測装置は，RHR ポンプ吐出圧力計測装置及び LPCS ポンプ吐出圧力計測装置

があるが，重要度及び使用条件が同等なため，RHR ポンプ吐出圧力計測装置を代表機

器とする。 

 

(2) 圧力計測装置（ベローズ式） 

圧力計測装置（ベローズ式）には，D/G 機関冷却水入口圧力計測装置及び D/G 機関

潤滑油入口圧力計測装置が属するが，重要度及び使用条件が同等なため，D/G 機関冷

却水入口圧力計測装置を代表機器とする。 

 

(3) 圧力計測装置（シールドピストン式） 

圧力計測装置（シールドピストン式）には，CV 急速閉検出用圧力計測装置のみが属

するため，CV 急速閉検出用圧力計測装置を代表機器とする。 

 

(4) 温度計測装置（熱電対式） 

温度計測装置（熱電対式）のうち，重要度が高く，使用条件が厳しい主蒸気管トン

ネル温度計測装置を代表機器とする。 

 

(5) 温度計測装置（測温抵抗体式） 

温度計測装置（測温抵抗体式）のうち，重要度が高いサプレッション・プール水温

度計測装置を代表機器とする。 
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(6) 流量計測装置（ダイヤフラム式） 

流量計測装置（ダイヤフラム式）のうち，重要度が高く，常設重大事故等対処設備

に属する RCIC 系統流量計測装置を代表機器とする。 

 

(7) 水位計測装置（ダイヤフラム式） 

水位計測装置（ダイヤフラム式）のうち，重要度が高く，常設重大事故等対処設備

に属する原子炉水位計測装置を代表機器とする。 

 

(8) 水位計測装置（フロート式） 

水位計測装置（フロート式）のうち，重要度が高いスクラム排出容器水位計測装置

を代表機器とする。 

 

(9) 水位計測装置（ガイドパルス式） 

 水位計測装置（ガイドパルス式）には，使用済燃料プール水位計測装置のみが属す

るため，使用済燃料プール水位計測装置を代表機器とする。 

 

(10) 水位計測装置（電極式） 

水位計測装置（電極式）には，格納容器下部水位計測装置のみが属するため，格

納容器下部水位計測装置を代表機器とする。 

 

(11) 水位計測装置（電波式） 

水位計測装置（電波式）のうち，屋外に設置され使用条件が厳しい取水ピット水

位計測装置を代表機器とする。 

 

(12) 水位計測装置（圧力式） 

 水位計測装置（圧力式）には，潮位計測装置のみが属するため，潮位計測装置を

代表機器とする。 

 

(13) 中性子束計測装置（核分裂電離箱式） 

中性子束計測装置（核分裂電離箱式）のうち，重要度が高く，使用条件が厳しい

SRNM を代表機器とする。 

 

(14) 放射線計測装置（イオンチェンバ式） 

放射線計測装置（イオンチェンバ式）のうち，重要度が高い主蒸気管放射線計測

装置を代表機器とする。 
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(15) 放射線計測装置（半導体式） 

放射線計測装置（半導体式）には，原子炉建屋換気系放射線計測装置のみが属す

るため，原子炉建屋換気系放射線計測装置を代表機器とする。 

 

(16) 振動計測装置（倒立振子式） 

振動計測装置（倒立振子式）には，地震加速度計測装置のみが属するため，地震

加速度計測装置を代表機器とする。 

 

(17) 濃度計測装置（熱伝導式） 

濃度計測装置（熱伝導式）のうち，重要度が高い格納容器内水素濃度計測装置を

代表機器とする。 

 

(18) 濃度計測装置（触媒式） 

 濃度計測装置（触媒式）には，原子炉建屋水素濃度計測装置のみが属するため，

原子炉建屋水素濃度計測装置を代表機器とする。 

 

(19) 濃度計測装置（磁気式） 

濃度計測装置（磁気式）のうち，重要度が高い格納容器内酸素濃度計測装置を代

表機器とする。 

 

(20) 位置計測装置（リミットスイッチ式） 

位置計測装置（リミットスイッチ式）には，MSV 位置計測装置のみが属するため，

MSV 位置計測装置を代表機器とする。 

 

(21) 回転速度計測装置（電磁ピックアップ式） 

回転速度計測装置（電磁ピックアップ式）には，RCIC タービン回転速度計測装置

のみが属するため，RCIC タービン回転速度計測装置を代表機器とする。 
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表 1-1（1/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 ダイヤフラム式 

RHR ポンプ吐出圧力 
LPCS ポンプ吐出圧力 

ADS 作動 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高） ◎ 重要度，重*2， 
使用条件 

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 
格納容器圧力 
主蒸気管圧力 
主復水器真空度 

スクラム 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
HPCS 起動 
D/G 起動 
ADS 作動 

MS-1 

原子炉建屋／
タービン建屋

40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器圧力 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 
格納容器圧力 
常設高圧代替注水系ポン
プ吐出圧力*3 
代替循環冷却系ポンプ吐
出圧力*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
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表 1-1（2/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 

ベローズ式 
D/G 機関冷却水入口圧力 
D/G 機関潤滑油入口圧力 

D/G トリップ MS-1 D/G 室 40（最高） 
◎ 重要度，使用条件 

シールド 
ピストン式 

CV 急速閉検出用圧力 スクラム MS-1 

ヒーター 
ルーム 

48.9（最高）

◎  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 



 

 

－
 
1-
6 
－
 

表 1-1（3/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

温度 

熱電対式 

主蒸気管トンネル温度 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 

MS-1 

主蒸気管 
トンネル室 

60.0（最高）
◎ 重要度，使用条件 

中央制御室 32.2（最高）

FCS 入口ガス温度 FCS 制御 MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力容器温度 監視 重*2 

原子炉格納 
容器内 

73.9（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内温度*3 監視 重*2 
原子炉格納 
容器内 

65.6（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

 
中央制御室 32.2（最高）

代替循環冷却系ポンプ 
入口温度*3 

監視 重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

測温抵抗体式 

サプレッション・プール
水温度  

監視 MS-2 
サプレッショ
ン・プール内

32（最高） 
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

サプレッション・プール
水温度*3 

監視 重*2 
サプレッショ
ン・プール内

32（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度*3 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

 
中央制御室 32.2（最高）

格納容器下部水温*3 監視 重*2 
ペデスタル 57（最高） 

 
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 



 

 

－
 
1-
7 
－
 

表 1-1（4/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

流量 ダイヤフラム式 

RCIC 系統流量 
RCIC 制御 
監視 

MS-1 
重*2 

RCIC ポンプ室 65.6（最高）
◎ 重要度，重*2 

中央制御室 32.2（最高）

主蒸気管流量 
FCS 入口ガス流量 

MSIV 隔離 
PCIS 作動 
FCS 制御 

MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

RHR 系統流量 
LPCS 系統流量 
HPCS 系統流量 

監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

低圧代替注水系原子炉注
水流量*3 
低圧代替注水系格納容器
スプレイ流量*3 
低圧代替注水系格納容器
下部注水流量*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
 



 

 

－
 
1-
8 
－
 

表 1-1（5/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途） 

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

水位 ダイヤフラム式 

原子炉水位 

RCIC 起動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
ADS 作動 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度，重*2 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 
サプレッション・プール
水位 

スクラム 
PCIS 作動 
FRVS/SGTS 起動
MSIV 隔離 
RCIC 起動 
HPCS 起動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
D/G 起動 
ADS 作動 
HPCS 水源切替 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）  

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 
サプレッション・プール
水位 

監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）  

中央制御室 32.2（最高）

代替淡水貯槽水位*3 監視 重*2 

常設低圧代替
注水系格納槽

40（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 



 

 

－
 
1-
9 
－
 

表 1-1（6/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

水位 

フロート式 

スクラム排出容器水位 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

D/G デイタンク液位 液位制御 MS-2 D/G 室 40（最高）  

ガイドパルス式 使用済燃料プール水位*4 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

◎  
中央制御室 32.2（最高）

電極式 格納容器下部水位*4 監視 重*2 
ペデスタル 57（最高） 

◎  
中央制御室 32.2（最高）

電波式 

取水ピット水位*4 監視 設*3 
屋外 40（最高） 

◎ 使用条件 
中央制御室 32.2（最高）

西側淡水貯水設備水位*4 監視 重*2 

常設代替高圧
電源装置置場

40（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

圧力式 潮位*4 監視 設*3 
屋外 40（最高） 

◎  
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 
*4：新規に設置される機器 

 



 

 

－
 
1
-
1
0
 
－
 

表 1-1（7/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

中性子束 核分裂電離箱式 

SRNM 
スクラム 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉内 302（最高） 

◎ 重要度， 
使用条件 

原子炉建屋 40.0（最高）

中央制御室 32.2（最高）

LPRM 
スクラム 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉内 302（最高） 
 

中央制御室 32.2（最高）

放射線 

イオンチェンバ
式 

主蒸気管放射線 
スクラム 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 

MS-1 

主蒸気管 
トンネル室 

60.0（最高）
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器雰囲気放射線 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋／
サンドクッシ
ョンエリア 

65.6（最高）
 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プールエリア
放射線*3 

監視 重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

 
中央制御室 32.2（最高）

半導体式 原子炉建屋換気系放射線

FRVS/SGTS 
起動 
PCIS 作動 
中央制御室 
換気系隔離 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

◎  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
 



 

 

－
 
1
-
1
1
 
－
 

表 1-1（8/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

振動 倒立振子式 地震加速度 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎  
中央制御室 32.2（最高）

濃度 

熱伝導式 

格納容器内水素濃度 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

格納容器内水素濃度*3 
原子炉建屋水素濃度*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

触媒式 原子炉建屋水素濃度*3 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

◎  電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

磁気式 

格納容器内酸素濃度 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

格納容器内酸素濃度*3 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

 電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
 



 

 

－
 
1
-
1
2
 
－
 

表 1-1（9/9） 計測装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途） 

選定基準 

選定 選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

位置 
リミットスイッ
チ式 

MSV 位置 スクラム MS-1 

ヒーター 
ルーム 

48.9（最高）
◎  

中央制御室 32.2（最高）

回転速度 
電磁ピックアッ
プ式 

RCIC タービン回転速度 
RCIC トリップ 
監視 

MS-1 

RCIC ポンプ室 65.6（最高）

◎  空調機械室 50（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の計測装置について技術評価を実施する。 

① RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

② D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

③ CV 急速閉検出用圧力計測装置 

④ 主蒸気管トンネル温度計測装置 

⑤ サプレッション・プール水温度計測装置 

⑥ RCIC 系統流量計測装置 

⑦ 原子炉水位計測装置 

⑧ スクラム排出容器水位計測装置 

⑨ 使用済燃料プール水位計測装置 

⑩ 格納容器下部水位計測装置 

⑪ 取水ピット水位計測装置 

⑫ 潮位計測装置 

⑬ SRNM 

⑭ 主蒸気管放射線計測装置 

⑮ 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

⑯ 地震加速度計測装置 

⑰ 格納容器内水素濃度計測装置 

⑱ 原子炉建屋水素濃度計測装置 

⑲ 格納容器内酸素濃度計測装置 

⑳ MSV 位置計測装置 

㉑ RCIC タービン回転速度計測装置 
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2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

(1) 構造 

東海第二の RHR ポンプ吐出圧力計測装置は，RHR ポンプの吐出圧力を伝達する計

装配管，継手，計装弁，圧力を検出して電気信号に変換する圧力伝送器，信号変換

処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他電

気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定するサポート，機器を

支持するための計器架台，計器架台取付ボルト，基礎ボルト及び埋込金物等で構成

されている。 

東海第二の RHR ポンプ吐出圧力計測装置構成図を図 2.1-1 に，計装配管サポート

構成図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RHR ポンプ吐出圧力計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用

条件を表 2.1-2 に示す。 
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計器架台 

電源 

ADS 作動信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 圧力伝送器（ダイヤフラム式） 

⑤ 信号変換処理部（*：他操作制御盤に設置を含む） 

⑥ 電源装置 

⑦ 補助継電器 

⑧ ヒューズ 

⑨ 計器架台 

⑩ 計器架台取付ボルト 

⑪ 埋込金物 

① 

② 

③ 

⑨ 

⑩ 

⑧ ⑥ 

⑦ 

⑤ 

図 2.1-1 RHR ポンプ吐出圧力計測装置構成図 

④ 

補助継電器 

電源装置 

RHR 

ポンプ

圧力 

伝送器 

⑪ 

信号変換 

処理部* SA操作制御盤 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ クランプ 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ 基礎ボルト 

 

図 2.1-2 RHR ポンプ吐出圧力計測装置計装配管サポート構成図 

RHR 

ポンプ

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 
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表 2.1-1 RHR ポンプ吐出圧力計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

圧力伝送器 

（ダイヤフラム式） 
（定期取替品，消耗品*） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

電源装置  （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

クランプ 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

*：O リング（気密材） 

 

表 2.1-2 RHR ポンプ吐出圧力計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 100 ℃(最高)*1 65.6 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 6.9 kPa*1 大気圧*2 

放射線 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*1 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
1.2×104 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.2 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

(1) 構造 

東海第二の D/G 機関冷却水入口圧力計測装置は，D/G 機関冷却水入口の圧力を伝

達する計装配管，継手，計装弁，圧力を検出してオン・オフ信号に変換する圧力検

出器，計装配管を固定するサポート，機器を支持するための計器架台，基礎ボルト

及び埋込金物等で構成されている。 

東海第二の D/G 機関冷却水入口圧力計測装置構成図を図 2.1-3 に，計装配管サポ

ート構成図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の D/G 機関冷却水入口圧力計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，

使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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圧力 

検出器 

計器架台 

D/G トリップ信号 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 圧力検出器（ベローズ式） 

⑤ 計器架台 

⑥ 基礎ボルト 

 

① 

② 

④ 

③ 

⑥ 

⑤ 

冷却水 
ポンプ 

D/G 機関 

図 2.1-3 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置構成図 
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図 2.1-4 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置計装配管サポート構成図 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ ベースプレート 

④ クランプ 

⑤ 取付ボルト・ナット 

⑥ 基礎ボルト 

⑦ 埋込金物 

冷却水 
ポンプ 

D/G 機関 

① 

④ 

③ ② 

⑥ 

⑤ 

⑦ 
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表 2.1-3 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管  ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

圧力検出器 

（ベローズ式） 
ステンレス鋼他 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

クランプ ステンレス鋼，炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

埋込金物 炭素鋼 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-4 D/G 機関冷却水入口圧力計測装置の使用条件 

設置場所 D/G 室 

周囲温度 40 ℃(最高)* 

*：D/G 室の設計値 

 



 

－ 1-22 － 

2.1.3 CV 急速閉検出用圧力計測装置 

(1) 構造 

東海第二の CV 急速閉検出用圧力計測装置は，CV 開閉制御を行っている油圧を伝

達する計装配管，継手，計装弁，圧力を検出してオン・オフ信号に変換する圧力検

出器，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定するサ

ポート，機器を支持するための計器スタンション，基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の CV 急速閉検出用圧力計測装置構成図を図 2.1-5 に，計装配管サポー

ト構成図を図 2.1-6 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の CV 急速閉検出用圧力計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使

用条件を表 2.1-6 に示す。 
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計器スタンション 

電源 

スクラム信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 圧力検出器（シールドピストン式）

⑤ 補助継電器 

⑥ ヒューズ 

⑦ 計器スタンション 

⑧ 基礎ボルト 

 

① 

③ 

④ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

CV 

図 2.1-5 CV 急速閉検出用圧力計測装置構成図 

⑧ 

② 

圧力 

検出器 

補助継電器 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ ベースプレート 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ ライナー 

⑥ 基礎ボルト 

 

図 2.1-6 CV 急速閉検出用圧力計測装置計装配管サポート構成図 

CV 

① 

④ 

⑤ 

③ 

② 

⑥ 



 

－ 1-25 － 

表 2.1-5 CV 急速閉検出用圧力計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

圧力検出器 

（シールドピストン式） 
ステンレス鋼他 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

ライナー ステンレス鋼 

支持 
計器スタンション 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-6 CV 急速閉検出用圧力計測装置の使用条件 

設置場所 ヒータールーム 中央制御室 

周囲温度 48.9 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：ヒータールームの設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.4 主蒸気管トンネル温度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気管トンネル温度計測装置は，温度に対応した電気信号を出力す

る温度検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を供給するた

めの電源装置，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，温度検出器を

固定するサポート，機器を支持するための基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の主蒸気管トンネル温度計測装置構成図を図 2.1-7 に，温度検出器サポ

ート構成図を図 2.1-8 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気管トンネル温度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使

用条件を表 2.1-8 に示す。 
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電源 

MSIV 隔離信号 

PCIS 作動信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 温度検出器（熱電対式） 

② 信号変換処理部 

③ 電源装置 

④ 補助継電器 

⑤ ヒューズ 

 

⑤ 

③ 

④ 

② 

原子炉 主蒸気管 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

タービン建屋 

主蒸気管トンネル室 

① 

図 2.1-7 主蒸気管トンネル温度計測装置構成図 

補助継電器 

電源装置 

信号変換処理部 
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No. 部位 

① 温度検出器（熱電対式） 

② サポート 

③ 基礎ボルト 

 

原子炉 主蒸気管 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

タービン建屋 

主蒸気管トンネル室 

① 

図 2.1-8 主蒸気管トンネル温度計測装置温度検出器サポート構成図 

① 

③ 

② 
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表 2.1-7 主蒸気管トンネル温度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

温度検出器（熱電対式） （定期取替品，消耗品*1）

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

機器の支持 

温度検出器 

サポート 
サポート 炭素鋼 

支持 基礎ボルト 炭素鋼，樹脂*2 

*1：ガスケット（気密材）  

*2：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-8 主蒸気管トンネル温度計測装置の使用条件 

設置場所 主蒸気管トンネル室 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 ― 

周囲温度 60.0 ℃(最高)*1 171 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 大気圧*2 

放射線 
5×10-2 Gy/h 

(最大)*1 

4.5×102 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：主蒸気管トンネル室の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.5 サプレッション・プール水温度計測装置 

(1) 構造 

東海第二のサプレッション・プール水温度計測装置は，温度に対応した電気信号

を出力する温度検出器，記録計，その他電気回路構成品であるヒューズ，温度検出

器を固定するサポート等で構成されている。 

東海第二のサプレッション・プール水温度計測装置構成図を図 2.1-9 に，温度検

出器サポート構成図を図 2.1-10 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のサプレッション・プール水温度計測装置主要部位の使用材料を表

2.1-9 に，使用条件を表 2.1-10 に示す。
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図 2.1-9 サプレッション・プール水温度計測装置構成図 

電源 

操作制御盤 

No. 部位 

① 温度検出器（測温抵抗体式）

② 記録計 

③ ヒューズ 

 

③ 

② 

原子炉 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

① 

サプレッション・プール 

記録計 
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No. 部位 

① 温度検出器（測温抵抗体式） 

② サポート 

③ 取付ボルト・ナット 

 

原子炉 

原子炉格納容器 

原子炉建屋 

サプレッション・プール 

図 2.1-10 サプレッション・プール水温度計測装置温度検出器サポート構成図 

① 

③ 

② 
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表 2.1-9 サプレッション・プール水温度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

温度検出器 

（測温抵抗体式） 
（定期取替品） 

記録計 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

機器の支持 
温度検出器 

サポート 

サポート ステンレス鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼 

 

表 2.1-10 サプレッション・プール水温度計測装置の使用条件 

設置場所 サプレッション・プール 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 32 ℃(最高)*1 104.5 ℃(最高)*2 235 ℃(最高)*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 0.0138 MPa*2 0.31 MPa*2 0.62 MPa*2 大気圧*3 

放射線 
1×10-3 Gy/h 

(最大)*2 

2.6×105 Gy 

(最大積算値)*2
6.40×105 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：通常運転中におけるサプレッション・プール水の管理値 

*2：サプレッション・チェンバの設計値 

*3：中央制御室の設計値 



 

－ 1-34 － 

2.1.6 RCIC 系統流量計測装置 

(1) 構造 

東海第二の RCIC 系統流量計測装置は，RCIC の系統流量を伝達する計装配管，継

手，計装弁，流量を検出して電気信号に変換する差圧伝送器，信号変換処理を行う

信号変換処理部，指示調節計，指示計，記録計，電気回路に電源を供給するための

電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，計装配管を固定する配管サポー

ト，機器を支持するための計器架台，基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の RCIC 系統流量計測装置構成図を図 2.1-11 に，計装配管サポート構成

図を図 2.1-12 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RCIC 系統流量計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件

を表 2.1-12 に示す。 
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図 2.1-11 RCIC 系統流量計測装置構成図 

No. 部位 No. 部位 

① 計装配管 ⑦ 指示計（*：他操作制御盤に設置） 

② 継手 ⑧ 記録計（*：他操作制御盤に設置） 

③ 計装弁 ⑨ 電源装置 

④ 差圧伝送器（ダイヤフラム式） ⑩ ヒューズ 

⑤
信号変換処理部 
（*：他操作制御盤に設置含む）

⑪ 計器架台 

⑥
指示調節計 
（*：他操作制御盤に設置） 

⑫ 基礎ボルト 

電源 ⑨⑩ ⑤

RCIC 制御信号 

④

操作制御盤 

⑦

電源装置 

記録計* 

指示計* 信号変換 
処理部* 

③
② 

① 

計器架台  

RCIC 

ポンプ

⑧

⑪

差圧 

伝送器 

⑫

指示調節計* 

⑥

SA 操作制御盤 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ クランプ 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ 基礎ボルト 

 

図 2.1-12 RCIC 系統流量計測装置計装配管サポート構成図 

RCIC 

ポンプ

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 
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表 2.1-11 RCIC 系統流量計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
（定期取替品，消耗品*） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

指示調節計 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

指示計 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

クランプ 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 
計器架台 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

*：O リング（気密材） 

 

表 2.1-12 RCIC 系統流量計測装置の使用条件 

設置場所 RCIC ポンプ室 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 

定期試験時 

65.6 ℃(最高)*1

平常時 

40.0 ℃(最高)*1

100 ℃(最高)*1 65.6 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 1.744 kPa*1 大気圧*2 

放射線 

定期試験時 

2.00×10-3 Gy/h
(最大)*1 

平常時 

1.5×10-4 Gy/h

(最大)*1 

19 Gy 

(最大積算値)*1
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：RCICポンプ室の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.7 原子炉水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉水位計測装置は，原子炉の水位を伝達する計装配管，継手，計

装弁，計装配管内流体の過大流量を検出した際閉止させる過流量阻止弁，水位を検

出して電気信号に変換する差圧伝送器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録

計，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補助

継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポート，機器を支持するための計器

架台，計器架台取付ボルト，基礎ボルト及び埋込金物等で構成されている。 

東海第二の原子炉水位計測装置構成図を図 2.1-13 に，計装配管サポート構成図を

図 2.1-14 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-13 に，使用条件を表

2.1-14 に示す。 
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計器架台 

電源 

RCIC 起動信号 

LPCS 起動信号 

RHR 起動信号 

ADS 作動信号 

操作制御盤 

No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 計装弁 

④ 過流量阻止弁 

⑤ 差圧伝送器（ダイヤフラム式） 

⑥ 信号変換処理部（*：他操作制御盤に設置を含む） 

⑦ 記録計（*：他操作制御盤に設置） 

⑧ 電源装置 

⑨ 補助継電器 

⑩ ヒューズ 

⑪ 計器架台 

⑫ 計器架台取付ボルト 

⑬ 埋込金物 

 

① 

② 

⑤ 

⑪ 

⑫ 

⑩ ⑧ 

⑦ 

⑥ 

原子炉 
④ 

図 2.1-13 原子炉水位計測装置構成図 

③ 
差圧 

伝送器 

補助継電器 

電源装置 

⑬ 

信号変換 

処理部* 
記録計* ⑨ 

SA 操作制御盤 
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図 2.1-14 原子炉水位計測装置計装配管サポート構成図 

原子炉 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ クランプ 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ 基礎ボルト 

 

① 

④ 

③ 

② 

⑤ 
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表 2.1-13 原子炉水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

過流量阻止弁 ステンレス鋼 

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
（定期取替品，消耗品*） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置  （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

クランプ 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

*：O リング（気密材） 

 

表 2.1-14 原子炉水位計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 100 ℃(最高)*1 100 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 6.9 kPa*1 大気圧*2 

放射線 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*1 
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
1.2×104 Gy 

(最大積算値)*1 
― 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.8 スクラム排出容器水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二のスクラム排出容器水位計測装置は，スクラム排出容器の水位を伝達す

る計装配管，継手，水位を検出してオン・オフ信号に変換する水位検出器，その他

電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポート，

機器を支持するための基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二のスクラム排出容器水位計測装置構成図を図 2.1-15 に，計装配管サポー

ト構成図を図 2.1-16 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のスクラム排出容器水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-15 に，使

用条件を表 2.1-16 に示す。 
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No. 部位 

① 計装配管 

② 継手 

③ 水位検出器（フロート式） 

④ 補助継電器 

⑤ ヒューズ 

① 

図 2.1-15 スクラム排出容器水位計測装置構成図 
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No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ ベースプレート 

④ 取付ボルト・ナット 

⑤ ライナー 

⑥ 基礎ボルト 

 

図 2.1-16 スクラム排出容器水位計測装置計装配管サポート構成図 
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表 2.1-15 スクラム排出容器水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

計装配管  ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

水位検出器 

（フロート式） 
ステンレス鋼他 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

ベースプレート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼 

ライナー  ステンレス鋼 

支持 基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-16 スクラム排出容器水位計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.9 使用済燃料プール水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の使用済燃料プール水位計測装置は，使用済燃料プールの水位を検出し

て電気信号に変換する水位検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路

に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を

支持するためのサポート，ベースプレート，取付ボルト及び基礎ボルト等で構成さ

れる。 

東海第二の使用済燃料プール水位計測装置構成図を図 2.1-17 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の使用済燃料プール水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-17 に，使

用条件を表 2.1-18 に示す。 
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図 2.1-17 使用済燃料プール水位計測装置構成図 
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No. 部位 No. 部位 

① 水位検出器（ガイドパルス式） ⑤ サポート 

② 信号変換処理部 ⑥ ベースプレート 

③ 電源装置 ⑦ 取付ボルト 

④ ヒューズ ⑧ 基礎ボルト 
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表 2.1-17 使用済燃料プール水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器 

（ガイドパルス式） 
ステンレス鋼 

信号変換処理部 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

水位検出器 

サポート 

サポート ステンレス鋼 

ベースプレート ステンレス鋼 

支持 
取付ボルト ステンレス鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼 

 

表 2.1-18 使用済燃料プール水位計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 65 ℃(最高)*1 65 ℃(最高)*1 100 ℃*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 大気圧*2 1.744 kPa*2 6.9 kPa*2 大気圧*3 

放射線 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*2 
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：通常運転中における使用済燃料プール水の管理値 

*2：原子炉建屋の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.10 格納容器下部水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器下部水位計測装置は，ペデスタルの水位を検出して電気信号

に変換する水位検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を供

給するための電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を支持するた

めのサポート及び基礎ボルト等で構成される。 

東海第二の格納容器下部水位計測装置構成図を図 2.1-18 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器下部水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-19 に，使用条

件を表 2.1-20 に示す。 
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図 2.1-18 格納容器下部水位計測装置構成図 
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No. 部位 

① 水位検出器（電極式） 

② 信号変換処理部（*：他操作制御盤に設置を含む） 

③ 電源装置 

④ ヒューズ 

⑤ サポート 

⑥ 基礎ボルト 
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表 2.1-19 格納容器下部水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器（電極式） 
ステンレス鋼，アルミナ，

酸化マグネシウム他 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

水位検出器 

サポート 
サポート ステンレス鋼 

支持 基礎ボルト ステンレス鋼 

 

表 2.1-20 格納容器下部水位計測装置の使用条件 

設置場所 ペデスタル 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 57 ℃(最高)*1 171 ℃(最高)*2 235 ℃(最高)*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 0.0138 MPa*2 0.31 MPa*2 0.62 MPa*2 大気圧*3 

放射線 
7.2×10-2 Gy/h 

(最大)*2 
2.6×105 Gy 

(最大積算値)*2 

6.40×105 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：ペデスタルの実測値 

*2：ペデスタルの設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.11 取水ピット水位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の取水ピット水位計測装置は，取水ピットの水位を検出して電気信号に

変換する水位検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，機器を支持す

るためのスリーブ，ジベル，取付座，上部閉止板及び取付ボルト・ナット等で構成

される。 

東海第二の取水ピット水位計測装置構成図を図 2.1-19 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の取水ピット水位計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-21 に，使用条件

を表 2.1-22 に示す。 
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図 2.1-19 取水ピット水位計測装置構成図 

No. 部位 

① 水位検出器（電波式） 

② 信号変換処理部 

③ 記録計 

④ スリーブ 

⑤ ジベル 

⑥ 取付座 
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⑧ 取付ボルト・ナット 
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表 2.1-21 取水ピット水位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器（電波式） ステンレス鋼他 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

機器の支持 支持 

スリーブ 炭素鋼 

ジベル 異形棒鋼 

取付座 炭素鋼 

上部閉止板 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

 

表 2.1-22 取水ピット水位計測装置の使用条件 

設置場所 屋外 中央制御室 

周囲温度 40 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.12 潮位計測装置 

(1) 構造 

東海第二の潮位計測装置は，潮位を検出して電気信号に変換する水位検出器，信

号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，電気回路に電源を供給するための電源

装置，機器を支持するための検出器ガイド，サポート，ベースプレート，取付ボル

ト及び基礎ボルト等で構成される。 

東海第二の潮位計測装置構成図を図 2.1-20 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の潮位計測装置主要部位の使用材料を表2.1-23に，使用条件を表2.1-24

に示す。 
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図 2.1-20 潮位計測装置構成図 

No. 部位 

① 水位検出器（圧力式） 

② 信号変換処理部 

③ 記録計 

④ 電源装置 

⑤ 検出器ガイド 

⑥ サポート 

⑦ ベースプレート 

⑧ 取付ボルト 

⑨ 基礎ボルト 

電源 

操作制御盤 
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④ 

信号変換 

処理部 

記録計 

電源装置 

② 

取水路 
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表 2.1-23 潮位計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水位検出器（圧力式） ステンレス鋼他 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

機器の支持 支持 

検出器ガイド ステンレス鋼 

サポート ステンレス鋼 

ベースプレート ステンレス鋼 

取付ボルト ステンレス鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-24 潮位計測装置の使用条件 

設置場所 屋外 中央制御室 

周囲温度 40 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕を持たせた温度 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.13 SRNM 

(1) 構造 

東海第二の SRNM は，中性子束に対応した電気信号を出力する SRNM 検出器，検出

器からの信号増幅を行う前置増幅器，信号変換処理を行う信号変換処理部（ディス

プレイ含む），指示計，記録計，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他

電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，機器を支持するための筐体，サポー

ト，取付ボルト・ナット及び埋込金物等で構成されている。 

東海第二の SRNM 構成図を図 2.1-21 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のSRNM主要部位の使用材料を表2.1-25に，使用条件を表2.1-26に示す。 
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図 2.1-21 SRNM 構成図 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① SRNM 検出器（核分裂電離箱式） ⑤ 記録計 ⑨ 筐体 

② 前置増幅器 ⑥ 電源装置 ⑩ サポート 

③ 信号変換処理部（*：他操作制御盤に設置を含む） ⑦ 補助継電器 ⑪ 取付ボルト・ナット 

④ 指示計（*：他操作制御盤に設置） ⑧ ヒューズ ⑫ 埋込金物 

電源 ⑥⑧ 

⑤

スクラム信号 

⑦①

前置 
増幅器

②

原子炉 操作制御盤 

④⑪
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電源装置 
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指示計* 信号変換 
処理部* 

③
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⑫

⑩

SA操作制御盤 
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表 2.1-25 SRNM 主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

SRNM 検出器 

（核分裂電離箱式） 

アルミナ，インコネル， 

ステンレス鋼他 

前置増幅器 （定期取替品） 

信号変換処理部 （定期取替品） 

指示計 銅他 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-26 SRNM の使用条件 

設置場所 原子炉内 原子炉建屋 中央制御室

― ― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― 

周囲温度 
302 ℃ 

(最高)*1 

40.0 ℃ 

(最高)*2 

100 ℃ 

(最高)*2 

100 ℃ 

(最高)*2 

32.2 ℃ 

(最高)*3 

最高圧力 ― 大気圧*2 1.744 kPa*2 6.9 kPa*2 大気圧*3 

放射線 ― 
1×10-5 Gy/h 

(最大)*2 
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*2 
― 

*1：原子炉圧力容器の最高使用温度 

*2：原子炉建屋の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.14 主蒸気管放射線計測装置 

(1) 構造 

東海第二の主蒸気管放射線計測装置は，主蒸気管からの放射線を検出する放射線

検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部（ディスプレイ含む），記録計，電気回

路に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒ

ューズ，機器を支持するための検出器ガイド及び検出器取付金具等で構成されてい

る。 

東海第二の主蒸気管放射線計測装置構成図を図 2.1-22 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の主蒸気管放射線計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-27 に，使用条件

を表 2.1-28 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 放射線検出器（イオンチェンバ式） ⑤ 補助継電器 

② 信号変換処理部 ⑥ ヒューズ 

③ 記録計 ⑦ 検出器ガイド 

④ 電源装置 ⑧ 検出器取付金具 

 

図 2.1-22 主蒸気管放射線計測装置構成図 

①
⑦

電源 ④⑥ 

③

スクラム信号 

MSIV 隔離信号 

PCIS 作動信号 

⑤

操作制御盤 

補助継電器 

電源装置 

記録計 

信号変換処理部 

主蒸気管 

②

建屋床面 

鉛遮へい 

⑧
放
射
線
検
出
器 



 

－ 1-63 － 

表 2.1-27 主蒸気管放射線計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

放射線検出器 

（イオンチェンバ式）
電離箱他 

信号変換処理部 （定期取替品） 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 
検出器ガイド 炭素鋼 

検出器取付金具 炭素鋼 

 

表 2.1-28 主蒸気管放射線計測装置の使用条件 

設置場所 主蒸気管トンネル室 中央制御室 

周囲温度 60.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：主蒸気管トンネル室の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.15 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋換気系放射線計測装置は，原子炉建屋換気系の放射線を検

出する放射線検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部（ディスプレイ含む），記

録計，電気回路に電源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補

助継電器，ヒューズ，機器を支持するための計器架台，検出器取付金具，取付ボル

ト・ナット及び基礎ボルト等で構成されている。 

東海第二の原子炉建屋換気系放射線計測装置構成図を図 2.1-23 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋換気系放射線計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-29 に，

使用条件を表 2.1-30 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 放射線検出器（半導体式） ⑥ ヒューズ 

② 信号変換処理部 ⑦ 計器架台 

③ 記録計 ⑧ 検出器取付金具 

④ 電源装置 ⑨ 取付ボルト・ナット 

⑤ 補助継電器 ⑩ 基礎ボルト 

図 2.1-23 原子炉建屋換気系放射線計測装置構成図 

FRVS/SGTS 起動信号 

PCIS 作動信号 

中央制御室換気系隔離信号 

①

⑩ 

⑦
⑨

電源 ④⑥

③

⑤

操作制御盤 

補助継電器 

電源装置 

記録計 

信号変換処理部 

②

⑧
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表 2.1-29 原子炉建屋換気系放射線計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

放射線検出器 

（半導体式） 
半導体他 

信号変換処理部 （定期取替品） 

記録計 （定期取替品） 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

計器架台 炭素鋼 

検出器取付金具 アルミニウム合金 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-30 原子炉建屋換気系放射線計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.16 地震加速度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の地震加速度計測装置は，地震発生時の加速度検出を行うための地震加

速度検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，その他電気回路構成品である補

助継電器，ヒューズ，機器を支持するための筐体及び基礎ボルト等で構成されてい

る。 

東海第二の地震加速度計測装置構成図を図 2.1-24 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の地震加速度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-31 に，使用条件を表

2.1-32 に示す。 
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図 2.1-24 地震加速度計測装置構成図 

No. 部位 

① 地震加速度検出器（倒立振子式） 

② 信号変換処理部 

③ 補助継電器 

④ ヒューズ 

⑤ 筐体 

⑥ 基礎ボルト 

電源 

スクラム信号 

操作制御盤 
② ④ ① 地震加速度計 

振子 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

補助継電器 信号変換処理部
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表 2.1-31 地震加速度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

地震加速度検出器 

（倒立振子式） 
炭素鋼，銅他 

信号変換処理部 抵抗器他 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 
筐体 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-32 地震加速度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.17 格納容器内水素濃度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器内水素濃度計測装置は，原子炉格納容器内からの水素を採取

する計装配管，継手，計装弁，試料採取用サンプルポンプモータ，水素を検出して

電気信号に変換する水素検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，そ

の他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポー

ト，機器を支持するための計器架台，計器架台取付ボルト及び基礎ボルト等で構成

されている。 

東海第二の格納容器内水素濃度計測装置構成図を図 2.1-25 に，計装配管サポート

構成図を図 2.1-26 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器内水素濃度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-33 に，使用

条件を表 2.1-34 に示す。 
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図 2.1-25 格納容器内水素濃度計測装置構成図 

電源 

故障 
表示器 

操作制御盤 

No. 部位 No. 部位 

① 計装配管 ⑦ 記録計 

② 継手 ⑧ 補助継電器 

③ 計装弁 ⑨ ヒューズ 

④ サンプルポンプモータ ⑩ 計器架台 

⑤ 水素検出器（熱伝導式） ⑪ 計器架台取付ボルト 

⑥ 信号変換処理部 ⑫ 基礎ボルト 

 

⑧ 

⑨ 

⑥ 

⑩ 

⑦ 

⑫ 

水素 
検出器

③ 

④ 

⑤ ② 

⑪ 

計器架台 
原子炉 
格納容器 

 

① 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 

信号変換処理部 

補助継電器 

記録計 
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図 2.1-26 格納容器内水素濃度計測装置計装配管サポート構成図 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ 取付ボルト・ナット 

④ ライナー 

⑤ 基礎ボルト 

 

原子炉 
格納容器 

 

① 

④ 
⑤ 

③ 

② 
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表 2.1-33 格納容器内水素濃度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

サンプルポンプモータ 銅他 

水素検出器（熱伝導式） （定期取替品） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

ライナー ステンレス鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-34 格納容器内水素濃度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.18 原子炉建屋水素濃度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋水素濃度計測装置は，原子炉建屋の水素を検出して電気信

号に変換する水素検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，電気回路に電源を

供給するための電源装置，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を支持する

ためのサポート，ベースプレート，筐体，取付ボルト・ナット及び基礎ボルト等で

構成される。 

東海第二の原子炉建屋水素濃度計測装置構成図を図 2.1-27 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋水素濃度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-35 に，使用

条件を表 2.1-36 に示す。 
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SA 操作 

制御盤 

図 2.1-27 原子炉建屋水素濃度計測装置構成図 

No. 部位 No. 部位 

① 水素検出器（触媒式） ⑥ ベースプレート 

② 信号変換処理部 ⑦ 筐体 

③ 電源装置 ⑧ 取付ボルト・ナット 

④ ヒューズ ⑨ 基礎ボルト 

⑤ サポート  

 

＜上面図＞ 

① 
② 

③ 

④ 

⑧ 

⑥ 

⑨ 

⑧ ⑤ 

⑨ 

⑦ 

信号変換 

処理部 

電源装置 電源装置 

信号変換

処理部 

液晶ディ

スプレイ

   操作制御盤 
電源 電源 

水素 

検出器 

＜側面図＞ 

水素 

検出器 
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表 2.1-35 原子炉建屋水素濃度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

水素検出器（触媒式） 
ステンレス鋼， 

白金抵抗器（触媒処理）他

信号変換処理部 
半導体，電解コンデンサ，

抵抗器，可変抵抗器他 

電源装置 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

水素検出器 

サポート 

サポート ステンレス鋼 

ベースプレート ステンレス鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼 

支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-36 原子炉建屋水素濃度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 電気室 中央制御室

― 通常運転時 設計基準事故時 重大事故等時 ― ― 

周囲温度 
40.0 ℃ 

(最高)*1 

65.6 ℃ 

(最高)*1 

100 ℃ 

(最高)*1 

40 ℃ 

(最高)*2 

32.2 ℃ 

(最高)*3 

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 6.9 kPa*1 大気圧*2 大気圧*3 

放射線 
1×10-5 

Gy/h(最大)*1 

1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
1.7×103 Gy 

(最大積算値)*1
― ― 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：電気室の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.1.19 格納容器内酸素濃度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の格納容器内酸素濃度計測装置は，原子炉格納容器内からの酸素を採取

する計装配管，継手，計装弁，試料採取用サンプルポンプモータ，酸素を検出して

電気信号に変換する酸素検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，記録計，そ

の他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ，計装配管を固定する配管サポー

ト，機器を支持するための計器架台，計器架台取付ボルト及び基礎ボルト等で構成

されている。 

東海第二の格納容器内酸素濃度計測装置構成図を図 2.1-28 に，計装配管サポート

構成図を図 2.1-29 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の格納容器内酸素濃度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-37 に，使用

条件を表 2.1-38 に示す。 
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電源 

故障 
表示器 

操作制御盤 

No. 部位 No. 部位 

① 計装配管 ⑦ 記録計 

② 継手 ⑧ 補助継電器 

③ 計装弁 ⑨ ヒューズ 

④ サンプルポンプモータ ⑩ 計器架台 

⑤ 酸素検出器（磁気式） ⑪ 計器架台取付ボルト 

⑥ 信号変換処理部 ⑫ 基礎ボルト 

 

⑧ 

⑨ 

⑥ 

⑩ 

⑦ 

⑫ 

図 2.1-28 格納容器内酸素濃度計測装置構成図 

酸素 
検出器

③ 

④ 

⑤ ② 

⑪ 

計器架台 
原子炉 
格納容器 

 

① 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 

 サンプル 

ポンプ 

モータ 

信号変換処理部 

補助継電器 

記録計 
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① 

④ 
⑤ 

③ 

② 

図 2.1-29 格納容器内酸素濃度計測装置計装配管サポート構成図 

No. 部位 

① 計装配管 

② サポート 

③ 取付ボルト・ナット 

④ ライナー 

⑤ 基礎ボルト 

 

原子炉 
格納容器 

 



 

－ 1-80 － 

表 2.1-37 格納容器内酸素濃度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／

電気信号変換 

計装配管 ステンレス鋼 

継手 ステンレス鋼 

計装弁 ステンレス鋼 

サンプルポンプモータ 銅他 

酸素検出器（磁気式） （定期取替品） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

記録計 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 

計装配管 

サポート 

サポート 炭素鋼 

取付ボルト・ナット ステンレス鋼，炭素鋼 

ライナー ステンレス鋼 

支持 

計器架台 炭素鋼 

計器架台取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

*：後打ちケミカルアンカ 

 

表 2.1-38 格納容器内酸素濃度計測装置の使用条件 

設置場所 原子炉建屋 中央制御室 

周囲温度 40.0 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：原子炉建屋の設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.20 MSV 位置計測装置 

(1) 構造 

東海第二の MSV 位置計測装置は，MSV の位置を検出する位置検出器，その他電気

回路構成品である補助継電器，ヒューズ等で構成されている。 

東海第二の MSV 位置計測装置構成図を図 2.1-30 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の MSV 位置計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-39 に，使用条件を表

2.1-40 に示す。 
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図 2.1-30 MSV 位置計測装置構成図 

 

No. 部位 

① 位置検出器（リミットスイッチ式） 

② 補助継電器 

③ ヒューズ 

 

①

MSV 
電源 

スクラム信号

操作制御盤 
③ 

② 

補助継電器 
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表 2.1-39 MSV 位置計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

位置検出器 

（リミットスイッチ式）
（定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

 

表 2.1-40 MSV 位置計測装置の使用条件 

設置場所 ヒータールーム 中央制御室 

周囲温度 48.9 ℃(最高)*1 32.2 ℃(最高)*2 

*1：ヒータールームの設計値 

*2：中央制御室の設計値 
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2.1.21 RCIC タービン回転速度計測装置 

(1) 構造 

東海第二の RCIC タービン回転速度計測装置は，RCIC タービンの回転速度を検出

する回転速度検出器，信号変換処理を行う信号変換処理部，指示計，電気回路に電

源を供給するための電源装置，その他電気回路構成品である補助継電器，ヒューズ

等で構成されている。 

東海第二の RCIC タービン回転速度計測装置構成図を図 2.1-31 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の RCIC タービン回転速度計測装置主要部位の使用材料を表 2.1-41 に，

使用条件を表 2.1-42 に示す。 

 

 



 

 

－
 
1
-
8
5
 
－
 

No. 部位 

① 回転速度検出器（電磁ピックアップ式） 

② 信号変換処理部 

③ 指示計（*：他操作制御盤に設置） 

④ 電源装置 

⑤ 補助継電器 

⑥ ヒューズ 

 

図 2.1-31 RCIC タービン回転速度計測装置構成図 

RCIC 
ポンプ 

RCIC 
タービン 

RCIC トリップ信号 

電源 ④⑥

③

⑤

操作制御盤 

補助継電器 

電源装置 

指示計* 

信号変換処理部 

②①
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表 2.1-41 RCIC タービン回転速度計測装置主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

信号伝達 
プロセス値／ 

電気信号変換 

回転速度検出器 

（電磁ピックアップ式）
（定期取替品） 

信号変換処理部 
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 

指示計 銅他 

電源装置 （定期取替品） 

補助継電器 （定期取替品） 

ヒューズ  （消耗品） 

 

表 2.1-42 RCIC タービン回転速度計測装置の使用条件 

設置場所 RCIC ポンプ室 空調機械室 中央制御室 

― 通常運転時 設計基準事故時 ― ― 

周囲温度 

定期試験時 

65.6 ℃(最高)*1 

平常時 

40.0 ℃(最高)*1 

100 ℃(最高)*1 50 ℃(最高)*2 32.2 ℃(最高)*3

最高圧力 大気圧*1 1.744 kPa*1 大気圧*2 大気圧*3 

放射線 

定期試験時 
2.00×10-3 Gy/h(最大)*1

平常時 
1.5×10-4 Gy/h(最大)*1

19 Gy 

(最大積算値)*1
― ― 

*1：RCIC ポンプ室の設計値 

*2：空調機械室の設計値 

*3：中央制御室の設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

計測装置の機能である計測機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 信号伝達 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

計測装置について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（周囲温度）及び現在までの運転経験を考慮し，

表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，

▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ヒューズ，ガスケット，O リングは消耗品で，圧力伝送器，差圧伝送器，温度検

出器，前置増幅器，信号変換処理部[SRNM，主蒸気管放射線，原子炉建屋換気系放

射線，使用済燃料プール水位]，水素検出器[格納容器内水素濃度]，酸素検出器，

位置検出器，回転速度検出器，記録計，電源装置，補助継電器は定期取替品であり，

設計時に長期使用せず取替えを前提としていることから高経年化対策を見極める

上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 
① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 
 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. サンプルポンプモータの絶縁特性低下［格納容器内水素濃度計測装置，格納

容器内酸素濃度計測装置］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 圧力検出器，放射線検出器及び地震加速度検出器の特性変化［D/G 機関冷却水入口

圧力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，主蒸気管放射線計測装置，原子炉

建屋換気系放射線計測装置，地震加速度計測装置］ 

圧力検出器，放射線検出器及び地震加速度検出器は，長期間の使用に伴い検出

部の変形や電気回路部の可変抵抗器の導通不良等に起因して，特性が変化する可

能性がある。 

しかし，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精

度内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 水位検出器の特性変化［スクラム排出容器水位計測装置，使用済燃料プール水位

計測装置，格納容器下部水位計測装置，取水ピット水位計測装置，潮位計測装置］ 

水位検出器は，検出部の汚損等により特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験を実施し，特性が精度内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，検出部の清掃・手入れ等を行うこ

ととしている。 

新規に設置される使用済燃料プール水位計測装置，格納容器下部水位計測装置，

取水ピット水位計測装置及び潮位計測装置の水位検出器は，今後上記同様の保全

を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. SRNM 検出器の特性変化［SRNM］ 

SRNM 検出器は，核分裂電離箱であるため，中性子照射によるウラン減少により

感度が低下し，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験にて特性を確認・評価し，管理値を超える前までに

適切に取替えを行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 水素検出器の特性変化［原子炉建屋水素濃度計測装置］ 

 新規に設置される原子炉建屋水素濃度計測装置の水素検出器は，長期間の使用

に伴い電気回路部の抵抗値変化等に起因して，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験を実施し，特性が精度内であることを確認すること

とする。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととする。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

なお，当該水素検出器は，重大事故等時機能要求があるため，重大事故等時雰

囲気を考慮した長期健全性試験を実施している。長期健全性試験の試験手順を図

2.2.3-1 に，試験条件及び試験結果を表 2.2.3-1 及び表 2.2.3-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3-1 水素検出器の長期健全性試験手順 

加速熱劣化（通常時） 

放射線照射（通常時＋事故時） 

事故時雰囲気曝露 

通常運転期間及び重大事故等時相当の 

放射線照射 

放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露 

供試体 

通常運転期間相当の加速熱劣化 

判定 機能試験 
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表 2.2.3-1 水素検出器の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

加速熱劣化 

（通常時） 

120 ℃×336 時間 120 ℃×336 時間は，原子炉建屋

6階における通常運転時 40.0 ℃×

60 年間分の劣化を包絡する。 

放射線照射 

（通常時＋事故時） 

5×104 Gy 5×104 Gy は，原子炉建屋 6階で想

定される積算線量約 1.8×103 Gy

（60 年間の通常運転時積算線量

5.3 Gy に重大事故等時積算線量

1.7×103 Gy を加えた線量）を包絡

する。 

重大事故等時雰囲気

曝露 

（放射線を除く） 

135 ℃×1時間 

90 ℃×1時間 

80 ℃×3時間 

70 ℃×5時間 

50 ℃×14 時間 

135 ℃×1時間は，原子炉建屋 6

階における重大事故等時の環境条

件 100 ℃×2時間，65.6 ℃×166

時間を包絡する。 

 

表 2.2.3-2 水素検出器の長期健全性試験結果 

項目 判定基準 結果 

重大事故等時雰

囲気曝露後の機

能試験 

試験後の動作不良が無いこと 良 

 

試験の結果，判定基準を満足しており，60 年間の通常運転及び重大事故等時雰

囲気においても特性を維持できると評価できる。 
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e. 信号変換処理部及び指示調節計の特性変化［RHR ポンプ吐出圧力計測装置，主蒸気

管トンネル温度計測装置，RCIC 系統流量計測装置，原子炉水位計測装置，格納容

器下部水位計測装置，取水ピット水位計測装置，潮位計測装置，地震加速度計測装

置，格納容器内水素濃度計測装置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容器内酸素

濃度測定装置，RCIC タービン回転速度計測装置］ 

信号変換処理部及び指示調節計は，マイグレーションや電解コンデンサの静電

容量低下（ドライアップ）に起因して，基板内 IC での回路間短絡・断線による使

用部品の劣化や電気回路の不良により特性が変化する可能性がある。 

しかし，マイグレーションについては，設計，製造プロセスが改善されている

ことや屋内空調環境に設置されていることから，その発生の可能性は十分小さい

と考えられる。 

また，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度

内であることを確認し，異常が確認された場合には，取替え等を行うこととして

いる。 

新規に設置される格納容器下部水位計測装置，取水ピット水位計測装置，潮位

計測装置及び原子炉建屋水素濃度計測装置の信号変換処理部は，今後上記同様の

保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 指示計の特性変化［RCIC 系統流量計測装置，SRNM，RCIC タービン回転速度計測装

置］ 

指示計は，長期間の使用により，特性が変化する可能性がある。 

しかし，設計段階において，長期間使用による劣化を考慮していることから，

特性が急激に変化する可能性は小さい。 

また，点検時に特性試験・調整を実施し，特性が精度内であることを確認して

おり，異常が確認された場合には取替えを行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難

いことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 圧力検出器，水位検出器及び地震加速度検出器の導通不良［D/G 機関冷却水入口圧

力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，スクラム排出容器水位計測装置，地

震加速度計測装置］ 

圧力検出器，水位検出器及び地震加速度検出器は，接点に付着する浮遊塵埃と

接点表面に形成される酸化被膜により導通不良の可能性がある。 

しかし，使用している検出器は密閉構造のケースに収納され，屋内空調環境に

設置されていることから，塵埃の付着量，酸化被膜量とも極めてわずかな量であ

り，導通不良の可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に動作試験を実施し問題のないことを確認しており，異常が確認

された場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 水位検出器の絶縁特性低下［格納容器下部水位計測装置］ 

新規に設置される格納容器下部水位計測装置の水位検出器の絶縁物は，酸化マ

グネシウムを使用しており，熱により芯線のニッケル成分が拡散し，酸化マグネ

シウムの純度が低下することや湿分の浸入により絶縁特性低下を起こす可能性が

ある。 

しかし，水位検出器は発熱体ではなく，通常使用する環境条件では拡散が急激

に進行することはない。 

また，水位検出器は酸化マグネシウムの吸湿防止のため，セラミック端子，接

続スリーブ等の接続部をシールしており，外部の湿気がシース内部に浸入しない

構造としていることから，絶縁低下の可能性は小さい。 

さらに，点検時に水位検出器の絶縁抵抗を測定し，異常が確認された場合には，

取替え等を行うこととする。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. サンプルポンプモータのコア，フレーム及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）

［格納容器内水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計測装置］ 

コアは，電磁鋼であり腐食の発生が想定されるが，防食効果のある絶縁ワニス

処理が施されており，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，フレーム及びエンドブラケットは，圧延鋼板又は鋳鉄であり腐食の発生

が想定されるが，表面は塗装が施されており，塗膜が健全であれば腐食進行の可

能性は小さいと考えられる。 

さらに，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必

要に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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j. 計装配管サポート部の腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧力計測装置，D/G 機関

冷却水入口圧力計測装置，CV急速閉検出用圧力計測装置，RCIC系統流量計測装置，

原子炉水位計測装置，スクラム排出容器水位計測装置，格納容器内水素濃度計測

装置，格納容器内酸素濃度計測装置］ 

サポート，クランプ，ベースプレート及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり

腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置され

ていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場

合は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 計器架台，計器スタンション及びサポートの腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧

力計測装置，D/G 機関冷却水入口圧力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，

主蒸気管トンネル温度計測装置，RCIC 系統流量計測装置，原子炉水位計測装置，

SRNM，原子炉建屋換気系放射線計測装置，格納容器内水素濃度計測装置，格納容

器内酸素濃度計測装置］ 

計器架台，計器スタンション及びサポートは炭素鋼であり腐食の発生が想定さ

れる。 

しかし，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要

に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. スリーブ，取付座，上部閉止板及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［取水

ピット水位計測装置］ 

 新規に設置される取水ピット水位計測装置のスリーブ，取付座，上部閉止板及

び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

 しかし，大気接触部は塗装を施すことから，塗膜が健全であれば腐食が発生す

る可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うこととする。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 筺体の腐食（全面腐食）［SRNM，原子炉建屋水素濃度計測装置，地震加速度計測装

置］ 

筺体は炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置され

ていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場

合は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される原子炉建屋水素濃度計測装置の筐体は，今後上記同様の保全

を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 検出器ガイド及び検出器取付金具の腐食（全面腐食）［主蒸気管放射線計測装置］ 

検出器ガイド及び検出器取付金具は炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，検出器ガイドの露出部及び検出器取付金具の外表面は塗装が施されて

おり，屋内空調環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい

と考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要

に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 検出器取付金具の腐食（全面腐食）[原子炉建屋換気系放射線計測装置] 

検出器取付金具はアルミニウム合金であり腐食の発生が想定される。 

しかし，検出器取付金具の外表面はアルマイト処理が施されており，屋内空調

環境に設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に外観を目視で確認し，異常が認められた場合は，必要に応じて

補修を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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p. 計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出

圧力計測装置，原子炉水位計測装置，SRNM，原子炉建屋換気系放射線計測装置，

原子炉建屋水素濃度計測装置］ 

計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食の発生が想定

される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置され

ていることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場

合は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される原子炉建屋水素濃度計測装置の取付ボルト・ナットは，今後

上記同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧力計測装置，D/G 機関冷却水入

口圧力計測装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，主蒸気管トンネル温度計測装置，

RCIC 系統流量計測装置，原子炉水位計測装置，スクラム排出容器水位計測装置，

原子炉建屋換気系放射線計測装置，地震加速度計測装置，原子炉建屋水素濃度計

測装置］ 

基礎ボルトの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施

するものとし本評価書には含めない。 

 

r. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[D/G 機関冷却水入口圧力計測装置，

SRNM] 

 埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

 また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要

に応じて補修を行うこととしている。 

 したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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s. 水位検出器，検出器ガイド，サポート，ベースプレート，取付ボルト及び基礎ボ

ルトの腐食（孔食，隙間腐食）［潮位計測装置］ 

 新規に設置される潮位計測装置の水位検出器，検出器ガイド，サポート，ベー

スプレート，取付ボルト及び基礎ボルトはステンレス鋼であり計測対象が海水の

ため，接液部に腐食（孔食，隙間腐食）の発生が想定される。 

 しかし，点検時に外観を目視で確認し，腐食（孔食，隙間腐食）が認められた

場合は，必要に応じて補修又は取替えを行うこととする。 

 したがって，高経年化上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の貫粒型応力腐食割れ［共通］ 

 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，大気中の海

塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面からの貫粒型応力腐食割れが想定さ

れる。 

 しかし，計装配管の代表箇所について，定期的に目視点検及び付着塩分量測定

を実施し，目視点検で異常を認めた場合や付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超

えた場合は，清掃及び浸透探傷検査を行うこととしている。 

 また，東海第二では，工事における副資材の管理で計装配管等への塩分付着を

防止している。 

 したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の粒界型応力腐食割れ［共通］ 

計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，粒界型応力

腐食割れが想定される。 

しかしながら，内部流体の温度は 100 ℃未満であり，粒界型応力腐食割れが生

じる可能性はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. SRNM 検出器構造材の機械的損傷［SRNM］ 

SRNM 検出器は，原子炉内で高速中性子照射の影響を受け，照射誘起型応力腐食

割れや照射脆化など，構造材に機械的な損傷を与える可能性がある。 

しかし，SRNM 検出器は，特性変化に伴い構造材の設計寿命である 20 年間の供用

期間を超える前に取替えられることから，構造材に機械的損傷が発生する可能性

はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［D/G 機関冷却水入口圧力計測

装置，CV 急速閉検出用圧力計測装置，主蒸気管トンネル温度計測装置，スクラム

排出容器水位計測装置，潮位計測装置，原子炉建屋換気系放射線計測装置，格納

容器内水素濃度計測装置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計

測装置］ 

後打ちケミカルアンカの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」にて

評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［RHR ポンプ吐出圧力計測装

置，D/G 機関冷却水入口圧力計測装置，原子炉水位計測装置，SRNM］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化

の進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意

な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. ジベル（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［取水ピット水位計測装置］ 

 新規に設置される取水ピット水位計測装置のジベル（コンクリート埋設部）は

異形棒鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化

の進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，ジベルに有意な

腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，ジベル（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

ｆ. 計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設

部）の腐食（全面腐食）[格納容器内水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計測

装置] 

 計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋

設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化

の進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，計器架台取付ボ

ルト及び基礎ボルトに有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コ

ンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/21)  RHR ポンプ吐出圧力計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コンクリート 

埋設部 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

圧力伝送器 

（ダイヤフラム式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管 

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

クランプ  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*3       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/21) D/G 機関冷却水入口圧力計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:樹脂の劣化 

*4:大気接触部 

*5:コンクリート 

埋設部 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

圧力検出器 

（べローズ式） 
 ステンレス鋼他      △ △  

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

クランプ  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲*3 

埋込金物  炭素鋼  
△*4 

▲*5 
      

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/21) CV 急速閉検出用圧力計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

圧力検出器 

（シールドピストン式）
 ステンレス鋼他      △ △  

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

ベースプレート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

ライナー  ステンレス鋼         

支持 
計器スタンション  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲*3 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/21) 主蒸気管トンネル温度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

温度検出器 

（熱電対式） 
◎ －         

*:樹脂の劣化 

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

温度検出

器サポー

ト 

サポート  炭素鋼  △       

支持 基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲* 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
4 
－
 

表 2.2-1(5/21) サプレッション・プール水温度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

温度検出器 

（測温抵抗体式） 
◎ －         

 

記録計 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

温度検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

取付ボルト・ナット  ステンレス鋼         

 



 

 

－
 
1-
10
5 
－
 

表 2.2-1(6/21)  RCIC 系統流量計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

指示調節計  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

指示計  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポー卜  炭素鋼  △       

クランプ  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 
計器架台  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
1-
10
6 
－
 

表 2.2-1(7/21) 原子炉水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コンクリート 

埋設部 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

過流量阻止弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

差圧伝送器 

（ダイヤフラム式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポー卜  炭素鋼  △       

クランプ  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*3       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
7 
－
 

表 2.2-1(8/21) スクラム排出容器水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

水位検出器 

（フロート式） 
 ステンレス鋼他      △ △  

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポー卜  炭素鋼  △       

べースプレート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  ステンレス鋼         

ライナー  ステンレス鋼         

支持 基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲*3 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
10
8 
－
 

表 2.2-1(9/21)  使用済燃料プール水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器 

（ガイドパルス式） 
 ステンレス鋼       △  

 

信号変換処理部 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

水位検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

ベースプレート  ステンレス鋼         

支持 
取付ボルト  ステンレス鋼         

基礎ボルト  ステンレス鋼         

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



 

 

－
 
1-
10
9 
－
 

表 2.2-1(10/21)  格納容器下部水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器（電極式）  

ステンレス鋼， 

アルミナ， 

酸化マグネシウム他

    △  △  

 

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

水位検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

支持 基礎ボルト  ステンレス鋼         

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
1-
11
0 
－
 

表 2.2-1(11/21)  取水ピット水位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器（電波式）  ステンレス鋼他       △  *:コンクリート 

 埋設部 
信号変換処理部  

半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

機器の支持 支持 

スリーブ  炭素鋼  △       

ジベル  異形棒鋼  ▲*       

取付座  炭素鋼  △       

上部閉止板  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
1 
－
 

表 2.2-1(12/21)  潮位計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水位検出器（圧力式）  ステンレス鋼他  △*1     △  *1：孔食，隙間腐

食 

*2：樹脂の劣化 
信号変換処理部  

半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

機器の支持 支持 

検出器ガイド  ステンレス鋼  △*1       

サポート  ステンレス鋼  △*1       

ベースプレート  ステンレス鋼  △*1       

取付ボルト  ステンレス鋼  △*1       

基礎ボルト  ステンレス鋼，樹脂  △*1      ▲*2 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
2 
－
 

表 2.2-1(13/21) SRNM に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

SRNM 検出器 

（核分裂電離箱式） 
 

アルミナ， 

インコネル， 

ステンレス鋼他 

      △ ▲*1 

*1:機械的損傷 

*2:大気接触部 

*3:コンクリート

埋設部 前置増幅器 ◎ －         

信号変換処理部 ◎ －         

指示計  銅他       △  

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

サポート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*2 

▲*3       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
1-
11
3 
－
 

表 2.2-1(14/21) 主蒸気管放射線計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

放射線検出器 

（イオンチェンバ式） 
 電離箱他       △  

 

信号変換処理部 ◎ －         

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 
検出器ガイド  炭素鋼  △       

検出器取付金具  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
1-
11
4 
－
 

表 2.2-1(15/21) 原子炉建屋換気系放射線計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

放射線検出器 

（半導体式） 
 半導体他       △  

*:樹脂の劣化 

信号変換処理部 ◎ －         

記録計 ◎ －         

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

計器架台  炭素鋼  △       

検出器取付金具  アルミニウム合金  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲* 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
5 
－
 

表 2.2-1(16/21) 地震加速度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

地震加速度検出器 

（倒立振子式） 
 炭素鋼，銅他      △ △  

 

信号変換処理部  抵抗器他       △  

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 
筐体  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼  △       

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

－
 
1-
11
6 
－
 

表 2.2-1(17/21) 格納容器内水素濃度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コア，フレー

ム，エンドブラ

ケット 

*4:コンクリート 

埋設部 

*5:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

サンプルポンプモータ  銅他  △*3   ○    

水素検出器 

（熱伝導式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

ライナー  ステンレス鋼         

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  ▲*4       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  ▲*4      ▲*5 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
7 
－
 

表 2.2-1(18/21)  原子炉建屋水素濃度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

水素検出器（触媒式）  
ステンレス鋼，白金

抵抗器(触媒処理)他
      △  

*：樹脂の劣化 

信号変換処理部  

半導体，電解コンデ

ンサ，抵抗器， 

可変抵抗器他 

      △  

電源装置 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

水素検出

器サポー

ト 

サポート  ステンレス鋼         

ベースプレート  ステンレス鋼         

取付ボルト・ナット  ステンレス鋼         

支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △      ▲* 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）



 

 

－
 
1-
11
8 
－
 

表 2.2-1(19/21) 格納容器内酸素濃度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

計装配管  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     
*1:貫粒型応力 

腐食割れ 

*2:粒界型応力 

腐食割れ 

*3:コア，フレー

ム，エンドブラ

ケット 

*4:コンクリート 

埋設部 

*5:樹脂の劣化 

継手  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

計装弁  ステンレス鋼    
△*1

▲*2     

サンプルポンプモータ  銅他  △*3   ○    

酸素検出器 

（磁気式） 
◎ －         

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器， 

電解コンデンサ他 
      △  

記録計 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持

計装配管

サポート 

サポート  炭素鋼  △       

取付ボルト・ナット  
ステンレス鋼， 

炭素鋼 
 △       

ライナー  ステンレス鋼         

支持 

計器架台  炭素鋼  △       

計器架台取付ボルト  炭素鋼  ▲*4       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  ▲*4      ▲*5 

○:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
1-
11
9 
－
 

表 2.2-1(20/21) MSV 位置計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

位置検出器 

（リミットスイッチ式）
◎ －         

 

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         



 

 

－
 
1-
12
0 
－
 

表 2.2-1(21/21) RCIC タービン回転速度計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

信号伝達 

プロセス

値／電気

信号変換 

回転速度検出器 

（電磁ピックアップ式）
◎ －         

 

信号変換処理部  
半導体，可変抵抗器，

電解コンデンサ他 
      △  

指示計  銅他       △  

電源装置 ◎ －         

補助継電器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

△:高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) サンプルポンプモータの絶縁特性低下［格納容器内水素濃度計測装置，格納容器内酸

素濃度計測装置］ 

a. 事象の説明 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する事象の説明は，低

圧ポンプモータと同一であることから，「ポンプモータの技術評価書」低圧ポンプ

モータの事象の説明を参照のこと。 

 

b. 技術評価 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する技術評価は，低圧

ポンプモータと同一であることから，「ポンプモータの技術評価書」低圧ポンプモ

ータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する技術評価を参

照のこと。 

ただし，現状保全は絶縁抵抗測定のみであり，密閉構造であることから埃等の

異物付着の可能性が小さいため目視点検，清掃は行っていない。 

なお，有意な絶縁特性低下が認められた場合は，モータの取替えを行うことと

している。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策

の観点から現状の保全内容に対して追加すべき項目はないと考える。 

今後も絶縁抵抗測定を実施することにより，絶縁特性低下を監視していくとと

もに，必要に応じて取替え等の適切な対応をとることとする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 圧力計測装置 

② 温度計測装置 

③ 流量計測装置 

④ 水位計測装置 

⑤ 中性子束計測装置 

⑥ 放射線計測装置 

⑦ 濃度計測装置 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. サンプルポンプモータの絶縁特性低下[濃度計測装置] 

 代表機器同様，新規に設置される濃度計測装置のサンプルポンプモータは，固定子

コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下が想定されるが，点検時に絶縁抵抗測定

を実施し，有意な絶縁特性低下が認められた場合は，モータの取替えを行うことで，

健全性は維持できると判断する。 

 したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 圧力検出器の特性変化[圧力計測装置] 

代表機器同様，圧力検出器は，長期間の使用に伴い検出部の変形や電気回路部の

可変抵抗器の導通不良に起因して，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度

内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 水位検出器の特性変化[水位計測装置] 

代表機器同様，水位検出器は，検出部の汚損により特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験を実施し，特性が精度内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，検出部の清掃・手入れ等を行うこと

としている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 放射線検出器の特性変化[放射線計測装置] 

 代表機器同様，放射線検出器は，長期間の使用に伴い電気回路部の不良に起因し

て，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度

内であることを確認している。 

また，点検時に異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

なお，格納容器雰囲気放射線計測装置等の放射線検出器は，重大事故等時機能要

求があるため，重大事故等時雰囲気を考慮した長期健全性試験を実施している。長

期健全性試験の試験手順を図 3.2-1 に，試験条件及び試験結果を表 3.2-1 及び表

3.2-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.2-1 放射線検出器の長期健全性試験手順 

通常運転期間及び重大事故等時相当の 

放射線照射 
放射線照射（通常時＋事故時） 

事故雰囲気曝露 

判定 特性試験 

供試体 

放射線を除く重大事故等時雰囲気曝露 
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表 3.2-1 放射線検出器の長期健全性試験条件 

 試験条件 説明 

放射線照射 

（通常時＋ 

事故時） 

積算線量 1.0×106 Gy 東海第二で想定される積算線量 6.61

×105 Gy（60 年間の通常運転時積算線

量 2.1×104 Gy に重大事故等時積算線

量 6.40×105 Gy を加えた線量）を包絡

する。 

重大事故等

時雰囲気曝

露 

（放射線を 

除く） 

温度 220 ℃／5分 → 

      200 ℃／185 時間 

東海第二で想定される重大事故等時

原子炉建屋及びサンドクッションエ

リア内環境条件を包絡する。 

温度 200 ℃／事象発生〜7日間 

 

表 3.2-2 放射線検出器の長期健全性試験結果 

項目 試験手順 判定基準（機器仕様） 結果 

重大事故等時

雰囲気曝露後

の特性試験 

絶縁抵抗測定 

機能試験（直線性） 

機能試験（飽和特性） 

100 MΩ以上 

基準感度±20 ％以内 

電流比 0.9 より大きい 

良 

 

試験の結果，判定基準を満足しており，60 年間の通常運転及び重大事故等時雰囲

気においても特性を維持できると評価できる。 
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d. LPRM 検出器の特性変化[中性子束計測装置] 

代表機器同様，LPRM 検出器は，核分裂電離箱であるため，中性子照射によるウラ

ン減少により感度が低下し，特性が変化する可能性がある。 

しかし，点検時に特性試験にて特性を確認・評価し，管理値を超える前までに適

切に取替えを行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 信号変換処理部及び指示調節計の特性変化［圧力計測装置，温度計測装置，流量計

測装置，水位計測装置，中性子束計測装置，濃度計測装置］ 

代表機器同様，信号変換処理部及び指示調節計は，マイグレーションや電解コン

デンサの静電容量低下（ドライアップ）に起因して，基板内 IC での回路間短絡・断

線による使用部品の劣化や電気回路の不良により特性が変化する可能性がある。 

しかし，マイグレーションについては，設計，製造プロセスが改善されているこ

とや屋内空調環境に設置されていることから，その発生の可能性は十分小さいと考

えられる。 

また，点検時に特性試験（入出力試験，ループ試験等）を実施し，特性が精度内

であることを確認し，異常が確認された場合には，取替え等を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 指示計の特性変化［圧力計測装置，流量計測装置，水位計測装置］ 

代表機器同様，指示計は，長期間の使用により，特性が変化する可能性がある。 

しかし，設計段階において，長期間使用による劣化を考慮していることから，特

性が急激に変化する可能性は小さい。 

また，点検時に特性試験・調整を実施し，特性が精度内であることを確認してお

り，異常が確認された場合には取替えを行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの進展傾向が大きく変化する要因があるとは考え難い

ことから，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. 圧力検出器及び水位検出器の導通不良[圧力計測装置，水位計測装置] 

代表機器同様，圧力検出器及び水位検出器は，接点に付着する浮遊塵埃と接点表

面に形成される酸化被膜により導通不良の可能性がある。 

しかし，使用している検出器は密閉構造のケースに収納され，屋内空調環境に設

置されていることから，塵埃の付着量，酸化被膜量とも極めてわずかな量であり，

導通不良の可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に動作試験を実施し問題のないことを確認しており，異常が確認さ

れた場合には，取替え等を行うこととしている。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. サンプルポンプモータのコア，フレーム及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）［濃

度計測装置］ 

代表機器同様，新規に設置されるサンプルポンプモータのコアは，電磁鋼であり

腐食の発生が想定されるが，防食効果のある絶縁ワニス処理が施されており，腐食

が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，フレーム及びエンドブラケットは，腐食の発生が想定されるが，表面は塗

装が施されており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さいと考えられる。 

さらに，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うことで機能を維持できると考える。 

したがって，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 計装配管サポート部の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，サポート，クランプ，ベースプレート及び取付ボルト・ナットは

炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置されて

いることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合

は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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j. 計器架台，計器スタンション及びサポートの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，計器架台，計器スタンション及びサポートは炭素鋼であり腐食の

発生が想定される。 

しかし，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 筺体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，筺体は炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置されて

いることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合

は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象と判断する。 

 

l. 計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，計器架台取付ボルト及び取付ボルト・ナットは炭素鋼であり腐食

の発生が想定される。 

しかし，表面は塗装又はメッキ処理が施されており，屋内空調環境に設置されて

いることから，腐食が発生する可能性は小さいと考えられる。 

また，点検時に塗装又はメッキの状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合

は，必要に応じて補修を行うこととしている。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［LPCS ポンプ吐出圧力計測装置，原子炉圧力計測装置，

格納容器圧力計測装置，主蒸気管圧力計測装置，主復水器真空度計測装置，常設高圧

代替注水系ポンプ吐出圧力計測装置，代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置，D/G

機関潤滑油入口圧力計測装置，主蒸気管流量計測装置，RHR 系統流量計測装置，LPCS

系統流量計測装置，HPCS 系統流量計測装置，低圧代替注水系原子炉注水流量計測装

置，低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置，低圧代替注水系格納容器下部注

水流量計測装置，原子炉水位計測装置，サプレッション・プール水位計測装置，代替

淡水貯槽水位計測装置，格納容器雰囲気放射線計測装置，使用済燃料プールエリア放

射線計測装置，格納容器内水素濃度計測装置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容

器内酸素濃度計測装置］ 

代表機器同様，基礎ボルトの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」に

て評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

n. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[共通] 

 代表機器同様，埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，大気接触部は塗装が施されており，腐食の可能性は小さい。 

 また，点検時に塗装の状態を目視で確認し，剥離等が認められた場合は，必要に

応じて補修を行うこととしている。 

 したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の貫粒型応力腐食割れ［共通］ 

 代表機器同様，計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，

大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面からの貫粒型応力腐食割れ

が想定される。 

 しかし，計装配管の代表箇所について，定期的に目視点検及び付着塩分量測定を

実施し，目視点検で異常を認めた場合や付着塩分量が基準値（70 mgCl/m2）を超えた

場合は，清掃及び浸透探傷検査を行うこととしている。 

 また，東海第二では，工事における副資材の管理で計装配管等への塩分付着を防

止している。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，今後上記

同様の保全を実施することで機能を維持できると考える。 

 したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁の粒界型応力腐食割れ［共通］ 

代表機器同様，計装配管，継手，計装弁及び過流量阻止弁はステンレス鋼であり，

粒界型応力腐食割れが想定される。 

しかしながら，内部流体の温度は 100 ℃未満であり，粒界型応力腐食割れが生じ

る可能性はない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. LPRM 検出器構造材の機械的損傷［中性子束計測装置］ 

代表機器同様，LPRM 検出器は，原子炉内で高速中性子照射の影響を受け，照射誘

起型応力腐食割れや照射脆化など，構造材に機械的な損傷を与える可能性がある。 

しかし，LPRM 検出器は，特性変化に伴い構造材の設計寿命である 20 年間の供用期

間を超える前に取替えられることから，構造材に機械的損傷が発生する可能性はな

い。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［主蒸気管圧力計測装置，格納容

器圧力計測装置，原子炉圧力計測装置，代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置，

D/G 機関潤滑油入口圧力計測装置，使用済燃料プール温度計測装置，低圧代替注水系

原子炉注水流量計測装置，低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置，低圧代

替注水系格納容器下部注水流量計測装置，サプレッション・プール水位計測装置，

代替淡水貯槽水位計測装置，西側淡水貯水設備水位計測装置，格納容器雰囲気放射

線計測装置，使用済燃料プールエリア放射線計測装置，格納容器内水素濃度計測装

置，原子炉建屋水素濃度計測装置，格納容器内酸素濃度計測措置］ 

代表機器同様，後打ちケミカルアンカの健全性評価については，「機械設備の技術

評価書」にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 
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d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定され

る。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐

食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設部）

の腐食（全面腐食）[共通] 

 代表機器同様，計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コ

ンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，計器架台取付ボルト

（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設部）に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，計器架台取付ボルト（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コン

クリート埋設部）の腐食は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 



 

 

 

 

 

2. 補助継電器盤 
 

 

［対象補助継電器盤］ 

① 原子炉保護系(A)継電器盤 

② 原子炉保護系(B)継電器盤 

③ 残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤 

④ 原子炉隔離時冷却系継電器盤 

⑤ 原子炉格納容器内側隔離系継電器盤 

⑥ 原子炉格納容器外側隔離系継電器盤 

⑦ 高圧炉心スプレイ系継電器盤 

⑧ 自動減圧系(A)継電器盤 

⑨ 自動減圧系(B)継電器盤 

⑩ 低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A)補助継電器盤 

⑪ タービン補機補助継電器盤 

⑫ プロセス計装盤1 

⑬ プロセス計装盤2 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している補助継電器盤のうち，対象となる補助継電器盤の主な仕様を表

1-1に示す。これらの補助継電器盤を型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

  

1.1 グル－プ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，補助継電器盤を表1-1に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

このグループには，原子炉保護系(A)継電器盤，原子炉保護系(B)継電器盤，残留熱除去

系(B),(C)補助継電器盤，原子炉隔離時冷却系継電器盤，原子炉格納容器内側隔離系継電

器盤，原子炉格納容器外側隔離系継電器盤，高圧炉心スプレイ系継電器盤， 自動減圧系

(A)継電器盤，自動減圧系(B)継電器盤，低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A)補助継電器

盤，タービン補機補助継電器盤，プロセス計装盤1及びプロセス計装盤2が属するが，重要

度及び原子炉保護上の重要性から原子炉保護系(A)継電器盤を代表機器とする。 

 

 



 

 

 

－
 
2
-
2
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表 1-1 補助継電器盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

(mm) 

選定基準 

選定 選定理由 
重要度*1 

使用条件 

型式 
設置

場所
設置場所 

周囲温度

(℃) 

補助継電

器盤 
屋内 

原子炉保護系(A)継電器盤（3） 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ◎ 重要度 

原子炉保護上の

重要性 
原子炉保護系(B)継電器盤（3） 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

原子炉隔離時冷却系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

原子炉格納容器内側隔離系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

原子炉格納容器外側隔離系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

高圧炉心スプレイ系継電器盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

自動減圧系(A)継電器盤（1） 1,524×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

自動減圧系(B)継電器盤（1） 914×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2  

低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A) 

補助継電器盤（1） 
1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

タービン補機補助継電器盤（1） 3,810×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

プロセス計装盤 1(1) 1,200×2,286×914 MS-2，重*2 中央制御室 32.2  

プロセス計装盤 2(1) 762×2,286×914 MS-2，重*2 中央制御室 32.2  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の補助継電器盤について技術評価を実施する。 

① 原子炉保護系(A)継電器盤 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉保護系(A)継電器盤 

(1) 構造 

東海第二の原子炉保護系(A)継電器盤は，寸法 2,400mm(W)×2,286mm(H)×914mm(D)の

自立型の補助継電器盤が 3面構成で設置されている。 

原子炉の保護機能として，原子炉保護用計測パラメータの異常検出信号を入力とし，

原子炉スクラム信号を出力するリレーロジックを構成する補助継電器，タイマー，電磁

接触器，その他電気回路構成品であるヒューズ，機器を支持するための筐体，チャンネ

ルベース，取付ボルト及び埋込金物で構成されている。 

東海第二の原子炉保護系(A)継電器盤の構成図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉保護系(A)継電器盤主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① タイマー ⑤ 取付ボルト 

② 電磁接触器 ⑥ チャンネルベース 

③ ヒューズ ⑦ 埋込金物 

④ 筐体  

 

図 2.1-1 原子炉保護系(A)継電器盤構成図 

・・

電磁接触器 補助継電器 

タイマー 

原子炉保護系(A)継電器盤 

原子炉保護用計測 

パラメータの異常検出信号 

原子炉スクラム信号 

２

３４

＊破線は，1.計測装置で評価 

１

電源 

５

６

７
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表 2.1-1 原子炉保護系(A)継電器盤主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

機器異常信号処理 保護回路 

タイマー （定期取替品） 

電磁接触器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

チャンネルベース 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

 

表 2.1-2 原子炉保護系(A)継電器盤の使用条件 

設置場所 中央制御室 

周囲温度 32.2 ℃ 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

補助継電器盤の機能である保護機能の達成に必要な項目としては，以下のとおり。 

(1) 機器異常信号処理 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

補助継電器盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（周囲温度）及び現在までの運転経験を考慮

し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は

△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ヒューズは消耗品であり，電磁接触器及びタイマーは定期取替品であるため，設計

時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評

価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食） 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキによ

り腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さ

い。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認めら

れた場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐

食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1  原子炉保護系(A)継電器盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機器異常信号処理 保護回路 

タイマー ◎ －         
*:コンクリート

埋設部 

電磁接触器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

チャンネルベース  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象補助継電器盤］ 

① 原子炉保護系(B)継電器盤 

② 残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤 

③ 原子炉隔離時冷却系継電器盤 

④ 原子炉格納容器内側隔離系継電器盤 

⑤ 原子炉格納容器外側隔離系継電器盤 

⑥ 高圧炉心スプレイ系継電器盤 

⑦ 自動減圧系(A)継電器盤 

⑧ 自動減圧系(B)継電器盤 

⑨ 低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A)補助継電器盤 

⑩ タービン補機補助継電器盤 

⑪ プロセス計装盤 1 

⑫ プロセス計装盤 2 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキにより

腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進

行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が

発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

 

 

 

 

3. 操作制御盤 
 

 

［対象操作制御盤］ 

① 原子炉制御操作盤    ㉙ 潮位監視盤 

② 原子炉補機操作盤    ㉚ 津波・構内監視設備 

③ 緊急時炉心冷却系操作盤   ㉛ 使用済燃料プール監視設備 

④ 所内電気操作盤    ㉜ 緊急時対策所用非常用換気空調 

⑤ 可燃性ガス濃度制御盤(A)     設備操作盤 

⑥ 可燃性ガス濃度制御盤(B)   ㉝ 緊急時対策所用災害対策本部 

⑦ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤   操作盤 

⑧ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤 ㉞ 安全パラメータ表示システム 

⑨ 出力領域モニタ計装盤      (SPDS)及びデータ伝送設備 

⑩ 窒素置換－空調換気制御盤   ㉟ 衛星電話設備 

⑪ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(A)操作盤 ㊱ 統合原子力防災ネットワークに 

⑫ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(B)操作盤   接続する通信連絡設備 

⑬ 原子炉保護系1Aトリップユニット盤   

⑭ 原子炉保護系1Bトリップユニット盤   

⑮ 原子炉保護系2Aトリップユニット盤   

⑯ 原子炉保護系2Bトリップユニット盤   

⑰ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤  

⑱ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤  

⑲ 高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤   

⑳ 格納容器雰囲気監視系(A)操作盤    

㉑ 格納容器雰囲気監視系(B)操作盤    

㉒ サプレッション・プール温度記録計盤(A) 

㉓ サプレッション・プール温度記録計盤(B) 

㉔ RCICタービン制御盤 

㉕ 原子炉遠隔停止操作盤 

㉖ SA監視操作設備 

㉗ 高圧代替注水系制御盤 

㉘ 常設代替高圧電源装置遠隔操作盤
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している操作制御盤のうち，対象となる操作制御盤の主な仕様を表1-1に

示す。これらの操作制御盤を型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグループより

以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び設置場所を分類基準とし，操作制御盤を表1-1に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

このグループには，原子炉制御操作盤，原子炉補機操作盤，緊急時炉心冷却系操作盤，

所内電気操作盤，可燃性ガス濃度制御盤(A)，可燃性ガス濃度制御盤(B)，プロセス放射線

モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤，プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤，出

力領域モニタ計装盤，窒素置換－空調換気制御盤，非常用ガス処理系,非常用ガス再循環

系(A)操作盤，非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(B)操作盤，原子炉保護系1Aトリッ

プユニット盤，原子炉保護系1Bトリップユニット盤，原子炉保護系2Aトリップユニット盤，

原子炉保護系2Bトリップユニット盤，緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤，緊

急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤，高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤，

格納容器雰囲気監視系(A)操作盤，格納容器雰囲気監視系(B)操作盤，サプレッション・プ

ール温度記録計盤(A)，サプレッション・プール温度記録計盤(B)，RCICタービン制御盤，

原子炉遠隔停止操作盤，SA監視操作設備，高圧代替注水系制御盤，常設代替高圧電源装置

遠隔操作盤，潮位監視盤，津波・構内監視設備，使用済燃料プール監視設備，緊急時対策

所用非常用換気空調設備操作盤，緊急時対策所用災害対策本部操作盤，安全パラメータ表

示システム(SPDS)及びデータ伝送設備，衛星電話設備及び統合原子力防災ネットワークに

接続する通信連絡設備が属するが，重要度及び原子炉保護上の重要性から原子炉制御操作

盤を代表機器とする。 
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表 1-1(1/2) 操作制御盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

設置場所 

周囲

温度

(℃)

操作制御盤 屋内 

原子炉制御操作盤（1） 4,402×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ◎ 重要度 

原子炉保護

上の重要性 

原子炉補機操作盤（1） 2,811×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

緊急時炉心冷却系操作盤（1） 6,096×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

所内電気操作盤（1） 3,200×2,286×1,661 MS-2，重*2 中央制御室 32.2  

可燃性ガス濃度制御盤(A)（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

可燃性ガス濃度制御盤(B)（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

出力領域モニタ計装盤（6） 4,572×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

窒素置換－空調換気制御盤（1） 1,829×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)操作盤（1） 2,440×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)操作盤（1） 2,440×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

原子炉保護系1Aトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

原子炉保護系1Bトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

原子炉保護系2Aトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

原子炉保護系2Bトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2  

格納容器雰囲気監視系(A)操作盤（1） 760×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

格納容器雰囲気監視系(B)操作盤（1） 760×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2  

サプレッション・プール温度記録計盤(A)（1） 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2  

サプレッション・プール温度記録計盤(B)（1） 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2  

RCICタービン制御盤(1) 1,000×2,300×800 MS-1，重*2 空調機械室 50  

原子炉遠隔停止操作盤（1） 2,438×2,286×914 MS-2，重*2 電気室 40  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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表 1-1(2/2) 操作制御盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

設置場所 

周囲

温度

(℃)

操作制御盤 屋内 

SA 監視操作設備*4 － 重*2 中央制御室 32.2   

高圧代替注水系制御盤（1）*4 1,050×2,275×600 重*2 中央制御室 32.2  

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤（1）*4 800×2,200×670 重*2 中央制御室 32.2  

潮位監視盤（1）*4 750×1,725×500 設*3 中央制御室 32.2  

津波・構内監視設備*4 － 設*3 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

使用済燃料プール監視設備*4 － 重*2 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤（4）*4 1,000×2,300×1,000*5 重*2 緊急時対策所 40  

緊急時対策所用災害対策本部操作盤（1）*4 1,500×2,300×1,500 重*2 緊急時対策所 40  

安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデータ伝送設備*4 － 重*2 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

衛星電話設備*4 － 重*2 中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/

40 
 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備*4 － 重*2 緊急時対策所 40  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

*5：1面あたりの仕様を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の操作制御盤について技術評価を実施する。 

① 原子炉制御操作盤 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉制御操作盤 

(1) 構造 

東海第二の原子炉制御操作盤は，寸法 4,402 ㎜(W)×2,286 ㎜(H)×1,661 ㎜(D)の自

立型の操作制御盤が１面構成で設置されている。 

原子炉系の操作，監視及び制御機能として，原子炉の状態を監視する故障表示器，

指示計，記録計，表示灯，液晶ディスプレイ，信号変換処理を行う信号変換処理部，

機器の操作及び制御を行う操作スイッチ，押釦スイッチ，指示調節計，その他電気回

路構成品であるヒューズ，機器の支持機能として筺体，チャンネルベース，取付ボル

ト及び埋込金物で構成されている。 

東海第二の原子炉制御操作盤の構成図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉制御操作盤主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 

 



 

 

－
 
3
-
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No. 部位 No. 部位 

① 故障表示器 ⑥ ヒューズ 

② 表示灯 ⑦ 筐体 

③ 液晶ディスプレイ ⑧ 取付ボルト 

④ 操作スイッチ ⑨ チャンネルベース 

⑤ 押釦スイッチ ⑩ 埋込金物 

図 2.1-1 原子炉制御操作盤構成図 
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表 2.1-1 原子炉制御操作盤主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

機器の操作監視 

制御特性の維持 
操作，監視，制御 

故障表示器 （消耗品） 

表示灯 （消耗品） 

液晶ディスプレイ （消耗品） 

操作スイッチ （定期取替品） 

押釦スイッチ （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

筺体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

チャンネルベース 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 原子炉制御操作盤の使用条件 

設置場所 中央制御室 

周囲温度 32.2 ℃ 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

操作制御盤の機能であるプラント操作制御機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 機器の操作監視 

(2) 制御特性の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

操作制御盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（周囲温度）及び現在までの運転経験を考慮し，

表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，

▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

故障表示器，表示灯，液晶ディスプレイ及びヒューズは消耗品であり，操作スイッ

チ，押釦スイッチは定期取替品であるため，設計時に長期使用せず取替を前提として

いることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食） 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキによ

り腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さ

い。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認めら

れた場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の

進行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐

食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 原子炉制御操作盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機器の操作

監視 

制御特性の

維持 

操作，監視， 

制御 

故障表示器 ◎ －         
*:コンクリート

埋設部 

表示灯 ◎ －         

液晶ディスプレイ ◎ －         

操作スイッチ ◎ －         

押釦スイッチ ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

チャンネルベース  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  ▲*       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代表

機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象操作制御盤］ 

① 原子炉補機操作盤     ㉞ 衛星電話設備 

② 緊急時炉心冷却系操作盤    ㉟ 統合原子力防災ネットワークに 

③ 所内電気操作盤       接続する通信連絡設備 

④ 可燃性ガス濃度制御盤(A)     

⑤ 可燃性ガス濃度制御盤(B)     

⑥ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤   

⑦ プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤   

⑧ 出力領域モニタ計装盤     

⑨ 窒素置換－空調換気制御盤     

⑩ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(A)操作盤   

⑪ 非常用ガス処理系,非常用ガス再循環系(B)操作盤   

⑫ 原子炉保護系1Aトリップユニット盤    

⑬ 原子炉保護系1Bトリップユニット盤    

⑭ 原子炉保護系2Aトリップユニット盤    

⑮ 原子炉保護系2Bトリップユニット盤    

⑯ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤   

⑰ 緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤   

⑱ 高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤 

⑲ 格納容器雰囲気監視系(A)操作盤 

⑳ 格納容器雰囲気監視系(B)操作盤 

㉑ サプレッション・プール温度記録計盤(A) 

㉒ サプレッション・プール温度記録計盤(B) 

㉓ RCICタービン制御盤 

㉔ 原子炉遠隔停止操作盤 

㉕ SA監視操作設備 

㉖ 高圧代替注水系制御盤 

㉗ 常設代替高圧電源装置遠隔操作盤 

㉘ 潮位監視盤 

㉙ 津波・構内監視設備 

㉚ 使用済燃料プール監視設備 

㉛ 緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤 

㉜ 緊急時対策所用災害対策本部操作盤 

㉝ 安全パラメータ表示システム(SPDS)  

及びデータ伝送設備 
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3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

代表機器同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

  

a. 半導体基板の特性変化 

［津波・構内監視設備，使用済燃料プール監視設備，安全パラメータ表示システム

(SPDS)及びデータ伝送設備，衛星電話設備，統合原子力防災ネットワークに接続す

る通信連絡設備］ 

半導体基板は長期間の使用に伴い，入出力特性の変化が想定される。 

しかしながら，半導体基板を構成している電気回路部は定格値（電圧・電流）に対

して回路上は十分低い範囲で使用する設計としており，また屋内に設置されているこ

とから環境変化の程度は小さく，短期間での入出力特性が変化する可能性は小さい。 

新規に設置される常設重大事故等対処設備等に属する機器については，定期的に調

整試験及び動作確認を行い，異常が認められた場合は必要に応じて補修を行うことと

しており，これらの保全を実施することで機能を維持できると考える。 

したがって，半導体基板の特性変化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

b. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは炭素鋼であり，腐食が想定される。 

しかしながら，筐体及びチャンネルベースは塗装，取付ボルトは亜鉛メッキにより

腐食を防止しており，塗膜又はメッキ面が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

また，点検時に目視により塗膜又はメッキ面の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

［原子炉保護系1Aトリップユニット盤，原子炉保護系1Bトリップユニット盤，原子炉

保護系2Aトリップユニット盤，原子炉保護系2Bトリップユニット盤，緊急時炉心冷

却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤，RCICタービン制御盤，SA監視操作設備，高圧代

替注水系制御盤，常設代替高圧電源装置遠隔操作盤，潮位監視盤，使用済燃料プー

ル監視設備，安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデータ伝送設備］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を

実施するものとし本評価書には含めない。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

［原子炉補機操作盤，緊急時炉心冷却系操作盤，所内電気操作盤，可燃性ガス濃度制

御盤(A)，可燃性ガス濃度制御盤(B)，プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操

作盤，プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤，出力領域モニタ計装盤，

窒素置換－空調換気制御盤，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)操作盤，非

常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)操作盤，緊急時炉心冷却系 DIV-Ⅱ-1 トリ

ップユニット盤，高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤，格納容器雰囲気監視系

(A)操作盤，格納容器雰囲気監視系(B)操作盤，サプレッション・プール温度記録計

盤(A)，サプレッション・プール温度記録計盤(B)，原子炉遠隔停止操作盤，緊急時

対策所用非常用換気空調設備操作盤，緊急時対策所用災害対策本部操作盤］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であり腐食が想定される。 

しかし，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進

行により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が

発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ） 

［原子炉保護系 1A トリップユニット盤，原子炉保護系 1B トリップユニット盤，原子

炉保護系 2A トリップユニット盤，原子炉保護系 2B トリップユニット盤，緊急時炉

心冷却系 DIV-Ⅰ-1 トリップユニット盤，RCIC タービン制御盤，SA 監視操作設備，

高圧代替注水系制御盤，常設代替高圧電源装置遠隔操作盤，潮位監視盤，津波・構

内監視設備，使用済燃料プール監視設備，安全パラメータ表示システム(SPDS)及び

データ伝送設備］ 

後打ちケミカルアンカの健全性評価については，「機械設備の技術評価書」にて評

価を実施するものとし本評価書には含めない。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要な空

調設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1の空調設備）及び常設重大事故等対処設備に属

する空調設備について，運転を断続的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価について

まとめたものである。 

なお，クラス 2及び高温・高圧の環境下にあるクラス 3の空調設備はない。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

評価対象機器を型式，内部流体，材料等でグループ化し，それぞれのグループから，重要度，

運転状態，流量，最高使用圧力等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外

の機器について評価を展開している。 

 

1．ファン 

2．空調機 

3．冷凍機 

4．フィルタユニット 

5．ダクト 

6．ダンパ及び弁 

 

 なお，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系，緊急時対策所換気系（重大事故等対処設備）

の配管は「配管の技術評価書」，非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系，緊急時対策所換気

系（重大事故等対処設備）の弁，中央制御室換気系隔離弁，緊急時対策所換気系（重大事故等

対処設備）の電動弁用駆動部は「弁の技術評価書」にてそれぞれ評価を実施するものとし，本

評価書には含めない。 

 また，本文中の単位の記載は，原則として SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特

に注記がない限りゲージ圧力を示す）。 
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表 1(1/2) 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 仕様（流量×静圧） 重要度*1 

ファン 

非常用ガス処理系排風機*5 3,570 m3/h ×1,500 Pa 
MS-1 

重*4 

非常用ガス再循環系排風機 17,000 m3/h ×5,227 Pa 
MS-1 

重*4 

中央制御室ブースターファン*5 5,100 m3/h ×2,110 Pa 
MS-1 

重*4 

緊急時対策所非常用送風機*5 5,000 m3/h ×5,600 Pa 重*4 

中央制御室排気ファン 3,400 m3/h ×196 Pa MS-1 

ディーゼル室換気系ルーフベ

ントファン 
71,400 m3/h ×216 Pa MS-1 

空調機 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室 

空調機 
11,800 m3/h ×490 Pa MS-1 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室 

空調機 
11,800 m3/h ×490 Pa MS-1 

残留熱除去系ポンプ室空調機 6,800 m3/h ×340 Pa MS-1 

中央制御室エアハンドリング

ユニットファン*5 
42,500 m3/h ×1,560 Pa 

MS-1 

重*4 

冷凍機 中央制御室チラーユニット 210,000 W*2 MS-1 

フィルタ

ユニット 

非常用ガス再循環系フィルタ 

トレイン 
17,000 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

非常用ガス処理系フィルタ 

トレイン 
3,570 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

中央制御室換気系フィルタ 

ユニット 
5,100 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

緊急時対策所非常用フィルタ

装置*5 
5,000 m3/h*3 重*4 

ダクト 

中央制御室換気系ダクト 

（角ダクト） 
42,500 m3/h*3 

MS-1 

重*4 

ディーゼル室換気系ダクト 

（角ダクト） 
71,400 m3/h*3 MS-1 

中央制御室換気系ダクト 

（丸ダクト） 
42,500 m3/h*3 MS-1 

原子炉建屋換気系ダクト 

（丸ダクト） 
231,200 m3/h*3 MS-1 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：冷却能力を示す 

*3：流量を示す 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であること

を示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 1(2/2) 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 仕様（流量） 重要度*1 

ダンパ 

及び弁 

中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

42,500 m3/h MS-1 

5,100 m3/h 
MS-1 

重*2 

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 95,000 m3/h MS-1 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 3,570 m3/h MS-1 

重*2 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ 17,000 m3/h MS-1 

重*2 

中央制御室換気系グラビティダンパ 

42,500 m3/h MS-1 

重*2 

5,100 m3/h MS-1 

重*2 

ディーゼル室換気系グラビティダンパ 71,400 m3/h MS-1 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*3 5,000 m3/h 重*2 

中央制御室換気系手動式ダンパ 

3,400 m3/h MS-1 

5,100 m3/h MS-1 

重*2 

原子炉建屋換気系隔離弁 231,200 m3/h MS-1 

中央制御室換気系隔離弁 
3,400 m3/h MS-1，重*2

34,800 m3/h*3 MS-1 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であること

を示す 

*3：新規に設置される機器 
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表2(1/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

非常用ガス処理系排風機 

原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合に起動

し，原子炉建屋の負圧を維持するとともに，原子炉建屋

内のガスをフィルタユニットに通過させ，放射性物質を

吸着除去した後，排気筒へ排風する。 

非常用ガス再循環系排風機 

原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合に起動

し，原子炉建屋内のガスに含まれる放射性物質を効率的

に吸着除去するため，原子炉建屋内とフィルタユニット

間で再循環させる。 

中央制御室ブースターファン 
非常時に起動し，中央制御室内の空気を再循環ラインで

循環し，中央制御室内の空気の放射性物質を除去する。

緊急時対策所非常用送風機 

重大事故等の発生時に起動し，緊急時対策所内の空気を

フィルタユニットに通過させ，放射性物質を吸着除去

し，緊急時対策所に留まる要員の居住性を確保する。 

中央制御室排気ファン 中央制御室内の空気を換気する。 

ディーゼル室換気系ルーフベントファ

ン 
ディーゼル室内の空気を換気する。 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 
高圧炉心スプレイ系ポンプの運転に伴い起動し，室内の

冷却を行い，室内環境を維持する。 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 
低圧炉心スプレイ系ポンプの運転に伴い起動し，室内の

冷却を行い，室内環境を維持する。 

残留熱除去系ポンプ室空調機 
残留熱除去系ポンプの運転に伴い起動し，室内の冷却を

行い，室内環境を維持する。 

中央制御室エアハンドリングユニット

ファン 
中央制御室内を換気し，環境を調整する。 

中央制御室チラーユニット 
冷水を中央制御室エアハンドリングユニットファン冷

却コイルに送り，中央制御室を冷却する。 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン
原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合，原子炉

建屋内ガスの放射性物質を効率的に吸着除去する。 

非常用ガス処理系フィルタトレイン 
原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合，原子炉

建屋内ガスの放射性物質を吸着除去する。 

中央制御室換気系フィルタユニット 
中央制御室空調設備の非常時の再循環ラインに取付け

られ，中央制御室内空気の放射性物質を除去する。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置 緊急時対策所の空気中の放射性物質を吸着除去する。 

中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 中央制御室換気系の空気流路を形成する。 

ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） ディーゼル室換気系の空気流路を形成する。 

中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） 中央制御室換気系の空気流路を形成する。 

原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 原子炉建屋換気系の空気流路を形成する。 



－ 5 － 

表2(2/2) 評価対象機器の機能 

機器名称 主な機能 

中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

中央制御室換気系の空気作動式ダンパで，中央制御室換

気系ファン入口に取付けられており，空気流路を確保す

る。 

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ

ディーゼル室換気系の空気作動式ダンパで，ディーゼル

室換気系の外気取入口に取付けられており，空気流路を

確保する。 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 
非常用ガス処理系の重力式ダンパで，非常用ガス処理系

排風機出口に取付けられており，逆流を防止する。 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ
非常用ガス再循環系の重力式ダンパで，非常用ガス再循

環系排風機出口に取付けられており，逆流を防止する。

中央制御室換気系グラビティダンパ 
中央制御室換気系の重力式ダンパで，中央制御室換気系

ファン出口に取付けられており，逆流を防止する。 

ディーゼル室換気系グラビティダンパ

ディーゼル室換気系の重力式ダンパで，ディーゼル室換

気系ルーフベントファン出口に取付けられており，逆流

を防止する。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ
緊急時対策所換気系の重力式ダンパで，緊急時対策所非

常用送風機出口に取付けられており，逆流を防止する。

中央制御室換気系手動式ダンパ 

中央制御室換気系の手動式ダンパで，中央制御室換気系

再循環フィルタ装置ラインに取付けられており，空気流

路を確保する。 

原子炉建屋換気系隔離弁 
原子炉建屋内の放射能レベルが高くなった場合，原子炉

建屋を隔離する。 

中央制御室換気系隔離弁 非常時に中央制御室を隔離する。 

 



 

 

 

 

 

1. ファン 

 

 

［対象ファン］ 

① 非常用ガス処理系排風機 

② 非常用ガス再循環系排風機 

③ 中央制御室ブースターファン 

④ 緊急時対策所非常用送風機 

⑤ 中央制御室排気ファン 

⑥ ディーゼル室換気系ルーフベントファン 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なファンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのファンを型式，駆動方式の観点からグループ化し，それぞれのグループより以下

のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び駆動方式を分類基準とし，表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量，静圧の観点から代表機器

を選定する。 

 

(1) 遠心式直結型ファン 

このグループには，非常用ガス処理系排風機，非常用ガス再循環系排風機が属するが，

重要度，運転状態は同等であることから，流量の大きい非常用ガス再循環系排風機を代表

機器とする。 

 

(2) 遠心式直動型ファン 

このグループには，中央制御室ブースターファン，緊急時対策所非常用送風機が属するが，

重要度の高い中央制御室ブースターファンを代表機器とする。 

 

(3) 軸流式ベルト駆動ファン 

このグループには，中央制御室排気ファンのみが属するため，これを代表機器とする。 

 

(4) 軸流式直動型ファン 

このグループには，ディーゼル室換気系ルーフベントファンのみが属するため，これを

代表機器とする。
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表 1-1 ファンのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 駆動方式 

仕様 

重要度*1 

使用条件 

流量×静圧 
（m3/h×Pa） 

運転状態 

遠心式 

直結型 

非常用ガス処理系排風機*2 3,570×1,500 
MS-1 
重*3 

一時  
重要度 

運転状態 

流量 
非常用ガス再循環系排風機 17,000×5,227 

MS-1 
重*3 

一時 ◎ 

直動型 

中央制御室ブースターファン*2 5,100×2,110 
MS-1 
重*3 

一時 ◎ 
重要度 

緊急時対策所非常用送風機*2 5,000×5,600 重*3 一時  

軸流式 

ベルト駆動 中央制御室排気ファン 3,400×196 MS-1 連続 ◎  

直動型 ディーゼル室換気系ルーフベントファン 71,400×216 MS-1 一時 ◎  

◎：代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の 4基のファンについて技術評価を実施する。 

① 非常用ガス再循環系排風機 

② 中央制御室ブースターファン 

③ 中央制御室排気ファン 

④ ディーゼル室換気系ルーフベントファン 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ガス再循環系排風機 

(1) 構造 

東海第二の非常用ガス再循環系排風機は，流量 17,000 m3/h，静圧 5,227 Pa の遠心式

ファンであり，2基設置されている。 

非常用ガス再循環系排風機は，冷却材喪失事故等の事故時に原子炉建屋内の空気をフ

ィルタユニットを介して循環させるものであり，空気を排風する主軸，羽根車及びモー

タ，機器を支持するための基礎ボルト等からなる。 

また，羽根車及び主軸は，ケーシングボルトを緩め，ケーシングを開放することによ

り，点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用ガス再循環系排風機の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ガス再循環系排風機主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を

表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全閉

型） 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシング 

⑦ ケーシングボルト 

⑧ ベース 

⑨ 取付ボルト 

⑩ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 非常用ガス再循環系排風機構造図 

③ 
① 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

② 

⑩ 

⑦ 

⑨ 
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表2.1-1 非常用ガス再循環系排風機主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 

エネルギー伝達 

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング：ア

ルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

軸継手 鋳鉄 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

軸支持 軸受（ころがり） （消耗品） 

バウンダリの維持 流路の形成 
ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト 炭素鋼 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表2.1-2 非常用ガス再循環系排風機の使用条件 

流量 17,000 m3/h 

回転速度 3,000 rpm 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.2 中央制御室ブースターファン 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室ブースターファンは，流量 5,100 m3/h，静圧 2,110 Pa の遠心

式ファンであり，2基設置される。 

中央制御室ブースターファンは，重大事故等の発生時に起動し，中央制御室内の空気

をフィルタユニットを介して循環させるものであり，空気を排風する羽根車及びモータ，

機器を支持するための基礎ボルト等からなる。 

東海第二の中央制御室ブースターファンの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室ブースターファン主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件

を表 2.1-4 に示す。 
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図 2.1-2 中央制御室ブースターファン構造図 

No. 部位 

① モータ（低圧，全閉型）

② 羽根車 

③ ケーシング 

④ ベース 

⑤ 基礎ボルト 

⑤ 

② 

① 

④ 

③ 
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表2.1-3 中央制御室ブースターファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 
エネルギー伝達 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部品：

銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼 

回転子棒，回転子エンドリング：アル

ミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファン，

ファンカバー，端子箱：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

バウンダリの維持 流路の形成 ケーシング 炭素鋼 

機器の支持 支持 
ベース 炭素鋼 

基礎ボルト ステンレス鋼 

 

表2.1-4 中央制御室ブースターファンの使用条件 

流量 5,100 m3/h 

回転速度 1,500 rpm 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 



－ 1-9 － 

2.1.3 中央制御室排気ファン 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室排気ファンは，流量 3,400 m3/h，静圧 196 Pa の軸流式ファン

であり，1基設置されている。 

中央制御室排気ファンは，中央制御室内を換気するためのものであり，空気を排風す

る羽根車及びモータ，機器を支持するための取付けボルト等からなる。 

また，羽根車は，ケーシングボルトを緩め，ケーシング等を取外すことにより，点検

手入れが可能である。 

東海第二の中央制御室排気ファンの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室排気ファン主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表

2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全閉

型） 

③ Vプーリー 

④ Vベルト 

⑤ 羽根車 

⑥ 軸受（ころがり） 

⑦ ケーシング 

⑧ ケーシングボルト 

⑨ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 中央制御室排気ファン構造図 

 

②
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⑤ ⑥

④ 
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①

⑦

⑨
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表2.1-5 中央制御室排気ファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 

エネルギー伝達

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング：ア

ルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

Vプーリー 鋳鉄 

Vベルト （消耗品） 

エネルギー変換 羽根車 アルミニウム合金鋳物 

軸支持 軸受（ころがり） （消耗品） 

バウンダリの維持 流路の形成 
ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト 炭素鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

表2.1-6 中央制御室排気ファンの使用条件 

流量 3,400 m3/h 

回転速度 1,910 rpm 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.4 ディーゼル室換気系ルーフベントファン 

(1) 構造 

東海第二のディーゼル室換気系ルーフベントファンは，流量 71,400 m3/h，静圧 216 Pa

の軸流式ファンであり，非常用ディーゼル発電機室（2C D/G 室，2D D/G 室，HPCS D/G

室）にそれぞれ 2基ずつ，計 6基が設置されている。 

ディーゼル室換気系ルーフベントファンは，非常用ディーゼル発電機運転時に室内の

冷却を行うものであり，空気を排出する羽根車及びモータ，機器を支持するための取付

けボルト等からなる。 

東海第二のディーゼル室換気系ルーフベントファンの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のディーゼル室換気系ルーフベントファン主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，

使用条件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全

閉型） 

③ 羽根車 

④ ケーシング 

⑤ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4  ディーゼル室換気系ルーフベントファン構造図 

② 

③ 

④ 

⑤ 

①  
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表 2.1-7  ディーゼル室換気系ルーフベントファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 
エネルギー伝達 

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング：ア

ルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

取付ボルト：炭素鋼 

エネルギー変換 羽根車 アルミニウム合金鋳物 

バウンダリの維持 流路の形成 ケーシング 炭素鋼 

機器の支持 支持 取付ボルト 炭素鋼 

 

表2.1-8  ディーゼル室換気系ルーフベントファンの使用条件 

流量 71,400 m3/h 

回転速度 1,000 rpm 

周囲温度 45 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋外 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ファンの機能である送風機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 流量の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ファンについて機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々の

部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。  

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

V ベルト，軸受(ころがり)は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提として

いることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を

実施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. 主軸の摩耗［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室排気ファン，ディーゼル室換

気系ルーフベントファン］ 

ころがり軸受を使用しているファンでは，軸受と主軸の接触面に僅かな摩耗が生じ

る可能性があるが，分解点検時の目視点検及び寸法測定において有意な摩耗がないこ

とを確認している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

c. V プーリーの摩耗［中央制御室排気ファン］ 

Vプーリーは鋳鉄であり，Vベルトとの接触部が回転により摩耗する可能性があるが，

Vベルトは張力管理されており，急激に摩耗が進展する可能性は小さい。 

また，分解点検時に目視点検を実施しており，摩耗状況に応じて V プーリーの取替

を行うことにより機能を維持している。 

したがって，Vプーリーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

d. 主軸の腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室排気ファン，デ

ィーゼル室換気系ルーフベントファン］ 

主軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

したがって，主軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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e. V プーリーの腐食（全面腐食）［中央制御室排気ファン］ 

V プーリーは鋳鉄であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されているこ

とから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応

じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，Vプーリーの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. 軸継手の腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機］ 

軸継手は鋳鉄であり，腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

したがって，軸継手の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

g. 羽根車の腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室ブースターフ

ァン］ 

羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

中央制御室ブースターファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に羽根

車の目視点検を行い，腐食の有無を確認することにより機能を維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

h. ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトは炭素鋼であり腐食が想定されるが，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

中央制御室ブースターファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に目視

点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考える。 

したがって，ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. ベースの腐食（全面腐食）［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室ブースターフ

ァン］ 

ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていること

から，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じ

て補修塗装することにより機能を維持している。 

中央制御室ブースターファンは，新たに設置されることから，今後，点検時にベー

スの目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考え

る。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

j. 主軸の高サイクル疲労割れ［非常用ガス再循環系排風機，中央制御室排気ファン，

ディーゼル室換気系ルーフベントファン］ 

主軸には，ファン運転時に定常応力と変動応力が発生するため，繰返し応力を受け

ると疲労が蓄積する可能性があるが，設計段階において高サイクル疲労を起こさない

よう考慮されている。 

なお，分解点検に目視点検及び浸透探傷検査を実施しており，これまでの目視点検

及び浸透探傷検査においても欠陥は認められていない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

k. 羽根車の腐食（全面腐食）［中央制御室排気ファン，ディーゼル室換気系ルーフベ

ントファン］ 

羽根車は耐食性に優れたアルミニウム合金鋳物であり，腐食の可能性は小さい。 

なお，分解点検時の目視点検により腐食の有無を確認しており，これまでの目視点

検結果からも有意な腐食は認められていない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

l. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［共通］ 

m. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及

び端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

n. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

o. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

p. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

以上，l.～p.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

以上，a.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータ

と同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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表 2.2-1(1/4) 非常用ガス再循環系排風機に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     
*1：高サイクル疲労割

れ 
*2：主軸 
*3：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*4：固定子コア及び回
転子コア 

*5：取付ボルト 
*6：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*7：回転子棒及び回転

子エンドリング 
*8：固定子コイル及び

口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 
(軸受（こ
ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

軸継手  鋳鉄  △      

エネルギー

変換 
羽根車  炭素鋼  △      

軸支持 軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリ

の維持 
流路の形成 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/4) 中央制御室ブースターファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 

(軸受（こ

ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*1 △*2*3*4 △*5▲*6    ○*7 

*1：主軸 
*2：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*3：固定子コア及び回
転子コア 

*4：取付ボルト 
*5：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*6：回転子棒及び回転

子エンドリング 
*7：固定子コイル及び

口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

エネルギー

変換 
羽根車 

 
炭素鋼  △      

バウンダリ

の維持 
流路の形成 ケーシング 

 
炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

ベース 
 

炭素鋼  △      

基礎ボルト 
 ステン

レス鋼        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/4) 中央制御室排気ファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     
*1：高サイクル疲労割

れ 
*2：主軸 
*3：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*4：固定子コア及び回
転子コア 

*5：取付ボルト 
*6：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*7：回転子棒及び回転

子エンドリング 

*8：固定子コイル及び
口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 
(軸受（こ
ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

Vプーリー  鋳鉄 △ △      

Vベルト ◎ －        

エネルギー

変換 
羽根車 

 アルミニ

ウム合金

鋳物 
 △      

軸支持 軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリ

の維持 
流路の形成 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 取付ボルト  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(4/4) ディーゼル室換気系ルーフベントファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗

品・定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー

伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     

*1：高サイクル疲労割
れ 

*2：主軸 
*3：フレーム，エンド

ブラケット，ファ
ン，ファンカバー
及び端子箱 

*4：固定子コア及び回
転子コア 

*5：取付ボルト 
*6：主軸の高サイクル

疲労割れ 
*7：回転子棒及び回転

子エンドリング 

*8：固定子コイル及び
口出線・接続部品
の絶縁特性低下 

モータ 

（低圧，全閉型）

◎ 
(軸受（こ
ろがり）)

銅，絶縁

物他 
△*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

エネルギー

変換 
羽根車 

 アルミニ

ウム合金

鋳物 
 △      

バウンダリ

の維持 
流路の形成 ケーシング  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 取付ボルト 

 

炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する

「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価

書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価結果について，1 章で実施したグループ化で

代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 

① 非常用ガス処理系排風機 

② 緊急時対策所非常用送風機 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下[共通] 

代表機器と同様，モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下に対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプ

モータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参

照のこと。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗[非常用ガス処理系排風機] 

代表機器と同様，ころがり軸受を使用しているファンでは，軸受と主軸の接触面に僅

かな摩耗が生じる可能性があるが，非常用ガス処理系排風機は，新たに設置されること

から，今後，点検時に主軸の目視点検及び寸法測定を行い，必要に応じて補修を実施す

ることにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

b. 主軸の腐食（全面腐食）[非常用ガス処理系排風機] 

代表機器と同様，主軸は炭素鋼であり腐食が想定されるが，非常用ガス処理系排風機

は，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸の目視点検を行い，必要に応じて

補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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c. 羽根車の腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，非常用ガス処理系排風

機，緊急時対策所非常用送風機は，新たに設置されることから，今後，点検時に羽根車

の目視点検を行い，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

d. ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトは炭素鋼であり腐食が

想定されるが，大気接触部に塗装が施されており，塗膜が健全であれば腐食が発生する

可能性は小さい。 

非常用ガス処理系排風機，緊急時対策所非常用送風機は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持でき

ると考える。 

したがって，ケーシング，ケーシングボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ベースの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部に塗装が施

されており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

非常用ガス処理系排風機，緊急時対策所非常用送風機は，新たに設置されることから，

今後，点検時にベースの目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持できると考える。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

f. 主軸の高サイクル疲労割れ[非常用ガス処理系排風機] 

代表機器と同様，主軸には，ファン運転時に定常応力と変動応力が発生するため，繰

返し応力を受けると疲労が蓄積する可能性があるが，設計段階において高サイクル疲労

を起こさないよう考慮されている。 

なお，非常用ガス処理系排風機は，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸

の目視点検及び浸透探傷検査を行い，欠陥の有無を確認することにより機能を維持でき

ると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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g. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗[共通] 

h. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び

端子箱の腐食（全面腐食）[共通] 

i. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）[共通] 

j. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）[共通] 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ[共通] 

以上，g.～k.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[共通] 

以上，a.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと

同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

 

2. 空調機 
 

 

［対象空調機］ 

① 高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

② 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

③ 残留熱除去系ポンプ室空調機 

④ 中央制御室エアハンドリングユニットファン 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な空調機の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの空調機を流体（冷却コイル内部流体）の観点からグループ化し，それぞれのグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

空調機冷却コイルの内部流体を分類基準とし，表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量，静圧の観点から代表機器

を選定する。 

 

(1) 海水冷却コイル空調機 

このグループには，高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機，低圧炉心スプレイ系ポンプ室

空調機及び残留熱除去系ポンプ室空調機が属するが，重要度は同じであることから，運転

状態の厳しい残留熱除去系ポンプ室空調機を代表機器とする。 

 

(2) 純水冷却コイル空調機 

このグループには，中央制御室エアハンドリングユニットファンのみが属するため，同

空調機を代表機器とする。
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表 1-1 空調機のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
内部流体*1

仕様 

重要度*2 

使用条件 

流量×静圧 
（m3/h×Pa） 

運転状態 

海水 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 
一時 

(1 回/月) 
 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 
一時 

(1 回/月) 
 

残留熱除去系ポンプ室空調機 6,800×340 MS-1 一時*3 ◎ 
重要度 

運転状態 

純水 中央制御室エアハンドリングユニットファン*4 42,500×1,560 
MS-1 
重*5 

連続 ◎  

◎：代表機器 

*1：冷却コイル内部流体を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：1 回/月（残留熱除去系 B,C ポンプ室）及び 2回/月（残留熱除去系 Aポンプ室） 

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では 1章で代表機器とした以下の空調機について技術評価を実施する。 

① 残留熱除去系ポンプ室空調機 

② 中央制御室エアハンドリングユニットファン 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 残留熱除去系ポンプ室空調機 

(1) 構造 

東海第二の残留熱除去系ポンプ室空調機は，残留熱除去系ポンプ室の冷却を行うもの

で，流量 6,800 m3/h，回転速度 1,500 rpm の空調機であり，3基設置されている。 

残留熱除去系ポンプ室空調機は，空気を送風するモータ，羽根車，空気を冷却する冷

却コイル及び機器を支持するための基礎ボルト等から構成されている。冷却コイルの内

部流体は海水であり，水室，管板内部には，冷却コイルの腐食を防止するための防食板

が設置されている。 

また，当該空調機は，冷却コイルのろう付け部に腐食が確認されたことから，2001 年

度～2003 年度に健全性向上のため，ろう付けを使用しない水室型の冷却コイルをもつ空

調機へ一式交換を行っている。 

なお，羽根車はケーシングボルトを取外すことで点検手入れが可能である。冷却コイ

ル，水室，管板は冷却コイルボルトを取外すことで点検手入れが可能である。 

東海第二の残留熱除去系ポンプ室空調機の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の残留熱除去系ポンプ室空調機主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① モータ（低圧，全閉型）

② 羽根車 

③ ケーシング 

④ ケーシングボルト 

⑤ 冷却コイル 

⑥ 水室 

⑦ 管板 

⑧ 冷却コイルボルト 

⑨ 防食板 

⑩ ベース 

⑪ 取付ボルト 

⑫ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 残留熱除去系ポンプ室空調機構造図 

基礎ボルト詳細図 

⑫ 

① 

冷却コイル 

送風機 

冷却コイル詳細図 

基礎ボルト 

⑤ 

⑥ 

⑩ 

⑧ 

⑨ 
⑦ ⑧ 

⑩ 

送風機詳細図 

②③

⑪

④
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表 2.1-1 残留熱除去系ポンプ室空調機主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 
エネルギー伝達

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング： 

アルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

バウンダリの維持 流路の形成 
ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト 炭素鋼 

冷却機能の確保 空気冷却 

冷却コイル 銅合金 

水室 銅合金 

管板 銅合金 

冷却コイルボルト 低合金鋼及び炭素鋼 

防食板 （消耗品） 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-2 残留熱除去系ポンプ室空調機の使用条件 

流量 6,800 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 
空気（送風機）， 

海水（冷却コイル） 

設置場所 屋内 
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2.1.2 中央制御室エアハンドリングユニットファン 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室エアハンドリングユニットファンは，中央制御室の冷却を行う

もので，流量 42,500 m3/h，回転速度 1,500 rpm の空調機であり，2 基設置されている。 

中央制御室エアハンドリングユニットファンは，空気を送風するモータ，羽根車，空

気を冷却する冷却コイル及び機器を支持するための基礎ボルト等から構成され，冷却コ

イルの内部流体は純水である。 

東海第二の中央制御室エアハンドリングユニットファンの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室エアハンドリングユニットファン主要部位の使用材料を表

2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① 主軸 

② モータ（低圧，全閉型） 

③ 軸継手 

④ 羽根車 

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシング（ユニット） 

⑦ ケーシング（送風機） 

⑧ フィルタ 

⑨ 冷却コイル 

⑩ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 中央制御室エアハンドリングユニットファン構造図

⑨ ⑥ ④ ⑧ ① ⑤ ② ③ ⑦ 

⑩ 
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表 2.1-3 中央制御室エアハンドリングユニットファン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 材料 

流量の確保 

エネルギー伝達

主軸 炭素鋼 

モータ 

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：電磁鋼

回転子棒，回転子エンドリング： 

アルミニウム 

フレーム，エンドブラケット，ファ

ン，ファンカバー，端子箱：圧延鋼

板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

軸継手 炭素鋼 

エネルギー変換 羽根車 炭素鋼 

軸支持 軸受（ころがり） （消耗品） 

バウンダリの維持 流路の形成 

ケーシング 

（ユニット） 
炭素鋼（亜鉛メッキ） 

ケーシング 

（送風機） 
炭素鋼 

空気浄化機能の確

保 
粉塵捕集 フィルタ （消耗品） 

冷却機能の確保 空気冷却 冷却コイル 銅 

機器の支持 支持 基礎ボルト ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-4 中央制御室エアハンドリングユニットファンの使用条件 

流量 42,500 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

回転速度 1,500 rpm 

内部流体 
空気（送風機） 

純水（冷却コイル） 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

空調機の機能である送風機能，空気調和機能及び冷却機能の達成に必要な項目は以下の

とおり。 

(1) 流量の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 空気浄化機能の確保（中央制御室エアハンドリングユニットファンのみ） 

(4) 冷却機能の確保 

(5) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

空調機について機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，個々の

部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，流量，温度等）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり），フィルタ，防食板は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を

前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を

実施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. ケーシングの腐食（全面腐食）［共通］ 

ケーシングは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は亜鉛メッキ又は塗装

が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視

点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新たに設置されることから，今後，

点検時にケーシングの目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を

維持できると考える。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. 軸継手の腐食（全面腐食）［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

軸継手は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，中央制御室エアハンドリングユニッ

トファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に軸継手の目視点検を行い，

必要に応じて補修することにより機能を維持できると考える。 

したがって，軸継手の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

d. 羽根車の腐食（全面腐食）［共通］ 

羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，分解点検時の目視点検において有意な

腐食がないことを確認している。 

なお，中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新たに設置されることから，

今後，点検時に羽根車の目視点検を行い，必要に応じて補修を実施することにより機

能を維持できると考える。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 



 

－ 2-12 － 

e. ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，ベース，取

付ボルトの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，ベース，取

付ボルトは炭素鋼，低合金鋼又は銅合金であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗

装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目

視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，

ベース，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

f. 冷却コイルの異物付着［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

残留熱除去系ポンプ室空調機の冷却コイル内部流体は海水であることから，冷却コ

イルに異物が付着し，伝熱性能に影響を及ぼす可能性があるが，開放点検時に冷却コ

イル内の清掃を実施することにより，機能を維持している。 

また，外面についても，流体は空気であり，異物付着の可能性は少ない。 

したがって，冷却コイルの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

g. 主軸の腐食（全面腐食）［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

主軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，中央制御室エアハンドリングユニット

ファンは，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸の目視点検を行い，必要

に応じて補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

h. 主軸の摩耗［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

ころがり軸受を使用している送風機の主軸においては，軸受と主軸の接触面に僅か

な摩耗が生じる可能性があるが，中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新

たに設置されることから，今後，点検時に主軸の目視点検及び寸法測定を行い，必要

に応じて補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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i. 水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）［残留熱除去系ポン

プ室空調機］ 

水室（内面），管板（内面），冷却コイルは海水に接液することから腐食発生が想

定されるが，海水に対する耐食性を有する銅合金であり，かつ防食板を設置している

ことから，腐食が急速に進行する可能性は小さい。 

なお，開放点検時に目視点検を実施しており，これまでに有意な腐食は認められて

いない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 主軸の高サイクル疲労割れ［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

主軸には，送風機運転時に定常応力と変動応力が発生するため，繰返し応力を受け

ると疲労が蓄積する可能性がある。 

しかし，設計段階において高サイクル疲労を起こさないよう考慮されている。 

中央制御室エアハンドリングユニットファンは，新たに設置されることから，今後，

点検時に主軸の目視点検を行い，必要に応じて補修を実施することにより機能を維持

できると考える。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは高経年対策化上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［共通］ 

l. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及

び端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

m. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

n. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

o. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

以上，k.～o.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［残留熱除去系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するも

のとし，本評価書には含めていない。 

 

b. 冷却コイルの腐食（全面腐食）［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

新たに設置される中央制御室エアハンドリングユニットファンの冷却コイルは耐食

性を有する銅であり，コイル内面は内部流体が水質管理された純水であることから，

腐食進行の可能性はない。 

したがって，冷却コイルの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. 冷却コイルの異物付着［中央制御室エアハンドリングユニットファン］ 

新たに設置される中央制御室エアハンドリングユニットファンの冷却コイルの内部

流体は，水質管理された純水であり，異物付着の可能性はない。 

したがって，冷却コイルの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

以上，d.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータ

と同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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表 2.2-1（1/2）残留熱除去系ポンプ室空調機に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・定期

取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

流量の確保 
エネルギー伝達 

モータ 

（低圧，全閉型） 

◎(軸受（ころ

がり）) 
銅，絶縁物他 △*1 △*2*3*4 △*5▲*6    ○*7 

*1：主軸 

*2：フレーム，エンドブラ

ケット，ファン，ファ

ンカバー及び端子箱 

*3：固定子コア及び回転子

コア 

*4：取付ボルト 

*5：主軸の高サイクル疲労

割れ 

*6：回転子棒及び回転子エ

ンドリング 

*7：固定子コイル及び口出

線・接続部品の絶縁特

性低下 

*8：異物付着 

*9：外面 

*10：内面 

*11：樹脂の劣化 

エネルギー変換 羽根車  炭素鋼  △      

バウンダリの 

維持 
流路の形成 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボルト  炭素鋼  △      

冷却機能の確保 空気冷却 

冷却コイル  銅合金  △     △*8 

水室  銅合金  △*9*10      

管板  銅合金  △*9*10      

冷却コイルボルト 
 低合金鋼 

及び炭素鋼  △      

防食板 ◎ －        

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*11  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/2）中央制御室エアハンドリングユニットファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 

消耗品・定期

取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

流量の確保 

エネルギー伝達 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     *1：高サイクル疲労割れ 

*2：主軸 

*3：フレーム，エンドブ

ラケット，ファン，

ファンカバー及び端

子箱 

*4：固定子コア及び回転

子コア 

*5：取付ボルト 

*6：主軸の高サイクル疲

労割れ 

*7：回転子棒及び回転子

エンドリング 

*8：固定子コイル及び口

出線・接続部品の絶

縁特性低下 

*9：異物付着 

モータ 

（低圧，全閉型） 

◎(軸受（ころ

がり）) 
銅，絶縁物他 △*2 △*3*4*5 △*6▲*7    ○*8 

軸継手  炭素鋼  △      

エネルギー変換 羽根車  炭素鋼  △      

軸支持 軸受（ころがり） ◎ －        

バウンダリの 

維持 
流路の形成 

ケーシング 

（ユニット）  
炭素鋼 

（亜鉛メッキ）  △      

ケーシング 

（送風機） 
 炭素鋼  △      

空気浄化機能の

確保 
粉塵捕集 フィルタ ◎ －        

冷却機能の確保 空気冷却 冷却コイル  銅  ▲     ▲*9 

機器の支持 支持 基礎ボルト  ステンレス鋼        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象でない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する

「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価

書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価結果について，1 章で実施したグループ化で

代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

② 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下に対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプ

モータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参

照のこと。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機，低圧炉心スプ

レイ系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実

施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. ケーシングの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ケーシングは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装

が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点

検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. 羽根車の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，羽根車は炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施

されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時

に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，羽根車の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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d. ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，ベース，取付

ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボル

ト，ベース，取付ボルトは炭素鋼，低合金鋼又は銅合金であり腐食が想定されるが，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は

小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシングボルト，水室（外面），管板（外面），冷却コイルボルト，

ベース，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

e. 冷却コイルの異物付着［共通］ 

代表機器と同様，冷却コイル内部流体は海水であることから，冷却コイルに異物が付

着し伝熱性能に影響を及ぼす可能性があるが，開放点検時に冷却コイル内の清掃を実施

することにより，機能を維持している。 

また，冷却コイルの外面についても，流体は空気であり，異物付着の可能性は少ない。 

したがって，冷却コイルの異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. 水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，水室（内面），管板（内面），冷却コイルは海水に接液することか

ら腐食発生が想定されるが，海水に対する耐食性を有する銅合金であり，かつ防食板を

設置していることから，腐食が急速に進行する可能性は小さい。 

なお，開放点検時に目視点検を実施しており，これまでに有意な腐食は認められてい

ない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，水室（内面），管板（内面），冷却コイルの腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［共通］ 

h. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット，ファン，ファンカバー及び

端子箱の腐食（全面腐食）［共通］ 

i. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［共通］ 

j. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［共通］ 

 

以上，g.～k.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［高圧炉心スプレイ系ポンプ室空

調機，低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機］ 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施するもの

とし，本評価書には含めていない。 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［共通］ 

 

以上，b.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと

同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

 

3. 冷凍機 
 

 

［対象冷凍機］ 

① 中央制御室チラーユニット 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している主要な冷凍機の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 冷凍機の主な仕様 

型式 機器名称 
仕様 

重要度 
使用条件 

冷却能力（W） 運転状態 

スクリュー式 
中央制御室 

チラーユニット 
210,000 MS-1 連続 
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2. 冷凍機の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室チラーユニットは，外気を冷却源とする冷却能力 210,000 W の

スクリュー式冷凍機であり，2基設置されている。 

チラーユニットは，圧縮機，凝縮器，蒸発器，配管・弁及び冷水ポンプ等で構成され

る。 

また，圧縮機はケーシングを開放することにより，点検手入れが可能である。 

なお，1995 年度から 1996 年度に中央制御室換気系の機能維持を目的に，冷凍機（冷

水ポンプを除く）の取替を実施している。 

東海第二の中央制御室チラーユニットの系統図を図 2.1-1 に，構造図を図 2.1-2 に，

圧縮機の構造図を図 2.1-3 に，冷水ポンプの構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室チラーユニット主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を

表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 圧縮機 

② 膨張弁 

③ 制御用電磁弁 

④ 凝縮器 

⑤ 蒸発器 

⑥ 冷水ポンプ及びモータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 中央制御室チラーユニット系統図 

① 

② ② 

④ 

⑤ 

④ 

中央制御室 
換気系送風機 

⑥ 

③ ③ 
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No. 部位 

① 圧縮機 

② 凝縮器 

③ 蒸発器伝熱管 

④ 蒸発器胴 

⑤ 蒸発器水室 

⑥ 膨張弁 

⑦ 冷媒配管 

⑧ 冷水配管 

⑨ 冷水配管サポート 

⑩ ベース 

⑪ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 中央制御室チラーユニット構造図 

 

基礎ボルト詳細図 

① 

① 

② 

③④ ⑥ 

⑧⑨ ⑩ 

⑪ 

⑤ 

⑦ 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ロータ 

③ 軸受（ころがり）

④ 圧縮機モータ 

⑤ スライドバルブ 

⑥ ロッド 

⑦ ピストン 

⑧ ピストンリング 

⑨ D カバー 

⑩ E カバー 

⑪ 吐出容器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 中央制御室チラーユニット 圧縮機構造図 

 

② ③ ④ ③ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ ⑪ 

① 
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図 2.1-4 中央制御室チラーユニット 冷水ポンプ構造図 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 羽根車 ⑥ 固定子コイル ⑪ 主軸 

② ケーシング ⑦ 口出線・接続部品 ⑫ エンドブラケット 

③ ライナリング ⑧ 端子箱 ⑬ 軸受（ころがり） 

④ 固定子コア ⑨ 
回転子棒 
回転子エンドリング 

  

⑤ フレーム ⑩ 回転子コア   

 

 

 

① 

③ 

② 
④ 

⑤ 

⑦ 

⑬ 

⑧ 

⑨ ⑥ ⑪ 

⑫ 

⑩ 
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表 2.1-1(1/2) 中央制御室チラーユニット主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

冷却機能の 

確保 

エネルギー

変換 
圧縮機 

ケーシング 鋳鉄 

ロータ （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

圧縮機モータ 

（低圧，全閉型） 

固定子コイル及び口出線・接

続部品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コア：

電磁鋼 

回転子棒・回転子エンドリン

グ：アルミニウム 

端子箱：圧延鋼板 

リアカバー：鋳鉄 

スライドバルブ 鋳鉄 

ロッド 炭素鋼 

ピストン 炭素鋼 

ピストンリング （消耗品） 

D カバー 鋳鉄 

E カバー 炭素鋼 

吐出容器 炭素鋼 

熱交換伝熱 

凝縮器 （定期取替品） 

蒸発器 

伝熱管 銅 

胴 炭素鋼 

水室 炭素鋼 

膨張弁 （定期取替品） 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

冷媒配管 銅 

冷水配管 炭素鋼 
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表 2.1-1(2/2) 中央制御室チラーユニット主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

冷却機能の 

確保 
冷水送水 

冷水 

ポンプ 

羽根車 鋳鉄 

ケーシング 鋳鉄 

ライナリング 青銅鋳物 

冷水 

ポ ン プ

モータ 

（低圧，

開放型）

固定子コア けい素鋼 

フレーム 圧延鋼板 

固定子コイル 銅，絶縁物 

口出線・接続部品 銅，絶縁物 

端子箱 圧延鋼板 

回転子棒・回転子エンドリング アルミニウム 

回転子コア けい素鋼 

主軸 炭素鋼 

エンドブラケット 鋳鉄 

軸受（ころがり） （消耗品） 

機器の支持 支持 

冷水配管サポート 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

表 2.1-2 中央制御室チラーユニットの使用条件 

冷却能力 210,000 W 

内部流体 
冷媒（R-22） 

冷水（純水） 

周囲温度 35 ℃ 

設置場所 屋外 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

冷凍機の機能（冷却機能）の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 冷却機能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

冷凍機について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（冷却能力，内部流体，温度等）及び現在までの

運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ロータ，軸受（ころがり），ピストンリングは消耗品，凝縮器，膨張弁，制御用電

磁弁は定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，高

経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［冷

水ポンプ］ 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［圧

縮機］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. ケーシング，吐出容器，水室，胴の腐食（全面腐食）[圧縮機，蒸発器] 

圧縮機のケーシングは鋳鉄，圧縮機の吐出容器，蒸発器の水室，胴は炭素鋼であ

り腐食が想定されるが，内部流体はフロン冷媒であり，大気接触部は塗装を施して

いるため腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装する

ことにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，吐出容器，水室，胴の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 冷水配管の腐食（全面腐食） 

冷水配管は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装を施しており，

内部流体が水質管理された純水であるため，腐食が発生する可能性は小さく，配管

取合部の目視点検時に必要に応じ補修塗装等を実施することにより機能を維持し

ている。 

したがって，冷水配管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

d. ベース，冷水配管サポートの腐食（全面腐食） 

ベース，冷水配管サポートは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接

触部は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応

じ補修塗装等を実施することにより機能を維持している。 

したがって，ベース，冷水配管サポートの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



－ 3-12 － 

e. ピストン，Dカバーの摩耗［圧縮機］ 

圧縮機のピストン及び Dカバーの摺動部にはピストンリング（消耗品）を取り付

けており，これの取替を前提として設計しているため，各部の摩耗は低減されてい

る。 

また，分解点検時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，ピストン，D カバーの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. 羽根車，ライナリングの摩耗［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプの羽根車とライナリングの摺動摩耗等により，羽根車とライナリング

の隙間が増加し，内部漏えい量の増大による性能低下の可能性があるが，分解点検

時の目視点検において有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，羽根車，ライナリングの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. ケーシングの腐食（全面腐食）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプのケーシングは，鋳鉄を使用しているため腐食が想定されるが，外面

は塗装を施しており，内部流体が水質管理された純水であるため腐食の可能性は小

さい。 

また，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，ケーシングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

h. モータ（低圧，開放型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［冷水ポ

ンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の固定子コア及び回転子コアは，けい素鋼で

あるため腐食が想定されるが，固定子コア及び回転子コアには，絶縁ワニス処理が

施されており，腐食進行の可能性は小さく，目視点検時に必要に応じ補修塗装等を

実施することにより機能を維持している。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面

腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. モータ（低圧，開放型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面

腐食）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱は，

圧延鋼板，鋳鉄であるため腐食が想定されるが，フレーム等の表面には塗装が施さ

れており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さく，目視点検時に必要に応

じ補修塗装等を実施することにより機能を維持している。 

したがって，モータ（低圧，開放型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱

の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j.モータ（低圧，開放型）の主軸の摩耗［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定され

るが，点検時に主軸の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施する

ことにより機能を維持している。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. スライドバルブ，ロッド，ピストン，D カバー，E カバーの腐食（全面腐食）［圧

縮機］ 

圧縮機のスライドバルブ，D カバーは鋳鉄，ロッド，ピストン，E カバーは炭素

鋼であり腐食が想定されるが，周囲流体はフロン冷媒であるため，腐食の発生する

可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検を実施しており，これまでの点検結果から有意な腐

食は確認されていない。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，スライドバルブ，ロッド，ピストン，Dカバー，Eカバーの腐食（全

面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 冷媒配管の腐食（全面腐食） 

冷媒配管は，耐食性の良い銅を使用しており，内部流体は腐食性のほとんどない

フロン冷媒であるため，腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時に外面の目視点検を実施しており，これまで有意な腐食は認め

られておらず，今後もこれらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，冷媒配管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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m. 羽根車の腐食（キャビテーション）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面にエロージョンが

生じ，ポンプ性能に影響を及ぼす可能性があるが，ポンプはキャビテーションを起

こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込ヘッド）を満たすよう設計段階で既

に考慮されており，この大小関係は経年的に変化するものではない。 

なお，これまでの点検結果からも有意な腐食は確認されておらず，今後もこれら

の傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. ライナリングの腐食（全面腐食）［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプのライナリングは耐食性の良い青銅鋳物を使用しており，ポンプ内部

流体は水質管理された純水であるため，腐食の発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの点検結果からも有意な腐食は確認されておらず，今後もこれら

の傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ライナリングの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

o. モータ（低圧，開放型）の主軸の高サイクル疲労割れ［冷水ポンプ］ 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発

生することから，応力集中部において，高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸

は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっており，高

サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な欠陥は確認されておらず，今後

もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. モータ（低圧，全閉型）のリアカバー及び端子箱の腐食（全面腐食）［圧縮機］ 

q. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［圧縮機］ 

 

以上，p.～q.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプ

モータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も

経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化

事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ） 

基礎ボルトの健全性については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めていない。 

 

b. 伝熱管の腐食（全面腐食）［蒸発器］ 

蒸発器の伝熱管は，耐食性の良い銅を使用しており，かつ管外面は水質管理され

た純水であるため，腐食の発生する可能性はない。 

また，管内面についても腐食性のないフロン冷媒であるため腐食の発生する可能

性はなく，今後もこれらの傾向に変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伝熱管の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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c. モータ（低圧，開放型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[冷水ポン

プ] 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の回転子棒及び回転子エンドリングには，モ

ータ起動時に発生する電磁力等により繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想

定される。 

しかし，図 2.2-1 に示すとおり，回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイ

キャストで一体形成され，スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が

形成されているため，回転子棒とスロットの間に隙間や緩みは生じないため，繰り

返し応力による疲労割れが発生する可能性はない。 

したがって，モータ（低圧，開放型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労

割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 
 

 

 

d. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ[圧縮機] 

圧縮機モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れに

ついては｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であること

から，当該評価書を参照のこと。 

 

図 2.2-1 アルミダイキャスト回転子構造図 

回転子コア 

回転子棒 
ｘ 

ｘ 

回転子エンドリング 

断面Ｘ－Ｘ 

回転子棒 
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表 2.2-1（1/3） 中央制御室チラーユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

冷却機能の 

確保 

エネルギ 

ー変換 
圧縮機 

ケーシング  鋳鉄  △      *1:端子箱，リアカバー 

*2：固定子コア及び回転子コア 

*3：回転子棒及び回転子エンド

リング 

*4：固定子コイル及び口出線・

接続部品の絶縁特性低下 

ロータ ◎ －        

軸受（ころがり） ◎ －        

圧縮機モータ 

（低圧，全閉型）
 

アルミ，銅，

絶縁物他 
 △*1*2 ▲*3    ○*4 

スライドバルブ  鋳鉄  △      

ロッド  炭素鋼  △      

ピストン  炭素鋼 △ △      

ピストンリング ◎ －        

D カバー  鋳鉄  △ △      

E カバー  炭素鋼   △      

吐出容器  炭素鋼   △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/3） 中央制御室チラーユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐食

割れ 
熱時効 劣化

冷却機能の 

確保 

熱交換伝熱 

凝縮器 ◎ －        *1：キャビテーション 

蒸発器 

伝熱管  銅  ▲      

胴  炭素鋼  △      

水室  炭素鋼  △      

膨張弁 ◎ －        

制御用電磁弁 ◎ －        

冷媒配管  銅  △      

冷水配管  炭素鋼  △      

冷水送水 
冷水 

ポンプ 

羽根車  鋳鉄 △ △*1      

ケーシング  鋳鉄  △      

ライナリング  青銅鋳物 △ △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（3/3） 中央制御室チラーユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品・

定期取替

品 

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

冷却機能の 

確保 
冷水送水 

冷水ポンプ

モータ（低

圧，開放型） 

固定子コア  けい素鋼  △      *1：絶縁特性の低下 

*2：高サイクル疲労割れ 

*3：樹脂の劣化 フレーム  圧延鋼板  △      

固定子コイル  銅，絶縁物       ○*1 

口出線・接続部品  銅，絶縁物       ○*1 

端子箱  圧延鋼板  △      

回転子棒・回転子

エンドリング 
 

アルミニウ

ム 
  ▲     

回転子コア  けい素鋼  △      

主軸  炭素鋼 △  △*2     

エンドブラケット  鋳鉄  △      

軸受（ころがり） ◎ －        

機器の支持 支持 

冷水配管サポート  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*3  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［冷水

ポンプ］ 

a. 事象の説明 

冷水ポンプモータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁物

は，有機物であるため，振動等による機械的劣化，熱分解による熱的劣化，絶縁物内

空隙での放電等による電気的劣化，埃等の異物付着による環境的劣化により経年的に

劣化が進行し，絶縁物の外表面，内部から絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銅線 

絶縁物 

スロット 

断面Ａ－Ａ 

固定子コア 固定子コイル 

接続部品 
口出線 

断面Ａ－Ａ 

図 2.3-1 固定子コイルの絶縁部位 



－ 3-21 － 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下要因としては，機械的，熱的，

電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性

があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響及ぼす要因は熱的劣化

であることから，長期間の使用を考慮すると固定子コイル及び口出線・接続部品の

絶縁特性低下の可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，点検時に目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないこと

を確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は，洗

浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は，固定子コイル及び口出線・

接続部品又はモータを取替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，固定子コイル及び口出線・接続部

品の絶縁特性低下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可

能と考えられる。今後も，目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異

常の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観

点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより，絶縁特性

低下を監視していくとともに，必要に応じて，洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワ

ニスを注入）又はコイル及び口出線・接続部品の取替を実施する。 

 

(2) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［圧縮

機］ 

圧縮機モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に

対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの

技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこ

と。 

 



  

 

 

 

 

 

4. フィルタユニット 
 

 

［対象フィルタユニット］ 

① 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

② 非常用ガス処理系フィルタトレイン 

③ 中央制御室換気系フィルタユニット 

④ 緊急時対策所非常用フィルタ装置 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なフィルタユニットの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのフィルタユニットを材料の観点からグループ化し，このグループより以下のとおり代

表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

材料を分類基準とし，フィルタユニットを表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量の観点から代表機器を選

定する。 

 

（1） ステンレス鋼製フィルタユニット 

このグループには，非常用ガス再循環系フィルタトレイン，非常用ガス処理系フィ

ルタトレイン，中央制御室換気系フィルタユニット及び緊急時対策所非常用フィルタ

装置が属するが，重要度，運転状態は同じであることから，流量の大きい，非常用ガ

ス再循環系フィルタトレインを代表機器とする。 
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表 1-1 フィルタユニットのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
材料*1 

仕様 
重要度*2 

使用条件 

流量(m3/h) 運転状態 

ステンレス鋼 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 17,000 
MS-1 

重*3 
一時 ◎ 

重要度 

運転状態 

流量 

非常用ガス処理系フィルタトレイン 3,570 
MS-1 

重*3 
一時   

中央制御室換気系フィルタユニット 5,100 
MS-1 

重*3 
一時   

緊急時対策所非常用フィルタ装置*4 5,000 重*3 一時   

*1：ケーシングの材料を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のフィルタユニットについて技術評価を実施する。 

① 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

(1) 構造 

東海第二の非常用ガス再循環系フィルタトレインは，ステンレス鋼製の箱型構造

で，原子炉建屋に 2基設置されている。 

フィルタトレインは，ケーシング，デミスタ，エアヒータ，プレフィルタ，粒子

用高効率フィルタ，活性炭フィルタ，スペースヒータ，ベース及び基礎ボルト等か

らなる。 

また，フィルタトレインは，点検口からケーシング内に入ることにより，点検手

入れが可能である。 

東海第二の非常用ガス再循環系フィルタトレインの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ガス再循環系フィルタトレイン主要部位の使用材料を表 2.1-1

に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② デミスタ 

③ エアヒータ 

④ プレフィルタ 

⑤ 粒子用高効率フィルタ 

⑥ 活性炭フィルタ 

⑦ スペースヒータ 

⑧ ベース 

⑨ 取付ボルト 

⑩ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 非常用ガス再循環系フィルタトレイン構造図 

① ② ③ ④ ⑤ ⑤ ⑥ 

⑧ 

⑦ 

⑨ 

：スライド部 

⑩ 点検口 点検口 
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表 2.1-1 非常用ガス再循環系フィルタトレイン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 ケーシング ステンレス鋼 

空気浄化機能の 

確保 
空気浄化 

デミスタ ステンレス鋼，グラスファイバ 

エアヒータ 
ステンレス鋼，ニクロム線， 

絶縁物 

プレフィルタ （消耗品） 

粒子用高効率フィルタ （消耗品） 

活性炭フィルタ （消耗品） 

スペースヒータ 
ステンレス鋼，ニクロム線， 

絶縁物 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 非常用ガス再循環系フィルタトレインの使用条件 

内部流体 空気 

周囲温度／設計温度 40 ℃／86 ℃ 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

フィルタユニットの機能である空気浄化機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 空気浄化機能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

フィルタユニットについて，機能達成に必要な項目を考慮して，主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を

抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

プレフィルタ，粒子用高効率フィルタ，活性炭フィルタは消耗品であり，設計時

に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価

対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 



－ 4-7 － 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ケーシング，デミスタ，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応力腐食割れ 

ケーシング，デミスタ，エアヒータ，スペースヒータは，ステンレス鋼であり，

貫粒型応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，付着塩分量を維持管理基準（基準値：70 mgCl/m2）以下に管理するた

め，代表ポイントにおける付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ，

外面清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防

止している。 

したがって，ケーシング，デミスタ，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応

力腐食割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下 

エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，絶縁物（酸化マグネシ

ウム）をパイプに収納しシール処理しており，パイプの腐食による外気湿分の浸

入により絶縁低下する可能性がある。 

しかし，絶縁物は耐食性の高いステンレス製パイプ中に納められ，かつ外気を

シールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿分の絶縁物への浸入による

絶縁特性低下の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下のないことを確認

している。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. エアヒータ及びスペースヒータの断線 

エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，加熱線にはニクロム線

が使用されている。ニクロム線はパイプに収納しシール処理しており，パイプの

腐食による外気湿分の浸入により，ニクロム線が腐食・断線する可能性がある。 

しかし，ニクロム線はステンレス製パイプ中に絶縁物（酸化マグネシウム）と

共に納められ，かつ外気をシールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿

分の浸入による酸化腐食の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な断線のないことを確認している。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの断線は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ベースの腐食（全面腐食） 

ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されている

ことから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必

要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

f. ベーススライド部の腐食（全面腐食） 

ベーススライド部は炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，目視点検において有意な腐食のないことを確認している。 

したがって，ベーススライド部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 取付ボルトの腐食（全面腐食） 

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，目視点検により腐食の有無を確認し，必要に応じ手入れ等を実施する

ことにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1 非常用ガス再循環系フィルタトレインに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品
・定期
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労 
割れ 

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 ケーシング  ステンレス鋼    △*1    

*1：貫粒型応力

腐食割れ 

*2：シーズヒー

タ部 

*3：ヒータの絶

縁特性低下 

*4：ヒータの断

線 

*5：ベース本体 

*6：スライド部 

空気浄化 

機能の確保
空気浄化 

デミスタ  
ステンレス鋼，

グラスファイバ
   △*1    

エアヒータ  

ステンレス鋼*2，

ニクロム線， 

絶縁物 

   △*1   △*3*4 

プレフィルタ ◎ －        

粒子用高効率 

フィルタ 
◎ －        

活性炭フィルタ ◎ －        

スペースヒータ  

ステンレス鋼*2，

ニクロム線， 

絶縁物 

   △*1   △*3*4 

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △*5*6      

取付ボルト  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価結果について，1章で実施したグループ化

で代表機器となっていない機器への展開について検討した。 

①  非常用ガス処理系フィルタトレイン 

②  中央制御室換気系フィルタユニット 

③ 緊急時対策所非常用フィルタ装置 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）[非常用ガス処理系フィルタトレイン，中央制御室

換気系フィルタユニット] 

基礎ボルトの健全性については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施するも

のとし，本評価書には含めない。 

 

b. ケーシング，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応力腐食割れ[共通] 

ケーシング（共通），エアヒータ及びスペースヒータ（非常用ガス処理系フィルタ

トレイン，緊急時対策所非常用フィルタ装置のみ）は，ステンレス鋼であり，貫粒

型応力腐食割れが発生する可能性がある。 

しかし，付着塩分量を維持管理基準（基準値：70 mgCl/m2）以下に管理するため

代表ポイントにおける付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ，外面

清掃及び浸透探傷検査を実施することとしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，点検時に

代表ポイントにおける付着塩分量測定を実施し，その結果により必要に応じ，外面

清掃及び浸透探傷検査を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ケーシング，エアヒータ，スペースヒータの貫粒型応力腐食割れは

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下［非常用ガス処理系フィルタトレイ

ン，緊急時対策所非常用フィルタ装置］ 

代表機器と同様，エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，絶縁物

（酸化マグネシウム）をパイプに収納しシール処理しており，パイプの腐食による

外気湿分の浸入により絶縁低下する可能性がある。 

しかし，絶縁物は耐食性の高いステンレス製パイプ中に納められ，かつ外気をシ

ールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿分の絶縁物への浸入による絶縁

特性低下の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下のないことを確認し

ている。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，点検時に

絶縁抵抗測定を行い，絶縁特性低下の有無を確認することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの絶縁特性低下は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. エアヒータ及びスペースヒータの断線［非常用ガス処理系フィルタトレイン，緊急

時対策所非常用フィルタ装置］ 

代表機器と同様，エアヒータ及びスペースヒータはシーズヒータであり，加熱線

にはニクロム線が使用されている。ニクロム線はパイプに収納しシール処理してお

り，パイプの腐食による外気湿分の浸入により，ニクロム線が腐食・断線する可能

性がある。 

しかし，ニクロム線はステンレス製パイプ中に絶縁物（酸化マグネシウム）と共

に納められ，かつ外気をシールしていることから，パイプ腐食に伴う外気中湿分の

浸入による酸化腐食の可能性は低い。 

また，点検時には絶縁抵抗測定を行い，有意な断線のないことを確認している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，点検時に

絶縁抵抗測定を行い，絶縁特性低下の有無を確認することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，エアヒータ及びスペースヒータの断線は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. ベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ベースは炭素鋼であり腐食が想定されるが，大気接触部は塗装

が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目

視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，塗膜の状

態を目視点検で確認し，必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. ベーススライド部の腐食（全面腐食）［非常用ガス処理系フィルタトレイン，緊急

時対策所非常用フィルタ装置］ 

代表機器と同様，ベーススライド部は炭素鋼であり，腐食が発生する可能性があ

るが，目視点検において有意な腐食のないことを確認している。 

緊急時対策所非常用フィルタ装置は新たに設置されることから，今後，目視点検

を実施し，必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ベーススライド部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［非常用ガス処理系フィルタトレイン］ 

代表機器と同様，取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，目視点検により腐食の有無を確認し，必要に応じ，手入れ等を実施する

ことにより機能を維持している。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も

経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事

象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 



 
 

  

 

 

 

 

5. ダクト 
 

 

［対象ダクト］ 

① 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

② ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） 

③ 中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） 

④ 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なダクトの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのダクトを型式及び材料の観点からグループ化し，それぞれのグループより以下の

とおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び材料を分類基準とし，ダクトを表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量の観点から代表機器を選定

する。 

 

(1) 角ダクト 

このグループには，中央制御室換気系ダクト，ディーゼル室換気系ダクトが属する

が，重要度は同等であることから，運転状態の厳しい中央制御室換気系ダクトを代表

機器とする。 

 

(2) 丸ダクト 

このグループには，中央制御室換気系ダクト，原子炉建屋換気系ダクトが属するが，

重要度，運転状態が同等であることから，流量の大きい原子炉建屋換気系ダクトを代

表機器とする。 
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表 1-1 ダクトのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
型式 材料 

仕様 
重要度*2 

使用条件 

流量*1(m3/h) 運転状態 

角ダクト 亜鉛メッキ鋼板 

中央制御室換気系ダクト 42,500 
MS-1 

重*3 
連続 ◎ 

重要度 

運転状態 

ディーゼル室換気系ダクト 71,400 MS-1 一時  

丸ダクト 炭素鋼 

中央制御室換気系ダクト 42,500 MS-1 連続  重要度 

運転状態 

流量 
原子炉建屋換気系ダクト 231,200 MS-1 連続 ◎ 

◎：代表機器 

*1：仕様が異なる機器がある場合は，仕様の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のダクトについて技術評価を実施する。 

① 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

② 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系ダクト（角ダクト）は，亜鉛メッキ鋼板である。 

ダクトは，ダクト本体，補強材，フランジ，ガスケット，ベローズ，ボルト・ナッ

ト，支持鋼材，基礎ボルトおよび埋込金物からなる。 

東海第二の中央制御室換気系ダクト（角ダクト）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系ダクト（角ダクト）主要部位の使用材料を表2.1-1に，

使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）構造図 

No. 部位 

① ダクト本体  

② 補強材 

③ フランジ 

④ ガスケット 

⑤ ボルト・ナット 

⑥ 支持鋼材 

⑦ ベローズ 

⑧ 基礎ボルト 

⑨ 埋込金物 

③ 

① 

⑥ 

⑧⑨ 

フランジ部詳細 補強材詳細 

② 

② 
① 

③ 

③ 

④ ⑤ ③ 

⑦ 

ベローズ断面 

⑤ 

空調機側 系統側 

④ 

支持鋼材詳細 
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表 2.1-1 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 流路の確保 

ダクト本体 亜鉛メッキ鋼板 

補強材 炭素鋼 

フランジ 炭素鋼 

ガスケット 石綿，ゴム 

ボルト・ナット 炭素鋼 

ベローズ ゴム 

機器の支持 支持 

支持鋼材 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）の使用条件 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.2 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）は，炭素鋼である。 

ダクトは，ダクト本体，フランジ，ガスケット，ボルト・ナットからなる。 

東海第二の原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）の構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）主要部位の使用材料を表2.1-3に，

使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① ダクト本体 

② フランジ 

③ ガスケット 

④ ボルト・ナット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）構造図 

② ④ ③ ① 

弁 弁 
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表 2.1-3 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 流路の確保 

ダクト本体 炭素鋼 

フランジ 炭素鋼 

ガスケット 石綿 

ボルト・ナット 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）の使用条件 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ダクトの機能である流体の流路の確保の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ダクトについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開したうえで，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，流量，周囲温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した

（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ダクトについては，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 



 

－ 5-10 － 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系ダクト（角ダクト）］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を

実施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ダクト本体の腐食（全面腐食）[共通] 

ダクト本体は，亜鉛メッキ鋼板又は炭素鋼であり，亜鉛メッキ鋼板は耐食性に優

れ，炭素鋼には塗装を施していることから，急激に腐食が進行する可能性は小さい

が，外気接触部のダクト本体に腐食が発生する可能性がある。 

また，当社及び国内他プラントの中央制御室換気系ダクトにおいて，水分及び海

塩粒子を含んだ外気の影響により，外気取入れラインのダクトに内面からの腐食が

発生している。 

当社及び国内他プラントの中央制御室換気系ダクトの腐食事象の水平展開とし

て，ダクトに関する保全の見直しを行い，内面・外面の外観点検を点検計画に反映

し点検を実施している。点検の結果，機能・性能に影響を及ぼす腐食がないことを

確認した。 

よって，ダクト本体は，定期的に外面及び内面（可視範囲）の目視点検を実施す

ることにより，腐食による変色状況を確認することで腐食の検知が可能であり，必

要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

また，ダクト内面点検の実施範囲の一部に可視範囲外が存在するため，外気取入

れラインのダクトの適切な箇所に点検口を追設し，ダクト内面の腐食を検知可能な

構造とする。 

したがって，ダクト本体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

c. フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[共通] 

フランジ，ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が発生する可能性がある。 

しかし，ボルト・ナットはクロームメッキを施しており，フランジは塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）[中央制御室換気系ダクト（角ダクト）] 

補強材及び支持鋼材は炭素鋼であり腐食が発生する可能性がある。 

しかし，補強材，支持鋼材は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば

腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することによ

り機能を維持している。 

したがって，補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[中央制御室換気系ダクト（角ダクト）] 

埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部は

塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，

目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

f. ガスケットの劣化[共通] 

ガスケットは，経年劣化が進展する可能性があるが，これまでの機器点検等にお

いて異常は認められていない。 

また，定期的なダクトの点検に合わせガスケットの点検を実施することとしてお

り，劣化の進展が確認された場合にはガスケットの交換を実施することが可能であ

る。 

したがって，ガスケットの劣化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

g. ベローズの劣化[中央制御室換気系ダクト（角ダクト）] 

ベローズの材質はゴムであり，経年劣化が進展する可能性があるが，屋内環境に

あることから紫外線等による劣化はなく，劣化進展が極めて小さいと考えられる。 

また，定期的なダクトの点検に合わせベローズについても点検を実施することと

しており，劣化の進展が確認された場合にはベローズの交換を実施することが可能

である。 

したがって，ベローズの劣化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も

経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事

象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食(全面腐食)[中央制御室換気系ダクト（角

ダクト）] 

埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，コン

クリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐

食環境となる。 

しかし，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまでは長

時間を要する。今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向が変化する要因がある

とは考え難い。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[中央制御室換気系ダクト（角

ダクト）] 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施す

るものとし，本評価書には含めない。 
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表 2.2-1(1/2) 中央制御室換気系ダクト（角ダクト）に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替

品 
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

流路の 

確保 

ダクト本体   亜鉛メッキ鋼板  △      *1:樹脂の劣化 

（後打ちケミカ

ルアンカ） 

*2:コンクリート埋

設部 
 

補強材  炭素鋼  △      

フランジ  炭素鋼  △      

ガスケット  石綿，ゴム      △  

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

ベローズ  ゴム      △  

機器の支持 支持 

支持鋼材  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*1  

埋込金物  炭素鋼  △▲*2      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/2) 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト）に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期取替

品 
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 

流路の 

確保 

ダクト本体   炭素鋼  △       

フランジ  炭素鋼  △      

ガスケット  石綿      △  

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では 2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代表

機器となっていない機器への展開について検討した。 

① ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） 

② 中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した劣

化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト）］ 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実

施するものとし，本評価書には含めない。 

 

b. ダクト本体の腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，ダクト本体は亜鉛メッキ鋼板又は炭素鋼であり，亜鉛メッキ鋼板

は耐食性に優れ，炭素鋼には塗装を施していることから，急激に腐食が進行する可能

性は小さいが，外気と接触するダクト本体に腐食が発生する可能性がある。 

また，当社及び国内他プラントの中央制御室換気系ダクトにおいて，水分及び海塩

粒子を含んだ外気の影響により，外気取入れラインのダクトに内面からの腐食が発生

している。 

しかし，ダクト本体は，定期的に目視点検を実施し，腐食による変色状況を確認す

ることで腐食の検知が可能であり，必要に応じて補修を実施することで健全性を維持

できると考える。 
したがって，ダクト本体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，フランジ，ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が発生する可能

性がある。 

しかし，ボルト・ナットはクロームメッキを施しており，フランジは塗装が施され

ていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に

必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，フランジ，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）[ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト）] 

代表機器と同様，補強材及び支持鋼材は炭素鋼であり腐食が発生する可能性がある。 

しかし，補強材，支持鋼材は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機

能を維持している。 

したがって，補強材及び支持鋼材の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）[ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト）] 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

f. ガスケットの劣化[共通] 

代表機器と同様，ガスケットは経年劣化が進展する可能性があるが，これまでの機

器点検等において異常は認められていない。 

また，定期的なダクトの点検に合わせガスケットの点検を実施することとしており，

劣化の進展が確認された場合にはガスケットの交換を実施することが可能である。 

したがって，ガスケットの劣化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後も経

年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣化事象

（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）[ディーゼル室換気系ダクト（角

ダクト）] 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は炭素鋼であるため腐食が想定

されるが，コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進

行により腐食環境となる。 

しかし，コンクリートが中性化に至り埋込金物に有意な腐食が発生するまでは長時

間を要する。 

今後も使用環境に変化がなく，これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）[ディーゼル室換気系ダクト（角

ダクト）] 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，｢機械設備の技術評価書｣にて評価を実施する

ものとし，本評価書には含めない。 

 



 

 

  

 

 

 

 

6. ダンパ及び弁 
 

 

［対象ダンパ及び弁］ 

① 中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

② ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 

③ 非常用ガス処理系グラビティダンパ 

④ 非常用ガス再循環系グラビティダンパ 

⑤ 中央制御室換気系グラビティダンパ 

⑥ ディーゼル室換気系グラビティダンパ 

⑦ 緊急時対策所換気系グラビティダンパ 

⑧ 中央制御室換気系手動式ダンパ 

⑨ 原子炉建屋換気系隔離弁 

⑩ 中央制御室換気系隔離弁 
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 1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なダンパ及び弁の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのダンパ及び弁を型式及び駆動方式の観点からグループ化し，それぞれのグループより

以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

型式及び駆動方式を分類基準とし，ダンパ及び弁を表 1-1 に示す通りグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，運転状態，流量の観点から代表機器を選定

する。 

 

(1) 空気作動式ダンパ 

このグループには，中央制御室換気系空気作動式ダンパ，ディーゼル室換気系空気

作動式ダンパが属するが，重要度は同じであることから，運転状態の厳しい中央制御

室換気系ファン AH2-9 入口ダンパを代表機器とする。 

 

(2) 重力式ダンパ 

このグループには，非常用ガス処理系グラビティダンパ，非常用ガス再循環系グラ

ビティダンパ，中央制御室換気系グラビティダンパ，ディーゼル室換気系グラビティ

ダンパ，緊急時対策所換気系グラビティダンパが属するが，重要度が高く，運転状態

の厳しい中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパを代表機器とする。 

 

(3) 手動式ダンパ 

このグループには，中央制御室換気系手動式ダンパが属するが，重要度が高く，運

転状態が同じであり，流量の大きい中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダン

パを代表機器とする。 

 

(4) 空気作動式バタフライ弁 

このグループには，原子炉建屋換気系隔離弁のみが属するため，原子炉建屋換気系

C/S 隔離弁を代表機器とする。 

 

(5) 電動式バタフライ弁 

このグループには，中央制御室換気系隔離弁のみが属するが，重要度が同じであり，

運転状態の厳しい中央制御室換気系隔離弁を代表機器とする。 
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表 1-1(1/2) ダンパ及び弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
機器名称 

選定基準 

選定 代表ダンパ及び弁 選定理由 仕様 
重要度*2 

使用条件 

型式 駆動方式 流量*1(m3/h) 運転状態 

ダンパ 

空気作動式 
中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

42,500 MS-1 連続 ◎ 中央制御室換気系

ファン AH2-9 入口

ダンパ 

重要度 

運転状態 
5,100 MS-1，重*3 一時  

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 95,000 MS-1 一時  

重力式 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 3,570 MS-1，重*3 一時  中央制御室換気系

ファン AH2-9 出口

グラビティダンパ
重要度 

運転状態 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ 17,000 MS-1，重*3 一時  

中央制御室換気系グラビティダンパ 
42,500 MS-1，重*3 連続 ◎ 

5,100 MS-1，重*3 一時  

ディーゼル室換気系グラビティダンパ 71,400 MS-1 一時  

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*4 5,000 重*3 一時  

手動式 中央制御室換気系手動式ダンパ 

3,400 MS-1 一時  中央制御室換気系

再循環フィルタ装

置ラインダンパ 

重要度 

運転状態

流量 5,100 MS-1，重*3 一時 ◎ 

◎：代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 1-1(2/2) ダンパ及び弁のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 
機器名称 

選定基準 

選定 代表ダンパ及び弁 選定理由 仕様 
重要度*2 

使用条件 

型式 駆動方式 流量*1(m3/h) 運転状態 

バタフ

ライ弁 

空気作動式 原子炉建屋換気系隔離弁 231,200 MS-1 連続 ◎ 
原子炉建屋換気系

C/S 隔離弁 
 

電動式 中央制御室換気系隔離弁 
3,400 MS-1，重*3 連続 ◎ 中央制御室換気系

隔離弁 

重要度 

運転状態 
34,800*4 MS-1 一時  

◎：代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

 



 

－ 6-4 － 

2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のダンパ及び弁について，技術評価を実施する。 

① 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ 

② 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ 

③ 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ 

④ 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁 

⑤ 中央制御室換気系隔離弁 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパは空気作動式ダンパで，2 基

設置されている。 

中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパは，ケーシング，ボルト・ナット，羽根，

軸，軸受（ころがり），空気作動部，作動部取付ボルト，リンケージ等からなり，付

属品として作動空気用の制御用電磁弁がある。空気作動部は，ピストン・シリンダ型

で復帰用スプリングを有する。 

東海第二の中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ボルト・ナット 

③ 羽根 

④ 軸 

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ 空気作動部 

⑦ 作動部取付ボルト 

⑧ リンケージ 

⑨ 制御用電磁弁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ構造図 

① ② ③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑦ 

⑧
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表 2.1-1 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
ケーシング 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 羽根 炭素鋼 

作動機能の維持 

エネルギー 

伝達 

軸 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エネルギー 

変換 

空気作動部 （定期取替品） 

作動部取付ボルト 炭素鋼 

リンケージ ステンレス鋼 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

 

 

表 2.1-2 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパの使用条件 

流量 42,500 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.2 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系ファンAH2-9出口グラビティダンパは重力式ダンパで，

2基設置している。 

中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパは，ケーシング，ボルト・ナ

ット，羽根，軸，軸受（ころがり），ウェイトからなる。 

中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系ファンAH2-9出口グラビティダンパ主要部位の使用材

料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ボルト・ナット

③ 羽根 

④ 軸 

⑤ 軸受（ころがり）

⑥ ウェイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ構造図 

 

⑥ 
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表 2.1-3 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
ケーシング 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 羽根 炭素鋼 

作動機能の維持 エネルギー伝達

軸 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

ウェイト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-4 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパの使用条件 

流量 42,500 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.3 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパは手動式ダンパで，

1基設置している。 

中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパは，ケーシング，ボルト・ナッ

ト，羽根，軸，軸受（ころがり），連結棒，開閉器，ハンドル軸からなる。 

中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパの構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ主要部位の使用材

料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6 に示す。 
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No. 部位 

① ケーシング 

② ボルト・ナット

③ 羽根 

④ 軸 

⑤ 軸受（ころがり）

⑥ 連結棒 

⑦ 開閉器 

⑧ ハンドル軸 

 

 

 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ ⑧ 

図 2.1-3 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ構造図 

⑦ 
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表 2.1-5 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 
ケーシング 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

隔離機能の維持 隔離 羽根 炭素鋼 

作動機能の維持 エネルギー伝達

軸 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

連結棒 炭素鋼 

開閉器 アルミニウム合金 

ハンドル軸 炭素鋼 

 

 

表 2.1-6 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパの使用条件 

流量 5,100 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.4 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁は，空気作動式バタフライ弁で，給気側に

4基，排気側に 4基設置されている。 

原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁は，弁箱，ボルト・ナット，弁体，弁体シート，弁棒，

軸受（ころがり），空気作動部，ハウジング，作動部取付ボルト等からなり，付属品

として作動空気用の制御用電磁弁，四方弁がある。空気作動部は複動ピストン・シリ

ンダ型でスプリングを有しない。軸封部には空気の漏れを防止するためにグランドパ

ッキンを使用している。 

原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁の構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-7 に，使用条

件を表 2.1-8 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② ボルト・ナット 

③ グランドパッキン 

④ 弁体 

⑤ 弁体シート 

⑥ 弁棒 

⑦ 軸受（ころがり） 

⑧ 空気作動部 

⑨ ハウジング 

⑩ 作動部取付ボルト 

⑪ リミットスイッチ 

⑫ 制御用電磁弁 

⑬ 四方弁 

⑭ 支持脚 

⑮ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-4 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁構造図 

② ④ 

⑤ ⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑦ ① ③ 

⑮ ⑭ 

⑬ 
③ 
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表 2.1-7 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

弁箱 炭素鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

シール グランドパッキン （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 炭素鋼 

弁体シート （消耗品） 

作動機能の維持 

エネルギー伝達 
弁棒 ステンレス鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エネルギー変換 

空気作動部 炭素鋼，鋳鉄 

ハウジング 炭素鋼 

作動部取付ボルト 炭素鋼 

リミットスイッチ （定期取替品） 

制御用電磁弁 （定期取替品） 

四方弁 （定期取替品） 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-8 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁の使用条件 

流量 231,200 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.1.5 中央制御室換気系隔離弁 

(1) 構造 

東海第二の中央制御室換気系隔離弁は，電動式バタフライ弁で，給気側に 4基，排

気側に 2基設置されている。 

中央制御室換気系隔離弁は，弁箱，ボルト・ナット，弁体，弁体シート，弁棒から

なる。軸封部には空気の漏れを防止するために Oリングを使用している。 

中央制御室換気系隔離弁の構造図を図 2.1-5 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の中央制御室換気系隔離弁主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を

表 2.1-10 に示す。 
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No. 部位 

① 弁箱 

② ボルト・ナット 

③ O リング 

④ 弁体 

⑤ 弁体シート 

⑥ 弁棒 

⑦ ブッシュ 

⑧ 支持脚 

⑨ 取付ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-5 中央制御室換気系隔離弁構造図 

電動弁用駆動部 

① ② ③④

⑤

⑧⑨ 

⑦ ⑥
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表 2.1-9 中央制御室換気系隔離弁主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 
耐圧 

弁箱 炭素鋼鋳鋼 

ボルト・ナット 炭素鋼 

シール O リング （消耗品） 

隔離機能の維持 隔離 
弁体 ステンレス鋳鋼 

弁体シート （消耗品） 

作動機能の維持 エネルギー伝達
弁棒 ステンレス鋼 

ブッシュ 銅合金 

機器の支持 支持 
支持脚 炭素鋼鋳鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-10 中央制御室換気系隔離弁の使用条件 

流量 3,400 m3/h 

周囲温度 40 ℃ 

内部流体 空気 

設置場所 屋内 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ダンパ及び弁の機能（流体調節機能，隔離機能）の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 隔離機能の維持 

(3) 作動機能の維持 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ダンパ及び弁について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（流量，温度等）及び現在までの運転経験を

考慮し，表 2.2-1 で示すとおり想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○ま

たは△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は，以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

グランドパッキン，O リング，弁体シート及び軸受（ころがり）は消耗品，リミッ

トスイッチ，空気作動部，制御用電磁弁，四方弁は定期取替品であり，設計時に長期

使用せず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外

とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定した

劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ブッシュの摩耗，固着［中央制御室換気系隔離弁］ 

ブッシュは弁棒との摺動部位であり経年使用による摩耗が発生し，摩耗粉，異物

等の噛み込みにより固着の可能性がある。 

しかし，弁棒の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉頻度も

少ないことから，摩耗，固着の発生する可能性は小さい。 

また，定期検査毎に弁の作動試験を実施しており，ブッシュの摩耗，固着に起因

する異常が確認された場合，必要に応じてブッシュの交換を行うことにより機能を

維持している。 

したがって，ブッシュの摩耗，固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

b. ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系ファン AH2-9

入口ダンパ，中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ，中央制御室

換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ］ 

ケーシング，羽根，軸，ウェイト（中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビテ

ィダンパのみ）は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施され

ていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時

に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱，弁体，ハウジング，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）［原子炉建屋換

気系 C/S 隔離弁，中央制御室換気系隔離弁］ 

弁箱，弁体（原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁のみ），ハウジング（原子炉建屋換気

系 C/S 隔離弁のみ），支持脚，取付ボルトは炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，腐食が

想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐

食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより

機能を維持している。 

したがって，弁箱，弁体，ハウジング，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施さ

れていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検

時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 空気作動部の腐食（全面腐食）［原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁］ 

空気作動部は炭素鋼及び鋳鉄であるが，内面は常に除湿された清浄な空気であり，

大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可

能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持して

いる。 

さらに，動作確認により空気作動部の健全性の確認を行っており，これまで異常

は認められていない。 

したがって，空気作動部の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. 作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ，

原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁］ 

作動部取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施

されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点

検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラ

インダンパ］ 

連結棒，ハンドル軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が

施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視

点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 軸の固着［中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ，中央制御室換気系ファン

AH2-9 出口グラビティダンパ，中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダン

パ］ 

ダンパの軸は，軸受の潤滑油の枯渇，劣化により固着する可能性があるが，目視

点検及び動作確認により，有意な固着のないことを確認している。 

また，動作確認時に必要に応じて軸受に潤滑油を給油することとしている。 

したがって，軸の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

i. 弁棒の摩耗［原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁，中央制御室換気系隔離弁］ 

弁体の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉頻度も少ないこ

とから，摩耗の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検等を実施しているが，これまで有意な摩耗は認めら

れていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

j. 開閉器の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ］ 

開閉器は耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の発生する可能性は小さ

い。 

なお，これまでの目視点検結果からも有意な腐食は認められていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，開閉器の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1(1/5） 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ケーシング  炭素鋼  △      *1:固着 

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

隔離機能の

維持 
隔離 羽根  炭素鋼  △      

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

軸  炭素鋼  △     △*1 

軸受（ころがり） ◎ －        

エネルギー

変換 

空気作動部 ◎ －        

作動部取付ボルト  炭素鋼  △      

リンケージ  ステンレス鋼        

制御用電磁弁 ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/5） 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ケーシング  炭素鋼  △      *1:固着 

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

隔離機能の

維持 
隔離 羽根  炭素鋼  △      

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

軸  炭素鋼  △     △*1 

軸受（ころがり） ◎ －        

ウェイト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(3/5） 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ケーシング  炭素鋼  △      *1:固着 

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

隔離機能の

維持 
隔離 羽根  炭素鋼  △      

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

軸  炭素鋼  △     △*1 

軸受（ころがり） ◎ －        

連結棒  炭素鋼  △      

開閉器  
アルミニウム

合金 
 △      

ハンドル軸  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(4/5） 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗
品・定
期取
替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ

の維持 

耐圧 
弁箱  炭素鋼  △       

ボルト・ナット  炭素鋼  △      

シール グランドパッキン ◎ －        

隔離機能の

維持 
隔離 

弁体  炭素鋼  △      

弁体シート ◎ －        

作動機能の

維持 

エネルギー

伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △       

軸受（ころがり） ◎ －        

エネルギー

変換 

空気作動部  炭素鋼，鋳鉄  △      

ハウジング  炭素鋼  △      

作動部取付ボルト  炭素鋼  △      

リミットスイッチ ◎ －        

制御用電磁弁 ◎ －        

四方弁 ◎ －        

機器の支持 支持 
支持脚  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(5/5） 中央制御室換気系隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 
消耗品・
定期 

取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ
の維持 

耐圧 
弁箱  炭素鋼鋳鋼  △ 

 
    

*1:固着
 

ボルト・ナット  炭素鋼  △ 
 
 

    

シール Oリング ◎ －   
 
 

    

隔離機能の
維持 

隔離 
弁体  

ステンレス 
鋳鋼 

  
 
 

    

弁体シート ◎ －   
 
 

    

作動機能の
維持 

エネルギー 
伝達 

弁棒  ステンレス鋼 △  
 
 

    

ブッシュ  銅合金 △  
 

 
   △*1 

機器の支持 支持 
支持脚  炭素鋼鋳鋼  △ 

 
 

    

取付ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

① 中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

② ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 

③ 非常用ガス処理系グラビティダンパ 

④ 非常用ガス再循環系グラビティダンパ 

⑤ 中央制御室換気系グラビティダンパ 

⑥ ディーゼル室換気系グラビティダンパ 

⑦ 緊急時対策所換気系グラビティダンパ 

⑧ 中央制御室換気系手動式ダンパ 

⑨ 中央制御室換気系隔離弁 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

代表機器以外に，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ブッシュの摩耗，固着［中央制御室換気系隔離弁］ 

代表機器と同様，ブッシュは弁棒との摺動部位であり経年使用による摩耗が発生

し，摩耗粉，異物等の噛み込みにより固着の可能性がある。 

しかし，弁棒の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉頻度も少

ないことから，摩耗，固着の発生する可能性は小さい。 

中央制御室換気系隔離弁は新たに設置されることから，今後，弁の作動試験を実

施し，ブッシュの摩耗，固着に起因する異常が確認された場合，必要に応じてブッ

シュの交換を行うことにより機能を維持できると考える。 

したがって，ブッシュの摩耗，固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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b. ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系空気作動

式ダンパ，ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ，非常用ガス処理系グラビティダ

ンパ，非常用ガス再循環系グラビティダンパ，中央制御室換気系グラビティダンパ，

ディーゼル室換気系グラビティダンパ，緊急時対策所換気系グラビティダンパ，中

央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，ケーシング，羽根，軸，ウェイト（グラビティダンパのみ）は

炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，

塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補

修塗装することにより機能を維持している。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパは新たに設置されることから，今後，点検

時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考

える。 

したがって，ケーシング，羽根，軸，ウェイトの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 弁箱，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系隔離弁］ 

代表機器と同様，弁箱，支持脚，取付ボルトは炭素鋼及び炭素鋼鋳鋼であり，腐

食が想定されるが，大気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれ

ば腐食が発生する可能性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することに

より機能を維持している。 

中央制御室換気系隔離弁は新たに設置されることから，今後，点検時に目視点検

を行い，必要に応じて補修塗装することにより機能を維持できると考える。 

したがって，弁箱，支持脚，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ボルト・ナットの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ボルト・ナットは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気接

触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は

小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ，中央制御室換気系隔離弁は新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視点検を行い，必要に応じて補修塗装することに

より機能を維持できると考える。 

したがって，ボルト・ナットの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）［中央制御室換気系空気作動式ダンパ，ディ

ーゼル室換気系空気作動式ダンパ］ 

代表機器と同様，作動部取付ボルトは炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大気

接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性

は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持している。 

したがって，作動部取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，連結棒，ハンドル軸は炭素鋼であり，腐食が想定されるが，大

気接触部は塗装が施されていることから，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能

性は小さく，目視点検時に必要に応じて補修塗装することにより機能を維持してい

る。 

したがって，連結棒，ハンドル軸の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 軸の固着［中央制御室換気系空気作動式ダンパ，ディーゼル室換気系空気作動式ダ

ンパ，非常用ガス処理系グラビティダンパ，非常用ガス再循環系グラビティダンパ，

中央制御室換気系グラビティダンパ，ディーゼル室換気系グラビティダンパ，緊急

時対策所換気系グラビティダンパ，中央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，ダンパの軸は，軸受の潤滑油の枯渇，劣化により固着する可能

性があるが，目視点検及び動作確認により，有意な固着のないことを確認している。 

また，動作確認時に必要に応じて軸受に潤滑油を給油することとしている。 

緊急時対策所換気系グラビティダンパは新たに設置されることから，今後，分解

点検時に目視点検及び動作確認を行い，その結果により必要に応じて潤滑油の給油

もしくは補修を実施することにより機能を維持できると考える。 

したがって，軸の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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h. 弁棒の摩耗［中央制御室換気系隔離弁］ 

代表機器と同様，弁体の開閉速度は遅く，回転角度は 90 度程度に限定され，開閉

頻度も少ないことから，摩耗の発生する可能性は小さい。 

なお，分解点検時に目視点検を実施しているが，これまで有意な摩耗は認められ

ていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

中央制御室換気系隔離弁は新たに設置されることから，今後，分解点検時に目視

点検を行い，その結果により必要に応じて補修を実施することにより機能を維持で

きると考える。 

したがって，弁棒の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

i. 開閉器の腐食（全面腐食）［中央制御室換気系手動式ダンパ］ 

代表機器と同様，開閉器は耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の発生

する可能性は小さい。 

なお，目視点検結果からも有意な腐食は認められていない。 

今後も使用環境に変化がないことから，これらの傾向に変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，開閉器の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用されている安全上重要

な設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1及びクラス 2の設備），高温・高圧の環境下

にあるクラス 3の設備及び常設重大事故等対処設備に属する設備のうち，他の技術評価書に

て評価を実施していない設備（以下，「機械設備」という）について，運転を断続的に行う

ことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

また，他の技術評価書に記載のある機器の基礎ボルト評価については，本評価書にて評価

を行うものとする。 

 

本評価書では以下の機械設備を評価している。 

 

1. 制御棒 

2. 制御棒駆動機構 

3. 水圧制御ユニット 

4. ディーゼル機関 

4.1 ディーゼル機関本体 

4.2 ディーゼル機関付属設備 

5. 可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

6. 燃料取替機 

7. 燃料取扱クレーン 

8. 制御用圧縮空気系設備 

9. 気体廃棄物処理系付属設備 

10. 新燃料貯蔵ラック 

11. 補助ボイラ設備 

12. 廃棄物処理設備 

13. 排気筒 

14. 使用済燃料乾式貯蔵容器 

15. 水素再結合器 

16. 基礎ボルト 

 

 4.ディーゼル機関のうち，潤滑油冷却器，清水冷却器を除く冷却水系（海水）について

は，｢ポンプの技術評価書｣，｢容器の技術評価書｣，｢配管の技術評価書｣及び｢弁の技術評価

書｣にて評価を実施するものとし，本評価書には含めていない。 

また，13.排気筒のコンクリート基礎部の評価については「コンクリート及び鉄骨構造物の

技術評価書」にて評価を実施するものとし，本評価書には含めていない。 

なお，文書中の単位の記載は，SI 単位系に基づくものとする（圧力の単位は特に注記がな

い限りゲージ圧力を示す）。 



－ 2 － 

表1（1/2） 評価対象機器一覧 

設備名称 機器名称 仕様 重要度*1

制御棒 ボロン・カーバイド型制御棒 － MS-1,重*2

制御棒駆動機構 制御棒駆動機構 － MS-1,重*2

水圧制御ユニット 水圧制御ユニット － MS-1,重*2

ディーゼル機関本

体 

非常用ディーゼル機関 

（2C，2D号機）
5,502 kW×429 rpm MS-1,重*2

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

機関 
3,052 kW×429 rpm MS-1,重*2

緊急時対策所用発電機ディーゼ

ル機関*3 1,450 kW×1,500 rpm 重*2

常設代替高圧電源装置（ディー

ゼル機関） 
1,450 kW×1,500 rpm 重*2 

ディーゼル機関付

属設備 

非常用ディーゼル機関（2C，2D

号機）付属設備
－ MS-1,重*2

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

機関付属設備 
－ MS-1,重*2

緊急時対策所用発電機ディーゼ

ル機関付属設備*3 － 重*2

常設代替高圧電源装置（ディー

ゼル機関）付属設備*3 
－ 重*2 

補機駆動用燃料設備*3*4 － 重*2 

可燃性ガス濃度 

制御系再結合装置 

可燃性ガス濃度制御系再結合 

装置 
容量：340 m3[N]/h MS-1

燃料取替機 燃料取替機 容量：450 kg PS-2 

燃料取扱クレーン

原子炉建屋6階天井走行クレー

ン

容量：主巻125 ton 

補巻5 ton, 1 ton
PS-2 

DC建屋*5天井クレーン  容量：130 ton PS-2

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 

*3：新規に設置される機器

*4：可搬型重大事故等対処設備（ディーゼル機関を含む）に可搬型の機器を用いて軽油を供

給する設備 

*5：使用済燃料乾式貯蔵建屋
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表 1（2/2） 評価対象機器一覧 

設備名称 機器名称 仕様 重要度*1

制御用圧縮空気系

設備 
制御用圧縮空気系設備 容量：978 m3/h 高*2 

気体廃棄物処理系 

付属設備 
蒸気式空気抽出器 容量：357.5 kg/h 高*2 

新燃料貯蔵ラック 新燃料貯蔵ラック 縦形貯蔵方式 PS-2 

補助ボイラ設備 補助ボイラ設備 蒸発量：16 ton/h 高*2 

廃棄物処理設備 

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設

備 

処理流量：1,500 m3/h 

（廃液濃縮器加熱器） 
高*2 

機器ドレン系設備 
容量：331 kWh（クラッド

スラリ濃縮器加熱器） 
高*2

 

減容固化系設備 容量：200 kg/h（乾燥機） 高*2
 

雑固体減容処理設備高周波溶融炉

設備 

処理能力：250 kg/h/個

（高周波溶融炉） 
高*2 

雑固体焼却系設備 
焼却容量：870 kW 

（焼却炉） 
高*2

 

セメント混練固化系設備 
処理能力：300 ℃ 

（蒸発固化体乾燥機） 
高*2

 

使用済樹脂貯蔵系設備*3 
容量：4.77 m3/h 

（使用済粉末樹脂ポンプ） 
高*2

 

排気筒 
主排気筒 

鉄塔支持型鋼製（制震装置

付） 
MS-1 

非常用ガス処理系排気筒 主排気筒支持型鋼製 MS-1,重*4

使用済燃料乾式貯

蔵容器 
使用済燃料乾式貯蔵容器 密封監視機能付縦置円筒型 PS-2 

水素再結合器 静的触媒式水素再結合器*5
 

再結合効率：0.50 kg/h/個 

（水素濃度 4.0 vol％，大

気圧，100 ℃） 

重*4
 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子

炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：評価対象は停止保管設備のみ 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示 

す 

*5：新規に設置される機器 

 

なお，基礎ボルトについては本文参照のこと。 
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表2 評価対象機器機能一覧 

設備名称（機器名称） 機能 

制御棒 
原子炉出力を抑制するとともに，原子炉停止に必要な負の反

応度を与える。 

制御棒駆動機構 制御棒の挿入・引抜き又はスクラム動作を行う。 

水圧制御ユニット 
高圧窒素ガスにより緊急挿入に必要な初期水圧エネルギーを

制御棒駆動機構へ供給する。 

ディーゼル機関 電源喪失事故等に起動し，接続する発電機を駆動する。 

可燃性ガス濃度制御系再結合

装置 

原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度を抑制し，水素燃焼に

よる格納容器内の圧力及び温度上昇を防ぐ。 

燃料取替機 燃料等を安全に取扱う。 

燃料取扱クレーン 新燃料，使用済燃料乾式貯蔵容器等を安全に取扱う。 

制御用圧縮空気系設備 空気制御弁等へ駆動用圧縮空気を供給する。 

気体廃棄物処理系付属設備 
駆動用蒸気を用いて，主復水器内の非凝縮性ガスを抽出し，

主復水器の真空度を確保する。 

新燃料貯蔵ラック 新燃料を一時的に保管する。 

補助ボイラ設備 
廃棄物処理設備の廃液濃縮用及びタービン起動時に清浄蒸気

を必要とする場合の蒸気を供給する。 

廃棄物処

理設備 

濃縮廃液・廃液中

和スラッジ系設備 

床ドレン廃液，高電導度ドレン廃液等を濃縮し，蒸留水と濃

縮廃液とを分離する。 

機器ドレン系設備 

非助材型ろ過装置から発生するクラッドスラリを沈降分離

後，上澄水を濃縮処理し，凝縮水を機器ドレン処理水タンク

へ回収する。 

減容固化系設備 濃縮廃液を乾燥・造粒して容器に詰め，貯蔵する。 

雑固体減容処理設

備高周波溶融炉設

備 

雑固体廃棄物の溶融等を行い，減容処理する。 

雑固体焼却系設備 
管理区域で発生する可燃性雑固体廃棄物（ポリエチレン，

紙，木材等，一部の難燃物含む）を焼却・減容処理する。 

セメント混練固化

系設備 
固体廃棄物をセメントと混練して固化処理する。 

使用済樹脂貯蔵系

設備 

使用済粉末樹脂をタンク内に貯蔵し放射能を減衰させた後,

ドラム缶内に固化し貯蔵保管する。 

排気筒 発電所より発生する排気ガスを大気中に放出する。 

使用済燃料乾式貯蔵容器 使用済燃料を安全に保管する。 

水素再結合器 
炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建屋の水

素濃度の上昇を抑制し，水素爆発を防止する。 

基礎ボルト 機器を据付け固定，支持する。 

 



 

 

 

 

 

 

1. 制御棒 

 

 

［対象機器］ 

① ボロン・カーバイド型制御棒 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している制御棒の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 制御棒の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 

最高使用圧力*2 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

ボロン・カーバイド型制御棒 MS-1，重*3 8.62 302 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：環境の最高使用圧力を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 制御棒の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二のボロン・カーバイド型制御棒は，十字型に組み合わせたステンレス鋼のＵ

字型シースの中に制御材（ボロン・カーバイド（B4C）粉末を充填したステンレス鋼管）

を納めたものであり，合計185本設置されている。制御棒は制御棒案内管内に設置され，

制御棒の下端は制御棒駆動機構と結合している。 

制御材被覆管，シース，タイロッド，ソケット，上部ハンドルはステンレス鋼を，ロ

ーラはコバルト基合金又はニッケル基合金を，ピンはコバルト基合金又はステンレス鋼

を，落下速度リミッタはステンレス鋼鋳鋼を使用している。 

東海第二のボロン・カーバイド型制御棒の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のボロン・カーバイド型制御棒主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件

を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 ボロン・カーバイド型制御棒構造図 

No. 部位 

① 制御材 
② 制御材被覆管 
③ シース 
④ タイロッド 
⑤ ソケット 

⑥ ローラ 

⑦ ピン 

⑧ 落下速度リミッタ 

⑨ 上部ハンドル 

 

⑥

⑦

⑧

⑤

④ 

⑦

①②

③

④
⑥ 

⑨
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表 2.1-1 ボロン・カーバイド型制御棒主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

タイプ１（A社製） タイプ１（B社製）

原子炉の緊急

停止 

中性子吸収 制御材 ボロン・カーバイド 

支持 

制御材被覆管 ステンレス鋼 

シース ステンレス鋼 

タイロッド ステンレス鋼 

ソケット ステンレス鋼 

ローラ コバルト基合金 ニッケル基合金 

ピン コバルト基合金 ステンレス鋼 

過剰反応度の

印加防止 
保持 

落下速度リミッ

タ 
ステンレス鋼鋳鋼 

ハンドリング 支持 上部ハンドル ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-2 ボロン・カーバイド型制御棒の使用条件 

最高使用圧力（MPa） 8.62 

最高使用温度（℃） 302 

流体 純水（原子炉冷却材） 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

制御棒の機能（原子炉出力の制御機能）達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 原子炉の緊急停止 

(2) 過剰反応度の印加防止 

(3) ハンドリング 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

制御棒について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（流体の種類，応力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

制御棒には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射誘起型応力腐

食割れ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 制御材被覆管，シース，タイロッド，ソケット，ピン，上部ハンドルの粒界型応

力腐食割れ 

制御材被覆管，シース，タイロッド，ソケット，ピン，上部ハンドルはオーステ

ナイト系ステンレス鋼であり，これらの部位については高温の純水中にあることか

ら，材料が鋭敏化し，引張応力のレベルが高い溶接熱影響部において粒界型応力腐

食割れの発生が想定される。 

しかしながら，制御棒については，核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に

基づき取替を実施しているとともに，粒界型応力腐食割れにより制御棒の制御能力

及び動作性に問題が生じていないことを，定期検査毎にそれぞれ原子炉停止余裕検

査，制御棒駆動水圧系機能検査及び制御棒駆動機構機能検査により確認している。 

したがって，制御材被覆管，シース，タイロッド，ソケット，ピン，上部ハンド

ルの粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. ローラ及びピンの摩耗 

制御棒の挿入・引抜き時にローラ及びピンが摺動するため，摩耗の発生が想定さ

れるが，ローラは耐摩耗性の高いコバルト基合金又はニッケル基合金，ピンは耐摩

耗性の高いコバルト基合金又は耐摩耗性を向上させたステンレス鋼であることか

ら，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，定期検査毎に制御棒駆動水圧系機能検査及び制御棒駆動機構機能検査を実

施しており，これまで動作不良は認められていない。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，

ローラ及びピンの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 落下速度リミッタの熱時効 

落下速度リミッタはステンレス鋼鋳鋼であり，また高温純水中にあるため，熱時

効による材料の靭性低下等の機械的特性が変化することが想定されるが，落下速度

リミッタには，き裂の原因となる経年劣化事象は想定されていないことから，初期

き裂が発生する可能性はない。 

したがって，落下速度リミッタの熱時効は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

b. 制御材の中性子吸収による制御能力低下 

制御材はボロン・カーバイドであり，熱中性子捕獲による制御材の減少により制

御能力が低下する。 

制御棒については，軸方向に 4分割した各セグメントのいずれかの平均反応度が

新品の 90 %まで減少したときの核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に基づ

き取替を実施しており，今後もこの運用を継続していくことで，有意な制御能力低

下が起こらない。 

したがって，制御材の中性子吸収による制御能力低下は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射スウェリング 

高照射領域で使用されている機器については，照射スウェリングの発生が想定さ

れるが，ステンレス鋼の照射スウェリングは，約 400 ℃から約 700 ℃で発生する

事象であり，BWR の制御棒の使用温度条件（約 280 ℃）では，照射スウェリングが

発生する可能性はない。 

したがって，制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射ス

ウェリングは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射下クリープ 

高照射領域で使用されているステンレス鋼製の機器については，照射下クリープ

の発生が想定されるが，照射下クリープの影響が問題となるのは内圧等による荷重

制御型の荷重である。 

制御材被覆管に関しては，制御材の熱中性子捕獲による 10B(n, α)7Li 反応によ

り，He 発生に伴う内圧上昇が，他の部位については自重が荷重制御型の荷重の要因

として考えられる。内圧及び自重については，応力差が許容値に対し十分小さくな

るよう設計的に考慮されており，これらの荷重の影響はない。 

したがって，制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射下

クリープは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの中性子照射による靭

性低下 

制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルはオーステナイト系ス

テンレス鋼であり，中性子照射による靱性低下の発生が想定される。 

しかしながら，制御棒については，核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に

基づき取替を実施しており，今後もこの運用を継続していくことで，有意な靭性低

下が起こらない。 

したがって，制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの中性子

照射による靭性低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 
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表 2.2-1 ボロン・カーバイド型制御棒に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

原子炉の緊急

停止 

中 性 子 吸

収 
制御材  ボロン･カーバイド       ▲*1 

*1:中性子吸収による

制御能力低下 

*2:照射誘起型応力腐

食割れ 

*3:粒界型応力腐食割

れ 

*4:中性子照射による

靭性低下 

*5:照射スウェリング 

*6:照射下クリープ 

支持 

制御材被覆管  ステンレス鋼    ○*2△*3  ▲*4 ▲*5*6 

シース  ステンレス鋼    ○*2△*3  ▲*4 ▲*5*6 

タイロッド  ステンレス鋼    ○*2△*3  ▲*4 ▲*5*6 

ソケット  ステンレス鋼    △*3  

ローラ  
コバルト基合金 △       

ニッケル基合金 △       

ピン  
コバルト基合金 △       

ステンレス鋼 △   ○*2△*3  ▲*4 ▲*5*6 

過剰反応度の

印加防止 
保持 

落下速度リミ

ッタ 
 ステンレス鋼鋳鋼     ▲   

ハンドリング 支持 上部ハンドル  ステンレス鋼    ○*2△*3  ▲*4 ▲*5*6 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射誘起型応力腐食割

れ 

a. 事象の説明 

ステンレス鋼については，中性子照射を受けると材料自身の応力腐食割れの感受

性が高まるとともに，材料周辺の腐食環境が水の放射線分解により厳しくなること

が知られている。照射誘起型応力腐食割れは，この状況に引張応力場が重畳される

と発生する可能性がある。 

東海第二において，1999 年及び 2011 年に上部ハンドルのローラ近傍に照射誘起

型応力腐食割れと推定されるひびが発見されている。 

なお，本事例は局部的なひびであり，主要部位には発生しておらず制御棒の機能

上問題となるものではない。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

照射誘起型応力腐食割れは，中性子照射に加え，引張応力の存在下で発生の可

能性が高まると考えられる。制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハ

ンドルは溶接熱影響部に引張応力が存在し，制御材被覆管には，制御材の熱中性

子捕獲による 10B(n, α)7Li 反応による He 発生に伴う内圧上昇並びに制御材の体

積膨張によって引張応力が作用する。図 2.3-1 に示すように，BWR 環境（高温水

環境）下のステンレス鋼について，SUS304 は約 5×1020 n/cm2 ，SUS316 は約 1×1021 

n/cm2 （E > 1 MeV）以上の累積照射を受けた場合に応力腐食割れの感受性への影

響が現れると考えられている。 

ボロン・カーバイド型制御棒は，軸方向に 4分割した各セグメントのいずれか

の平均反応度が新品の 90 %まで減少したときの核的寿命に対して保守的に定めた

運用基準（取替基準：2.0×1021 n/cm2（熱中性子），取替目標値：1.5×1021 n/cm2

（熱中性子））に基づき取替を実施してきている。 

この運用基準では，ボロン・カーバイド型制御棒については 1.5×1021 n/cm2

（熱中性子）の中性子照射量となることから，照射量の観点からは，照射誘起型

応力腐食割れが発生する可能性は否定できない。 

前述のとおり東海第二において，1999 年に A社製制御棒（25 本）上部ハンドル

ローラ近傍に製造時の残存不純物と照射量蓄積の相乗効果により，照射誘起型応

力腐食割れと推定されるひびが発見された。本事象は，製造時の不純物が除去さ

れずに供用され，腐食生成物が成長したことによるものと推定された。 

水平展開として，他年代に製作された供用中の A 社製制御棒（160 本のうち代

表 10 本）について目視点検を実施し異常のないことを確認するとともに，当該制

御棒（25 本）について不純物が残留している恐れのない B 社製制御棒との取替，

並びに制御棒加工時の不純物管理の徹底を実施することとした。 
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また，本事象発生後，B 社製制御棒は，上部ハンドルガイドローラピン穴を長

穴構造とした SCC 対策品に設計変更されており，以降，制御棒については SCC 対

策品への取替を実施している。 

なお，2011 年に，1999 年に取替えた B社製制御棒（8本）において同事象が発

生したため，当該制御棒について SCC 対策品に取替を実施している。 
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図 2.3-1 304，316 ステンレス鋼の粒界割れ破面率に及ぼす中性子量の影響（参考） 
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② 現状保全 

制御棒については，核的寿命に対して保守的に定めた運用基準に基づき取替を

実施している。 

なお，照射誘起型応力腐食割れにより制御棒の制御能力及び動作性に問題が生

じていないことを，定期検査毎にそれぞれ原子炉停止余裕検査，制御棒駆動水圧

系機能検査及び制御棒駆動機構機能検査により確認している。 

さらに，新制御棒について不純物管理を徹底しているとともに，SCC 対策品の

制御棒に取替を実施している。 

 

③ 総合評価 

照射誘起型応力腐食割れに対しては，運用基準に基づく制御棒の取替，定期検

査毎の原子炉停止余裕検査，制御棒駆動水圧系機能検査及び制御棒駆動機構機能

検査を実施していくことで，機能上の観点から健全性の確認は可能と判断する。 

さらに，新制御棒について不純物管理を徹底するとともに，SCC 対策品の制御

棒に取替を実施することで，照射誘起型応力腐食割れの発生する可能性を低減で

きると考える。 

 

c. 高経年化への対応 

制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射誘起型応力腐食

割れに対しては，高経年化対策の観点から現状保全の内容に追加すべき項目はない。 

 



  

 

 

 

 

 

 

2. 制御棒駆動機構 
 

 

［対象機器］ 

 ① 制御棒駆動機構 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している制御棒駆動機構の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 制御棒駆動機構の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用圧力*2 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

制御棒駆動機構 MS-1，重*3 連続 8.62 302 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：環境の最高使用圧力を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 制御棒駆動機構の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の制御棒駆動機構は，水圧により制御棒の挿入・引抜き又はスクラム時に動

作するものであり，185 本設置されている。 

制御棒駆動機構は，制御棒駆動機構ハウジング内に収納されており，制御棒駆動機構

ハウジング下端のフランジにボルトにより取り付けられている。 

制御棒駆動機構の上端は，カップリングスパッドと制御棒下端のカップリング部（ソ

ケット及びロックプラグ）とを結合することにより，制御棒を固定している。 

制御棒の挿入・引抜きは，シリンダチューブとピストンチューブ間にあるドライブピ

ストンに水圧をかけることにより行い，コレットフィンガがインデックスチューブのラ

ッチ溝にかみ合うことにより制御棒を所定の位置に固定する。この時，制御棒の荷重は

アウターチューブで支持されている。 

ドライブピストン，ピストンチューブ，シリンダチューブ，アウターチューブ，イン

デックスチューブ，フランジはステンレス鋼，コレットピストン，コレットリティナチ

ューブはステンレス鋼鋳鋼，コレットフィンガ，コレットスプリング及びカップリング

スパッドは高ニッケル合金が使用されている。 

東海第二の制御棒駆動機構の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の制御棒駆動機構主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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図 2.1-1 制御棒駆動機構構造図 

No. 部位 
① ドライブピストン 
② ピストンチューブ 
③ シリンダチューブ 
④ アウターチューブ 
⑤ コレットリティナチューブ

⑥ インデックスチューブ 
⑦ コレットフィンガ 
⑧ カップリングスパッド 
⑨ フランジ 
⑩ 取付ボルト 
⑪ コレットスプリング 
⑫ シールリング 
⑬ O リング 
⑭ コレットピストン 
⑮ ボール 

 

② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑪ ⑭ 

⑫ 
⑫ ⑫ 

① ③ 

⑨ ⑩ 

⑫ 
⑬ ⑮ 

④ 

⑬ 
⑬ 

⑬ 



  

－ 2-4 － 

 

表 2.1-1 制御棒駆動機構主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

制御棒駆動力

の確保 

駆動力の確保 

ドライブピストン ステンレス鋼 

ピストンチューブ ステンレス鋼 

シリンダチューブ ステンレス鋼 

アウターチューブ ステンレス鋼 

コレットピストン ステンレス鋼鋳鋼 

コレットリティナチューブ ステンレス鋼鋳鋼 

ボール （消耗品） 

シール シールリング （消耗品） 

制御棒の位置

保持 
位置保持 

インデックスチューブ ステンレス鋼 

コレットフィンガ 高ニッケル合金 

コレットスプリング 高ニッケル合金 

制御棒との結

合 
カップリング カップリングスパッド 高ニッケル合金 

バウンダリの 

維持 

耐圧 
フランジ ステンレス鋼 

取付ボルト 低合金鋼 

シール O リング （消耗品） 

 

 

表 2.1-2 制御棒駆動機構の使用条件 

最高使用圧力（MPa） 8.62 

最高使用温度（℃） 302 

内部流体 純水 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

制御棒駆動機構の機能（制御棒の挿入・引抜き又はスクラム動作）達成に必要な項目

は以下のとおり。 

(1) 制御棒駆動力の確保 

(2) 制御棒の位置保持 

(3) 制御棒との結合 

(4) バウンダリの維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

制御棒駆動機構について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出

した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ボール，シールリング及び Oリングは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を

前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

a. ピストンチューブ，コレットピストン，インデックスチューブの隙間腐食 
ピストンチューブ，コレットピストン及びインデックスチューブについては耐摩

耗性を向上させるため，窒化処理を施しているが，シールリングとの隙間で窒化層

の表面が劣化し，隙間腐食が発生する可能性がある。 

ピストンチューブ，コレットピストン，インデックスチューブの隙間腐食につい

ては，分解点検時の目視検査により有意な隙間腐食がないことを確認しており，必

要に応じて取替を行うことで機能を維持している。 

したがって，ピストンチューブ，コレットピストン，インデックスチューブの隙

間腐食は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
      

b. ピストンチューブ，アウターチューブ，インデックスチューブ，コレットフィン

ガの粒界型応力腐食割れ 

ピストンチューブ，アウターチューブ及びインデックスチューブはオーステナイ

ト系ステンレス鋼，コレットフィンガは高ニッケル合金であり，応力腐食割れの発

生が想定されるが，分解点検時の目視検査により異常がないことを確認しており，

必要に応じて取替を行うことで機能を維持している。 

したがって，ピストンチューブ，アウターチューブ，インデックスチューブ，コ

レットフィンガの粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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c. ドライブピストン，ピストンチューブ，シリンダチューブ，コレットピストン，

コレットリティナチューブ，インデックスチューブ，コレットフィンガ，カップ

リングスパッドの摩耗 

ドライブピストン，ピストンチューブ，シリンダチューブ及びインデックスチュ

ーブはステンレス鋼，コレットピストン及びコレットリティナチューブはステンレ

ス鋼鋳鋼，コレットフィンガ及びカップリングスパッドは高ニッケル合金であり，

各部の摺動による摩耗の発生が想定される。 

ピストンチューブ及びインデックスチューブは表面に耐摩耗性向上のため窒化

処理を施したステンレス鋼であり，摺動するシールリング材料より硬いことから摩

耗が発生する可能性は小さい。 

ドライブピストン及びシリンダチューブはステンレス鋼であり，シールリング材

料より硬いことから摩耗が発生する可能性は小さい。 

コレットリティナチューブ及びコレットピストンはステンレス鋼鋳鋼，コレット

フィンガは高ニッケル合金であるが，摺動部について耐摩耗性を向上させた処理

（コルモノイ溶射）を施しており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

カップリングスパッドは，制御棒と制御棒駆動機構との結合及び分離の回数が少

ないことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの点検結果において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ドライブピストン，ピストンチューブ，シリンダチューブ，コレッ

トピストン，コレットリティナチューブ，インデックスチューブ，コレットフィン

ガ，カップリングスパッドの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

d. 取付ボルトの腐食（全面腐食） 

取付ボルトは低合金鋼であり，腐食の発生が想定されるが，プラント運転中は窒

素雰囲気となるため，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの点検結果において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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e. ドライブピストン，シリンダチューブ，フランジの粒界型応力腐食割れ 

ドライブピストン，シリンダチューブ，フランジはオーステナイト系ステンレス

鋼であり，応力腐食割れの発生が想定されるが，内部流体が制御棒駆動水圧系から

の冷却水であり，運転温度も 100 ℃以下であることから，応力腐食割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，これまでの点検結果において有意なき裂は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ドライブピストン，シリンダチューブ，フランジの粒界型応力腐食

割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. コレットスプリングのへたり 

コレットスプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりの発生

が想定される。 

しかし，コレットスプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよ

うに設定されており，さらに，コレットスプリングの材料に対する推奨最高使用温

度よりも実際の使用温度は低いことから，へたりが発生する可能性はない。 

したがって，コレットスプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 制御棒駆動機構に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材料変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

制御棒駆動

力の確保 

駆動力の確

保 

ドライブピストン  ステンレス鋼 △   △*3    *1:隙間腐食 

*2:へたり 

*3:粒界型応力腐食

割れ 

ピストンチューブ  ステンレス鋼 △ △*1  △*3    

シリンダチューブ  ステンレス鋼 △   △*3    

アウターチューブ  ステンレス鋼    △*3    

コレットピストン  ステンレス鋼鋳鋼 △ △*1      

コレットリティナチューブ  ステンレス鋼鋳鋼 △       

ボール ◎ －        

シール シールリング ◎ －        

制御棒の位

置保持 
位置保持 

インデックスチューブ  ステンレス鋼 △ △*1  △*3    

コレットフィンガ  高ニッケル合金 △   △*3    

コレットスプリング  高ニッケル合金       ▲*2 

制御棒との

結合 

カップリン

グ 
カップリングスパッド  高ニッケル合金 △       

バウンダリ

の維持 

耐圧 
フランジ  ステンレス鋼    △*3    

取付ボルト  低合金鋼  △      

シール O リング ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

 

 

 

 

3. 水圧制御ユニット 
 

 

［対象機器］ 

 ① 水圧制御ユニット 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している水圧制御ユニットの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 水圧制御ユニットの主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 

運転状態 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

水圧制御ユニット MS-1，重*2 一時 12.06 66 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示 

す 
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2. 水圧制御ユニットの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の水圧制御ユニットは，アキュムレータ，窒素容器，配管及び弁から構成さ

れている。 

東海第二の水圧制御ユニットの構成図及び水圧制御ユニットの構造図を図2.1-1に示

す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の水圧制御ユニット主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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図 2.1-1（1/2） 水圧制御ユニット構成図 

 

   

No. 部位 
① アキュムレータ 
② 窒素容器 
③ スクラム弁 
④ 方向制御弁 
⑤ 配管及び弁 

 

原子炉格納容器 

制御棒駆動機構 

引抜側 

挿入側 

水圧制御ユニット 

充填水ヘッダより 

スクラム排出水ヘッダへ 

冷却水ヘッダより 

駆動水ヘッダより 

排水ヘッダへ 

⑤ 

⑤ 

⑤ 

 ② 

④

① 

③ 

⑤ 

③ 



 

－ 3-4 －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1(2/2) 水圧制御ユニット構造図

No. 部位 

① アキュムレータ 

② 窒素容器 

③ スクラム弁 

④ 方向制御弁 

⑤ スクラム用パイロット電磁弁 

⑥ ラプチャーディスク 

⑦ 配管及び弁 

⑧ ガスケット，パッキン，Oリング

⑨ サポート取付ボルト 

⑩ 支持脚 

⑪ 取付ボルト 

⑫ 埋込金具 

 
⑫ 

⑪ 

②⑧ 

①⑧ 

③⑧ 

④⑧ ④⑧ 

⑩ 

⑦⑧ 
⑤ 

⑨ 

A 

A 

A－A 

⑥ 
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表 2.1-1 水圧制御ユニット主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

原子炉の緊

急停止 

スクラム機能 

アキュムレータ ステンレス鋼 

窒素容器 炭素鋼 

スクラム弁 

弁箱：ステンレス鋼 

弁体：ステンレス鋼 

ダイヤフラム：（消耗品） 

方向制御弁 
弁箱：ステンレス鋼 

弁体：ステンレス鋼 

スクラム用パイロット

電磁弁 
（定期取替品） 

ラプチャーディスク ステンレス鋼 

配管及び弁 
配管：ステンレス鋼 

弁：ステンレス鋼 

シール 
ガスケット，パッキン，

Oリング 
（消耗品） 

機器の支持 支持 

サポート取付ボルト 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

表 2.1-2 水圧制御ユニットの使用条件 

最高使用圧力（MPa） 12.06 

最高使用温度（℃） 66  

内部流体 純水，ガス（窒素） 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

水圧制御ユニットの機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 原子炉の緊急停止 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

水圧制御ユニットについて，要求機能を考慮して主要な部位に展開した上で，個々

の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在までの運

転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

スクラム弁ダイヤフラム，ガスケット，パッキン，O リングは消耗品，スクラム用

パイロット電磁弁は定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としている

ことから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお、下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
a. 窒素容器（外面），サポート取付ボルト，支持脚及び取付ボルトの腐食（全面腐食） 

窒素容器，サポート取付ボルト，支持脚及び取付ボルトは炭素鋼であり腐食の発

生が想定されるが，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であ

れば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することによ

り機能を維持している。 

したがって，窒素容器（外面），サポート取付ボルト，支持脚，取付ボルトの腐

食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物は炭素鋼であり腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装により腐

食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装することによ

り機能を維持している。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. スクラム弁，方向制御弁，ラプチャーディスク，配管及び弁の貫粒型応力腐食割

れ 

スクラム弁，方向制御弁，ラプチャーディスク，配管及び弁はステンレス鋼であ

り，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンにより，外面から貫粒型応力腐食割

れの発生が想定されるが，代表箇所における定期的な目視点検及び付着塩分量測定

を実施し，その結果により必要に応じ機器外面清掃及び浸透探傷検査を実施するこ

ととしている。 

また，東海第二では工事における副資材管理でステンレス鋼への塩分付着を防止

している。 

したがって，スクラム弁，方向制御弁，ラプチャーディスク，配管及び弁の貫粒

型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. アキュムレータの摩耗 

アキュムレータは，ピストンと摺動するため摩耗の発生が想定されるが，アキュ

ムレータのピストンとの摺動部には Oリングを取付けており，直接接触摩耗しない

ことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，アキュムレータの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

e. スクラム弁，方向制御弁及び弁の弁棒の疲労割れ 

スクラム弁，方向制御弁及び弁については，弁棒の疲労割れの発生が想定される

が，弁開閉操作時に弁棒及びバックシート部への過負荷がかからないように適切な

操作又はストローク調整を行っていることから，疲労割れが発生する可能性は小さ

い。 

なお，これまでの目視点検において有意なき裂は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，スクラム弁，方向制御弁及び弁の弁棒の疲労割れは，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 配管の粒界型応力腐食割れ 

水圧制御ユニット配管は，内部流体が 100 ℃未満であることから，応力腐食割れ

が発生する可能性は小さい。 

なお，定期的に耐圧部の漏えい検査を実施しており，これまでの点検結果におい

て粒界型応力腐食割れは確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，配管の粒界型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 窒素容器（内面）の腐食（全面腐食） 

窒素容器は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，内部流体は窒素であるこ

とから，腐食が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，窒素容器（内

面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，コンクリート埋設部につ

いては，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となる

ため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時間

を要す。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物（コ

ンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. スクラム弁のスプリングのへたり 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりが想定されるが，

スプリング使用時のねじり応力が許容ねじり応力以下になるように設定されてお

り，さらにスプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低

いことから，へたりが進行する可能性はない。 

したがって，スクラム弁のスプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 水圧制御ユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

原子炉の緊

急停止 

スクラム 

機能 

アキュムレータ  ステンレス鋼 △       *1：スプリングのへ

たり 

*2：貫粒型応力腐食

割れ 

*3：配管の粒界型応

力腐食割れ 

*4：弁棒 

*5：ダイヤフラム 

*6：機器外面 

*7：機器内面 

*8：大気接触部 

*9：コンクリート埋

設部 

 

 

窒素容器  炭素鋼  △*6▲*7      

スクラム弁 ◎*5 ステンレス鋼   △*4 △*2   ▲*1 

方向制御弁  ステンレス鋼   △*4 △*2    

スクラム用パイロッ

ト電磁弁 
◎ －        

ラプチャーディスク  ステンレス鋼    △*2    

配管及び弁  ステンレス鋼   △*4 △*2*3    

シール 
ガスケット，パッキ

ン，Oリング 
◎ －        

機器の支持 支持 

サポート取付ボルト  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △      

取付ボルト  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △*8▲*9      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

 

 

 

 

4. ディーゼル機関 

 

 

  



 

 

 

 

 

4.1 ディーゼル機関本体 

 

 

［対象機器］ 

① 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機） 

② 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 

③ 緊急時対策所用発電機ディーゼル機関 

④ 常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関） 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

東海第二で使用している主要なディーゼル機関本体の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

1.2 代表機器の選定 

ディーゼル機関本体のグループには，非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機），高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置

（ディーゼル機関）が含まれるが，重要度，運転状態及び機関出力の観点から非常用ディ

ーゼル発電設備（2C,2D 号機）を代表機器とする。 

 

表 1-1 ディーゼル機関本体の主な仕様 

機器名称 

選定基準 

選定 選定理由 
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

仕様 

（機関出力×回転速度）

非常用ディーゼル機関 

（2C, 2D 号機） 
MS-1，重*3 一時*2 5,502 kW×429 rpm ◎ 

重要度，運

転状態及び

仕様（機関

出力） 

高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル機関 
MS-1，重*3 一時*2 3,052 kW×429 rpm  

緊急時対策所用発電機

ディーゼル機関*4 
重*3 一時*2 1,450 kW×1,500 rpm  

常設代替高圧電源装置

（ディーゼル機関） 
重*3 一時*2 1,450 kW×1,500 rpm  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：通常は待機，定期的（運転回数：約 20 回/年，運転時間：約 40 時間/年）に定例試験を 

実施 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを 

示す 

 *4：新規に設置される機器 



－ 4.1-2 － 

2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の機器について技術評価を実施する。 

①非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機） 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機） 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）は，出力 5,502 kW，回転速度 429 rpm

の 4 サイクル竪型 18 気筒ディーゼル機関（排気タービン式の過給機付）であり，2

機設置されている。 

ディーゼル機関の主要部位としては， 

① 燃料噴射ポンプ，燃料噴射弁等の燃料系統に属する部位 

② ピストン，連接棒，クランク軸等の熱エネルギーを運動エネルギーに変換し伝

達するための部位 

③ 排気弁及び吸気弁とこれらを駆動する部位としてカム，カム軸，動弁装置と過

給機，空気冷却器等からなる吸・排気系統に属する部位 

④ 始動弁等，ディーゼル機関起動のための部位 

⑤ シリンダヘッド，シリンダライナ，シリンダヘッドボルト，シリンダブロック，

クランクケース等のシリンダ内の爆発圧力を保持する部位 

⑥ 調速装置等のディーゼル機関の出力を調節するための部位 

⑦ 主軸受メタル等の軸支持部位 

⑧ 吸気管・排気管等の空気及び排気ガスを吸・排気するための部位 

 

東海第二の非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）の主要部位の使用材料を表 2.1-1

に，使用条件を表 2.1-2 に示す。
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図 2.1-1（1/2） 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）構造図 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 燃料噴射ポンプ ⑩ クランクピンメタル ⑲ 空気冷却器 ㉘ 伸縮継手 

② 燃料噴射弁 ⑪ 連接棒 ⑳ カム，カム軸，ローラ ㉙ 吸気管 

③ ピストン ⑫ クランクピンボルト ㉑ 動弁装置 ㉚ 排気管 

④ ピストンピン ⑬ 歯車各種 ㉒ 調速装置 ㉛ シリンダ安全弁 

⑤ ピストンリング ⑭ はずみ車 ㉓ 主軸受メタル ㉜ クランク室安全弁 

⑥ ピストンピンメタル ⑮ カップリングボルト ㉔ シリンダヘッド ㉝ クランクケース 

⑦ 空気分配弁 ⑯ 吸気弁 ㉕ シリンダライナ ㉞ 埋込金物 

⑧ 始動弁 ⑰ 排気弁 ㉖ シリンダヘッドボルト ㉟ 吸・排気管サポート 

⑨ クランク軸 ⑱ 過給機 ㉗ シリンダブロック ㊱ 基礎ボルト 
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図 2.1-1（2/2） 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）構造図
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表 2.1-1（1/2） 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

発電機駆動 

機能の確保 

エネルギー 

変換 

燃料噴射

ポンプ 

ポンプ 

ポンプケーシング 

ポンプデフレクタ 

燃料噴射

弁 

弁 

スプリング 

ピストン 

ピストンピン 

ピストンピンメタル 

ピストンリング 

始動弁 
弁 

ケース 

空気分配

弁 

弁 

ケース 

エネルギー

伝達 

クランク軸 

クランクピンメタル 

連接棒 

クランクピンボルト 

歯車各種 

はずみ車 

カップリングボルト 

エネルギー

交換 

吸気弁 

排気弁 

吸気弁・排気弁スプリング 

過給機 

ケーシング 

ロータ 

ノズル 

空気冷却

器 

水室 

伝熱管 

カム，ローラ，カム軸 

動弁装置 
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表 2.1-1（2/2） 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

発電機駆動 

機能の確保 

エネルギー 

調節 
調速装置 

軸支持 主軸受メタル 

爆発力の維

持 

シリンダヘッド 

シリンダライナ 

シリンダヘッドボルト 

シリンダブロック 

吸気・排気

系 

伸縮継手 

吸気管 

排気管 

その他 

シリンダ安全弁 

クランク室安全弁 

パッキン，ガスケット 

機器の支持 支持 

クランクケース 

埋込金物 

吸・排気管サポート 

基礎ボルト 

 

表 2.1-2 非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）の使用条件 

機関出力 5,502 kW（7,480 ps） 

回転速度 429 rpm 

最高爆発圧力 9.3 MPa 

使用燃料油 軽油 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 代表機器の機能達成に必要な項目 

非常用ディーゼル機関の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 発電機駆動機能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

非常用ディーゼル機関について，機能達成に必要な項目を考慮して部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出

した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

は消耗品であり， は定期取替品であり，

設計時に長期使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上で

の評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）］ 
基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. 過給機ケーシング（冷却水側），シリンダヘッド（冷却水側），シリンダライナ（冷

却水側）及びシリンダブロック（冷却水側）の腐食（全面腐食） 

過給機ケーシング（冷却水側），シリンダヘッド（冷却水側），シリンダライナ（冷

却水側）及びシリンダブロック（冷却水側）は であり，冷却水側は高温の燃焼

ガスによる過熱を防止するため，純水（補給水）を通水していることから，接液部

に腐食の発生が想定される。 

しかしながら，シリンダヘッド，シリンダライナ，シリンダブロックについては

分解点検時の目視点検，過給機ケーシングについては分解点検時に冷却水流路の目

視点検を実施し，有意な腐食がないことを確認することとしている。 

したがって，過給機ケーシング（冷却水側），シリンダヘッド（冷却水側），シリ

ンダライナ（冷却水側）及びシリンダブロック（冷却水側）の腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 
c. はずみ車，カップリングボルト，シリンダヘッドボルト，吸気管，排気管（外面），

クランクケース及び吸・排気管サポートの腐食（全面腐食） 

はずみ車，カップリングボルト，シリンダヘッドボルト，吸気管，排気管，クラ

ンクケース及び吸・排気管サポートは であり，腐食の発生が想定さ

れるが，大気接触部は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，はずみ車，カップリングボルト，シリンダヘッドボルト，吸気管，

排気管（外面），クランクケース及び吸・排気管サポートの腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 埋込金物の腐食（全面腐食） 

埋込金物は であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施し  

ており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

e. 空気冷却器水室の腐食（全面腐食） 

空気冷却器水室は であり，内部流体は海水であるため腐食の発生が想定され

るが，水室内面には耐食性向上のためタールエポキシライニング処理が施されてい

るとともに，防食処置のため亜鉛板が設置されていることから，腐食が発生する可

能性は小さい。 

また，水室開放点検時にライニング部の目視点検を行い，はく離等が認められた

場合は必要に応じライニングの補修を行うこととしている。 

したがって，空気冷却器水室の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 
f. 空気冷却器伝熱管の異物付着 

空気冷却器の内部流体は海水であり，伝熱管に異物付着の発生が想定されるが，

開放点検時に伝熱管の清掃を行っており，これまでの点検結果において運転中に伝

熱性能に影響を及ぼすような異物の付着は確認されていない。 

したがって，空気冷却器伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 
g. 空気冷却器伝熱管の腐食（流れ加速型腐食） 

空気冷却器伝熱管は保護被膜を形成する耐食性の良い であるが，伝熱管入

口部での海水の渦流による保護皮膜の破壊により，伝熱管内面の腐食（流れ加速型

腐食）による減肉の発生が想定される。 

しかしながら，運転期間は年間約 40 時間と非常に短く，腐食（流れ加速型腐食）

が発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の渦流探傷検査により有意な腐食がないことを確認することと

している。 

したがって，空気冷却器伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 吸気弁，排気弁（弁棒，弁案内）及びシリンダヘッド（シート部）の摩耗 

吸気弁及び排気弁の弁棒軸部は弁案内内筒との摺動，弁シート部はシリンダヘッ

ド（シート部）との金属接触による摩耗の発生が想定されるが，運転時間は年間で

約 40 時間と非常に短いことから摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまで分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，吸気弁，排気弁（弁棒，弁案内）及びシリンダヘッド（シート部）

の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナの低サイクル疲労割れ 

ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナには，機関の起動・停止に伴う繰

り返し熱応力による疲労割れが想定されるが，ピストン，シリンダヘッド及びシリ

ンダライナに発生する応力は疲労限度以下になるように設計されており，低サイク

ル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検からも有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナの低サイクル疲労割

れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. ピストンピンの高サイクル疲労割れ 

ピストンピンには，非常用ディーゼル機関運転中の爆発圧力による繰り返し曲げ

応力により疲労が蓄積されるため，高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，高

サイクル疲労割れは設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生す

る可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストンピンの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. クランク軸の高サイクル疲労割れ 

クランク軸には，非常用ディーゼル機関運転中に生じるねじり応力，爆発圧力に

よる曲げ応力により疲労が蓄積されるため，高サイクル疲労割れの発生が想定され

るが，高サイクル疲労割れは設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れ

が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クランク軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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l. 連接棒及びクランクピンボルトの高サイクル疲労割れ 

連接棒及びクランクピンボルトには，非常用ディーゼル機関運転中に生じる往

復・回転慣性力による繰り返し引張応力，また，連接棒には，更に爆発圧力による

圧縮応力により疲労が蓄積されるため，高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，

高サイクル疲労割れは設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生

する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，連接棒及びクランクピンボルトの高サイクル疲労割れは高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 燃料噴射弁，燃料噴射弁スプリング，ピストン，吸気弁，排気弁，吸気弁・排気

弁スプリング，過給機ロータ，シリンダヘッド，シリンダライナ及びクランクケー

スの高サイクル疲労割れ 

燃料噴射弁，ピストン，吸気弁，排気弁，吸気弁・排気弁スプリング，シリンダ

ヘッド，シリンダライナ及びクランクケースには非常用ディーゼル機関運転中の爆

発圧力荷重による繰り返し応力が生じる。 

燃料噴射弁スプリング及び吸気弁・排気弁スプリングには，予圧縮による静荷重

応力と非常用ディーゼル機関運転中に各々の弁の規定ストローク分だけ繰り返し

圧縮されることにより変動応力が生じる。 

また，過給機ロータのタービン翼埋め込み部には，非常用ディーゼル機関の運転

中にタービン翼の高速回転による遠心力と翼振動による変動応力が発生する。 

これらの部位には応力変動による疲労が蓄積され，高サイクル疲労割れの発生が

想定されるが，高サイクル疲労割れは設計上考慮されていることから，高サイクル

疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，燃料噴射弁，燃料噴射弁スプリング，ピストン，吸気弁，排気弁，

吸気弁・排気弁スプリング，過給機ロータ，シリンダヘッド，シリンダライナ及び

クランクケースの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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n. シリンダヘッドボルトの高サイクル疲労割れ 

シリンダヘッドボルトには，非常用ディーゼル機関運転中に生じる繰り返し引張

応力により疲労が蓄積され，高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，高サイクル疲労割れは設計上考慮されていることから，高サイク

ル疲労割れの発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，シリンダヘッドボルトの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 燃料噴射ポンプの摩耗 

燃料噴射ポンプはプランジャをバレル内で上下運動させることにより，燃料油を

加圧し，燃料噴射弁へ送油するため，摺動部であるプランジャとバレルに摩耗の発

生が想定されるが，摺動部には耐摩耗性向上のため表面焼入れ処理が施されている

ことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，燃料噴射ポンプの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

p. 燃料噴射弁の摩耗 

燃料噴射弁は，燃料噴射ポンプより送油された燃料油を高圧で燃料室内に噴射す

る動作を繰り返すため，燃料噴射弁可動部には摩耗の発生が想定されるが，燃料噴

射弁可動部には耐摩耗性の高い を使用しており，これまでの点検時の噴霧

テストにおいても，摩耗による噴霧機能の低下の兆候は確認されていない。 

また，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，燃料噴射弁の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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q. ピストンの摩耗 

ピストンは，非常用ディーゼル機関運転中のシリンダ内での往復動による摩耗の

発生が想定されるが，ピストンはピストンリングとシリンダライナとが接触する構

造のため，ピストンの摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検及び寸法測定結果からも有意な摩耗は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストンの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

r. ピストンピン及びシリンダライナの摩耗 

ピストンピンはピストン及びピストンピンメタルに固定されておらず，半径方

向・軸方向ともに隙間があるため，非常用ディーゼル機関運転中の回転摺動による

摩耗の発生が想定されるが，ピストンピン表面には耐摩耗性向上のため表面焼入れ

処理が施されているとともに，常時潤滑油が供給されており，シリンダライナにも

潤滑油が供給されていることから，摩耗の発生する可能性は小さい。 

なお，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，ピストンピン及びシリンダライナの摩耗は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

s. 始動弁及び空気分配弁の摩耗 

始動弁及び空気分配弁は，シリンダヘッドに圧縮空気を投入する際に可動部の金

属接触・摺動による摩耗の発生が想定されるが，起動回数は年間約 20 回と非常に

少ないことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，始動弁及び空気分配弁の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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t. クランク軸の摩耗 

クランク軸はクランクピンメタルを介して連接棒に結合されており，ピストンの

爆発圧力による荷重が伝達されて回転摺動するため，摩耗の発生が想定されるが，

クランク軸は耐摩耗性の高い であり，潤滑油が供給されていることから，

摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，クランク軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

u. 動弁装置及び歯車各種の摩耗 

動弁装置はカムの揚程差による上下運動をローラ，押し棒及び揺れ腕等の部位に

よって吸・排気弁に伝達するため，可動部は摺動による摩耗の発生が想定されるが，

可動部には常時潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，歯車各種はクランク軸の動力をカム軸等に伝えているため，摺動を伴う摩

耗の進行が想定されるが，すべて潤滑油雰囲気下にあることから，摩耗が進行する

可能性は小さい。 

なお，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，動弁装置及び歯車各種の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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v. カム，ローラ，カム軸の摩耗 

カムはそれぞれローラを上下に駆動させることによって，吸気弁及び排気弁を開

閉し燃料噴射ポンプを駆動することから，カム及びローラの表面に摩耗の発生が想

定されるが，カムの表面及びローラ表面には，耐摩耗性向上のため表面焼入れ処理

が施されているとともに，カムとローラには常時潤滑油が供給されていることから，

摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因が

あるとは考え難い。 

したがって，カム，ローラ，カム軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

w. シリンダヘッド（燃焼側）, ピストン（頂部）, シリンダライナ（燃焼側）, 排

気弁，過給機ケーシング（排気側）及び排気管（内面）の腐食（全面腐食） 

ディーゼル機関の燃料油には硫黄分が含まれているため，排気ガス中の三酸化硫

黄により，シリンダヘッド，ピストン，シリンダライナ，排気弁，過給機ケーシン

グ及び排気管に腐食の発生が想定される。 

しかし，本ディーゼル機関の使用燃料は硫黄分の少ない軽油（硫黄分 0.5 %以下）

を使用しており，排気ガス中の三酸化硫黄の露点（硫黄分 0.5 %の場合約 100 ℃）

に対し，排気ガス温度は十分に高いことから，硫酸が生成される可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，シリンダヘッド（燃焼側）,ピストン（頂部）,シリンダライナ（燃

焼側）, 排気弁，過給機ケーシング（排気側）及び排気管（内面）の腐食（全面腐

食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

x. 燃料噴射ポンプケーシングの腐食（キャビテーション） 

燃料噴射ポンプ内でキャビテーションが発生すると，ケーシングにエロージョン

の発生が想定されるが，デフレクタを設置することによりケーシングを保護してい

るため，ケーシングに腐食（エロージョン）が発生する可能性は小さい。 

また，デフレクタのエロージョンが進行すると微小な金属片が発生し，プランジ

ャの固着や燃料噴射弁の詰まりが想定されるが，デフレクタには耐エロージョン性

向上のため表面焼入れ処理が施されていることから，微小な金属片が発生する可能

性は小さい。 

さらに，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，これまでの分解点検時の目視

点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

したがって，燃料噴射ポンプケーシングの腐食（キャビテーション）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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y. 過給機ロータ，過給機ノズルの摩耗 

シリンダより排出された高温ガスは排気管により過給機に導入され，過給機ノ

ズル（タービンノズル）により偏流され，タービンブレードに有効なガス流を発

生させブロワを駆動するトルクを得ている。このため，過給機ノズルには未燃の

カーボン等の微細な粒子を含んだ排気ガスが超高速で衝突することになり，ブレ

ードに摩耗の発生が想定されるが，運転時間は年間約 40 時間と非常に短いことか

ら，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，ロータについても，運転時間が年間約 40 時間と非常に短いこと，かつ潤

滑油環境下にあることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，過給機ロータ，過給機ノズルの摩耗は高経年化対策上着目すべき  

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

z. ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナのカーボン堆積 

ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナの爆発面は，カーボンを主とす

る燃焼残渣物が堆積すると不完全燃焼等の発生が想定されるが，運転時間は年間

約40時間と非常に短いことから，有意なカーボン堆積が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検において有意なカーボンの堆積は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナのカーボン堆積は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

aa. 伸縮継手の疲労割れ 

伸縮継手はディーゼル機関運転時の排気管の熱膨張を吸収し，排気管等に外力

が負荷されないように排気管に設置している。このため，伸縮継手は繰り返し変

位を受けることで，疲労割れの発生が想定されるが，伸縮継手はこれらの変位を

考慮して設計されていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意なき裂は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伸縮継手の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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ab. 調速装置の性能低下 

調速装置はディーゼル機関の発電負荷が変化した場合に，その機関回転速度の

変化を感知し，ある規定回転速度となるようにディーゼル機関に投入する燃料量

を調節している。 

このため，調速装置は摺動等による摩耗及び潤滑油の変質，異物の付着による

摩耗増加等が進行することで，性能低下（動作不良）の発生が想定される。 

しかしながら，運転時間は年間約 40 時間と非常に短いことから，性能低下（動

作不良）が発生する可能性は小さい。 

なお，調速機本体の分解点検，調速機リンク機構の摺動抵抗測定及び定期試験

時の作動確認により，調速装置の性能低下に対する健全性の確認を行っており，

これまでの点検結果において有意な性能低下は確認されておらず，今後もこれら

の傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，調速装置の性能低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（ケミカルアンカ）（吸気管及び排気管） 
基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. カップリングボルトの疲労割れ 

非常用ディーゼル機関と発電機を結合するカップリング部は，カップリングには

ずみ車を挟み，ボルトで結合されているため，機関起動時にカップリングボルト部

の応力が大きくなり，疲労割れの発生が想定されるが，起動回数は年間約 20 回と

非常に少ないことから，疲労割れが発生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，カップリングボルトの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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c. 燃料噴射弁スプリング，吸気弁・排気弁スプリング，シリンダ安全弁及びクラン

ク室安全弁スプリングのへたり 

燃料噴射弁，吸気弁・排気弁，シリンダ安全弁及びクランク室安全弁のスプリン

グには常時応力が作用した状態で使用されるため，スプリングのへたりが想定され

るが，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定され

ており，さらに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温

度は低いことから，へたりの進行の可能性はない。 

したがって，燃料噴射弁スプリング，吸気弁・排気弁スプリング，シリンダ安全

弁及びクランク室安全弁スプリングのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物は であり，腐食の発生が想定されるが，コンクリート埋設部につ

いては，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となる

ため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時間

を要する。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の腐

食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び排気管のクリープ 

排気温度は高温であることから過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル

及び排気管のクリープによる変形・破断の発生が想定される。 

しかしながら，ディーゼル機関の稼働時間が短いためクリープの発生する可能性

はない。 

したがって，過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び排気管のクリ

ープは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 伸縮継手のクリープ 

伸縮継手は排気温度が高温であることから，クリープによる変形・破断の発生

が想定される。 

しかしながら，ディーゼル機関の稼働時間が短いためクリープの発生する可能性

はない。 

したがって，伸縮継手のクリープは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。
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表2.2-1（1/3） 非常用ディーゼル機関に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

発電機駆動

機能の確保

エネルギー

変換 

燃料噴射ポ

ンプ 

ポンプ △       *1:頂部 

*2:キャビテーショ

ン 

*3:高サイクル疲労

割れ 

*4:低サイクル疲労

割れ 

*5:スプリングのへ

たり 

*6:カーボン堆積 

 

ケーシング  △*2      

デフレクタ        

燃料噴射弁 
弁 △  △*3     

スプリング   △*3    ▲*5

ピストン △ △*1 △*3*4    △*6

ピストンピン △  △*3     

ピストンピンメタル        

ピストンリング        

始動弁 △       

空気分配弁 △       

エネルギー

伝達 

連接棒   △*3     

クランクピンボルト   △*3     

クランクピンメタル        

クランク軸 △  △*3     

歯車各種 △      

はずみ車  △      

カップリングボルト  △ ▲     

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表2.2-1（2/3） 非常用ディーゼル機関に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

発電機駆動

機能の確保

エネルギー

交換 

吸気弁 △*1  △*5     *1:弁棒，弁案内 

*2:排気側 

*3:冷却水側 

*4:流れ加速型腐

食 

*5:高サイクル疲

労割れ 

*6:スプリングの

へたり 

*7:クリープ 

*8:異物付着 

*9:性能低下 

 

排気弁 △*1 △ △*5     

吸気弁・排気弁スプリン

グ 
  △*5    ▲*6 

過給機 

ケーシング  △*2*3     ▲*7 

ロータ △  △*5    ▲*7 

ノズル △      ▲*7 

空気冷却器 
水室  △      

伝熱管  △*4     △*8 

カム，ローラ，カム軸 △       

動弁装置 △       

エネルギー

調節 
調速装置       △*9 

軸支持 主軸受メタル        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表2.2-1（3/3） 非常用ディーゼル機関に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

発電機駆動

機能の確保

爆発力の 

維持 

シリンダヘッド △*1 △*2*3 △*7*8    △*9 *1:シート部 

*2:冷却水側 

*3:燃焼側 

*4:内面 

*5:外面 

*6:コンクリート埋

設部 

*7:高サイクル疲労

割れ 

*8:低サイクル疲労

割れ 

*9:カーボン堆積 

*10:クリープ 

*11:スプリングの

へたり 

*12:樹脂の劣化 

シリンダライナ △ △*2*3 △*7*8    △*9

シリンダヘッドボルト  △ △*7     

シリンダブロック  △*2      

吸気・排気

系 

伸縮継手   △    ▲*10

吸気管  △      

排気管  △*4*5     ▲*10

その他 

シリンダ安全弁       ▲*11

クランク室安全弁       ▲*11

パッキン，ガスケット        

機器の支持 支持 

クランクケース  △ △*7     

埋込金物  △▲*6      

吸・排気管サポート  △      

基礎ボルト  △    ▲*12  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

 ［対象機器］ 

① 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 

② 緊急時対策所用発電機ディーゼル機関 

③ 常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関） 

 
3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 

  代表機器と同様，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を

実施する。 
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b. 過給機ケーシング（冷却水側），シリンダヘッド（冷却水側），シリンダライナ（冷

却水側）及びシリンダブロック（冷却水側）の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ

系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置

（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，過給機ケーシング，シリンダヘッド，シリンダライナ及びシリン

ダブロックは であり，冷却水側は高温の燃焼ガスによる過熱を防止するため，

純水（補給水）を通水していることから，接液部に腐食の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のシリンダヘッド，シリンダラ

イナ，シリンダブロックについては分解点検時の目視点検，過給機ケーシングについ

ては分解点検時に冷却水流路の目視点検を実施し，有意な腐食がないことを確認する

こととしている。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されることから，今後分解点検

時の目視点検及び冷却水通路の目視点検を行うことで健全性を維持できると考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のシリンダヘッド，シリンダライナ，シ

リンダブロックについては分解点検時の目視点検，過給機ケーシングについては分解

点検時に冷却水流路の目視点検を実施することとしている。 

したがって，過給機ケーシング（冷却水側），シリンダヘッド（冷却水側），シリン

ダライナ（冷却水側）及びシリンダブロック（冷却水側）の腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. はずみ車，カップリングボルト，シリンダヘッドボルト，吸気管，排気管，クラン

クケース及び吸・排気管サポートの腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼ

ル機関）］ 

代表機器と同様，はずみ車，カップリングボルト，シリンダヘッドボルト，吸気管，

排気管，クランクケース及び吸・排気管サポートは であり，腐食の

発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関及び常設代替高圧電源装置（デ

ィーゼル機関）の各部位の大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性

は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じて補修塗装を行うこととしている。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されることから，各部位の大気

接触部には塗装を施すことで腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，はずみ車，カップリングボルト，シリンダヘッドボルト，吸気管，排

気管，クランクケース及び吸・排気管サポートの腐食（全面腐食）は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d．埋込金物の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用

発電機ディーゼル機関］ 

代表機器と同様，埋込金物は であり，腐食の発生が想定されるが，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル機関の大気接触部は塗装を施しており，腐食が発生する可能性

は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じて補修塗装を行うこととしている。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されることから，埋込金物の大

気接触部には塗装を施すことで腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 



 

－ 4.1-25 － 

e．空気冷却器水室の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対

策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の空気冷却器水室は であ

り，内部流体は海水であるため腐食の発生が想定されるが，水室内面には耐食性向上

のためタールエポキシライニング処理が施されているとともに，防食処置のため亜鉛

板が設置されていることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，水室開放点検時にライニング部の目視点検を行い，はく離等が認められた場

合は必要に応じライニングの補修を行うこととしている。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関の空気冷却器は新たに設置されるが，代表機

器と異なり内部流体である冷却水は防錆剤を混合した純水とする計画であるため，水

室の腐食が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）の空気冷却器は，代表機器と異なり内部

流体である冷却水は防錆剤を混合した純水であるため，水室の腐食が発生する可能性

は小さい。 

したがって，空気冷却器水室の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

f．空気冷却器伝熱管の異物付着［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所

用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の空気冷却器の内部流体は海

水であり，伝熱管に異物付着の発生が想定されるが，開放点検時に伝熱管の清掃を行

っており，これまでの点検結果において運転中に伝熱性能に影響を及ぼすような異物

付着は確認されていない。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関の空気冷却器は新たに設置されるが，代表機

器と異なり内部流体である冷却水は防錆剤を混合した純水とする計画であるため，伝

熱管に異物付着が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）の空気冷却器は，代表機器と異なり内部

流体である冷却水は防錆剤を混合した純水であるため，伝熱管に異物付着が発生する

可能性は小さい。 

したがって，空気冷却器伝熱管の異物付着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 



 

－ 4.1-26 － 

g．空気冷却器伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の空気冷却器伝熱管は保護被

膜を形成する耐食性の良い であるが，伝熱管入口部での海水の渦流による保護

皮膜の破壊により，伝熱管内面腐食による減肉の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の年間の運転時間は代表機器と

同程度であるため，伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の渦流探傷検査により有意な腐食がないことを確認することとし

ている。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関の空気冷却器は新たに設置されるが，代表機

器と異なり内部流体である冷却水は防錆剤を混合した純水とする計画であるため，伝

熱管の腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）の空気冷却器は，代表機器と異なり内部

流体である冷却水は防錆剤を混合した純水であるため，伝熱管の腐食（流れ加速型腐

食）が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，空気冷却器伝熱

管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

h. 吸気弁，排気弁（弁棒，弁案内）及びシリンダヘッド（シート部）の摩耗［高圧炉

心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高

圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，吸気弁及び排気弁の弁棒軸部は弁案内内筒との摺動，弁シート部

はシリンダヘッド（シート部）との金属接触による摩耗の発生が想定されるが，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル機関の年間の運転時間は代表機器と同程度であるため，摩

耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，年間の運転時間は代

表機器と同程度と想定されることから，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，年間の運転時間は代表機器と同程度

であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，吸気弁，排気弁

（弁棒，弁案内）及びシリンダヘッド（シート部）の摩耗は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 

  



 

－ 4.1-27 － 

i. ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナの低サイクル疲労割れ［高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電

源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナには，ディーゼル

機関の起動・停止に伴う繰り返し熱応力による疲労割れが想定されるが，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル機関のピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナに発生する

応力は疲労限度以下になるように設計されており，低サイクル疲労割れが発生する可

能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検からも有意なき裂は確認されておらず，今

後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，ピストン，シリンダ

ヘッド及びシリンダライナに発生する応力は疲労限度以下になるように設計される

計画であるため，低サイクル疲労割れが発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のピストン，シリンダヘッド及びシリン

ダライナに発生する応力は疲労限度以下になるように設計されており，低サイクル疲

労割れが発生する可能性は小さい。 

  今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ピストン，シリ

ンダヘッド及びシリンダライナの低サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. ピストンピンの高サイクル疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時

対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ピストンピンには，ディーゼル機関運転中の爆発圧力による繰

り返し曲げ応力により疲労が蓄積されるため，高サイクル疲労割れの発生が想定さ

れるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では高サイクル疲労割れは設計上考慮

されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，高サイクル疲労割れ

は設計上考慮される計画であることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）では高サイクル疲労割れは設計上考慮

されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ピストンピンの

高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 

  



 

－ 4.1-28 － 

k. クランク軸の高サイクル疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対

策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，クランク軸にはディーゼル機関運転中に生じるねじり応力，爆

発圧力による曲げ応力により疲労が蓄積されるため，高サイクル疲労割れの発生が

想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では高サイクル疲労割れは設計

上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，高サイクル疲労割れ

は設計上考慮される計画であることから高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）では高サイクル疲労割れは設計上考慮

されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，クランク軸の高

サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 連接棒及びクランクピンボルトの高サイクル疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディー

ゼル機関）］ 

代表機器と同様，連接棒及びクランクピンボルトには，ディーゼル機関運転中に

生じる往復・回転慣性力による繰り返し引張応力，また，連接棒には，更に爆発圧

力による圧縮応力により疲労が蓄積されるため，高サイクル疲労割れの発生が想定

されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では高サイクル疲労割れは設計上考

慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，高サイクル疲労割れ

は設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さいと

考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）では高サイクル疲労割れは設計上考慮

されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，連接棒及びクラ

ンクピンボルトの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-29 － 

m. 燃料噴射弁，燃料噴射弁スプリング，ピストン，吸気弁，排気弁，吸気弁・排気弁

スプリング，過給機ロータ，シリンダヘッド，シリンダライナ及びクランクケース

の高サイクル疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電

機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，燃料噴射弁，ピストン，吸気弁，排気弁，吸気弁・排気弁スプ

リング，シリンダヘッド，シリンダライナ及びクランクケースには機関運転中の爆

発圧力荷重による繰り返し応力が生じる。 

燃料噴射弁スプリング及び吸気弁・排気弁スプリングには，予圧縮による静荷重

応力と機関運転中に各々の弁の規定ストローク分だけ繰り返し圧縮されることによ

り変動応力が生じる。 

また，過給機ロータのタービン翼埋め込み部には，ディーゼル機関の運転中にタ

ービン翼の高速回転による遠心力と翼振動による変動応力が発生する。 

これらの部位には応力変動による疲労が蓄積され，高サイクル疲労割れの発生が

想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では高サイクル疲労は設計上考

慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，高サイクル疲労割れ

は設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さいと

考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，高サイクル疲労は設計上考慮されて

いることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，燃料噴射弁，燃

料噴射弁スプリング，ピストン，吸気弁，排気弁，吸気弁・排気弁スプリング，過給

機ロータ，シリンダヘッド，シリンダライナ及びクランクケースの高サイクル疲労割

れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-30 － 

n. シリンダヘッドボルトの高サイクル疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，シリンダヘッドボルトには，ディーゼル機関運転中に生じる繰

り返し引張応力により疲労が蓄積され，高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では高サイクル疲労割れは設

計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れの発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意なき裂は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，高サイクル疲労割れ

は設計上考慮されている計画であることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性

は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，高サイクル疲労割れは設計上考慮さ

れていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，シリンダヘッド

ボルトの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

o. 燃料噴射ポンプの摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電

機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，燃料噴射ポンプはプランジャをバレル内で上下運動させること

により，燃料油を加圧し，燃料噴射弁へ送油するため，摺動部であるプランジャと

バレルに摩耗の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の摺動部

には，耐摩耗性向上のため表面焼入れ処理が施されていることから，摩耗が発生す

る可能性は小さい。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの分解点検時の目視

点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，年間の運転時間は代

表機器と同程度と想定されることから，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，年間の運転時間は代表機器と同程

度と想定されることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，燃料噴射ポンプ

の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-31 － 

p. 燃料噴射弁の摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機デ

ィーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，燃料噴射弁は，燃料噴射ポンプより送油された燃料油を高圧で

燃料室内に噴射する動作を繰り返すため，燃料噴射弁可動部には摩耗の発生が想定

されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の燃料噴射弁可動部には，耐摩耗性

の高い を使用しており，これまでの点検時の噴霧テストにおいて摩耗によ

る噴霧機能の低下の兆候は確認されていない。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの分解点検時の目視

点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，年間の運転時間は代

表機器と同程度と想定されることから，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，年間の運転時間が代表機器と同程

度であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，燃料噴射弁の摩

耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. ピストンの摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディ

ーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ピストンは，ディーゼル機関運転中のシリンダ内での往復動に

よる摩耗の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のピストンは，

ピストンリングとシリンダライナとが接触する構造のため，ピストンの摩耗が発生

する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検及び寸法測定結果において有意な摩耗は

確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，ピストンはピストン

リングとシリンダライナとが接触する構造とする計画であることから，ピストンの摩

耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のピストンは，ピストンリングとシリ

ンダライナとが接触する構造であるため，ピストンの摩耗が発生する可能性は小さ

い。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ピストンの摩

耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-32 － 

r. ピストンピン及びシリンダライナの摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊

急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ピストンピンはピストン及びピストンピンメタルに固定されて

おらず，半径方向・軸方向ともに隙間があるため，ディーゼル機関運転中の回転摺

動による摩耗の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のピスト

ンピン表面には耐摩耗性向上のため表面焼入れ処理が施されているとともに，常時

潤滑油が供給されており，シリンダライナにも潤滑油が供給されていることから，

摩耗の発生する可能性は小さい。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの分解点検時の目視

点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，ピストンピン表面に

は常時潤滑油が供給されシリンダライナにも潤滑油が供給される計画であることか

ら，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のピストンピン表面には常時潤滑油が

供給されており，シリンダライナにも潤滑油が供給されていることから，摩耗が発

生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ピストンピン及

びシリンダライナの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。  



 

－ 4.1-33 － 

s. 始動弁及び空気分配弁の摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所

用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の始動弁及び空気分配弁は，

シリンダヘッドに圧縮空気を投入する際に可動部の金属接触・摺動による摩耗の発

生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の起動回数は代表機器と同

程度であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，代表機器と異なり空

気分配弁はない設計であるため，始動弁のみに摩耗の発生が想定されるが，起動回数

は代表機器と同程度と想定されることから，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，代表機器と異なり空気分配弁はな

いため，始動弁のみに摩耗の発生が想定されるが，起動回数は代表機器と同程度で

あることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，始動弁及び空

気分配弁の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. クランク軸の摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機デ

ィーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 
代表機器と同様，クランク軸はクランクピンメタルを介して連接棒に結合されてお

り，ピストンの爆発圧力による荷重が伝達されて回転摺動するため，摩耗の発生が想

定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のクランク軸は耐摩耗性の高い

であり，潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの分解点検時の目視点

検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，クランク軸には潤滑

油が供給されるとともに，年間の運転時間は代表機器と同程度と想定されることから，

摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のクランク軸には潤滑油が供給されてい

るとともに，年間の運転時間は代表機器と同程度であることから，摩耗が発生する可

能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，クランク軸の摩

耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

  



 

－ 4.1-34 － 

u. 動弁装置及び歯車各種の摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所

用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，動弁装置はカムの揚程差による上下運動をローラ，押し棒及び揺

れ腕等の部位によって吸・排気弁に伝達するため，可動部は摺動による摩耗の発生が

想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の可動部には常時潤滑油が供給さ

れていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，歯車各種はクランク軸の動力をカム軸等に伝えているため，摺動を伴う摩

耗の進行が想定されるが，すべて潤滑油雰囲気下にあることから，摩耗が進行する

可能性は小さい。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの分解点検時の目視

点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，動弁装置の可動部種

には常時潤滑油が供給されるとともに，歯車各種はすべて潤滑油雰囲気下にある計画

であることから，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，動弁装置の可動部には常時潤滑油が

供給されているとともに，歯車各種はすべて潤滑油雰囲気下にあることから，摩耗が

発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，動弁装置及び歯

車各種の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-35 － 

v. カム，ローラ，カム軸の摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所

用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，カムはそれぞれローラを上下に駆動させることによって，吸気

弁及び排気弁を開閉し燃料噴射ポンプを駆動することから，カム及びローラの表面

に摩耗の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のカムの表面及

びローラ表面には，耐摩耗性向上のため表面焼入れ処理が施されているとともに，

カムとローラには常時潤滑油が供給されていることから，摩耗が発生する可能性は

小さい。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの分解点検時の目視

点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因

があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，カムとローラには常

時潤滑油が供給される計画であることから，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のカムとローラには常時潤滑油が供給さ

れていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，カム，ローラ，

カム軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-36 － 

w. シリンダヘッド（燃焼側）, ピストン（頂部）, シリンダライナ（燃焼側）, 排気

弁，過給機ケーシング（排気側）及び排気管（内面）の腐食（全面腐食）［高圧炉心

スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧

電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，燃料油には硫黄分が含まれているため，排気ガス中の三酸化硫

黄により，シリンダヘッド，ピストン，シリンダライナ，排気弁，過給機ケーシン

グ及び排気管に腐食の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の使用燃料は硫黄分の少ない

軽油（硫黄分 0.5 %以下）を使用しており，排気ガス中の三酸化硫黄の露点（硫黄分

0.5 %の場合約 100 ℃）に対し，排気ガス温度は十分に高いことから，硫酸が生成さ

れる可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，使用燃料は硫黄分の

少ない軽油を使用することとしており，排気ガス中の三酸化硫黄の露点に対し，排気

ガス温度は十分に高い設計とする計画であることから，腐食が発生する可能性は小さ

いと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，使用燃料は硫黄分の少ない軽油を使

用しており，排気ガス中の三酸化硫黄の露点に対し，排気ガス温度は十分に高いこと

から，腐食が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，シリンダヘッド

（燃焼側）,ピストン（頂部）,シリンダライナ（燃焼側）, 排気弁，過給機ケーシン

グ（排気側）及び排気管（内面）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-37 － 

x. 燃料噴射ポンプケーシングの腐食（キャビテーション）［高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディー

ゼル機関）］ 

代表機器と同様，燃料噴射ポンプ内でキャビテーションが発生すると，ケーシン

グにエロージョンの発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では

デフレクタを設置することによりケーシングを保護しているため，ケーシングに腐

食（エロージョン）が発生する可能性は小さい。 

また，デフレクタのエロージョンが進行すると微小な金属片が発生し，プランジ

ャの固着や燃料噴射弁の詰まりが想定されるが，デフレクタには耐エロージョン性

向上のため表面焼入れ処理が施されていることから，微小な金属片が発生する可能

性は小さい。 

なお，年間の運転時間は代表機器と同程度であり，これまでの目視点検において

有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，デフレクタが設置さ

れるとともにデフレクタには耐エロージョン性向上のため表面焼入れ処理が施され

る計画であることから，ケーシングに腐食（エロージョン）が発生する可能性は小さ

いと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，デフレクタが設置されているととも

に，デフレクタには耐エロージョン性向上のため表面焼入れ処理が施されていること

から，ケーシングに腐食（エロージョン）が発生する可能性は小さい。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，燃

料噴射ポンプケーシングの腐食（キャビテーション）は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.1-38 － 

y. 過給機ロータ，過給機ノズルの摩耗［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時

対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，シリンダより排出された高温ガスは排気管により過給機に導入

され，過給機ノズル（タービンノズル）により偏流され，タービンブレードに有効

なガス流を発生させブロワを駆動するトルクを得ている。このため，過給機ノズル

には未燃のカーボン等の微細な粒子を含んだ排気ガスが超高速で衝突することにな

り，ブレードに摩耗の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関で

は，年間の運転時間は代表機器と同程度であることから，摩耗が発生する可能性は

小さい。 

また，ロータについても，年間の運転時間は代表機器と同程度であること，かつ

潤滑油環境下にあることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，年間の運転時間は代

表機器と同程度と想定されるとともに，ロータは潤滑油環境下にある設計であること

から，摩耗が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，年間の運転時間は代表機器と同程

度であり，ロータは潤滑油環境下にあることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

したがって，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，過

給機ロータ，過給機ノズルの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

z. ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナのカーボン堆積［高圧炉心スプレイ

系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置

（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ピストン，シリンダヘッド及びシリンダライナの爆発面は，カ

ーボンを主とする燃焼残渣物が堆積すると不完全燃焼等の発生が想定されるが，高

圧炉心スプレイ系ディーゼル機関では，年間の運転時間は代表機器と同程度である

ことから，有意なカーボン堆積が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検において有意なカーボンの堆積は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，年間の運転時間は代

表機器と同程度と想定されることから，カーボン堆積が発生する可能性は小さいと考

える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，年間の運転時間は代表機器と同程

度であることから，有意なカーボン堆積が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ピストン，シリ

ンダヘッド及びシリンダライナのカーボン堆積は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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aa. 伸縮継手の疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電

機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，伸縮継手はディーゼル機関運転時の排気管の熱膨張を吸収し，

排気管等に外力が負荷されないように排気管に設置している。このため，伸縮継手

は繰り返し変位を受けることで，疲労割れの発生が想定されるが，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル機関の伸縮継手はこれらの変位を考慮して設計されていることから，

疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意なき裂は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，伸縮継手は繰り返し

変位を考慮して設計される計画であることから，疲労割れが発生する可能性は小さい

と考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，伸縮継手は繰り返し変位を考慮して

設計されていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，伸縮継手の疲労

割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

ab. 調速装置の性能低下［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機

ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の調速装置は発電負荷が変

化した場合に，その機関回転速度の変化を感知し，ある規定回転速度となるように

機関に投入する燃料量を調節している。このため調速装置は摺動等による摩耗及び

潤滑油の変質，異物の付着による摩耗増加等が進行することで，性能低下（動作不

良）の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の運転時間は代表機器と同程

度であることから，性能低下（動作不良）が発生する可能性は小さい。 

なお，調速機本体の分解点検及び調速機リンク機構の摺動抵抗測定，定期試験時

の作動確認により，調速装置の性能低下に対する健全性の確認を行っており，これ

までの点検結果において有意な性能低下は確認されておらず，今後もこれらの傾向

が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，代表機器とは異なり，

電子ガバナとする設計であり，年間の運転時間は代表機器と同程度と想定されること

から，調速装置の性能低下が発生する可能性は小さいと考える。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，代表機器とは異なり，電子ガバナで

あるとともに，年間の運転時間は代表機器と同程度と想定されることから，調速装置

の性能低下が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，調速装置の性能

低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

  



 

－ 4.1-40 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（ケミカルアンカ）（吸気管及び排気管）［高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を

実施する。 

 

b. カップリングボルトの疲労割れ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策

所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ディーゼル機関と発電機を結合するカップリング部は，カップ

リングにはずみ車を挟み，ボルトで結合されているため，機関起動時にカップリン

グボルト部の応力が大きくなり，疲労割れの発生が想定されるが，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル機関の起動回数は代表機器と同程度であることから，疲労割れが発

生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，起動回数は代表機器

と同程度と想定されることから，疲労割れが発生する可能性はない。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，起動回数は代表機器と同程度と想定

されることから，疲労割れが発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，カップリングボ

ルトの疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 燃料噴射弁スプリング，吸気弁・排気弁スプリング，シリンダ安全弁及びクランク

室安全弁スプリングのへたり［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所

用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，ディーゼル機関の燃料噴射弁，吸気弁・排気弁，シリンダ安全弁

及びクランク室安全弁のスプリングには常時応力が作用した状態で使用されるため，

スプリングのへたりが想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のスプリン

グ使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されており，さらに，

スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低いことから，

へたりの進行の可能性はない。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，代表機器と異なり，

シリンダ安全弁及びクランク室安全弁はない設計であり，燃料噴射弁スプリング及び

吸気弁・排気弁スプリングにスプリングのへたりが想定される。 

しかしながら，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関のスプリング使用時のねじり

応力は許容ねじり応力以下になるように設定されるとともに，スプリングの材料に対

する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低くなる計画であることから，スプリ

ングのへたりが発生する可能性はない。 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）は，代表機器と異なり，シリンダ安全弁

及びクランク室安全弁はなく，燃料噴射弁スプリング及び吸気弁・排気弁スプリング

にスプリングのへたりが想定される。 

しかしながら，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）のスプリング使用時のね

じり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されているとともに，スプリングの

材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低いことから，スプリングの

へたりが発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，燃料噴射弁スプ

リング，吸気弁・排気弁スプリング，シリンダ安全弁及びクランク室安全弁スプリン

グのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関］ 

代表機器と同様，埋込金物は であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のコンクリート埋設部について

は，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるため，

コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時間を要す。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，コンクリート埋設部

については，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境とな

るため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時間

を要すものと考えられる。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の腐食

（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 過給機ケーシング，過給機ロータ，過給機ノズル及び排気管のクリープ［高圧炉心

スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関，常設代替高圧

電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，排気温度は高温であることから過給機ケーシング，過給機ロータ，

過給機ノズル及び排気管のクリープによる変形・破断の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関及び常設代替高圧電源装置（デ

ィーゼル機関）の稼働時間は短いためクリープの発生する可能性はない。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，稼働時間が短いため，

クリープによる変形及び破断が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，過給機ケーシン

グ，過給機ロータ，過給機ノズル及び排気管のクリープは高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 伸縮継手のクリープ［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関，緊急時対策所用発電機

ディーゼル機関，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）］ 

代表機器と同様，伸縮継手は排気温度が高温であることから，クリープによる変

形・破断の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関及び常設代替高圧電源装置（デ

ィーゼル機関）の稼働時間は短いためクリープの発生する可能性はない。 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関は新たに設置されるが，稼働時間が短いため，

クリープによる変形及び破断が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，伸縮継手のクリ

ープは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

 

 

 

 

4.2 ディーゼル機関付属設備 
 

 

［対象機器］ 

① 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備 

② 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備 

③ 緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備 

④ 常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備 

⑤ 補機駆動用燃料設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

東海第二で使用している主要なディーゼル機関付属設備の主な仕様を表 1-1 に示す。 

ディーゼル機関付属設備には，始動空気系，潤滑油系，冷却水系（純水，海水）及び燃

料油系が属するため，これらの系統を評価対象とする。 

 

1.2 代表機器の選定 

ディーゼル機関付属設備には，非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備，

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備及び補機駆動用燃料設備が含まれるが，

機関本体の選定機器に合わせる観点から，非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備

を代表機器とする。 
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表 1-1 ディーゼル機関付属設備の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 

選定 選定理由 最高使用

圧力（MPa）

最高使用

温度（℃） 

非常用ディーゼル

機関（2C，2D 号機）

付属設備 

始動空気系 MS-1，重*2 3.2 45 

◎ 

ディーゼル

機関本体の

選定機器に

合わせる 

潤滑油系 MS-1，重*2 0.78 70 

冷却水系 MS-1，重*2 純水 0.25 純水 80 

海水 0.70 海水 50 

燃料油系*3 MS-1，重*2 1.0 55 

高圧炉心スプレイ

系ディーゼル機関

付属設備 

始動空気系 MS-1，重*2 3.2 45 

 

潤滑油系 MS-1，重*2 0.78 70 

冷却水系 MS-1，重*2 純水 0.25 純水 80 

海水 0.70 海水 50 

燃料油系*3 MS-1，重*2 1.0 55 

緊急時対策所用発

電機ディーゼル機

関付属設備*3 

燃料油系 重*2 0.5 45  

常設代替高圧電源

装置（ディーゼル機

関）付属設備*3 

燃料油系 重*2 1.0 55  

補機駆動用燃料設

備*3*4 
燃料油系 重*2 静水頭*5 60*5  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器を含む 

*4：可搬型重大事故等対処設備（ディーゼル機関を含む）に可搬型の機器を用いて軽油を供給

する設備 

*5：可搬型設備用軽油タンクの仕様を示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の機器について技術評価を実施する。 

①非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備は，機関を始動するため

の始動空気系，機関及び発電機の軸受部に潤滑油を供給し，円滑な回転を維持するた

めの潤滑油系，機関作動時に過熱を防止するための冷却水を供給する冷却水系，機関

作動時に必要な燃料油を供給するための燃料油系で構成されている。 

非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備に関し，始動空気系系統図を図 2.1-1

に，潤滑油系系統図を図 2.1-2 に，冷却水系系統図を図 2.1-3 に，燃料油系系統図を

図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備主要部位の使用材料を表

2.1-1 に，使用条件を及び表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備始動空気系系統図  
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図 2.1-2 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備潤滑油系系統図  
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図 2.1-3 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備冷却水系系統図 
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図 2.1-4 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備燃料油系系統図
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表 2.1-1（1/2） 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

補機機能の 

確保 

始動空気

系 

空気圧縮機 

空気だめ 

空気だめ安全弁 

始動電磁弁 

配管及び弁 

ガスケット，Oリング 

潤滑油系 

機付潤滑油ポンプ 

潤滑油冷却器 

潤滑油サンプタンク 

シリンダ注油タンク 

潤滑油調圧弁 

潤滑油フィルタ 

配管及び弁 

ガスケット，Oリング 

冷却水系 

機付冷却水ポンプ 

清水冷却器 

清水膨張タンク 

配管及び弁 

ガスケット，Oリング 

燃料油系 

軽油貯蔵タンク*1 

燃料移送ポンプ*1 

燃料移送ポンプモータ（低圧，

全閉型）*1 

燃料油デイタンク 

燃料油フィルタ 

配管

及び

弁 

軽油貯蔵タンク～燃料

油デイタンク*1 

燃料油デイタンク～デ

ィーゼル機関本体 

ガスケット，Oリング 

*1：新規に設置される機器 
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表 2.1-1（2/2） 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

機器の支持 支持 

サポート取付ボルト・ナット

レストレイント 

埋込金物 

ベース 

基礎ボルト 

*1：新規に設置される機器のみ 

 

 

 

表 2.1-2 非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備の使用条件 

 始動空気系 潤滑油系 冷却水系 燃料油系 

最高使用圧力（MPa） 3.2 0.78 0.25 0.70 1.0 

最高使用温度（℃） 45 70 80 50 55 

内部流体 空気 潤滑油 純水 海水 燃料油（軽油）
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備の機能（始動用空気の供給，機関の冷

却，潤滑油の供給，駆動用燃料の供給）の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 補機機能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備について，機能達成に必要な項目を

考慮して主要な部位に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体

の種類，応力，温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり想

定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

）は消耗品， は定期取替品であ

り，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める

上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. ポンプモータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性

低下［燃料油系燃料移送ポンプモータ］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［始動空気系空気圧縮機，空気だめ，潤滑油系潤滑

油冷却器，潤滑油サンプタンク，潤滑油フィルタ，冷却水系清水冷却器，燃料油

系燃料デイタンク及び燃料油フィルタ］ 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. 潤滑油系及び燃料油系機器の外面腐食（全面腐食）［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，

潤滑油冷却器（胴側），潤滑油サンプタンク，シリンダ注油タンク，潤滑油調圧弁，

潤滑油フィルタ，潤滑油系配管及び弁，燃料油系軽油貯蔵タンク，燃料移送ポン

プ，燃料油デイタンク，燃料油フィルタ，燃料油系配管及び弁（燃料油デイタン

ク～ディーゼル機関本体）］ 

潤滑油系及び燃料油系機器は， であり，

腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

燃料移送ポンプ及び軽油貯蔵タンクは新たに設置されることから，燃料移送ポン

プは大気接触部には塗装を施すことで，軽油貯蔵タンクは を施

すことで，それぞれ腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，潤滑油系及び燃料油系機器の外面腐食（全面腐食）は高経年対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 始動空気系及び冷却水系機器の外面腐食（全面腐食）［始動空気系空気圧縮機，空

気だめ，空気だめ安全弁，始動電磁弁，始動空気系配管及び弁，冷却水系機付冷

却水ポンプ，清水冷却器，清水膨張タンク，冷却水系配管及び弁］ 

始動空気系及び冷却水系機器は であり，腐食の発生が

想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

空気だめは内外面ともに塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，始動空気系及び冷却水系機器の外面腐食（全面腐食）は高経年対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. サポート取付ボルト・ナット及びベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

サポート取付ボルト・ナット及びベースは であり，腐食の発生が

想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，サポート取付ボルト・ナット及びベースの腐食（全面腐食）は高経

年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 機器取付ボルト，熱交換器フランジボルト等の腐食（全面腐食）［共通］ 

各機器の取付ボルト，熱交換器フランジボルト等は であり，

腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，機器取付ボルト，熱交換器フランジボルト等の腐食（全面腐食）は

高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. 支持脚の腐食（全面腐食）［始動空気系空気だめ，潤滑油系潤滑油冷却器，潤滑油

サンプタンク，シリンダ注油タンク，冷却水系清水冷却器，清水膨張タンク及び

燃料油系燃料油デイタンク］ 

各機器の支持脚は であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，支持脚の腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

g. 伝熱管の異物付着［潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器］ 

潤滑油冷却器及び清水冷却器の内部流体が海水であることから，伝熱管に異物付

着の発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時に伝熱管の清掃を行っており，これまでの点検結果に

おいて運転中の伝熱性能に影響を及ぼすような異物の付着は確認されていない。 

したがって，伝熱管の異物付着は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

h. 埋込金物の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物は であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
 

i. レストレイントの腐食（全面腐食）［共通］ 

レストレイントは であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，レストレイントの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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j．水室の腐食（全面腐食）[潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器］ 

潤滑油冷却器及び清水冷却器水室の内部流体は海水であることから，接液部はタ

ールエポキシライニングが施工され耐食性が高められているとともに，亜鉛板によ

る防食処置がされているが，ライニング材にはく離，膨れ等が発生した場合には，

腐食の発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時にライニング部の目視点検を行っており，ライニング

のはく離，膨れ等が確認された場合は必要に応じライニングの補修を行うこととし

ている。 

また，亜鉛板は開放点検時に全数の取替を実施している。 

したがって，水室の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

k. 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［潤滑油系潤滑油冷却器，冷却水系清水冷却器］ 

潤滑油冷却器及び清水冷却器の伝熱管は保護皮膜を形成する耐食性の良い

であるが，伝熱管入口部での海水の渦流による保護皮膜の破壊により，伝熱管内

面の腐食（流れ加速型腐食）による減肉の発生が想定される。 

しかしながら，運転時間は年間約 40 時間と非常に短く，腐食（流れ加速型腐食）

が発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の渦流探傷検査により有意な腐食がないことを確認することと

している。 

したがって，伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

l. モータ（低圧，全閉型）固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［燃料油系

燃料移送ポンプモータ］ 

m. モータ（低圧，全閉型）フレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐

食）［燃料油系燃料移送ポンプモータ］ 

n. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［燃料油系燃料移送ポンプモータ］ 

o. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［燃料油系燃料移送ポンプ

モータ］ 
p. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食［燃料油系燃料移送ポンプモータ］ 

 
以上 l.～p.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと

同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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q. ポンプの腐食（キャビテーション）［冷却水系機付冷却水ポンプ］ 

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると，羽根車表面にエロージョンが生じ，

ポンプ性能に影響を及ぼす可能性があるが，ポンプは設計段階においてキャビテー

ションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効吸込ヘッド）を満たすよう考

慮されており，この大小関係は経年的に変わるものではないことから，腐食（キャ

ビテーション）が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ポンプの腐食（キャビテーション）は高経年対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

r. ポンプ主軸の高サイクル疲労割れ［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，冷却水系機付冷

却水ポンプ及び燃料油系燃料移送ポンプ］ 

ポンプ主軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，

高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，ポンプ主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮

された設計となっていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意なき裂は

確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

燃料移送ポンプは新たに設置されるが，ポンプ主軸は疲労割れが発生しないよう

に考慮された設計とすることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい

ものと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ポンプ主軸の

高サイクル疲労割れは高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

s. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水

冷却器］ 

伝熱管は外表面の流体により伝熱管が振動することで，摩耗及び高サイクル疲労

割れの発生が想定されるが，伝熱管は支持板により適切なスパンで支持されており，

伝熱管の外表面の流体によって生じる振動は十分に抑制されていることから，摩耗

及び高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの開放点検時の目視点検において有意な摩耗及び高サイクル振動

によるき裂は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

したがって，伝熱管の高サイクル疲労割れ及び摩耗は高経年対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.2-16 － 

t. ポンプ主軸の摩耗［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，冷却水系機付冷却水ポンプ及び

燃料油系燃料移送ポンプ］ 

軸受（ころがり）を使用している冷却水ポンプは，軸受と主軸の接触面へのわず

かな摩耗の発生が想定されるが，これまでの分解点検時の目視点検において有意な

摩耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

軸受（すべり）を使用している潤滑油ポンプ及び燃料移送ポンプは，軸受と主軸

の接触面へのわずかな摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，機付潤滑油ポンプは，潤滑油が供給され主軸と軸受間に油膜が形

成されているため，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，燃料移送ポンプは新たに設置されるが，燃料油が供給され主軸と軸受間に

油膜が形成される設計であるため，摩耗が発生する可能性は小さいものと考える。 

次に，機付潤滑油ポンプ及び燃料移送ポンプは，主動軸と従動軸の接触面におい

て摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，前述のとおり，機付潤滑油ポンプ内部は常に潤滑油で満たされて

いることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

燃料移送ポンプは新たに設置されるが，ポンプ内部は常に燃料油で満たされる設

計であることから，摩耗が発生する可能性は小さいものと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ポンプ主軸の

摩耗は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

u. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［冷却水系機付冷却水ポンプ］ 

羽根車及びケーシングは，長期間使用に伴い，羽根車（羽根車リング）とケーシ

ング（ケーシングリング）の摺動による摩耗の発生が想定されるが，分解点検毎に

隙間管理を行っており，必要に応じ部品の取替を行うこととしている。 

なお，これまでの分解点検時の寸法測定において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車とケーシングリング間の摩耗は高経年対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

v. ケーシングリングの腐食（全面腐食）［冷却水系機付冷却水ポンプ］ 

機付冷却水ポンプケーシングリングは であり，内部流体は純水であること

から腐食の発生が想定されるが，耐食性の高い であることから腐食が発生

する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ケーシングリングの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

  



 

－ 4.2-17 － 

w. 潤滑油系及び燃料油系機器の内面腐食（全面腐食）［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，

潤滑油冷却器（胴側），潤滑油サンプタンク，シリンダ注油タンク，潤滑油調圧弁，

潤滑油フィルタ，潤滑油系配管及び弁，燃料油系軽油貯蔵タンク，燃料移送ポン

プ，燃料油デイタンク，燃料油フィルタ，燃料油系配管及び弁（燃料油デイタン

ク～ディーゼル機関本体）］ 

潤滑油系及び燃料油系機器は， （配管及び弁につい

ては， 範囲が対象）であり，腐食の発生が想定されるが，内部

流体は潤滑油及び燃料油であることから，機器内面に腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，潤滑油調圧弁の弁体及び弁座は であり，内部流体は潤滑油である

ことから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時等の目視点検において有意な腐食は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

軽油貯蔵タンク及び燃料油系機器は新たに設置されるが，内部流体は燃料油であ

ることから，機器内面に腐食が発生する可能性は小さいと考える。 

したがって，潤滑油及び燃料油系機器の腐食（全面腐食）は高経年対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

x. 冷却水系機器の内面腐食（全面腐食）［冷却水系機付冷却水ポンプ，清水冷却器（胴），

清水膨張タンク，冷却水系配管及び弁］ 

冷却水系機器は であり，内部流体が冷却水であることから，腐食の

発生が想定されるが，機器内面については，内部流体は防錆剤が注入された純水で

あることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，酸素含有水中（酸素濃度 8 mgO/l）における の腐食に及ぼす影響（防

食技術便覧：腐食防食協会編）より，運転開始後 60 年時点の腐食量は 1mm 未満と

推定されることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，ポンプ，熱交換器，タンク及び弁については分解点検時等の目視点検によ

り，配管については機器取合部の目視点検により，それぞれ腐食の有無を確認して

おり，これまでの点検結果において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれら

の傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
したがって，冷却水系機器の内面腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.2-18 － 

y. ギアの摩耗［潤滑油系機付潤滑油ポンプ及び燃料油系燃料移送ポンプ］ 

機付潤滑油ポンプ及び燃料移送ポンプはギアポンプであり，ギアに摩耗の発生が

想定される。 

しかしながら，機付潤滑油ポンプの内部流体は潤滑油であることから，摩耗が発

生する可能性は小さい。 

なお，機付潤滑油ポンプは，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩

耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

燃料移送ポンプは新たに設置されるが，内部流体は燃料油である設計であること

から，摩耗が発生する可能性は小さいものと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ギアの摩耗は

高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

z. ピストン及びシリンダの摩耗［始動空気系空気圧縮機］ 

空気圧縮機ピストン及びシリンダは，運転中において，シリンダ内の往復動によ

る摺動部の摩耗の発生が想定されるが，ピストンにはピストンリングを取り付けて

おり，摺動部が直接接触しないことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン及びシリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

aa. クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドの高サイクル疲労割れ［始動空

気系空気圧縮機］ 

クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドには，空気圧縮機運転時に繰返

し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労割れの発生が

想定されるが，クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドは，設計段階にお

いて高サイクル疲労割れが考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生す

る可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は

確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドの高サイクル疲労

割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 4.2-19 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［始動空気系配管，潤滑油系配

管，冷却水系配管及び燃料油系配管］ 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. 弁棒の疲労割れ［始動空気系弁，潤滑油系弁，冷却水系弁及び燃料油系弁］ 

弁棒は弁開時に疲労割れの発生が想定されるが，弁開操作時に弁棒及びバックシ

ート部への過負荷がかからないように適切な操作を行っていることから，疲労割れ

が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，弁棒の疲労割

れは高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 小口径配管の高サイクル疲労割れ［始動空気系配管，潤滑油系配管，冷却水系配

管及び燃料油系配管］ 

ディーゼル機関近傍は比較的振動が大きいことから，小口径配管が分岐する場合

は，母管取合部等に高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，小口径配管については，配管サポートを機関に直接設置すること

により機関との相対変位をなくすとともに，適切なサポート間隔とすることにより

共振を防ぐよう設計・施工されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可

能性はない。 

なお，高サイクル疲労割れの事象が発生した際には，配管・サポートの見直しを

行い，同様な事象が発生しないようにしている。 

さらに，振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変

化する要因があるとは考え難い。 

したがって，小口径配管の高サイクル疲労割れは高経年対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

d. 始動電磁弁，始動空気系配管及び弁の内面腐食（全面腐食）［始動空気系］ 

始動電磁弁は ，始動空気系配管及び弁は であり，

腐食の発生が想定される。 

しかしながら，機器内面には が施されているとともに，内部流体

はドレン抜きを定期的に実施している空気であることから，腐食が発生する可能性

はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，始動電磁弁，

始動空気系配管及び弁の内面腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 



 

－ 4.2-20 － 

e. スプリングのへたり［始動空気系空気だめ安全弁及び潤滑油系潤滑油調圧弁］ 

弁のスプリングは，常時応力が作用した状態で使用されるため，スプリングのへ

たりが想定されるが，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になる

ように設定されているとともに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度より

も実際の使用温度は低いことから，へたりが進行する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，スプリングの

へたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物は であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，コンクリート埋設部については，コンクリートの大気接触部表面

からの中性化の進行により腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り，埋

込金物に有意な腐食が発生するまで長時間を要す。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の腐

食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［燃料油

系燃料移送ポンプモータ］ 

 
以上 g.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータと同一

であることから，当該評価書を参照のこと。 
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表2.2-1（1/3） ディーゼル機関付属設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

補機機能の

確保 

始動空気

系 

空気圧縮機 △*1 △*6△*11 △*13*17     *1:ピストン，シリンダ 

*2:ギア  *3:主軸 

*4:伝熱管 

*5:羽根車，ケーシング 

*6:ボルト *7:支持脚 

*8:胴側  *9:水室 

*10:ケーシングリング 

*11:外面 *12:内面 

*13:クランク軸，ピスト

ン及びコネクティン

グロッド 

*14:弁棒 

*15:伝熱管の流れ加速型

腐食 

*16:キャビテーション 

*17:高サイクル疲労割れ 

*18:小口径配管の高サイ

クル疲労割れ 

*19:スプリングのへたり 

*20:伝熱管の異物付着 

*21:  

*22:電磁コイル 

*23:  

空気だめ  △*6*7△*11      

空気だめ安全弁  △*6△*11     ▲*19

始動電磁弁  
△*6△*11 

▲*12 
     

配管及び弁  
△*6△*11 

▲*12 
▲*14▲*18     

ガスケット，Oリング        

潤滑油系

機付潤滑油ポンプ △*2*3 △*6△*11*12 △*3*17     

潤滑油冷却器 △*4 △*8*11△*8*12 

△*6*7*9△*15 
△*4*17    △*20

潤滑油サンプタンク  △*6*7△*11*12      

シリンダ注油タンク  △*6*7△*11*12      

潤滑油調圧弁  
△*6△*11 

△*12*21 
    ▲*19

潤滑油フィルタ  △*6△*11*12      

配管及び弁  △*6△*11*12 ▲*14▲*18     

ガスケット，Oリング        

冷却水系 機付冷却水ポンプ △*3*5 △*6*10△*11*12 

△*16 
△*3*17     

       △：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）  

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/3） ディーゼル機関付属設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

補機機能の

確保 

冷却水系

清水冷却器 △*1 △*4*5*6 

△*11*12△*13 △*1*14    △*16 *1:伝熱管 

*2:主軸  *3:ギア 

*4:ボルト *5:支持脚 

*6:水室  

*7:フレーム，エンドブラ

ケット及び端子箱 

*8:固定子コア及び回転

子コア 

*9:弁棒 

*10:回転子棒及び回転子

エンドリング 

*11:外面  *12:内面 

*13:伝熱管の流れ加速型

腐食 

*14:高サイクル疲労割れ 

*15:小口径配管の高サイ

クル疲労割れ 

*16:伝熱管の異物付着 

*17:絶縁特性低下 

*18:軸受（ころがり） 

*19:  

*20:新規設置される機器 

清水膨張タンク  △*4*5△*11*12      

配管及び弁  △*4△*11*12 ▲*9▲*15     

ガスケット，Oリング        

燃料油系

軽油貯蔵タンク*20  △*4△*11*12      

燃料移送ポンプ*20 △*2*3 △*4△*11*12 △*2*14     

燃料移送ポンプモー

タ（低圧，全閉型）*20 △*2 △*4*7*8 
△*2*14

▲*10 
   ○*17

燃料油デイタンク  △*4*5△*11*12      

燃料油フィルタ  △*4△*11*12      

配管*20及び弁*20（軽油

貯蔵タンク～燃料油

デイタンク） 

  ▲*9▲*15     

配管及び弁（燃料油デ

イタンク～ディーゼ

ル機関本体） 

 △*4△*11*12 ▲*9▲*15     

ガスケット，Oリング        

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

       △：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
       ▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）  



 

 

－
 
4.

2-
23

 －
 

表 2.2-1（3/3） ディーゼル機関付属設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

機器の支持 支持 

サポート取付ボル

ト･ナット 
 △      

*1:コンクリート埋

設部 

*2:樹脂の劣化 

*3:新規設置される

機器 

 

レストレイント  △      

埋込金物  △▲*1      

ベース  △      

基礎ボルト 
 △    ▲*2  

       

       △：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

       ▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) ポンプモータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

［燃料油系燃料移送ポンプモータ］ 

モータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説明」，

「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧

ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表となっていない機器への展開について検討した。 

① 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備 

② 緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備 

③ 常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備 

④ 補機駆動用燃料設備 

 
3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

(1) ポンプモータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

［燃料油系燃料移送ポンプモータ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，常

設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，［燃料油系給油ポンプモータ］［緊

急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］ 

 

モータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説明」，

「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧

ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 
3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［始動空気系空気圧縮機，空気だめ，潤滑油系潤滑

油冷却器，潤滑油サンプタンク，潤滑油フィルタ，冷却水系清水冷却器，燃料油

系燃料デイタンク及び燃料油フィルタ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属

設備］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価

を実施する。 
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b. 潤滑油及び燃料油系機器の外面腐食（全面腐食）［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，潤

滑油冷却器（胴側），潤滑油サンプタンク，シリンダ注油タンク，潤滑油調圧弁，

潤滑油フィルタ，潤滑油系配管及び弁，燃料油系燃料移送ポンプ，燃料油デイタ

ンク，燃料油フィルタ，燃料油系配管及び弁（燃料油デイタンク～ディーゼル機

関本体）］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系給油ポンプ

及び軽油貯蔵タンク］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］，［燃料油

系燃料移送ポンプ］［常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，［可搬

型設備用軽油タンク］［補機駆動用燃料設備］ 

代表機器と同様，潤滑油及び燃料油系機器は，

であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

各付属設備の燃料油系機器は新たに設置されることから，大気接触部には塗装を

施すことで，また可搬型設備用軽油タンクは を施すことで，腐

食が発生する可能性を低減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できるものと考える。 

したがって，潤滑油系及び燃料油系機器の腐食（全面腐食）は高経年対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 始動空気系及び冷却水系機器の腐食（全面腐食）［始動空気系空気圧縮機，空気だ

め，空気だめ安全弁，始動電磁弁，始動空気系配管及び弁，冷却水系機付冷却水

ポンプ，清水冷却器，清水膨張タンク，冷却水系配管及び弁］［高圧炉心スプレイ

系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，始動空気系及び冷却水系機器は であ

り，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

空気だめは内外面ともに塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，開放点検時の目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修塗装を行うこととしている。 

したがって，始動空気系及び冷却水系機器の外面腐食（全面腐食）は高経年対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. サポート取付ボルト・ナット及びベースの腐食（全面腐食）［共通］［高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系］［緊急時対策所用発電機ディーゼ

ル機関付属設備及び常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，サポート取付ボルト・ナット及びベースは であ

り，腐食の発生が想定される。 
しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 
また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 
各付属設備の燃料油系機器は新たに設置されることから，サポート取付ボルト・

ナット及びベースの大気接触部には塗装を施すことで，腐食が発生する可能性を低

減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，サポート取付ボルト・ナット及びベースの腐食（全面腐食）は高経

年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
 

e. 機器取付ボルト，熱交換器フランジボルト等の腐食（全面腐食）［共通］［高圧炉

心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系］［緊急時対策所用発電機ディ

ーゼル機関付属設備及び常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，取付ボルト，熱交換器フランジボルト等は

であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 

各付属設備の燃料油系機器は新たに設置されることから，機器取付ボルト等の大

気接触部には塗装を施すことで，腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 
また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 
したがって，機器取付ボルト，熱交換器フランジボルト等の腐食（全面腐食）は

高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. 支持脚の腐食（全面腐食）［始動空気系空気だめ，潤滑油系潤滑油冷却器，潤滑油

サンプタンク，シリンダ注油タンク，冷却水系清水冷却器，清水膨張タンク及び

燃料油系燃料油デイタンク］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［可

搬型設備用軽油タンク］［補機駆動用燃料設備］ 
代表機器と同様，各機器の支持脚は であり，腐食の発生が想定される。 
しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 
補機駆動用燃料設備の可搬型設備用軽油タンクは新たに設置されることから，支

持脚の大気接触部には塗装を施すことで，腐食が発生する可能性を低減できるもの

と考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修塗装を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，支持脚の腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
 

g. 伝熱管の異物付着［潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器］［高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の潤滑油冷却器及

び清水冷却器の内部流体が海水であることから，伝熱管に異物付着の発生が想定さ

れる。 
しかしながら，開放点検時に伝熱管の清掃を行っており，これまでの点検結果に

おいて運転中の伝熱性能に影響を及ぼすような異物の付着は確認されていない。 
したがって，伝熱管の異物付着は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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h. 埋込金物の腐食（全面腐食）［共通］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設

備］，［燃料油系］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備及び常設代替高

圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，埋込金物は であり，腐食の発生が想定される。 
しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 
また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 
各付属設備の燃料油系機器用の埋込金物は新たに設置されることから，大気接触

部には塗装を施すことで，腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 
また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 
したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
 

i. レストレイントの腐食（全面腐食）［共通］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

付属設備］，［燃料油系］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備及び常設

代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，レストレイントは であり，腐食の発生が想定される。 
しかしながら，大気接触部には塗装を施しており，腐食が発生する可能性は小さ

い。 
また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じて補修塗装を行うこととしている。 
各付属設備の燃料油系機器用のレストレイントは新たに設置されることから，大

気接触部には塗装を施すことで，腐食が発生する可能性を低減できるものと考える。 
また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修を実施することで健全性を維持できると考える。 
したがって，レストレイントの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
 

  



 

－ 4.2-30 － 

j．水室の腐食（全面腐食）[潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器］［高圧

炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の潤滑油冷却器及び清水冷

却器水室の内部流体は海水であることから，接液部はタールエポキシライニングが

施工され耐食性が高められているとともに，亜鉛板による防食処置がされているが，

ライニング材にはく離，膨れ等が発生した場合には，腐食の発生が想定される。 
しかしながら，開放点検時にライニング部の目視点検を行っており，ライニング

のはく離，膨れ等が確認された場合は必要に応じライニングの補修を行うこととし

ている。 
また，亜鉛版は開放点検時に全数の取替を実施している。 
したがって，水室の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
 

k．伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［潤滑油系潤滑油冷却器，冷却水系清水冷却器］

［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の潤滑油冷却器及

び清水冷却器の伝熱管は保護皮膜を形成する耐食性の良い であるが，伝熱管

入口部での海水の渦流による保護皮膜の破壊により，伝熱管内面の腐食（流れ加速

型腐食）による減肉の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の年間の運転時間は

代表機器と同程度であるため，腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性は小さい。 
また，開放点検時の渦流探傷検査により有意な腐食がないことを確認することと

している。 
したがって，伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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l. モータ（低圧，全閉型）固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［燃料油系

燃料移送ポンプモータ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，常設代替

高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，［燃料油系給油ポンプモータ］［緊急

時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］ 

 

m. モータ（低圧，全閉型）フレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐

食）［燃料油系燃料移送ポンプモータ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属

設備，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，［燃料油系給油ポン

プモータ］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］ 

 

n. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗［燃料油系燃料移送ポンプモータ］［高圧炉

心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）

付属設備］，［燃料油系給油ポンプモータ］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関

付属設備］ 

 

o. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［燃料油系燃料移送ポンプ

モータ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，常設代替高圧電源装置（デ

ィーゼル機関）付属設備］，［燃料油系給油ポンプモータ］［緊急時対策所用発電機

ディーゼル機関付属設備］ 

 
p. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食［燃料油系燃料移送ポンプモータ］［高

圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，常設代替高圧電源装置（ディーゼル

機関）付属設備］，［燃料油系給油ポンプモータ］［緊急時対策所用発電機ディーゼ

ル機関付属設備］ 

 

代表機器と同様，以上 l.～p.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」の低

圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

  



 

－ 4.2-32 － 

q. ポンプの腐食（キャビテーション）［冷却水系機付冷却水ポンプ］［高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，冷却水ポンプ内部でキャビテーションが発生すると，羽根車表

面にエロージョンが生じ，ポンプ性能に影響を及ぼす可能性がある。 
しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の冷却水ポンプは，

設計段階においてキャビテーションを起こさない条件（有効吸込ヘッド＞必要有効

吸込ヘッド）を満たすよう考慮されており，この大小関係は経年的に変わるもので

はないことから，腐食（キャビテーション）が発生する可能性は小さい。 
なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
したがって，ポンプの腐食（キャビテーション）は高経年対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
 

r. ポンプ主軸の高サイクル疲労割れ［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，冷却水系機付冷

却水ポンプ及び燃料油系燃料移送ポンプ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付

属設備］，［燃料油系給油ポンプ］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］，

［燃料油系燃料移送ポンプ］［常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，ポンプ主軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応力

集中部等において，高サイクル疲労割れの発生が想定される。 
しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の潤滑油系機付潤滑

油ポンプ及び冷却水系機付冷却水ポンプ主軸は，設計段階において疲労割れが発生

しないように考慮された設計となっていることから，高サイクル疲労割れが発生す

る可能性は小さい。 
なお，これまでの分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意なき裂は

確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
各付属設備の燃料移送ポンプ，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備の

給油ポンプは新たに設置されるが，ポンプ主軸は疲労割れが発生しないように考慮

された設計とする計画であることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さいものと考える。 
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ポンプ主軸の

高サイクル疲労割れは高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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s. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水

冷却器］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，伝熱管は外表面の流体により伝熱管が振動することで，摩耗及

び高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関

付属設備の各冷却器の伝熱管は支持板により適切なスパンで支持されており，伝熱

管の外表面の流体によって生じる振動は十分に抑制されていることから，摩耗及び

高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 
なお，これまでの開放点検時の目視点検において有意な摩耗及び高サイクル振動

によるき裂は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 
したがって，伝熱管の高サイクル疲労割れ及び摩耗は高経年対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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t. ポンプ主軸の摩耗［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，冷却水系機付冷却水ポンプ及び

燃料油系燃料移送ポンプ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料

油系給油ポンプ］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系燃

料移送ポンプ］［常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，軸受（ころがり）を使用している冷却水ポンプは，軸受と主軸

の接触面へのわずかな摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の冷却水ポンプは，

これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後も

これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

軸受（すべり）を使用している潤滑油ポンプ及び燃料移送ポンプは，軸受と主軸

の接触面へのわずかな摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の潤滑油ポンプは，

潤滑油が供給され主軸と軸受間に油膜が形成されているため，摩耗が発生する可能

性は小さい。 

また，各付属設備の燃料移送ポンプ，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属

設備の給油ポンプは新たに設置されるが，燃料油が供給され主軸と軸受間に油膜が

形成される設計であるため，摩耗が発生する可能性は小さいものと考える。 

次に，潤滑油ポンプ及び燃料移送ポンプは，主動軸と従動軸の接触面において摩

耗の発生が想定される。 

しかしながら，前述のとおり，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の潤

滑油ポンプ内部は常に潤滑油で満たされていることから，摩耗が発生する可能性は

小さい。 

各付属設備の燃料移送ポンプ，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備の

給油ポンプについても，前述のとおり，ポンプ内部は常に燃料油で満たされる設計

であることから，摩耗が発生する可能性は小さいものと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ポンプ主軸の

摩耗は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

u. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［冷却水系機付冷却水ポンプ］［高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，羽根車及びケーシングは，長期間使用に伴い，羽根車（羽根車

リング）とケーシング（ケーシングリング）の摺動による摩耗の発生が想定される

が，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の冷却水ポンプは，分解点検毎に

隙間管理を行っており，必要に応じ部品の取替を行うこととしている。 
なお，これまでの分解点検時の寸法測定結果において有意な摩耗は確認されてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
したがって，羽根車とケーシングリング間の摩耗は高経年対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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v. ケーシングリングの腐食［冷却水系機付冷却水ポンプ］［高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，機付冷却水ポンプケーシングリングは であり，内部流体

は純水であることから腐食の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル

機関付属設備の冷却水ポンプは，耐食性の高い であることから腐食が発生

する可能性は小さい。 
なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
したがって，ケーシングリングの腐食は高経年対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
 

w. 潤滑油系及び燃料油系機器の内面腐食（全面腐食）［潤滑油系機付潤滑油ポンプ，

潤滑油冷却器（胴側），潤滑油サンプタンク，シリンダ注油タンク，潤滑油調圧弁，

潤滑油フィルタ，潤滑油系配管及び弁，燃料油系軽油貯蔵タンク，燃料移送ポン

プ，燃料油デイタンク，燃料油フィルタ，燃料油系配管及び弁（燃料油デイタン

ク～ディーゼル機関本体）］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃

料油系給油ポンプ］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系

燃料移送ポンプ］［常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，［可搬型

設備用軽油タンク］［補機駆動用燃料設備］ 

代表機器と同様，潤滑油系及び燃料油系機器は， （配

管及び弁については， 範囲が対象）であり，腐食の発生が想定

されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の潤滑油系及び燃料油系機

器の内部流体は潤滑油及び燃料油であることから，機器内面に腐食が発生する可能

性は小さい。 

また，潤滑油調圧弁の弁体及び弁座は であり，内部流体は潤滑油である

ことから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時等の目視点検において有意な腐食は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

各付属設備の燃料油系機器は新たに設置されるが，内部流体は燃料油であること

から，機器内面に腐食が発生する可能性は小さいと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，潤滑油系及び

燃料油系機器の内面腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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x. 冷却水系機器の内面腐食（全面腐食）［冷却水系機付冷却水ポンプ，清水冷却器（胴），

清水膨張タンク，冷却水系配管及び弁］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属

設備］ 

代表機器と同様，冷却水系機器は であり，内部流体が冷却水である

ことから，腐食の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設

備の機器内面については，内部流体は防錆剤が注入された純水であることから，腐

食が発生する可能性は小さい。 

また，酸素含有水中（酸素濃度 8 mg O/l）における の腐食に及ぼす影響（防

食技術便覧：腐食防食協会編）より，運転開始後 60 年時点の腐食量は 1mm 未満と

推定されることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，ポンプ，熱交換器，タンク及び弁については分解点検時等の目視点検によ

り，配管については機器取合部の目視点検により，それぞれ腐食の有無を確認して

おり，これまでの点検結果において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれら

の傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
したがって，冷却水系機器の内面腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

y. ギアの摩耗［潤滑油系機付潤滑油ポンプ及び燃料油系燃料移送ポンプ］［高圧炉心

スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系給油ポンプ］［緊急時対策所用発

電機ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系燃料移送ポンプ］［常設代替高圧電源装

置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，機付潤滑油ポンプ及び燃料移送ポンプはギアポンプであること

から，ギアに摩耗の発生が想定される。 
しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の機付潤滑油ポンプ

の内部流体は潤滑油であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 
なお，機付潤滑油ポンプは，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩

耗は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 
各付属設備の燃料移送ポンプ，緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備の

給油ポンプは新たに設置されるが，内部流体は燃料油である設計であることから，

摩耗が発生する可能性は小さいものと考える。 
今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ギアの摩耗は

高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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z. ピストン及びシリンダの摩耗［始動空気系空気圧縮機］［高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，空気圧縮機ピストン及びシリンダは，運転中において，シリンダ

内の往復動による摺動部の摩耗の発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル機関付属設備の空気圧縮機のピストンにはピストンリングを取り付けており，摺動

部が直接接触しないことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン及びシリンダの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

aa. クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドの高サイクル疲労割れ［始動空気

系空気圧縮機］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドには，空気圧縮

機運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労

割れの発生が想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の空気圧縮

機のクランク軸，ピストン及びコネクティングロッドは，設計段階において高サイク

ル疲労割れが考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さ

い。 

なお，これまでの分解点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意な欠陥は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クランク軸，ピストン及びコネクティングロッドの高サイクル疲労割

れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 
 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［始動空気系配管，潤滑油系配管，

冷却水系配管及び燃料油系配管］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，

［燃料油系配管］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備及び常設代替高圧

電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を

実施する。 
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b. 弁棒の疲労割れ［始動空気系弁，潤滑油系弁，冷却水系弁及び燃料油系弁］［高圧炉

心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系弁］［緊急時対策所用発電機ディ

ーゼル機関付属設備及び常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，弁棒は弁開時に疲労割れの発生が想定されるが，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル機関付属設備の弁開操作時に弁棒及びバックシート部への過負荷が

かからないように適切な操作を行っていることから，疲労割れが発生する可能性はな

い。 

各付属設備の燃料油系弁は新たに設置されるが，弁開操作時に弁棒及びバックシー

ト部への過負荷がかからないように適切な操作を行う運用とすることから，疲労割れ

が発生する可能性は小さいものと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，弁棒の疲労割れ

は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 小口径配管の高サイクル疲労割れ［始動空気系配管，潤滑油系配管，冷却水系配管

及び燃料油系配管］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系配管］

［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備及び常設代替高圧電源装置（ディ

ーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，ディーゼル機関近傍は比較的振動が大きいことから，小口径配管

が分岐する場合は，母管取合い部等に高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の小口径配管について

は，配管サポートを機関に直接設置することにより機関との相対変位をなくすととも

に，適切なサポート間隔とすることにより共振を防ぐよう設計・施工されていること

から，高サイクル疲労割れが発生する可能性はない。 

なお，高サイクル疲労割れの事象が発生した際には，配管・サポートの見直しを行

い，同様な事象が発生しないようにしている。 

さらに，振動の状態は経年的に変化するものではなく，今後もこれらの傾向が変化

する要因があるとは考え難い。 

各付属設備の燃料油系配管は新たに設置されるが，小口径配管については，配管サ

ポートを機関に直接設置することにより機関との相対変位をなくすとともに，適切な

サポート間隔とすることにより共振を防ぐよう設計・施工する計画であることから，

高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さいものと考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，小口径配管の高

サイクル疲労割れは高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 始動電磁弁，始動空気系配管及び弁の内面腐食（全面腐食）［始動空気系］［高圧炉

心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，始動電磁弁は ，始動空気系配管及び弁は

であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の機器内面には

が施されているとともに，内部流体はドレン抜きを定期的に実施している空

気であることから，腐食が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，始動電磁弁，始

動空気系配管及び弁の内面腐食（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

e. スプリングのへたり［始動空気系空気だめ安全弁及び潤滑油系潤滑油調圧弁］［高圧

炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備］ 

代表機器と同様，弁のスプリングは，常時応力が作用した状態で使用されるため，

スプリングのへたりが想定されるが，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備の

スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定されている

とともに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実際の使用温度は低い

ことから，へたりが進行する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，スプリングのへ

たりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］［高圧炉心スプレイ系

ディーゼル機関付属設備］，［燃料油系］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属

設備及び常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］ 

代表機器と同様，埋込金物は であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，コンクリート埋設部については，コンクリートの大気接触部表面か

らの中性化の進行により腐食環境となるため，コンクリートが中性化に至り，埋込金

物に有意な腐食が発生するまで長時間を要す。 

各付属設備の燃料油系機器用の埋込金物は新たに設置されるが，コンクリート埋設

部については，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境と

なるため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時

間を要すものと考えられる。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の腐食

（全面腐食）は高経年対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［燃料油系

燃料移送ポンプモータ］［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備，常設代替高

圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，［燃料油系給油ポンプモータ］［緊急時対

策所用発電機ディーゼル機関付属設備］ 

 
代表機器と同様，以上 g.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポン

プモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 



 

 

 

 

 

 

5. 可燃性ガス濃度制御系再結合装置 
 

 

［対象機器］ 

① 可燃性ガス濃度制御系再結合装置 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している可燃性ガス濃度制御系再結合装置の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 可燃性ガス濃度制御系再結合装置の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度＊1 部位 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力（MPa） 

最高使用 

温度（℃）

可燃性ガス

濃度制御系

再結合装置 

340 m3[N]/h MS-1 

ブロワ，ブロワ

キャン 

一時 0.31 

171 

加熱管 777 

再結合器 777 

冷却器 777 

気水分離器 171 

配管及び弁 777 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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2. 可燃性ガス濃度制御系再結合装置の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の可燃性ガス濃度制御系再結合装置は，原子炉冷却材喪失事故（LOCA）時に，

格納容器からのガスを吸込み加熱器に送るブロワ（ブロワ用モータ，ブロワキャンを含

む），ガスを加熱する加熱管及び加熱器エレメント，ガス中の水素と酸素を反応させ水

にする再結合器，再結合器から出たガスを冷却する冷却器，ガスと水に分離する気水分

離器及び各機器を接続する配管から構成されている。 

東海第二の可燃性ガス濃度制御系再結合装置は，フランジボルト等を取外すことによ

り，点検が可能である。 

東海第二の可燃性ガス濃度制御系の系統図を図 2.1-1 に，可燃性ガス濃度制御系再結

合装置構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 及び表 2.1-3 に示す。 
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図 2.1-1 可燃性ガス濃度制御系系統図
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No. 部位 

① ブロワ 

②
ブロワ用モータ（低圧，

全閉型） 

③ 羽根車 

④ ブロワキャン 

⑤ 加熱管 

⑥ 再結合器 

⑦ 冷却器 

⑧ 気水分離器 

⑨ フランジボルト 

⑩ Oリング 

⑪ ガスケット 

⑫ 配管 

⑬
弁（電動弁駆動部含む）

（屋内，交流） 

⑭ 加熱器エレメント 

⑮ サイリスタスイッチ盤 

⑯ 取付ボルト 

⑰ 埋込金物 

⑱ ベース 

⑲ 基礎ボルト 

 

 

 

 

図 2.1-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置構造図 

ブロワ詳細 

再結合装置詳細 
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⑯
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⑫

⑲

⑬④
② 

⑨

① 

③

⑪ 

⑤

⑭ 

⑥

⑦ 

⑱

⑮
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表 2.1-1 可燃性ガス濃度制御系再結合装置主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

送風力の確

保 
送風 

ブロワ 鋳鉄 

ブロワ用モータ

（低圧，全閉型）

主軸：炭素鋼 
フレーム，端子箱及びエンドブラケット：圧

延鋼板 
回転子及び固定子コア：電磁鋼板 
回転子棒及び回転子エンドリング：アルミニ

ウム合金 
固定子コイル及び口出線・接続部品：銅，絶

縁物 
軸受（ころがり）：（消耗品） 

羽根車 鋳鉄 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ブロワキャン 炭素鋼 

加熱管 ステンレス鋼 

再結合器 ステンレス鋼 

冷却器 ステンレス鋼 

気水分離器 炭素鋼 

フランジボルト 炭素鋼 

O リング （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

配管 炭素鋼，ステンレス鋼 

 

弁（電動弁駆動部

含む）（屋内，交

流） 

炭素鋼 

［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

主軸：炭素鋼 

ステムナット及びギア：高力黄銅鋳物，低合

金鋼，アルミニウム青銅鋳物 
軸受（ころがり）：(消耗品) 

フレーム，端子箱及びエンドブラケット：鋳

鉄 
固定子コア及び回転子コア：硅素鋼 

回転子棒及び回転子エンドリング：特殊銅合

金，銅 

固定子コイル及び口出線・接続部品：銅，絶

縁物 

トルクスイッチ及びリミットスイッチ：ジア

リルフタレート 

反応熱の確

保 

エネルギー

伝達 

加熱器エレメン

ト 
ニクロム線，絶縁物，合金鋼 

サイリスタスイ

ッチ盤 

筺体：炭素鋼 

サイリスタスイッチ：半導体 

信号変換処理部：電解コンデンサ，可変抵抗

器，半導体他 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 
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表 2.1-2 可燃性ガス濃度制御系再結合装置の使用条件 

部位 最高使用温度（℃） 最高使用圧力（MPa） 

ブロワ 

171 

0.31 

ブロワ用モータ 

ブロワキャン 

加熱管 

777 再結合器 

冷却器 

気水分離器 171 

配管及び弁 171～777 

 

 

表 2.1-3 可燃性ガス濃度制御系再結合装置サイリスタスイッチ盤の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度 40 ℃* 

*：原子炉建屋の設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 送風力の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 反応熱の確保 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置について，機能達成に必要な項目を考慮して主要

な部位に展開した上で，個々の部品の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，

温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年

劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

O リング，ガスケット，軸受（ころがり）は消耗品であり，設計時に長期使用せず

取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 加熱器エレメントの絶縁特性低下 

 

b. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［ブロワ用モータ（低圧，

全閉型）］ 

 

c. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［電動弁駆動部（屋内，交

流）］ 



－ 5-9 － 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. ブロワキャン（外面），気水分離器（外面），フランジボルト，配管（外面）及び

弁（外面）の腐食（全面腐食） 

ブロワキャン，気水分離器，フランジボルト，配管及び弁は炭素鋼であり，腐食

の発生が想定されるが，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全

であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じ補修塗装を実施し機能を維持している。 

したがって，ブロワキャン（外面），気水分離器（外面），フランジボルト，配管

（外面）及び弁（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

c. 取付ボルト及びベースの腐食（全面腐食） 

取付ボルト及びベースは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部

は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小

さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じ補修塗装を実施し機能を維持している。 

したがって，取付ボルト及びベースの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 筐体の腐食（全面腐食）［サイリスタスイッチ盤］ 

筐体は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装により腐食

を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じ補修塗装を実施し機能を維持している。 

したがって，筐体の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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e. 埋込金物の腐食（全面腐食） 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装により

腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に

応じ補修塗装を実施し機能を維持している。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. 信号変換処理部の特性変化［サイリスタスイッチ盤］ 

信号変換処理部は，電解コンデンサ等の使用部品の劣化や電気回路の不良により

特性変化の発生が想定されるが，特性変化の主要因である電解コンデンサについて

は，劣化をきたす前に取替を行うこととしている。 

さらに，電気回路の不良はマイグレーションによる基板内 IC での回路間短絡，

断線が挙げられるが，マイグレーション対策については，設計・製造プロセスが改

善されており，発生の可能性は小さい。 

また，特性試験により信号変換処理部を含む各部位に異常が無いことを確認して

いる。 

したがって，信号変換処理部の特性変化は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. 加熱器エレメントの断線 

加熱器エレメントの加熱線はニクロム線であり，ヒータシース部の腐食等により

外気中の湿分がヒータ内部に浸入することで加熱線が腐食し，断線を生じる可能性

がある。 

しかしながら，加熱器エレメントの外観点検及び加熱線の抵抗測定により断線の

ないことを確認している。 

したがって，加熱器エレメントの断線は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

h. サイリスタスイッチの特性変化 

サイリスタスイッチで使用している電力用の半導体（シリコン）は，経年劣化の

進展傾向が小さいことから，急激な特性変化が生じる可能性は小さい。 

また，特性試験により異常の検知は可能であり，必要に応じ調整又は取替をする

ことで機能を維持している。 

したがって，サイリスタスイッチの特性変化は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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i. ブロワ，羽根車及びブロワキャンの内面腐食（全面腐食） 

ブロワ及び羽根車は鋳鉄，ブロワキャンは炭素鋼であり，腐食の発生が想定され

るが，内部流体は原子炉格納容器内雰囲気の窒素ガスであり，腐食が発生する可能

性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ブロワ，羽根車及びブロワキャンの内面腐食（全面腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 加熱管，再結合器，冷却器及び配管の疲労割れ 

温度変化が激しい場合において，熱疲労による疲労割れの発生が想定されるが，

当該機器は，軸方向の熱膨張を拘束しない構造で外面は保温材で覆われ，内外面温

度差が生じにくい構造となっていることから，有意な熱応力が発生する可能性は小

さく，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

また，可燃性ガス濃度制御系の定期試験時における内部流体は原子炉格納容器内

雰囲気の窒素ガスであり運転温度が低い（100 ℃未満）こと，また，機能試験は回

数が少ないことから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの機能試験及び漏えい検査において異常は確認されておらず，今

後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，加熱管，再結合器，冷却器及び配管の疲労割れは，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 気水分離器及び配管の内面腐食（全面腐食） 

気水分離器及び配管は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，定期試験時の

内部流体は原子炉格納容器雰囲気の窒素ガスであり腐食が発生する可能性は小さ

い。 

また，機能試験時においては，内部流体が原子炉格納容器内雰囲気ガス（空気）

と水との混合流体となるが，機能試験の時間は短いことから，有意な腐食が発生す

る可能性は小さい。 

なお，気水分離器，配管については，これまでの機器取合部からの目視点検及び

肉厚測定において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する

要因があるとは考え難い。 

したがって，気水分離器及び配管の内面腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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l. 加熱管，再結合器，冷却器及び配管の応力腐食割れ 

加熱管，再結合器，冷却器及び配管の一部はステンレス鋼であり，溶接熱影響部

や高温に晒される部位においては応力腐食割れの発生が想定されるが，可燃性ガス

濃度制御系の定期試験時における内部流体は原子炉格納容器内雰囲気の窒素ガス

であるとともに，運転温度が低い（100 ℃未満）ことから応力腐食割れが発生する

可能性は小さい。 

また，機能試験時において水と接する冷却器，冷却用純水配管の一部は高温とな

らず，かつ運転時間も短いことから応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

なお，定期的に機能試験及び漏えい検査を実施しており，これまで異常は確認さ

れておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，加熱管，再結合器，冷却器及び配管の応力腐食割れは，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. 弁の内面腐食（全面腐食） 

弁は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，定期試験時の内部流体は原子炉

格納容器内雰囲気の窒素ガスであり腐食の可能性は小さい。 

また，機能試験時においては，内部流体が原子炉格納容器内雰囲気ガス（空気）

と水との混合流体となるが，機能試験の時間は短いことから，有意な腐食が発生す

る可能性は小さい。 

なお，これまで分解点検時の目視点検において有意な腐食は確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁の内面腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

n. 弁棒の疲労割れ 

弁棒の疲労割れは，弁開操作時に弁棒及びバックシート部への過負荷がかからな

いように適切な操作を行うこと，本設備の運転時間は短いことから，疲労割れが発

生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において有意なき裂は確認されてお

らず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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o. モータのフレーム，端子箱及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）［電動弁駆動

部（屋内，交流）］ 

p. モータの固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［電動弁駆動部（屋内，交

流）］ 

q. モータの主軸の摩耗［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

r. ステムナット及びギアの摩耗［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

s. トルクスイッチ及びリミットスイッチの導通不良［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

t. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

u. モータの主軸の高サイクル疲労割れ［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

 

以上，o.～u.の評価については，｢弁の技術評価書｣のうち，電動弁用駆動部と同一で

あることから，当該評価書を参照のこと。 

 

v. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［ブロワ用モータ（低圧，全閉型）］ 

w. フレーム，端子箱及びエンドブラケットの腐食（全面腐食）［ブロワ用モータ（低

圧，全閉型）］ 

x. 主軸の摩耗［ブロワ用モータ（低圧，全閉型）］ 

y. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［ブロワ用モータ（低圧，全閉型）］ 

z. 主軸の高サイクル疲労割れ［ブロワ用モータ（低圧，全閉型）］ 

 

以上，v.～z.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，コンクリート埋設部につ

いては，コンクリートの大気接触部からの中性化の進行により腐食環境となるため，

コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時間を要す

る。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の腐

食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. モータの回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［電動弁駆動部（屋内，交

流）］ 

 
以上，b.の評価については，「弁の技術評価書」のうち，電動弁用駆動部と同じであ

ることから，当該評価書を参照のこと。 

 

c. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［ブロワ用モータ（低圧，全閉型）］ 

 

以上，c.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」のうち，低圧ポンプモー

タと同じであることから，当該評価書を参照のこと。 

 

d. 加熱管，再結合器，冷却器及び配管のクリープ 

再結合装置は点検時に昇温試験を実施するため，加熱管，再結合器，冷却器及び

配管は高温となることで，クリープによる変形，破断の発生が想定される。 

当該機器はオーステナイト系ステンレス鋼であり，運転温度が約 650 ℃であるこ

とから，これらの使用条件と類似したクリープ破断データより，当該材料のクリー

プ破断に至る時間は 100,000 時間以上である。 

しかしながら，プラント運転開始 60 年時点の累積運転時間は約 600 時間程度で

あるため，当該機器においてクリープによる変形，破断が発生する可能性はない。 

したがって，加熱管，再結合器，冷却器及び配管のクリープは，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/2） 可燃性ガス濃度制御系再結合装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

送風力の確

保 
送風 

ブロワ  鋳鉄  △      *1:主軸 

*2:フレーム，端子箱及び

エンドブラケット 

*3:取付ボルト 

*4:主軸の高サイクル疲

労割れ 

*5:回転子棒及び回転子

エンドリング 

*6:固定子コイル及び口

出線・接続部品の絶縁

特性低下 

*7:クリープ 

*8:ステムナット及びギ

ア 

*9:弁棒 

*10:トルクスイッチ及び

リミットスイッチの

導通不良 

*11:固定子コア及び回転

子コア 

*12:軸受（ころがり） 

*13:ステンレス鋼のみ 

*14:外面 *15:内面 

ブロワ用モータ

（低圧，全閉型）
◎*12 炭素鋼，銅他 △*1 △*2*3*11 

△*4

▲*5    ○*6 

羽根車  鋳鉄  △      

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ブロワキャン  炭素鋼  △*14*15      

加熱管  ステンレス鋼   △ △   ▲*7 

再結合器  ステンレス鋼   △ △   ▲*7 

冷却器  ステンレス鋼   △ △   ▲*7 

気水分離器  炭素鋼  △*14*15      

フランジボルト  炭素鋼  △      

O リング ◎ －        

ガスケット ◎ －        

配管  
炭素鋼，ステ

ンレス鋼 
 △*14*15 △ △*13   ▲*7 

弁（電動弁駆動部

含む）（屋内，交

流） 

◎*12 炭素鋼，銅他 △*1*8 △*2*3*11*14*15 △*4*9

▲*5    
○*6 

△*10 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/2） 可燃性ガス濃度制御系再結合装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

反応熱の確

保 

エネルギー 

伝達 

加熱器エレメン

ト 
 

ニクロム線，絶

縁物，合金鋼 
      ○*1△*2 *1:絶縁特性低下 

*2:エレメント断線 

*3:サイリスタスイッチ

の特性変化 

*4:信号変換処理部の特

性変化 

*5:筐体 

*6:コンクリート埋設部 

サイリスタスイ

ッチ盤 
 

炭素鋼，半導体

他 
 △*5     △*3*4 

機器の支持 支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*6      

ベース  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 加熱器エレメントの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

加熱器エレメントはシーズヒータであり，絶縁物(酸化マグネシウム)をステンレス

鋼配管内に収納した上で，シール処理を施している。配管の腐食やシール部の劣化に

よる外気中湿分浸入により，加熱器エレメントの絶縁特性を低下させる可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

加熱器エレメントは，配管の腐食やシール部の劣化により外気中の湿分がヒータ

内部に浸入することでヒータの絶縁特性低下を発生させる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

加熱器エレメントの絶縁特性低下に対しては，ヒータの外観点検及び絶縁抵抗測

定を行い，外観上の異常及び絶縁特性に変化のないことを確認しており，有意な絶

縁特性低下が認められた場合は，取替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，加熱器エレメントの絶縁特性低下

が発生する可能性は小さい。 

また，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能と考えられる。 

今後も，外観点検及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常の検知は可能であり，

現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

加熱器エレメントの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全

内容に追加すべき項目はない。 

今後も外観点検及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視して

いくとともに，必要に応じ取替等の適切な対応をとることとする。 
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 (2) 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［ブロワ用モータ（低圧，全閉

型）］ 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説明」，「技術

評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポン

プモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

(3) 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説明」，「技術

評価」及び「高経年化への対応」は，｢弁の技術評価書｣のうち，電動弁用駆動部と同

一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 



 

 

 

 

 

 

6. 燃料取替機 

 

 

［対象機器］ 

① 燃料取替機 
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1. 対象機器 

  東海第二で使用している燃料取替機の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 燃料取替機の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度*1 

使用条件 

運転状態 使用温度（周囲温度） 

燃料取替機 450 kg PS-2 一時 
使用済燃料貯蔵プール内 

10～52 ℃（50 ℃以下） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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2. 燃料取替機の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の燃料取替機は，主に燃料の取替に使用され，容量 450 kg のものが 1 基設

置されている。 

燃料取替機には，原子炉ウェル及び使用済燃料貯蔵プールをまたいで走行するブリ

ッジフレーム，車輪，車軸及びレール，その上を横行するトロリフレーム，トロリフ

レーム上部から吊下げられ燃料を把握・昇降する燃料つかみ具，運転を制御するため

の燃料取替機制御盤等から構成される。 

ブリッジフレーム，トロリフレームは炭素鋼を使用しており，表面には塗装が施さ

れている。燃料つかみ具は水中に没するため，ステンレス鋼を使用している。 

また，モータ（主ホイスト用，トロリ横行用，ブリッジ走行用）は直流電源で駆動

している。 

燃料取替機については，各部の分解点検及び簡易点検を行うことで，点検手入れが

可能である。 

東海第二の燃料取替機の全体図を図 2.1-1，ブリッジ全体図を図 2.1-2，燃料つかみ

具の構造図を図 2.1-3，燃料取替機制御盤の構成図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の燃料取替機主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 
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図 2.1-1 燃料取替機全体図 

⑬⑭ 

①

③

A - A 

↓AA↓ 

⑧⑲㉒

⑩ 

⑪ 
② 

⑥ 

⑫⑮ 

⑯ 

⑯ ⑯ ⑬⑭ 

No. 部位 

① 燃料つかみ具 

② マストチューブ 

③ 主ホイストワイヤロープ 

④ ワイヤドラム 

⑤ シーブ 

⑥ 減速機（トロリ横行用） 

⑦ ブレーキ（主ホイスト用） 

⑧ ブレーキ（トロリ横行用） 

⑨ ブレーキ（マスト旋回用） 

⑩ トロリフレーム 

⑪ ブリッジフレーム 

⑫
レール取付ボルト（トロリ
横行用） 

⑬
車輪，軸受（トロリ横行
用） 

⑭ 車軸（トロリ横行用） 

⑮ レール（トロリ横行用） 

⑯ ガイドローラ 

⑰ ロードセル（主ホイスト） 

⑱
モータ（主ホイスト用）
（低圧，直流，全閉型） 

⑲
モータ（トロリ横行用）
（低圧，直流，全閉型） 

⑳
モータ（マスト旋回用）
（低圧，交流，全閉型） 

㉑ リミットスイッチ 

㉒ 速度検出器 

 

⑤⑨⑰⑳㉑㉒ 
④⑦⑱㉒ 

⑤⑰⑳㉒ 
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④⑤⑦ 

① 

⑧⑨ 

② 

③⑩ 

⑥ 

No. 部位 No. 部位 

① 減速機（ブリッジ走行用） ⑥ 車軸（ブリッジ走行用） 

② 軸継手 ⑦ レール（ブリッジ走行用） 

③ ブレーキ（ブリッジ走行用） ⑧ 転倒防止装置 

④ レール基礎ボルト（ブリッジ走行用） ⑨ ガイドローラ 

⑤ 車輪，軸受（ブリッジ走行用） ⑩ 
モータ（ブリッジ走行用）（低圧，直

流，全閉型） 

図 2.1-2 燃料取替機（ブリッジ）全体図 
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No. 部位 

① フック 

② スプリング 

③ ピストン 

④ エアホース 

⑤ パッキン 

⑥ ガイドレール 

⑦
ベアリング（回転防

止） 

⑧ ベアリング（内面） 

⑨ ベアリング（外面） 

図 2.1-3 燃料つかみ具構造図 

 ④

②③

① 

180°

90° 

270° 

0° 

⑥ 
⑨ 

⑦ 

180°

90° 

270° 

0° 

⑧ 

ベアリング（内面）取付位置

ベアリング（回転防止）取付位置 

エアシリンダ詳細 

⑤

エアシリンダ 

マストチューブ 
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図 2.1-4 燃料取替機制御盤構成図 

機上操作盤／遠隔操作盤 

自動制御盤 1～3 

サイリスタレオナード盤 1～3 

共通盤 

No. 部位 

① 筐体 

② 表示灯 

③ 故障表示器 

④ 操作スイッチ 

⑤ 押釦スイッチ 

⑥ 信号変換処理部 

⑦ 筐体取付ボルト 

⑧ 配線用遮断器 

⑨ ヒューズ 

⑩ 電源装置 

⑪ サイリスタ整流器 

⑫ 電磁接触器 

⑬ タイマー 

⑭ 補助継電器 

 

① 

[電源] 

②③ 

④

⑤ 

⑦

⑥ 

⑧ 

⑥  

⑦

⑩

ロードセル 

（主ホイスト） 

⑪ ⑫

⑬  ⑭  

⑨

リミットスイッチ

モータ 

速度 

検出器 
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表 2.1-1（1/2） 燃料取替機主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

燃料の落下

防止 
保持 

燃料つかみ具 

フック ステンレス鋼 

スプリング ステンレス鋼 

ピストン ステンレス鋼 

エアホース （消耗品） 

パッキン （消耗品） 

ガイドレール ステンレス鋼 

ベアリング（回転防止，

内面，外面） 
ステンレス鋼 

マストチューブ ステンレス鋼鋳鋼 

主ホイストワイヤロープ （定期取替品） 

ワイヤドラム ステンレス鋼 

シーブ ステンレス鋼 

減速機（トロリ横行

用 ， ブ リ ッ ジ 走 行

用） 

ケーシング 鋳鉄 

ギヤ 低合金鋼 

軸受（ころがり） 低合金鋼 

軸継手 炭素鋼 

ブレーキ（主ホイス

ト 用 ， マ ス ト 旋 回

用 ， ブ リ ッ ジ 走 行

用，トロリ横行用） 

ブレーキプレート 炭素鋼 

ブレーキライニン

グ 
ノンアスベスト材 

スプリング ステンレス鋼 

電磁コイル エナメル線 

機器の支持 支持 

トロリフレーム 炭素鋼 

ブリッジフレーム 炭素鋼 

レール基礎ボルト（ブリッジ走行用） 炭素鋼 

レール取付ボルト（トロリ横行用） 低合金鋼 

筐体 炭素鋼 

筐体取付ボルト 炭素鋼 

走行・横行

機能 

走行・横

行 

車輪，軸受（トロリ

横行用，ブリッジ走

行用） 

車輪 炭素鋼 

軸受（ころがり） 低合金鋼 

車軸（トロリ横行用，ブリッジ走行用） 炭素鋼 

レール（トロリ横行用，ブリッジ走行用） 炭素鋼 

転倒防止装置 炭素鋼 

ガイドローラ 炭素鋼 
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表 2.1-1（2/2） 燃料取替機主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

機器の監視・

操作・制御保

護の維持 

操作監視 

回路 

配線用遮断器 （定期取替品） 

サイリスタ整流器 （定期取替品） 

電磁接触器 （定期取替品） 

電源装置 
半導体，電解コンデンサ（定期取替

品），抵抗器（定期取替品）他 

信号変換処理部 
半導体，電解コンデンサ（定期取替

品），抵抗器（定期取替品）他 

補助継電器 （定期取替品） 

タイマー （定期取替品） 

故障表示器 （消耗品） 

表示灯 （消耗品） 

操作スイッチ 銅他 

押釦スイッチ 銅他 

ロードセル（主ホイス

ト） 
炭素鋼，歪ゲージ 

リミットスイッチ 銅他 

モータ（マスト旋回

用）（低圧，交流，全

閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

回転子及び固定子コア：電磁鋼板 

回転子棒及び回転子エンドリング：

アルミニウム合金 

フレーム，端子箱及びエンドブラケ

ット：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

モータ（主ホイスト

用，ブリッジ走行用，

トロリ横行用）（低

圧，直流，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部

品：銅，絶縁物 

回転子コイル：銅，絶縁物 

固定子及び回転子コア：電磁鋼板 

フレーム，端子箱及びエンドブラケ

ット：圧延鋼板 

整流子：銅 

ブラシ：（定期取替品） 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

速度検出器 
主軸：炭素鋼 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

ヒューズ （消耗品） 
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表 2.1-2 燃料取替機の使用条件 

容量 450 kg 

使用温度 
使用済燃料貯蔵プール内  

10～52 ℃ 

周囲温度 50 ℃以下 

設置場所 原子炉建屋 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

燃料取替機の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 燃料の落下防止 

(2) 機器の支持 

(3) 走行・横行機能 

(4) 機器の監視・操作・制御保護の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

燃料取替機について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（温度等）及び現在までの運転経験を考慮

し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又

は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

エアホース，パッキン，故障表示器，表示灯，モータ軸受（ころがり），速度検

出器軸受（ころがり）及びヒューズは消耗品，主ホイストワイヤロープ，配電用遮

断器，サイリスタ整流器，電磁接触器，電解コンデンサ，抵抗器，補助継電器，タ

イマー及びブラシは定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としてい

ることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a．ロードセル（主ホイスト）の特性変化 

 

b．電磁コイル［ブレーキ（主ホイスト用，マスト旋回用，ブリッジ走行用，ト

ロリ横行用）］，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品［モー

タ（主ホイスト用，ブリッジ走行用，トロリ横行用）（低圧，直流，全閉

型）］の絶縁特性低下 

 

c. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［モータ（マスト旋回

用）（低圧，交流，全閉型）］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事

象） 

 
a. フックの摩耗［燃料つかみ具］ 

フックは，燃料の取扱時に摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検において有意な摩耗がないことを確認するこ

ととしている。 

したがって，フックの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

b. マストチューブ，ガイドレール及びベアリング（回転防止，内面，外面）の摩耗 

ガイドレールとベアリング，マストチューブとベアリングは，それぞれ互いに

接触することから摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検及び動作確認において有意な摩耗及び動作不

良がないことを確認することとしている。 

したがって，マストチューブ，ガイドレール及びベアリングの摩耗は，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 車輪（トロリ横行用，ブリッジ走行用），レール（トロリ横行用，ブリッジ走行

用）及びガイドローラの摩耗 

レール上面と車輪及びレール側面とガイドローラのいずれも転がり接触であり，

すべりが生じる可能性もあることから摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検において有意な摩耗がないことを確認するこ

ととしている。 

したがって，車輪，レール及びガイドローラの摩耗は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 車軸（トロリ横行用，ブリッジ走行用）の摩耗 

軸受を使用している車軸については，軸受との接触面に摩耗の発生が想定され

る。 

しかしながら，摩耗による異常は使用前の動作確認により検知可能であり，定

期的な動作確認において動作不良がないことを確認することとしている。 

したがって，車軸の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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e. ケーシング［減速機（トロリ横行用，ブリッジ走行用）］，軸継手，トロリフレ

ーム，ブリッジフレーム，筐体，車軸（トロリ横行用，ブリッジ走行用）及び転

倒防止装置の腐食（全面腐食） 

ケーシングは鋳鉄であり，軸継手，トロリフレーム，ブリッジフレーム，転倒

防止装置，筐体及び車軸は炭素鋼であることから，腐食の発生が想定されるが，

大気接触部は塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，ケーシング，軸継手，トロリフレーム，ブリッジフレーム，筐体，

車軸及び転倒防止装置の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

f. ブレーキプレート［ブレーキ（主ホイスト用，マスト旋回用，ブリッジ走行用，

トロリ横行用）］，レール取付ボルト（トロリ横行用），車輪（トロリ横行用，

ブリッジ走行用），レール（トロリ横行用，ブリッジ走行用）及びガイドローラ

の腐食（全面腐食） 

ブレーキプレート，レール取付ボルト，車輪，レール及びガイドローラは炭素

鋼又は低合金鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検において有意な腐食がないことを確認するこ

ととしている。 

したがって，ブレーキプレート，レール取付ボルト，車輪，レール及びガイド

ローラの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

g. トロリフレーム，ブリッジフレーム及びレール（トロリ横行用，ブリッジ走行

用）の疲労割れ 

トロリフレーム，ブリッジフレーム及びレールの起動・停止等の荷重変動によ

り，疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検及び動作確認により，有意な変形及び動作不

良がないことを確認することとしている。 

したがって，トロリフレーム，ブリッジフレーム及びレールの疲労割れは，高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 電源装置及び信号変換処理部の特性変化 

電源装置及び信号変換処理部は，マイグレーションによる基板内 IC での回路間

短絡，断線による特性変化の発生が想定されるが，マイグレーション対策につい

ては，設計・製造プロセスが改善されており，屋内空調環境に設置されているこ

とから，特性変化が発生する可能性は小さい。 

また，点検時の特性試験によって電源装置及び信号変換処理部の有意な特性変

化がないことを確認することとしている。 

したがって，電源装置及び信号変換処理部の特性変化は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 整流子の摩耗［モータ（主ホイスト用，ブリッジ走行用，トロリ横行用）（低圧，

直流，全閉型）］ 

整流子は，ブラシとの接触面に摩耗の発生が想定されるが，整流子材はブラシ

材よりも硬質であることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されていることから，塵埃による摩耗が発生する可

能性は小さい。 

なお，点検時に清掃，目視点検，動作時の火花発生有無確認及びブラシ摩耗量

測定を実施しており，有意な摩耗がないことを確認することとしている。 

したがって，整流子の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

j. 筐体取付ボルトの腐食（全面腐食） 

筐体取付ボルトは炭素鋼であるため腐食の発生が想定されるが，ボルト表面は

亜鉛メッキ仕上げが施されているとともに，屋内空調環境に設置されていること

から，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により有意な腐食がないことを確認しており，必要に

応じて補修または取替を行うこととしている。 

したがって，筐体取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. 操作スイッチ及び押釦スイッチの導通不良 

操作スイッチ及び押釦スイッチは，接点に付着する浮遊塵埃と接点表面に形成

される酸化皮膜による導通不良の発生が想定されるが，屋内空調環境に設置され

ていることから，浮遊塵埃の付着量，酸化皮膜量ともごくわずかであり，導通不

良が発生する可能性は小さい。 

また，点検時の動作確認により導通不良がないことを確認することとしている。 

したがって，操作スイッチ及び押釦スイッチの導通不良は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 主軸の摩耗［モータ（マスト旋回用）（低圧，交流，全閉型），モータ（主ホイ

スト用，トロリ横行用，ブリッジ走行用）（低圧，直流，全閉型）及び速度検出

器］ 

主軸は軸受（ころがり）との接触面に摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，点検時に主軸の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補

修を実施することとしている。 

したがって，主軸の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

m. フレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐食）［モータ（主ホイス

ト用，ブリッジ走行用，トロリ横行用）（低圧，直流，全閉型）］ 

フレーム，エンドブラケット及び端子箱は炭素鋼であり，腐食の発生が想定さ

れるが，大気接触部には塗装が施されており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，フレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［モータ（主ホイスト用，ブリッ

ジ走行用，トロリ横行用）（低圧，直流，全閉型）］ 

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼板であり，腐食の発生が想定されるが，固

定子コア及び回転子コアには絶縁ワニス処理が施されており，腐食が発生する可

能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により有意な腐食がないことを確認しており，必要に

応じて補修を実施することで機能を維持することとしている。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は，高経年対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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o. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［モータ（主ホイスト用，ブリッジ走行用，トロ

リ横行用）（低圧，直流，全閉型）］ 

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部には塗装

が施されており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

p. フレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐食）［モータ（マスト旋

回用）（低圧，交流，全閉型）］ 

q. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）［モータ（マスト旋回用）（低圧，

交流，全閉型）］ 

r. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［モータ（マスト旋回用）（低圧，交流，全閉

型）］ 

s. 主軸の高サイクル疲労割れ［モータ（マスト旋回用）（低圧，交流，全閉型）］ 

 

 以上，p.～s.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」のうち，低圧ポン

プモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

t. ピストンの摩耗［燃料つかみ具］ 

燃料つかみ具のピストンは，シリンダケースと機械的要因による摩耗の発生が

想定されるが，通常運転中，シリンダケースとピストンは常にパッキン（消耗

品）により隔てられた構造となっており，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び動作確認において有意な摩耗及び動作不良は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストンの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

u. ワイヤドラム及びシーブの摩耗 

ワイヤドラム及びシーブは，ワイヤロープと接しており，機械的要因による摩

耗の発生が想定されるが，ワイヤドラム及びシーブはワイヤロープの巻取り方向

に沿って回転する構造となっていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び動作確認において有意な摩耗及び動作不良は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ワイヤドラム及びシーブの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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v. ギヤの摩耗［減速機（トロリ横行用，ブリッジ走行用）］ 

ギヤは，機械的要因による摩耗の発生が想定されるが，潤滑油により潤滑され

ていることから摩耗が発生する可能性は小さい。 

 なお，これまでの目視点検及び動作確認において有意な摩耗及び動作不良は確

認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ギヤの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

w. 軸受（ころがり）の摩耗［減速機（トロリ横行用，ブリッジ走行用）及び車輪

（トロリ横行用，ブリッジ走行用)］ 

軸受（ころがり）については，摺動に伴い軸受内面摺動部に摩耗の発生が想定

されるが，潤滑油により潤滑されていることから，摩耗が発生する可能性は小さ

い。 

なお，摩耗による異常は，使用前の動作確認により検知可能であり，これまで

の動作確認において動作不良は発生しておらず，今後もこれらの傾向が変化する

要因があるとは考え難い。 

したがって，軸受（ころがり）の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

x. ブレーキプレート及びブレーキライニングの摩耗［ブレーキ（主ホイスト用，マ

スト旋回用，ブリッジ走行用，トロリ横行用） ］ 

燃料取替機に使用しているブレーキは，ブレーキライニングをスプリングの力

によりブレーキプレートに押し付けることにより制動力を得るものであり，摩耗

の発生が想定されるが，いずれも制御系で速度を落とした後，その位置を保持す

るために使用していることから，急激な摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，点検時の間隙寸法測定において，有意な摩耗の有無を確認しており，必

要に応じブレーキプレートより硬度の低いブレーキライニングの取替を行うこと

としており，ブレーキプレートの摩耗発生の可能性は小さい。 

さらに，これまでの点検結果において有意な摩耗は確認されておらず，今後も

これらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ブレーキプレート及びブレーキライニングの摩耗は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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y. 車軸（トロリ横行用，ブリッジ走行用）の高サイクル疲労割れ 

車軸には，走行・横行運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部に

おいて，高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，設計段階において高サイクル疲労を起こさないように考慮され

ていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意なき裂は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，車軸の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

z. リミットスイッチの導通不良 

リミットスイッチは，接点に付着する浮遊塵埃による導通不良の発生が想定さ

れるが，屋内空調環境に設置されていることから，塵埃が付着する可能性は小さ

い。 

なお，これまでの動作確認において導通不良は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，リミットスイッチの導通不良は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

aa. 主軸の高サイクル疲労割れ［モータ（主ホイスト用，ブリッジ走行用，トロリ

横行用）（低圧，直流，全閉型）］ 

主軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，高サ

イクル疲労割れが想定される。 

しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮され

た設計となっており，高サイクル疲労が発生する可能性は小さい。 

なお，点検時の目視点検において有意なき裂がないことを確認することとして

おり，これまでの運転で高サイクル疲労による割れは発生しておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. レール基礎ボルト（ブリッジ走行用）の腐食（全面腐食） 

レール基礎ボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，レール基礎ボルト全体はコンクリートに埋設されており，コン

クリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となるが，コンク

リートが中性化に至り，レール基礎ボルトに有意な腐食が発生するまで長期間を

要す。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，レール基礎

ボルト（ブリッジ走行用）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［モータ（主ホイスト用，ブリッジ

走行用，トロリ横行用）（低圧，直流，全閉型）］ 

回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する電磁力等によ

り繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一体

形成され，スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されてい

るため，回転子棒とスロットの間に隙間や緩みは生じないため，繰返し応力によ

る疲労割れが発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，回転子棒及

び回転子エンドリングの疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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c. 回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［モータ（マスト旋回用）（低圧，

交流，全閉型）］ 

 

 以上，c.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」のうち，低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

d. スプリングのへたり［燃料つかみ具，ブレーキ（主ホイスト用，トロリ横行用，

ブリッジ走行用，マスト旋回用)］ 

スプリングは常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりの発生が想定

される。 

しかしながら，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよ

うに設定されており，さらに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度より

も実際の使用温度は低いことから，へたりが発生する可能性はない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/4） 燃料取替機に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料の落下

防止 
保持 

燃 料 つ

かみ具 

スプリング  ステンレス鋼       ▲*1 *1:へたり 

ピストン  ステンレス鋼 △       

フック  ステンレス鋼 △       

エアホース ◎ －        

パッキン ◎ －        

ガイドレール  ステンレス鋼 △       

ベアリング（回転

防止，内面，外

面） 

 ステンレス鋼 △       

マストチューブ  
ステンレス鋼

鋳鋼 
△       

主ホイストワイヤロープ ◎ －        

ワイヤドラム  ステンレス鋼 △       

シーブ  ステンレス鋼 △       

減速機（トロ

リ横行用，ブ

リッジ走行

用） 

ケーシング  鋳鉄  △      

ギヤ  低合金鋼 △       

軸受（ころが

り） 
 低合金鋼 △       

軸継手  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

 

－
 
6
-
2
2
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表 2.2-1（2/4） 燃料取替機に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料の落下

防止 
保持 ブレーキ*1 

ブレーキプレ

ート 
 炭素鋼 △ △      

*1:主ホイスト用，

トロリ横行用，

ブリッジ走行

用，マスト旋回

用 

*2:トロリ横行用，

ブリッジ走行用 

*3:へたり 

*4:絶縁特性低下 

*5:高サイクル疲 

労割れ 

ブレーキライ

ニング 
 

ノンアスベス

ト材 
△       

スプリング  ステンレス鋼       ▲*3 

電磁コイル  エナメル線       ○*4 

機器の支持 支持 

トロリフレーム  炭素鋼  △ △     

ブリッジフレーム  炭素鋼  △ △     

レール基礎ボルト（ブリ

ッジ走行用) 
 炭素鋼  ▲      

レール取付ボルト（トロ

リ横行用） 
 低合金鋼  △      

筐体  炭素鋼  △      

筐体取付ボルト  炭素鋼  △      

走行・横行

機能 

走行・横

行 

車輪*2，

軸受*2 

車輪  炭素鋼 △ △      

軸受（ころ

がり） 
 低合金鋼 △       

車軸*2  炭素鋼 △ △ △*5     

レール*2  炭素鋼 △ △ △     

転倒防止装置  炭素鋼  △      

ガイドローラ  炭素鋼 △ △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
 
6
-
2
3
 
－

表 2.2-1（3/4） 燃料取替機に想定される経年変化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機 器 の 監

視・操作・

制御保護の

維持 

操作監視 

回路 

配線用遮断器 ◎ －         
*1:電解コンデンサ，

抵抗器 

サイリスタ整

流器 
◎ －         

電磁接触器 ◎ －         

電源装置 ◎*1 半導体他       △  

信号変換処理

部 
◎*1 半導体他       △  

補助継電器 ◎ －         

タイマー ◎ －         

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（4/4） 燃料取替機に想定される経年変化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機器の監視

･操作･制御

保護の維持

操作監視

回路 

故障表示器 ◎ －         *1:主軸 

*2:整流子 

*3:フレーム，エンド

ブラケット及び端

子箱 

*4:固定子コア及び 

回転子コア 

*5:取付ボルト 

*6:主軸の高サイクル

疲労割れ 

*7:回転子棒及び回転

子エンドリング 

*8:固定子コイル及び

口出線・接続部品 

*9:回転子コイル，固

定子コイル及び口

出線・接続部品 

*10: 軸 受 （ こ ろ が

り） 

*11:ブラシ 

表示灯 ◎ －         

操作スイッチ  銅他      △   

押釦スイッチ  銅他      △   

ロードセル（主

ホイスト) 
 

炭素鋼, 

歪ゲージ 
      ○  

リミットスイッ

チ 
 銅他      △   

モータ（マスト

旋回用）（低

圧，交流，全閉

型） 

◎*10 銅他 △*1 △*3*4*5 △*6 

▲*7 
 ○*8    

モータ（主ホイ

スト用，ブリッ

ジ走行用，トロ

リ横行用）（低

圧，直流，全閉

型） 

◎*10*11 銅他 △*1*2 △*3*4*5 △*6 

▲*7 
 ○*9    

速度検出器 ◎*10 炭素鋼 △*1        

ヒューズ ◎ －         

〇：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) ロードセル（主ホイスト）の特性変化 

a. 事象の説明 

ロードセル（主ホイスト）の特性変化は，歪ゲージの長期間の使用に伴い歪ゲー

ジの初期歪が変化し測定値の誤差が大きくなる可能性があり，経年劣化に対する評

価が必要である。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

ロードセル（主ホイスト）の特性変化に対しては，歪ゲージの腐食による特性

変化が主要因であるが，歪ゲージ貼付部は，不活性（窒素）ガスを封入した気密

構造になっており，歪ゲージの腐食が発生する可能性は小さいものの，今後特性

変化が起こる可能性は否定出来ない。 

 

② 現状保全 

ロードセル（主ホイスト）の特性変化に対しては，荷重検出器接点動作値の確

認，調整及び指示計校正を実施しており，健全であることを確認している。 

また，歪ゲージの腐食による特性変化が生じた場合は，取替を行うこととして

いる。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果から判断してロードセル（主ホイスト）の特性変化の可能性は

否定できないものの，荷重検出器接点動作値の確認，調整及び指示計校正により

ロードセル（主ホイスト）の健全性の把握は可能であり，点検手法としては適切

であると判断する。 

したがって，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応  

ロードセル（主ホイスト）の特性変化に対しては，高経年化対策の観点から現状

の保全内容に対し追加すべき項目はない。 
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(2) 電磁コイル［ブレーキ（主ホイスト用，マスト旋回用，ブリッジ走行用，トロリ横

行用）］，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品［モータ（主ホイス

ト用，ブリッジ走行用，トロリ横行用）（低圧，直流，全閉型）］の絶縁特性低下 

 

a. 事象の説明 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

要因としては，熱による特性変化，絶縁物に付着するごみ，塵埃又は内部の微小な

ボイド等による放電等，機械的，熱的，電気的及び環境的要因で経年的に劣化が進

行し，外表面，内部等から絶縁低下の発生が懸念される。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品については，

機械的，熱的及び電気的要因及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，外表

面，内部等から絶縁特性低下が発生する可能性があるが，最も絶縁特性低下に影

響を及ぼす要因は環境的劣化である。 

しかしながら，環境的要因は清掃を実施することにより健全性の維持は可能で

ある。 

さらに，点検時には，目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施し，これまでの

点検結果において，有意な絶縁特性低下は確認されていない。 

これらのことから，今後も急激な絶縁特性低下が起こる可能性は小さいと考え

られるが，絶縁特性が変化する可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低

下に対しては，点検時において目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な

絶縁特性低下がないことを確認している。 

また，点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合には，洗浄・乾燥及び絶縁

補修（絶縁物にワニスを注入）または，固定子コイル及び口出線・接続部品もし

くはモータの取替を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，電磁コイル，回転子コイル，固

定子コイル及び口出線・接続部品の急激な絶縁特性低下の可能性は小さい。 

さらに，絶縁特性低下は，点検時における目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定に

て把握可能であり，これまでに絶縁特性低下による異常は発生していない。 

今後も目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで異常の有無は把握可

能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 
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 c. 高経年化への対応 

電磁コイル，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低

下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に対し追加すべき項目は

ない。 
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(3) 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［モータ（マスト旋回用）（低

圧，交流，全閉型）］ 

 

固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説明」，「技

術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポ

ンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 



 

 

 

 

 

7. 燃料取扱クレーン 
 

 

［対象機器］ 

① 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン 

② DC 建屋*天井クレーン 

*：使用済燃料乾式貯蔵建屋 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している燃料取扱クレーンの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 燃料取扱クレーンの主な仕様 

機器名称 仕様（容量） 重要度*1

使用条件 

運転状態 
使用温度 

（℃） 

原子炉建屋 6 階天井走行

クレーン 

主巻 125 ton 

補巻 5 ton，1 ton  
PS-2 一時 常温 

DC 建屋*2天井クレーン 130 ton PS-2 一時 常温 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

 

なお，原子炉建屋 6 階天井走行クレーンの構成部品のうちモノレールホイスト 10 ton，

及び DC 建屋天井クレーンの構成部品のうち補巻 10 ton については，直接燃料を取扱うこと

はなく燃料を安全に取扱う機能に該当しないことから，評価対象外とする。 
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2. 燃料取扱クレーンの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン 

(1) 構造 

原子炉建屋 6 階天井走行クレーンは，燃料の取扱等に使用される。容量は 125 ton

の主巻，5 ton 及び 1 ton の補巻が各 1 基設置されている。 

原子炉建屋 6 階天井走行クレーンは，原子炉運転操作床をまたいで走行するための

ガーダ，サドル，車輪及びレール，その上を走行するトロリ，フック，ワイヤロープ

及び制御盤等から構成される。フックはステンレス鋼又は炭素鋼であり，荷重はトロ

リ，ガーダ及びサドルにより支持されている。モータ（巻上用，横行用，走行用）は

直流電源で駆動している。 

原子炉建屋 6 階天井走行クレーンについては，「クレーン等安全規則」に基づき年

次点検及び月例点検時に各部の分解点検及び簡易点検を行うことで，点検手入れが可

能である。 

原子炉建屋 6 階天井走行クレーンの全体図を図 2.1-1，トロリ詳細図を図 2.1-2，

構造図を図 2.1-3～2.1-6 に，クレーン制御盤の構成図を図 2.1-7 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

原子炉建屋 6 階天井走行クレーン主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン全体図 

②

③

⑤

⑥ 

⑦⑧⑨ 

① 

④ 

No. 部位 

① ワイヤロープ（主巻 125 ton） 
② ワイヤロープ（補巻 5 ton） 

③ ワイヤロープ（補巻 1 ton） 

④ トロリ 

⑤ サドル 

⑥ ガーダ 

⑦ レール取付ボルト 

⑧ 車輪 
⑨ レール 
⑩ 浮上がり防止ラグ 

 

⑩
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図 2.1-2 原子炉建屋 6 階天井走行クレーントロリ詳細図 

No. 部位 

① ブレーキ（主巻 125 ton） 

② ブレーキ（補巻 5 ton） 

③ ブレーキ（補巻 1 ton） 

④ ブレーキ（横行用） 

⑤
モータ（巻上用）（低圧，直流，

全閉型） 

⑥
モータ（横行用）（低圧，直流，

全閉型） 

 

②

③ 

① ⑤

⑤

④

 
⑥

 

⑤
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図 2.1-3 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン構造図

A 

A 詳細 

B 

B 

B－B 

② 

① 

No. 部位 

① ブレーキ（走行用） 

②
モータ（走行用）（低圧，

直流，全閉型） 
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No. 部位 

① フック 

② ワイヤドラム 

③ シーブ 

④ 減速機 

⑤ 軸継手 

 

②

④ 

③

①

⑤⑤

図 2.1-4 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン構造図（主巻 125 ton） 

⑤ ⑤
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図 2.1-5 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン構造図（補巻 5 ton）

No. 部位 

① フック 

② ピン 

③ ワイヤドラム 

④ シーブ 

⑤ 減速機 

⑥ 軸継手 

 

①

② 

 

 
⑤ ③

④

フック 

⑥ ⑥ ⑥
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No. 部位 

① フック 

② ピン 

③ ワイヤドラム 

④ シーブ 

⑤ 減速機 

⑥ 軸継手 

① 

③ 

⑤ 

④ 

フック 

図 2.1-6 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン構造図（補巻 1 ton） 

⑥

②



  

 

－
 7
-
9
 －

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-7 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン制御盤構成図 

No. 部位 
① 配線用遮断器 
② サイリスタ整流器 
③ 電磁接触器 
④ 信号処理部 
⑤ 補助継電器 
⑥ 計器用変圧器 
⑦ 表示器 
⑧ 操作スイッチ 
⑨ ヒューズ 
⑩ 筐体 
⑪ 筐体取付ボルト 

 

1

3

6

5

7 

8 6

4 

2  

9

10 

11 

1 

ｻｲﾘｽﾀ整流器 

ｻｲﾘｽﾀ整流器 

モータ（低圧，直流，全閉型） 

補助継電器 電磁接触器 

2

操作スイッチ 

電磁接触器 

信号処理部 

表示器 

電磁ブレーキ 

リミットスイッチ 

速度検出器 

電源回路 

信号回路 

電源 



  

－ 7-10 － 

表 2.1-1（1/2） 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

主巻 125 ton 補巻 5 ton 補巻 1 ton 

燃料の落下

防止 
保持 

フック 
フック 炭素鋼 ステンレス鋼 ステンレス鋼

ピン － ステンレス鋼 ステンレス鋼

ワイヤロープ （定期取替品） 

ワイヤドラム 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

シーブ 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

減速機 

ケーシング 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

ギヤ 
低合金鋼， 

炭素鋼 

低合金鋼， 

炭素鋼 

低合金鋼， 

炭素鋼 

軸受（ころが

り） 
低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 

軸継手 鋳鋼，炭素鋼 鋳鋼，炭素鋼 鋳鋼，炭素鋼

ブレーキ

(巻上用) 

ドラム 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 

ライニング ウーブン系 ウーブン系 
レジンモール

ド系 

スプリング ばね鋼 ばね鋼 ばね鋼 

電磁コイル 銅，絶縁物 銅，絶縁物 銅，絶縁物 

ブレーキ

(走行・横

行用) 

ドラム, プレ

ート 
鋳鉄 

ライニング レジンモールド系 

スプリング ばね鋼 

電磁コイル 銅，絶縁物 

機器の支持 支持 

トロリ 炭素鋼 

サドル 炭素鋼 

ガーダ 炭素鋼 

レール取付ボルト 炭素鋼 

筐体 炭素鋼 

筐体取付ボルト 炭素鋼 

走行・横行 

機能 

走行・

横行 

車輪 
車輪 炭素鋼 

軸受（ころがり）低合金鋼 

レール 炭素鋼 

浮上がり防止ラグ 炭素鋼 
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表 2.1-1（2/2） 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

機器の監視・操

作・制御保護の

維持 

操作監視

回路 

配線用遮断器 銅他 

サイリスタ整流器 半導体他 

電磁接触器 銅他 

信号処理部 半導体，電解コンデンサ，可変抵抗器他

補助継電器 銅他 

計器用変圧器 銅他 

表示器 （消耗品） 

操作スイッチ 銅他 

リミットスイッチ 銅他 

モータ（巻上用，横行

用，走行用）（低圧，

直流，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

フレーム，エンドブラケット及び端子箱：

圧延鋼板 

回転子及び固定子コア：電磁鋼板 

固定子コイル及び口出線・接続部品：銅，

絶縁物 

回転子コイル：銅，絶縁物 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

整流子：銅 

ブラシ：（消耗品） 

速度検出器 （定期取替品） 

ヒューズ （消耗品） 

 

 

表 2.1-2 原子炉建屋 6 階天井走行クレーンの使用条件 

容量 主巻 125 ton，補巻 5 ton，1 ton 

使用温度 常温 

周囲温度 40 ℃ 

設置場所 原子炉建屋 
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2.1.2 DC 建屋天井クレーン 

(1) 構造 

DC 建屋天井クレーンは，使用済燃料乾式貯蔵容器の取扱等に使用される。容量は

130 ton の主巻が 1 基設置されている。 

DC 建屋天井クレーンは，建屋床をまたいで走行するためのガーダ，サドル，車輪

及びレール，その上を走行するトロリ，フック，ワイヤロープ，クレーン制御盤等か

ら構成される。フックは炭素鋼であり，荷重はトロリ，ガーダ及びサドルにより支持

されている。モータ（巻上用，横行用，走行用）は交流電源で駆動している。 

DC 建屋天井クレーンについては，「クレーン等安全規則」に基づき年次点検及び

月例点検時に各部の分解点検及び簡易点検を行うことで，点検手入れが可能である。 

DC 建屋天井クレーンの全体図を図 2.1-8，走行装置及び横行装置の構造図を図

2.1-9，フックの構造図を図 2.1-10，クレーン制御盤の構成図を図 2.1-11 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

DC 建屋天井クレーン主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に示

す。 
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No. 部位 No. 部位 

① ワイヤロープ ⑧ ガーダ 

② 減速機 ⑨ 車輪 

③ ブレーキ（巻上用） ⑩ レール 

④ ブレーキ（横行用） ⑪ 浮上がり防止ラグ 

⑤ ブレーキ（走行用） ⑫ モータ（巻上用）（低圧，交流，全閉型）

⑥ トロリ ⑬ モータ（横行用）（低圧，交流，全閉型）

⑦ サドル ⑭ モータ（走行用）（低圧，交流，全閉型）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-8  DC 建屋天井クレーン全体図

⑪ 

⑨⑩ ② 

⑤⑭ 
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⑥ ④⑬ 
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図 2.1-9 DC 建屋天井クレーン走行装置，横行装置構造図 

① 

① 

⑤ 

⑥ 

⑦ 走行装置（片側）

横行装置 

⑨ 
④ 

③ 
⑧ 

② 

⑦ 
⑤ 

⑥ 

No. 部位 

① 減速機 

② 軸継手 

③ ブレーキ（横行用） 

④ ブレーキ（走行用） 

⑤ レール取付ボルト 

⑥ 車輪 

⑦ レール 

⑧
モータ（横行用）（低圧，

交流，全閉型） 

⑨
モータ（走行用）（低圧，

交流，全閉型） 
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図 2.1-10 DC 建屋天井クレーンフック構造図 

No. 部位 

① フック 

② ピン 

③ ワイヤロープ 

④ ワイヤドラム 

⑤ シーブ 

⑥ 減速機 

⑦ ブレーキ 

⑧ 
モータ（巻上用）（低圧，

交流，全閉型） 

 

① 

⑤ 

④ 

⑥ 

③ 

⑦ ⑧ 

② 
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図 2.1-11 DC 建屋天井クレーン制御盤構成図

No. 部位 

① 配線用遮断器 
② サイリスタ整流器 
③ 電磁接触器 
④ 信号処理部 
⑤ 補助継電器 
⑥ 計器用変圧器 
⑦ 表示器 
⑧ 操作スイッチ 
⑨ ヒューズ 
⑩ 筐体 
⑪ 筐体取付ボルト 

 

電源 

電磁接触器 電磁接触器 

ｻｲﾘｽﾀ整流器 

補助継電器 信号処理部 

操作スイッチ 

表示器 

1

3

6

5

7 

8 

4 

2  9

10

11

電源回路 

信号回路 

電磁ブレーキ 速度検出器 

モータ（低圧，交流，全閉型） 

2 次抵抗器 
リミットスイッチ 
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表 2.1-3（1/2） DC 建屋天井クレーン主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

燃料の落下

防止 
保持 

フック 
フック 炭素鋼 

ピン 炭素鋼 

ワイヤロープ （定期取替品） 

ワイヤドラム 炭素鋼 

シーブ 炭素鋼 

減速機 

ケーシング 炭素鋼 

ギヤ 低合金鋼，炭素鋼 

軸受（ころがり） 低合金鋼 

軸継手 鋳鋼，炭素鋼 

ブレーキ(巻

上用) 

ドラム 鋳鉄 

ライニング ウーブン系 

スプリング ばね鋼 

電磁コイル 銅，絶縁物 

ブレーキ(横

行・走行用) 

プレート 鋳鉄 

ライニング レジンモールド系 

スプリング ばね鋼 

電磁コイル 銅，絶縁物 

機器の支持 支持 

トロリ 炭素鋼 

サドル 炭素鋼 

ガーダ 炭素鋼 

レール取付ボルト 低合金鋼 

筐体 炭素鋼 

筐体取付ボルト 炭素鋼 

走行・横行 

機能 
走行・横行 

車輪 
車輪 炭素鋼 

軸受（ころがり） 低合金鋼 

レール 炭素鋼 

浮上がり防止ラグ 炭素鋼 
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表 2.1-3（2/2） DC 建屋天井クレーン制御盤主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

機器の監視 

・操作・制御

保護の維持 

操作監視回路 

配線用遮断器 銅他 

サイリスタ整流器 半導体他 

電磁接触器 銅他 

信号処理部 半導体，電解コンデンサ，可変抵抗器他

補助継電器 銅他 

計器用変圧器 銅,エポキシ,鉄 

2 次抵抗器 
抵抗素子：ステンレス鋼板 

絶縁物：磁器他 

表示器 （消耗品） 

操作スイッチ 銅他 

リミットスイッチ 銅他 

モータ（巻上用，横行

用，走行用）（低圧，

交流，全閉型） 

主軸：炭素鋼 

フレーム，エンドブラケット及び端子箱：

圧延鋼板 

回転子及び固定子コア：電磁鋼板 

回転子棒及び回転子エンドリング：アルミ

ニウム合金 

固定子コイル及び口出線・接続部品：銅，

絶縁物 

回転子コイル：銅，絶縁物 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

速度検出器 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・接続部品：銅，

絶縁物 

回転子コイル：銅，絶縁物 

軸受（ころがり）：（消耗品） 

ブラシ：（消耗品） 

ヒューズ （消耗品） 

 

 

表 2.1-4 DC 建屋天井クレーンの使用条件 

容量 130 ton 

使用温度 常温 

周囲温度 40 ℃ 

設置場所 使用済燃料乾式貯蔵建屋 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

燃料取扱クレーンの機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 燃料の落下防止 

(2) 機器の支持 

(3) 走行・横行機能 

(4) 機器の監視・操作・制御保護の維持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

燃料取扱クレーンについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部品に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（圧力，温度等）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

表示器，モータ軸受（ころがり），ブラシ，ヒューズは消耗品であり，ワイヤロー

プ，原子炉建屋 6 階天井走行クレーンの速度検出器は定期取替品であり，設計時に長

期使用せず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象

外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］及び速度

検出器［DC 建屋天井クレーン］の回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接

続部品の絶縁特性低下 

 

b. ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）

原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

 

c. 計器用変圧器の絶縁特性低下［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天

井クレーン］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. フック及びピンの摩耗及びき裂［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子

炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

フック及びピンは，燃料等の取扱時に摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，定期的なフックの目視点検にて有意な摩耗がないことを確認し，

浸透探傷検査にて有意なき裂のないことを確認することとしている。 

したがって，フック及びピンの摩耗及びき裂は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 減速機ケーシング，軸継手，トロリ，サドル，ガーダ，レール取付ボルト及び浮

上がり防止ラグの腐食（全面腐食）［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原

子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

減速機ケーシング，トロリ，サドル，ガーダ及び浮上がり防止ラグは炭素鋼，軸

継手は鋳鋼及び炭素鋼，レール取付ボルトは炭素鋼及び低合金鋼であり腐食の発生

が想定される。 

しかしながら，大気接触部には塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は

小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合

は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，減速機ケーシング，軸継手，トロリ，サドル，ガーダ，レール取付

ボルト及び浮上がり防止ラグの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. フックの腐食（全面腐食）［（主巻 125 ton）原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC

建屋天井クレーン］ 

フック（DC 建屋天井クレーンにおいてはピンを含む）は炭素鋼であり腐食の発

生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検にて有意な腐食がないことを確認することとし

ている。 

したがって，フックの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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d. ワイヤドラム，シーブ，ブレーキドラム，プレート，車輪及びレールの腐食（全

面腐食）［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子炉建屋 6 階天井走行クレ

ーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

ブレーキドラム，プレートは鋳鉄，ワイヤドラム，シーブ，車輪及びレールは炭

素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検にて有意な腐食がないことを確認することとし

ている。 

したがって，ワイヤドラム，シーブ，ブレーキドラム，プレート，車輪及びレー

ルの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

e. 車輪及びレールの摩耗［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレー

ン］ 

レール上面及び側面と車輪は転がり接触であるため，すべりが生じる可能性があ

ることから，摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検にて有意な摩耗がないことを確認することとし

ている。 

したがって，車輪及びレールの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

f. トロリ，サドル，ガーダ及びレールの疲労割れ［原子炉建屋 6 階天井走行クレー

ン］［DC 建屋天井クレーン］ 

トロリ，サドル，ガーダ及びレールは，トロリ，サドル，主巻フック等の荷重を

受けているため，疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，定期的な目視点検及び動作確認により，有意な変形及び動作不良

がないことを確認することとしている。 
したがって，トロリ，サドル，ガーダ及びレールの疲労割れは，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 筐体の腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体は炭素鋼であり腐食の発生が想定されるが，筐体表面は塗装が施されている

ため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合

は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，筐体の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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h. 電磁接触器，補助継電器，操作スイッチ及びリミットスイッチの導通不良［原子

炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

電磁接触器，補助継電器，操作スイッチ及びリミットスイッチは，接点に付着す

る浮遊塵埃による導通不良の発生が想定される。 

しかしながら，屋内環境に設置されていることから，塵埃付着による導通不良が

発生する可能性は小さい。 

また，年次点検時に動作確認を実施し異常のないことを確認することとしている。 

したがって，電磁接触器，補助継電器，操作スイッチ及びリミットスイッチの導

通不良は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. サイリスタ整流器及び信号処理部の特性変化［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］

［DC 建屋天井クレーン］ 

サイリスタ整流器及び信号処理部は，電解コンデンサ等の使用部品の劣化や電気

回路の不良による特性変化の発生が想定される。 

しかしながら，特性変化の主要因である電解コンデンサについては，大きな劣化

をきたす前に取替えることとしており，電気回路の不良はマイグレーションによる

基板内 IC での回路間短絡，断線が挙げられるが，マイグレーション対策について

は，設計・製造プロセスが改善されており，屋内環境に設置されていることから，

特性変化が発生する可能性は小さい。 

また，年次点検時に動作確認を実施し，有意な特性変化がないことを確認するこ

ととしている。 

したがって，サイリスタ整流器及び信号処理部の特性変化は，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 2 次抵抗器の絶縁特性低下［DC 建屋天井クレーン］ 

2 次抵抗器の絶縁物は磁器であるため，環境的要因による絶縁特性低下の発生が

想定されるが，2 次抵抗器は屋内環境に設置されているとともに，点検時に清掃を

実施していることから，絶縁特性低下が発生する可能性は小さい。 

また，点検時に絶縁抵抗測定を実施し，有意な絶縁抵抗低下がないことを確認す

ることとしている。 

したがって，2 次抵抗器の絶縁特性低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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k. 筐体取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体取付ボルトは炭素鋼であり腐食の発生が想定されるが，ボルト表面は亜鉛メ

ッキ仕上げが施されているとともに，屋内環境に設置されていることから，腐食が

発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により有意な腐食がないことを確認しており，必要に応

じて補修または取替を行うことで機能を維持することとしている。 

したがって，筐体取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 配線用遮断器の固渋［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

配線用遮断器は周囲温度，浮遊塵埃，発熱，不動作状態の継続により，手動操作

機構部の潤滑性能が低下し，摩擦の増大による固渋の発生が想定されるが，配線用

遮断器は耐熱性，耐揮発性に優れ潤滑性能が低下し難いグリースが使われており，

固渋が発生する可能性は小さい。 

また，屋内環境に設置されていることから，周囲温度，浮遊塵埃による影響は少

ない。 

さらに，年次点検時に作動確認を実施し，有意な固渋がないことを確認すること

としている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

m. モータ［（低圧，直流，全閉型）原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］及び速度検

出器［DC 建屋天井クレーン］の整流子摩耗 

整流子はブラシとの接触面に摩耗の発生が想定されるが，整流子材はブラシ材よ

り硬質であることから摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，屋内環境に設置されていることから，塵埃による摩耗が発生する可能性も

小さい。 

さらに，点検時に清掃，目視点検，ブラシ摩耗確認及び動作確認を実施し，有意

な整流子摩耗がないことを確認することとしている。 

したがって，モータ及び速度検出器の整流子摩耗は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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n. モータ（低圧，直流，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）

［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］ 

固定子コア及び回転子コアは電磁鋼板であり，腐食の発生が想定されるが，固定

子コア及び回転子コアには絶縁ワニス処理が施されており，腐食進行の可能性は小

さい。 

また，定期的な目視点検により有意な腐食がないことを確認しており，必要に応

じて補修を実施することで機能を維持することとしている。 

したがって，モータの固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は，高経年

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. モータ（低圧，直流，全閉型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食

（全面腐食）［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］ 

フレーム，エンドブラケット及び端子箱は炭素鋼であり，腐食の発生が想定され

るが，大気接触部には塗装が施されており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合

は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。  

したがって，モータのフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. モータ（低圧，直流，全閉型）の主軸の摩耗［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］ 

主軸は軸受との接触面に摩耗の発生が想定されるが，点検時に主軸の寸法測定を

行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，モータの主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

q. モータ（低圧，直流，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食）［原子炉建屋 6

階天井走行クレーン］ 

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部には塗装が

施されており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，定期的な目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合

は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。  

したがって，モータの取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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r. モータ（低圧，交流，全閉型）及び速度検出器の固定子コア及び回転子コアの腐

食（全面腐食）［DC 建屋天井クレーン］ 

s. モータ（低圧，交流，全閉型）及び速度検出器のフレーム，エンドブラケット及

び端子箱の腐食（全面腐食）［DC 建屋天井クレーン］ 

t. モータ（低圧，交流，全閉型）及び速度検出器の主軸の摩耗［DC 建屋天井クレー

ン］ 

u. モータ（低圧，交流，全閉型）及び速度検出器の取付ボルトの腐食（全面腐食）

［DC 建屋天井クレーン］ 

v. モータ（低圧，交流，全閉型）及び速度検出器の主軸の高サイクル疲労割れ［DC

建屋天井クレーン］ 

 

以上，r.～v.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」のうち，低圧ポンプ

モータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

w. ブレーキドラム，プレート及びブレーキライニングの摩耗［原子炉建屋 6 階天井

走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

ブレーキは，ブレーキライニングをスプリングの力によりブレーキドラム又はプ

レートに押し付けることにより制動力を得るものであり，いずれも制御系で速度を

落とした後，その位置を保持する為に使用していることから有意な摩耗が発生する

可能性は小さい。 

なお，目視点検及び寸法測定において有意な摩耗の有無，ライニングはく離の有

無を確認し，必要に応じブレーキドラム，プレートより硬度の低いブレーキライニ

ングの取替を行うこととしており，ブレーキドラム，プレートの摩耗が発生する可

能性は小さい。ブレーキライニング接着面は溝付で容易にはがれない構造となって

いることから，はく離が発生する可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ブレーキドラ

ム，プレート及びブレーキライニングの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

x. ギヤの摩耗［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子炉建屋 6 階天井走行

クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

減速機のギヤは，機械的要因により摩耗の発生が想定されるが，潤滑油により潤

滑されていることから摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ギヤの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 
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y. ワイヤドラム及びシーブの摩耗［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子

炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

ワイヤドラム及びシーブは，ワイヤロープと接しており機械的要因による摩耗の

発生が想定されるが，ワイヤドラム及びシーブはワイヤロープの巻取方向に沿って

回転する構造となっていることから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ワイヤドラム及びシーブの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

z. 軸受の摩耗［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子炉建屋 6 階天井走行

クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

減速機及び車輪の軸受（ころがり）は，摺動に伴い軸受内面摺動部において摩耗

の発生が想定されるが，潤滑油により潤滑されていることから，摩耗が発生する可

能性は小さい。 

なお，摩耗による異常は月例点検等の作動確認により検知可能であり，これまで

の点検結果において摩耗による異常は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変

化する要因があるとは考え難い。 

したがって，軸受の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

aa. モータ（低圧，直流，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ［原子炉建屋 6 階天

井走行クレーン］ 

主軸には，モータ運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部におい

て，高サイクル疲労割れが想定される。 

しかしながら，主軸は設計段階において疲労割れが発生しないように考慮され

た設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時の目視点検において有意なき裂がないことを確認することとして

おり，これまでの運転で高サイクル疲労による割れは発生しておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. モータ（低圧，直流，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ［原

子炉建屋 6 階天井走行クレーン］ 

回転子棒及び回転子エンドリングには，モータ起動時に発生する電磁力等によ

り繰返し応力を受けると疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，回転子棒及び回転子エンドリングはアルミダイキャストで一体

形成され，スロット内にアルミニウムが充満した状態で回転子棒が形成されてい

ることから，回転子棒とスロットの間に隙間や緩みは生じないため，繰り返し応

力による疲労割れが発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，回転子棒及

び回転子エンドリングの疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

b. モータ（低圧，交流，全閉型）及び速度検出器の回転子棒，回転子エンドリング

の疲労割れ［DC 建屋天井クレーン］ 

 

以上，b.の評価については，「ポンプモータの技術評価書」のうち，低圧ポンプモ 

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

c. ブレーキスプリングのへたり［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子炉

建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

ブレーキのスプリングは，常時応力がかかった状態で使用されるため，へたりの

発生が想定される。 

しかしながら，スプリング使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるよう

に設定されており，さらに，スプリングの材料に対する推奨最高使用温度よりも実

際の使用温度は低いことから，へたりが発生する可能性はない。 

したがって，ブレーキスプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/8）原子炉建屋 6 階天井走行クレーン（主巻 125 ton）に想定される経年劣化事象（1/5） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料の落下

防止 
保持 

フック  炭素鋼 △ △     △*1 *1:き裂 

*2:へたり 

*3:絶縁特性低下 

 

ワイヤロープ ◎ －        

ワイヤドラム  炭素鋼 △ △      

シーブ  炭素鋼 △ △      

減速機 

ケーシング  炭素鋼  △      

ギヤ  低合金鋼，炭素鋼 △       

軸受（ころが

り） 
 低合金鋼 △       

軸継手  鋳鋼，炭素鋼  △      

ブレーキ 

(巻上用） 

ドラム  鋳鉄 △ △      

ライニング  ウーブン系 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*2 

電磁コイル  銅，絶縁物       ○*3 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/8）原子炉建屋 6 階天井走行クレーン（補巻 5 ton）に想定される経年劣化事象（2/5） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料の落下

防止 
保持 

フック 
フック  ステンレス鋼 △      △*1 *1:き裂 

*2:へたり 

*3:絶縁特性低下 

 

ピン  ステンレス鋼 △      △*1 

ワイヤロープ ◎ －        

ワイヤドラム  炭素鋼 △ △      

シーブ  炭素鋼 △ △      

減速機 

ケーシング  炭素鋼  △      

ギヤ  低合金鋼，炭素鋼 △       

軸受（ころが

り） 

 
低合金鋼 △       

軸継手  鋳鋼，炭素鋼  △      

ブレーキ 

(巻上用） 

ドラム  鋳鉄 △ △      

ライニング  ウーブン系 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*2 

電磁コイル  銅，絶縁物       ○*3 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



  

 

－
 

－
 7
-
3
1
 －

 

表 2.2-1（3/8）原子炉建屋 6 階天井走行クレーン（補巻 1 ton）に想定される経年劣化事象（3/5） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料の落下

防止 
保持 

フック 
フック  ステンレス鋼 △      △*1 *1:き裂 

*2:へたり 

*3:絶縁特性低下 
ピン  ステンレス鋼 △      △*1 

ワイヤロープ ◎ －        

ワイヤドラム  炭素鋼 △ △      

シーブ  炭素鋼 △ △      

減速機 

ケーシング  炭素鋼  △      

ギヤ  低合金鋼，炭素鋼 △       

軸受（ころ

がり） 

 
低合金鋼 △       

軸継手  鋳鋼，炭素鋼  △      

ブレーキ 

(巻上用） 

ドラム  鋳鉄 △ △      

ライニング  レジンモールド系 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*2 

電磁コイル  銅，絶縁物       ○*3 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



  

 

－
 

－
 7
-
3
2
 －

 

表 2.2-1（4/8）原子炉建屋 6 階天井走行クレーン（共通）に想定される経年劣化事象（4/5） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料落下の

防止 
保持 

ブレーキ 

（走行・

横行用） 

ドラム，プ

レート 

 
鋳鉄 △ △ 

     *1:へたり 

*2:絶縁特性低下 

ライニング
 レジンモール

ド系 
△ 

      

スプリング  ばね鋼       ▲*1 

電磁コイル  銅，絶縁物       ○*2 

機器の支持 支持 

トロリ  炭素鋼  △ △     

サドル  炭素鋼  △ △     

ガーダ  炭素鋼  △ △     

レール取付ボルト  炭素鋼  △      

筐体  炭素鋼  △      

筐体取付ボルト  炭素鋼  △      

走行・横行

機能 
走行・横行 

車輪 

車輪  炭素鋼 △ △      

軸受（ころ

がり） 

 
低合金鋼 △ 

      

レール  炭素鋼 △ △ △     

浮上がり防止ラグ  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



  

 

－
 

－
 7
-
3
3
 －

 

表 2.2-1（5/8） 原子炉建屋 6 階天井走行クレーン（共通）に想定される経年劣化事象（5/5） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機 器 の 監

視・操作・

制御保護の

維持 

操作監視

回路 

配線用遮断器  銅他        △*9 *1:主軸 

*2:整流子 

*3:フレーム,エンドブラ

ケット及び端子箱 

*4:固定子コア及び回転子

コア 

*5:取付ボルト 

*6:主軸の高サイクル疲労

割れ 

*7:回転子棒及び回転子エ

ンドリング 

*8:回転子コイル,固定子

コイル及び口出し線・

接続部品 

*9:固渋 

*10:軸受（ころがり），ブ

ラシ 

電磁接触器  銅他      △   

計器用変圧器  銅他     ○    

補助継電器  銅他      △   

表示器 ◎ －         

操作スイッチ  銅他      △   

信号処理部  半導体他       △  

リミットスイッ

チ 
 銅他      △   

モータ（低圧，直

流，全閉型） 
◎*10 炭素鋼，銅，

絶縁物他 
△*1*2 △*3*4*5 △*6 

▲*7 
 ○*8    

サイリスタ整流

器 
 半導体他       △  

速度検出器 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



  

 

－
 

－
 7
-
3
4
 －

 

表 2.2-1（6/8） DC 建屋天井クレーンに想定される経年劣化事象（1/3） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料の落下

防止 
保持 

フック 
フック  炭素鋼 △ △     △*1 *1:き裂 

*2:へたり 

*3:絶縁特性低下 
ピン  炭素鋼 △ △     △*1 

ワイヤロープ ◎ －        

ワイヤドラム  炭素鋼 △ △      

シーブ  炭素鋼 △ △      

減速機 

ケーシング  炭素鋼  △      

ギヤ 
 低合金鋼， 

炭素鋼 
△       

軸受（ころがり）  低合金鋼 △       

軸継手  鋳鋼，炭素鋼  △      

ブレーキ 

(巻上用） 

ドラム  鋳鉄 △ △      

ライニング  ウーブン系 △       

スプリング  ばね鋼       ▲*2 

電磁コイル  銅，絶縁物       ○*3 

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



  

 

－
 

－
 7
-
3
5
 －

 

表 2.2-1（7/8） DC 建屋天井クレーンに想定される経年劣化事象（2/3） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

燃料落下の

防止 

 

保持 

ブレーキ 

（走行・

横行用） 

プレート  鋳鉄 △ △      *1:へたり 

*2:絶縁特性低下 
ライニング

 レジンモールド

系 
△       

スプリング  ばね鋼       ▲*1 

電磁コイル  銅，絶縁物       ○*2 

機器の支持 支持 

トロリ  炭素鋼  △ △     

サドル  炭素鋼  △ △     

ガーダ  炭素鋼  △ △     

レール取付ボルト  低合金鋼  △      

筐体  炭素鋼  △      

筐体取付ボルト  炭素鋼  △      

走行・横行

機能 

走行・横

行 

車輪 

車輪  炭素鋼 △ △      

軸受（ころ

がり） 

 
低合金鋼 △       

レール  炭素鋼 △ △ △     

浮上がり防止ラグ  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



  

 

－
 

－
 7
-
3
6
 －

 

表 2.2-1（8/8）DC 建屋天井クレーンに想定される経年劣化事象（3/3） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム
部位 

消耗品

・ 

定期

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

機器の監視

・操作・制

御保護の維

持 

操作監視

回路 

配線用遮断器  銅他        △*9 *1:主軸 

*2:整流子 

*3:フレーム,エンドブラ

ケット及び端子箱 

*4:固定子コア及び回転

子コア 

*5:取付ボルト 

*6:主軸の高サイクル疲

労割れ 

*7:回転子棒及び回転子

エンドリング 

*8:回転子コイル,固定子

コイル及び口出し

線・接続部品 

*9:固渋 

*10:軸受（ころがり） 

*11:ブラシ 

電磁接触器  銅他      △   

計器用変圧器  
銅,エポキシ,

鉄 
    ○    

補助継電器  銅他      △   

表示器 ◎ －         

操作スイッチ  銅他      △   

信号処理部  半導体他       △  

リミットスイッ

チ 
 銅他      △   

モータ（低圧，交

流，全閉型） 
◎*10 炭素鋼，銅，

絶縁物他 
△*1 △*3*4*5 △*6 

▲*7 
 ○*8    

サイリスタ整流

器 
 半導体他       △  

速度検出器 ◎*10*11 炭素鋼 

銅，絶縁物 
△*1*2 △*3*4*5 △*6 

▲*7 
 ○*8    

２次抵抗器  
ステンレス 

鋼板，磁器他
    △    

ヒューズ ◎ －         

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



  

－ 7-37 － 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

 (1) モータ［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］及び速度検出器

［DC 建屋天井クレーン］の回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下 

 

a. 事象の説明 

モータ及び速度検出器の回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下要因としては，熱による特性変化，絶縁物に付着するゴミ，埃又は内部の微

小なボイド等による放電等，機械的，熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣

化が進行し，外表面，内部等から絶縁低下を生ずる可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品については，機械的，熱的，

電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，外表面，内部等から絶縁特性

低下を起こす可能性があるが，最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は環境的要因

である。 

しかし，環境的要因は清掃を実施することにより健全性の維持は可能である。 

さらに，点検時には，目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施し，これまでの点

検結果においては，有意な絶縁特性低下は確認されていない。 

これらのことから，今後も有意な絶縁特性低下が発生する可能性は小さいと考え

られるが，絶縁特性が変化する可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，

点検時に目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下がないこと

を確認している。点検で有意な絶縁特性低下が確認された場合には，洗浄・乾燥及

び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）または，固定子コイル及び口出線・接続部品

もしくはモータの取替を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価結果及び現状保全結果から判断して，回転子コイル，固定子コイル及

び口出線・接続部品の有意な絶縁特性低下が発生する可能性は小さく，また現状保

全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

今後も目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定により異常の有無の確認は可能であり，

現状の保全は点検手法として適切であると考えられる。 

 



  

－ 7-38 － 

c. 高経年化への対応 

モータ及び速度検出器の回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁

特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はな

い。 



  

－ 7-39 － 

(2) ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下［（主巻 125 ton，補巻 5 ton，補巻 1 ton）原子

炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレーン］ 

 

a. 事象の説明 

ブレーキ電磁コイルの絶縁部は有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に付

着する埃，絶縁物中のボイド等による放電等，機械的，熱的，電気的及び環境的要因

により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，ブレーキ電磁コイルは低圧機器であるため，電気的劣化の可能性は小さい

と考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

ブレーキ電磁コイルについては長期間の使用を想定した設計となっていること，

また動作時間が短いことから，機械的，熱的及び電気的要因による劣化は発生し難

く，また構造的に埃等の異物が混入し難くなっており環境的劣化の可能性も小さい

が，振動等による機械的劣化，通電電流による熱的劣化，絶縁物中のボイド等での

放電等による電気的劣化及び埃等の異物・吸湿による環境的劣化が生じる可能性は

否定できない。 

 

② 現状保全 

ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵

埃付着の有無等の目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下が

ないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合は，取替えることと

している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，ブレーキ電磁コイルの有意な絶縁

特性低下が発生する可能性は小さい。絶縁特性低下は点検時における絶縁抵抗測定

にて把握可能である。 

また，今後も，目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常の有無

の確認は把握可能であり，現状の保全は点検方法としては適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

ブレーキ電磁コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。 



  

－ 7-40 － 

(3) 計器用変圧器の絶縁特性低下［原子炉建屋 6 階天井走行クレーン］［DC 建屋天井クレ

ーン］ 

 

a. 事象の説明 

計器用変圧器の絶縁部は有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に付着する

埃，絶縁物中のボイド等による放電等，機械的，熱的，電気的及び環境的要因により

経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，計器用変圧器は低圧機器であるため，電気的劣化の可能性は小さいと考え

られる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

計器用変圧器については長期間の使用を想定した設計となっていること，また動

作時間が短いことから，機械的，熱的及び電気的要因による劣化は発生し難く，ま

た構造的に埃等の異物が混入し難くなっており環境的劣化の可能性も小さいが，振

動等による機械的劣化，通電電流による熱的劣化，絶縁物中のボイド等での放電等

による電気的劣化及び埃等の異物・吸湿による環境的劣化が生じる可能性は否定で

きない。 

 

② 現状保全 

計器用変圧器の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無等の目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，有意な絶縁特性低下がないこ

とを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下が認められた場合は，取替えることと

している。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，計器用変圧器の有意な絶縁特性低

下が発生する可能性は小さい。絶縁特性低下は点検時における絶縁抵抗測定にて把

握可能である。 

また，今後も，目視点検，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常の有無

の確認は把握可能であり，現状の保全は点検方法としては適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

計器用変圧器の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。 

 



 

 

 

 

 

8. 制御用圧縮空気系設備 
 

 

［対象機器］ 

① 制御用圧縮空気系設備 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している制御用圧縮空気系設備の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 制御用圧縮空気系設備の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用圧力*3 

（MPa） 

最高使用温度*3 

（℃） 

制御用圧縮空気

系設備 
978 m3/h 高*2 連続 0.86 250 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子

炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：圧縮機出口又はアフタークーラ入口の圧力及び温度を示す 
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2. 制御用圧縮空気系設備の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の制御用圧縮空気系設備は，空気圧縮機，アフタークーラ，ドレンセパレ

ータ，空気貯槽，プレフィルタ，除湿塔，アフターフィルタ，配管及び弁から構成さ

れている。 

制御用圧縮空気系設備のうち，高温・高圧対象機器として，空気圧縮機，アフター

クーラ，除湿塔，配管及び弁の評価を行う。 

東海第二の制御用圧縮空気系設備の構成図を図 2.1-1 に，各機器の構造図を図 2.1-2

に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の制御用圧縮空気系設備主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。



 

－
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図 2.1-1 制御用圧縮空気系設備構成図 

圧縮機 A系 圧縮機 B系 
除湿装置 

各系統負荷先へ 

① 

② 

ドレンセパレータ

プレフィルタ

③ 

アフターフィルタ 

④ 

空気貯槽 
太線部が評価対象設備 

④ 

No. 部位 

① 空気圧縮機 

② アフタークーラ 

③ 除湿塔 

④ 配管及び弁 

 



 

－
 
8-
4 
－
 

  

   

図 2.1-2（1/3） 制御用圧縮空気系設備構造図（空気圧縮機構造図） 

No. 部位 

① 胴 

② ピストン 

③ ピストンロッド 

④ ピストンリング 

⑤ 吸排気弁 

⑥ コネクティングロッド 

⑦ スモールエンドメタル 

⑧ ラージエンドメタル 

⑨ クランク軸 

⑩ クランクケース 

⑪ プーリー 

⑫ シリンダ 

⑬ クロスヘッド 

⑭ クロスピン 

⑮ クロスガイド 

⑯ グランドパッキン 

⑰ オイルシール 

⑱ 油ポンプギア 

⑲ 軸受（ころがり） 

⑳ Vベルト 

㉑
モータ（低圧，全閉

型） 

㉒ 基礎ボルト 

 

② 

④ 

⑫ ⑤ 

⑦ 

⑧ 

⑮ 

⑨ 

⑩ 

⑲ 

⑬ 

⑭ 

⑰ 

⑯ 

⑪ 

⑱ 

① 

㉒ 

⑳ ㉑ 

⑥ 

③ 



 

－
 
8-
5 
－
 

図 2.1-2（2/3） 制御用圧縮空気系設備構造図（アフタークーラ構造図）

③ ⑤ ④ ② ① 

空気入口 空気出口 

冷却水入口 

冷却水出口 
⑥ 

③ 

No. 部位 

① 胴 

② 支持板 

③ 管板 

④ 伝熱管 

⑤ パッキン 

⑥ フランジボルト 

⑦ 基礎ボルト 

 

⑦ 
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No. 部位 

① 胴 

② 吸着材 

③ フランジボルト 

④ パッキン 

⑤ 取付ボルト 

⑥ 基礎ボルト 

図 2.1-2（3/3） 制御用圧縮空気系設備構造図（除湿塔構造図） 

① 

② 

⑤ 

③ 

基礎ボルト詳細図 

取付ボルト詳細図 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

④ 
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表 2.1-1（1/2） 制御用圧縮空気系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

空気圧縮力 

の確保 

空気の圧

縮 

空気圧縮

機 

胴 鋳鉄 

ピストン アルミニウム合金鋳物 

ピストンロッド 炭素鋼 

ピストンリング （消耗品） 

吸排気弁 （定期取替品） 

コネクティングロッド 炭素鋼 

スモールエンドメタル 青銅鋳物 

ラージエンドメタル （消耗品） 

クランク軸 炭素鋼 

クランクケース 鋳鉄 

プーリー 鋳鉄 

シリンダ （定期取替品） 

クロスヘッド 鋳鉄 

クロスピン 低合金鋼 

クロスガイド 鋳鉄 

グランドパッキン （消耗品） 

オイルシール （消耗品） 

油ポンプギア 鋳鉄 

軸受（ころがり） （消耗品） 

V ベルト （消耗品） 

モータ（低圧，全閉

型） 

主軸：炭素鋼 

固定子コイル及び口出線・

接続部品：銅，絶縁物 

固定子コア及び回転子コ

ア：電磁鋼板 

回転子棒，回転子エンドリ

ング：アルミニウム 

フレーム，端子箱，エンド

ブラケット：圧延鋼板 

軸受（ころがり）：（消耗

品） 

取付ボルト：炭素鋼 
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表 2.1-1(2/2) 制御用圧縮空気系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

除湿機能の

確保 
除湿 

アフター 

クーラ 

胴 炭素鋼 

支持板 炭素鋼 

管板 炭素鋼 

伝熱管 銅合金 

パッキン （消耗品） 

フランジボルト 炭素鋼 

除湿塔 

胴 炭素鋼 

吸着材 （消耗品） 

フランジボルト 炭素鋼 

パッキン （消耗品） 

配管及び弁 炭素鋼，炭素鋼鋳鋼 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

配管サポート 炭素鋼 

サポート取付ボルト・ナット 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

 

表 2.1-2 制御用圧縮空気系設備の使用条件 

機器名称 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 
内部流体 

周囲温度 

（℃） 

空気圧縮機 0.86 250 空気 

40* 
アフタークーラ 

管側：0.86 

胴側：0.86 

管側：250 

胴側：66 

管側：空気 

胴側：冷却水 

（防錆剤入り純水） 

除湿塔 0.86 250 空気 

配管及び弁 0.86 250 空気 

*：タービン建屋の設計値
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

 制御用圧縮空気系設備の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 空気圧縮力の確保 

(2) 除湿機能の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

制御用圧縮空気系設備について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に

展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度

等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣

化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ピストンリング，ラージエンドメタル，グランドパッキン，オイルシール，軸受

（ころがり），V ベルト，パッキン，吸着材は消耗品，吸排気弁及びシリンダは定期

取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，高経年化対

策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下

［空気圧縮機］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［空気圧縮機，アフタークーラ，除湿塔，配管サ

ポート］ 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. スモールエンドメタルの摩耗［空気圧縮機］ 

スモールエンドメタルはクロスピンと接触することから摩耗の発生が想定され

る。 

しかしながら，スモールエンドメタルについては，点検時に寸法測定を実施し

ており，必要に応じ交換を実施することとしている。 

したがって，スモールエンドメタルの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 胴，クランクケース（外面）［空気圧縮機］，胴，支持板，管板［アフタークー

ラ］，胴［除湿塔］，配管及び弁の腐食（全面腐食） 

空気圧縮機の胴，クランクケースは鋳鉄，アフタークーラの支持板，管板，ア

フタークーラ及び除湿塔の胴は炭素鋼，配管及び弁は炭素鋼又は炭素鋼鋳鋼であ

り，内部流体は湿分を含んだ空気，外面は大気接触していることから，腐食の発

生が想定される。 

しかしながら，これらの機器については，大気接触部は塗装により腐食を防止

しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し機

能を維持している。 

機器内面については，分解点検時に目視点検を実施し有意な腐食がないことを

確認している。 

したがって，胴，クランクケース（外面），支持板，管板，配管及び弁の腐食

（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. プーリー［空気圧縮機］，フランジボルト［アフタークーラ，除湿塔］，取付ボ

ルト［除湿塔］の腐食（全面腐食） 

プーリーは鋳鉄，アフタークーラフランジボルト，除湿塔フランジボルト，取

付ボルトは炭素鋼であり腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であ

れば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し機

能を維持している。 

したがって，プーリー，フランジボルト，取付ボルトの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 配管サポート，サポート取付ボルト・ナット及び埋込金物の腐食（全面腐食）

［共通］ 

配管サポート，サポート取付ボルト・ナット及び埋込金物は炭素鋼であり腐食

の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であ

れば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し機

能を維持している。 

したがって，配管サポート，サポート取付ボルト・ナット及び埋込金物の腐食

（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. プーリーの摩耗［空気圧縮機］ 

空気圧縮機のプーリーと V ベルトとの接触部は，V ベルトの張力が過大であると

摩耗の進行が早まる可能性があるが， V ベルトの張力管理を行っているため，運

転中 Vベルトの張力が過大となることはなく，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，分解点検時に目視点検を実施し有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，プーリーの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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g. モータ（低圧，全閉型）の固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食） 

h. モータ（低圧，全閉型）のフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面

腐食） 

i. モータ（低圧，全閉型）の主軸の摩耗 

j. モータ（低圧，全閉型）の取付ボルトの腐食（全面腐食） 

k. モータ（低圧，全閉型）の主軸の高サイクル疲労割れ 

 

以上 g.～k.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモー

タと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

l. クランク軸の摩耗［空気圧縮機］ 

クランク軸はコネクティングロッドと連接されているが，クランク軸とコネク

ティングロッドの間にはラージエンドメタル（消耗品）があることから，直接接

触摩耗が発生することはない。 

なお，これまでの点検結果において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クランク軸の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

m. クロスヘッド，クロスガイド及びクロスピンの摩耗 ［空気圧縮機］ 

クロスヘッドとクロスガイドが接触することから，摩耗の発生が想定されるが，

当該部は潤滑油環境下にあり，摩耗が発生する可能性は小さい。 

また，クロスピンとスモールエンドメタルが接触することから，摩耗の発生が

想定されるが，クロスピンは低合金鋼であり，スモールエンドメタルと比較して

十分硬いことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，クロスヘッド，クロスガイド及びクロスピンの摩耗は，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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n. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［アフタークーラ］ 

伝熱管は管支持板により適切なスパンで支持することで振動を抑制しているが，

腐食により管支持板管穴等に減肉が生じることで伝熱管の振動が発生し，伝熱管

と支持板の接触により，伝熱管拘束点において伝熱管外表面での摩耗の発生が想

定される。さらに，伝熱管拘束点において伝熱管外面から疲労割れの発生が想定

される。 

しかしながら，胴側流体は冷却水（防錆剤入り純水）であることから，支持板

の腐食(全面腐食)がほとんど無く，管穴拡大による振動が発生する可能性は小さ

い。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗及び割れは確認されておらず，

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 油ポンプギアの摩耗［空気圧縮機］ 

油ポンプはギアポンプであり歯車に摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，歯車には潤滑油を供給し摩耗を防止していることから，摩耗が

発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，油ポンプギアの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

p. ピストン及びピストンロッドの摩耗［空気圧縮機］ 

ピストン及びピストンロッドはシリンダと摺動することから，摩耗の発生が想

定される。 

しかしながら，摺動部にはそれぞれピストンリング（消耗品）及びグランドパ

ッキン（消耗品）があり，ピストン及びピストンロッドが直接摺動することはな

いことから，摩耗が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な摩耗は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン及びピストンロッドの摩耗は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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q. ピストン，コネクティングロッド及びクランク軸の高サイクル疲労割れ［空気圧

縮機］ 

ピストン，コネクティングロッド及びクランク軸には空気圧縮機運転時に繰返

し応力が発生することから，応力集中部等において，高サイクル疲労割れの発生

が想定される。 

しかしながら，ピストン，コネクティングロッド及びクランク軸は設計段階に

おいて疲労割れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲

労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において，有意なき裂は確認され

ておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ピストン，コネクティングロッド及びクランク軸の高サイクル疲

労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. 伝熱管の異物付着［アフタークーラ］ 

伝熱管外面側流体は冷却水（防錆剤入り純水）であり，内面側流体はサクショ

ンフィルタにより異物が除去された空気であることから，異物付着が発生する可

能性は小さい。 

また，運転中には出口温度の確認を行っており，これまでの実績において異物

付着による機能低下は確認されていない。 

なお，これまでの目視点検において有意な異物付着は確認されておらず，今後

もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伝熱管の異物付着は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

s. 伝熱管の腐食（全面腐食）［アフタークーラ］ 

伝熱管は耐食性の高い銅合金であり，伝熱管外面側流体は冷却水（防錆剤入り

純水），内面側流体は空気であることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伝熱管の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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t. コネクティングロッド，クランク軸，クランクケース（内面），クロスヘッド，

クロスピン，クロスガイド，油ポンプギアの腐食（全面腐食）［空気圧縮機］ 

コネクティングロッド，クランク軸，クランクケース，クロスヘッド，クロス

ピン，クロスガイド，油ポンプギアは鋳鉄，低合金鋼又は炭素鋼であり，腐食の

発生が想定されるが，当該部は潤滑油環境下にあることから，腐食が発生する可

能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，コネクティングロッド，クランク軸，クランクケース（内面），

クロスヘッド，クロスピン，クロスガイド，油ポンプギアの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，または進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（ケミカルアンカ）［アフタークーラ，配管サポート］ 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，コンクリート埋設部に

ついては，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境と

なるため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで

長時間を要す。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の

腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

c. モータ（低圧，全閉型）の回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ 

 

以上 c.の評価については｢ポンプモータの技術評価書｣のうち，低圧ポンプモータと

同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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表2.2-1（1/2） 制御用圧縮空気系設備に想定される経年劣化事象 

機能達成

に必要な

項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

空 気 圧 縮

力の確保 

空気の圧

縮 

空 

気 

圧 

縮 

機 

胴  鋳鉄  △      *1:高サイクル

疲労割れ 

*2:外面 

*3:内面 

ピストン  
アルミニウ

ム合金鋳物 
△  △*1     

ピストンロッド  炭素鋼 △       

ピストンリング ◎ －        

吸排気弁 ◎ －        

コネクティングロッ

ド 
 炭素鋼  △ △*1     

スモールエンドメタ

ル 
 青銅鋳物 △       

ラージエンドメタル ◎ －        

クランク軸  炭素鋼 △ △ △*1     

クランクケース  鋳鉄  △*2*3      

プーリー  鋳鉄 △ △      

シリンダ ◎ －        

クロスヘッド  鋳鉄 △ △      

クロスピン  低合金鋼 △ △      

クロスガイド  鋳鉄 △ △      

グランドパッキン ◎ －        

オイルシール ◎ －        

油ポンプギア  鋳鉄 △ △      

軸受（ころがり） ◎ －        

V ベルト ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表2.2-1(2/2) 制御用圧縮空気系設備に想定される経年劣化事象 

機能達成

に必要な

項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

空気圧縮

力の確保 

空気の圧

縮 

空 気 圧

縮機 
モータ*12 ◎*8 銅，絶縁物他 △*3 △*5*6*7 

△*1

▲*4    ○*2 
*1:主軸の高サイクル

疲労割れ 

*2:固定子コイル及び

口出線・接続部品

の絶縁特性低下 

*3:主軸 

*4:回転子棒及び回転

子エンドリング 

*5:固定子コア及び回

転子コア 

*6:フレーム，エンド

ブラケット及び端

子箱 

*7:取付ボルト 

*8:軸受（ころがり） 

*9:コンクリート埋設

部 

*10:高サイクル疲労

割れ 

*11:異物付着 

*12:低圧，全閉型 

*13:樹脂の劣化 

除湿機能

の確保 
除湿 

ア フ タ

ー ク ー

ラ 

胴  炭素鋼  △      

支持板  炭素鋼  △      

管板  炭素鋼  △      

伝熱管  銅合金 △ △ △＊10    △＊11 

パッキン ◎ －        

フランジ

ボルト 
 炭素鋼  △      

除湿塔 

胴  炭素鋼  △      

吸着材 ◎ －        

フランジ

ボルト 
 炭素鋼  △      

パッキン ◎ －        

配管及び弁  
炭素鋼，炭素

鋼鋳鋼 
 △      

機器の支

持 
支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲＊9      

配管サポート  炭素鋼  △      

サポート取付ボルト

・ナット 
 炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲＊13  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 [空

気圧縮機] 

 

モータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説

明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣のう

ち，低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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9. 気体廃棄物処理系付属設備 
 

 

［対象機器］ 

① 蒸気式空気抽出器 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している蒸気式空気抽出器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 蒸気式空気抽出器の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度*1

使用条件 

運転状態
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

蒸気式空気抽出器 357.5 kg/h*3 高*2 連続 

蒸気室：2.45 

水室側：1.38 

胴体側：0.35 

蒸気室：225 

水室側：63 

胴体側：164 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子

炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：合計抽気量を示す 

 



 

－ 9-2 － 

 蒸気式空気抽出器を除く気体廃棄物処理系機器については，熱交換器，容器，配管，弁の技

術評価書にて評価を実施しており，本評価書には含めていない。 

評価対象範囲を図 1-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1 気体廃棄物処理系付属設備系統図 

 

希ガスチャコー

ルアドソーバ系 

主排気筒へ 

蒸気式空気抽出器（本評価書評価対象）

排ガス予熱器 

排ガス再結合器 排ガス復水器 

復水器 
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2. 蒸気式空気抽出器の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

 (1) 構造 

東海第二の蒸気式空気抽出器は，3連 2段蒸気噴射式であり，インターコンデンサ，

蒸気式空気抽出器（第 1段，第 2段）及び起動停止用蒸気式空気抽出器（第 1段，第 2

段）から構成されている。 

東海第二の蒸気式空気抽出器の系統図及び構造図を図 2.1-1 及び図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の蒸気式空気抽出器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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図 2.1-1 蒸気式空気抽出器系統図 

No. 部位 

① 蒸気式空気抽出器第 1段 

② 起動停止用蒸気式空気抽出器第 1段 

③ 蒸気式空気抽出器第 2段 

④ 起動停止用蒸気式空気抽出器第 2段 

⑤ インターコンデンサ 

① 

② ④ 

⑤ 

復
水
器
よ
り 

排
ガ
ス
処
理
系
へ 

③ ⑤ 
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図 2.1-2（1/2） インターコンデンサ構造図 

No. 部位 

① 胴 

② 伝熱管 

③ 管支持板 

④ 管板 

⑤ 水室 

⑥ フランジボルト 

⑦ 支持脚 

⑧ 基礎ボルト 

⑨ ガスケット 

① 
② 

③ 

⑨ 

⑧ 

④ 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

空気抽出器第 2段へ 復水出入口

空気抽出器第 1段より 
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No. 部位 

① 蒸気室 

② ノズル 

③ 抽気室 

④ 放気管 

⑤ 排ガス入口管 

⑥ ガスケット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2（2/2） 蒸気式空気抽出器構造図 

② 

① 

③ 

⑤ ④ 

⑥ 

空気入口 

空気出口 



 

－ 9-7 － 

表 2.1-1 蒸気式空気抽出器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

伝熱性能の確

保 

エネルギー 

伝達 

インターコンデ

ンサ 

伝熱管 ステンレス鋼 

管支持板 炭素鋼 

バウンダリの

維持 
耐圧 

管板 ステンレス鋼 

水室 炭素鋼 

胴 炭素鋼 

フランジボルト 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

機器の支持 支持 
基礎ボルト 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

バウンダリの

維持 
耐圧 蒸気式空気抽出

器 

蒸気室 低合金鋼鋳鋼 

抽気室 
第 1段 炭素鋼 

第 2段 炭素鋼 

放気管 炭素鋼 

排ガス入口管 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

蒸気の噴射 噴射 ノズル ステンレス鋼 

 

 

表 2.1-2 蒸気式空気抽出器の使用条件 

 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

蒸気室 蒸気 2.45 225 

水室側 純水 1.38 63 

胴体側 非凝縮性ガス，蒸気 0.35 164 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

蒸気式空気抽出器の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 伝熱性能の確保 

(2) バウンダリの維持 

(3) 蒸気の噴射 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

蒸気式空気抽出器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び

現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽

出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下の通り評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ガスケットは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることから，

高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. フランジボルトの腐食（全面腐食） 

フランジボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，開放点検時に目視

点検を実施し，必要に応じて手入れ・清掃を行うことにより機能を維持している。 

したがって，フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 支持脚の腐食（全面腐食） 

支持脚は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装により腐

食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施し機能

を維持している。 

したがって，支持脚の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

d. 伝熱管の異物付着 

伝熱管の内部流体は，水質管理された純水であり，異物付着が発生する可能性は

小さい。 

また，伝熱管外面についても，流体は不純物の流入を抑制された蒸気及び空気で

あり，異物付着が発生する可能性は小さい。 

さらに，蒸気凝縮作用がある場合には凝縮水が発生，下流する過程で伝熱管表面

の洗浄作用があり，スケール付着による伝熱性能低下の可能性は小さい。 

また，開放点検時に渦流探傷検査を実施し，伝熱管の閉塞及び有意な異物付着が

ないことを確認している。 

したがって，伝熱管の異物付着は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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e. 放気管の腐食（流れ加速型腐食） 

放気管は炭素鋼であり，内部流体が非凝縮性ガスを含む蒸気のため，腐食（流れ

加速型腐食）による減肉の発生が想定されるが，蒸気室に流入する蒸気は，主蒸気

ヘッダーからの湿り度の低い蒸気であることから，腐食（流れ加速型腐食）が発生

する可能性は小さい。 

また，肉厚測定及び開放点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認

している。 

したがって，放気管の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 抽気室，排ガス入口管の腐食（流れ加速型腐食） 

抽気室及び排ガス入口管は炭素鋼であり，内部流体が湿分を含んだ非凝縮性ガス

であるため腐食（流れ加速型腐食）の発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時の目視点検により有意な腐食がないことを確認してい

る。 

したがって，抽気室，排ガス入口管の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 管支持板及び胴の腐食（流れ加速型腐食） 

インターコンデンサの管支持板及び胴は炭素鋼であり，内部流体は非凝縮性ガス

と蒸気の混合ガスであるため，腐食（流れ加速型腐食）の発生が想定される。 

しかしながら，インターコンデンサと同様の環境条件である蒸気式空気抽出器各

部の目視点検において，有意な腐食は確認されていないことから，インターコンデ

ンサ内部においても腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性は小さい。 

また，これまでの胴代表部位の肉厚測定において有意な減肉がないことを確認し

ている。 

したがって，管支持板及び胴の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 支持脚スライド部の腐食（全面腐食） 

支持脚スライド部は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，目視点検により

有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，支持脚スライド部の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 伝熱管，管板の応力腐食割れ 

伝熱管，管板はステンレス鋼であり，応力腐食割れの発生が想定されるが，運転

温度は 100 ℃未満であることから，応力腐食割れの可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び漏えい検査において有意なき裂は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，伝熱管，管板の応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

j. 管板，水室，胴，蒸気室及びノズルの疲労割れ 

管板，水室，胴，蒸気室及びノズルについては，温度変化が厳しい場合において

熱疲労による疲労割れの発生が想定されるが，プラント運転中は一定温度であり，

かつ厳しい温度変化が生じるプラント起動時には蒸気式空気抽出器の暖気運転を

実施し，有意な熱過渡が発生しない運用としていることから，疲労割れが発生する

可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び漏えい検査において有意なき裂は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，管板，水室，胴，蒸気室及びノズルの疲労割れは，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 水室の腐食（流れ加速型腐食） 

水室は炭素鋼であり，純水と接液しているため腐食（流れ加速型腐食）の発生が

想定されるが，腐食対策として酸素を注入し，復水・給水中の溶存酸素濃度を調整

していることから，腐食（流れ加速型腐食）が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，水室の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ 

伝熱管は支持板により，適切なスパンで支持されており，伝熱管の外表面の流体

（胴体流体）によって生じる振動は十分抑制されている。 

なお，これまでの目視点検，渦流探傷検査及び漏えい検査において有意な摩耗及

びき裂は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難

い。 

したがって，伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 



 

－ 9-12 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1 蒸気式空気抽出器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

伝熱性能の

確保 

エネルギー

伝達 

伝熱管  ステンレス鋼 △  △*4 △   △*5 *1:流れ加速型腐 

食 

*2:支持脚本体 

*3:スライド部 

*4:高サイクル疲 

労割れ 

*5:異物付着 

管支持板  炭素鋼  △*1      

バウンダリ

の維持 
耐圧 

管板  ステンレス鋼   △ △    

水室  炭素鋼  △*1 △     

胴  炭素鋼  △*1 △     

ガスケット ◎ －        

フランジボルト  炭素鋼  △      

蒸気室  低合金鋼鋳鋼   △     

抽気室  炭素鋼  △*1      

放気管  炭素鋼  △*1      

排ガス入口管  炭素鋼  △*1      

蒸気の噴射 噴射 ノズル  ステンレス鋼   △     

機器の支持 支持 
基礎ボルト  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △*2*3      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

 

 

 

10. 新燃料貯蔵ラック 

 

 

［対象機器］ 

  ① 新燃料貯蔵ラック 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している新燃料貯蔵ラックの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 新燃料貯蔵ラックの主な仕様 

機器名称 仕様 重要度*1 

使用条件 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

新燃料貯蔵ラック 縦形貯蔵方式 PS-2 大気圧 常温 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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2. 新燃料貯蔵ラックの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の新燃料貯蔵ラックは，縦形貯蔵方式のアルミニウム合金製ラックで原子炉

建屋に 23 基設置されている。 

東海第二の新燃料貯蔵ラックの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の新燃料貯蔵ラック主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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図 2.1-1 新燃料貯蔵ラック構造図

① 

④ 

④ 

② 

⑦ 

① 

② ⑦ 

⑤ 

⑥ 

③ 

C C

C-C 部 

B 

B 

B-B 部 

A A 

A-A 部 

壁側サポート部材詳細

⑧ 

⑨ 

No. 部位 

① ベース 
② コラム 
③ ラグ 
④ ガイド 
⑤ チャンネル 

⑥ バー 

⑦ エンドチャンネル 

⑧ 取付ボルト 

⑨ サポート部材 
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表 2.1-1 新燃料貯蔵ラック主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

新燃料の 

位置保持 
位置保持 

ベース アルミニウム合金 

コラム アルミニウム合金 

ラグ アルミニウム合金 

ガイド アルミニウム合金 

未臨界の維持 
燃料間の 

間隔維持 

チャンネル アルミニウム合金 

バー アルミニウム合金 

エンドチャンネル アルミニウム合金 

機器の支持 支持 
取付ボルト ステンレス鋼 

サポート部材 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 新燃料貯蔵ラックの使用条件 

最高使用圧力（MPa） 大気圧 

最高使用温度（℃） 常温 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

新燃料貯蔵ラックの機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 新燃料の位置保持 

(2) 未臨界の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

新燃料貯蔵ラックについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（流体の種類，応力，温度等）及び現在

までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出し

た（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

新燃料貯蔵ラックには，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. サポート部材の腐食（全面腐食） 

サポート部材は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装に

より腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食進行の可能性は小さい。 

また，新燃料搬入作業時等において目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が

認められた場合は必要に応じ補修を行うこととしている。 

コンクリート埋設部については，コンクリートが中性化した場合に腐食の発生が

想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリング結果において有意な中性化

は確認されず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，サポート部材の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. ベース，コラム，ラグ，ガイド，チャンネル，バー及びエンドチャンネルの腐食

（全面腐食） 

ベース，コラム，ラグ，ガイド，チャンネル，バー及びエンドチャンネルは耐食

性に優れたアルミニウム合金であることから，腐食が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこれ

らの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，ベース，コラム，ラグ，ガイド，チャンネル，バー及びエンドチャ

ンネルの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外に該当する事象は抽出されなかった。 

 



 

 

－
 
1
0
-
7
 
－
 

表 2.2-1  新燃料貯蔵ラックに想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗品
・ 

定期 
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐食
割れ 

熱時効 劣化

新燃料の 
位置保持 

位置保持 

ベース  アルミニウム合金  △       

コラム  アルミニウム合金  △      

ラグ  アルミニウム合金  △      

ガイド  アルミニウム合金  △      

未臨界の維持
燃料間の

間隔維持 

チャンネル  アルミニウム合金  △      

バー  アルミニウム合金  △      

エンドチャンネル  アルミニウム合金  △      

機器の支持 支持 
取付ボルト  ステンレス鋼        

サポート部材  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している補助ボイラ設備の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 補助ボイラ設備の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（蒸発量） 
重要度*1

使用条件 

運転

状態
機器名 

最高使用

圧力

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

補助ボイラ

設備 
16 ton/h 高*2 連続 

ボイラ本体 0.98 

火炉側：286*3

蒸気側：183.2 

給水側：100 

安全弁（ボイラ

本体） 

0.98 183.2 蒸気だめ 

蒸気系配管，蒸

気系弁 

給水ポンプ 1.37 

100 

脱気器給水ポン

プ 
0.77 

脱気器 0.098 

ホットウェルタ

ンク 
大気圧 

エゼクタ 0.78 183.2 

ブロータンク 0.069 115 

給水タンク 静水頭 

100 給水系配管，給

水系弁 
1.37 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：排ガス出口温度を示す 
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2. 補助ボイラ設備の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件  

  (1) 構造 

東海第二の補助ボイラ設備は，蒸気を供給するボイラ本体，ボイラからの蒸気を受

け，負荷先へ供給する蒸気だめ，ボイラに給水する給水ポンプ，給水タンク及びこれ

らに接続する配管，弁等から構成されている。 

補助ボイラ設備は，ボルト，ナット等を取り外すことにより，点検が可能である。 

東海第二の補助ボイラ設備の系統図を図 2.1-1 に，構造図を図 2.1-2 に示す。 

  

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の補助ボイラ設備主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 

 

 



 

－
 
1
1
-
3
 
－
 

  

  

  

図 2.1-1 補助ボイラ設備系統図 

 

 

廃液濃縮器等供給先へ
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重油サービ
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⑦ 

⑧ 

⑥ ⑭ ⑬ 

① 

⑤ 
④ ③ 

⑪ 

② 

 

 

⑩ 

 

⑫ 

実線部：評価対象範囲 

押込み通風機 

No. 部位 

① ボイラ本体 

② 安全弁（ボイラ本体） 

③ 蒸気だめ 

④ 蒸気系配管 

⑤ 蒸気系弁 

⑥ 給水ポンプ 

⑦ 脱気器給水ポンプ 

⑧ 脱気器 

⑨ ホットウェルタンク 

⑩ エゼクタ 

⑪ ブロータンク 

⑫ 給水タンク 

⑬ 給水系配管 

⑭
給水系弁（制御弁含

む） 

 

① 

⑭ 

⑤ 

② 



 

－
 
1
1
-
4
 
－
 

  

 

図 2.1-2 補助ボイラ本体構造図 

⑥ 

⑤ 

⑧ 

① ④ 

③ 

② 

⑦ 

No. 部位 

① 汽水胴 

② 水胴 

③ 火炉 

④ 管 

⑤ フランジボルト 

⑥ バーナ 

⑦ ベース 

⑧ 基礎ボルト 
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表 2.1-1 補助ボイラ設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの 

維持 
耐圧 

ボイラ本体

汽水胴 
胴板：炭素鋼 

鏡板：炭素鋼 

水胴 
胴板：炭素鋼 

鏡板：炭素鋼 

火炉 
上部管寄せ：炭素鋼 

下部管寄せ：炭素鋼 

管 

火炉側壁管：炭素鋼 

火炉分割壁管：炭素鋼 

火炉後壁管：炭素鋼 

スクリーン管：炭素鋼 

蒸発水管：炭素鋼 

蒸発部側壁管：炭素鋼 

蒸発部分割壁管：炭素鋼 

蒸発部後壁管：炭素鋼 

安全弁（ボイラ本体） 

本体：炭素鋼 

弁：ステンレス鋼 

弁座：ステンレス鋼 

スプリング：ばね鋼 

蒸気だめ 炭素鋼 

蒸気系配管 炭素鋼，低合金鋼 

蒸気系弁 炭素鋼，炭素鋼鋳鋼 

給水ポンプ 

ケーシング：鋳鉄 

主軸：炭素鋼 

羽根車：青銅鋳物 

脱気器給水ポンプ 

ケーシング：鋳鉄 

主軸：炭素鋼 

羽根車：青銅鋳物 

脱気器 炭素鋼 

ホットウェルタンク ステンレス鋼 

エゼクタ 炭素鋼，ステンレス鋼 

ブロータンク 炭素鋼 

給水タンク 炭素鋼 

給水系配管 炭素鋼 

給水系弁（制御弁含む） 炭素鋼，炭素鋼鋳鋼 

フランジボルト 炭素鋼 

O リング，パッキン，ポンプ

軸受（ころがり） 
（消耗品） 

蒸発熱の確保 
エネルギー

伝達 
ボイラ本体 バーナ 炭素鋼 

機器の支持 支持 

ベース 炭素鋼 

配管サポート 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 
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表 2.1-2 補助ボイラ設備の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

ボイラ本体 蒸気，純水 0.98 

火炉側：286* 

蒸気側：183.2 

給水側：100 

安全弁（ボイラ本体） 蒸気 0.98 183.2 

蒸気だめ 蒸気 0.98 183.2 

蒸気系配管，蒸気系弁 蒸気 0.98 183.2 

給水ポンプ 純水 1.37 100 

脱気器給水ポンプ 純水 0.77 100 

脱気器 純水 0.098 100 

ホットウェルタンク 純水 大気圧 100 

エゼクタ 蒸気，純水 0.78 183.2 

ブロータンク 純水 0.069 115 

給水タンク 純水 静水頭 100 

給水系配管，給水系弁 純水 1.37 100 

*：排ガス出口温度を示す
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

 補助ボイラ設備の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 蒸発熱の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

補助ボイラ設備について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及

び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象

を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

O リング，パッキン，ポンプ軸受（ころがり）は消耗品であり，設計時に長期使用

せず取替を前提としていることから，高経年化対策を見極める上での評価対象外と

する。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化評価上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［ボイラ本体，蒸気だめ，給水ポンプ，脱気器給

水ポンプ，脱気器，ホットウェルタンク，ブロータンク及び給水タンク］ 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価する。 

 

b. 胴，配管等の腐食（流れ加速型腐食）［ボイラ本体（汽水胴，管），蒸気だめ，

蒸気系配管及び蒸気系弁］ 

汽水胴，管，蒸気だめは炭素鋼，蒸気系配管は炭素鋼及び低合金鋼，蒸気系弁

は炭素鋼及び炭素鋼鋳鋼であり，内部流体が高温の蒸気であることから，腐食

（流れ加速型腐食）の発生が想定される。 

しかしながら，防錆剤を添加することで腐食を防止しているため，系統全体と

しては顕著な減肉傾向は確認されていない。 

また，汽水胴，管及び蒸気だめについては，開放点検時の目視点検及び肉厚測

定を実施することにより腐食の検知は可能であり，蒸気系弁については分解点検

時の目視点検を実施することにより腐食の検知は可能であり，それぞれ点検結果

に応じて取替を実施することとしている。 

したがって，胴，配管等の腐食（流れ加速型腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c.ケーシング等の腐食（全面腐食）［給水ポンプ，脱気器給水ポンプ，脱気器，エ

ゼクタ，ブロータンク，給水タンク，給水系配管及び給水系弁］ 

給水ポンプ，脱気器給水ポンプのケーシングは鋳鉄及び炭素鋼，脱気器，エゼ

クタ，ブロータンク，給水タンク，給水系配管及び給水系弁の内面等接液部は炭

素鋼又は炭素鋼鋳鋼であり，大気接触部及び純水に接する部位には腐食の発生が

想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装により腐食を防止しており，塗膜が健全であ

れば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，巡視点検及び開放点検時の目視点検を実施することにより腐食の検知は

可能であり，必要に応じて補修もしくは機器取替を実施することとしている。 

なお，脱気器については，2016 年度に取替を実施している。 

純水に接液する部位における腐食についても，分解点検時の目視点検にて腐食

の検知は可能であり，必要に応じて補修もしくは機器取替を実施することとして

いる。 

なお，エゼクタについては 2015 年度に取替を実施している。 

したがって，ケーシング等の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. フランジボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

フランジボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，腐食の発生は巡視点検及び開放点検時の目視点検にて検知可能

であり，必要に応じて補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，フランジボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. ベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

ベースは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装により

腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，巡視点検等により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施す

ることで機能を維持することとしている。 

したがって，ベースの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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f. 主軸の摩耗［給水ポンプ，脱気器給水ポンプ］ 

軸受（ころがり）を使用している主軸については，軸受と主軸の接触面の摩耗

の発生が想定される。 

しかしながら，分解点検時に目視点検及び寸法測定を実施することで，摩耗の

傾向管理が可能であり，点検結果に応じて取替を実施することとしている。 

したがって，主軸の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

g. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［給水ポンプ，脱気器給水ポンプ］ 

ケーシングリングは，羽根車と摺動することにより摩耗の発生が想定される。 

しかしながら，分解点検時に目視点検及び寸法測定を実施することで，摩耗の

傾向管理が可能であり，必要に応じて取替を実施することとしている。 

したがって，羽根車とケーシングリング間の摩耗は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 埋込金物の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装によ

り腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，巡視点検等により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施す

ることで機能を維持することとしている。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 配管サポートの腐食（全面腐食）［蒸気系配管，給水系配管］ 

配管サポートは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装

により腐食を防止しており，塗膜が健全であれば腐食が発生する可能性は小さい。 

また，巡視点検等により塗膜の状態を確認し，必要に応じて補修塗装を実施す

ることで機能を維持することとしている。 

したがって，配管サポートの腐食は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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j. 汽水胴，水胴，火炉，管，安全弁，バーナの腐食（全面腐食）［ボイラ本体］ 

補助ボイラ設備の燃料油には硫黄等が含まれているため，燃焼灰や排気ガス中

に生成される硫酸により，各機器内面での腐食の発生が想定される。 

しかしながら，補助ボイラ設備の使用燃料は硫黄分の少ない重油（硫黄分 1.0

重量％以下）を使用しており，排気ガス中の三酸化硫黄の露点（最大約 160 ℃）

に対し，補助ボイラ出口排ガス温度（286 ℃）は十分に高く，硫酸による腐食が

生成する可能性は小さい。 

また，開放点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認している。 

したがって，汽水胴，水胴，火炉，管，安全弁，バーナの腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. ボイラ本体等の疲労割れ［ボイラ本体（汽水胴，水胴，火炉，管，バーナ），蒸

気だめ，蒸気系配管，蒸気系弁，エゼクタ及び給水系配管］ 

ボイラ本体，蒸気だめ，蒸気系配管，蒸気系弁，エゼクタ及び給水系配管は運

転時に高温環境になるため，疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，温度変化率を緩和させるために，ボイラ本体の外面には保温材

が取り付けられているとともに，検査間隔内における運転時間又は起動回数を疲

労割れ防止の観点より定めていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの巡視点検，開放点検時の目視点検及び浸透探傷検査において，

疲労による割れは確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因がある

とは考え難い。 

したがって，ボイラ本体等の疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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l. 管の高サイクル疲労割れ［ボイラ本体］ 

管は，内部流体及び管外部の気体の流れ等により高サイクル疲労の発生が想定

されるが，内部流体は自然循環，外部は気体の流れであり加振力は大きくないこ

とから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な欠陥は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，管の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

m. 羽根車の腐食（キャビテーション）［給水ポンプ，脱気器給水ポンプ］ 

ポンプ内部でキャビテーションが発生すると羽根車表面にエロージョンが生じ，

ポンプ性能に影響を及ぼすことが想定される。 

しかしながら，ポンプはキャビテーションが発生しない条件（有効吸込ヘッド

＞必要有効吸込ヘッド）を満たすよう設計段階において考慮されており，この大

小関係は経年的に変化するものではないことから，キャビテーションが発生する

可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な腐食は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，羽根車の腐食（キャビテーション）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 主軸の高サイクル疲労割れ［給水ポンプ，脱気器給水ポンプ］ 

主軸には運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部において，高サ

イクル疲労割れの発生が想定される。 

しかしながら，主軸は設計段階において高サイクル疲労割れが発生しない様に

考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検及び浸透探傷検査において有意なき裂は確認されて

おらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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o. 小口径配管の高サイクル疲労割れ［蒸気系配管，給水系配管］ 

小口径配管のソケット溶接部は，ポンプの機械・流体振動に伴う繰返し応力に

よる高サイクル疲労割れの発生が想定されるが，これまでの運転で蒸気系配管及

び給水系配管に高サイクル疲労割れは確認されておらず，振動の状態は経年的に

変化するものではないことから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意な欠陥は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，小口径配管の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 弁棒の疲労割れ［蒸気系弁，給水系弁］ 

蒸気系弁，給水系弁のうち手動弁については，弁棒の疲労割れの発生が想定さ

れるが，開操作時にバックシート部へ過負荷がかからないように適切な操作を行

っていることから，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検において有意なき裂は確認されておらず，今後もこ

れらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，弁棒の疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常経年劣化事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ） 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価する。 
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b. 埋込金物（コンクリート埋込部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，コンクリート埋設部に

ついては，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境と

なるため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで

長時間を要する。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の

腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

c. 汽水胴，水胴，火炉，管及びバーナのクリープ［ボイラ本体］ 

ボイラは一般的にクリープの発生が想定されるが，補助ボイラ設備における蒸

気側の最高使用温度は 183.2 ℃，出口排ガス温度は 286 ℃であり，鋼材がクリー

プを発生する温度 370℃より低いため，クリープが発生する可能性はない。 

したがって，汽水胴，水胴，火炉，管及びバーナのクリープは，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. スプリングのへたり［安全弁（ボイラ本体）］ 

安全弁のスプリングは常時応力が負荷された状態で使用されるため，へたりの

発生が想定されるが，設計段階においてスプリング使用時のねじり応力が許容ね

じり応力以下になるように設定されており，またスプリングの材料に対する推奨

最高使用温度よりも実際の使用温度は低いことから，へたりが発生する可能性は

ない。 

したがって，スプリングのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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表2.2-1（1/2） 補助ボイラ設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ボイラ

本体 

汽水胴  炭素鋼  △△*2 △    ▲*3 *1:羽根車のキャ

ビテーション 

*2:流れ加速型腐

食 

*3:クリープ 

*4:高サイクル疲

労割れ 

*5:主軸 

*6:羽根車とケー

シングリング

間 

*7:弁棒 

*8:小口径配管 

*9:スプリングの

へたり 

*10:手動弁 

水胴  炭素鋼  △ △    ▲*3 

火炉  炭素鋼  △ △    ▲*3 

管  炭素鋼  △△*2 △△*4    ▲*3 

安全弁（ボイラ

本体） 
 

炭素鋼，ステンレ

ス鋼，ばね鋼 
 △     ▲*9 

蒸気だめ  炭素鋼  △*2 △     

蒸気系配管  炭素鋼，低合金鋼  △*2 △△*4*8     

蒸気系弁  
炭素鋼，炭素鋼鋳

鋼 
 △*2 △△*7*10     

給水ポンプ  
鋳鉄，炭素鋼，青

銅鋳物 
△*5*6 △△*1 △*4*5     

脱気器給水ポン

プ 
 

鋳鉄，炭素鋼，青

銅鋳物 
△*5*6 △△*1 △*4*5     

脱気器  炭素鋼  △      

ホットウェルタ

ンク 
 ステンレス鋼        

エゼクタ  
炭素鋼，ステンレ

ス鋼 
 △ △     

ブロータンク  炭素鋼  △      

給水タンク  炭素鋼  △      

給水系配管  炭素鋼  △ △△*4*8     

給水系弁（制御

弁含む） 
 

炭素鋼，炭素鋼鋳

鋼 
 △ △*7*10     

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常経年劣化事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常経年劣化事象以外）
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表 2.2-1（2/2） 補助ボイラ設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

フランジボルト  炭素鋼  △      *1:クリープ 

*2:コンクリート

埋込部 

*3:樹脂の劣化 

Oリング，パッキ

ン，ポンプ軸受

（ころがり） 

◎ －        

蒸発熱の確

保 

エネルギー

伝達 

ボ イ ラ

本体 
バーナ  炭素鋼  △ △    ▲*1 

機器の支持 支持 

ベース  炭素鋼  △      

配管サポート  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*2      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*3  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常経年劣化事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常経年劣化事象以外） 

 



 

 

 

 

 

 

12. 廃棄物処理設備 

 

 

［対象設備］ 

① 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

② 機器ドレン系設備 

③ 減容固化系設備 

④ 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 

⑤ 雑固体焼却系設備 

⑥ セメント混練固化系設備 

⑦ 使用済樹脂貯蔵系設備 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している廃棄物処理設備のうち，最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高

使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器を選

定した。 

本評価書の評価対象となる廃棄物処理設備の概略を図 1-1 に，主な仕様を表 1-1 に，現在

使用されていない設備（以下，「停止保管設備」という）の主な仕様を表 1-2 に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点線内：本評価書における評価対象範囲 

 

 

 

図 1-1（1/5） 廃棄物処理設備概略図  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備

廃液中和タンク 
廃液濃縮器蒸発缶

濃縮廃液貯蔵タンク 

凝縮水収集 
タンクへ 

廃液濃縮器循環ポンプ 

濃縮廃液ポンプ 

廃液濃縮器加熱器

廃液濃縮器補助 
循環タンク 廃液濃縮器 

補助循環ポンプ 

廃液濃縮器復水器 

再生廃液， 
高電導度ドレン廃液， 
化学廃液，床ドレン廃液等 
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点線内：本評価書における評価対象範囲 

 

 

図 1-1（2/5） 廃棄物処理設備概略図  

機器ドレン系設備 

減容固化系設備 

クラッドスラリタンク 

機器ドレン処理 
水タンクへ 

クラッドスラリ上澄水タンク クラッドスラリ濃縮器加熱器 

クラッドスラリ濃縮器復水器 

クラッドスラリ濃縮器

機器ドレン廃液 

クラッドスラリ濃縮器デミスタ 

乾燥機 

水分計ホッパ 

造粒機 トロンメル 

ペレットホッパ 

ペレット充填装置

造粒固化体充填容器

デミスタ ミストセパレータ

乾燥機復水器 乾燥機排気ブロワ 

溶解タンク 

溶解ポンプ 

クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ 

クラッドスラリ上澄水ポンプ 

濃縮廃液 

廃液中和 
タンクへ 

主排気筒へ 
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点線内：本評価書における評価対象範囲 

  

 

図 1-1（3/5） 廃棄物処理設備概略図 

 

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 

雑固体焼却系設備 

溶融炉 2 次燃焼器燃焼室 

雑固体廃棄物 

高周波溶融炉 溶融炉 2 次燃焼器 溶融炉排ガス冷却器 溶融炉セラミックフィルタ

固化体冷却室 

溶融炉排ガスフィルタ 

溶融炉排ガス洗浄塔 溶融炉排ガスブロワ 主排気筒へ 

雑固体廃棄物 

焼却灰取出ボックス

焼却炉 

1 次セラミックフィルタ

灰取出ボックス 

1 次セラミックフィルタ 排ガス冷却器 

排ガスブロワ廃棄物処理建屋排気筒 排ガスフィルタ

2 次セラミックフィルタ 

灰取出ボックス 

2 次セラミックフィルタ 

灰ドラム充填装置 

溶融炉排ガス脱硝塔 

焼却炉グローブボックス 
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点線内：本評価書における評価対象範囲 

 

 

図 1-1（4/5） 廃棄物処理設備概略図 

  

セメント混練固化系設備 

蒸発固化体乾燥機
セメント混練固化系

設備へ 

蒸発固化体（容器）

運搬，取付 

セメント混練固化系

設備（ベント系）へ 

取外し，運搬 

気体 
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点線内：本評価書における評価対象範囲 

 

 

 

 

 

図 1-1（5/5） 廃棄物処理設備概略図 

使用済樹脂貯蔵系設備 

使用済樹脂タンク

使用済粉末樹脂ポンプ 
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表 1-1 廃棄物処理設備の主な仕様 

設備名称 仕様 重要度*1 運転状態

使用条件 

最高使用圧力*3 

（MPa） 

最高使用温度*3

(℃) 

濃縮廃液・廃液

中和スラッジ系

設備 

1,500 m3/h *4 高*2 運転設備 1.98 149 

7.4 m3/h *5 高*2 
停止保管

設備 
1.04 105 

機器ドレン系設

備 
331 kWh *6 高*2 運転設備 1.04 159 

減容固化系設備 200 kg/h *7 高*2 運転設備 1.04 190 

雑固体減容処理

設備高周波溶融

炉設備 

250 kg/h/個*8 高*2 運転設備 0.044 1,550 

雑固体焼却系設

備 
870 kW *9 高*2 運転設備 大気圧 1,100 

セメント混練固

化系設備 
300 ℃ *10 高*2 運転設備 大気圧 350 

使用済樹脂貯蔵

系設備 
4.77 m3/h *11 高*2 

停止保管

設備 
1.96 65 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子

炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：設備内での最高使用温度及び最高使用圧力を示す 

*4：廃液濃縮器加熱器の処理流量を示す 

*5：廃液濃縮器補助循環ポンプの容量を示す 

*6：クラッドスラリ濃縮器加熱器の容量を示す 

*7：乾燥機の容量を示す 

*8：高周波溶融炉の処理能力を示す 

*9：焼却炉の焼却容量を示す 

*10：蒸発固化体乾燥機の処理能力を示す 

*11：使用済粉末樹脂ポンプの容量を示す 
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表 1-2 停止保管設備の主な仕様 

設備名称 機器名称 
仕様 

（容量）
重要度*1

使用条件 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度

(℃) 

濃縮廃液・廃液中

和スラッジ系設備 

廃液濃縮器補

助循環タンク 
6.3 m3 高*2 大気圧 105 

濃縮廃液・廃液中

和スラッジ系設備 

廃液濃縮器補

助循環ポンプ 
7.4 m3/h 高*2 1.04 105 

使用済樹脂貯蔵系

設備 

使用済粉末樹

脂ポンプ 
4.77 m3/h 高*2 1.96 65 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子

炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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2. 廃棄物処理設備（運転設備）の技術評価 

本章では，以下の廃棄物処理設備（運転設備）について技術評価を実施する。 

① 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

② 機器ドレン系設備 

③ 減容固化系設備 

④ 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 

⑤ 雑固体焼却系設備 

⑥ セメント混練固化系設備 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

(1) 構造 

東海第二の濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備は，復水脱塩装置等の樹脂の再生廃

液，高電導度ドレン廃液，分析室ドレン等の化学廃液及び床ドレン廃液の中和処理後

の過程において濃縮処理を行うとともに，濃縮により発生した廃液を濃縮廃液貯蔵タ

ンクに集め，固体廃棄物として処理する設備であり，廃液中和タンク，濃縮廃液貯蔵

タンク，濃縮廃液ポンプ，廃液濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器加熱器，廃液濃縮器復水器，

廃液濃縮器循環ポンプ等で構成されている。 

なお，濃縮する際に発生した蒸気は，凝縮させ凝縮水収集タンクに集め，機器ドレ

ン処理系に送られる。その後，復水貯蔵タンクにて回収，再使用されるか，又は脱塩

処理した後，凝縮水サンプルタンクに移し，放射性物質濃度を確認した上で，復水器

冷却水放水路に放出される。 

東海第二の濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備の系統構成図を図 2.1-1 に，各対象

機器の構造図を図 2.1-2～8 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，

使用条件を表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備系統構成図

No. 機器名 

① 廃液中和タンク 
② 濃縮廃液貯蔵タンク 
③ 濃縮廃液ポンプ 
④ 廃液濃縮器蒸発缶 
⑤ 廃液濃縮器加熱器 
⑥ 廃液濃縮器復水器 
⑦ 廃液濃縮器循環ポンプ 
⑧ 配管及び弁* 

 

凝縮水収集 
タンクへ 

廃液濃縮器 

補助循環ポンプ 

 

：隔離措置範囲 

：停止保管設備 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

再生廃液， 
高電導度ドレン廃液， 
化学廃液及び床ドレン廃液等

⑥ 

廃液濃縮器 

補助循環 

タンク 

実線：評価対象（高温・高圧） 

破線：低温・低圧 

*：実線部が対象 
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No. 部位 

① 上板 

② 胴 

③ スカート 

④ 基礎ボルト 

  

① 

② 

④ 

図 2.1-2 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液中和タンク構造図 

③ 
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図 2.1-3 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液貯蔵タンク構造図 

No. 部位 

① 上板 
② 胴 
③ スカート 
④ 基礎ボルト 

 
① 

② 

④ 

③ 
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図 2.1-4 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液ポンプ構造図 

  

No. 部位 

① ケーシング 
② 主軸 
③ メカニカルシール 
④ ガスケット 
⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシングボルト・ナット 
⑦ 取付ボルト 
⑧ ベース 

⑨ 基礎ボルト 
 

① 

③ 

② 

④ 
⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑦ 

⑤ ⑤ 
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① 

② 

④ 

③ 

図 2.1-5 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器蒸発缶構造図 

No. 部位 

① 胴（上鏡，下部胴を含む） 
② ガスケット 
③ フランジボルト・ナット 
④ 基礎ボルト 
⑤ 支持脚 

 

⑤ 
④ 

⑤ 
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図 2.1-6 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器加熱器構造図 

No. 部位 

① 伝熱管 
② 管板 
③ 水室 
④ 胴 
⑤ ガスケット 
⑥ フランジボルト・ナット 
⑦ スカート 
⑧ 基礎ボルト 

 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 

⑤ 

⑥ ⑤ 

⑧ 

① 
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図 2.1-7 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器復水器構造図 

  

⑤ 

② ③ ⑧ ⑦ 

No. 部位 

① 伝熱管 
② 管板 
③ 水室 
④ 胴（鏡板を含む） 
⑤ ガスケット 
⑥ フランジボルト・ナット

⑦ 支持脚 
⑧ 基礎ボルト 

 

④ ① ⑥ 

⑧ ⑦ 
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図 2.1-8 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器循環ポンプ構造図 
  

No. 部位 

① ケーシング 
② 主軸 
③ メカニカルシール 
④ ガスケット 
⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシングボルト・ナット 
⑦ 取付ボルト 

⑧ ベース 
⑨ 基礎ボルト 

⑦ 

⑨ 

① 

③ 

② 

⑥ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑤ 
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表 2.1-1 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

廃液中和タ

ンク 

上板 ステンレス鋼 

胴 ステンレス鋼 

濃縮廃液貯

蔵タンク 

上板 
炭素鋼（内面エポキシライ

ニング） 

胴 
炭素鋼（内面エポキシライ

ニング） 

濃縮廃液ポ

ンプ 

ケーシング ステンレス鋼鋳鋼 

主軸 ステンレス鋼 

メカニカルシール （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

ケーシングボルト・ナッ

ト 
ステンレス鋼 

廃液濃縮器

蒸発缶 

胴（上鏡，下部胴を含む） ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

廃液濃縮器

加熱器 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

水室 ステンレス鋼 

胴 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

廃液濃縮器

復水器 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

水室 炭素鋼 

胴（鏡板を含む） ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

フランジボルト・ナット 低合金鋼，炭素鋼 

廃液濃縮器

循環ポンプ

ケーシング ステンレス鋼鋳鋼 

主軸 ステンレス鋼 

メカニカルシール （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

ケーシングボルト・ナッ

ト 
ステンレス鋼 

配管及び弁 
ステンレス鋼，ステンレス

鋼鋳鋼 

ガスケット，パッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

スカート 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 
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表 2.1-2 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

廃液中和タンク 廃液 大気圧 100 

濃縮廃液貯蔵タンク 濃縮廃液 大気圧 120 

濃縮廃液ポンプ 濃縮廃液 1.98 65 

廃液濃縮器蒸発缶 濃縮廃液 0.34～ 0.101 真空 105 

廃液濃縮器加熱器 
一次側：蒸気 

二次側：濃縮廃液 

一次側：0.34 

二次側：0.34～ 

 0.101 真空 

一次側：149 

二次側：149 

廃液濃縮器復水器 
一次側：蒸気，凝縮水 

二次側：純水*1 

一次側：0.07～ 

  0.101 真空 

二次側：0.86 

一次側：105 

二次側：105 

廃液濃縮器循環 

ポンプ 
濃縮廃液 0.34～ 0.101 真空*2 105*2 

*1：補機冷却水（防錆剤入り）を示す 

*2：ポンプの吐出配管仕様を示す 
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2.1.2 機器ドレン系設備 

(1) 構造 

東海第二の機器ドレン系設備は，非助材型ろ過装置から発生するクラッドスラリを

クラッドスラリタンク内で沈降分離後，上澄水を濃縮器にて濃縮処理し，凝縮水を機

器ドレン処理水タンクへ回収する設備であり，クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッ

ドスラリ濃縮器，クラッドスラリ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，ク

ラッドスラリ濃縮器循環ポンプ等で構成されている。 

東海第二の機器ドレン系設備の系統構成図を図 2.1-9 に，各対象機器の構造図を図

2.1-10～14 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の機器ドレン系設備主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 

2.1-4 に示す。 
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図 2.1-9 機器ドレン系設備系統構成図 

  

No. 機器名 

① クラッドスラリ濃縮器加熱器 
② クラッドスラリ濃縮器 
③ クラッドスラリ濃縮器復水器 
④ クラッドスラリ濃縮器デミスタ 
⑤ クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ

⑥ 配管及び弁* 
 

クラッド 

スラリ 

タンク A,B 

クラッド 

スラリ 

上澄水 

タンク 

機器ドレン廃液

機器ドレン処理水
タンクへ 

①

②

④ ③ 

⑤

⑥

クラッドスラリ上澄水ポンプ 

実線：評価対象（高温・高圧） 

破線：低温・低圧 

*：実線部が対象 
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図 2.1-10 機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器構造図 
  

No. 部位 

① 伝熱管 
② 管板 
③ 水室 
④ 胴 
⑤ ガスケット 
⑥ フランジボルト・ナット 
⑦ 支持脚 
⑧ 基礎ボルト 

① 

⑥ 

⑤ 

③ 

② 

④ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 
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図 2.1-11 機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器構造図 

  

No. 部位 

① 胴（上鏡，下部胴を含む）

② ガスケット 
③ フランジボルト・ナット 
④ 支持脚 
⑤ 基礎ボルト 

 

③ 

④ 

⑤ 

② 

① 

② 
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図 2.1-12 機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器復水器構造図 
  

No. 部位 

① 伝熱管 
② 管板 
③ 水室 
④ 胴（鏡板を含む） 
⑤ ガスケット 
⑥ フランジボルト・ナット 

⑦ 支持脚 

⑧ 基礎ボルト 

③ 

① ② ④ ⑧ 

 ⑥ 

⑦ 

⑤ 

⑦ ⑧ 
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図 2.1-13 機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器デミスタ構造図 

  

No. 部位 

① 胴（上鏡，下部胴を含む） 
② ガスケット 
③ フランジボルト・ナット 
④ 支持脚 
⑤ 基礎ボルト 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 
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図 2.1-14 機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ構造図 

  

No. 部位 

① ケーシング 
② 主軸 
③ メカニカルシール 
④ ガスケット 
⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ ケーシングボルト・ナット 
⑦ 取付ボルト 
⑧ ベース 
⑨ 基礎ボルト 

① ③ ② 

⑨ 

⑦ 

⑥ ④ 

⑧ 

⑤ ⑤ 
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表 2.1-3 機器ドレン系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

クラッドスラリ

濃縮器加熱器 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

水室 ステンレス鋼 

胴 
胴板：炭素鋼 

端板：ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

クラッドスラリ

濃縮器 

胴（上鏡，下部胴を含む） ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

クラッドスラリ

濃縮器復水器 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

水室 ステンレス鋼 

胴（鏡板を含む） ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

クラッドスラリ

濃縮器デミスタ

胴（上鏡，下部胴を含む） ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

クラッドスラリ

濃縮器循環ポン

プ 

ケーシング ステンレス鋼鋳鋼 

主軸 ステンレス鋼 

メカニカルシール （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

ケーシングボルト・ナッ

ト 
ステンレス鋼 

配管及び弁 
ステンレス鋼，ステン

レス鋼鋳鋼 

ガスケット，パッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 
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表 2.1-4 機器ドレン系設備の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

クラッドスラリ濃縮

器加熱器 

管側：クラッドスラリ

タンク上澄水 

胴側：蒸気 

管側：0.49 

胴側：0.49 

管側：159 

胴側：159 

クラッドスラリ濃縮

器 

クラッドスラリタン

ク上澄水 
0.49 120 

クラッドスラリ濃縮

器復水器 

管側：補機冷却水 

胴側：蒸気，凝縮水 

管側：1.04 

胴側：静水頭 

管側：120 

胴側：120 

クラッドスラリ濃縮

器デミスタ 
蒸気 0.49 120 

クラッドスラリ濃縮

器循環ポンプ 

クラッドスラリタン

ク上澄水 
0.49* 120* 

*：ポンプの吐出配管仕様を示す 
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2.1.3 減容固化系設備 

(1) 構造 

東海第二の減容固化系設備は，濃縮廃液を減容固化系乾燥機・造粒機で乾燥・造粒

して容器に詰め減容固化体貯蔵室に貯蔵するか，貯蔵した後，セメント混練固化系設

備でドラム缶内に固化材（セメント）と混練して固化し貯蔵保管する設備であり，溶

解タンク，乾燥機，ミストセパレータ，デミスタ，水分計ホッパ，造粒機，トロンメ

ル，ペレットホッパ，ペレット充填装置，造粒固化体充填容器，乾燥機排気ブロワ，

溶解ポンプ等で構成されている。 

東海第二の減容固化系設備の系統構成図を図 2.1-15 に，各対象機器の構造図を図

2.1-16～28 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の減容固化系設備主要部位の使用材料を表 2.1-5 に，使用条件を表 2.1-6

に示す。 
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図 2.1-15 減容固化系設備系統構成図

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 溶解タンク ⑥ 造粒機 ⑪ 乾燥機復水器 

② 乾燥機 ⑦ トロンメル ⑫ 乾燥機排気ブロワ 

③ ミストセパレータ ⑧ ペレットホッパ ⑬ 溶解ポンプ 

④ デミスタ ⑨ ペレット充填装置 ⑭ 配管及び弁* 

⑤ 水分計ホッパ ⑩ 造粒固化体充填容器  

 

② 

③ ④ ⑤ 

① 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ ⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

濃縮廃液 

主排気筒へ 

廃液中和 
タンクへ 

⑭ 

実線：評価対象（高温・高圧） 

破線：低温・低圧 

*：実線部が対象 
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① 

② 

④ 

図 2.1-16 減容固化系設備溶解タンク構造図 

③ 

No. 部位 

① 上板 
② 胴（下鏡を含む） 
③ スカート 
④ 基礎ボルト 
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図 2.1-17 減容固化系設備乾燥機構造図 
  

① 

③ 

④ 

⑤ 

② 

⑥ 

No. 部位 

① 本体胴 
② 下部胴 

③ メカニカルシール 
④ フランジボルト・ナット 
⑤ O リング 
⑥ 支持脚 

⑦ 取付ボルト 
 

⑦ 
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図 2.1-18 減容固化系設備ミストセパレータ構造図 

  

No. 部位 

① 上板 
② 胴 
③ フランジボルト・ナット

④ ガスケット 
⑤ 支持脚 
⑥ 基礎ボルト 

 

① 

⑥ 

③ 

⑤ 

④ 

② 

⑥ 

⑤ 
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図 2.1-19 減容固化系設備デミスタ構造図 
  

No. 部位 

① 上板 
② 胴 
③ フランジボルト・ナット

④ ガスケット 
⑤ 取付ボルト 
⑥ 支持脚 

 

② 

⑥ 
⑤ 

① ③ ④ 

⑥ 

⑤ 



 

－ 12-34 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-20 減容固化系設備水分計ホッパ構造図 
  

No. 部位 

① 主軸 
② 本体胴 
③ フランジボルト・ナット 
④ 軸封セット 
⑤ O リング 
⑥ 取付ボルト 

 

② 

③ 

④ ① 

⑤ 

⑥ 
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図 2.1-21 減容固化系設備造粒機構造図 
  

No. 部位 

① 軸（スクリューフィーダ）

② ケーシング 
③ ホッパ 
④ シールリング 
⑤ O リング 
⑥ フランジボルト・ナット 

⑦ 取付ボルト 

 

③ 
① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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図 2.1-22 減容固化系設備トロンメル構造図 
  

No. 部位 

① 主軸 
② ケーシング 
③ ケーシングボルト・ナット

④ シールリング，Oリング 

⑤ ガスケット 
⑥ 軸受（ころがり） 

⑦ 取付ボルト 

 

③ ② 

④ ① 

⑤ 

⑦ 

⑥ ⑥ 
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図 2.1-23 減容固化系設備ペレットホッパ構造図 

  

No. 部位 

① 蓋 
② 胴 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ 支持脚 
⑥ 基礎ボルト 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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図 2.1-24 減容固化系設備ペレット充填装置構造図 
  

No. 部位 

① 接続蓋 
② ペレット充填口 
③ 充填管 
④ 充填補助弁 
⑤ フレーム 
⑥ 埋込金物 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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図 2.1-25 減容固化系設備造粒固化体充填容器構造図 
  

No. 部位 

① 上板 
② 側板 
③ 下板 
④ 蓋 
⑤ ドラムクロージャ 

 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 



 

－ 12-40 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-26 減容固化系設備乾燥機復水器構造図 
  

No. 部位 

① 胴（鏡板を含む） 
② 水室 
③ 伝熱管 
④ 管板 
⑤ 管支持板，ステー 
⑥ ガスケット 

⑦ 支持脚 

⑧ 基礎ボルト 

② 

① ③ 

④ 

⑤ ⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑦ 
⑧ 
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図 2.1-27 減容固化系設備乾燥機排気ブロワ構造図 
  

No. 部位 

① 主軸 
② ケーシング 
③ ケーシングボルト・ナット

④ メカニカルシール 
⑤ ガスケット 
⑥ 軸受（ころがり） 

⑦ 取付ボルト 

⑧ ベース 

⑨ 基礎ボルト 

 

② ⑤ 

④ ① 

⑦ ⑨ 

③ 

⑥ 

⑧ 

⑥ 
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図 2.1-28 減容固化系設備溶解ポンプ構造図 

  

No. 部位 

① ケーシング 
② 主軸 
③ メカニカルシール 
④ O リング 
⑤ 軸受（ころがり） 
⑥ ケーシングボルト・ナット

⑦ 取付ボルト 

⑧ ベース 

⑨ 基礎ボルト 

④ ① ③ ② 

⑨ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑤ ⑤ 
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表 2.1-5（1/2） 減容固化系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

溶解タンク 
上板 ステンレス鋼 

胴（下鏡を含む） ステンレス鋼 

乾燥機 

本体胴 
炭素鋼（合金鋼クラッ

ド） 

下部胴 ステンレス鋼 

メカニカルシール （消耗品） 

フランジボルト・ナット 炭素鋼 

O リング （消耗品） 

ミストセパレー

タ 

上板 ステンレス鋼 

胴 ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

デミスタ 

上板 ステンレス鋼 

胴 ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

水分計ホッパ 

主軸 ステンレス鋼 

本体胴 ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

軸封セット （消耗品） 

O リング （消耗品） 

造粒機 

軸（スクリューフィー

ダ） 
ステンレス鋼 

ケーシング ステンレス鋼 

ホッパ ステンレス鋼 

シールリング （消耗品） 

O リング （消耗品） 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

トロンメル 

主軸 ステンレス鋼 

ケーシング ステンレス鋼 

ケーシングボルト・ナッ

ト 
ステンレス鋼 

シールリング，Oリング （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

ペレットホッパ

蓋 ステンレス鋼 

胴 ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 
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表 2.1-5（2/2） 減容固化系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ペレット充填装

置 

接続蓋 ステンレス鋼 

ペレット充填口 ステンレス鋼 

充填管 ステンレス鋼 

充填補助弁 ステンレス鋼鋳鋼 

フレーム 炭素鋼 

造粒固化体充填

容器 

上板 炭素鋼 

側板 炭素鋼 

下板 炭素鋼 

蓋 炭素鋼 

ドラムクロージャ 炭素鋼 

乾燥機復水器 

胴（鏡板を含む） ステンレス鋼 

水室 炭素鋼 

伝熱管 ステンレス鋼 

管板 ステンレス鋼 

管支持板，ステー ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

乾燥機排気ブロ

ワ 

主軸 炭素鋼 

ケーシング 炭素鋼 

ケーシングボルト・ナッ

ト 
炭素鋼 

メカニカルシール （消耗品） 

ガスケット （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

溶解ポンプ 

主軸 ステンレス鋼 

ケーシング ステンレス鋼鋳鋼 

ケーシングボルト・ナッ

ト 
ステンレス鋼 

メカニカルシール （消耗品） 

O リング （消耗品） 

軸受（ころがり） （消耗品） 

配管及び弁 
ステンレス鋼，ステン

レス鋼鋳鋼 

ガスケット，パッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼，ステンレス鋼

支持脚 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

スカート 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 
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表 2.1-6 減容固化系設備の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

溶解タンク 
乾燥機洗浄液，ミストセパレ

ータ廃液溶解液他 
静水頭 105 

乾燥機 濃縮廃液 

本体胴側 

内圧：0.20 

外圧：0.01 

本体加熱胴側 

0.96 

183 

ミストセパレータ 濃縮廃液，蒸発物及び凝縮水
内圧：0.20 

外圧：0.01 
105 

デミスタ 濃縮廃液，蒸発物及び洗浄水
内圧：0.20 

外圧：0.01 
105 

水分計ホッパ 濃縮廃液乾燥粉体 
内圧：0.05 

外圧：0.01 
183 

造粒機 濃縮廃液乾燥粉体 
内圧：大気圧 

外圧：0.01 
190 

トロンメル 
濃縮廃液乾燥粉体造粒固化体

（粉体含む） 

内圧：大気圧 

外圧：0.01 
190 

ペレットホッパ 
濃縮廃液乾燥粉体造粒固化体

（粉体含む） 

内圧：大気圧 

外圧：0.01 
190 

ペレット充填装置 
濃縮廃液乾燥粉体造粒固化体

（粉体含む） 
大気圧 190 

造粒固化体充填容器 
濃縮廃液乾燥粉末固化体（粉

体含む） 
0.015 120 

乾燥機復水器 
水室：純水*1 

胴側：濃縮廃液蒸発物 

水室 

1.04 

胴側 

内圧：0.10 

外圧：0.01 

水室：65 

胴側：105 

 

乾燥機排気ブロワ 気体（排ガス） 0.01*2 105*2 

溶解ポンプ 
乾燥機洗浄液，ミストセパレ

ータ廃液溶解液他 
1.04*3 105*3 

*1：補機冷却水（防錆剤入り）を示す 

*2：ブロワの吐出配管仕様を示す 

*3：ポンプの吐出配管仕様を示す 
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2.1.4 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 

(1) 構造 

東海第二の雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備は，不燃性雑固体廃棄物を溶融処

理する設備であり，高周波溶融炉，溶融炉 2次燃焼器燃焼室，溶融炉 2次燃焼器，溶

融炉排ガス冷却器，溶融炉セラミックフィルタ，溶融炉排ガスフィルタ，溶融炉排ガ

ス脱硝塔及び溶融炉排ガスブロワ等から構成されている。 

溶融処理後，不燃性雑固体廃棄物は固化体冷却室にて冷却後，ドラム缶に収納され

る。 

東海第二の雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備の系統構成図を図 2.1-29 に，各

機器の構造図を図 2.1-30～37 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備主要部位の使用材料を表2.1-7に，

使用条件を表 2.1-8 に示す。 
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実線部：高温・高圧  

 

 

図 2.1-29 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備系統構成図

No. 機器名 No. 機器名 

① 高周波溶融炉 ⑥ 溶融炉排ガスフィルタ 
② 溶融炉 2次燃焼器燃焼室 ⑦ 溶融炉排ガス脱硝塔 
③ 溶融炉 2次燃焼器 ⑧ 溶融炉排ガスブロワ 
④ 溶融炉排ガス冷却器 ⑨ 配管及び弁* 
⑤ 溶融炉セラミックフィルタ  

排ガス洗浄廃液処理装置へ

主排気筒へ 

固化体冷却室

雑固体廃棄物
① ③ 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑧ 

溶融炉排ガス 
洗浄塔 

実線：評価対象（高温・高圧） 

破線：低温・低圧 

*：実線部が対象 
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図 2.1-30 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周波溶融炉構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ 支持脚 
⑥ 基礎ボルト 

 

① 

② 

④ 

⑤ 

⑥ 

③

④ 
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図 2.1-31 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉 2次燃焼器燃焼室構造図

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ 基礎ボルト 

 

①

④

⑤

②

③ 
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図 2.1-32 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉 2次燃焼器構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ 基礎ボルト 

 

⑤ 

①

② 
③ 

④ 
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図 2.1-33 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排ガス冷却器構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ 基礎ボルト 

 

① 

② 
③ 

④

⑤ 
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図 2.1-34 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉セラミックフィルタ構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ フィルタエレメント 
⑥ 支持脚 
⑦ 基礎ボルト 

 

① 

② 

③ ④ 

⑤ 

⑦ 

⑥ 
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図 2.1-35 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排ガスフィルタ構造図 

  

No. 部位 

① 胴（鏡板を含む） 
② フィルタエレメント 
③ 支持脚 
④ 基礎ボルト 

① 

③ ④

②

③ ④③ ④ 
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図 2.1-36 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排ガス脱硝塔構造図 

  

No. 部位 

① 胴（鏡板を含む） 
② フランジボルト・ナット 
③ ガスケット 
④ 支持脚 
⑤ 基礎ボルト 

 

① 

③ ② 
④ 

⑤ 
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図 2.1-37 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排ガスブロワ構造図 

  

No. 部位 

① 羽根車 
② ケーシング 
③ 主軸 
④ ケーシングボルト・ナット 
⑤ 軸受（ころがり） 
⑥ 取付ボルト 
⑦ ベース 
⑧ 基礎ボルト 

③

②

④

①

⑤

⑥

⑧

⑦ 

⑤ 
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表 2.1-7（1/2） 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

焼却・除塵機

能の確保 
機能 

高周波溶融炉 本体 耐火物 

溶融炉 2次燃

焼器燃焼室 
本体 耐火物 

溶融炉 2次燃

焼器 
本体 耐火物 

溶融炉排ガス

冷却器 
本体 耐火物 

溶融炉セラミ

ックフィルタ

本体 耐火物 

フィルタエレメント （定期取替品） 
溶融炉排ガス

フィルタ 
フィルタエレメント （定期取替品） 

溶融炉排ガス

ブロワ 

羽根車 ステンレス鋼 

主軸 炭素鋼 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

高周波溶融炉

本体 耐火物 

外殻 ステンレス鋼 

フランジボルト・ナ

ット 
ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

溶融炉 2次燃

焼器燃焼室 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

溶融炉 2次燃

焼器 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

溶融炉排ガス

冷却器 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

溶融炉セラミ

ックフィルタ

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

溶融炉排ガス

フィルタ 
胴（鏡板を含む） ステンレス鋼 
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表 2.1-7（2/2） 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

溶融炉排ガ

ス脱硝塔 

胴（鏡板を含む） ステンレス鋼 

フランジボルト・ナット ステンレス鋼 

ガスケット （消耗品） 

溶融炉排ガ

スブロワ 

ケーシング ステンレス鋼 

主軸 炭素鋼 

ケーシングボルト・ナッ

ト 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

配管及び弁 

炭素鋼（耐火物内張り），

ステンレス鋼，ステンレ

ス鋼鋳鋼 

ガスケット，パッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 
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表 2.1-8 雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備主要部位の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

高周波溶融炉 不燃性雑固体廃棄物 大気圧 1,550（外殻 100）

溶融炉 2次燃焼器燃焼室 気体（排ガス） 大気圧 1,350（外殻 150）

溶融炉 2次燃焼器 気体（排ガス） 大気圧 1,350（外殻 150）

溶融炉排ガス冷却器 気体（排ガス） 大気圧 1,150（外殻 150）

溶融炉セラミックフィル

タ 
気体（排ガス） 大気圧 250（外殻 150） 

溶融炉排ガスフィルタ 気体（排ガス） 大気圧 250 

溶融炉排ガス脱硝塔 気体（排ガス） 大気圧 425 

溶融炉排ガスブロワ 気体（排ガス） 0.044 250 
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2.1.5 雑固体焼却系設備 

(1) 構造 

東海第二の雑固体焼却系設備は，管理区域で発生する低レベル可燃性雑固体廃棄物

（ポリエチレン，紙，木材等），廃油等を焼却・減容処理する設備である。 

雑固体焼却系設備は，可燃性雑固体廃棄物を焼却する焼却炉，焼却炉より排出され

る燃焼排ガス中のダストを除去する1次セラミックフィルタ及び2次セラミックフィ

ルタ，セラミックフィルタにより除塵された排ガスを冷却する排ガス冷却器，さらに

再度除塵する排ガスフィルタ，排ガスを大気に排出する排ガスブロア及び廃棄物処理

建屋排気筒等から構成されている。 

焼却炉底より排出される焼却灰は，焼却灰取出ボックス及び焼却炉グローブボック

スを介して灰ドラム充填装置にてドラム缶に収納される。また，各セラミックフィル

タにて捕集された焼却灰についても，セラミックフィルタ灰取出ボックスを介して灰

ドラム充填装置にてドラム缶に収納される。 

東海第二の雑固体焼却系設備の系統構成図を図 2.1-38 に，各対象機器の構造図を

図 2.1-39～49 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の雑固体焼却系設備主要部位の使用材料を表 2.1-9 に，使用条件を表

2.1-10 に示す。 
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実線部：高温・高圧 

 

図 2.1-38 雑固体焼却系設備系統構成図

 

  

 

  

 

 

No. 部位 

① 焼却炉 
② 焼却灰取出ボックス 

③ 焼却炉グローブボックス 

④ 1次セラミックフィルタ 

⑤ 1次セラミックフィルタ灰取出ボックス 

⑥ 2次セラミックフィルタ 

⑦ 2次セラミックフィルタ灰取出ボックス 

⑧ 排ガス冷却器 
⑨ 配管及び弁* 
⑩ 排ガスフィルタ 
⑪ 排ガスブロワ 
⑫ 廃棄物処理建屋排気筒 

 

① 

② 

③ 

灰ドラム充填装置へ 

④ 

⑥

⑤ ⑦

⑧

⑩

⑪ ⑫ 

⑨

雑固体廃棄物 

実線：評価対象（高温・高圧） 

破線：低温・低圧 

*：実線部が対象 
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図 2.1-39 雑固体焼却系設備焼却炉構造図  

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ 支持脚 
⑥ 基礎ボルト 

 

①

②

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑤ 
⑥ 
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図 2.1-40 雑固体焼却系設備焼却炉灰取出ボックス構造図 

No. 部位 

① 本体 
② ケーシング 
③ ダンパ 

 

① 

② 

③ 
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図 2.1-41 雑固体焼却系設備焼却炉グローブボックス構造図 

  

No. 部位 

① ケーシング 
② ダンパ 
③ シュート 

① 

②

③ 
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図 2.1-42 雑固体焼却系設備 1次セラミックフィルタ構造図 

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ フィルタエレメント 
⑥ 支持脚 
⑦ 基礎ボルト 

 

① 

③ ⑥ 

⑤ 
② 

⑦ 

④ 
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図 2.1-43 雑固体焼却系設備 1次セラミックフィルタ灰取出ボックス構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② ケーシング 
③ ダンパ 
④ シュート 
⑤ 破砕機ケーシング 

 

① 

② 

③

④

⑤ 
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図 2.1-44 雑固体焼却系設備 2次セラミックフィルタ構造図 

① 

③ 

④ 

⑥ 
⑦ 

⑤ 

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ フィルタエレメント 
⑥ 支持脚 
⑦ 基礎ボルト 

 

② 
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図 2.1-45 雑固体焼却系設備 2次セラミックフィルタ灰取出ボックス構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② ケーシング 
③ ダンパ 
④ シュート 
⑤ 破砕機ケーシング 

 

① 

② 

③

④

⑤ 
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図 2.1-46 雑固体焼却系設備排ガス冷却器構造図 

  

No. 部位 

① 本体 
② 外殻 
③ フランジボルト・ナット 
④ ガスケット 
⑤ エレメント 
⑥ 支持脚 
⑦ 基礎ボルト 

 

② 

④ ③

⑤ 

⑥ 

⑦ 

① 

⑥ 

⑦ 
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図 2.1-47 雑固体焼却系設備排ガスフィルタ構造図 

  

No. 部位 

① 胴（鏡板を含む） 
② フィルタエレメント

③ 支持脚 
④ 基礎ボルト 

 

①  ② ③ ④ ③ ④ ③ ④ 
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図 2.1-48 雑固体焼却系設備排ガスブロワ構造図 

  

No. 部位 

① 羽根車 
② ケーシング 
③ 主軸 
④ ケーシングボルト・ナット

⑤ 軸受（すべり） 
⑥ 取付ボルト 
⑦ ベース 
⑧ 基礎ボルト 

 

① 

③ 

② 

④

⑤

⑥ 

⑦

⑧ 

⑤ 

⑥

⑦ 



 

－ 12-71 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-49 雑固体焼却系設備廃棄物処理建屋排気筒構造図 

No. 部位 

① 排気筒筒身 
② 基礎ボルト 

 

① 

②
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表 2.1-9（1/2） 雑固体焼却系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

焼却・除塵

機能の確保 
機能 

焼却炉 本体 耐火物 

焼却炉灰取出ボック

ス 
本体 耐火物 

1 次セラミックフィ

ルタ 

本体 耐火物 

フィルタエレメント （定期取替品） 

1 次セラミックフィ

ルタ灰取出ボックス
本体 耐火物 

2 次セラミックフィ

ルタ 

本体 耐火物 

フィルタエレメント （定期取替品） 

2 次セラミックフィ

ルタ灰取出ボックス
本体 耐火物 

排ガス冷却器 
本体 耐火物 

エレメント （定期取替品） 

排ガスフィルタ フィルタエレメント （定期取替品） 

排ガスブロワ 
羽根車 炭素鋼 

主軸 炭素鋼 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

焼却炉 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 
炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

焼却炉灰取出ボック

ス 

本体 耐火物 

ケーシング 炭素鋼，ステンレス

鋼 

ダンパ ステンレス鋼（耐火

物内張り） 

焼却炉グローブボッ

クス 

ケーシング 炭素鋼 

ダンパ ステンレス鋼 

シュート （定期取替品） 

1 次セラミックフィ

ルタ 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

1 次セラミックフィ

ルタ灰取出ボックス

本体 耐火物 

ケーシング 炭素鋼 

ダンパ ステンレス鋼（耐火

物内張り） 

シュート （定期取替品） 

破砕機ケーシング 炭素鋼 

2 次セラミックフィ

ルタ 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 



 

－ 12-73 － 

表 2.1-9（2/2） 雑固体焼却系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

2 次セラミック

フィルタ灰取出

ボックス 

本体 耐火物 

ケーシング 炭素鋼 

ダンパ 
ステンレス鋼（耐火物内

張り） 

シュート （定期取替品） 

破砕機ケーシング 炭素鋼 

排ガス冷却器 

本体 耐火物 

外殻 炭素鋼 

フランジボルト・ナ

ット 
炭素鋼 

ガスケット （消耗品） 

排ガスフィルタ 胴（鏡板を含む） ステンレス鋼 

排ガスブロワ 

ケーシング 鋳鉄 

主軸 炭素鋼 

ケーシングボルト・

ナット 炭素鋼 

軸受（すべり） （定期取替品） 

廃棄物処理建屋

排気筒 
排気筒筒身 

炭素鋼（内面ゴムライニ

ング，一部抗火石内張り）

配管及び弁 

炭素鋼（耐火物内張り），

ステンレス鋼，ステンレ

ス鋼鋳鋼  

ガスケット，パッキン （消耗品） 

機器の支持 支持 

取付ボルト 炭素鋼 

ベース 炭素鋼 

支持脚 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 
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表 2.1-10 雑固体焼却系設備主要部位の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

焼却炉 雑固体，廃油 大気圧 1,100（外殻 100） 

焼却炉灰取出ボックス 焼却灰 大気圧 300（外殻 100） 

焼却炉グローブボックス 焼却灰 大気圧 100 

1 次セラミックフィルタ ガス（排ガス） 大気圧 950（外殻 100） 

1 次セラミックフィルタ灰

取出ボックス 
焼却灰 大気圧 100 

2 次セラミックフィルタ ガス（排ガス） 大気圧 750（外殻 100） 

2 次セラミックフィルタ灰

取出ボックス 
焼却灰 大気圧 100 

排ガス冷却器 ガス（排ガス） 大気圧 700 

排ガスフィルタ ガス（排ガス） 大気圧 250 

排ガスブロワ ガス（排ガス） 大気圧 300 

廃棄物処理建屋排気筒 ガス（排ガス） 大気圧 300 
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2.1.6 セメント混練固化系設備 

(1) 構造 

東海第二のセメント混練固化系設備の内，評価対象機器である蒸発固化体乾燥機は，

蒸発固化体を固化体（セメント）で混練するための蒸発固化体取出作業の前処理とし

て，蒸発固化体を乾燥させるための設備である。 

東海第二のセメント混練固化系蒸発固化体乾燥機構造図を図 2.1-50 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のセメント混練固化系設備主要部位の使用材料を表 2.1-11 に，使用条件

を表 2.1-12 に示す。 
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図 2.1-50 セメント混練固化系設備蒸発固化体乾燥機構造図 

  

No. 部位 No. 部位 

① ケーシング ⑥ ヒータプレート 

② 引張ばね ⑦ ヒータブロック 

③ ばね押さえ ⑧ 伝熱板 

④ Oリング ⑨ ベース 

⑤ 加熱ヒータ ⑩ 取付ボルト 

① 

⑩ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

② 

③ 

⑨ 

④ 
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表 2.1-11 セメント混練固化系設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリの維持 耐圧 

蒸発固化体 

乾燥機 

ケーシング ステンレス鋼 

引張ばね ステンレス鋼 

ばね押さえ ステンレス鋼 

O リング （消耗品） 

除湿機能の確保 除湿 

加熱ヒータ シース：ステンレス鋼 

ヒータプレー

ト 
ステンレス鋼 

ヒータブロッ

ク 
アルミニウム合金 

伝熱板 アルミニウム合金 

機器の支持 支持 
ベース ステンレス鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-12 セメント混練固化系設備主要部位の使用条件 

機器名称 内部流体 
最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

蒸発固化体乾燥機 蒸発固化体* 大気圧  350 

*：蒸発固化体の入った容器を取り付けるため，蒸発固化体は蒸発固化体乾燥機に直接触れ

ない 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

廃棄物処理設備の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 
(1) バウンダリの維持 

(2) 焼却・除塵機能の確保 

 (3) 除湿機能の確保 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

廃棄物処理設備について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現

在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出

した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

メカニカルシール，ガスケット，パッキン，軸受（ころがり），Oリング，軸封セッ

ト及びシールリングは消耗品，フィルタエレメント，エレメント，シュート及び軸受

（すべり）は定期取替品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としていることか

ら高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

  



 

－ 12-79 － 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

 a. 加熱ヒータの絶縁特性低下［セメント混練固化系設備蒸発固化体乾燥機］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液中和タン

ク，濃縮廃液貯蔵タンク，濃縮廃液ポンプ，廃液濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器加熱器，

廃液濃縮器復水器，廃液濃縮器循環ポンプ，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃

縮器加熱器，クラッドスラリ濃縮器，クラッドスラリ濃縮器復水器，クラッドスラ

リ濃縮器デミスタ，クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ，減容固化系設備溶解タン

ク，ミストセパレータ，ペレットホッパ，乾燥機復水器，乾燥機排気ブロワ，溶解

ポンプ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周波溶融炉，溶融炉 2 次燃焼器

燃焼室，溶融炉 2次燃焼器，溶融炉排ガス冷却器，溶融炉セラミックフィルタ，溶

融炉排ガスフィルタ，溶融炉排ガス脱硝塔，溶融炉排ガスブロワ，雑固体焼却系設

備焼却炉，1次セラミックフィルタ，2次セラミックフィルタ，排ガス冷却器，排

ガスフィルタ，排ガスブロワ，廃棄物処理建屋排気筒］ 

基礎ボルトの健全性については，｢16. 基礎ボルト｣にて評価を実施する。 

 

b. 支持脚，スカート，ベースの腐食（全面腐食）［共通（セメント混練固化系設備を

除く）］ 

支持脚，スカート，ベースは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接

触部は塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検や巡視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，支持脚，スカート，ベースの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. フランジボルト・ナット，ケーシングボルト・ナットの腐食（全面腐食）［濃縮廃

液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器加熱器，廃液濃縮器

復水器，減容固化系設備乾燥機，ミストセパレータ，デミスタ，乾燥機排気ブロ

ワ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周波溶融炉 2 次燃焼器燃焼室，溶融

炉 2 次燃焼器，溶融炉排ガス冷却器，溶融炉セラミックフィルタ，溶融炉排ガス

ブロワ，雑固体焼却系設備焼却炉，1次セラミックフィルタ，2次セラミックフィ

ルタ，排ガス冷却器，排ガスブロワ］ 

フランジボルト・ナット，ケーシングボルト・ナットは炭素鋼又は低合金鋼であ

り，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施しているため，腐食が発生

する可能性は小さい。 

また，目視点検や巡視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 
したがって，フランジボルト・ナット，ケーシングボルト・ナットの腐食（全面

腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液ポン

プ，廃液濃縮器循環ポンプ，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器循環ポン

プ，減容固化系設備乾燥機，デミスタ，水分計ホッパ，造粒機，トロンメル，乾

燥機排気ブロワ，溶解ポンプ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排ガ

スブロワ，雑固体焼却系設備排ガスブロワ，セメント混練固化系設備蒸発固化体

乾燥機］ 

取付ボルトは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施

しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検や巡視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき事象

ではないと判断する。 
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e. 水室の腐食（全面腐食）［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器復水器，

減容固化系設備乾燥機復水器］ 

水室は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施してい

るため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検や巡視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 
内部流体である純水との接液部についても，腐食の発生が想定されるが，開放点

検時の目視点検により有意な腐食がないことを確認することとしている。 

したがって，水室の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

f. 主軸［減容固化系設備乾燥機排気ブロワ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

溶融炉排ガスブロワ，雑固体焼却系設備排ガスブロワ］及び羽根車の腐食（全面腐

食）［雑固体焼却系設備排ガスブロワ］ 

各機器の主軸及び雑固体焼却系設備排ガスブロワの羽根車は炭素鋼であり，大気

接触部及び内部流体であるガス（排ガス）との接触部に腐食の発生が想定される。 

しかしながら，分解点検時の目視点検により有意な腐食がないことを確認するこ

ととしている。 

したがって，主軸及び羽根車の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 上板，側板，下板，蓋，ドラムクロージャの腐食（全面腐食）［減容固化系設備造

粒固化体充填容器］ 

上板，側板，下板，蓋，ドラムクロージャは炭素鋼であり，腐食の発生が想定さ

れるが，容器内外面の大気接触部には塗装を施しているため，腐食が発生する可能

性は小さい。 

また，目視点検や巡視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，上板，側板，下板，蓋，ドラムクロージャの外面腐食（全面腐食）

は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 上板，胴，本体胴，フレーム，ケーシング，外殻，破砕機ケーシング，配管及び

弁の腐食（全面腐食）［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液貯蔵タンク，

廃液濃縮器加熱器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，減容固化系

設備乾燥機，ペレット充填装置，乾燥機排気ブロワ，雑固体減容処理設備高周波

溶融炉設備溶融炉 2次燃焼器燃焼室，溶融炉 2次燃焼器，溶融炉排ガス冷却器，

溶融炉セラミックフィルタ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備の炭素鋼配管

及び弁，雑固体焼却系設備焼却炉，焼却炉灰取出ボックス，焼却炉グローブボッ

クス，1次セラミックフィルタ，1次セラミックフィルタ灰取出ボックス，2次セ

ラミックフィルタ，2次セラミックフィルタ灰取出ボックス，排ガス冷却器，排ガ

スブロワ，雑固体焼却系設備の炭素鋼配管及び弁]  

上板，胴，本体胴，フレーム，ケーシング，外殻，破砕機ケーシング，配管及び

弁は炭素鋼又は鋳鉄であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施し

ているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検や巡視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場

合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

内部流体である濃縮廃液，ガス（排ガス）との接触部についても，腐食の発生が

想定されるが，分解点検時の目視点検により有意な腐食がないことを確認すること

としている。 

なお，濃縮廃液貯蔵タンクの上板内面及び胴内面はエポキシライニング，減容固

化系設備乾燥機の本体胴内面は GNCF1 クラッドが施されており，開放点検時の目視

点検においてライニング等のはく離，膨れが確認された場合は，はく離，膨れ箇所

の母材の目視点検を行うとともに，必要に応じて補修を行うこととしている。 

したがって，上板，胴，本体胴，ケーシング，フレーム，外殻，破砕機ケーシン

グ，配管及び弁の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

i. 排気筒筒身の腐食（全面腐食）［雑固体焼却系設備廃棄物処理建屋排気筒] 

排気筒筒身は炭素鋼であり，外面は大気接触，内部流体はガス（排ガス）である

ことから，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施しており，内壁には

ゴムライニング，一部抗火石内張りが施されていることから，腐食が発生する可能

性は小さい。 
また，目視点検により塗膜，ライニング及び内張りの状態を確認し，はく離等が

認められた場合は必要に応じて補修を実施することとしている。 

したがって，排気筒筒身の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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j. 主軸，本体胴，軸，ケーシング，ホッパ，蓋及び胴の腐食（孔食）［減容固化系設

備水分計ホッパ，造粒機，トロンメル，ペレットホッパ］ 

主軸，本体胴，軸，ケーシング，ホッパ，蓋及び胴はステンレス鋼であり，内部

流体は濃縮廃液乾燥紛体もしくは乾燥粉末固化体であるが，機器内面に付着した濃

縮廃液乾燥粉体を除去するため，温水による洗浄が行なわれることから，腐食（孔

食）の発生が想定される。 

しかしながら，分解点検時の目視点検において有意な腐食がないことを確認する

こととしている。 

したがって，主軸，本体胴，軸，ケーシング，ホッパ，蓋及び胴の腐食（孔食）

は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 胴，伝熱管，管板，水室，上板，鏡板，外殻及びケーシングの応力腐食割れ［濃

縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器復水器，機器ド

レン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドスラリ濃縮器，クラッドスラ

リ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，減容固化系設備溶解タンク，

ミストセパレータ，デミスタ，乾燥機復水器，雑固体減容処理設備高周波溶融炉，

溶融炉排ガスフィルタ，溶融炉排ガス脱硝塔，雑固体焼却系設備焼却灰取出ボッ

クス，排ガスフィルタ］ 

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮器蒸発缶及び廃液濃縮器復水器の胴，機

器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器及びクラッドスラリ濃縮器デミスタの胴，ク

ラッドスラリ濃縮器加熱器の伝熱管，管板，水室，クラッドスラリ濃縮器復水器の

伝熱管，管板，胴，水室，減容固化系設備溶解タンク，ミストセパレータ，デミス

タの上板，胴，乾燥機復水器の胴はステンレス鋼であり，設備運転中の内部流体は

湿り廃液蒸気又は濃縮廃液であることから，応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時の目視点検，浸透探傷検査，漏えい検査にて有意なき

裂がないことを確認することとしている。 

また，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周波溶融炉の外殻，溶融炉排ガス

フィルタ及び溶融炉排ガス脱硝塔の胴（鏡板を含む），雑固体焼却系設備設備焼却

灰取出ボックスのケーシング，排ガスフィルタの胴（鏡板を含む）はステンレス鋼

であり，設備運転中の内部流体はガス（排ガス）であることから，排ガス中に含ま

れる粉塵による応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時の目視点検，浸透探傷検査，漏えい検査にて有意なき

裂がないことを確認することとしている。 

したがって，胴，伝熱管，管板，水室，上板，鏡板，外殻及びケーシングの応力

腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 

 



 

－ 12-85 － 

l. 水室の高サイクル疲労割れ［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器加熱

器］ 

廃液濃縮器加熱器の内部流体による振動は，適切なスパンで配管を支持すること

で，設計上振動を抑制しているが，廃液濃縮器デミスタ差圧上昇による廃液処理量

を低減した運転条件下では，加熱器内部で廃液が沸騰した状態（過加熱）となる可

能性があり，これにより振動を発生させ，高サイクル疲労割れの発生が想定される。 

2006 年に，廃液濃縮器加熱器（A）水室の水室胴接続フランジ溶接線外周部に割

れを生じたため，取替を実施している。割れの原因は，廃液濃縮器デミスタ差圧上

昇に伴う，廃液濃縮系統の一時的な廃液処理量を低減した運転に起因した振動によ

る高サイクル疲労割れが主な原因と推定されたことから，デミスタの交換及びサポ

ートの補強として，加熱器脚固定ボルト追加及び配管サポートを追加している。 

2015 年の当該加熱器（A）開放点検後の試運転において，下部水室の水室胴接続

フランジ溶接線外周部に割れが確認されたため，下部水室の取替を実施している。

割れの原因は，フランジ面及び仕切板当たり面が不均一であったことによる締付応

力のばらつき及び仕切板の振動による疲労割れによるものと推定されたことから，

下部水室の取替に合わせて，加熱器胴下部フランジの摺合せを行い当たり面の平坦

化を実施している。 

疲労割れについては，開放点検時の目視点検及び浸透探傷検査において有意なき

裂がないことを確認することとしており，必要に応じて補修又は取替を行うことに

より機能を維持している。 

したがって，水室の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 12-86 － 

m. 本体，配管及び弁（耐火物）の減肉［雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周

波溶融炉，溶融炉 2 次燃焼器燃焼室，溶融炉 2 次燃焼器，溶融炉排ガス冷却器，

溶融炉セラミックフィルタ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備の配管及び弁，

雑固体焼却系設備焼却炉，焼却灰取出ボックス，1次セラミックフィルタ，1次セ

ラミックフィルタ灰取出ボックス，2次セラミックフィルタ，2次セラミックフィ

ルタ灰取出ボックス，排ガス冷却器，雑固体焼却系設備の炭素鋼配管及び弁］ 

各機器，炭素鋼配管及び弁の内側には，耐火物（耐火煉瓦等）が内張りされてい

るが，焼却時の高温雰囲気下で溶融した焼却灰が耐火物（耐火煉瓦等）の骨材間の

気孔を通り内部へ浸透し，組織を破壊することから，煉瓦表面からの減肉の発生が

想定される。 

また，耐火物（耐火煉瓦等）の主成分は，SiC，Al 等であることから，排ガス中

に含まれるハロゲンガスによる浸食に伴う減肉の発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時の目視点検及び寸法測定によって耐火物の減肉を適切

に管理しており，必要に応じて耐火煉瓦補修材による補修又は耐火物（耐火煉瓦等）

の張替を実施することとしている。 

したがって，本体，配管及び弁（耐火物）の減肉は，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 本体，配管及び弁（耐火物）の割れ［雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周

波溶融炉，溶融炉 2 次燃焼器燃焼室，溶融炉 2 次燃焼器，溶融炉排ガス冷却器，

溶融炉セラミックフィルタ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備の配管及び弁，

雑固体焼却系設備焼却炉，焼却灰取出ボックス，1次セラミックフィルタ，1次セ

ラミックフィルタ灰取出ボックス，2次セラミックフィルタ，2次セラミックフィ

ルタ灰取出ボックス，排ガス冷却器，雑固体焼却系設備の配管及び弁］ 

各機器及び配管及び弁の内側には，耐火物（耐火煉瓦等）が内張りされているが，

起動・停止時の温度変化等による割れの発生が想定される。 

しかしながら，開放点検時の目視点検にて耐火物の割れがないことを確認するこ

ととしており，必要に応じて耐火煉瓦補修材による補修又は耐火物（耐火煉瓦等）

の張替を実施することとしている。 

したがって，本体，配管及び弁（耐火物）の割れは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 12-87 － 

o. ダンパの固着［雑固体焼却系設備焼却灰取出ボックス，焼却炉グローブボックス，

1次セラミックフィルタ灰取出ボックス，2次セラミックフィルタ灰取出ボックス］ 

ダンパは雑固体焼却で発生した焼却灰を排出する際に，開閉操作を伴うが，ポリ

エチレン焼却時に，炉底に残った灰等によるダンパ固着の発生が想定される。 

しかしながら，ダンパについては，開閉操作時に異常のないことを確認でき，固

着灰除去装置により定期的に清掃を実施していることから，固着が発生する可能性

は小さい。 

また，これまでの開閉操作において有意な固着は確認されておらず，必要に応じ

補修を実施することにより機能を維持することとしている。 

したがって，ダンパの固着は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

p. 埋込金物の腐食（全面腐食）［減容固化設備ペレット充填装置］ 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施し

ているため，腐食が発生する可能性は小さい。 
また，巡視点検等により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要

に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，埋込金物の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

q. 主軸の摩耗［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液ポンプ，廃液濃縮器循

環ポンプ，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ，減容固化系設備

乾燥機排気ブロワ，溶解ポンプ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排

ガスブロワ，雑固体焼却系設備排ガスブロワ］ 

軸受（ころがり）を使用している主軸について，軸受と主軸の接触面において摩

耗の発生が想定される。 

しかしながら，分解点検時の目視点検及び寸法測定において，有意な摩耗がない

ことを確認することとしている。 

軸受（すべり）を使用している主軸についても，軸受と主軸の接触面において摩

耗の発生が想定されるが，接触面は潤滑油で潤滑されていることから，摩耗が発生

する可能性は小さい。 

また，分解点検時の目視点検及び寸法測定において有意な摩耗がないことを確認

することとしている。 

したがって，主軸の摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

 

 



 

－ 12-88 － 

r. 上板，胴（上鏡及び下鏡を含む），ケーシング，主軸，伝熱管，管板，水室，下部

胴，配管及び弁の腐食（孔食）［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液中和タン

ク，濃縮廃液ポンプ，廃液濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器加熱器，廃液濃縮器復水器，

廃液濃縮器循環ポンプ，濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備の配管及び弁，機器

ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドスラリ濃縮器，クラッドス

ラリ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，クラッドスラリ濃縮器循環

ポンプ，機器ドレン系設備の配管及び弁，減容固化系設備溶解タンク，乾燥機，

ミストセパレータ，デミスタ，溶解ポンプ，減容固化系設備の配管及び弁］ 

上板，胴（上鏡及び下鏡を含む），ケーシング，主軸，伝熱管，管板，水室，下

部胴，配管及び弁はステンレス鋼又はステンレス鋼鋳鋼であり，内部流体は廃液蒸

気又は廃液であることから，腐食（孔食）の発生が想定されるが，これまでの開放

点検時の目視点検及び漏えい検査において，有意な腐食（孔食）は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液中和タンク，廃液濃縮器蒸発缶，

機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドスラリ濃縮器，クラッド

スラリ濃縮器デミスタ，減容固化系設備溶解タンク，ミストセパレータ，デミスタ

は耐食性に優れたステンレス SUS316L であり，廃液濃縮器加熱器，廃液濃縮器復水

器の材質は耐食性に優れたステンレス ASME SA213-TP316，SA240-316 であることか

ら，腐食（孔食）が発生する可能性は小さい。 

廃液濃縮器循環ポンプ，クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ，減容固化系設備溶解

ポンプのケーシングは耐食性に優れたステンレス SCS14 又は SCS16 であり，主軸は

それぞれ耐食性に優れたステンレス SUS316L であることから，腐食（孔食）が発生

する可能性は小さい。 

したがって，上板，胴（上鏡及び下鏡を含む），ケーシング，主軸，伝熱管，管

板，水室，下部胴，配管及び弁の腐食（孔食）は，高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 



 

－ 12-89 － 

s. 胴，管板，水室，本体胴，下部胴及び上板の疲労割れ［濃縮廃液・廃液中和スラ

ッジ系設備廃液濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器加熱器（水室を除く），廃液濃縮器復水

器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドスラリ濃縮器，ク

ラッドスラリ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，減容固化系設備乾

燥機，ミストセパレータ，デミスタ，乾燥機復水器］ 

各設備の起動・停止操作に伴い，熱過渡による疲労の発生が想定される。 

しかしながら，起動・停止時において，濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

濃縮器蒸発缶，廃液濃縮器加熱器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器，クラ

ッドスラリ濃縮器加熱器，減容固化系設備乾燥機は，蒸気流量を調整して緩やかな

温度変化とする運用を行っていることから，熱疲労が発生する可能性は小さい。 

廃液濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器復水器，減容固化系ミストセパレータ，

乾燥機復水器は，発生した蒸気を凝縮するため，デミスタと同様に緩やかな温度変

化となることから，熱疲労が発生する可能性は小さい。 

クラッドスラリ濃縮器デミスタ，減容固化系デミスタについても，発生した蒸気

中の微細な懸濁物を除去するため，上述の廃液濃縮器等と同様，又はそれより緩や

かな温度変化となることから，熱疲労が発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査及び漏えい検査において有意なき裂は

確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，胴，管板，水室，本体胴，下部胴及び上板の疲労割れは，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

t. 主軸及び軸の高サイクル疲労割れ［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液

ポンプ，廃液濃縮器循環ポンプ，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器循環ポ

ンプ，減容固化系設備水分計ホッパ，造粒機，トロンメル，乾燥機排気ブロワ，

溶解ポンプ，雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備溶融炉排ガスブロワ，雑固体

焼却系設備排ガスブロワ］ 

主軸及び軸には運転時に繰返し応力が発生するが，主軸及び軸は設計段階におい

て応力集中部等に疲労割れが発生しないよう考慮されていることから，高サイクル

疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，これまでの目視点検，浸透探傷検査において有意なき裂は確認されておら

ず，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，主軸及び軸の高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

  



 

－ 12-90 － 

u. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

濃縮器加熱器，廃液濃縮器復水器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱

器，クラッドスラリ濃縮器復水器，減容固化系設備乾燥機復水器］ 

伝熱管は支持板により適切なスパンで支持されているが，管支持板管穴等に減肉

が生じ，伝熱管の振動が大きくなり，伝熱管と支持板の接触により，伝熱管拘束点

において伝熱管外表面の摩耗が発生する可能性がある。さらに，伝熱管拘束点にお

いて伝熱管外面から高サイクル疲労割れが発生する可能性がある。 

また，伝熱管の超音波探傷検査，渦流探傷検査，目視点検，漏えい確認による点

検結果から有意な摩耗及びき裂は確認されておらず，判定基準を超える摩耗等が確

認された場合には施栓することにより，熱交換器の機能を維持している。 

したがって，伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れは，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化（後打ちケミカルアンカ）［濃縮廃液・廃液中和スラッジ

系設備，機器ドレン系設備，減容固化系設備，雑固体減容処理設備高周波溶融炉

設備，雑固体焼却系設備］ 

基礎ボルトの健全性については，｢16. 基礎ボルト｣にて評価を実施する。 

 

b. 引張ばねのへたり［セメント混練固化系設備蒸発固化体乾燥機］ 

引張ばねには常時応力が作用した状態で使用されるため，へたりの発生が想定さ

れるが，引張ばね使用時のねじり応力は許容ねじり応力以下になるように設定され

ていることから，へたりが発生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が変化する

要因があるとは考え難い。 

したがって，引張ばねのへたりは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。  



 

－ 12-91 － 

c. 埋込金物（コンクリート埋込部）の腐食（全面腐食）［減容固化設備ペレット充填

装置］ 

埋込金物は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，コンクリート埋設部につ

いては，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行により腐食環境となる

ため，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長時間

を要す。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，埋込金物の腐

食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. ケーシング，ばね押さえ，加熱ヒータ，ヒータプレートの応力腐食割れ ［セメン

ト混練固化系設備蒸発固化体乾燥機］ 

ケーシング，ばね押さえ，加熱ヒータのシース部，ヒータプレートはステンレス

鋼であり，蒸発固化体乾燥機で乾燥させる蒸発固化体には塩化物が含まれており，

設備運転中乾燥機内部は高温となるため，応力腐食割れの発生が想定される。 

しかしながら，本乾燥機運転開始後の累計運転時間は約 60 時間と比較的短く，

設備停止時は 100 ℃未満の温度で保管していることから，応力腐食割れが発生する

可能性は小さい。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，ケーシング，

ばね押さえ，加熱ヒータ，ヒータプレートの応力腐食割れは，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備）（1/2） 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗品
・ 
定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ
の維持 

耐圧 

廃液中和タ
ンク 

上板  ステンレス鋼  △*2      *1:内面エポキ
シライニン
グ 

*2:孔食 
*3:高サイクル

疲労割れ 
 

胴  ステンレス鋼  △*2      

濃縮廃液貯
蔵タンク 

上板  炭素鋼*1  △      

胴  炭素鋼*1  △      

濃縮廃液ポ
ンプ 

ケーシング  
ステンレス鋼鋳
鋼 

 △*2      

主軸  ステンレス鋼 △ △*2 △*3     

メカニカルシール ◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸受（ころがり） ◎ －        

ケーシングボル
ト・ナット 

 ステンレス鋼        

廃液濃縮器
蒸発缶 

胴（上鏡，下部胴を
含む） 

 ステンレス鋼  △*2 △ △    

ガスケット ◎ －        

フランジボルト・
ナット 

 
低合金鋼，炭素
鋼 

 △      

廃液濃縮器
加熱器 

伝熱管  ステンレス鋼 △ △*2 △*3     

管板  ステンレス鋼  △*2 △     

水室  ステンレス鋼  △*2 △*3     

胴  炭素鋼  △ △     

フランジボルト・
ナット 

 
低合金鋼，炭素
鋼 

 △      

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）  
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表 2.2-1（2/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備）（2/2） 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗品
・ 
定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化

バウンダリ
の維持 

耐圧 

廃液濃縮
器復水器 

伝熱管  ステンレス鋼 △ △*1 △*2     *1:孔食 
*2:高サイクル疲

労割れ 
*3:樹脂の劣化 

管板  ステンレス鋼  △*1 △     

水室  炭素鋼  △ △     

胴（鏡板を含む）  ステンレス鋼  △*1 △ △    

フランジボルト・
ナット 

 低合金鋼，炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

廃液濃縮
器循環ポ
ンプ 

ケーシング  ステンレス鋼鋳鋼  △*1      

主軸  ステンレス鋼 △ △*1 △*2     

メカニカルシー
ル 

◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸受（ころがり） ◎ －        

ケーシングボル
ト・ナット 

 ステンレス鋼        

配管及び弁  
ステンレス鋼，ス
テンレス鋼鋳鋼 

 △*1      

ガスケット，パッキン ◎ －        

機器の支持 支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △      

スカート  炭素鋼  △     

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*3  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（3/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（機器ドレン系設備）（1/2） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

クラッドス

ラリ濃縮器

加熱器 

伝熱管  ステンレス鋼 △ △*1 △*2 △    *1:孔食 

*2:高サイクル疲

労割れ 
管板  ステンレス鋼  △*1 △ △    

水室  ステンレス鋼  △*1 △ △    

胴  
炭素鋼  △ △     

ステンレス鋼   △     

フランジボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

クラッドス

ラリ濃縮器 

胴（上鏡，下部

胴を含む） 
 ステンレス鋼  △*1 △ △    

フランジボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

クラッドス

ラリ濃縮器

復水器 

伝熱管  ステンレス鋼 △ △*1 △*2 △    

管板  ステンレス鋼  △*1 △ △    

水室  ステンレス鋼  △*1 △ △    

胴（鏡板を含

む） 
 ステンレス鋼  △*1 △ △    

フランジボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（4/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（機器ドレン系設備）（2/2） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

クラッド

スラリ濃

縮器デミ

スタ 

胴（上鏡，下

部胴を含む）
 ステンレス鋼  △*1 △ △    

*1:孔食 

*2:高サイクル疲

労割れ 

*3:樹脂の劣化 
フランジボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

クラッド

スラリ濃

縮器循環

ポンプ 

ケーシング  ステンレス鋼鋳鋼  △*1      

主軸  ステンレス鋼 △ △*1 △*2     

メカニカルシ

ール 
◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸受（ころが

り） 
◎ －        

ケーシングボ

ルト・ナット
 ステンレス鋼        

配管及び弁  
ステンレス鋼， 

ステンレス鋼鋳鋼
 △*1      

ガスケット，パッキン ◎ －        

機器の支持 支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*3  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）  
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表 2.2-1（5/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（減容固化系設備）（1/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

溶解タンク 

上板  ステンレス鋼  △*1  △    *1:孔食 

*2:合金鋼クラッ

ド 
胴（下鏡を含

む） 

 
ステンレス鋼  △*1  △    

乾燥機 

本体胴  炭素鋼*2  △ △     

下部胴  ステンレス鋼  △*1 △     

メカニカルシ

ール 
◎ －        

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

O リング ◎ －        

ミストセパ

レータ 

上板  ステンレス鋼  △*1 △ △    

胴  ステンレス鋼  △*1 △ △    

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

デミスタ 

上板  ステンレス鋼  △*1 △ △    

胴  ステンレス鋼  △*1 △ △    

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（6/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（減容固化系設備）（2/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

水 分 計 ホ

ッパ 

主軸  ステンレス鋼  △*1 △*2     *1:孔食 

*2:高サイクル疲労

割れ 

 

本体胴  ステンレス鋼  △*1      

フランジボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼        

軸封セット ◎ －        

O リング ◎ －        

造粒機 

軸（スクリュ

ーフィーダ）
 ステンレス鋼  △*1 △*2     

ケーシング  ステンレス鋼  △*1      

ホッパ  ステンレス鋼  △*1      

シールリング ◎ －        

O リング ◎ －        

フランジボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼        

ト ロ ン メ

ル 

主軸  ステンレス鋼  △*1 △*2     

ケーシング  ステンレス鋼  △*1      

ケーシングボ

ルト・ナット
 ステンレス鋼        

シ ー ル リ ン

グ，Oリング
◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸受（ころが

り） 
◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（7/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（減容固化系設備）（3/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

ペ レ ッ ト

ホッパ 

蓋  ステンレス鋼  △*1      *1:孔食 

*2:高サイクル疲

労割れ 

 

胴  ステンレス鋼  △*1      

フランジボルト・

ナット 
 ステンレス鋼  

  
    

ガスケット ◎ －        

ペ レ ッ ト

充填装置 

接続蓋  ステンレス鋼        

ペレット充填口  ステンレス鋼        

充填管  ステンレス鋼        

充填補助弁  
ステンレス鋼

鋳鋼 
       

フレーム  炭素鋼  △      

造 粒 固 化

体 充 填 容

器 

上板  炭素鋼  △      

側板  炭素鋼  △      

下板  炭素鋼  △      

蓋  炭素鋼  △      

ドラムクロージャ  炭素鋼  △      

乾 燥 機 復

水器 

胴（鏡板を含む）  ステンレス鋼   △ △    

水室  炭素鋼  △ △     

伝熱管  ステンレス鋼 △  △*2     

管板  ステンレス鋼   △     

管支持板，ステー  ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（8/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（減容固化系設備）（4/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

乾燥機排

気ブロワ 

主軸  炭素鋼 △ △ △*2     *1:孔食 

*2:高サイクル疲

労割れ 

*3:コンクリート

埋設部 

*4:樹脂の劣化 

 

ケーシング  炭素鋼  △      

ケーシングボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

メカニカルシール ◎ －        

ガスケット ◎ －        

軸受（ころがり） ◎ －        

溶解ポン

プ 

主軸  ステンレス鋼 △  △*2     

ケーシング  ステンレス鋼鋳鋼  △*1      

ケーシングボル

ト・ナット 
 ステンレス鋼  

  
    

メカニカルシール ◎ －        

O リング ◎ －        

軸受（ころがり） ◎ －        

配管及び弁  
ステンレス鋼，ス

テンレス鋼鋳鋼 
 △*1      

ガスケット，パッキン ◎ －        

機器の支持 支持 

取付ボルト  
炭素鋼  △      

ステンレス鋼        

支持脚  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

スカート  炭素鋼  △      

埋込金物  炭素鋼  △▲*3      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*4  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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表 2.2-1（9/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 1/3） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

焼却・除塵

機能の確保

 

機能 

高周波溶融炉 本体  耐火物       △*1*2 
*1:耐火物の減肉 

*2:耐火物の割れ 

*3:高サイクル疲

労割れ 
溶融炉 2 次燃

焼器燃焼室 
本体  耐火物       △*1*2 

溶融炉 2 次燃

焼器 
本体  耐火物       △*1*2 

溶融炉排ガス

冷却器 
本体  耐火物       △*1*2 

溶融炉セラミ

ックフィルタ

本体  耐火物       △*1*2 

フィルタエ

レメント 
◎ －        

溶融炉排ガス

フィルタ 

フィルタエ

レメント 
◎ －        

溶融炉排ガス

ブロワ 

羽根車  ステンレス鋼        

主軸  炭素鋼 △ △ △*3     

バウンダリ

の維持 
耐圧 高周波溶融炉

本体  耐火物       △*1*2 

外殻  ステンレス鋼    △    

フランジボ

ルト・ナット
 ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）  
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表 2.2-1（10/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 2/3） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

溶融炉 2次

燃 焼 器 燃

焼室 

本体  耐火物       △*1*2 *1:耐火物の減肉 

*2:耐火物の割れ 外殻  炭素鋼  △      

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

溶融炉 2次

燃焼器 

本体  耐火物       △*1*2 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

溶 融 炉 排

ガ ス 冷 却

器 

本体  耐火物       △*1*2 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

溶 融 炉 セ

ラ ミ ッ ク

フィルタ 

本体  耐火物       △*1*2 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表2.2-1（11/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備3/3） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

溶融炉排ガ

スフィルタ 
胴（鏡板を含む）

 
ステンレス鋼    △    

*1:高サイクル疲

労割れ 

*2:樹脂の劣化 

*3:耐火物内張り 

*4:耐火物の減肉 

*5:耐火物の割れ 

溶融炉排ガ

ス脱硝塔 

胴（鏡板を含む） ステンレス鋼    △    

フランジボルト・

ナット 
 ステンレス鋼        

ガスケット ◎ －        

溶融炉排ガ

スブロワ 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     

ケーシング  ステンレス鋼        

ケーシングボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

軸受（ころがり） ◎ －        

配管及び弁  

炭素鋼*3  △     △*4*5 

ステンレス鋼，ス

テンレス鋼鋳鋼
       

ガスケット，パッキン ◎ －        

機器の支持 支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*2  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）   
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表 2.2-1（12/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体焼却系設備 1/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

焼却・除塵

機能の確保
機能 

焼却炉 本体  耐火物       △*1*2 *1:耐火物の減肉 

*2:耐火物の割れ 

*3:高サイクル疲

労割れ 

焼却灰取出ボッ

クス 
本体  耐火物       △*1*2 

1 次セラミック

フィルタ 

本体  耐火物       △*1*2 

フィルタエレ

メント ◎ －        

1 次セラミック

フィルタ灰取出

ボックス 

本体  耐火物       △*1*2 

2 次セラミック

フィルタ 

本体  耐火物       △*1*2 

フィルタエレ

メント ◎ －        

2 次セラミック

フィルタ灰取出

ボックス 

本体  耐火物       △*1*2 

排ガス冷却器 
本体  耐火物       △*1*2 

エレメント ◎ －        

排ガスフィルタ
フィルタエレ

メント ◎ －        

排ガスブロワ 
羽根車  炭素鋼  △      

主軸  炭素鋼 △ △ △*3     

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1（13/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体焼却系設備 2/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

焼却炉 

本体  耐火物       △*1*2 *1:耐火物の減肉 

*2:耐火物の割れ 

*3:耐火物内張り 

*4:固着 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボルト・

ナット  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

焼却灰取出

ボックス 

本体  耐火物       △*1*2 

ケーシング 
 炭素鋼  △      

 ステンレス鋼    △    

ダンパ  ステンレス鋼*3       △*4 

焼却炉グロ

ーブボック

ス 

ケーシング  炭素鋼  △      

ダンパ  ステンレス鋼       △*4 

シュート ◎ －        

1 次セラミ

ックフィル

タ 

本体  耐火物       △*1*2 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボルト・

ナット  炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

1 次セラミ

ックフィル

タ灰取出ボ

ックス 

本体  耐火物       △*1*2 

ケーシング  炭素鋼  △      

ダンパ  ステンレス鋼*3       △*4 

シュート ◎ －        

破砕機ケーシング  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表2.2-1（14/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体焼却系設備3/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

2 次セラ

ミックフ

ィルタ 

本体  耐火物       △*1*2 *1:耐火物の減肉 

*2:耐火物の割れ 

*3:耐火物内張り 

*4:固着 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

2 次セラ

ミックフ

ィルタ灰

取出ボッ

クス 

本体  耐火物       △*1*2 

ケーシング  炭素鋼  △      

ダンパ  ステンレス鋼*3       △*4 

シュート ◎ －        

破砕機ケーシ

ング 
 炭素鋼  △      

排ガス冷

却器 

本体  耐火物       △*1*2 

外殻  炭素鋼  △      

フランジボル

ト・ナット 
 炭素鋼  △      

ガスケット ◎ －        

排ガスフ

ィルタ 

胴（鏡板を含

む）  ステンレス鋼    △    

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）  
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表2.2-1（15/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（雑固体焼却系設備4/4） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

排ガスブロ

ワ 

主軸  炭素鋼 △ △ △*1     *1:高サイクル疲

労割れ 

*2:内面ゴムライ

ニング，一部坑

火石内張り 

*3:耐火物内張り 

*4:耐火物の減肉 

*5:耐火物の割れ  

*6:樹脂の劣化 

ケーシング  鋳鉄  △      

ケーシングボ

ルト・ナット

 
炭素鋼  △      

軸受（すべり） ◎ －        

廃棄物処理

建屋排気筒 
排気筒筒身  炭素鋼*2  △      

配管及び弁  

炭素鋼*3  △     △*4*5 

ス テ ン レ ス

鋼，ステンレ

ス鋼鋳鋼 

       

ガスケット，パッキン ◎ －        

機器の支持 支持 

取付ボルト  炭素鋼  △      

ベース  炭素鋼  △      

支持脚  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂  △    ▲*6  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）  



 

 

－
 
12

-1
07

 －
 

表 2.2-1（16/16） 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象（セメント混練固化系設備） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

蒸発固化 

体乾燥機 

ケーシング  ステンレス鋼    ▲    *1:ヒータシース

部 

*2:へたり 

*3:絶縁特性低下 

 

引張ばね  ステンレス鋼      ▲*2  

ばね押さえ  ステンレス鋼    ▲    

O リング ◎ －        

除湿機能の

維持 
除湿 

加熱ヒータ  ステンレス鋼*1    ▲   ○*3 

ヒータプレート  ステンレス鋼    ▲    

ヒータブロック
 アルミニウム

合金 
       

伝熱板 
 アルミニウム

合金 
       

機器の支持 支持 
ベース  ステンレス鋼        

取付ボルト  炭素鋼  △      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 加熱ヒータの絶縁抵抗低下［セメント混練固化系蒸発固化体乾燥機］ 

   a. 事象の説明 

加熱ヒータの絶縁特性低下要因としては，熱による特性変化，絶縁物に付着するご

み，塵埃又は内部の微小なボイド等による放電等，機械的，熱的，電気的及び環境的

要因で経年的に劣化が進行し，外表面，内部等から絶縁低下の発生が懸念される。 

 

   b. 技術評価 

    ① 健全性評価 

加熱ヒータについては，機械的，熱的及び電気的要因及び環境的要因により経年

的に劣化が進行し，外表面，内部等から絶縁特性低下が発生する可能性があるが，

最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は環境的劣化である。 

しかしながら，清掃を実施することにより健全性の維持は可能である。 

当該機器は現在長期停止中であり，運転を再開する前に，外観点検，絶縁抵抗測

定及び機器の動作確認を実施することとしている。これらのことから，今後も急激

な絶縁特性低下が起こる可能性は小さいと考えられるが，絶縁特性が変化する可能

性は否定できない。 

 

② 現状保全 

加熱ヒータにおいては，運転開始後の累計運転時間が約 60 時間と短く，設備停

止時は 100 ℃未満の温度で保管している。 

また，当該機器は現在長期停止中であり，運転を再開する前に外観点検，絶縁抵

抗測定及び機器の動作確認を行うこととしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，加熱ヒータの急激な絶縁特性低下

の可能性は低い。 

更に，絶縁特性低下は，点検時における外観点検，絶縁抵抗測定及び試運転にて

把握可能と考えられ，これまでに絶縁特性低下による異常は発生していない。 

今後も外観点検，絶縁抵抗測定及び試運転を実施することで異常の有無は把握可

能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

   c. 高経年化への対応 

加熱ヒータの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に

対し追加すべき項目はない。 
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3. 廃棄物処理設備（停止保管設備）の技術評価 

本章では，以下の廃棄物処理設備（停止保管設備）について技術評価を実施する。 

① 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備（廃液濃縮器補助循環タンク，廃液濃縮器補助循

環ポンプ） 

② 使用済樹脂貯蔵系設備（使用済粉末樹脂ポンプ） 

 

評価対象である停止保管設備の配置図を図 3-1 に，構造図を図 3-2～4 に示す。 
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図 3-1（1/2） 廃棄物処理設備配置図（停止保管設備：濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備） 

凝縮水収集 
タンクへ 

 

：隔離措置範囲 

：評価対象 
（停止保管設備） 

再生廃液， 
高電導度ドレン廃液， 
化学廃液及び床ドレン廃液等

実線：高温・高圧 

破線：低温・低圧 

廃液濃縮器復水器 廃液濃縮器加熱器 

廃液 
中和 

タンク 

濃縮廃液貯蔵タンク 

濃縮廃液ポンプ 

廃液
濃縮器 
蒸発缶 

廃液濃縮器
循環ポンプ 

No. 機器名 

①
濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液濃縮器補助循環タンク 

②
濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液濃縮器補助循環ポンプ 
 

① 

② 
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図 3-1（2/2） 廃棄物処理設備配置図（停止保管設備：使用済樹脂貯蔵系設備） 

使用済樹脂 
タンク 

 

No. 機器名 

① 使用済粉末樹脂ポンプ 

① 

：隔離措置範囲 

：評価対象 
（停止保管設備） 

実線：高温・高圧 

破線：低温・低圧 
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No. 部位 

① 上板 

② 胴（下鏡を含む）

③ 基礎ボルト 

④ スカート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器補助循環タンク構造図 

  

① 

② 

③ 

④ 
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No. 部位 

① ケーシング 

② メカニカルシール 

③ 主軸 

④ ケーシングボルト・ナット

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ Oリング 

⑦ 取付ボルト 

⑧ ベース 

⑨ 基礎ボルト 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器補助循環ポンプ構造図 

  

① 

② ③ 

⑨ 

⑦  

④ 

⑥ 

⑧ 

⑤ ⑤ 
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No. 部位 

① ケーシング 

② メカニカルシール 

③ 主軸 

④ ケーシングボルト・ナット

⑤ 軸受（ころがり） 

⑥ Oリング 

⑦ 取付ボルト 

⑧ ベース 

⑨ 基礎ボルト 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 使用済樹脂貯蔵系設備使用済粉末樹脂ポンプ構造図 

 

① 
② ③ ④ 

⑥ 

⑦  

⑨ ⑧ 

⑤ ⑤ 
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3.1 停止保管設備の保管状況 

東海第二の図 3-2～4 に示す機器については，現在停止保管設備となっている。 

これら停止保管設備については，現状では乾燥保管を行っており，既存停止保管設備と

運転設備との境界となる弁にて，漏えい防止を図っている。 

 

3.2 技術評価 

(1) 健全性評価 

現状では乾燥保管を行っていることから，放射性廃棄物は内包されておらず，放射性

物質が系統外へ放出されることはないが，運転設備と停止保管設備との境界となる弁に

漏えいが発生した場合には，以下の事象が想定される。 

 

・外部漏えい（弁フランジ部，弁グランド部からの外部漏えい） 

・内部漏えい（弁の漏えいによる停止保管設備への内部漏えい） 

 

外部漏えいについては，弁において，巡視点検時に外部漏えいの有無が確認可能であ

り，これまでの巡視点検結果において，外部漏えい等は確認されていない。 

内部漏えいについては，弁等から停止保管設備への漏えいが発生した場合でも停止保

管設備のタンクに取り付けてある液位検出器により検知が可能であり，これまでに漏え

いは確認されていない。 

 

3.3 高経年化への対応 

   今後も当該設備については，念のため日常の巡視点検において，外部漏えい及び内部漏

えい等のないことを確認していく。 



 

 

 

 

 

13．排気筒 
 

 

［対象機器］ 

① 排気筒 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している排気筒の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 排気筒の主な仕様 

機器名称 種類 重要度*1 

使用条件 

設計吹出流速

（m/s） 

主要寸法 

（筒身高さ×内径）

（m） 

主排気筒 
鉄塔支持型鋼製 

（制震装置付） 
MS-1 約 20 140×4.5 

非常用ガス処理系

排気筒 
主排気筒支持型鋼製 MS-1，重*2 約 8 140×0.4286 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 



－ 13-2 － 

2. 排気筒の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の排気筒は，鉄塔支持型の主排気筒とそれに支持される非常用ガス処理系排

気筒で構成されており，炭素鋼を溶接又はボルトにて接合した構造である。排気筒筒身

脚部及び鉄搭脚部はコンクリート基礎にアンカーボルトで定着している。 

東海第二の排気筒の構造図を図 2.1-1 に，オイルダンパ及び弾塑性ダンパの構造図を

図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の排気筒主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，屋外環境を表 2.1-2 に示す。 

 

表 2.1-1 排気筒主要部位の使用材料 

機能達成に

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

バウンダリ

の維持 
耐圧 

主排気筒筒身 炭素鋼 

主排気筒管台 炭素鋼 

非常用ガス処理系排気筒筒身 炭素鋼 

フランジボルト・ナット 炭素鋼 

機器の支持 支持 

主排気筒鉄搭（柱補強材含む） 炭素鋼 

オイルダンパ 炭素鋼，低合金鋼 

弾塑性ダンパ 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 屋外環境 

平均気温*1 約 14.3 ℃ 

平均湿度*1 約 73 %RH 

*1：水戸地方気象台観測値平均（2014 年 8 月～2017 年 2 月）  
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図 2.1-1  排気筒構造図 
 
 

No. 部位 

① 主排気筒筒身 
② 主排気筒管台 

③ 非常用ガス処理

系排気筒筒身 

④ フランジボルト・

ナット 

⑤ 主排気筒鉄搭（柱

補強材含む） 

⑥ オイルダンパ 

⑦ 弾塑性ダンパ 
⑧ 基礎ボルト 

 

排気筒立面図 排気筒平面図 

⑤

⑧

④

② 

②

④

②

サンプリング用管台 

建屋排気用管台 

気体廃棄物処理系用管台 

③ 

⑥

⑦ 

③

①
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オイルダンパ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

弾塑性ダンパ 

 

 

図 2.1-2  オイルダンパ及び弾塑性ダンパ構造図 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

 2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

排気筒の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

排気筒について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温度等）及び現在まで

の運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

排気筒には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 
 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，｢16．基礎ボルト｣にて評価を実施する。 

 

b. オイルダンパの摩耗 

オイルダンパの摺動部に長期間の使用により摩耗が発生すると，動作不良に至り

オイルダンパの性能低下が発生する可能性がある。 

しかしながら，オイルダンパについては，定期的に目視点検を行うとともに，有

意な摩耗が確認された場合には，取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，オイルダンパの摩耗は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

c. 主排気筒筒身，主排気筒管台，非常用ガス処理系排気筒筒身，フランジボルト・

ナット，主排気筒鉄搭及び弾塑性ダンパの腐食（全面腐食） 

主排気筒筒身，主排気筒管台，非常用ガス処理系排気筒筒身，フランジボルト・

ナット，主排気筒鉄搭及び弾塑性ダンパは炭素鋼であり，腐食防止のため塗装を施

しているが，長期間外気にさらされ塗膜がはく離した場合等には，腐食の発生が想

定される。 

しかしながら，主排気筒筒身，主排気筒管台，非常用ガス処理系排気筒筒身，フ

ランジボルト・ナット，主排気筒鉄搭については，定期的に目視点検を行うととも

に，塗膜の劣化等が確認された場合には，補修塗装することにより機能を維持して

いる。 

また，弾塑性ダンパについても，定期的に目視点検を行うとともに，塗膜の劣化

等が確認された場合には，補修塗装又は必要に応じて取替を行うことにより機能を

維持している。 

したがって，主排気筒筒身，主排気筒管台，非常用ガス処理系排気筒筒身，フラ

ンジボルト・ナット，主排気筒鉄搭及び弾塑性ダンパの腐食（全面腐食）は，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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d. オイルダンパの腐食（全面腐食） 

オイルダンパは炭素鋼及び低合金鋼であり，腐食による強度低下が想定される。 

しかしながら，オイルダンパについては，定期的に目視点検を行うとともに，必

要に応じて取替を行うことにより機能を維持している。 

したがって，オイルダンパの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. 主排気筒筒身，非常用ガス処理系排気筒筒身及び主排気筒鉄搭の疲労割れ 

鉄骨構造物である主排気筒筒身，非常用ガス処理系排気筒筒身及び主排気筒鉄搭

は，風等の繰返し荷重を受けることにより，疲労による損傷が蓄積され，鉄骨部材

あるいは接合部の健全性が損なわれる可能性がある。 

しかしながら，鉄骨構造物の風等による繰返し荷重に対する評価として，一般社

団法人日本建築学会「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－2005 改定」に示されて

いる評価式を用いて，当該機器のうち主排気筒筒身を代表として実施し，発電所近

傍の気象官署で観測された風に関する記録として，国立天文台編「理科年表 2016

年度版」に基づき算定した応力範囲が，運転開始後 60 年時点においても，許容応

力度を下回っており，繰返し応力により構造物が疲労破壊に至る可能性はないと評

価している。 

なお，排気筒の各部位は共振風速を考慮した設計であるとともに，これまでの目

視点検において有意なき裂は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要

因があるとは考え難い。 

したがって，主排気筒筒身，非常用ガス処理系排気筒筒身及び主排気筒鉄搭の疲

労割れは，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

日常劣化管理事象以外の事象は抽出されなかった。 
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表 2.2-1 排気筒に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

バウンダリ

の維持 
耐圧 

主排気筒筒身  炭素鋼  △ △      

 
主排気筒管台  炭素鋼  △      

非常用ガス処理系排気筒

筒身 
 炭素鋼  △ △     

フランジボルト・ナット  炭素鋼  △      

機器の支持 支持 

主排気筒鉄搭（柱補強材

含む） 
 炭素鋼  △ △     

オイルダンパ  
炭素鋼，低合

金鋼 
△ △      

弾塑性ダンパ  炭素鋼  △      

基礎ボルト  炭素鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

 



 

 

 

 

 

 

14. 使用済燃料乾式貯蔵容器 

 

 

［対象機器］ 

① 使用済燃料乾式貯蔵容器 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している使用済燃料乾式貯蔵容器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 使用済燃料乾式貯蔵容器の主な仕様 

機器名称 種類 重要度*1 号機*2 

使用条件 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

使用済燃料乾式

貯蔵容器 

密封監視機能

付縦置円筒型 
PS-2 

1～15, 

23*3,24*3

1.0 

160（キャスク容器）

210（バスケット）

16,17 
170（キャスク容器）

260（バスケット）

18～21*3 160（キャスク容器）

230（バスケット）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：22 号機は欠番 

*3：新規に設置される機器 
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2. 使用済燃料乾式貯蔵容器の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の使用済燃料乾式貯蔵容器は，内部を乾燥させ，ヘリウムガスを封入し，使

用済燃料を収納する容器で，事業所内運搬及び貯蔵を兼用する容器であり，キャスク容

器，バスケット，トラニオン，支持構造物により構成されるものである。 

東海第二の使用済燃料乾式貯蔵容器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の使用済燃料乾式貯蔵容器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 内胴 

② 中間胴 

③ 底板 

④ 一次蓋 

⑤ 二次蓋 

⑥ 一次蓋締付ボルト 

⑦ 二次蓋締付ボルト 

⑧ 金属ガスケット 

⑨ ガンマ線遮へい体 

⑩ 中性子遮へい体 

⑪ 外筒 

⑫ 中性子遮へいカバー 

⑬ バスケット 

⑭ 伝熱フィン 

⑮ トラニオン 

⑯ リブ 

⑰ 支持台座 

⑱ トラニオン固定金具 

⑲ 容器押え金具 

⑳ トラニオン固定ボルト 

㉑ 基礎ボルト 

 

 

 

図 2.1-1（1/3） 使用済燃料乾式貯蔵容器構造図（1～15,23,24 号機） 
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No. 部位 

① 胴 

② 底板 

③ 一次蓋 

④ 二次蓋 

⑤ 一次蓋締付ボルト 

⑥ 二次蓋締付ボルト 

⑦ 金属ガスケット 

⑧ 中性子遮へい体 

⑨ 外筒 

⑩ 中性子遮へいカバー 

⑪ バスケット 

⑫ 伝熱フィン 

⑬ トラニオン 

⑭ リブ 

⑮ 支持台座 

⑯ トラニオン固定金具 

⑰ 容器押え金具 

⑱ トラニオン固定ボルト 

⑲ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

図 2.1-1（2/3） 使用済燃料乾式貯蔵容器構造図（16,17 号機） 
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No. 部位 

① 胴 

② 底板 

③ 一次蓋 

④ 二次蓋 

⑤ 一次蓋締付ボルト 

⑥ 二次蓋締付ボルト 

⑦ 金属ガスケット 

⑧ 中性子遮へい体 

⑨ 外筒 

⑩ 中性子遮へいカバー 

⑪ バスケット 

⑫ 伝熱フィン 

⑬ トラニオン 

⑭ リブ 

⑮ 支持台座 

⑯ トラニオン固定金具 

⑰ 容器押え金具 

⑱ トラニオン固定ボルト 

⑲ 基礎ボルト 

 

 

 

 

 

図 2.1-1（3/3） 使用済燃料乾式貯蔵容器構造図（18～21 号機） 
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表 2.1-1（1/2） 使用済燃料乾式貯蔵容器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

材料 

1～15,23,24 号機 16,17 号機 18～21 号機 

バウンダリの維持 気密（耐圧） 

内胴，胴 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

底板 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

一次蓋 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

二次蓋 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

一次蓋締付ボルト 低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 

二次蓋締付ボルト 低合金鋼 低合金鋼 低合金鋼 

金属ガスケット アルミニウム合金，インコネル
アルミニウム合金，ニッケル

合金 
アルミニウム，インコネル 

放射線の遮へい 

遮へい 

内胴，胴 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

中間胴 ステンレス鋼，炭素鋼 －*1 －*1 

底板 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

一次蓋 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

二次蓋 ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

ガンマ線遮へい体 鉛 －*2 －*2 

中性子遮へい体 レジン レジン レジン 

外筒 ステンレス鋼，炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 

遮へい体の保持 中性子遮へいカバー ステンレス鋼 炭素鋼 炭素鋼 

未臨界の維持 中性子の吸収 
バスケット 

アルミニウム合金，ボロン添加

アルミニウム合金 

ステンレス鋼，ボロン添加ス

テンレス鋼 

ステンレス鋼，ボロン添加ス

テンレス鋼 
除熱 除熱 

伝熱フィン 銅 炭素鋼，銅 銅 

*1：16,17，18～21 号機に中間胴はない 

*2：16,17，18～21 号機のガンマ線遮へい体に相当するものは胴，外筒及び底板 
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表 2.1-1（2/2） 使用済燃料乾式貯蔵容器主要部位の使用材料（共通） 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

機器の支持 支持 

トラニオン ステンレス鋼 

リブ 炭素鋼 

支持台座 炭素鋼 

トラニオン固定金具 
ステンレス鋼*1 

低合金鋼*2 

容器押え金具 低合金鋼 

トラニオン固定ボルト 低合金鋼 

基礎ボルト 低合金鋼 

*1：1～15，16，17，23，24 号機 

*2：18～21 号機 

 

表 2.1-2  使用済燃料乾式貯蔵容器の使用条件 

号機 最高使用圧力（MPa） 最高使用温度（℃） 内部(封入)流体 

1～15,23,24 

1.0 

160（キャスク容器） 

210（バスケット） 

ヘリウムガス 16,17 
170（キャスク容器） 

260（バスケット） 

18～21 
160（キャスク容器） 

230（バスケット） 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

  使用済燃料乾式貯蔵容器の機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) バウンダリの維持 

(2) 放射線の遮へい 

(3) 未臨界の維持 

(4) 除熱 

(5) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

  使用済燃料乾式貯蔵容器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に

展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，圧力，温度等）

及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象

を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

使用済燃料乾式貯蔵容器には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

 想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお、下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

  この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価する。 

 

b. 二次蓋締付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

二次蓋締付ボルトは低合金鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は

塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施することとしている。 

18～21，23，24 号機は新たに設置されることから，今後目視点検を実施すること

で健全性を維持できると考える。 

したがって，二次蓋締付ボルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 底板（外面），二次蓋（外面），外筒（外面）の腐食（全面腐食）［16，17，18～21

号機］ 

底板，二次蓋，外筒（外面）は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気

接触部は塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施することとしている。 

18～21 号機は新たに設置されることから，今後目視点検を実施することで健全性

を維持できると考える。 

したがって，底板（外面），二次蓋（外面），外筒（外面）の腐食（全面腐食）は，

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 中性子遮へいカバー（外面）の腐食（全面腐食）［16，17，18～21 号機］ 

中性子遮へいカバーは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は

塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施することとしている。 

18～21 号機は新たに設置されることから，今後目視点検を実施することで健全性

を維持できると考える。 

したがって，中性子遮へいカバー（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. リブ，支持台座，容器押え金具，トラニオン固定ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

リブ，支持台座は炭素鋼，容器押え金具及びトラニオン固定ボルトは低合金鋼で

あり，腐食の発生が想定されるが，大気接触部は塗装を施しているため，腐食が発

生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施することとしている。 

18～21，23，24 号機は新たに設置されることから，今後目視点検を実施すること

で健全性を維持できると考える。 

したがって，リブ，支持台座，容器押え金具，トラニオン固定ボルトの腐食（全

面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

    f. 底板，二次蓋，外筒及び中性子遮へいカバーの貫粒型応力腐食割れ［1～15,23,24

号機］ 

  底板，二次蓋，外筒及び中性子遮へいカバーはステンレス鋼であり，大気中の

海塩粒子に含まれる塩化物イオンより，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定

されるが，大気接触部は塗装が施されており，大気との接触を防止していることか

ら，貫粒型応力腐食割れが発生する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた場合は必要に応

じ補修を実施することとしている。 

23，24 号機は新たに設置されることから，今後目視点検を実施することで健全性

を維持できると考える。 

したがって，底板，二次蓋，外筒及び中性子遮へいカバーの貫粒型応力腐食割れ

は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. トラニオンの貫粒型応力腐食割れ［共通］ 

トラニオンはステンレス鋼であり，大気中の海塩粒子に含まれる塩化物イオンよ

り，外面から貫粒型応力腐食割れの発生が想定されるが，大気接触部にはグリスを

塗布しており，大気との接触を防止していることから，貫粒型応力腐食割れが発生

する可能性は小さい。 

また，目視点検にて塗布状態を確認し，必要に応じてグリスを塗布することとし

ている。 
18～21，23，24 号機は新たに設置されることから，今後目視点検を実施すること

で健全性を維持できると考える。 

したがって，トラニオンの貫粒型応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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h. 金属ガスケットの密封性能低下［共通］ 

金属ガスケットはアルミニウム合金，アルミニウム，インコネル又はニッケル合

金であり，寸法変化や反力低下による密封性能低下の発生が想定されるが，「日本

原子力学会標準 使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基

準：2010」（2010 年 7 月 社団法人 日本原子力学会）により使用環境における供

用期間中の密封機能維持が確認されている。 

また，二重蓋構造となっていることから，同時に著しいシール性低下が発生する

可能性は小さく，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

なお，二重蓋内部はヘリウムガスで加圧され，密封圧力監視系で常時圧力を監視

しており，圧力が低下した場合は，中央制御室の警報装置が作動するが，これまで

の監視結果において圧力低下は確認されておらず，これまでの漏えい検査において

も漏えいは確認されていない。 

18～21，23，24 号機は新たに設置されることから，今後の圧力監視及び漏えい検

査を実施することで健全性を維持できると考える。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，金属ガスケッ

トの密封性能低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. トラニオン固定金具の腐食（全面腐食）［18～21 号機］ 

トラニオン固定金具は低合金鋼であり，腐食の発生が想定されるが，18～21 号機

は大気接触部に塗装を施すこととしており，腐食が発生する可能性は小さい。 

また，今後目視点検を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，トラニオン固定金具の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 一次蓋締付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

一次蓋締付ボルトは低合金鋼であり，腐食の発生が想定されるが，一次蓋締付ボ

ルトはヘリウムガス雰囲気であることから，大気との接触は発生せず腐食が発生す

る可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，一次蓋締付ボ

ルトの腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 
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b. 外筒（内面）の腐食（全面腐食）［共通］，中間胴（外面）の腐食（全面腐食）［1

～15，23，24 号機］ 

外筒及び中間胴は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，外筒内面側及び中

間胴外面側にはレジン（合成樹脂）が充填されていることから，大気との接触は発

生せず腐食が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，外筒（内面）

及び中間胴（外面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. 胴の腐食（全面腐食）［16，17，18～21 号機］ 

胴は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，内面側はヘリウムガス雰囲気で

あり，外面側にはレジン（合成樹脂）が充填されていることから，大気との接触は

発生せず腐食が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，胴の腐食（全

面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 底板（内面），一次蓋，二次蓋（内面）の腐食（全面腐食）［16，17，18～21 号機］ 

底板，一次蓋，二次蓋は炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，底板内面側，

一次蓋内外面及び二次蓋内面側はそれぞれヘリウムガス雰囲気であることから，大

気との接触は発生せず腐食が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，底板（内面），

一次蓋，二次蓋（内面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

e. 伝熱フィンの腐食（全面腐食）［16，17 号機］ 

伝熱フィンは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，伝熱フィン取付部はレ

ジン（合成樹脂）が充填されていることから，大気との接触は発生せず腐食が発生

する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，伝熱フィンの

腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 中性子遮へいカバー（内面）の腐食（全面腐食）［16，17，18～21 号機］ 

中性子遮へいカバーは炭素鋼であり，腐食の発生が想定されるが，中性子遮へい

カバー内面側にはレジン（合成樹脂）が充填されていることから，大気との接触は

発生せず腐食が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，中性子遮へい

カバー（内面）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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g. 中性子遮へい体の性能低下［共通］ 

中性子遮へい体はレジン（合成樹脂）であり，外気との接触による酸化反応，高

温下での熱分解反応，放射線分解及び中性子吸収材の減損による性能低下が想定さ

れる。 

しかしながら，レジンは 1～15，23，24 号機においては外筒と中間胴の間に，16，

17，18～21 号機においては外筒と胴の間に充填されているとともに，外気と接触し

ない構造となっていることから，酸化反応による性能低下が発生する可能性はない。 

また，熱伝導率の高いヘリウムガスは内胴内部，胴内部及び一次蓋～二次蓋間に

封入され，金属ガスケットにより密封された状態で保持されておりガスの量に増減

がないこと並びに 1～15，23，24 号機においては外筒と中間胴の間に，16，17，18

～21 号機においては外筒と胴の間に伝熱フィンが設けられ使用済燃料から発生す

る崩壊熱を外側に放出する設計となっており，レジンの使用温度は設計温度内に保

たれていることから，高温下での熱分解反応による性能低下が発生する可能性はな

い。 

さらに，放射線分解による性能低下については，設計評価期間内に受ける中性子

照射量は設計値以下であることから，レジンの放射線分解による性能低下が発生す

る可能性はない。 

なお，中性子吸収材の減損については，「平成 15 年度 金属キャスク貯蔵技術確

証試験報告書 最終報告」（平成 16 年 6 月 独立行政法人 原子力安全基盤機構）

によると，レジンに対する設計吸収線量に対して中性子吸収材の減損が無視できる

程度であることが確認されていることから，中性子吸収材の減損による性能低下が

発生する可能性はない。 

今後もこの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，中性子遮へい体の

性能低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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h. バスケットの性能低下［1～15，23，24 号機］ 

バスケットはアルミニウム合金及びボロン添加アルミニウム合金であり，高温下

でのクリープ等による形状，強度変化，中性子照射脆化及び中性子吸収材の減損，

腐食による性能低下の発生が想定される。 

しかしながら，バスケットの材料に対する設計温度よりも実際の使用温度は低く，

設計温度を超えるような温度変化もないことから，高温下での形状，強度変化によ

る性能低下が発生する可能性はない。 

また，中性子照射については，設計評価期間内のアルミニウム合金が受ける中性

子照射量は設計値以下であることから，中性子照射脆化による性能低下が発生する

可能性はない。 

さらに，供用期間中における中性子吸収材の減損量を考慮して未臨界評価を行っ

ており，その結果として減損量は無視できる程度であることから，中性子吸収材の

減損による性能低下が発生する可能性はない。 

腐食については，バスケットはヘリウムガス雰囲気内にあることから，腐食によ

る性能低下が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，バスケットの

性能低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. バスケットの性能低下［16，17，18～21 号機］ 

バスケットはボロン添加ステンレス鋼及びステンレス鋼であり，高温下でのクリ

ープ等による形状，強度変化，中性子照射脆化及び中性子吸収材の減損の発生が想

定される。 

しかしながら，バスケットの材料に対する設計温度よりも実際の使用温度は低く，

設計温度を超えるような温度変化もないことから，高温下での形状，強度変化によ

る性能低下が発生する可能性はない。 

また，中性子照射については，設計評価期間内のステンレス鋼が受ける中性子照

射量は設計値以下であることから，中性子照射脆化による性能低下が発生する可能

性はない。 

さらに，供用期間中における中性子吸収材の減損量を考慮して未臨界評価を行っ

ており，その結果として減損量は無視できる程度であることから，中性子吸収材の

減損による性能低下が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，バスケットの

性能低下は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/4） 使用済燃料乾式貯蔵容器に想定される経年劣化事象（1～15,23,24 号機） 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗品
・ 
定期 
取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 
その他

摩耗 腐食 
疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ
の維持 

気密（耐
圧） 

内胴   ステンレス鋼        *1:貫粒型応力腐
食割れ  

*2:密封性能低下 
*3:機器外面 
*4:機器内面 
*5:熱分解反応に

よる性能低下 
*6:中性子吸収材

の減損による
性能低下 

*7:酸化反応によ
る性能低下 

*8:放射線分解に
よる性能低下 

*9:中性子照射脆
化による性能
低下 

*10:腐食による性
能低下 

*11:クリープ等 
 

底板  ステンレス鋼    △*1    

一次蓋  ステンレス鋼        

二次蓋  ステンレス鋼    △*1    

一次蓋締付ボルト  低合金鋼  ▲      

二次蓋締付ボルト  低合金鋼  △      

金属ガスケット  
アルミニウム合
金，インコネル 

      △*2 

放射線の遮
へい 

遮へい 

内胴   ステンレス鋼        

中間胴  
 ステンレス鋼        

 炭素鋼  ▲*3      

底板  ステンレス鋼    △*1    

一次蓋  ステンレス鋼        

二次蓋  ステンレス鋼    △*1    

ガンマ線遮へい体  鉛        

中性子遮へい体  レジン      ▲*5*6*7*8  

外筒  
ステンレス鋼    △*1    

炭素鋼  ▲*4      

遮へい体
の保持 

中性子遮へいカバー  ステンレス鋼    △*1    

未臨界の維
持 

中性子の
吸収 バスケット  

アルミニウム合
金，ボロン添加ア
ルミニウム合金 

     ▲*6*9*10 ▲*11 

除熱 除熱 
伝熱フィン  銅        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/4） 使用済燃料乾式貯蔵容器に想定される経年劣化事象（16,17 号機） 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗品
・ 
定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ
の維持 

気密（耐
圧） 

胴  炭素鋼  ▲      *1:密封性能低下 
*2:機器外面 
*3:機器内面 
*4:熱分解反応によ

る性能低下 
*5:中性子吸収材の

減損による性能
低下 

*6:酸化反応による
性能低下 

*7:放射線分解によ
る性能低下 

*8:中性子照射脆化
による性能低下 

*9:クリープ等 
 
 

底板  炭素鋼  △*2▲*3      

一次蓋  炭素鋼  ▲      

二次蓋  炭素鋼  △*2▲*3      

一次蓋締付ボルト  低合金鋼  ▲      

二次蓋締付ボルト  低合金鋼  △      

金属ガスケット  
アルミニウム
合金，ニッケル
合金 

      △*1 

放射線の遮
へい 

遮へい 

胴  炭素鋼  ▲      

底板  炭素鋼  △*2▲*3      

一次蓋  炭素鋼  ▲      

二次蓋  炭素鋼  △*2▲*3      

中性子遮へい体  レジン      ▲*4*5*6*7  

外筒  炭素鋼  △*2▲*3      

遮へい体
の保持 

中性子遮へいカバー  炭素鋼  △*2▲*3      

未臨界の維
持 

中性子の
吸収 バスケット  

ボロン添加ス
テンレス鋼，ス
テンレス鋼 

     ▲*5*8 ▲*9 

除熱 除熱 
伝熱フィン  

銅        

炭素鋼  ▲      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（3/4） 使用済燃料乾式貯蔵容器に想定される経年劣化事象（18～21 号機） 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム 

部位 

消耗品
・ 
定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労
割れ

応力腐
食割れ

熱時効 劣化 

バウンダリ
の維持 

気密（耐
圧） 

胴  炭素鋼  ▲      *1:密封性能低下 
*2:機器外面 
*3:機器内面 
*4:熱分解反応によ

る性能低下 
*5:中性子吸収材の

減損による性能
低下 

*6:酸化反応による
性能低下 

*7:放射線分解によ
る性能低下 

*8:中性子照射脆化
による性能低下 

*9:クリープ等 
 
 

底板  炭素鋼  △*2▲*3      

一次蓋  炭素鋼  ▲      

二次蓋  炭素鋼  △*2▲*3      

一次蓋締付ボルト  低合金鋼  ▲      

二次蓋締付ボルト  低合金鋼  △      

金属ガスケット  
アルミニウム，
インコネル 

      △*1 

放射線の遮
へい 

遮へい 

胴  炭素鋼  ▲      

底板  炭素鋼  △*2▲*3      

一次蓋  炭素鋼  ▲      

二次蓋  炭素鋼  △*2▲*3      

中性子遮へい体  レジン      ▲*4*5*6*7  

外筒  炭素鋼  △*2▲*3      

遮へい体
の保持 

中性子遮へいカバー  炭素鋼  △*2▲*3      

未臨界の維
持 

中性子の
吸収 バスケット  

ステンレス鋼，
ボロン添加ス
テンレス鋼 

     ▲*5*8 ▲*9 

除熱 除熱 
伝熱フィン  銅        

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外）
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 表 2.2-1（4/4） 使用済燃料乾式貯蔵容器に想定される経年劣化事象（共通） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

機器の支持 支持 

トラニオン  ステンレス鋼    △*1    *1:貫粒型応力腐

食割れ 

*2:1～15，16，17，

23，24号機 

*3:18～21号機 

リブ  炭素鋼  △      

支持台座  炭素鋼  △      

トラニオン固定金具  
ステンレス鋼*2        

低合金鋼*3  △      

容器押え金具  低合金鋼  △      

トラニオン固定ボルト  低合金鋼  △      

基礎ボルト  低合金鋼  △      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 



  

 

 

 

 

15. 水素再結合器 
 

 

［対象機器］ 

① 静的触媒式水素再結合器 
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1. 対象機器 

東海第二で使用される水素再結合器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 水素再結合器の主な仕様 

機器名称 仕様 重要度

使用条件 

最高使用圧力 

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

静的触媒式水素

再結合器*1 

再結合効率：0.50 kg/h/個 

（水素濃度4.0 vol％，大気

圧，100 ℃） 

重*2 － 300 

*1：新規に設置される機器 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 水素再結合器の技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の水素再結合器は静的触媒式であり，原子炉建屋に 24 個設置される。触媒

カートリッジは白金系金属他であり，ハウジング内部に保持される構造となっている。 

東海第二の静的触媒式水素再結合器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の静的触媒式水素再結合器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を

表 2.1-2 に示す。 
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図 2.1-1  静的触媒式水素再結合器構造図

③ ④ 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

No. 部位 

① 触媒カートリッジ（母材）

② 触媒カートリッジ（触媒）

③ ハウジング 

④ 引出部 

⑤ 取付ボルト 

⑥ 架台 

⑦ 基礎ボルト 

 

①② 

触媒カートリッジ外観 

（保持） 
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表 2.1-1 静的触媒式水素再結合器主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

水素反応機能の

維持 
触媒反応 

触媒カートリッジ（母材） ステンレス鋼 

触媒カートリッジ（触媒） 白金系金属 

流路の確保 流路確保 
ハウジング ステンレス鋼 

引出部 ステンレス鋼 

機器の支持 支持 

取付ボルト ステンレス鋼 

架台 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂 

 

表 2.1-2 静的触媒式水素再結合器の使用条件 

最高使用圧力（MPa） － 

最高使用温度（℃） 300 

内部流体 空気 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

静的触媒式水素再結合器の機能達成に必要な項目は以下の通り。 

(1) 水素反応機能の維持 

(2) 流路の確保 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

静的触媒式水素再結合器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位

に展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（内部流体の種類，応力，温

度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年

劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

静的触媒式水素再結合器には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事

象として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えら

れる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 

 

b. 触媒カートリッジ（触媒）の水素反応機能低下 

触媒カートリッジ（触媒）は，常時原子炉建屋内の空気と接触するため，水素

反応機能の低下が想定される。静的触媒式水素再結合器は新たに設置されること

から，触媒プレート（触媒）は，今後目視点検及び機能検査による性能確認を行

うとともに，必要に応じて触媒プレートの取替を実施することで健全性を維持で

きると考える。 

したがって，触媒カートリッジ（触媒）の水素反応機能低下は，高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 架台の腐食（全面腐食） 

架台は炭素鋼であり，腐食の発生が想定される。静的触媒式水素再結合器は新

たに設置されることから，大気接触部には塗装を施すことで，腐食が発生する可

能性を低減できるものと考える。 

また，今後巡視点検等で目視により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められ

た場合は必要に応じて補修塗装を実施することで架台の健全性を維持できると考

える。 

したがって，架台の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの樹脂の劣化 

基礎ボルトの健全性については，「16. 基礎ボルト」にて評価を実施する。 
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表 2.2-1 静的触媒式水素再結合器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

水素反応機

能の維持 
触媒反応 

触媒カートリッジ（母材） ステンレス鋼        
*1:水素反応機能低下 

*2:樹脂の劣化 

 
触媒カートリッジ（触媒） 白金系金属       △*1 

流路の確保 流路確保 

ハウジング ステンレス鋼        

引出部 ステンレス鋼        

機器の支持 支持 

取付ボルト ステンレス鋼        

架台 炭素鋼  △      

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂  △    ▲*2  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

16. 基礎ボルト 

 

 

［対象機器］ 

① 機器付基礎ボルト 

② 後打ちメカニカルアンカ 

③ 後打ちケミカルアンカ 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している基礎ボルトの主な仕様を表1-1に，評価対象一覧を表1-2に示す。 

 

表 1-1 基礎ボルトの仕様 

機器名称 仕様 

機器付基礎ボルト 

管内部にボルトを通し，隙間部にモルタル等を充填したものや，

J 型等の形状のボルトをあらかじめコンクリート基礎に埋設して

あるもの。 

後打ちメカニカルアンカ 
施工後の基礎に打設するもので，基礎に穿孔し，シールド打設後，

テーパボルトを締め込むもの。 

後打ちケミカルアンカ 
施工後の基礎に打設するもので，基礎に穿孔し，アンカボルト打

設することで樹脂を攪拌し固め，ボルトを固定したもの。 

 

本項では，各機器の技術評価書にて抽出された基礎ボルトの評価をまとめて記載している。 

各機器の基礎ボルトの重要度，使用環境，機器支持位置等の詳細については，各機器の技

術評価書を参照のこと。 
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表 1-2（1/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

ポンプ 

ターボポンプ 

・残留熱除去海水系ポンプ 

機器付基礎ボルト 

屋外 

・非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 屋外 

・高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海

水系ポンプ 
屋外 

・残留熱除去系ポンプ 屋内 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ 屋内 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ 屋内 

・給水加熱器ドレンポンプ 屋内 

・原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 屋内 

・原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 屋内 

・制御棒駆動水ポンプ 屋内 

・タービン駆動原子炉給水ポンプ 屋内 

・高圧復水ポンプ 屋内 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ 屋内 

・電動機駆動原子炉給水ポンプ 屋内 

・高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 屋内 

・低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 屋内 

・残留熱除去系レグシールポンプ 屋内 

・原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 屋内 

・常設高圧代替注水ポンプ*1 屋内 

往復ポンプ 

・ほう酸水注入系ポンプ 機器付基礎ボルト 屋内 

熱交換器 

U字管式熱交換器 

・給水加熱器（第1～第5） 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・残留熱除去系熱交換器 屋内 

・排ガス予熱器 屋内 

・排ガス復水器 屋内 

・窒素ガス貯蔵設備蒸発器 屋外 

容器 

その他容器 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・活性炭ベット 屋内 

・排ガス後置除湿器 屋内 

・排ガス再結合器 屋内 

・原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 屋内 

・残留熱除去海水系ポンプ出口ストレー

ナ 
屋外 

・非常用及び HPCS 系ディーゼル発電機 

海水ポンプ出口ストレーナ 
屋外 

*1：新規に設置される機器  
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表 1-2（2/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

       

配管 

ステンレス鋼配管系 

・原子炉隔離時冷却系 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・原子炉再循環系 屋内 

・ほう酸水注入系 屋内 

・不活性ガス系 屋内 

・原子炉系 屋内 

・原子炉冷却材浄化系 屋内 

・残留熱除去系 屋内 

・制御棒駆動系 屋内 

・補助系 屋内 

・燃料プール冷却浄化系 屋内 

・事故時サンプリング設備 屋内 

・高圧炉心スプレイ系 屋内 

・低圧炉心スプレイ系 屋内 

・原子炉保護系 屋内 

・制御用圧縮空気系 屋内 

・格納容器内雰囲気監視系 屋内 

・中性子計装系 屋内 

・試料採取系 屋内 

・発電機系 屋内 

・消火設備*1 屋内 

・サプレッション・プール水 pH 制御 

装置*1 
屋内 

・重大事故等対処設備*1 屋内 

炭素鋼配管系 

・原子炉隔離時冷却系 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・原子炉系 屋内 

・原子炉冷却材浄化系 屋内 

・残留熱除去系 屋内 

・制御棒駆動系 屋内 

・補助系 屋内 

・高圧炉心スプレイ系 屋内 

・低圧炉心スプレイ系 屋内 

・タービングランド蒸気系 屋内 

・復水系 屋内 

・給水系 屋内 

・給水加熱器ドレン系 屋内 

・所内蒸気系 屋内 

・タービン主蒸気系 屋内 

・主蒸気隔離弁漏えい抑制系 屋内 

・空気抽出系 屋内 

・給水加熱器ベント系 屋内 

*1：新規に設置される機器 
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表 1-2（3/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

配管 

炭素鋼配管系 

・原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービ

ン系 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・非常用ガス再循環系 屋内 

・非常用ガス処理系 屋外・屋内

・可燃性ガス濃度制御系 屋内 

・気体廃棄物処理系 屋内 

・不活性ガス系 屋内 

・消火設備 屋外・屋内

・希ガスチャコール系 屋内 

・非常用ディーゼル発電機海水系 屋外・屋内

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機海水系 
屋外・屋内

・残留熱除去海水系 屋外・屋内

・重大事故等対処設備*1 屋外・屋内

低合金鋼配管系 

・給水加熱器ドレン系 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・タービングランド蒸気系 屋内 

・所内蒸気系 屋内 

・気体廃棄物処理系 屋内 

・原子炉系 屋内 

・抽気系 屋内 

・タービン補助蒸気系 屋内 

・給水加熱器ベント系 屋内 

・原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービ

ン系 
屋内 

ケーブル 

ケーブルトレイ，電線管 

・ケーブルトレイ 後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋外・屋内

・電線管 屋外・屋内

タービン 

設備 

常用タービン設備 

・高圧タービン 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・低圧タービン 屋内 

・原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービ

ン 
屋内 

非常用系タービン設備 

・原子炉隔離時冷却系タービン 機器付基礎ボルト 屋内 

*1：新規に設置される機器 
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表 1-2（4/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

計測制御 

設備 

圧力計測装置 

・RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・LPCS ポンプ吐出圧力計測装置 屋内 

・原子炉圧力計測装置 屋内 

・格納容器圧力計測装置 屋内 

・主蒸気管圧力計測装置 屋内 

・主復水器真空度計測装置 屋内 

・常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力

計測装置*1 
屋内 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測

装置*1 
屋内 

・D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 屋内 

・D/G 機関潤滑油入口圧力計測装置 屋内 

・CV 急速閉検出用圧力計測装置 屋内 

温度計測装置 

・主蒸気管トンネル温度計測装置 
後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・使用済燃料プール温度計測装置 屋内 

流量計測装置 

・RCIC 系統流量計測装置 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・主蒸気管流量計測装置 屋内 

・RHR 系統流量計測装置 屋内 

・LPCS 系統流量計測装置 屋内 

・HPCS 系統流量計測装置 屋内 

・低圧代替注水系原子炉注水流量計測

装置*1 
屋内 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流

量計測装置*1 
屋内 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流

量計測装置*1 
屋内 

水位計測装置 

・原子炉水位計測装置 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・サプレッション・プール水位計測装

置 
屋内 

・代替淡水貯槽水位計測装置*1 屋内 

・スクラム排出容器水位計測装置 屋内 

・西側淡水貯水設備水位計測装置*1 屋内 

・潮位計測装置*1 屋外 

放射線計測装置 

・格納容器雰囲気放射線計測装置 

後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・使用済燃料プールエリア放射線計測

装置*1 屋内 

・原子炉建屋換気系放射線計測装置 屋内 

振動計測装置 

・地震加速度計測装置 機器付基礎ボルト 屋内 

*1：新規に設置される機器を含む 
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表 1-2（5/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

計測制御 

設備 

濃度計測装置 

・格納容器内水素濃度計測装置*1 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・原子炉建屋水素濃度計測装置*1 屋内 

・格納容器内酸素濃度計測装置*1 屋内 

操作制御盤 

・原子炉保護系 1A トリップユニット盤

後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・原子炉保護系 1B トリップユニット盤 屋内 

・原子炉保護系 2A トリップユニット盤 屋内 

・原子炉保護系 2B トリップユニット盤 屋内 

・緊急時炉心冷却系 DIV-I-1 トリップ

ユニット盤 
屋内 

・RCIC タービン制御盤 屋内 

・SA 監視操作設備*1 屋内 

・高圧代替注水系制御盤*1 屋内 

・常設代替高圧電源装置遠隔操作盤*1 屋内 

・潮位監視盤*1 屋内 

・津波・構内監視設備*1 屋内 

・使用済燃料プール監視設備*1 屋内 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）

及びデータ伝送設備*1 
屋内 

空調設備 

ファン 

・非常用ガス再循環系排風機 機器付基礎ボルト 屋内 

空調機 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機

後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 屋内 

・残留熱除去系ポンプ室空調機 屋内 

冷凍機 

・中央制御室チラーユニット 後打ちケミカルアンカ 屋外・屋内

フィルタユニット 

・非常用ガス再循環系フィルタトレイ

ン 
機器付基礎ボルト 

屋内 

・非常用ガス処理系フィルタトレイン 屋内 

・中央制御室換気系フィルタユニット 屋内 

ダクト 

・中央制御室換気系ダクト 
後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・ディーゼル室換気系ダクト 屋内 

機械設備 

ディーゼル機関本体（非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）） 

・非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機） 機器付基礎ボルト 屋内 

・吸気管及び排気管 後打ちケミカルアンカ 屋外・屋内

ディーゼル機関本体（高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 機器付基礎ボルト 屋内 

・吸気管及び排気管 後打ちケミカルアンカ 屋外・屋内

*1：新規に設置される機器を含む  
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表 1-2（6/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

機械設備 

ディーゼル機関本体（緊急時対策所用発電機ディーゼル機関） 

・吸気管及び排気管*1 後打ちケミカルアンカ 屋外・屋内

ディーゼル機関付属設備（非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）付属設備） 

・始動空気系空気圧縮機 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・始動空気系空気だめ 屋内 

・潤滑油系潤滑油冷却器 屋内 

・潤滑油系潤滑油サンプタンク 屋内 

・潤滑油系潤滑油フィルタ 屋内 

・冷却水系清水冷却器 屋内 

・燃料油系燃料油デイタンク 屋内 

・燃料油系燃料油フィルタ 屋内 

・始動空気系配管サポート 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・潤滑油系配管サポート 屋内 

・冷却水系配管サポート 屋内 

・燃料油系配管サポート*1 屋内 

ディーゼル機関付属設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備） 

・始動空気系空気圧縮機 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・始動空気系空気だめ 屋内 

・潤滑油系潤滑油冷却器 屋内 

・潤滑油系潤滑油サンプタンク 屋内 

・潤滑油系潤滑油フィルタ 屋内 

・冷却水系清水冷却器 屋内 

・燃料油系燃料油デイタンク 屋内 

・燃料油系燃料油フィルタ 屋内 

・始動空気系配管サポート 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・潤滑油系配管サポート 屋内 

・冷却水系配管サポート 屋内 

・燃料油系配管サポート*1 屋内 

ディーゼル機関付属設備（緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備） 

・燃料油系配管サポート*1 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 

ディーゼル機関付属設備（常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備）

・燃料油系配管サポート*1 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置 機器付基礎ボルト 屋内 

制御用圧縮空気系設備 

・空気圧縮機 
機器付基礎ボルト 

屋内 

・除湿塔 屋内 

・アフタークーラ 後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・制御用圧縮空気系配管サポート 屋内 

気体廃棄物処理系付属設備 

・インターコンデンサ 機器付基礎ボルト 屋内 

*1：新規に設置される機器を含む 
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表 1-2（7/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

機械設備 

補助ボイラ設備 

・補助ボイラ本体 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・蒸気だめ 屋内 

・給水ポンプ 屋内 

・脱気器給水ポンプ 屋内 

・脱気器 屋外 

・ホットウェルタンク 屋内 

・ブロータンク 屋内 

・給水タンク 屋内 

・補助ボイラ配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋外・屋内

廃棄物処理設備 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液中和タンク 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

濃縮廃液貯蔵タンク 
屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

濃縮廃液ポンプ 
屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液濃縮器蒸発缶 
屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液濃縮器加熱器 
屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液濃縮器復水器 
屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

廃液濃縮器循環ポンプ 
屋内 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

配管サポート 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃 

縮器加熱器 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃 

縮器 
屋内 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃 

縮器復水器 
屋内 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃 

縮器デミスタ 
屋内 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃 

縮器循環ポンプ 
屋内 

・機器ドレン系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 
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表 1-2（8/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所 

機械設備 

廃棄物処理設備 

・減容固化系設備溶解タンク 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・減容固化系設備ミストセパレータ 屋内 

・減容固化系設備ペレットホッパ 屋内 

・減容固化系設備乾燥機復水器 屋内 

・減容固化系設備乾燥機排気ブロワ 屋内 

・減容固化系設備溶解ポンプ 屋内 

・減容固化系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備高周波溶融炉 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備 2次燃焼器燃焼室 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備 2次燃焼器 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉排 

ガス冷却器 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備セラミックフィルタ 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備排ガスフィルタ 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備排ガス脱硝塔 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備排ガスブロワ 
屋内 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設 

備配管サポート 

後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 

・雑固体焼却系設備焼却炉 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・雑固体焼却系設備 1次セラミック 

フィルタ 
屋内 

・雑固体焼却系設備 2次セラミック 

フィルタ 
屋内 

・雑固体焼却系設備排ガス冷却器 屋内 

・雑固体焼却系設備排ガスフィルタ 屋内 

・雑固体焼却系設備排ガスブロワ 屋内 

・雑固体焼却系設備廃棄物処理建屋排 

気筒 
屋外 

・雑固体焼却系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
屋内 

排気筒 

・主排気筒 機器付基礎ボルト 屋外 
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表 1-2（9/9） 基礎ボルト評価対象一覧表 

技術評価書 機器名称 型式 設置場所

機械設備 

使用済燃料乾式貯蔵容器 

・使用済燃料乾式貯蔵容器 機器付基礎ボルト 屋内 

水素再結合装置 

・静的触媒式水素再結合器*1 後打ちケミカルアンカ 屋内 

電源設備 

コントロールセンタ 

・480 V 非常用 MCC 
後打ちメカニカルアンカ 

屋内 

・125 V 直流 MCC 屋内 

・緊急用 MCC*1 
後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・緊急用直流 125 V MCC*1 屋内 

ディーゼル発電設備 

・非常用ディーゼル発電設備 

機器付基礎ボルト 

屋内 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設 

備 
屋内 

MG セット 

・原子炉保護系 MG セット 機器付基礎ボルト 屋内 

・原子炉保護系 MG セット制御盤  後打ちケミカルアンカ 屋内 

無停電電源装置 

・緊急用無停電電源装置*1 
後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・非常用無停電電源装置*1 屋内 

直流電源設備 

・125 V 蓄電池 2A，2B 

後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・125 V 蓄電池 HPCS 屋内 

・緊急用 125 V 蓄電池*1 屋内 

・緊急時対策所用蓄電池*1 屋内 

・±24 V 蓄電池 2A，2B 屋内 

・緊急用 125 V 充電器盤*1 屋内 

計測用分電盤 

・緊急用計装交流主母線盤*1 

後打ちケミカルアンカ 

屋内 

・緊急用直流分電盤*1 屋内 

・緊急用無停電計装分電盤*1 屋内 

・非常用無停電計装分電盤*1 屋内 

・可搬型代替低圧電源車接続盤*1 屋内 

・可搬型代替直流電源設備用電源切替盤*1 屋内 

*1：新規に設置される機器 
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2. 基礎ボルトの技術評価 

本章では，1章で対象とした以下の基礎ボルトについて，技術評価を実施する。 

①機器付基礎ボルト 

②後打ちメカニカルアンカ 

③後打ちケミカルアンカ 

 

2.1 構造及び材料 

2.1.1 機器付基礎ボルト 

(1) 構造 

東海第二の機器付基礎ボルトの代表的な構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料 

東海第二の機器付基礎ボルトの代表的な使用材料を表 2.1-1 に示す。 
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No. 部位 

① 機器付基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-1 機器付基礎ボルト構造図 

 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ

①

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
①

ベースプレート 

ベースプレート 

 ① 

① 
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表 2.1-1 機器付基礎ボルトの使用材料 

部位 仕様 

機器付基礎ボルト 炭素鋼，低合金鋼，ステンレス鋼 
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2.1.2 後打ちメカニカルアンカ 

(1) 構造 

東海第二の後打ちメカニカルアンカの代表的な構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料 

東海第二の後打ちメカニカルアンカの代表的な使用材料を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① テーパボルト 

② シールド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-2 後打ちメカニカルアンカ構造図 

 

 

 

表 2.1-2 後打ちメカニカルアンカの使用材料 

部位 仕様 

テーパボルト 炭素鋼，ステンレス鋼 

シールド 炭素鋼，ステンレス鋼 

 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
①

②

ベースプレート 
① 

② 
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2.1.3 後打ちケミカルアンカ 

(1) 構造 

東海第二の後打ちケミカルアンカの代表的な構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料 

東海第二の後打ちケミカルアンカの代表的な使用材料を表 2.1-3 に示す。 
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No. 部位 

① アンカボルト 

② 樹脂 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1-3 後打ちケミカルアンカ構造図 

 

 

表 2.1-3 後打ちケミカルアンカの使用材料 

部位 仕様 

アンカボルト 炭素鋼，ステンレス鋼 

樹脂 
不飽和ポリエステル樹脂，ビニルエステル樹

脂，ビニルウレタン樹脂及びエポキシ樹脂 

ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ
①

②

ベースプレート 

② ② 

① 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機能達成に必要な項目 

基礎ボルトの機能達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

基礎ボルトについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上で，

構造，材料及び使用条件（応力，温度等）及び現在までの運転経験を考慮し，表 2.2-1

に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

基礎ボルトには，消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 
a. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［機器付基礎ボルト直上部，後打ちメカニカルアン

カ直上部及びコンクリート埋設部並びに後打ちケミカルアンカ直上部］ 

基礎ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり，塗装が施されていない基礎ボルトのコ

ンクリート直上部及び後打ちメカニカルアンカのコンクリート埋設部については，

大気環境下であることから腐食の発生が想定される。東海第二で基礎ボルトの腐食

を確認するため，長期保守管理方針に基づき，既設機器の撤去に合わせて目視点検

を実施したところ，大気接触部及び埋設部にほとんど腐食は確認されていない。 

なお，腐食量については，当社東海発電所基礎ボルト調査より，以下の結果が示

されていることから，東海第二においても十分小さいものと考えられる。 

屋外埋設部（屋外の基礎コンクリート埋設部），屋内埋設部（地面に接している

最下階のコンクリート埋設部），屋内埋設部（最下階以外のコンクリート埋設部）

の 3つの環境区分毎にプラント建設当初から使用（34 年使用）している基礎ボルト

の腐食量を調査した。 

その結果，最も環境条件の厳しい屋外設置機器でも腐食量は 30 年で 0.237 mm を

下回ることが確認されており，この結果から 60 年の腐食量は 0.3 mm を下回ると推

定された（（社）腐食防食協会主催「材料と環境 2002」発表）。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，基礎ボルトの

腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 基礎ボルト（塗装部）の腐食（全面腐食）［機器付基礎ボルト，後打ちメカニカル

アンカ，後打ちケミカルアンカ］ 

基礎ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，大気接触部は塗装を施しているため，腐食が発生する可能性は小

さい。 

また，巡視点検等の目視点検により塗膜の状態を確認し，はく離等が認められた

場合は必要に応じて補修塗装を実施することとしている。 

したがって，基礎ボルト（塗装部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 基礎ボルトの付着力低下［機器付基礎ボルト，後打ちメカニカルアンカ］ 

先端を曲げ加工している機器付基礎ボルトは，耐力は主に付着力で担保されるこ

とから，付着力低下の発生が想定される。 

しかしながら，「コンクリート及び鉄骨構造物の技術評価書」にて収縮及び圧縮

によるコンクリートのひび割れが発生する可能性は小さいと評価されていること

から，コンクリートのひび割れに起因する付着力低下が発生する可能性はなく，今

後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

後打ちメカニカルアンカは，一般的に小口径配管等の振動の小さな部位に取付け

られることから，コンクリートのひび割れに起因する付着力低下が発生する可能性

はなく，今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，基礎ボルトの付着力低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

b. 樹脂の劣化［後打ちケミカルアンカ］ 

後打ちケミカルアンカは，樹脂とコンクリート及びアンカボルトの接着力により

強度を維持しているが，高温環境，紫外線環境，放射線環境及び水分付着による樹

脂の劣化が想定される。 

しかしながら，温度及び紫外線による劣化については，樹脂部はコンクリート内

に埋設されており，高温環境下及び紫外線環境下にさらされることはなく，支持機

能を喪失するような接着力低下が発生する可能性はない。 

また，放射線及び水分付着による劣化についても，メーカ試験結果により支持機

能を喪失するような接着力低下が発生する可能性はない。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，樹脂の劣化は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 基礎ボルト（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［機器付基礎ボルト，後打

ちケミカルアンカ］ 

基礎ボルトは炭素鋼又は低合金鋼であり，腐食の発生が想定される。 

しかしながら，機器付基礎ボルトのコンクリート埋設部については，コンクリー

トが中性化した場合に腐食が想定されるが，実機コンクリートにおけるサンプリン

グ結果では，中性化は確認されておらず，今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難い。 

また，後打ちケミカルアンカのコンクリート埋設部については，ボルト自体が樹

脂で覆われていることから，腐食が発生する可能性はなく，今後もこれらの傾向が

変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，基礎ボルト（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1（1/3） 基礎ボルトに想定される経年劣化事象（機器付基礎ボルト） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

機器の支持 支持 
機器付基礎 

ボルト 
 

炭素鋼，低合金

鋼 
 

△*1*2

▲*3     ▲*4 
*1:直上部 

*2:塗装部 

*3:コンクリート埋設部 

*4:付着力低下 
ステンレス鋼       ▲*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（2/3） 基礎ボルトに想定される経年劣化事象（後打ちメカニカルアンカ） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化 

機器の支持 支持 

メカニカルアンカ

（テーパボルト，シ

ールド） 

 

炭素鋼  △*1*2*3     ▲*4 
*1:直上部 

*2:塗装部 

*3:コンクリート埋設部 

*4:付着力低下 ステン

レス鋼
      ▲*4 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1（3/3） 基礎ボルトに想定される経年劣化事象（後打ちケミカルアンカ） 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品

・ 

定期 

取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 減肉 割れ 材質変化 

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ 

応力腐

食割れ
熱時効 劣化

機器の支持 支持 

アンカボルト  
炭素鋼  

△*1*2

▲*3      
*1:直上部 

*2:塗装部 

*3:コンクリート埋設

部 

*4:樹脂の劣化 

ステンレス鋼        

樹脂  
不飽和ポリエ

ステル樹脂他 
     ▲*4  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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本評価書は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している安全上重要な電

源設備（重要度分類審査指針におけるクラス 1 及びクラス 2 の電源設備），高温・高圧の環境

下にあるクラス 3の電源設備及び重大事故等対処設備に属する電気設備について，運転を断続

的に行うことを前提に高経年化に係わる技術評価についてまとめたものである。 

なお，高温・高圧環境下にあるクラス 3の電源設備はない。 

評価対象機器の一覧を表 1に，機能を表 2に示す。 

 評価対象機器を電圧区分，型式及び設置場所でグループ化，それぞれのグループから，重要

度及び使用条件等の観点から代表機器を選定し技術評価を行った後，代表以外の機器について

評価を展開している。 

 本評価書は電源設備毎に，以下の 10 章で構成されている。 

 

  1. 高圧閉鎖配電盤 

  2. 動力用変圧器 

  3. 低圧閉鎖配電盤 

  4. コントロールセンタ 

  5. ディーゼル発電設備 

  6. MG セット 

  7. 無停電電源装置 

  8. 直流電源設備 

  9. 計測用分電盤 

  10. 計測用変圧器 
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表 1(1/4) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 仕様 重要度*1

高圧閉鎖配電盤 

非常用 M/C AC 7,200 V×63 kA 
MS-1 
重*2 

原子炉再循環ポンプ遮断器 AC 7,200 V×63 kA 
MS-3 
PS-3 
重*2 

原子炉再循環ポンプ低速度用電
源装置遮断器 

AC 7,200 V×40 kA 
PS-3 
重*2 

常設代替高圧電源装置遮断器盤 AC 7,200 V×8 kA 重*2 

緊急用 M/C*3 AC 7,200 V×63 kA 重*2 

緊急時対策所用 M/C*3 AC 7,200 V×63 kA 重*2 

動力用変圧器 

非常用動力用変圧器（2C，2D） 3,333 kVA 
MS-1 
重*2 

非常用動力用変圧器（HPCS）   600 kVA 
MS-1 
重*2 

緊急用動力変圧器*3 2,000 kVA 重*2 

緊急時対策所用動力変圧器*3 1,400 kVA 重*2 

低圧閉鎖配電盤 

非常用 P/C 
AC 600 V×40 kA 
AC 600 V×70 kA 
AC 600 V×50 kA 

MS-1 
重*2 

緊急用 P/C*3 AC 600 V×50 kA 重*2 

緊急時対策所用 P/C*3 
AC 600 V×80 kA 
AC 600 V×63 kA 

重*2 

125 V 直流 P/C DC 250 V×50 kA 
MS-1 
重*2 

緊急時対策所用直流125 V主母線
盤*3 

DC 250 V×40 kA 重*2 

計測用 P/C 
AC 600 V×ノートリップ 

AC 600 V×35 kA 
AC 600 V×30 kA 

MS-1 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
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表 1(2/4) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 仕様 重要度*1

コントロールセンタ 

480 V 非常用 MCC 

AC 600 V×10 kA 
AC 600 V×14 kA 
AC 600 V×15 kA 
AC 600 V×18 kA 
AC 600 V×25 kA 
AC 220 V×85 kA 
AC 220 V×100 kA 

MS-1 
重*2 

緊急用 MCC*3 AC 600 V×50 kA 重*2 

緊急時対策所用 MCC*3 

AC 690 V×6 kA 
AC 690 V×7.5 kA 
AC 690 V×20 kA 
AC 240 V×85 kA 

重*2 

125 V 直流 MCC  
DC 250 V×20 kA 
DC 250 V×40 kA 

MS-1 
重*2 

緊急用直流 125 V MCC*3 DC 125 V×40 kA 重*2 

ディーゼル発電設備 

非常用ディーゼル発電設備 AC 6,900 V×6,500 kVA 
MS-1 
重*2 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 
発電設備 

AC 6,900 V×3,500 kVA 
MS-1 
重*2 

常設代替高圧電源装置 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 

緊急時対策所用発電設備*3 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 

MG セット 原子炉保護系 MG セット 
AC 440 V×44.76 kW 
AC 120 V×18.75 kVA 

MS-1 

無停電電源装置 

バイタル電源用無停電電源装置 AC 240/120 V×50 kVA MS-1 

緊急用無停電電源装置*3 AC 120 V×35 kVA 重*2 

非常用無停電電源装置*3 AC 120 V×35 kVA 
MS-1 
重*2 

緊急時対策所用無停電電源装置*3 AC 105 V×50 kVA 重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
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表 1(3/4) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 仕様 重要度*1

直流電源設備 

125 V 蓄電池 2A，2B 6,000 Ah/10 時間率 
MS-1 
重*2 

125 V 蓄電池 HPCS 500 Ah/10 時間率 
MS-1 
重*2 

緊急用 125 V 蓄電池*3 6,000 Ah/10 時間率 重*2 

緊急時対策所用蓄電池*3 1,000 Ah/10 時間率 重*2 

±24 V 蓄電池 2A，2B 150 Ah/10 時間率 
MS-1 
重*2 

緊急時対策所用 24 V 系蓄電池*3 1,000 Ah/10 時間率 重*2 

125 V 充電器盤 2A DC 125 V×420 A 
MS-1 
重*2 

125 V 充電器盤 2B DC 125 V×320 A 
MS-1 
重*2 

125 V 充電器盤 予備 DC 125 V×420 A 重*2 

125 V 充電器盤 HPCS DC 125 V×100 A 
MS-1 
重*2 

緊急用 125 V 充電器盤*3 DC 125 V×700 A 重*2 

緊急時対策所用充電器盤*3 DC 125 V×600 A 重*2 

±24 V 充電器盤 2A，2B DC ±24 V×30 A 
MS-1 
重*2 

緊急時対策所用直流 24 V 
充電器盤*3 

DC 24 V×100 A 重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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表 1(4/4) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 仕様 重要度*1

計測用分電盤 

交流計測用分電盤 A 系，B系 AC 120/240 V MS-1 

交流計測用分電盤 HPCS 系 AC 120 V 
MS-1 
重*2 

直流分電盤 DC 125 V 
MS-1 
重*2 

バイタル分電盤 AC 120/240 V MS-1 

中性子モニタ用分電盤 DC 24 V 
MS-1 
重*2 

緊急用計装交流主母線盤*3 AC 120/240 V 重*2 

緊急用直流分電盤*3 DC 125 V 重*2 

緊急用無停電計装分電盤*3 AC 120 V 重*2 

非常用無停電計装分電盤*3 AC 120 V 
MS-1 
重*2 

緊急時対策所用分電盤*3 AC 105 V 重*2 

緊急時対策所用直流分電盤*3 DC 125 V 重*2 

可搬型代替低圧電源車接続盤*3 
AC 210/480V 
DC 125 V 

重*2 

可搬型代替直流電源設備用電源切
替盤*3 

DC 125 V 重*2 

計測用変圧器 

計測用変圧器 100 kVA MS-1 

原子炉保護系 MG セット 
バイパス変圧器 

 25 kVA MS-2 

緊急用計測用変圧器*3  50 kVA 重*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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表 2 評価対象機器の機能 

種類 主な機能 

高圧閉鎖配電盤 所内の高電圧機器に対し，電源供給及び遮断を行う設備である。

動力用変圧器 
高圧閉鎖配電盤から受電して低圧に変換し，低圧閉鎖配電盤へ

送電する設備である。 

低圧閉鎖配電盤 
所内の低電圧機器（比較的電気容量の大きいもの）に対し，電

源供給及び遮断を行う設備である。 

コントロールセンタ 
所内の低電圧機器（比較的電気容量の小さいもの）に対し，電

源供給及び遮断を行う設備である。 

ディーゼル発電設備 

外部電源喪失の際に，ディーゼル駆動の非常用発電機で非常用

母線へ電源を供給する設備（本章ではディーゼル発電設備のう

ち発電機について評価）である。 

MG セット 
モータで発電機を駆動し，原子炉保護系へ電源を供給する設備

である。 

無停電電源装置 所内計測制御回路に無停電交流電源を供給する設備である。 

直流電源設備 
所内計測制御回路や非常時に運転される非常用補機に直流電源

を供給する設備である。 

計測用分電盤 所内計測制御回路に直流及び交流電源を供給する設備である。 

計測用変圧器 所内計測制御回路に交流電源を降圧して供給する設備である。 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. 高圧閉鎖配電盤 
 

 

［対象高圧閉鎖配電盤］ 

① 非常用 M/C 

② 原子炉再循環ポンプ遮断器 

③ 原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器 

④ 常設代替高圧電源装置遮断器盤 

⑤ 緊急用 M/C 

⑥ 緊急時対策所用 M/C 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な高圧閉鎖配電盤の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの高圧閉鎖配電盤を電圧区分，型式（内蔵遮断器）及び設置場所の観点からグルー

プ化し，それぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した｡ 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式（内蔵遮断器）及び設置場所を分類基準とし，高圧閉鎖配電盤を表 1-1

に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

高圧閉鎖配電盤のグループには，非常用 M/C，原子炉再循環ポンプ遮断器，原子炉再循

環ポンプ低速度用電源装置遮断器，常設代替高圧電源装置遮断器盤，緊急用 M/C 及び緊急

時対策所用 M/C が属するが，重要度の高い非常用 M/C を代表機器とする｡ 

 

 



 

－
 
1
-
2
 
－

 

表 1-1 高圧閉鎖配電盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 

選定 選定理由 電圧 

区分 

型式 

（内蔵遮断器） 

設置 

場所 

盤 

（定格電圧）

遮断器 

（定格電圧×定格遮断電流）
重要度*1

使用条件 

定格電圧 定格電流

高圧 真空遮断器 屋内 

非常用 M/C AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 
MS-1 

重*2 
AC 6,900 V

2,000 A

1,200 A
◎ 重要度 

原子炉再循環ポンプ遮

断器 
AC 6,900 V AC 7,200 V×63 kA 

MS-3 

PS-3 

重*2 

AC 6,900 V 1,200 A   

原子炉再循環ポンプ低

速度用電源装置遮断器 
AC 7,200 V AC 7,200 V×40 kA 

PS-3 

重*2 
AC 6,900 V 1,200 A   

常設代替高圧電源装置 

遮断器盤 
AC 7,200 V AC 7,200 V×8 kA 重*2 AC 6,600 V 400 A  

 

緊急用 M/C*3 AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 重*2 AC 6,900 V 1,200 A  

 

緊急時対策所用 M/C*3 AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 重*2 AC 6,900 V 1,200 A  

 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の高圧閉鎖配電盤について技術評価を実施する。 

① 非常用 M/C 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用 M/C 

(1) 構造 

東海第二の非常用 M/C は真空遮断器を内蔵しており，電源回路の保護・制御のため

の貫通型計器用変流器，計器用変圧器，保護継電器（機械式,静止形），補助継電器，

指示計，ヒューズ等を内蔵している。 

真空遮断器は，電流遮断の際に発生するアークを真空バルブ内で消弧する構造とな

っており，投入コイルを励磁し，操作機構が動作することによって遮断器は投入され，

投入時に蓄勢された引外しばねの放勢により開放される構造となっている。 

なお，真空遮断器は盤から引出して外に出すことにより点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用 M/C 構造図を図 2.1-1 に，真空遮断器構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用 M/C 主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に示

す。 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 真空遮断器 ⑦ 計器用変圧器 ⑬ ヒューズ・配線用遮断器 

② 主回路導体 ⑧ 保護継電器(機械式,静止形) ⑭ 筐体 

③ 主回路断路部 ⑨ 補助継電器・タイマー ⑮ 埋込金物 

④ 主回路導体支持碍子 ⑩ 操作スイッチ ⑯ 取付ボルト 

⑤ 避雷器 ⑪ 指示計   

⑥ 貫通型計器用変流器 ⑫ 表示灯   

 
図 2.1-1 非常用 M/C 構造図 

⑨ 

⑩ 

⑪

③ 

① 
⑫

⑧

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

④ ② 

⑤ ⑥ 
非常用 M/C 断面(真空遮断器内蔵) 

⑦ 

⑭ 

⑨ 

⑯ 

⑮ 

⑫ 

⑧ 

⑪ 
⑬ 

非常用 M/C 断面(計器用変圧器内蔵) 
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  真空遮断器断面 

 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 操作機構 ⑤ 断路部 ⑨ 投入コイル 

② 真空バルブ ⑥ 接触子 ⑩ 引外しコイル 

③ 絶縁フレーム ⑦ 引外しばね ⑪ 補助スイッチ 

④ 絶縁支柱 ⑧ ワイプばね   

 

図 2.1-2 真空遮断器構造図

① ⑪ 
③ 

 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

②

④ 

⑧ ⑦ 

⑤ 
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表 2.1-1 非常用 M/C 主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

遮断性能の

維持 

開閉・保護 

制御 

保護継電器（機械式） 銅他 

保護継電器（静止形） 銅，半導体他 

補助継電器 銅他 

タイマー 銅，半導体他 

操作スイッチ 銅他 

指示計 銅他 

表示灯 （消耗品） 

ヒューズ （消耗品） 

配線用遮断器 銅他 

遮断動作 
真空 

遮断器 

操作機構 炭素鋼 

真空バルブ 銅合金，セラミックス他 

絶縁フレーム エポキシ樹脂 

絶縁支柱 エポキシ樹脂 

断路部 銅，エポキシ樹脂他 

接触子 銅合金 

引外しばね ピアノ線 

ワイプばね ピアノ線 

投入コイル 銅他 

引外しコイル 銅他 

補助スイッチ 銅他 

通電・絶縁 

性能の確保 

エネルギー伝達 主回路導体 アルミニウム合金 

導体支持 
主回路導体支持碍子 エポキシ樹脂 

主回路断路部 銅，エポキシ樹脂 

回路保護 避雷器 酸化亜鉛他 

信号伝達 

機能の維持 
電圧・電流変成 

貫通型計器用変流器 銅，エポキシ樹脂 

計器用変圧器 銅，エポキシ樹脂 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 非常用 M/C の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格電圧 AC 6,900 V 

定格電流 2,000 A，1,200 A 

*：原子炉建屋付属棟の設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

高圧閉鎖配電盤の機能である給電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 遮断性能の維持 

(2) 通電・絶縁性能の確保 

(3) 信号伝達機能の維持 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

高圧閉鎖配電盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経験

を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

表示灯及びヒューズは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としている

ことから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

a. 主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・

絶縁支柱の絶縁特性低下 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 真空遮断器操作機構の固渋  

真空遮断器の操作機構は，潤滑油の劣化による粘度の増大，潤滑油への塵埃付着

による潤滑性能の低下による固渋が想定されるが，点検時に各部の目視確認，清掃，

潤滑油の注油及び開閉試験を行い，異常の無いことを確認しており，固渋が発生す

る可能性は小さい。 

点検時に各部の目視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，その結果に

より必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，真空遮断器操作機構の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

b. 真空遮断器投入コイル・引外しコイルの絶縁特性低下  

真空遮断器の投入コイル・引外しコイルの絶縁物は，有機物であるため熱的，電

気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，コイルは低電圧の機器

であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因による絶

縁特性低下の可能性は小さい。 

また，コイルへの通電は投入・開放動作時の瞬時であり，温度上昇は僅かである

ことから，熱的要因による劣化の可能性は小さく，点検時に絶縁抵抗測定を行い，

その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，真空遮断器投入コイル・引外しコイルの絶縁特性低下は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 真空遮断器真空バルブの真空度低下 

真空遮断器の真空バルブは，真空度低下による遮断性能低下が想定されるが，点

検時に真空度の確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施するこ

ととしている。 

したがって，真空遮断器真空バルブの真空度低下は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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d. 真空遮断器断路部の摩耗  

真空遮断器の断路部は，真空遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定されるが，

断路部は点検時に潤滑剤を塗布しており潤滑性は良好である。 

また，真空遮断器の挿入・引出しは点検時にしか行わないため，真空遮断器断路

部の摩耗の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ

補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，真空遮断器断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

e. 真空遮断器接触子の摩耗  

真空遮断器の接触子は，開放動作時に負荷電流の遮断を行うことから摩耗が想定

されるが，点検時にワイプ量の確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取

替を実施することとしている。 

したがって，真空遮断器接触子の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

f. 真空遮断器補助スイッチ，操作スイッチ及び補助継電器の導通不良  

真空遮断器の補助スイッチ，操作スイッチ及び補助継電器は，浮遊塵埃が接点に

付着することによる導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，か

つ，密閉構造であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行

い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，真空遮断器補助スイッチ，操作スイッチ及び補助継電器の導通不良

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 保護継電器（機械式）の特性変化  

保護継電器（機械式）は，長期間の使用による誘導円盤回転軸や軸受の摩耗，制

御スプリングのへたり等による特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，

その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（機械式）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化  

保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化によ

り特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ

調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 指示計の特性変化  

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくなる

ことが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又

は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

j. 配線用遮断器の固渋  

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

k. 避雷器の絶縁特性低下 

避雷器は，環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，避雷器は屋内空調

環境に設置されており，環境的要因による絶縁特性低下の可能性は小さく，点検時

に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することと

している。 

したがって，避雷器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

l. 主回路断路部の摩耗  

主回路断路部は，真空遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定されるが，断路部

は点検時に潤滑剤を塗布していることから潤滑性は良好である。 

また，真空遮断器の挿入・引出しは点検時にしか行わないため，断路部の摩耗の

可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取

替を実施することとしている。 

したがって，主回路断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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m. 筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食） 

筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装等が

施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく， 

点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施すること

としている。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 主回路導体の腐食（全面腐食） 

主回路導体は，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の可能性はない。

非常用 M/C は取替を行っており，約 30 年の使用実績においても主回路導体の腐食

は確認されなかった。今後も設置環境等が変化するとは考え難く腐食の発生の可能

性はない。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

b. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下 

貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的及び環境的要因

による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧の機器であり，

屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因による絶縁特性低

下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は

僅かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部は，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 真空遮断器引外しばね・ワイプばねのへたり  

真空遮断器の引外しばね・ワイプばねは，真空遮断器の開放時に必要な力を蓄勢

する構造になっており，へたりが生じることが想定されるが，引外しに必要な応力

は，ばねの許容応力以下になるように設定されており，へたりが生じる可能性はな

い。 

したがって，真空遮断器引外しばね・ワイプばねのへたりは高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 非常用 M/C に想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

遮断性能の 
維持 

開閉・保護 
制御 

保護継電器（機械式）  銅他       △  *1:固渋 
*2:真空度低下 
*3:へたり 
*4:コイル 
*5:大気接触部 
*6:コンクリート 
  埋設部 

保護継電器（静止形）  銅，半導体他       △  
補助継電器  銅他      △   
タイマー  銅，半導体他       △  
操作スイッチ  銅他      △   
指示計  銅他       △  
表示灯 ◎ －         
ヒューズ ◎ －         
配線用遮断器  銅他        △*1

遮断動作 

真
空 
遮
断
器 

操作機構  炭素鋼        △*1

真空バルブ  銅合金，セラミックス他        △*2

絶縁フレーム  エポキシ樹脂     ○    
絶縁支柱  エポキシ樹脂     ○    
断路部  銅，エポキシ樹脂他 △    ○    
接触子  銅合金 △        
引外しばね  ピアノ線        ▲*3

ワイプばね  ピアノ線        ▲*3

投入コイル  銅他     △    
引外しコイル  銅他     △    
補助スイッチ  銅他      △   

通電・絶縁 
性能の確保 

エネルギー伝達 主回路導体  アルミニウム合金  ▲       
回路保護 避雷器  酸化亜鉛他     △    

導体支持 
主回路導体支持碍子  エポキシ樹脂     ○    
主回路断路部  銅，エポキシ樹脂 △    ○    

信号伝達 
機能の維持 

電圧・電流変成 
貫通型計器用変流器  銅，エポキシ樹脂     ▲    
計器用変圧器  銅，エポキシ樹脂     ○*4    

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*5

▲*6       

取付ボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支

柱の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁

支柱の絶縁物は，有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に付着する埃，絶縁

物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶

縁特性低下を起こす可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶

縁支柱の絶縁特性低下要因としては，通電による熱的劣化，絶縁物内空隙での放電

による電気的劣化及び絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境

的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は

熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性

は否定できない。 

 

② 現状保全 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶

縁支柱の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等

の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下の

ないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶

縁支柱の絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は

把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 
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c. 高経年化への対応 

主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁

支柱の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべ

き項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することによ

り絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行うこととする。 
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(2) 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

計器用変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に

付着する埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に

劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的

劣化，絶縁物内空隙での放電による電気的劣化及び絶縁物表面に埃が付着・吸湿し

て沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特

性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると

絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵

埃付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な

絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶

縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を

実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替

を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象高圧閉鎖配電盤］ 

① 原子炉再循環ポンプ遮断器 

② 原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器 

③ 常設代替高圧電源装置遮断器盤 

④ 緊急用 M/C 

⑤ 緊急時対策所用 M/C 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支

柱の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁

フレーム・絶縁支柱の絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することにより，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判

断する。 

原子炉再循環ポンプ遮断器の真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱は保全計

画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器の主回路導体支持碍子及び主回

路断路部真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶縁支柱は新規制基準の耐震性向上の対

応として長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置

されることから，今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必

要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，計器用変圧器コイルの絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及

び絶縁抵抗測定を実施することで絶縁特性の低下は把握可能である。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下

を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持で

きると判断する。 

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応とし

て長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置される

ことから，今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応

じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 真空遮断器操作機構の固渋［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の操作機構は，潤滑油の劣化による粘度の増大，潤滑

油への塵埃付着による潤滑性能の低下による固渋が想定されるが，点検時に各部の目

視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，異常の無いことを確認しており，

固渋が発生する可能性は小さい。 

点検時に各部の目視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，その結果によ

り必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用

M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時に各部の

目視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，その結果により必要に応じ補修

又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，真空遮断器操作機構の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

b. 真空遮断器投入コイル・引外しコイルの絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の投入コイル・引外しコイルの絶縁物は，有機物であ

るため熱的，電気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，コイルは

低電圧の機器であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要

因による絶縁特性低下の可能性は小さい。 

また，コイルへの通電は投入・開放動作時の瞬時であり，温度上昇は僅かであるこ

とから，熱的要因による劣化の可能性は小さく，点検時に絶縁抵抗測定を行い，その

結果により必要に応じ補修及び取替を実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用

M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時に絶縁抵

抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維

持できると考える。 

したがって，真空遮断器投入コイル・引外しコイルの絶縁特性低下は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 真空遮断器真空バルブの真空度低下［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の真空バルブは，真空度低下による遮断性能低下が想 

定されるが，点検時に真空度の確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替

を実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用

M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時に真空度

確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持

できると考える。 

したがって，真空遮断器真空バルブの真空度低下は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 真空遮断器断路部の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の断路部は，真空遮断器の挿入・引出しによる摩耗が

想定されるが，断路部は点検時に潤滑剤を塗布しており潤滑性は良好である。 

また，真空遮断器の挿入・引出しは点検時にしか行わないため，真空遮断器断路部

の摩耗の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修

又は取替を実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用

M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確

認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持で

きると考える。 

したがって，真空遮断器断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

e. 真空遮断器接触子の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の接触子は，開放動作時に負荷電流の遮断を行うこと

から摩耗が想定されるが，点検時にワイプ量の確認を行うこととしており，その結果

により必要に応じ補修又は取替を実施する。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用

M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時にワイプ

量の確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を

維持できると考える。 

したがって，真空遮断器接触子の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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f. 真空遮断器補助スイッチ，操作スイッチ及び補助継電器の導通不良［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の補助スイッチ，操作スイッチ及び補助継電器は，浮

遊塵埃が接点に付着することによる導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置さ

れており，かつ，密閉構造であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動

作確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器の操作スイッチ及び補助継電

器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び

緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認を行い，

その結果により必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，真空遮断器補助スイッチ，操作スイッチ及び補助継電器の導通不良は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 真空遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁特性低下［原子炉再循環ポンプ遮断器］ 

代表機器とは異なり，原子炉再循環ポンプ遮断器には，真空遮断器ばね蓄勢用モー

タが設置される。 

真空遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁物は，有機物であるため熱的，機械的，電気的

及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，真空遮断器ばね蓄勢用モータ

は，動作頻度は少なく，かつ，動作時間の短い機器であり，屋内空調環境に設置され

ていることから，熱的，機械的，電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性

は小さい。 

点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施する

こととしている。 

したがって，真空遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁特性低下は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. ロックアウト継電器の導通不良［原子炉再循環ポンプ遮断器］ 

代表機器とは異なり，原子炉再循環ポンプ遮断器には，ロックアウト継電器が設置

されている。 

ロックアウト継電器は，コイルの通電電流による熱的要因及び吸湿による環境的要

因により経年的に劣化が進行し，継電器動作時の振動・衝撃でコイルが断線する可能

性がある。 

しかし，コイルへの通電電流は非常に少なく，屋内に設置されていることから，断

線による導通不良に至る可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により

必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，ロックアウト継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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i. 保護継電器（機械式）の特性変化［原子炉再循環ポンプ遮断器］ 

代表機器と同様，保護継電器（機械式）は，長期間の使用による誘導円盤回転軸や

軸受の摩耗，制御スプリングのへたり等による特性変化が想定されるが，点検時に特

性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（機械式）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

j. 保護継電器（静止形）［常設代替高圧電源装置遮断器盤，緊急用 M/C，緊急時対策所

用 M/C］及びタイマー［原子炉再循環ポンプ遮断器］の特性変化 

代表機器と同様，保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導

体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果によ

り必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時

に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性

を維持できると考える。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 指示計の特性変化［常設代替高圧電源装置遮断器盤，緊急用 M/C，緊急時対策所用

M/C］ 

代表機器と同様，指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確

保できなくなることが想定されるが，点検時に特性試験を行うこととしており，その

結果により必要に応じ調整又は取替を実施する。 

緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されることから，今後，点検時

に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性

を維持できると考える。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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l. 配線用遮断器の固渋［共通］ 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継

続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦

の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，

潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温度

及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に

応じ取替を実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応と

して長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置さ

れることから，今後，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

m. 主回路断路部の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，主回路断路部は，真空遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定さ

れるが，断路部は点検時に潤滑剤を塗布していることから潤滑性は良好である。 

また，真空遮断器の挿入・引出しは点検時にしか行わないため，断路部の摩耗の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を

実施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応と

して長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，主回路断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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n. 筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することとしている。 

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応と

して長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置さ

れることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［原子炉再循環ポンプ遮断器，原子炉再

循環ポンプ低速度用電源装置遮断器，緊急用 M/C，緊急時対策所用 M/C］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施され，屋内空調環境に設置することとしており，腐食の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を

実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 主回路導体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，主回路導体は，アルミニウム合金であるため腐食が想定されるが，

主回路導体表面は防錆処理が施されており，屋内空調環境に設置されていることから

腐食の可能性はない。 

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応と

して長期停止期間中に更新し，緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置さ

れるが，代表機器と同様，主回路導体表面は防錆処理が施され，屋内空調環境に設置

することとしており，腐食の可能性はない。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

b. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下［原子炉再循環ポンプ遮断器，常設代替高圧電

源装置遮断器盤，緊急用 M/C，緊急時対策所用 M/C］ 

代表機器と同様，貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的

及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧

の機器であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因によ

る絶縁特性低下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は僅

かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

緊急用 M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されるが，代表機器と同様，貫

通型計器用変流器は低電圧の機器であり，屋内空調環境に設置することとしており，

電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能性及びコイルへの通電電流が少な

いことから，温度上昇は僅かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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c. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［原子炉再循環ポンプ遮断器，

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器，緊急用 M/C，緊急時対策所用 M/C］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 真空遮断器引外しばね・ワイプばねのへたり［共通］ 

代表機器と同様，真空遮断器の引外しばね・ワイプばねは，真空遮断器の開放時に

必要な力を蓄勢する構造になっており，へたりが生じることが想定されるが，引外し

に必要な応力は，ばねの許容応力以下になるように設定されており，へたりが生じる

可能性はない。 

原子炉再循環ポンプ遮断器は保全計画を基に，原子炉再循環ポンプ低速度用電源装

置遮断器は新規制基準の耐震性向上の対応として長期停止期間中に更新し，緊急用

M/C 及び緊急時対策所用 M/C は，新たに設置されるが，引外しに必要な応力は，ばね

の許容応力以下になるように設定されており，へたりが生じる可能性はない。 

したがって，真空遮断器引外しばね・ワイプばねのへたりは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 



 

 

 

 

 

2. 動力用変圧器 
 

 

［対象動力用変圧器］ 

① 非常用動力用変圧器（2C，2D） 

② 非常用動力用変圧器（HPCS） 

③ 緊急用動力変圧器 

④ 緊急時対策所用動力変圧器 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な動力用変圧器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの動力用変圧器を電圧区分，型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグ 

ループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式及び設置場所を分類基準とし，動力用変圧器を表 1-1 に示すとおりグ  

ループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

   動力用変圧器のグループには，非常用動力用変圧器（2C，2D），非常用動力用変圧器（HPCS），

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器が属するが，重要度，一次電圧，二次電

圧及び定格容量の観点から重要度が高く，一次電圧及び二次電圧は同等であるが定格容量

の大きい非常用動力用変圧器（2C，2D）を代表機器とする。 

 



 

－
 
2
-
2
 
－

 

表 1-1 動力用変圧器のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量）

選定基準 

選定 選定理由 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 

一次電圧 二次電圧 定格容量

高圧 乾式変圧器 屋内 

非常用動力用変圧器（2C，2D） 3,333 kVA 
MS-1 

重*2 
AC 6,900 V AC 480 V 3,333 kVA ◎

重要度 

一次電圧 

二次電圧 

定格容量 
非常用動力用変圧器（HPCS） 600 kVA 

MS-1 

重*2 
AC 6,900 V AC 480 V 600 kVA  

緊急用動力変圧器*3 2,000 kVA 重*2 AC 6,900 V AC 480 V 2,000 kVA   

緊急時対策所用動力変圧器*3 1,400 kVA 重*2 AC 6,900 V AC 480 V 1,400 kVA   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の動力用変圧器について技術評価を実施する。 

① 非常用動力用変圧器（2C，2D） 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用動力用変圧器（2C，2D） 

(1) 構造 

東海第二の非常用動力用変圧器（2C，2D）は，定格容量 3,333 kVA，一次電圧 

6,900 V，二次電圧 480 V の内鉄形三相二巻線の乾式変圧器（強制空冷式）である。 

変圧器本体は電流回路となるコイルと磁気回路となる鉄心及びコイルの絶縁を保

持する絶縁物から構成され，電磁誘導の原理に基づき電圧変成を行っている。コイル

は細分された導体を必要回数巻いて構成されており，導体はガラス繊維及び絶縁紙を

巻き回した後，エポキシ樹脂で固めている。 

また，コイルと鉄心間及びコイル間にはガラス繊維で構成されたダクトスペーサを

挿入して固定している。鉄心は三相三脚鉄心で，主脚は各コイルの内側を貫通し，各

コイルの外側で閉路となるよう構成され，鉄心締付ボルト及びベ－ス部金具で保持・

固定されている。 

変圧器本体の他には冷却用ファンが本体下部に設けられ，空気を強制的に循環させ

ることにより変圧器の発生熱を除去する構成になっている。 

東海第二の非常用動力用変圧器（2C，2D）の外観構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2)材料及び使用条件 

東海第二の非常用動力用変圧器（2C，2D）主要部位の使用材料を表 2.1-1，使用条

件を表 2.1-2 に示す。 
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変圧器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
非常用動力用変圧器盤構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 変圧器コイル ⑦ 支持碍子 ⑬ サーマルリレー 

② ダクトスペーサ ⑧ 冷却ファン ⑭ ナイフスイッチ・ヒューズ

③ 絶縁層 ⑨ 冷却ファンモータ ⑮ 変圧器ベース 

④ 鉄心 ⑩ 温度計 ⑯ 筐体 

⑤ 鉄心締付ボルト ⑪ 配線用遮断器 ⑰ 埋込金物 

⑥ 接続導体 ⑫ 電磁接触器 ⑱ 取付ボルト 

図 2.1-1 非常用動力用変圧器（2C，2D）構造図 

⑥ 

④ 

⑦ 

⑱ 

⑰ 

⑧ 

⑨ 

⑤ 

⑯ 

⑩ 

⑮ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

非常用動力用変圧器内部構造図 

二次コイル構造 

導体 

エポキシ樹脂 

絶縁紙 

一次コイル構造 

エポキシ樹脂 

導体 

絶縁紙 

ガラス繊維 

一次コイル 二次コイル 

② ③ 

①  
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表 2.1-1 非常用動力用変圧器（2C，2D）主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

電圧変換，絶縁
機能の維持 

電圧変成 

コ 
イ 
ル 

変圧器コイル 
銅，エポキシ樹脂，絶縁紙，
ガラス繊維 

ダクトスペーサ ガラス繊維 

絶縁層 ガラス繊維，マイカ 

鉄心 電磁鋼 

鉄心締付ボルト 炭素鋼 

接続導体 アルミニウム合金 

支持碍子 磁器 

冷却ファン アルミニウム合金 

冷
却
フ
ァ
ン
モ
ー
タ 

主軸 炭素鋼 

固定子コイル 銅，絶縁物 

口出線・接続部品 銅，絶縁物 

固定子コア 電磁鋼 

回転子コア 電磁鋼 

回転子棒 

・回転子エンドリング 
アルミニウム 

フレーム 圧延鋼板 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エンドブラケット 圧延鋼板 

端子箱 鋼板 

保護・制御 

温度計 銅他 

配線用遮断器 銅他 

電磁接触器 樹脂，銅他 

サーマルリレー 銅他 

ナイフスイッチ 銅他 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

変圧器ベース 炭素鋼 

筐体 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 
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表 2.1-2 非常用動力用変圧器（2C，2D）の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格容量 3,333 kVA 

一次電圧 AC 6,900 V 

二次電圧 AC 480 V 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

動力用変圧器の機能である電圧変成機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電圧変換，絶縁機能の維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

動力用変圧器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経験を

考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり）及びヒューズは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提

としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 

b. 冷却ファンモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. コイルのダクトスペーサ，絶縁層及び支持碍子の絶縁特性低下 

コイルのダクトスペーサ，絶縁層及び支持碍子は，無機物であるため環境的要因

により経年的に劣化が進行し，絶縁特性の低下が想定されるが，屋内空調環境に設

置されていることから，環境的要因による絶縁特性低下の可能性は小さく，点検時

に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することと

している。 

したがって，コイルのダクトスペーサ，絶縁層及び支持碍子の絶縁特性低下は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食） 

鉄心及び鉄心締付ボルトは，電磁鋼及び炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を

実施することとしている。 

したがって，鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 温度計の特性変化 

温度計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度が確保できなくなる

ことが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又

は取替を実施することとしている。 

したがって，温度計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

d. 配線用遮断器の固渋 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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e. 電磁接触器及びサーマルリレーの導通不良 

電磁接触器及びサーマルリレーは，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通不

良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることか

ら，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に

応じ取替を実施することとしている。 

したがって，電磁接触器及びサーマルリレーの導通不良は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. ナイフスイッチの導通不良 

ナイフスイッチは，接触子の接触圧力が低下することによる導通不良が想定され

るが，ナイフスイッチの開閉回数は非常に少ないことから接触圧力が低下する可能

性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を

実施することとしている。 

したがって，ナイフスイッチの導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

g. 変圧器ベース，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食） 

変圧器ベース，筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替

を実施することとしている。 

したがって，変圧器ベース，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 冷却ファンモータの主軸の摩耗 

冷却ファンモータの主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に動

作確認を行い，その結果により必要に応じ分解点検，補修又は取替を実施すること

としている。 

したがって，冷却ファンモータの主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

j. 冷却ファンモータの固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食） 

冷却ファンモータの固定子コア及び回転子コアは，電磁鋼であるため腐食が想定

されるが，固定子コア及び回転子コアには，防食効果のある絶縁ワニス処理が施さ

れており，腐食進行の可能性は小さく，動作確認において分解点検が必要となった

場合は目視確認を行うこととしており，その結果により必要に応じ補修を実施する

こととしている。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 冷却ファンの腐食（全面腐食） 

冷却ファンは，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な腐食は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，冷却ファンの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

l. 接続導体の腐食（全面腐食） 

接続導体は，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，表面は防錆処理が施され

ていることから腐食の可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な腐食は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，接続導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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m. 冷却ファンモータのフレーム，エンドブラケット及び端子箱の腐食（全面腐食） 

n. 冷却ファンモータの取付ボルトの腐食（全面腐食） 

o. 冷却ファンモータの主軸の高サイクル疲労割れ 

 

以上 m.～o.の評価については，｢ポンプモータの技術評価書｣のうち低圧ポンプモ

ータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

   (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 

 

b. 冷却ファンモータの回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れ 

冷却ファンモータの回転子棒及び回転子エンドリングの疲労割れについては，

｢ポンプモータの技術評価書｣のうち低圧ポンプモータと同一であることから，当該

評価書を参照のこと。 
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表 2.2-1 非常用動力用変圧器（2C，2D）に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム
部位 

消耗品・ 

定期取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労 

割れ 

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

電圧変換， 

絶縁機能の

維持 

電圧変成 

コ 

イ 

ル 

変圧器コイル  
銅，エポキシ樹脂，絶縁紙，

ガラス繊維 
    ○    

*1:主軸 

*2:フレーム，エンドブラ

ケット，及び端子箱 

*3:固定子コア及び回転

子コア 

*4:取付ボルト 

*5:主軸の高サイクル疲

労割れ 

*6:回転子棒及び回転子

エンドリング 

*7:固定子コイル及び口

出線・接続部品 

*8:固渋 

*9:大気接触部 

*10:コンクリート埋設部 

 

 

ダクトスペーサ  ガラス繊維     △    

絶縁層  ガラス繊維，マイカ     △    

鉄心  電磁鋼  △       

鉄心締付ボルト  炭素鋼  △       

接続導体  アルミニウム合金  △       

支持碍子  磁器     △    

冷却ファン  アルミニウム合金  △       

冷却ファンモータ 
◎ 

〔軸受（ころがり）〕
アルミニウム，銅，絶縁物他 △

*1
△

*2*3*4 △
*5
 

▲
*6
 

 ○
*7

   

保護・制御

温度計  銅他       △  

配線用遮断器  銅他        △
*8
 

電磁接触器  樹脂，銅他      △   

サーマルリレー  銅他      △   

ナイフスイッチ  銅他      △   

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

変圧器ベース  炭素鋼  △       

筐体  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△

*9
 

▲
*10

 
      

取付ボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に付着す

る埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が

進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的劣化，

絶縁物内空隙での放電による電気的劣化及び絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面

絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下

に影響を及ぼす要因は熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると絶縁特

性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特

性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性

の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施す

ることにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行う

こととする。 
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(2) 冷却ファンモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 

冷却ファンモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事

象の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，｢ポンプモータの技術評価書｣の

うち低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象動力用変圧器］ 

① 非常用動力用変圧器（HPCS） 

② 緊急用動力変圧器 

③ 緊急時対策所用動力変圧器 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため，熱的，電気的及び環

境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性

低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である。 

絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで絶縁特

性の低下は把握可能である。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下

を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持で

きると判断する。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されることから，今

後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修又は

取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. コイルのダクトスペーサ，絶縁層及び支持碍子の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，コイルのダクトスペーサ，絶縁層及び支持碍子は，無機物である

ため環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性の低下が想定されるが，屋内

空調環境に設置されていることから，環境的要因による絶縁特性低下の可能性は小さ

く，点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施す

ることとしている。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されることから，

今後，点検時に清掃及び絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取

替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，コイルのダクトスペーサ，絶縁層及び支持碍子の絶縁特性低下は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，鉄心及び鉄心締付ボルトは，電磁鋼及び炭素鋼であるため腐食が

想定されるが，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又

は取替を実施することとしている。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施する

ことで健全性を維持できると考える。 

したがって，鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 温度計の特性変化［共通］ 

代表機器と同様，温度計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度が確

保できなくなることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要

に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されることから，

今後，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施する

ことで健全性を維持できると考える。 

したがって，温度計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

d. 変圧器ベース，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，変圧器ベース，筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が

想定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることか

ら，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補

修又は取替を実施することとしている。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施する

ことで健全性を維持できると考える。 

したがって，変圧器ベース，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施する

ことで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 接続導体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，接続導体は，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，表面は防

錆処理が施されていることから腐食の可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な腐食は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されるが，代表機

器と同様，接続導体は，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の可能性は小

さいと考える。 

したがって，接続導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

 (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

緊急用動力変圧器及び緊急時対策所用動力変圧器は，新たに設置されるが，代表機

器と同様，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期

間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象でないと判断する。 



 

 

 

 

 

3. 低圧閉鎖配電盤 
 

 

［対象低圧閉鎖配電盤］ 

① 非常用 P/C 

② 緊急用 P/C 

③ 緊急時対策所用 P/C 

④ 125 V 直流 P/C 

⑤ 緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤 

⑥ 計測用 P/C 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している低圧閉鎖配電盤の主な仕様を表 1-1 に示す｡ 

これらの低圧閉鎖配電盤を電圧区分，型式（内蔵遮断器）及び設置場所の観点からグルー

プ化し，それぞれのグループより以下のとおり代表機器を選定した｡ 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式（内蔵遮断器）及び設置場所を分類基準とし，低圧閉鎖配電盤を表 1-1

に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，定格電圧及び遮断器フレーム電流の観点か

ら代表機器を選定する。 

 

  (1) 気中遮断器 

このグループには，非常用 P/C，緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C，125 V 直流 P/C

及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤が属するが，重要度及び定格電圧の高い非常

用 P/C を代表機器とする。 

 

  (2) 配線用遮断器 

このグループには，計測用 P/C のみが属するため計測用 P/C を代表機器とする。 



 

－
 
3
-
2
 
－

 

表 1-1 低圧閉鎖配電盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 

選定
選定 
理由 電圧 

区分 
型式 

(内蔵遮断器)
設置 
場所 

盤 
（定格電圧）

遮断器 

重要度*1

使用条件 

操作方式
定格 

(電圧×遮断電流) 
定格電圧 

遮断器 
フレーム
電流 

低圧 

気中遮断器 

屋内 

非常用 P/C AC 480 V 
電磁 
電磁 

電動ばね

AC 600 V×40 kA 
AC 600 V×70 kA 
AC 600 V×50 kA 

MS-1 
重*2 

AC 480 V 
4,000 A 
2,000 A 
1,200 A 

◎

 
重要度 
定格電圧 

緊急用 P/C*3 AC 480 V 電動ばね AC 600 V×50 kA 重*2 AC 480 V 
3,000 A 
1,200 A 

 

緊急時対策所用
P/C*3 

AC 480 V 電動ばね
AC 600 V×80 kA 
AC 600 V×63 kA 

重*2 AC 480 V 
1,800 A 
1,200 A 

 

125 V 直流 P/C DC 125 V 電磁 DC 250 V×50 kA 
MS-1 
重*2 

DC 125 V 1,600 A  

緊急時対策所用
直流 125 V 主母
線盤*3 

DC 125 V 電動ばね DC 250 V×40 kA 重*2 DC 125 V 1,200 A  

配線用遮断器 計測用 P/C AC 120/240 V
電動 
手動 
手動 

AC 600 V×ノートリップ
AC 600 V×35 kA 
AC 600 V×30 kA 

MS-1 AC 120/240 V
600 A 
225 A 
100 A 

◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の低圧閉鎖配電盤について技術評価を実施する。 

① 非常用 P/C 

   ② 計測用 P/C 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用 P/C 

(1) 構造 

東海第二の非常用 P/C は気中遮断器，電源回路の保護・制御のための計器用変圧

器等を内蔵している。 

気中遮断器は投入方法により，電磁式と電動ばね式が存在する。電磁式の投入は

電磁式投入コイルによって行い，引外しは投入時に蓄勢された引外しばねによって

行う。電動ばね式は，ばね蓄勢用モータの回転により蓄勢した投入ばねを放勢する

ことで投入し，引外しは投入時に蓄勢された引外しばねによって行う。なお，遮断

器は盤から外に引き出すことにより，点検手入れが可能である。 

東海第二の非常用 P/C 構造図を図 2.1-1，気中遮断器（電磁式）構造図を図 2.1-2，

気中遮断器（電動ばね式）構造図を図 2.1-3 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用 P/C 主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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①

①

②

②

④

③

③

⑤

⑤

⑤

⑥⑦

⑦

⑦

⑦

⑧

⑧

⑧

⑨

⑩

⑨

⑪

⑪

⑫

⑫

⑬

⑬

（裏面） （断面） （正面）

（裏面） （断面） （正面）

非常用 P/C 構造（計器用変圧器収納）

非常用 P/C 構造（遮断器収納）

⑭

⑭

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 気中遮断器 ⑥ 計器用変圧器 ⑪ 表示灯 

② 主回路導体 ⑦ 保護継電器（機械式，静止形） ⑫ 筐体 

③ 主回路断路部 ⑧ 
補助継電器，タイマー，ヒューズ，
配線用遮断器，ナイフスイッチ，
セクションスイッチ 

⑬ 埋込金物 

④ 主回路導体絶縁支持板 ⑨ 操作スイッチ ⑭ 取付ボルト 

⑤ 貫通型計器用変流器 ⑩ 指示計   

図 2.1-1 非常用 P/C 構造図

裏面 正面 断面 

非常用 P/C 構造（計器用変圧器内蔵） 

裏面 正面 断面 

非常用 P/C 構造（遮断器内蔵） 

⑨ 

⑫

⑬

⑪ 

①

⑭ 

⑤ 

④ 

② 

⑤ 

⑧ 

⑭ 

③ 

② 

⑦ 

⑧ 

⑤ 

③ 

⑬

⑫

⑦ 

⑨ 

⑧

⑩ 

⑪ 

⑦ 

⑥

①

⑦ 
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No. 部位 

① 操作機構 

② 絶縁支持板 

③ 断路部 

④ 接触子 

⑤ 消弧室 

⑥ 引外しばね 

⑦ 投入コイル 

⑧ 引外しコイル 

 

図 2.1-2 気中遮断器（電磁式）構造図 

気中遮断器（電磁式）断面 

気中遮断器（電磁式）操作機構 

気中遮断器（電磁式）断面 

 

⑤ ① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑧ 
⑤ 

⑦ 
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（遮断器側面）

（操作機構）

①

②

③

④⑤

⑥

⑦

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑩

⑪

⑫

 

 

No. 部位 No. 部位 

① 操作機構 ⑦ 引外しばね 

② 絶縁支持板 ⑧ 投入コイル 

③ 断路部 ⑨ 引外しコイル 

④ 接触子 ⑩ ばね蓄勢用モータ 

⑤ 消弧室 ⑪ 静止形過電流引外し装置 

⑥ 投入ばね ⑫ 貫通型計器用変流器 

 

図 2.1-3 気中遮断器（電動ばね式）構造図 

気中遮断器（電動ばね式）断面 

気中遮断器（電動ばね式）操作機構 

① 

⑦ 

⑩ 

⑧ 

⑨ 

⑤ 

⑪ 

⑥ 

⑫ 

② 

④ 

③ 

⑩ 

⑥ 

⑦ 
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表 2.1-1 非常用 P/C 主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

遮断性能の 

維持 

遮断動作 
気中 

遮断器 

共通

操作機構 炭素鋼 

引外しばね ピアノ線 

投入コイル 銅他 

引外しコイル 銅他 

絶縁支持板 フェノール樹脂他 

接触子 銅合金 

消弧室 冷間圧延鋼板，磁器他 

断路部 銅 

電動

ばね

投入ばね ピアノ線 

ばね蓄勢用モータ 炭素鋼，銅，絶縁物他 

静止形過電流引外し装置 銅，半導体他 

貫通型計器用変流器 銅，エポキシ樹脂 

開閉・保護 

制御 

保護継電器（機械式） 銅他 

保護継電器（静止形） 銅，半導体他 

補助継電器 銀，銅他 

タイマー 銅，半導体他 

操作スイッチ 銅他 

指示計 銅他 

表示灯 （消耗品） 

ヒューズ （消耗品） 

セクションスイッチ 銅合金 

配線用遮断器 銅他 

ナイフスイッチ 銅他 

通電・絶縁 

性能の確保 

エネルギー伝達 主回路導体 アルミニウム合金 

導体支持 
主回路導体絶縁支持板 フェノール樹脂 

主回路断路部 銅，フェノール樹脂 

信号伝達 

機能の維持 

電圧・電流 

変成 

貫通型計器用変流器 銅，エポキシ樹脂 

計器用変圧器 銅，エポキシ樹脂 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

 

表 2.1-2 非常用 P/C の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格電圧 AC 480 V 

遮断器フレーム電流 4,000 A，2,000 A，1,200 A 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.1.2 計測用 P/C 

(1) 構造 

東海第二の計測用 P/C は,それぞれの負荷に電源を分割供給するための配線用遮

断器，機器を支持するための筐体，取付ボルトで構成されている。 

東海第二の計測用 P/C 構造図を図 2.1-4 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の計測用 P/C 主要部位の使用材料を表 2.1-3 に，使用条件を表 2.1-4 に

示す。 
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No. 部位 No. 部位 

① 主回路導体 ⑥ 取付ボルト 

② 電動操作配線用遮断器 ⑦ 埋込金物 

③ 配線用遮断器 ⑧ 補助継電器，タイマー 

④ 筐体 ⑨ スイッチ 

⑤ 支持碍子  ⑩ 表示灯 

図 2.1-4 計測用 P/C 構造図 

⑩ 

計測用 P/C 正面 

① 

③ 

④ 

⑨ 

⑥ 

② 

⑧ 

⑦ 

計測用 P/C 側面 

⑤ 

③（盤内） ②（盤内）
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表 2.1-3 計測用 P/C 主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

遮断性能の維持 
開閉・保護 
制御 

電動操作配線用遮断器 銅他 

配線用遮断器 銅他 

スイッチ 銅他 

補助継電器 銀，銅他 

タイマー 銅，半導体他 

表示灯 （消耗品） 

通電・絶縁 
性能の確保 

エネルギー伝達 主回路導体 銅 

導体支持 支持碍子 樹脂 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

  表 2.1-4 計測用 P/C の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格電圧 AC 120/240 V 

遮断器フレーム電流 600 A，225 A，100 A

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

低圧閉鎖配電盤の機能である給電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 遮断性能の維持 

(2) 通電・絶縁性能の確保 

(3) 信号伝達機能の維持 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

低圧閉鎖配電盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転

経験を考慮し，表2.2-1に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表2.2-1

で○又は△，▲になるもの）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

表示灯及びヒューズは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としてい

ることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板及び主回路断路部［非常用 P/C］，

支持碍子［計測用 P/C］の絶縁特性低下 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 [非常用 P/C] 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 気中遮断器操作機構の固渋［非常用 P/C］ 

気中遮断器の操作機構は，潤滑油の劣化による粘度の増大，潤滑油への塵埃付

着による潤滑性能の低下による固渋が想定されるが，点検時に各部の目視確認，

清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，異常の無いことを確認しており，固渋

が発生する可能性は小さい。 

点検時に各部の目視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，その結果

により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，気中遮断器操作機構の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

b. 気中遮断器投入コイル及び引外しコイルの絶縁特性低下［非常用 P/C］ 

気中遮断器の投入コイル及び引外しコイルの絶縁物は，有機物であるため熱的，

電気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，コイルは低電圧の

機器であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因に

よる絶縁特性低下の可能性は小さい。 

また，コイルへの通電は投入・開放動作時の瞬時であり，温度上昇は僅かであ

ることから，熱的要因による劣化の可能性は小さく，点検時に絶縁抵抗測定を行

い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，気中遮断器投入コイル及び引外しコイルの絶縁特性低下は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 気中遮断器接触子の摩耗［非常用 P/C］ 

気中遮断器の接触子は，開放動作時に負荷電流の遮断を行うことから摩耗が想

定されるが，点検時に目視確認及び寸法測定を行い，その結果により必要に応じ

補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，気中遮断器接触子の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

d. 気中遮断器消弧室の汚損［非常用 P/C］ 

気中遮断器の消弧室は，気中遮断器の電流遮断動作時にアークの消弧を行うこ

とから汚損が想定されるが，点検時に目視確認及び清掃を行い，その結果により

必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，気中遮断器消弧室の汚損は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 
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e. 気中遮断器断路部及び主回路断路部の摩耗［非常用 P/C］ 

気中遮断器及び主回路の断路部は，遮断器の挿入・引出しによる摩耗が想定さ

れるが，断路部は点検時に潤滑剤を塗布していることから潤滑性は良好である。 

また，気中遮断器の挿入・引出しは点検時にしか行わないため，断路部の摩耗

の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又

は取替を実施することとしている。 

したがって，気中遮断器断路部及び主回路断路部の摩耗は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

f. 気中遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁特性低下［非常用 P/C］ 

気中遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁物は，有機物であるため熱的，機械的，電

気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，気中遮断器ばね蓄勢

用モータは，動作頻度は少なく，かつ，動作時間の短い機器であり，屋内空調環

境に設置されていることから，熱的，機械的，電気的及び環境的要因による絶縁

特性低下の可能性は小さい。 

点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，気中遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁特性低下は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 気中遮断器静止形過電流引外し装置の特性変化［非常用 P/C］ 

気中遮断器の静止形過電流引外し装置は，長期間の使用による半導体等の劣化

により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要

に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，気中遮断器静止形過電流引外し装置の特性変化は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 保護継電器（機械式）の特性変化［非常用 P/C］ 

保護継電器（機械式）は，長期間の使用による誘導円盤回転軸や軸受の摩耗，

制御スプリングのへたり等による特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を

行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（機械式）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 保護継電器（静止形）の特性変化［非常用 P/C］ 

保護継電器（静止形）は，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化

が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は

取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（静止形）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. タイマーの特性変化［共通］ 

タイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化が想定される

が，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施す

ることとしている。 

したがって，タイマーの特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

k. 補助継電器及びスイッチの導通不良［共通］ 

補助継電器及びスイッチは，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通不良が

想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，

塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応

じ取替を実施することとしている。 

したがって，補助継電器及びスイッチの導通不良は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 指示計の特性変化［非常用 P/C］ 

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくな

ることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調

整又は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

m. ナイフスイッチ及びセクションスイッチの導通不良［非常用 P/C］ 

ナイフスイッチ及びセクションスイッチは，接触子の接触圧力が低下すること

による導通不良が想定されるが，ナイフスイッチ及びセクションスイッチの開閉

回数は非常に少なく接触圧力が低下する可能性は小さく，点検時に動作確認を行

い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，ナイフスイッチ及びセクションスイッチの導通不良は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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n. 配線用遮断器及び電動操作配線用遮断器の固渋［共通］ 

配線用遮断器及び電動操作配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不

動作状態の継続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，

それに伴う摩擦の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器及び電動操作配

線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使

用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲

温度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果によ

り必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器及び電動操作配線用遮断器の固渋は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 主回路導体の腐食（全面腐食）［計測用 P/C］ 

主回路導体は，銅であるため腐食が想定されるが，主回路導体表面は防錆処理

が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さ

く，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施す

ることとしている。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装等

が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さ

く，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施す

ることとしている。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触

部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替

を実施することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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r. 主回路導体の腐食（全面腐食）［非常用 P/C］ 

主回路導体は，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の可能性は小さ

い。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な腐食は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があると

は考え難い。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

  (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下［非常用 P/C］ 

貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的及び環境的要

因による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧の機器で

あり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因による絶

縁特性低下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇

は僅かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部では，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行

により腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食

が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 気中遮断器引外しばね及び投入ばねのへたり［非常用 P/C］ 

気中遮断器の引外しばねは，気中遮断器の引外し時に，気中遮断器の投入ばね

は，気中遮断器の投入時に必要な力を蓄勢する構造になっており，へたりが生じ

ることが想定されるが，引外し及び投入時に必要な応力は，ばねの許容応力以下

になるように設定されており，へたりが生じる可能性はない。 

したがって，気中遮断器引外しばね及び投入ばねのへたりは高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/2) 非常用 P/C に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
サブシステム 部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力腐

食割れ

絶縁特

性低下

導通

不良

特性

変化

遮断性能 

の維持 

遮断動作 
気中 

遮断器 

共通 

操作機構  炭素鋼        △*1 *1:固渋 

*2:へたり 

*3:汚損 

*4:コイル 

*5:大気接 

触部 

*6:コンク 

リート 

埋設部 

引外しばね  ピアノ線        ▲*2

投入コイル  銅他     △    

引外しコイル  銅他     △    

絶縁支持板  フェノール樹脂他     ○    

接触子  銅合金 △        

消弧室  冷間圧延鋼板，磁器他        △*3

断路部  銅 △        

電動 

ばね 

投入ばね  ピアノ線        ▲*2

ばね蓄勢用モータ  炭素鋼，銅，絶縁物他     △    

静止形過電流引外し装置  銅，半導体他       △  

貫通型計器用変流器  銅，エポキシ樹脂     ▲    

開閉・保護 

制御 

保護継電器（機械式）  銅他       △  

保護継電器（静止形）  銅，半導体他       △  

補助継電器  銀，銅他      △   

タイマー  銅，半導体他       △  

スイッチ  銅他      △   

指示計  銅他       △  

表示灯 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

セクションスイッチ  銅合金      △   

配線用遮断器  銅他        △*1

ナイフスイッチ  銅他      △   

通電・絶縁 

性能の確保 

エネルギー伝達 主回路導体  アルミニウム合金  △       

導体支持 
主回路導体絶縁支持板  フェノール樹脂     ○    

主回路断路部  銅，フェノール樹脂 △    ○    

信号伝達 

機能の維持 
電圧・電流変成

貫通型計器用変流器  銅，エポキシ樹脂     ▲    

計器用変圧器  銅，エポキシ樹脂     ○*4    

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*5

▲*6       

取付ボルト  炭素鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/2) 計測用 P/C に想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

遮断性能 
の維持 

開閉・保護 
制御 

電動操作配線用 
遮断器 

 銅他        △*1 
*1:固渋 
*2:大気接触部 
*3:コンクリート

埋設部 配線用遮断器  銅他        △*1 

スイッチ  銅他      △   

補助継電器  銀，銅他      △   

タイマー  銅，半導体他       △  

表示灯 ◎ －         

通電・絶縁 
性能の確保 

エネルギー伝達 主回路導体  銅  △       

導体支持 支持碍子  樹脂     ○    

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*2 
▲*3 

      

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象  
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板及び主回路断路部［非常用 P/C］，支持 

碍子［計測用 P/C］の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁

物は，有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に付着する埃，絶縁物内空隙で

の放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下

を起こす可能性がある。 

ただし，気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板，主回路断路部及び支持碍

子は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板，主回路断路部及び支持碍子の絶

縁特性低下要因としては，通電による熱的劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿して

沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性

低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると絶

縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板，主回路断路部及び支持碍子の絶

縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確認，

清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないことを確

認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板，主回路断路部及び支持碍子の絶

縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能で

ある。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 
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c. 高経年化への対応 

気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板，主回路断路部及び支持碍子の絶縁

特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はな

い。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性

低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行うこととする。 
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(2) 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下［非常用 P/C］ 

a. 事象の説明 

計器用変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため，熱による特性変化，絶縁物に

付着する埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に

劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，計器用変圧器は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと考え

られる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的

劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，

これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である

ことから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵

埃付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な

絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶

縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を

実施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替

を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象低圧閉鎖配電盤］ 

① 緊急用 P/C 

② 緊急時対策所用 P/C 

③ 125 V 直流 P/C 

④ 緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板及び主回路断路部の絶縁特性低下［共 

通］ 

代表機器と同様，気中遮断器の遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板及び主回路

断路部の絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することに

より，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判

断する。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新たに

設置されることから，今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，

必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C］ 

代表機器と同様，計器用変圧器コイルの絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及

び絶縁抵抗測定を実施することで絶縁特性の低下は把握可能である。 

今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修

又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 気中遮断器操作機構の固渋［共通］ 

代表機器と同様，気中遮断器の操作機構は，潤滑油の劣化による粘度の増大，潤滑

油への塵埃付着による潤滑性能の低下による固渋が想定されるが，点検時に各部の目

視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，異常の無いことを確認しており，

固渋が発生する可能性は小さい。 

点検時に各部の目視確認，清掃，潤滑油の注油及び開閉試験を行い，その結果によ

り必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に各部の目視確認，清掃，潤滑油の注油及び開

閉試験を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維

持できると考える。 

したがって，気中遮断器操作機構の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

b. 気中遮断器投入コイル及び引外しコイルの絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，気中遮断器の投入コイル及び引外しコイルの絶縁物は，有機物で

あるため熱的，電気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，コイル

は低電圧の機器であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的

要因による絶縁特性低下の可能性は小さい。 

また，コイルへの通電は投入・開放動作時の瞬時であり，温度上昇は僅かであるこ

とから，熱的要因による劣化の可能性は小さく，点検時に絶縁抵抗測定を行い，その

結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に

応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，気中遮断器投入コイル及び引外しコイルの絶縁特性低下は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 気中遮断器接触子の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，気中遮断器の接触子は，開放動作時に負荷電流の遮断を行うこと

から摩耗が想定されるが，点検時に目視確認及び寸法測定を行い，その結果により必

要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に目視確認及び寸法測定を行い，その結果によ

り必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，気中遮断器接触子の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

d. 気中遮断器消弧室の汚損［共通］ 

代表機器と同様，気中遮断器の消弧室は，気中遮断器の電流遮断動作時にアークの

消弧を行うことから汚損が想定されるが，点検時に目視確認及び清掃を行い，その結

果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に目視確認及び清掃を行い，その結果により必

要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，気中遮断器消弧室の汚損は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

e. 気中遮断器断路部及び主回路断路部の摩耗［共通］ 

代表機器と同様，気中遮断器及び主回路の断路部は，遮断器の挿入・引出しによる

摩耗が想定されるが，断路部は点検時に潤滑剤を塗布していることから潤滑性は良好

である。 

また，気中遮断器の挿入・引出しは点検時にしか行わないため，断路部の摩耗の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を

実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ

補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，気中遮断器断路部及び主回路断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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f. 気中遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁特性低下［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C，緊

急時対策所用直流 125 V 主母線盤］  

代表機器と同様，気中遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁物は，有機物であるため熱的，

機械的，電気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，気中遮断器ば

ね蓄勢用モータは，動作頻度は少なく，かつ，動作時間の短い機器であり，屋内空調

環境に設置することとしており，熱的，機械的，電気的及び環境的要因による絶縁特

性低下の可能性は小さい。 

点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することで健

全性を維持できると考える。 

したがって，気中遮断器ばね蓄勢用モータの絶縁特性低下は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 気中遮断器静止形過電流引外し装置の特性変化［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C］ 

代表機器と同様，気中遮断器の静止形過電流引外し装置は，長期間の使用による半

導体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果に

より必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，気中遮断器静止形過電流引外し装置の特性変化は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 保護継電器（機械式）の特性変化［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C］  

代表機器と同様，保護継電器（機械式）は，長期間の使用による誘導円盤回転軸や

軸受の摩耗，制御スプリングのへたり等による特性変化が想定されるが，点検時に特

性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維

持できると考える。 

したがって，保護継電器（機械式）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

i. 保護継電器（静止形）の特性変化［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C，緊急時対策所

用直流 125 V 主母線盤］  

代表機器と同様，保護継電器（静止形）は，長期間の使用による半導体等の劣化に

より特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ

調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，保護継電器（静止形）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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j. 補助継電器及びスイッチの導通不良［共通］ 

代表機器と同様，補助継電器及びスイッチは，浮遊塵埃が接点に付着することによ

る導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造である

ことから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，補助継電器及びスイッチの導通不良は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 指示計の特性変化［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C］ 

代表機器と同様，指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確

保できなくなることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要

に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

l. ナイフスイッチ及びセクションスイッチの導通不良［緊急用 P/C，緊急時対策所用

P/C，緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤］ 

代表機器と同様，ナイフスイッチ及びセクションスイッチは，接触子の接触圧力が

低下することによる導通不良が想定されるが，ナイフスイッチ及びセクションスイッ

チの開閉回数は非常に少なく接触圧力が低下する可能性は小さく，点検時に動作確認

を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，ナイフスイッチ及びセクションスイッチの導通不良は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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m. 配線用遮断器の固渋［共通］ 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継

続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦

の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，

潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温度

及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に

応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C ，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

n. 機械式過電流引外し装置の特性変化［125 V 直流 P/C］ 

代表機器とは異なり，125 V 直流 P/C では，機械式過電流引外し装置を使用してお

り機械式過電流引外し装置は，リンク機構摺動部の摩耗により特性が変化する可能性

があるが，機械式過電流引外し装置の動作は非常に稀であり，リンク機構摺動部が摩

耗する可能性は小さい。 

点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施すること

としている。 

したがって，機械式過電流引外し装置の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ

補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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p. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ

補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 主回路導体の腐食（全面腐食）［共通］  

代表機器と同様，主回路導体は，耐食性に優れたアルミニウム合金であり，腐食の

可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで有意な腐食は確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

緊急用 P/C は，新たに設置されるが，代表機器と同様，主回路導体は，耐食性に優

れたアルミニウム合金であり，腐食の可能性は小さいと考える。 

緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新たに設置され，

代表機器とは異なり，主回路導体は，銅であるため腐食が想定されるが，屋内空調環

境に設置されることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結

果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 3-30 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C］  

代表機器と同様，貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的

及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧

の機器であり，屋内空調環境に設置することとしており，電気的及び環境的要因によ

る絶縁特性低下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は僅

かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部では，コンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されるが，代表機器と同様，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な

腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 気中遮断器引外しばねのへたり［共通］ 

代表機器と同様，気中遮断器の引外しばねは，気中遮断器の引外し時に必要な力を

蓄勢する構造になっており，へたりが生じることが想定されるが，引外しに必要な応

力は，ばねの許容応力以下になるように設定されており，へたりが生じる可能性はな

い。 

緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C 及び緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤は，新た

に設置されるが，引外しに必要な応力は，ばねの許容応力以下になるように設定され

ており，へたりが生じる可能性はない。 

したがって，気中遮断器引外しばねのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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d. 気中遮断器投入ばねのへたり［緊急用 P/C，緊急時対策所用 P/C，緊急時対策所用直

流 125 V 主母線盤］  

代表機器と同様，気中遮断器の投入ばねは，気中遮断器の投入時に必要な力を蓄勢

する構造になっており，へたりが生じることが想定されるが，投入時に必要な応力は，

ばねの許容応力以下になるように設定されており，へたりが生じる可能性はない。 

したがって，気中遮断器投入ばねのへたりは高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 



 

 

 

 

 

4. コントロールセンタ 
 

 

［対象コントロールセンタ］ 

① 480 V 非常用 MCC 

② 緊急用 MCC 

③ 緊急時対策所用 MCC 

④ 125 V 直流 MCC 

⑤ 緊急用直流 125 V MCC 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なコントロールセンタの主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのコントロールセンタを電圧区分，型式（内蔵遮断器）及び設置場所の観点からグ

ループ化し，このグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式（内蔵遮断器）及び設置場所を分類基準とし，コントロールセンタを

表 1-1 に示すとおりグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

コントロールセンタのグループには，480 V 非常用 MCC，緊急用 MCC，緊急時対策所用

MCC，125 V 直流 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC が属するが，重要度，定格電圧，母線容

量の観点から重要度が高く，定格電圧の高い 480 V 非常用 MCC を代表機器とする。 

 



 

 

－
 
4
-
2
 
－

 

表 1-1 コントロールセンタのグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 

選定 選定理由 電圧 
区分 

型式 
（内蔵遮断器）

設置 
場所 

盤 
(最高使用電圧)

配線用遮断器 
重要度*1

使用条件 

遮断容量 
(定格電圧×定格遮断電流)

定格 
電圧 

母線 
容量 

低圧 配線用遮断器 屋内 

480 V非常用MCC AC 600 V 

AC 600 V×10 kA 
AC 600 V×14 kA 
AC 600 V×15 kA 
AC 600 V×18 kA 
AC 600 V×25 kA 
AC 220 V×85 kA 
AC 220 V×100 kA 

MS-1 
重*2 

AC 480 V 
AC 480 V/210 V 
AC 480 V/210 V 

-105 V 

800 A
600 A

◎ 
重要度 
定格電圧 

緊急用 MCC*3 AC 600 V AC 600 V×50 kA 重*2 AC 480 V 800 A   

緊急時対策所用
MCC*3 

AC 600 V 

AC 690 V×6 kA 
AC 690 V×7.5 kA 
AC 690 V×20 kA 
AC 240 V×85 kA 

重*2 AC 480 V/210 V 
1,200 A
  800 A

  

125 V 直流 MCC DC 250 V 
DC 250 V×20 kA 
DC 250 V×40 kA 

MS-1 
重*2 

DC 125 V 600 A   

緊急用直流 
125 V MCC*3 

DC 125 V DC 125 V×40 kA 重*2 DC 125 V 400 A   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 



 

－ 4-3 － 

2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のコントロールセンタについて技術評価を実施する。 

① 480 V 非常用 MCC 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 480 V 非常用 MCC 

(1) 構造 

東海第二の 480 V 非常用 MCC は，電源を開閉する装置（ユニット）が内蔵されてお

り，ユニットへの電源は限流リアクトル及び母線を経て供給されている。 

ユニットは主に配線用遮断器，電磁接触器で構成されている。なお，ユニットは盤

から外に引出すことにより，内蔵部品の点検手入れが可能である。 

東海第二の 480 V 非常用 MCC の構造図を図 2.1-1 に，ユニットの構造図を図 2.1-2

に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の 480 V 非常用 MCC主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2

に示す。 
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①①

②

⑤

⑥
⑦

⑧⑨

⑪

⑫
⑬⑭⑮

⑮

③

④

⑯

⑰

⑱

⑲

（MCC 側面） （MCC 正面）

限流リアクトル
収納部内部

計器用変圧器
収納部正面

計器用変圧器
収納部内部

⑧
（盤内）

変圧器
収納部内部

（MCC 裏面内部）

⑩

⑳

 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 
① 水平母線 ⑧ ユニットケース ⑮ 表示灯 
② 垂直母線 ⑨ 保護継電器（機械式） ⑯ 筐体 
③ 水平母線サポート ⑩ 保護継電器（静止形） ⑰ サポート 
④ 垂直母線サポート ⑪ タイマー ⑱ 埋込金物 
⑤ 限流リアクトル ⑫ 指示計 ⑲ 取付ボルト 
⑥ 変圧器 ⑬ ヒューズ ⑳ 基礎ボルト* 
⑦ 計器用変圧器 ⑭ ナイフスイッチ   

 *：後打ちメカニカルアンカ 

図 2.1-1 480 V 非常用 MCC 構造図 

⑰ 

⑯ 

⑲ 

⑳ 

（盤内） 
⑧ 

MCC 側面 MCC 正面 

⑱ 

⑮ 

① 

⑤ 

⑫ 
⑮ 

⑬ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑦ 

① 

③ 

② 

④ 

⑧ 

⑥ 

（盤内） 

MCC 裏面内部 変圧器 
収納部内部 

計器用変圧器 
収納部内部

計器用変圧器 
収納部正面

限流リアクトル 
収納部内部 

⑭ 



 

－ 4-5 － 

 

①

②

③ ④

⑤

⑥

⑦

⑧⑨（裏面）

（裏面）⑧⑨

⑩⑪
 

 

No. 部位 

① ユニットケース 

② 配線用遮断器 

③ 電磁接触器 

④ サーマルリレー 

⑤ 補助継電器 

⑥ 制御用変圧器 

⑦ サーマルリレー用変流器 

⑧ 断路部 

⑨ 断路部取付台 

⑩ ヒューズ 

⑪ 表示灯 

図 2.1-2 ユニット構造図 

 

（裏面）

① 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

④ 

（裏面） ⑧⑨(裏面) 

⑪ 

③ 

(裏面)⑧⑨ 

⑩ 

② 
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表 2.1-1 480 V 非常用 MCC 主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

遮断性能の
維持 

開閉・変成 
保護・制御 

配線用遮断器 銅他 

電磁接触器 銅他 

サーマルリレー 銅他 

通電・絶縁性
能の確保 

補助継電器 銅他 

変圧器 銅，ガラス繊維 

断路部取付台 不飽和ポリエステル樹脂 

ヒューズ （消耗品） 

表示灯 （消耗品） 

制御用変圧器 銅，ポリエステルフィルム，電磁鋼 

保護継電器（機械式） 銅他 

保護継電器（静止形） 銅，半導体他 

タイマー 銅，半導体他 

指示計 銅他 

ナイフスイッチ 銅他 

エネルギー 
伝達 

限流リアクトル 銅，絶縁紙，磁器 

水平母線 銅 

垂直母線 銅 

断路部 銅他 

導体支持 
水平母線サポート 不飽和ポリエステル樹脂 

垂直母線サポート 不飽和ポリエステル樹脂 

信号伝達 
機能の維持 

電圧・電流 
変成 

計器用変圧器 銅，エポキシ樹脂 

サーマルリレー用変流器 銅他 

機器の支持 支持 

ユニットケース 炭素鋼 

筐体 炭素鋼 

サポート 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

基礎ボルト（後打ちメカニ
カルアンカ）

炭素鋼 

 

表 2.1-2 480 V 非常用 MCC の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40.0 ℃（最高） 

定格電圧 AC 480 V 

母線容量 800 A，600 A 

*：モータコントロールセンタが設置されているエリアの設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

コントロールセンタの機能である給電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 遮断性能の維持 

(2) 通電・絶縁性能の確保 

(3) 信号伝達機能の維持 

(4) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

コントロールセンタについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展

開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの

運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

表示灯及びヒューズは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提としてい

ることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出され

た（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

b. 水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 配線用遮断器の固渋 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操

作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大に

よる固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑

性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲

温度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果によ

り必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

b. 電磁接触器，サーマルリレー及び補助継電器の導通不良 

電磁接触器，サーマルリレー及び補助継電器は，浮遊塵埃が接点に付着するこ

とによる導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉

構造であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，そ

の結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，電磁接触器，サーマルリレー及び補助継電器の導通不良は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 保護継電器（機械式）の特性変化 

保護継電器（機械式）は，長期間の使用による誘導円盤回転軸や軸受の摩耗，

制御スプリングのへたり等による特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を

行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（機械式）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化 

保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化に

より特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に

応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 指示計の特性変化 

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくな

ることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調

整又は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

f. ナイフスイッチの導通不良 

ナイフスイッチは，接触子の接触圧力が低下することによる導通不良が想定さ

れるが，ナイフスイッチの開閉回数は非常に少なく接触圧力が低下する可能性は

小さい。 

点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施する

こととしている。 

したがって，ナイフスイッチの導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

g. 限流リアクトルの絶縁特性低下 

限流リアクトルの絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的及び環境的要因に

よる絶縁特性低下が想定されるが，限流リアクトルは低電圧の機器であり，屋内

空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因による劣化の可能性

は小さい。 

また，通電による温度上昇は僅かであるため，熱的要因による劣化の可能性も

小さく，点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替

を実施することとしている。 

したがって，限流リアクトルの絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 水平母線及び垂直母線の腐食（全面腐食） 

水平母線及び垂直母線は，銅であるため腐食が想定されるが，屋内空調環境に

設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，そ

の結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，水平母線及び垂直母線の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 断路部の摩耗 

断路部は，ユニットの挿入・引出しによる摩耗が想定されるが，断路部は点検

時に潤滑剤を塗布していることから潤滑性は良好である。 

また，ユニットの挿入・引出しは点検時にしか行わないため，断路部の摩耗の

可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

したがって，断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

j. ユニットケース，筐体，サポート及び取付ボルトの腐食（全面腐食） 

ユニットケース，筐体，サポート及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が

想定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されているこ

とから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要

に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，ユニットケース，筐体，サポート及び取付ボルトの腐食（全面腐

食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触

部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替

を実施することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし本評価書には含めない。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. サーマルリレー用変流器の絶縁特性低下 

サーマルリレー用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的及び環境

的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，サーマルリレー用変流器は低電圧

の機器であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因

による絶縁特性低下の可能性はない。 

また，サーマルリレー用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度

上昇は僅かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，サーマルリレー用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が

発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/2) 480 V 非常用 MCC に想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム

部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

遮断性能の
維持 

開閉・変成
保護・制御

配線用遮断器  銅他        △*1 *1:固渋 
*2:コイル 
 電磁接触器  銅他      △   

サーマルリレー  銅他      △   

通電・絶縁
性能の確保 

補助継電器  銅他      △   

変圧器  銅，ガラス繊維     ○*2    

断路部取付台  不飽和ポリエステル樹脂     ○    

ヒューズ ◎ －         

表示灯 ◎ －         

制御用変圧器  銅，ポリエステルフィルム，電磁鋼     ○*2    

保護継電器（機械式）  銅他       △  

保護継電器（静止形）  銅，半導体他       △  

タイマー  銅，半導体他       △  

指示計  銅他       △  

ナイフスイッチ  銅他      △   

エネルギー
伝達 

限流リアクトル  銅，絶縁紙，磁器     △    

水平母線  銅  △       

垂直母線  銅  △       

断路部  銅他 △        

導体支持 
水平母線サポート  不飽和ポリエステル樹脂     ○    

垂直母線サポート  不飽和ポリエステル樹脂     ○    

信号伝達 
機能の維持 

電圧・電流
変成 

計器用変圧器  銅，エポキシ樹脂     ○*2    

サーマルリレー用変流器  銅他     ▲    

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

 

－
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表 2.2-1(2/2) 480 V 非常用 MCC に想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム

部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

機器の支持 支持 

ユニットケース  炭素鋼  △       *1:大気接触部 
*2:コンクリート埋

設部 
筐体  炭素鋼  △       

サポート  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*1

▲*2       

取付ボルト  炭素鋼  △       

基礎ボルト(後打ちメカニ
カルアンカ) 

 炭素鋼  △       

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁物は，有機物

であるため，熱による特性変化，絶縁物に付着する埃，絶縁物内空隙での放電等の

熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす

可能性がある。 

ただし，変圧器，制御用変圧器及び計器用変圧器は低電圧の機器であるため，電

気的な劣化は起きないと考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要

因としては，コイルの通電電流による熱的劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿し

て沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁

特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮す

ると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に

対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確認，清掃及び

絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないことを確認して

いる。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取

替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の

可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異

常の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断す

る。 

 

c. 高経年化への対応 

変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対

しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監

視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行うこととする。 
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(2) 水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁物は，有機物であるため，

熱による特性変化，絶縁物に付着する埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的

及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台は低電圧の機器であるた

め，電気的な劣化は起きないと考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下要因としては，

通電による熱的劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環

境的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要

因は熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる

可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下に対しては，点

検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定

を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取

替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下の可能性は否定

できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異

常の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断す

る。 

 

c. 高経年化への対応 

水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下に対しては，高経

年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視

確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視していくと

ともに，必要に応じ補修又は取替を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2章で実施した代表機器の技術評価について，1章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象コントロールセンタ］ 

① 緊急用 MCC 

② 緊急時対策所用 MCC 

③ 125 V 直流 MCC 

④ 緊急用直流 125 V MCC 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 変圧器コイル及び制御用変圧器コイルの絶縁特性低下［緊急用 MCC，緊急時対策所用

MCC］ 

代表機器と同様，変圧器コイル及び制御用変圧器コイルの絶縁特性低下は，点検時

に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで絶縁特性の低下は把握可能であ

る。 

今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補

修又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

b. 水平母線・垂直母線サポート［共通］及び断路部取付台［緊急用 MCC，緊急時対策所

用 MCC］の絶縁特性低下 

代表機器と同様，125 V 直流 MCC の水平母線・垂直母線サポートの絶縁特性低下は，

点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより，有意な絶縁特性低

下のないことを確認している。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低

下を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維

持できると判断する。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置される

ことから，今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に

応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 配線用遮断器の固渋［共通］ 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の

継続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う

摩擦の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に

優れ，潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さ

い。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置され

ることから，今後，点検時に動作確認を行うとともに，その結果により必要に応じ

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

b. 電磁接触器，サーマルリレー及び補助継電器の導通不良［共通］ 

代表機器と同様，電磁接触器，サーマルリレー及び補助継電器は，浮遊塵埃が接

点に付着することによる導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，

かつ，密閉構造であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を

行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置され

ることから，今後，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，電磁接触器，サーマルリレー及び補助継電器の導通不良は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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c. 電磁接触器（主接点露出形）接点の導通不良［125 V 直流 MCC］ 

代表機器とは異なり，125 V 直流 MCC には，主接点露出形の電磁接触器が設置さ

れている。 

主接点露出形の電磁接触器は，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通不良が

想定されるが，電磁接触器は屋内空調環境の盤内に設置されており，導通不良が発

生する可能性は小さく，点検時に盤内の清掃を実施すると共に，接点部の点検及び

接触抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，電磁接触器（主接点露出形）接点の導通不良は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 電圧リレーの特性変化［125 V 直流 MCC，緊急用直流 125 V MCC］ 

代表機器とは異なり，125 V 直流 MCC には，電圧リレーが設置されている。 

電圧リレーは，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化が想定される

が，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施する

こととしている。 

緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験

を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持で

きると考える。 

したがって，電圧リレーの特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

e. 限流リアクトルの絶縁特性低下［緊急用 MCC］ 

代表機器と同様，限流リアクトルの絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的及

び環境的要因による絶縁特性低下が想定されるが，限流リアクトルは低電圧の機器

であり，屋内空調環境に設置することとしており，電気的及び環境的要因による劣

化の可能性は小さい。 

また，通電による温度上昇は僅かであるため，熱的要因による劣化の可能性も小

さく，点検時に絶縁抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，限流リアクトルの絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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f. 水平母線及び垂直母線の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，水平母線及び垂直母線は，銅であるため腐食が想定されるが，

屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確

認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置され

ることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，水平母線及び垂直母線の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 断路部の摩耗［緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC］ 

代表機器と同様，断路部は，ユニットの挿入・引出しによる摩耗が想定されるが，

ユニットの挿入・引出しは点検時にしか行わないため，断路部の摩耗の可能性は小

さく，点検時に目視確認及び潤滑剤の塗布を行い，その結果により必要に応じ補修

又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，断路部の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと

判断する。 

 

h. ユニットケース，筐体，サポート及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，ユニットケース，筐体，サポート及び取付ボルトは，炭素鋼で

あるため腐食が想定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置

されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果

により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置され

ることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，ユニットケース，筐体，サポート及び取付ボルトの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定され

るが，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修

又は取替を実施することとしている。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置され

ることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［125 V 直流 MCC］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評

価書」にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. サーマルリレー用変流器の絶縁特性低下［緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC］ 

代表機器と同様，サーマルリレー用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，

電気的及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，サーマルリレー用変

流器は低電圧の機器であり，屋内空調環境に設置することとしており，電気的及び

環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。 

また，サーマルリレー用変流器への通電電流が少ないことから，温度上昇は僅か

であり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，サーマルリレー用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が

想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長期間を要す。 

緊急用 MCC，緊急時対策所用 MCC 及び緊急用直流 125 V MCC は，新たに設置され

るが，代表機器と同様，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［緊急用 MCC，緊急用直流 125 V 

MCC］ 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施す

るものとし本評価書には含めない。 

 



 

 

 

 

 

5. ディーゼル発電設備 
 

 

［対象ディーゼル発電設備］ 

① 非常用ディーゼル発電設備 

② 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

③ 常設代替高圧電源装置 

④ 緊急時対策所用発電設備 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要なディーゼル発電設備の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらのディーゼル発電設備を電圧区分，型式及び設置場所の観点からグループ化し，

このグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式及び設置場所を分類基準とし，ディーゼル発電設備を表 1-1 に示すとお

りグループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

ディーゼル発電設備のグループには，非常用ディーゼル発電設備，高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電設備，常設代替高圧電源装置及び緊急時対策所用発電設備が属するが，重

要度，定格電圧及び定格容量の観点から，重要度が高く，定格電圧は同等であるが定格容

量の大きい非常用ディーゼル発電設備を代表機器とする。 
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表 1-1 ディーゼル発電設備のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格容量）

選定基準 

選定 選定理由 
電圧 
区分 

型式 
設置 
場所 

重要度*1

使用条件 

定格電圧 定格容量 

高圧 ディーゼル発電機 屋内 

非常用ディーゼル発電設備 AC 6,900 V×6,500 kVA
MS-1 
重*2 

AC 6,900 V 6,500 kVA ◎
重要度 
定格電圧 
定格容量 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電設備 

AC 6,900 V×3,500 kVA
MS-1 
重*2 

AC 6,900 V 3,500 kVA   

常設代替高圧電源装置 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 AC 6,600 V 1,725 kVA   

緊急時対策所用発電設備*3 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 AC 6,600 V 1,725 kVA   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下のディーゼル発電設備について技術評価を実施する。 

① 非常用ディーゼル発電設備 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 非常用ディーゼル発電設備 

(1) 構造 

東海第二の非常用ディーゼル発電設備は，定格電圧 6,900 V，定格容量 6,500 kVA，

回転速度 429 rpm の横軸回転界磁三相交流発電機及び制御盤にて構成されている。 

 

① 発電機 

a. 固定部 

発電機のフレームは基礎に固定され，フレーム内には固定子コアが装着されて

おり，固定子コアには固定子コイルが保持されている。 

また，フレーム両端部には回転子を支持する軸受台が設置され，内側に軸受が

組み込まれている。 

軸受は，軸受表面に油膜を形成させ軸受から発生する熱を取除くため，外部か

らの強制給油により冷却される。 

 

b. 回転部 

主軸は軸受により支持されている。主軸には回転子コアが固定され，回転子コ

アに回転子コイルが取付けられている。 

また，固定子や主軸は，エンドカバーを取外すことにより，点検手入れが可能

である。 

 

② 制御盤 

制御盤は，自立型の制御盤７面構成で設置されている。 

内部機器として，可飽和変流器，リアクトル，計器用変圧器，貫通型計器用変流器，

配線用遮断器，信号変換処理部，整流器用変圧器，自動電圧調整器，速度変換器，電

源装置，シリコン整流器，サイリスタ，ロックアウト継電器，保護継電器（静止形），

補助継電器，故障表示器，ヒューズ，タイマー，表示灯，指示計，操作スイッチ，押

し釦スイッチ等で構成されており，これらの機器を支持するための筐体及び取付ボル

トからなる。 

東海第二の非常用ディーゼル発電機の構造図を図 2.1-1 に，非常用ディーゼル発電

機回転子の構造図を図 2.1-2 に，非常用ディーゼル発電機制御盤の構造図を図 2.1-3

に示す。 
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(2) 材料及び使用条件 

東海第二の非常用ディーゼル発電設備主要部位の使用材料を表 2.1-1，使用条件を

表 2.1-2 に，制御盤の使用条件を表 2.1-3 に示す。 
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図 2.1-1 非常用ディーゼル発電機構造図

No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 主軸 ④ 口出線・接続部品 ⑦ コレクタリング ⑩ エンドカバー ⑬ 軸受台 
② 固定子コイル ⑤ 回転子コイル ⑧ フレーム ⑪ ブラシ ⑭ 取付ボルト 
③ 固定子コア ⑥ 回転子コア ⑨ 端子箱 ⑫ 軸受（すべり） ⑮ 基礎ボルト 

① 

② 
④ 

⑦ 

⑪ 

⑧ 

⑨ 

⑬ 

⑫ 

⑭ 

⑮ 

⑩ 
③ 

⑤ 

⑥ 
⑫ 
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図 2.1-2 非常用ディーゼル発電機回転子構造図 

① 

② 
③ 

④ 

No. 部位 
① 主軸 
② 回転子コイル 
③ 回転子コア 
④ コレクタリング 
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図 2.1-3 非常用ディーゼル発電機制御盤構造図 

No. 部位 

① 信号変換処理部 

② 自動電圧調整器 

③ 電源装置 

④ 可飽和変流器 

⑤ 整流器用変圧器 

⑥ リアクトル 

⑦ シリコン整流器 

⑧ ヒューズ 

⑨ 指示計 

⑩ ロックアウト継電器 

⑪ 故障表示器 

⑫ 表示灯 

⑬ 操作スイッチ 

⑭ 押し釦スイッチ 

⑮ 保護継電器（静止形） 

⑯ 補助継電器 

⑰ タイマー 

⑱ 速度変換器 

⑲ 埋込金物 

⑳ 取付ボルト 

㉑ 筐体 

㉒ 配線用遮断器 

㉓ 計器用変圧器 

㉔ 貫通型計器用変流器 

㉕ サイリスタ 

速度変換器 

故障表示器 

補助継電器 

タイマー 

保護継電器 

保護継電器 速度検出器から 

Ａ Ｖ 

信号変換処理部 自動電圧調整器 

電源装置 

非常用 M/C* 

可飽和変流器盤 

整流器用変圧器盤 リアクトル盤 

シリコン整流器盤 

ディーゼル発電機制御盤 

自動電圧調整器盤 

① 
② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 

⑨ ⑩ 
⑪ 

⑫ 
⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ 

⑱ 

⑲ 
⑳ 

*：高圧閉鎖配電盤にて評価 

  計器用変圧器及び貫通型計器用変流器は 

本評価書内で評価 

発電機 

㉕ 

㉓ 

㉑ 

㉑ 

㉑ 

㉒ 
㉒ 

㉔ 
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表 2.1-1 非常用ディーゼル発電設備主要部位の使用材料 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 材料 

発電機能の 

維持 

エネルギー 

伝達 
主軸 炭素鋼 

エネルギー 

変換 

固定子コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂等 

固定子コア 電磁鋼板 

口出線・接続部品 銅，マイカ，エポキシ樹脂等 

回転子コイル 銅，絶縁物 

回転子コア 電磁鋼板 

コレクタリング ステンレス鋼 

フレーム 圧延鋼 

端子箱 圧延鋼 

エンドカバー 圧延鋼 

ブラシ （消耗品） 

軸支持 
軸受（すべり） 圧延鋼，ホワイトメタル 

軸受台 圧延鋼 

機器の支持 

（発電機） 
支持 

取付ボルト 圧延鋼 

基礎ボルト 圧延鋼 

電圧制御機能

の維持 

アナログ 

制御 

信号変換処理部 半導体，コンデンサ，抵抗器他 

自動電圧調整器 半導体，コンデンサ，抵抗器，タイマー他

電源装置 半導体，電解コンデンサ，抵抗器他 

可飽和変流器 銅，ガラス繊維，マイカ，シリコン樹脂 

整流器用変圧器 銅，ガラス繊維，マイカ，シリコン樹脂 

リアクトル 銅，ガラス繊維，マイカ，シリコン樹脂 

シリコン整流器 半導体他 

ヒューズ （消耗品） 

指示計 銅他 

ロックアウト継電器 銅他 

故障表示器 （消耗品） 

表示灯 （消耗品） 

操作スイッチ 銅他 

押し釦スイッチ 銅他 

保護継電器（静止形） 銅，半導体他 

補助継電器 銅他 

タイマー 銅，半導体他 

速度変換器 半導体他 

配線用遮断器 銅他 

計器用変圧器 銅，エポキシ樹脂 

貫通型計器用変流器 銅，エポキシ樹脂 

サイリスタ 半導体 

機器の支持 

（制御盤等） 
支持 

埋込金物 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

筺体 鋼板 
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表 2.1-2 非常用ディーゼル発電設備の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格容量 6,500 kVA 

定格電圧 AC 6,900 V 

定格回転速度 429 rpm 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 

 

   表 2.1-3 制御盤の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

ディーゼル発電設備の機能である給電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 発電機能の維持 

(2) 電圧制御機能の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

ディーゼル発電設備について機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開し

た上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経

験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1

で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

故障表示器，表示灯，ヒューズ及びブラシは消耗品であり，設計時に長期使用せず

取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上で評価対象外とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3

項に示すとおり，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

c. 回転子コイルの絶縁特性低下 

d. 可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性

低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗 

主軸は，軸受との接触面において摩耗が想定されるが，軸受には潤滑油が供給さ

れ主軸と軸受間に油膜が形成される。 

また，主軸の材料である炭素鋼は，軸受接触面の材料より固いことから主軸の摩

耗が発生する可能性は小さく，点検時に目視確認及び主軸と軸受隙間の寸法測定に

おいて有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判

断する。 

 

b. フレーム，端子箱，エンドカバー及び軸受台の腐食（全面腐食） 

フレーム，端子箱，エンドカバー及び軸受台は，圧延鋼であるため腐食が想定さ

れるが，表面は塗装が施されており，屋内に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施する

こととしている。 

したがって，フレーム，端子箱，エンドカバー及び軸受台の腐食（全面腐食）は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食） 

固定子コア及び回転子コアは，電磁鋼板であるため腐食が想定されるが，固定子

コア及び回転子コア表面には，防食効果のある絶縁ワニス処理が施されており，屋

内に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，

その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. コレクタリングの摩耗 

コレクタリングは，ブラシとの接触面に摩耗が想定されるが，コレクタリング材

はブラシ材より硬質であり摩耗の可能性は小さい。 

また，屋内に設置されていることから，塵埃による摩耗の可能性も小さく，点検

時に清掃，目視確認，コレクタリング・ブラシ摩耗量測定及び動作時における火花

発生の有無の確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施すること

としている。 

したがって，コレクタリングの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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e. 軸受（すべり）の摩耗及びはく離 

軸受は，すべり軸受を使用しており，ホワイトメタルを軸受に鋳込み溶着してい

るため摩耗及びはく離が想定されるが，摩耗については，点検時に目視確認及び主

軸と軸受隙間の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施し

機能を維持している。 

また，はく離についても点検時に目視確認及び浸透探傷検査を行い，その結果に

より必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 
したがって，軸受（すべり）の摩耗及びはく離は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
 

f. 信号変換処理部，自動電圧調整器及び速度変換器の特性変化 

信号変換処理部，自動電圧調整器及び速度変換器には，マイグレーションによる

基板内 IC での回路間短絡・断線といった電気回路の不良及び電解コンデンサ，可

変抵抗器等の使用部品の劣化により特性変化が想定される。マイグレーション対策

については設計・製造プロセスが改善されていることから，生じる可能性は小さく，

点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施すること

としている。 
したがって，信号変換処理部，自動電圧調整器及び速度変換器の特性変化は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 電源装置の特性変化 

電源装置は，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化が想定されるが，

点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施すること

としている。 

したがって，電源装置の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

h. シリコン整流器及びサイリスタの特性変化 

シリコン整流器及びサイリスタは，長期間の使用による半導体等の劣化により特

性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整

又は取替を実施することとしている。 
したがって，シリコン整流器及びサイリスタの特性変化は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化 

保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化によ

り特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ

調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

j. 配線用遮断器の固渋 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 
また，屋内に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温度及び浮

遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ

取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

k. 補助継電器の導通不良 

補助継電器は，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通不良が想定されるが，

屋内に設置されており，かつ，密閉構造であることから，塵埃付着の可能性は小さ

く，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとし

ている。 
したがって，補助継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

l. ロックアウト継電器の導通不良 

ロックアウト継電器は，コイルの通電電流による熱的要因及び吸湿による環境的

要因により経年的に劣化が進行し，継電器動作時の振動・衝撃でコイルが断線する

可能性がある。 

しかし，コイルへの通電電流は非常に少なく，屋内に設置されていることから，

断線による導通不良に至る可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果に

より必要に応じ取替を実施することとしている。 
したがって，ロックアウト継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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m. 指示計の特性変化 

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくなる

ことが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又

は取替を実施することとしている。 
したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

n. 操作スイッチ及び押し釦スイッチの導通不良 

操作スイッチ及び押し釦スイッチは，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通

不良が想定されるが，屋内に設置されており，かつ，密閉構造であることから，塵

埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取

替を実施することとしている。 

したがって，操作スイッチ及び押し釦スイッチの導通不良は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

o. 筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食） 

筐体及び取付ボルトは，鋼板，圧延鋼及び炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装等が施されており，屋内に設置されていることから，腐食の可能性は小

さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施す

ることとしている。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，

点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施すること

としている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし本評価書には含めない。 
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r. 主軸及び回転子コアの高サイクル疲労割れ 

主軸及び回転子コアには，ディーゼル発電機運転時に繰返し応力が発生すること

から，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸及び回転子コ

アは設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計となっており，

高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，主軸及び回転子コアの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下 

貫通型計器用変流器の絶縁物は有機物であるため熱的，電気的及び環境的要因に

よる絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧の機器であり，

屋内に設置されていることから，電気的及び環境的要因による絶縁特性低下の可能

性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は

僅かであり，熱的要因による劣化の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 
コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 
したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/3) 非常用ディーゼル発電設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

発電機能 

の維持 

エネルギー伝達 主軸  炭素鋼 △  △*1      *1:高サイクル 

疲労割れ 

*2:はく離 

エネルギー変換 

固定子コイル  銅，マイカ，エポキシ樹脂等     ○    

固定子コア  電磁鋼板  △       

口出線・接続部品  銅，マイカ，エポキシ樹脂等     ○    

回転子コイル  銅，絶縁物     ○    

回転子コア  電磁鋼板  △ △*1      

コレクタリング  ステンレス鋼 △        

フレーム  圧延鋼  △       

端子箱  圧延鋼  △       

エンドカバー  圧延鋼  △       

ブラシ ◎ －         

軸支持 
軸受（すべり）  圧延鋼，ホワイトメタル △       △*2

軸受台  圧延鋼  △       

機器の支持 

（発電機） 
支持 

取付ボルト  圧延鋼  △       

基礎ボルト  圧延鋼  △       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象  

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(2/3) 非常用ディーゼル発電設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他摩耗 腐食
疲労
割れ

応力腐
食割れ

絶縁特
性低下

導通
不良

特性
変化

電圧制御 

機能の維持 アナログ制御 

信号変換処理部  半導体，コンデンサ，抵抗器他       △  *1:コイル 

*2:固渋 自動電圧調整器  半導体，コンデンサ，抵抗器，タイマー他       △  

電源装置  半導体，電解コンデンサ，抵抗器他       △  

可飽和変流器  銅，ガラス繊維，マイカ，シリコン樹脂     ○*1    

整流器用変圧器  銅，ガラス繊維，マイカ，シリコン樹脂     ○*1    

リアクトル  銅，ガラス繊維，マイカ，シリコン樹脂     ○*1    

シリコン整流器  半導体他       △  

ヒューズ ◎ －         

指示計  銅他       △  

ロックアウト継電器  銅他      △   

故障表示器 ◎ －         

表示灯 ◎ －         

操作スイッチ  銅他      △   

押し釦スイッチ  銅他      △   

保護継電器（静止形）  銅，半導体他       △  

補助継電器  銅他      △   

タイマー  銅，半導体他       △  

速度変換器  半導体他       △  

配線用遮断器  銅他        △*2 

計器用変圧器  銅，エポキシ樹脂     ○*1    

貫通型計器用変流器  銅，エポキシ樹脂     ▲    

サイリスタ  半導体       △  

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(3/3) 非常用ディーゼル発電設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

機器の支持 

（制御盤） 支持 

筐体  鋼板  △       *1:大気接触部 

*2:コンクリート 

埋設部 
取付ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*1

▲*2
      

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 

発電機の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の説明」，

「技術評価」及び「高経年化への対応」は，「ポンプモータの技術評価書」の高圧ポン

プモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下にて評価を実施している。 

 

(2) 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対する「事象の説明」，「技術評価」及び「高

経年化への対応」は，「高圧閉鎖配電盤の技術評価書」の計器用変圧器の絶縁特性低

下にて評価を実施している。 
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(3) 回転子コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

回転子コイルの絶縁物は，有機物であるため振動等による機械的劣化，熱分解に

よる熱的劣化，絶縁物内空隙での放電等による電気的劣化及び埃等の付着による環

境的劣化により経年的に劣化が進行し，絶縁物の外表面及び内部から絶縁特性低下

を起こす可能性がある。 

ただし，回転子コイルは低電圧の機器であるため，電気的劣化は起きないと考え

られる。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

  

 

 

図 2.3-1 非常用ディーゼル発電機回転子コイル絶縁特性低下部位 

 

対地絶縁 

上部絶縁カラー

層間絶縁

固定子コイル

下部絶縁カラー
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

回転子コイルの絶縁特性低下要因としては，運転時の振動によるコイル絶縁部の

緩み等による機械的劣化，コイルの通電電流による絶縁物の熱的劣化及び絶縁物表

面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これまでの点

検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は環境的劣化であることから，長

期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

回転子コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無，絶縁物，コイルの緩みの有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，

環境的劣化による有意な絶縁特性低下がないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は，洗浄，

乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は回転子コイルを取替えることとし

ている。 

 

③ 総合評価 

回転子コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，絶縁特性低下は点検時

における目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定にて把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

回転子コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内

容に追加すべき項目はない。今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行うこ

ととする。 
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(4) 可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁物は，

有機物であるため熱分解による熱的劣化，絶縁物内空隙での放電等による電気的劣

化及び埃等の付着による環境的劣化により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を

起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を生ずる可能性のある部位を図 2.3-2，図 2.3-3，図 2.3-4 に示す。 

絶縁特性低下部位

コイル

絶縁スペーサ

絶縁筒

 
図 2.3-2 可飽和変流器の絶縁特性低下部位 
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絶縁特性低下部位

コイル

絶縁スペーサ

絶縁筒

 

図 2.3-3 整流器用変圧器の絶縁特性低下部位 
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絶縁特性低下部位

 
図 2.3-4 リアクトルの絶縁特性低下部位 

 

 

コイル 

絶縁筒 

絶縁スペーサ 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低

下要因としては，コイルの通電電流による絶縁物の熱的劣化，絶縁物内空隙での放

電による電気的劣化及び絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環

境的劣化があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因

は熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能

性は否定できない。 
 

② 現状保全 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低

下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着の有無等の目視確認，清掃及

び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のないことを確認して

いる。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，洗浄，乾燥及

び絶縁補修又は取替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低

下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低下

に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。今後

も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監

視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行うこととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象ディーゼル発電設備］ 

① 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 

② 常設代替高圧電源装置 

③ 緊急時対策所用発電設備 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 [共通] 

代表機器と同様，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象

の説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，「ポンプモータの技術評価書」

の高圧ポンプモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下にて評価を実

施している。 

緊急時対策所用発電設備は新たに設置されることから，今後，点検時に絶縁抵抗測定

及び絶縁診断試験（直流吸収試験，交流電流試験，誘電正接試験及び部分放電試験），

目視確認及び清掃を行うとともに，必要に応じて洗浄，乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワ

ニスを注入），又は固定子コイル及び口出線・接続部品の取替を実施することで健全性

を維持できると判断する。 

 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 [共通] 

代表機器と同様，計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対する「事象の説明」，「技

術評価」及び「高経年化への対応」は，「高圧閉鎖配電盤の技術評価書」の計器用変圧

器コイルの絶縁特性低下にて評価を実施している。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認，

清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健

全性は維持できると判断する。 

 

c. 回転子コイルの絶縁特性低下 [共通] 
代表機器と同様，回転子コイルの絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁

抵抗測定を実施することにより，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修，取替等を実施することで健全性は維持できると判

断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

なお，常設代替高圧電源装置及び緊急時対策所用発電設備の回転子は，回転子コイル

の代りに永久磁石が用いられていることから絶縁特性低下は構造上発生しない。 
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d. 可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低下 [高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイル

の絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより，

有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判

断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 主軸の摩耗 [常設代替高圧電源装置，緊急時対策所用発電設備] 

代表機器とは異なり，主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に主

軸の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 
緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に主軸の寸

法測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できる

と考える。 
したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

b. 主軸の摩耗 [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，主軸は，軸受との接触面において摩耗が想定されるが，軸受には

潤滑油が供給され主軸と軸受間に油膜が形成される。 

また，主軸の材料である炭素鋼は，軸受接触面の材料より固いことから主軸の摩耗

が発生する可能性は小さく，点検時に目視確認及び主軸と軸受隙間の寸法測定におい

て有意な摩耗がないことを確認している。 

したがって，主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 
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c. フレーム，端子箱，エンドカバー［共通］及び軸受台［高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備］の腐食（全面腐食） 

代表機器と同様，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備のフレーム，端子箱，エ

ンドカバー及び軸受台，常設代替高圧電源装置のフレーム，端子箱及びエンドカバー

は，圧延鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されており，屋内に設置

されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果に

より必要に応じ補修を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認

を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，フレーム，端子箱，エンドカバー及び軸受台の腐食（全面腐食）は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）[共通] 

代表機器と同様，固定子コア及び回転子コアは，電磁鋼板であるため腐食が想定さ

れるが，固定子コア及び回転子コア表面には，防食効果のある絶縁ワニス処理が施さ

れており，屋内に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確

認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認

を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. コレクタリングの摩耗  [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，コレクタリングは，ブラシとの接触面に摩耗が想定されるが，コ

レクタリング材はブラシ材より硬質であり摩耗の可能性は小さい。 

また，屋内に設置されていることから，塵埃による摩耗の可能性も小さく，点検時

に清掃，目視確認，コレクタリング・ブラシ摩耗量測定及び動作時における火花発生

の有無の確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとして

いる。 

したがって，コレクタリングの摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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f. 軸受（すべり）の摩耗及びはく離 [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，軸受は，すべり軸受を使用しており，ホワイトメタルを軸受に鋳

込み溶着しているため摩耗及びはく離が想定されるが，摩耗については，点検時に目

視確認及び主軸と軸受隙間の寸法測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取

替を実施し機能を維持している。 
また，はく離についても点検時に目視確認及び浸透探傷検査を行い，その結果によ

り必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 
したがって，軸受（すべり）の摩耗及びはく離は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
 

g. 回転整流器の特性変化 [常設代替高圧電源装置，緊急時対策所用発電設備] 

代表機器とは異なり，回転整流器は，半導体を使用しており，長期間の使用による

半導体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果

により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 
したがって，回転整流器の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

h. 信号変換処理部，自動電圧調整器及び速度変換器の特性変化 [共通] 

代表機器と同様，信号変換処理部，自動電圧調整器及び速度変換器には，マイグレ

ーションによる基板内 IC での回路間短絡・断線といった電気回路の不良及び電解コ

ンデンサ，可変抵抗器等の使用部品の劣化により特性変化が想定される。マイグレー

ション対策については設計・製造プロセスが改善されていることから，生じる可能性

は小さく，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施

することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験

を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，信号変換処理部，自動電圧調整器及び速度変換器の特性変化は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 電源装置の特性変化 [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，電源装置は，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化

が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替

を実施することとしている。 

したがって，電源装置の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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j. シリコン整流器及びサイリスタの特性変化 [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備] 

代表機器と同様，シリコン整流器及びサイリスタは，長期間の使用による半導体等

の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必

要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，シリコン整流器及びサイリスタの特性変化は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化 [共通] 

代表機器と同様，保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導

体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果によ

り必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験

を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

l. 配線用遮断器の固渋 [共通] 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継

続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦

の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，

潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温度及び浮遊

塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取替

を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認

を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，配線用遮断器の固渋は，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 
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m. 補助継電器の導通不良 [共通] 

代表機器と同様，補助継電器は，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通不良が

想定されるが，屋内に設置されており，かつ，密閉構造であることから，塵埃付着の

可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施す

ることとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認

を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，補助継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

n. ロックアウト継電器の導通不良 [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，ロックアウト継電器は，コイルの通電電流による熱的要因及び吸

湿による環境的要因により経年的に劣化が進行し，継電器動作時の振動・衝撃でコイ

ルが断線する可能性がある。 
しかし，コイルへの通電電流は非常に少なく，屋内に設置されていることから，断

線による導通不良に至る可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により

必要に応じ取替を実施することとしている。 
したがって，ロックアウト継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
 

o. 指示計の特性変化 [共通] 

代表機器と同様，指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確

保できなくなることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要

に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験

を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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p. 操作スイッチ及び押し釦スイッチの導通不良 [共通] 

代表機器と同様，操作スイッチ及び押し釦スイッチは，浮遊塵埃が接点に付着する

ことによる導通不良が想定されるが，屋内に設置されており，かつ，密閉構造である

ことから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認

を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，操作スイッチ及び押し釦スイッチの導通不良は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

q. 筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食） [共通] 

代表機器と同様，筐体及び取付ボルトは，鋼板，圧延鋼及び炭素鋼であるため腐食

が想定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内に設置されていることから，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認

を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備] 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

s. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） [高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備] 

代表機器と同様，基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評

価書」にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 
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t. 主軸及び回転子コアの高サイクル疲労割れ [共通] 

代表機器と同様，主軸及び回転子コアには，ディーゼル発電機運転時に繰返し応力

が発生することから，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定されるが，主軸

及び回転子コアは設計段階において疲労割れが発生しないように考慮された設計と

なっており，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは考

え難い。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されるが，代表機器と同様，高サイクル疲

労割れは設計上考慮されていることから，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小

さく，今後，点検時に目視確認を行い割れの有無を確認することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，主軸及び回転子コアの高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下[共通] 

代表機器と同様，貫通型計器用変流器の絶縁物は有機物であるため熱的，電気的及

び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧の

機器であり，屋内に設置されていることから，電気的及び環境的要因による絶縁特性

低下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は僅

かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

緊急時対策所用発電設備は，新たに設置されるが，代表機器と同様，貫通型計器用

変流器は低電圧の機器であり，屋内に設置することとしており，電気的及び環境的要

因による絶縁特性の低下の可能性及びコイルへの通電電流が少ないことから，温度上

昇は僅かであり，熱的要因による劣化の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） [高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電設備] 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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1. 対象機器 

東海第二で使用している MG セットの主な仕様を表 1-1 に示す。 

 

表 1-1 MG セットの主な仕様 

機器名称 仕様 重要度* 

原子炉保護系 MG セット 

駆動モータ 

定格電圧：AC 440 V 

定格出力：44.76 kW 

定格回転速度：1,500 rpm 

発電機 

定格電圧：AC 120 V 

定格容量：18.75 kVA 

定格回転速度：1,500 rpm 

定格周波数：50 Hz  

MS-1 

*：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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2. MG セットの技術評価 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の原子炉保護系MGセットは，定格出力44.76 kWの駆動モータ，定格容量18.75 

kVA の発電機，励磁機，フライホイール，制御盤及び分電盤により構成される。 

 

a. 駆動モータ 

駆動モータのフレームは共通架台に固定され，フレーム内に固定子コアが挿入され，

固定子コアには固定子コイルが保持されている。 

また，フレーム両端には回転子を支持するエンドブラケットが取付けられ，内側に

は軸受が挿入されている。軸受により支持された主軸には，回転子コアが固定されて

いる。回転子コアには回転子棒が挿入され，両端には回転子エンドリングが取付けら

れている。 

 

b. 発電機 

発電機のフレームは共通架台に固定され，フレーム内には発電機電機子コアが装着

されており，発電機電機子コアには発電機電機子コイルが保持されている。 

また，フレーム両端部には回転子を支持するエンドブラケットが取付けられ，内側

に軸受が組み込まれている。 

主軸には発電機界磁コアが固定されており，発電機界磁コアには発電機界磁コイル

が保持されている。 

 

c. 励磁機 

励磁機は，発電機に内蔵され，フレーム内には励磁機界磁コアが装着されており，

励磁機界磁コアには励磁機界磁コイルが保持されている。 

主軸には励磁機電機子コアが固定されており，励磁機電機子コアには励磁機電機子

コイルが保持されている。 

 

d. フライホイール 

フライホイールはその中心に主軸が挿入されており，主軸両端部には軸受を有し，

この軸受は共通架台に固定されている。 

 

e. 原子炉保護系 MG セット制御盤 

原子炉保護系 MG セット制御盤は，自立型の制御盤１面構成で設置されている。 

制御盤内に自動電圧調整回路，表示灯，故障表示器，保護継電器（静止形），サイ

リスタ整流器，操作スイッチ，押し釦スイッチ，補助継電器，タイマー及びヒューズ

等が内蔵されており，制御盤は取付ボルトにより後打ちプレートに固定されている。 
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f. 原子炉保護系分電盤 

原子炉保護系分電盤は，壁掛型の分電盤１面構成で設置されている。 

分電盤内に配線用遮断器，表示灯及びヒューズ等が内蔵されており，分電盤は取付

ボルトにより埋込金物に固定されている。 

東海第二の原子炉保護系 MG セット構造図を図 2.1-1(1/2)，図 2.1-1(2/2)，原子炉

保護系 MG セット制御盤構造図を図 2.1-2，原子炉保護系分電盤構造図を図 2.1-3 に示

す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の原子炉保護系 MG セット主要部位の使用材料を表 2.1-1(1/2)，原子炉保護

系 MG セット盤主要部位の使用材料を表 2.1-1(2/2)，原子炉保護系 MG セット使用条件を

表 2.1-2(1/2)，原子炉保護系 MG セット盤使用条件を表 2.1-2(2/2)に示す｡ 
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駆動モータ フライホイール 発電機 

 

                    正面図                         側面図(発電機側から) 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 主軸 ④ 
カップリング（カップリングボ

ルト，カップリングゴム含む） 
⑦ 基礎ボルト 

② フライホイール ⑤ 端子箱 ⑧ 共通架台 

③ 
軸受（ころがり）， 
軸受ブラケット 

⑥ 取付ボルト ⑨ フレーム 

図 2.1-1(1/2) 原子炉保護系 MG セット構造図 

 

① ② 
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④ 
⑤ 
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⑤ ⑨ 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 主軸 ⑥ 口出線・接続部品 ⑪ ファン ⑯ 発電機界磁コイル ㉑ 回転整流器 

② 固定子コア ⑦ フレーム ⑫ ファンカバー ⑰ 励磁機電機子コア   

③ 固定子コイル ⑧ 端子箱 ⑬ 発電機電機子コア ⑱ 励磁機電機子コイル   

④ 回転子コア ⑨ 軸受（ころがり） ⑭ 発電機電機子コイル ⑲ 励磁機界磁コア   

⑤ 回転子棒・回転子エンドリング ⑩ エンドブラケット ⑮ 発電機界磁コア ⑳ 励磁機界磁コイル   

 

図 2.1-1(2/2) 原子炉保護系 MG セット構造図 

⑤ 
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⑤ ①
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⑩
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⑨ 

⑦
⑲ ⑳
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⑱

㉑

⑬⑭ ⑮
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駆動モータ 発電機 
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⑰
⑨

⑫

⑪

⑩

⑯

駆動電源

①自動電圧調整回路

④整流器ユニット

②サイリスタ整流器

③リアクトル

⑤配線遮断器⑫指示計 

⑬計器用変圧器，貫通型計器用変流器 

⑫指示計 

⑥電磁接触器 

⑪保護継電器

⑦補助継電器 

⑧タイマー 

⑨故障表示器

⑮操作スイッチ 

⑯押し釦スイッチ

⑩表示灯

⑭ヒューズ 

ＥＸＧＭ 

原子炉保護系 MG セット制御盤 

扉 

⑲ 

⑮

出力 

⑱

⑳ 

 

 

No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 自動電圧調整回路 ⑤ 配線用遮断器 ⑨ 故障表示器 ⑬
計器用変圧器， 

貫通型計器用変流器 
⑰ 筐体 

② サイリスタ整流器 ⑥ 電磁接触器 ⑩ 表示灯 ⑭ ヒューズ ⑱ 取付ボルト 

③ リアクトル ⑦ 補助継電器 ⑪ 保護継電器（静止形） ⑮ 操作スイッチ ⑲ 後打ちプレート 

④ 整流器ユニット ⑧ タイマー ⑫ 指示計 ⑯ 押し釦スイッチ ⑳ 基礎ボルト＊ 

図 2.1-2 原子炉保護系 MG セット制御盤構造図         *:後打ちケミカルアンカ

 

制御盤正面図 
駆動モータ 発電機 励磁機 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 配線用遮断器 ④ ヒューズ ⑦ 埋込金物 

② 電磁接触器 ⑤ 筐体 

③ 表示灯 ⑥ 取付ボルト 

図 2.1-3 原子炉保護系分電盤構造図 

分電盤正面図 分電盤側面図 

 

① 

③ 
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⑤ 

⑥

① 
① 

⑦

壁

②
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表 2.1-1（1/2） 原子炉保護系 MG セット主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

駆動機能の維持 
駆動モータ 
（低圧：全閉型） 

主軸 炭素鋼 

固定子コア 電磁鋼 

固定子コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

回転子コア 電磁鋼 

回転子棒・回転子エンドリング 銅，アルミニウム 

口出線・接続部品 銅，耐熱ポリアミド紙他 

フレーム 圧延鋼 

端子箱 圧延鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エンドブラケット 鋳鉄 

ファン 鋼板 

ファンカバー 鋼板 

発電機能の維持 

発電機 
（低圧：開放型） 

主軸 炭素鋼 

発電機電機子コア 電磁鋼 

発電機電機子コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

発電機界磁コア 電磁鋼 

発電機界磁コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

フレーム 圧延鋼 

端子箱 圧延鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

エンドブラケット 圧延鋼 

ファン 鋼板 

口出線・接続部品 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

励磁機 
（低圧：開放型） 

励磁機電機子コア 電磁鋼 

励磁機電機子コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

励磁機界磁コア 電磁鋼 

励磁機界磁コイル 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

口出線・接続部品 銅，マイカ，エポキシ樹脂他 

回転整流器 半導体他 

フライホイール 

主軸 炭素鋼 

フライホイール 炭素鋼 

軸受（ころがり） （消耗品） 

軸受ブラケット 圧延鋼 

カップリング（カップリングボルト，
カップリングゴム含む） 

炭素鋼（カップリングボルト，カップリング
ゴムは消耗品） 

機器の支持 
（駆動モータ，発
電機，フライホイ
ール） 

支持 

共通架台 圧延鋼 

基礎ボルト 圧延鋼 

取付ボルト 圧延鋼 

 

 

 

 

 

 



 

－ 6-9 － 

表 2.1-1（2/2） 原子炉保護系 MG セット盤主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

制御機能の維持 制御盤 

自動電圧調整回路 半導体，可変抵抗器，電解コンデンサ他 

サイリスタ整流器 半導体 

リアクトル 銅他 

整流器ユニット 半導体他 

配線用遮断器 銅他 

電磁接触器 銅他 

補助継電器 銅他 

タイマー 銅，半導体他 

故障表示器 （消耗品） 

表示灯 （消耗品） 

保護継電器（静止形） 半導体，電解コンデンサ他 

指示計 銅他 

計器用変圧器 銅他 

貫通型計器用変流器 銅他 

ヒューズ （消耗品） 

操作スイッチ （定期取替品） 

押し釦スイッチ 銅他 

機器の支持 
（制御盤） 

支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

後打ちプレート 炭素鋼 

基礎ボルト 炭素鋼，樹脂* 

通電機能の維持 分電盤 

配線用遮断器 銅他 

電磁接触器 銅他 

表示灯 （消耗品） 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 
（分電盤） 

支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

   *：後打ちケミカルアンカを示す 
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表 2.1-2（1/2） 原子炉保護系 MG セットの使用条件 

機器 項目 使用条件 

駆動モータ 

定格電圧 AC 440 V 

定格容量 44.76 kW 

定格回転速度 1,500 rpm 

発電機 

定格電圧 AC 120 V 

定格容量 18.75 kVA 

定格回転速度 1,500 rpm 

定格周波数 50 Hz 

フライホイール 慣性モーメント 220 kg･m2 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
 

 
表 2.1-2（2/2） 原子炉保護系 MG セット盤の使用条件 

機器 設置場所 周囲温度* 

制御盤 
屋内 40 ℃（最高） 

分電盤 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

原子炉保護系 MG セットの機能である給電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 駆動機能の維持 

(2) 発電機能の維持 

(3) 制御機能の維持 

(4) 通電機能の維持 

(5) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

原子炉保護系 MG セットについて，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に

展開した上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの

運転経験を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表

2.2-1 で○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

軸受（ころがり），カップリングボルト，カップリングゴム，故障表示器，表示灯

及びヒューズは消耗品であり，操作スイッチは定期取替品であるため，設計時に長期

使用せず取替を前提としていることから高経年化対策を見極める上での評価対象外

とする。 
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(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 駆動モータの固定子コイル，口出線・接続部品の絶縁特性低下 

b. 発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コ

イル及び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下 

c. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 駆動モータの主軸の摩耗，フレーム，端子箱，エンドブラケット，ファン及びフ

ァンカバーの腐食（全面腐食），固定子コア及び回転子コアの腐食（全面腐食） 

駆動モータの評価については「ポンプモータの技術評価書」の低圧ポンプモータ

にて評価を実施している。 

 

b. 発電機の主軸の摩耗 

発電機の主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に主軸の寸法測

定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，発電機の主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

c. 発電機電機子コア，界磁コア及び励磁機界磁コア，電機子コアの腐食（全面腐食） 

発電機電機子コア，界磁コア及び励磁機界磁コア，電機子コアは，電磁鋼である

ため腐食が想定されるが，発電機電機子コア，界磁コア及び励磁機界磁コア，電機

子コア表面には，防食効果のある絶縁ワニス処理が施されており，屋内空調環境に

設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その

結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 
したがって，発電機電機子コア，界磁コア及び励磁機界磁コア，電機子コアの腐

食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 発電機のフレーム，端子箱，エンドブラケット及びファンの腐食（全面腐食） 

発電機のフレーム及び端子箱は圧延鋼，エンドブラケットは鋳鉄，ファンは鋼板

であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置

されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果

により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，発電機のフレーム，端子箱，エンドブラケット及びファンの腐食（全

面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

e. フライホイールの主軸の摩耗 

フライホイールの主軸は，軸受との接触面の摩耗が想定されるが，点検時に寸法

測定を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，フライホイールの主軸の摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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f. フライホイール，カップリング及び軸受ブラケットの腐食（全面腐食） 

フライホイール及びカップリングは，炭素鋼，軸受ブラケットは，圧延鋼である

ため腐食が想定されるが，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性

は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施するこ

ととしている。 

したがって，フライホイール，カップリング及び軸受ブラケットの腐食（全面腐

食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 共通架台，筐体，取付ボルト及び後打ちプレートの腐食（全面腐食） 

共通架台，筐体，取付ボルト及び後打ちプレートは，炭素鋼であるため腐食が想

定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることか

ら，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ

補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，共通架台，筐体，取付ボルト及び後打ちプレートの腐食（全面腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 基礎ボルトの腐食（全面腐食） 

基礎ボルトの腐食（全面腐食）については，「機械設備の技術評価書」にて評価

を実施するものとし本評価書には含めない。 

 

i. 自動電圧調整回路の特性変化 

自動電圧調整回路は，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化が想定

されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実

施することとしている。 

したがって，自動電圧調整回路の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

j. 回転整流器，サイリスタ整流器及び整流器ユニットの特性変化 

回転整流器，サイリスタ整流器及び整流器ユニットは，長期間の使用による半導

体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果に

より必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，回転整流器，サイリスタ整流器及び整流器ユニットの特性変化は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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k. 配線用遮断器の固渋 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 
また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

l. 電磁接触器，補助継電器及び押し釦スイッチの導通不良 

電磁接触器，補助継電器及び押し釦スイッチは，浮遊塵埃が接点に付着すること

による導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造

であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果

により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，電磁接触器，補助継電器及び押し釦スイッチの導通不良は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

m. タイマー及び保護継電器（静止形）の特性変化 

タイマー及び保護継電器（静止形）は，長期間の使用による半導体等の劣化によ

り特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ

調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，タイマー及び保護継電器（静止形）の特性変化は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

n. 指示計の特性変化 

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくなる

ことが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又

は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 
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o. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

p. 駆動モータの主軸の高サイクル疲労割れ 

駆動モータの主軸の高サイクル疲労割れについては，「ポンプモータの技術評価

書」のうち低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を参照のこと。 

 

q. 発電機の主軸の高サイクル疲労割れ 

発電機の主軸には，発電機運転時に繰返し応力が発生することから，応力集中部

において高サイクル疲労割れが想定されるが，発電機の主軸は設計段階において疲

労割れが発生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発

生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，発電機の主軸の高サイクル疲労割れは高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

r. 発電機界磁コイル及び励磁機電機子コイルの高サイクル疲労割れ 

発電機界磁コイル及び励磁機電機子コイルには，発電機及び励磁機運転時に繰返

し応力が発生することから，応力集中部において高サイクル疲労割れが想定される

が，発電機界磁コイル及び励磁機電機子コイルは，設計段階において疲労割れが発

生しないように考慮された設計となっており，高サイクル疲労割れが発生する可能

性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，発電機界磁コイル及び励磁機電機子コイルの高サイクル疲労割れは

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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s. フライホイールの主軸の疲労割れ 

フライホイールの主軸には，起動時に変動応力が発生することから，疲労割れが

想定されるが，フライホイールの主軸は設計段階において許容応力値（疲労限界）

以内であることを確認しており，疲労割れが発生する可能性は小さい。 

なお，点検時に目視確認を行い，これまで割れは確認されていない。 

今後も使用環境が変わらないことから，これらの傾向が変化する要因があるとは

考え難い。 

したがって，フライホイールの主軸の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 駆動モータの回転子棒・回転子エンドリングの疲労割れ 

駆動モータの回転子棒・回転子エンドリングの疲労割れについては，「ポンプモ

ータの技術評価書」のうち低圧ポンプモータと同一であることから，当該評価書を

参照のこと。 

 

b. リアクトル及び貫通型計器用変流器の絶縁特性低下 

リアクトル及び貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的

及び環境的要因による絶縁特性低下が想定されるが，リアクトル及び貫通型計器用

変流器は低電圧の機器であり，屋内空調環境に設置されていることから，電気的及

び環境的要因による絶縁特性低下の可能性はない。 

また，リアクトル及び貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことか

ら，温度上昇は僅かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 
したがって，リアクトル及び貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施

するものとし本評価書には含めない。 
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d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/5) 原子炉保護系 MG セットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

駆動機能の 
維持 

駆動モータ 
（低圧：全閉型） 

主軸  炭素鋼 △  △＊1      
*1:高サイクル

疲労割れ 

固定子コア  電磁鋼  △       

固定子コイル  銅，マイカ，エポキシ樹脂他     ○    

回転子コア  電磁鋼  △       

回転子棒・ 
回転子エンドリング 

 銅，アルミニウム   ▲      

口出線・接続部品  銅，耐熱ポリアミド紙他     ○    

フレーム  圧延鋼  △       

端子箱  圧延鋼  △       

軸受（ころがり） ◎ －         

エンドブラケット  鋳鉄  △       

ファン  鋼板  △       

ファンカバー  鋼板  △       

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/5) 原子炉保護系 MG セットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・ 

定期取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

発電機能の 
維持 

発電機 
（低圧：開放型） 

主軸  炭素鋼 △  △＊1      
*1:高サイクル

疲労割れ 

発電機電機子コア  電磁鋼  △       

発電機電機子コイル  銅，マイカ，エポキシ樹脂他     ○    

発電機界磁コア  電磁鋼  △       

発電機界磁コイル  銅，マイカ，エポキシ樹脂他   △＊1  ○    

フレーム  圧延鋼  △       

端子箱  圧延鋼  △       

軸受（ころがり） ◎ －         

エンドブラケット  圧延鋼  △       

ファン  鋼板  △       

口出線・接続部品  銅，マイカ，エポキシ樹脂他     ○    

励磁機 
（低圧：開放型） 

励磁機電機子コア  電磁鋼  △       

励磁機電機子コイル  銅，マイカ，エポキシ樹脂他   △＊1  ○    

励磁機界磁コア  電磁鋼  △       

励磁機界磁コイル  銅，マイカ，エポキシ樹脂他     ○    

口出線・接続部品  銅，マイカ，エポキシ樹脂他     ○    

回転整流器  半導体他       △  

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(3/5) 原子炉保護系 MG セットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・ 

定期取替品 
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

発電機能の 
維持 

フライホイール 

主軸  炭素鋼 △  △      

 

フライホイール  炭素鋼  △       

軸受（ころがり） ◎ －         

軸受ブラケット  圧延鋼  △       

カップリング（カップ
リングボルト，カップ
リングゴム含む） 

◎ 
（カップリング
ボルト，カップ
リングゴム） 

炭素鋼  △       

機器の支持 
（ 駆 動 モ ー
タ，発電機，
フライホイー
ル） 

支持 

共通架台  圧延鋼  △       

基礎ボルト  圧延鋼  △       

取付ボルト  圧延鋼  △       

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 
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表 2.2-1(4/5) 原子炉保護系 MG セットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム

部位 
消耗品・ 

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

制御機能の 
維持 

制御盤 

自動電圧調整回路  
半導体，可変抵抗器， 
電解コンデンサ他 

      △  
*1:固渋 
*2:コイル 
*3:後打ちケミカ

ルアンカ 
*4:樹脂の劣化 

サイリスタ整流器  半導体       △  

リアクトル  銅他     ▲    

整流器ユニット  半導体他       △  

配線用遮断器  銅他        △＊1 

電磁接触器  銅他      △   

補助継電器  銅他      △   

タイマー  銅，半導体他       △  

故障表示器 ◎ －         

表示灯 ◎ －         

保護継電器（静止形）  半導体，電解コンデンサ他       △  

指示計  銅他       △  

計器用変圧器  銅他     ○*2    

貫通型計器用変流器  銅他     ▲    

ヒューズ ◎ －         

操作スイッチ ◎ －         

押し釦スイッチ  銅他      △   

機器の支持 
（制御盤） 

支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

後打ちプレート  炭素鋼  △       

基礎ボルト  炭素鋼，樹脂*3  △      ▲*4 

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(5/5) 原子炉保護系 MG セットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・ 

定期取替品 
材料 

経年劣化事象 

備 考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

通電機能の 
維持 

分電盤 

配線用遮断器  銅他        △＊1 
*1:固渋 
*2:大気接触部 
*3:コンクリート

埋設部 
 

電磁接触器  銅他      △   

表示灯 ◎ －         

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 
（分電盤） 

支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*2

▲*3       

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 

 



 

－ 6-24 － 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 駆動モータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 

駆動モータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下に対する「事象の

説明」，「技術評価」及び「高経年化への対応」は，「ポンプモータの技術評価書」

の低圧ポンプモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下にて評価を

実施している。 
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(2) 発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイル及

び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイル

及び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁物は有機物であるため，振動等による

機械的劣化，熱分解による熱的劣化，絶縁物内空隙での放電等による電気的劣化及び

埃等の付着による環境的劣化により経年的に劣化が進行し，絶縁物の外表面及び内部

から絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

絶縁特性低下を起こす可能性のある部位を図 2.3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 発電機，励磁機の絶縁特性低下部位 

励磁機電機子コイル 
発電機界磁コイル 

励磁機界磁コイル 

発電機電機子コイル 

発電機の口出線・接続部品 

励磁機の口出線・接続部品 
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b. 技術評価 

① 健全性評価 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイ

ル及び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下要因としては，機械的，

熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下を起こす

可能性があるが，これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は

熱的劣化であることから，長期間の使用を考慮すると発電機電機子コイル，発電機

界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電機，励磁機の口出線・

接続部品における絶縁特性低下の可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイ

ル及び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，点検時に目

視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特性低下のない

ことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性低下による異常が確認された場合は，洗

浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）又は発電機，励磁機コイル及び口

出線・接続部品を取替えることとしている。 

 

③ 総合評価 

健全性評価及び現状保全の結果から判断して，発電機電機子コイル，発電機界磁

コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイル及び発電機，励磁機の口出線・接

続部品における絶縁特性低下の可能性は小さく，また，現状保全にて絶縁特性低下

の把握は可能と考えられる。今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施するこ

とで，異常の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると

判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイル

及び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の

観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより，絶縁特性低下を監

視していくとともに，必要に応じ洗浄・乾燥及び絶縁補修（絶縁物にワニスを注入）

又は発電機，励磁機コイル及び口出線・接続部品を取替えることとする。 
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(3) 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

計器用変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため熱による特性変化，絶縁物に付

着する埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣

化が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，計器用変圧器は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと考え

られる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的

劣化，絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，

これまでの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化である

ことから，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵

埃付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な

絶縁特性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶

縁特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

計器用変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保

全内容に追加すべき項目はない。今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施する

ことにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行うこ

ととする。 



 

 

 

 

 

 

7. 無停電電源装置 
 

 

［対象無停電電源装置］ 

① バイタル電源用無停電電源装置 

② 緊急用無停電電源装置 

③ 非常用無停電電源装置 

④ 緊急時対策所用無停電電源装置 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な無停電電源装置の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの無停電電源装置を電圧区分，型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグ

ループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式及び設置場所を分類基準とし，無停電電源装置を表 1-1 に示すとおりグ

ループ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

無停電電源装置のグループには，バイタル電源用無停電電源装置，緊急用無停電電源装

置，非常用無停電電源装置及び緊急時対策所用無停電電源装置が属するが，重要度，定格

電圧及び定格容量の観点から重要度及び定格電圧の高いバイタル電源用無停電電源装置

を代表機器とする。 

 

 



 

－
 
7
-
2
 
－

 

表 1-1 無停電電源装置のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格容量） 

選定基準 

選定 選定理由 
電圧 
区分 

型式 
設置 
場所 

重要度*1 
使用条件 

定格電圧 定格容量 

低圧 静止型 屋内 

バイタル電源用無停電電源装置 AC 240/120 V×50 kVA MS-1 AC 240/120 V 50 kVA ◎ 
重要度 
定格電圧 

緊急用無停電電源装置*2 AC 120 V×35 kVA 重*3 AC 120 V 35 kVA   

非常用無停電電源装置*2 AC 120 V×35 kVA 
MS-1 

重*3 
AC 120 V 35 kVA   

緊急時対策所用無停電電源装置*2 AC 105 V×50 kVA 重*3 AC 105 V 50 kVA   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の無停電電源装置について技術評価を実施する。 

① バイタル電源用無停電電源装置 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 バイタル電源用無停電電源装置 

(1) 構造 

東海第二のバイタル電源用無停電電源装置は，自立型の制御盤 3面構成で設置されて

いる。 

内部機器として出力制御を行う制御装置・操作器，交流から直流に変換するコンバー

タ，直流から交流に変換するインバータ，直流電圧を変換するチョッパ，インバータと

バイパス出力の切替を行う切替器，その他電気回路構成品である配線用遮断器，変圧器，

制御装置・操作器等で構成されており，これらの機器を支持するための筐体及び取付ボ

ルトからなる。 

東海第二のバイタル電源用無停電電源装置の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二のバイタル電源用無停電電源装置主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条

件を表 2.1-2 に示す。 
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⑤

⑥

⑨⑩

⑪

⑫

⑬⑭
⑮⑯
(盤内)

⑰

⑲

⑱

（入力盤） （インバータ盤） （バイパス盤）
 

 

⑥

入力盤 バイパス盤インバータ盤

バイパス入力

交流入力

直流入力

①

出力

②

③ ⑤

⑦⑧

⑦⑧

⑧ ⑧

⑧

⑦

⑦⑧

⑧

④

 
No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① コンバータ ⑧ 配線用遮断器 ⑮ タイマー 

② インバータ ⑨ 保護継電器（静止形） ⑯ ヒューズ 

③ チョッパ ⑩ 貫通型計器用変流器 ⑰ 筐体 

④ 切替器 ⑪ 指示計 ⑱ 取付ボルト 

⑤ 故障表示器 ⑫ スイッチ ⑲ 埋込金物 

⑥ 制御装置・操作器 ⑬ 補助継電器   

⑦ 変圧器 ⑭ 電圧リレー   

図 2.1-1 バイタル電源用無停電電源装置構造図 

バイパス 
入力 

交流入力 

直流入力 

入力盤 インバータ盤 バイパス盤 

入力盤 インバータ盤 バイパス盤 

⑪ 

⑫ 

⑰ 

⑲ 

⑤ 

⑱ 

⑨⑩ 

⑬⑭
⑮⑯ 

（盤内）

⑥ 

出力 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑧ 

⑦ 

⑦ 

③ ⑥ ⑤ 

① ② 

④ 

⑦ 

⑦ 
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表 2.1-1 バイタル電源用無停電電源装置主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 材料 

制御機能の維持 制御・変成 

コンバータ 銅，半導体他 

インバータ 銅，半導体他 

チョッパ 銅，半導体他 

切替器 銅，半導体他 

故障表示器 （消耗品） 

制御装置・操作器 銅，半導体，電解コンデンサ他 

変圧器 銅，シリコン樹脂他 

配線用遮断器 銅他 

保護継電器（静止形） 銅，半導体他 

貫通型計器用変流器 銅，エポキシ樹脂他 

指示計 銅他 

スイッチ 銅他 

補助継電器 銀，銅他 

電圧リレー 銅，半導体他 

タイマー 銅，半導体他 

ヒューズ （消耗品） 

機器の支持 支持 

筐体 鋼板 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 バイタル電源用無停電電源装置の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高）

定格電圧 AC 240/120 V 

定格容量 50 kVA 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

無停電電源装置の機能である交流無停電電源機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

    (1) 制御機能の維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

無停電電源装置について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した

上で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経験

を考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で

○又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

故障表示器及びヒューズは消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提として

いることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象とし

て表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

   (1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. コンバータ，インバータ，チョッパ及び切替器の特性変化 

コンバータ，インバータ，チョッパ及び切替器は，長期間の使用による半導体等

の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により

必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，コンバータ，インバータ，チョッパ及び切替器の特性変化は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 制御装置・操作器の特性変化 

制御装置・操作器は，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化が想定

されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実

施することとしている。 

したがって，制御装置・操作器の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

c. 配線用遮断器の固渋 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

d. 保護継電器（静止形）の特性変化 

保護継電器（静止形）は，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化が

想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取替

を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（静止形）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 
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e. 指示計の特性変化 

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくなる

ことが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又

は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. スイッチ及び補助継電器の導通不良 

スイッチ及び補助継電器は，浮遊塵埃が接点に付着することによる導通不良が想

定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，塵

埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取

替を実施することとしている。 

したがって，スイッチ及び補助継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 電圧リレー及びタイマーの特性変化 

電圧リレー及びタイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化により特性変化

が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又は取

替を実施することとしている。 

したがって，電圧リレー及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 筐体の腐食（全面腐食） 

筐体は，鋼板であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されており，屋内

空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を

行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，筐体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

i. 取付ボルトの腐食（全面腐食） 

取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装等が施されて

おり，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に

目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしてい

る。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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j. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

   (2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下 

貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的及び環境的要因

による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧の機器であり，

屋内空調環境に設置されていることから，電気的及び環境的要因による絶縁特性低

下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は

僅かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 バイタル電源用無停電電源装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブ 
システム

部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

制御機能の 
維持 

制御・変成 

コンバータ  銅，半導体他       △  *1:コイル 

*2:固渋 

*3:大気接触部 

*4:コンクリー

ト埋設部 

インバータ  銅，半導体他       △  

チョッパ  銅，半導体他       △  

切替器  銅，半導体他       △  

故障表示器 ◎ －         

制御装置・操作器  銅，半導体，電解コンデンサ他       △  

変圧器  銅，シリコン樹脂他     ○*1    

配線用遮断器  銅他        △*2 

保護継電器（静止形）  銅，半導体他       △  

貫通型計器用変流器  銅，エポキシ樹脂他     ▲    

指示計  銅他       △  

スイッチ  銅他      △   

補助継電器  銀，銅他      △   

電圧リレー  銅，半導体他       △  

タイマー  銅，半導体他       △  

ヒューズ ◎ －         

機器の支持 支持 

筐体  鋼板  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼   
△*3

▲*4       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 



 

－ 7-11 － 

2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため熱による特性変化，絶縁物に付着する

埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進

行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，変圧器は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的劣化，

絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これ

までの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特

性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性

の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施す

ることにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行う

こととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象無停電電源装置］ 

① 緊急用無停電電源装置 

② 非常用無停電電源装置 

③ 緊急時対策所用無停電電源装置 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，変圧器コイルの絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁

抵抗測定を実施することで絶縁特性の低下は把握可能である。 

今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修

又は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. コンバータ，インバータ，チョッパ及び切替器の特性変化［共通］ 

代表機器と同様，コンバータ，インバータ，チョッパ及び切替器は，長期間の使用

による半導体の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その

結果により必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，コンバータ，インバータ，チョッパ及び切替器の特性変化は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 制御装置・操作器の特性変化［共通］ 

代表機器と同様，制御装置・操作器は，長期間の使用による半導体等の劣化により

特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整

又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，制御装置・操作器の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

c. 配線用遮断器の固渋［共通］ 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継

続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦

の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，

潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置することとしており，かつ，密閉構造であることから，

周囲温度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果によ

り必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

d. 保護継電器（静止形）の特性変化［共通］ 

代表機器と同様，保護継電器（静止形）は，長期間の使用による半導体等の劣化に

より特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ

調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，保護継電器（静止形）の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 
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e. 指示計の特性変化［共通］ 

代表機器と同様，指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確

保できなくなることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要

に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

f. スイッチ及び補助継電器の導通不良［共通］ 

代表機器と同様，スイッチ及び補助継電器は，浮遊塵埃が接点に付着することによ

る導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置することとしており，かつ，密閉構

造であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果

により必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，スイッチ及び補助継電器の導通不良は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

g. 電圧リレー及びタイマーの特性変化［共通］ 

代表機器と同様，電圧リレー及びタイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化

により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応

じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，電圧リレー及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 筐体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，筐体は，鋼板であるため腐食が想定されるが，表面は塗装を施し，

屋内空調環境に設置することとしており，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認

を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することで健全性を維持できると考え

る。 

したがって，筐体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

i. 取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗

装等を施し，屋内空調環境に設置することとしており，腐食の可能性は小さく，点検

時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全

性を維持できると考える。 

したがって，取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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j. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置することとしており，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 貫通型計器用変流器の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，貫通型計器用変流器の絶縁物は，有機物であるため熱的，電気的

及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定されるが，貫通型計器用変流器は低電圧

の機器であり，屋内空調環境に設置することとしており，電気的及び環境的要因によ

る絶縁特性低下の可能性はない。 

また，貫通型計器用変流器のコイルへの通電電流が少ないことから，温度上昇は僅

かであり，熱的要因による絶縁特性低下の可能性もない。 

したがって，貫通型計器用変流器の絶縁特性低下は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［緊急用無停電電源装置，非常

用無停電電源装置］ 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施す

るものとし本評価書には含めない。 

 



 

 

 

 

 

8．直流電源設備 
 

［対象直流電源設備］ 

① 125 V 蓄電池 2A，2B 

② 125 V 蓄電池 HPCS  

③ 緊急用 125 V 蓄電池 

④ 緊急時対策所用蓄電池 

⑤ ±24 V 蓄電池 2A，2B 

⑥ 緊急時対策所用 24 V 系蓄電池 

⑦ 125 V 充電器盤 2A 

⑧ 125 V 充電器盤 2B 

⑨ 125 V 充電器盤 予備 

⑩ 125 V 充電器盤 HPCS 

⑪ 緊急用 125 V 充電器盤 

⑫ 緊急時対策所用充電器盤 

⑬ ±24 V 充電器盤 2A，2B 

⑭ 緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な直流電源設備の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの直流電源設備を電圧区分，型式及び設置場所の観点からグループ化し，それぞれ

のグループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式及び設置場所を分類基準とし，直流電源設備を表 1-1 に示すとおりグル

ープ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

表 1-1 に分類されるグループ毎に，重要度，定格電圧，定格電流及び定格容量の観点か

ら代表機器を選定する。 

 

(1) 制御弁式鉛蓄電池 

このグループには，125 V 蓄電池 2A，2B，125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，

緊急時対策所用蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B 及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池が属

するが，重要度，定格電圧及び定格容量の観点から重要度及び定格電圧が高く，定格容

量の大きい 125 V 蓄電池 2A，2B を代表機器とする。 

 

(2) サイリスタ整流回路充電器盤 

このグループには，125 V 充電器盤 2A，125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤 予備，

125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，±24 V 充電

器盤 2A，2B 及び緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤が属するが，重要度，定格電圧及び

定格電流の観点から重要度及び定格電圧が高く，定格電流の大きい 125 V 充電器盤 2A

を代表機器とする。 
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表 1-1 直流電源設備のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 

 

仕様 

蓄 電 池：定格容量 

充電器盤：定格電圧×定格電流 

選定基準 

選定
選定 

理由 電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

定格電圧 定格電流 定格容量 

低圧 

制御弁式 
鉛蓄電池 

屋内 

125 V 蓄電池 2A，2B 6,000 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC 125 V － 6,000 Ah ◎ 重要度 
定格電圧 
定格容量 125 V 蓄電池 HPCS 500 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC 125 V － 500 Ah  

緊急用 125 V 蓄電池*3 6,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 125 V － 6,000 Ah  

緊急時対策所用蓄電池*3 1,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 125 V － 1,000 Ah  

±24 V 蓄電池 2A，2B 150 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC ±24 V － 150 Ah  

緊急時対策所用 24 V 系 
蓄電池*3 

1,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 24 V － 1,000 Ah  

サイリスタ
整流回路 
充電器盤 

125 V 充電器盤 2A DC 125 V×420 A MS-1，重*2 DC 125 V 420 A － ◎ 重要度 
定格電圧 
定格電流 125 V 充電器盤 2B DC 125 V×320 A MS-1，重*2 DC 125 V 320 A －  

125 V 充電器盤 予備 DC 125 V×420 A 重*2 DC 125 V 420 A －  

125 V 充電器盤 HPCS DC 125 V×100 A MS-1，重*2 DC 125 V 100 A －  

緊急用 125 V 充電器盤*3 DC 125 V×700 A 重*2 DC 125 V 700 A －  

緊急時対策所用充電器盤*3 DC 125 V×600 A 重*2 DC 125 V 600 A －  

±24 V 充電器盤 2A，2B DC ±24 V×30 A MS-1，重*2 DC ±24 V 30 A －  

緊急時対策所用直流 24 V
充電器盤*3 

DC 24 V×100 A 重*2 DC 24 V 100 A －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の直流電源設備について技術評価を実施する。 

① 125 V 蓄電池 2A，2B 

② 125 V 充電器盤 2A 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 125 V 蓄電池 2A，2B 

(1) 構造 

東海第二の 125 V 蓄電池 2A，2Bは，各々58セル（単電池）を直列に接続し，架台

上に固定，設置されている。 

また，各セルは，極板，電槽から構成されている。 

東海第二の 125 V 蓄電池 2A，2Bの構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の 125 V 蓄電池 2A，2B 主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表

2.1-2 に示す。 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 電槽 ④ 架台 ⑦ 基礎ボルト* 

② 極板 ⑤ 取付ボルト   

③ 制御弁付防爆栓 ⑥ チャンネルベース   

*：後打ちケミカルアンカ 

図 2.1-1 125 V 蓄電池 2A，2B構造図 

蓄電池架台構造 基礎構造 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

③ 

電槽内構造 

①  

②  

蓄電池 
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表 2.1-1 125 V 蓄電池 2A，2B主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

蓄電・給電 
機能の維持 

蓄電・給電 

電槽 合成樹脂 

極板 鉛，カルシウム合金 

制御弁付防爆栓 合成樹脂 

機器の支持 支持 

架台 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

チャンネルベース 炭素鋼 

基礎ボルト 
（後打ちケミカルアンカ）

炭素鋼，樹脂 

 

 

    表 2.1-2 125 V 蓄電池 2A，2Bの使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格容量 6,000 Ah 

定格電圧 DC 125 V 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.1.2 125 V 充電器盤 2A 

(1) 構造 

東海第二の 125 V 充電器盤 2A は，自立型の制御盤 1 面構成で設置されており，回

路を開閉する電磁接触器，配線用遮断器，電圧を変換する変圧器，交流を直流に変換

するサイリスタ整流器回路，整流器を制御するゲート制御装置，異常検出を行う保護

継電器，その他電気回路構成部品である補助継電器，タイマー，故障表示器，スイッ

チ，ヒューズで構成されており，これらの機器を支持するための筐体及び取付ボルト

からなる。 

東海第二の 125 V 充電器盤 2Aの構造図を図 2.1-2 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の125 V充電器盤 2A主要部位の使用材料を表2.1-3に，使用条件を表2.1-4

に示す。 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 

① 配線用遮断器 ⑦ 平滑回路 ⑬ 指示計 

② 電磁接触器 ⑧ 補助継電器 ⑭ 筐体 

③ 変圧器 ⑨ タイマー ⑮ 取付ボルト 

④ ヒューズ ⑩ 保護継電器（静止形） ⑯ 埋込金物 

⑤ サイリスタ整流器回路 ⑪ 故障表示器   

⑥ ゲート制御装置 ⑫ スイッチ   

図 2.1-2 125 V 充電器盤 2A構造図 

⑧⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

⑮ ⑯ 

⑭ 

① 

② 
③ 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑬ 

① 

直流出力

蓄電池

交流入力 

ゲート 

制御装置

サイリスタ 

整流器回路 平滑回路 

保護 

継電器 

補助継電器 

タイマー 
故障表示器 
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表 2.1-3 125 V 充電器盤 2A主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブ 
システム 

部位 材料 

順変換機能の 
維持 

制御・変成 

配線用遮断器 銅他 

電磁接触器 樹脂，銀，銅他 

変圧器 銅，珪素鋼板，絶縁紙他 

ヒューズ （消耗品） 

サイリスタ整流器回路 半導体他 

ゲート制御装置 半導体他 

平滑回路 電解コンデンサ，銅他 

補助継電器 銀，銅他 

タイマー 銅，半導体他 

保護継電器（静止形） 銅，半導体他 

故障表示器 （消耗品） 

スイッチ 銅他 

指示計 銅他 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

    表 2.1-4 125 V 充電器盤 2Aの使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格電圧 125 V 

定格電流 420 A 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機能達成に必要な項目 

直流電源設備の機能である蓄電・給電機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 蓄電・給電機能の維持 

(2) 順変換機能の維持 

(3) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

直流電源設備について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経験を

考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は以下のとおり評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

ヒューズ及び故障表示器は消耗品であり，設計時に長期使用せず取替を前提として

いることから高経年化対策を見極める上での評価対象外とする。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象と

して表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる

経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下［125 V 充電器盤 2A］ 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 電槽の割れ及び変形［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

電槽は，過充電により極板でのガス吸収力以上に多量のガスが発生した場合，電

槽内部の圧力が上昇することによる割れ及び変形が想定されるが，電槽上部の制御

弁付防爆栓から内部圧力を放出できる事から，電槽割れの可能性は小さく，点検時

に目視確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，電槽の割れ及び変形は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

b. 極板の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

極板は，長期間の使用に伴い腐食し，蓄電池の容量を低下させる可能性があるが，

点検時に浮動充電電流の測定を行い，電流値に変化がないことを確認し，容量の有

意な低下がないことを確認している。 

また，個々の蓄電池においても，点検時に電圧，内部抵抗，温度測定を行い，そ

の結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，極板の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

c. 架台の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

架台は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施されており，屋

内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認

を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

したがって，架台の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

d. チャンネルベース（大気接触部）の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

チャンネルベース（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表

面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性

は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施するこ

ととしている。 

したがって，チャンネルベース（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 配線用遮断器の固渋［125 V 充電器盤 2A］ 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

f. 電磁接触器，補助継電器及びスイッチの導通不良［125 V 充電器盤 2A］ 

電磁接触器，補助継電器及びスイッチは，浮遊塵埃が接点に付着することによる

導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造である

ことから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により

必要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，電磁接触器，補助継電器及びスイッチの導通不良は高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

g. サイリスタ整流器回路，ゲート制御装置及び平滑回路の特性変化［125 V 充電器盤

2A］ 

サイリスタ整流器回路，ゲート制御装置及び平滑回路は，長期間の使用による半

導体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果

により必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，サイリスタ整流器回路，ゲート制御装置及び平滑回路の特性変化は

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化［125 V 充電器盤 2A］ 

保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導体等の劣化によ

り特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ

調整又は取替を実施することとしている。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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i. 指示計の特性変化［125 V 充電器盤 2A］ 

指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確保できなくなる

ことが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要に応じ調整又

は取替を実施することとしている。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

j. 筐体［125 V 充電器盤 2A］及び取付ボルト［共通］の腐食（全面腐食） 

筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装等が

施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，

点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施すること

としている。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべ

き経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［125 V 充電器盤 2A］ 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 制御弁付防爆栓の固着［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

制御弁付防爆栓の弁シート部分の固着により，電槽内の内圧が上昇した際に放出

することが出来ず，内圧の上昇による電槽の破損が考えられるが，制御弁付防爆栓

は，加速劣化試験等により十分な寿命を有していることを確認していることから，

制御弁付防爆栓の固着はない。 

したがって，制御弁付防爆栓の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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b. チャンネルベース（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設部）

の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

チャンネルベース（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリート埋設部）

は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，チャンネルベース及び基礎ボ

ルトに有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，チャンネルベース（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンク

リート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［125 V 蓄電池 2A，2B］ 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施す

るものとし本評価書には含めない。 

 

d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［125 V 充電器盤 2A］ 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生

するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1(1/2) 125 V 蓄電池 2A，2B に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食 

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

蓄電・給電

機能の維持
蓄電・給電 

電槽  合成樹脂        △*1 *1:割れ，変形 

*2:固着 

*3:大気接触部 

*4:コンクリート 

埋設部 

*5:樹脂の劣化 

極板  鉛，カルシウム合金  △       

制御弁付防爆栓  合成樹脂        ▲*2

機器の支持 支持 

架台  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

チャンネルベース  炭素鋼  
△*3 

▲*4 
      

基礎ボルト 

(後打ちケミカル

アンカ) 

 炭素鋼，樹脂  ▲*4      ▲*5

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-1(2/2) 125 V 充電器盤 2A に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目

サブ 

システム 
部位 

消耗品・

定期取替品
材料 

経年劣化事象 

備考 

減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労

割れ

応力

腐食

割れ

絶縁

特性

低下

導通

不良

特性

変化

順変換機能

の維持 
制御・変成 

配線用遮断器  銅他        △*1 *1:固渋 

*2:コイル 

*3:大気接触部 

*4:コンクリート

埋設部 

 

 

電磁接触器  樹脂，銀，銅他      △   

変圧器  銅，珪素鋼板，絶縁紙他     ○*2    

ヒューズ ◎ －         

サイリスタ整流器回路  半導体他       △  

ゲート制御装置  半導体他       △  

平滑回路  電解コンデンサ，銅他       △  

補助継電器  銀，銅他      △   

タイマー  銅，半導体他       △  

保護継電器（静止形）  銅，半導体他       △  

故障表示器 ◎ －         

スイッチ  銅他      △   

指示計  銅他       △  

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*3

▲*4       

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため熱による特性変化，絶縁物に付着する

埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進

行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，変圧器は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的劣化，

絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これ

までの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特

性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が認められた場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性

の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施す

ることにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行う

こととする。 

 



 

－ 8-17 － 

3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象直流電源設備］ 

① 125 V 蓄電池 HPCS  

② 緊急用 125 V 蓄電池 

③ 緊急時対策所用蓄電池 

④ ±24 V 蓄電池 2A，2B 

⑤ 緊急時対策所用 24 V 系蓄電池 

⑥ 125 V 充電器盤 2B 

⑦ 125 V 充電器盤 予備 

⑧ 125 V 充電器盤 HPCS 

⑨ 緊急用 125 V 充電器盤 

⑩ 緊急時対策所用充電器盤 

⑪ ±24 V 充電器盤 2A，2B 

⑫ 緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 [125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤 予備，125 V 充電

器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，±24 V 充電器盤 2A，

2B，緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤] 

代表機器と同様，変圧器コイルの絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁

抵抗測定を実施することで絶縁特性の低下は把握可能である。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下

を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持で

きると判断する。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤及び緊急時対策所用直流 24 V 充電

器盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定

を行うとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判

断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 電槽の割れ及び変形［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄

電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急時対策所用 24 V 系蓄電池］ 

代表機器と同様，電槽は，過充電により極板でのガス吸収力以上に多量のガスが発

生した場合，電槽内部の圧力が上昇することによる割れ及び変形が想定されるが，電

槽上部の制御弁付防爆栓から内部圧力を放出できる事から，電槽割れの可能性は小さ

く，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することとして

いる。 

緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池は，

新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に

応じ取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，電槽の割れ及び変形は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

b. 極板の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用

蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急時対策所用 24 V 系蓄電池］ 

代表機器と同様，極板は，長期間の使用に伴い腐食し，蓄電池の容量を低下させる

可能性があるが，点検時に浮動充電電流の測定を行い，電流値に変化がないことを確

認し，容量の有意な低下がないことを確認している。 

また，個々の蓄電池においても，点検時に電圧，内部抵抗，温度測定を行い，その

結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池は，

新たに設置されることから，今後，点検時に浮動充電電流の測定及び個々の蓄電池の

電圧，内部抵抗，温度測定を行い，その結果により必要に応じ取替を実施することで

健全性を維持できると考える。 

したがって，極板の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 
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c. 架台の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用

蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急時対策所用 24 V 系蓄電池］ 

代表機器と同様，架台は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，表面は塗装が施

されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検

時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を実施することとしている。 

緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池は，

新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に

応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，架台の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 

 

d. チャンネルベース（大気接触部）の腐食（全面腐食）［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用

125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急時対策所用 24 V

系蓄電池］ 

代表機器と同様，チャンネルベース（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定されるが，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修を

実施することとしている。 

緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池は，

新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に

応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，チャンネルベース（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 配線用遮断器の固渋［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，±24 V 充電器盤 2A，2B，緊急時

対策所用直流 24 V 充電器盤］ 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継

続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦

の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，

潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温度

及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に

応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤及び緊急時対策所用直流 24 V 充

電器盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認を行い，その結果に

より必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

f. 電磁接触器，補助継電器及びスイッチの導通不良［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電

器盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，

±24 V 充電器盤 2A，2B，緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤］ 

代表機器と同様，電磁接触器，補助継電器及びスイッチは，浮遊塵埃が接点に付着

することによる導通不良が想定されるが，屋内空調環境に設置されており，かつ，密

閉構造であることから，塵埃付着の可能性は小さく，点検時に動作確認を行い，その

結果により必要に応じ取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤及び緊急時対策所用直流 24 V 充

電器盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に動作確認を行い，その結果に

より必要に応じ取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，電磁接触器，補助継電器及びスイッチの導通不良は高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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g. サイリスタ整流器回路，ゲート制御装置及び平滑回路の特性変化［125 V 充電器盤 2B，

125 V 充電器盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所

用充電器盤，±24 V 充電器盤 2A，2B，緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤］ 

代表機器と同様，サイリスタ整流器回路，ゲート制御装置及び平滑回路は，長期間

の使用による半導体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行

い，その結果により必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤及び緊急時対策所用直流 24 V 充

電器盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験を行い，その結果に

より必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，サイリスタ整流器回路，ゲート制御装置及び平滑回路の特性変化は高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

h. 保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器

盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，

±24 V 充電器盤 2A，2B，緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤］ 

代表機器と同様，保護継電器（静止形）及びタイマーは，長期間の使用による半導

体等の劣化により特性変化が想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果によ

り必要に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤及び緊急時対策所用直流 24 V 充

電器盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験を行い，その結果に

より必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，保護継電器（静止形）及びタイマーの特性変化は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

i. 指示計の特性変化［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，±24 V 充電器盤 2A，2B，緊急時

対策所用直流 24 V 充電器盤］ 

代表機器と同様，指示計は，長期間の使用に伴い指示特性に誤差が生じ，精度を確

保できなくなることが想定されるが，点検時に特性試験を行い，その結果により必要

に応じ調整又は取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤及び緊急時対策所用直流 24 V 充

電器盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に特性試験を行い，その結果に

より必要に応じ調整又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，指示計の特性変化は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 
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j. 筐体［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 

V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，±24 V 充電器盤 2A，2B，緊急時対策所用直

流 24 V 充電器盤］及び取付ボルト［共通］の腐食（全面腐食） 

代表機器と同様，筐体及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，緊急時対策所用直流 24 V 充電

器盤，緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電

池は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により

必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，筐体及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 

 

k. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤  

予備，125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器盤，±

24 V 充電器盤 2A，2B］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

緊急用 125 V 充電器盤及び緊急時対策所用充電器盤は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施する

ことで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 制御弁付防爆栓の固着 ［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用

蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急時対策所用 24 V 系蓄電池］ 

代表機器と同様，制御弁付防爆栓の弁シート部分の固着により，電槽内の内圧が上

昇した際に放出することが出来ず，内圧の上昇による電槽の破損が考えられるが，制

御弁付防爆栓は，加速劣化試験等により十分な寿命を有していることを確認している

ことから，制御弁付防爆栓の固着はない。 

緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池は，

新たに設置されるが，代表機器と同様，制御弁付防爆栓は，加速劣化試験等により十

分な寿命を有していることを確認していることから，制御弁付防爆栓の固着はない。 

したがって，制御弁付防爆栓の固着は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

b. チャンネルベース（コンクリート埋設部）［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，

緊急時対策所用蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急時対策所用 24 V 系蓄電池］及

び基礎ボルト（コンクリート埋設部）［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 V 蓄電池，緊

急時対策所用蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B］の腐食（全面腐食） 

代表機器と同様，チャンネルベース（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コン

クリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，チャンネルベース及び基礎ボル

トに有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

緊急用 125 V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池及び緊急時対策所用 24 V 系蓄電池は，

新たに設置されるが，代表機器と同様，コンクリートが中性化に至り，チャンネルベ

ース及び基礎ボルトに有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，チャンネルベース（コンクリート埋設部）及び基礎ボルト（コンクリ

ート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

c. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［125 V 蓄電池 HPCS，緊急用 125 

V 蓄電池，緊急時対策所用蓄電池，±24 V 蓄電池 2A，2B，緊急用 125 V 充電器盤］ 

代表機器と同様，基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」

にて評価を実施するものとし本評価書には含めない。 
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d. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［125 V 充電器盤 2B，125 V 充

電器盤 予備，125 V 充電器盤 HPCS，緊急用 125 V 充電器盤，緊急時対策所用充電器

盤，±24 V 充電器盤 2A，2B］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

緊急用 125 V 充電器盤及び緊急時対策所用充電器盤は，新たに設置されるが，代表

機器と同様，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長

期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 



 

 

 

 

 

9. 計測用分電盤 
 

 

［対象計測用分電盤］ 

① 交流計測用分電盤 A 系，B系 

② 交流計測用分電盤 HPCS 系 

③ 直流分電盤 

④ バイタル分電盤 

⑤ 中性子モニタ用分電盤 

⑥ 緊急用計装交流主母線盤 

⑦ 緊急用直流分電盤 

⑧ 緊急用無停電計装分電盤 

⑨ 非常用無停電計装分電盤 

⑩ 緊急時対策所用分電盤 

⑪ 緊急時対策所用直流分電盤 

⑫ 可搬型代替低圧電源車接続盤 

⑬ 可搬型代替直流電源設備用電源切替盤 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している計測用分電盤の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの計測用分電盤を電圧区分，型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグル

ープより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式及び設置場所を分類基準とし，計測用分電盤を表 1-1 に示すとおりグル

ープ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

計測用分電盤のグループには，交流計測用分電盤 A 系，B 系，交流計測用分電盤 HPCS

系，直流分電盤，バイタル分電盤，中性子モニタ用分電盤，緊急用計装交流主母線盤，緊

急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無停電計装分電盤，緊急時対策所用分

電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低圧電源車接続盤及び可搬型代替直流電源

設備用電源切替盤が属するが，重要度，定格電圧及び盤面数の観点から重要度及び定格電

圧が高く，盤面数の多い交流計測用分電盤 A 系，B系を代表機器とする。 
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表 1-1 計測用分電盤のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧） 

選定基準 

選定 選定理由 電圧 
区分 

型式 
設置 
場所 

重要度*1
使用条件 

盤面数
定格電圧 

低圧 配線用遮断器 屋内 

交流計測用分電盤 A 系，B系 AC 120/240 V MS-1 AC 120/240 V 4 ◎ 重要度 
定格電圧 
盤面数 交流計測用分電盤 HPCS 系 AC 120 V 

MS-1 
重*2 

AC 120 V 1  

直流分電盤 DC 125 V 
MS-1 
重*2 

DC 125 V 7   

バイタル分電盤 AC 120/240 V MS-1 AC 120/240 V 2   

中性子モニタ用分電盤 DC 24 V 
MS-1 
重*2 

DC 24 V 2   

緊急用計装交流主母線盤*3 AC 120/240 V 重*2 AC 120/240 V 1   

緊急用直流分電盤*3 DC 125 V 重*2 DC 125 V 2   

緊急用無停電計装分電盤*3 AC 120 V 重*2 AC 120 V 1   

非常用無停電計装分電盤*3 AC 120 V 
MS-1 
重*2 

AC 120 V 2   

緊急時対策所用分電盤*3 AC 105 V 重*2 AC 105 V 3   

緊急時対策所用直流分電盤*3 DC 125 V 重*2 DC 125 V 1   

可搬型代替低圧電源車接続盤*3 
AC 210/480V 
DC 125 V 

重*2 
AC 210/480V
DC 125 V 

2   

可搬型代替直流電源設備用電源切替盤*3 DC 125 V 重*2 DC 125 V 1   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の計測用分電盤についての技術評価を実施する。 

① 交流計測用分電盤 A 系，B系 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

2.1.1 交流計測用分電盤 A 系，B系 

(1) 構造 

東海第二の交流計測用分電盤 A 系，B系は，壁掛型であり，それぞれの負荷に電源

を分割供給するための配線用遮断器，機器を支持するための筐体及び取付ボルト等で

構成されている。 

東海第二の交流計測用分電盤 A 系，B系の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の交流計測用分電盤 A 系，B系主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条

件を表 2.1-2 に示す。 
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No. 部位 

① 配線用遮断器 

② 主回路導体 

③ 主回路導体支持板 

④ 筐体 

⑤ 取付ボルト 

⑥ チャンネルベース 

⑦ 埋込金物 

図 2.1-1 交流計測用分電盤 A 系，B系構造図 
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③
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⑥



 

－ 9-5 － 

表 2.1-1 交流計測用分電盤 A 系，B系主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 材料 

遮断，通電性能
の確保 

開閉・保護 配線用遮断器 銅他 

エネルギー伝達 主回路導体 銅 

導体支持 主回路導体支持板 樹脂 

機器の支持 支持 

筐体 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

チャンネルベース 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

 

 

表 2.1-2 交流計測用分電盤 A 系，B系の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格電圧 AC 120/240 V 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

計測用分電盤の機能である電源の分割供給機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 遮断，通電性能の確保 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

計測用分電盤について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経験を

考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

計測用分電盤には消耗品及び定期取替品はない。 

 

(3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 主回路導体支持板の絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 配線用遮断器の固渋 

配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継続により，操作

機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦の増大による

固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，潤滑性能が

低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温

度及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必

要に応じ取替を実施することとしている。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ないと判断する。 

 

b. 主回路導体の腐食（全面腐食） 

主回路導体は，銅であるため腐食が想定されるが，屋内空調環境に設置されてい

ることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必

要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

c. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食） 

筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食

の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）は高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 交流計測用分電盤 A 系，B系に想定される経年劣化事象 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他
摩耗 腐食

疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

遮断，通電 
性能の確保 

開閉・保護 配線用遮断器  銅他        △*1 *1:固渋 
*2:大気接触部 
*3:コンクリート

埋設部 

エネルギー伝達 主回路導体  銅  △       

導体支持 主回路導体支持板  樹脂     ○    

機器の支持 支持 

筐体  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

チャンネルベース  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*2

▲*3       

○: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲: 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 主回路導体支持板の絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

主回路導体支持板の絶縁物は，有機物であるため熱による特性変化，絶縁物に付着

する埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化

が進行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，主回路導体支持板は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと

考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

主回路導体支持板の絶縁特性低下要因としては，通電による熱的劣化，絶縁物表

面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これまでの点

検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であることから，長期

間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

主回路導体支持板の絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃

付着の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶

縁特性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が認められた場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

主回路導体支持板の絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁

特性の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

主回路導体支持板の絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全

内容に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実

施することにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を

行うこととする。 

 



 

－ 9-11 － 

3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象計測用分電盤］ 

① 交流計測用分電盤 HPCS 系 

② 直流分電盤 

③ バイタル分電盤 

④ 中性子モニタ用分電盤 

⑤ 緊急用計装交流主母線盤 

⑥ 緊急用直流分電盤 

⑦ 緊急用無停電計装分電盤 

⑧ 非常用無停電計装分電盤 

⑨ 緊急時対策所用分電盤 

⑩ 緊急時対策所用直流分電盤 

⑪ 可搬型代替低圧電源車接続盤 

⑫ 可搬型代替直流電源設備用電源切替盤 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 主回路導体支持板の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，主回路導体支持板の絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び

絶縁抵抗測定を実施することにより，有意な絶縁特性低下のないことを確認している。 

今後も目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下を監視し

ていくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持できると判

断する。 

緊急用計装交流主母線盤，緊急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無停

電計装分電盤，緊急時対策所用分電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低圧電

源車接続盤及び可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，新たに設置されることから，

今後，点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修又

は取替を実施することで健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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b. 変圧器コイルの絶縁特性低下［可搬型代替低圧電源車接続盤］ 

代表機器とは異なり，可搬型代替低圧電源車接続盤には，可搬型整流器用変圧器が設

置される。 

可搬型整流器用変圧器の変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため，熱的，電気的

及び環境的要因による絶縁特性の低下が想定される。 

可搬型代替低圧電源車接続盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修又は取替を実施すること

で健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

c. ケーブル接続部の絶縁特性低下［可搬型代替低圧電源車接続盤］ 

代表機器とは異なり，可搬型代替低圧電源車接続盤には，ケーブル接続部が設置され

る。 

ケーブル接続部の絶縁物は，有機物であるため，熱的，電気的及び環境的要因による

絶縁特性の低下が想定される。 

可搬型代替低圧電源車接続盤は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確

認，清掃及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修又は取替を実施すること

で健全性は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 
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3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. 配線用遮断器の固渋［共通］ 

代表機器と同様，配線用遮断器は，周囲温度，浮遊塵埃，発熱及び不動作状態の継

続により，操作機構部に塗布されている潤滑剤の潤滑性能が低下し，それに伴う摩擦

の増大による固渋が想定されるが，配線用遮断器には，耐熱性及び耐揮発性に優れ，

潤滑性能が低下し難い潤滑剤が使用されていることから固渋の可能性は小さい。 

また，屋内空調環境に設置されており，かつ，密閉構造であることから，周囲温度

及び浮遊塵埃による影響も小さく，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に

応じ取替を実施することとしている。 

緊急用計装交流主母線盤，緊急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無

停電計装分電盤，緊急時対策所用分電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低

圧電源車接続盤及び可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，新たに設置されること

から，今後，点検時に動作確認を行い，その結果により必要に応じ取替を実施するこ

とで健全性を維持できると考える。 

したがって，配線用遮断器の固渋は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

b. 主回路導体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，主回路導体は，銅であるため腐食が想定されるが，屋内空調環境

に設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その

結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用計装交流主母線盤，緊急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無

停電計装分電盤，緊急時対策所用分電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低

圧電源車接続盤及び可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，新たに設置されること

から，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，主回路導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 
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c. 筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースは，炭素鋼であるため腐

食が想定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されているこ

とから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応

じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用計装交流主母線盤，緊急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無

停電計装分電盤，緊急時対策所用分電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低

圧電源車接続盤及び可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，新たに設置されること

から，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，筐体，取付ボルト及びチャンネルベースの腐食（全面腐食）は高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

d. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

緊急用計装交流主母線盤，緊急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無

停電計装分電盤，緊急時対策所用分電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低

圧電源車接続盤及び可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，新たに設置されること

から，今後，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実

施することで健全性を維持できると考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 9-15 － 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

緊急用計装交流主母線盤，緊急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無

停電計装分電盤，緊急時対策所用分電盤，緊急時対策所用直流分電盤，可搬型代替低

圧電源車接続盤及び可搬型代替直流電源設備用電源切替盤は，新たに設置されるが，

代表機器と同様，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するま

で長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 基礎ボルトの樹脂（後打ちケミカルアンカ）の劣化［緊急用計装交流主母線盤，緊

急用直流分電盤，緊急用無停電計装分電盤，非常用無停電計装分電盤，可搬型代替

低圧電源車接続盤，可搬型代替直流電源設備用電源切替盤］ 

基礎ボルトの樹脂の劣化については，「機械設備の技術評価書」にて評価を実施す

るものとし本評価書には含めない。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. 計測用変圧器 
 

 

［対象計測用変圧器］ 

① 計測用変圧器 

② 原子炉保護系 MG セットバイパス変圧器 

③ 緊急用計測用変圧器 
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1. 対象機器及び代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な計測用変圧器の主な仕様を表 1-1 に示す。 

これらの計測用変圧器を電圧区分，型式及び設置場所の観点からグループ化し，このグ

ループより以下のとおり代表機器を選定した。 

 

1.1 グループ化の考え方及び結果 

電圧区分，型式及び設置場所を分類基準とし，計測用変圧器を表 1-1 に示すとおりグル

ープ化する。 

 

1.2 代表機器の選定 

   計測用変圧器のグループには，計測用変圧器，原子炉保護系 MG セットバイパス変圧器

及び緊急用計測用変圧器が属するが，重要度，一次電圧，二次電圧及び定格容量の観点

から重要度の高い計測用変圧器を代表機器とする。 



 

－
 
1
0
-
2
 
－

 

表 1-1 計測用変圧器のグループ化及び代表機器の選定 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量）

選定基準 

選定 選定理由 
電圧 
区分 

型式 
設置 
場所 

重要度*1 
使用条件 

一次電圧 二次電圧 定格容量 

低圧 乾式変圧器 屋内 

計測用変圧器 100 kVA MS-1 AC 480 V AC 240 V/120 V 100 kVA ◎ 重要度 

原子炉保護系 MG セット 

バイパス変圧器 
25 kVA MS-2 AC 480 V AC 120 V 25 kVA   

緊急用計測用変圧器*2 50 kVA 重*3 AC 480 V AC 240 V/120 V 50 kVA   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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2. 代表機器の技術評価 

本章では，1章で代表機器とした以下の計測用変圧器について技術評価を実施する。 

① 計測用変圧器 

 

2.1 構造，材料及び使用条件 

(1) 構造 

東海第二の計測用変圧器は，定格容量 100 kVA，一次電圧 480 V，二次電圧 240 V /120 

V の単相二巻線の乾式変圧器である。 

変圧器本体は電流回路となるコイルと磁気回路となる鉄心及びコイルの絶縁を保

持する絶縁物から構成され，電磁誘導の原理に基づき電圧変成を行っている。コイル

は細分された導体を必要回数巻いて構成されており，導体間は耐熱性のガラス繊維で

絶縁され，また，コイルと鉄心間及びコイル間には磁器で構成されたダクトスペーサ

及び絶縁紙を挿入して固定している。鉄心は二脚鉄心で主脚は各コイルの内側を貫通

し，各コイルの上下部側で閉路となるように構成され，鉄心締付ボルトで保持・固定

されている。 

なお，巻線及び鉄心で発生する熱は，空気の自然対流により放熱される構造（自冷

式）となっている。 

東海第二の計測用変圧器の構造図を図 2.1-1 に示す。 

 

(2) 材料及び使用条件 

東海第二の計測用変圧器主要部位の使用材料を表 2.1-1 に，使用条件を表 2.1-2 に

示す。 
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No. 部位 No. 部位 No. 部位 
① 変圧器コイル ⑤ 接続導体 ⑨ 埋込金物 
② ダクトスペーサ ⑥ クランプ ⑩ 支持碍子 
③ 鉄心 ⑦ 変圧器箱   
④ 鉄心締付ボルト ⑧ 取付ボルト   

 

図 2.1-1 計測用変圧器構造図

① 

② 

③ 

④ 

④ 

⑥ 

⑥ 

⑧ 

⑨ 

⑦ 

⑩ 

⑩ 

⑤ 

⑤ 

①(二次側) ①(一次側)

絶縁紙 

導体 

ガラス繊維 

② 

変圧器コイル断面 

計測用変圧器構造 
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表 2.1-1 計測用変圧器主要部位の使用材料 

機能達成に 
必要な項目 

サブシステム 部位 材料 

電圧変成 
機能の維持 

電圧変成 

変圧器コイル 銅，絶縁紙，ガラス繊維 

ダクトスペーサ 磁器 

鉄心 電磁鋼 

鉄心締付ボルト 炭素鋼 

接続導体 銅 

機器の支持 支持 

クランプ 炭素鋼 

変圧器箱 炭素鋼 

取付ボルト 炭素鋼 

埋込金物 炭素鋼 

支持碍子 磁器 

 

 

表 2.1-2 計測用変圧器の使用条件 

設置場所 屋内 

周囲温度* 40 ℃（最高） 

定格容量 100 kVA 

一次電圧 AC 480 V 

二次電圧 AC 240 V/120 V 

*：原子炉建屋付属棟における設計値 
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2.2 経年劣化事象の抽出 

2.2.1 機器の機能達成に必要な項目 

計測用変圧器の機能である電圧変換機能の達成に必要な項目は以下のとおり。 

(1) 電圧変成機能の維持 

(2) 機器の支持 

 

2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

(1) 想定される経年劣化事象の抽出 

計測用変圧器について，機能達成に必要な項目を考慮して主要な部位に展開した上

で，個々の部位の材料，構造，使用条件（電圧，温度等）及び現在までの運転経験を

考慮し，表 2.2-1 に示すとおり，想定される経年劣化事象を抽出した（表 2.2-1 で○

又は△，▲）。 

なお，消耗品及び定期取替品は評価対象外とする。 

 

(2) 消耗品及び定期取替品の扱い 

計測用変圧器には，消耗品及び定期取替品はない。 

 

   (3) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の抽出 

     想定される経年劣化事象のうち下記①，②に該当しない事象を高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象と判断した。 

なお，下記①，②に該当する事象については，2.2.3 項に示すとおり，高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想

定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象

として表 2.2-1 で△） 

 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，

今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられ

る経年劣化事象（日常劣化管理事象以外として表 2.2-1 で▲） 

 

この結果，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象が抽出された

（表 2.2-1 で○）。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 
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2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定

した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ダクトスペーサ及び支持碍子の絶縁特性低下 

ダクトスペーサ及び支持碍子は，無機物であるため環境的要因により経年的に劣

化が進行し，絶縁特性の低下が想定されるが，屋内空調環境に設置されていること

から，環境的要因による絶縁特性低下の可能性は小さく，点検時に絶縁抵抗測定を

行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，ダクトスペーサ及び支持碍子の絶縁特性低下は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

b. 鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食） 

鉄心及び鉄心締付ボルトは，電磁鋼及び炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能

性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を

実施することとしている。 

したがって，鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 接続導体の腐食（全面腐食） 

接続導体は，銅であるため腐食が想定されるが，屋内空調環境に設置されている

ことから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要

に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

したがって，接続導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではないと判断する。 

 

d. クランプ，変圧器箱及び取付ボルトの腐食（全面腐食） 

クランプ，変圧器箱及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，

表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可

能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替

を実施することとしている。 

したがって，クランプ，変圧器箱及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化

対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定されるが，大気接触部

は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐食の可能性は

小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施

することとしている。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目

すべき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今

後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経

年劣化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食） 

埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行に

より腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発

生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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表 2.2-1 計測用変圧器に想定される経年劣化事象 

機能達成に
必要な項目

サブシステム 部位 
消耗品・
定期取替品

材料 

経年劣化事象 

備考 
減肉 割れ 絶縁 導通 信号

その他

摩耗 腐食
疲労
割れ

応力
腐食
割れ

絶縁
特性
低下

導通
不良

特性
変化

電圧変成 
機能の維持 

電圧変成 

変圧器コイル  銅，絶縁紙，ガラス繊維     ○    
*1:大気接触部 

*2:コンクリート

埋設部 
ダクトスペーサ  磁器     △    

鉄心  電磁鋼  △       

鉄心締付ボルト  炭素鋼  △       

接続導体  銅  △       

機器の支持 支持 

クランプ  炭素鋼  △       

変圧器箱  炭素鋼  △       

取付ボルト  炭素鋼  △       

埋込金物  炭素鋼  
△*1

▲*2       

支持碍子  磁器     △    

○：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の評価 

(1) 変圧器コイルの絶縁特性低下 

a. 事象の説明 

変圧器コイルの絶縁物は，有機物であるため熱による特性変化，絶縁物に付着する

埃，絶縁物内空隙での放電等の熱的，電気的及び環境的要因により経年的に劣化が進

行し，絶縁特性低下を起こす可能性がある。 

ただし，変圧器は低電圧の機器であるため，電気的な劣化は起きないと考えられる。 

 

b. 技術評価 

① 健全性評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下要因としては，コイルの通電電流による熱的劣化，

絶縁物表面に埃が付着・吸湿して沿面絶縁を低下させる環境的劣化があるが，これ

までの点検実績から最も絶縁特性低下に影響を及ぼす要因は熱的劣化であること

から，長期間の使用を考慮すると絶縁特性低下が起こる可能性は否定できない。 

 

② 現状保全 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，点検時に絶縁物の変色有無や塵埃付着

の有無等の目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を行い，熱的劣化による有意な絶縁特

性低下のないことを確認している。 

また，これらの点検で有意な絶縁特性の低下が確認された場合は，補修又は取替

えることとしている。 

 

③ 総合評価 

変圧器コイルの絶縁特性低下の可能性は否定できないが，現状保全にて絶縁特性

の低下は把握可能である。 

また，今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することで，異常

の有無の確認は可能であり，現状の保全は点検手法として適切であると判断する。 

 

c. 高経年化への対応 

変圧器コイルの絶縁特性低下に対しては，高経年化対策の観点から現状の保全内容

に追加すべき項目はない。今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施す

ることにより絶縁特性低下を監視していくとともに，必要に応じ補修又は取替を行う

こととする。 
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3. 代表機器以外への展開 

本章では，2 章で実施した代表機器の技術評価について，1 章で実施したグループ化で代

表機器となっていない機器への展開について検討した。 

［対象計測用変圧器］ 

① 原子炉保護系 MG セットバイパス変圧器 

② 緊急用計測用変圧器 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，変圧器コイルの絶縁特性低下は，点検時に目視確認，清掃及び絶縁

抵抗測定を実施することで絶縁特性の低下は把握可能である。 

今後も点検時に目視確認，清掃及び絶縁抵抗測定を実施することにより絶縁特性低下

を監視していくとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性は維持で

きると判断する。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認，清掃

及び絶縁抵抗測定を行うとともに，必要に応じて補修又は取替を実施することで健全性

は維持できると判断する。 

したがって，高経年化対策の観点から現状の保全内容に追加すべき項目はない。 

 

3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

(1) 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，想定し

た劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理事象） 

 

a. ダクトスペーサ及び支持碍子の絶縁特性低下［共通］ 

代表機器と同様，ダクトスペーサ及び支持碍子は，無機物であるため環境的要因に

より経年的に劣化が進行し，絶縁特性の低下が想定されるが，屋内空調環境に設置さ

れていることから，環境的要因による絶縁特性低下の可能性は小さく，点検時に絶縁

抵抗測定を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されることから，今後，点検時に絶縁抵抗測定

を行い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持でき

ると考える。 

したがって，ダクトスペーサ及び支持碍子の絶縁特性低下は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 
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b. 鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，鉄心及び鉄心締付ボルトは，電磁鋼及び炭素鋼であるため腐食が

想定されるが，表面は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，

腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又

は取替を実施することとしている。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行

い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，鉄心及び鉄心締付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

c. 接続導体の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，接続導体は，銅であるため腐食が想定されるが，屋内空調環境に

設置されていることから，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結

果により必要に応じ補修又は取替を実施することとしている。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行

い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，接続導体の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象ではないと判断する。 

 

d. クランプ，変圧器箱及び取付ボルトの腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，クランプ，変圧器箱及び取付ボルトは，炭素鋼であるため腐食が

想定されるが，表面は塗装等が施されており，屋内空調環境に設置されていることか

ら，腐食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補

修又は取替を実施することとしている。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行

い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，クランプ，変圧器箱及び取付ボルトの腐食（全面腐食）は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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e. 埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（大気接触部）は，炭素鋼であるため腐食が想定される

が，大気接触部は塗装が施されており，屋内空調環境に設置されていることから，腐

食の可能性は小さく，点検時に目視確認を行い，その結果により必要に応じ補修又は

取替を実施することとしている。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されることから，今後，点検時に目視確認を行

い，その結果により必要に応じ補修又は取替を実施することで健全性を維持できると

考える。 

したがって，埋込金物（大気接触部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策上着目す

べき経年劣化事象ではないと判断する。 

 

(2) 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等により，今後

も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考えられる経年劣

化事象（日常劣化管理事象以外） 

 

a. 埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）［共通］ 

代表機器と同様，埋込金物（コンクリート埋設部）は，炭素鋼であるため腐食が想

定される。 

コンクリート埋設部ではコンクリートの大気接触部表面からの中性化の進行によ

り腐食環境となるが，コンクリートが中性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生す

るまで長期間を要す。 

緊急用計測用変圧器は，新たに設置されるが，代表機器と同様，コンクリートが中

性化に至り，埋込金物に有意な腐食が発生するまで長期間を要す。 

したがって，埋込金物（コンクリート埋設部）の腐食（全面腐食）は高経年化対策

上着目すべき経年劣化事象ではないと判断する。 
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1. 耐震安全性評価の目的 

「高経年化対策に関する各機器・構造物における技術評価」（以下，「技術評価」という）

検討においては機器の材料，環境条件等を考慮し，発生し得る経年劣化事象に対して，これ

らが適切な保全対策を行うことにより管理し得るかについて検討したが，保全対策を講じる

ことによっても管理ができないという経年劣化事象は抽出されていない。 

したがって，耐震性を考慮した場合にも，耐震性に影響を与える経年劣化事象を保全対策

により適切に管理することで，安全性の確保が可能であると考えられる。 

しかしながら，高経年プラントの耐震性については，上記経年劣化事象の管理の観点から

も，技術的評価を実施して安全性を確認しておく必要があると思われることから，高経年化

対策の検討の一環としてこれを実施するものである。 
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2. 耐震安全性評価の進め方 

2.1 評価対象機器 

評価対象機器は，「技術評価」における評価対象機器と同じとする。 

 

2.2 評価手順 

(1) 代表機器の選定 

「技術評価」における代表機器を本検討の代表機器として選定する。ただし，「技術

評価」において機器のグループ化を行ったが，同一グループ内に「技術評価」の代表機

器より耐震重要度の上位の機器が存在する場合には，これについても代表機器として評

価することとする。 

 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

耐震安全性評価にあたっては，「技術評価」における保全対策等に対する評価結果

を取り入れることとする。 

「技術評価」においては，想定される経年劣化事象のうち，以下の経年劣化事象に

該当するものについて，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象として

いる。 

 

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管理

事象で△） 

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等によ

り，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考

えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外で▲） 

 

耐震安全性評価においては，想定される全ての経年劣化事象のうち，②の経年劣化

事象については，現在発生しておらず，今後発生の可能性がない，又は小さい経年劣

化事象であることから，耐震安全性に有意な影響を与えるものではないと判断し，評

価の対象外とする。 

したがって，「技術評価」で検討された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象及

び高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象①の経年劣化事象を耐震安

全性評価の対象とする。 
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b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出は，以下の 3ステップで実施す

る。（表 1-1 参照） 

【ステップ 1】 

a.項の検討結果より，耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象は，「技術評価」

における想定される経年劣化事象のうち，下記に該当するものを抽出する。 

a）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

b）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象 

  （前項 a.で①に分類したもの） 

【ステップ 2】 

ステップ 1 で抽出した耐震安全性評価の対象となる経年劣化事象を以下の観点

で整理し，ⅰの事象は除外，ⅱの事象についてはステップ 3に進む。 

ⅰ 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

ⅱ 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

【ステップ 3】 

ステップ2で抽出された経年劣化事象について，これらの事象が顕在化した場合，

代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微もし

くは無視」できるかを検討し，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出

を行う。 

ステップ 1で抽出した b）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象

に対する，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出については，まとめ

て表 2に整理し，抽出された経年劣化事象について，個別機器の耐震安全性評価に

おいて評価結果を記載する。 

 

 



 

 

－
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表 1-1 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出までの手順 

「技術評価」で想定される経年劣化事象 ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 備考 

高経年化対策上

着目すべき 

経年劣化事象 

下記 1）～2）を除く経年劣化事象 ○ 

ⅰ

現在発生しておらず，今後も

発生の可能性がないもの，又

は小さいもの 

× ×  

ⅱ

現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否

定できないもの 

○

振動応答特性上又は構造・強度

上「軽微もしくは無視」できな

い事象 

◎
耐震安全上考慮する必要

のある経年劣化事象は個

別機器ごとに抽出 振動応答特性上又は構造・強度

上「軽微もしくは無視」できる

事象 

■

高経年化対策上

着目すべき 

経年劣化事象 

ではない事象 

1）△ 

想定した劣化傾向と実際の劣化傾向

の乖離が考え難い経年劣化事象であ

って，想定した劣化傾向等に基づき

適切な保全活動を行っているもの 

（日常劣化管理事象） 

○ 

ⅰ

現在発生しておらず，今後も

発生の可能性がないもの，又

は小さいもの 

－ －  

ⅱ

現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否

定できないもの 

○

振動応答特性上又は構造・強度

上「軽微もしくは無視」できな

い事象 

◎
ステップ 3 に係る検討に

ついては，「表 2」にて耐

震安全上考慮する必要の

ある経年劣化事象を抽出 
振動応答特性上又は構造・強度

上「軽微もしくは無視」できる

事象 

■

2）▲ 

現在までの運転経験や使用条件から

得られた材料試験データとの比較等

により，今後も経年劣化の進展が考

えられない，又は進展傾向が極めて

小さいと考えられる経年劣化事象 

（日常劣化管理事象以外） 

－ － －  

○：評価対象として抽出 

－：評価対象から除外 

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいものとして評価対象から除外 

■：振動応答特性上又は構造・強度上「軽微もしくは無視」できる事象として評価対象から除外 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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(3) 経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

前項で整理された耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象ごとに，耐震安全性に

関する詳細評価を実施する。特に，同一事象が複数の機器（同一グループの機器に限ら

ない）に発生する可能性がある場合は，必要に応じて当該事象に対する詳細評価を実施

する機器を選定することとする。 

耐震安全性評価は，日本電気協会「原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG 4601-1984，

JEAG 4601-1987，JEAG 4601-1991）」（以下，JEAG 4601「原子力発電所耐震設計技術指針」

という）等に基づき行われ，評価の基本となる項目は，大別すると以下のとおり分類さ

れる。 

① 設備の耐震重要度分類 

② 設備に作用する地震力の算定 

③ 想定される経年劣化事象のモデル化 

④ 振動特性解析（地震応答解析） 

⑤ 地震荷重と内圧等他の荷重との組み合わせ 

⑥ 許容限界との比較 

 

これらの項目のうち，経年劣化の影響を受けるものとしては，④及び⑥が考えられる

が，各経年劣化事象に対してこの手法に従って耐震安全性を確認することとし，耐震安

全性評価にあたっての評価用地震力は，各設備の耐震重要度に応じて以下のとおり選定

する。また，常設重大事故等対処設備については，各設備の区分に応じた評価用地震力

を選定する。 

 

・耐震 Sクラス 

－基準地震動 SS*1により定まる地震力（以下，「SS地震力」という） 

－弾性設計用地震動 Sd*2により定まる地震力と Sクラスの機器に適用される静的

地震力のいずれか大きい方*3（以下，「弾性設計用地震力」という） 

・耐震 Bクラス 

－Bクラスの機器に適用される静的地震力*4,*5 

・耐震 Cクラス 

－Cクラスに適用される静的地震力*5 

    

   なお，基準地震動の最大加速度を表 1-2 に示す。 

 

＊1 「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則

（平成 25 年原子力規制委員会規則第 5号）」に基づき策定した，応答スペクトル

に基づく地震動評価による基準地震動（SS-D1），断層モデルを用いた手法に基づ

く地震動評価による基準地震動（SS-11～14 ,SS-21,22）及び震源を特定せず策定

する基準地震動（SS-31）。 
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＊2 弾性設計用地震動 Sdの応答スペクトルは，基準地震動 SSの応答スペクトルに，

それぞれ係数 0.5 を乗じて設定している。 

＊3 SS地震力及び弾性設計用地震力による評価のうち，許容値が同じものについては

厳しい方の数値で代表する。 

また，許容値が異なり SS地震力が弾性設計用地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力が弾性設計用地震力の許容応力を下回る場合は，弾性設計用地震力に

よる評価を実施したものとみなす。 

＊4 支持構造物の振動と共振のおそれのあるものについては，弾性設計用地震動 Sd

による地震力の 1/2 についても考慮する。 

＊5 耐震 Sクラスへ波及的影響を及ぼす可能性のある耐震Bクラス及び耐震Cクラス

の評価用地震力は SS地震力を適用する。 

 

表 1-2 考慮した地震と地震動 

項目 内容 

基準地震動 SS

策定に考慮し

た地震 

模擬地震波（SS-D1） 応答スペクトル手法による基準地震動 

内陸地殻内地震 

（SS-11～14） 

Ｆ１断層，北方陸域の断層，塩ノ平地震

断層の連動による地震 

プレート間地震 

（SS-21～22） 
2011 年東北地方太平洋沖型地震 

震源を特定せず策定する地震

動（SS-31） 

2004 年北海道留萌支庁南部地震の検討

結果に保守性を考慮した地震 

地震動の 

最大加速度 

 

SS-D1 
水平（NS・EW）870 cm/s2 

鉛直 560 cm/s2 

SS-11 
水平（NS）717 cm/s2 （EW）619 cm/s2 

鉛直 579 cm/s2 

SS-12 
水平（NS）871 cm/s2 （EW）626 cm/s2 

鉛直 602 cm/s2 

SS-13 
水平（NS）903 cm/s2 （EW）617 cm/s2 

鉛直 599 cm/s2 

SS-14 
水平（NS）586 cm/s2 （EW）482 cm/s2 

鉛直 451 cm/s2 

SS-21 
水平（NS）901 cm/s2 （EW）887 cm/s2 

鉛直 620 cm/s2 

SS-22 
水平（NS）1009 cm/s2 （EW）874 cm/s2

鉛直 736 cm/s2 

SS-31 
水平（NS・EW）610 cm/s2 

鉛直 280 cm/s2 
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(4) 評価対象機器全体の展開 

  代表機器に想定される経年劣化事象の整理及び耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象の整理の妥当性について確認したうえ，代表機器の評価結果を基に評価対象機

器全体に対して同様の評価が可能であるかを検討する。 

この結果，評価対象機器のうち同様と見なせないものについては，耐震安全性評価を

実施する。 

 

(5) 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

地震時に動的機能の維持が要求される機器（JEAG 4601「原子力発電所耐震設計技術

指針」により動的機能維持が要求される機器）については，工事計画において地震時の

応答加速度が各機器の機能確認済加速度以下であることを確認している。 

よって，経年劣化事象に対する動的機能維持評価については， 

・経年劣化事象に対する技術評価 

・技術評価において，高経年化対策上有意と判断される経年劣化事象に対する耐震安

全性評価 

（部位ごとの耐震安全性評価及び設備全体として振動応答特性に有意な影響を及

ぼさないことの確認） 

を踏まえ，経年劣化事象を考慮しても地震時に動的機能が要求される機器の地震時の応

答加速度が各機器の機能確認済加速度以下であるかを検討する。 

 

(6) 保全対策に反映すべき項目の抽出 

以上の検討結果を基に，耐震安全性の観点から保全対策に反映すべき項目があるかを

検討する。 
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2.3 耐震安全性評価に関する共通事項 

(1) 耐震安全性を維持できることが既知である経年劣化事象 

日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 JSME S NA1-2008」（以下，「維持規

格」という）及び原子力安全推進協会「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン」（以下，

「ガイドライン」という）に基づき点検・評価している経年劣化事象のうち，粒界型応

力腐食割れについては，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に該当するもので

ある。 

しかしながら，上記の経年劣化事象については，維持規格及びガイドラインにおいて

機器の振動応答特性又は構造強度への影響を評価しており，現状保全を継続することに

より耐震安全性は維持できると判断される。 

ただし，炉心シュラウド（下部胴）のうち炉心シュラウド－シュラウドサポート周溶

接線，シュラウドサポートのうちシュラウドサポート縦溶接線については，過去の点検

において粒界型応力腐食割れが確認されており，当時の指示文書等に基づいて経済産業

省に健全性評価結果の報告をした上で継続運転を行ったことを踏まえ，基準地震動 SSに

よる評価結果を記載する。 

 

(2) 耐震安全性に影響を与えないことが自明な経年劣化事象 

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象のうち，絶縁低下，特性変化及び導通不

良については，以下のとおり発生する部位によらず機器の振動応答特性又は構造・強度

への影響が｢軽微もしくは無視｣できるものと判断されるため，本項の評価を当該事象の

耐震安全性評価とし，個別機器における記載を省略する。 

 

a. 絶縁特性低下（絶縁体の水トリー劣化による絶縁特性低下を含む） 

機器の質量等，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，

地震により絶縁特性低下の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性への

影響は無視できるものと判断する。 

 

b. 特性変化 

計測制御設備等の特性変化は長期間の使用に伴い入出力の特性が変化する事象で

あり，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係である。 

また，地震により特性変化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性

への影響は無視できるものと判断する。 

 

c. 導通不良 

機器の質量等，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，

地震により導通不良の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性への影響

は無視できるものと判断する。 
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(3) 基礎ボルトの耐震安全性評価 

基礎ボルト（アンカボルトを含む）に関する耐震安全性評価は，個別機器での評価が

必要な場合を除いて，第 3.15 項で評価を実施するものとし，個別機器の評価では記載

を省略する。 

 

(4) 新規制基準適合に係る審査の反映 

  新規制基準適合性に係る審査（原子炉設置変更許可（平成 30 年 9 月））及び工事計画

認可（平成 30 年 10 月）の内容を，劣化状況評価における耐震安全性評価に適切に反映

する。（表 1-3 参照） 

 

表 1-3 新規制基準適合性に係る審査の反映 

項目 内容 

原子炉設置変更

許可の反映 
基準地震動 

・基準地震動 SS-D1,11～14,21,22,31 に対する評価

を行う。 

工事計画の反映 

工事計画を前提と

した耐震安全性 

評価 

・現状の設備状態に基づき耐震安全性評価を行うこ

とを基本とするが，工事計画に係る設備のうち工

事が完了していない設備については，工事計画認

可申請書どおりに工事が実施されることを前提と

した耐震安全性評価を行う。 

水平２方向および

鉛直方向地震力の

組合せに関する影

響評価 

・工事計画における水平２方向および鉛直方向地震

力の組合せによる影響評価の評価部位に対し，耐

震安全上考慮する必要のある経年劣化事象は想定

されなかったため，影響評価不要と判断した。 

制御棒挿入性評価

における時刻歴解

析手法の適用 

・制御棒挿入性に影響を与える可能性のある経年劣

化事象が抽出されなかったことから，経年劣化事

象を考慮した地震時の燃料集合体の変位を評価し

た結果は，工事計画で確認した 16.8 mm となり，

機能確認済相対変位である約 40 mm 以下となるこ

とを確認した。 

その他工事計画に

おける評価手法等

の適用 

・工事計画にて適用されている評価手法等（評価モ

デル，最新知見として得られた減衰定数等）を適

切に反映した評価を行う。 

耐震設計上の重要 

度等の扱い 

・設計基準対象設備において S クラス施設のうち，

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備に

ついては，基準地震動 SSに対する評価を行う。 

・常設重大事故等対処設備のうち，常設耐震重要重

大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備につい

ては，基準地震動 SSに対する評価を行う。 
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(5) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象の抽出 

2.2(2)項における a.①の経年劣化事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象の抽出については，まとめて表2に整理し，抽出された経年劣化事象について，

個別機器の耐震安全性評価において評価結果を記載する。 

 

(6) 東北地方太平洋沖地震による地震動の影響評価 

東北地方太平洋沖地震時の原子炉建屋の EL.-4.0 m（地下 2階），EL.14.0 m（地上 2

階），EL.29.0 m（地上 4階）及び EL.46.5 m（地上 6階）に設置される地震計における

観測記録と，観測記録を踏まえた原子炉建屋のシミュレーション解析結果を比較すると，

EL.-4.0 m（地下 2階）を除く標高（階高）の一部の周期帯で観測記録がシミュレーショ

ン解析結果を上回っているものの，設備影響評価を行い，影響のないことを確認した。 

また，東北地方太平洋沖地震による疲労の影響を考慮し，低サイクル疲労による疲労

累積係数，東北地方太平洋沖地震による疲労累積係数及び基準地震動 SS，又は弾性設計

用地震動 Sdによる疲労累積係数の合計値が許容値を下回り，耐震安全性評価上問題のな

いことを確認した。 

東北地方太平洋沖地震後の各設備の外観目視点検（ウォークダウン）にて，耐震安全

性評価対象機器に対しては目視可能な範囲について地震による損傷のないことを確認

している。 
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表 2(1/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

ポンプ ターボポンプ 主軸の摩耗 ■ 

主軸については剛性が十分にあり，目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持

していることから，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では剛性はほとん

ど変化せず固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるものではな

い。 

ポンプ 
ターボポンプ， 

原子炉再循環ポンプ 

羽根車とケーシングリング間

の摩耗 
■ 

目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性

に影響を与えるものではない。 

ポンプ ターボポンプ 
軸受箱の外面，ベースの腐食

（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

ポンプ ターボポンプ 

主軸，中間軸継手，羽根車，ケ

ーシングリング，軸受箱，デリ

ベリ，コラムパイプ，ケーシン

グ，取付ボルトの腐食（孔食・

隙間腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

ポンプ ターボポンプ 水中軸受の摩耗 ■ 

目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

ポンプ ターボポンプ 
シール水クーラの腐食（全面腐

食），浸食 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

ポンプ ターボポンプ 

羽根車，ケーシング，コラムパ

イプ及びデリベリの腐食（流れ

加速型腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

ポンプ ターボポンプ 
軸継手，取付ボルトの腐食（全

面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(2/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 

耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

ポンプ ターボポンプ すべり軸受の摩耗及びはく離 ■ 

摩耗については，目視点検及び寸法測定を，はく離については目視点検及び非破壊検

査により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進

行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるもの

ではない。 

ポンプ ターボポンプ 
主軸のフレッティング疲労割

れ 
■ 

目視点検，非破壊検査により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性

に影響を与えるものではない。 

ポンプ ターボポンプ 

ケーシング，コラムパイプ，デ

リベリの外面の腐食（全面腐

食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

ポンプ ターボポンプ 

ケーシング，コラムパイプ，デ

リベリ，バレルの内面の腐食

（全面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

ポンプ ターボポンプ 
ケーシング，ケーシングカバ

ー，マウントの腐食（全面腐食）
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

ポンプ ターボポンプ 
シール水クーラ伝熱管の異物

付着 
■ 

海水が接液する伝熱管への異物付着による重量増加は，伝熱管本体の重量と比較して

十分小さく，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

ポンプ ターボポンプ 
サイクロンセパレータの貫粒

型応力腐食割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

ポンプ 往復ポンプ プランジャの摩耗，はく離 ■ 

目視点検，寸法測定，非破壊検査により機器の健全性を維持しており，現状保全によ

って管理される程度の範囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

ポンプ 往復ポンプ 
プランジャの腐食（隙間腐

食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの  
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表 2(3/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

ポンプ 往復ポンプ 

クランクケース，潤滑油ユニッ

ト油ポンプ，潤滑油ユニット油

配管，潤滑油ユニットストレー

ナ，ケーシングカバー（吐出側）

の外面及びベースの腐食（全面

腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

ポンプ 往復ポンプ 取付ボルトの腐食（全面腐食） ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

ポンプ 原子炉再循環ポンプ スタッドボルトの腐食 ■ 

通常，窒素雰囲気環境下に設置されており腐食の発生の可能性は小さいこと及び分解

点検時の手入れ・清掃により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性

に影響を与えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 

取付ボルト，支持脚，ラグ，架

台，台車，ベースプレート，基

礎ボルト（塗装部）の腐食（全

面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 
基礎ボルト直上部の腐食（全面

腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

熱交換器 U 字管式 
フランジボルトの腐食（全面腐

食） 
■ 

分解点検時の手入れ・清掃により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管

理される程度の範囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安

全性に影響を与えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 
水室（内面），管板（内面）の腐

食（局部腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(4/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

熱交換器 U 字管式 
伝熱管の腐食（流れ加速型腐

食） 
◎ 

伝熱管に現状保全によって管理される程度の腐食を想定した場合，部材断面の減少に

よる剛性低下は有意であるため，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として

抽出する。 

熱交換器 U 字管式 

管支持板，胴（内面），ドレンタ

ンク（内面），マンホール蓋（内

面）の腐食（流れ加速型腐食）

■ 

ドレンタンクについては目視点検及び肉厚測定，管支持板，胴及びマンホール蓋につ

いては目視点検又は肉厚測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって

管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であると考えられること

から，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 

水室（内面），胴（内面），ドレ

ンタンク（内面），マンホール蓋

（内面），水室カバー（内面），

上蓋（内面），仕切板，取付ボル

ト，支持脚スライド部，ラグス

ライド部の腐食（全面腐食） 

■ 

目視点検又は肉厚測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 
伝熱管の摩耗及び高サイクル

疲労割れ 
■ 

伝熱管は支持板により適切なスパンで支持することで振動を抑制しており，現状保全

によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることか

ら，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 
管支持板の腐食（流れ加速型腐

食） 
◎ 

管支持板に現状保全によって管理される程度の腐食を想定した場合，伝熱管の支持機

能低下は有意であるため，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出す

る。 

熱交換器 U 字管式 

水室（外面），管板（外面），胴

（外面），水室カバー（外面），

ドレンタンク（外面），マンホー

ル蓋（外面），上蓋（外面）の腐

食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

熱交換器 U 字管式 伝熱管の異物付着 ■ 
伝熱管への異物付着による重量増加は，伝熱管本体の重量と比較して十分小さく，固

有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(5/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

熱交換器 U 字管式 胴（内面）の腐食（全面腐食） ◎ 

胴に現状保全によって管理される程度の腐食を想定した場合，部材断面の減少による

剛性低下は有意であるため，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出

する。 

熱交換器 プレート式熱交換器 伝熱板の異物付着 ■ 
伝熱板の異物付着による重量増加は，伝熱板本体の重量と比較して十分小さく，固有

振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

熱交換器 プレート式熱交換器 

側板，締付ボルト，ガイドバー

サポート，取付ボルトの腐食

（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

ポンプモータ 
高圧ポンプモータ 

低圧ポンプモータ 
主軸の摩耗 ■ 

主軸については剛性が十分にあり，寸法測定により機器の健全性を維持しており，現

状保全によって管理される程度の範囲の進行では剛性はほとんど変化せず固有振動数

への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

ポンプモータ 
高圧ポンプモータ 

低圧ポンプモータ 

固定子コア及び回転子コアの

腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

ポンプモータ 高圧ポンプモータ 

フレーム，エンドブラケット，

端子箱，空気冷却器，通風箱，

取付ボルトの腐食（全面腐食）

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

ポンプモータ 高圧ポンプモータ 
軸受（すべり）の摩耗及びはく

離 
■ 

摩耗については，目視点検及び寸法測定を，はく離については目視点検及び非破壊検

査により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進

行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるもの

ではない。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは

無視｣できるもの 
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表 2(6/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

ポンプモータ 低圧ポンプモータ 

フレーム，エンドブラケット，

ファン，ファンカバー，ステー

タバンド，端子箱，取付ボルト，

及び締め付けボルトの腐食（全

面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

容器 原子炉圧力容器 

ステンレス鋼及び高ニッケル

合金使用部位（母材，溶接部）

の粒界型応力腐食割れ 

■ 

再循環系の出・入口ノズルのセーフエンド溶接部及びジェットポンプ計測管貫通ノズ

ル等は，維持規格等に基づき目視点検及び超音波探傷検査により機器の健全性を維持

しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は

軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。  

またブラケットについては，原子炉圧力容器の内部取付物であり，構造強度部材では

ないこと及び炉心の支持機能（制御棒挿入性）を有するものではないことから，耐震

安全性に影響を与えるものではない。 

容器 原子炉格納容器 
主フランジボルトの腐食（全面

腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

容器 原子炉格納容器 

ドライウェル（上鏡，円錐胴），

サプレッション・チェンバ本体

（気中部），上部及び下部シア

ラグ，サプレッション・チェン

バ本体（水中部），底部コンクリ

ートマット（ライナープレー

ト），ダイヤフラムフロア（ガー

ダ），スタビライザ，真空破壊

弁，ドライウェルスプレイヘッ

ダ，サプレッション・チェンバ

スプレイヘッダ及びダウンカ

マパイプの腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(7/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

容器 原子炉格納容器 
サンドクッション部（鋼板），リ

ングガーダの腐食（全面腐食）
■ 

サンドクッション部（鋼板）及びリングガーダは，他プラントにおいて原子炉格納容

器上部の漏えい水が流入し，サンドクッション部のドレン管が閉塞していたために当

該部の胴板が腐食した事例があるが，当該漏えい箇所は溶接構造となっており腐食が

発生する可能性は小さいことから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

容器 原子炉格納容器 
ダイアフラムフロアベローズ

の硬化 
■ 

定期的な硬度測定及び目視点検により機器の健全性を維持しており，地震により硬化

の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

容器 
機械ペネトレーショ

ン 

耐圧構成品，取付ボルトの腐食

（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理又は開放点検時の手入れ・清掃により機器の健全性を維持しており，現

状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であるこ

とから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

容器 

機械ペネトレーショ

ン 

その他容器 

ベローズ，鏡板，胴板等の貫粒

型応力腐食割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

容器 その他容器 

鏡板，胴板等，支持鋼材，支持

脚，取付ボルト，埋込金物（大

気接触部）及びフランジボルト

の腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

容器 その他容器 
本体，フランジカバー及びエレ

メントの腐食（孔食・隙間腐食）
■ 

内部流体が海水であることから防食亜鉛板の管理により機器の健全性を維持してお

り，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微で

あることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(8/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

配管 ステンレス鋼配管 配管の貫粒型応力腐食割れ ■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

配管 ステンレス鋼配管 

オイルスナッバ，ハンガ，レス

トレイント，サポート取付ボル

ト・ナット，埋込金物（大気接

触部）の腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

配管 
ステンレス鋼配管 

炭素鋼配管 

フランジボルト・ナットの腐食

（全面腐食） 
■ 

目視点検又は分解時の手入れ・清掃により機器の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

配管 炭素鋼配管 配管の腐食（流れ加速型腐食） ◎ 

日本機械学会「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関す

る技術規格（JSME S NH1-2006）」に基づく管理ランクが FAC-2 及び FAC-S の範囲に該

当する原子炉系（純水部，蒸気部）等は，現状保全によって管理される程度の腐食を想

定した場合，部材断面の減少による剛性低下は有意であるため，耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象として抽出する。なお，同規格の FAC-1 の範囲については，

現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微である

ことから，耐震安全性に影響を与えるものではないが（事象区分：■），知見拡充の観

点で必要な範囲について，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出す

る。 

配管 炭素鋼配管 
配管及びクローザージョイン

トの腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理を行っており，また，内面ライニングについては目視点検により機器の

健全性を維持していることから，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では

固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

配管 炭素鋼配管 二重管の外面腐食（全面腐食） ■ 

肉厚測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(9/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

配管 炭素鋼配管 二重管の内面腐食（全面腐食） ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

配管 炭素鋼配管 配管の外面腐食（隙間腐食） ■ 

配管肉厚管理マニュアルに基づく目視点検（保温材ありの場合はルート上のボトム部

を代表部位とし保温材を取外した状態で目視点検を実施）により機器の健全性を維持

しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は

軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

配管 炭素鋼配管 

ラグ，レストレイント，オイル

スナッバ，メカニカルスナッ

バ，ばね防振器，ハンガ，サポ

ート取付ボルト・ナット，埋込

金物（大気接触部）の腐食（全

面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

配管 低合金鋼配管 

オイルスナッバ，ハンガ，ラグ，

レストレイント，サポート取付

ボルト・ナット及び埋込金物

（大気接触部）の腐食（全面腐

食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

配管 低合金鋼配管 
配管の腐食（液滴衝撃エロージ

ョン） 
■ 

エロージョンについては，局部的な範囲に限定されると考えられること及び配管肉厚

管理マニュアルに基づき肉厚測定及び放射線透過検査により機器の健全性を維持して

いることから，現状保全によって管理される程度の腐食による固有振動数への影響は

軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 仕切弁 
弁箱，弁ふたの外面の腐食（全

面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 

  



 

－
 
20
 
－
 

表 2(10/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 

仕切弁，玉形弁，逆止

弁，バタフライ弁，ボ

ール弁，安全弁，主蒸

気隔離弁，爆破弁，主

蒸気逃がし安全弁，

破壊板，制御弁 

ジョイントボルト・ナットの腐

食（全面腐食） 
■ 

分解点検時の手入れ・清掃により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管

理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

弁 
仕切弁，玉形弁，ボー

ル弁 
ヨークの腐食（全面腐食） ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 仕切弁 
弁箱，弁ふた，弁体，弁座の腐

食（流れ加速型腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 仕切弁 
弁箱（内面），弁ふた（内面），

弁体，弁座の腐食（全面腐食）
■ 

目視点検により機器（ステンレス鋼弁及び内包流体が防錆剤入り純水を除く）の健全

性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数へ

の影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 仕切弁 

弁体シートリング，弁座シート

リング，弁棒の腐食（孔食・隙

間腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 仕切弁 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食） ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，腐食が発生しても，現状保全によって

管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安

全性に影響を与えるものではない。 

弁 仕切弁 弁体，弁座の摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 仕切弁 
弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食

割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 

 



 

－
 
21
 
－
 

表 2(11/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 玉形弁 

弁箱（弁座一体型含む）の外面，

弁ふた（ヨーク一体型含む）の

外面，ヨークの腐食（全面腐食）

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 玉形弁 

弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨ

ーク一体型含む），弁体の腐食

（流れ加速型腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 玉形弁 

弁箱（弁座一体型含む）（内面），

弁ふた（内面），弁体の腐食（全

面腐食） 

■ 

目視点検により機器（ステンレス鋼弁を除く）の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 玉形弁 
弁箱，弁ふた，弁体，弁座，弁

棒の腐食（孔食・隙間腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 玉形弁 

弁箱（弁座一体型），弁ふた（ヨ

ーク一体型含む）弁棒の腐食

（全面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 玉形弁 弁箱（弁座一体型），弁体の摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 玉形弁 
弁箱（弁座一体型），弁ふたの貫

粒型応力腐食割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 玉形弁 弁体の腐食（エロージョン） ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 逆止弁 
弁箱，弁ふたの外面の腐食（全

面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 



 

－
 
22
 
－
 

表 2(12/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 逆止弁 
弁箱，弁ふた，弁体，アーム，

弁座の腐食（流れ加速型腐食）
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 逆止弁 アーム，弁棒，弁体の摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 逆止弁 
弁箱（内面），弁ふた（内面），

弁体，弁棒の腐食（全面腐食）
■ 

目視点検により機器（ステンレス鋼弁を除く）の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 逆止弁 
弁箱，弁ふたの貫粒型応力腐食

割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 逆止弁 
弁箱，弁ふた，弁体の粒界型応

力腐食割れ 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 逆止弁 

弁箱，弁ふた，弁体，弁座，ア

ーム，弁棒の腐食（孔食・隙間

腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 バタフライ弁 
弁箱（外面），底ふた（外面），

ヨークの腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 バタフライ弁 
弁箱（内面），底ふた（内面），

弁体の腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(13/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 バタフライ弁 弁棒，ピン，ブッシュの摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 バタフライ弁 弁棒の腐食（孔食・隙間腐食） ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 安全弁 弁箱の外面の腐食（全面腐食） ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 安全弁 弁箱の内面の腐食（全面腐食） ■ 

目視点検により機器（ステンレス鋼弁を除く）の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 安全弁 
ノズルシートの腐食（全面腐

食） 
■ 

目視点検により機器（ステンレス鋼弁を除く）の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 安全弁 
弁体，ノズルシートの腐食（孔

食・隙間腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，腐食が発生しても，現状保全によって

管理される程度の腐食による固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性

に影響を与えるものではない。 

弁 安全弁 
弁箱，ジョイントボルト・ナッ

トの貫粒型応力腐食割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 ボール弁 
弁箱，弁ふた，ヨークの貫粒型

応力腐食割れ 
■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(14/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 
原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 
軸受の摩耗 ■ 

目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持しており，また，軸受の摩耗抑制の

ため，絞り運転時間を管理していることから，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるものでは

ない。 

弁 
原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 
ピストンの摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 
原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 

油圧ポンプケーシング（外面），

油圧ポンプフランジボルト，フ

ィルタベース（外面），フィルタ

フランジボルト，フィルタケー

シング（外面），配管埋込金物

（外面），配管レストレイント，

弁（外面）の腐食（全面腐食）

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 
原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 
カップリングの摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 
原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 

弁箱，ボールシャフト（弁体／

弁棒一体型）の腐食（キャビテ

ーション） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

弁 主蒸気隔離弁 
弁箱，弁ふたの外面の腐食（全

面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 主蒸気隔離弁 
弁箱（内面），弁ふた（内面），

弁座の腐食（流れ加速型腐食）
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行であれば固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(15/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 主蒸気隔離弁 
弁棒（パイロットディスク一体

型）の粒界型応力腐食割れ 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行であれば固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 主蒸気隔離弁 
ヨークロッドの腐食（全面腐

食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 主蒸気逃がし安全弁 
弁箱（内面），弁体，ノズルシー

トの腐食（流れ加速型腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行であれば固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 主蒸気逃がし安全弁 
弁箱（外面），シリンダ（外面），

レバーの腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 爆破弁 弁箱の貫粒型応力腐食割れ ■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 制御弁 
弁箱及び弁ふたの外面の腐食

（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 制御弁 
ヨーク，スプリングケースの腐

食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 制御弁 
弁箱及び弁ふたの腐食（流れ加

速型腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行であれば固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 

 

 



 

－
 
26
 
－
 

表 2(16/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 制御弁 

弁箱，弁ふた及びジョイントボ

ルト・ナットの貫粒型応力腐食

割れ 

■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

弁 電動弁駆動部 

フレーム，ハウジング及びエン

ドブラケット，取付ボルトの腐

食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 電動弁駆動部 
固定子コア及び回転子コアの

腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行であれば固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 電動弁駆動部 主軸の摩耗 ■ 

主軸については剛性が十分にあり，目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持

しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では剛性はほとんど変化せ

ず固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではな

い。 

弁 電動弁駆動部 
電磁ブレーキのライニングの

はく離 
■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

弁 電動弁駆動部 ステムナット及びギアの摩耗 ■ 

動作試験により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行であれば固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

弁 電動弁駆動部 整流子の摩耗 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(17/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 空気作動弁用駆動部 

ダイヤフラムケース，シリン

ダ，シリンダボディ，スプリン

グケース，ケースボルト・ナッ

ト，取付ボルト・ナットの腐食

（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理及び目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管

理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

弁 空気作動弁用駆動部 
ピストン，ラックの腐食（全面

腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

炉内構造物 炉内構造物 ジェットポンプの摩耗 ■ 

ジェットポンプのリストレーナブラケットの摩耗は，水中テレビカメラによる目視点

検の結果から有意な摩耗の進行がないことを確認している。このため，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

炉内構造物 炉内構造物 締付力の低下 ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

炉内構造物 炉内構造物 

炉心シュラウド（下部胴），シュ

ラウドサポートの粒界型応力

腐食割れ 

◎ 

炉心シュラウド及びシュラウドサポートについては応力腐食割れに対する予防保全対

策を実施している。しかしながら,炉心シュラウド（下部胴）の周方向溶接線の一部，

シュラウドサポートの周方向溶接線の一部並びにシュラウドサポートのシリンダ縦溶

接線の一部に粒界型応力腐食割れが確認されている。継続使用に影響のない範囲であ

るが，ひび割れが確認されていることから，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化

事象として抽出する。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(18/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

炉内構造物 炉内構造物 

炉心シュラウド（上部胴及び中

間胴），上部格子板，炉心支持

板，周辺燃料支持金具，制御棒

案内管，炉心スプレイ配管・ス

パージャ，差圧検出・ほう酸水

注入管，ジェットポンプ，中性

子計測案内管，残留熱除去系

（低圧注水系）配管の粒界型応

力腐食割れ 

■ 

炉心シュラウド等については，維持規格等に基づき計画的に水中カメラによる目視点

検を実施し計画的に機器の健全性を確認していること，及び水素注入による腐食環境

改善や一部残留応力低減対策による応力腐食割れ予防保全を実施しており，現状保全

によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることか

ら，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

ケーブル 
ケーブルトレイ・電

線管 

ケーブルトレイ，ファイアスト

ッパ，ユニバーサルチャンネ

ル，パイプクランプ，パイプク

ランプボルト・ナット，サポー

ト，ベースプレート及びサポー

ト取付ボルト・ナット，電線管

（本体）（大気接触部）の外面，

埋込金物（大気接触部）の腐食

（全面腐食） 

■ 

巡視点検にて機器の健全性を確認しており，現状保全によって管理される程度の範囲

の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

ケーブル ケーブル接続部 

端子板，接続端子，オスコンタ

クト，メスコンタクト，レセプ

タクルシェル，シーリングワッ

シャ，プラグシェル，

の腐食 

■ 

機器の点検に合わせて機器の健全性を確認しており，現状保全によって管理される程

度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を

与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(19/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

タービン設備 
高圧タービン，低圧

タービン 
ラビリンスパッキンの摩耗 ■ 

車軸との隙間を寸法計測することにより機器の健全性を維持しており，現状保全によ

って管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐

震安全性に影響を与えるものではない。 

タービン設備 

高圧タービン，低圧

タービン，原子炉給

水ポンプ駆動用蒸気

タービン 

ジャーナル軸受及びスラスト

軸受の摩耗，はく離 
■ 

目視点検及び隙間測定により機器の健全性を維持しており，ジャーナル軸受及びスラ

スト軸受のホワイトメタルの摩耗・はく離が発生しても，軸受の剛性はほとんど変化

せず固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものでは

ない。 

タービン設備 高圧タービン 

車室（内面），パッキンケーシン

グ，パッキンヘッド，翼，噴口

の腐食（流れ加速型腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 高圧タービン 
隔板締付ボルト，隔板，車軸の

腐食（流れ加速型腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 
高圧タービン， 

低圧タービン 

車室（外面）及び軸受台（外面）

の腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

タービン設備 高圧タービン 車室の変形 ■ 

車室水平合わせ面の目視点検及び隙間測定によって管理される程度の範囲の変形に対

しては，合わせ面にひずみが生じたとしても上下車室はボルト締付により一体化して

おり，車室の剛性への影響は無視できることから，耐震安全性に影響を与えるもので

はない。 

タービン設備 高圧タービン 
翼，噴口，隔板締付ボルト，車

軸の応力腐食割れ 
■ 

目視点検，浸透探傷検査，磁粉探傷検査，超音波探傷検査により機器の健全性を維持

しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は

軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

タービン設備 低圧タービン 

内部ケーシングボルト，パッキ

ンケーシング，隔板締付ボル

ト，車軸の腐食（流れ加速型腐

食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(20/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

タービン設備 
高圧タービン， 

低圧タービン 

ケーシングボルト，カップリン

グボルトの腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 低圧タービン 

外部車室（内面），内部車室，抽

気短管，翼，噴口，隔板の腐食

（流れ加速型腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 低圧タービン 
翼，噴口，隔板締付ボルト，車

軸の応力腐食割れ 
■ 

翼，噴口，隔板締付ボルトについては，目視点検，浸透探傷検査を，車軸については目

視点検，磁粉探傷検査，超音波探傷検査により機器の健全性を維持しており，現状保

全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることか

ら，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

タービン設備 
原子炉給水ポンプ駆

動用蒸気タービン 

ラビリンスパッキン，弁棒，ブ

ッシュ，衛帯筺の摩耗 
■ 

ラビリンスパッキンについては車軸との隙間を寸法計測することにより及び弁棒，ブ

ッシュ，衛帯筺については目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

タービン設備 
原子炉給水ポンプ駆

動用蒸気タービン 

車室（内面），パッキンハウジン

グ，翼，噴口，高圧ノズルボッ

クス，車軸，弁箱（内面），弁ふ

た（内面），弁棒，ブッシュ，衛

帯筺，リフトロッド，弁体（主

弁・副弁），弁体，弁座の腐食（流

れ加速型腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 
原子炉給水ポンプ駆

動用蒸気タービン 

車室（外面），軸受台（外面），

弁箱（外面），弁ふた（外面），

ヨーク，支持鋼材の腐食（全面

腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(21/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

タービン設備 
原子炉給水ポンプ駆

動用蒸気タービン 

ケーシングボルト，弁ふたボル

ト，弁体ボルト，隔板固定キー・

ボルト，隔板の腐食（全面腐食）

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 
原子炉給水ポンプ駆

動用蒸気タービン 

弁体（主弁・副弁），弁体，弁座

シート部，ラビリンスパッキン

のエロージョン 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 
原子炉給水ポンプ駆

動用蒸気タービン 

翼，隔板固定キー・ボルト，車

軸，弁体ボルトの応力腐食割れ
■ 

目視点検，浸透探傷検査，超音波探傷検査により機器の健全性を維持しており，現状

保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であること

から，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

タービン設備 主要弁 

弁棒，衛帯筺，バランスチャン

バー，ブッシュ，スタンドの摩

耗 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 主要弁 
弁体及び弁座シート部のエロ

ージョン 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 主要弁 

弁箱及び弁ふた（内面），弁体，

弁座，弁棒，衛帯筺，ブッシュ，

バランスチャンバー，スタンド

の腐食（流れ加速型腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 主要弁 
弁箱（内面），ガイドの腐食（全

面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 主要弁 

弁箱及び弁ふた（外面），弁ふた

ボルト，ヨーク，支持鋼材，埋

込金物の腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

タービン設備 主要弁 
弁棒，弁体ボルトの応力腐食割

れ 
■ 

目視点検及び浸透探傷検査により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管

理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(22/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

タービン設備 
制御装置及び保安装

置 

ケーシング，胴，埋込金物の外

面，取付ボルト，支持鋼材，サ

ポート取付ボルト・ナットの腐

食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

タービン設備 
制御装置及び保安装

置 
主軸の摩耗 ■ 

寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 
非常用系タービン設

備 
主軸，従軸，弁棒の摩耗 ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

タービン設備 
非常用系タービン設

備 

ジャーナル軸受及びすべり軸

受の摩耗，はく離 
■ 

目視点検及び隙間測定により機器の健全性を維持しており，ジャーナル軸受及びすべ

り軸受のホワイトメタルの摩耗・はく離が発生しても，固有振動数への影響は軽微で

あることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

タービン設備 
非常用系タービン設

備 

ケーシングボルト，取付ボル

ト，フランジボルト，弁ふたボ

ルトの腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

タービン設備 
非常用系タービン設

備 

レバー，トリップウェイトの摩

耗 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

タービン設備 
非常用系タービン設

備 

ケーシング，弁箱，弁ふた，レ

バー，胴，タンク，配管，弁の

外面，ベースプレート，支持鋼

材の腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

タービン設備 
非常用系タービン設

備 

胴，ケーシング，配管，弁の内

面，羽根車の腐食（全面腐食）
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

コンクリート

構造物及び鉄

骨構造物 

鉄骨構造物 鉄骨の強度低下 ■ 

目視点検等により構造物の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(23/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

計測制御設備 計測装置 

サンプルポンプモータのコア，

フレーム，エンドブラケット，

計装配管サポート部，計器架

台，計器スタンション，サポー

ト，筐体，検出器ガイド，検出

器取付金具，スリーブ，取付座，

上部閉止板，取付ボルト・ナッ

ト，計器架台取付ボルト，埋込

金物（大気接触部）の腐食（全

面腐食） 

■ 

塗膜等の管理を行っており，また，目視点検により機器の健全性を維持していること

から，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微

であり，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

計測制御設備 計測装置 

水位検出器，検出器ガイド，サ

ポート，ベースプレート，取付

ボルト及び基礎ボルトの腐食

（孔食・隙間腐食） 

■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

計測制御設備 計測装置 

計装配管，継手，計装弁及び過

流量阻止弁の貫粒型応力腐食

割れ 

■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

計測制御設備 
補助継電器盤，操作

制御盤 

筺体，取付ボルト及びチャンネ

ルベースの腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理を行っており，また，目視点検により機器の健全性を維持していること

から，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微

であり，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

空調設備 ファン  V プーリーの摩耗 ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(24/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

空調設備 ファン，空調機 主軸の摩耗 ■ 

主軸については剛性が十分にあり，目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持

していることから，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では剛性はほとん

ど変化せず固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるものではな

い。 

空調設備 ファン 
主軸，羽根車，軸継手の腐食（全

面腐食） 
■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

空調設備 ファン 

ケーシング，ケーシングボル

ト，V プーリー，取付ボルト，

ベースの腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

空調設備 空調機 

ケーシング，ケーシングボル

ト，水室（外面），管板（外面），

冷却コイルボルト，ベース及び

取付ボルトの腐食（全面腐食）

■ 

塗膜等の管理及び目視点検により機器の健全性を維持していることから，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

空調設備 空調機 冷却コイルの異物付着 ■ 

冷却コイルの異物付着による重量増加は，冷却コイル本体の重量と比較して十分小さ

く，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものでは

ない。 

空調設備 空調機 
主軸，羽根車，軸継手の腐食（全

面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

空調設備 冷凍機 
ピストン，D カバー，羽根車，

ライナリングの摩耗 
■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

空調設備 冷凍機 

ケーシング，吐出容器，水室，

胴，冷水配管，ベース，冷水配

管サポートの腐食（全面腐食）

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(25/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

空調設備 冷凍機 

モータ（低圧，開放型）の固定

子コア及び回転子コアの腐食

（全面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

空調設備 冷凍機 

ケーシング，モータ（低圧，開

放型）のフレーム，エンドブラ

ケット及び端子箱の腐食（全面

腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

空調設備 冷凍機 
モータ（低圧，開放型）の主軸

の摩耗 
■ 

主軸については剛性が十分にあり，目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持

していることから，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では剛性はほとん

ど変化せず固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるものではな

い。 

空調設備 フィルタユニット 

ケーシング，デミスタ，エアヒ

ータ，スペースヒータの貫粒型

応力腐食割れ 

■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

空調設備 フィルタユニット 
ベーススライド部，取付ボルト

の腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

空調設備 フィルタユニット ベースの腐食 ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

空調設備 フィルタユニット 
エアヒータ及びスペースヒー

タの断線 
■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

空調設備 ダクト ベローズ，ガスケットの劣化 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(26/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

空調設備 ダクト 

ダクト本体，フランジ，ボルト・

ナット，補強材，支持鋼材及び

埋込金物（大気接触部）の腐食

（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理及び目視点検により機器の健全性を維持していることから，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

空調設備 弁及びダンパ ブッシュの摩耗，固着 ■ 

弁棒の開閉速度は遅く，開閉頻度も少ないことから，現状保全によって管理される程

度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。  

空調設備 弁及びダンパ 

ケーシング，羽根，軸，ウェイ

ト，弁箱，弁体，ハウジング，

支持脚，取付ボルト，ボルト・

ナット，空気作動部，作動部取

付ボルト，連結棒，ハンドル軸

の腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

空調設備 弁及びダンパ 軸の固着 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

機械設備 制御棒 

制御材被覆管，シース，タイロ

ッド，ソケット，ピン，上部ハ

ンドルの粒界型応力腐食割れ 

■ 

機能検査により，粒界型応力腐食割れによる制御棒の制御能力及び動作性に問題がな

いことを確認している。また，通常運転時の引抜状態の制御棒は原子炉圧力容器内下

部プレナム部に設置された制御棒案内管内に収納され,地震時においても制御棒の挿

入を阻害する応力が発生しない構造となっており，挿入状態でも制御棒上下に取り付

けたローラを介して燃料集合体にガイドされ,有意な応力が発生しないことから,耐震

安全性に影響を与えるものではない。                      

機械設備 制御棒駆動機構 

ピストンチューブ，コレットピ

ストン，インデックスチューブ

の隙間腐食 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 

 

 



 

－
 
37
 
－
 

表 2(27/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 制御棒駆動機構 

ピストンチューブ，アウターチ

ューブ，インデックスチュー

ブ，コレットフィンガの粒界型

応力腐食割れ 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 水圧制御ユニット 

スクラム弁，方向制御弁，ラプ

チャーディスク，配管及び弁の

貫粒型応力腐食割れ 

■ 

ステンレス鋼に対する代表ポイントにおける目視点検及び付着塩分量測定（保温材あ

りの場合は，保温材外面及び，保温材を取外した機器外面）を行っており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 水圧制御ユニット 

窒素容器（外面），サポート取付

ボルト，支持脚，取付ボルト，

埋込金物（大気接触部）の腐食

（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 ディーゼル機関本体 空気冷却器伝熱管の異物付着 ■ 

伝熱管の異物付着による重量増加は，伝熱管本体の重量と比較して十分小さく，固有

振動数の変化への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではな

い。 

機械設備 ディーゼル機関本体 

はずみ車，カップリングボル

ト，シリンダヘッドボルト，吸

気管，排気管（外面），クランク

ケース，吸・排気管サポート，

空気冷却器水室及び埋込金物

（大気接触部）の腐食（全面腐

食） 

■ 

塗膜等の管理を行っており，機器の健全性を維持していることから，現状保全によっ

て管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(28/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 ディーゼル機関本体 

過給機ケーシング（冷却水側），

シリンダヘッド（冷却水側），シ

リンダライナ（冷却水側），シリ

ンダブロック（冷却水側）の腐

食（全面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 ディーゼル機関本体 
空気冷却器伝熱管の腐食（流れ

加速型腐食） 
◎ 

定期的な渦流探傷検査により伝熱管の健全性を確認しているが，現状保全によって管

理される程度の腐食を想定した場合，断面減少による剛性低下は有意であるため，耐

震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出する。 

機械設備 
ディーゼル機関付属

設備 

潤滑油系潤滑油冷却器，冷却水

系清水冷却器伝熱管の腐食（流

れ加速型腐食） 

◎ 

定期的な渦流探傷検査により伝熱管の健全性を確認しているが，現状保全によって管

理される程度の腐食を想定した場合，断面減少による剛性低下は有意であるため，耐

震安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出する。 

機械設備 
ディーゼル機関付属

設備 

潤滑油系及び燃料油系機器の

外面，始動用空気系及び冷却水

系機器の外面，サポート取付ボ

ルト・ナット，ベース，機器取

付ボルト，熱交換器フランジボ

ルト等，支持脚，埋込金物（大

気接触部），レストレイント，水

室の腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理を行っており，機器の健全性を維持していることから，現状保全によっ

て管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 
ディーゼル機関付属

設備 
伝熱管の異物付着 ■ 

伝熱管の異物付着による重量増加は，伝熱管本体の重量と比較して十分小さく，固有

振動数の変化への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではな

い。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(29/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 
可燃性ガス濃度制御

系設備 

ブロワキャン（外面），気水分離

器（外面），フランジボルト，配

管（外面），弁（外面），取付ボ

ルト，ベース，筺体，埋込金物

（大気接触部）の腐食 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 
可燃性ガス濃度制御

系設備 
加熱器エレメントの断線 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

機械設備 燃料取替機 

ブレーキプレート，レール取付

ボルト，車輪，レール，ガイド

ローラの腐食（全面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 燃料取替機 
トロリフレーム，ブリッジフレ

ーム及びレールの疲労割れ 
■ 

目視点検及び作動確認により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 燃料取替機 

ケーシング，軸継手，トロリフ

レーム，ブリッジフレーム，筐

体，筐体取付ボルト，車軸，転

倒防止装置の腐食（全面腐食）

■ 

塗膜等の管理を行っており，また，メッキ処理部については目視点検により機器の健

全性を維持していることから，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固

有振動数への影響は軽微であり，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 燃料取替機 

フック，マストチューブ，ガイ

ドレール，ベアリング，車輪，

レール，ガイドローラ，車軸の

摩耗 

■ 

目視点検及び作動確認により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 
燃料取替機，燃料取

扱クレーン 
整流子の摩耗 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(30/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 
燃料取替機，燃料取

扱クレーン 

モータ及び速度検出器の主軸

の摩耗 
■ 

寸法測定を行い機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 燃料取扱クレーン 配線用遮断器の固渋 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

機械設備 
燃料取替機，燃料取

扱クレーン 

モータのフレーム，エンドブラ

ケット，端子箱，取付ボルトの

腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 
燃料取替機，燃料取

扱クレーン 

モータの固定子コア及び回転

子コアの腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 燃料取扱クレーン 
フック及びピンの摩耗及びき

裂 
■ 

目視点検及び浸透探傷検査により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管

理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

機械設備 燃料取扱クレーン 

減速機ケーシング，軸継手，ト

ロリ，サドル，ガーダ，レール

取付ボルト及び浮上がり防止

ラグ，筐体，筐体取付ボルトの

腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 燃料取扱クレーン 

フック，ワイヤドラム，シーブ，

ブレーキドラム，プレート，車

輪及びレールの腐食 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 燃料取扱クレーン 車輪及びレールの摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(31/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 燃料取扱クレーン 
トロリ，サドル，ガーダ及びレ

ールの疲労割れ 
■ 

目視点検及び作動確認により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 
制御用圧縮空気系設

備 

スモールエンドメタル，プーリ

ーの摩耗 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 
制御用圧縮空気系設

備 

圧縮機胴，クランクケース，ア

フタークーラ胴，支持板，管板，

除湿塔胴，配管・弁，プーリー，

フランジボルト，取付ボルト，

配管サポート，サポート取付ボ

ルト・ナット及び埋込金物の腐

食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 
気体廃棄物処理系付

属設備 

フランジボルト，支持脚スライ

ド部の腐食（全面腐食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 
気体廃棄物処理系付

属設備 
支持脚の腐食（全面腐食） ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 
気体廃棄物処理系付

属設備 

放気管，抽気室，排ガス入口管，

管支持板及び胴の腐食（流れ加

速型腐食） 

■ 

目視点検又は肉厚測定により機器の健全性を維持しており現状保全によって管理され

る程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影

響を与えるものではない。 

機械設備 
気体廃棄物処理系付

属設備 
伝熱管の異物付着 ■ 

伝熱管の異物付着による重量増加は，伝熱管本体の重量と比較して十分小さく，固有

振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 新燃料貯蔵ラック サポート部材の腐食 ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(32/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 補助ボイラ設備 
胴，配管等の腐食（流れ加速型

腐食） 
■ 

目視点検又は肉厚測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 補助ボイラ設備 

ケーシング等，ベース，埋込金

物，配管サポートの腐食（全面

腐食） 

■ 

塗膜等の管理又は目視点検により機器の健全性を維持しており現状保全によって管理

される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性

に影響を与えるものではない。 

機械設備 補助ボイラ設備 
主軸，羽根車とケーシングリン

グ間の摩耗 
■ 

目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 補助ボイラ設備 

フランジボルト，汽水胴，水胴，

火炉，管，安全弁，バーナの腐

食（全面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 

主軸，本体胴，軸，ケーシング，

ホッパ，蓋，胴，上板，胴（上

鏡，下鏡，下部胴），伝熱管，管

板，水室，配管及び弁の腐食（孔

食） 

■ 

目視点検により機器（耐食性に優れたステンレス鋼機器を除く）の健全性を維持して

おり，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微

であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 

支持脚，スカート，ベース，フ

ランジボルト・ナット，ケーシ

ングボルト・ナット，取付ボル

ト，水室，主軸，羽根車，上板，

側板，下板，蓋，ドラムクロー

ジャ，胴，本体胴，フレーム，

ケーシング，外殻，破砕機ケー

シング，配管，弁，埋込金物の

腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理又は目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管

理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全

性に影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 

 

 



 

－
 
43
 
－
 

表 2(33/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 廃棄物処理設備 主軸の摩耗 ■ 

目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 

胴，伝熱管，管板，水室，上板，

鏡板，外殻及びケーシングの応

力腐食割れ 

◎ 

目視点検，浸透探傷検査及び漏えい検査により健全性を確認しているが，将来にわた

って発生することが否定できないことから，耐震安全性評価上着目すべき経年劣化事

象として抽出する。 

機械設備 廃棄物処理設備 水室の高サイクル疲労割れ ■ 

加熱器下部水室に接続される配管を適切なスパンで支持することで振動を抑制してお

り，また，目視点検及び浸透探傷検査により機器の健全性を維持しており，現状保全

によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることか

ら，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 
本体，配管及び弁（耐火物）の

減肉 
■ 

目視点検及び寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理さ

れる程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に

影響を与えるものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 
本体，配管及び弁（耐火物）の

割れ 
■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 ダンパの固着 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 
伝熱管の摩耗及び高サイクル

疲労割れ 
■ 

伝熱管は支持板により適切なスパンで支持することで振動を抑制しており，現状保全

によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることか

ら，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 廃棄物処理設備 排気筒筒身の腐食（全面腐食） ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(34/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 排気筒 オイルダンパの摩耗 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 排気筒 

主排気筒筒身，主排気筒管台，

非常用ガス処理系排気筒筒身，

フランジボルト・ナット，主排

気筒鉄塔及び弾塑性ダンパの

腐食 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 排気筒 
オイルダンパの腐食（全面腐

食） 
■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

機械設備 
使用済燃料乾式貯蔵

容器 

底板，二次蓋，外筒，中性子遮

へいカバーの貫粒型応力腐食

割れ 

■ 

塗装により外気との接触を防止し，目視点検により塗膜の状態を確認し機器の健全性

を維持しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への

影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 
使用済燃料乾式貯蔵

容器 

二次蓋締付ボルト，外筒（外

面），底板（外面），二次蓋（外

面），中性子遮へいカバー（外

面），リブ，支持台座，容器押え

金具，トラニオン固定ボルトの

腐食（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 
使用済燃料乾式貯蔵

容器 

トラニオンの貫粒型応力腐食

割れ 
■ 

グリス塗布により外気との接触を防止し，目視点検により塗布状態を確認し機器の健

全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進行では固有振動数

への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるものではない。 

機械設備 水素再結合器 
触媒カートリッジ（触媒）の水

素反応機能低下 
■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(35/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

機械設備 水素再結合器 架台の腐食（全面腐食） ■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

機械設備 基礎ボルト 基礎ボルトの腐食（全面腐食） ◎ 

基礎ボルトに現状保全によって管理される程度の腐食を想定した場合，部材断面の減

少による剛性低下は有意であるため，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象と

して抽出する。 

機械設備 基礎ボルト 
基礎ボルト（塗装部）の腐食（全

面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 

高圧閉鎖配電盤 

動力用変圧器 

低圧閉鎖配電盤 

コントロールセンタ 

ディーゼル発電設備 

MG セット 

無停電電源装置 

直流電源設備 

計測用分電盤 

筺体，取付ボルト，埋込金物（大

気接触部）の腐食（全面腐食）
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 高圧閉鎖配電盤 
真空遮断器操作機構，配線用遮

断器の固渋 
■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

電源設備 高圧閉鎖配電盤 
真空遮断器真空バルブの真空

度低下 
■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

◎：耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(36/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

電源設備 高圧閉鎖配電盤 
真空遮断器断路部，真空遮断器

接触子，主回路断路部の摩耗 
■ 

目視点検又はワイプ量の確認により機器の健全性を維持しており，現状保全によって

管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安

全性に影響を与えるものではない。 

電源設備 動力用変圧器 
鉄心及び鉄心締付ボルト，変圧

器ベースの腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 動力用変圧器 
冷却ファンモータの主軸の摩

耗 
■ 

主軸については剛性が十分にあり，現状保全によって管理される程度の摩耗であれば

剛性はほとんど変化せず固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影

響を与えるものではない。 

電源設備 動力用変圧器 
モータの固定子コア及び回転

子コアの腐食（全面腐食） 
■ 

動作確認により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

電源設備 

動力用変圧器 

コントロールセンタ 

ディーゼル発電設備 

MG セット 

無停電電源装置 

直流電源設備 

計測用分電盤 

配線用遮断器の固渋 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

電源設備 低圧閉鎖配電盤 

気中遮断器操作機構，配線用遮

断器，電動操作配線用遮断器の

固渋 

■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

電源設備 低圧閉鎖配電盤 

気中遮断器接触子，気中遮断器

断路部及び主回路断路部の摩

耗 

■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(37/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

電源設備 低圧閉鎖配電盤 気中遮断器消弧室の汚損 ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

電源設備 低圧閉鎖配電盤 
主回路導体（非常用 P/C 除く）

の腐食 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 コントロールセンタ 断路部の摩耗 ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

電源設備 コントロールセンタ 水平母線，垂直母線の腐食 ■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

電源設備 コントロールセンタ 
ユニットケース，サポートの腐

食 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 ディーゼル発電設備 主軸,コレクタリングの摩耗 ■ 

目視点検，寸法測定又は摩耗量測定により機器の健全性を維持しており，現状保全に

よって管理される程度の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，

耐震安全性に影響を与えるものではない。 

電源設備 ディーゼル発電設備 
軸受（すべり）の摩耗及びはく

離 
■ 

摩耗については，目視点検及び寸法測定を，はく離については目視点検及び非破壊検

査により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範囲の進

行では，固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与えるもの

ではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 
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表 2(38/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

電源設備 ディーゼル発電設備 

フレーム，端子箱，エンドカバ

ー，軸受台，固定子コア，回転

子コアの腐食 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

電源設備 MG セット 
発電機の主軸，フライホイール

主軸の摩耗 
■ 

寸法測定により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

電源設備 MG セット 

発電機電機子コア，界磁コア，

励磁機界磁コア，電機子コア，

フライホイール，カップリン

グ，軸受ブラケットの腐食（全

面腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

電源設備 MG セット 

発電機フレーム，端子箱，エン

ドブラケット，ファン，共通架

台，後打プレートの腐食（全面

腐食） 

■ 

目視点検により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の範

囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与える

ものではない。 

電源設備 直流電源設備 電槽の割れ及び変形 ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

電源設備 直流電源設備 極板の腐食（全面腐食） ■ 

機器の質量，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，地震

により劣化の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性に影響を与えるも

のではない。 

電源設備 直流電源設備 
架台，チャンネルベース（大気

接触部）の腐食（全面腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 



 

－
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－
 

表 2(39/39) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

電源設備 計測用分電盤 主回路導体の腐食（全面腐食） ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

電源設備 計測用分電盤 
チャンネルベースの腐食（全面

腐食） 
■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 計測用変圧器 

鉄心及び鉄心締付ボルト，クラ

ンプ，変圧器箱，取付ボルト，

埋込金物（大気接触部）の腐食

（全面腐食） 

■ 

塗膜等の管理により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度

の範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与

えるものではない。 

電源設備 計測用変圧器 接続導体の腐食（全面腐食） ■ 

目視点検等により機器の健全性を維持しており，現状保全によって管理される程度の

範囲の進行では固有振動数への影響は軽微であることから，耐震安全性に影響を与え

るものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは無

視｣できるもの 

 



－ 3.1-1 － 

3. 個別機器の耐震安全性評価 

3.1 ポンプ 

本章は，東海第二発電所（以下，「東海第二」という）で使用している主要なポンプに

係わる経年劣化事象について，耐震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

  



－ 3.1-2 － 

3.1.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要なポンプ（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機

器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.1-1 に示す。 

 

表 3.1-1 評価対象機器一覧 

型式 機器名称 耐震重要度 

ターボポンプ 残留熱除去海水系ポンプ S，重*1 

非常用ディーゼル発電機海水ポンプ S，重*1 

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ S，重*1 

残留熱除去系ポンプ S，重*1 

低圧炉心スプレイ系ポンプ S，重*1 

高圧炉心スプレイ系ポンプ S，重*1 

給水加熱器ドレンポンプ B 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ B 

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ B 

制御棒駆動水ポンプ B 

タービン駆動原子炉給水ポンプ B 

高圧復水ポンプ B 

原子炉隔離時冷却系ポンプ S，重*1 

電動機駆動原子炉給水ポンプ B 

高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ B 

低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ B 

残留熱除去系レグシールポンプ B 

原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ B 

緊急用海水ポンプ*2 重*1 

常設高圧代替注水ポンプ*2 重*1 

常設低圧代替注水ポンプ*2 重*1 

代替燃料プール冷却系ポンプ*2 重*1 

代替循環冷却系ポンプ*2 重*1 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ*2 重*1 

往復ポンプ ほう酸水注入系ポンプ S，重*1 

原子炉再循環ポンプ 原子炉再循環ポンプ S 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 

 

 



－ 3.1-3 － 

3.1.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象ポンプをその型式等を基に分類しているが，本検討

においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術評価」

における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.1-2～4 に示す。 

 



 

－
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－
 

 

表 3.1-2(1/3) ターボポンプの代表機器 

分類基準 

ポンプ名称 

選定基準 

「技術

 評価」

代表 

機器 

耐震

安全性 

評価

代表

機器

備考 
型式 

内部

流体
材料 

仕様 

(容量×揚程) 
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使

用圧力

(MPa)*2

最高使

用温度

(℃)*2 

耐震 

重要度

立軸 

斜流 

海水
ス テ ン

レス鋼 

残留熱除去海水系ポンプ 
885.7 m3/h*3 

     ×184.4 m*3 
MS-1,重*4 一時 3.45 38 S，重*5 ○ ○ 

 

非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 272.6 m3/h*3×44 m*3 MS-1,重*4 一時 0.70 38 S，重*5    

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海

水系ポンプ 
232.8 m3/h*3×43 m*3 MS-1,重*4 一時 0.70 38 S，重*5   

 

緊急用海水ポンプ*6 844 m3/h×130 m 重*4 一時 2.45 38 重*5    

純水 炭素鋼 

残留熱除去系ポンプ 1,691.9 m3/h×85.3 m MS-1,重*4 一時 3.45 174 S，重*5 ○ ○  

低圧炉心スプレイ系ポンプ 
1,638.3 m3/h 

   ×169.5 m 
MS-1,重*4 一時 4.14 100 S，重*5   

 

立軸 

遠心 
純水

炭素鋼 高圧炉心スプレイ系ポンプ 
1,576.5 m3/h 

   ×196.6 m 
MS-1,重*4 一時 10.69 100 S，重*5 ○ ○ 

 

鋳鉄 給水加熱器ドレンポンプ 1,032.2 m3/h×25 m 高*7 連続 0.70 149 B ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：公称値を示す 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*6：新規に設置される機器 

*7：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



 

－
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表 3.1-2(2/3) ターボポンプの代表機器 

分類基準 

ポンプ名称 
仕様 

(容量×揚程) 

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

内部 

流体 
材料 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使

用圧力

(MPa)*2

最高使

用温度

(℃)*2 

横軸 

遠心 
純水 

ステンレ

ス鋼 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 81.8 m3/h×152.4 m PS-2 連続 9.80 302 B ○ ○  

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 13 m3/h×20 m PS-2 連続 9.80 66 B    

制御棒駆動水ポンプ 46.3 m3/h×823 m 高*3 連続 12.06 66 B    

常設高圧代替注水ポンプ*4 136.7 m3/h*7×900 m*7 重*5 一時 10.70 120 重*6    

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ*4 10 m3/h×40 m 重*5 一時 2.5 200 重*6    

低合金鋼 タービン駆動原子炉給水ポンプ 4,315 m3/h×685.8 m 高*3 連続 15.51 233 B ○ ○  

炭素鋼 

高圧復水ポンプ 3,792 m3/h×365.8 m 高*3 連続 6.14 205 B    

原子炉隔離時冷却系ポンプ 142 m3/h×869 m MS-1, 重*5 一時 10.35 77 S，重*6 ○ ○  

電動機駆動原子炉給水ポンプ 2,157.5 m3/h×762 m 高*3 一時 15.51 233 B    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*6：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*7：公称値を示す 

 



 

－
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表 3.1-2(3/3) ターボポンプの代表機器 

分類基準 

ポンプ名称 
仕様 

(容量×揚程) 

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

内部

流体
材料 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使

用圧力

(MPa)*2

最高使

用温度

(℃)*2 

横軸 

遠心 
純水 炭素鋼 

高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*3 連続 1.04 100 B    

低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*3 連続 1.04 100 B    

残留熱除去系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*3 連続 1.04 100 B    

原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*3 連続 0.86 77 B    

常設低圧代替注水ポンプ*4 200 m3/h*7×200 m*7 重*5 一時 3.14 66 重*6    

代替燃料プール冷却系ポンプ*4  124 m3/h×40 m 重*5 一時 0.98 80 重*6    

代替循環冷却系ポンプ*4  250 m3/h×120 m 重*5 一時 3.45 80 重*6    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*6：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*7：公称値を示す 

 

 

 



 

－
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表 3.1-3 往復ポンプの代表機器 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程) 

選定基準 

「技術評価」

代表機器 

耐震安全性

評価 

代表機器 

備考 
重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度運転

状態

最高使用圧力

(MPa)*2 

最高使用温度

(℃)*2 

ほう酸水注入系ポンプ 9.78 m3/h×870 m MS-1，重*3 一時 9.66 66 S，重*4 ○ ○ 

 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 

 

表 3.1-4 原子炉再循環ポンプの代表機器 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程) 

選定基準 

「技術評価」

代表機器 

耐震安全性

評価 

代表機器 

備考 
重要度*1

使用条件 
耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用圧力

(MPa)*2 

最高使用温度

(℃)*2 

原子炉再循環ポンプ 8,100 m3/h×245.4 m PS-1 連続 11.38 302 S ○ ○ 
 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す    



－ 3.1-8 － 

3.1.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.1.2 項で選定した代表ポンプについて，「技術評価」で検討された経年劣化事象に

対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 ポンプの技術評価書」

参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮

し，以下のとおり整理した（表 3.1-5～7 参照）。 

  

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.1-5～7 中に記載した。



 

－
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表 3.1-5 ターボポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

－ － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 ① 残留熱除去海水系ポンプ 

 ② 残留熱除去系ポンプ 

 ③ 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

 ④ 給水加熱器ドレンポンプ 

 ⑤ 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

 ⑥ タービン駆動原子炉給水ポンプ 

 ⑦ 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

表 3.1-6 往復ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

ほう酸水注入系ポンプ 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 



 

－
 
3.

1-
10

 －
 

表 3.1-7 原子炉再循環ポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉再循環ポンプ 

バウンダリの維持 ケーシング 
疲労割れ ○  

熱時効 ○  

○：現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

  

 



 

－ 3.1-11 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.1.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微

もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象について

は耐震安全性評価対象外とする（表 3.1-8～10 に耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象を示す）。 

 

① ターボポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ターボポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.1-5 参照），現在発生しているか，又

は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.1-8

参照）。 

 

② 往復ポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

往復ポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.1-6 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.1-9

参照）。 

 

③ 原子炉再循環ポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

原子炉再循環ポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術

評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.1-7 参照），現在発生している

か，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ケーシングの疲労割れ 

・ケーシングの熱時効 

 

本経年劣化事象は，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「軽微もし

くは無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.1-10 で◎）とした。 

 

 



 

 

－
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 －
 

 

表 3.1-8 ターボポンプの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

－ － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 ① 残留熱除去海水系ポンプ 

 ② 残留熱除去系ポンプ 

 ③ 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

 ④ 給水加熱器ドレンポンプ 

 ⑤ 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

 ⑥ タービン駆動原子炉給水ポンプ 

 ⑦ 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 

 

表 3.1-9 往復ポンプの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

ほう酸水注入系ポンプ 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

 

 



 

 

－
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表 3.1-10 原子炉再循環ポンプの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉再循環ポンプ 

ケーシング 
疲労割れ ◎ 

熱時効 ◎ 

◎：以降で評価する 
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3.1.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.1.3項にて整理し抽出した経年劣化事象及び2.2項(2)bの表 2で耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を実施する。 

 

(1) ケーシングの疲労割れに対する耐震安全性評価［原子炉再循環ポンプ］ 

ケーシングの疲労割れに関しては，「技術評価」において運転開始後 60 年時点での

疲労累積係数を評価し，健全性を確認している。ここでは，「技術評価」での疲労累

積係数に基準地震動 SS による疲労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労

評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は，許容値 1以下であり，ケーシングの疲労割れは

耐震安全性に問題のないことを確認した（表 3.1-11 参照）。 

 

表 3.1-11 ケーシング疲労解析結果 

評価部位 区分 
評価 

地震力

運転実績回数 

に基づく 

疲労累積係数 

（環境を考慮）

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS
*） 

合計 

（許容値：1以下）

ポンプケーシングと 

入口配管の溶接部 
クラス１ SS 0.0000 0.0033 0.0033 

*：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用いた。弾

性設計用地震動 Sdについては，等価繰返し回数を 2回分考慮しても基準地震動 SSの等価

繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sdによる評価は省略した
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(2) ケーシングの熱時効に対する耐震安全性評価［原子炉再循環ポンプ］ 

ケーシングの熱時効に関しては，「技術評価」の評価手法と同様に，保守的に初期

欠陥を想定し，破壊力学的手法を用いて，ステンレス鋳鋼の熱時効後のき裂の安定性

評価を実施した。 

耐震安全性評価のための評価用荷重としては，通常運転状態で働く荷重に加え，地

震発生時（地震力は SS地震力）の荷重を考慮し，ケーシングの健全性を評価した。 

具体的には，評価対象部位の熱時効後の材料のき裂進展抵抗（Jmat）と構造系に作

用する応力から算出されるき裂進展力（Japp）を求めてその比較を行った。 

その結果，図 3.1-1 に示すように運転開始後 60 年時点までの疲労き裂進展長さを

考慮した評価用き裂を想定しても，Jmatが Jappと交差し，Jappが Jmatを下回ることから，

ケーシングは不安定破壊することはなく，耐震安全性に問題のないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図 3.1-1 ケーシングのき裂安定性評価結果 
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3.1.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.1.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.1.3項の代表機器及び 2.2項(2)bの表 2における耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象の検討結果を用いて，代表機器以外の評価対象機器についても，「技術

評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて整理を行った。 

 

(1) ケーシングの疲労割れ［原子炉再循環ポンプ］ 

ケーシングの疲労割れに関しては，評価対象機器全てを評価しているため，代

表機器以外の機器はない。 

 

(2) ケーシングの熱時効［原子炉再循環ポンプ］ 

ケーシングの熱時効に関しては，評価対象機器全てを評価しているため，代表

機器以外の機器はない。 

 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.1.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.1.3項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び2.2項(2)bの

表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上

又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外

としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能であ

ることを確認した。 

 

3.1.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表機器以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.1.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表 3.1-2～4 参照）。 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 
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3.1.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

ポンプにおける高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経年劣化

事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確認した。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，ポンプにおける動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器の振動

応答特性への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 

さらに，耐震安全上考慮する必要のある基礎ボルトに対する耐震安全性評価の実施に

より，基礎ボルトにおける経年劣化事象は，ボルトが支持する機器の支持機能への影響

がないことを確認している。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものでないと考えら

れ，地震時の動的機能についても維持されると判断する。 

 

3.1.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

ポンプにおいては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点から

追加すべき項目はない。 
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3.2 熱交換器 

本章は，東海第二で使用している主要な熱交換器に係わる経年劣化事象について，耐震

安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.2.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な熱交換器（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機

器とする。本評価にあたっては，評価対象機器についてグループ化や代表機器の選定を

行わずに評価を実施する。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.2-1 に示す。 

 

表 3.2-1 評価対象機器一覧 

型式 機器名称 耐震重要度 

U 字管式熱交換器 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 B 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 B 

グランド蒸気蒸発器 B 

給水加熱器 B 

残留熱除去系熱交換器 S，重*2 

排ガス予熱器 B 

排ガス復水器 B 

窒素ガス貯蔵設備蒸発器 C 

プレート式熱交換器 代替燃料プール冷却系熱交換器*1 重*2 

*1：新規に設置される機器 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求めら

れることを示す 
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3.2.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は

「東海第二発電所 熱交換器の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要

のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.2-2～3 

参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.2-2～3 中に記載した。 

 



 

－
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表 3.2-2 U 字管式熱交換器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位 経年劣化事象 

代表機器   
「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

－ － － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

①原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

②原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

③グランド蒸気蒸発器 

④給水加熱器 

⑤残留熱除去系熱交換器 

⑥排ガス予熱器 

⑦排ガス復水器 

⑧窒素ガス供給設備蒸発器 

 

 

表 3.2-3 プレート式熱交換器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位 経年劣化事象 

代表機器   
「技術評価」評価結果概要*1 

代替燃料プール冷却系熱交換器 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.2.2 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微

もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象については

耐震安全性評価対象外とする（表 3.2-4～5 に耐震安全上考慮する必要のある経年劣

化事象を示す）。 

 

① U 字管式熱交換器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

U 字管式熱交換器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.2-2 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.2-4 参

照）。 

 

② プレート式熱交換器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

プレート式熱交換器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.2-3 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.2-

5 参照）。



 

－
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表 3.2-4 U 字管式熱交換器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

－ － － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

① 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

② 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

③ グランド蒸気蒸発器 

④ 給水加熱器 

⑤ 残留熱除去系熱交換器 

⑥ 排ガス予熱器 

⑦ 排ガス復水器 

⑧ 窒素ガス供給設備蒸発器 

 

 

表 3.2-5 プレート式熱交換器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

代替燃料プール冷却系熱交換器 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの
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3.2.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.2.2項にて整理し抽出した経年劣化事象及び 2.2項(2)bの表 2で耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を実施する。 

 

(1) 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［残留熱除去系熱交換器］ 

流れ加速型腐食により伝熱管の肉厚が減少すると剛性が低下し，地震時により大き

な応力が発生することが考えられる。伝熱管の減肉に対しては保全対策上，渦流探傷

検査を実施し，管理基準まで減肉した場合に施栓を行うこととしている。 

ここでは，残留熱除去系熱交換器伝熱管については，施栓基準である 26 ％厚さま

で減肉した場合における地震時の耐震安全性評価を実施した。 

評価の結果，いずれの伝熱管においても発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性

に問題のないことを確認した（表 3.2-6 参照）。 

 

表 3.2-6 伝熱管減肉に対する耐震安全性評価 

評価対象 区分 
耐震 

重要度 

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力

種別

発生応力(MPa) 許容 

応力*1 

(MPa) 
管板～ 

管支持板

管支持板 

～管支持板 

残留熱除去系 

熱交換器 
クラス 2 S，重*2 SS

 *3 ⅣAS 
一次

応力
71 78 328 

*1：日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007

年追補版を含む）」（以下，「設計建設規格」という）付録材料図表 Part5 表 9 に

当該材料の各温度による値が規定されていないため，付録材料図表 Part5 表 6 に

記載の最小引張強さの値を用い，耐震重要度及び許容応力状態を考慮して定まる

値 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*3：SS地震力が Sd地震力及び Sクラス機器に適用される静的地震力より大きく，SS地

震力による評価応力が Sd 地震力及び S クラス機器に適用される静的地震力の許

容応力を下回るため，Sd地震力及び静的地震力による評価を省略した 
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(2) 管支持板の腐食（流れ加速型腐食）［給水加熱器］ 

管支持板の腐食により，伝熱管の支持機能が喪失した場合，伝熱管の摩耗等が想定

される。 

ここでは，給水加熱器伝熱管支持機能喪失に対する施栓基準である第 1，第 2 給水

加熱器：2.0 箇所，第 3，第 5給水加熱器：2.5 箇所の支持板の伝熱管支持機能が喪失

したと仮定して実施した。 

評価の結果，いずれの伝熱管においても発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性

に問題のないことを確認した（表 3.2-7 参照）。 

 

表 3.2-7 伝熱管支持機能喪失に対する耐震安全性評価 

評価対象 区分 
耐震 

重要度 

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力

種別

発生応力(MPa) 

許容応力*1 

(MPa) 管板～ 

管支持板

管支持板 

～管支持板 

第 3給水加熱器 クラス 3 B Sd BAS 
一次

応力
87 90 132 

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 5 より定まる値に 1.2 を乗じた値 
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(3) 胴の腐食［残留熱除去系熱交換器］ 

胴が腐食によって減肉すると剛性が低下し，地震による応力の増加が考えられる。 

ここでは，万が一胴部に有意な腐食があるものとし，60 年間分の腐食量 1.4 mm（全

面腐食）を想定して耐震安全性評価を実施することとする。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題のないことを確認し

た（表 3.2-8 参照)。 

 

表 3.2-8 胴の腐食に対する耐震安全性評価 

機器名 区分 
耐震 

重要度 

評価 

地震力

許容 

応力 

状態 

応力種別 
発生応力 

(MPa) 

許容応力*1

(MPa) 

残留熱除去系 

熱交換器 
クラス 2 S，重*2 

SS ⅣAS 

一次一般膜応力 67 234 

一次応力 88 351 

一次＋二次応力 193 360 

Sd ⅢAS 

一次一般膜応力 67 180 

一次応力 85 270 

一次＋二次応力 172 360 

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，9 より定まる値に対し耐震重要度及び許

容応力状態を考慮した値 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

  

3.2.4 評価対象機器全体への展開 

熱交換器に関しては，評価対象機器全てを評価しているため，代表機器以外の機器は

ない。 

  

3.2.5 保全対策に反映すべき項目の抽出 

熱交換器においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点か

ら追加すべき項目はない。 
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3.3 ポンプモータ 

本章は，東海第二で使用している主要なポンプモータに係わる経年劣化事象について，

耐震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.3.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要なポンプモータ（「技術評価」の評価対象機器）を評価対

象機器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.3-1 に示す。 

 

表 3.3-1 評価対象機器一覧 

電圧区分 機器名称  耐震重要度 

高圧ポンプモータ 

残留熱除去海水系ポンプモータ  S，重*1 

高圧炉心スプレイ系ポンプモータ S，重*1 

低圧炉心スプレイ系ポンプモータ S，重*1 

残留熱除去系ポンプモータ S，重*1 

緊急用海水ポンプモータ*2 重*1 

低圧ポンプモータ 

ほう酸水注入系ポンプモータ S，重*1 

ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ S 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ B 

常設低圧代替注水系ポンプモータ*2 重*1 

代替燃料プール冷却系ポンプモータ*2 重*1 

代替循環冷却系ポンプモータ*2 重*1 

非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ S，重*1 

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポンプモータ B 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプモータ*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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3.3.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象ポンプモータをその電圧区分等を基に分類している

が，本検討においてもこの分類にしたがって整理するものとし，それぞれの分類ごとに，

「技術評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.3-2～3 に示す。



 

－
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表 3.3-2 高圧ポンプモータの代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格出力×回転速度）

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

設置

場所
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度
定格 

電圧 

(V) 

定格 

出力 

（kW）

運転

状態

周囲 

温度 

（℃）

全閉 屋外 残留熱除去海水系ポンプモータ 900 kW×1,480 rpm MS-1,重*2 AC 6,600 900 一時 40*3 S,重*4 ○ ○  

開放 屋内

高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 2,280 kW×1,480 rpm MS-1,重*2 AC 6,600 2,280 一時 40.0*5 S,重*4 ○ ○  

低圧炉心スプレイ系ポンプモータ 1,250 kW×985 rpm MS-1,重*2 AC 6,600 1,250 一時 40.0*6 S,重*4    

残留熱除去系ポンプモータ 680 kW×985 rpm MS-1,重*2 AC 6,600 680 一時 40.0*7 S,重*4    

緊急用海水ポンプモータ*8 510 kW×1,500 rpm*9 重*2 AC 6,600 510 一時 40*10 重*4    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕をもたせた温度  

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：高圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 

*6：低圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 

*7：残留熱除去系ポンプ室における設計値 

*8：新規に設置される機器 

        *9：同期回転速度を示す 

    *10：緊急用海水ポンプピットにおける設計値 
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表 3.3-3 低圧ポンプモータの代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す     *3：原子炉建屋における設計値 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す    *5：新規に設置される機器 

*6：同期回転速度を示す     *7：常設低圧代替注水系ポンプ室における設計値     

*8：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕をもたせた温度     *9：格納容器圧力逃がし装置格納槽における設計値 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格出力×回転速度）

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

設置

場所
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度
定格 

電圧 

(V) 

定格 

出力 

（kW）

運転

状態

周囲 

温度 

（℃）

全閉 

屋内

ほう酸水注入系ポンプモータ  37 kW×965 rpm MS-1,重*2 AC 440 37 一時 40.0*3 S,重*4 ○ ○  

ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ  0.4 kW×1,420 rpm MS-1 AC 200 0.4 一時 40.0*3 S    

原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 75 kW×2,930 rpm PS-2 AC 440 75 連続 40.0*3 B    

常設低圧代替注水系ポンプモータ*5 190 kW×1,500 rpm*6 重*2 AC 440 190 一時 40*7 重*4    

代替燃料プール冷却系ポンプモータ*5 30 kW×3,000 rpm*6 重*2 AC 440 30 一時 40.0*3 重*4    

代替循環冷却系ポンプモータ*5 132 kW×1,500 rpm*6 重*2 AC 440 132 一時 40.0*3 重*4    

屋外
非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポ

ンプモータ 
55 kW×1,455 rpm MS-1,重*2 AC 440 55 一時 40*8 S,重*4 ○ ○  

水浸 屋内

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持ポ

ンプモータ 
3.7 kW×3,000 rpm PS-2 AC 440 3.7 一時 40.0*3 B ○ ○ 

 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ 

モータ*5 
7.5 kW×3,000 rpm*6 重*2 AC 440 7.5 一時 40*9 重*4    
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3.3.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.3.2 項で選定した代表ポンプモータについて，「技術評価」で検討された経年劣化

事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 ポンプモータの技

術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全

対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.3-4～5 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.3-4～5 中に記載した。
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表 3.3-4 高圧ポンプモータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

残留熱除去海水系ポンプモータ 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.3-5 低圧ポンプモータに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 
ほう酸水注入系 

ポンプモータ 

非常用ディーゼル発電機

冷却系海水ポンプモータ

原子炉冷却材浄化系 

ろ過脱塩器保持ポンプ 

モータ 

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載
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 (2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.3.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であるか｢軽微もし

くは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象については耐震

安全性評価対象外とする（表 3.3-6～7 に耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事

象を示す）。 

 

① 高圧ポンプモータにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

高圧ポンプモータにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.3-4 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表3.3-6参照）。 

 

② 低圧ポンプモータにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

低圧ポンプモータにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.3-5 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表3.3-7参照）。 



 

－
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表 3.3-6 高圧ポンプモータの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

残留熱除去海水系ポンプモータ 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.3-7 低圧ポンプモータの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

ほう酸水注入系ポンプモータ 
非常用ディーゼル発電機 

冷却系海水ポンプモータ 

原子炉冷却材浄化系 

ろ過脱塩器保持ポンプモータ 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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3.3.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.3.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2における検討結果より，ポンプモータの代表機器にお

いて，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はない。 

 

3.3.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.3.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.3.3項の代表機器及び 2.2項(2)bの表 2における耐震安全性上考慮する必要のあ

る経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.3.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.3.3項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び2.2項(2)bの

表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上

又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外

としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能であ

ることを確認した。 

 

3.3.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.3.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表 3.3-2，3 参照）。 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 
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3.3.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

ポンプモータにおける高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経

年劣化事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確

認した。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，ポンプモータにおける動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器

の振動応答特性への影響が｢軽微もしくは無視｣できる事象であることを確認した。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものではないと考え

られ，地震時の動的機能についても維持されると判断する。 

 

3.3.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

ポンプモータにおいては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点

から追加すべき項目はない。 
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3.4 容器 

本章は，東海第二で使用している主要な容器に係わる経年劣化事象について，耐震安全

性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

らの検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.4.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な容器（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機器と

する。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.4-1 に示す。 

 

表 3.4-1(1/2) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

原子炉圧力容器 原子炉圧力容器 S，重*1 

原子炉 

格納容器 
原子炉格納容器本体 原子炉格納容器本体 S，重*1 

機械ペネトレーション 配管貫通部 S，重*1 

機器搬入口 S，重*1 

エアロック S，重*1 

ハッチ及びマンホール S，重*1 

電気ペネトレーション モジュール型電気ペネトレーション S，重*1 

その他容器 湿分分離器 B 

スクラム排出水容器 B 

ほう酸水注入系貯蔵タンク S，重*1 

使用済燃料貯蔵プール S，重*1 

原子炉ウェル S 

燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 重*1 

MSIV用アキュムレータ S 

SRV（ADS）用アキュムレータ S，重*1 

SRV用アキュムレータ S 

SLC用アキュムレータ S 

活性炭ベット B 

排ガス後置除湿器 B 

排ガス再結合器 B 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求めら

れることを示す 



－ 3.4-2 － 

表 3.4-1(2/2) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度

その他容器 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置*1 重*2 

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 B 

制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ B 

原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ B 

原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ B 

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ S，重*2 

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口ス

トレーナ 
S，重*2 

緊急用海水系ストレーナ*1 重*2 

*1：新規に設置される機器  

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

 

3.4.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象容器をその型式等をもとに分類しているが，本検討

においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術評価」に

おける代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.4-2～6 に示す。 

 

 



 

－
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表 3.4-2 原子炉圧力容器の代表機器 

機器名称 重要度 
使用条件 耐震 

重要度 

「技術評価」

代表機器 

耐震安全性 

評価代表機器 最高使用圧力（MPa） 最高使用温度（℃） 

原子炉圧力容器 PS-1，重*1 8.62 302 S,重*2 ○ ○ 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 

 

表 3.4-3 原子炉格納容器の代表機器 

機器名称 重要度 

使用条件 

耐震 

重要度 

「技術評価」

代表機器 

耐震安全性 

評価代表機器 

最高使用圧力（kPa） 最高使用温度（℃） 

ドライウェル
サプレッション・

チェンバ 
ドライウェル 

サプレッション・

チェンバ 

原子炉格納容器 MS-1，重*1 
310（内圧） 

14（外圧） 

310（内圧） 

14（外圧） 
171 104.5 S,重*2 ○ ○ 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 



 

－
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表 3.4-4(1/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

耐震 

重要度

配管貫通部 ベローズ式 X-18A～D 主蒸気系 MS-1，重*2 302 650 S，重*3 ○ ○  

X-17A，B 給水系 MS-1，重*2 302 500 S，重*3    

X-20 残留熱除去系（供給） MS-1，重*2 302 500 S，重*3    

X-6 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300 S，重*3    

X-8 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300 S，重*3    

X-12A～C 低圧注水系 MS-1，重*2 302 300 S，重*3    

X-19A，B 残留熱除去系（戻り） MS-1，重*2 302 300 S，重*3    

X-21 原子炉隔離時冷却系（蒸気供給） MS-1，重*2 302 250 S，重*3    

X-2 原子炉圧力容器ヘッドスプレイ MS-1，重*2 302 150 S，重*3    

X-14 原子炉冷却材浄化系 MS-1，重*2 302 150 S，重*3    

X-22 復水ドレン MS-1，重*2 302 80 S，重*3    

固定式-1 
 X-38 

再循環系ポンプシールパージ,格納容器計装,

主蒸気配管計装 
MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-29D 再循環系サンプリング MS-1，重*2 302 25 S，重*3   

X-13 ほう酸水注入系 MS-1，重*2 302 40 S，重*3   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 



 

－
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表 3.4-4(2/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

耐震 

重要度

配管貫通部 固定式-1 
X-60 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*4 S，重*3    

X-62 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*4 S，重*3    

X-57 過酷事故時代替注水系，制御用空気系 MS-1，重*2 171 100 S，重*3    

X-52A，B 可燃性ガス濃度制御系，予備 MS-1，重*2 171 150 S，重*3    

X-76 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50 S，重*3    

X-10A～D 制御棒駆動水圧系（引抜） MS-1，重*2 66 20 S，重*3    

X-9A～D 制御棒駆動水圧系（挿入） MS-1，重*2 66 25 S，重*3    

X-58 脱塩水供給 MS-1，重*2 66 50 S，重*3    

X-55 制御用空気系，燃料プール水浄化系 MS-1，重*2 66 50 S，重*3    

X-107B ドライウェル除湿系 MS-1，重*2 66 150 S，重*3    

X-56 ドライウェル除湿系，制御用空気系，予備 MS-1，重*2 66 150 S，重*3    

X-71A，B 制御用空気系（真空破壊弁） MS-1，重*2 66 25 S，重*3    

X-69A，B 再循環系制御弁油圧駆動系 MS-1，重*2 80 25 S，重*3    

X-29C 原子炉圧力容器フランジ漏えい検出 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：スリーブ径を示す 



 

－
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表 3.4-4(3/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

耐震 

重要度

配管貫通部 固定式-1 
X-30 主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-39 原子炉圧力容器計装，高圧炉心スプレイ系計装 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-40 
格納容器計装，格納容器ガスモニタリング，主

蒸気配管計装，格納容器漏えい試験盤 
MS-1，重*2 302 25 S，重*3

   

X-41A，B 原子炉隔離時冷却系蒸気側配管計装 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-42 格納容器計装,主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-43 予備 MS-1，重*2 302 20 S，重*3    

X-44A～D ジェットポンプ計装 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-54A～D 再循環系計装 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

X-66A，B 
残留熱除去系配管計装，低圧炉心スプレイ系配

管計装，ボトムライナー漏えい検出 
MS-1，重*2 302 25 S，重*3

   

X-87～90 蒸気流量計測 MS-1，重*2 302 25 S，重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

  



 

－
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表 3.4-4(4/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

耐震 

重要度

配管貫通部 固定式-2 X-200A，B 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1，重*2 302 100 S，重*3 ○ ○  

X-3，79 不活性ガス系（排気） MS-1，重*2 171 500 S，重*3    

X-53，80 不活性ガス系（給気） MS-1，重*2 171 500 S，重*3    

X-203 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50 S，重*3    

X-4 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 135 350 S，重*3    

X-23 床ドレン系 MS-1，重*2 105 80 S，重*3    

X-24 機器ドレン系 MS-1，重*2 105 80 S，重*3    

X-32，35，36 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 600 S，重*3    

X-47，48 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 400 S，重*3    

X-31 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600 S，重*3    

X-34 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600 S，重*3    

X-49 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300 S，重*3    

X-63 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300 S，重*3    

X-77 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 88 50 S，重*3    

X-78 予備 MS-1，重*2 － 80 S，重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 



 

－
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表 3.4-4(5/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

耐震 

重要度

配管貫通部 固定式-2 X-11A，B 残留熱除去系（格納容器スプレイ） MS-1，重*2 77 400 S，重*3    

X-25A，B 
残留熱除去系（サプレッション・チェンバスプ

レイ） 
MS-1，重*2 77 100 S，重*3

   

X-33 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 77 200 S，重*3    

X-5，46 原子炉補機冷却系 MS-1，重*2 66 200 S，重*3    

X-26 予備 MS-1，重*2 － 400*4 S，重*3    

X-59 予備 MS-1，重*2 － 400*4 S，重*3    

X-106A 予備 MS-1，重*2 － 300*4 S，重*3    

X-7 予備 MS-1，重*2 － 300*4 S，重*3    

X-67 予備 MS-1，重*2 － 300 S，重*3    

X-29A，B γラジエーションセンサ CH-A（CH-B） MS-1，重*2 171 250*4 S，重*3    

X-201A，B 

X-202A，B 
予備 MS-1，重*2 － 80*4 S，重*3

   

X-37A，B 予備 MS-1，重*2 － 50*4 S，重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：スリーブ径を示す 



 

－
 
3.
4-
9 
－
 

 表 3.4-4(6/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

耐震 

重要度

配管貫通部 固定式-2 

 
X-64A～D サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2 104.5 50 S，重*3    

X-83 サンプリング系 MS-1，重*2 104.5 20 S，重*3    

X-65，68 予備 MS-1，重*2 － 50*4 S，重*3    

X-70 サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2 104.5 50 S，重*3    

X-73～75 サンプリング系 MS-1，重*2 171 20 S，重*3    

X-82 サンプリング系 MS-1，重*2 171 50 S，重*3    

X-27A～F 移動式炉心内校正装置ドライブ MS-1，重*2 66 10 S，重*3    

X-81 予備 MS-1，重*2 － 40 S，重*3    

X-84A～D 

X-85A，B 

X-86A～D 

原子炉水位および圧力計測 MS-1，重*2 302 25 S，重*3

   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  

*4：スリーブ径を示す 
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表 3.4-4(7/7) 機械ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレー 

ション番号 
使用用途 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表機器

備考 
部位 型式 重要度*1 最高使用

温度（℃）

胴内径 

（mm） 

耐震 

重要度

機器搬入口 － X-15 格納容器機器搬入口ハッチ MS-1，重*2 171 3,658 S，重*3 ○ ○  

X-51 サプレッション・チェンバ機器搬入口 MS-1，重*2 104.5 1,982 S，重*3    

エアロック － X-16 パーソナルエアロック MS-1，重*2 171 2,400 S，重*3 ○ ○  

ハッチ及びマ

ンホール 
－ X-28 CRD搬出入口ハッチ MS-1，重*2 171 547.6 S，重*3 ○ ○ 

 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.4-5 電気ペネトレーションの代表機器 

分類基準 

ペネトレーション

番号 
使用用途 

仕様 

呼び径

(A) 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 

型式 シール材料 
電気ペネトレーション

の重要度*1 

接続機器の

重要度*1 

耐震 

重要度 

モジュール型 

エポキシ樹脂 

X-100A,B,C,D 核計装用 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3 ○ ○  

X-102A,B 

制御用 

300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

X-106B 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

X-107A 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

X-103 

計測用 

300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

X-105C 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

X-230 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

X-104A,B,C,D 制御棒位置指示用 300 MS-1，重*2 MS-3 S,重*3    

X-105A,B,D 低圧動力用 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2 S,重*3    

エチレン 

プロピレンゴム 
X-101A,B,C,D 高圧動力用 450 MS-1，重*2 PS-3 S,重*3 ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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 表 3.4-6(1/2) その他容器の代表機器 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 

種類 内部流体 胴部材料 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度(℃)

タンク 

蒸気・純水 炭素鋼 湿分分離器 高*2 連続 1.81 210 B ○ ○  

純水 炭素鋼 スクラム排出水容器 高*2 一時 8.62 138 B ○ ○  

五ほう酸 

ナトリウム水 
ステンレス鋼 ほう酸水注入系貯蔵タンク MS-1,重*3 連続 静水頭 66 S,重*4 ○ ○  

ライニング

槽 
純水 

コンクリート

(ステンレス鋼

内張) 

使用済燃料貯蔵プール PS-2,重*3 連続 静水頭 66 S,重*4 ○ ○ 

 原子炉ウェル PS-2 一時 静水頭 66 S   

燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 重*3 連続 静水頭 66 重*4   

アキュムレ

ータ 

ガス ステンレス鋼

MSIV用アキュムレータ MS-1 連続 1.45 171 S   

 SRV（ADS）用アキュムレータ MS-1,重*3 連続 2.28 171 S,重*4 ○ ○ 

SRV用アキュムレータ MS-1 連続 1.45 171 S   

ガス・五ほう酸 

ナトリウム水 
ステンレス鋼 SLC用アキュムレータ MS-1 一時 9.66 66 S ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 

 



 

－
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表 3.4-6(2/2) その他容器の代表機器 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 

種類 内部流体 胴部材料 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度(℃)

フィルタ等 

ガス 
炭素鋼 

活性炭ベット PS-2 連続 0.34 66 B ○ ○ 

 
排ガス後置除湿器  高*2 連続 0.34 340 B   

低合金鋼 排ガス再結合器 PS-2 連続 2.41 538 B ○ ○  

ガス，純水*3 ステンレス鋼 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置*4 重*5 一時 0.62 200 重*6 ○ ○  

純水 

炭素鋼*7 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 PS-2 連続 9.79 66 B ○ ○ 

 

炭素鋼 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ 高*2 連続 12.06 66 B 
 

 

ステンレス鋼 
原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフィルタ 高*2 連続 12.06 66 B   

原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 高*2 連続 12.06 66 B ○ ○ 

海水 ステンレス鋳鋼

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ MS-1，重*5 一時 3.45 38 S,重*6 ○ ○ 

 
非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口スト

レーナ 
MS-1，重*5 一時 0.70 38 S,重*6   

緊急用海水系ストレーナ*4 重*5 一時 0.98,2.45 32,38 重*6   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度を示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：スクラビング液  

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*6：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*7：内面ステンレス鋼クラッド 



－ 3.4-14 － 

3.4.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.4.2 項で選定した代表容器について，「技術評価」で検討された経年劣化事象に対

し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 容器の技術評価書」参照）

に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し以下

のとおり整理した（表 3.4-7～11 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

  なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.4-7～11 中に記載した。 

 



 

－
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表 3.4-7 原子炉圧力容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉圧力容器 

バウンダリの維持 上鏡 疲労割れ ○  

胴 
疲労割れ ○  

中性子照射脆化 ○  

下鏡 疲労割れ ○  

主フランジ 疲労割れ ○  

ノズル，セーフエンド，ティ，ペネトレーション

シール，閉止フランジ，閉止キャップ 
疲労割れ ○ 

  

ハウジング，スタブチューブ 疲労割れ ○  

スタットボルト 疲労割れ ○  

機器の支持 支持スカート 疲労割れ ○  

○：現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.4-8 原子炉格納容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉格納容器 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－
 
3.

4-
16

 －
 

表 3.4-9 機械ペネトレーションに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

配管貫通部 

バウンダリの維持 ベローズ 疲労割れ ○  

○：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.4-10 電気ペネトレーションに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

核計装用モジュール型 

電気ペネトレーション 

高圧動力用モジュール型 

電気ペネトレーション 

通電・絶縁性能の確保及び

バウンダリの維持 
シール部 

気密性の低下 
○ ○  

バウンダリの維持 O リング ○ －  

○：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

 

 

 



 

－
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表 3.4-11 その他容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に

必要な項目
部位

経年劣

化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

－ － － － － － － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 湿分分離器 

② スクラム排出水容器 

③ ほう酸水注入系貯蔵タンク 

④ 使用済燃料貯蔵プール 

⑤ SRV（ADS）用アキュムレータ 

⑥ SLC 用アキュムレータ 

⑦ 活性炭ベット 

⑧ 排ガス再結合器 

⑨ 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 

⑩ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 

⑪ 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 

⑫ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 



 

－ 3.4-18 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.4.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微

もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象については

耐震安全性評価対象外とする（表 3.4-12～16 に耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象を示す）。 

 

① 原子炉圧力容器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

原子炉圧力容器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.4-7 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ 上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，ティ，ペネトレーショ

ンシール，閉止フランジ，閉止キャップ，ハウジング，スタブチューブ，スタ

ッドボルト，支持スカートの疲労割れ 

・ 胴の中性子照射脆化 

 

これら経年劣化事象は，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「軽微

もしくは無視」できるとは言えず，すべて耐震安全性評価対象とした (表 3.4-12 で

◎)。 

 

② 原子炉格納容器本体，機械ペネトレーション，電気ペネトレーションにおける高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

原子炉格納容器本体，機械ペネトレーション，電気ペネトレーションにおける高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討結果に基づき整理し

た結果（表 3.4-8～10 参照），現在発生しているか，又は将来にわたって起こるこ

とが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ 配管貫通部ベローズ（機械ペネトレーション）の疲労割れ［主蒸気系］ 

・ シール部，Oリング（電気ペネトレーション）の気密性低下 

 

これら経年劣化事象のうち，以下の事象については機器の振動応答特性上又は構

造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象

とした （表 3.4-13～15 で◎）。 

 

・ 配管貫通部ベローズ（機械ペネトレーション）の疲労割れ［主蒸気系］ 

 

 



 

－ 3.4-19 － 

なお，以下の事象については，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が

「軽微もしくは無視」できると判断し，耐震安全性評価対象外とした。 

 

・ シール部，Oリング（電気ペネトレーション）の気密性の低下 

 

シール部，O リングは構造・強度部材ではないことから，耐震性への影響

はない。 

 

③ その他容器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 その他容器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.4-11 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表3.4-16参照）。



 

 

－
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表 3.4-12 原子炉圧力容器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉圧力容器 

上鏡 疲労割れ ◎ 

胴 
疲労割れ ◎ 

中性子照射脆化 ◎ 

下鏡 疲労割れ ◎ 

主フランジ 疲労割れ ◎ 

ノズル，セーフエンド，ティ，ペネト

レーションシール，閉止フランジ，閉

止キャップ 

疲労割れ ◎ 

ハウジング，スタブチューブ 疲労割れ ◎ 

スタットボルト 疲労割れ ◎ 

支持スカート 疲労割れ ◎ 

◎：以降で評価する 

 

 

表 3.4-13 原子炉格納容器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉格納容器 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



 

 

－
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表 3.4-14 機械ペネトレーションの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

配管貫通部 

ベローズ 疲労割れ ◎ 

◎：以降で評価する 

 

 

表 3.4-15 電気ペネトレーションの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

核計装用モジュール型電気ペネトレーション 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 

シール部 
気密性の低下 

■ ■ 

O リング ■ － 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が「軽微もしくは無

視」できるもの 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



 

 

－
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表 3.4-16 その他容器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

－ － － － － － － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

① 湿分分離器 

② スクラム排出水容器 

③ ほう酸水注入系貯蔵タンク 

④ 使用済燃料貯蔵プール 

⑤ SRV（ADS）用アキュムレータ 

⑥ SLC 用アキュムレータ 

⑦ 活性炭ベット 

⑧ 排ガス再結合器 

⑨ 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置 

⑩ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 

⑪ 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 

⑫ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 

 



 

－ 3.4-23 － 

3.4.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.4.3項で整理し抽出した経年劣化事象及び 2.2項(2)bの表 2で耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を実施する。 

 

3.4.4.1 原子炉圧力容器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震

安全性評価 

(1) 上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，ティ，ペネトレーション

シール，閉止フランジ，閉止キャップ，ハウジング，スタブチューブ，スタッド

ボルト，支持スカートの疲労割れ 

ノズル等の疲労割れに関しては，「技術評価」において運転開始後 60 年時点での

疲労累積係数を評価し，健全性を確認している。ここでは，「技術評価」で代表とし

ている主フランジ，スタッドボルト，給水ノズル，下鏡，支持スカートについて，

耐震安全性評価においても代表として「技術評価」での疲労累積係数に基準地震動

SSによる疲労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は許容値 1以下であり，耐震安全性に問題のない

ことを確認した（表 3.4-17 参照）。 

 

     表 3.4-17 ノズル等疲労解析結果 

評価部位 区分 
評価 

地震力

運転開始後 60 年

時点での 

疲労累積係数 

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS
*2） 

合計 

（許容値：1以下）

主フランジ 

クラス 1 SS 

0.0177 0.0000 0.0177 

スタッドボルト 0.2526 0.0000 0.2526 

給水ノズル 0.6146＊1 0.0002 0.6148 

下鏡 0.4475＊1 0.0002 0.4477 

支持スカート 0.5691 0.0002 0.5693 

*1：環境を考慮 

*2：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用い

た。弾性設計用地震動 Sdについては，等価繰返し回数を 2回分考慮しても基準地

震動 SSの等価繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sdに

よる評価は省略した



 

－ 3.4-24 － 

(2) 胴の中性子照射脆化に対する耐震安全性評価 

胴の中性子照射脆化については，「技術評価」において最低使用温度の評価及び

上部棚吸収エネルギーの評価を実施し，健全性上問題のないことを確認している。

また，靭性低下による脆性破壊を防止するための点検や運転温度の管理を行って

おり，現状保全の妥当性についても示されている。 

ここでは，原子炉圧力容器円筒胴（炉心領域）に，中性子照射脆化（運転開始後

60 年時点）と地震を考慮した場合の応力拡大係数 KⅠを求め破壊力学上の許容限界

KICと比較し健全性を評価した。評価は日本電気協会「原子力発電所用機器に対する

破壊靭性の確認試験方法 JEAC4206-2007」に基づくものとし，欠陥は，深さを原子

炉圧力容器の板厚の1/4倍，長さを板厚の1.5倍とし，地震荷重の寄与が大きい周方

向及び評価上厳しい軸方向の両方を想定した。 

図 3.4-1 に運転時及び耐圧・漏えい検査時における原子炉圧力容器の KⅠC下限包

絡曲線と KⅠ曲線（運転開始後 60 年時点）（炉心領域円筒胴）を示す。 

図3.4-1 のケース1及び 2に示すように，軸方向欠陥に地震が作用しても円筒胴の

円周方向応力は有意な変化をしないため，KⅠは地震荷重の有無に係わらず変化しな

い。周方向欠陥に地震が作用した場合は，軸方向応力の増加に寄与するため，地震

荷重を考慮しないケース3に比べて考慮したケース4の方が厳しくなる。 

以上より，地震時に発生する KIを評価した結果 KICを下回ることから，中性子照

射脆化に対する耐震性を考慮した運転制限に対し，十分な安全性が確保されている

と考える。 
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図 3.4-1（1/2） 原子炉圧力容器 KⅠC下限包絡曲線と KⅠ曲線（運転開始後 60 年時点）（炉心領域円筒胴，運転時） 
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図 3.4-1（2/2） 原子炉圧力容器 KⅠC下限包絡曲線と KⅠ曲線（運転開始後 60 年時点）（炉心領域円筒胴，検査時） 
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－ 3.4-27 － 

3.4.4.2 原子炉格納容器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震

安全性評価 

(1) 配管貫通部ベローズ（機械ペネトレーション）の疲労割れ［主蒸気系配管］ 

配管貫通部ベローズの疲労割れについては，「技術評価」において運転開始後 60

年時点での疲労累積係数を評価し，健全性を確認している。 

耐震安全性評価では，「技術評価」での疲労累積係数に，基準地震動 SS による疲

労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は許容値 1以下であり，耐震安全性に問題のない

ことを確認した（表 3.4-18 参照）。 

 

表 3.4-18 配管貫通部ベローズの疲労評価 

貫通部 評価部位 区分 

運転開始後 60 年

時点での 

疲労累積係数 

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS
*） 

合計 

（許容値：1以下）

主蒸気系配管 

貫通部 
ベローズ クラス MC 0.0071 0.0001 0.0072 

*：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用い

た。弾性設計用地震動 Sdについては，等価繰返し回数を 2 回分考慮しても基準地

震動 SSの等価繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sdによ

る評価は省略した 
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3.4.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.4.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.4.3項の代表機器及び 2.2項(2)bの表 2における耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象の検討結果を用いて，代表機器以外の評価対象機器についても，「技術

評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて整理を行った。 

 

(1) 上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，ティ，ペネトレーション

シール，閉止フランジ，閉止キャップ，ハウジング，スタブチューブ，スタッド

ボルト，支持スカートの疲労割れ 

  原子炉圧力容器上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，ティ，ペ

ネトレーションシール，閉止フランジ，閉止キャップ，ハウジング，スタブチュー

ブ，スタッドボルト，支持スカートの疲労割れに関しては，各評価部位における死

荷重等を考慮して評価部位を選定しているため，評価対象部位以外への展開は不要

とした。 

 

(2) 胴の中性子照射脆化 

原子炉圧力容器胴の中性子照射脆化に関しては，代表機器以外の機器に対しては

今後も発生の可能性がないか，又は小さいため代表機器以外への展開は不要とした。 

 

(3) 配管貫通部ベローズ（機械ペネトレーション）の疲労割れ 

上記経年劣化事象は，代表機器以外の機器においても代表機器と同様の整理が可

能である。 

また，代表機器以外に特有の高経年化対策上着目すべき経年劣化事象はない。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機

器以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以

外の経年劣化事象は抽出されなかった。 
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3.4.5.2  耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

  3.4.3項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び2.2項(2)bの

表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上

又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外

としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様に評価した結果，

以下の経年劣化事象は影響が「軽微もしくは無視」できないと判断し，次項にて耐震

安全性評価を実施することとする。 

 

・配管貫通部ベローズ（機械ペネトレーション）の疲労割れ 

 

3.4.5.3  耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価の展開を実施する。 

具体的には，3.4.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象は抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震

安全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表 3.4-2～6 参照）。 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

a. 配管貫通部ベローズの疲労割れに対する耐震安全性評価 

［給水系配管，残留熱除去系（供給），高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，

低圧注水系，残留熱除去系（戻り），原子炉隔離時冷却系（蒸気供給），原子炉圧

力容器ヘッドスプレイ，原子炉冷却材浄化系，復水ドレン］ 

「技術評価」においては配管貫通部にベローズが設置されている 11 ライン

（表 3.4-4（型式：ベローズ式））のうち，プラント起動・停止等，運転状態の

変化に伴う配管熱移動の影響が大きいと判断される給水系配管貫通部について，

「技術評価」において運転開始後 60 年時点での疲労累積係数を評価し，健全性

を確認している。 

耐震安全性評価では，「技術評価」での疲労累積係数に，基準地震動 SSによる

疲労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は許容値の 1 以下となり，耐震安全性に問題

のないことを確認した（表 3.4-19 参照）。 

 

表 3.4-19  配管貫通部ベローズの疲労評価 

貫通部 評価部位 区分 

運転開始後 60 年

時点での 

疲労累積係数 

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS
*） 

合計 

（許容値：1以下）

給水系配管 

貫通部 
ベローズ クラス MC 0.0064 0.0001 0.0065 

*：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用い

た。弾性設計用地震動 Sdについては，等価繰返し回数を 2 回分考慮しても基準地

震動 SSの等価繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sdによ

る評価は省略した  
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3.4.6  保全対策に反映すべき項目の抽出 

  容器においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点から追

加すべき項目はない。 
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3.5 配管 

本章は，東海第二で使用している主要な配管に係わる経年劣化事象について，耐震安全

性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要な配管については，「技術評価」において経年劣化事象に対する健

全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれらの

検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.5.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な配管（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機器と

する。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.5-1 に示す。 

 

表 3.5-1(1/3) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

ステンレス鋼配管系 原子炉隔離時冷却系 S，重*1 

原子炉再循環系 S，重*1 

ほう酸水注入系 S，重*1 

不活性ガス系 S 

原子炉系 S 

原子炉冷却材浄化系 S 

残留熱除去系 S，重*1 

純水補給水系 S 

制御棒駆動系 S，重*1 

補助系 S，重*1 

燃料プール冷却浄化系 S，重*1 

事故時サンプリング設備 S 

高圧炉心スプレイ系 S 

低圧炉心スプレイ系 S 

原子炉保護系 S 

制御用圧縮空気系 S，重*1 

格納容器雰囲気監視系 S 

中性子計装系 S 

試料採取系 S 

発電機系 C 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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表 3.5-1(2/3) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

ステンレス鋼配管系 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 B 

所内蒸気系 B 

消火設備*2 C 

サプレッション・プール水 pH 制御装置*2 S 

重大事故等対処設備*2 重*1 

炭素鋼配管系 原子炉隔離時冷却系 S，重*1 

原子炉系 S，重*1 

原子炉冷却材浄化系 S 

残留熱除去系 S，重*1 

制御棒駆動系 S 

補助系 S 

燃料プール冷却浄化系 S 

高圧炉心スプレイ系 S，重*1 

低圧炉心スプレイ系 S，重*1 

原子炉保護系 S 

タービングランド蒸気系 B 

復水系 B 

給水系 S 

給水加熱器ドレン系 B 

所内蒸気系 B 

原子炉補機冷却系 S 

ドライウェル冷却系 S 

タービン主蒸気系 S 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 S 

空気抽出系 B 

給水加熱器ベント系 B 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 B 

非常用ガス再循環系 S，重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器  
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表 3.5-1(3/3) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

炭素鋼配管系 非常用ガス処理系 S，重*1 

可燃性ガス濃度制御系 S 

気体廃棄物処理系 B 

不活性ガス系 S，重*1 

消火設備 C 

希ガスチャコール系 B 

非常用ディーゼル発電機海水系 S，重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 S，重*1 

残留熱除去海水系 S，重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

低合金鋼配管系 給水加熱器ドレン系 B 

タービングランド蒸気系 B 

所内蒸気系 B 

気体廃棄物処理系 B 

原子炉系 B 

抽気系 B 

タービン補助蒸気系 B 

給水加熱器ベント系 B 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 B 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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3.5.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象配管をその材料を基に分類して評価しているが，本

検討においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術評

価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.5-2～4 に示す。 
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表 3.5-2(1/3) ステンレス鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚（mm）
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力（MPa）

最高使用 

温度（℃）

ステンレ

ス鋼 
純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／11.0 
PS-1／MS-1,

重*2 
一時 8.62 302 S，重*3    

原子炉再循環系 630 mm／40.0 
PS-1／MS-1,

重*2 
連続 11.38 302 S，重*3 ○ ○  

ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1,重*2 一時 9.66 302 S，重*3    

不活性ガス系 25A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 S    

原子炉系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 S    

原子炉冷却材浄化系 150A／11.0 PS-1／MS-1 連続 8.62 302 S    

残留熱除去系 300A／25.4 
PS-1／MS-1,

重*2 
一時 10.69 302 S，重*3    

純水補給水系 50A／3.9 MS-1 一時 1.32 66 S    

制御棒駆動系 33.4 mm／4.5 MS-1，重*2 連続 12.06 66 S，重*3    

補助系 80A／7.6 MS-1，重*2 連続 0.52 105 S，重*3    

燃料プール冷却浄化系 250A／9.3 MS-2，重*2 連続 1.38 66 S，重*3    

事故時サンプリング設備 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 S    

 *1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.5-2(2/3) ステンレス鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚（mm）
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力（MPa）

最高使用 

温度（℃）

ステンレ

ス鋼 

純水 

高圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 S    

低圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 S    

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138 S    

重大事故等対処設備*2 50A／3.9 重*3 一時 2.5 200 重*4    

その他ガス 

原子炉再循環系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 S    

不活性ガス系 50A／5.5 MS-1 一時 0.31 171 S    

制御用圧縮空気系 50A／3.9 MS-1，重*3 連続 1.38 66 S，重*4 ○ ○  

格納容器雰囲気監視系 25A／4.5 MS-1 一時 0.31 171 S    

中性子計装系 10A／2.3 MS-1 一時 0.31 171 S    

試料採取系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 S    

 *1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 

 

 

 



 

－
 
3.
5-
7 
－
 

表 3.5-2(3/3) ステンレス鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力（MPa）

最高使用 

温度（℃）

ステンレ

ス鋼 

その他ガス 

発電機系 15A／3.7 高*2 連続 14.7 40 C    

消火設備*3 100A／8.6 高*2 一時 10.8 40 C    

サプレッション・プール水 pH

制御装置*3 
80A／5.5 MS-1 一時 0.31 171 S    

重大事故等対処設備*3 600A／12.7 重*4 一時 0.62 200 重*5    

五ほう酸ナ

トリウム水 
ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*4 一時 9.66 66 S，重*5 ○ ○  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 S    

原子炉保護系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 S ○ ○  

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タ

ービン系 
125A／6.6 高*2 連続 0.35 124 B    

所内蒸気系 25A／4.5 高*2 連続 0.98 183 B    

 *1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：新規に設置される機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－
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表 3.5-3(1/4) 炭素鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／14.3 
PS-1／MS-1

重*2 
一時 8.62 302 S，重*3    

原子炉系 500A／26.2 
PS-1／MS-1

重*2 
連続 8.62 302 S，重*3 ○ ○  

原子炉冷却材浄化系 65A／9.5 PS-1 連続 8.62 302 S    

残留熱除去系 300A／17.4 
PS-1／MS-1

重*2 
一時 8.62 302 S，重*3    

制御棒駆動系 200A／12.7 MS-1 一時 8.62 138 S    

補助系 80A／5.5 MS-1 一時 0.86 100 S    

燃料プール冷却浄化系 25A／4.5 MS-1 一時 0.35 66 S    

高圧炉心スプレイ系 300A／17.4 
PS-1／MS-1

重*2 
一時 8.62 302 S，重*3    

低圧炉心スプレイ系 300A／17.4 
PS-1／MS-1

重*2 
一時 8.62 302 S，重*3    

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138 S    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－
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表 3.5-3(2/4) 炭素鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 

純水 

タービングランド蒸気系 80A／5.5 高*4 連続 1.04 233 B    

復水系 750A／28.6 高*4，高以外*5 連続 6.14 205 B    

給水系 600A／46.0 高*4 連続 8.62 302 S    

給水加熱器ドレン系 200A／8.2 高*4 連続 2.97 239 B    

所内蒸気系 150A／7.1 高*4 連続 0.96 183 B    

重大事故等対処設備*6 200A／8.2 重*2 一時 3.45 174 重*3    

冷却水*7 
原子炉補機冷却系 200A／8.2 MS-1 連続 0.86 66 S ○ ○  

ドライウェル冷却系 150A／7.1 MS-1 連続 0.86 66 S    

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 250A／15.1 
PS-1／MS-1 

重*2 
一時 8.62 302 S，重*3    

原子炉系 650A／33.6 
PS-1／MS-1 

重*2 
連続 8.62 302 S，重*3 ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 *2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：重要度が「高」の機器以外の範囲で保守管理に関する方針を策定する重要度クラス 3の機器 

*6：新規に設置される機器 

*7：冷却水（防錆剤入り純水） 



 

－
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表 3.5-3(3/4) 炭素鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 

蒸気 

タービン主蒸気系 750A／56.4 PS-2 連続 8.62 302 S    

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 50A／8.7 PS-1／MS-1 連続 8.62 302 S    

タービングランド蒸気系 250A／18.2 高*2 連続 8.62 302 B    

空気抽出系 250A／9.3 高*2 連続 2.41 205 B    

給水加熱器ベント系 150A／7.1 高*2 連続 2.97 235 B    

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気ター

ビン系 
250A／18.2 高*2 連続 8.62 302 B    

所内蒸気系 300A／10.3 高*2 連続 0.98 183 B    

重大事故等対処設備*3 100A／8.6 重*4 一時 8.62 302 重*5    

その他ガス 

非常用ガス再循環系 600A／12.0 MS-1，重*4 一時 0.014 86 S，重*5    

非常用ガス処理系 450A／14.3 MS-1，重*4 一時 0.014 86 S，重*5    

可燃性ガス濃度制御系 150A／7.1 MS-1 一時 0.31 171 S    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 *2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：新規に設置される機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  



 

－
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表 3.5-3(4/4) 炭素鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 

その他ガス 

気体廃棄物処理系 300A／10.3 PS-2 連続 2.41 205 B    

不活性ガス系 600A／9.5 MS-1，重*2 連続 0.31 171 S，重*3 ○ ○  

消火設備 65A／7.0 高*4 一時 10.8 40 C    

希ガスチャコール系 125A／6.6 高*4 連続 0.34 340 B    

重大事故等対処設備*5 600A／12.7 重*2 一時 0.62 200 重*3    

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 250A／9.3 MS-1，重*2 一時 0.70 66 S，重*3    

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機海水系 
250A／9.3 MS-1，重*2 一時 0.70 66 S，重*3    

残留熱除去海水系 500A／12.7 MS-1，重*2 一時 3.45 66 S，重*3 ○ ○  

重大事故等対処設備*5 150A／7.1 重*2 一時 0.98 66 重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 *2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：新規に設置される機器 
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表 3.5-4 低合金鋼配管系の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 

材料 内部流体 
主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

低合金鋼 

純水 

給水加熱器ドレン系 80A／7.6 高*2 連続 1.04 233 B ○ ○  

タービングランド蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.42 155 B    

所内蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.98 183 B    

その他ガス 気体廃棄物処理系 300A／14.3 PS-2 連続 2.41 538 B ○ ○  

蒸気 

原子炉系 65A／9.5 PS-2 連続 8.62 302 B ○ ○  

抽気系 1200A／15.9 高*2 連続 1.81 210 B    

タービン補助蒸気系 125A／8.5 高*2 連続 8.62 302 B    

タービングランド蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 8.62 302 B    

給水加熱器ベント系 40A／5.1 高*2 連続 1.81 210 B    

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タ

ービン系 
40A／7.1 高*2 連続 8.62 302 B    

 *1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

 



－ 3.5-13 － 

3.5.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.5.2 項で選定した代表配管について，「技術評価」で検討された経年劣化事象に対

し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 配管の技術評価書」参照）

に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以

下のとおり整理した（表3.5-5～7 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.5-5～7 中に記載した。



 

－
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表 3.5-5 ステンレス鋼配管系に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉再循環系
制御用圧縮 

空気系 

ほう酸水注入系

（五ほう酸ナト

リウム水部） 

原子炉保護系 

バウンダリの維持 配管 疲労割れ ○ － － －  

○：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.5-6 炭素鋼配管系に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉系 

（純水部）

原子炉補機

冷却系 

原子炉系 

（蒸気部）
不活性ガス系

残留熱除去 

海水系 

バウンダリの維持 配管 疲労割れ ○ － ○ － －  

○：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

 

 

 



 

－
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表 3.5-7 低合金鋼配管系に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

給水加熱器ドレン系 気体廃棄物処理系 原子炉系 

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 



－ 3.5-16 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.5.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であるか｢軽微も

しくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象については耐

震安全性評価対象外とする（表 3.5-8～10 に耐震安全上考慮する必要のある経年劣化

事象を示す）。 

 

① ステンレス鋼配管系における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ステンレス鋼配管系における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.5-5 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・配管の疲労割れ［原子炉再循環系］ 

 

本経年劣化事象は，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢軽微もし

くは無視｣できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.5-8 で◎）とした。 

 

② 炭素鋼配管系における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

炭素鋼配管系における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.5-6 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ 配管の疲労割れ［原子炉系（純水部，蒸気部）］ 

 

本経年劣化事象は，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢軽微もし

くは無視｣できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.5-9 で◎）とした。 

 

③ 低合金鋼配管系における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

低合金鋼配管系における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果を考慮して整理した結果（表 3.5-7 参照），現在発生しているか，又

は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.5-

10 参照）。 
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表 3.5-8 ステンレス鋼配管系の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

原子炉再循環系 制御用圧縮空気系 
ほう酸水注入系 

（五ほう酸ナトリウム水部）
原子炉保護系 

配管 疲労割れ ◎ － － － 

◎：以降で評価する 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.5-9 炭素鋼配管系の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

原子炉系 

（純水部） 
原子炉補機冷却系

原子炉系 

（蒸気部） 
不活性ガス系 

残留熱除去 

海水系 

配管 疲労割れ ◎ － ◎ － － 

◎：以降で評価する 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.5-10 低合金鋼配管系の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

給水加熱器ドレン系 気体廃棄物処理系 原子炉系 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



－ 3.5-18 － 

3.5.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.5.3項にて整理し抽出した経年劣化事象及び 2.2項(2)bの表 2で耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象に対しての耐震安全性評価を実施する。 

 

(1) 配管の疲労割れ［原子炉再循環系，原子炉系（純水部，蒸気部）］ 

ステンレス鋼配管系（原子炉再循環系），炭素鋼配管系（原子炉系（純水部，蒸気

部））の配管の疲労割れに関しては，「技術評価」において運転開始後 60 年時点での

疲労累積係数を評価し，健全性を確認している。ここでは，「技術評価」での疲労累

積係数に基準地震動 SS による疲労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労

評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は，許容値 1以下であり，配管の疲労割れは耐震安

全性に問題のないことを確認した（表 3.5-11 参照）。 

また，東北地方太平洋沖地震による疲労強度への影響評価として，基準地震動 SSに

よる疲労累積係数が最も高い原子炉系（蒸気部）に対して評価を行う。影響評価とし

て，上記の評価結果に対して保守的に疲労解析から求めた東北地方太平洋沖地震の地

震動による疲労累積係数を足し合わせた結果においても，許容値 1を下回り，耐震安

全性に問題のないことを確認した（表 3.5-11 参照）。 

 

表 3.5-11 配管の疲労解析結果 

系統 区分 
評価 

地震動 

運転実績回数

に基づく 

疲労累積係数

地震動による 

疲労累積係数 

（東北地方太平洋

沖地震） 

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS） 

合計 

（許容値：

1以下） 

原子炉 

再循環系 
クラス 1 SS 0.1182*1 － 0.1455*2 0.2637 

原子炉系 

（純水部） 
クラス 1 SS 0.5799*1 － 0.0259*2 0.6058 

原子炉系 

（蒸気部） 
クラス 1 SS 0.0853 0.0043*3 0.6558*2 0.7454 

*1：環境を考慮 

*2：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用い

た。弾性設計用地震動 Sd については，等価繰返し回数を 2 回分考慮しても基準

地震動 SS の等価繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sd

による評価は省略した 

*3：東北地方太平洋沖地震時の配管解析モデル及び観測波を用いて算出される等価繰

返し回数を用いており，裕度を考慮した 40 回と設定した 
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(2) 配管の腐食（流れ加速型腐食）［原子炉系（純水部，蒸気部）］ 

炭素鋼配管系（原子炉系（純水部，蒸気部））の配管の腐食（流れ加速型腐食）に

対しては，超音波厚さ測定等による肉厚測定を実施し，その結果に基づき余寿命を管

理し，配管の取替等の対策を検討することとしているが，耐震安全性評価では，配管

の減肉が広範囲にわたって徐々に進行する流れ加速型腐食による減肉を想定し，

JEAG4601「原子力発電所耐震設計技術指針」等に基づき以下のとおり実施した。 

なお， 評価にあたっては，日本機械学会「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子

力発電所 配管減肉管理に関する技術規格（JSME S NH1-2006）」（以下，JSME 減肉管

理規格という）において，流れ加速型腐食発生の可能性が小さいとされている FAC-1

管理範囲以外の箇所を含むライン及び知見拡充の観点で FAC-1 管理範囲のうち原子

炉系（蒸気部）主配管の耐震重要度 Sクラスの範囲を評価対象ラインとして選定した。 

a. 減肉想定範囲の周方向及び軸方向一様に必要最小肉厚まで減肉を想定した評価

（第一段階評価） 

① 各評価対象ラインの三次元梁モデルを作成 

② エルボ部，分岐部，レジューサ部等の偏流発生部及びその下流部の以下に示す

減肉想定範囲（JSME減肉管理規格に規定されている測定長さ）の周方向及び軸

方向一様に必要最小肉厚まで減肉を想定し，三次元梁モデルに反映 

・管の呼び径125A以下：300(mm) 

・管の呼び径125Aを超えるもの：500(mm) 

（ただし，原則としてオリフィス下流部の直管については3D，弁下流部の直

管については1Dの範囲） 

③ 評価対象ラインの耐震クラスに応じた地震力を用いて地震時の発生応力（一次

応力）の評価を実施（評価に用いる減衰定数は，JEAG4601「原子力発電所耐震

設計技術指針」等に基づき設定） 

④ 耐震重要度Sクラスの配管については，一次＋二次応力の評価を実施し，許容応

力を満足しない場合には疲労解析による評価を実施 

⑤ 以上の評価から耐震安全性が確認できない評価対象ラインを第二段階評価の評

価対象ラインとして抽出 

 

b. 実機測定データに基づいて想定した肉厚による評価（第二段階評価） 

① 第二段階評価対象ラインの系統全体における肉厚測定箇所から，評価対象ライ

ン中の減肉想定範囲において流体条件が類似する箇所の実機測定データを整理

して最大減肉率を選定 

② 評価対象ラインの全ての減肉想定範囲に対し①で選定した最大減肉率を用いて，

周方向及び軸方向一様に運転開始後60年時点まで減肉を想定し，三次元梁モデ

ルに反映 

③ 評価対象ラインの耐震クラスに応じた地震力を用いて地震時の発生応力（一次

応力）の評価を実施 

④ 耐震重要度Sクラスの配管については，一次＋二次応力の評価を実施し，許容応
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力を満足しなかった場合には疲労解析による評価を実施 

 

評価の結果， 原子炉系（純水部）配管については，必要最小肉厚までの減肉を想

定した評価において，発生応力が許容応力を下回り，耐震安全性に問題のないことを

確認した。 

原子炉系（蒸気部）配管のドレン配管（FAC-2管理範囲）については，必要最小肉厚

までの減肉を想定した評価において，発生応力が許容応力を上回ったため，実機測定

データを用いた運転開始後60年時点の肉厚を想定した評価を実施した結果，一次応力

は許容応力を下回ったが，一次＋二次応力が許容応力を上回ったため，疲労解析によ

る評価を実施したところ疲労累積係数は許容値以下であり，耐震安全性に問題のない

ことを確認した（表3.5-12(1/2)参照）。 

原子炉系（蒸気部）配管の主配管（FAC-1管理範囲）については，流れ加速型腐食の

管理ランクがFAC-2及びFAC-Sに該当しないことから，現時点での実機測定データを用

いた運転開始後60年時点の肉厚を想定した評価を実施した結果，一次応力は許容応力

を下回ったが，一次＋二次応力が許容応力を上回ったため，疲労解析による評価を実

施したところ疲労累積係数は許容値以下であり，耐震安全性に問題のないことを確認

した（表3.5-12(2/2)参照）。 
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表3.5-12(1/2) 炭素鋼配管系の腐食に対する耐震安全性評価結果 

評価対象 区分 
耐震 

重要度 

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力種別 

発生応力*1（MPa） 

許容応力*4

（MPa） 必要最小

肉厚*2 

60 年時点 

肉厚*3 

原子炉系

（純水部） 

クラス 1 S 

SS ⅣAS

一次応力 103 － 364 

一次+二次

応力 
109 － 366 

Sd ⅢAS

一次応力 92 － 274 

一次+二次

応力 
67 － 366 

クラス 2 S 

SS ⅣAS

一次応力 96 － 363 

一次+二次

応力 
140 － 364 

Sd ⅢAS

一次応力 82 － 182 

一次+二次

応力 
89 － 364 

原子炉系 

（蒸気

部） 

[ドレン配

管] 

クラス 1 S 

SS ⅣAS

一次応力 1031 291 364 

一次+二次

応力 
2770 

831 

（疲労累積係数：

0.3256*6,*8） 

366 

（疲労累積係

数許容値：

1以下*5）

Sd ⅢAS

一次応力 649 225 274 

一次+二次

応力 
1531 

556 

（疲労累積係数：

0.3132*7,*8） 

366 

（疲労累積係

数許容値：

1以下*5）

クラス 2 S 

SS ⅣAS

一次応力 765 150 363 

一次+二次

応力 
1191 195 364 

Sd ⅢAS

一次応力 493 113 182 

一次+二次

応力 
648 121 364 

*1：系統内の評価対象ライン中で最大の発生応力を示す 

*2：配管の内圧等により決定される最小の肉厚 

*3：これまでの測定データに基づき想定した肉厚 

*4：設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 1 又は表 8，表 9より求まる値 

*5：JEAG4601 に基づき，地震動による疲労累積係数に通常運転時の疲労累積係数を加

えて評価する。なお，地震動による疲労累積係数の算出に用いる等価繰返し回数

は，一律に設定する等価繰返し回数を用いた地震動による疲労累積係数と通常運

転時の疲労累積係数の合計が許容値 1を超える場合は，個別に設定する等価繰返

し回数を用いて地震動による疲労累積係数を算出し評価する 
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*6：基準地震動 SSによる疲労累積係数。等価繰返し回数は，個別に設定する等価繰返

し回数を用いており，裕度を考慮した 70 回と設定した 

*7：弾性設計用地震動 Sdによる疲労累積係数。等価繰返し回数は，一律に設定する等

価繰返し回数として設定した 320 回を用いた 

*8：通常運転時の疲労累積係数は 0.4580 であるため，地震動による疲労累積係数を

足し合わせても許容値 1を下回る 

 

表3.5-12(2/2) 炭素鋼配管系の腐食に対する耐震安全性評価結果 

評価対象 区分 
耐震 

重要度 

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力種別 

発生応力*1 

（MPa） 許容応力*3 

（MPa） 

60 年時点肉厚*2 

原子炉系 

（蒸気

部） 

[主配管] 

クラス 1 S 

SS ⅣAS

一次応力 317 345 

一次+二次

応力 

829 

（疲労累積係数： 

0.9249*5,*6） 

345 

（疲労累積係数

許容値：1以下*4）

Sd ⅢAS

一次応力 236 258 

一次+二次

応力 

489 

（疲労累積係数： 

SSに包含される*7） 

345 

（疲労累積係数

許容値：1以下*4）

クラス 2 S 

SS ⅣAS

一次応力 90 380 

一次+二次

応力 
51 418 

Sd ⅢAS

一次応力 82 209 

一次+二次

応力 
33 418 

*1：系統内の評価対象ライン中で最大の発生応力を示す 

*2：これまでの測定データに基づき想定した肉厚 

*3：設計・建設規格 付録材料図表 Part5 表 1 又は表 8，表 9より求まる値 

*4：JEAG4601 に基づき，地震動による疲労累積係数に通常運転時の疲労累積係数を加

えて評価する 

*5：基準地震動 SSによる疲労累積係数。等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返

し回数として設定した 160 回を用いた 

*6：通常運転時の疲労累積係数は 0.0339 であるため，基準地震動 SSによる疲労累積

係数を足し合わせても許容値 1を下回る 

*7：弾性設計用地震動 Sdによる疲労累積係数は，等価繰返し回数を 2回分考慮しても

基準地震動 SS の等価繰返し回数である 160 回以下となるため，基準地震動 SSに

よる疲労累積係数に包含される 
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3.5.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.5.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.5.3項の代表機器及び 2.2項(2)bの表 2における耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象の検討結果を用いて，代表機器以外の評価対象機器についても，「技術

評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて整理を行った。 

 

(1) 配管の疲労割れ［ステンレス鋼配管系：原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄

化系，残留熱除去系，炭素鋼配管系：原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化

系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系］ 

代表機器と同じく「現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否

定できないもの」として扱う。 

 

(2) 配管の腐食（流れ加速型腐食）［炭素鋼配管系：復水系，給水系，給水加熱器ド

レン系，タービン主蒸気系，タービングランド蒸気系，原子炉給水ポンプ駆動

用蒸気タービン系，原子炉冷却材浄化系］ 

代表機器と同じく「現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否

定できないもの」として扱う。 

 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.5.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.5.3項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び2.2項(2)bの

表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上

又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外

としたものについては，前項の抽出結果を含めて，評価対象機器全体において代表機

器と同様に評価した結果，以下の経年劣化事象は影響が「軽微もしくは無視」できな

いと判断し，次項にて耐震安全性評価を実施することとする。 

 

・配管の疲労割れ［ステンレス鋼配管系：原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化

系，残留熱除去系，炭素鋼配管系：原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，

残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系］ 

・配管の腐食（流れ加速型腐食）［炭素鋼配管系：復水系，給水系，給水加熱器ドレ

ン系，原子炉冷却材浄化系］ 
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3.5.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.5.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象は抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表 3.5-2～4 を参照のこと）。 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

a. 配管の疲労割れ［ステンレス鋼配管系：原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄

化系，残留熱除去系，炭素鋼配管系：原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化

系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系］ 

配管の疲労割れについては熱疲労強度上，厳しい代表機器の評価を行い，耐震

安全性を確認した。代表以外の配管については，代表機器と同等またはそれ以下

の過渡変化を受ける部位であることから，代表配管同様に疲労評価は許容値を下

回ると考えられる。 

地震による疲労強度への影響は，代表機器の評価結果と同様に小さいものと考

えられ，地震を考慮しても，これら配管の耐震安全性に問題はないものと判断す

る。 

 

b. 配管の腐食（流れ加速型腐食）［炭素鋼配管系：復水系，給水系，給水加熱器ド

レン系，原子炉冷却材浄化系］ 

減肉を加味した耐震安全性評価では，JSME減肉管理規格において流れ加速型腐

食が想定される復水系，給水系，給水加熱器ドレン系及び知見拡充の観点で原子

炉冷却材への水素注入に伴う配管内表面の酸化被膜減少による配管減肉が想定さ

れる原子炉冷却材浄化系配管の耐震重要度Sクラスの範囲について，代表機器と同

様の手順で評価した。 

評価の結果，給水系のクラス2の範囲については，必要最小肉厚までの減肉を想

定した評価において，発生応力が許容応力を下回り，耐震安全性に問題のないこ

とを確認した。 

また，復水系，給水系のクラス3の範囲及び給水加熱器ドレン系については，必

要最小肉厚までの減肉を想定した評価において，発生応力が許容応力を満足しな

かったため，実機測定データを用いて運転開始後60年時点の肉厚を想定した評価

を実施した結果，発生応力が許容応力を下回り，耐震安全性に問題のないことを

確認した（表3.5-13参照）。 

原子炉冷却材浄化系配管については，流れ加速型腐食の管理ランクがFAC-2及び

FAC-Sに該当しないことから，現時点での実機測定データを用いた運転開始後60年

時点の肉厚を想定した評価を実施した結果，一次応力は許容応力を下回ったが，

一次＋二次応力が許容応力を上回ったため，疲労解析による評価を実施したとこ

ろ疲労累積係数は許容値以下であり，耐震安全性に問題のないことを確認した（表

3.5-13参照）。 
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表3.5-13 炭素鋼配管系の腐食に対する耐震安全性評価結果 

評価対象 区分 
耐震 

重要度 

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力種別 

発生応力*1（MPa） 

許容応力*4 

（MPa） 
必要 

最小 

肉厚*2

60 年時点 

肉厚*3 

復水系 火力*5 B 
B クラス

地震力
BAS 一次応力 6662*6 227 233 

給水系 

クラス 2

S 

SS ⅣAS

一次応力 125 － 363 

一次+二次

応力 
241 － 364 

Sd ⅢAS

一次応力 107 － 182 

一次+二次

応力 
130 － 364 

B 
B クラス

地震力
BAS 一次応力 104 － 229 

クラス 3 B 
B クラス

地震力
BAS 一次応力 291 130 

172*7 

229*7 

給水 

加熱器 

ドレン系 

クラス 3 B 
B クラス

地震力
BAS 一次応力 231 85 205 

原子炉 

冷却材 

浄化系 

クラス 1 S 

SS ⅣAS

一次応力 － 333*8,*9 414 

一次+二次

応力 

－ 
1015*8 

（疲労累積係数：

0.7408*11,*12） 

354 

（疲労累積係

数許容値： 

1 以下*10） 

－ 
828*9 

（疲労累積係数：

0.6612*11,*13） 

414 

（疲労累積係

数許容値： 

1 以下*10） 

Sd ⅢAS

一次応力 － 228*8,*9 310 

一次+二次

応力 

－ 
563*8 

（疲労累積係数： 

SSに包含される*14） 

354 

（疲労累積係

数許容値： 

1 以下*10） 

－ 
503*9 

（疲労累積係数： 

SSに包含される*14） 

414 

（疲労累積係

数許容値： 

1 以下*10） 

*1：系統内の評価対象ライン中で最大の発生応力を示す 

*2：配管の内圧等により決定される最小の肉厚 

*3：これまでの測定データに基づき想定した肉厚 

*4：設計・建設規格 付録材料図表Part5表1，又は表8，表9より求まる値 

*5：火力技術基準に区分されるが，耐震評価上クラス3として評価した 

*6：火力技術基準に基づいているため必要最小肉厚が小さく，また，当該部は管台形

状であることから発生応力が高くなった 

*7：上段は必要最小肉厚での発生応力（最大点）に対する許容応力，下段は60年時点

肉厚での発生応力（最大点）に対する許容応力（材質の違いによる） 

*8：評価対象ラインのうち，最大の発生応力を示す 

*9：評価対象ラインのうち，炭素鋼配管部における最大の発生応力を示す 
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*10：JEAG4601に基づき，地震動による疲労累積係数に通常運転時の疲労累積係数を加

えて評価する 

*11：基準地震動SSによる疲労累積係数。等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返

し回数として設定した160回を用いた 

*12：通常運転時の疲労累積係数は0.0085であるため，地震動による疲労累積係数を足

し合わせても許容値1を下回る 

*13：通常運転時の疲労累積係数は0.0462であるため，地震動による疲労累積係数を足

し合わせても許容値1を下回る 

*14：弾性設計用地震動Sdについては，等価繰返し回数を2回分考慮しても基準地震動

SSの等価繰返し回数である160回以下となるため，基準地震動SSによる疲労累積係

数に包含される 

 

代表機器と同様に，いずれの評価についても保守性を有しており，また，系統中の発

生応力又は疲労累積係数は許容値を下回ることから，耐震安全性評価上問題ない。 

 

3.5.6 保全対策に反映すべき項目の抽出 

炭素鋼配管の腐食（流れ加速型腐食）に対して，原子炉系（蒸気部）配管，復水系配

管，給水系配管，給水加熱器ドレン系配管及び原子炉冷却材浄化系配管については，現

時点での実機測定データを用いた運転開始後60年時点の評価により耐震安全性に問題

のないことを確認したことから，今後も減肉傾向の把握及びデータの蓄積を継続して行

い，減肉進展の実測データを反映した耐震安全性評価を行う。 

 



  

－ 3.6-1 － 

3.6 弁 

本章は，東海第二で使用している主要な弁に係わる経年劣化事象について，耐震安全性

評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 
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3.6.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な弁（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機器と

する。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.6-1 に示す。 

 

表 3.6-1（1/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

仕切弁 炭素鋼 純水 制御棒駆動系 B 

残留熱除去系 S,重*1 

原子炉冷却材浄化系 S 

高圧炉心スプレイ系 S,重*1 

低圧炉心スプレイ系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉系 S 

復水系 B 

給水系 B  

給水加熱器ドレン系 B 

補助系 S 

重大事故等対処設備*2  S,重*1

冷却水＊3 原子炉補機冷却系 S 

ドライウェル冷却系 S 

蒸気 原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉系 S 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 S  

タービン主蒸気系 B 

タービン補助蒸気系 B 

タービングランド蒸気系 B 

気体廃棄物処理系 B 

所内蒸気系 B 

抽気系 B 

重大事故等対処設備*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：冷却水（防錆剤入り純水） 



  

－ 3.6-3 － 

表 3.6-1（2/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

仕切弁 炭素鋼 

 

ガス 原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

可燃性ガス濃度制御系 S 

気体廃棄物処理系 B 

重大事故等対処設備*2 重*1 

海水 残留熱除去海水系 S,重*1 

非常用ディーゼル発電機海水系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系 
S,重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

鋳鉄 海水 残留熱除去海水系 S,重*1 

ステンレス

鋼 

純水 制御棒駆動系 S 

ほう酸水注入系 S 

残留熱除去系 S,重*1 

原子炉冷却材浄化系 S 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉再循環系 S 

補助系 S 

五ほう酸ナ

トリウム水 ほう酸水注入系 S,重*1 

低合金鋼 蒸気 原子炉系 S 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.6-1（3/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

玉形弁 

 

炭素鋼 

 

純水 制御棒駆動系 B 

残留熱除去系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系 S 

低圧炉心スプレイ系 S 

原子炉隔離時冷却系 S 

原子炉冷却材浄化系 B 

燃料プール冷却浄化系 S 

給水系 B 

重大事故等対処設備*2 重*1 

蒸気 原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉系 S 

タービン補助蒸気系 B 

ガス 可燃性ガス濃度制御系 S 

不活性ガス系*2 S 

制御用圧縮空気系 S,重*1 

試料採取系 S 

重大事故等対処設備*2 重*1 

海水 非常用ディーゼル発電機海水系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系 
S,重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

ステンレス

鋼 

純水 制御棒駆動系 B 

ほう酸水注入系 S,重*1 

残留熱除去系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S 

原子炉再循環系 B 

原子炉冷却材浄化系 S 

燃料プール冷却浄化系 S,重*1 

格納容器雰囲気監視系 S 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.6-1（4/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

玉形弁 

 

ステンレス

鋼 

純水 不活性ガス系 S 

事故時サンプリング設備 S 

重大事故等対処設備*2 重*1 

ガス 不活性ガス系 S 

制御用圧縮空気系 C,重*1 

重大事故等対処設備*2 S,重*1 

海水 残留熱除去海水系 S,重*1 

五ほう酸ナ

トリウム水 ほう酸水注入系 S,重*1 

青銅鋳物 海水 残留熱除去海水系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系 
S,重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.6-1（5/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

逆止弁 炭素鋼 

 

純水 制御棒駆動系 B 

残留熱除去系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系 S,重*1 

低圧炉心スプレイ系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉系 S  

原子炉冷却材浄化系 B 

復水系 B 

給水系 B 

給水加熱器ドレン系 B 

重大事故等対処設備*2 重*1 

蒸気 原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 S 

抽気系 B 

所内蒸気系 C 

重大事故等対処設備*2 重*1 

海水 非常用ディーゼル発電機海水系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系 
S,重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

ステンレス

鋼 

純水 制御棒駆動系 B 

ほう酸水注入系 S,重*1 

残留熱除去系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉再循環系 S 

原子炉冷却材浄化系 B 

燃料プール冷却浄化系 S 

重大事故等対処設備*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.6-1（6/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

逆止弁 ステンレス

鋼 

五ほう酸ナ

トリウム水 ほう酸水注入系 S,重*1 

ガス 中性子計装系 S 

原子炉系 S,重*1 

制御用圧縮空気系 重*1 

サプレッション・プール水 pH 制御装置*2 S 

重大事故等対処設備*2 重*1 

海水 
残留熱除去海水系 S,重*1 

浸水防護施設*2 S  

バタフライ弁 炭素鋼 ガス 不活性ガス系 S,重*1 

非常用ガス処理系 S,重*1 

非常用ガス再循環系 S,重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

海水 非常用ディーゼル発電機海水系 重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海

水系 
重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

ステンレス

鋼 

ガス 
重大事故等対処設備*2 重*1 

安全弁 炭素鋼 純水 残留熱除去系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系 S,重*1 

低圧炉心スプレイ系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 重*1 

原子炉冷却材浄化系 B 

可燃性ガス濃度制御系 S 

タービングランド蒸気系 B 

復水系 B 

給水系 B 

空気抽出系 B 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.6-1（7/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

安全弁 炭素鋼 蒸気 タービン補助蒸気系 B 

タービングランド蒸気系 B 

給水加熱器ベント系 B 

ステンレス

鋼 

純水 残留熱除去系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S 

原子炉再循環系 B 

原子炉冷却材浄化系 B 

蒸気 気体廃棄物処理系 B 

ガス 制御用圧縮空気系 重*1 

五ほう酸ナ

トリウム水 ほう酸水注入系 S,重*1 

青銅鋳物 海水 残留熱除去海水系 S 

ボール弁 ステンレス

鋼 

ガス 中性子計装系  S 

原子炉冷却材浄化系*2 B 

純水 原子炉冷却材浄化系 B 

原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 

ステンレス 

鋳鋼 

純水 
原子炉再循環系 S 

主蒸気隔離弁 炭素鋼 蒸気 原子炉系 S 

主蒸気逃がし安全弁 炭素鋼鋳鋼 蒸気 
原子炉系 S,重*1 

爆破弁 ステンレス

鋼 

五ほう酸ナ

トリウム水 ほう酸水注入系 S,重*1 

破壊板 ステンレス

鋼 

蒸気 原子炉隔離時冷却系 S 

気体廃棄物処理系 B 

ガス 重大事故等対処設備*3 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：原子炉冷却材浄化系に供給される制御用圧縮空気 

*3：新規に設置される機器 
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表 3.6-1（8/10） 評価対象機器一覧 

型式 
分類基準 

機器名称 
耐震 

重要度弁箱材料 内部流体 

制御弁 炭素鋼 純水 原子炉冷却材浄化系 B 

復水系 B 

給水系 B 

中央制御室換気系 S 

蒸気 不活性ガス系 C 

タービングランド蒸気系 B 

復水移送系 B 

バッテリー室換気系 C 

気体廃棄物処理系 B 

ステンレス

鋼 

純水 原子炉冷却材浄化系 B 

ガス 制御用圧縮空気系 S,重*1 

重大事故等対処設備*2 重*1 

低合金鋼 純水 原子炉隔離時冷却系 S 

給水系 B 

給水加熱器ドレン系 B 

蒸気 所内蒸気系 B 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される系統 
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表 3.6-1（9/10） 評価対象機器一覧 

型式 

（電源・設置場所）

分類基準 
機器名称 

耐震 

重要度 弁箱材料 内部流体 

電動弁用駆動部 

（交流，原子炉格納

容器内） 

－ － 原子炉系 S 

原子炉再循環系 S 

残留熱除去系  S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉冷却材浄化系 S 

電動弁用駆動部 

（交流，原子炉格納

容器外） 

－ － 原子炉系 S 

原子炉冷却材浄化系 S 

ほう酸水注入系 S,重*1 

残留熱除去系 S,重*1 

残留熱除去海水系 S,重*1 

高圧炉心スプレイ系 S,重*1 

低圧炉心スプレイ系 S,重*1 

可燃性ガス濃度制御系 S 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 S 

原子炉補機冷却系 S 

燃料プール冷却浄化系 重*1 

制御用圧縮空気系 S 

不活性ガス系 S,重*1 

格納容器雰囲気監視系 S 

事故時サンプリング設備 S 

中央制御室換気系 S,重*1 

ドライウェル冷却系 S 

空気抽出系 B 

気体廃棄物処理系 B 

重大事故等対処設備*2 S,重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される系統 

 

 

 

 



  

－ 3.6-11 － 

表 3.6-1（10/10） 評価対象機器一覧 

型式 

（電源／型式・設置

場所） 

分類基準 
機器名称 

耐震 

重要度 弁箱材料 内部流体 

電動弁用駆動部 

（直流，原子炉格納

容器外）  

－ － 原子炉系 S 

残留熱除去系 S,重*1 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

原子炉冷却材浄化系 S 

重大事故等対処設備*2 重*1 

空気作動弁用駆動部

（ダイヤフラム型，

原子炉格納容器外）

－ － 中央制御室換気系 S 

原子炉隔離時冷却系 S 

原子炉冷却材浄化系 B 

空気作動弁用駆動部

（シリンダ型，原子

炉格納容器内） 

－ － 

原子炉再循環系 S 

空気作動弁用駆動部 

（シリンダ型，原子

炉格納容器外） 

－ － 不活性ガス系 S,重*1 

原子炉再循環系 S 

補助系 S 

原子炉系 S 

ほう酸水注入系 S,重*1 

漏えい検出系 S 

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 S 

原子炉隔離時冷却系 S,重*1 

非常用ガス処理系 S,重*1 

非常用ガス再循環系 S,重*1 

原子炉再循環流量制御系 S 

原子炉冷却材浄化系 B 

格納容器雰囲気監視系 S 

気体廃棄物処理系 B 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される系統 

 



  

－ 3.6-12 － 

3.6.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象弁をその型式等を基に分類しているが，本検討にお

いてもこの分類にしたがって整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術評価」

における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.6-2～15 に示す。 



  

 

－
 
3.
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 －
 

表 3.6-2（1/5） 仕切弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 純水 制御棒駆動系 20～50 高*2 連続 12.06 66 B   

原子炉給水止め弁 

残留熱除去系 50～600
MS-1/PS-1

重*3 
一時 0.86～8.62 100～302 S,重*4   

原子炉冷却材浄化系 100～150 PS-2 連続 8.62～9.80 66～302 S   

高圧炉心スプレイ系 100～600
MS-1/PS-1

重*3 
一時 0.70～10.69 100～302 S,重*4   

低圧炉心スプレイ系 40～600
MS-1/PS-1

重*3 
一時 0.70～8.62 100～302 S,重*4   

原子炉隔離時冷却系 100～200 MS-1,重*3 一時 0.86～10.35 77～100 S,重*4   

原子炉系 500～600 PS-1 連続 8.62～12.93 302 S ○ ○ 

復水系 450～650 高*2 連続 6.14 205 B   

給水系 80～600 高*2 連続 6.14～15.51 205～233 B   

給水加熱器ドレン系 50～500 高*2 連続 0.35～1.81 149～233 B   

補助系 80 MS-1 連続 1.04 65 S   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-2（2/5） 仕切弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 純水 重大事故等対処設備*2 80～300 MS-1,重*3 一時 静水頭～10.70 66～174 S,重*4    

冷却水*5 
原子炉補機冷却系 200 MS-1 連続 0.86 66 S ○ ○ 

ドライウェル内機器原

子炉補機冷却水戻り弁 

ドライウェル冷却系 150 MS-1 連続 0.86 66 S   

蒸気 
原子炉隔離時冷却系 40～350

MS-1/PS-1
重*3 

一時 1.04～8.62 135～302 S,重*4 ○ ○ 原子炉隔離時冷却系内

側隔離弁 

原子炉系 80 MS-1/PS-1 一時 8.62 302 S   

主蒸気隔離弁漏えい抑制
系 

25～100 MS-1 一時 8.62 302 S   

タービン主蒸気系 150 高*6 連続 8.62 302 B   

タービン補助蒸気系 100 高*6 連続 2.46 225 B   

タービングランド蒸気系 40～250 高*6 連続 0.35～8.62 124～302 B   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：冷却水（防錆剤入り純水） 

*6：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器
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表 3.6-2（3/5） 仕切弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 蒸気 気体廃棄物処理系 150～250 MS-2 連続 2.41 205 B   

 
所内蒸気系 50～150 高*2 連続 0.35～8.62 124～302 B   

抽気系 250～400 高*2 連続 1.04～1.82 210～233 B   

重大事故等対処設備*3 100～350 重*4 一時 1.04～8.62 135～302 重*5   

ガス 原子炉隔離時冷却系 50 MS-1,重*4 一時 0.52 88 S,重*5   

可燃性ガス濃度制御系出

口弁 
可燃性ガス濃度制御系 100～150 MS-1 一時 0.31 171 S ○ ○ 

気体廃棄物処理系 200～300 PS-2 連続 0.34～2.42 66～538 B   

重大事故等対処設備*3 50～150 重*4 一時 0.3～0.86 66～105 重*5   

海水 残留熱除去海水系 300～500 MS-1,重*4 一時 0.70～3.45 38～66 S,重*5   

非常用ディーゼル発電機

海水系出口隔離弁 

非常用ディーゼル発電機

海水系 
250 MS-1,重*4 一時 0.70 38～66 S,重*5 ○ ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*5：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  
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表 3.6-2（4/5） 仕切弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 海水 
高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機海水系 

250 MS-1,重*2 一時 0.70 38～66 S,重*3   
 

重大事故等対処設備*4 300～350 重*2 一時 2.45 38 重*3   

鋳鉄 海水 
残留熱除去海水系 100～500 MS-1,重*2 一時 3.45 38～66 S,重*3 ○ ○ 

残留熱除去系熱交換器海

水出口弁 

ステンレ

ス鋼 

純水 制御棒駆動系 20～50 MS-1 連続 12.06 66～138 S   

 

ほう酸水注入系 40 高*5 一時 9.66 66 S   

残留熱除去系 20～500
MS-1/PS-1

重*2 
一時 8.62～10.69 302 S,重*3   

原子炉冷却材浄化系 65～150 MS-1/PS-1 連続 8.62～9.80 302 S   

原子炉隔離時冷却系 150 
MS-1/PS-1

重*2 
一時 10.70 302 S,重*3   

原子炉再循環系 20～600 MS-1/PS-1 連続 8.62～12.06 66～302 S ○ ○ 
原子炉再循環ポンプ出口

弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 

*5：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 3.6-2（5/5） 仕切弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

純水 
補助系 80 MS-1 連続 0.28 80 S    

ステンレ

ス鋼 

五ほう酸

ナトリウ

ム水 
ほう酸水注入系 40～80 MS-1,重*2 一時 1.04～9.66 66 S,重*3 ○ ○ 

ほう酸水注入系ポンプ出

口弁 

低合金鋼 蒸気 
原子炉系 650 PS-2 連続 8.62 302 S ○ ○ 主蒸気隔離弁第 3弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-3（1/4） 玉形弁の代表機器  

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 純水 制御棒駆動系 25～50 高*2 連続 12.06 66 B   

残留熱除去系熱交換器バ

イパス弁 
残留熱除去系 25～450 MS-1,重*3 一時 3.45 100～174 S,重*4 ○ ○ 

高圧炉心スプレイ系 20～300 MS-1 一時 0.70～10.69 100 S   

低圧炉心スプレイ系 20～300 MS-1 一時 0.70～4.14 100 S   

原子炉隔離時冷却系 20～100 MS-1 一時 8.62～10.35 77～302 S   

原子炉冷却材浄化系 50～150 PS-2 連続 9.80 66～302 B   

燃料プール冷却浄化系 250 MS-2 連続 3.45 174 S   

給水系 40～50 高*2 連続 6.13～6.77 205 B   

重大事故等対処設備*5 50～200 重*3 一時 0.62～3.45 66～200 重*4   

蒸気 
原子炉隔離時冷却系 25～100 MS-1,重*3 一時 1.04～8.62 135～302 S,重*4 ○ ○ 

原子炉隔離時冷却系蒸気

供給弁 

原子炉系 40～50 MS-1 一時 8.62 302 S   

タービン補助蒸気系 80 高*2 連続 8.62 302 B   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
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表 3.6-3（2/4） 玉形弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 
耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 ガス 可燃性ガス濃度制御系 20 MS-1 一時 0.31 171 S   

格納容器 N2 ガス供給弁 不活性ガス系*2 50～80 MS-1 一時 0.31 171 S ○ ○ 

制御用圧縮空気系 50 MS-1,重*3 一時 1.38 66 S,重*4   

試料採取系 50 MS-1 一時 0.31 171 S   

重大事故等対処設備*2 50 重*3 一時 0.62 200 重*4   

海水 
非常用ディーゼル発電機

海水系 
150 MS-1,重*3 一時 0.70 38 S,重*4 ○ ○ 

非常用ディーゼル発電機

エンジンエアクーラ海水

入口弁 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系 
100～150 MS-1,重*3 一時 0.70 38 S,重*4   

重大事故等対処設備*2 150～300 重*3 一時 2.45 38 重*4   

ステンレ

ス鋼 

純水 制御棒駆動系 25～50 高*5 連続 12.06 66 B   

 ほう酸水注入系 40 MS-1,重*3 一時 9.66 302 S,重*4   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 3.6-3（3/4） 玉形弁の代表機器  

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

純水 残留熱除去系 25～300
PS-1/MS-1

重*2 
一時 8.62～10.69 302 S,重*3   

原子炉冷却浄化吸込弁 

原子炉隔離時冷却系 20 MS-1 一時 8.62 302 S   

原子炉再循環系 20 高*4 連続 12.06 66 B   

原子炉冷却材浄化系 15～150 PS-1 連続 8.62～12.06 66～302 S ○ ○ 

燃料プール冷却浄化系 150 MS-2,重*2 連続 1.38 66 S,重*3   

格納容器雰囲気監視系 20 MS-1 一時 0.31 104 S   

不活性ガス系 25 MS-1 一時 0.31 171 S   

事故時サンプリング設備 20 MS-1 一時 0.31～8.62 104～302 S   

重大事故等対処設備*5 25～100 重*2 一時 0.62～2.5 66～200 重*3   

ガス 
不活性ガス系 20～25 MS-1 一時 0.31 171 S ○ ○ サプレッション・チェンバ

隔離電磁弁 2-26V-95 前弁

（AC 系） 

 
制御用圧縮空気系 15～25 高*4,重*2 一時 1.03～14.70 46～66 C,重*3   

重大事故等対処設備*5 20～50 MS-1,重*2 一時 0.86～25 40～171 S,重*3   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：新規に設置される機器 
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表 3.6-3（4/4） 玉形弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

海水 
残留熱除去海水系 40～350 MS-1,重*2 一時 3.45 38～66 S,重*3 ○ ○ 

残留熱除去系熱交換器海

水出口流量調整弁 

五ほう酸

ナトリウ

ム水 

ほう酸水注入系 40～80 MS-1,重*2 一時 1.04～9.66 66 S,重*3 ○ ○ ほう酸水注入系貯蔵タン

ク出口弁 

青銅鋳物 海水 
残留熱除去海水系 20～65 MS-1,重*2 一時 3.45 38～66 S,重*3 ○ ○ 

低圧炉心スプレイ系ポン

プ室空調海水出口弁 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系 
50～65 MS-1,重*2 一時 0.70 38～66 S,重*3   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-4（1/4） 逆止弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度

（℃） 

炭素鋼 純水 制御棒駆動系 50 高*2 連続 12.06 66 B    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉給水逆止弁 

残留熱除去系 25～450
PS-1/MS-1

重*3 
一時 0.86～8.62 100～302 S,重*4   

高圧炉心スプレイ系 25～600
PS-1/MS-1

重*3 
一時 0.70～10.69 100～302 S,重*4   

低圧炉心スプレイ系 25～400
PS-1/MS-1

重*3 
一時 4.14～8.62 100～302 S,重*4   

原子炉隔離時冷却系 25～200
PS-1/MS-1

重*3 
一時 0.86～10.35 77～302 S,重*4   

原子炉系 500 PS-1/MS-1 連続 8.62 302 S ○ ○ 

原子炉冷却材浄化系 100～150 PS-2 連続 9.80 302 B   

復水系 500 高*2 連続 6.14 205 B   

給水系 400～600 高*2 連続 15.51 233 B   

給水加熱器ドレン系 80～400 高*2 連続 0.69～1.04 149～233 B   

重大事故等対処設備*5 80～250 重*3 一時 1.37～10.70 66～174 重*4   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 3.6-4（2/4） 逆止弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度

（℃） 

炭素鋼 蒸気 原子炉隔離時冷却系 80～350 高*2,重*3 一時 1.04 135 S,重*4   

MSIV-LCS 共通ベント逆止

弁 

主蒸気隔離弁漏えい抑制
系 

100 MS-1 一時 8.62 302 S ○ ○ 

抽気系 350 高*2 連続 1.81 210 B   

所内蒸気系 150 高*2 連続 0.96 183 C   

重大事故等対処設備*5 350 重*3 一時 1.04 135 重*4   

海水 非常用ディーゼル発電機
海水系 

250 MS-1,重*3 一時 0.70 38～66 S,重*4 ○ ○ 
非常用ディーゼル発電機

海水系出口逆止弁 

高圧炉心スプレイ系ディ
ーゼル発電機海水系 

250 MS-1,重*3 一時 0.70 38～66 S,重*4   

重大事故等対処設備*5 150～350 重*3 一時 0.98～3.45 38～66 重*4   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 3.6-4（3/4） 逆止弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度

（℃） 

ステンレ

ス鋼 

純水 制御棒駆動系 25 高*2 連続 12.06 66 B   

原子炉再循環ポンプシー

ルパージ内側逆止弁 

ほう酸水注入系 40 MS-1,重*3 一時 9.66 302 S,重*4   

残留熱除去系 150～300
PS-1/MS-1

重*3 
一時 8.62～10.69 302 S,重*4   

原子炉隔離時冷却系 150 
PS-1/MS-1

重*3 
一時 8.62 302 S,重*4   

原子炉再循環系 20 MS-1 連続 12.06 302 S ○ ○ 

原子炉冷却材浄化系 20～150 PS-2 連続 9.80 66～302 B   

燃料プール冷却浄化系 65 MS-2 連続 1.38 66 S   

重大事故等対処設備*5 25～50 重*3 一時 0.62～2.5 200 重*4   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 3.6-4（4/4） 逆止弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度

（℃） 

ステンレ

ス鋼 
五ほう酸

ナトリウ

ム水 

ほう酸水注入系 40 MS-1,重*2 一時 9.66 66 S,重*3 ○ ○ SLC ポンプ出口逆止弁 

ガス 中性子計装系 20 MS-1 一時 0.31 171 S    

 

逃がし安全弁（ADS）N2 供

給管逆止弁 
原子炉系 15 MS-1,重*2 連続 0.86～1.38 66 S,重*3 ○ ○ 

制御用圧縮空気系 50 重*2 一時 1.38 66 重*3   

サプレッション・プール水
pH 制御装置*4 

80 MS-1 一時 0.31 171 S   

重大事故等対処設備*4 50 重*2 一時 0.3～0.86 66～200 重*3   

海水 
残留熱除去海水系 350 MS-1,重*2 一時 3.45 38 S,重*3 ○ ○ 

残留熱除去海水系ポンプ

逆止弁 

浸水防護施設*4 80～100 設*5 一時 0.20 38 S   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 

*5：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 
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表 3.6-5 バタフライ弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 ガス 不活性ガス系 300～600 MS-1,重*2 一時 0.31～1.04 105～171 S,重*3 ○ ○ 格納容器パージ弁 

非常用ガス処理系 450 MS-1,重*2 一時 0.01 86 S,重*3   

非常用ガス再循環系 400～600 MS-1,重*2 一時 0.01 86 S,重*3   

重大事故等対処設備*4 450 重*2 一時 0.62 200 重*3   

海水 
非常用ディーゼル発電機

海水系 
250 重*2 一時 0.70 66 重*3 ○ ○ 

DGSW 非常用放出ライン隔

離弁 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系 
250 重*2 一時 0.70 66 重*3   

重大事故等対処設備*4 150 重*2 一時 0.98 38～66 重*3   

ステンレ

ス鋼 

ガス 
重大事故等対処設備*4 600 重*2 一時 0.62 200 重*3 ○ ○ 

格納容器圧力逃がし装置

出口側隔離弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器   
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表 3.6-6（1/2） 安全弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

口径

（A） 
重要度＊1 

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 純水 残留熱除去系 15～40 MS-1,重*2 一時 0.86～8.62 100～302 S,重*3    

 

高圧炉心スプレイ系注入

弁 F004 安全弁 
高圧炉心スプレイ系 15～40 MS-1,重*2 一時 0.70～10.69 100～302 S,重*3 ○ ○ 

低圧炉心スプレイ系 15～40 MS-1,重*2 一時 0.70～8.62 100～302 S,重*3   

原子炉隔離時冷却系 40 重*2 一時 0.86 77 重*3   

原子炉冷却材浄化系 25～40 高*4 連続 0.86～9.80 188～302 B   

可燃性ガス濃度制御系 40 MS-1 一時 0.31 171 S   

タービングランド蒸気系 50 高*4 連続 1.04 183 B   

復水系 20～25 高*4 連続 6.14 205 B   

給水系 20 高*4 連続 12.93 233 B   

空気抽出系 90 高*4 連続 0.35 164 B   

蒸気 タービン補助蒸気系 50 高*4 連続 1.04 183 B   

ヒータ 1安全弁 

タービングランド蒸気系 200 高*4 連続 1.04 124～233 B   

給水加熱器ベント系 80～100 高*4 連続 0.36～2.98 149～235 B ○ ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 3.6-6（2/2） 安全弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

口径

（A） 
重要度＊1

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

純水 

残留熱除去系 15～25 MS-1,重*2 一時 8.62 302 S,重*3 ○ ○ 
残留熱除去系停止時冷却

入口ライン安全弁 

原子炉隔離時冷却系 15 高*4 一時 10.35 302 S   

原子炉再循環系 20 高*4 連続 12.06 66 B   

原子炉冷却材浄化系 25 高*4 連続 12.06 66 B   

蒸気 
気体廃棄物処理系 20～40 高*4 連続 0.86～2.41 205～538 B ○ ○ 排ガス復水器安全弁 

ガス 制御用圧縮空気系 25 重*2 一時 1.38 66 重*3 ○ ○ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

五ほう酸

ナトリウ

ム水 
ほう酸水注入系 25 MS-1,重*2 一時 9.66 66 S,重*3 ○ ○ SLC ポンプ逃し弁 

青銅鋳物 海水 
残留熱除去海水系 40 MS-1 一時 3.45 249 S ○ ○ RHR 熱交換器管側安全弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 3.6-7 ボール弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

口径

（A） 
重要度＊1

使用条件 

耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

ステンレ

ス鋼 

ガス 
中性子計装系 9*2 MS-1 一時 0.31 171 S ○ ○ 

移動式炉心内計装ボール

弁 

原子炉冷却材浄化系*3 80 PS-2 連続 9.80 66 B   

純水 
原子炉冷却材浄化系 50～150 PS-2 連続 9.80 66 B ○ ○ 

原子炉冷却材浄化系 F/D

入口弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：単位は mm とする 

*3：原子炉冷却材浄化系に供給される制御用圧縮空気 
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表 3.6-8 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 
口径

（A） 
重要度＊1

使用条件 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

ステンレ

ス鋳鋼 

純水 
原子炉再循環系 600 PS-1 連続 11.38 302 S ○ ○ 

原子炉再循環ポンプ流量

制御弁*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：弁本体及び油圧供給装置を含む 

 

 

表 3.6-9 主蒸気隔離弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 
口径

（A） 
重要度＊1 

使用条件 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

炭素鋼 蒸気 
原子炉系 650 MS-1/PS-1 連続 8.62 302 S  ○ ○ 

主蒸気隔離弁 

第 1弁*2，第 2 弁*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：弁本体及び駆動部を含む 
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表 3.6-10 主蒸気逃がし安全弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 
口径

（A） 
重要度＊1 

使用条件 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

炭素鋼鋳

鋼 

蒸気 
原子炉系 150 

MS-1/PS-1

重*2 
一時 8.62 302 S,重*3 ○ ○ 主蒸気逃がし安全弁*4 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：弁本体及び駆動部を含む 

 

 

表 3.6-11 爆破弁の代表機器 

分類基準 

当該系統 
口径

（A） 
重要度＊1 

使用条件 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

五ほう酸

ナトリウ

ム水 
ほう酸水注入系 40 MS-1,重*2 一時 9.66 302 S,重*3 ○ ○ ほう酸水注入系爆破弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-12 破壊板の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（機器名称） 
材料 

内部 

流体 

口径

（A） 
重要度＊1 

使用条件 

耐震 

重要度運転 

状態 

設定圧力 

(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

蒸気 
原子炉隔離時冷却系 350 高*2 一時 1.04 135 S  ○ 

原子炉隔離時冷却系ラプ

チャーディスク 

 

SJAE ラプチャーディスク 気体廃棄物処理系 300 PS-2 連続 2.41 205 B ○ ○ 

ガス 
重大事故等対処設備*3 600 重*4 一時 0.08 200 重*5 ○ ○ 

格納容器圧力逃がし装置

圧力開放板 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：新規に設置される機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-13（1/2） 制御弁の代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

炭素鋼 純水 原子炉冷却材浄化系 150 PS-2 連続 9.80 66 B   

中央制御室換気系 AH2-9

出口温度制御弁 

復水系 100 高*2 連続 0.35 205 B   

給水系 25～300 高*2 連続 6.14～15.51 66～233 B   

中央制御室換気系 80 MS-1 連続 0.54 66 S ○ ○ 

蒸気 不活性ガス系 40 高*2 一時 0.96 164 C    

 

タービングランド蒸気系

グランド蒸気蒸発器加熱

蒸気減圧弁 

タービングランド蒸気系 100～200 高*2 連続 0.96～8.62 183～302 B ○ ○ 

復水移送系 65 高*2 一時 0.96 183 B   

バッテリー室換気系 20 高*2 連続 0.96 183 C   

気体廃棄物処理系 25 高*2 連続 0.96 183 B   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 3.6-13（2/2） 制御弁の代表機器の選定 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度(℃)

ステンレ

ス鋼 

純水 
原子炉冷却材浄化系 80 PS-2 連続 9.80 66 B ○ ○ 

原子炉冷却材浄化系 F/D

出口流量調整弁 

ガス 

制御用圧縮空気系 25 高*2,重*3 一時 14.7 66 S,重*4 ○ ○ 

制御用圧縮空気系ドライ

ウェル N2 供給ライン圧力

調整弁 

重大事故等対処設備*5 20～25 重*3 一時 1.80～25 40～66 重*4   

低合金鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 25 MS-1 一時 10.35 77 S ○ ○ 

原子炉隔離時冷却系潤滑

油クーラー冷却水圧力調

整弁 

給水系 150 高*2 連続 15.51 233 B   

給水加熱器ドレン系 80～400 高*2 連続 0.35～2.97 149～235 B   

蒸気 
所内蒸気系 80 高*2 連続 8.62 302 B ○ ○ 

所内蒸気系 SJAE 入口圧力

制御弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器 
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表 3.6-14（1/3） 電動弁用駆動部の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 
電源 

設置 

場所 
重要度*1 定格出力 

(kW) 

使用条件 

耐震 

重要度周囲温度 

(℃) 

交流 原子炉格

納容器内
原子炉系 MS-1/PS-1 1.1 65.6 S   

残留熱除去系シャットダ

ウンライン隔離弁（内側）

駆動部 

 

原子炉再循環系 PS-1 4.7，5.2 65.6 S   

残留熱除去系 
MS-1/PS-1 

重*2 
0.12～16.4 65.6 S,重*3 ○ ○ 

原子炉隔離時冷却系 
MS-1/PS-1 

重*2 
7.8 65.6 S,重*3   

原子炉冷却材浄化系 MS-1/PS-1 0.72～2.7 65.6 S   

原子炉格

納容器外
原子炉系 MS-1 0.28～11 60.0 S   

残留熱除去系注入弁駆動

部 

原子炉冷却材浄化系 PS-2 0.28～1.8 40.0 S   

ほう酸水注入系 MS-1,重*2 0.28 40.0 S,重*3   

残留熱除去系 
MS-1/PS-1 

重*2 
0.094～16 40.0，60.0 S,重*3 ○ ○ 

残留熱除去海水系 MS-1,重*2 0.12～11 40.0 S,重*3   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-14（2/3） 電動弁用駆動部の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 
電源 

設置 

場所 
重要度*1 定格出力 

(kW) 

使用条件 

耐震 

重要度周囲温度 

(℃) 

交流 原子炉格

納容器外
高圧炉心スプレイ系 

MS-1/PS-1 

重*2 
1.8～16 40.0 S,重*3   

 

低圧炉心スプレイ系 
MS-1/PS-1 

重*2 
1.1～16 40.0 S,重*3   

可燃性ガス濃度制御系 MS-1 0.094～0.5 40.0 S    

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1/PS-1 0.37，0.72 60.0 S   

原子炉補機冷却系 MS-1 0.72，1.1 40.0 S   

燃料プール冷却浄化系 重*2 1.1，2 40.0 重*3   

制御用圧縮空気系 MS-1 0.28 40.0 S   

不活性ガス系 MS-1,重*2 0.72 40.0 S,重*3   

格納容器雰囲気監視系 MS-1 0.12 40.0 S   

事故時サンプリング設備 MS-1 0.12 40.0 S   

中央制御室換気系 MS-1,重*2 1.3，5.2 40.0 S,重*3   

ドライウェル冷却系 MS-1 0.37 40.0 S   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-14（3/3） 電動弁用駆動部の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 
電源 

設置 

場所 
重要度*1 定格出力 

(kW) 

使用条件 

耐震 

重要度周囲温度 

(℃) 

交流 原子炉格

納容器外
空気抽出系 MS-2 1.1 40.0 B   

 気体廃棄物処理系 MS-2 0.72 40.0 B   

重大事故等対処設備*2 MS-1,重*3 0.12～3.7 40.0 S,重*4   

直流 原子炉格

納容器外
原子炉系 MS-1/PS-1 0.9 60.0 S   

残留熱除去系シャットダ

ウンライン隔離弁（外側）

駆動部 

残留熱除去系 
MS-1/PS-1 

重*3 
2.97，9.77 40.0 S,重*4 ○ ○ 

原子炉隔離時冷却系 
MS-1/PS-1 

重*3 
0.1～7.33 40.0 S,重*4   

原子炉冷却材浄化系 MS-1/PS-1 1.92 40.0 S   

重大事故等対処設備*2 重*3 0.12～1.1 40.0 重*4   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される系統 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-15（1/2） 空気作動弁用駆動部の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 

型式 
設置 

場所 
重要度＊1 口径(A)

使用条件 

耐震 

重要度運転状態 
周囲温度 

(℃) 

ダイヤフ

ラム型 

原子炉格

納容器外
中央制御室換気系 MS-1 80 連続 50 S ○ ○ 中央制御室換気系 AH2-9

出口温度制御弁駆動部 

原子炉隔離時冷却系 MS-1 25 一時 40.0 S   

原子炉冷却材浄化系 PS-2 80 連続 40.0 B   

シリンダ

型 

原子炉格

納容器内 原子炉再循環系 MS-1 20 連続 65.6 S ○ ○ 
原子炉再循環系 PLR 炉水

サンプリング弁（内側隔離

弁）駆動部 

原子炉格

納容器外 不活性ガス系 MS-1,重*2 50～600 一時 40.0 S,重*3 ○ ○ 
不活性ガス系格納容器パ

ージ弁駆動部 

原子炉再循環系 MS-1 20 連続 40.0 S   

補助系 MS-1 80 連続 40.0 S   

原子炉系 MS-1,PS-1 40～500 連続 40.0 S   

ほう酸水注入系 MS-1,重*2 20 一時 40.0 S,重*3   

漏えい検出系 MS-1 15 連続 40.0 S   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.6-15（2/2） 空気作動弁用駆動部の代表機器 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考（弁名称） 
型式 

設置 

場所 
重要度＊1 口径(A)

使用条件 

耐震 

重要度
運転状態 

周囲温度 

(℃) 

シリンダ

型 

原子炉格

納容器外
主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1 100 一時 40.0 S   

 

原子炉隔離時冷却系 MS-1,重*2 20 一時 40.0 S,重*3   

非常用ガス処理系 MS-1,重*2 450 一時 40.0 S,重*3   

非常用ガス再循環系 MS-1,重*2 600 一時 40.0 S,重*3   

原子炉再循環流量制御系 MS-1 25 連続 40.0 S   

原子炉冷却材浄化系 PS-2 50～150 連続 40.0 B   

格納容器雰囲気監視系 MS-2 
9.52*4 

～10 
一時 40.0 S   

気体廃棄物処理系 PS-2 
200 

～300 
連続 50 B   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：単位は外径 mm とする 



  

－ 3.6-40 － 

3.6.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

 (1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.6.2 項で選定した代表弁について，「技術評価」で検討された経年劣化事象に対

し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 弁の技術評価書」参照）

に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，

以下のとおり整理した（表 3.6-16～29 参照）。 

 

①  現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

②  現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.6-16～29 中に記載した。 
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表 3.6-16 仕切弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 「技術評価」 

評価結果概要*1 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

バウンダリの

維持 
弁箱 

疲労割れ ○ － － － － － ○ － －  

熱時効 － － － － － － ○ － －  

○：現在発生しているか，又は，将来にわたって起こることが否定できないもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 原子炉給水止め弁 

② ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁 

③ 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁 

④ 可燃性ガス濃度制御系出口弁 

⑤ 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁 

⑥ 残留熱除去系熱交換器海水出口弁 

⑦ 原子炉再循環ポンプ出口弁 

⑧ ほう酸水注入系ポンプ出口弁 

⑨ 主蒸気隔離弁第 3弁 



  

 

－
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表 3.6-17 玉形弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

－ － － － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 残留熱除去系熱交換器バイパス弁 

② 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

③ 格納容器 N2 ガス供給弁 

④ 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁 

⑤ 原子炉冷却浄化吸込弁 

⑥ サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系） 

⑦ 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁 

⑧ ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁 

⑨ 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁 



  

 

－
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表 3.6-18 逆止弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

バウンダリの

維持 
弁箱 疲労割れ ○ － － － － － － 

 

○：現在発生しているか，又は，将来にわたって起こることが否定できないもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 原子炉給水逆止弁 

② MSIV-LCS 共通ベント逆止弁 

③ 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁 

④ 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁 

⑤ SLC ポンプ出口逆止弁 

⑥ 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁 

⑦ 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁 
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表 3.6-19 バタフライ弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ 

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 格納容器パージ弁 

② DGSW 非常用放出ライン隔離弁 

③ 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁 

 

表 3.6-20 安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

－ － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁 

② ヒータ 1安全弁 

③ 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁 

④ 排ガス復水器安全弁 

⑤ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

⑥ SLC ポンプ逃し弁 

⑦ RHR 熱交換器管側安全弁 



  

 

－
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表 3.6-21 ボール弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化 

事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

移動式炉心内計装ボール弁 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.6-22 原子炉再循環ポンプ流量制御弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉再循環ポンプ流量制御弁 

バウンダリの

維持 
弁箱 

疲労割れ ○  

熱時効 ○  

○：現在発生しているか，又は，将来にわたって起こることが否定できないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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表 3.6-23 主蒸気隔離弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

主蒸気隔離弁 第 1弁，第 2 弁 

バウンダリの

維持 
弁箱 疲労割れ ○ 

 

○：現在発生しているか，又は，将来にわたって起こることが否定できないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.6-24 主蒸気逃がし安全弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

主蒸気逃がし安全弁 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.6-25 爆破弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に必

要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

ほう酸水注入系爆破弁 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 



  

 

－
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表 3.6-26 破壊板に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉隔離時冷却系 

ラプチャーディスク 
SJAE ラプチャーディスク

格納容器圧力逃がし装置

圧力開放板 

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.6-27 制御弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

－ － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁 

② タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁 

③ 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁 

④ 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁 

⑤ 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁 

⑥ 所内蒸気系 SJAE 入口圧力制御弁 

 

 



  

 

－
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表 3.6-28 電動弁用駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 残留熱除去系シャットダ

ウンライン隔離弁（内

側）駆動部 

残留熱除去系注入弁 

駆動部 

残留熱除去系シャットダ

ウンライン隔離弁（外

側）駆動部 

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.6-29 空気作動弁用駆動部に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 中央制御室換気系 AH2-9

出口温度制御弁駆動部 

原子炉再循環系 

PLR 炉水サンプリング弁

（内側隔離弁）駆動部 

不活性ガス系 

格納容器パージ弁駆動部

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

  

 



  

－ 3.6-49 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出  

3.6.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化し

た場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽

微もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象につい

ては耐震安全性評価対象外とする（表 3.6-30～43 に耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象を示す）。 

 

① 仕切弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

仕切弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-16 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ 弁箱の疲労割れ［原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

・ 弁箱の熱時効［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

 

これら経年劣化事象のうち，以下の事象については機器の振動応答特性上又は構

造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象

（表 3.6-30 で◎）とした。 

 

・ 弁箱の疲労割れ［原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

・ 弁箱の熱時効［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

 

 ② 玉形弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

玉形弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-17 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-31 参照）。 

 

  



  

－ 3.6-50 － 

③ 逆止弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

逆止弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-18 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ 弁箱の疲労割れ［原子炉給水逆止弁］ 

 

本経年劣化事象は，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「軽微もし

くは無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.6-32 で◎）とした。 

 

④ バタフライ弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

バタフライ弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.6-19 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった （表 3.6-33 参

照）。 

 

⑤ 安全弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

安全弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-20 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-34 参照）。 

 

⑥ ボール弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ボール弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検

討結果に基づき整理した結果（表 3.6-21 参照），現在発生しているか，又は将来に

わたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-35 参照）。 

 

⑦ 原子炉再循環ポンプ流量制御弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事 

象 

原子炉再循環ポンプ流量制御弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事 

象を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.6-22 参照），現在発生 

しているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおり

である。 

 

・弁箱の疲労割れ 

・弁箱の熱時効 

 

 

 

 



  

－ 3.6-51 － 

これら経年劣化事象のうち，以下の事象については機器の振動応答特性上又は構

造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象

（表 3.6-36 で◎）とした。 

 

・弁箱の疲労割れ 

・弁箱の熱時効 

 

⑧ 主蒸気隔離弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

主蒸気隔離弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.6-23 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。  

 

・弁箱の疲労割れ 

 

本経年劣化事象については機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「軽

微もしくは無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.6-37 で◎）とし

た。 

 

⑨ 主蒸気逃がし安全弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

主蒸気逃がし安全弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.6-24 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表  

3.6-38 参照）。 

 

⑩ 爆破弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

爆破弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-25 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-39 参照）。 

 

  



  

－ 3.6-52 － 

⑪ 破壊板における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

破壊板における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-26 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-40 参照）。 

 

⑫ 制御弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

制御弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.6-27 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-41 参照）。 

 

⑬ 電動弁用駆動部における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

電動弁用駆動部における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.6-28 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.6-42

参照）。 

 

⑭ 空気作動弁用駆動部における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

空気作動弁用駆動部における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.6-29 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 

3.6-43 参照）。 
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表 3.6-30 仕切弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

弁箱 
疲労割れ ◎ － － － － － ◎ － － 

熱時効 － － － － － － ◎ － － 

◎：以降で評価する 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

① 原子炉給水止め弁 

② ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁 

③ 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁 

④ 可燃性ガス濃度制御系出口弁 

⑤ 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁 

⑥ 残留熱除去系熱交換器海水出口弁 

⑦ 原子炉再循環ポンプ出口弁 

⑧ ほう酸水注入系ポンプ出口弁 

⑨ 主蒸気隔離弁第 3弁 
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表 3.6-31 玉形弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

－ － － － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

① 残留熱除去系熱交換器バイパス弁 

② 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

③ 格納容器 N2 ガス供給弁 

④ 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁 

⑤ 原子炉冷却浄化吸込弁 

⑥ サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系） 

⑦ 残留熱除去系熱交換器出口流量調整弁 

⑧ ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁 

⑨ 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁 

 



  

 

－
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表 3.6-32 逆止弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

原子炉給水逆止弁
MSIV-LCS 共通 

ベント逆止弁 

非常用ディーゼ

ル発電機海水系

出口逆止弁 

原子炉再循環ポ

ンプシールパー

ジ内側逆止弁 

SLC ポンプ 

出口逆止弁 

逃がし安全弁 

（ADS）N2 供給

管逆止弁 

残留熱除去海水

系ポンプ逆止弁 

弁箱 疲労割れ ◎ － － － － － － 

◎：以降で評価する 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.6-33 バタフライ弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

格納容器パージ弁 DGSW 非常用放出ライン隔離弁 格納容器圧力逃がし装置出口側隔離弁 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.6-34 安全弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 

－ － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

① 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁 

② ヒータ 1安全弁 

③ 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁 

④ 排ガス復水器安全弁 

⑤ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

⑥ SLC ポンプ逃し弁 

⑦ RHR 熱交換器管側安全弁 

 

 

表 3.6-35 ボール弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

移動式炉心内計装ボール弁 原子炉冷却材浄化系 F/D 入口弁 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.6-36 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉再循環ポンプ流量制御弁 

弁箱 
疲労割れ ◎ 

熱時効 ◎ 

◎：以降で評価する 

 

 

表 3.6-37 主蒸気隔離弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

主蒸気隔離弁 第 1弁，第 2 弁 

弁箱 疲労割れ ◎ 

◎：以降で評価する 

 

 

表 3.6-38 主蒸気逃がし安全弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

主蒸気逃がし安全弁 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.6-39 爆破弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

ほう酸水注入系爆破弁 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

 

表 3.6-40 破壊板の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉隔離時冷却系ラプチャーディスク SJAE ラプチャーディスク 格納容器圧力逃がし装置圧力開放板 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.6-41 制御弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

中央制御室換気系 

AH2-9 出口温度制御

弁 

タービングランド蒸

気系グランド蒸気蒸

発器加熱蒸気減圧弁

原子炉冷却材浄化系

F/D 出口流量調整弁

制御用圧縮空気系ド

ライウェル N2 供給

ライン圧力調整弁 

原子炉隔離時冷却系

潤滑油クーラー冷却

水圧力調整弁 

所内蒸気系 SJAE 

入口圧力制御弁 

－ － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.6-42 電動弁用駆動部の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁

（内側）駆動部 
残留熱除去系注入弁駆動部 

残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁

（外側）駆動部 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.6-43 空気作動弁用駆動部の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁 

駆動部 

原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁 

（内側隔離弁）駆動部 
不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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3.6.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.6.3 項で整理した経年劣化事象及び 2.2 項(2)b の表 2 における検討結果より，弁の代

表機器において，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を

実施する。 

 

(1) 弁箱の疲労割れに対する耐震安全性評価［原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出

口弁，原子炉給水逆止弁，原子炉再循環ポンプ流量制御弁，主蒸気隔離弁］ 

弁箱の疲労割れに関しては，「技術評価」において運転開始後 60 年時点での疲労累積

係数を評価し，健全性を確認している。ここでは，「技術評価」での疲労累積係数に基準

地震動 Ss による疲労解析から求められる疲労累積係数を加味した疲労評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は，許容値 1 以下であり，弁箱の疲労割れは耐震安全

性に問題のないことを確認した（表 3.6-44 参照）。 

 

表 3.6-44 弁箱の疲労解析結果 

評価部位 区分 
評価 

地震力 

運転実績回数に

基づく 

疲労累積係数 

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS
*1） 

合計 

（許容値：1以下）

原子炉給水止め弁 クラス 1 SS 0.5373*2 0.0000 0.5373 

原子炉再循環ポンプ 

出口弁 
クラス 1 SS 0.0338*2 0.0001 0.0339 

原子炉給水逆止弁 クラス 1 SS 0.8848*2 0.0000 0.8848 

原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 
クラス 1 SS 0.0738*2 0.0001 0.0739 

主蒸気隔離弁 クラス 1 SS 0.2278 0.0000 0.2278 

*1：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用いた。 

弾性設計用地震動 Sdについては，等価繰返し回数を 2回分考慮しても基準地震動 SSの

等価繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sdによる評価は省略

した 

*2：環境を考慮 

 

(2) 弁箱の熱時効に対する耐震安全性評価［原子炉再循環ポンプ出口弁，原子炉再循環ポ

ンプ流量制御弁］ 

弁箱の熱時効に関しては，「技術評価」の評価手法と同様に，原子炉再循環ポンプ出口

弁及び原子炉再循環ポンプ流量制御弁より，フェライト量が多く，発生応力が大きい原

子炉再循環ポンプ入口弁の健全性評価を実施した。 

 



  

－ 3.6-61 － 

評価においては，保守的に初期欠陥を想定し，破壊力学的手法を用いて，ステンレス

鋳鋼の熱時効後のき裂の安定性評価を実施した。 

耐震安全性評価のための評価用荷重としては，通常運転状態で働く荷重に加え，地震

発生時（地震力は Ss 地震力）の荷重を考慮し，弁箱の健全性を評価した。 

具体的には，評価対象部位の熱時効後の材料のき裂進展抵抗（Jmat）と構造系に作用す

る応力から算出されるき裂進展力（Japp）を求めてその比較を行った。 

その結果，図 3.6-1 に示すように運転開始後 60 年時点までの疲労き裂進展長さを考慮

した評価用き裂を想定しても，Jmat が Japp と交差し，Japp が Jmat を下回ることから，弁箱

は不安定破壊することはなく，耐震安全性に問題のないことを確認した。 

したがって，より条件の厳しい原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱で不安定破壊を起こ

さないことが確認されていることから，原子炉再循環ポンプ出口弁，原子炉再循環ポン

プ流量制御弁の弁箱についても熱時効による不安定破壊は起こらないと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 3.6-1 原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱のき裂安定性評価結果 
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3.6.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとする。 

 

3.6.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.6.3 項の代表機器及び 2.2 項(2)b の表 2 における耐震安全上考慮する必要のある経

年劣化事象の検討結果を用いて，代表機器以外の評価対象機器についても，「技術評価」

での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて整理を行った。 

 

・弁箱の疲労割れ［残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，高圧炉心スプレイ系，低圧

炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，原子炉再循環系の仕切弁，逆止

弁］ 

 

・弁箱の熱時効［純水系ステンレス鋼仕切弁：残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，

原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系仕切弁］ 

 

上記経年劣化事象は，代表機器以外の機器においても代表機器と同様の整理が可

能である。 

また，代表機器以外に特有の高経年化対策上着目すべき経年劣化事象はない。 

 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機

器以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以

外の経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.6.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.6.3 項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び 2.2 項(2)b の表

2 で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上又は

構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外とした

ものについては，前項の抽出結果を含めて，評価対象機器全体において代表機器と同様

に評価した結果，以下の経年劣化事象については影響が「軽微もしくは無視」できない

と判断し，次項にて耐震安全性評価を実施することとする。 

 

・弁箱の疲労割れ［残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，高圧炉心スプレイ系，低圧

炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，原子炉再循環系の仕切弁，逆止

弁］ 

 

・弁箱の熱時効［純水系ステンレス鋼仕切弁：残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，

原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系仕切弁］ 
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3.6.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.6.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象は抽出され

なかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性

評価を実施した。（代表機器以外の機器については表 3.6-2～表 3.6-15 参照） 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

a. 弁箱の疲労割れに対する耐震安全性評価［残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，

高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，原

子炉再循環系の仕切弁，逆止弁］ 

弁箱の疲労割れにおいては熱疲労評価上，厳しい代表機器の評価を行い，耐震

安全性を確認した。代表以外の弁については，代表機器と同等またはそれ以下の

過渡変化を受けることから代表弁同様に疲労評価は許容値を下回ると考える。 

地震による疲労強度への影響は，代表機器の評価結果と同様に小さいものと考

えられ，地震を考慮しても，これら弁の耐震安全性に問題はないものと判断する。 

 

b. 弁箱の熱時効に対する耐震安全性評価［純水系ステンレス鋼仕切弁：残留熱除去

系，原子炉冷却材浄化系，原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系の仕切弁］ 

弁箱の熱時効においては熱時効への影響が大きいと考えられる条件（発生応力

及びフェライト量）が厳しい機器である原子炉再循環ポンプ入口弁の評価を行い，

耐震安全性を確認した。当該弁以外の弁箱については，熱時効への影響が大きい

と考えられる条件が当該弁以下であることから当該弁と同様に熱時効による不

安定破壊は起こらず，耐震安全性に問題はないものと判断する。 

 

3.6.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

弁における高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経年劣化事象に

ついては，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確認した。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施によ

り，弁における動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器の振動応答特性

への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 

さらに，表 3.6-45 に示すとおり，弁に接続する配管の経年劣化事象による弁の振動応答

特性への影響を考慮しても，弁の地震時の応答加速度が機能確認済加速度以下であること

から，弁の動的機能が維持されることを確認した。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器にお

ける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものでないと考えられ，地

震時の動的機能についても維持されると判断する。
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表 3.6-45 経年劣化事象を考慮した動的機能維持評価結果 

地震力 
振動数

(Hz) 

逆止弁 主蒸気隔離弁 主蒸気逃がし安全弁 仕切弁 

原子炉給水逆止弁 主蒸気隔離弁 主蒸気逃がし安全弁 原子炉冷却材浄化系内側隔離弁 

応答加速度 

(×9.8m/s2) 

機能確認済 

加速度 

(×9.8m/s2) 

応答加速度 

(×9.8m/s2) 

機能確認済 

加速度 

(×9.8m/s2) 

応答加速度 

(×9.8m/s2) 

機能確認済 

加速度 

(×9.8m/s2) 

応答加速度 

(×9.8m/s2) 

機能確認済 

加速度 

(×9.8m/s2) 

SS 水平 50 4.90*1 6.0 7.65*1 10.0 6.53*1 9.6 4.70 6.0 

鉛直 3.27*1 6.0 5.51*1 6.2 2.04*1 6.1 1.33 6.0 

*1：最大値を示す 
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3.6.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

弁においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点から追加すべ

き項目はない。 



－ 3.7-1 － 

3.7 炉内構造物 

本章は，東海第二で使用している主要な炉内構造物に係わる経年劣化事象について，耐

震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

3.7.1 評価対象機器 

東海第二で使用している炉内構造物（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機器と

する。本評価にあたっては，評価対象機器についてグループ化や代表機器の選定を行わ

ずに評価を実施する。評価対象機器一覧を表 3.7-1 に示す。 

なお，制御棒は 3.13 章「機械設備」にて評価を実施するものとし，本章には含まれな

い。 

表 3.7-1 評価対象機器一覧 

機器名称 耐震重要度 

炉心シュラウド S，重*1

シュラウドサポート S，重*1

上部格子板 S，重*1

炉心支持板 S，重*1

燃料支持金具 (中央，周辺) S，重*1

制御棒案内管 S，重*1

炉心スプレイ配管・スパージャ S，重*1

差圧検出・ほう酸水注入管  S，重*1

ジェットポンプ S，重*1

中性子計測案内管 S 

残留熱除去系（低圧注水系）配管  S，重*1

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求めら

れることを示す 



－ 3.7-2 － 

3.7.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

 (1) 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し,「技術評価」での評価結果（詳細は

「東海第二発電所 炉内構造物の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.7-2

～12 参照）。 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.7-2～12 中に記載した。 



－
 
3
.
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表 3.7-2 炉心シュラウドに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 
「技術評価」評価結果概要*1 

疲労割れ 照射誘起型応力腐食割れ 

炉心の支持 

上部胴 ○ －  

中間胴 ○ ○*2

下部胴 ○ －  

○：現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

*2：中性子照射による靭性低下も考慮している 

表 3.7-3 シュラウドサポートに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 
「技術評価」評価結果概要*1 

疲労割れ 

炉心の支持 

シリンダ ○ 

プレート ○ 

レグ ○ 

炉心冷却材 

流路の確保 

マンホール蓋 ○ 

取付ボルト ○ 

○：現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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表 3.7-4 上部格子板に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 
「技術評価」評価結果概要*1 

照射誘起型応力腐食割れ 

炉心の支持 

上部フランジ － 

グリッドプレート × 

しきい照射量を超えるものの，溶接によ

る残留引張応力はなく，運転中の差圧，熱，

自重等に起因する引張応力成分が低いこと

から，照射誘起型応力腐食割れが発生する

可能性はない。 

リム胴 － 

下部フランジ － 

機器の支持 レストレイント － 

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，または小さいもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 



－
 
3
.
7-
5
 －

 

表 3.7-5 炉心支持板に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 
「技術評価」評価結果概要*1 

照射誘起型応力腐食割れ 

炉心の支持 

支持板 × 

維持規格に示されるしきい照射量を超えな

いことから，照射誘起型応力腐食割れ発生

の可能性はない。 

リム胴 － 

補強ビーム － 

機器の支持 スタッド － 

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，または小さいもの  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

表 3.7-6 燃料支持金具に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 
「技術評価」評価結果概要*1 

照射誘起型応力腐食割れ 

炉心の支持 

中央燃料支持金具 － 

周辺燃料支持金具 × 

維持規格に示されるしきい照射量を超えな

いことから，照射誘起型応力腐食割れ発生

の可能性はない。 

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，または小さいもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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表 3.7-7 制御棒案内管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 
「技術評価」評価結果概要*1 

照射誘起型応力腐食割れ 

炉心の支持 

スリーブ × 

維持規格に示されるしきい照射量を超えな

いことから，照射誘起型応力腐食割れ発生

の可能性はない。 

ボディ －  

ベース － 

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，または小さいもの 

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

表 3.7-8 炉心スプレイ配管・スパージャに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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表 3.7-9 差圧検出・ほう酸水注入管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

表 3.7-10 ジェットポンプに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

表 3.7-11 中性子計測案内管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載  
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表 3.7-12 残留熱除去系（低圧注水系）配管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 



－ 3.7-9 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.7.2 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微

もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象については

耐震安全性評価対象外とする（表 3.7-13～23 に耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象を示す）。 

① 炉心シュラウドにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

炉心シュラウドにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-2 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。

・ 疲労割れ 

・ 照射誘起型応力腐食割れ（中性子照射による靭性低下も考慮している） 

本事象については機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは

無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.7-13 で◎）とした。 

② シュラウドサポートにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

シュラウドサポートにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-3 参照），現在発生しているか，又

は将来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

・ 疲労割れ 

本事象については機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは

無視」できるとは言えず，耐震安全性評価対象（表 3.7-14 で◎）とした。 

③ 上部格子板における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

上部格子板における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-4 参照），現在発生しているか又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-15 参照）。 

④ 炉心支持板における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

炉心支持板における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-5 参照），現在発生しているか，又は将来に

わたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-16 参照）。 



－ 3.7-10 － 

⑤ 燃料支持金具における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

燃料支持金具における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-6 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-17 参照）。 

⑥ 制御棒案内管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

制御棒案内管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-7 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-18 参照）。 

    ⑦ 炉心スプレイ配管・スパージャにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

炉心スプレイ配管・スパージャにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-8 参照），現在発生して

いるか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった

（表 3.7-19 参照）。 

⑧ 差圧検出・ほう酸水注入管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

差圧検出・ほう酸水注入管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技

術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-9 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-

20 参照）。 

⑨ ジェットポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ジェットポンプにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-10 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-21 参

照）。 

⑩ 中性子計測案内管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

中性子計測案内管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-11 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.7-22 参

照）。 



－ 3.7-11 － 

⑪ 残留熱除去系（低圧注水系）配管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象 

残留熱除去系（低圧注水系）配管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.7-12 参照），現在発生し

ているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかっ

た（表 3.7-23 参照）。 
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表 3.7-13 炉心シュラウドの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 
経年劣化事象 

疲労割れ 照射誘起型応力腐食割れ 

上部胴 ◎ － 

中間胴 ◎ ◎*1

下部胴 ◎ － 

◎：以降で評価する 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

*1：中性子照射による靭性低下も考慮している 

表 3.7-14 シュラウドサポートの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 
経年劣化事象 

疲労割れ 

シリンダ ◎ 

プレート ◎ 

レグ ◎ 

マンホール蓋 ◎ 

取付ボルト ◎ 

◎：以降で評価する 
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表 3.7-15 上部格子板の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

表 3.7-16 炉心支持板の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

表 3.7-17 燃料支持金具の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.7-18 制御棒案内管の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

表 3.7-19 炉心スプレイ配管・スパージャの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

表 3.7-20 差圧検出・ほう酸水注入管の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

表 3.7-21 ジェットポンプの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.7-22 中性子計測案内管の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

表 3.7-23 残留熱除去系（低圧注水系）配管の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



－ 3.7-16 － 

3.7.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.7.2 項で整理した経年劣化事象及び2.2項(2)bの表 2で耐震安全上考慮する必要の

ある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を実施する。 

なお，必要があれば経年劣化事象ごとに詳細評価実施機器を選定して検討することと

する。 

(1) 疲労割れに対する耐震安全性評価［炉心シュラウド，シュラウドサポート］ 

 炉心シュラウド，シュラウドサポートの疲労割れに関しては，「技術評価」において

運転開始後 60年時点での疲労累積係数を評価し，健全性を確認している。ここでは，

「技術評価」での疲労累積係数に，基準地震動 SSによる疲労解析から求められる疲労

累積係数を加味した疲労評価を行う。 

評価の結果，疲労累積係数の和は，許容値 1以下となり，炉心シュラウド及びシュ

ラウドサポートの疲労割れは耐震安全性に問題のないことを確認した。（表 3.7-24 参

照）。 

表 3.7-24 炉心シュラウド，シュラウドサポート疲労解析結果 

評価対象 区分 
評価 

地震力

運転実績回数に基づく

疲労累積係数 

（環境を考慮） 

地震動による 

疲労累積係数 

（基準地震動 SS
*）

合計 

（許容値：1以下）

炉心 

シュラウド

炉心支持

構造物 
SS 0.0351 0.0007 0.0358 

シュラウド

サポート 

炉心支持

構造物 
SS 0.0647 0.0000 0.0647 

*：等価繰返し回数は，一律に設定する等価繰返し回数として設定した 160 回を用いた。

弾性設計用地震動 Sdについては，等価繰返し回数を 2 回分考慮しても基準地震動 SS

の等価繰返し回数である 160 回以下となるため，弾性設計用地震動 Sdによる評価は

省略した 
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(2) 照射誘起型応力腐食割れに対する耐震安全性評価[炉心シュラウド] 

 照射誘起型応力腐食割れが想定されるが，現状保全として，日本機械学会「発電用

原子力設備規格 維持規格 JSME S NA1-2008」（以下，「維持規格」という）等に基づ

く計画的な目視点検を実施することで原子炉の安全性（耐震性含む）は維持されると

考えられる。耐震安全性評価では，「技術評価」の評価手法と同様に，中性子照射量が

大きい炉心シュラウド中間胴内面溶接部について，周方向溶接部の内面にき裂が最大

まで進展したと仮定した全周き裂を想定し，維持規格に基づき線形破壊力学評価法に

より地震に対する評価を実施した。評価では，差圧，自重，地震荷重及び溶接残留応

力を考慮して応力拡大係数を算出し，破壊靭性値については，最新知見を含む破壊靭

性値試験データの下限を包絡する破壊靭性評価式（電力共通研究「平成 28年度 実機

炉内構造物における照射影響評価手法の高度化研究」）を用いて，運転開始後 60年時

点の中性子照射量による靭性低下を考慮した破壊靭性値を設定し評価した。 

 評価の結果，応力拡大係数は，運転開始後 60 年時点の破壊靭性値を下回ることか

ら，不安定破壊することはなく，耐震安全性評価上問題ない（表 3.7-25 参照）。 

表 3.7-25 炉心シュラウドの照射誘起型応力腐食割れ評価 

評価対象 
評価 

地震力 

想定き裂応力 

拡大係数(MPa√m)

破壊靭性値 

(MPa√m) 

炉心シュラウド 

（中間胴内面溶接部）
SS* 73.8 75 

*：静的地震力及び基準地震動 SSの最大値 
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(3) 粒界型応力腐食割れに対する耐震安全性評価[炉心シュラウド（下部胴），シュラウ

ドサポート] 

炉心シュラウド（下部胴），シュラウドサポートは，現状保全として「維持規格」等

に基づく範囲と頻度により点検を実施することとしている。この点検範囲・頻度の決

定に当っては，地震荷重を考慮していることから，耐震安全性評価は現状保全に包含

されており，耐震安全性評価上問題がない。 

なお，炉心シュラウド（下部胴）については，第 24 回定期検査（2009 年度）並び

に第 25 回施設定期検査（2011 年度）の目視点検及び超音波探傷検査において炉心シ

ュラウド－シュラウドサポート周溶接線（H7内面）にそれぞれ粒界型応力腐食割れと

推定されるひび割れが確認された。 

また，シュラウドサポートについては，第 21 回定期検査（2005 年度）の目視点検

においてシュラウドサポート縦溶接線（V8 外面），第 24 回定期検査（2009 年度）並

びに第 25 回施設定期検査（2011 年度）の目視点検及び超音波探傷検査においてシュ

ラウドサポート縦溶接線（V8 内外面）及び炉心シュラウド－シュラウドサポート周溶

接線（H7 内面）にそれぞれ粒界型応力腐食割れと推定されるひび割れが確認された。 

2010 年 3月に経済産業省へ報告した「東海第二発電所におけるシュラウドサポート

溶接部のひび割れに関する評価書」（以下，「構造健全性評価」という）において，S2

地震荷重及び当時の基準地震動 SSを考慮し，ひびの進展評価及び破壊評価を実施して

おり，技術基準に適合しなくなると見込まれる時期は所定の期間（2010 年 3月から 30

年間）を超える 45年と評価されている。 

さらに，第 25 回施設定期検査での継続検査で確認されたひび割れは構造健全性評

価で想定した範囲内であることを確認したことから，従前の構造健全性評価で考慮し

たものと同一の想定欠陥に，死荷重，差圧及び基準地震動 SSによる地震荷重（鉛直力，

水平力並びにモーメントを考慮する）を用いて運転開始後 60 年時点の崩壊荷重を 2

倍勾配法により評価した結果，シュラウドサポートの安全率を考慮した設計荷重は地

震時の崩壊荷重を下回ることを確認した。 

したがって，炉心シュラウド（下部胴），シュラウドサポートの粒界型応力腐食割れ

は，耐震安全性評価上問題ない。 

3.7.4 評価対象機器全体への展開 

炉内構造物に関しては，評価対象機器全てを評価しているため，代表機器以外の機器

はない。 

3.7.5 保全対策に反映すべき項目の抽出 

炉内構造物に関しては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点か

ら追加すべき項目はない。 
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3.8 ケーブル 

本章は，東海第二で使用している主要な機器に係わる経年劣化事象について，耐震安全

性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

らの検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.8.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な機器（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機器と

する。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.8-1 に示す。 

 

表 3.8-1 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

高圧ケーブル 高圧難燃 CV ケーブル S，重*1 

低圧ケーブル 

CV ケーブル S，重*1 

難燃 CV ケーブル S，重*1 

KGB ケーブル S 

難燃 PN ケーブル S，重*1 

同軸ケーブル 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン） S，重*1 

難燃二重同軸ケーブル S，重*1 

難燃六重同軸ケーブル S，重*1 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） S，重*1 

難燃三重同軸ケーブル S，重*1 

ケーブルトレイ，電線管 
ケーブルトレイ S，重*1 

電線管 S，重*1 

ケーブル接続部 

端子台接続 S，重*1 

端子接続 S，重*1 

電動弁コネクタ接続 S，重*1 

同軸コネクタ接続 S，重*1 

スプライス接続 S，重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求めら

れることを示す 
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3.8.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象ケーブルをその絶縁体材料，シース材料及び種類を

基に分類しているが，本検討においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれ

の分類ごとに，「技術評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.8-2～5 に示す。 

 



 

－
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表 3.8-2 高圧ケーブルの代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規制基準対応に伴い，長期停止期間中に高圧ケーブルは高圧難燃 CV ケーブルに更新 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

名称 用途 重要度*1 
仕様 

（電圧） 
設置場所 使用開始時期 

耐震 

重要度 

「技術評価」 

代表機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 

高圧難燃 CV ケーブル 動力 MS-1，重*2 AC 7,000 V 以下 原子炉格納容器外 運転開始後*3 S，重*4 ○ ○ 
 



 

－
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表 3.8-3 低圧ケーブルの代表機器 

分類基準 

名称 用途 

使用開始時期 選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
絶縁体材料 シース材料 建設時

運転 

開始後 
重要度＊1 

設置場所 

耐震 

重要度
原子炉

格納 

容器内

原子炉

格納 

容器外

架橋ポリエチレン ビニル CV ケーブル 
動力 

制御・計測 
○  MS-1，重＊2  ○ S，重*3 ○ ○ 

 

難燃架橋ポリエチ

レン 

難燃性特殊耐熱 

ビニル 
難燃 CV ケーブル 

動力 

制御・計測 
 ○ MS-1，重＊2  ○ S，重*3 ○ ○  

シリコーンゴム ガラス KGB ケーブル 
動力 

制御 

○  
MS-1 

○  
S 

○ ○  

 ○   ○   

難燃エチレンプロ

ピレンゴム 

特殊クロロプレン

ゴム 
難燃 PN ケーブル 

動力 

制御・計測 
 ○ MS-1，重＊2 ○  S，重*3 ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－
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表 3.8-4 同軸ケーブルの代表機器 

分類基準 

名称 

仕様 

用途

選定基準 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 

重要度*1

設置場所 使用開始時期 

耐震 

重要度
絶縁体材料 シース材料 電圧 

原子炉 

格納 

容器内 

原子炉

格納 

容器外

建設時
運転 

開始後

架橋ポリエチレ

ン 

難燃架橋ポリエ

チレン 

難燃一重同軸ケ

ーブル 
DC 100V 計測

MS-1 

重*2 

○   ○ 

S，重*3

○ ○ 

 

 ○  ○   

難燃架橋ポリエ

チレン 

難燃二重同軸ケ

ーブル 
DC 240V 計測

MS-2 

重*2 
 ○  ○ S，重*3    

架橋発泡ポリエ

チレン 

難燃架橋ポリエ

チレン 

難燃六重同軸ケ

ーブル 
DC 140V 計測

MS-1 

重*2 

○   ○ 

S，重*3

○ ○ 

 

 ○  ○   

架橋ポリオレフ

ィン 

難燃架橋ポリオ

レフィン 

難燃一重同軸ケ

ーブル 
DC 100V 計測

MS-1 

重*2 
 ○ ○  S，重*3 ○ ○  

架橋発泡ポリオ

レフィン 

難燃架橋ポリオ

レフィン 

難燃三重同軸ケ

ーブル 
DC 140V 計測

MS-1 

重*2 
 ○  ○ S，重*3 ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.8-5 ケーブル接続部の代表機器 

分類基準 

名称 絶縁体材料 用途 

選定基準 

「技術

評価」

代表 
機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 
機器 

備考 
種類 重要度*1 

設置場所 

耐震 
重要度

原子炉
格納 
容器内

原子炉
格納 
容器外

端子接続 
端子台接続 

ジアリルフタレート樹脂 

動力，制御，
計測 

MS-1,重*2 

○  

S,重*3 

○ ○  

ポリカーボネイト  ○    

ポリフェニレンエーテル樹脂  ○   
 

端子接続 ビニル 動力 MS-1,重*2  ○ S,重*3   

電動弁コネクタ接続 電動弁コネクタ接続 ジアリルフタレート樹脂 動力，制御 
MS-1 ○  S ○ ○  

MS-1,重*2  ○ S,重*3    

同軸コネクタ接続 

同軸コネクタ接続 
（中性子束計測用） 

ポリエーテルエーテルケトン

計測 

MS-1,重*2 

○(13)*4  

S,重*3 

○ ○  

架橋ポリスチレン 

○(10)*4    

 ○   

同軸コネクタ接続 
（放射線計測用） 

MS-2,重*2  ○ S,重*3   

同軸コネクタ接続 
（中性子束計測用） 
（放射線計測用） 

テフロン MS-1,重*2  ○ S,重*3   

直ジョイント接続 スプライス接続 架橋ポリオレフィン 
動力，制御，

計測 
MS-1,重*2 

○  
S,重*3 

○ ○  

 ○    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：( )内は構成部品点数を示す 
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3.8.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.8.2 項で選定した代表ケーブルについて，「技術評価」で検討された経年劣化事象

に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 ケーブルの技術評価書」

参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮

し,以下のとおり整理した（表 3.8-6～10 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

   

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.8-6～10 中に記載した。 

 



 

 

－
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表 3.8-6 高圧ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

高圧難燃 CV ケーブル 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.8-7 低圧ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 
CV ケーブル 難燃 CV ケーブル 

KGBケーブル（原子炉

格納容器内） 
難燃 PN ケーブル 

－ － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－
 
3.
8-
9 
－
 

表 3.8-8 同軸ケーブルに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

難燃一重同軸ケー

ブル（絶縁体材料

が架橋ポリエチレ

ン）（原子炉格納容

器内） 

難燃六重同軸ケー

ブル（原子炉格納

容器内） 

難燃一重同軸ケー

ブル（絶縁体材料

が架橋ポリオレフ

ィン） 

難燃三重同軸ケー

ブル 

－ － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.8-9 ケーブルトレイ，電線管に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

ケーブルトレイ 電線管 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

－
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表 3.8-10 ケーブル接続部に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象

代表機器 

「技術評価」 

評価結果概要*1 端子台接続 

（原子炉格納容器内）

電動弁コネクタ接続 

（原子炉格納容器内） 

同軸コネクタ接続 

（中性子束計測用） 

（原子炉格納容器内）

スプライス接続 

（原子炉格納容器内）

－ － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 



 

－ 3.8-11 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.8.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であるか｢軽微もし

くは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象については耐震

安全性評価対象外とする（表 3.8-11～15 に耐震安全上考慮する必要のある経年劣化

事象を示す）。 

 

① 高圧ケーブルにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

高圧ケーブルにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.8-6 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.8-11 参

照）。 

 

② 低圧ケーブルにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

低圧ケーブルにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.8-7 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.8-12 参

照）。 

 

③ 同軸ケーブルにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

同軸ケーブルにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.8-8 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.8-13 参

照）。 

 

④ ケーブルトレイ，電線管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ケーブルトレイ，電線管における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技

術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.8-9 参照），現在発生している

か，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.8-14 参照）。 

 

⑤ ケーブル接続部における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ケーブル接続部における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.8-10 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.8-15 参

照）。



 

 

－
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表 3.8-11 高圧ケーブルの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

高圧難燃 CV ケーブル 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.8-12 低圧ケーブルの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

CV ケーブル 難燃 CV ケーブル 
KGB ケーブル 

（原子炉格納容器内） 
難燃 PN ケーブル 

－ － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.8-13 同軸ケーブルの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

難燃一重同軸ケーブル（絶

縁体材料が架橋ポリエチレ

ン）（原子炉格納容器内） 

難燃六重同軸ケーブル 

（原子炉格納容器内） 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁

体材料が架橋ポリオレフィ

ン） 

難燃三重同軸ケーブル 

－ － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



 

 

－
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表 3.8-14 ケーブルトレイ，電線管の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

ケーブルトレイ 電線管 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.8-15 ケーブル接続部の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

端子台接続 

（原子炉格納容器内） 

電動弁コネクタ接続 

（原子炉格納容器内） 

同軸コネクタ接続 

（中性子束計測用） 

（原子炉格納容器内） 

スプライス接続 

（原子炉格納容器内） 

－ － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



 

－ 3.8-14 － 

3.8.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.8.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2 における検討結果より，ケーブルの代表機器におい

て，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はない。 

 

3.8.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.8.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.8.3項の代表機器及び 2.2項(2)bの表 2における耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.8.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.8.3項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び2.2項(2)bの

表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上

又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外

としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能であ

ることを確認した。 

 

3.8.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.8.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については，表 3.8-2～5 参照）。 

 

(1)  代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 

 

3.8.6 保全対策に反映すべき項目の抽出 

ケーブルにおいては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点から

追加すべき項目はない。 

 



－ 3.9-1 － 

3.9 タービン設備 

本章は，東海第二で使用している主要なタービン設備に係わる経年劣化事象について，

耐震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.9.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要なタービン設備（「技術評価」の評価対象機器）を評価

対象機器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.9-1 に示す。 

 

表 3.9-1 評価対象機器一覧 

設備 機種 機器名称 耐震重要度

常用系タービン

設備 

主タービン 高圧タービン B 

低圧タービン B 

原子炉給水ポンプ駆動

用蒸気タービン 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン B 

主要弁 主塞止弁  B 

加減弁 B 

中間塞止加減弁 B 

タービンバイパス弁 B 

クロスアラウンド管逃し弁 B 

制御装置及び保安装置 主タービン電気油圧式制御装置 B 

非常用系タービ

ン設備 

非常用系タービン設備 原子炉隔離時冷却系タービン及び付属装置 S，重*1 

常設高圧代替注水系タービン及び付属装置*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 

 

 



－ 3.9-2 － 

3.9.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象タービン設備をその型式等を基に分類しているが，

本検討においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術

評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討の代表機器を表 3.9-2～6 に示す。



 

－
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表 3.9-2 主タービンの代表機器 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度） 
重要度*1

使用条件 

耐震 

重要度

「技術評価」

対象機器 

耐震安全性

評価 

代表機器 

備考 
運転状態 

運転圧力 

（MPa） 

運転温度 

（℃） 

高圧タービン 1,100,000 kW*3×1,500 rpm 高*2 連続 6.55*4 282*4 B ○ ○  

低圧タービン 1,100,000 kW*5×1,500 rpm 高*2 連続 1.28*6 195*6 B ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：低圧タービンとの合計出力を示す 

*4：主塞止弁入口の蒸気条件を示す 

*5：高圧タービンとの合計出力を示す 

*6：中間塞止加減弁入口の蒸気条件を示す 

 

 

表 3.9-3 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの代表機器 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度） 
重要度*1

使用条件 

耐震 

重要度 

「技術評価」

対象機器 

耐震安全性

評価 

代表機器 

備考 
運転状態 

運転圧力*2
 

（MPa） 

運転温度*2
 

（℃） 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸

気タービン 
8,356 kW×5,000 rpm 高*3 連続 

高圧：6.55 

低圧：1.31 

高圧：282 

低圧：195 
B ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン入口の蒸気条件を示す 

*3：最高使用温度が95 ℃を超え，又は最高使用圧力が1,900 kPaを超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス3の機器 



 

－
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表3.9-4 主要弁の代表機器 

機器名称 型式 
口径 

(A) 
重要度*1

使用条件 

耐震 

重要度

「技術評価」

対象機器 

耐震安全性 

評価 

代表機器 

備考 
運転状態 

運転圧力 

（MPa） 

運転温度 

(℃) 

主塞止弁 玉形弁 650 PS-2 連続 6.55 282 B ○ ○  

加減弁 バランス形弁 700 高*2 連続 6.55 282 B ○ ○  

中間塞止加減弁 複合弁 1,050 高*2 連続 1.28 195 B ○ ○  

タービンバイパス弁 玉形弁 450 PS-2 一時 6.55 282 B ○ ○  

クロスアラウンド管逃し弁 安全弁 450 高*2 一時 1.28 195 B ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

 

 

表 3.9-5 制御装置及び保安装置の代表機器 

機器名称 仕様 重要度*１ 

使用条件 

耐震 

重要度 

「技術評価」

対象機器 

耐震安全性 

評価 

代表機器 

備考 運転圧力 

（MPa） 

運転温度 

（℃） 

主タービン電気油圧式制御装置 電気油圧式 高*2 11.0 46 B ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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表 3.9-6 非常用系タービン設備の代表機器 

機器名称 
仕様*2 

（出力×回転速度） 
重要度*1

使用条件 
耐震 

重要度 

「技術評価」

対象機器 

耐震安全性 

評価 

代表機器 

備考 
運転状態 

最高使用 

圧力(MPa)*2 

最高使用 

温度(℃)*2 

原子炉隔離時冷却系タービ

ン及び付属装置 541 kW ×4,500 rpm MS-1，重*3 一時 8.62 302 S，重*4 ○ ○  

常設高圧代替注水系タービ

ン及び付属装置*5 
620 kW ×5,514 rpm 重*3 一時 8.62 302 重*4    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：最大出力，最大回転速度，最高使用圧力及び最高使用温度を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器 

 



－ 3.9-6 － 

3.9.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.9.2 項で選定した代表タービン設備について，「技術評価」で検討された経年劣化

事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 タービン設備の

技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保

全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.9-7～表 3.9-11 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を，表 3.9-7～11 中に記載した。



 

－
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表 3.9-7 主タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

高圧タービン 低圧タービン 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.9-8 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.9-9 主要弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

主塞止弁 加減弁 
中間塞止 

加減弁 

タービン 

バイパス弁 

クロスアラウ

ンド管逃し弁

－ － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－
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表 3.9-10 制御装置及び保安装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

主タービン電気油圧式制御装置 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.9-11 非常用系タービン設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉隔離時冷却系タービン 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載



－ 3.9-9 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.9.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であるか｢軽微も

しくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象については耐

震安全性評価対象外とする（表 3.9-12～16 に耐震安全上考慮する必要のある経年劣

化事象を示す）。 

 

① 主タービンにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

主タービンにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.9-7 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.9-12 

参照）。 

 

② 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンにおける高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンにおける高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.9-8 参照），現

在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出さ

れなかった（表 3.9-13 参照）。 

 

③ 主要弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

主要弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検討

結果に基づき整理した結果（表 3.9-9 参照），現在発生しているか，又は将来にわ

たって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.9-14 参照）。 

 

④ 制御装置及び保安装置における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

制御装置及び保安装置における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術

評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.9-10 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.9-15 参照）。 

 

⑤ 非常用系タービン設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

非常用系タービン設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術

評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.9-11 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.9-16 参照）。



 

－
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 －
 

表 3.9-12 主タービンの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

高圧タービン 低圧タービン 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.9-13 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.9-14 主要弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

主塞止弁 加減弁 中間塞止加減弁 タービンバイパス弁
クロスアラウンド管

逃し弁 

－ － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

 



 

－
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 －
 

表 3.9-15 制御装置及び保安装置の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

主タービン電気油圧式制御装置 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.9-16 非常用系タービン設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉隔離時冷却系タービン 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



－ 3.9-12 － 

3.9.4  耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.9.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2における検討結果より，タービン設備の代表機器にお

いて，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はない。 

 

3.9.5  評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.9.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.9.3項の代表機器及び 2.2項(2)bの表 2における耐震安全上考慮する必要のある

経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.9.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.9.3項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び2.2項(2)bの

表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性上

又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象外

としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能であ

ることを確認した。 

 

3.9.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.9.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については，表 3.9-2～6 参照）。 

 

(1)  代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 



－ 3.9-13 － 

3.9.6  経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

  タービン設備における高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経

年劣化事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確

認した。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，タービン設備における動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器

の振動応答特性への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 

さらに，耐震安全上考慮する必要のある基礎ボルトに対する耐震安全性評価の実施に

より，基礎ボルトにおける経年劣化事象は，ボルトが支持する機器の支持機能への影響

がないことを確認している。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものでないと考えら

れ，地震時の動的機能についても維持されると判断する。 

 

3.9.7  保全対策に反映すべき項目の抽出 

タービン設備においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観

点から追加すべき項目はない。 

 



－ 3.10-1 － 

3.10 コンクリート構造物及び鉄骨構造物 

本章は，東海第二で使用している主要なコンクリート構造物及び鉄骨構造物に係わる経

年劣化事象について，耐震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.10.1 評価対象構造物 

東海第二で設置している主要なコンクリート構造物及び鉄骨構造物（「技術評価」の

評価対象構造物）を評価対象とする。 

なお，評価対象構造物は以下のとおりである。 

 

① 原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管トレンチ，廃棄物処理棟及び廃棄

物処理建屋含む）（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

② タービン建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造） 

③ 取水口構造物（鉄筋コンクリート造） 

④ 排気筒基礎（鉄筋コンクリート造） 

⑤ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリ

ート造） 

⑥ 防潮堤（鉄筋コンクリート造，鉄骨造） 

⑦ 防潮扉（鉄骨造） 

⑧ 放水路ゲート（鉄骨造） 

⑨ 構内排水路逆流防止設備（鉄骨造） 

⑩ 貯留堰（鉄骨造） 

⑪ 浸水防止蓋（鉄骨造） 

⑫ 常設低圧代替注水系格納槽（鉄筋コンクリート造） 

⑬ 常設代替高圧電源装置置場（軽油貯蔵タンク基礎及びカルバート含む）（鉄筋コンク

リート造） 

⑭ SA 用海水ピット（取水塔含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑮ 緊急用海水ポンプピット（鉄筋コンクリート造） 

⑯ 格納容器圧力逃がし装置格納槽（カルバート含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑰ 緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク基礎含む）（鉄筋コンクリート造） 

⑱ 水密扉（鉄骨造） 

⑲ 西側淡水貯水設備（鉄筋コンクリート造） 

⑳ 堰及び止水板（鉄筋コンクリート造，鉄骨造） 

 

 

 

 



－ 3.10-2 － 

 

3.10.2 代表構造物の選定 

「技術評価」の評価では評価対象コンクリート構造物及び鉄骨構造物について材料特

性を基に 2つのグループに分類しているが，本検討においてもこの分類にしたがって整

理するものとし，それぞれの分類毎に，「技術評価」における代表構造物を本検討の代表

構造物とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表構造物より，耐震重要度の上位

の構造物が存在する場合には，これについても代表構造物として評価することとする。 

各分類における本検討での代表構造物を表 3.10-1 に示す。 

 



 

 

 

－
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表 3.10-1（1/3） コンクリート構造物及び鉄骨構造物の代表機器 

対象構造物 

（コンクリート構造物） 
重要度*1

使用条件等 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 
安全性 
評価 
代表 
機器 

備考 
運転条件，環境条件等 

運転開始後

経過年数 

高温部の 

有無 
放射線の有無 振動の有無

設置環境 
供給 

塩化物量

耐火要求

の有無
屋内 屋外 

① 

原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機

海水系配管トレンチ，廃棄物処理棟及

び廃棄物処理建屋含む） 

MS-1,重*2，

設*3 
39  

○ 

(ペデスタル)

○ 

（ペデスタ

ル,一次遮へ

い壁） 

○ 

（非常用ディ

ーゼル発電機

基礎） 

一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － S*4,重*5 ○ ○ 

 

② タービン建屋 MS-1 39  ◇ ◇ 

○ 

(タービン発

電機架台)
一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － B ○ ○ 

 

③ 取水口構造物 MS-1,重*2 39  － － －  仕上げ無し 

○ 

(海水と接

触) 
－ C,重*5 ○ ○ 

 

④ 排気筒基礎*6 MS-1,重*2 39  － － －  仕上げ有り ◇  C,重*5   
 

⑤ 使用済燃料乾式貯蔵建屋 PS-2 16 ◇ ◇ － 一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － C   

 

⑥ 防潮堤 設*3 0 － － －  仕上げ無し ◇  S   
 

⑦ 常設低圧代替注水系格納槽 重*2 0 － － － 仕上げ無し 埋設*7 － － 重*5   
 

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：設計基準対処施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 

*4：最上位の耐震重要度を示す 

*5：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*6：新規制基準への適合のため部分改修予定であるが，保守的に既存部として評価する 

*7：環境条件の区分として，土中は一般の環境に区分されることから，他の屋外で仕上げが無い構造物で代表させる 

【凡例】 
○：影響大 
◇：影響小 
－：影響極小，又は無し 



 

 

 

－
 
3.

10
-4

 －
 

表 3.10-1（2/3） コンクリート構造物及び鉄骨構造物の代表機器 

対象構造物 

（コンクリート構造物） 重要度*1

使用条件等 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 
安全性 
評価 
代表 
機器 

備考 
運転条件，環境条件等 

運転開始後

経過年数

高温部の

有無 

放射線の

有無 
振動の有無

設置環境 
供給 

塩化物量

耐火要求

の有無
屋内 屋外 

⑧ 

常設代替高圧電源装置置場（軽油

貯蔵タンク基礎及びカルバート含

む） 

MS-1，重*2 0 － － － 一部仕上げ無し 埋設*3 － － S，重*4   
 

⑨ SA 用海水ピット（取水塔含む） 重*2 0 － － －  埋設*3 

○ 

(海水と

接触) 

 重*4   
 

⑩ 緊急用海水ポンプピット 重*2 0 － － － 仕上げ無し 埋設*3 

○ 

(海水と

接触) 

－ 重*4   
 

⑪ 
格納容器圧力逃がし装置格納槽(カ

ルバート含む) 
重*2 0 － － － 一部仕上げ無し 埋設*3 － － 重*4   

 

⑫ 
緊急時対策所建屋（発電機燃料油

貯蔵タンク基礎含む） 
重*2 0 － － － 仕上げ有り 仕上げ有り － － 重*4   

 

⑬ 西側淡水貯水設備 重*2 0 － － － 仕上げ有り 埋設*3 －  重*4    

⑭ 堰 設*5 0 － － － 仕上げ有り  －  B    

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：環境条件の区分として，土中は一般の環境に区分されることから，他の屋外で仕上げが無い構造物で代表させる 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 

 

 

【凡例】 
○：影響大 
◇：影響小 
－：影響極小，又は無し 
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表 3.10-1（3/3） コンクリート構造物及び鉄骨構造物の代表機器 

対象構造物 

（鉄骨構造物） 
重要度*1 

運転開始後

経過年数 

使用条件等 

耐震重要度
「技術評価」

代表機器 

耐震 
安全性評価

代表機器

備考 設置環境 

使用材料 

屋内 屋外 

① 
原子炉建屋（廃棄物処理棟及び廃棄物処

理建屋含む）（鉄骨部） 
MS-1,重*2 39 仕上げ有り  炭素鋼 S*3,重*4 ○ ○  

② タービン建屋（鉄骨部） MS-1 39 仕上げ有り  炭素鋼 B ○ ○  

③ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（鉄骨部） PS-2 16 仕上げ有り  炭素鋼 C    

④ 防潮堤 設*5 0  仕上げ有り 炭素鋼 S    

⑤ 防潮扉 設*5 0  仕上げ有り 炭素鋼 S    

⑥ 放水路ゲート MS-1，設*5 0  仕上げ有り 炭素鋼 S    

⑦ 構内排水路逆流防止設備 設*5 0  仕上げ有り ステンレス鋼 S    

⑧ 貯留堰 設*5, 重*2 0  仕上げ無し 炭素鋼 S,重*4    

⑨ 浸水防止蓋 設*5 0  仕上げ有り 炭素鋼，ステンレス鋼 S    

⑩ 水密扉 設*5 0*6  仕上げ有り 炭素鋼，ステンレス鋼 S    

⑪ 堰及び止水板 設*5 0 仕上げ有り  炭素鋼 C    

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：最上位の耐震重要度を示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：設計基準対処施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 

*6：一部設置されているが，使用前検査の合格をもって供用開始とする 
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3.10.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

 (1) 「技術評価」における検討結果の整理 

3.10.2 項で選定した代表構造物について，「技術評価」で検討された経年劣化事象

に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 コンクリート構造物及

び鉄骨構造物の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣

化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.10-2 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

    （表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.10-2 中に記載した。



 

  

－
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表 3.10-2 コンクリート構造物及び鉄骨構造物に想定される経年劣化事象 

構造物 
機能達成に 

必要な項目 

経年劣化 

事象 
経年劣化要因 評価対象部位 

経年劣化 

事象分類 
「技術評価」評価結果概要*1 

コンクリート

構造物 

強度の維持 強度低下 熱 原子炉建屋（原子炉圧力

容器ペデスタル） 

× 

通常運転時に最も高温状態となる部位として原子炉圧力容器支持脚部と原

子炉圧力容器ペデスタルコンクリートとの接触面が考えられるが，運転中

の周辺温度は，温度制限値以下である。ただし，震災時に一次遮へい壁のコ

ンクリート温度が制限値を超えた可能性があり，影響を評価した結果，震災

時の最高温度での，加熱冷却後における圧縮強度が設計基準強度を上回っ

ていることを確認した。よって，構造体の耐力は設計荷重を上回ると判断し

た。 

放射線照射 原子炉建屋（原子炉圧力

容器ペデスタル，一次遮

へい壁） × 

・運転開始後 60 年時点で推定される原子炉圧力容器ペデスタルの中性子照

射量は，コンクリート強度に影響を及ぼす照射量以下である。 

・運転開始後 60 年時点で推定される一次遮へい壁のガンマ線照射量は，コ

ンクリート強度に影響を及ぼす照射量以下である。 

中性化 タービン建屋外壁（屋内

面），取水口構造物（気

中帯） 
× 

運転開始後 60 年時点で推定される中性化深さは，鉄筋が腐食し始める時の

中性化深さ以下である。 

塩分浸透 取水口構造物（気中帯，

干満帯，海中帯） × 

運転開始後 60 年時点で推定される鉄筋腐食減量は，かぶりコンクリートに

ひび割れが生じるとされる鉄筋腐食減量以下である。 

機械振動 タービン建屋（タービン

発電機架台） × 

大きな機械振動を受けるタービン発電機架台のこれまでの目視確認におい

て，コンクリートの表面において強度に支障をきたす可能性のある欠陥が

ないことを確認している。 

遮へい能力 

の維持 

遮へい能力 

低下 

熱 原子炉建屋（ガンマ線遮

へい壁） 

× 

通常運転時に最も高温状態となる部位としてガンマ線遮へいコンクリート

炉心側が考えられるが，運転中の温度は，温度制限値以下である。ただし，

震災時にガンマ線遮へい壁及び一次遮へい壁のコンクリート温度が制限値

を超えた可能性があり，影響を評価した結果，水分逸散は生じておらず，原

子炉設置（変更）許可における遮蔽能力を下回っていないと判断した。 

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
*1：「×」としたものの理由を記載 
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(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.10.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した

場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか「軽微も

しくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象については耐震

安全性評価対象外とする（表 3.10-2 に耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を

示す）。 

 

コンクリート構造物及び鉄骨構造物における高経年化対策上着目すべき経年劣化事

象を，「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.10-2 参照），現在発生して

いるか，又は，将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.10-3 参照）。 

 

 



 

 

－
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表 3.10-3 コンクリート構造物の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

構造物 経年劣化事象 

評価対象部位 

原子炉建屋（原子炉

圧力容器ペデスタ

ル） 

原子炉建屋 

（一次遮へい壁） 

タービン建屋外壁 

（屋内面） 
取水口構造物 

タービン建屋（ター

ビン発電機架台） 

原子炉建屋 

（ガンマ線遮へい

壁） 

－ － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの
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3.10.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.10.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2 における検討結果により，コンクリート構造物及び

鉄骨構造物の評価対象部位において，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 

 

3.10.5 評価対象構造物全体への展開 

以下の手順により，評価対象構造物全体への耐震安全性評価の展開を実施することと

する。 

 

3.10.5.1 代表構造物以外の評価対象構造物における「技術評価」での検討結果の整     

理 

3.10.3 項の代表構造物及び 2.2 項(2)b の表 2 における耐震安全上考慮する必要の

ある経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表構造

物以外の評価対象構造物についても整理を行った結果，代表構造物における抽出結果

以外の経年劣化事象は抽出されなかった。 

 
3.10.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.10.3 項にて整理し抽出した代表構造物に想定される経年劣化事象及び 2.2 項

(2)b の表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，構造物の振動応

答特性上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評

価対象外としたものについては，評価対象構造物全体において代表構造物と同様の評

価が可能であることを確認した。 

 
3.10.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表構造物以外の構造物に対する耐震安全性評価を実施する。 
具体的には，3.10.5.2 項で代表構造物に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出

されなかったことから，代表構造物に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐

震安全性評価を実施した（代表構造物以外の構造物については表 3.10-1 参照）。 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 

 

3.10.6 保全対策に反映すべき項目の抽出 

コンクリート構造物及び鉄骨構造物においては，「技術評価」にて検討された保全対

策に，耐震安全上の観点から追加すべき項目はない。 
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3.11 計測制御設備 

本章は，東海第二で使用している主要な計測制御設備に係わる経年劣化事象について，

耐震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.11.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な計測制御設備（「技術評価」の評価対象機器）を評価

対象機器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.11-1 に示す。 

 

表 3.11-1(1/5) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

計測装置 

 
RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

LPCS ポンプ吐出圧力計測装置 
S，重*1 

原子炉圧力計測装置 
格納容器圧力計測装置 
主蒸気管圧力計測装置 
主復水器真空度計測装置 

S 

原子炉圧力計測装置 S，重*1 

格納容器圧力計測装置 S 

原子炉圧力計測装置 

格納容器圧力計測装置 

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力計測装置*2 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置*2 

重*1 

D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

D/G 機関潤滑油入口圧力計測装置 
S 

CV 急速閉検出用圧力計測装置 S 

主蒸気管トンネル温度計測装置 S 

FCS 入口ガス温度計測装置 S 

原子炉圧力容器温度計測装置 重*1 

格納容器内温度計測装置*2 重*1 

使用済燃料プール温度計測装置 重*1 

代替循環冷却系ポンプ入口温度計測装置*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.11-1(2/5) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

計測装置 サプレッション・プール水温度計測装置  S 

サプレッション・プール水温度計測装置*1 重*2 

使用済燃料プール温度計測装置*1 重*2 

格納容器下部水温計測装置*1 重*2 

RCIC 系統流量計測装置 S,重*2 

主蒸気管流量計測装置 

FCS 入口ガス流量計測装置 
S 

RHR 系統流量計測装置 

LPCS 系統流量計測装置 

HPCS 系統流量計測装置 

S,重*2 

低圧代替注水系原子炉注水流量計測装置*1 

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置*1 

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計測装置*1 

重*2 

原子炉水位計測装置 S,重*2 

原子炉水位計測装置 

サプレッション・プール水位計測装置 
S 

原子炉水位計測装置 S,重*2 

原子炉水位計測装置 

サプレッション・プール水位計測装置 
S 

代替淡水貯槽水位計測装置*1 重*2 

スクラム排出容器水位計測装置 S 

D/G デイタンク液位計測装置 S 

使用済燃料プール水位計測装置*1 重*2 

格納容器下部水位計測装置*1 重*2 

取水ピット水位計測装置*1 S 

西側淡水貯水設備水位*1 重*2 

潮位計測装置*1 S 

SRNM S,重*2 

LPRM S,重*2 

主蒸気管放射線計測装置 S 

格納容器雰囲気放射線計測装置 S,重*2 

使用済燃料プールエリア放射線計測装置*1 重*2 

*1：新規に設置される機器 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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表 3.11-1(3/5) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

計測装置 原子炉建屋換気系放射線計測装置 S 

地震加速度計測装置 S 

格納容器内水素濃度計測装置 S 

格納容器内水素濃度計測装置*1 

原子炉建屋水素濃度計測装置*1 
重*2 

原子炉建屋水素濃度計測装置*1 重*2 

格納容器内酸素濃度計測装置 S 

格納容器内酸素濃度計測装置*1 重*2 

MSV 位置計測装置 S 

RCIC タービン回転速度計測装置 S 
補助継電器盤 

 

原子炉保護系(A)継電器盤 S 

原子炉保護系(B)継電器盤 S 

残留熱除去系(B)，(C)補助継電器盤 S,重*2 

原子炉隔離時冷却系継電器盤 S,重*2 

原子炉格納容器内側隔離系継電器盤 S,重*2 

原子炉格納容器外側隔離系継電器盤 S,重*2 

高圧炉心スプレイ系継電器盤 S,重*2 

自動減圧系(A)継電器盤 S,重*2 

自動減圧系(B)継電器盤 S,重*2 

低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系(A)補助継電器盤 S,重*2 

タービン補機補助継電器盤 S,重*2 

プロセス計装盤 1 S,重*2 

プロセス計装盤 2 S,重*2 

*1：新規に設置される機器 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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表 3.11-1(4/5) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

操作制御盤 

 
原子炉制御操作盤 S，重*1 

原子炉補機操作盤 S，重*1 

緊急時炉心冷却系操作盤 S，重*1 

所内電気操作盤 S，重*1 

可燃性ガス濃度制御盤(A) S 

可燃性ガス濃度制御盤(B) S 

プロセス放射線モニタ，起動領域モニタ(A)操作盤 S，重*1 

プロセス放射線モニタ，起動領域モニタ(B)操作盤 S，重*1 

出力領域モニタ計装盤 S，重*1 

窒素置換－空調換気制御盤 S，重*1 

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)操作盤 S，重*1 

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)操作盤 S，重*1 

原子炉保護系1Aトリップユニット盤 S 

原子炉保護系1Bトリップユニット盤 S 

原子炉保護系2Aトリップユニット盤 S 

原子炉保護系2Bトリップユニット盤 S 

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤 S 

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤 S 

高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤 S 

格納容器雰囲気監視系（A）操作盤 S，重*1 

格納容器雰囲気監視系（B）操作盤 S，重*1 

サプレッション・プール温度記録計盤（A） S 

サプレッション・プール温度記録計盤（B） S 

RCICタービン制御盤 S，重*1 

原子炉遠隔停止操作盤 S，重*1 

SA監視操作設備*2 重*1 

高圧代替注水系制御盤*2 重*1 

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.11-1(5/5) 評価対象機器一覧 

分類 機器名称 耐震重要度 

操作制御盤 

 
潮位監視盤*1 S 

津波・構内監視設備*1 S 

使用済燃料プール監視設備*1 重*2 

緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤*1 重*2 

緊急時対策所用災害対策本部操作盤*1 重*2 

安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデータ伝送設備*1 重*2 

衛星電話設備*1 重*2 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備*1 重*2 

*1：新規に設置される機器 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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3.11.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象計測制御設備をその型式等を基に分類しているが，

本検討においてもこの分類にしたがって整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技

術評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討の代表機器を表 3.11-2～4 に示す。 



 

 

－
 
3.

11
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表 3.11-2(1/9) 計測装置の代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器  

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度設置場所 周囲温度（℃）

圧力 
ダイヤフラ

ム式 

RHRポンプ吐出圧力計測装置 

LPCSポンプ吐出圧力計測装置 

ADS作動 

監視 
MS-1,重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
S，重*3

○ ○  

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力計測装置 

格納容器圧力計測装置 

主蒸気管圧力計測装置 

主復水器真空度計測装置 

スクラム 

MSIV隔離 

PCIS作動 

LPCS起動 

RHR起動 

HPCS起動 

D/G起動 

ADS作動 

MS-1 

原子炉建屋／

タービン建屋
40.0（最高）

S   

 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力計測装置 監視 MS-2,重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

S，重*3   
 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器圧力計測装置 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

S   
 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力計測装置 

格納容器圧力計測装置 

常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力計測装置*4 

代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置*4 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

重*3   

 

中央制御室 32.2（最高）
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表3.11-2(2/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 

ベローズ式
D/G機関冷却水入口圧力計測装置 

D/G機関潤滑油入口圧力計測装置 
D/Gトリップ MS-1 D/G室 40（最高） S 

○ ○ 
 

シールドピ

ストン式 
CV急速閉検出用圧力計測装置 スクラム MS-1 

ヒーター 

ルーム 
48.9（最高）

S ○ ○  

中央制御室 32.2（最高）

温度 熱電対式 

主蒸気管トンネル温度計測装置 
MSIV隔離 

PCIS作動 
MS-1 

主蒸気管 

トンネル室 
60.0（最高）

S ○ ○  

中央制御室 32.2（最高）

FCS入口ガス温度計測装置 FCS制御 MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

S    
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力容器温度計測装置 監視 重*3 

原子炉 

格納容器内 
73.9（最高）

重*4   

 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内温度計測装置*2 監視 重*3 

原子炉 

格納容器内 
65.6（最高）

重*4   

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  



 

 

－
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表3.11-2(3/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度設置場所 周囲温度（℃）

温度 

熱電対式 

使用済燃料プール温度計測装置 監視 重*2 

原子炉建屋 65（最高） 

重*3 

  
 

中央制御室 32.2（最高）   
 

代替循環冷却系ポンプ入口温度計測装置*4 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

重*3 

  
 

中央制御室 32.2（最高）   
 

測温抵抗体

式 

サプレッション・プール水温度計測装置 監視 MS-2 

サプレッショ

ン・プール内
32（最高） 

S ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

サプレッション・プール水温度計測装置*4 監視 重*2 

サプレッショ

ン・プール内
32（最高） 

重*3   

 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度計測装置*4 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

重*3   

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
*4：新規に設置される機器 

 



 

 

－
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表3.11-2(4/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度設置場所 周囲温度（℃）

温度 
測温抵抗体

式 
格納容器下部水温計測装置*2 監視 重*3 

ペデスタル 57（最高） 
重*4   

 

中央制御室 32.2（最高）

流量 
ダイヤフラ

ム式 

RCIC系統流量計測装置 
RCIC制御 

監視 
MS-1,重*3 

RCICポンプ室 65.6（最高）
S，重*4 ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

主蒸気管流量計測装置 

FCS入口ガス流量計測装置 

MSIV隔離 

PCIS作動 

FCS制御 

MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

S   

 

中央制御室 32.2（最高）

RHR系統流量計測装置 

LPCS系統流量計測装置 

HPCS系統流量計測装置 

監視 MS-2,重*3 
原子炉建屋 40.0（最高）

S，重*4

   

中央制御室 32.2（最高）

低圧代替注水系原子炉注水流量計測装置*2 

低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置*2

低圧代替注水系格納容器下部注水流量計測装置*2

監視 重*3 

原子炉建屋 40.0（最高）

重*4 

   

中央制御室 32.2（最高）

水位 
ダイヤフラ

ム式 
原子炉水位計測装置 

RCIC起動 

LPCS起動 

RHR起動 

ADS作動 

監視 

MS-1,重*3 

原子炉建屋 40.0（最高）

S，重*4 ○ ○  
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 



 

 

－
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表3.11-2(5/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度設置場所 周囲温度（℃）

水位 
ダイヤフラ

ム式 

原子炉水位計測装置 

サプレッション・プール水位計測装置 

スクラム 

PCIS作動 

FRVS/SGTS起動

MSIV隔離 

RCIC起動 

HPCS起動 

LPCS起動 

RHR起動 

D/G起動 

ADS作動 

HPCS水源切替 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

S    

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位計測装置 監視 MS-2,重*3 
原子炉建屋 40.0（最高）

S,重*4 

   

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位計測装置 

サプレッション・プール水位計測装置 
監視 MS-2 

原子炉建屋 40.0（最高）
S 

   

中央制御室 32.2（最高）

代替淡水貯槽水位計測装置*2 監視 重*3 

常設低圧代替

注水系格納槽
40（最高） 

重*4 

   

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  
*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 



 

 

－
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表3.11-2(6/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度設置場所 周囲温度（℃）

水位 

フロート式
スクラム排出容器水位計測装置 スクラム MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）
S ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

D/Gデイタンク液位計測装置 液位制御 MS-2 D/G室 40（最高） S    

ガイドパル

ス式 
使用済燃料プール水位計測装置*2 監視 重*3 

原子炉建屋 65（最高） 
重*4 ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

電極式 格納容器下部水位計測装置*2 監視 重*3 
ペデスタル 57（最高） 

重*4 ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

電波式 

取水ピット水位計測装置*2 監視 設*5 
屋外 40（最高） 

S ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

西側淡水貯水設備水位計測装置*2 監視 重*3 

常設代替高圧

電源装置置場
40（最高） 

重*4   

 

中央制御室 32.2（最高）

圧力式 潮位計測装置*2 監視 設*5 
屋外 40（最高） 

S ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
*5：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 



 

 

－
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表3.11-2(7/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度設置場所 周囲温度（℃）

中性子

束 

核分裂電離

箱式 

SRNM 
スクラム 

監視 
MS-1，重*3 

原子炉内 302（最高） 

S，重*4 ○ ○ 

 

原子炉建屋 40.0（最高）

中央制御室 32.2（最高）

LPRM 
スクラム 

監視 
MS-1，重*3 

原子炉内 302（最高） 
S，重*4   

 

中央制御室 32.2（最高）

放射線 
イオンチェ

ンバ式 

主蒸気管放射線計測装置 

スクラム 

MSIV隔離 

PCIS作動 

MS-1 

主蒸気管 

トンネル室 
60.0（最高）

S ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器雰囲気放射線計測装置 監視 MS-2，重*3 

原子炉建屋／

サンドクッシ

ョンエリア 

65.6（最高）
S，重*4   

 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プールエリア放射線計測装置*2 監視 重*3 
原子炉建屋 40.0（最高）

重*4    
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  
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表3.11-2(8/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度
設置場所 周囲温度（℃）

放射線 半導体式 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

FRVS/SGTS起動

PCIS作動 

中央制御室 

換気系隔離 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

S ○ ○  

中央制御室 32.2（最高）

振動 倒立振子式 地震加速度計測装置 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

S ○ ○  
中央制御室 32.2（最高）

濃度 

熱伝導式 

格納容器内水素濃度計測装置 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

S ○ ○  
中央制御室 32.2（最高）

格納容器内水素濃度計測装置*2 

原子炉建屋水素濃度計測装置*2 
監視 重*3 

原子炉建屋 40.0（最高）

重*4 

   

電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

触媒式 原子炉建屋水素濃度計測装置*2 監視 重*3 

原子炉建屋 40.0（最高）

重*4 ○ ○ 

 

電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  
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表3.11-2(9/9) 計測装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 計測 

対象 
検出部型式 重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度
設置場所 周囲温度（℃）

濃度 磁気式 

格納容器内酸素濃度計測装置 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

S ○ ○ 
 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内酸素濃度計測装置*2 監視 重*3 

原子炉建屋 40.0（最高）

重*4   

 

電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

位置 
リミットス

イッチ式 
MSV位置計測装置 スクラム MS-1 

ヒーター 

ルーム 
48.9（最高）

S ○ ○ 

 

中央制御室 32.2（最高）

回転速

度 

電磁ピック

アップ式 
RCICタービン回転速度計測装置 

RCICトリップ 

監視 
MS-1 

RCICポンプ室 65.6（最高）

S ○ ○ 空調機械室 50（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2：新規に設置される機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 
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表 3.11-3 補助継電器盤の代表機器 

分類基準 

機器名称 

仕様 

(W×H×D) 

(mm) 

選定基準 

耐震 

重要度

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
重要度*1 

使用条件 

型式 
設置 

場所 
設置場所 周囲温度(℃)

補
助
継
電
器
盤 

屋内 

原子炉保護系(A)継電器盤 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S ○ ○  

原子炉保護系(B)継電器盤  2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤 1,219×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

原子炉隔離時冷却系継電器盤 610×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

原子炉格納容器内側隔離系継電器盤 610×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

原子炉格納容器外側隔離系継電器盤 610×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

高圧炉心スプレイ系継電器盤  1,219×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

自動減圧系(A)継電器盤 1,524×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

自動減圧系(B)継電器盤 914×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

低圧炉心スプレイ系，残留熱除去系(A)補

助継電器盤  
1,219×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

タービン補機補助継電器盤 3,810×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

プロセス計装盤 1 1,200×2,286×914 MS-2,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

プロセス計装盤 2 762×2,286×914 MS-2,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 



 

 

－
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表 3.11-4(1/3) 操作制御盤の代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す  

分類基準 

機器名称 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

耐震 

重要度

「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

設置

場所
重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

操
作
制
御
盤 

屋内

原子炉制御操作盤 4,402×2,286×1,661 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3 ○ ○  

原子炉補機操作盤 2,811×2,286×1,661 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

緊急時炉心冷却系操作盤  6,096×2,286×1,661 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

所内電気操作盤 3,200×2,286×1,661 MS-2,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

可燃性ガス濃度制御盤(A) 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

可燃性ガス濃度制御盤(B) 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

プロセス放射線モニタ，起動領域モニタ(A)

操作盤 
1,219×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3 

   

プロセス放射線モニタ，起動領域モニタ(B)

操作盤 
1,219×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3 

   

出力領域モニタ計装盤 4,572×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

窒素置換－空調換気制御盤 1,829×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)

操作盤 
2,440×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3 

   

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)

操作盤 
2,440×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3 
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表 3.11-4(2/3) 操作制御盤の代表機器 

分類基準 

機器名称 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

耐震 

重要度

「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

操
作
制
御
盤 

屋内 

原子炉保護系1Aトリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

原子炉保護系1Bトリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

原子炉保護系2Aトリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

原子炉保護系2Bトリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 S    

格納容器雰囲気監視系(A)操作盤  760×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

格納容器雰囲気監視系(B)操作盤  760×2,286×914 MS-1,重*2 中央制御室 32.2 S,重*3    

サプレッション・プール温度記録計盤(A) 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2 S    

サプレッション・プール温度記録計盤(B) 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2 S    

RCICタービン制御盤 1,000×2,300×800 MS-1,重*2 空調機械室 50 S,重*3    

原子炉遠隔停止操作盤 2,438×2,286×914 MS-2,重*2 電気室 40 S,重*3    

SA監視操作設備*4 － 重*2 中央制御室 32.2 重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 3.11-4(3/3) 操作制御盤の代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す  

*2：新規に設置される機器  

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 

*6：1 面あたりの仕様を示す 

分類基準 

機器名称 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 

耐震 

重要度

「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 

設置

場所
重要度*1 

使用条件 

設置場所 
周囲温度

（℃） 

操

作

制

御

盤 

屋内

高圧代替注水系制御盤*2 1,050×2,275×600 重*3 中央制御室 32.2 重*4    

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤*2 800×2,200×670 重*3 中央制御室 32.2 重*4    

潮位監視盤*2 750×1,725×500 設*5 中央制御室 32.2 S    

津波・構内監視設備*2 － 設*5 中央制御室 

／緊急時対策所
32.2／40 S 

   

使用済燃料プール監視設備*2 － 重*3 中央制御室 

／緊急時対策所
32.2／40 重*4 

   

緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤*2 1,000×2,300×1,000*6 重*3 緊急時対策所 40 重*4    

緊急時対策所用災害対策本部操作盤*2 1,500×2,300×1,500 重*3 緊急時対策所 40 重*4    

安全パラメータ表示システム(SPDS)及びデ 

ータ伝送設備*2 
－ 重*3 中央制御室 

／緊急時対策所
32.2／40 重*4 

   

衛星電話設備*2 － 重*3 中央制御室 

／緊急時対策所
32.2／40 重*4 

   

統合原子力防災ネットワークに接続する通 

信連絡設備*2 
－ 重*3 緊急時対策所 40 重*4 

   



 

－ 3.11-20 － 

3.11.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.11.2 項で選定した代表計測制御設備について，「技術評価」で検討された経年劣

化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 計測制御設備

の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し

保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.11-5～7 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.11-5～7 中に記載した。 

 



 

 

－
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表 3.11-5(1/2) 計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 「技術評価」評価

結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

－ － － － － － － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 
*1：「×」としたものの理由を記載 

① RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

② D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

③ CV 急速閉検出用圧力計測装置 

④ 主蒸気管トンネル温度計測装置 

⑤ サプレッション・プール水温度計測装置 

⑥ RCIC 系統流量計測装置 

⑦ 原子炉水位計測装置 

⑧ スクラム排出容器水位計測装置 

⑨ 使用済燃料プール水位計測装置 

⑩ 格納容器下部水位計測装置 

⑪ 取水ピット水位計測装置 

⑫ 潮位計測装置 

 

 

 

 

 



 

 

－
 
3.
11
-2
2 －

 

表 3.11-5(2/2) 計測装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ 

－ － － － － － － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 
*1：「×」としたものの理由を記載 

⑬ SRNM 

⑭ 主蒸気管放射線計測装置 

⑮ 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

⑯ 地震加速度計測装置 

⑰ 格納容器内水素濃度計測装置 

⑱ 原子炉建屋水素濃度計測装置 

⑲ 格納容器内酸素濃度計測装置 

⑳ MSV 位置計測装置 

㉑ RCIC タービン回転速度計測装置 

 

 

表 3.11-6 補助継電器盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉保護系(A)継電器盤 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 
*1：「×」としたものの理由を記載 



 

 

－
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表 3.11-7 操作制御盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉制御操作盤 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 
*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 



 

－ 3.11-24 － 

(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.11.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化し

た場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であるか｢軽微

もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象については

耐震安全性評価対象外とする（表 3.11-8～10 に耐震安全上考慮する必要のある経年

劣化事象を示す）。 

 

① 計測装置における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

計測装置における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検

討結果に基づき整理した結果（表 3.11-5(1/2～2/2)参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.11-8 参照）。 

 

② 補助継電器盤における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

補助継電器盤における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.11-6 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.11-9 参

照）。 
 

③ 操作制御盤における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

操作制御盤における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.11-7 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表3.11-10参照）。 

 



 

 

－
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表 3.11-8(1/2) 計測装置の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 

－ － － － － － － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
① RHR ポンプ吐出圧力計測装置 

② D/G 機関冷却水入口圧力計測装置 

③ CV 急速閉検出用圧力計測装置 

④ 主蒸気管トンネル温度計測装置 

⑤ サプレッション・プール水温度計測装置 

⑥ RCIC 系統流量計測装置 

⑦ 原子炉水位計測装置 

⑧ スクラム排出容器水位計測装置 

⑨ 使用済燃料プール水位計測装置 

⑩ 格納容器下部水位計測装置 

⑪ 取水ピット水位計測装置 

⑫ 潮位計測装置 
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表 3.11-8(2/2) 計測装置の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ 

－ － － － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
⑬ SRNM 

⑭ 主蒸気管放射線計測装置 

⑮ 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

⑯ 地震加速度計測装置 

⑰ 格納容器内水素濃度計測装置 

⑱ 原子炉建屋水素濃度計測装置 

⑲ 格納容器内酸素濃度計測装置 

⑳ MSV 位置計測装置 

㉑ RCIC タービン回転速度計測装置 

 

 

表 3.11-9 補助継電器盤の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉保護系(A)継電器盤 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
 



 

 

－
 
3.
11
-2
7 －

 

 

表 3.11-10 操作制御盤の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉制御操作盤 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



 

－ 3.11-28 － 

3.11.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.11.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2 における検討結果より，計測制御設備の代表機器に

おいて，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はない。 

 

3.11.5 評価対象機器全体への展開 
以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 
 

3.11.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.11.3 項の代表機器及び 2.2 項(2)b の表 2 における耐震安全上考慮する必要のあ

る経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.11.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.11.3 項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び 2.2 項(2)b

の表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性

上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象

外としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能で

あることを確認した。 

 

3.11.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.11.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表 3.11-2～4 参照）。 
 
(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

－ 3.11-29 － 

3.11.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

計測制御設備における高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経

年劣化事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確

認した。 
また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，計測制御設備における動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器

の振動応答特性への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 
さらに，耐震安全上考慮する必要のある基礎ボルトに対する耐震安全性評価の実施に

より，基礎ボルトにおける経年劣化事象は，ボルトが支持する機器の支持機能への影響

がないことを確認している。 
これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものではないと考え

られ，地震時の動的機能についても維持されると判断する。 

 

3.11.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

計測制御設備においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観

点から追加すべき項目はない。 



－ 3.12-1 － 

3.12 空調設備 

本章は，東海第二で使用している主要な空調設備に係わる経年劣化事象について，耐震

安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

らの検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.12.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な空調設備（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象機

器とする。なお，評価対象機器一覧を表 3.12-1 に示す。 

 

表 3.12-1（1/2） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 耐震重要度 

ファン 

非常用ガス処理系排風機*2 S，重*1 

非常用ガス再循環系排風機 S，重*1 

中央制御室ブースターファン*2 S，重*1 

緊急時対策所非常用送風機*2 重*1 

中央制御室排気ファン S 

ディーゼル室換気系ルーフベントファン S 

空調機 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 S 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 S 

残留熱除去系ポンプ室空調機 S 

中央制御室エアハンドリングユニットファン*2 S，重*1 

冷凍機 中央制御室チラーユニット S 

フィルタユニット 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン S，重*1 

非常用ガス処理系フィルタトレイン S，重*1 

中央制御室換気系フィルタユニット S，重*1 

緊急時対策所非常用フィルタ装置*2 重*1 

ダクト 

中央制御室換気系ダクト（角ダクト） S，重*1 

ディーゼル室換気系ダクト（角ダクト） S 

中央制御室換気系ダクト（丸ダクト） S 

原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） S 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器  



－ 3.12-2 － 

表 3.12-1（2/2） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 耐震重要度 

ダンパ及び弁 

中央制御室換気系空気作動式ダンパ 
S 

S，重*1 

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ S 

非常用ガス処理系グラビティダンパ S，重*1 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ S，重*1 

中央制御室換気系グラビティダンパ 
S，重*1 

S，重*1 

ディーゼル室換気系グラビティダンパ S 

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*2 重*1 

中央制御室換気系手動式ダンパ 
S 

S，重*1 

原子炉建屋換気系隔離弁 S 

中央制御室換気系隔離弁 
S，重*1 

S*2 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 



－ 3.12-3 － 

3.12.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象空調設備をその型式等をもとに分類しているが，本

検討においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術評

価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.12-2～7 に示す。 

 



 

－
 
3.

12
-4

 －
 

表 3.12-2 ファンの代表機器 

分類基準 

機器名称 

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
型式 駆動方式 

仕様 

重要度＊1 

使用条件 

耐震 

重要度 流量×静圧 

(m3/h×Pa） 
運転状態 

遠心式 

直結型 
非常用ガス処理系排風機*2 3,570×1,500 MS-1，重*3 一時 S，重*4    

非常用ガス再循環系排風機 17,000×5,227 MS-1，重*3 一時 S，重*4 ○ ○  

直動型 
中央制御室ブースターファン*2 5,100×2,110 MS-1，重*3 一時 S，重*4 ○ ○  

緊急時対策所非常用送風機*2 5,000×5,600 重*3 一時 重*4    

軸流式 
ベルト駆動 中央制御室排気ファン 3,400×196 MS-1 連続 S  ○ ○  

直動型 ディーゼル室換気系ルーフベントファン 71,400×216 MS-1 一時 S ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度のうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－
 
3.

12
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 －
 

表 3.12-3 空調機の代表機器 

分類基準 

機器名称 

選定基準 
「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
内部流体＊1 

仕様 

重要度＊2

使用条件 
耐震 

重要度 流量×静圧 

(m3/h×Pa） 
運転状態 

海水 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 一時(1 回/月) S    

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 一時(1 回/月) S    

残留熱除去系ポンプ室空調機 6,800×340 MS-1 一時*3 S ○ ○  

純水 中央制御室エアハンドリングユニットファン*4 42,500×1,560 MS-1，重*5 連続 S，重*6 ○ ○  

*1：冷却コイル内部流体を示す 

*2：当該機器に要求される重要度のうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：1 回／月（残留熱除去系 B,C ポンプ室）及び 2回／月（残留熱除去系 Aポンプ室） 

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*6：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－
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表 3.12-4 冷凍機の代表機器 

型式 機器名称 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 仕様 
重要度 

使用条件 
耐震 

重要度
冷却能力（W） 運転状態 

スクリュー式 中央制御室チラーユニット 210,000 MS-1 連続 S ○ ○  

 

 

 

表 3.12-5 フィルタユニットの代表機器 

分類基準 

機器名称 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
材料＊1 

仕様 
重要度＊2 

使用条件 耐震 

重要度流量(m3/h) 運転状態 

ステンレス鋼 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 17,000 MS-1，重*3 一時 S，重*4 ○ ○  

非常用ガス処理系フィルタトレイン 3,570 MS-1，重*3 一時 S，重*4    

中央制御室換気系フィルタユニット 5,100 MS-1，重*3 一時 S，重*4    

緊急時対策所非常用フィルタ装置*5 5,000 重*3 一時 重*4    

*1：ケーシングの材料を示す 

*2：当該機器に要求される重要度のうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される機器 

 



 

－
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表 3.12-6 ダクトの代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度のうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

  

分類基準 
機器名称 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 仕様 
重要度＊2 

使用条件 耐震 

重要度型式 材料 流量＊1(m3/h) 運転状態 

角ダクト 亜鉛メッキ鋼板 
中央制御室換気系ダクト 42,500 MS-1，重*3 連続 S，重*4 ○ ○  

ディーゼル室換気系ダクト 71,400 MS-1 一時 S    

丸ダクト 炭素鋼 
中央制御室換気系ダクト 42,500 MS-1 連続 S    

原子炉建屋換気系ダクト 231,200 MS-1 連続 S ○ ○  



 

－
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 －
 

 

表 3.12-7(1/2) ダンパ及び弁の代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度のうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される設備 

  

分類基準 

機器名称 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

代表ダンパ及び弁 備考 仕様 

重要度＊2 

使用条件
耐震 

重要度型式 駆動方式 流量＊1(m3/h) 運転状態

ダンパ 

空気 

作動式 

中央制御室換気系空気作動式ダンパ 
42,500 MS-1 連続 S ○ ○ 中央制御室換気系

ファン AH2-9 入口

ダンパ 

 

5,100 MS-1,重*3 一時 S,重*4   

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 95,000 MS-1 一時 S   

重力式 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 3,570 MS-1,重*3 一時 S,重*4   中央制御室換気系

ファン AH2-9 出口

グラビティダンパ

 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ 17,000 MS-1,重*3 一時 S,重*4   

中央制御室換気系グラビティダンパ 
42,500 MS-1,重*3 連続 S,重*4 ○ ○ 

5,100 MS-1,重*3 一時 S,重*4   

ディーゼル室換気系グラビティダンパ 71,400 MS-1 一時 S   

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*5 5,000 重*3 一時 重*4   

手動式 中央制御室換気系手動式ダンパ 
3,400 MS-1 一時 S   中央制御室換気系

再循環フィルタ装

置ラインダンパ 

 
5,100 MS-1,重*3 一時 S,重*4 ○ ○ 
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表 3.12-7(2/2) ダンパ及び弁の代表機器 

分類基準 
機器名称 

選定基準 「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

代表ダンパ及び弁 備考 仕様 
重要度＊2 

使用条件 耐震 

重要度型式 駆動方式 流量＊1(m3/h) 運転状態 

バタフ

ライ弁 

空気作動式 原子炉建屋換気系隔離弁 231,200 MS-1 連続 S ○ ○ 
原子炉建屋換気系

C/S 隔離弁 
 

電動式 中央制御室換気系隔離弁 
3,400 MS-1,重*3 連続 S,重*4 ○ ○ 中央制御室換気系

隔離弁 

 

34,800*5 MS-1 一時 S   

*1：流量が異なる機器がある場合は流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度のうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*5：新規に設置される設備 

 



－ 3.12-10 － 

3.12.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.12.2 項で選定した代表空調設備について，「技術評価」で検討された経年劣化事

象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所  空調設備の技術評

価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策

を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.12-8～13 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.12-8～13 中に記載した。 
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表 3.12-8 ファンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

非常用ガス 

再循環系排風機 

中央制御室 

ブースターファン 

中央制御室 

排気ファン 

ディーゼル室換気系

ルーフベントファン

－ － － － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.12-9 空調機に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

残留熱除去系ポンプ室空調機 中央制御室エアハンドリング 

ユニットファン 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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表 3.12-10 冷凍機に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

中央制御室チラーユニット 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

表 3.12-11 フィルタユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

－ － － －  

－：経年劣化事象が考慮されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

表 3.12-12 ダクトに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

中央制御室換気系ダクト 原子炉建屋換気系ダクト 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 

 



 

－
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表 3.12-13 ダンパ及び弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 

「技術評価」評価結果概要*1 

① ② ③ ④ ⑤ 

－ － － － － － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

① 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ  

② 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ 

③ 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ 

④ 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁 

⑤ 中央制御室換気系隔離弁 
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(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.12.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化

した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が「有意」であるか

「軽微もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象に

ついては耐震安全性評価対象外とする（表 3.12-14～19 に耐震安全上考慮する必要

のある経年劣化事象を示す）。 

 

① ファンにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ファンにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検

討結果に基づき整理した結果（表 3.12-8 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.12-14 参

照）。 

 

② 空調機における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

空調機における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検

討結果に基づき整理した結果（表 3.12-9 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.12-15 参

照）。 

 

③ 冷凍機における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

冷凍機における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検

討結果に基づき整理した結果（表 3.12-10 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.12-16 参

照）。 

 

④ フィルタユニットにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

フィルタユニットにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.12-11 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.12-17 参照）。 

 

⑤ ダクトにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ダクトにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での検

討結果に基づき整理した結果（表 3.12-12 参照），現在発生しているか，又は将来

にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表 3.12-18 参

照）。 

 

  



－ 3.12-15 － 

⑥ ダンパ及び弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

ダンパ及び弁における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.12-13 参照），現在発生しているか，又

は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.12-19 参照）。 



 

－
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表 3.12-14 ファンの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

非常用ガス 

再循環系排風機 

中央制御室 

ブースターファン 

中央制御室 

排気ファン 

ディーゼル室換気系 

ルーフベントファン 

－ － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.12-15 空調機の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

残留熱除去系ポンプ室空調機 中央制御室エアハンドリングユニットファン 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.12-16 冷凍機の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

中央制御室チラーユニット 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

 



 

－
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表 3.12-17 フィルタユニットの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.12-18 ダクトの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

中央制御室換気系ダクト 原子炉建屋換気系ダクト 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

表 3.12-19 ダンパ及び弁の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

代表機器 

中央制御室換気系ファン

AH2-9 入口ダンパ  

中央制御室換気系ファン

AH2-9 

出口グラビティダンパ 

中央制御室換気系再循環

フィルタ装置ライン 

ダンパ 

原子炉建屋換気系 

C/S 隔離弁 
中央制御室換気系隔離弁 

－ － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



－ 3.12-18 － 

3.12.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.12.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2 における検討結果より，空調設備の代表機器におい

て，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はない。 

 

3.12.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.12.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.12.3 項の代表機器及び 2.2 項(2)b の表 2 における耐震安全性上考慮する必要の

ある経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.12.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.12.3 項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び 2.2 項(2)b

の表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性

上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象

外としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能で

あることを確認した。 

 

3.12.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.12.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象が抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表 3.12-2～7 参照）。 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 
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3.12.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

空調設備における高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経年劣

化事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確認し

た。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，空調設備における全ての部位での経年劣化事象は，機器の振動応答特性への影響

が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 

さらに，耐震安全上考慮する必要のある基礎ボルトに対する耐震安全性評価の実施に

より，基礎ボルトにおける経年劣化事象は，ボルトが支持する機器の支持機能への影響

がないことを確認している。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものでないと考えら

れ，地震時の動的機能についても維持されると判断される。 

 

3.12.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

空調設備においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点か

ら追加すべき項目はない。 
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3.13 機械設備 

本章は，東海第二で使用している主要な機械設備に係わる経年劣化事象について，耐震

安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.13.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な機械設備（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象

機器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.13-1 に示す。 

 

表 3.13-1（1/2） 評価対象機器一覧 

設備名称 機器名称 耐震重要度 

制御棒 ボロン・カーバイド型制御棒 S，重*1 

制御棒駆動機構 制御棒駆動機構 S，重*1 

水圧制御ユニット 水圧制御ユニット S，重*1 

ディーゼル機関本体 

非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機） S，重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 S，重*1 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関*2 重*1 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関） 重*1 

ディーゼル機関付属設備 

非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備 S，重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備 S，重*1 

緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備*2 重*1 

常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備*2 重*1 

補機駆動用燃料設備*2 重*1 

可燃性ガス濃度制御系再結合装

置 
可燃性ガス濃度制御系再結合装置 S 

燃料取替機 燃料取替機 B 

燃料取扱クレーン 
原子炉建屋 6 階天井走行クレーン  B 

DC 建屋天井クレーン B 

制御用圧縮空気系設備 制御用圧縮空気系設備 C 

気体廃棄物処理系付属設備 蒸気式空気抽出器 B 

新燃料貯蔵ラック 新燃料貯蔵ラック B 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.13-1（2/2） 評価対象機器一覧 

設備名称 機器名称 耐震重要度 

補助ボイラ設備 補助ボイラ設備  C 

廃棄物処理設備 

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 B 

機器ドレン系設備 B 

減容固化系設備 B 

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 B 

雑固体焼却系設備 B

セメント混練固化系設備 C 

使用済樹脂貯蔵系設備 B 

排気筒 
主排気筒 C 

非常用ガス処理系排気筒 S，重*2 

使用済燃料乾式貯蔵容器 使用済燃料乾式貯蔵容器 S 

水素再結合器 静的触媒式水素再結合器*1 重*2 

*1：新規に設置される機器 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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3.13.2 代表機器の選定 

本検討においては，技術評価において代表機器の選定を行っているディーゼル機関及

びディーゼル機関付属設備を除き，設備の特殊性を考慮しグループ化や代表機器の選定

を行わずに評価を実施する。 

 

(1) ディーゼル機関の代表機器の選定 

「技術評価」の評価では，評価対象ディーゼル機関を仕様（機関出力×回転速度）

等を基に分類しているが，本検討においてもこの分類にしたがって整理するものとし，

「技術評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

但し，選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の機種が存在す

る場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

ディーゼル機関の本検討の代表機器を表 3.13.2-1 に示す。 

 

表 3.13.2-1 ディーゼル機関の代表機器 

機器名称 

選定基準 
「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

重要度*1 

使用条件 

耐震 

重要度 運転 

状態 

仕様 

（機関出力×回転速度）

非常用ディーゼル機関 

（2C, 2D 号機） 
MS-1,重*2 一時*3 5,502 kW×429 rpm S,重*4 ○ ○ 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル機関 
MS-1,重*2 一時*3 3,052 kW×429 rpm S,重*4   

緊急時対策所用発電機 

ディーゼル機関*5 
重*2 一時*3 1,450 kW×1,500 rpm 重*4   

常設代替高圧電源装置 

（ディーゼル機関） 
重*2 一時*3 1,450 kW×1,500 rpm 重*4   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器および構造物である

ことを示す 

*3：通常は待機，定期的（運転回数：約 20 回/年，運転時間：約 40 時間/年）に定例

試験を実施 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*5：新規に設置される機器 

 

 

 

 

 



－ 3.13-4 － 

 

(2) ディーゼル機関付属設備の代表機器の選定 

「技術評価」の評価では，評価対象ディーゼル機関付属設備を使用条件等を基に分

類しているが，本検討においてもこの分類にしたがって整理するものとし，「技術評

価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

但し，選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の機種が存在す

る場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

ディーゼル機関付属設備の本検討の代表機器を表 3.13.2-2 に示す。 

 

表 3.13.2-2 ディーゼル機関付属設備の代表機器 

機器名称 

選定基準 
「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

重要度*1

使用条件 
耐震 

重要度 最高使用 

圧力（MPa）

最高使用 

温度（℃）

非常用ディーゼル機

関（2C，2D 号機）付

属設備 

始動空気系 MS-1,重*2 3.2 45 S,重*3 

○ ○ 

潤滑油系 MS-1,重*2 0.78 70 S,重*3 

冷却水系 MS-1,重*2
純水 0.25 純水 80 

S,重*3 
海水 0.70 海水 50 

燃料油系*4 MS-1,重*2 1.0 55 S,重*3 

高圧炉心スプレイ系

ディーゼル機関付属

設備 

始動空気系 MS-1,重*2 3.2 45 S,重*3 

  

潤滑油系 MS-1,重*2 0.78 70 S,重*3 

冷却水系 MS-1,重*2
純水 0.25 純水 80 

S,重*3 
海水 0.70 海水 50 

燃料油系*4 MS-1,重*2 1.0 55 S,重*3 

緊急時対策所用発電

機ディーゼル機関付

属設備*4 

燃料油系 重*2 0.5 45 重*3   

常設代替高圧電源装

置（ディーゼル機関）

付属設備*4 

燃料油系 重*2 1.0 55 重*3   

補機駆動用燃料 

設備*4*5 
燃料油系 重*2 静水頭*6 60*6 重*3   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器および構造物である

ことを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*4：新規に設置される機器を含む 

*5：可搬型重大事故等対処設備（ディーゼル機関を含む）に可搬型の機器を用いて軽

油を供給する設備 

*6：可搬型設備用軽油タンクの仕様を示す 



－ 3.13-5 － 

 

3.13.3 各設備の耐震安全性評価 

3.13.3.1 制御棒 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での評価結果（詳

細は「東海第二発電所 機械設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し以下のとおり整理した

（表 3.13.3-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-1 中に記載した。 

 

 



 

－
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表 3.13.3-1 制御棒に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化事象 

「技術評価」評価結果概要*1 
照射誘起型応力腐食割れ 

原子炉の緊急停止 制御材 －  

制御材被覆管 ○  

シース ○  

タイロッド ○  

ソケット －  

ローラ －  

ピン*2 ○  

過剰反応度の印加

防止 落下速度リミッタ － 
 

ハンドリング 上部ハンドル ○  

○：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

－：経年劣化事象が想定されないもの     

*1：「×」としたものの理由を記載 

*2：ステンレス鋼のみ 

 

 



－ 3.13-7 － 

 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.1 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-2 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

制御棒における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を，「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-1 参照），現在発生しているか，又は

将来にわたって起こることが否定できない事象は，以下のとおりである。 

 

・ 照射誘起型応力腐食割れ（制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部

ハンドル） 

 

本事象については，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もし

くは無視｣できるものと判断した（表 3.13.3-2 で■）。 

 

(a) 照射誘起型応力腐食割れ 

通常運転時の引抜状態の制御棒は原子炉圧力容器内下部プレナム部に設置

された制御棒案内管内に収納されており，地震時においても制御棒の挿入を

阻害する応力が発生しない構造となっている。 

また，挿入状態にある制御棒については，制御棒上下に取り付けたローラ

が燃料集合体チャンネルボックスにあたりながら，燃料集合体の動きに呼応

して振動するため，有意な応力は発生しないと考えられる。制御棒に最大の

荷重が負荷されるスクラム時の鉛直方向の荷重については，スクラム荷重は

地震荷重に比べて非常に大きく地震荷重の寄与は極めて小さい。 

また，水平荷重についても，制御棒上下に取り付けたローラが燃料集合体

チャンネルボックスにあたりながら，燃料集合体の動きに呼応して挿入され

ることから，地震の影響は小さく，制御棒自体の健全性に影響を与えるもの

ではない。 

なお，これまでに上部ハンドルのローラ近傍に応力腐食割れが確認されて

いるが，地震を考慮しても制御棒の構造健全性に影響を与えないと評価され

ている。 

したがって，耐震性に及ぼす影響は軽微と判断し耐震安全性評価対象外と

した。 

 

この結果，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかっ

た。 



－ 3.13-8 － 

 

(2) 制御棒挿入性に係る耐震安全性評価 

制御棒挿入性に影響を与える可能性のある経年劣化事象の抽出を行った結果，抽

出されなかったことから，経年劣化事象を考慮した地震時の燃料集合体の変位を評

価した結果は，工事計画で確認した 16.8 mm となり，機能確認済相対変位である約

40 mm 以下となることを確認した。 



 

－
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表 3.13.3-2 制御棒の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 
経年劣化事象 

照射誘起型応力腐食割れ 

制御材 － 

制御材被覆管 ■ 

シース ■ 

タイロッド ■ 

ソケット － 

ローラ － 

ピン*1 ■ 

落下速度リミッタ － 

上部ハンドル ■ 

■：現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器の振動応答特性又は構造・強度への影響が｢軽微もしくは

無視｣できるもの 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

*1：ステンレス鋼のみ 

 



－ 3.13-10 － 

 

3.13.3.2 制御棒駆動機構 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での評価結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-3 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-3 中に記載した。 

 



 

 

－
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表 3.13.3-3 制御棒駆動機構に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.13-12 － 

 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.2 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-4 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

制御棒駆動機構における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-3 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-4 参照）。 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-4 制御棒駆動機構の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの又は小さいもの 

 



 

－ 3.13-14 － 

 

3.13.3.3 水圧制御ユニット 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は「東海第二発電所 機械設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-5 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○）   

   

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-5 中に記載した。 

 



 

 

－
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表 3.13.3-5 水圧制御ユニットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 



 

－ 3.13-16 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.3 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-6 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

水圧制御ユニットにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-5 参照），現在発生している

か，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-6 参照）。 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-6 水圧制御ユニットの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



 

－ 3.13-18 － 

3.13.3.4 ディーゼル機関 

3.13.3.4.1 ディーゼル機関本体 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果

（詳細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全

上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整

理した（表 3.13.3-7 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象

外とし，その理由を，表 3.13.3-7 中に記載した。
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表 3.13.3-7 ディーゼル機関本体に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 



 

－ 3.13-20 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.4.1 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事

象が顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣

であるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣で

きる事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-8 に耐震安全上

考慮する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

ディーゼル機関本体における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技

術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-7 参照），現在発生し

ているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されな

かった（表 3.13.3-8 参照）。 
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表 3.13.3-8 ディーゼル機関本体の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



 

－ 3.13-22 － 

3.13.3.4.2 ディーゼル機関付属設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果

（詳細は｢東海第二発電所 機械設備の技術報告書｣参照）に基づき，耐震安全

上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整

理した（表 3.13.3-9 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

また，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象

外とし，その理由を，表 3.13.3-9 中に記載した。 
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表 3.13.3-9 ディーゼル機関付属設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 

 



 

－ 3.13-24 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.4.2 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事

象が顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣

であるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣で

きる事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-10 に耐震安全上

考慮する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

ディーゼル機関付属設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-9 参照），現在

発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出

されなかった（表 3.13.3-10 参照）。 
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表 3.13.3-10 ディーゼル機関付属設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 



 

－ 3.13-26 － 

3.13.3.5 可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-11 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-11 中に記載した。 
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表 3.13.3-11 可燃性ガス濃度制御系再結合装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.13-28 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.5 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-12 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置における高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-11 参照），

現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽

出されなかった（表 3.13.3-12 参照）。 
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表 3.13.3-12 可燃性ガス濃度制御系再結合装置の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



 

－ 3.13-30 － 

   3.13.3.6 燃料取替機 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-13 参照）。 

  

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.13.3-13 中に記載した。 
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表 3.13.3-13 燃料取替機に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 



 

－ 3.13-32 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.6 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-14 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

燃料取替機における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-13 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-14 参照）。 
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表 3.13.3-14 燃料取替機の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



 

－ 3.13-34 － 

3.13.3.7 燃料取扱クレーン 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は「東海第二発電所 機械設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-15 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.13.3-15 中に記載した。
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表 3.13.3-15 燃料取扱クレーンに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 



 

－ 3.13-36 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.7 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-16 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

燃料取扱クレーンにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-15 参照），現在発生してい

るか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった

（表 3.13.3-16 参照）。 
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表 3.13.3-16 燃料取扱クレーンの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-38 － 

3.13.3.8 制御用圧縮空気系設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-17 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-17 中に記載した。
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表 3.13.3-17 制御用圧縮空気系設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載



 

－ 3.13-40 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.8 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-18 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

制御用圧縮空気系設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技

術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-17 参照），現在発生し

ているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなか

った（表 3.13.3-18 参照）。 
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表 3.13.3-18 制御用圧縮空気系設備の耐震安全上考慮する必要がある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 



 

－ 3.13-42 － 

3.13.3.9 気体廃棄物処理系付属設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-19 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-19 中に記載した。 
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表 3.13.3-19 気体廃棄物処理系付属設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 



 

－ 3.13-44 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.9 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-20 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

気体廃棄物処理系付属設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

を「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-19 参照），現在

発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出さ

れなかった（表 3.13.3-20 参照）。 
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表 3.13.3-20 気体廃棄物処理系付属設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-46 － 

3.13.3.10 新燃料貯蔵ラック 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-21 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-21 中に記載した。 
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表 3.13.3-21 新燃料貯蔵ラックに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 

 



 

－ 3.13-48 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.10 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-22 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

新燃料貯蔵ラックにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-21 参照），現在発生してい

るか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった

（表 3.13.3-22 参照）。 
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表 3.13.3-22 新燃料貯蔵ラックの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-50 － 

3.13.3.11 補助ボイラ設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-23 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-23 中に記載した。 
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表 3.13.3-23 補助ボイラ設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.13-52 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.11 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-24 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

補助ボイラ設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-23 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-24 参照）。 
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表 3.13.3-24 補助ボイラ設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-54 － 

3.13.3.12 廃棄物処理設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 技術評価での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し，保全対策を考慮し以下のとおり整理した

（表 3.13.3-25 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-25 中に記載した。 

 



 

 

－
 
3.
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表 3.13.3-25 廃棄物処理設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載



 

－ 3.13-56 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.12 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-26 に耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

廃棄物処理設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-25 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-26 参照）。 

 

 

 



 

 

－
 
3.
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7 －
 

表 3.13.3-26 廃棄物処理設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-58 － 

3.13.3.13 排気筒 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-27 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を，表 3.13.3-27 中に記載した。 

 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-27 排気筒に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.13-60 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.13 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-28 に耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

排気筒における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を，「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-27 参照），現在発生しているか，又

は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-28 参照）。 

 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-28 排気筒の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-62 － 

3.13.3.14 使用済燃料乾式貯蔵容器 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は「東海第二発電所 機械設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-29 参照）。 

  

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.13.3-29 に記載した。 

 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-29 使用済燃料乾式貯蔵容器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.13-64 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.14 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象

が顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であ

るか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事

象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-30 に耐震安全上考慮する

必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

使用済燃料乾式貯蔵容器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を

「技術評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-29 参照），現在発

生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出され

なかった（表 3.13.3-30 参照）。 

 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-30 使用済燃料乾式貯蔵容器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-66 － 

3.13.3.15 水素再結合器 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳

細は「東海第二発電所 機械設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した

（表 3.13.3-31 参照）。 

  

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.13.3-31 に記載した。 

 

 

 



 

 

－
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表 3.13.3-31 水素再結合器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 「技術評価」評価結果概要*1 

－ － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.13-68 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3.15 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣である

か｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象

については耐震安全性評価対象外とする（表 3.13.3-32 に耐震安全上考慮する必

要のある経年劣化事象を示す）。 

 

水素再結合器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.13.3-31 参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.13.3-32 参照）。 

 



 

 

－
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表 3.13.3-32 水素再結合器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 

－ － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.13-70 － 

3.13.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.13.3 項で整理し抽出した経年劣化事象及び 2.2 項(2)b の表 2 で耐震安全上考慮す

る必要のある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を実施する。 

 

(1) 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）空気冷却器，

非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）付属設備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清

水冷却器］ 

流れ加速型腐食により伝熱管の肉厚が減少すると剛性が低下し，地震時により大き

な応力が発生することが考えられる。伝熱管の減肉に対しては保全対策上，渦流探傷

検査を実施し，管理基準まで減肉した場合に施栓を行うこととしている。 

ここでは，非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）空気冷却器，非常用ディーゼル機

関（2C,2D 号機）付属設備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器伝熱管の施

栓基準である 50％厚さまで減肉した場合における地震時の耐震安全性評価を実施し

た。 

評価の結果，いずれの伝熱管においても発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性

に問題のないことを確認した（表 3.13.4-1 参照）。 

 

表 3.13.4-1 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）に対する耐震安全性評価結果 

評価対象 区分 
耐震 

重要度

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力

種別

発生応力(MPa) 
許容

応力*4

(MPa)
管板～ 

管支持板

管支持板 

～管支持板 

非常用ディーゼル機関

（2C,2D 号機）空気冷却器 
－*1 S,重*2 SS

 *3 ⅣAS
一次

応力
16 － 328 

非常用ディーゼル機関

（2C,2D 号機）付属設備潤

滑油系潤滑油冷却器 

－*1 S,重*2 SS
 *3 ⅣAS

一次

応力
16 16 337 

非常用ディーゼル機関

（2C,2D 号機）付属設備冷

却水系清水冷却器 

－*1 S,重*2 SS
 *3 ⅣAS

一次

応力
45 105 337 

*1：設計建設規格にて定められる区分としては基準外であるが，耐震評価上クラス 2

として扱った 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*3：SS 地震力が Sd 地震力及び S クラス機器に適用される静的地震力より大きく，SS

地震力による評価応力がSd地震力及びSクラス機器に適用される静的地震力の許

容応力を下回るため，Sd地震力及び静的地震力による評価を省略した 



 

－ 3.13-71 － 

*4：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に当該材料の各温度による値が規定され

ていないため，付録材料図表 Part5 表 6 に記載の最小引張強さの値を用い，耐震

重要度及び許容応力状態を考慮して定まる値 

 

(2) 胴の応力腐食割れ［濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器蒸発缶］ 

耐震安全性評価では，濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器蒸発缶胴板に

応力腐食割れを想定し地震時の発生応力（地震時は Bクラス地震動）を算出し評価し

た。 

胴の応力腐食割れについては，現状保全として開放時の目視点検，浸透探傷検査，

漏えい検査を実施することで機能を維持しており，これまでの目視点検，浸透探傷検

査において有意なき裂がないことを確認しているが，評価にあたっては，保守的に胴

板の半周に貫通き裂を想定して評価を実施した。 

評価の結果，発生応力はき裂安定限界応力を下回り，耐震安全性評価上問題ないこ

とを確認した（表 3.13.4-2 参照）。 

 

表 3.13.4-2 胴の応力腐食割れに対する耐震安全性評価結果 

評価対象 地震時発生応力(MPa) き裂安定限界応力(MPa) 

濃縮廃液・廃液中和

スラッジ系設備 

廃液濃縮器蒸発缶 

31 65 

 

3.13.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.13.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.13.3 項の代表機器及び 2.2 項(2)b の表 2 における耐震安全上考慮する必要のあ

る経年劣化事象の検討結果を用いて，代表機器以外の評価対象機器についても，「技

術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて整理を実施した。 

 

(1) 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関空気冷却

器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却

水系清水冷却器］ 

代表機器と同じく「現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定

できないもの」として扱う。 

 

 

 

 



 

－ 3.13-72 － 

(2) 胴，伝熱管，管板，水室，上板，鏡板，外殻及びケーシングの応力腐食割れ［廃

液濃縮器復水器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドスラリ

濃縮器，クラッドスラリ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，減容固化

系設備溶解タンク，ミストセパレータ，デミスタ，乾燥機復水器，雑固体減容処理

設備高周波溶融炉，溶融炉排ガスフィルタ，溶融炉排ガス脱硝塔，雑固体焼却系設

備焼却灰取出ボックス，排ガスフィルタ］ 

代表機器と同じく「現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定

できないもの」として扱う。 

 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機

器以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以

外の経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.13.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.13.3 項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び 2.2 項(2)b

の表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性

上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象

外としたものについては，前項の抽出結果を含めて，評価対象機器全体において代表

機器と同様に評価した結果，以下の経年劣化事象は影響が「軽微もしくは無視」でき

ないと判断し，次項にて耐震安全性評価を実施することとする。 

 

・ 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関空気冷却器，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系

清水冷却器］ 

 

・ 胴，伝熱管，管板，水室，上板，鏡板，外殻及びケーシングの応力腐食割れ［廃

液濃縮器復水器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドスラ

リ濃縮器，クラッドスラリ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，減容

固化系設備溶解タンク，ミストセパレータ，デミスタ，乾燥機復水器，雑固体減

容処理設備高周波溶融炉，溶融炉排ガスフィルタ，溶融炉排ガス脱硝塔，雑固体

焼却系設備焼却灰取出ボックス，排ガスフィルタ］ 

 

3.13.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.13.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象以外の事象は抽出さ

れなかったことから，代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安

全性評価を実施した（代表機器以外の機器については表3.13.2-1～2を参照のこと）。 
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(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

a. 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）［高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関空気冷却

器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷

却水系清水冷却器］ 

減肉を加味した耐震安全性評価では，流れ加速型腐食が想定される高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル機関空気冷却器，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設

備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器について，代表機器と同様に伝

熱管の施栓基準である 50％厚さまで減肉した場合における地震時の耐震安全性

評価を実施した。 

評価の結果，高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関空気冷却器，高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル機関付属設備潤滑油系潤滑油冷却器及び冷却水系清水冷却器に

50％厚さまでの減肉を想定した評価において，発生応力が許容応力を下回り，耐

震安全性に影響のないことを確認した（表 3.13.5 参照）。 

 

表 3.13.5 伝熱管の腐食（流れ加速型腐食）に対する耐震安全性評価結果 

評価対象 区分 
耐震 

重要度

評価 

地震力

許容

応力

状態

応力

種別

発生応力(MPa) 許容

応力*4

(MPa)
管板～ 

管支持板

管支持板 

～管支持板 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル機関空気冷却器 
－*1 S,重*2 SS

 *3 ⅣAS
一次

応力
16 － 328 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル機関付属設備潤滑

油系潤滑油冷却器 

－*1 S,重*2 SS
 *3 ⅣAS

一次

応力
19 19 337 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル付属設備冷却水系

清水冷却器 

－*1 S,重*2 SS
 *3 ⅣAS

一次

応力
36 45 337 

*1：設計建設規格にて定められる区分としては基準外であるが，耐震評価上クラス 2

として扱った 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*3：SS 地震力が Sd 地震力及び S クラス機器に適用される静的地震力より大きく，SS

地震力による評価応力がSd地震力及びSクラス機器に適用される静的地震力の許

容応力を下回るため，Sd地震力及び静的地震力による評価を省略した 

*4：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 9 に当該材料の各温度による値が規定さ 

れていないため，付録材料図表 Part5 表 6 に記載の最小引張強さの値を用い，耐

震重要度及び許容応力状態を考慮して定まる値 
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b. 胴，伝熱管，管板，水室，上板，鏡板，外殻及びケーシングの応力腐食割れ［廃

液濃縮器復水器，機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器，クラッドス

ラリ濃縮器，クラッドスラリ濃縮器復水器，クラッドスラリ濃縮器デミスタ，

減容固化系設備溶解タンク，ミストセパレータ，デミスタ，乾燥機復水器，雑

固体減容処理設備高周波溶融炉，溶融炉排ガスフィルタ，溶融炉排ガス脱硝塔，

雑固体焼却系設備焼却灰取出ボックス，排ガスフィルタ］ 

 胴，伝熱管，管板，水室，上板，鏡板，外殻及びケーシングの応力腐食割れに

おいては，建設時から設置・使用されている濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備

のうち，最高使用圧力の高い廃液濃縮器蒸発缶を代表として評価を行い，耐震安

全性を確認した。代表以外の機器については，代表機器と同様またはそれ以下の

最高使用圧力であることから，地震時の胴板等の発生応力はき裂安定限界応力を

下回り，耐震安全性に影響のないことを確認した。 

 

3.13.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

 機械設備における高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経年劣

化事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確認し

た。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，機械設備における動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器の振

動応答特性への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 

さらに，耐震安全上考慮する必要のある基礎ボルトに対する耐震安全性評価の実施に

より，基礎ボルトにおける経年劣化事象は，ボルトが支持する機器の支持機能への影響

がないことを確認している。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものでないと考えら

れ，地震時の動的機能についても維持されると判断される。 

 

3.13.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

機械設備においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点か

ら追加すべき項目はない。 
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3.14 電源設備 

本章は，東海第二で使用している主要な電源設備に係わる経年劣化事象について，耐震

安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要機器については，既に「技術評価」において経年劣化事象に対す

る健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこれ

ら検討結果を前提条件とし，評価を実施することとする。 

 

3.14.1 評価対象機器 

東海第二で使用している主要な電源設備（「技術評価」の評価対象機器）を評価対象

機器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.14-1 に示す。 

 

表 3.14-1(1/2) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 耐震重要度 

高圧閉鎖配電盤 

非常用 M/C S，重*1 

原子炉再循環ポンプ遮断器 C，重*1 

原子炉再循環ポンプ低速度用電源装置遮断器 C，重*1 

常設代替高圧電源装置遮断器盤 重*1 

緊急用 M/C*2 重*1 

緊急時対策所用 M/C*2 重*1 

動力用変圧器 

非常用動力用変圧器 （2C,2D） S，重*1 

非常用動力用変圧器 （HPCS） S，重*1 

緊急用動力変圧器*2 重*1 

緊急時対策所用動力変圧器*2 重*1 

低圧閉鎖配電盤 

非常用 P/C S，重*1 

緊急用 P/C*2 重*1 

緊急時対策所用 P/C*2 重*1 

125 V 直流 P/C S，重*1 

緊急時対策所用直流 125 V 主母線盤*2 重*1 

計測用 P/C S 

コントロールセンタ 

480 V 非常用 MCC S，重*1 

緊急用 MCC*2 重*1 

緊急時対策所用 MCC*2 重*1 

125 V 直流 MCC  S，重*1 

緊急用直流 125 V MCC*2 重*1 

ディーゼル発電設備 

非常用ディーゼル発電設備 S，重*1 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 S，重*1 

常設代替高圧電源装置 重*1 

緊急時対策所用発電設備*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.14-1(2/2) 評価対象機器一覧 

種類 機器名称 耐震重要度 

MG セット 原子炉保護系 MG セット S 

無停電電源装置 

バイタル電源用無停電電源装置 S 

緊急用無停電電源装置*2 重*1 

非常用無停電電源装置*2 S，重*1 

緊急時対策所用無停電電源装置*2 重*1 

直流電源設備 

125 V 蓄電池 2A,2B S，重*1 

125 V 蓄電池 HPCS S，重*1 

緊急用 125 V 蓄電池*2 重*1 

緊急時対策所用蓄電池*2 重*1 

±24 V 蓄電池 2A,2B S，重*1 

緊急時対策所用 24 V 系蓄電池*2 重*1 

125 V 充電器盤 2A  S，重*1 

125 V 充電器盤 2B  S，重*1 

125 V 充電器盤 予備 重*1 

125 V 充電器盤 HPCS S，重*1 

緊急用 125 V 充電器盤*2 重*1 

緊急時対策所用充電器盤*2 重*1 

±24 V 充電器盤 2A,2B S，重*1 

緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤*2 重*1 

計測用分電盤 

交流計測用分電盤 A 系，B 系 S 

交流計測用分電盤 HPCS 系 S，重*1 

直流分電盤 S，重*1 

バイタル分電盤 S 

中性子モニタ用分電盤 S，重*1 

緊急用計装交流主母線盤*2 重*1 

緊急用直流分電盤*2 重*1 

緊急用無停電計装分電盤*2 重*1 

非常用無停電計装分電盤*2 S，重*1 

緊急時対策所用分電盤*2 重*1 

緊急時対策所用直流分電盤*2 重*1 

可搬型代替低圧電源車接続盤*2 重*1 

可搬型代替直流電源設備用電源切替盤*2 重*1 

計測用変圧器 

計測用変圧器 S 

原子炉保護系 MG セットバイパス変圧器 S 

緊急用計測用変圧器*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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3.14.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象電源設備をその電圧区分等を基に分類しているが，

本検討においてもこの分類に従って整理するものとし，それぞれの分類ごとに，「技術

評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，グループ内で選定された「技術評価」の代表機器より，耐震重要度の上位の

機器が存在する場合には，これについても代表機器として評価することとする。 

各分類における，本検討での代表機器を表 3.14.2-1～10 に示す。 

 

 

 



 

－
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表 3.14.2-1 高圧閉鎖配電盤の代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 

 

  

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 

耐震 

重要度 

「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 電圧 

区分 

型式 

（内蔵遮断器）

設置 

場所 

盤 

（定格電圧）

遮断器 

（定格電圧× 

定格遮断電流）

重要度*1 
使用条件 

定格電圧 定格電流

高圧 真空遮断器 屋内 

非常用 M/C AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA MS-1,重*2 AC 6,900 V
2,000 A

1,200 A
S，重*3 ○ ○  

原子炉再循環ポンプ遮断

器 
AC 6,900 V AC 7,200 V×63 kA

MS-3／PS-3

重*2 
AC 6,900 V 1,200 A C，重*3    

原子炉再循環ポンプ低速

度用電源装置遮断器 
AC 7,200 V AC 7,200 V×40 kA

PS-3 

重*2 
AC 6,900 V 1,200 A C，重*3    

常設代替高圧電源装置 

遮断器盤 
AC 7,200 V AC 7,200 V×8 kA 重*2 AC 6,600 V 400 A 重*3   

 

緊急用 M/C*4 AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 重*2 AC 6,900 V 1,200 A 重*3    

緊急時対策所用 M/C*4 AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 重*2 AC 6,900 V 1,200 A 重*3    



 

－
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表 3.14.2-2 動力用変圧器の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 

耐震 

重要度 
一次電圧 二次電圧 定格容量

高圧 乾式変圧器 屋内 

非常用動力用変圧器 (2C，2D) 3,333 kVA MS-1,重*2 AC 6,900 V AC 480 V 3,333 kVA S,重*3 ○ ○ 
 

非常用動力用変圧器 (HPCS) 600 kVA MS-1,重*2 AC 6,900 V AC 480 V 600 kVA S,重*3   
 

緊急用動力変圧器*4 2,000 kVA 重*2 AC 6,900 V AC 480 V 2,000 kVA 重*3    

緊急時対策所用動力変圧器*4 1,400 kVA 重*2 AC 6,900 V AC 480 V 1,400 kVA 重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 3.14.2-3 低圧閉鎖配電盤の代表機器 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 
「技術

評価」

代表

機器

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 電圧 

区分 

型式 

(内蔵遮断器)

設置 

場所 

盤 

（定格電圧）

遮断器 

重要度*1

使用条件 
耐震

重要度操作方式
定格 

(電圧×遮断電流) 

定格 

電圧 

遮断器 

フレーム電流

低圧 

気中遮断器 

屋内 

非常用 P/C AC 480 V 

電磁 

電磁 

電動ばね

AC 600 V×40 kA 

AC 600 V×70 kA 

AC 600 V×50 kA 

MS-1

重*2 
AC 480 V

4,000 A 

2,000 A 

1,200 A 

S,重*3 ○ ○  

緊急用 P/C*4 AC 480 V 電動ばね AC 600 V×50 kA 重*2 AC 480 V
3,000 A 

1,200 A 
重*3    

緊急時対策所用 P/C*4 AC 480 V 電動ばね
AC 600 V×80 kA 

AC 600 V×63 kA 
重*2 AC 480 V

1,800 A 

1,200 A 
重*3    

125 V 直流 P/C DC 125 V 電磁 DC 250 V×50 kA 
MS-1

重*2 
DC 125 V 1,600 A S,重*3    

緊急時対策所用直流

125 V 主母線盤*4 
DC 125 V 電動ばね DC 250 V×40 kA 重*2 DC 125 V 1,200 A 重*3    

配線用遮断器 計測用 P/C 
AC 120 

/240 V 

電動 

手動 

手動 

AC 600 V×ノートリップ

AC 600 V×35 kA 

AC 600 V×30 kA 

MS-1
AC 120 

/240 V 

600 A 

225 A 

100 A 

S ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 3.14.2-4 コントロールセンタの代表機器 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 
「技術

評価」

代表

機器

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 電圧 

区分 

型式 

（内蔵遮断器）

設置 

場所 

盤 

(最高使用電圧)

配線用遮断器 

重要度*1

使用条件 
耐震

重要度遮断容量 

(定格電圧×定格遮断電流) 

定格 

電圧 

母線

容量

低圧 配線用遮断器 屋内 

480 V 非常用 MCC AC 600 V 

AC 600 V× 10 kA 

AC 600 V× 14 kA 

AC 600 V× 15 kA 

AC 600 V× 18 kA 

AC 600 V× 25 kA 

AC 220 V× 85 kA 

AC 220 V×100 kA 

MS-1 

重*2 

AC 480 V 

AC 480 V/210 V

AC 480 V/210 V

-105 V

800 A

600 A
S，重*3 ○ ○  

緊急用 MCC*4 AC 600 V AC 600 V×50 kA 重*2 AC 480 V 800 A 重*3    

緊急時対策所用 MCC*4 AC 600 V 

AC 690 V×  6 kA 

AC 690 V×7.5 kA 

AC 690 V× 20 kA 

AC 240 V× 85 kA 

重*2 AC 480 V/210 V
1,200 A

  800 A
重*3    

125 V 直流 MCC  DC 250 V 
DC 250 V×20 kA 

DC 250 V×40 kA 

MS-1 

重*2 
DC 125 V 600 A S，重*3    

緊急用直流 125 V MCC*4 DC 125 V DC 125 V×40 kA 重*2 DC 125 V 400 A 重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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14
-8

 －
 

表 3.14.2-5 ディーゼル発電設備の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格容量）

選定基準 
「技術

評価」

代表

機器

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 
耐震 

重要度定格電圧 定格容量 

高圧 
ディーゼル 

発電機 
屋内 

非常用ディーゼル発電設

備 
AC 6,900 V×6,500 kVA MS-1,重*2 AC 6,900 V 6,500 kVA S，重*3 ○ ○  

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電設備 
AC 6,900 V×3,500 kVA MS-1,重*2 AC 6,900 V 3,500 kVA S，重*3

 

  

常設代替高圧電源装置 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 AC 6,600 V 1,725 kVA 重*3 

 

  

緊急時対策所用発電設備*4 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 AC 6,600 V 1,725 kVA 重*3 

 

  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 

  



 

－
 
3.

14
-9

 －
 

表 3.14.2-6 MG セットの代表機器 

機器名称 
仕様 

重要度*1 耐震 

重要度 

「技術評価」

代表機器 

耐震安全性 

評価代表機器 
備考 

駆動モータ 発電機 

原子炉保護系 MG セット 

定格電圧：AC 440 V 

定格出力：44.76 kW 

定格回転速度：1,500 rpm 

定格電圧：AC 120 V 

定格容量：18.75 kVA 

定格回転速度：1500 rpm 

定格周波数：50 Hz 

MS-1 S ○ ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 

 

表 3.14.2-7 無停電電源装置の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格容量）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
電圧 

区分 
型式 

設置

場所
重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度
定格電圧 定格容量

低圧 静止型 屋内

バイタル電源用無停電電源装置  AC 240/120 V×50 kVA MS-1 AC 240/120 V 50 kVA S ○ ○ 
 

緊急用無停電電源装置*2 AC 120 V×35 kVA 重*3 AC 120 V 35 kVA 重*4    

非常用無停電電源装置*2 AC 120 V×35 kVA MS-1,重*3 AC 120 V 35 kVA S，重*4    

緊急時対策所用無停電電源装置*2 AC 105 V×50 kVA 重*3 AC 105 V 50 kVA 重*4    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－
 
3.

14
-1

0 －
 

表 3.14.2-8(1/2) 直流電源設備の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量） 

選定基準 
「技術

評価」

代表

機器

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 
耐震 

重要度定格電圧 定格容量 

低圧 
制御弁式 

鉛蓄電池 
屋内 

125 V 蓄電池 2A，2B 6,000 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC 125 V 6,000 Ah S，重*3 ○ ○  

125 V 蓄電池 HPCS 500 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC 125 V 500 Ah S，重*3    

緊急用 125 V 蓄電池*4 6,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 125 V 6,000 Ah 重*3    

緊急時対策所用蓄電池*4 1,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 125 V 1,000 Ah 重*3    

±24 V 蓄電池 2A，2B 150 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC ±24 V 150 Ah S，重*3    

緊急時対策所用 24 V 系蓄電池*4 1,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 24 V 1,000 Ah 重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 

  



 

－
 
3.

14
-1

1 －
 

表 3.14.2-8(2/2) 直流電源設備の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格電流）

選定基準 
「技術

評価」

代表

機器

耐震 

安全性

評価 

代表 

機器 

備考 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 
耐震 

重要度定格電圧 定格電流 

低圧 

サイリスタ 

整流回路 

充電器盤 

屋内 

125 V 充電器盤 2A DC 125 V×420 A MS-1，重*2 DC 125 V 420 A S，重*3 ○ ○  

125 V 充電器盤 2B DC 125 V×320 A MS-1，重*2 DC 125 V 320 A S，重*3    

125 V 充電器盤 予備 DC 125 V×420 A 重*2 DC 125 V 420 A 重*3    

125 V 充電器盤 HPCS DC 125 V×100 A MS-1，重*2 DC 125 V 100 A S，重*3    

緊急用 125 V 充電器盤*4 DC 125 V×700 A 重*2 DC 125 V 700 A 重*3    

緊急時対策所用充電器盤*4 DC 125 V×600 A 重*2 DC 125 V 600 A 重*3    

±24 V 充電器盤 2A，2B DC ±24 V×30 A MS-1，重*2 DC±24 V 30 A S，重*3    

緊急時対策所用直流 24 V 充電器盤*4 DC 24 V×100 A 重*2 DC 24 V 100 A 重*3    

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 

  



 

－
 
3.

14
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2 －
 

表 3.14.2-9 計測用分電盤の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧） 

選定基準 「技術 

評価」 

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 
盤面数 

耐震 

重要度 定格電圧 

低圧 配線用遮断器 屋内 

交流計測用分電盤 A 系，B 系 AC 120/240 V MS-1 AC 120/240 V 4 S ○ ○  

交流計測用分電盤 HPCS 系 AC 120 V MS-1,重*2 AC 120 V 1 S，重*3    

直流分電盤 DC 125 V MS-1,重*2 DC 125 V 7 S，重*3    

バイタル分電盤 AC 120/240 V MS-1 AC 120/240 V 2 S    

中性子モニタ用分電盤 DC 24 V MS-1,重*2 DC 24 V 2 S，重*3    

緊急用計装交流主母線盤*4 AC 120/240 V 重*2 AC 120/240 V 1 重*3    

緊急用直流分電盤*4 DC 125 V 重*2 DC 125 V 2 重*3    

緊急用無停電計装分電盤*4 AC 120 V 重*2 AC 120 V 1 重*3    

非常用無停電計装分電盤*4 AC 120 V MS-1,重*2 AC 120 V 2 S，重*3    

緊急時対策所用分電盤*4 AC 105 V 重*2 AC 105 V 3 重*3    

緊急時対策所用直流分電盤*4 DC 125 V 重*2 DC 125 V 1 重*3    

可搬型代替低圧電源車接続盤*4 
AC 210/480V 

DC 125 V 
重*2 

AC 210/480V 

DC 125 V 
2 重*3 

 
  

可搬型代替直流電源設備用電源切

替盤*4 
DC 125 V 重*2 DC 125 V 1 重*3 

 
  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

*4：新規に設置される機器 



 

－
 
3.

14
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表 3.14.2-10 計測用変圧器の代表機器 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量）

選定基準 
「技術

評価」

代表 

機器 

耐震 

安全性 

評価 

代表 

機器 

備考 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 
耐震 

重要度
一次電圧 二次電圧 定格容量 

低圧 乾式変圧器 屋内 

計測用変圧器 100 kVA MS-1 AC 480 V AC 240 V/120 V 100 kVA S ○ ○ 
 

原子炉保護系 MG セット 

バイパス変圧器 
25 kVA MS-2 AC 480 V AC 120 V 25 kVA S 

 
 

 

緊急用計測用変圧器*2 50 kVA 重*3 AC 480 V AC 240 V/120 V 50 kVA 重*4 
   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められることを示す 

 



 

－ 3.14-14 － 

3.14.3 各機器の耐震安全性評価 

3.14.3.1 高圧閉鎖配電盤 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表高圧閉鎖配電盤について，「技術評価」で検討された経

年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設

備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象

に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.1-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.1-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.

14
-1

5 －
 

表 3.14.3.1-1 高圧閉鎖配電盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

非常用 M/C 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-16 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.1 項(1)a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.1-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

高圧閉鎖配電盤における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表3.14.3.1-1参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.1-2 参照）。 



 

 

－
 
3.

14
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表 3.14.3.1-2 高圧閉鎖配電盤の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

非常用 M/C 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

 

 

 



 

－ 3.14-18 － 

3.14.3.2 動力用変圧器 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表動力用変圧器について，「技術評価」で検討された経年

劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設備

の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に

対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.2-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.2-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.
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表 3.14.3.2-1 動力用変圧器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

非常用動力用変圧器 (2C，2D) 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-20 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.2 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.2-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

動力用変圧器において高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を，「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表3.14.3.2-1参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.2-2 参照）。 



 

 

－
 
3.
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表 3.14.3.2-2 動力用変圧器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

非常用動力用変圧器 (2C，2D) 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-22 － 

3.14.3.3 低圧閉鎖配電盤 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表低圧閉鎖配電盤について，「技術評価」で検討された経

年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設

備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象

に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.3-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.3-1 中に記載した。 



 

 

－
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表 3.14.3.3-1 低圧閉鎖配電盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

非常用 P/C 計測用 P/C  

－ － － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-24 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.3 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.3-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

低圧閉鎖配電盤において高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を，「技術評

価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.14.3.3-1 参照），現在発生してい

るか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった

（表 3.14.3.3-2 参照）。 



 

 

－
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表 3.14.3.3-2 低圧閉鎖配電盤の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

非常用 P/C 計測用 P/C  

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-26 － 

3.14.3.4 コントロールセンタ 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表コントロールセンタについて，「技術評価」で検討され

た経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電

源設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化

事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.4-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.4-1 に記載した。 



 

 

－
 
3.

14
-2

7 －
 

表 3.14.3.4-1 コントロールセンタに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

480 V 非常用 MCC 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-28 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.4 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.4-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

コントロールセンタにおいて高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術

評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.14.3.4-1 参照），現在発生して

いるか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかっ

た（表 3.14.3.4-2 参照）。 



 

 

－
 
3.

14
-2

9 －
 

表 3.14.3.4-2 コントロールセンタの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

480 V 非常用 MCC 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-30 － 

3.14.3.5 ディーゼル発電設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表ディーゼル発電設備について，「技術評価」で検討され

た経年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電

源設備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化

事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.5-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.5-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.

14
-3

1 －
 

表 3.14.3.5-1 ディーゼル発電設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

非常用ディーゼル発電設備 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-32 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.5 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.5-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

ディーゼル発電設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術

評価」での検討結果に基づき整理した結果（表 3.14.3.5-1 参照），現在発生して

いるか，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかっ

た（表 3.14.3.5-2 参照）。 



 

 

－
 
3.

14
-3
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表 3.14.3.5-2 ディーゼル発電設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

非常用ディーゼル発電設備 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-34 － 

3.14.3.6 MG セット 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表 MG セットについて，「技術評価」で検討された経年劣

化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設備の

技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対

し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.6-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.6-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.

14
-3

5 －
 

表 3.14.3.6-1 MG セットに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

原子炉保護系 MG セット 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-36 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.6 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.6-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

MG セットにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」での

検討結果に基づき整理した結果（表 3.14.3.6-1 参照），現在発生しているか，又

は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.6-2 参照）。 



 

 

－
 
3.

14
-3
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表 3.14.3.6-2 MG セットの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

原子炉保護系 MG セット 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-38 － 

3.14.3.7 無停電電源装置 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表無停電電源装置について，「技術評価」で検討された経

年劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設

備の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象

に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.7-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.7-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.

14
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表 3.14.3.7-1 無停電電源装置に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

バイタル電源用無停電電源装置 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-40 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.7 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.7-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

無停電電源装置における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表3.14.3.7-1参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.7-2 参照）。 



 

 

－
 
3.

14
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1 －
 

表 3.14.3.7-2 無停電電源装置の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

バイタル電源用無停電電源装置 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-42 － 

3.14.3.8 直流電源設備 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表直流電源設備について，「技術評価」で検討された経年

劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設備

の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に

対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.8-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.8-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.

14
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表 3.14.3.8-1 直流電源設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

125 V 蓄電池 2A，2B 125 V 充電器盤 2A 

－ － － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-44 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.8 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.8-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

直流電源設備における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表3.14.3.8-1参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.8-2 参照）。 



 

 

－
 
3.
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表 3.14.3.8-2 直流電源設備の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

125 V 蓄電池 2A，2B 125 V 充電器盤 2A 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-46 － 

3.14.3.9 計測用分電盤 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表計測用分電盤について，「技術評価」で検討された経年

劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設備

の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に

対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.9-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.9-1 中に記載した。 



 

 

－
 
3.
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表 3.14.3.9-1 計測用分電盤に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

交流計測用分電盤 A 系，B 系 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-48 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.9 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が

顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣で

あるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる

事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.9-2 に耐震安全上考慮

する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

計測用分電盤において高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表3.14.3.9-1参照），現在発生しているか，

又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.9-2 参照）。 



 

 

－
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表 3.14.3.9-2 計測用分電盤の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

交流計測用分電盤 A 系，B 系 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-50 － 

3.14.3.10 計測用変圧器 

(1) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

a. 「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.2 項で選定した代表計測用変圧器について，「技術評価」で検討された経年

劣化事象に対し，「技術評価」での検討結果（詳細は「東海第二発電所 電源設備

の技術評価書」参照）に基づき，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に

対し保全対策を考慮し，以下のとおり整理した（表 3.14.3.10-1 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外

とし，その理由を表 3.14.3.10-1 中に記載した。 



 

 

－
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表 3.14.3.10-1 計測用変圧器に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

代表機器 
「技術評価」評価結果概要*1 

計測用変圧器 

－ － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの    

*1：「×」としたものの理由を記載 



 

－ 3.14-52 － 

b. 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3.10 項(1) a で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象

が顕在化した場合，代表機器の振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣

であるか｢軽微もしくは無視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣でき

る事象については耐震安全性評価対象外とする（表 3.14.3.10-2 に耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

計測用変圧器における高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」

での検討結果に基づき整理した結果（表 3.14.3.10-1 参照），現在発生している

か，又は将来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった（表

3.14.3.10-2 参照）。 



 

 

－
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表 3.14.3.10-2 計測用変圧器の耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
代表機器 

計測用変圧器 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの



 

－ 3.14-54 － 

3.14.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.14.3 項及び 2.2 項(2)b の表 2 における検討結果より，電源設備の代表機器におい

て，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はない。 

 

3.14.5 評価対象機器全体への展開 

以下の手順により，評価対象機器全体への耐震安全性評価の展開を実施することとす

る。 

 

3.14.5.1 代表機器以外の評価対象機器における「技術評価」での検討結果の整理 

3.14.3 項の代表機器及び 2.2 項(2)b の表 2 における耐震安全上考慮する必要のあ

る経年劣化事象の検討を行った結果，経年劣化事象は抽出されなかった。 

「技術評価」での経年劣化事象の抽出及び保全対策の検討結果を用いて，代表機器

以外の評価対象機器についても整理を行った結果，代表機器における抽出結果以外の

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.14.5.2 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.14.3 項にて整理し抽出した代表機器に想定される経年劣化事象及び 2.2 項(2)b

の表 2で耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対して，機器の振動応答特性

上又は構造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できる事象を耐震安全性評価対象

外としたものについては，評価対象機器全体において代表機器と同様の評価が可能で

あることを確認した。 

 

3.14.5.3 耐震安全性評価 

本項では，代表以外の機器に対する耐震安全性評価を実施する。 

具体的には，3.14.5.2 項で代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する

耐震安全性評価を実施した（代表機器以外の機器については，表3.14.2-1～10参照）。 

 

(1) 代表機器に想定される経年劣化事象と同じ事象に対する耐震安全性評価 

代表機器以外の機器に関して，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象はな

い。 

 



 

－ 3.14-55 － 

3.14.6 経年劣化事象に対する動的機能維持評価 

 電源設備における高経年化に対する「技術評価」により，各部位に想定される経年劣

化事象については，現状の保全対策により機器に与える影響が十分小さいことを確認し

た。 

また，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価の実施に

より，電源設備における動的機能維持に必要となる部位での経年劣化事象は，機器の振

動応答特性への影響が「軽微もしくは無視」できる事象であることを確認した。 

さらに，耐震安全上考慮する必要のある基礎ボルトに対する耐震安全性評価の実施に

より，基礎ボルトにおける経年劣化事象は，ボルトが支持する機器の支持機能への影響

がないことを確認している。 

これより，経年劣化事象を考慮しても，地震時に動的機能の維持が要求される機器に

おける地震時の応答加速度は各機器の機能確認済加速度を上回るものではないと考え

られ，地震時の動的機能についても維持されると判断される。 

 

3.14.7 保全対策に反映すべき項目の抽出 

電源設備においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点か

ら追加すべき項目はない。 
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3.15 基礎ボルト 

本章は，東海第二で使用されている主要な基礎ボルトに係わる経年劣化事象について，

耐震安全性評価をまとめたものである。 

なお，東海第二の主要基礎ボルトについては，「技術評価」において経年劣化事象に対

する健全性評価を行うとともに，現状保全の評価を実施しているため，本章においてはこ

れら検討結果を前提条件として，評価を実施することとする。 

 

3.15.1 評価対象機器 

東海第二で使用されている主要な基礎ボルト（「技術評価」の評価対象機器）を評価

対象機器とする。 

なお，評価対象機器一覧を表 3.15-1 に示す。 



－ 3.15-2 － 

表 3.15-1（1/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

ポンプ ターボポンプ 

・残留熱除去海水系ポンプ 

機器付基礎ボルト 

S，重*1

・非常用ディーゼル発電機海水ポンプ S，重*1

・高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ  S，重*1

・残留熱除去系ポンプ  S，重*1

・低圧炉心スプレイ系ポンプ S，重*1

・高圧炉心スプレイ系ポンプ  S，重*1

・給水加熱器ドレンポンプ B 

・原子炉冷却材浄化系循環ポンプ B 

・原子炉冷却材浄化系保持ポンプ B 

・制御棒駆動水ポンプ B 

・タービン駆動原子炉給水ポンプ B 

・高圧復水ポンプ B 

・原子炉隔離時冷却系ポンプ S，重*1

・電動機駆動原子炉給水ポンプ B 

・高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ B 

・低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ B 

・残留熱除去系レグシールポンプ B 

・原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ B 

・常設高圧代替注水ポンプ*2 重*1 

往復ポンプ 

・ほう酸水注入系ポンプ 機器付基礎ボルト S，重*1

熱交換器 U 字管式熱交換器 

・給水加熱器（第1～第5） 

機器付基礎ボルト 

B 

・残留熱除去系熱交換器 S，重*1

・排ガス予熱器 B 

・排ガス復水器 B 

・窒素ガス貯蔵設備蒸発器 C 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.15-1（2/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

容器 その他容器 

・ほう酸水注入系貯蔵タンク 

機器付基礎ボルト 

S，重*1

・活性炭ベット B 

・排ガス後置除湿器 B 

・排ガス再結合器 B 

・原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 B 

・残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ S，重*1

・非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポンプ出口 

ストレーナ 
S，重*1

配管 ステンレス鋼配管系 

・原子炉隔離時冷却系 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・原子炉再循環系 S，重*1

・ほう酸水注入系 S，重*1

・不活性ガス系 S 

・原子炉系 S 

・原子炉冷却材浄化系 S 

・残留熱除去系 S，重*1

・制御棒駆動系 S，重*1

・補助系 S，重*1

・燃料プール冷却浄化系 S，重*1

・事故時サンプリング設備 S 

・高圧炉心スプレイ系 S 

・低圧炉心スプレイ系 S 

・原子炉保護系 S 

・制御用圧縮空気系 S，重*1

・格納容器内雰囲気監視系 S 

・中性子計装系 S 

・試料採取系 S 

・発電機系 C 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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表 3.15-1（3/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

配管 ステンレス鋼配管系 

・消火設備*2 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

C 

・サプレッション・プール水pH制御装置*2 S 

・重大事故等対処設備*2 重*1 

炭素鋼配管系 

・原子炉隔離時冷却系 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・原子炉系 S，重*1

・原子炉冷却材浄化系 S 

・残留熱除去系 S，重*1

・制御棒駆動系 S 

・補助系 S 

・高圧炉心スプレイ系 S，重*1

・低圧炉心スプレイ系 S，重*1

・タービングランド蒸気系 B 

・復水系 B 

・給水系 S 

・給水加熱器ドレン系 B 

・所内蒸気系 B 

・タービン主蒸気系 S 

・主蒸気隔離弁漏えい抑制系 S 

・空気抽出系 B 

・給水加熱器ベント系 B 

・原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 B 

・非常用ガス再循環系 S，重*1

・非常用ガス処理系 S，重*1

・可燃性ガス濃度制御系 S 

・気体廃棄物処理系 B 

・不活性ガス系 S，重*1

・消火設備 C 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.15-1（4/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

配管 炭素鋼配管系 

・希ガスチャコール系 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

B 

・非常用ディーゼル発電機海水系 S，重*1

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 S，重*1

・残留熱除去海水系 S，重*1

・重大事故等対処設備*2 重*1 

低合金鋼配管系 

・給水加熱器ドレン系 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

B 

・タービングランド蒸気系 B 

・所内蒸気系 B 

・気体廃棄物処理系 B 

・原子炉系 B 

・抽気系 B 

・タービン補助蒸気系 B 

・給水加熱器ベント系 B 

・原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン系 B 

ケーブル ケーブルトレイ，電線管 

・ケーブルトレイ 後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・電線管 S，重*1

タービン 

設備 
常用系タービン設備 

・高圧タービン  

機器付基礎ボルト 

B 

・低圧タービン  B 

・原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン  B 

非常用系タービン設備 

・原子炉隔離時冷却系タービン 機器付基礎ボルト S，重*1

計測制御 

設備 

圧力計測装置 

・RHRポンプ吐出圧力計測装置 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・LPCSポンプ吐出圧力計測装置 S，重*1

・原子炉圧力計測装置 S，重*1

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器  
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表 3.15-1（5/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

計測制御 

設備 

圧力計測装置 

・格納容器圧力計測装置 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・主蒸気管圧力計測装置 S 

・主復水器真空度計測装置 S 

・常設高圧代替注水系ポンプ系吐出圧力計測装置*2 重*1 

・代替循環冷却系ポンプ吐出圧力計測装置*2 重*1 

・D/G機関冷却水入口圧力計測装置 S 

・D/G機関潤滑油入口圧力計測装置 S 

・CV急速閉検出用圧力計測装置 S 

温度計測装置 

・主蒸気管トンネル温度計測装置 
後打ちケミカルアンカ 

S 

・使用済燃料プール温度計測装置 重*1 

流量計測装置 

・RCIC系統流量計測装置 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・主蒸気管流量計測装置 S 

・RHR系統流量計測装置 S，重*1

・LPCS系統流量計測装置 S，重*1

・HPCS系統流量計測装置 S，重*1

・低圧代替注水系原子炉注水流量計測装置*2 重*1 

・低圧代替注水系格納容器スプレイ流量計測装置*2 重*1 

・低圧代替注水系格納容器下部注水流量計測装置*2 重*1 

水位計測装置 

・原子炉水位計測装置 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・サプレッション・プール水位計測装置 S 

・代替淡水貯槽水位計測装置*2 重*1 

・スクラム排出容器水位計測装置 S 

・西側淡水貯水設備水位計測装置*2 重*1 

・潮位計測装置*2 S 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器を含む 
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表 3.15-1（6/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

計測制御 

設備 

放射線計測装置 

・格納容器雰囲気放射線計測装置 

後打ちケミカルアンカ 

S，重*1

・使用済燃料プールエリア放射線計測装置*2 重*1 

・原子炉建屋換気系放射線計測装置 S 

振動計測装置 

・地震加速度計測装置 機器付基礎ボルト S 

濃度計測装置 

・格納容器内水素濃度計測装置*2 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1

・原子炉建屋水素濃度計測装置*2 重*1 

・格納容器内酸素濃度計測装置*2 S，重*1

操作制御盤 

・原子炉保護系1Aトリップユニット盤 

後打ちケミカルアンカ 

 

S 

・原子炉保護系1Bトリップユニット盤 S 

・原子炉保護系2Aトリップユニット盤 S 

・原子炉保護系2Bトリップユニット盤 S 

・緊急時炉心冷却系DIV-I-1トリップユニット盤 S 

・RCICタービン制御盤 S，重*1

・SA監視操作設備*2 重*1 

・高圧代替注水系制御盤*2 重*1 

・常設代替高圧電源装置遠隔操作盤*2 重*1 

・潮位監視盤*2 S 

・津波・構内監視設備*2 S 

・使用済燃料プール監視設備*2 重*1 

・安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝 

送設備*2 
重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器を含む 
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表 3.15-1（7/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度

空調設備 ファン 

・非常用ガス再循環系排風機 機器付基礎ボルト S，重*1

空調機 

・高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 

後打ちケミカルアンカ 

S 

・低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 S 

・残留熱除去系ポンプ室空調機 S 

冷凍機 

・中央制御室チラーユニット 後打ちケミカルアンカ S 

フィルタユニット 

・非常用ガス再循環系フィルタトレイン 

機器付基礎ボルト 

S，重*1

・非常用ガス処理系フィルタトレイン S，重*1

・中央制御室換気系フィルタユニット S，重*1

ダクト 

・中央制御室換気系ダクト 
後打ちケミカルアンカ 

S，重*1

・ディーゼル室換気系ダクト S 

機械設備 ディーゼル機関本体（非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）） 

・非常用ディーゼル機関（2C,2D号機） 機器付基礎ボルト S，重*1

・吸気管及び排気管 後打ちケミカルアンカ S，重*1

ディーゼル機関本体（高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 機器付基礎ボルト S，重*1

・吸気管及び排気管 後打ちケミカルアンカ S，重*1

ディーゼル機関本体（緊急時対策所用発電機ディーゼル機関） 

・吸気管及び排気管*2 後打ちケミカルアンカ 重*1 

ディーゼル機関付属設備（非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）付属設備） 

・始動空気系空気圧縮機 

機器付基礎ボルト 

C 

・始動空気系空気だめ 
自動起動用 S，重*1

手動起動用 C 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器を含む 
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表 3.15-1（8/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度 

機械設備 ディーゼル機関付属設備（非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）付属設備） 

・潤滑油系潤滑油冷却器 

機器付基礎ボルト 

S，重*1 

・潤滑油系潤滑油サンプタンク S，重*1 

・潤滑油系潤滑油フィルタ S，重*1 

・冷却水系清水冷却器 S，重*1 

・燃料油系燃料油デイタンク S，重*1 

・燃料油系燃料油フィルタ S，重*1 

・始動空気系配管サポート 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1 

・潤滑油系配管サポート S，重*1 

・冷却水系配管サポート S，重*1 

・燃料油系配管サポート*2 S，重*1 

ディーゼル機関付属設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備） 

・始動空気系空気圧縮機 

機器付基礎ボルト 

C 

・始動空気系空気だめ 
自動起動用 S，重*1 

手動起動用 C 

・潤滑油系潤滑油冷却器 S，重*1 

・潤滑油系潤滑油サンプタンク S，重*1 

・潤滑油系潤滑油フィルタ S，重*1 

・冷却水系清水冷却器 S，重*1 

・燃料油系燃料油デイタンク S，重*1 

・燃料油系燃料油フィルタ S，重*1 

・始動空気系配管サポート 

後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1 

・潤滑油系配管サポート S，重*1 

・冷却水系配管サポート S，重*1 

・燃料油系配管サポート*2 S，重*1 

ディーゼル機関付属設備（緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属設備） 

・燃料油系配管サポート*2 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
重*1 

ディーゼル機関付属設備（常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備） 

・燃料油系配管サポート*2 
後打ちケミカルアンカ・

後打ちメカニカルアンカ 
重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器を含む  
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表 3.15-1（9/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度 

機械設備 可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

・可燃性ガス濃度制御系再結合装置 機器付基礎ボルト S 

制御用圧縮空気設備 

・空気圧縮機 
機器付基礎ボルト 

C 

・除湿塔 C 

・アフタークーラ 後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 

C 

・制御用圧縮空気系配管サポート C 

気体廃棄物処理系付属設備 

・インターコンデンサ 機器付基礎ボルト B 

補助ボイラ設備 

・補助ボイラ本体 

機器付基礎ボルト 

C 

・蒸気だめ C 

・給水ポンプ C 

・脱気器給水ポンプ C 

・脱気器 C 

・ホットウェルタンク C 

・ブロータンク C 

・給水タンク C 

・補助ボイラ配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 
C 

廃棄物処理設備 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液中和タンク

機器付基礎ボルト 

B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液貯蔵タ

ンク 
B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮廃液ポン

プ 
B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器蒸 

発缶 
B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器加 

熱器 
B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器復 

水器 
B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液濃縮器循 

環ポンプ 
B 

・濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 
B 
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表 3.15-1（10/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度 

機械設備 廃棄物処理設備 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器加熱器 

機器付基礎ボルト 

B 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器 B 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器復水器 B 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器デミスタ B 

・機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮器循環ポンプ B 

・機器ドレン系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 
B 

・減容固化系設備溶解タンク 

機器付基礎ボルト 

B 

・減容固化系設備ミストセパレータ B 

・減容固化系設備ペレットホッパ C 

・減容固化系設備乾燥機復水器 B 

・減容固化系設備乾燥機排気ブロワ C 

・減容固化系設備溶解ポンプ B 

・減容固化系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 
B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備高周波溶融炉

機器付基礎ボルト 

B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備2次燃焼器燃

焼室 
B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備2次燃焼器 B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備排ガス冷却器 B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備セラミック 

フィルタ 
B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備排ガスフィル

タ 
B 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備排ガス脱 

硝塔 
C 

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備排ガスブロ 

ワ 
B  

・雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備配管サポート
後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 
B 

・雑固体焼却系設備焼却炉 

機器付基礎ボルト 

B 

・雑固体焼却系設備1次セラミックフィルタ B 

・雑固体焼却系設備2次セラミックフィルタ B 
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表 3.15-1（11/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度 

機械設備 廃棄物処理設備 

・雑固体焼却系設備排ガス冷却器 

機器付基礎ボルト 

B 

・雑固体焼却系設備排ガスフィルタ B 

・雑固体焼却系設備排ガスブロワ B 

・雑固体焼却系設備廃棄物処理建屋排気筒 C 

・雑固体焼却系設備配管サポート 
後打ちケミカルアンカ・ 

後打ちメカニカルアンカ 
B 

排気筒 

・主排気筒 機器付基礎ボルト C 

使用済燃料乾式貯蔵容器 

・使用済燃料乾式貯蔵容器 機器付基礎ボルト S 

水素再結合装置 

・静的触媒式水素再結合器*2 後打ちケミカルアンカ 重*1 

電源設備 コントロールセンタ 

・480 V 非常用MCC 
後打ちメカニカルアンカ 

S，重*1 

・125 V 直流MCC S，重*1 

・緊急用MCC*2 
後打ちケミカルアンカ 

重*1 

・緊急用直流125 V MCC*2 重*1 

ディーゼル発電設備 

・非常用ディーゼル発電設備 
機器付基礎ボルト 

S，重*1 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備 S，重*1 

MG セット 

・原子炉保護系MGセット 機器付基礎ボルト S 

・原子炉保護系MGセット制御盤  後打ちケミカルアンカ S 

無停電電源装置 

・緊急用無停電電源装置*2 
後打ちケミカルアンカ 

重*1 

・非常用無停電電源装置*2 S，重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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表 3.15-1（12/12） 評価対象機器一覧 

機種 機器名称 型式 
耐震 

重要度 

電源設備 直流電源設備 

・125 V 蓄電池 2A，2B 

後打ちケミカルアンカ 

S，重*1 

・125 V 蓄電池 HPCS S，重*1 

・緊急用125 V蓄電池*2 重*1 

・緊急時対策所用蓄電池*2 重*1 

・±24 V蓄電池 2A，2B S，重*1 

・緊急用125 V充電器盤*2 重*1 

計測用分電盤 

・緊急用計装交流主母線盤*2 

後打ちケミカルアンカ 

重*1 

・緊急用直流分電盤*2 重*1 

・緊急用無停電計装分電盤*2 重*1 

・非常用無停電計装分電盤*2 S，重*1 

・可搬型代替低圧電源車接続盤*2 重*1 

・可搬型代替直流電源設備用電源切替盤*2 重*1 

*1：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*2：新規に設置される機器 
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3.15.2 代表機器の選定 

「技術評価」の評価では評価対象基礎ボルトをその型式等をもとに分類して評価して

いるが，本検討においてもこの分類にしたがって整理するものとし，それぞれの分類ご

とに，「技術評価」における代表機器を本検討の代表機器とする。 

ただし，本検討ではグループ化及び代表機器の選定を行わず評価するものとする。 

 

3.15.3 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

基礎ボルトについて，「技術評価」で検討された経年劣化事象に対し，「技術評価」

での検討結果（詳細は｢東海第二発電所 機械設備の技術評価書｣参照）に基づき，耐

震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対し保全対策を考慮し，以下のとおり整

理した（表 3.15-2 参照）。 

 

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 

（表中×） 

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの 

（表中○） 

 

なお，①（表中×）に分類した経年劣化事象については耐震安全性評価対象外とし，

その理由を表 3.15-2 に記載した。 

 



 

－
 
3.

15
-1

5 －
  

表 3.15-2 基礎ボルトに想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 

経年劣化 

事象 

型式 

「技術評価」評価結果概要＊1 

機器付 

基礎ボルト 

後打ち 

メカニカルアンカ

後打ち 

ケミカルアンカ 

－ － － － － －  

－：経年劣化事象が想定されないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 
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(2) 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

3.15.3 項(1)で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化し

た場合，振動応答特性上又は構造・強度上，影響が｢有意｣であるか｢軽微もしくは無

視｣できるかを以下で検討し，｢軽微もしくは無視｣できる事象については耐震安全性

評価対象外とする（表3.15-3に耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象を示す）。 

 

① 基礎ボルトにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

基礎ボルトにおける高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.15-2 参照），現在発生しているか，又は将

来にわたって起こることが否定できない事象は，抽出されなかった。（表 3.15-3

参照） 

 

 

 

 



 

－
 
3.

15
-1

7 －
  

表 3.15-3 基礎ボルトの耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

部位 経年劣化事象 
対象機器 

機器付基礎ボルト 後打ちメカニカルアンカ 後打ちケミカルアンカ 

－ － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの  
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3.15.4 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象に対する耐震安全性評価 

3.15.3 項にて整理し抽出した経年劣化事象及び 2.2 項（2）b の表 2 で耐震安全上考

慮する必要のある経年劣化事象に対して耐震安全性評価を実施する。 

 

・ 基礎ボルトの腐食（全面腐食）［機器付基礎ボルト直上部，後打ちメカニカルアン

カ直上部及びコンクリート埋設部並びに後打ちケミカルアンカ直上部］ 

 

3.15.4.1 機器付基礎ボルトの腐食に対する耐震安全性評価 

基礎ボルトの腐食における機器付基礎ボルトの耐震安全性評価については，詳細な

耐震安全性評価を実施する。 

ここで，技術評価結果から想定されるボルトの腐食（保守的に設定した運転開始後

60 年間の腐食量である 0.3 mm を想定）を考慮し，ボルトの発生応力と許容応力の関

係を調べた結果，ボルトの発生応力はいずれも許容応力を下回っていることを確認し

た。（表 3.15-4～11） 

なお，耐震 Sクラス機器において，SS地震力が Sd地震力及び Sクラスの機器に適用

される静的地震力より大きく，SS地震力による評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機

器については，Sd地震力及び静的地震力による評価を省略した。 
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3.15.4.1.1 「ポンプ」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-4 参照）。 

 

    表 3.15-4（1/2） 「ポンプ」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

ターボポンプ 

残留熱除去海水系ポンプ S，重*2 
引張 71 195  

せん断 24 150  

非常用ディーゼル発電機海水ポンプ S，重*2 
引張 26 180  

せん断 11 139  

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海

水系ポンプ 
S，重*2 

引張 26 180  

せん断 11 139  

残留熱除去系ポンプ S，重*2 
引張 9 154  

せん断 10 119  

低圧炉心スプレイ系ポンプ S，重*2 
引張 13 154  

せん断 12 119  

高圧炉心スプレイ系ポンプ S，重*2 
引張 8 154  

せん断 12 119  

給水加熱器ドレンポンプ B 
引張 発生せず 158  

せん断 7 122  

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ  B 
引張 1 180  

せん断 5 139  

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ B 
引張 4 195  

せん断 3 150  

制御棒駆動水ポンプ B 
引張 3 176  

せん断 6 135  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す  
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表 3.15-4（2/2） 「ポンプ」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

ターボポンプ 

タービン駆動原子炉給水ポンプ B 
引張 4 501  

せん断 7 385  

高圧復水ポンプ B 
引張 発生せず 180  

せん断 11 139  

原子炉隔離時冷却系ポンプ S，重*2 
引張 28 455  

せん断 16 350  

電動機駆動原子炉給水ポンプ B 
引張 1 195  

せん断 7 150  

高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ B 
引張 3 169 *3 

せん断 3 130 *3 

低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ B 
引張 3 169 *3 

せん断 3 130 *3 

残留熱除去系レグシールポンプ B 
引張 4 169 *3 

せん断 3 130 *3 

原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ B 
引張 4 169 *3 

せん断 3 130 *3 

常設高圧代替注水ポンプ 重*2 
引張 16 421  

せん断 5 324  

往復ポンプ 

ほう酸水注入系ポンプ S，重*2 
引張 39 173  

せん断 17 133  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

*3：S クラス機器への波及的影響を考慮して，Sクラスに準じた評価を実施した 

 

  



－ 3.15-21 － 

3.15.4.1.2 「熱交換器」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-5 参照）。 

       

表 3.15-5 「熱交換器」基礎ボルトの耐震安全性評価の結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

U字管式熱交換器 

第1給水加熱器 B 
引張 11 196  

せん断 11 151  

第2給水加熱器 B 
引張 18 196  

せん断 12 151  

第3給水加熱器 B 
引張 24 196  

せん断 12 151  

第4給水加熱器 B 
引張 16 196  

せん断 11 151  

第5給水加熱器 B 
引張 16 196  

せん断 12 151  

残留熱除去系熱交換器 S，重*2 
引張 344 475  

せん断 85 366  

排ガス予熱器 B 
引張 8 173  

せん断 18 133  

排ガス復水器 B 
引張 7 173  

せん断 28 133  

窒素ガス貯蔵設備蒸発器 C 
引張 3 195  

せん断 12 150  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 



－ 3.15-22 － 

3.15.4.1.3 「容器」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-6 参照）。 

       

表 3.15-6 「容器」基礎ボルトの耐震安全性評価の結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考 

その他容器 

ほう酸水注入系貯蔵タンク S，重*2 
引張 54 475  

せん断 25 366  

活性炭ベット B 
引張 128 173  

せん断 15 133  

排ガス後置除湿器 B 
引張 87 173  

せん断 7 133  

排ガス再結合器 B 
引張 46 173  

せん断 12 133  

原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 B 
引張 7 195  

せん断 1 150  

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレ

ーナ 
S，重*2

SS
引張 174 207  

せん断 49 159  

Sd
引張 75 173  

せん断 29 133  

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機

海水ポンプ出口ストレーナ 
S，重*2 

引張 81 173  

せん断 24 133  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 

  



－ 3.15-23 － 

3.15.4.1.4 「配管」基礎ボルトの耐震安全性評価 

配管のコンクリート定着部において，耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事

象として抽出されているのは，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカルアンカ

の腐食であるが，これらについては 3.15.4 項に示したとおり，耐震安全性に問題

がないことを確認している。 



－ 3.15-24 － 

3.15.4.1.5 「ケーブル」基礎ボルトの耐震安全性評価 

ケーブル（ケーブルトレイ，電線管）のコンクリート定着部において，耐震安全

上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出されているのは，後打ちメカニカル

アンカ及び後打ちケミカルアンカの腐食であるが，これらについては 3.15.4 項に

示したとおり，耐震安全性に問題がないことを確認している。 



－ 3.15-25 － 

3.15.4.1.6 「タービン設備」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-7 参照）。 

       

表 3.15-7 「タービン設備」基礎ボルトの耐震安全性評価の結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

常用系タービン設備 

高圧タービン B 
引張 発生せず 226  

せん断 74 189  

低圧タービン B 
引張 発生せず 210  

せん断 32 161  

原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン B 
引張 33 246  

せん断 21 189  

非常用系タービン設備 

原子炉隔離時冷却系タービン S，重*2 
引張 23 240  

せん断 11 184  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 



－ 3.15-26 － 

3.15.4.1.7 「計測制御設備」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-8 参照）。 

「計測制御設備」のコンクリート定着部において，耐震安全上考慮する必要のあ

る経年劣化事象として抽出されているのは，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケ

ミカルアンカの腐食であるが，これらについては 3.15.4 項に示したとおり，耐震

安全性に問題がないことを確認している。 

       

表 3.15-8 「計測制御設備」基礎ボルトの耐震安全性評価の結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

計測装置（振動計測装置） 

地震加速度計測装置 S 
引張 3 110  

せん断 3 84  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 



－ 3.15-27 － 

3.15.4.1.8 「空調設備」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-9 参照）。 

「空調設備」のコンクリート定着部において，耐震安全上考慮する必要のある経

年劣化事象として抽出されているのは，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカ

ルアンカの腐食であるが，これらについては 3.15.4 項に示したとおり，耐震安全

性に問題がないことを確認している。 

       

表 3.15-9 「空調設備」基礎ボルトの耐震安全性評価の結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

ファン 

非常用ガス再循環系排風機 S，重*2 
引張 116 169  

せん断 23 130  

フィルタユニット 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン S，重*2 
引張 145 169  

せん断 41 130  

非常用ガス処理系フィルタトレイン S，重*2 
引張 109 169  

せん断 38 130  

中央制御室換気系フィルタユニット S，重*2 
引張 46 158  

せん断 12 122  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す  



－ 3.15-28 － 

3.15.4.1.9 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-10 参照）。 

「機械設備」のコンクリート定着部において，耐震安全上考慮する必要のある経

年劣化事象として抽出されているのは，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカ

ルアンカの腐食であるが，これらについては 3.15.4.2 に示したとおり，耐震安全

性に問題がないことを確認している。 

       

表 3.15-10（1/6） 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

ディーゼル機関本体 

非常用ディーゼル機関（2C，2D号機） S，重*2 
引張 46 158  

せん断 26 122  

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 S，重*2 
引張 46 158  

せん断 26 122  

ディーゼル機関付属設備（非常用ディーゼル機関（2C，2D号機）付属設備） 

始動空気系空気圧縮機 C 
引張 発生せず 173  

せん断 1 133  

始動空気系空気だめ（自動起動用） S，重*2 
引張 19 173  

せん断 10 133  

始動空気系空気だめ（手動起動用） C 
引張 発生せず 173  

せん断 3 133  

潤滑油系潤滑油冷却器 S，重*2 
引張 44 173  

せん断 41 133  

潤滑油系潤滑油サンプタンク S，重*2 
引張 28 173  

せん断 31 133  

潤滑油系潤滑油フィルタ S，重*2 
引張 10 180  

せん断 3 139  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 



－ 3.15-29 － 

表 3.15-10（2/6） 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

ディーゼル機関付属設備（非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機）付属設備） 

冷却水系清水冷却器 S，重*2 
引張 38 173  

せん断 33 133  

燃料油系燃料油デイタンク S，重*2 
引張 72 173  

せん断 40 133  

燃料油系燃料油フィルタ S，重*2 
引張 10 180  

せん断 3 139  

ディーゼル機関付属設備（高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備） 

始動空気系空気圧縮機 C 
引張 発生せず 173  

せん断 1 133  

始動空気系空気だめ（自動起動用） S，重*2 
引張 19 173  

せん断 10 133  

始動空気系空気だめ（手動起動用） C 
引張 発生せず 173  

せん断 3 133  

潤滑油系潤滑油冷却器 S，重*2 
引張 31 173  

せん断 27 133  

潤滑油系潤滑油サンプタンク S，重*2 
引張 28 173  

せん断 31 133  

潤滑油系潤滑油フィルタ S，重*2 
引張 10 180  

せん断 3 139  

冷却水系清水冷却器 S，重*2 
引張 25 173  

せん断 22 133  

燃料油系燃料油デイタンク S，重*2 
引張 62 173  

せん断 35 133  

燃料油系燃料油フィルタ S，重*2 
引張 10 180  

せん断 3 139  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 



－ 3.15-30 － 

表 3.15-10（3/6） 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置 S 
引張 33 139  

せん断 41 112  

制御用圧縮空気設備 

空気圧縮機 C 
引張 6 110  

せん断 3 84  

除湿塔 C 
引張 発生せず 110  

せん断 3 84  

気体廃棄物処理系付属設備 

インターコンデンサ B 
引張 6 230  

せん断 25 177  

補助ボイラ設備 

補助ボイラ本体 C 
引張 発生せず 176  

せん断 43 135  

蒸気だめ C 
引張 3 176  

せん断 9 135  

給水ポンプ C 
引張 発生せず 176  

せん断 1 135  

脱気器給水ポンプ C 
引張 発生せず 176  

せん断 2 135  

脱気器 C 
引張 15 176  

せん断 4 135  

ホットウェルタンク C 
引張 発生せず 176  

せん断 1 135  

ブロータンク C 
引張 発生せず 176  

せん断 3 135   

給水タンク C 
引張 発生せず 176  

せん断 14 135  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す  



－ 3.15-31 － 

表 3.15-10（4/6） 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

廃棄物処理設備 

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

中和タンク 
B 

引張 発生せず 176  

せん断 17 135  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮

廃液貯蔵タンク 
B 

引張 発生せず 176  

せん断 34 135  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備濃縮

廃液ポンプ 
B 

引張 発生せず 183  

せん断 2 141  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

濃縮器蒸発缶 
B 

引張 94 139  

せん断 54 124  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

濃縮器加熱器 
B 

引張 158 451  

せん断 16 347  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

濃縮器復水器 
B 

引張 61 176  

せん断 16 135  

濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備廃液

濃縮器循環ポンプ 
B 

引張 発生せず 176  

せん断 6 135  

機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮

器加熱器 
B 

引張 27 176  

せん断 発生せず 135  

機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮

器 
B 

引張 47 176  

せん断 発生せず 135  

機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮

器復水器 
B 

引張 3 161  

せん断 5 124  

機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮

器デミスタ 
B 

引張 3 176  

せん断 発生せず 135  

機器ドレン系設備クラッドスラリ濃縮

器循環ポンプ 
B 

引張 発生せず 176  

せん断 2 135  

減容固化系設備溶解タンク B 
引張 1 173  

せん断 6 133  

減容固化系設備ミストセパレータ B 
引張 16 195  

せん断 19 150  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9より求まる値 
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表 3.15-10（5/6） 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

廃棄物処理設備 

減容固化系設備ペレットホッパ C 
引張 15 158  

せん断 8 121  

減容固化系設備乾燥機復水器 B 
引張 6 195  

せん断 8 150  

減容固化系設備乾燥機排気ブロワ C 
引張 4 180  

せん断 5 139  

減容固化系設備溶解ポンプ B 
引張 発生せず 180  

せん断 3 139  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

高周波溶融炉 
B 

引張 51 176  

せん断 18 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備2

次燃焼器燃焼室 
B 

引張 発生せず 176  

せん断 7 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備2

次燃焼器 
B 

引張 1 176  

せん断 12 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

排ガス冷却器 
B 

引張 1 176  

せん断 15 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

セラミックフィルタ 
B 

引張 37 176  

せん断 発生せず 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

排ガスフィルタ 
B 

引張 4 176  

せん断 19 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

排ガス脱硝塔 
C 

引張 153 176  

せん断 25 135  

雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備

排ガスブロワ 
B 

引張 10 176  

せん断 10 135  

雑固体焼却系設備焼却炉 B 
引張 発生せず 84  

せん断 102 135  

雑固体焼却系設備1次セラミックフィル

タ 
B 

引張 89 176  

せん断 発生せず 135  

雑固体焼却系設備2次セラミックフィル

タ 
B 

引張 89 176  

せん断 発生せず 135  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9より求まる値 
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表 3.15-10（6/6） 「機械設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

廃棄物処理設備 

雑固体焼却系設備排ガス冷却器 B 
引張 31 183  

せん断 13 141  

雑固体焼却系設備排ガスフィルタ B 
引張 16 176  

せん断 11 135  

雑固体焼却系設備排ガスブロワ B 
引張 101 152  

せん断 59 135  

雑固体焼却系設備廃棄物処理建屋排気

筒 
C 

引張 3 198  

せん断 2 152  

排気筒 

主排気筒 C 
引張 257 324 *2 

せん断 12 187 *2 

使用済燃料乾式貯蔵容器 

使用済燃料乾式貯蔵容器 S 
引張 203 261  

せん断 232 340  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：非常用ガス処理系排気筒の間接支持構造物であることから，S クラスに準じた評

価を実施した 
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3.15.4.1.10 「電源設備」基礎ボルトの耐震安全性評価 

耐震安全性評価では，基礎ボルトに 0.3 mm の腐食を想定し，機器の地震時の振

動により基礎ボルトに発生する応力を算出した。 

評価の結果，発生応力は許容応力を下回り，耐震安全性に問題がないことを確認

した（表 3.15-11 参照）。 

「電源設備」のコンクリート定着部において，耐震安全上考慮する必要のある経

年劣化事象として抽出されているのは，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカ

ルアンカの腐食であるが，これらについては 3.15.4 項に示したとおり，耐震安全

性に問題がないことを確認している。 

       

表 3.15-11 「電源設備」基礎ボルトの耐震安全性評価結果 

機器名称 
耐震 

重要度 
荷重種別 

発生応力 

（MPa） 

許容応力*1 

（MPa） 
備考

ディーゼル発電設備 

非常用ディーゼル発電設備 S，重*2 
引張 93 152  

せん断 20 117  

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設

備 
S，重*2 

引張 111 152  

せん断 24 117  

MG セット 

原子炉保護系MGセット S 
引張 14 173  

せん断 13 133  

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9 より求まる値であり，SS地震力が

Sd地震力及び Sクラスの機器に適用される静的地震力より大きく，SS地震力によ

る評価応力がⅢAS の許容応力を下回る機器については，Sクラス機器はⅢAS の許

容応力を示す 

*2：耐震重要度とは別に常設重大事故等対処設備の区分に応じた耐震設計が求められ

ることを示す 
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3.15.4.2 後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカルアンカの腐食に対する耐震安全

性評価 

 

後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカルアンカの許容荷重は，ボルト部の破損，

コンクリートのコーン上破壊，引抜（付着力喪失）を考慮して定められるが，「技術

評価」においてはボルトのコンクリート直上部及びメカニカルアンカ埋設部に腐食が

想定されると評価しており，このとき，影響を受けるのはボルト部の破損である。 

ここで，技術評価結果から想定されるボルトの腐食（保守的に設定した運転開始後

60 年間の腐食量である 0.3 mm を想定）を考慮し，減肉時の設計許容荷重のボルト発

生応力と許容応力の関係を調べた結果，ボルトの発生応力はいずれも許容応力を下回

っていることが確認できた（表 3.15-12～13 参照）。 

したがって，後打ちメカニカルアンカ及び後打ちケミカルアンカについては機種に

係わらず，コンクリート直上部及びメカニカルアンカ埋設部の腐食によっても耐震安

全性は確保できると考えられる。 
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表 3.15-12 後打ちメカニカルアンカの設計許容荷重負荷時のボルト発生・許容応力 

 M6 M8 M10 M12 M16 M20 

アンカの設計許容荷重（kN） 
引張 0.98 1.56 2.15 3.13 3.72 6.66 

せん断 1.17 1.96 3.53 5.49 9.41 14.90 

設計許容荷重負荷時の 

ボルト発生応力（MPa） 

引張 35 32 28 28 19 22 

せん断 42 40 45 49 47 48 

設計許容荷重負荷，減肉時の 

ボルト発生応力（MPa） 

引張 43 37 32 31 21 23 

せん断 52 46 51 54 51 51 

ボルトの許容応力（MPa）＊1 
引張 168 168 168 168 168 168 

せん断 129 129 129 129 129 129 

応力比*2 
引張 0.26 0.23 0.20 0.19 0.13 0.14 

せん断 0.41 0.36 0.40 0.42 0.40 0.40 

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9より求まる値 

*2：応力比は，減肉時の発生応力／許容応力を示す 

 

 

表 3.15-13 後打ちケミカルアンカの設計許容荷重負荷時のボルト発生・許容応力 

 M12 M16 M20 M22 M25 

アンカの設計許容荷重（kN） 
引張 12.10 20.20 38.30 47.40 55.20 

せん断 9.60 17.90 26.80 33.20 38.70 

設計許容荷重負荷時の 

ボルト発生応力（MPa） 

引張 108 101 122 125 113 

せん断 85 90 86 88 79 

設計許容荷重負荷，減肉時の 

ボルト発生応力（MPa） 

引張 119 109 130 132 119 

せん断 95 97 91 93 83 

ボルトの許容応力（MPa）＊1 
引張 168 168 168 168 168 

せん断 129 129 129 129 129 

応力比*2 
引張 0.71 0.65 0.78 0.79 0.71 

せん断 0.74 0.76 0.71 0.73 0.65 

*1：設計建設規格 付録材料図表 Part5 表 8，表 9より求まる値  

*2：応力比は，減肉時の発生応力／許容応力を示す 
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3.15.5 評価対象機器全体への展開 

基礎ボルトにおいては，代表機器は選定せず全ての基礎ボルトについて評価を実施し

ているため，他機器への評価の展開は不要である。 

 

3.15.6 保全対策に反映すべき項目の抽出 

基礎ボルトにおいては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐震安全上の観点

から追加すべき項目はない。 
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1. 耐津波安全性評価の目的 

「技術評価」検討においては機器・構造物の材質，環境条件等を考慮し，発生し得る経

年劣化事象に対してこれらが適切な保全対策を行うことにより管理し得るかについて検討

したが，保全対策を講じることによっても管理ができないという経年劣化事象は抽出され

ていない。 

したがって，津波による影響を考慮した場合にも，耐津波安全上考慮する必要のある経

年劣化事象を保全対策により適切に管理することで，安全の確保が可能であると考えられ

るが，高経年化対策の検討の一環として，高経年プラントの耐津波安全性について技術的

評価を実施し，安全性を確認するものである。 
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2. 耐津波安全性評価の進め方 

2.1 評価対象機器 

「技術評価」における評価対象機器・構造物のうち浸水防護施設を耐津波安全性評価

の対象とする。 

東海第二で対象となる設備を表 2.1-1 に示す。 

 

表 2.1-1 耐津波安全性評価対象設備 

設備 
浸水防護施設 

の区分 
対象 

弁 逆止弁 浸水防護施設 浸水防止設備 ○ 

コンクリート

構造物及び 

鉄骨構造物 

コンクリート

構造物 

防潮堤 津波防護施設 ○ 

原子炉建屋 津波防護施設 ○ 

鉄骨構造物 

防潮堤 津波防護施設 ○ 

防潮扉 津波防護施設 ○ 

放水路ゲート 津波防護施設 ○ 

構内排水路逆流防止設備 津波防護施設 ○ 

貯留堰 津波防護施設 ○ 

浸水防止蓋 浸水防止設備 ○ 

水密扉 浸水防止設備 ○ 

計測制御設備 

操作制御盤 
潮位監視盤 津波監視設備 －*1 

津波・構内監視設備 津波監視設備 －*1 

計測装置 
取水ピット水位計測装置 津波監視設備 ○ 

潮位計測装置 津波監視設備 ○ 

*1：基準津波の影響を受ける位置に設置されていないため，耐津波安全性評価対象外とする 

 

2.2 評価手順 

(1) 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出  

a. 「技術評価」での検討結果の整理  

耐津波安全性評価にあたっては，「技術評価」における保全対策等に対する評価結

果を取り入れることとする。  

「技術評価」においては，想定される経年劣化事象のうち，以下の経年劣化事象

に該当するものについて，高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象と

している。  

① 想定した劣化傾向と実際の劣化傾向の乖離が考え難い経年劣化事象であって，

想定した劣化傾向等に基づき適切な保全活動を行っているもの（日常劣化管

理事象で△）  

② 現在までの運転経験や使用条件から得られた材料試験データとの比較等によ

り，今後も経年劣化の進展が考えられない，又は進展傾向が極めて小さいと考

えられる経年劣化事象（日常劣化管理事象以外で▲）  
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耐津波安全性評価においては，想定される全ての経年劣化事象のうち，②につい

ては，現在発生しておらず，今後発生の可能性がない，又は小さい経年劣化事象で

あることから，耐津波安全性に有意な影響を与えるものではないと判断し，評価の

対象外とする。  

したがって，「技術評価」で検討された高経年化対策上着目すべき経年劣化事象及

び高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象①の経年劣化事象を耐津波

安全性評価の対象とする。 

 

b. 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出  

耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出は，以下の 3ステップで実

施する。抽出までの手順を表 2.2-1 に示す。  

【ステップ 1】  

a.項の検討結果より，耐津波安全性評価の対象となる経年劣化事象は，「技術

評価」における想定される経年劣化事象のうち，下記に該当するものを抽出す

る。  

 a) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象  

 b) 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象   

（前項 a.で①に分類したもの）  

【ステップ 2】  

ステップ 1で抽出した耐津波安全性評価の対象となる経年劣化事象のうち，

a)の高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を以下の観点で整理し，ⅰの事象

は除外，ⅱの事象についてはステップ 3に進む。  

ⅰ 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの  

ⅱ 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの  

【ステップ 3】  

ステップ 2で抽出された経年劣化事象について，これらの事象が顕在化した

場合，構造・強度上及び止水性上，影響が「有意」であるか「軽微もしくは無

視」できるかを検討し，耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出

を行う。 

ステップ 1 で抽出した b）高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

事象に対する，耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出について

は，まとめて表 2.2-2 に整理し，抽出された経年劣化事象について，耐津波安

全性評価において評価結果を記載する。 

 

 



 

 

 

－
 
4
 
－
 

表 2.2-1 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出までの手順 

「技術評価」で想定される経年劣化事象 ステップ 1 ステップ 2 ステップ 3 

高経年化対策上
着目すべき経年
劣化事象 

下記 1)～2)を除く 
経年劣化事象 

  ○ 

ｉ
現在発生しておらず，今
後も発生の可能性がない
もの，又は小さいもの 

× × 

ⅱ
現在発生しているか，又
は将来にわたって起こる
ことが否定できないもの

○

構造・強度上及び止水性上 
「有意」である事象 

◎ 

構造・強度上及び止水性上 
「軽微もしくは無視」でき 
る事象 

■ 

高経年化対策上
着目すべき経年
劣化事象ではな
い事象 

1)△ 

想定した劣化傾向と実際の劣化傾向
の乖離が考え難い経年劣化事象であ
って，想定した劣化傾向等に基づき適
切な保全活動を行っているもの 
（日常劣化管理事象） 

  ○ 

ｉ
現在発生しておらず，今
後も発生の可能性がない
もの，又は小さいもの 

－ － 

ⅱ
現在発生しているか，又
は将来にわたって起こる
ことが否定できないもの

○

構造・強度上及び止水性上 
「有意」である事象 

◎ 

構造・強度上及び止水性上 
「軽微もしくは無視」でき 
る事象 

■ 

2)▲ 

現在までの運転経験や使用条件から
得られた材料試験データとの比較等
により，今後も経年劣化の進展が考え
られない，又は進展傾向が極めて小さ
いと考えられる経年劣化事象 
（日常劣化管理事象以外） 

－ － － 

○：評価対象として抽出  

－：評価対象から除外  

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいものとして評価対象から除外  

■：構造・強度上及び止水性上「軽微もしくは無視」できる事象として評価対象から除外  

◎：耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象として抽出 

△：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象） 

▲：高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象以外） 
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表 2.2-2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

機器分類 型式 経年劣化事象 
耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出結果 

事象区分 判断理由 

弁 浸水防護施設 
弁箱，弁体ガイド，基礎ボルト

の腐食（孔食・隙間腐食） 
■ 

当該機器は新たに設置されるが，弁箱，弁体ガイド，基礎ボルトについては，今後目

視点検を行い腐食（孔食・隙間腐食）の有無を確認することで健全性を維持できると

考える。 

また，仮に腐食（孔食・隙間腐食）が発生しても，今後の現状保全によって管理され

る程度の範囲の進行では，断面減少による応力増加への影響は軽微であることから，

耐津波安全性に影響を与えるものではない。 

鉄骨構造物 

防潮堤，防潮扉，放

水路ゲート，構内排

水路逆流防止設備，

貯留堰，浸水防止蓋，

水密扉 

鉄骨の腐食による強度低下 ■ 

水密扉については，目視点検を行い腐食の有無を確認することで健全性を維持してい

る。その他の構造物は新たに設置されるが，鉄骨部については，今後目視点検を行い

腐食の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

また，仮に腐食が発生しても，今後の現状保全によって管理される程度の範囲の進行

では，断面減少による応力増加への影響は軽微であることから，耐津波安全性に影響

を与えるものではない。 

計測制御設備 
取水ピット水位計測

装置 

スリーブ，取付座，上部閉止板

及び取付ボルト・ナットの腐食

（全面腐食） 

■ 

当該機器は新たに設置されるが，塗膜等の管理を行い機器の健全性を維持することか

ら，今後の現状保全によって管理される程度の範囲の進行では断面減少による応力増

加への影響は軽微であり，耐津波安全性に影響を与えるものではない。 

計測制御設備 潮位計測装置 

水位検出器，検出器ガイド，サ

ポート，ベースプレート，取付

ボルト及び基礎ボルトの腐食

（孔食・隙間腐食） 

■ 

当該機器は新たに設置されるが，水位検出器については，今後目視点検を行い腐食（孔

食・隙間腐食）の有無を確認することで健全性を維持できると考える。 

また，仮に腐食（孔食・隙間腐食）が発生しても，今後の現状保全によって管理され

る程度の範囲の進行では，断面減少による応力増加への影響は軽微であることから，

耐津波安全性に影響を与えるものではない。 

■：現在発生しているか又は将来にわたって起こることが否定できないが，機器・構造物の構造・強度上及び止水性上，影響が｢軽微

もしくは無視｣できるもの 
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(2) 経年劣化事象に対する耐津波安全性評価  

前項で整理された耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象毎に，表 2.2-3 に

示す基準津波を考慮した耐津波安全性に関する評価を実施する。  

 

表 2.2-3 基準津波による最大水位変動量 

最大水位変動量 

（初期潮位：T.P.* ±0.00 m） 

上昇側（m） 下降側（m） 

取水ピット 

T.P. +19.2 

取水ピット 

T.P. -5.1 

*：東京湾中等潮位（平均潮位）を示す 

 

(3) 保全対策に反映すべき項目の抽出  

以上の検討結果を基に，耐津波安全性の観点から保全対策に反映すべき項目がある

かを検討する。 

 

2.3 耐津波安全性評価に関する共通事項 

(1) 耐津波安全性に影響を与えないことが自明な経年劣化事象  

耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象のうち，電気・計装品の絶縁低下（絶

縁体の水トリー劣化による絶縁低下を含む），特性変化及び導通不良については，耐津

波安全性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，機器・構造物の構造・

強度上及び止水性上，影響が「軽微もしくは無視」できるものと判断されるため，本

項の評価を当該事象の耐津波安全性評価とし，個別機器における記載を省略する。 

 

(2) 浸水防護施設の止水性  

取水構造物（浸水防止蓋）の止水性は，水密ゴム等により確保されている。水密ゴ

ム等は，点検時に取り替える定期取替品であることから，高経年化対策を見極める上

での評価対象外とする。 
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3. 耐津波安全性評価 

3.1 評価対象機器 

(1) 弁 

   （逆止弁） 

① 浸水防護施設 

(2) コンクリート構造物及び鉄骨構造物  

（コンクリート構造物） 

① 防潮堤 

② 原子炉建屋 

（鉄骨構造物） 

③ 防潮堤 

④ 防潮扉 

⑤ 放水路ゲート 

⑥ 構内排水路逆流防止設備 

⑦ 貯留堰 

⑧ 浸水防止蓋 

⑨ 水密扉 

(3) 計測制御設備 

   （計測装置） 

① 取水ピット水位計測装置 

② 潮位計測装置 

  

3.2 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象 

(1) 「技術評価」での検討結果の整理 

3.1 項で選定した浸水防護施設について，「技術評価」での経年劣化事象に対する検

討結果に基づき，保全対策を踏まえた耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象

を以下のとおり整理した（表 3.2-1）。  

① 現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの  

（表中×）  

② 現在発生しているか，又は将来にわたって起こることが否定できないもの  

（表中○） 
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表 3.2-1（1/3） 弁に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

対象機器 

「技術評価」評価結果概要*1 逆止弁 

浸水防護施設 

－ － － － 
 

－：経年劣化事象が考慮されないもの  

*1：「×」としたものの理由を記載 
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表 3.2-1（2/3） コンクリート構造物及び鉄骨構造物に想定される経年劣化事象 

経年劣化事象 

対象構造物 

「技術評価」 

評価結果概要*1 

コンクリート構造物*2 鉄骨構造物*3 

防潮堤 原子炉建屋 防潮堤 防潮扉
放水路

ゲート

構内排水路逆

流防止設備 
貯留堰

浸水 

防止蓋
水密扉 

コンクリート

の強度低下 

熱による強度低下 － － － － － － － － －  

放射線照射による

強度低下 
－ － － － － － － － －  

中性化による強度

低下 
× × － － － － － － － 

運転開始 60 年時点で想定される

中性化深さは，鉄筋が腐食し始め

るときの中性化深さと比較して

十分小さいと想定される。 

塩分浸透による強

度低下 
× × － － － － － － － 

運転開始 60 年時点で想定される

鉄筋腐食減量は，かぶりコンクリ

ートにひび割れが生じるとされ

る鉄筋腐食減量と比較して十分

小さいと想定される。 

機械振動による強

度低下 
－ － － － － － － － －  

コンクリート

の遮へい能力

低下 

熱による遮へい能

力低下 
－ － － － － － － － －  

×：現在発生しておらず，今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの  

－：評価対象とする構造物ではないもの 

*1：「×」としたものの理由を記載 

*2：コンクリート構造物の対象構造物は，使用条件等が包含される代表構造物（取水構造物）において評価した結果を用いる 

*3：鉄骨構造物の対象構造物は，使用条件等が包含される代表構造物（原子炉建屋の鉄骨部及びタービン建屋の鉄骨部）において評

価した結果を用いる 
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表 3.2-1（3/3） 計測制御設備に想定される経年劣化事象 

機能達成に 

必要な項目 
部位 経年劣化事象 

対象機器 

「技術評価」評価結果概要*1 
計測装置 

取水ピット 

水位計測装置 
潮位計測装置 

－ － － － － 
 

－：評価対象とする構造物ではないもの  

*1：「×」としたものの理由を記載 
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(2) 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

（1）で整理された②の経年劣化事象については，これらの事象が顕在化した場合，

対象となる機器・構造物の構造・強度上及び止水性上，影響が「有意」であるか「軽

微もしくは無視」できるかを以下で検討し，「軽微もしくは無視」できる事象について

は耐津波安全性評価対象外とすることとした（表 3.2-2 に耐津波安全上考慮する必要

のある経年劣化事象一覧表を示す）。 

 

a. 浸水防護施設において高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

浸水防護施設において高経年化対策上着目すべき経年劣化事象を，「技術評価」で

の検討結果に基づき整理した結果（表 3.2-1），現在発生しているか，又は将来にわた

って起こることが否定できない事象は，抽出されなかった。（表 3.2-2）
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表 3.2-2（1/3） 弁の耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象一覧 

部位 経年劣化事象 

対象機器 

逆止弁 

浸水防護施設 

－ － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの  

  



 

 

 

－
 
13
 
－
 

表 3.2-2（2/3） コンクリート構造物及び鉄骨構造物の耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象一覧 

経年劣化事象 

対象構造物 

コンクリート構造物 鉄骨構造物 

防潮堤 原子炉建屋 防潮堤 防潮扉 
放水路 

ゲート 

構内排水路 

逆流防止設備
貯留堰 

浸水 

防止蓋 
水密扉 

コンクリート

の強度低下 

熱による強度低下 － － － － － － － － － 

放射線照射による

強度低下 
－ － － － － － － － － 

中性化による強度

低下 
－ － － － － － － － － 

塩分浸透による強

度低下 
－ － － － － － － － － 

機械振動による強

度低下 
－ － － － － － － － － 

コンクリート

の遮へい能力

低下 

熱による遮へい能

力低下 
－ － － － － － － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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表 3.2-2（3/3） 計測制御設備の耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象一覧 

部位 経年劣化事象 

対象機器 

計測装置 

取水ピット水位計測装置 潮位計測装置 

－ － － － 

－：経年劣化事象が想定されないもの及び今後も発生の可能性がないもの，又は小さいもの 
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3.3 経年劣化事象を考慮した耐津波安全性評価 

前項にて耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかったため，実

施すべき耐津波安全性評価はない。  

    

3.4 保全対策に反映すべき項目の抽出 

浸水防護施設においては，「技術評価」にて検討された保全対策に，耐津波安全性の観

点から追加すべき項目はない。 
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本評価書は，東海第二発電所の機器及び構造物のうち，冷温停止状態維持に必要な安全重要

度分類審査指針*1における重要度クラス1，2の機能を有する機器及び構造物，高温・高圧環境

下にある重要度クラス3の機能を有する機器及び構造物*2，常設重大事故等対処設備並びに浸水

防護施設（以下，冷温停止状態維持に必要な機器という）の劣化状況評価についてまとめたも

のである。 

*1：「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成2年8月30日

原子力安全委員会決定） 

*2：最高使用温度が95 ℃を超え，又は最高使用圧力が1,900 kPaを超える環境下にある原子炉

格納容器外の重要度クラス3の機器及びそれらを支持する構造物をいう 

1. 評価の考え方 

「東海第二発電所 劣化状況評価書」に基づき，冷温停止状態が維持されることを前提と

した劣化状況評価を行う。 

2. 評価方法 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（運転を断続的に行うことを前提とした評価）」の技

術評価対象機器に対して，冷温停止状態維持に必要な機器の選定を行うとともに，断続的運

転を前提とした場合に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象に対して冷温停

止状態の維持を前提とした場合における劣化の発生・進展に関する整理を実施し，その結果

を基に冷温停止を踏まえた再評価を行うこととする。 

なお，具体的な評価の手順は以下の通りとする。 

2.1 代表機器の選定 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（運転を断続的に行うことを前提とした評価）」に

おける代表機器を本検討の代表機器として選定する。 

2.2 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

断続的運転を前提とした場合に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象に

対して冷温停止状態の維持を前提とした場合における劣化の発生・進展に関する整理を

実施し，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前

提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象を抽出する。 
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その結果，より厳しくなることが想定される経年劣化事象が抽出された場合には，冷

温停止を踏まえた再評価を実施するとともに，保全対策に反映すべき項目があるかもあ

わせて検討する。 

なお，断続的運転を前提とした場合に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化

事象ではない事象については，2.4 で示す通り冷温停止状態の維持を前提とした場合に

おいても高経年化対策上着目すべき経年劣化事象とならないことを確認する。 

2.3 代表機器以外への展開 

代表機器の評価結果を踏まえ，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・

進展が断続的運転を前提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象を抽

出する。 

その結果，より厳しくなることが想定される経年劣化事象が抽出された場合には，冷

温停止を踏まえた再評価を実施する。 

なお，保全対策に反映すべき項目があるかもあわせて検討する。 

2.4 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象に対する検討 

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない事象について，断続的運転を想定し

た場合より，劣化の進展が厳しくなると想定される事象を以下に示すが，それぞれ高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

(1) 摩耗 

a. 主軸の摩耗［残留熱除去系ポンプ及びポンプモータ，残留熱除去海水系ポンプ及び

ポンプモータ］ 

b. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［残留熱除去系ポンプ，残留熱除去海水系ポン

プ］ 

c. 水中軸受の摩耗［残留熱除去系ポンプ］ 

以上，a.～c.の経年劣化事象は，冷温停止状態の維持を前提とした場合，原子炉

冷却運転により運転時間が長くなるため，摩耗の発生・進展は断続的運転と比較す

ると厳しくなると考えられる。 

しかしながら，断続的運転を前提に，長期停止を考慮した特別な保全計画を策定

し，分解点検時に目視点検及び寸法測定を実施し，有意な摩耗が確認された場合は

取替を行うことにより機能を維持できることから，冷温停止状態の維持における点

検手法として適切である。 

したがって，当該経年劣化事象は，断続的運転を前提とした評価と同様，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 
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(2) 摩耗及び高サイクル疲労割れ  

a. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［残留熱除去系熱交換器］ 

冷温停止状態の維持を前提とした場合，原子炉冷却運転により通水時間が長くな

るため，伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れの発生・進展は断続的運転と比較す

ると厳しくなると考えられる。 

しかしながら，断続的運転を前提に長期停止を考慮した特別な保全計画を策定し，

伝熱管については，渦流探傷検査及び漏えい確認による点検結果から有意な摩耗及

び高サイクル疲労割れによる欠陥の有無を確認し，判定基準を超える摩耗等が確認

された場合には施栓することにより機能を維持できることから，冷温停止状態の維

持における点検手法として適切である。 

したがって，当該経年劣化事象は，断続的運転を前提とした評価と同様，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

(3) 腐食（エロージョン） 

a. 弁体，弁座の腐食（エロージョン）[残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁] 

冷温停止状態の維持を前提とした場合，原子炉冷却運転に伴って通水時間が長く

なるため，弁体，弁座の腐食（エロージョン）の発生・進展は断続的運転と比較す

ると厳しくなると考えられる。 

しかしながら，断続的運転を前提に長期停止を考慮した特別な保全計画を策定し，

分解点検時の目視点検において，有意な腐食が確認された場合は補修又は取替を行

うことにより機能を維持できることから，冷温停止状態の維持における点検手法と

して適切である。 

したがって，当該経年劣化事象は，断続的運転を前提とした評価と同様，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 

(4) 腐食（全面腐食） 

a. 原子炉格納容器内の炭素鋼又は低合金鋼使用部位の腐食（全面腐食） 

冷温停止状態の維持を前提とした場合，原子炉格納容器内が窒素ガス雰囲気から

空気雰囲気となるため，炭素鋼又は低合金鋼使用部位の腐食の発生・進展は，断続

的運転と比較すると厳しくなると考えられる。 

しかしながら，長期停止中において原子炉格納容器内の代表箇所の目視点検を実

施したところ有意な腐食は認められなかったことから，原子炉格納容器内が空気雰

囲気となることによる腐食への影響は小さいものと考えられ，今後もこれらの傾向

が変化する要因があるとは考え難い。 

したがって，当該経年劣化事象は，断続的運転を前提とした評価と同様，高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断した。 
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3. 個別機器の評価 

3.1 ポンプ 

3.1.1 ターボポンプ 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているターボポンプの主な仕様を表 3.1.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 残留熱除去海水系ポンプ 

② 残留熱除去系ポンプ 

③ 高圧炉心スプレイ系ポンプ 

④ 原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 

⑤ 原子炉隔離時冷却系ポンプ 

 



 

－
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表 3.1.1-1(1/2) ターボポンプの主な仕様 

分類基準 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程） 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定 選定理由 
型式 内部流体 材料*7 重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力

(MPa)*2

最高使用

温度

(℃)*2 

立軸 

斜流 

海水 
ステンレス

鋼 

残留熱除去海水系ポンプ 
885.7 m3/h*3 

×184.4 m*3 
MS-1，重*5 一時 3.45 38 ○（一時） ◎ 

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 
非常用ディーゼル発電機海水ポンプ 

272.6 m3/h*3 

×44 m*3 
MS-1，重*5 一時 0.70 38 ○（一時）  

高圧炉心スプレイディーゼル冷却系 

海水系ポンプ 

232.8 m3/h*3 

×43 m*3 
MS-1，重*5 一時 0.70 38 ○（一時）  

緊急用海水ポンプ*6 844 m3/h×130 m 重*5 一時 2.45 38 －  

純水 炭素鋼 
残留熱除去系ポンプ 1,691.9 m3/h×85.3 m MS-1，重*5 一時 3.45 174 ○（一時） ◎ 重要度 

運転状態 

最高使用温度 低圧炉心スプレイ系ポンプ 1,638.3 m3/h×169.5 m MS-1，重*5 一時 4.14 100 ○（一時）  

立軸 

遠心 
純水 

炭素鋼 高圧炉心スプレイ系ポンプ 1,576.5 m3/h×196.6 m MS-1，重*5 一時 10.69 100 ○（一時） ◎  

鋳鉄 給水加熱器ドレンポンプ 1,032.2 m3/h×25 m 高*4 連続 0.70 149 － ◎  

横軸 

遠心 

 

純水 

ステンレス

鋼 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプ 81.8 m3/h×152.4 m PS-2 連続 9.80 302 ○（一時） ◎ 重要度， 

運転状態 

最高使用温度 

原子炉冷却材浄化系保持ポンプ 13 m3/h×20 m PS-2 連続 9.80 66 ○（一時）  

制御棒駆動水ポンプ 46.3 m3/h×823 m 高*4 連続 12.06 66 ○（一時）  

常設高圧代替注水ポンプ*6 136.7 m3/h*3×900 m*3 重*5 一時 10.70 120 －  

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ*6 10 m3/h×40 m 重*5 一時 2.5 200 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す   

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：公称値を示す    

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器  

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*6：新規に設置される機器及び構造物であることを示す  

*7：ケーシングの材料を示す 
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表 3.1.1-1(2/2) ターボポンプの主な仕様 

分類基準 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程） 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定 選定理由 
型式 内部流体 材料*7 重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力

(MPa)*2

最高使用

温度

(℃)*2 

横軸 

遠心 
純水 

低合金鋼 タービン駆動原子炉給水ポンプ 4,315 m3/h×685.8 m 高*4 連続 15.51 233 － ◎  

炭素鋼 

高圧復水ポンプ 3,792 m3/h×365.8 m 高*4 連続 6.14 205 －  重要度 

原子炉隔離時冷却系ポンプ 142 m3/h×869 m MS-1，重*5 一時 10.35 77 － ◎ 

電動機駆動原子炉給水ポンプ 2,157.5 m3/h×762 m 高*4 一時 15.51 233 －  

高圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*4 連続 1.04 100 ○（連続）  

低圧炉心スプレイ系レグシールポンプ 4.54 m3/h×38.1 m 高*4 連続 1.04 100 ○（連続）  

残留熱除去系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*4 連続 1.04 100 ○（連続）  

原子炉隔離時冷却系レグシールポンプ 4.54 m3/h×48.8 m 高*4 連続 0.86 77 －  

常設低圧代替注水ポンプ*6 200 m3/h*3×200 m*3 重*5 一時 3.14 66 －  

代替燃料プール冷却系ポンプ*6 124 m3/h×40 m 重*5 一時 0.98 80 －  

代替循環冷却系ポンプ*6 250 m3/h×120 m 重*5 一時 3.45 80 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す   

*3：公称値を示す     

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  

*6：新規に設置される機器及び構造物であることを示す    

*7：ケーシングの材料を示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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3.1.2 往復ポンプ 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している往復ポンプの主な仕様を表 3.1.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① ほう酸水注入系ポンプ 

 

表 3.1.2-1 往復ポンプの主な仕様 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程）
重要度*1

使用条件 冷温停止状

態維持に必

要な機器 

(運転状態）

運転

状態

最高使

用圧力

(MPa)*2

最高使

用温度 

(℃)*2 

ほう酸水注入系ポンプ 
9.78 m3/h 

×870 m 

MS-1 

重*3 
一時 9.66 66 

○ 

（一時） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスの内，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを 

示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

  



－ 3.1-8 － 

3.1.3 原子炉再循環ポンプ 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している原子炉再循環ポンプの主な仕様を表 3.1.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に対象機器とした。 

 

① 原子炉再循環ポンプ 

 

表 3.1.3-1 原子炉再循環ポンプの主な仕様 

ポンプ名称 
仕様 

（容量×揚程）
重要度*1

使用条件 冷温停止状

態維持に必

要な機器 

(運転状態）

運転

状態

最高使

用圧力

(MPa)*2

最高使

用温度 

(℃)*2 

原子炉再循環ポンプ 
8,100 m3/h× 

245.4 m 
PS-1 連続 11.38 302 

○ 

（停止） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスの内，最上位の重要度クラスを示す 

*2：ポンプ吐出配管の仕様を示す 

 

  



－ 3.1-9 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では原子炉再循環ポンプに想

定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. ケーシングの疲労割れ 

b. ケーシングの熱時効 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.1.3-2に示す。 

表3.1.3-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.1.3-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

原子炉再循環ポンプ △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.2 熱交換器 

3.2.1 U 字管式熱交換器 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているU字管式熱交換器（曲管式熱交換器を含む）のうち，対象

となるU字管式熱交換器の主な仕様を表3.2.1-1に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書

（断続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提

とした評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

② 原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

③ 残留熱除去系熱交換器 

 



 

 

－
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表 3.2.1-1 U 字管式熱交換器の主な仕様 

分類基準 

機器名称 
容量 

（熱交換量）

選定基準 

冷温停止状態維

持に必要な機器

（運転状態）
選定 型

式 

内部流体 材料 

重要度*1

使用条件 

管側 胴側 伝熱管 胴 
運転 

状態 

最高使用温度 

(℃) 

最高使用圧力

(MPa) 

管側 胴側 管側 胴側

U 

字

管

式 

純水 純水 
ステン

レス鋼 

ステン 

レス鋼 

原子炉冷却材浄化系 

再生熱交換器 
25.7 MW PS-2 連続 302 302 9.80 9.80

○ 

（連続） 
◎ 

純水 冷却水*2 
ステン

レス鋼 
炭素鋼 

原子炉冷却材浄化系 

非再生熱交換器 
8.84 MW PS-2 連続 302 188 9.79 0.86

○ 

（連続） 
◎ 

蒸気 純水 
ステン

レス鋼 
炭素鋼 

グランド蒸気 

蒸発器 
13.1 t/h*3 高*4 連続 233 233 1.04 1.04 － ◎ 

純水 蒸気 
ステン

レス鋼 

低合金鋼

炭素鋼 
給水加熱器 

117 MW～

43.0 MW 
高*4 連続 

233～ 

205 

235～ 

149 

12.93～

6.14 

2.97～

0.35
－ ◎ 

海水 純水 銅合金 炭素鋼 
残留熱除去系 

熱交換器 
53.0 MW 

MS-1 

重*5 
一時 249 249 3.45 3.45

○ 

（連続） 
◎ 

排ガス 蒸気 
ステン

レス鋼 

ステン 

レス鋼 
排ガス予熱器 0.122 MW PS-2 連続 205 205 2.42 1.03 － ◎ 

冷却水*2 排ガス
ステン

レス鋼 
低合金鋼 排ガス復水器 4.86 MW PS-2 連続 538 538 0.86 2.41 － ◎ 

窒素 純水 
ステン

レス鋼 
炭素鋼 

窒素ガス貯蔵設備 

蒸発器 

6,800  

Nm3/h*3 
高*4 一時 100 100 1.81 大気圧 － ◎ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：冷却水（防錆剤入り純水） 

*3：蒸発能力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



 

－ 3.2-3 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では U字管式熱交換器に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。



 

－ 3.2-4 － 

3.2.2 プレート式熱交換器 

(1) 対象機器 

東海第二で使用しているプレート式熱交換器の主な仕様を表3.2.2-1に示すが，冷

温停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表3.2.2-1 プレート式熱交換器の主な仕様 

*1：新規に設置される機器 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であるこ

とを示す 

 

 

機器名称 
容量 

（熱交換量） 
重要度

使用条件 

冷温停止 

状態維持に

必要な機器

運転

状態

最高使用 

温度(℃) 

最高使用 

圧力(MPa) 

1次側 2次側 1次側 2次側 

代替燃料プール

冷却系熱交換器*1 
2.31 MW 重*2 一時 80 66 0.98 0.98 － 
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3.3 ポンプモータ 

3.3.1 高圧ポンプモータ 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用している高圧ポンプモータの主な仕様を表 3.3.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 残留熱除去海水系ポンプモータ 

② 高圧炉心スプレイ系ポンプモータ 

 

 



 

 

－
 
3.

3-
2 

－

表 3.3.1-1 高圧ポンプモータの主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格出力×回転速度）

選定基準 

冷温停止 
状態維持に
必要な機器
（運転状態）

選定 選定理由 
型式 

設置
場所 重要度*1

使用条件 

定格 
電圧 
(V) 

定格 
出力 
(kW）

運転
状態

周囲 
温度 
(℃) 

全閉 屋外
残留熱除去海水系 
ポンプモータ 

900 kW×1,480 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 900 一時 40*3 
○ 

（連続） 
◎  

開放 屋内

高圧炉心スプレイ系 
ポンプモータ 

2,280 kW×1,480 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 2,280 一時 40.0*4
○ 

（一時） 
◎ 

重要度 
定格電圧 
定格出力 

低圧炉心スプレイ系 
ポンプモータ 

1,250 kW×985 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 1,250 一時 40.0*5
○ 

（一時） 
 

残留熱除去系ポンプ 
モータ 

680 kW×985 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 6,600 680 一時 40.0*6
○ 

（連続） 
 

緊急用海水ポンプ 
モータ*7 

510 kW×1,500 rpm*8 重*2 AC 6,600 510 一時 40*9 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕をもたせた温度 *4：高圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 

*5：低圧炉心スプレイ系ポンプ室における設計値 *6：残留熱除去系ポンプ室における設計値 

*7：新規に設置される機器 *8：同期回転速度を示す *9：緊急用海水ポンプピットにおける設計値 

 

 



 

－ 3.3-3 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.3.1-2 に示す。 

表 3.3.1-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象が抽出された。 

 

表3.3.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 
経年劣化事象の整理 再評価 

要否判断 
備考 

a. 

残留熱除去海水系 
ポンプモータ 

○ 要  

高圧炉心スプレイ系 
ポンプモータ 

△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の評価 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［残留熱除去海水系ポンプモ

ータ］ 

残留熱除去海水系ポンプモータは，断続的運転を前提とした場合と比べ年間の運

転時間が長くなるが，高圧ポンプモータの点検については断続運転時を前提に，点

検周期は長期停止を考慮した特別な保全計画をもとに運用していることから，冷温

停止維持状態における点検手法としても適切である。 

したがって，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下については，点

検時に絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，目視確認及び清掃を実施していく。 
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(4) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以

下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程

度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［低圧炉心スプレイ系ポンプ

モータ］ 

 

また，冷温停止機器に想定される以下の事象については，冷温停止状態の維持を

前提とした場合において発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しく

なることが想定される経年劣化事象であることから，冷温停止を踏まえた再評価を

行った。 

 

b. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下[残留熱除去系ポンプモータ] 

断続運転を前提とした場合と比べ年間の運転時間が長くなるが，高圧ポンプモ

ータの点検については断続運転時を前提に，点検周期は長期停止を考慮した特別

な保全計画をもとに運用していることから，冷温停止維持状態における点検手法

としても適切である。 

したがって，固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下については，

点検時に絶縁抵抗測定，絶縁診断試験，目視確認及び清掃を実施していく。 

 

  



 

－ 3.3-6 － 

3.3.2 低圧ポンプモータ 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用している低圧ポンプモータの主な仕様を表 3.3.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① ほう酸水注入系ポンプモータ 

② 非常用ディーゼル発電機冷却系海水ポンプモータ 

 

 



 

 

－
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表 3.3.2-1 低圧ポンプモータの主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格出力 
 ×回転速度） 

選定基準 

冷温停止 
状態維持に
必要な機器
（運転状態）

選定 選定理由 
型式 

設置
場所

重要度*1 

使用条件 

定格
電圧
(V) 

定格
出力
(kW)

運転
状態

周囲
温度

（℃）

全閉 
屋内 

ほう酸水注入系ポンプモータ  37 kW×965 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 440 37 一時 40.0*3
○ 

（一時） 
◎

重要度 
定格電圧 

ほう酸水注入系潤滑油ポンプモータ 0.4 kW×1,420 rpm MS-1 AC 200 0.4 一時 40.0*3
○ 

（一時） 
 

原子炉冷却材浄化系循環ポンプモータ 75 kW×2,930 rpm PS-2 AC 440 75 連続 40.0*3
○ 

（一時） 
 

常設低圧代替注水系ポンプモータ*4 190 kW×1,500 rpm*5 重*2 AC 440 190 一時 40*6 －  

代替燃料プール冷却系ポンプモータ*4 30 kW×3,000 rpm*5 重*2 AC 440 30 一時 40.0*3 －  

代替循環冷却系ポンプモータ*4 132 kW×1,500 rpm*5 重*2 AC 440 132 一時 40.0*3 －  

屋外 
非常用ディーゼル発電機冷却系海水 
ポンプモータ 

 55 kW×1,455 rpm 
MS-1 
重*2 

AC 440 55 一時 40*7 
○ 

（一時） 
◎  

水浸 屋内 

原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器保持 
ポンプモータ 

3.7 kW×3,000 rpm PS-2 AC 440 3.7 一時 40.0*3 － ◎ 重要度 

格納容器圧力逃がし装置移送ポンプ 
モータ*4 

7.5 kW×3,000 rpm*5 重*2 AC 440 7.5 一時 40*8 －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す *3：原子炉建屋における設計値 

*4：新規に設置される機器 *5：同期回転速度を示す *6：常設低圧代替注水系ポンプ室における設計値 

*7：水戸地方気象台における既往最厳値に余裕をもたせた温度 *8：格納容器圧力逃がし装置格納槽における設計値  



 

－ 3.3-8 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.3.2-2 に示す。 

表 3.3.2-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.3.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 
経年劣化事象の整理 再評価 

要否判断 
備考 

a. 

ほう酸水注入系 
ポンプモータ 

△ 否  

非常用ディーゼル 
発電機冷却系海水 
ポンプモータ 

△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以

下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程

度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

 

 

 

 



－ 3.4-1 － 

3.4 容器 

3.4.1 原子炉圧力容器 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している原子炉圧力容器の主な仕様を表 3.4.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提と

した評価においても同様に対象機器とした。 

 

① 原子炉圧力容器 

 

表 3.4.1-1 原子炉圧力容器の主な仕様 

機器名称 重要度 

使用条件 

冷温停止状態維持に 

必要な機器 最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度 

(℃) 

原子炉圧力容器 PS-1，重*1 8.62 302 ○ 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物である

ことを示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では原子炉圧力容器に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 胴の中性子照射脆化 

b. ノズル等の疲労割れ（上鏡，胴，下鏡，主フランジ，ノズル，セーフエンド，

ハウジング，スタブチューブ，スタッドボルト，支持スカート） 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.4.1-2に示す。 

表3.4.1-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表 3.4.1-2 冷温停止状態の維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 再評価要否判断 備考 

a. b. 

原子炉圧力容器 △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.4.2 原子炉格納容器 

3.4.2.1 原子炉格納容器本体 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している原子炉格納容器の主な仕様を表 3.4.2.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提

とした評価においても同様に対象機器とした。 

 

① 原子炉格納容器 

 

表 3.4.2.1-1 原子炉格納容器の主な仕様 

機器名称 重要度 

使用条件 

冷温停止状態

維持に必要な

機器 

最高使用圧力(kPa) 設計温度(℃) 

ドライウェル
サプレッション

･チェンバ 
ドライウェル

サプレッション 

･チェンバ 

原子炉格納容器 
MS-1

重*1 

310 

（内圧） 

14 

（外圧） 

310 

（内圧） 

14 

（外圧） 

171 104.5 ○ 

*1：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物である

ことを示す 
 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では原子炉格納容器に想

定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 3.4-4 － 

3.4.2.2 機械ペネトレーション 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している機械ペネトレーションの主な仕様を表 3.4.2.2-1 に示

す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提

とした評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 主蒸気系配管貫通部（ベローズ式） 

② 主蒸気隔離弁漏えい抑制系配管貫通部（固定式-2） 

③ 格納容器機器搬入口ハッチ 

④ パーソナルエアロック 

⑤ CRD 搬出入口ハッチ



 

－
 
3.
4-
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－
 

表 3.4.2.2-1（1/6） 機械ペネトレーションの主な仕様 

分類基準 

ペネトレー

ション番号 
使用用途 

選定基準 
冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
部位 型式 重要度*1 

最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

配管貫通部 ベローズ式 X-18A～D 主蒸気系 MS-1，重*2 302 650 

○ 

◎ 重要度 

最高使用温度 

口径 X-17A,B 給水系 MS-1，重*2 302 500  

X-20 残留熱除去系（供給） MS-1，重*2 302 500  

X-6 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300  

X-8 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 302 300  

X-12A～C 低圧注水系 MS-1，重*2 302 300  

X-19A,B 残留熱除去系（戻り） MS-1，重*2 302 300  

X-21 原子炉隔離時冷却系（蒸気供給) MS-1，重*2 302 250  

X-2 原子炉圧力容器ヘッドスプレイ MS-1，重*2 302 150  

X-14 原子炉冷却材浄化系 MS-1，重*2 302 150  

X-22 復水ドレン MS-1，重*2 302 80  

配管貫通部 固定式-1 
X-38 

再循環系ポンプシールパージ,格納容器計装,主蒸気

配管計装 
MS-1，重*2 302 25 

○ 

 

X-29D 再循環系サンプリング MS-1，重*2 302 25  

X-13 ほう酸水注入系 MS-1，重*2 302 40  

X-60 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*3  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

－
 
3.
4-
6 
－
 

表 3.4.2.2-1（2/6） 機械ペネトレーションの主な仕様 

分類基準 
ペネトレー

ション番号 
使用用途 

選定基準 冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
部位 型式 重要度*1 

最高使用

温度（℃）

配管口径

（A） 

配管貫通部 固定式-1 X-62 残留熱除去系熱交換器安全弁排気（閉止） MS-1，重*2 171 450*3 

○ 

  

X-57 過酷事故時代替注水系,制御用空気系 MS-1，重*2 171 100  

X-52A,B 可燃性ガス濃度制御系,予備 MS-1，重*2 171 150  

X-76 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50  

X-10A～D 制御棒駆動水圧系（引抜） MS-1，重*2 66 20  

X-9A～D 制御棒駆動水圧系（挿入） MS-1，重*2 66 25  

X-58 脱塩水供給 MS-1，重*2 66 50  

X-55 制御用空気系,燃料プール水浄化系 MS-1，重*2 66 50  

X-107B ドライウェル除湿系 MS-1，重*2 66 150  

X-56 ドライウェル除湿系,制御用空気系,予備 MS-1，重*2 66 150  

X-71A,B 制御用空気系（真空破壊弁） MS-1，重*2 66 25  

X-69A,B 再循環系制御弁油圧駆動系 MS-1，重*2 80 25  

X-29C 原子炉圧力容器フランジ漏えい検出 MS-1，重*2 302 25  

X-30 主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25  

X-39 原子炉圧力容器計装,高圧炉心スプレイ系計装 MS-1，重*2 302 25  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

－
 
3.
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表 3.4.2.2-1（3/6） 機械ペネトレーションの主な仕様 

分類基準 

ペネトレー

ション番号 
使用用途 

選定基準 
冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
部位 型式 重要度*1 

最高使用 

温度（℃）

配管口径

（A） 

配管貫通部 固定式-1 
X-40 

格納容器計装,格納容器ガスモニタリング，主蒸気配

管計装,格納容器漏えい試験盤 
MS-1，重*2 302 25 

○ 

 
 

X-41A,B 原子炉隔離時冷却系蒸気側配管計装 MS-1，重*2 302 25  

X-42 格納容器計装,主蒸気配管計装 MS-1，重*2 302 25  

X-43 予備 MS-1，重*2 302 20  

X-44A～D ジェットポンプ計装 MS-1，重*2 302 25  

X-54A～D 再循環系計装 MS-1，重*2 302 25  

X-66A,B 
残留熱除去系配管計装，低圧炉心スプレイ系配管計

装，ボトムライナー漏えい検出 
MS-1，重*2 302 25  

X-87～90 蒸気流量計測 MS-1，重*2 302 25  

配管貫通部 固定式-2 X-200A,B 主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1，重*2 302 100 

○ 

◎ 重要度 

最高使用温度 

口径 X-3,79 不活性ガス系（排気） MS-1，重*2 171 500  

X-53,80 不活性ガス系（給気） MS-1，重*2 171 500  

X-203 可燃性ガス濃度制御系 MS-1，重*2 171 50  

X-4 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 135 350  

X-23 床ドレン系 MS-1，重*2 105 80  

X-24 機器ドレン系 MS-1，重*2 105 80  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  



 

－
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表 3.4.2.2-1（4/6） 機械ペネトレーションの主な仕様 

分類基準 

ペネトレー

ション番号 
使用用途 

選定基準 
冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
部位 型式 重要度*1 

最高使用 

温度（℃）

配管口径

（A） 

配管貫通部 固定式-2 X-32,35,36 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 600 

○ 

  

X-47,48 残留熱除去系 MS-1，重*2 100 400  

X-31 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600  

X-34 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 600  

X-49 高圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300  

X-63 低圧炉心スプレイ系 MS-1，重*2 100 300  

X-77 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 88 50  

X-78 予備 MS-1，重*2 － 80  

X-11A,B 残留熱除去系（格納容器スプレイ） MS-1，重*2 77 400  

X-25A,B 残留熱除去系（サプレッション・チェンバスプレイ） MS-1，重*2 77 100  

X-33 原子炉隔離時冷却系 MS-1，重*2 77 200  

X-5,46 原子炉補機冷却系 MS-1，重*2 66 200  

X-26 予備 MS-1，重*2 － 400*3  

X-59 予備 MS-1，重*2 － 400*3  

X-106A 予備 MS-1，重*2 － 300*3  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す 



 

－
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表 3.4.2.2-1（5/6） 機械ペネトレーションの主な仕様 

分類基準 
ペネトレー

ション番号 
使用用途 

選定基準 冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
部位 型式 重要度*1 

最高使用 

温度（℃）

配管口径

（A） 

配管貫通部 固定式-2 X-7 予備 MS-1，重*2 － 300*3 

○ 

  

X-67 予備 MS-1，重*2 － 300  

X-29A,B γラジエーションセンサ CH-A（CH-B） MS-1，重*2 171 250*3  

X-201A,B 

X-202A,B 
予備 MS-1，重*2 － 80*3 

 

X-37A,B 予備 MS-1，重*2 － 50*3  

X-64A～D サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2 104.5 50  

X-83 サンプリング系 MS-1，重*2 104.5 20  

X-65,68 予備 MS-1，重*2 － 50*3  

X-70 サプレッション・チェンバ計装 MS-1，重*2 104.5 50  

X-73～75 サンプリング系 MS-1，重*2 171 20  

X-82 サンプリング系 MS-1，重*2 171 50  

X-27A～F 移動式炉心内校正装置ドライブ MS-1，重*2 66 10  

X-81 予備 MS-1，重*2 － 40  

X-84A～D, 

X-85A,B, 

X-86A～D 

原子炉水位および圧力計測 MS-1，重*2 302 25 

 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：スリーブ径を示す  



 

－
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表 3.4.2.2-1（6/6） 機械ペネトレーションの主な仕様 

 分類基準 

ペネトレー

ション番号 
使用用途 

選定基準 
冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
部位 型式 重要度*1 

最高使用温度

（℃） 

胴内径 

（mm） 

機器搬入口 － X-15 格納容器機器搬入口ハッチ MS-1，重*2 171 3,658 

○ 

◎ 重要度 

最高使用温度 

 X-51 サプレッション・チェンバ機器搬入口 MS-1，重*2 104.5 1,982  

エアロック － X-16 パーソナルエアロック MS-1，重*2 171 2,400 ◎ 

ハッチ及びマ

ンホール － X-28 CRD搬出入口ハッチ MS-1，重*2 171 547.6 ◎ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す



－ 3.4-11 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では機械ペネトレーション

に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出し

た。 

 

a. ベローズの疲労割れ［主蒸気系配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表3.4.2.2-2に示す。 

表3.4.2.2-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.4.2.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 再評価要否判断 備考 

a. 

主蒸気系配管貫通部 

（ベロ－ズ式） 
△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提

とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進

展がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される

以下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が

同程度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 
 

a. ベローズの疲労割れ［主蒸気系以外の配管貫通部（ベロ－ズ式）］ 

 

 

 

 

 

 

 



－ 3.4-12 － 

3.4.2.3 電気ペネトレーション 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している電気ペネトレーションの主な仕様を表 3.4.2.3-1 に示

す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提と

した評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 核計装用モジュール型電気ペネトレーション 

② 高圧動力用モジュール型電気ペネトレーション 



 

－
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表 3.4.2.3-1 電気ペネトレーションの主な仕様 

分類基準 

ペネトレーション 

番号 
使用用途 

仕様 

呼び径

(A) 

選定基準 
冷温停止状態

維持に必要な

機器 

選定 選定理由 
型式 

シール 

材料 

電気ペネトレーションの

重要度*1 

接続機器の

重要度*1 

モジュール型 

エポキシ樹脂 

X-100A,B,C,D 核計装用 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2

○ 

◎ 
電気ペネト

レーション

の重要度 

接続機器の

重要度 

X-102A,B 

制御用 

300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

X-106B 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

X-107A 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

X-103  

計測用 

300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

X-105C 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

X-230 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

X-104A,B,C,D 
制御棒位置

指示用 
300 MS-1，重*2 MS-3  

X-105A,B,D 低圧動力用 300 MS-1，重*2 MS-1，重*2  

エチレン 

プロピレンゴム 
X-101A,B,C,D 高圧動力用 450 MS-1，重*2 PS-3 ○ ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 



－ 3.4-14 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. シール部及び電線の絶縁特性低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

b. シール部の劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

c. O リングの劣化による気密性の低下［核計装用モジュール型電気ペネトレー 

ション］ 

d. シール部の劣化による気密性の低下［高圧動力用モジュール型電気ペネトレ

ーション］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.4.2.3-2 に示す。 

表3.4.2.3-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.4.2.3-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 再評価要否判断 備考 

a. b. c. d. 

核計装用モジュール型 

電気ペネトレーション 
△ △ △ － 否  

高圧動力用モジュール型 

電気ペネトレーション 
－ － － △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提

とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進

展がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 



－ 3.4-15 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以

下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程

度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. シール部及び電線の絶縁特性低下［共通］ 

b. シール部の劣化による気密性の低下［共通］ 

c. O リングの劣化による気密性の低下［共通］ 

 

  



－ 3.4-16 － 

3.4.3 その他容器 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している主要な容器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器を除く）

の主な仕様を表 3.4.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① スクラム排出水容器 

② ほう酸水注入系貯蔵タンク 

③ 使用済燃料貯蔵プール 

④ SLC 用アキュムレータ 

⑤ 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 

⑥ 原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 

⑦ 残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ 

 

     



 

－
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表3.4.3-1(1/2) その他容器の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定 選定理由 
種類 内部流体 胴部材料 重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度(℃)

タンク 

蒸気・純水 炭素鋼 湿分分離器 高*2 連続 1.81 210 － ◎  

純水 炭素鋼 スクラム排出水容器 高*2 一時 8.62 138 ○ ◎  

五ほう酸ナトリ

ウム水 
ステンレス鋼 ほう酸水注入系貯蔵タンク MS-1,重*3 連続 静水頭 66 ○ ◎  

ライニン

グ槽 
純水 

コンクリート

(ステンレス

鋼内張り) 

使用済燃料貯蔵プール PS-2,重*3 連続 静水頭 66 ○ ◎ 運転状態 

原子炉ウェル PS-2 一時 静水頭 66 ○   

燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク 重*3 連続 静水頭 66 ○   

アキュム

レータ 

ガス ステンレス鋼

MSIV用アキュムレータ MS-1 連続 1.45 171 －   

SRV（ADS）用アキュムレータ MS-1，重*3 連続 2.28 171 － ◎ 最高使用圧力 

SRV用アキュムレータ MS-1 連続 1.45 171 －   

ガス・五ほう酸 

ナトリウム水 
ステンレス鋼 SLC用アキュムレータ MS-1 一時 9.66 66 ○ ◎  

フィルタ

等 
ガス 炭素鋼 

活性炭ベット PS-2 連続 0.34 66 － ◎ 重要度 

排ガス後置除湿器  高*2 連続 0.34 340 －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



 

－
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表 3.4.3-1(2/2) その他容器の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 

冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定 選定理由 
種類 内部流体 胴部材料 重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度(℃)

フィルタ

等 

ガス 低合金鋼 排ガス再結合器 PS-2 連続 2.41 538 － ◎  

ガス・純水*2 ステンレス鋼 格納容器圧力逃がし装置フィルタ装置*3 重*4 一時 0.62 200 － ◎  

純水 

炭素鋼*5 原子炉冷却材浄化系フィルタ脱塩器 PS-2 連続 9.79 66 ○ ◎ 重要度 

炭素鋼 制御棒駆動水系ポンプ出口ラインフィルタ 高*6 連続 12.06 66 ○  

ステンレス鋼

原子炉冷却材浄化系ポンプシールパージフ

ィルタ 
高*6 連続 12.06 66 ○   

原子炉再循環ポンプシールパージフィルタ 高*6 連続 12.06 66 ○ ◎ 
下流側機器の

重要度 

海水 
ステンレス 

鋳鋼 

残留熱除去海水系ポンプ出口ストレーナ MS-1，重*4 一時 3.45 38 ○ ◎ 最高使用圧力 

非常用及びHPCS系ディーゼル発電機海水ポ

ンプ出口ストレーナ 
MS-1，重*4 一時 0.70 38 ○  

緊急用海水系ストレーナ*3 重*4 一時 0.98,2.45 32,38 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：スクラビング液 

*3：新規に設置される機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：内面ステンレス鋼クラッド 

*6：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



－ 3.4-19 － 

 (2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 



－ 3.5-1 － 

3.5 配管 

3.5.1 ステンレス鋼配管系 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているステンレス鋼配管系の主な仕様を表 3.5.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提と

した評価においても同様に代表機器とした。 

① 原子炉再循環系 

② 制御用圧縮空気系 

③ ほう酸水注入系（五ほう酸ナトリウム水部） 

④ 原子炉保護系 



－
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表 3.5.1-1（1/2） ステンレス鋼配管系の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態）

選定 選定理由 
材料 

内部 

流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度（℃）

ステンレ

ス鋼 
純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／11.0 PS-1／MS-1，重*2 一時 8.62 302 ○（一時）   

重要度 

運転状態 

最高使用温度

最高使用圧力

原子炉再循環系 630 mm／40.0 PS-1／MS-1，重*2 連続 11.38 302 ○（連続） ◎ 

ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*2 一時 9.66 302 ○（一時）  

不活性ガス系 25A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

原子炉系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 ○（連続）  

原子炉冷却材浄化系 150A／11.0 PS-1／MS-1 連続 8.62 302 ○（連続）  

残留熱除去系 300A／25.4 PS-1／MS-1，重*2 一時 10.69 302 ○（連続）  

純水補給水系 50A／3.9 MS-1 一時 1.32 66 ○（一時）  

制御棒駆動系 33.4 mm／4.5 MS-1，重*2 連続 12.06 66 ○（連続）  

補助系 80A／7.6 MS-1，重*2 連続 0.52 105 ○（連続）  

燃料プール冷却浄化系 250A／9.3 MS-2，重*2 連続 1.38 66 ○（連続）  

事故時サンプリング設備 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 ○（一時）  

高圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 ○（一時）  

低圧炉心スプレイ系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 ○（一時）  

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138 ○（一時）  

重大事故等対処設備*3 50A／3.9 重*2 一時 2.5 200 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 



－
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表 3.5.1-1（2/2） ステンレス鋼配管系の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態）

選定 選定理由 
材料 内部流体

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度（℃）

ステンレ

ス鋼 

その他ガス

原子炉再循環系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）   

重要度 

運転状態 

不活性ガス系 50A／5.5 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

制御用圧縮空気系 50A／3.9 MS-1，重*3 連続 1.38 66 ○（連続） ◎ 

格納容器雰囲気監視系 25A／4.5 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

中性子計装系 10A／2.3 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

試料採取系 20A／3.9 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

発電機系 15A／3.7 高*2 連続 14.7 40 －  

消火設備*4 100A／8.6 高*2 一時 10.8 40 ○（一時）  

サプレッション・プール

水 pH 制御装置*4 80A／5.5 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

重大事故等対処設備*4 600A／12.7 重*3 一時 0.62 200 －  

五ほう酸ナ

トリウム水
ほう酸水注入系 40A／5.1 MS-1，重*3 一時 9.66 66 ○（一時） ◎ 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 20A／3.9 MS-1 一時 8.62 302 －   

重要度 

運転状態 

原子炉保護系 20A／3.9 MS-1 連続 8.62 302 ○（一時） ◎ 

原子炉給水ポンプ駆動用

蒸気タービン系 
125A／6.6 高*2 連続 0.35 124 －  

所内蒸気系 25A／4.5 高*2 連続 0.98 183 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 



－ 3.5-4 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」ではステンレス鋼配管に想定

される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

a. 配管の疲労割れ 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.5.1-2に示す。 

表3.5.1-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

表3.5.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

原子炉再循環系 △ 否  

制御用圧縮空気系 － 否  

ほう酸水注入系 

（五ほう酸ナトリウム水部）
－ 否  

原子炉保護系 － 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない  



－ 3.5-5 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」で代表機器以外に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の事

象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後

の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

a. 配管の疲労割れ 

［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系］ 



－ 3.5-6 － 

3.5.2 炭素鋼配管系 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している炭素鋼配管系の主な仕様を表 3.5.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提と

した評価においても同様に代表機器とした。 

① 原子炉系（純水部） 

② 原子炉補機冷却系 

③ 原子炉系（蒸気部） 

④ 不活性ガス系 

⑤ 残留熱除去海水系 



－
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表 3.5.2-1（1/3） 炭素鋼配管系の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態）

選定 選定理由 
材料 

内部

流体

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼 純水 

原子炉隔離時冷却系 150A／14.3 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 ○（一時）   

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

口径 

原子炉系 500A／26.2 PS-1／MS-1，重*4 連続 8.62 302 ○（連続） ◎ 

原子炉冷却材浄化系 65A／9.5 PS-1 連続 8.62 302 ○（連続）  

残留熱除去系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 ○（連続）  

制御棒駆動系 200A／12.7 MS-1 一時 8.62 138 ○（一時）  

補助系 80A／5.5 MS-1 一時 0.86 100 ○（一時）  

燃料プール冷却浄化系 25A／4.5 MS-1 一時 0.35 66 ○（一時）  

高圧炉心スプレイ系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 ○（一時）  

低圧炉心スプレイ系 300A／17.4 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 ○（一時）  

原子炉保護系 25A／4.5 MS-1 一時 8.62 138 ○（一時）  

タービングランド蒸気系 80A／5.5 高*2 連続 1.04 233 －  

復水系 750A／28.6 高*2，高以外*3 連続 6.14 205 －  

給水系 600A／46.0 高*2 連続 8.62 302 －  

給水加熱器ドレン系 200A／8.2 高*2 連続 2.97 239 －  

所内蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 0.96 183 －  

重大事故等対処設備*5 200A／8.2 重*4 一時 3.45 174 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度が「高」の機器以外の範囲で保守管理に関する方針を策定する重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：新規に設置される機器 



－
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表 3.5.2-1（2/3） 炭素鋼配管系の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定 選定理由 
材料 

内部 

流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*2

使用条件 

運転

状態

最高使用

圧力(MPa)

最高使用

温度（℃）

炭素鋼

冷却水*1

原子炉補機冷却系 200A／8.2 MS-1 連続 0.86 66 ○（連続） ◎ 
重要度 

運転状態 

最高使用温度

最高使用圧力

口径 

ドライウェル冷却系 150A／7.1 MS-1 連続 0.86 66 ○（連続）

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 250A／15.1 PS-1／MS-1，重*4 一時 8.62 302 ○（一時）

重要度 

運転状態 

最高使用温度

最高使用圧力

口径 

原子炉系 650A／33.6 PS-1／MS-1，重*4 連続 8.62 302 ○（連続） ◎ 

タービン主蒸気系 750A／56.4 PS-2 連続 8.62 302 －  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 50A／8.7 PS-1／MS-1 連続 8.62 302 ○（一時）

タービングランド蒸気系 250A／18.2 高*3 連続 8.62 302 －  

空気抽出系 250A／9.3 高*3 連続 2.41 205 －  

給水加熱器ベント系 150A／7.1 高*3 連続 2.97 235 －  

原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン系 
250A／18.2 高*3 連続 8.62 302 －  

所内蒸気系 300A／10.3 高*3 連続 0.98 183 －  

重大事故等対処設備*5 100A／8.6 重*4 一時 8.62 302 －  

*1：冷却水（防錆剤入り純水） 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*5：新規に設置される機器 



－
 
3
.
5-
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表 3.5.2-1（3/3） 炭素鋼配管系の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態）

選定 選定理由 
材料 

内部 

流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度（℃）

炭素鋼

その他

ガス 

非常用ガス再循環系 600A／12.0 MS-1，重*3 一時 0.014 86 ○（一時）   

重要度 

運転状態 

非常用ガス処理系 450A／14.3 MS-1，重*3 一時 0.014 86 ○（一時）  

可燃性ガス濃度制御系 150A／7.1 MS-1 一時 0.31 171 ○（一時）  

気体廃棄物処理系 300A／10.3 PS-2 連続 2.41 205 －  

不活性ガス系 600A／9.5 MS-1，重*3 連続 0.31 171 ○（一時） ◎ 

消火設備 65A／7.0 高*2 一時 10.8 40 ○（一時）  

希ガスチャコール系 125A／6.6 高*2 連続 0.34 340 －  

重大事故等対処設備*4 600A／12.7 重*3 一時 0.62 200 －  

海水 

非常用ディーゼル 

発電機海水系 
250A／9.3 MS-1，重*3 一時 0.70 66 ○（一時） 

重要度 

運転状態 

最高使用温度 

最高使用圧力 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機海水系
250A／9.3 MS-1，重*3 一時 0.70 66 ○（一時）  

残留熱除去海水系 500A／12.7 MS-1，重*3 一時 3.45 66 ○（連続） ◎ 

重大事故等対処設備*4 150A／7.1 重*3 一時 0.98 66 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器



－ 3.5-10 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では炭素鋼配管に想定される高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

a. 配管の疲労割れ 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に関す

る整理を実施し，その結果を表3.5.2-2に示す。 

表3.5.2-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進

展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣化事象は

抽出されなかった。 

表3.5.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

原子炉系（純水部） △ 否  

原子炉補機冷却系 － 否  

原子炉系（蒸気部） △ 否  

不活性ガス系 － 否  

残留熱除去海水系 － 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない  



－ 3.5-11 － 

 (3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」で代表機器以外に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の事

象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後

の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

a. 配管の疲労割れ 

［原子炉隔離時冷却系，原子炉冷却材浄化系，残留熱除去系，高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系］ 



－ 3.5-12 － 

3.5.3 低合金鋼配管系 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している低合金鋼配管系の主な仕様を表 3.5.3-1 に示すが，冷温停

止状態維持評価に必要な機器はない。
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表 3.5.3-1 低合金鋼配管系の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
材料 内部流体 

主な仕様 

口径／肉厚(mm)
重要度*1

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用 

温度（℃）

低合金鋼 

純水 

給水加熱器ドレン系 80A／7.6 高*2 連続 1.04 233 － 

タービングランド蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.42 155 － 

所内蒸気系 50A／5.5 高*2 連続 0.98 183 － 

その他ガス 気体廃棄物処理系 300A／14.3 PS-2 連続 2.41 538 － 

蒸気 

原子炉系 65A／9.5 PS-2 連続 8.62 302 － 

抽気系 1200A／15.9 高*2 連続 1.81 210 － 

タービン補助蒸気系 125A／8.5 高*2 連続 8.62 302 － 

タービングランド蒸気系 150A／7.1 高*2 連続 8.62 302 － 

給水加熱器ベント系 40A／5.1 高*2 連続 1.81 210 － 

原子炉給水ポンプ駆動用

蒸気タービン系 
40A／7.1 高*2 連続 8.62 302 － 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



－ 3.6-1 － 

3.6 弁 

3.6.1 仕切弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している仕切弁の主な仕様を表 3.6.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 原子炉給水止め弁 

② ドライウェル内機器原子炉補機冷却水戻り弁 

③ 原子炉隔離時冷却系内側隔離弁 

④ 可燃性ガス濃度制御系出口弁 

⑤ 非常用ディーゼル発電機海水系出口隔離弁 

⑥ 残留熱除去系熱交換器海水出口弁 

⑦ 原子炉再循環ポンプ出口弁 

⑧ ほう酸水注入系ポンプ出口弁 

 

 

  



 

－
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－
 

表 3.6.1-1（1/2） 仕切弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 
状態維持に
必要な機器

選定
代表機器／ 

選定理由 
弁箱 
材料 

内部 
流体 

口径(A) 重要度*2 
使用条件 

運転
状態

最高使用 
圧力(MPa) 

最高使用
温度（℃）

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 20～50 高*3 連続 12.06 66 ○  原子炉給水止め弁／重要
度,運転状態 残留熱除去系 50～600 MS-1/PS-1，重*4 一時 0.86～8.62 100～302 ○  

原子炉冷却材浄化系 100～150 PS-2 連続 8.62～9.80 66～302 ○  

高圧炉心スプレイ系 100～600 MS-1/PS-1，重*4 一時 0.70～10.69 100～302 ○  

低圧炉心スプレイ系 40～600 MS-1/PS-1，重*4 一時 0.70～8.62 100～302 ○  

原子炉隔離時冷却系 100～200 MS-1，重*4 一時 0.86～10.35 77～100 ○  

原子炉系 500～600 PS-1 連続 8.62～12.93 302 ○ ◎ 

復水系 450～650 高*3 連続 6.14 205 －  

給水系 80～600 高*3 連続 6.14～15.51 205～233 －  

給水加熱器ドレン系 50～500 高*3 連続 0.35～1.81 149～233 －  
補助系 80 MS-1 連続 1.04 65 －  

重大事故等対処設備*5 80～300 MS-1，重*4 一時
静水頭～
10.70 

66～174 －  

冷却水*1

原子炉補機冷却系 200 MS-1 連続 0.86 66 ○ ◎ ドライウェル内機器原子炉
補機冷却水戻り弁／重要
度,運転状態，最高使用温
度，最高使用圧力，口径 

ドライウェル冷却系 150 MS-1 連続 0.86 66 －  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 40～350 MS-1/PS-1，重*4 一時 1.04～8.62 135～302 ○ ◎ 原子炉隔離時冷却系内側隔
離弁／重要度,運転状態，最
高使用温度，最高使用圧力，
口径 

原子炉系 80 MS-1/PS-1 一時 8.62 302 ○  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 25～100 MS-1 一時 8.62 302 ○  

タービン主蒸気系 150 高*3 連続 8.62 302 －  

タービン補助蒸気系 100 高*3 連続 2.46 225 －  

タービングランド蒸気系 40～250 高*3 連続 0.35～8.62 124～302 －  

気体廃棄物処理系 150～250 MS-2 連続 2.41 205 －  

所内蒸気系 50～150 高*3 連続 0.35～8.62 124～302 －  

抽気系 250～400 高*3 連続 1.04～1.82 210～233 －  
重大事故等対処設備*5 100～350 重*4 一時 1.04～8.62 135～302 －  

*1：冷却水（防錆剤入り純水）  
*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す   
*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*4：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す  
*5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 



 

－
 
3.
6-
3 
－
 

表 3.6.1-1（2/2） 仕切弁の主な仕様 
分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 
状態維持に
必要な機器

選定
代表機器／ 
選定理由 

弁箱 
材料 

内部 
流体 

口径(A) 重要度*1 

使用条件 

運転
状態

最高使用 
圧力(MPa) 

最高使用
温度（℃）

炭素鋼 

ガス 

原子炉隔離時冷却系 50 MS-1，重*3 一時 0.52 88 －  可燃性ガス濃度制御系出

口弁／重要度，運転状態，

最高使用温度，最高使用

圧力，口径 

可燃性ガス濃度制御系 100～150 MS-1 一時 0.31 171 ○ ◎ 
気体廃棄物処理系 200～300 PS-2 連続 0.34～2.42 66～538 －  

重大事故等対処設備*5 50～150 重*3 一時 0.3～0.86 66～105 －  

海水 

残留熱除去海水系 300～500 MS-1，重*3 一時 0.70～3.45 38～66 ○  非常用ディーゼル発電

機海水系出口隔離弁／

重要度，運転状態，最

高使用温度，最高使用

圧力，口径，容量*4 

非常用ディーゼル発電機海水系 250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ○ ◎ 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発
電機海水系 

250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ○  

重大事故等対処設備*5 300～350 重*3 一時 2.45 38 －  

鋳鉄 海水 残留熱除去海水系 100～500 MS-1，重*3 一時 3.45 38～66 ○ ◎ 

残留熱除去系熱交換器

海水出口弁／重要度，運

転状態，最高使用温度 

ステンレ
ス鋼 

純水 

制御棒駆動系 20～50 MS-1 連続 12.06 66～138 ○  原子炉再循環ポンプ出

口弁／重要度，運転状

態，最高使用温度，最高

使用圧力 

ほう酸水注入系 40 高*2 一時 9.66 66 ○  

残留熱除去系 20～500 MS-1/PS-1，重*3 一時 8.62～10.69 302 ○  

原子炉冷却材浄化系 65～150 MS-1/PS-1 連続 8.62～9.80 302 ○  

原子炉隔離時冷却系 150 MS-1/PS-1，重*3 一時 10.70 302 ○  

原子炉再循環系 20～600 MS-1/PS-1 連続 8.62～12.06 66～302 ○ ◎ 

補助系 80 MS-1 連続 0.28 80 ○  

五ほう酸
ナトリウ
ム水 

ほう酸水注入系 40～80 MS-1，重*3 一時 1.04～9.66 66 ○ ◎ 

ほう酸水注入系ポンプ

出口弁／重要度，運転

状態，最高使用温度，

最高使用圧力 

低 合 金
鋼 

蒸気 原子炉系 650 PS-2 連続 8.62 302 － ◎ 主蒸気隔離弁第 3弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す   
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

  *4：選定基準が全て同等であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定 
    非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 
  *5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す



－ 3.6-4 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 弁箱の疲労割れ［原子炉給水止め弁，原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

b. 弁箱の熱時効［原子炉再循環ポンプ出口弁］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.6.1-2 に示す。 

表 3.6.1-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.6.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

原子炉給水止め弁 △ － 否  

原子炉再循環ポンプ出口弁 △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

  



－ 3.6-5 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下

の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 弁箱の疲労割れ［残留熱除去系，原子炉冷却材浄化系，高圧炉心スプレイ系，

低圧炉心スプレイ系，原子炉隔離時冷却系，原子炉系，原子炉再循環系］ 

b. 弁箱の熱時効［純水系ステンレス鋳鋼仕切弁：残留熱除去系，原子炉冷却材浄

化系，原子炉隔離時冷却系，原子炉再循環系］ 

 

  



－ 3.6-6 － 

3.6.2 玉形弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している玉形弁の主な仕様を表 3.6.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 残留熱除去系熱交換器バイパス弁 

② 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁 

③ 格納容器 N2 ガス供給弁 

④ 非常用ディーゼル発電機エンジンエアクーラ海水入口弁 

⑤ 原子炉冷却浄化吸込弁 

⑥ サプレッション・チェンバ隔離電磁弁 2-26V-95 前弁（AC 系） 

⑦ 残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁 

⑧ ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁 

⑨ 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調海水出口弁 

 

  



 

－
 
3.
6-
7 
－
 

表 3.6.2-1（1/2） 玉形弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定
代表機器／ 

選定理由 
弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度（℃） 

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 25～50 高*2 連続 12.06 66 ○  残留熱除去系熱交換器バイパス
弁／重要度，運転状態，最高使用
温度，最高使用圧力，口径 
 

残留熱除去系 25～450 MS-1，重*3 一時 3.45 100～174 ○ ◎ 

高圧炉心スプレイ系 20～300 MS-1 一時 0.70～10.69 100 ○  

低圧炉心スプレイ系 20～300 MS-1 一時 0.70～4.14 100 ○  

原子炉隔離時冷却系 20～100 MS-1 一時 8.62～10.35 77～302 ○  

原子炉冷却材浄化系 50～150 PS-2 連続 9.80 66～302 ○  

燃料プール冷却浄化系 250 MS-2 連続 3.45 174 ○  

給水系 40～50 高*2 連続 6.13～6.77 205 －  

重大事故等対処設備*5 50～200 重*3 一時 0.62～3.45 66～200 －  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 25～100 MS-1，重*3 一時 1.04～8.62 135～302 ○ ◎ 原子炉隔離時冷却系蒸気供給弁
／重要度，運転状態，最高使用温
度，最高使用圧力，口径 

原子炉系 40～50 MS-1 一時 8.62 302 ○  

タービン補助蒸気系 80 高*2 連続 8.62 302 －  

ガス 

可燃性ガス濃度制御系 20 MS-1 一時 0.31 171 ○  格納容器 N2 ガス供給弁／重要
度，運転状態，最高使用温度，最
高使用圧力，口径 

不活性ガス系*5 50～80 MS-1 一時 0.31 171 ○ ◎ 

制御用圧縮空気系 50 MS-1，重*3 一時 1.38 66 ○  

試料採取系 50 MS-1 一時 0.31 171 －  

重大事故等対処設備*5 50 重*3 一時 0.62 200 －  

海水 

非常用ディーゼル発電

機海水系 
150 MS-1，重*3 一時 0.70 38 ○ ◎ 

非常用ディーゼル発電機エンジ
ンエアクーラ海水入口弁／重要
度，運転状態，最高使用温度，最
高使用圧力，口径，容量*4 

高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機海水系 
100～150 MS-1，重*3 一時 0.70 38 ○  

重大事故等対処設備*5 150～300 重*3 一時 2.45 38 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：選定基準が全て同一であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定 

   非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 

*5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 



 

－
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表 3.6.2-1（2/2） 玉形弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定
代表機器／ 

選定理由 
弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度（℃）

ス テ ン

レス鋼 

純水 

制御棒駆動系 25～50 高*2 連続 12.06 66 ○  原子炉冷却浄化吸込弁／重要度，運
転状態，最高使用温度，最高使用圧
力，口径 
 

ほう酸水注入系 40 MS-1，重*3 一時 9.66 302 ○  

残留熱除去系 25～300 PS-1/MS-1，重*3 一時 8.62～10.69 302 ○  

原子炉隔離時冷却系 20 MS-1 一時 8.62 302 ○  

原子炉再循環系 20 高*2 連続 12.06 66 ○  

原子炉冷却材浄化系 15～150 PS-1 連続 8.62～12.06 66～302 ○ ◎ 

燃料プール冷却浄化系 150 MS-2，重*3 連続 1.38 66 ○  

格納容器雰囲気監視系 20 MS-1 一時 0.31 104 ○  

不活性ガス系 25 MS-1 一時 0.31 171 ○  

事故時サンプリング設備 20 MS-1 一時 0.31～8.62 104～302 －  

重大事故等対処設備*4 25～100 重*3 一時 0.62～2.5 66～200 －  

ガス 

不活性ガス系 20～25 MS-1 一時 0.31 171 ○ ◎ サプレッション・チェンバ隔離電磁
弁 2-26V-95 前弁（AC 系）／重要度，
運転状態，最高使用温度，最高使用
圧力，口径 

制御用圧縮空気系 15～25 高*2，重*3 一時 1.03～14.70 46～66 ○  

重大事故等対処設備*4 20～50 MS-1，重*3 一時 0.86～25 40～171 ○  

海水 残留熱除去海水系 40～350 MS-1，重*3 一時 3.45 38～66 ○ ◎ 

残留熱除去系熱交換器海水出口流
量調整弁／重要度，運転状態，最高
使用温度，最高使用圧力，口径 

五ほう酸ナ

トリウム水
ほう酸水注入系 40～80 MS-1，重*3 一時 1.04～9.66 66 ○ ◎ 

ほう酸水注入系貯蔵タンク出口弁
／重要度 

青銅 

鋳物 
海水 

残留熱除去海水系 20～65 MS-1，重*3 一時 3.45 38～66 ○ ◎ 低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調
海水出口弁／重要度，運転状態，最
高使用温度，最高使用圧力，口径 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系 
50～65 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ○  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 



－ 3.6-9 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



－ 3.6-10 － 

 (3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

  



－ 3.6-11 － 

3.6.3 逆止弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している逆止弁の主な仕様を表 3.6.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 原子炉給水逆止弁 

② MSIV-LCS 共通ベント逆止弁 

③ 非常用ディーゼル発電機海水系出口逆止弁 

④ 原子炉再循環ポンプシールパージ内側逆止弁 

⑤ SLC ポンプ出口逆止弁 

⑥ 逃がし安全弁（ADS）N2 供給管逆止弁 

⑦ 残留熱除去海水系ポンプ逆止弁 

  

 



 

－
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表 3.6.3-1（1/2） 逆止弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定 代表機器／選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度＊1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度（℃）

炭素鋼 

純水 

制御棒駆動系 50 高*2 連続 12.06 66 ○  原子炉給水逆止弁／重要度，

運転状態 

 残留熱除去系 25～450 PS-1/MS-1，重*3 一時 0.86～8.62 100～302 ○  

高圧炉心スプレイ系 25～600 PS-1/MS-1，重*3 一時 0.70～10.69 100～302 ○  

低圧炉心スプレイ系 25～400 PS-1/MS-1，重*3 一時 4.14～8.62 100～302 ○  

原子炉隔離時冷却系 25～200 PS-1/MS-1，重*3 一時 0.86～10.35 77～302 ○  

原子炉系 500 PS-1/MS-1 連続 8.62 302 ○ ◎ 

原子炉冷却材浄化系 100～150 PS-2 連続 9.80 302 ○  

復水系 500 高*2 連続 6.14 205 －  

給水系 400～600 高*2 連続 15.51 233 －  

給水加熱器ドレン系 80～400 高*2 連続 0.69～1.04 149～233 －  

重大事故等対処設備*5 80～250 重*3 一時 1.37～10.70 66～174 －  

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 80～350 高*2，重*3 一時 1.04 135 ○  MSIV-LCS 共通ベント逆止弁

／重要度 
主蒸気隔離弁漏えい抑制系 100 MS-1 一時 8.62 302 ○ ◎ 

抽気系 350 高*2 連続 1.81 210 －  

所内蒸気系 150 高*2 連続 0.96 183 －  

重大事故等対処設備*5 350 重*3 一時 1.04 135 －  

海水 

非常用ディーゼル発電機海水系 250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ○ ◎ 非常用ディーゼル発電機海

水系出口逆止弁／重要度，運

転状態，最高使用温度，最高

使用圧力，口径，容量*4 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機海水系 250 MS-1，重*3 一時 0.70 38～66 ○  

重大事故等対処設備*5 150～350 重*3 一時 0.98～3.45 38～66 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*4：選定基準が同一であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定  

 非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 
*5：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
 



 

－
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表 3.6.3-1（2/2） 逆止弁の主な仕様 
分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

選定 代表機器／選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度＊1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度（℃）

ステン 

レス鋼 

純水 

制御棒駆動系 25 高*2 連続 12.06 66 ○  原子炉再循環ポンプシール

パージ内側逆止弁／重要

度，運転状態，最高使用温

度，最高使用圧力 

ほう酸水注入系 40 MS-1，重*3 一時 9.66 302 ○  

残留熱除去系 150～300 PS-1/MS-1，重*3 一時 8.62～10.69 302 ○  

原子炉隔離時冷却系 150 PS-1/MS-1，重*3 一時 8.62 302 ○  

原子炉再循環系 20 MS-1 連続 12.06 302 ○ ◎ 

原子炉冷却材浄化系 20～150 PS-2 連続 9.80 66～302 ○  

燃料プール冷却浄化系 65 MS-2 連続 1.38 66 ○  

重大事故等対処設備*4 25～50 重*3 一時 0.62～2.5 200 －  

五ほう酸 

ナトリウム水 
ほう酸水注入系 40 MS-1，重*3 一時 9.66 66 ○ ◎ SLC ポンプ出口逆止弁 

ガス 

中性子計装系 20 MS-1 一時 0.31 171 ○  逃がし安全弁（ADS）N2 供

給管逆止弁／重要度，運転

状態，最高使用温度，最高

使用圧力 

原子炉系 15 MS-1，重*3 連続 0.86～1.38 66 ○ ◎ 

制御用圧縮空気系 50 重*3 一時 1.38 66 －  

サプレッション・プール水 pH 制御装置*4 80 MS-1 一時 0.31 171 －  

重大事故等対処設備*4 50 重*3 一時 0.3～0.86 66～200 －  

海水 
残留熱除去海水系 350 MS-1，重*3 一時 3.45 38 ○ ◎ 残留熱除去海水系ポンプ逆

止弁／重要度 
浸水防護施設*4 80～100 設*5 一時 0.20 38 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す    
*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 
*5：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 
  



－ 3.6-14 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 弁箱の疲労割れ［原子炉給水逆止弁］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.6.3-2 に示す。 

表 3.6.3-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.6.3-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 
冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 

再評価 

要否判断 
備考 

原子炉給水逆止弁 △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

  



－ 3.6-15 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下

の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 弁箱の疲労割れ［熱過渡条件下の逆止弁共通］ 

 

 

  



－ 3.6-16 － 

3.6.4 バタフライ弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているバタフライ弁の主な仕様を表 3.6.4-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 格納容器パージ弁 

② DGSW 非常用放出ライン隔離弁 

 

  



 

－
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表 3.6.4-1 バタフライ弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定
代表機器／ 

選定理由 弁箱 

材料 

内部

流体

口径 

(A) 
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用

温度（℃）

炭素鋼 

ガス

不活性ガス系 300～600 MS-1,重*2 一時 0.31～1.04 105～171 ○ ◎ 
格納容器パージ弁／

重要度，運転状態，最

高使用温度，最高使用

圧力，口径 

非常用ガス処理系 450 MS-1,重*2 一時 0.01 86 ○  

非常用ガス再循環系 400～600 MS-1,重*2 一時 0.01 86 ○  

重大事故等対処設備*4 450 重*2 一時 0.62 200 －  

海水

非常用ディーゼル発電機

海水系 
250 重*2 一時 0.70 66 ○ ◎ 

DGSW 非常用放出ライ

ン隔離弁／重要度，運

転状態（使用期間），

最高使用温度，最高使

用圧力，口径，容量*3 

高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機海水系 
250 重*2 一時 0.70 66 ○  

重大事故等対処設備*4 150 重*2 一時 0.98 38～66 －  

ステン

レス鋼 
ガス 重大事故等対処設備*4 600 重*2 一時 0.62 200 － ◎ 

格納容器圧力逃がし

装置出口側隔離弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：選定基準が同一であることから，ポンプ容量の大きい系統を選定 

  非常用ディーゼル発電機海水ポンプ：272.6 m3/h，高圧炉心スプレイディーゼル冷却系海水系ポンプ：232.8 m3/h 

*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す 

 



－ 3.6-18 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



－ 3.6-19 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

  



－ 3.6-20 － 

3.6.5 安全弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している安全弁の主な仕様を表 3.6.5-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 高圧炉心スプレイ系注入弁 F004 安全弁 

② 残留熱除去系停止時冷却入口ライン安全弁 

③ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

④ SLC ポンプ逃し弁 

⑤ RHR 熱交換器管側安全弁 

 



 

－
 
3.

6-
21

 －
 

表 3.6.5-1 安全弁の主な仕様 
分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止状態 

維持に必要な 

機器 

選定 代表機器／選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径（A） 重要度*1 

使用条件 

運転

状態

最高使用圧力 

(MPa) 

最高使用温度

（℃） 

炭素鋼 

純水 

残留熱除去系 15～40 MS-1，重*2 一時 0.86～8.62 100～302 ○  高圧炉心スプレイ系注入弁 F004

安全弁／重要度，運転状態，最高

使用温度，最高使用圧力 
高圧炉心スプレイ系 15～40 MS-1，重*2 一時 0.70～10.69 100～302 － ◎ 

低圧炉心スプレイ系 15～40 MS-1，重*2 一時 0.70～8.62 100～302 －  

原子炉隔離時冷却系 40 重*2 一時 0.86 77 ○  

原子炉冷却材浄化系 25～40 高*3 連続 0.86～9.80 188～302 ○  

可燃性ガス濃度制御系 40 MS-1 一時 0.31 171 ○  

タービングランド蒸気系 50 高*3 連続 1.04 183 ○  

復水系 20～25 高*3 連続 6.14 205 ○  

給水系 20 高*3 連続 12.93 233 －  

空気抽出系 90 高*3 連続 0.35 164 －  

蒸気 

タービン補助蒸気系 50 高*3 連続 1.04 183 －  ヒータ 1安全弁／重要度，運転状

態，最高使用温度 タービングランド蒸気系 200 高*3 連続 1.04 124～233 －  

給水加熱器ベント系 80～100 高*3 連続 0.36～2.98 149～235 － ◎ 

ステンレ

ス鋼 

純水 

残留熱除去系 15～25 MS-1，重*2 一時 8.62 302 ○ ◎ 残留熱除去系停止時冷却入口ラ

イン安全弁／重要度，運転状態，

最高使用温度，最高使用圧力，口

径 

原子炉隔離時冷却系 15 高*3 一時 10.35 302 ○  

原子炉再循環系 20 高*3 連続 12.06 66 ○  

原子炉冷却材浄化系 25 高*3 連続 12.06 66 ○  

蒸気 気体廃棄物処理系 20～40 高*3 連続 0.86～2.41 205～538 － ◎ 
排ガス復水器安全弁／重要度， 

運転状態，最高使用温度 

ガス 制御用圧縮空気系 25 重*2 一時 1.38 66 ○ ◎ 計装用 N2 ガス逃し安全弁 

五ほう酸 

ナトリウム水
ほう酸水注入系 25 MS-1，重*2 一時 9.66 66 ○ ◎ SLC ポンプ逃し弁 

青銅鋳物 海水 残留熱除去海水系 40 MS-1 一時 3.45 249 ○ ◎ RHR 熱交換器管側安全弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，または最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 



－ 3.6-22 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



－ 3.6-23 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

  



－ 3.6-24 － 

3.6.6 ボール弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているボール弁の主な仕様を表 3.6.6-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 移動式炉心内計装ボール弁 

② 原子炉冷却材浄化系 F／D入口弁 

  



 

－
 
3.
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 －
 

表 3.6.6-1 ボール弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

選定
代表機器／ 

選定理由 口径 

(A) 
重要度*1 

使用条件 

弁箱 

材料 

内部

流体

運転 

状態 

最高使用 

圧力（MPa） 

最高使用 

温度（℃）

ステン

レス鋼 

ガス

中性子計装系 9*2 MS-1 一時 0.31 171 ○ ◎ 

移動式炉心内計装

ボール弁／重要度 

原子炉冷却材浄化系*3 80 PS-2 連続 9.80 66 ○  

純水 原子炉冷却材浄化系 50～150 PS-2 連続 9.80 66 ○ ◎ 

原子炉冷却材浄化

系F/D入口弁／重要

度，運転状態*4 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：単位は㎜とする 

*3：原子炉冷却材浄化系に供給される制御用圧縮空気 

*4：プロセス系統にあり使用環境が厳しい弁 



－ 3.6-26 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



－ 3.6-27 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

  



－ 3.6-28 － 

3.6.7 原子炉再循環ポンプ流量制御弁 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している原子炉再循環ポンプ流量制御弁の主な仕様を表3.6.7-1に

示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に対象機器とした。 

 

①原子炉再循環ポンプ流量制御弁 



 

－
 
3.
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29

 －
 

表 3.6.7-1 原子炉再循環ポンプ流量制御弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 口径(A) 重要度*1

使用条件 

機器名称 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転 

状態 

最高使用

圧力（MPa）

最高使用

温度（℃）

ステン 

レス鋳鋼
純水 原子炉再循環系 600 PS-1 連続 11.38 302 

原子炉再循環ポンプ 

流量制御弁*2 
○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：弁本体及び油圧供給装置を含む 

 

 



－ 3.6-30 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，原子炉再循環ポンプ流

量制御弁に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を

抽出した。 

 

a. 弁箱の疲労割れ 

b. 弁箱の熱時効 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.6.7-2に示す。 

表3.6.7-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.6.7-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

原子炉再循環ポンプ

流量制御弁 
△ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

  



－ 3.6-31 － 

3.6.8 主蒸気隔離弁 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している主蒸気隔離弁の主な仕様を表 3.6.8-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に対象機器とした。 

 

①主蒸気隔離弁 



 

－
 
3.

6-
32

 －
 

表 3.6.8-1 主蒸気隔離弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 口径(A) 重要度*1

使用条件 

機器名称 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
弁箱材料 内部流体 

運転 

状態 

最高使用

圧力（MPa）

最高使用

温度（℃）

炭素鋼 蒸気 原子炉系 650 
MS-1 

/PS-1 
連続 8.62 302 

主蒸気隔離弁 

第 1弁*2 

○ 

主蒸気隔離弁 

第 2弁*2 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：弁本体及び駆動部を含む 

 

 



－ 3.6-33 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，主蒸気隔離弁に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 弁箱の疲労割れ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に関す

る整理を実施し，その結果を表3.6.8-2に示す。 

表3.6.8-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・

進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣化事象

は抽出されなかった。 

 

表3.6.8-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

主蒸気隔離弁 △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

  



－ 3.6-34 － 

3.6.9 主蒸気逃がし安全弁 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している主蒸気逃がし安全弁の主な仕様を表 3.6.9-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運

転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした評価にお

いても同様に対象機器とした。 

 

①主蒸気逃がし安全弁 



 

－
 
3.

6-
35

 －
 

表 3.6.9-1 主蒸気逃がし安全弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 口径(A) 重要度*1

使用条件 

機器名称 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
弁箱材料 内部流体 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa)

最高使用

温度（℃）

炭素鋼 

鋳鋼 
蒸気 原子炉系 150 

MS-1/ 

PS-1 

重*2 

一時 8.62 302 主蒸気逃がし安全弁*3 ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：弁本体及び駆動部を含む 

 



－ 3.6-36 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，主蒸気逃がし安全弁に

想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



－ 3.6-37 － 

3.6.10 爆破弁 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している爆破弁の主な仕様を表 3.6.10-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に対象機器とした。 

 

① ほう酸水注入系爆破弁 

  



 

－
 
3.
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表 3.6.10-1 爆破弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 口径(A) 重要度*1 

使用条件 

機器名称 
冷温停止状態維持 

に必要な機器 弁箱材料 内部流体 
運転

状態

最高使用 

圧力（MPa)

最高使用 

温度（℃）

ステンレス鋼
五ほう酸 

ナトリウム水 

ほう酸水

注入系 
40 

MS-1 

重*2 
一時 9.66 302 

ほう酸水注入系

爆破弁 
○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 

 

 

 



－ 3.6-39 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，対象機器に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

  



－ 3.6-40 － 

3.6.11 破壊板 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している破壊板（以下，「ラプチャーディスク」という）の主な仕

様を表 3.6.11-1 に示すが，冷温停止状態維持に必要な機器はない。



 

 

－
 
3.
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表 3.6.11-1 ラプチャーディスクの主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

口径 

(A) 
重要度*1

使用条件 

弁箱 

材料 

内部 

流体 

運転 

状態 

設計圧力 

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

ステンレ

ス鋼 

蒸気 

原子炉隔離時冷却系 350 高*2 一時 1.04 135 ― 

気体廃棄物処理系 300 PS-2 連続 2.41 205 ― 

ガス 重大事故等対処設備*4 600 重*3 一時 0.08 200 ― 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す



 

－ 3.6-42 － 

3.6.12 制御弁 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している制御弁の主な仕様を表 3.6.12-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁 

② タービングランド蒸気系グランド蒸気蒸発器加熱蒸気減圧弁 

③ 原子炉冷却材浄化系 F/D 出口流量調整弁 

④ 制御用圧縮空気系ドライウェル N2 供給ライン圧力調整弁 

⑤ 原子炉隔離時冷却系潤滑油クーラー冷却水圧力調整弁 

 

 



 

－
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表 3.6.12-1 制御弁の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器 

選定
代表機器／ 

選定理由 弁箱 

材料 

内部 

流体 
口径(A) 重要度*1 

使用条件 

運転 

状態 

最高使用 

圧力(MPa) 

最高使用 

温度(℃) 

炭素鋼 

純水 

原子炉冷却材浄化系 150 PS-2 連続 9.80 66 ○  中央制御室換気系AH2-9

出口温度制御弁／重要

度 
復水系 100 高*2 連続 0.35 205 －  

給水系 25〜300 高*2 連続 6.14〜15.51 66〜233 －  

中央制御室換気系 80 MS-1 連続 0.54 66 ○ ◎ 

蒸気 

不活性ガス系 40 高*2 一時 0.96 164 ○  タービングランド蒸気

系グランド蒸気蒸発器

加熱蒸気減圧弁／重要

度，運転状態，最高使用

温度 

タービングランド蒸気系 100〜200 高*2 連続 0.96〜8.62 183〜302 － ◎ 

復水移送系 65 高*2 一時 0.96 183 ○  

バッテリー室換気系 20 高*2 連続 0.96 183 ○  

気体廃棄物処理系 25 高*2 連続 0.96 183 －  

ステン 

レス鋼 

純水 原子炉冷却材浄化系 80 PS-2 連続 9.80 66 ○ ◎ 
原子炉冷却材浄化系F/D

出口流量調整弁 

ガス 
制御用圧縮空気系 25 高*2，重*3 一時 14.7 66 ○ ◎ 制御用圧縮空気系ドラ

イウェル N2 供給ライン

圧力調整弁／重要度 重大事故等対処設備*4 20〜25 重*3 一時 1.80〜25 40〜66 －  

低合金 

鋼 

純水 

原子炉隔離時冷却系 25 MS-1 一時 10.35 77 ○ ◎ 原子炉隔離時冷却系潤

滑油クーラー冷却水圧

力調整弁／重要度 
給水系 150 高*2 連続 15.51 233 －  

給水加熱器ドレン系 80〜400 高*2 連続 0.35〜2.97 149〜235 －  

蒸気 所内蒸気系 80 高*2 連続 8.62 302 － ◎ 
所内蒸気系 SJAE 入口圧

力制御弁 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉格納容器外の重要度クラス 3 の機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器及び構造物であることを示す



 

－ 3.6-44 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 3.6-45 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

  



 

－ 3.6-46 － 

3.6.13 電動弁用駆動部 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している電動弁用駆動部の主な仕様を表 3.6.13-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部 

② 残留熱除去系注入弁駆動部 

③ 残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部 

 

 



 

 

－
 
3.

6-
47

 －
 

表 3.6.13-1(1/2) 電動弁用駆動部の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態）

選定 代表機器／選定理由 
重要度*1 

定格出力 

(kW) 

使用条件 

電源 設置場所 
周囲温度 

(℃) 

交流 

原子炉格納容器内 

原子炉系 MS-1／PS-1 1.1 65.6 ○（連続）  残留熱除去系シャットダウン 

ライン隔離弁(内側)駆動部／

重要度，定格出力 

原子炉再循環系 PS-1 4.7，5.2 65.6 ○（連続）  

残留熱除去系 MS-1／PS-1，重*2 0.12～16.4 65.6 ○（連続） ◎ 

原子炉隔離時冷却系 MS-1／PS-1，重*2 7.8 65.6 ○（連続）  

原子炉冷却材浄化系 MS-1／PS-1 0.72～2.7 65.6 ○（連続）  

原子炉格納容器外 

原子炉系 MS-1 0.28～11 60.0 ○（連続）  残留熱除去系注入弁駆動部／

重要度，定格出力，周囲温度 原子炉冷却材浄化系 PS-2 0.28～1.8 40.0 ○（連続）  

ほう酸水注入系 MS-1，重*2 0.28 40.0 ○（一時）  

残留熱除去系 MS-1／PS-1，重*2 0.094～16 40.0,60.0 ○（連続） ◎ 

残留熱除去海水系 MS-1，重*2 0.12～11 40.0 ○（連続）  

高圧炉心スプレイ系 MS-1／PS-1，重*2 1.8～16 40.0 ○（一時）  

低圧炉心スプレイ系 MS-1／PS-1，重*2 1.1～16 40.0 ○（一時）  

可燃性ガス濃度制御系 MS-1 0.094～0.5 40.0 ○（一時）  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1／PS-1 0.37，0.72 60.0 ○（連続）  

原子炉補機冷却系 MS-1 0.72，1.1 40.0 ○（連続）  

燃料プール冷却浄化系 重*2 1.1，2 40.0 －  

制御用圧縮空気系 MS-1 0.28 40.0 ○（連続）  

不活性ガス系 MS-1，重*2 0.72 40.0 －  

格納容器雰囲気監視系 MS-1 0.12 40.0 －  

事故時サンプリング設備 MS-1 0.12 40.0 －  

中央制御室換気系 MS-1，重*2 1.3，5.2 40.0 ○（連続）  

ドライウェル冷却系 MS-1 0.37 40.0 －  

空気抽出系 MS-2 1.1 40.0 －  

気体廃棄物処理系 MS-2 0.72 40.0 －  

重大事故等対処設備*3 MS-1，重*2 0.12～3.7 40.0 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される系統 
 
 



 

 

－
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表 3.6.13-1(2/2) 電動弁用駆動部の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態）

選定 代表機器／選定理由 
重要度*1 

定格出力 

(kW) 

使用条件 

電源 設置場所 
周囲温度 

(℃) 

直流 原子炉格納容器外 

原子炉系 MS-1／PS-1 0.9 60.0 ○（連続）  残留熱除去系シャットダウン

ライン隔離弁(外側)駆動部／

重要度，定格出力 

残留熱除去系 MS-1／PS-1，重*2 2.97，9.77 40.0 ○（連続） ◎ 

原子炉隔離時冷却系 MS-1／PS-1，重*2 0.1～7.33 40.0 ○（連続）  

原子炉冷却材浄化系 MS-1／PS-1 1.92 40.0 ○（連続）  

重大事故等対処設備*3 重*2 0.12～1.1 40.0 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される系統 

 

 

 

 



 

－ 3.6-49 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［残留

熱除去系シャットダウンライン隔離弁（内側）駆動部］ 

b. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［残留

熱除去系注入弁駆動部］ 

c. 固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁

特性低下［残留熱除去系シャットダウンライン隔離弁（外側）駆動部］ 

 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.6.13-2 に示す。 

表 3.6.13-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.6.13-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. 

残留熱除去系シャットダウン

ライン隔離弁（内側）駆動部 
△ － － 否  

残留熱除去系注入弁駆動部 － △ － 否  

残留熱除去系シャットダウン

ライン隔離弁（外側）駆動部 
－ － △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転

を前提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発

生・進展がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

 

 

 

 

 



 

－ 3.6-50 － 

 (3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下

の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［原子

炉格納容器内の電動（交流）弁用駆動部］ 

b. 固定子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁特性低下［原子

炉格納容器外（主蒸気トンネル室）の電動（交流）弁用駆動部］ 

c. 固定子コイル，回転子コイル，口出線・接続部品及び電磁ブレーキコイルの絶縁

特性低下［原子炉格納容器外の電動（交流又は直流）弁用駆動部］ 

 

 

  



 

－ 3.6-51 － 

3.6.14 空気作動弁用駆動部 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している空気作動弁用駆動部の主な仕様を表 3.6.14-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度制御弁駆動部 

② 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリング弁（内側隔離弁）駆動部 

③ 不活性ガス系格納容器パージ弁駆動部 

 

 



 

 

－
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表 3.6.14-1 空気作動弁用駆動部の主な仕様 

分類基準 

当該系統 

選定基準 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

選定
代表機器／ 

選定理由 重要度＊1 
口径 

( A ) 

使用条件 

型式 設置場所 
運転 

状態 

周囲 

温度 

( ℃ )

ダイヤフラ

ム型 

原子炉格納 

容器外 

中央制御室換気系 MS-1 80 連続 50 ○ ◎ 中央制御室換気系 AH2-9 出口温度

制御弁駆動部／重要度，周囲温度 原子炉隔離時冷却系 MS-1 25 一時 40.0 ○  

原子炉冷却材浄化系 PS-2 80 連続 40.0 ○  

シリンダ型 原子炉格納 

容器内 

原子炉再循環系 MS-1 20 連続 65.6 ○ ◎ 原子炉再循環系 PLR 炉水サンプリ

ング弁（内側隔離弁）駆動部 

原子炉格納 

容器外 

不活性ガス系 MS-1,重*2 50～600 一時 40.0 ○ ◎ 不活性ガス系格納容器パージ弁駆

動部／重要度，周囲温度，口径 原子炉再循環系 MS-1 20 連続 40.0 ○  

補助系 MS-1 80 連続 40.0 ○  

原子炉系 MS-1/PS-1 40～500 連続 40.0 ○  

ほう酸水注入系 MS-1,重*2 20 一時 40.0 ○  

漏えい検出系 MS-1 15 連続 40.0 ○  

主蒸気隔離弁漏えい抑制系 MS-1 100 一時 40.0 －  

原子炉隔離時冷却系 MS-1,重*2 20 一時 40.0 ○  

非常用ガス処理系 MS-1,重*2 450 一時 40.0 ○  

非常用ガス再循環系 MS-1,重*2 600 一時 40.0 ○  

原子炉再循環流量制御系 MS-1 25 連続 40.0 －  

原子炉冷却材浄化系 PS-2 50～150 連続 40.0 ○  

格納容器雰囲気監視系 MS-2 9.52*3～10 一時 40.0 ○  

気体廃棄物処理系 PS-2 200～300 連続 50 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：単位は外径㎜とする 



 

－ 3.6-53 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 3.6-54 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では，代表機器以外に想定

される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 

 

 



－ 3.7-1 － 

3.7 炉内構造物 

(1) 対象機器 

東海第二で使用されている炉内構造物の主な仕様を表 3.7-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書

（断続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提

とした評価においても同様に対象機器とした。 

 

① 炉内構造物 

 

表 3.7-1 炉内構造物の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 

冷温停止状態維持に

必要な機器 最高使用圧力*2

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

炉心シュラウド PS-1，重*3 

8.62 302 ○ 

シュラウドサポート PS-1，重*3 

上部格子板 PS-1，重*3 

炉心支持板 PS-1，重*3 

燃料支持金具（中央，周辺） PS-1，重*3 

制御棒案内管  PS-1，重*3 

炉心スプレイ配管・スパージャ  MS-1，重*3 

差圧検出・ほう酸水注入管  MS-1，重*3 

ジェットポンプ MS-1，重*3 

中性子計測案内管  MS-1 

残留熱除去系（低圧注水系）配管  MS-1，重*3 

*1：当該機器に要求される重要度のクラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：環境の最高使用圧力を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物である

ことを示す 

 

 



－ 3.7-2 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では炉内構造物に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 疲労割れ［炉心シュラウド，シュラウドサポート］ 

b. 照射誘起型応力腐食割れ［炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料

支持金具，制御棒案内管］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.7-2 に示す。 

表3.7-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・

進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣化事

象は抽出されなかった。 

 

表 3.7-2 冷温停止状態の維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 再評価要否判断 備考 

a. b. 

炉心シュラウド △ △ 否  

シュラウドサポート △ － 否  

上部格子板 － △ 否  

炉心支持板 － △ 否  

燃料支持金具（中央，

周辺） 
－ △（周辺） 否  

制御棒案内管 － △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において、発生・進展が断続的運転を前提と

した場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して、発生・進展が同程度か以後の発生・進展

がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 



－ 3.8-1 － 

3.8 ケーブル 

3.8.1 高圧ケーブル 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している高圧ケーブルの主な仕様を表 3.8.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 高圧難燃 CV ケーブル 

 

表 3.8.1-1 高圧ケーブルの主な仕様 

機器名称 用途 重要度＊1 
仕様 

（電圧） 
設置場所 使用開始時期 

冷温停止 

状態維持に

必要な機器

高圧難燃 

CV ケーブル 
動力 

MS-1 

重＊2 

AC 7,000 V

以下 

原子炉 

格納容器外
運転開始後＊3 ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規制基準対応に伴い，長期停止期間中に高圧ケーブルは高圧難燃 CV ケーブルに更新 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では高圧ケーブルに想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下 

b. 絶縁体の絶縁特性低下（水トリー劣化） 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.8.1-2 に示す。 

表 3.8.1-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.8.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 
経年劣化事象の整理 再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

高圧難燃 CV ケーブル △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 



－ 3.8-3 － 

3.8.2 低圧ケーブル 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している低圧ケーブルの主な仕様を表 3.8.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① CV ケーブル 

② 難燃 CV ケーブル 

③ KGB ケーブル（原子炉格納容器内） 

④ 難燃 PN ケーブル 

 



 

－
 
3.
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－

表 3.8.2-1 低圧ケーブルの主な仕様 

分類基準 

機器名称 用途 

使用開始時期 選定基準 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

選定 選定理由 

絶縁体材料 シース材料 建設時
運転 

開始後
重要度＊1

設置場所 

原子炉格納

容器内 

原子炉格納

容器外 

架橋ポリエチレン ビニル CV ケーブル 
動力 

制御・計測
○  

MS-1 

重＊2 
 ○ ○ ◎ 

 

難燃架橋ポリエチレ

ン 

難燃性特殊耐熱 

ビニル 

難燃 CV ケー

ブル 

動力 

制御・計測
 ○ 

MS-1 

重＊2 
 ○ ○ ◎  

シリコーンゴム ガラス KGB ケーブル
動力 

制御 

○  

MS-1 

○  ○ ◎ 
重要度 

設置場所 

○   ○ ○   

難燃エチレンプロピ

レンゴム 

特殊クロロプレンゴ

ム 

難燃 PN ケー

ブル 

動力 

制御・計測
 ○ 

MS-1 

重＊2 
○  ○ ◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［CV ケーブル］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 CV ケーブル］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［KGB ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

d. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃 PN ケーブル］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.8.2-2 に示す。 

表 3.8.2-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.8.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. d. 

CVケーブル △ － － － 否  

難燃CVケーブル － △ － － 否  

KGBケーブル 

（原子炉格納容器内） 
－ － △ － 否  

難燃PNケーブル － － － △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［KGB ケーブル（原子炉格納容器外）］ 

 

 



－ 3.8-7 － 

3.8.3 同軸ケーブル 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している同軸ケーブルの主な仕様を表 3.8.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）（原子炉格納容器内） 

② 難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内） 

③ 難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィン） 

④ 難燃三重同軸ケーブル 

 



 

－
 
3.
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－

表 3.8.3-1 同軸ケーブルの主な仕様 

分類基準 

機器名称 

仕様 

用途

選定基準 

冷温停止状

態維持に必

要な機器 

選定 選定理由 

重要度*1

設置場所 使用開始時期 

絶縁体材料 シース材料 電圧 

原子炉

格納 

容器内

原子炉

格納 

容器外

建設時
運転 

開始後

架橋ポリエチレン 

難燃架橋ポリ

エチレン 
難燃一重同軸ケーブル

DC 

100V 
計測

MS-1 

重*2 

○   ○ ○ ◎ 
重要度 

設置場所 

 ○  ○ ○  

難燃架橋ポリ

エチレン 
難燃二重同軸ケーブル

DC 

240V 
計測

MS-2 

重*2 
 ○  ○ ○   

架橋発泡ポリエチレ

ン 

難燃架橋ポリ

エチレン 
難燃六重同軸ケーブル

DC 

140V 
計測

MS-1 

重*2 

○   ○ ○ ◎ 

重要度 

設置場所 

 ○  ○ ○  

架橋ポリオレフィン 
難燃架橋ポリ

オレフィン 
難燃一重同軸ケーブル

DC 

100V 
計測

MS-1 

重*2 
 ○ ○  ○ ◎  

架橋発泡ポリオレフ

ィン 

難燃架橋ポリ

オレフィン 
難燃三重同軸ケーブル

DC 

140V 
計測

MS-1 

重*2 
 ○  ○ ○ ◎  

*1:当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位のクラスを示す 

*2:重要度クラスとは別に重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）

（原子炉格納容器内）］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器内）］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリオレフィ

ン）］ 

d. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃三重同軸ケーブル］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.8.3-2 に示す。 

表 3.8.3-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.8.3-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 
経年劣化事象の整理 再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. d. 

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料
が架橋ポリエチレン）（原子炉格納
容器内） 

△ ― ― ― 否  

難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納
容器内） 

― △ ― ― 否  

難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料
が架橋ポリオレフィン） 

― ― △ ― 否  

難燃三重同軸ケーブル ― ― ― △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提

とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進

展がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃一重同軸ケーブル（絶縁体材料が架橋ポリエチレン）

（原子炉格納容器外）］ 

b. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃六重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）］ 

c. 絶縁体の絶縁特性低下［難燃二重同軸ケーブル（原子炉格納容器外）］ 
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3.8.4 ケーブルトレイ，電線管 

(1) 対象機器 

東海第二で使用しているケーブルトレイ，電線管の主な機能を表 3.8.4-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的

運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした評

価においても同様に対象機器とした。 

 

① ケーブルトレイ 

② 電線管 

 

表 3.8.4-1 ケーブルトレイ，電線管の主な機能 

機器名称 機能 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

ケーブルトレイ ケーブルを収納して支持する ○ 

電線管 ケーブルを収納して支持する ○ 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」ではケーブルトレイ，電線管

に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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3.8.5 ケーブル接続部 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているケーブル接続部の主な仕様を表 3.8.5-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 端子台接続（原子炉格納容器内） 

② 電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内） 

③ 同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器内） 

④ スプライス接続（原子炉格納容器内） 

 

 



 

－
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表 3.8.5-1 ケーブル接続部の主な仕様 

分類基準 

機器名称 絶縁体材料 用途 

選定基準 

冷温停止状
態維持に必
要な機器 

選定 選定理由 

種類 重要度*1

設置場所 

原子炉 
格納容器内 

原子炉 
格納容器外 

端子接続 

端子台接続 

ジアリルフタレート樹脂 

動力，制御， 
計測 

MS-1 
重*2 

○  ○ ◎ 
重要度 
設置場所 

ポリカーボネイト  ○ ○   

ポリフェニレンエーテル樹脂  ○ ○  

 

端子接続 ビニル 動力 
MS-1 
重*2 

 ○ ○  

電動弁コネクタ接続 電動弁コネクタ接続 ジアリルフタレート樹脂 動力，制御 

MS-1 ○  ○ ◎ 
重要度 
設置場所 

MS-1 
重*2 

 ○ ○   

同軸コネクタ接続 

同軸コネクタ接続 
（中性子束計測用） 

ポリエーテルエーテルケトン 

計測 

MS-1 
重*2 

○ (13) *3  ○ ◎ 
重要度 
設置場所 
構成部品点
数 

架橋ポリスチレン 

○ (10) *3  ○  

 ○ ○  

同軸コネクタ接続 
（放射線計測用） 

MS-2 
重*2 

 ○ ○  

同軸コネクタ接続 
（中性子束計測用） 
（放射線計測用） 

テフロン 
MS-1 
重*2 

 ○ ○  

直ジョイント接続 スプライス接続 架橋ポリオレフィン 
動力，制御， 

計測 
MS-1 
重*2 

○  ○ ◎ 
重要度 
設置場所 

 ○ ○   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：( )内は構成部品点数を示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 絶縁部の絶縁特性低下［端子台接続（原子炉格納容器内）］ 

b. 絶縁部の絶縁特性低下［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器内）］ 

c. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器

内）］ 

d. 絶縁部の絶縁特性低下［スプライス接続（原子炉格納容器内）］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.8.5-2 に示す。 

表 3.8.5-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.8.5-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. d. 

端子台接続（原子炉格納

容器内） 
△ － － － 否  

電動弁コネクタ接続（原

子炉格納容器内） 
－ △ － － 否  

同軸コネクタ接続（中性

子束計測用）（原子炉格納

容器内） 

－ － △ － 否  

スプライス接続（原子炉

格納容器内） 
－ － － △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提

とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進

展がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 絶縁部の絶縁特性低下［端子台接続（原子炉格納容器外）］ 

b. 絶縁部の絶縁特性低下［電動弁コネクタ接続（原子炉格納容器外）］ 

c. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（放射線計測用）

（原子炉格納容器外）］ 

d. 絶縁部の絶縁特性低下 ［同軸コネクタ接続（放射線計測用）（原子炉格納容器外）］ 

e. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器

内）］ 

f. 絶縁部の絶縁特性低下［同軸コネクタ接続（中性子束計測用）（原子炉格納容器

外）］ 

g. 絶縁部の絶縁特性低下［スプライス接続（原子炉格納容器外）］ 
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3.9 タービン設備 

3.9.1 常用系タービン設備 

3.9.1.1 高圧タービン 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している高圧タービンの主な仕様を表 3.9.1.1-1 に示すが，冷温

停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表 3.9.1.1-1 高圧タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度）
重要度*1

使用条件 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

運転

状態

運転圧力*2

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

高圧タービン 
1,100,000 kW*3 

×1,500 rpm 
高*4 連続 6.55 282 － 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：主塞止弁入口の蒸気条件を示す 

*3：低圧タービンとの合計出力を示す 

*4：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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3.9.1.2 低圧タービン 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している低圧タービンの主な仕様を表3.9.1.2-1に示すが，冷温停止

状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表3.9.1.2-1 低圧タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様 

（出力×回転速度）
重要度*1

使用条件 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

運転

状態

運転圧力*2

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

低圧タービン 
1,100,000 kW*3 

×1,500 rpm 
高*4 連続 1.28 195 － 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：中間塞止加減弁入口の蒸気条件を示す 

*3：高圧タービンとの合計出力を示す 

*4：最高使用温度が95 ℃を超え，又は最高使用圧力が1,900 kPaを超える環境下にある原子炉格

納容器外の重要度クラス3の機器 
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3.9.1.3 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの主な仕様を表

3.9.1.3-1に示すが，冷温停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表3.9.1.3-1 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの主な仕様 

機器名称 
仕様（出力 

×回転速度）
重要度*1

使用条件 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

運転

状態

運転圧力*2

（MPa） 

運転温度*2 

（℃） 

原子炉給水ポンプ 

駆動用蒸気タービン

8,356 kW 

×5,000 rpm
高*3 連続

高圧：6.55

低圧：1.31

高圧：282 

低圧：195 
－ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン入口の蒸気条件を示す 

*3：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉

格納容器外の重要度クラス3の機器 
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3.9.1.4 主要弁 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している主要弁の主な仕様を表3.9.1.4-1に示すが，冷温停止状態維

持評価に必要な機器はない。 

 

表3.9.1.4-1 主要弁の主な仕様 

機器名称 型式 
口径 

(A) 重要度*1

使用条件 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

運転 

状態 

運転圧力

（MPa）

運転温度 

(℃) 

主塞止弁 玉形弁 650 PS-2 連続 6.55 282 － 

加減弁 
バランス 

形弁 
700 高*2 連続 6.55 282 － 

中間塞止 

加減弁 
複合弁 1,050 高*2 連続 1.28 195 － 

タービン 

バイパス弁 
玉形弁 450 PS-2 一時 6.55 282 － 

クロス 

アラウンド管 

逃し弁 

安全弁 450 高*2 一時 1.28 195 － 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原子炉

格納容器外の重要度クラス3の機器 
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3.9.1.5 制御装置及び保安装置 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している制御装置及び保安装置の主な仕様を表 3.9.1.5-1 に示すが，

冷温停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表3.9.1.5-1 制御装置及び保安装置の主な仕様 

機器名称 仕様 重要度*1 

使用条件 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

運転圧力 

（MPa） 

運転温度 

（℃） 

主タービン電気油圧式

制御装置 
電気油圧式 高*2 11.0 46 － 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 
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3.9.2 非常用系タービン設備 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している非常用系タービン設備の主な仕様を表3.9.2-1に示すが，冷温

停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表3.9.2-1 非常用系タービン設備の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

仕様*1 

（出力× 

回転速度）

選定基準 

冷温停止 

状態維持に

必要な機器
重要度*2

使用条件 

型式 
設置 

場所 

運転

状態

最高 

使用 

圧力*1

(MPa)

最高 

使用 

温度*1 

(℃) 

背圧式 屋内 

原子炉隔離時 

冷却系タービン 

及び付属装置 

541 kW × 

4,500 rpm

MS-1 

重*3 
一時 8.62 302 － 

常設高圧代替 

注水系タービン 

及び付属装置*4 

620 kW ×

5,514 rpm
重*3 一時 8.62 302 － 

*1：最大出力，最大回転速度，最高使用圧力，最高使用温度を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

 



－ 3.10-1 － 

3.10 コンクリート構造物及び鉄骨構造物 

(1) 対象構造物 

東海第二で使用しているコンクリート構造物及び鉄骨構造物の主な仕様を表 3.10-1

に示す。 

冷温停止状態維持に必要な構造物のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表構造物として選定した以下の構造物を，冷温停止状態の維持を

前提とした評価においても同様に対象構造物とした。 

 

① 原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管トレンチ，廃棄物処理棟及び廃棄

物処理建屋含む）（鉄骨部含む） 

② タービン建屋（鉄骨部含む） 

③ 取水口構造物 



 

 

 

－
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表 3-10-1 コンクリート構造物及び鉄骨構造物の主な仕様（1/2） 

対象構造物 

（コンクリート構造物） 
重要度*1

使用条件等 

選定理由 

運転条件，環境条件等 
特別点検

結果 

運転開始後

経過年数

高温部の 

有無 

放射線の 

有無 

振動の 

有無 

設置環境 
供給 

塩化物量 

耐火要求

の有無
選定 選定 

屋内 屋外 

① 
原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機海水系配管

トレンチ，廃棄物処理棟及び廃棄物処理建屋含む） 

MS-1，

重*2，設*3
39  

○ 

（ペデスタル）

○ 

（ペデスタル, 

一次遮へい壁）

○ 

（非常用ディーゼ

ル発電機基礎） 

一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － ◎  

高温部及び放射線の影

響，屋内で仕上げ無し 

② タービン建屋 MS-1 39  

◇ ◇ ○ 

（タービン発電機

架台） 

一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ － ◎ ◎ 

振動の影響，屋内で仕上

げ無し，特別点検結果（中

性化深さ） 

③ 取水口構造物 
MS-1，

重*2 
39  － － －  仕上げ無し 

○ 

(海水と接触)
－ ◎ ◎ 

屋外で仕上げ無し，供給

塩化物量の影響，特別点

検結果（塩分浸透及び中

性化深さ） 

④ 排気筒基礎*4 
MS-1，

重*2 
39  － － －  仕上げ有り ◇    

 

⑤ 使用済燃料乾式貯蔵建屋 PS-2 16 ◇ ◇ － 一部仕上げ無し 仕上げ有り ◇ －    

⑥ 防潮堤 設*3 0 － － －  仕上げ無し ◇     

⑦ 常設低圧代替注水系格納槽 重*2 0 － － － 仕上げ無し 埋設*5 － －    

⑧ 
常設代替高圧電源装置置場（軽油貯蔵タンク基礎

及びカルバート含む） 

MS-1，

重*2 
0 － － － 一部仕上げ無し 埋設*5 － －   

 

⑨ SA用海水ピット（取水塔含む） 重*2 0 － － －  埋設*5 
○ 

(海水と接触)
   

 

⑩ 緊急用海水ポンプピット 重*2 0 － － － 仕上げ無し 埋設*5 
○ 

(海水と接触)
－   

 

⑪ 格納容器圧力逃がし装置格納槽(カルバート含む) 重*2 0 － － － 一部仕上げ無し 埋設*5 － －    

⑫ 
緊急時対策所建屋（発電機燃料油貯蔵タンク基礎

含む） 
重*2 0 － － － 仕上げ有り 仕上げ有り － －   

 

⑬ 西側淡水貯水設備 重*2 0 － － － 仕上げ有り 埋設*5 －     

⑭ 堰 設*3 0 － － － 仕上げ有り  －     

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物を示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 
*4：新規制基準への適合のため部分改修予定であるが，保守的に既存部として評価する 
*5：環境条件の区分として，土中は一般の環境に区分されることから，他の屋外で仕上げが無い構造物で代表させる 

【凡例】 
○：影響大 
◇：影響小 
－：影響極小，又は無し 



 

 

 

－
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表 3-10-1 コンクリート構造物及び鉄骨構造物の主な仕様（2/2） 

対象構造物 

（鉄骨構造物） 
重要度*1 

運転開始後

経過年数 

使用条件等 

選定理由 設置環境 

使用材料 選定 

屋内 屋外 

① 
原子炉建屋（廃棄物処理棟及び廃棄物処理

建屋含む）（鉄骨部） 
MS-1，重*2 39 仕上げ有り  炭素鋼 ◎ 運転開始後経過年数 

② タービン建屋（鉄骨部） MS-1 39 仕上げ有り  炭素鋼 ◎ 運転開始後経過年数 

③ 使用済燃料乾式貯蔵建屋（鉄骨部） PS-2 16 仕上げ有り  炭素鋼   

④ 防潮堤 設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼   

⑤ 防潮扉 設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼   

⑥ 放水路ゲート MS-1，設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼   

⑦ 構内排水路逆流防止設備 設*3 0  仕上げ有り ステンレス鋼   

⑧ 貯留堰 設*3，重*2 0  仕上げ無し 炭素鋼   

⑨ 浸水防止蓋 設*3 0  仕上げ有り 炭素鋼，ステンレス鋼   

⑩ 水密扉 設*3 0*4  仕上げ有り 炭素鋼，ステンレス鋼   

⑪ 堰及び止水板 設*3 0 仕上げ有り  炭素鋼   

*1：設備を支持するものであり,最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物を示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物を示す 

*4：一部設置されているが，使用前検査の合格をもって供用開始とする 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では対象構造物に想定される高経年

化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 熱による強度低下［原子炉建屋（原子炉圧力容器ペデスタル）］ 

b. 放射線照射による強度低下［原子炉建屋（原子炉圧力容器ペデスタル，一次遮へい壁）]  

c. 中性化による強度低下［タービン建屋，取水口構造物］ 

d. 塩分浸透による強度低下［取水口構造物]  

e. 機械振動による強度低下［原子炉建屋（非常用ディーゼル発電機基礎）］ 

f. 熱による遮蔽能力低下［原子炉建屋（ガンマ線遮へい壁）]  

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に関する

整理を実施し，その結果を表 3.10-2に示す。 

表 3.10-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進

展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣化事象は抽

出されなかった。 

 
表3.10-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象構造物・経年劣化事象の整理 

（コンクリート構造物及び鉄骨構造物） 

機器名称 
冷温停止状態での経年劣化事象の整理 

再評価 
要否判断 備考 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

原子炉建屋（非常用ディーゼ
ル発電機海水配管トレンチ，
廃棄物処理棟及び廃棄物処理
建屋含む） 

△ △ △ △ △ △ 否  

タービン建屋 ― ― △ △ ― ― 否  

取水口構造物 ― ― △ △ ― ― 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が継続的運転を前提とした場合

より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がない経

年劣化事象 

―：代表構造物で評価 

 



 

－ 3.10-5 － 

(3) 代表機器以外への展開 

コンクリート構造物及び鉄骨構造物とも，各グループ内の構造物が同一の材料を使用

しており，また使用環境等の条件が厳しい代表構造物で健全性を評価しているため，グ

ループ内全構造物への展開は不要である。 



－ 3.11-1 － 

3.11 計測制御設備 

3.11.1 計測装置 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している計測装置の主な仕様を表 3.11.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① RHRポンプ吐出圧力計測装置 

② D/G機関冷却水入口圧力計測装置 

③ 主蒸気管トンネル温度計測装置 

④ サプレッション・プール水温度計測装置 

⑤ RCIC系統流量計測装置 

⑥ 原子炉水位計測装置 

⑦ スクラム排出容器水位計測装置 

⑧ SRNM 

⑨ 原子炉建屋換気系放射線計測装置 

⑩ 地震加速度計測装置 

⑪ 格納容器内水素濃度計測装置 

⑫ 格納容器内酸素濃度計測装置 

 

 



 

 

－
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表 3.11.1-1（1/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 ダイヤフラム式 

RHR ポンプ吐出圧力 
LPCS ポンプ吐出圧力 

ADS 作動*4 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高） ○ 
（一時） 

◎ 重要度， 
重*2， 
使用条件 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 
格納容器圧力 
主蒸気管圧力 
主復水器真空度 

スクラム 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
HPCS 起動 
D/G 起動 
ADS 作動 

MS-1 

原子炉建屋／
タービン建屋

40.0（最高）

－  

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
－  

中央制御室 32.2（最高）

格納容器圧力 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高）

－  
中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力 
格納容器圧力 
常設高圧代替注水系ポン
プ吐出圧力*3 
代替循環冷却系ポンプ吐
出圧力*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

－  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
*4：冷温停止時に機能要求が無いことを示す 
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表3.11.1-1（2/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

圧力 

ベローズ式 
D/G 機関冷却水入口圧力 
D/G 機関潤滑油入口圧力 

D/G トリップ MS-1 D/G 室 40（最高） 
○ 

（一時） 
◎ 重要度，

使用条件 

シールド 
ピストン式 

CV 急速閉検出用圧力 スクラム MS-1 

ヒーター 
ルーム 

48.9（最高）

－ ◎  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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表 3.11.1-1（3/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

温度 

熱電対式 

主蒸気管トンネル温度 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 

MS-1 
主蒸気管 
トンネル室 

60.0（最高）
－ ◎ 重要度，

使用条件 中央制御室 32.2（最高）

FCS 入口ガス温度 FCS 制御 MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高） ○ 

(一時) 
 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉圧力容器温度 監視 重*2 
原子炉格納 
容器内 

73.9（最高）
－  

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内温度*3 監視 重*2 
原子炉格納 
容器内 

65.6（最高）
－ 

 

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

－  
中央制御室 32.2（最高）

代替循環冷却系ポンプ 
入口温度*3 

監視 重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

－  
中央制御室 32.2（最高）

測温抵抗体式 

サプレッション・プール
水温度 

監視 MS-2 
サプレッショ
ン・プール内

32（最高） ○ 
（一時） 

◎ 重要度 
中央制御室 32.2（最高）

サプレッション・プール
水温度*3 

監視 重*2 
サプレッショ
ン・プール内

32（最高） 
－  

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プール温度*3 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

－  
中央制御室 32.2（最高）

格納容器下部水温*3 監視 重*2 
ペデスタル 57（最高） 

－  
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
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表3.11.1-1（4/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

流量 ダイヤフラム式 

RCIC 系統流量 
RCIC 制御 
監視 

MS-1 
重*2 

RCIC ポンプ室 65.6（最高）
－ ◎

重要度，
重*2 

中央制御室 32.2（最高）

主蒸気管流量 
FCS 入口ガス流量 

MSIV 隔離*5 
PCIS 作動*5 
FCS 制御 

MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高）

○*4 
（一時） 

 
中央制御室 32.2（最高）

RHR 系統流量 
LPCS 系統流量 
HPCS 系統流量 

監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
○ 

（一時） 

 

中央制御室 32.2（最高）

低圧代替注水系原子炉注
水流量*3 
低圧代替注水系格納容器
スプレイ流量*3 
低圧代替注水系格納容器
下部注水流量*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

－  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
*4：主蒸気管流量計測装置を除く 
*5：冷温停止時に機能要求が無いことを示す 
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表3.11.1-1（5/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

水位 ダイヤフラム式 

原子炉水位 

RCIC 起動*4 
LPCS 起動 
RHR 起動 
ADS 作動*4 

監視 

MS-1 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）
○ 

（一時） 
◎

重要度，
重*2 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 
サプレッション・プール
水位 

スクラム*4 
PCIS 作動*4 
FRVS/SGTS 起
動 
MSIV 隔離*4 
RCIC 起動*4 
HPCS 起動 
LPCS 起動 
RHR 起動 
D/G 起動 
ADS 作動*4 
HPCS 水源切替

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）

○ 
（一時） 

 

中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋 40.0（最高） ○ 
（一時） 

 
中央制御室 32.2（最高）

原子炉水位 
サプレッション・プール
水位 

監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高） ○ 

（一時） 

 

中央制御室 32.2（最高）

代替淡水貯槽水位*3 監視 重*2 
常設低圧代替
注水系格納槽

40（最高） 
－  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
*4：冷温停止時に機能要求が無いことを示す 
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表3.11.1-1（6/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

水位 

フロート式 

スクラム排出容器水位 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高） ○ 

（一時） 
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

D/G デイタンク液位 液位制御 MS-2 D/G 室 40（最高） 
○ 

（連続） 
 

ガイドパルス式 使用済燃料プール水位*4 監視 重*2 
原子炉建屋 65（最高） 

－ ◎  
中央制御室 32.2（最高）

電極式 格納容器下部水位*4 監視 重*2 
ペデスタル 57（最高） 

－ ◎  
中央制御室 32.2（最高）

電波式 

取水ピット水位*4 監視 設*3 
屋外 40（最高） 

－ ◎ 使用条件 
中央制御室 32.2（最高）

西側淡水貯水設備水位*4 監視 重*2 

常設代替高圧
電源装置置場

40（最高） 
－  

中央制御室 32.2（最高）

圧力式 潮位*4 監視 設*3 
屋外 40（最高） 

－ ◎  
中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 
*4：新規に設置される機器 
 



 

 

－
 
3.

11
-8

 －
 

表3.11.1-1（7/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

中性子束 核分裂電離箱式 

SRNM 
スクラム 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉内 302（最高） 
○ 

（一時） 
◎

重要度， 
使用条件 

原子炉建屋 40.0（最高）

中央制御室 32.2（最高）

LPRM 
スクラム 
監視 

MS-1 
重*2 

原子炉内 302（最高） 
－  

中央制御室 32.2（最高）

放射線 

イオンチェンバ
式 

主蒸気管放射線 
スクラム 
MSIV 隔離 
PCIS 作動 

MS-1 

主蒸気管 
トンネル室 

60.0（最高）
－ ◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器雰囲気放射線 監視 
MS-2 
重*2 

原子炉建屋／
サンドクッシ
ョンエリア 

65.6（最高）
－  

中央制御室 32.2（最高）

使用済燃料プールエリア
放射線*3 

監視 重*2 
原子炉建屋 40.0（最高）

－  
中央制御室 32.2（最高）

半導体式 原子炉建屋換気系放射線

FRVS/SGTS 
起動 
PCIS 作動*4 
中央制御室 
換気系隔離 

MS-1 

原子炉建屋 40.0（最高）
○ 

（一時） 
◎  

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
*4：冷温停止時に機能要求が無いことを示す 
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表3.11.1-1（8/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

振動 倒立振子式 地震加速度 スクラム MS-1 
原子炉建屋 40.0（最高） ○ 

（一時） 
◎  

中央制御室 32.2（最高）

濃度 

熱伝導式 

格納容器内水素濃度 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高） ○ 

（一時） 
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内水素濃度*3 
原子炉建屋水素濃度*3 

監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

－  電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

触媒式 原子炉建屋水素濃度*3 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

－ ◎  電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

磁気式 

格納容器内酸素濃度 監視 MS-2 
原子炉建屋 40.0（最高） ○ 

（一時） 
◎ 重要度 

中央制御室 32.2（最高）

格納容器内酸素濃度*3 監視 重*2 

原子炉建屋 40.0（最高）

－  電気室 40（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
*3：新規に設置される機器 
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表3.11.1-1（9/9） 計測装置の主な仕様 

分類基準 

主な計測装置名称 
主な仕様 

（信号用途）

選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器
（運転状態）

選
定

選定理由 
計測対象 検出部型式 重要度*1

使用条件 

設置場所 周囲温度（℃）

位置 
リミットスイッ
チ式 

MSV 位置 スクラム MS-1 

ヒーター 
ルーム 

48.9（最高）
－ ◎  

中央制御室 32.2（最高）

回転速度 
電磁ピックアッ
プ式 

RCIC タービン回転速度 
RCIC トリッ
プ 
監視 

MS-1 

RCIC ポンプ室 65.6（最高）

－ ◎  空調機械室 50（最高） 

中央制御室 32.2（最高）

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 



 

－ 3.11-11 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. サンプルポンプモータの絶縁特性低下［格納容器内水素濃度計測装置，格納容

器内酸素濃度計測装置］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.11.1-2 に示す。 

表 3.11.1-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

  表3.11.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 
経年劣化事象の整理 再評価 

要否判断 
備考 

a. 

格納容器内水素濃度計測装置 
サンプルポンプモータ 

△ 否  

格納容器内酸素濃度計測装置 
サンプルポンプモータ 

△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前

提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・

進展がない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

  



 

－ 3.11-12 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



 

－ 3.11-13 － 

3.11.2 補助継電器盤 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している補助継電器盤の主な仕様を表 3.11.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 原子炉保護系(A)継電器盤 



 

 

－
 
3.

11
-1

4 －
 

表 3.11.2-1 補助継電器盤の主な仕様 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

(mm) 

選定基準 
冷温停止

状態維持に

必要な機器

(運転状態)

選定 選定理由 
重要度*1

使用条件 

型式 
設置 

場所 
設置場所 

周囲温度 

(℃) 

補助継電

器盤 
屋内 

原子炉保護系(A)継電器盤（3） 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時) ◎ 重要度 

原子炉保護 

上の重要性 
原子炉保護系(B)継電器盤（3） 2,400×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

残留熱除去系(B),(C)補助継電器盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

原子炉隔離時冷却系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2 －  

原子炉格納容器内側隔離系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2 ○(一時)  

原子炉格納容器外側隔離系継電器盤（1） 610×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2 ○(一時)  

高圧炉心スプレイ系継電器盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2 ○(一時)  

自動減圧系(A)継電器盤（1） 1,524×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2 －  

自動減圧系(B)継電器盤（1） 914×2,286×914 MS-1，重*2
中央制御室 32.2 －  

低圧炉心スプレイ系,残留熱除去系(A) 

補助継電器盤（1） 
1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

タービン補機補助継電器盤（1） 3,810×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

プロセス計装盤 1(1) 1,200×2,286×914 MS-2，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

プロセス計装盤 2(1) 762×2,286×914 MS-2，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

  



 

－ 3.11-15 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

  



 

－ 3.11-16 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



 

－ 3.11-17 － 

3.11.3 操作制御盤 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している操作制御盤の主な仕様を表 3.11.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 原子炉制御操作盤 
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表 3.11.3-1(1/2) 操作制御盤の主な仕様 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

(運転状態)

選定 選定理由 
型式 

設置

場所
重要度*1 

使用条件 

設置場所 
周囲温度

(℃) 

操作制

御盤 
屋内

原子炉制御操作盤（1） 4,402×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(連続) ◎ 重要度 

原子炉保護

上の重要性 

原子炉補機操作盤（1） 2,811×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(連続)  

緊急時炉心冷却系操作盤（1） 6,096×2,286×1,661 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(連続)  

所内電気操作盤（1） 3,200×2,286×1,661 MS-2，重*2 中央制御室 32.2 ○(連続)  

可燃性ガス濃度制御盤(A)（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

可燃性ガス濃度制御盤(B)（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(A)操作盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

プロセス放射線モニタ,起動領域モニタ(B)操作盤（1） 1,219×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

出力領域モニタ計装盤（6） 4,572×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 －  

窒素置換－空調換気制御盤（1） 1,829×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(連続)  

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(A)操作盤（1） 2,440×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

非常用ガス処理系，非常用ガス再循環系(B)操作盤（1） 2,440×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

原子炉保護系1Aトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

原子炉保護系1Bトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

原子炉保護系2Aトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

原子炉保護系2Bトリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅰ-1トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

緊急時炉心冷却系DIV-Ⅱ-1トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

高圧炉心スプレイ系トリップユニット盤（1） 762×2,286×914 MS-1 中央制御室 32.2 ○(一時)  

格納容器雰囲気監視系(A)操作盤（1） 760×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

格納容器雰囲気監視系(B)操作盤（1） 760×2,286×914 MS-1，重*2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

サプレッション・プール温度記録計盤(A)（1） 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

サプレッション・プール温度記録計盤(B)（1） 762×2,286×914 MS-2 中央制御室 32.2 ○(一時)  

RCICタービン制御盤(1) 1,000×2,300×800 MS-1，重*2 空調機械室 50 －  

原子炉遠隔停止操作盤（1） 2,438×2,286×914 MS-2，重*2 電気室 40 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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表 3.11.3-1(2/2) 操作制御盤の主な仕様 

分類基準 

機器名称（面数） 

仕様 

(W×H×D) 

（㎜） 

選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

(運転状態)

選定 選定理由 
型式 

設置

場所
重要度*1

使用条件 

設置場所 
周囲温

度(℃)

操作制

御盤 
屋内

SA 監視操作設備*4 － 重*2 中央制御室 32.2 －   

高圧代替注水系制御盤（1）*4 1,050×2,275×600 重*2 中央制御室 32.2 －  

常設代替高圧電源装置遠隔操作盤（1）*4 800×2,200×670 重*2 中央制御室 32.2 －  

潮位監視盤（1）*4 750×1,725×500 設*3 中央制御室 32.2 －  

津波・構内監視設備*4 － 設*3 
中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/ 

40 
－  

使用済燃料プール監視設備*4 － 重*2 
中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/ 

40 
－  

緊急時対策所用非常用換気空調設備操作盤（4）*4 1,000×2,300×1,000*5 重*2 緊急時対策所 40 －  

緊急時対策所用災害対策本部操作盤（1）*4 1,500×2,300×1,500 重*2 緊急時対策所 40 －  

安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ伝

送設備*4 
－ 重*2 

中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/ 

40 
－  

衛星電話設備*4 － 重*2 
中央制御室/ 

緊急時対策所

32.2/ 

40 
－  

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設

備*4 
－ 重*2 緊急時対策所 40 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す  

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：設計基準対象施設として評価対象とした機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

*5：1 面あたりの仕様を示す 

 

  



 

－ 3.11-20 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

  



 

－ 3.11-21 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

 



－ 3.12-1 － 

3.12 空調設備 

3.12.1 ファン 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用しているファンの主な仕様を表 3.12.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 非常用ガス再循環系排風機 

② 中央制御室ブースターファン 

③ 中央制御室排気ファン 

④ ディーゼル室換気系ルーフベントファン 

 



 

－
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表 3.12.1-1 ファンの主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 
冷温停止状態維
持に必要な機器
(運転状態） 

選定 選定理由 
型式 駆動方式 

仕様 
重要度*1 

使用条件 

流量×静圧 
（m3/h×Pa） 

運転状態 

遠心式 

直結型 

非常用ガス処理系排風機*2 3,570×1,500 
MS-1 
重*3 

一時 ○（一時）  
重要度 

運転状態 
流量 

非常用ガス再循環系排風機 17,000×5,227 
MS-1 
重*3 

一時 ○（一時） ◎ 

直動型 
中央制御室ブースターファン*2 5,100×2,110 

MS-1 
重*3 一時 ○（一時） ◎ 

重要度 

緊急時対策所非常用送風機*2 5,000×5,600 重*3 一時 ―  

軸流式 

ベルト駆動 中央制御室排気ファン 3,400×196 MS-1 連続 ○（連続） ◎  

直動型 
ディーゼル室換気系ルーフベン
トファン 

71,400×216 MS-1 一時 ○（一時） ◎  

◎：代表機器 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 *2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



－ 3.12-3 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.12.1-2 に示す。 

表 3.12.1-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.12.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

非常用ガス再循環系排

風機 
△ 否  

中央制御室ブースター

ファン 
△ 否  

中央制御室排気ファン △ 否  

ディーゼル室換気系ル

ーフベントファン 
△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

  



－ 3.12-4 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以

下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程

度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］  



－ 3.12-5 － 

3.12.2 空調機 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用している空調機の主な仕様を表 3.12.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 残留熱除去系ポンプ室空調機 

② 中央制御室エアハンドリングユニットファン 

 



 

－
 
3.

12
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表 3.12.2-1 空調機の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 
冷温停止状態維
持に必要な機器 
(運転状態） 

選定 選定理由 
内部流体*1 

仕様 
重要度*2

使用条件 

流量×静圧 
（m3/h×Pa） 

運転状態 

海水 

高圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 
一時 

(1 回/月)
○（一時）  

重要度 

運転状態 

低圧炉心スプレイ系ポンプ室空調機 11,800×490 MS-1 
一時 

(1 回/月)
○（一時）  

残留熱除去系ポンプ室空調機 6,800×340 MS-1 一時*3 ○（一時） ◎ 

純水 中央制御室エアハンドリングユニットファン*4 42,500×1,560 
MS-1 
重*5 

連続 ○（連続） ◎  

◎：代表機器 

*1：冷却コイル内部流体を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：1 回/月（残留熱除去系 B,C ポンプ室）及び 2回/月（残留熱除去系 Aポンプ室） 

*4：新規に設置される機器 

*5：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 

 

 



－ 3.12-7 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.12.2-2 に示す。 

表 3.12.2-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.12.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

残留熱除去系ポンプ室

空調機 
△ 否  

中央制御室エアハンド

リングユニットファン 
△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

 

  



－ 3.12-8 － 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以

下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程

度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共

通］ 

 

 

  



－ 3.12-9 － 

3.12.3 冷凍機 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している冷凍機の主な仕様を表 3.12.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書

（断続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前

提とした評価においても同様に対象機器とした。 

 

表 3.12.3-1 冷凍機の主な仕様 

型式 機器名称 
仕様 

重要度 
使用条件 冷温停止状態維

持に必要な機器
(運転状態） 冷却能力（W） 運転状態 

スクリュー式 
中央制御室 

チラーユニット
210,000 MS-1 連続 ○（連続） 

 



  

－ 3.12-10 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では対象機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. モータ（低圧，開放型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［冷

水ポンプ］ 

 

b. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［圧

縮機］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表 3.12.3-2 に示す。 

表 3.12.3-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.12.3-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

中央制御室チラーユニット △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

 

  



  

－ 3.12-11 － 

3.12.4 フィルタユニット 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用しているフィルタユニットの主な仕様を表 3.12.4-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 非常用ガス再循環系フィルタトレイン 
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表 3.12.4-1 フィルタユニットの主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 冷温停止状態維持に
必要な機器 

(運転状態） 
選定 選定理由 

材料*1 
仕様 

重要度*2 
使用条件 

流量(m3/h) 運転状態 

ステンレス鋼 

非常用ガス再循環系フィルタトレイン 17,000 
MS-1 

重*3 
一時 ○（一時） ◎ 

重要度 

運転状態 

流量 

非常用ガス処理系フィルタトレイン 3,570 
MS-1 

重*3 
一時 ○（一時）   

中央制御室換気系フィルタユニット 5,100 
MS-1 

重*3 
一時 ○（一時）   

緊急時対策所非常用フィルタ装置*4 5,000 重*3 一時 ―   

*1：ケーシングの材料を示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

 



  

－ 3.12-13 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

  



  

－ 3.12-14 － 

3.12.5 ダクト 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用しているダクトの主な仕様を表 3.12.5-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 中央制御室換気系ダクト（角ダクト） 

② 原子炉建屋換気系ダクト（丸ダクト） 
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表 3.12.5-1 ダクトの主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 冷温停止状態維持

に必要な機器 

(運転状態） 

選定 選定理由 
型式 材料 

仕様 
重要度*2 

使用条件 

流量*1(m3/h) 運転状態 

角ダクト 亜鉛メッキ鋼板 

中央制御室換気系ダクト 42,500 
MS-1 

重*3 
連続 〇（連続） ◎ 

重要度 

運転状態 

ディーゼル室換気系ダクト 71,400 MS-1 一時 ○（一時）  

丸ダクト 炭素鋼 

中央制御室換気系ダクト 42,500 MS-1 連続 〇（連続）  

重要度 

運転状態 

流量 
原子炉建屋換気系ダクト 231,200 MS-1 連続 〇（連続） ◎ 

◎：代表機器 

*1：仕様が異なる機器がある場合は，仕様の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

 



  

－ 3.12-16 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



  

－ 3.12-17 － 

3.12.6 ダンパ及び弁 

(1)代表機器の選定 

東海第二で使用しているダンパ及び弁の主な仕様を表 3.12.6-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 中央制御室換気系ファン AH2-9 入口ダンパ 

② 中央制御室換気系ファン AH2-9 出口グラビティダンパ 

③ 中央制御室換気系再循環フィルタ装置ラインダンパ 

④ 原子炉建屋換気系 C/S 隔離弁 

⑤ 中央制御室換気系隔離弁 
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表 3.12.6-1(1/2) ダンパ及び弁の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

選定基準 冷温停止状態 

維持に必要な 

機器(運転状態）
選定

代表ダンパ 

及び弁 
選定理由 

型式 駆動方式 
仕様 

重要度*2 
使用条件 

流量*1(m3/h) 運転状態 

ダンパ 

空気作動式
中央制御室換気系空気作動式ダンパ 

42,500 MS-1 連続 〇（連続） ◎ 中央制御室換気

系ファンAH2-9入

口ダンパ 

重要度 

運転状態 5,100 MS-1，重*3 一時 〇（一時）  

ディーゼル室換気系空気作動式ダンパ 95,000 MS-1 一時 〇（一時）  

重力式 

非常用ガス処理系グラビティダンパ 3,570 MS-1，重*3 一時 〇（一時）  中央制御室換気

系ファンAH2-9出

口グラビティダ

ンパ 

重要度 

運転状態 

非常用ガス再循環系グラビティダンパ 17,000 MS-1，重*3 一時 〇（一時）  

中央制御室換気系グラビティダンパ 
42,500 MS-1，重*3 連続 〇（連続） ◎ 

5,100 MS-1，重*3 一時 〇（一時）  

ディーゼル室換気系グラビティダンパ 71,400 MS-1 一時 ○（一時）  

緊急時対策所換気系グラビティダンパ*4 5,000 重*3 一時 ―  

手動式 中央制御室換気系手動式ダンパ 

3,400 MS-1 一時 〇（一時）  
中央制御室換気

系再循環フィル

タ装置ラインダ

ンパ 

重要度 

運転状態 

流量 
5,100 MS-1，重*3 一時 〇（一時） ◎ 

◎：代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 
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表 3.12.6-1(2/2) ダンパ及び弁の主な仕様 

◎：代表機器 

*1：流量が異なる機器がある場合は，流量の最大のものを示す 

*2：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*4：新規に設置される機器 

 

分類基準 

機器名称 

選定基準 冷温停止状態 

維持に必要な 

機器(運転状態） 
選定 

代表ダンパ 

及び弁 
選定理由 

型式 駆動方式 
仕様 

重要度*2 
使用条件 

流量*1(m3/h) 運転状態 

バタフラ

イ弁 

空気作動式 原子炉建屋換気系隔離弁 231,200 MS-1 連続 〇（連続） ◎ 原子炉建屋換気系C/S隔離弁  

電動式 中央制御室換気系隔離弁
3,400 MS-1，重*3 連続 〇（連続） ◎ 中央制御室換気系隔離弁 重要度 

運転状態 34,800*4 MS-1 一時 〇（一時）  



  

－ 3.12-20 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 



－ 3.13-1 － 

3.13 機械設備 

3.13.1 制御棒 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している制御棒の主な仕様を表 3.13.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①ボロン・カーバイド型制御棒 

 

表 3.13.1-1  制御棒の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 
冷温停止状態維

持に必要な機器
最高使用圧力*2

（MPa） 

最高使用温度 

（℃） 

ボロン・カーバイド型

制御棒 
MS-1，重*3 8.62 302 ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：環境の最高使用圧力を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 



－ 3.13-2 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では制御棒に想定される高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 制御材被覆管，シース，タイロッド，ピン，上部ハンドルの照射誘起型応力腐食

割れ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.13.1-2に示す。 

表3.13.1-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.13.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

ボロン・カーバイド型

制御棒 
△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.13.2 制御棒駆動機構 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している制御棒駆動機構の主な仕様を表 3.13.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①制御棒駆動機構 

 

表 3.13.2-1  制御棒駆動機構の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 冷温停止状態維

持に必要な機器

（運転状態） 

運転 

状態 

最高使用圧力*2

（MPa） 

最高使用温度 

 (℃) 

制御棒駆動機構 MS-1，重*3 連続 8.62 302 
○ 

（連続） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：環境の最高使用圧力を示す 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 

 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では制御棒駆動機構に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



－ 3.13-4 － 

3.13.3 水圧制御ユニット 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している水圧制御ユニットの主な仕様を表 3.13.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①水圧制御ユニット 

 

表 3.13.3-1 水圧制御ユニットの主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 冷温停止状態維

持に必要な機器

（運転状態） 
運転

状態

最高使用圧力

（MPa） 

最高使用温度 

 (℃) 

水圧制御ユニット MS-1，重*2 一時 12.06 66 
○ 

（一時） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 

 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では水圧制御ユニットに想定

される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 
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3.13.4 ディーゼル機関 

3.13.4.1 ディーゼル機関本体 

(1) 対象機器 

東海第二で使用しているディーゼル機関本体の主な仕様を表 3.13.4.1-1 に示

す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書

（断続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前

提とした評価においても同様に対象機器とした。 

 

①非常用ディーゼル機関（2C，2D 号機） 

②高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関 

③常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関） 

 

表 3.13.4.1-1  ディーゼル機関本体の主な仕様 

機器名称 

選定基準 冷温停止状

態維持に必

要な機器 

（運転状態） 

選定 選定理由
重要度*1 

使用条件 

運転

状態

仕様 

（機関出力×回転速度）

非常用ディーゼ

ル機関（2C，2D

号機） 

MS-1， 

重*3 
一時*2 5,502 kW×429 rpm 

○ 

（一時） 
◎ 

重要度，

運転状態

及び仕様

（機関出

力） 

高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル

機関 

MS-1， 

重*3 
一時*2 3,052 kW×429 rpm 

○ 

（一時） 
 

緊急時対策所用

発電機ディーゼ

ル機関*4 

重*3 一時*2 1,450 kW×1,500 rpm －  

常設代替高圧電

源装置（ディー

ゼル機関） 

重*3 一時*2 1,450 kW×1,500 rpm 
○ 

（一時） 
 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：通常は待機，定期的（運転回数：約 20 回/年，運転時間：約 40 時間/年）に定例試験を

実施 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 

*4：新規に設置される機器  
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。  

 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定さ

れる高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。  
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3.13.4.2 ディーゼル機関付属設備 

(1) 対象機器 

東海第二で使用しているディーゼル機関付属設備の主な仕様を表 3.13.4.2-1

に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価

書（断続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持

を前提とした評価においても同様に対象機器とした。 

 

①非常用ディーゼル機関（2C,2D 号機）付属設備 

②高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関付属設備 

③常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備 

 

  



 

 

－
 
3.

13
-8

 －

表 3.13.4.2-1  ディーゼル機関付属設備の主な仕様 

機器名称 重要度*1 

使用条件 冷温停止状態維持

に必要な機器 

（運転状態） 

選定 選定理由 最高使用圧力

（MPa） 

最高使用温度

（℃） 

非常用ディーゼル機関（2C，2D 

号機）付属設備 

始動空気系 MS-1，重*2 3.2 45 

○（一時） ◎ 

ディーゼル

機関本体の

選定機器に

合わせる 

潤滑油系 MS-1，重*2 0.78 70 

冷却水系 MS-1，重*2 
純水 0.25 純水 80 

海水 0.70 海水 50 

燃料油系*3 MS-1，重*2 1.0 55 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

機関付属設備 

始動空気系 MS-1，重*2 3.2 45 

○（一時）  

潤滑油系 MS-1，重*2 0.78 70 

冷却水系 MS-1，重*2 
純水 0.25 純水 80 

海水 0.70 海水 50 

燃料油系*3 MS-1，重*2 1.0 55 

緊急時対策所用発電機ディーゼル 

機関付属設備*3 
燃料油系 重*2 0.5 45 －  

常設代替高圧電源装置（ディーゼ

ル機関）付属設備*3 
燃料油系 重*2 1.0 55 ○（一時）  

補機駆動用燃料設備*3*4 燃料油系 重*2 静水頭*5 60*5 －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器を含む 

*4：可搬型重大事故等対処設備（ディーゼル機関を含む）に可搬型の機器を用いて軽油を供給する設備 

*5：可搬型設備用軽油タンクの仕様を示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」ではディーゼル機関付属設

備に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出

した。  

 

a. ポンプモータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶

縁特性低下［燃料油系燃料移送ポンプモータ］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展

に関する整理を実施し，その結果を表3.13.4.2-2に示す。 

表3.13.4.2-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経

年劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.13.4.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

非常用ディーゼル機関

（2C，2D号機）付属設備 
△ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

 

(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」で代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以

下の事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同

程度か，以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. ポンプモータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶

縁特性低下［燃料油系燃料移送ポンプモータ］［高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル機関付属設備，常設代替高圧電源装置（ディーゼル機関）付属設備］，

［燃料油系給油ポンプモータ］［緊急時対策所用発電機ディーゼル機関付属

設備］ 
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3.13.5 可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している可燃性ガス濃度制御系再結合装置の主な仕様を表 3.13.5-1 

に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

 

表 3.13.5-1  可燃性ガス濃度制御系再結合装置の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度＊1 部位 

使用条件 冷温停止状態

維持に必要な

機器 

（運転状態）

運転

状態

最高使

用圧力

（MPa）

最高使

用温度 

（℃） 

可燃性ガス

濃度制御系

再結合装置 

340 m3[N]/h MS-1 

ブロワ，ブ

ロワキャン

一時 0.31 

171  

○ 

（一時） 

加熱管 777 

再結合器 777 

冷却器 777  

気水分離器 171 

配管及び弁 777 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では可燃性ガス濃度制御系再

結合装置に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を

抽出した。 

 

a. 加熱器エレメントの絶縁特性低下 

 

b. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［ブロワ用モータ（低圧，全

閉型）］ 

 

c. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［電動弁駆動部（屋内，交流）］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.13.5-2に示す。 

表3.13.5-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.13.5-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. 

可燃性ガス濃度制御

系再結合装置 
△ △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.13.6 燃料取替機 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している燃料取替機の主な仕様を表 3.13.6-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①燃料取替機 

 

表 3.13.6-1  燃料取替機の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度*1

使用条件 冷温停止状態維

持に必要な機器

（運転状態） 運転状態 使用温度（周囲温度） 

燃料取替機 450 kg PS-2 一時 
使用済燃料貯蔵プール内

10～52 ℃（50 ℃以下） 

○ 

（一時） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

  



 

－ 3.13-13 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では燃料取替機に想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. ロードセル（主ホイスト）の特性変化 

 

b. 電磁コイル［ブレーキ（主ホイスト用，マスト旋回用，ブリッジ走行用，トロリ

横行用）］，回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品［モータ（主ホイ

スト用，ブリッジ走行用，トロリ横行用）（低圧，直流，全閉型）］の絶縁特性低

下 

 

c. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［モータ（マスト旋回用）（低

圧，交流，全閉型）］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.13.6-2に示す。 

表3.13.6-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.13.6-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. 

燃料取替機 △ △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.13.7 燃料取扱クレーン 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している燃料取扱クレーンの主な仕様を表 3.13.7-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①原子炉建屋6階天井走行クレーン 

②DC建屋*天井クレーン 

*：使用済燃料乾式貯蔵建屋 

 

表 3.13.7-1  燃料取扱クレーンの主な仕様 

機器名称 仕様（容量） 重要度*1

使用条件 冷温停止状態維

持に必要な機器

（運転状態） 
運転状態

使用温度 

（℃） 

原子炉建屋 6階天井

走行クレーン 

主巻 125 ton 

補巻 5 ton，1 ton
PS-2 一時 常温 

○ 

（一時） 

DC建屋天井クレーン 130 ton PS-2 一時 常温 
○ 

（一時） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

  



 

－ 3.13-15 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では燃料取扱クレーンに想定

される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. モータ［原子炉建屋6階天井走行クレーン］［DC建屋天井クレーン］及び速度検出

器［DC建屋天井クレーン］の回転子コイル，固定子コイル及び口出線・接続部品

の絶縁特性低下 

 

b. ブレーキ電磁コイル絶縁特性低下［（主巻125 ton，補巻5 ton，補巻1 ton）原子

炉建屋6階天井走行クレーン］［DC建屋天井クレーン］ 

 

c. 計器用変圧器の絶縁特性低下［原子炉建屋6階天井走行クレーン］［DC建屋天井ク

レーン］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.13.7-2に示す。 

表3.13.7-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.13.7-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. 

原子炉建屋 6階天井

走行クレーン 
△ △ △ 否  

DC 建屋天井クレーン △ △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

  



 

－ 3.13-16 － 

3.13.8 制御用圧縮空気系設備 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している制御用圧縮空気系設備の主な仕様を表 3.13.8-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書

（断続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提

とした評価においても同様に対象機器とした。 

 

①制御用圧縮空気系設備 

 

表 3.13.8-1  制御用圧縮空気系設備の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度*1 

使用条件 
冷温停止状態維

持に必要な機器 

（運転状態） 

運転 

状態 

最高使用

圧力*3 

（MPa） 

最高使用 

温度*3 

（℃） 

制御用圧縮空

気系設備 
978 m3/h 高*2 連続 0.86 250 

○ 

（連続） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：圧縮機出口又はアフタークーラ入口の圧力及び温度を示す 

 

  



 

－ 3.13-17 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では制御用圧縮空気系設備に

想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. モータ（低圧，全閉型）の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［空

気圧縮機］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表3.13.8-2に示す。 

表3.13.8-2に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発

生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年劣

化事象は抽出されなかった。 

 

表3.13.8-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

制御用圧縮空気系設備 △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした

場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展がな

い経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 

  



 

－ 3.13-18 － 

3.13.9 気体廃棄物処理系付属設備 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している蒸気式空気抽出器の主な仕様を表3.13.9-1に示すが，冷温

停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表 3.13.9-1  蒸気式空気抽出器の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（容量） 
重要度*1

使用条件 冷温停止 

状態維持に

必要な機器
運転

状態

最高使用圧力

（MPa） 

最高使用温度 

 (℃) 

蒸気式空気

抽出器 
357.5 kg/h*3 高*2 連続

蒸気室：2.45 

水室側：1.38 

胴体側：0.35 

蒸気室：225 

水室側：63 

胴体側：164 

－ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：合計抽気量を示す 

  



 

－ 3.13-19 － 

3.13.10 新燃料貯蔵ラック 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している新燃料貯蔵ラックの主な仕様を表 3.13.10-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①新燃料貯蔵ラック 

 

表 3.13.10-1 新燃料貯蔵ラックの主な仕様 

機器名称 種類 重要度*1

使用条件 
冷温停止状態維

持に必要な機器最高使用圧力

（MPa） 

最高使用温度 

(℃) 

新燃料貯蔵

ラック 
縦形貯蔵方式 PS-2 大気圧 常温 ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では新燃料貯蔵ラックに想定

される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



 

－ 3.13-20 － 

3.13.11 補助ボイラ設備 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している補助ボイラ設備の主な仕様を表3.13.11-1に示すが，冷温

停止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表 3.13.11-1  補助ボイラ設備の主な仕様 

機器名称 
仕様 

（蒸発量） 
重要度*1

使用条件 冷温停止

状態維持

に必要な

機器 

運転

状態
機器名 

最高使

用圧力

（MPa）

最高使用温度

（℃） 

補助ボイ

ラ設備 
16 ton/h 高*2 連続 

ボイラ本体 0.98 

火炉側：286*3 

蒸気側：183.2 

給水側：100 

－ 

安全弁（ボイ

ラ本体） 

0.98 183.2 蒸気だめ 

蒸気系配管，

蒸気系弁 

給水ポンプ 1.37 

100 

脱気器給水

ポンプ 
0.77 

脱気器 0.098

ホットウェ

ルタンク 
大気圧

エゼクタ 0.78 183.2 

ブロータン

ク 
0.069 115 

給水タンク 静水頭

100 給水系配管，

給水系弁 
1.37 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：排ガス出口温度を示す 

  



 

－ 3.13-21 － 

3.13.12 廃棄物処理設備 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している廃棄物処理設備の主な仕様を表 3.13.12-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①濃縮廃液・廃液中和スラッジ系設備 

②機器ドレン系設備 

③減容固化系設備 

④雑固体減容処理設備高周波溶融炉設備 

⑤雑固体焼却系設備 

 

  



 

－ 3.13-22 － 

表 3.13.12-1  廃棄物処理設備の主な仕様 

設備名称 仕様 重要度*1 運転状態

使用条件 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

最高使

用圧力*3 

（MPa）

最高使用

温度*3 

(℃) 

濃縮廃液・廃液中和

スラッジ系設備 

1,500 m3/h *4 高*2 運転設備 1.98 149 ○ 

7.4 m3/h *5 高*2 
停止保管

設備 
1.04 105 － 

機器ドレン系設備 331 kWh *6 高*2 運転設備 1.04 159 ○ 

減容固化系設備 200 kg/h *7 高*2 運転設備 1.04 190 ○ 

雑固体減容処理設備

高周波溶融炉設備 
250 kg/h/個*8 高*2 運転設備 0.044 1,550 ○ 

雑固体焼却系設備 870 kW *9 高*2 運転設備 大気圧 1,100 ○ 

セメント混練固化系

設備 
300 ℃*10 高*2 運転設備 大気圧 350 － 

使用済樹脂貯蔵系設

備 
4.77 m3/h *11 高*2 

停止保管

設備 
1.96 65 － 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：最高使用温度が 95 ℃を超え，又は最高使用圧力が 1,900 kPa を超える環境下にある原

子炉格納容器外の重要度クラス 3の機器 

*3：設備内での最高使用温度及び最高使用圧力を示す 

*4：廃液濃縮器加熱器の処理流量を示す 

*5：廃液濃縮器補助循環ポンプの容量を示す 

*6：クラッドスラリ濃縮器加熱器の容量を示す 

*7：乾燥機の容量を示す 

*8：高周波溶融炉の処理能力を示す 

*9：焼却炉の焼却容量を示す 

*10：蒸発固化体乾燥機の処理能力を示す 

*11：使用済粉末樹脂ポンプの容量を示す 

  



 

－ 3.13-23 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では廃棄物処理設備に想定

される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



 

－ 3.13-24 － 

3.13.13 排気筒 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している排気筒の主な仕様を表 3.13.13-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①排気筒 

 

表 3.13.13-1  排気筒の主な仕様 

機器名称 種類 重要度*1 

使用条件 
冷温停止状

態維持に必

要な機器 

設計吹出

流速

（m/s） 

主要寸法 

（筒身高さ×内径） 

（m） 

主排気筒 
鉄塔支持型鋼製

（制震装置付）
MS-1 約 20 140×4.5 ○ 

非常用ガス処理

系排気筒 

主排気筒支持型

鋼製 
MS-1，重*2 約 8 140×0.4286 ○ 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示  

す 

 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では排気筒に想定される高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



 

－ 3.13-25 － 

3.13.14 使用済燃料乾式貯蔵容器 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している使用済燃料乾式貯蔵容器の主な仕様を表 3.13.14-1 に示

す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①使用済燃料乾式貯蔵容器 

 

表 3.13.14-1  使用済燃料乾式貯蔵容器の主な仕様 

機器名称 種類 重要度*1 号機*2 

使用条件 
冷温停止状

態維持に必

要な機器 

最高使

用圧力

（MPa）

最高使用温度 

（℃） 

使用済燃料乾式

貯蔵容器 

密封監視機

能付縦置円

筒型 

PS-2 

1～15, 

23*3,24*3 

1.0 

160 

（キャスク容器） 

210 

（バスケット） 

○ 16,17 

170 

（キャスク容器） 

260 

（バスケット） 

18～21*3 

160 

（キャスク容器） 

230 

（バスケット） 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：22 号機は欠番 

*3：新規に設置される機器 

 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では使用済燃料乾式貯蔵容器

に想定される高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

  



 

－ 3.13-26 － 

3.13.15 水素再結合器 

(1) 対象機器 

東海第二で使用される水素再結合器の主な仕様を表 3.13.15-1 に示すが，冷温停

止状態維持評価に必要な機器はない。 

 

表 3.13.15-1  水素再結合器の主な仕様 

機器名称 仕様 重要度

使用条件 
冷温停止状

態維持に必

要な機器 

最高使用

圧力

（MPa） 

最高使用

温度 

 (℃) 

静的触媒式水素

再結合器*1 

再結合効率：0.50 kg/h/個

（水素濃度4.0 vol％，大

気圧，100 ℃） 

重*2 － 300 － 

*1：新規に設置される機器 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示

す 

  



 

－ 3.13-27 － 

3.13.16 基礎ボルト 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している基礎ボルトの主な仕様を表 3.13.16-1 に示す。 

冷温停止状態維持評価に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断

続的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とし

た評価においても同様に対象機器とした。 

 

①機器付基礎ボルト 

②後打ちメカニカルアンカ 

③後打ちケミカルアンカ 

 

表 3.13.16-1  基礎ボルトの主な仕様 

機器名称 仕様 
冷温停止状態維持

に必要な機器 

機器付基礎ボルト 

管内部にボルトを通し，隙間部にモルタル等を充

填したものや，J 型等の形状のボルトをあらかじ

めコンクリート基礎に埋設してあるもの。 
○ 

後打ちメカニカル

アンカ 

施工後の基礎に打設するもので，基礎に穿孔し，

シールド打設後，テーパボルトを締め込むもの。
○ 

後打ちケミカルア

ンカ 

施工後の基礎に打設するもので，基礎に穿孔し，

アンカボルト打設することで樹脂を攪拌し固め，

ボルトを固定したもの。 
○ 

 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では基礎ボルトに想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象は抽出されなかった。 

 



－ 3.14-1 － 

3.14 電源設備 

3.14.1 高圧閉鎖配電盤 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している高圧閉鎖配電盤の主な仕様を表 3.14.1-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 非常用 M/C 

 

 

 



 

－
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表 3.14.1-1 高圧閉鎖配電盤の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定 選定理由 電圧 

区分 

型式 

（内蔵遮断器）

設置 

場所 

盤 

（定格電圧）

遮断器 

（定格電圧× 

定格遮断電流） 

重要度*1

使用条件 

定格電圧 定格電流

高圧 真空遮断器 屋内 

非常用 M/C AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 
MS-1 

重*2 
AC 6,900 V

2,000 A

1,200 A

○ 

（連続） 
◎ 重要度 

原子炉再循環ポンプ遮

断器 
AC 6,900 V AC 7,200 V×63 kA 

MS-3 

PS-3 

重*2 

AC 6,900 V 1,200 A －   

原子炉再循環ポンプ低

速度用電源装置遮断器
AC 7,200 V AC 7,200 V×40 kA 

PS-3 

重*2 
AC 6,900 V 1,200 A －   

常設代替高圧電源装置

遮断器盤 
AC 7,200 V AC 7,200 V×8 kA 重*2 AC 6,600 V 400 A －  

 

緊急用 M/C*3 AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 重*2 AC 6,900 V 1,200 A －  

 

緊急時対策所用 M/C*3 AC 7,200 V AC 7,200 V×63 kA 重*2 AC 6,900 V 1,200 A －  

 

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 主回路導体支持碍子，主回路断路部及び真空遮断器の断路部・絶縁フレーム・絶

縁支柱の絶縁特性低下 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.1-2 に示す。 

表 3.14.1-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.1-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

非常用M/C △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.14.2 動力用変圧器 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している動力用変圧器の主な仕様を表 3.14.2-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 非常用動力用変圧器 (2C，2D) 

 

 

 

 



 

－
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表 3.14.2-1 動力用変圧器の主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量）

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定 選定理由 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 

一次電圧 二次電圧 定格容量

高圧 乾式変圧器 屋内 

非常用動力用変圧器（2C，2D） 3,333 kVA
MS-1 

重*2 
AC 6,900 V AC 480 V 3,333 kVA

○ 

（連続） 
◎

重要度 

一次電圧 

二次電圧 

定格容量 
非常用動力用変圧器（HPCS） 600 kVA 

MS-1 

重*2 
AC 6,900 V AC 480 V 600 kVA

○ 

（連続） 
 

緊急用動力変圧器*3 2,000 kVA 重*2 AC 6,900 V AC 480 V 2,000 kVA －   

緊急時対策所用動力変圧器*3 1,400 kVA 重*2 AC 6,900 V AC 480 V 1,400 kVA －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 

b. 冷却ファンモータの固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.2-2 に示す。 

表 3.14.2-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.2-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

非常用動力用変圧器 (2C，2D) △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 
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3.14.3 低圧閉鎖配電盤 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している低圧閉鎖配電盤の主な仕様を表 3.14.3-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 非常用 P/C 

  ② 計測用 P/C 

 

 



 

－
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表 3.14.3-1 低圧閉鎖配電盤の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 
冷温停止 
状態維持に
必要な機器
（運転状態）

選定
選定 
理由 電圧 

区分 
型式 

(内蔵遮断器)
設置 
場所 

盤 
（定格電圧）

遮断器 

重要度*1

使用条件 

操作方式
定格 

(電圧×遮断電流) 
定格 
電圧 

遮断器
フレーム
電流 

低圧 

気中遮断器 

屋内 

非常用 P/C AC 480 V 
電磁 
電磁 

電動ばね

AC 600 V×40 kA 
AC 600 V×70 kA 
AC 600 V×50 kA 

MS-1 
重*2 

AC 480 V
4,000 A
2,000 A
1,200 A

○ 
（連続） 

◎

 
重要度 
定格電圧 

緊急用 P/C*3 AC 480 V 電動ばね AC 600 V×50 kA 重*2 AC 480 V
3,000 A
1,200 A

－  

緊急時対策
所用 P/C*3 

AC 480 V 電動ばね
AC 600 V×80 kA 
AC 600 V×63 kA 

重*2 AC 480 V
1,800 A
1,200 A

－  

125 V 直流
P/C 

DC 125 V 電磁 DC 250 V×50 kA 
MS-1 
重*2 

DC 125 V 1,600 A
○ 

（連続） 
 

緊急時対策
所用直流 125
V 主母線盤*3

DC 125 V 電動ばね DC 250 V×40 kA 重*2 DC 125 V 1,200 A －  

配線用遮断器 計測用 P/C AC 120/240 V
電動 
手動 
手動 

AC 600 V×ノートリップ 
AC 600 V×35 kA 
AC 600 V×30 kA 

MS-1 
AC 120/

240 V

600 A 
225 A 
100 A 

○ 
（連続） 

◎  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 



－ 3.14-10 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板及び主回路断路部［非常用 P/C］，

支持碍子［計測用 P/C］の絶縁特性低下 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下［非常用 P/C］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.3-2 に示す。 

表 3.14.3-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.3-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

非常用 P/C △ △ 否  

計測用 P/C △ － 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 気中遮断器絶縁支持板，主回路導体絶縁支持板及び主回路断路部の絶縁特性低下 

 

 



－ 3.14-12 － 

3.14.4 コントロールセンタ 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているコントロールセンタの主な仕様を表 3.14.4-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 480 V 非常用 MCC 

 

 



 

－
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表 3.14.4-1 コントロールセンタの主な仕様 

分類基準 

機器名称 

仕様 選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器
（運転状態）

選定 選定理由 電圧 
区分 

型式 
（内蔵遮断器）

設置 
場所 

盤 
(最高使用電圧)

配線用遮断器 

重要度*1

使用条件 

遮断容量 
（定格電圧× 

定格遮断電流）

定格 
電圧 

母線 
容量 

低圧 配線用遮断器 屋内 

480 V非常用MCC AC 600 V 

AC 600 V×10 kA 
AC 600 V×14 kA 
AC 600 V×15 kA 
AC 600 V×18 kA 
AC 600 V×25 kA 
AC 220 V×85 kA 
AC 220 V×100 kA

MS-1 
重*2 

AC 480 V 
AC 480 V/210 V
AC 480 V/210 V

-105 V

800 A
600 A

○ 
（連続） 

◎
重要度 
定格電圧 

緊急用 MCC*3 AC 600 V AC 600 V×50 kA 重*2 AC 480 V 800 A －   

緊急時対策所用
MCC*3 

AC 600 V 

AC 690 V×6 kA 
AC 690 V×7.5 kA
AC 690 V×20 kA 
AC 240 V×85 kA 

重*2 AC 480 V/210 V
1,200 A
  800 A

－   

125 V 直流 MCC DC 250 V 
DC 250 V×20 kA 
DC 250 V×40 kA 

MS-1 
重*2 

DC 125 V 600 A
○ 

（連続） 
  

緊急用直流 
125 V MCC*3 

DC 125 V DC 125 V×40 kA 重*2 DC 125 V 400 A －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 変圧器コイル，制御用変圧器コイル及び計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

b. 水平母線・垂直母線サポート及び断路部取付台の絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.4-2 に示す。 

表 3.14.4-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.4-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. 

480 V 非常用 MCC △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 水平母線・垂直母線サポートの絶縁特性低下 

 

 



－ 3.14-16 － 

3.14.5 ディーゼル発電設備 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用しているディーゼル発電設備の主な仕様を表 3.14.5-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 非常用ディーゼル発電設備 
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3.

14
-1

7 －
 

表 3.14.5-1 ディーゼル発電設備の主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格容量） 

選定基準 
冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定 選定理由 
電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1

使用条件 

定格電圧 定格容量

高圧 ディーゼル発電機 屋内 

非常用ディーゼル発電設備 AC 6,900 V×6,500 kVA 
MS-1 

重*2 
AC 6,900 V 6,500 kVA

○ 

（一時） 
◎ 

重要度 

定格電圧 

定格容量 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電設備 
AC 6,900 V×3,500 kVA 

MS-1 

重*2 
AC 6,900 V 3,500 kVA

○ 

（一時） 
  

常設代替高圧電源装置 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 AC 6,600 V 1,725 kVA
○ 

（一時） 
  

緊急時対策所用発電設備*3 AC 6,600 V×1,725 kVA 重*2 AC 6,600 V 1,725 kVA －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

c. 回転子コイルの絶縁特性低下 

d. 可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低

下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.5-2 に示す。 

表 3.14.5-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.5-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. d.

非常用ディーゼル発電設備 △ △ △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［共通］ 

b. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下［共通］ 

c. 回転子コイルの絶縁特性低下［高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備］ 

d. 可飽和変流器コイル，整流器用変圧器コイル及びリアクトルコイルの絶縁特性低

下［高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備］ 
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3.14.6 MG セット 

(1) 対象機器 

東海第二で使用している MG セットの主な仕様を表 3.14.6-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において対象機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に対象機器とした。 

 

① 原子炉保護系 MG セット 

 

表 3.14.6-1 MG セットの主な仕様 

機器名称 仕様 重要度* 

冷温停止 

状態維持に 

必要な機器 

（運転状態） 

原子炉保護系 MG セット 

駆動モータ 

定格電圧：AC 440 V 

定格出力：44.76 kW 

定格回転速度：1,500 rpm 

発電機 

定格電圧：AC 120 V 

定格容量：18.75 kVA 

定格回転速度：1,500 rpm 

定格周波数：50 Hz 

MS-1 
○ 

（連続） 

*：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 



－ 3.14-21 － 

(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では MG セットに想定される

高経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 駆動モータの固定子コイル，口出線・接続部品の絶縁特性低下 

b. 発電機電機子コイル，発電機界磁コイル，励磁機電機子コイル，励磁機界磁コイ

ル及び発電機，励磁機の口出線・接続部品の絶縁特性低下 

c. 計器用変圧器コイルの絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.6-2 に示す。 

表 3.14.6-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.6-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 再評価 

要否判断 
備考 

a. b. c. 

原子炉保護系MGセット △ △ △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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3.14.7 無停電電源装置 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している無停電電源装置の主な仕様を表 3.14.7-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① バイタル電源用無停電電源装置 

 

 



 

－
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表 3.14.7-1 無停電電源装置の主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧×定格容量）

選定基準 
冷温停止 

状態維持に 
必要な機器 
（運転状態）

選定 選定理由 
電圧 
区分 

型式 
設置 
場所 

重要度*1 
使用条件 

定格電圧 
定格 
容量 

低圧 静止型 屋内 

バイタル電源用無停電 

電源装置 
AC 240/120 V×50 kVA MS-1 AC 240/120 V 50 kVA

○ 

（連続） 
◎ 

重要度 
定格電圧 

緊急用無停電電源装置*2 AC 120 V×35 kVA 重*3 AC 120 V 35 kVA －   

非常用無停電電源装置*2 AC 120 V×35 kVA 
MS-1 

重*3 
AC 120 V 35 kVA

○ 

（一時） 
  

緊急時対策所用無停電 

電源装置*2 
AC 105 V×50 kVA 重*3 AC 105 V 50 kVA －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.7-2 に示す。 

表 3.14.7-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.7-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

バイタル電源用無停電電源装置 △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 
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3.14.8 直流電源設備 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している直流電源設備の主な仕様を表 3.14.8-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 125 V 蓄電池 2A，2B 

② 125 V 充電器盤 2A 

 



 

－
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表 3.14.8-1 直流電源設備の主な仕様 

分類基準 

機器名称 

 

仕様 

蓄 電 池：定格容量 

充電器盤：定格電圧×定格電流 

選定基準 冷温停止 

状態維持に

必要な機器

（運転状態）

選定
選定 

理由 電圧 

区分 
型式 

設置 

場所 
重要度*1 

使用条件 

定格電圧 定格電流 定格容量

低圧 

制御弁式 

鉛蓄電池 

屋内 

125 V 蓄電池 2A，2B 6,000 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC 125 V － 6,000 Ah
○ 

（連続） 
◎ 

重要度 

定格電圧 

定格容量 125 V 蓄電池 HPCS 500 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC 125 V － 500 Ah 
○ 

（連続） 
 

緊急用 125 V 蓄電池*3 6,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 125 V － 6,000 Ah －  

緊急時対策所用蓄電池*3 1,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 125 V － 1,000 Ah －  

±24 V 蓄電池 2A，2B 150 Ah/10 時間率 MS-1，重*2 DC ±24 V － 150 Ah 
○ 

（連続） 
 

緊急時対策所用 24 V 系 
蓄電池*3 

1,000 Ah/10 時間率 重*2 DC 24 V － 1,000 Ah －  

サイリスタ

整流回路 

充電器盤 

125 V 充電器盤 2A DC 125 V×420 A MS-1，重*2 DC 125 V 420 A － 
○ 

（連続） 
◎ 

重要度 

定格電圧 

定格電流 125 V 充電器盤 2B DC 125 V×320 A MS-1，重*2 DC 125 V 320 A － 
○ 

（連続） 
 

125 V 充電器盤 予備 DC 125 V×420 A 重*2 DC 125 V 420 A － 
○ 

（一時） 
 

125 V 充電器盤 HPCS DC 125 V×100 A MS-1，重*2 DC 125 V 100 A － 
○ 

（連続） 
 

緊急用 125 V 充電器盤*3 DC 125 V×700 A 重*2 DC 125 V 700 A － －  

緊急時対策所用充電器盤*3 DC 125 V×600 A 重*2 DC 125 V 600 A － －  

±24 V 充電器盤 2A，2B DC ±24 V×30 A MS-1，重*2 DC ±24 V 30 A － 
○ 

（連続） 
 

緊急時対策所用直流 24 V
充電器盤*3 

DC 24 V×100 A 重*2 DC 24 V 100 A － －  

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下［125 V 充電器盤 2A］ 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.8-2 に示す。 

表 3.14.8-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.8-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

125 V 充電器盤 2A △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下［125 V 充電器盤 2B，125 V 充電器盤 予備，125 V 

充電器盤 HPCS，±24 V 充電器盤 2A，2B］ 
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3.14.9 計測用分電盤 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している計測用分電盤の主な仕様を表 3.14.9-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 交流計測用分電盤 A 系，B系 
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表 3.14.9-1 計測用分電盤の主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格電圧）

選定基準 冷温停止 
状態維持に
必要な機器
（運転状態）

選定 選定理由 電圧 
区分 

型式 
設置 
場所 

重要度*1
使用条件 

盤面数
定格電圧 

低圧 配線用遮断器 屋内 

交流計測用分電盤 A 系，B系 AC 120/240 V MS-1 AC 120/240 V 4 
○ 

（連続） 
◎

重要度 
定格電圧 
盤面数 

交流計測用分電盤 HPCS 系 AC 120 V 
MS-1 
重*2 

AC 120 V 1 
○ 

（連続） 
 

直流分電盤 DC 125 V 
MS-1 
重*2 

DC 125 V 7 
○ 

（連続） 
  

バイタル分電盤 AC 120/240 V MS-1 AC 120/240 V 2 
○ 

（連続） 
  

中性子モニタ用分電盤 DC 24 V 
MS-1 
重*2 

DC 24 V 2 
○ 

（連続） 
  

緊急用計装交流主母線盤*3 AC 120/240 V 重*2 AC 120/240 V 1 －   

緊急用直流分電盤*3 DC 125 V 重*2 DC 125 V 2 －   

緊急用無停電計装分電盤*3 AC 120 V 重*2 AC 120 V 1 －   

非常用無停電計装分電盤*3 AC 120 V 
MS-1 
重*2 

AC 120 V 2 
○ 

（連続） 
  

緊急時対策所用分電盤*3 AC 105 V 重*2 AC 105 V 3 －   

緊急時対策所用直流分電盤*3 DC 125 V 重*2 DC 125 V 1 －   

可搬型代替低圧電源車接続盤*3 
AC 210/480V 
DC 125 V 

重*2 
AC 210/480V
DC 125 V 

2 －   

可搬型代替直流電源設備用電源切
替盤*3 

DC 125 V 重*2 DC 125 V 1 －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 

*3：新規に設置される機器 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 主回路導体支持板の絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.9-2 に示す。 

表 3.14.9-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.9-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

交流計測用分電盤 A 系，B系 △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 主回路導体支持板の絶縁特性低下［共通］ 
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3.14.10 計測用変圧器 

(1) 代表機器の選定 

東海第二で使用している計測用変圧器の主な仕様を表 3.14.10-1 に示す。 

冷温停止状態維持に必要な機器のうち，「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続

的運転）」において代表機器とした以下の機器を，冷温停止状態の維持を前提とした

評価においても同様に代表機器とした。 

 

① 計測用変圧器 

 

 



 

－
 
3.

14
-3

5 －
 

表 3.14.10-1 計測用変圧器の主な仕様 

分類基準 

機器名称 
仕様 

（定格容量）

選定基準 
冷温停止 
状態維持に 
必要な機器 

（運転状態）

選定
選定 
理由 電圧 

区分 
型式 

設置 
場所 

重要度*1

使用条件 

一次 
電圧 

二次 
電圧 

定格 
容量 

低圧 乾式変圧器 屋内 

計測用変圧器 100 kVA MS-1 AC 480 V AC 240 V/120 V 100 kVA
○ 

（連続） 
◎ 重要度 

原子炉保護系MGセット

バイパス変圧器 
25 kVA MS-2 AC 480 V AC 120 V 25 kVA 

○ 

（一時） 
  

緊急用計測用変圧器*2 50 kVA 重*3 AC 480 V AC 240 V/120 V 50 kVA －   

*1：当該機器に要求される重要度クラスのうち，最上位の重要度クラスを示す 

*2：新規に設置される機器 

*3：重要度クラスとは別に常設重大事故等対処設備に属する機器及び構造物であることを示す 
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(2) 冷温停止を踏まえた再評価を行う経年劣化事象の抽出 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器に想定される高

経年化対策上着目すべき経年劣化事象として以下の事象を抽出した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 

 

この中から，冷温停止状態の維持を前提とした場合における，劣化の発生・進展に

関する整理を実施し，その結果を表 3.14.10-2 に示す。 

表 3.14.10-2 に示す整理の結果，冷温停止状態の維持を前提とした場合において，

発生・進展が断続的運転を前提とした場合と比べて厳しくなることが想定される経年

劣化事象は抽出されなかった。 

 

表3.14.10-2 冷温停止状態維持を前提とした評価対象機器・経年劣化事象の整理 

機器名称 

冷温停止状態での 

経年劣化事象の整理 
再評価 

要否判断 
備考 

a. 

計測用変圧器 △ 否  

○：冷温停止状態の維持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とし

た場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象 

△：断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か以後の発生・進展が

ない経年劣化事象 

－：経年劣化事象が想定されない 
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(3) 代表機器以外への展開 

「東海第二発電所 劣化状況評価書（断続的運転）」では代表機器以外に想定され

る高経年化対策上着目すべき経年劣化事象のうち，冷温停止機器に想定される以下の

事象については，断続的運転を前提とした場合と比較して，発生・進展が同程度か，

以後の発生・進展がない経年劣化事象と判断した。 

 

a. 変圧器コイルの絶縁特性低下 
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3.15 耐震安全性評価 

冷温停止状態が維持されることを前提とした耐震安全性評価における経年劣化評価期間

は以下の通りとする。（表 3.15-1 参照） 

(1) 冷温停止状態において発生・進展しない事象（低サイクル疲労割れ 等） 

想定が必要な期間は至近のプラント停止（2011 年 3 月）までとなるが，保守的に運転

開始後 60 年までを評価期間とする。 

(2) 冷温停止状態において発生・進展の可能性がある事象（全面腐食 等） 

想定が必要な期間は運転開始後 60 年までとなるため，評価期間を運転開始後 60 年ま

でとする。 

 

表 3.15-1 耐震安全性評価における経年劣化評価期間 
 

 
主な経年劣化事象 主な機器 

想定が

必要な

期間 

経年劣化

想定期間

 

 

冷温停止

状態で発

生・進展

無し 

低サイクル疲労割れ 

中性子照射脆化 

流れ加速型腐食（冷温

停止状態で流れのない

機器） 

照射誘起型応力腐食割

れ 

熱時効 

粒界型応力腐食割れ 

原子炉再循環ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉格納容器（機械

ペネトレーション） 

配管（原子炉再循環系，

原子炉系） 

弁（原子炉給水止め弁，

原子炉再循環ポンプ出口

弁，原子炉給水逆止弁，

主蒸気隔離弁） 

炉内構造物 

制御棒 

2011 年

3 月まで

運転開始

後 60 年ま

で 

 

    

冷温停止

状態で発

生・進展

する可能

性有り 

流れ加速型腐食（冷温

停止状態で流れのある

機器） 

全面腐食 

残留熱除去系熱交換器 

基礎ボルト 

運転開

始後 60

年まで 

 

運転開始

後 60 年ま

で 

 

 

 

 

 

 
 

 

：想定が必要な期間 

：経年劣化評価期間 

 

 

3.15.1 耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

 (1) 冷温停止状態の維持を前提とした場合に発生・進展する経年劣化事象の抽出 

冷温停止状態が維持されることを前提とした場合に要求される経年劣化想定期間と

比較し，実際の評価（断続的運転を前提とした評価）において想定した評価期間が保

守側であることから，冷温停止状態の維持を前提とした場合において発生・進展が断

続的運転を前提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象についての

み，耐震評価の必要性を検討する。 

3.1 から 3.14 までの冷温停止状態の維持を前提とした評価の結果から，冷温停止状

態の維持を前提とした場合において発生・進展が断続的運転を前提とした場合より厳

しくなることが想定される経年劣化事象は以下の通りである。 

2011 年 

3 月 

▽ 

運転開始後

60 年 

▽
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① 摩耗 

a. 主軸の摩耗［残留熱除去系ポンプ及びポンプモータ，残留熱除去海水系ポンプ及

びポンプモータ］ 

b. 羽根車とケーシングリング間の摩耗［残留熱除去系ポンプ，残留熱除去海水系ポ

ンプ］ 

c. 水中軸受の摩耗［残留熱除去系ポンプ］ 

 

② 摩耗及び高サイクル疲労割れ 

a. 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［残留熱除去系熱交換器］ 

 

③ 腐食（エロージョン） 

a. 弁体，弁座の腐食（エロージョン）［残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁］ 

 

④ 腐食（全面腐食） 

a. 原子炉格納容器内の炭素鋼又は低合金鋼使用部位の腐食（全面腐食） 

 

⑤ 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［残留熱除去系ポンプモータ，

残留熱除去海水系ポンプモータ］ 

 

 (2) 発生・進展する経年劣化事象に対する耐震安全性評価の要否検討 

前項で抽出した経年劣化事象のうち，以下の事象については耐震安全性に影響を与

えないことが自明な経年劣化事象であるか，または機器の振動応答特性上または構

造・強度上，影響が「軽微もしくは無視」できると判断し，耐震安全性評価対象外と

した。 

 

① 摩耗 

断続的運転を前提に，長期停止を考慮した特別な保全計画を策定し，分解点検時に

目視点検及び寸法測定を実施し，有意な摩耗等が確認された場合は取替を行うことと

しており，現状保全によって管理される程度の範囲の摩耗では，固有振動数への影響

は小さいと判断した。したがって耐震性への影響はない。 

 

② 摩耗及び高サイクル疲労割れ 

断続的運転を前提に，長期停止を考慮した特別な保全計画を策定し，開放点検時に

渦流探傷検査及び漏えい検査を実施し，有意な摩耗等が確認された場合は施栓を行う

こととしており，現状保全によって管理される程度の範囲の摩耗では，固有振動数へ

の影響は小さいと判断した。したがって耐震性への影響はない。 
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③ 腐食（エロージョン） 

断続的運転を前提に，長期停止を考慮した特別な保全計画を策定し，分解点検時の

目視点検において，有意な腐食が確認された場合は補修又は取替を行うこととしてお

り，現状保全によって管理される程度の範囲の腐食では，固有振動数への影響は小さ

いと判断した。したがって耐震性への影響はない。 

 

④ 腐食（全面腐食） 

長期停止中において原子炉格納容器内の代表箇所の目視点検を実施したところ有意

な腐食は認められなかったことから，外面雰囲気の変化による腐食への影響は小さい

ものと判断した。したがって耐震性への影響はない。 

 

⑤ 固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下［残留熱除去系ポンプモータ，

残留熱除去海水系ポンプモータ］ 

機器の質量等，耐震性に影響を及ぼすパラメータの変化とは無関係であり，また，

地震により絶縁低下の進行が助長されるものではないことから，耐震安全性への影響

は無視できるものと判断する。 

 

したがって，冷温停止状態の維持を前提とした場合において耐震安全性評価の必要な

経年劣化事象は抽出されなかった。 

 

3.15.2 耐震安全性評価結果 

3.15.1 にて耐震安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかったことから，

冷温停止状態が維持されることを前提とした耐震安全性評価は，運転を断続的に行うこ

とを前提とした耐震安全性評価に包絡される。 

また，運転を断続的に行うことを前提とした場合において，耐震安全評価上問題ない

ことが確認されている。 

したがって，冷温停止状態が維持されることを前提とした場合においても，耐震安全

性評価上問題ない。 

 

3.15.3 保全対策に反映すべき項目の抽出 

3.15.2 の評価結果より，冷温停止状態が維持されることを前提とした耐震安全性評価

の結果は，運転を断続的に行うことを前提とした 耐震安全性評価の結果に包絡されるこ

とから，運転を断続的に行うことを前提とした場合における保全対策に追加すべき項目

はない。 
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3.16 耐津波安全性評価 

耐津波安全性評価の目的，進め方については，運転を断続的に行うことを前提とした評

価に記載の通りであり，「技術評価」の評価対象機器のうち津波の影響を受ける浸水防護施

設に想定される「高経年化対策上着目すべき経年劣化事象」及び「高経年化対策上着目すべ

きではない経年劣化事象」について，「発生の可能性」及び「構造・強度又は止水性」の観

点から耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象を抽出し，耐津波安全性評価を実施

する。 

なお，絶縁低下等の「耐津波安全性評価に影響を与えないことが自明な経年劣化事象」に

ついては，耐津波安全性評価対象外としている。 

また，冷温停止状態が維持されることを前提とした評価における劣化評価期間は，3.15

の耐震安全性評価に示すとおりとする。 

 

3.16.1 耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出 

冷温停止状態が維持されることを前提とした場合において，発生・進展が運転を断続

的に行うことを前提とした場合より厳しくなることが想定される経年劣化事象に対して，

耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象の抽出を行うこととする。 

3.1 から 3.14 の冷温停止状態の維持を前提とした評価の結果から，冷温停止状態の維

持を前提とした場合において，発生・進展が断続的運転を前提とした場合より厳しくな

ることが想定される経年劣化事象は以下の通りであり，その他の経年劣化事象について

は，運転を断続的に行うことを前提とした場合より厳しくなることが想定されるものは

なかった。 

 

(1) 摩耗 

① 主軸の摩耗［残留熱除去系ポンプ及びポンプモータ，残留熱除去海水系ポンプ及び

ポンプモータ］ 

② 羽根車とケーシングリング間の摩耗［残留熱除去系ポンプ，残留熱除去海水系ポン

プ］ 

③ 水中軸受の摩耗［残留熱除去系ポンプ］ 

(2) 摩耗及び高サイクル疲労割れ  

① 伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ［残留熱除去系熱交換器］ 

(3) 腐食（エロージョン） 

① 弁体，弁座の腐食（エロージョン）［残留熱除去系熱交換器海水出口流量調整弁］ 

(4) 腐食（全面腐食） 

① 原子炉格納容器内の炭素鋼又は低合金鋼使用部位の腐食（全面腐食） 

 

これらの経年劣化事象については，津波の影響を受ける浸水防護施設に想定される事

象ではないことから，耐津波安全性評価対象外とした。  
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3.16.2 耐津波安全性評価結果 

3.16.1 にて耐津波安全上考慮する必要のある経年劣化事象は抽出されなかったことか

ら，冷温停止状態が維持されることを前提とした耐津波安全性評価は，運転を断続的に

行うことを前提とした耐津波安全性評価に包絡される。 

また，運転を断続的に行うことを前提とした場合において，耐津波安全性評価上問題

ないことが確認されている。 

よって，冷温停止状態が維持されることを前提とした場合においても，耐津波安全性

評価上問題ない。 

 

3.16.3 保全対策に反映すべき項目の抽出 

3.16.2 の評価結果より，冷温停止状態が維持されることを前提とした耐津波安全性評

価の結果は，運転を断続的に行うことを前提とした耐津波安全性評価の結果に包絡され

ることから，運転を断続的に行うことを前提とした場合における保全対策に追加すべき

項目はない。 
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1. はじめに 

運転開始後40年目に実施する劣化状況評価は，30年目の高経年化技術評価をその

後の約10年間の供用実績，保全実績及び安全基盤研究等技術的知見をもって検証

し，課題を抽出して，それらの課題に対応したものであるとともに，30年目の長期

保守管理方針の実績についても，その有効性を評価し，その結果を反映したものと

する。 

経年劣化傾向については，当社の供用実績及び他社トラブルの調査によれば，40

年目以降に大きく変化することを示す知見は得られていない。 

一方，高経年化対策がプラントの安全確保をより確実にするための追加的，補完

的なものとして位置づけられることを鑑みて，供用期間の増加が経年劣化事象の発

生頻度や劣化進展速度に影響していないか等を，過去約10年間の供用実績及びトラ

ブル情報に基づいて分析した上で，劣化状況評価を実施した。評価書は，上記供用

実績及びトラブル情報を反映したものとなっているが，本評価書にて30年目の高経

年化技術評価と劣化状況評価の相違についての比較を実施することで個別機器・設

備についての評価を補足した。 

 

2. 劣化状況評価について追加検討が必要な事項 

追加検討を要する事項について，以下の通り評価を行う。また，供用期間の増加

が経年劣化事象に与える影響に鑑み，経年劣化事象毎の分析，評価を実施する。 

劣化状況評価で追加する評価の概要を添付表1に示す。 

 

①経年劣化傾向の評価 

30年目の高経年化技術評価で予測した経年劣化の発生，進展傾向と，その後の約

10年間の実機データの傾向を反映した40年目評価で予測する経年劣化の進展傾向を

比較し，予測結果に乖離が認められる場合には，安全基盤研究の成果等を必要に応

じ考慮し，40年目の劣化状況評価に反映する。 

 

②保全実績の評価 

30年目の高経年化技術評価の結果，現状保全の継続により健全性を維持できると

評価したものについて，その後約10年間の保全実績に基づき，その有効性を評価し

課題を抽出する。課題がある場合には，今後の保全について検討し，劣化状況評価

に反映する。 

ここでは，30年目の高経年化技術評価の結果，経年劣化に関する保全が有効でな

かったため生じたと考えられるトラブル事象について，保全のあり方を検討し，40

年目の劣化状況評価に反映する。 
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③長期保守管理方針の有効性評価 

30年目で策定した長期保守管理方針について，その後の約10年間に具体的に実施

した保全実績に基づき，その有効性を評価する。 

具体的には，長期保守管理方針が当初意図した結果が得られた場合においては，

有効であると評価し，当初意図した結果が得られなかった等の課題がある場合には，

その検討を行い，40年目の長期保守管理方針に反映する。 

 

3. 40 年目評価で追加検討を要する事項の評価結果 

40年目評価で追加検討を要する事項とした以下の評価結果を次頁以降に示す。 

 

①経年劣化傾向の評価 

②保全実績の評価 

③長期保守管理方針の有効性評価 
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添付表 1 劣化状況評価で追加する評価概要 

経年劣化事象 評価対象部位 ①経年劣化傾向の評価 ②保全実績の評価 ③長期保守管理方針の有効性評価 

低サイクル疲労
原子炉圧力容器等

の疲労評価部位 

30年目と40年目の評価における60年時点の主

な過渡回数予測を比較する。環境疲労評価手

法等を変更したことから，60年時点の疲労累

積係数を比較する。 

過去約10年間の保全

実績について，現状保

全に追加が必要な場

合，個別評価書に記載

する。 

また，30年目の高経年

化技術評価の結果，経

年劣化に関する保全

が有効でなかったた

め生じたと考えられ

るトラブル事象につ

いて，その評価を実施

する。 

30年目の評価での予測が妥当かどうか

検証する。 

中性子照射脆化
原子炉圧力容器

（胴） 

・監視試験片の取り出しを実施したことか

ら，過去約10年間の監視試験データを反映し

た脆化予測と30年目の脆化予測を比較する。

・JEAC4201-2004からJEAC4201-2007/2013追

補版に変更したことから60年時点の脆化予測

を比較する。 

30年目の長期保守管理方針の有効性を

検証する。 

照射誘起型応力

腐食割れ 

炉内構造物(炉心

シュラウド等) 

30年目と40年目の評価における60年時点での

累積照射量等を比較する。 

30年目の長期保守管理方針の有効性を

検証する。 

2相ステンレス

鋼の熱時効 

原子炉再循環ポン

プ等 

熱時効劣化予測評価及び想定欠陥による破壊

評価を実施する。 
（該当なし） 

電気・計装品の

絶縁低下 

事故時雰囲気内で

の機能要求のある

ケーブル等 

30年目時点と40年目時点の評価結果を比較す

る。(原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガ

イドを反映した評価，実機プラントの環境(温

度・放射線)調査結果及び製造メーカの違いを

反映) 

30年目の長期保守管理方針の有効性を

検証する。 

コンクリートの

強度低下及び遮

蔽能力低下 

原子炉建屋等 

30年目時点と40年目時点の評価結果を比較す

る。（コンクリートの強度低下及び遮蔽能力

低下の要因となる要素毎の有意な変動の有無

について確認する） 

（該当なし） 
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①経年劣化傾向の評価 
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30年目の高経年化技術評価で予測した経年劣化の発生，進展傾向と，過去約10年間の

実機データの傾向が乖離していないか評価し，乖離が認められる場合には，安全基盤研

究の成果等を必要に応じ考慮し，劣化状況評価に反映した。 

具体的には，「主要6事象注)」並びにそれ以外の日常劣化管理事象も評価の対象とし

た。 

 

注:原子力規制委員会の「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」に

示された「低サイクル疲労」，「中性子照射脆化」，「照射誘起型応力腐食割

れ」，「2相ステンレス鋼の熱時効」，「電気・計装品の絶縁低下」及び「コンクリ

ートの強度低下及び遮蔽能力低下」 
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1. 低サイクル疲労 

 

低サイクル疲労の評価について，30年目の高経年化技術評価と劣化状況評価について，疲労

累積係数の比較を実施した。主要な疲労累積係数の比較を表1-1に，評価用過渡回数の比較を

表1-2に示す。 

主な相違としては，過去約10年間（東北地方太平洋沖地震に伴う長期停止を含む）の供用実

績を反映した過渡回数の変更に伴う相違と，使用環境を考慮した疲労評価に使用する規格を社

団法人 日本機械学会「発電用原子力設備規格環境疲労評価手法（2006年版）JSME S NF1-

2006」から同「発電用原子力設備規格日本機械学会環境疲労評価手法（2009年版）JSME S 

NF1-2009」に変更したことによる相違が挙げられる。 

原子炉圧力容器等の60年時点での疲労累積係数は，30年目評価よりも40年目評価の方が小さ

くなっている部位も存在するが，これは供用実績を考慮した60年時点の推定過渡回数が30年目

評価時より少なくなったためである。 

なお，全ての機器の低サイクル疲労の評価では，過去約10年間の供用実績他を反映した過渡

回数に変更するとともに，環境疲労評価手法を変更している。 

評価結果はいずれも許容値1以下であること，及び定期的に超音波探傷検査等を実施し，異

常のないことを確認できていることから，低サイクル疲労に対する30年目の評価及びそれ以降

の保全は有効であったと評価できる。 

 

 



 
 

－
 
7
 
－
 

表 1-1 (1/3) 東海第二発電所 主要な低サイクル疲労による疲労累積係数の予測評価の比較 

機器・設備 部位 

60年時点の予測値 

(( )内は環境疲労を考慮した値)

相違の主な理由 

（各部位共通の相違：過去約10年間供用実績を反映した60

年時点の推定過渡回数の変更を除く） 30年目評価 40年目評価 

ポンプ 
ケーシングと配管

の溶接部 

0.0000 

（0.0001) 

0.0000 

（0.0000） 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S 

NF1-2006→2009） 

原子炉圧力容器 

主フランジ 0.0188 0.0177 
 

スタッドボルト 0.2349 0.2526 

給水ノズル 
0.1528 

（0.4817） 

0.1270*1 

（0.6146）*2 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S 

NF1-2006→2009） 

*1：荷重条件の見直しによる評価点が変更。 

*2：評価点は変更ないが，環境疲労評価手法変更により，環

境効果補正係数が，30年目の約1.1倍になっている。 

下鏡 
0.0298 

（－） 

0.0416 

（0.4475） 

支持スカート 0.5710 0.5691  

容
器 

機械ペネトレ

ーション 

主蒸気配管貫通部 0.0071 0.0071  

給水系配管貫通部 0.0050 0.0064 
原子炉格納容器内圧力のパラメーターを「設計圧力：279 

kPa」から「最高使用圧力：310 kPa」に変更 

配
管 

ステンレス鋼

配管 
原子炉再循環系 

0.0155 

（0.1168） 

0.0067*3 

（0.1182） 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S 

NF1-2006→2009） 

*3：解析用モデルは，サポート補強対策（設計）を考慮した

モデルで評価を実施。 

炭素鋼配管 

原子炉系(純水部)
0.1099 

（0.6030） 

0.1423*3 

（0.5799） 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S 

NF1-2006→2009） 

*3：解析用モデルは，サポート補強対策（設計）を考慮した

モデルで評価を実施。 

原子炉系(蒸気部) 0.0691 0.0853*3 
*3：解析用モデルは，サポート補強対策（設計）を考慮した

モデルで評価を実施。 
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表 1-1 (2/3) 東海第二発電所 主要な低サイクル疲労による疲労累積係数の予測評価の比較 

機器・設備 部位 

60年時点の予測値 

(( )内は環境疲労を考慮した値)

相違の主な理由 

（各部位共通の相違：過去約10年間供用実績を反映した60年時

点の推定過渡回数の変更を除く） 30年目評価 40年目評価 

弁 

仕切弁

原子炉再循環 

ポンプ出口弁 弁箱

0.0069*2 

(0.0862)*2 

0.0015*1*2 

(0.0338)*2*3 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S NF1-

2006→2009） 

*1：第24回定期検査にて弁一式新製交換。 

*2：40年目評価では，疲労累積係数の算出手法を，社団法人 日

本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME 

S NC1-2005（2007年追補版を含む）) 弁の疲労評価VVB-3370

に基づき算出しているが，30年目評価では保守的な評価とし

て上記VVB-3370の中で「起動・停止」と「起動・停止以外」

に区分せず算出している。 

*3：環境疲労評価手法変更により，環境効果補正係数が，30年目

の約1.8倍になっている。 

原子炉給水 

止め弁 弁箱 

0.1074*4 

（0.3239）*4 

0.0587*4 

(0.5373) *4*5 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S NF1-

2006→2009） 

*4：40年目評価では，疲労累積係数の算出手法を，社団法人 日

本機械学会 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (JSME 

S NC1-2005（2007年追補版を含む）) 弁の疲労評価VVB-3370

に基づき算出しているが，30年目評価では保守的な評価とし

て上記VVB-3370の中で「起動・停止」と「起動・停止以外」

に区分せず算出している。 

*5：環境疲労評価手法変更により，環境効果補正係数が，30年目

の約3倍になっている。 

逆止弁
原子炉給水 

逆止弁 弁箱 

0.0816 

（0.2605） 

0.0862 

(0.8848)*6 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S NF1-

2006→2009） 

*6：環境疲労評価手法変更により，環境効果補正係数が，30年目

の約3倍になっている。 
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表 1-1 (3/3) 東海第二発電所 主要な低サイクル疲労による疲労累積係数の予測評価の比較 

機器・設備 部位 

60年時点の予測値 

(( )内は環境疲労を考慮した

値) 

相違の主な理由 

（各部位共通の相違：過去約10年間供用実績を反映した60年時

点の推定過渡回数の変更を除く） 
30年目評価 40年目評価 

弁 

主蒸気隔離弁弁箱 0.2344 0.2278  

原子炉再循環ポン

プ流量制御弁弁箱 
― 

0.0033 

(0.0738) 
30年目は，疲労評価未実施。 

炉内構造物 

炉心シュラウド 
0.0005 

（0.0019）*1 

0.0014 

(0.0351)*1,*2 

環境疲労評価手法 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S NF1-

2006→2009） 

*1：30年目評価は詳細評価手法，40年目評価は係数倍法を選定し

た。 

*2：環境疲労評価手法変更により，環境効果補正係数が，30年目

の約6倍になっている。 

シュラウド 

サポート 

0.0217 

（0.0370） 

0.0230 

(0.0647)*3 

発電用原子炉設備規格 環境疲労評価手法の変更（JSME S NF1-

2006→2009） 

*3：環境疲労評価手法変更により，環境効果補正係数が，30年目

の約1.7倍になっている。 
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表 1-2 東海第二発電所 疲労評価用過渡条件の比較 

No. 事 象 

60年時点の推定回数 

30年目評価 40年目評価※ 

評価期間① 評価期間② 

1 ボルト締付 50 49 48 

2 耐圧試験 143 135 132 

3 起動（昇温） 116 113 110 

4 起動（タービン起動） 116 113 110 

5 夜間低出力運転（出力75%） 115 123 120 

6 週末低出力運転（出力50%） 185 167 165 

7 制御棒パターン変更 187 180 176 

8 給水加熱機能喪失（発電機トリップ） 0 1 1 

9 
給水加熱機能喪失 

（給水加熱器部分バイパス） 
0 1 1 

10 スクラム（タービントリップ） 23 23 22 

11 スクラム（原子炉給水ポンプ停止） 5 6 6 

12 スクラム（その他） 25 24 24 

13 停止 115 114 111 

14 ボルト取外し 49 50 49 

※運転開始後 60 年時点の推定過渡回数は，冷温停止状態が維持される期間として 2つの期

間のいづれかを評価条件とし設定・算定している。期間ごとにおける主要疲労評価対象

機器を，以下に示す。 

① 2011 年 3 月～2019 年 8 月：原子炉圧力容器（ノズル他），炉内構造物 

② 2011 年 3 月～2020 年 8 月：原子炉圧力容器（主フランジ，スタッドボルト），配管，弁他 
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2. 中性子照射脆化 

 

a)関連温度 

東海第二発電所の30年目高経年化技術評価実施後，2014年に第4回目の照射試験片の取り

出しを実施し，照射脆化の監視試験を実施した。なお，脆化予測法をJEAC4201-2004から変

更し，JEAC4201-2007[2013年追補版]の関連温度移行量（ΔRTNDT）の予測法に基づく評価結

果を記載している。その結果を表2-1に示す。 

評価結果は脆化予測式による予測を逸脱しておらず，特異な脆化は認められない。 

 

b)上部棚吸収エネルギー 

上部棚吸収エネルギーについて，表2-1に示す。減少率予測方法をJEAC4201-2004から変更

し，JEAC4201-2007[2013年追補版]の上部棚吸収エネルギー減少率（ΔUSE）の予測式に基づ

く評価結果を記載している。 

評価結果は，いずれの部位も許容値である68 Ｊを満足していること並びに有意な低下は

認められていないことから，特異な脆化は認められない。 

 

また，定期的に超音波探傷検査を実施し，有意な欠陥のないことを確認できている。 

 

さらに，運転期間延長認可申請に際して実施した特別点検において，原子炉圧力容器炉心

領域部の母材及び溶接部に対して超音波探傷検査を実施した結果，中性子照射脆化による脆

性破壊の起点となるような有意な欠陥は認められなかった。 

 

以上のことから，原子炉圧力容器の照射脆化については，30年目の評価及びそれ以降の保

全は有効であったと評価できる。 
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表 2-1 東海第二発電所 原子炉圧力容器 関連温度と上部棚吸収エネルギーの比較 

機器・設備 項目 部位 

60年時点の予測値 相違の主な理由 

30年目評価 40年目評価 

・第4回監視試験結果を反映 

・JEAC4201-2004からJEAC4201-2007 

 [2013年追補版]に変更 

JEAC4201-2004 
JEAC4201-2007 

[2013年追補版] 

原子炉 

圧力容器 

関連温度 

(℃) 

胴部(母材) -12  11 

胴部(溶接金属) -23   6 

上部棚吸収 

エネルギー 

(J) 

胴部(母材) 110 111 

胴部(溶接金属) 150 151 

胴部(熱影響部) 111 112 
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3. 照射誘起型応力腐食割れ 

 

BWR環境下のステンレス鋼については，中性子照射を受けると材料自身の応力腐食割れの感

受性が高まるとともに，材料周辺の腐食環境が水の放射線分解により厳しくなることが知られ

ている。照射誘起型応力腐食割れは，この状況に引張応力場が重畳されると粒界型応力腐食割

れを生じる現象である。 

BWR環境下のステンレス鋼については，国内外における各種試験データより，比較的高い累

積照射量（SUS304において5×1020 n/cm2[E > １ MeV]）以上の中性子照射を受けた場合に応力

腐食割れが発生している。このため，これを照射誘起型応力腐食割れの発現しきい値としてい

る。 

炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管は，炉心を取

り囲む機器であり高い中性子照射を受けるため，照射誘起型応力腐食割れの感受性が増加する

可能性がある。運転開始後60年時点の予想照射量の最大値は上部格子板の約 2.9×1021 n/cm2 

であり，照射誘起型応力腐食割れの発生する可能性は否定できない。 

 

以上の知見を踏まえ，炉内構造物のステンレス鋼を使用している機器のうち，構造上最も累

積中性子照射量の厳しくなる上部格子板を代表部位とし，実機の中性子照射量について，その

結果を30年目評価結果と比較して表3-1に示す。 

 

上部格子板については，グリッドプレートにおいてしきい照射量を超えるものの，溶接部は

なく，運転中の差圧，熱，自重等に起因する引張応力成分は低く，照射誘起型応力腐食割れの

主要因となる可能性はないと評価する。 

また，炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管につい

ては，維持規格及びガイドラインに基づき計画的に水中テレビカメラによる目視点検並びに長

期保守管理方針に基づきMVT-1による目視点検を実施しており，これまでの目視点検におい

て，有意な欠陥は確認されていない。 

 

したがって，30年目の評価及びそれ以降の保全は有効であったと考える。 
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表 3-1 東海第二発電所 炉内構造物の主要なステンレス鋼の照射誘起型応力腐食割れ評価結果の比較 

部位 
評価時期

(年) 

実機条件 

可能性評価 相違の主な理由 中性子照射量*1 

[n/cｍ2:E＞1MeV]
材料 

発現しきい値 

[n/cｍ2:E＞1MeV]

上部格子板 

30 2.9×1022 

SUS 

304 
5.0×1020 

グリッドプレートにおいて

しきい照射量を超えるもの

の，溶接部はなく，運転中の

差圧，熱，自重等に起因する

引張応力成分は低く，照射

誘起型応力腐食割れの主要

因となる可能性はないと評

価する。 

・運転実績及び計画の反

映。 

・炉心内発生線源強度に関

し「均一分布」から「相対

出力分布値」を考慮し精緻

化*2した方法により算出し

た。 
40 2.9×1021 

*1:中性子照射量レベルは運転開始後60年時点での各部位の推定最大中性子照射量レベルを示す。 

*2:30年目の評価の際は，炉心内の中性子発生分布は一定としていたが，40年目の評価では，中性子の発生分布は炉心内の出力分布に比

例するとして評価を実施した。出力分布を考慮すると，中性子発生分布は炉心の中央部は高いが，周辺部は低くなる。 
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4. 2相ステンレス鋼の熱時効 

 

2相ステンレス鋼の熱時効の評価において，30 年目の評価では,2相ステンレス鋼を使用して

いる原子炉再循環ポンプケーシングや羽根車及び原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱，弁ふた等

は通常運転時の使用温度が約280 ℃程度であり，熱時効が問題となる高温の約290 ℃にはなら

ないため，健全性評価上問題となるものではないと判断していたが，40 年目の評価では定量

的な評価を実施した。 

2相ステンレス鋼の熱時効に対する定量的な評価として，熱時効による靭性低下及び機器の

健全性に影響を及ぼすフェライト量及び発生応力の多寡の観点から，原子炉再循環ポンプのケ

ーシング，原子炉再循環ポンプ入口弁の弁箱を代表評価対象部位として，運転開始後60年時点

までの疲労き裂に通常運転状態で働く荷重に加えて地震発生時の荷重を考慮したき裂の安定性

評価を実施した結果，当該機器は不安定破壊することはなく，健全性評価上問題とならないこ

と，及び目視点検又は超音波探傷検査を実施し，異常の無いことを確認していることから，30

年目の評価及びそれ以降の保全が有効であったと考える。 
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5. 電気・計装品の絶縁低下 

 

電気・計装品の絶縁特性低下のうち，ケーブルの絶縁特性低下に対する30年目と40年目の評

価を比較した結果を表5-1に示す。 

ケーブルの40年目の評価では，「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼

性試験方法に関する推奨案（電気学会技術報告 第Ⅱ-139号 1982年11月）」をもとに設計基準

事故時及び重大事故等時の評価を踏まえた健全性確認を行うとともに「原子力発電所のケーブ

ル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049）」に基づく設計基準事故時の評価もあわせて行

い，「低圧KGBケーブル」は，60年の通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において，「高

圧難燃CVケーブル」，「低圧CVケーブル」,「低圧難燃CVケーブル」は，60年の通常運転期

間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できることを確認

した。 

なお，「低圧難燃PNケーブル」は，28年の通常運転期間（一部線種は15年）及び事故時雰囲

気において絶縁性能を維持できることを確認しており，評価期間を迎える前にケーブルを引替

えることで60年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において絶縁

性能を維持できると評価する。 

 

ケーブル以外の事故時雰囲気内で機能要求がある電気・計装品について，以下に概要を示

す。 

 

a)電気ペネトレーション 

30年目の評価で電気ペネトレーション（モジュール型）については，当該品（海外製）に

よる評価となっていなかったため，当該品による健全性評価試験を実施したが，良好な結果

が得られなかったことから，60年間の健全性が確認されている現行品（国内製）に取替える

こととした。 

当該品（海外製）については，健全性が確認された現行品（国内製）へ取替えることで，

60 年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持

できると評価する。 

 

b)電動弁用駆動部 

30 年目の評価では，原子炉格納容器内及び原子炉格納容器外電動弁用駆動部の実機同等 

品による長期健全性試験結果から，40 年通常運転期間及び設計基準事故時雰囲気において 

絶縁性能を維持できると評価した。40 年目の評価では，原子炉格納容器内及び原子炉格納 

容器外電動弁用駆動部の実機同等品による 60 年の運転を想定した長期健全性試験を実施 

し，原子炉格納容器内及び原子炉格納容器外（原子炉建屋）の電動弁駆動部は，60 年の通

常運転期間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において，原子炉格納容器外

（主蒸気トンネル室）の電動弁駆動部は，50 年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及

び重大事故等時雰囲気において絶縁性能を維持できることを確認した。  
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c)プロセス設備 

30年目の評価では，点検結果を確認する評価方法であったが，今回の40年目評価では型式

試験で健全性が確認された期間内に取替える定期取替品とした。 

回転数検出器（電磁ピックアップ式）の30年目の評価は，設置環境条件（温度，放射線）

をもとに回転数検出器の耐熱性，耐放射線性について文献データ等を用いて健全性を評価し

た結果，60年間の運転期間及び事故時雰囲気において健全性を維持できることを確認した。

40年目の評価では，東海第二で使用している回転数検出器の40年間の運転期間及び事故時雰

囲気を想定した健全性試験結果を確認した。当該検出器は，運転開始後14年に設置してお

り，設置後40年を迎える前に取替えることにより，60年間の通常運転期間及び設計基準事故

時雰囲気において健全性を維持できることを確認した。 

 

d)ケーブル接続部 

 ①端子台接続 

30 年目の評価では，実機相当品による長期健全性試験結果から，40 年の通常運転期間 

   及び設計基準事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると評価した。40 年目の評価で 

は，原子炉格納容器内設置の端子台は，38 年間使用した実機端子台を供試体に設計基準

事故時条件による蒸気曝露試験を行い，38 年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及

び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持できることを確認した。 

なお，原子炉格納容器内設置の端子台については，今停止期間中に取替を行うことで， 

60 年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維 

持できると評価する。 

原子炉建屋内設置の端子台は，12 年間使用した実機端子台を供試体に 48 年相当の劣化

付与を行い，設計基準事故時条件による蒸気曝露試験を行った結果，60 年の通常運転期

間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持できることを確認

した。 

②同軸コネクタ 

    30年目の評価では，実機相当品による健全性試験を実施し，この結果及びUL規格による

熱劣化評価に基づき健全性を評価した結果，60年の運転期間及び事故時雰囲気において絶

縁性能を維持できることを確認した。40年目の評価では，実機同等品による長期健全性評

価結果から，60年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気におい

て絶縁を維持できることを確認した。なお，今停止期間中に設置される同軸コネクタ（放

射線計測用，格納容器外）は，追加保全項目として，長期健全性評価結果から得られた評

価期間に至る前に取替を行うことで，60年の通常運転期間，設計基準事故時雰囲気及び重

大事故等時雰囲気において絶縁を維持できると評価する。 

 ③スプライス接続 

スプライス接続は，実機同等品による長期健全性試験結果から，60 年の通常運転期間, 

設計基準事故時雰囲気及び重大事故等時雰囲気において絶縁を維持できることを確認し 

た。  
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表5-1(1/5) ケーブル健全性評価結果の比較 

設備 機器名称 30年目評価結果 40年目評価結果 相違の主な理由 

高圧ケーブル CVケーブル ・東海第二発電所で使用されている同

仕様のケーブルにて，電気学会推奨

案**に基づく健全性評価により，60

年間の絶縁性能を維持できると評

価。(設計基準事故を想定) 

― 

・新規制基準対応の防火対策により，東海

第二発電所に敷設している高圧ケーブル

は難燃CVケーブルへ全数引替えるため，

40年時の評価は不要となった。 

難燃CVケーブル ・東海第二発電所で使用されているケ

ーブルと同じ絶縁体を有するケーブ

ルにて，電気学会推奨案**に基づく健

全性評価により，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。(設計基準事故

を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認を行い，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。(設計基準事故と重大

事故等を想定)  

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

低圧ケーブル CNケーブル ・東海第二発電所で使用されている異

なる製造メーカのCVケーブルにて，

電気学会推奨案**に基づく健全性の

確認を行い，約50年間の絶縁性能を

維持できると評価。(設計基準事故

を想定) 

― 

・原子炉格納容器内で使用されているCNケ

ーブルについては，難燃PNケーブルへ全

数引替えるため，40年時の評価は不要と

なった。 

CVケーブル ・東海第二発電所で使用されている異

なる製造メーカのCVケーブルにて，

電気学会推奨案**に基づく健全性の

確認を行い，60年間の絶縁性能を維

持できると評価。(設計基準事故を

想定) 

・東海第二発電所で使用されている異なる製

造メーカのCVケーブルにて，電気学会推奨

案**に基づく健全性の確認を行い，60年間の

絶縁性能を維持できると評価。(設計基準事

故と重大事故等を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，ACAガイド*に取りまと

められている経年劣化手法にて，健全性の

確認を行い，60年間の絶縁性能を維持でき

ると評価。(設計基準事故を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

*  ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049） 

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告（Ⅱ部）「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」 
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表5-1(2/5) ケーブル健全性評価結果の比較 

設備 機器名称 30年目評価結果 40年目評価結果 相違の主な理由 

低圧ケーブル 難燃CVケーブル ・東海第二発電所で使用されている同

仕様のケーブルにて，電気学会推奨

案**に基づく健全性の確認を行い，

60年間の絶縁性能を維持できると評

価。(設計基準事故を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認を行い，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。(設計基準事故と重大

事故等を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，ACAガイド*に取りまと

められている経年劣化手法にて，健全性の

確認を行い，60年間の絶縁性能を維持でき

ると評価。(設計基準事故を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

KGBケーブル ・東海第二発電所で使用されているケ

ーブルと異なる製造メーカのKGBケ

ーブルにて，電気学会推奨案**に基

づく健全性の確認を行い，60年間の

絶縁性能を維持できると評価。(設

計基準事故を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認を行い，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。(設計基準事故を想

定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，ACAガイド*に取りまと

められている経年劣化手法にて，健全性の

確認を行い，60年間の絶縁性能を維持でき

ると評価。(設計基準事故を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

難燃PNケーブル ・東海第二発電所で使用されている同

仕様のケーブルにて，電気学会推奨

案**に基づく健全性の確認により，

60年間の絶縁性能を維持できると評

価。(設計基準事故を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**をもと

に健全性の確認を行い，30年間（制御用は

15年間），原子炉格納容器内に敷設されて

いる一部ケーブルについては，実機環境温

度毎に評価した期間内にケーブルの取替を

実施することで，絶縁性能を維持できると

評価。(重大事故等を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，ACAガイド*に取りまと

められている経年劣化手法にて，健全性の

確認を行い，28年間の絶縁性能を維持でき

ると評価。(設計基準事故を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

*  ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049） 

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告（Ⅱ部）「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」 
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表5-1(3/5) ケーブル健全性評価結果の比較 

設備 機器名称 30年目評価結果 40年目評価結果 相違の主な理由 

同軸ケーブル 難燃一重同軸ケーブル 

(絶縁体が架橋ポリエ

チレン) 

・東海第二発電所で使用されているケ

ーブルと絶縁体仕様が類似するケー

ブルにて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認により，60年間の絶

縁性能を維持できると評価。(設計

基準事故を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認を行い，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。 (設計基準事故と重

大事故等を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，ACAガイド*に取りまと

められている経年劣化手法にて，30年間の

健全性の確認を行った。なお，当該ケーブ

ルは2009年（運転開始後31年）に取替を実

施しており，これを考慮すると運転開始か

ら60年間の絶縁性能を維持できると評価。 

(設計基準事故を想定)  

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

難燃一重同軸ケーブル 

(絶縁体が耐放射線性

架橋ポリオレフィン) 

・東海第二発電所で使用されているケ

ーブルと絶縁体仕様が類似するケー

ブルにて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認により，60年間の絶

縁性能を維持できると評価。(設計

基準事故を想定) 

― 

・30年目の評価後に難燃一重同軸ケーブル

(絶縁体が耐放射線性架橋ポリオレフィ

ン)から難燃一重同軸ケーブル(絶縁体が

架橋ポリエチレン)に取替を実施したた

め，40年目の評価は不要となった。 

*  ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049） 

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告（Ⅱ部）「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」 
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表5-1(4/5) ケーブル健全性評価結果の比較 

設備 機器名称 30年目評価結果 40年目評価結果 相違の主な理由 

同軸ケーブル 

難燃一重同軸ケーブル 

(絶縁体が架橋ポリオ

レフィン) 

・東海第二発電所で使用されているケ

ーブルと絶縁体仕様が類似するケーブ

ルにて，電気学会推奨案**に基づく健

全性の確認により，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。(設計基準事故

を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認を行い，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。 (設計基準事故と重

大事故等を想定) 

・東海第二発電所で37年間使用した当該ケー

ブルを供試体として，ACAガイド*に取りま

とめられている経年劣化手法にて，23年間

の健全性の確認を行った。これを考慮する

と運転開始から60年間の絶縁性能を維持で

きると評価。(設計基準事故を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

難燃三重同軸ケーブル ・東海第二発電所で使用されている同

仕様のケーブルにて，電気学会推奨

案**に基づく健全性の確認により，

60年間の絶縁性能を維持できると評

価。(設計基準事故を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く健全性の確認を行い，60年間の絶縁性能

を維持できると評価。 (設計基準事故と重

大事故等を想定) 

・東海第二発電所で37年間使用した絶縁体仕

様が類似するケーブルを供試体として，ACA

ガイド*に取りまとめられている経年劣化手

法にて，23年間の健全性の確認を行った。

これを考慮すると運転開始から60年間の絶

縁性能を維持できると評価。(設計基準事故

を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

*  ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049） 

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告（Ⅱ部）「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」 
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表5-1(5/5) ケーブル健全性評価結果の比較 

設備 機器名称 30年目評価結果 40年目評価結果 相違の主な理由 

同軸ケーブル 

難燃二重同軸ケーブル 

― 

・東海第二発電所で設置を予定しているケー

ブルにて，電気学会推奨案**に基づく健全性

の確認を行い，60年間の絶縁性能を維持で

きると評価。(設計基準事故と重大事故等を

想定) 

・東海第二発電所で設置を予定しているケー

ブルと同じ絶縁体を有するケーブルにて，

ACAガイド*に取りまとめられている経年劣

化手法にて，健全性の確認を行い，60年間

の絶縁性能を維持できると評価。(設計基準

事故を想定) 

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

・重大事故等対処設備に属する機器として

設置予定のため，40年目評価を追加。 

難燃六重同軸ケーブル ・東海第二発電所で使用されている同

仕様のケーブルにて，電気学会推奨案
**に基づく健全性の確認により，約31

年間の絶縁性能を維持できると評価で

き，難燃六重同軸ケーブルは，運転開

始後21年に取替を実施しており，これ

を考慮すると運転開始から約52年間の

絶縁性能を維持できると評価。(設計

基準事故を想定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

の同等品を用いて，電気学会推奨案**に基づ

く41年間の健全性の確認を行った。なお，

当該ケーブルは1999年（運転開始後21年）

に取替を実施しており，これを考慮すると

運転開始から60年間の絶縁性能を維持でき

ると評価。(設計基準事故と重大事故等を想

定) 

・東海第二発電所で使用されているケーブル

と絶縁体仕様が類似するケーブルにて，ACA

ガイド*に取りまとめられている経年劣化手

法にて，30年間の健全性の確認を行った。

なお，当該ケーブルは1999年（運転開始後

21年）に取替を実施しており，これを考慮

すると運転開始から51年間の絶縁性能を維

持できると評価。 (設計基準事故を想定)  

・30年目の評価に用いた電気学会推奨案**に

よる評価に加え，ACAガイド*に基づいた評

価を追加。 

・設計基準事故時の評価に加え，重大事故

等時の条件による評価を追加。 

*  ACAガイド:原子力発電所のケーブル経年劣化評価ガイド（JNES-RE-2013-2049） 

** 電気学会推奨案:電気学会技術報告（Ⅱ部）「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験方法に関する推奨案」 
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6. コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下 

 

コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下に対する30年目と40年目の評価を比較した結果を

表6-1に示す。 

劣化事象を生じる可能性がある要因について，30年目と40年目の評価を比較した結果,いず

れも劣化事象が生じない，又は生じているが軽微(運転開始60年時点での評価値がしきい値以

下)であり，評価結果に相違はなかったこと，並びに定期的に目視確認及び非破壊試験等を実

施し異常がないことを確認していることから，30年目の評価及びそれ以降の保全が有効であっ

たと考える。 

放射線照射による強度低下については，40年目の評価において，稼働率の見直しによる照射

量の再計算を実施したが，健全性に問題ないことを確認している。 

中性化による強度低下については，40年目の評価において，環境条件，特別点検にて確認し

た結果を踏まえ再選定した評価点の60年経過時点の評価を行い，健全性に問題ないことを確認

している。 

塩分浸透による強度低下については，40年目の評価において，環境条件，特別点検にて確認

した結果を踏まえ評価点を再選定し，塩化物イオン濃度を用いて60年経過時点での鉄筋の腐食

減量の評価を行い，健全性に問題ないことを確認している。 
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表6-1(1/2) コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下の評価結果の比較 

分類 要因 30年目評価 40年目評価 相違の主な理由 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
低
下 

熱 

・原子炉圧力容器支持脚部と原子炉ペデス

タルコンクリートとの接触面の最高温度

は，約52.8 ℃であり，温度制限値を下回

っており影響はない。 

 

・原子炉圧力容器支持脚部と原子炉ペデスタルコン

クリートとの接触面周辺の実測による最高温度

は約55 ℃以下である。また，ガンマ線による熱発

生温度分布を考慮した結果，約64 ℃以下であり，

温度制限値を下回っており影響はない。ただし，

震災時に一次遮へい壁のコンクリート温度が制

限値を超えた可能性があり，影響を評価した結

果，震災時の最高温度での，加熱冷却後における

圧縮強度が設計基準強度を上回っていることを

確認した。よって，構造体の耐力は設計荷重を上

回ると判断した。 

・通常運転時の測定結果に相違なし。 

・ガンマ線による熱発生温度分布を考

慮した。 

・40年目評価にて，震災影響評価を

実施した。 

放射線照射

・運転開始後60年時点の中性子照射量は，

5.05×1015 n/cm2であり，基準値を下回っ

ており影響はない。 

・運転開始後60年時点のガンマ線照射量は，

6.98×106 radであり，基準値を下回って

おり影響はない。 

 

・運転開始後60年時点の中性子照射量は，4.10×1015 

n/cm2であり，基準値を下回っており影響はない。

 

・運転開始後60年時点のガンマ線照射量は，

7.80×104 Gy (7.80×106 rad)であり，基準値を

下回っており影響はない。 

 

・稼働率の見直しによる照射量の再計

算を実施した。 

 

・30年目の評価点は，建設時工認の評

価点を用いていたが，40年目の評価

点はガンマ線最大照射量となる点

を評価点に変更した。 

中性化 

・運転開始後60年時点の中性化深さ(下記)

は，設計最小かぶり厚さ(下記の[ ]内)と

比較して余裕がある。 

＜廃棄物処理棟(屋内最大値)＞ 

  3.7 cm以下 [5 cm] 

＜タービン建屋外壁(屋外最大値)＞ 

  2.2 cm以下 [3 cm] 

 

・運転開始後60年時点の中性化深さ(下記)は，鉄筋

が腐食し始める時点の中性化深さ(下記の[ ]

内)と比較して余裕がある。 

＜タービン建屋(屋内最大値)＞ 

  5.0 cm以下 [6.0 cm] 

＜取水構造物（気中帯）(屋外最大値)＞ 

  1.6 cm以下 [6.4 cm] 

 

・評価点は環境条件，特別点検にて確

認した結果を踏まえ，再選定した。 
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表 6-1(2/2) コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下の評価結果の比較 

分類 要因 30年目評価 40年目評価 相違の主な理由 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
強
度
低
下 

塩分浸透 

・運転開始後60年時点の鉄筋腐食減量(下

記)は，かぶりコンクリートにひび割れが

発生する時点の鉄筋腐食減量(下記の

[ ]内)を下回っている。 

＜取水構造物（気中帯）＞ 

6.3×10-4 g/cm2 

[66.2×10-4 g/cm2] 

＜取水構造物（干満帯）＞ 

17.7×10-4 g/cm2 

[67.7×10-4 g/cm2] 

＜取水構造物（海中帯）＞ 

1.3×10-4 g/cm2 

[64.5×10-4 g/cm2] 

・運転開始後60年時点の鉄筋腐食減量(下記)は，か

ぶりコンクリートにひび割れが発生する時点の鉄

筋腐食減量(下記の[ ]内)を下回っている。 

＜取水構造物（気中帯）＞ 

3.4×10-4 g/cm2 

[62.3×10-4 g/cm2] 

＜取水構造物（干満帯）＞ 

18.1×10-4 g/cm2 

[67.7×10-4 g/cm2] 

＜取水構造物（海中帯）＞ 

1.1×10-4 g/cm2 

[62.3×10-4 g/cm2] 

・評価点は環境条件，特別点検にて確

認した結果を踏まえ，再選定した。 

 

機械振動 

・大きな振動を受けるタービン発電機架台

のこれまでの目視点検において，機械の

異常振動や定着部周辺コンクリートの表

面の有害なひび割れ等はない。 

・大きな振動を受けるタービン発電機架台のこれま

での目視確認において，コンクリート表面におい

て強度に支障をきたす可能性のある欠陥がないこ

とを確認している。 

・相違なし。 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の 

遮
蔽
能
力
低
下 

熱 

・ガンマ線遮へいコンクリート炉心領域部

のコンクリートの最高温度は，55.4 ℃で

あり，温度制限値を下回っており影響は

ない。 

・ガンマ線遮へいコンクリート炉心側のコンクリー

トの実測による最高温度は約55 ℃以下である。ま

た，ガンマ線による熱発生温度分布を考慮した結

果，約64 ℃以下であり，温度制限値を下回ってお

り影響はない。ただし，震災時にコンクリート温

度が制限値を超えた可能性があり，影響を評価し

た結果，水分逸散は生じておらず，原子炉設置（変

更）許可における遮蔽能力を下回っていないと判

断した。 

・通常運転時の測定結果に相違なし。 

・ガンマ線による熱発生温度分布を考

慮した。 

・40年目評価にて，震災影響評価を 

実施した。 
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7. 主要6事象以外の日常劣化管理事象 

原子力発電所に対する保全では，機器・構造物の経年劣化が徐々に進行して最終的に故

障に至ることのないよう，定期的な検査や点検等により経年劣化の兆候を早期に検知し，

必要な処置を行い，事故・故障を未然に防止している。 

東海第二発電所は，運転監視，巡視点検，定期的な検査及び点検により設備の健全性を

確認し，経年劣化等の兆候が認められた場合には詳細な調査及び評価を行い，補修，取替

等の保全を実施している。特に長期の使用によって発生する経年劣化事象については，点

検により経年的な変化の傾向を把握し，故障に至る前に計画的な保全を実施している。 

また，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき原子力規制委

員会が行う施設定期検査を受検するとともに，定期事業者検査についても，その実施に係

わる組織等の妥当性が定期安全管理審査において審査されている。 

さらに，保安規定において，定期事業者検査等の対象機器に対する作業項目のうち，定

期点検工事又は定期修繕工事にて実施する分解点検，開放点検等の機能回復を図るものに

ついて，点検・補修等の結果の確認・評価について規定している。 

 

(1)運転監視，巡視点検 

運転状態を各種指示計，記録計，計算機出力等により常時運転員が監視するととも

に，原子力発電所の多種多様な設備について運転員が計画的に巡視点検を行い，機器等

の健全性確認，経年劣化等の兆候の早期発見に努めている。 

 

(2)定期的な検査 

プラントの運転中を主体に待機設備の作動確認等の定期的な検査を行い，設備の健全

性確認及び経年劣化等の兆候の早期発見に努め，事故・故障の未然防止を図っている。

定期的な検査のうち，工学的安全施設等の安全上重要な設備の定期的な検査の内容を保

安規定に定め，これに基づく運用を行っている。 

 

(3)点検 

「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき原子力規制委員

会が行う施設定期検査に合わせ，定期的にプラントを停止し，プラント全般にわたる設

備の点検を，東海第二発電所 保全計画等に基づき実施して，設備の機能維持及び経年劣

化等の兆候の早期発見に努め，事故・故障の未然防止を図るとともに，環境，防災の維

持を図っている。また，プラントを停止せずに点検を実施できる設備については，同様

の点検をプラント運転中に実施している。点検の結果は記録としてまとめ，設備の経年

的な傾向を管理し，以後の点検計画に反映している。 

主要6事象以外で，日常の点検により傾向管理している部位・事象について劣化状況評

価結果を基に評価を行った結果，30年目の高経年化技術評価で確認された劣化傾向から

大きく乖離するものは確認されなかった。したがって，30年目の高経年化技術評価で想

定した劣化傾向が妥当なものであり，今後も日常点検による傾向管理を継続し，PDCA管

理することで，健全性を維持することが可能であると考える。 
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日常の点検により傾向管理している代表的な事象(腐食)の事例として，配管の腐食に

ついて以下に示す。 

配管の腐食については，保安院指示文書(平成20・12・22 原院第4号 NISA-163c-08-5)

や「日本機械学会 沸騰水型原子力発電所配管減肉管理に関する技術規格(JSME S NH1-

2006)」に定められた内容に従い，「配管肉厚管理マニュアル」を策定し，管理してき

た。また30年目の高経年化技術評価に基づき，長期保守管理方針を策定し「炭素鋼配管

系の外面腐食」に着目し，保温材に覆われた範囲について点検要領を定め，外表面の目

視点検を実施することとしていた。2010年1月に残留熱除去系配管のライニング修繕工事

の中で外面の目視点検を実施していたところ，当該配管の必要最小厚さを満足せず，技

術基準に適合していないことが確認された。当該減肉部は，アンカーサポートに囲まれ

た部位に加え，配管貫通部の封止処理に用いたモルタルがはみ出し，長期間にわたり堆

積し配管外面との間に隙間を形成するとともに，雨水の浸入が重畳し，湿潤環境が継続

し，減肉に至った。 

ハード面の対策として，雨水浸入箇所の封止とアンカーサポートの構造見直しによる

外面点検の点検不可範囲の改善を実施するとともに，配管外面の点検要領を「配管肉厚

管理マニュアル」の改訂を実施し，これに基づき配管肉厚の管理を実施していることを

確認した。 

また，劣化状況評価書において，配管の腐食以外で，日常的な保守管理での実測値に

より傾向管理している部位・事象の例としては以下のようなものがある。 

 

(1)摩耗 

① 残留熱除去系ポンプ電動機の主軸の摩耗 

② 原子炉補機冷却系ポンプのケーシングリングの摩耗 

 

(2)腐食 

① 補助ボイラ汽水胴・水管の腐食 

 

(3)絶縁特性低下 

① 残留熱除去系ポンプ電動機の固定子コイル及び口出線・接続部品の絶縁特性低下 
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②保全実績の評価 

 

 

 

 

 

 

 

  



－ 29 － 

30年目の高経年化技術評価の結果，現状保全の継続により健全性を維持できると評価した

ものについて，過去約10年間の保全実績に基づき，その有効性を評価し課題を抽出する。課

題がある場合には，今後の保全について検討し，劣化状況評価に反映する。 

ここでは，30年目の高経年化技術評価の結果，経年劣化に関する保全が有効でなかったた

め生じたと考えられるトラブル事象を抽出し，その評価を実施した。 

 

保全が有効でなかったため生じたと考えられるトラブル事象とは，30年目の高経年化技術

評価で発生を想定できなかった部位における経年劣化事象及び30年目の高経年化技術評価が

不足していた経年劣化事象に起因すると考えられる東海第二発電所で発生した以下に示すト

ラブル，保全品質情報をいう。 

 

・原子炉隔離時冷却系タービン排気ライン逆止弁損傷に伴う運転上の制限逸脱について 

・屋外硫酸貯蔵タンク堰内での漏えい事象について 

・主油タンク油面変動等に伴う機器点検のための原子炉手動停止について 

・蒸気乾燥器に確認されたひび割れについて 

・シュラウドサポート溶接継手のひび状の指示模様について 

・残留熱除去系海水系配管の減肉について 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転上の制限からの逸脱について 

・蒸気乾燥器のひび調査結果について 

 

なお，30年目の高経年化技術評価以降に東海第二発電所で発生した事故・トラブル等は，

法令に基づく報告対象情報が8件，保全品質情報に係わるものが39件であった。そのうち，経

年劣化事象に起因する事故・トラブル等は8件であった。 

この8件の事故・トラブル等について検討した結果を参考資料として添付する。 

上記8件については，30年目の高経年化技術評価で発生を想定できなかったもの及び30年目

の高経年化技術評価が不足していたもの等であり，これらを含めて，30年目評価時の考え

方，評価方法等の考察を実施し，劣化状況評価に適切に反映を行った。 
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1. 原子炉隔離時冷却系タービン排気ライン逆止弁損傷に伴う運転上の制限逸脱について 

 

(1)事象の概要 

第23回定期検査時の調整運転中のところ，原子炉隔離時冷却系（以下「RCIC」とい

う）の定期試験を実施後，原子炉格納容器の圧力が低下傾向にあることを確認した。原

因調査を実施した結果，格納容器に封入している窒素ガスがRCICタービン排気ラインか

ら漏えいしている可能性が高いと判断した。排気ラインの隔離弁を閉止したところ，圧

力低下は止まった。 

漏えいは，RCICタービン排気ラインに設置されている逆止弁のシートリークによるも

のと考え，分解点検を実施したところ，アームから弁体が脱落していることを確認し

た。 

脱落の原因は，RCICタービン低速回転時に，タービン排気蒸気の凝縮により背圧が変

動し，弁体が頻繁に開閉動作を行い,アームがストッパーと衝突を繰り返し，弁体とアー

ムとを連結している弁体ネジ部に疲労割れが生じた。 

ストッパーとの衝突による衝撃を緩和する目的で，衝撃緩和機構付きの弁に交換する

とともに，蒸気凝縮性能が優れたスパージャに交換した。 

 

(2)30年目高経年化技術評価の考察 

RCICタービン低速時に弁体が開閉動作を行い，アームとストッパーが衝突を繰り返す

が，弁体ネジ部（弁体とアームを連結）に疲労限を超える応力が発生した。疲労割れに

至る事象を想定しておらず，当該弁の点検計画に反映されなかったため，疲労き裂の発

生を発見することができなかった。 

 

(3) 劣化状況評価への反映事項 

現在は，長期的な対策として衝撃緩和機構付の弁に交換されているが，以下の内容を

劣化状況評価書へ記載する。 

弁体ネジ部（弁体とアームを連結）の疲労割れを経年劣化事象（着目すべき経年劣化

事象ではない事象）として新たに抽出する。 

 

以下に，当該事象が発生した原子炉隔離時冷却系タービン排気ライン逆止弁の評価内

容を示す。 

 

タービン排気側に設置されている逆止弁は，タービン背圧の変動により開閉動作を繰

り返し，弁体とアームを連結するねじ部に疲労割れを起こす可能性がある。当該逆止弁

は，2008年の定期試験時において，弁体（ねじ部）の疲労割れによる弁体の脱落事象が

発生した。対策として，衝撃緩和機構付の弁に交換するとともに，分解点検時の目視点

検に加え弁体（ねじ部）の浸透探傷検査を実施しており，必要に応じて補修又は取替を

行うことにより，機能を維持することとしている。 

したがって，弁体（ねじ部）の疲労割れは高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はないと判断する。 



－ 31 － 

2. 屋外硫酸貯蔵タンク堰内での漏えい事象について 

 

(1)事象の概要 

定格熱出力一定運転中のところ，屋外硫酸貯蔵タンクサンプリング配管の保温材から

糸状に堰内に硫酸が漏れているのを発見した。 

当該サンプリングラインには電熱ヒータが設置されており，その加熱部位にピンホー

ルが生じていた。ピンホール発生原因はヒータ加熱（設定温度65 ℃）により滞留液体の

温度がその他の部位より常時高い温度に保持されたことにより，濃硫酸の硫酸鉄に対す

る溶解度が上昇することで電池効果により減肉が進行したものと推察する。 

漏えい箇所の上流には隔離する弁等がないことから，タンクローリー車を用いてタン

ク内の硫酸を抜き取った上で，漏えい発生部位を配管上流で切断，タンクと同種材質で

ある炭素鋼（S25C）の座を溶接，施栓を実施した。 

 

(2)30年目高経年化技術評価の考察 

当該配管は，安全機能を有していないため，高経年化評価の対象とはならない。 

当該サンプリングラインは，これまでに使用実績がないことから，切断部位を溶接に

より施栓補修を実施しており，さらに電熱ヒータも使用しないことを再発防止対策とし

ており，今後同様な化学腐食（濃硫酸を高温環境下で使用する際の電池効果による減

肉）の発生の可能性はないと考える。 

 

(3)劣化状況評価への反映事項 

濃硫酸を扱っている設備についてヒータ等で常時加温しているものはないことを確認

しており，評価に反映するべき事象ではない。 
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3.主油タンク油面変動等に伴う機器点検のための原子炉手動停止について 

 

(1) 事象の概要 

定格熱出力一定運転中のところ，主タービン油系とタービン駆動原子炉給水ポンプ潤

滑油並びに制御油系で共有している主タービン潤滑油タンク（以下「主油タンク」とい

う）の油面異常を示す警報が発報し，その後，主油タンクの油面が徐々に低下し油面調

整操作の頻度が増加し油面維持が困難となったこと，これ以上悪化すると関連機器への

影響が懸念されたことから，原子炉を停止した。 

主タービン油系の点検の結果，主油冷却器（B）伝熱管に摩耗が認められた。 

主油冷却器の伝熱管から漏えいを生じた原因は，潤滑油が伝熱管のU字部分に流れ込む

構造のために，潤滑油の流動によってU字管に僅かな振動が発生，長期間の使用によって

摩耗・減肉が進行して，最終的に貫通孔が生じたものと考えられる。 

漏えいが発生し抜管した当該伝熱管1本，渦流探傷検査結果の検証用のために抜管した

伝熱管2本，外面傷が渦流探傷検査により検出された伝熱管3本について，施栓を実施し

た。 

 

(2) 30年目高経年化技術評価の考察 

主油冷却器の伝熱管について，流体による振動によりバッフルを貫通する部位に摩耗

が発生する事象を想定していなかった。 

 

(3) 劣化状況評価への反映事項 

主油冷却器の伝熱管の摩耗については，着目すべき経年劣化事象ではない事象とし，

技術評価を実施した。主油冷却器の伝熱管のバッフル貫通部についても摩耗に着目した

外観点検（最外周部伝熱管）及び伝熱管の渦流探傷検査を定期的に実施する。 

 

以下に，当該事象が発生した主油冷却器の評価内容を示す。 

 

伝熱管は管支持板により適切なスパンで支持することで振動を抑制しているが，内部

流体の流れによりわずかな伝熱管の振動が発生し，伝熱管と管支持板が接触することに

より，伝熱管拘束点において伝熱管外表面に摩耗が発生する可能性がある。さらに，伝

熱管拘束点において伝熱管外面から疲労割れが発生する可能性がある。 

油冷却器は，2009年の定格熱出力一定運転中に，伝熱管の摩耗による伝熱管漏えい事

象が発生した。対策として，当該伝熱管に施栓を実施するとともに，分解点検時に管支

持板貫通部における伝熱管の摩耗に着目した目視点検に加え，伝熱管の渦流探傷検査を

実施しており，必要に応じて補修又は取替を行うことにより，機能を維持することとし

ている。 

したがって，伝熱管の高サイクル疲労割れ及び摩耗は高経年化対策上着目すべき経年

劣化事象ではないと判断する。  
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4.蒸気乾燥器に確認されたひび割れについて 

 

(1) 事象の概要 

第24回定期検査で実施した蒸気乾燥器の外観点検において，プレナムパーテーション

とフードの溶接部に3箇所，リフティングアイの回り止め溶接部に1箇所のひび割れが確

認された。 

当該部のひび割れは，ひび割れの形状や応力集中しやすさから流動振動等による疲労

割れである可能性が高い。 

確認されたひび割れは，蒸気乾燥器の機能，構造に影響を直ちに与えるものではない

が，今後の運転に万全を期すため，補修方法として，ひび割れを除去し，応力集中を低

減する対策を実施した。 

 

(2)30年目高経年化技術評価の考察 

30年目評価時点では，プレナムパーテーションとフードの溶接部及びリフティングア

イの回り止め溶接部のひび割れ（高サイクル疲労）については，想定される経年劣化事

象としては抽出していなかった。 

 

(3)劣化状況評価への反映事項 

プレナムパーテーションとフードの溶接部及びリフティングアイの回り止め溶接部の

ひび割れ（高サイクル疲労）について，現状保全にて検知できていることから，着目す

べき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）として抽出し，技術評価を実施し

た。 

今回の補修箇所以外のフード部にもひび割れ（高サイクル疲労）の発生の可能性は否

定できないことから，水中カメラによる点検を継続する。 

 

以下に，当該事象が発生した蒸気乾燥器の評価内容を示す。 

 

炉内構造物は炉心流による流体振動を受けるため，高サイクル疲労割れの発生が想定

されるが，炉内の流体振動による高サイクル疲労については，代表機器と同様に設計段

階において考慮されているため，高サイクル疲労割れが発生する可能性は小さい。 

蒸気乾燥器については，第24回定期検査（2009年度）において，プレナムパーテーシ

ョンの溶接部（3箇所）及びリフティングアイの廻り止め溶接部（1箇所）に高サイクル

疲労と推定されるひびが認められ，補修溶接等を実施し，発生応力の低減を図ってい

る。 

蒸気乾燥器については，維持規格等に基づき計画的に水中テレビカメラによる点検を

実施することとしており，これまでの上記以外の有意な欠陥は認められていない。 

したがって，高サイクル疲労割れは,高経年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。  
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5.シュラウドサポート溶接継手のひび状の指示模様について 

 

(1) 事象の概要 

第24回定期検査中の炉内構造物検査（定期事業者検査）において，シュラウドサポー

ト溶接継手に合計40箇所の欠陥指示を確認した。 

この結果を用いて維持規格等に基づき，構造健全性評価を実施した結果，十分な裕度

を有していることから，確認されたひび割れ及び仮定した周方向のひび割れが構造健全

性に影響を及ぼすものではないことを確認した。 

今回新たに確認された欠陥指示については，材料，応力，環境の状況から，応力腐食

割れ（以下「SCC」という）と推定している。 

 

1）材料：SCC感受性のあるインコネル182が使用されている。  

2）応力：溶接残留応力及び運転応力により，高い引張応力が生じていたと推定され

る。 

3）環境：水素注入が行われていない期間のプラント運転中の炉水溶存酸素濃度は約

200ppb程度であった。 

 

至近の定期検査において点検を行う。その後は，隔回毎の定期検査時の継続検査とす

る。 

なお，継続検査ではひび割れについて，今回実施した健全性評価への影響を確認し，

必要に応じて再評価を行うこととしている。 

 

(2) 30年目高経年化技術評価の考察 

炉心シュラウド等は粒界型応力腐食割れを想定される経年劣化事象として抽出されて

おり，適切に評価されている。 

炉心シュラウド等のうち，シュラウドサポートのシリンダ縦溶接部については，21回

定期検査にて粒界型応力腐食割れと思われるひびが見つかっており，計画的な目視点検

を実施することとしており，長期保守管理方針及び保全計画に定め，計画に基づき点検

を実施してきている。 

シュラウドサポートのシリンダ縦溶接部を除き，粒界型応力腐食割れと推定される欠

陥は確認されていないと評価しているが，現状保全に基づき，シリンダ縦溶接部以外に

も類似のひび割れを検知し，構造健全性評価による解析の結果十分な裕度を有している

ことを確認した。 

解析により確認されたひび割れ及び仮定した周方向のひび割れが構造健全性に影響を

及ぼすものではないことから,現状保全は適切であったと考える。 
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(3) 劣化状況評価への反映事項 

30年目評価と同様，炉心シュラウド等に粒界型応力腐食割れを想定し，現状保全にて

検知できていることから，着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）

として抽出し，技術評価を行う。 

 

以下に，当該事象が発生した炉心シュラウドの評価内容を示す。 

 

シュラウドサポートは，ステンレス鋼及高ニッケル合金であり高温の純水環境中にあ

ることから，国内外の損傷事例から粒界型応力腐食割れが想定される。 

炉心シュラウド－シュラウドサポートの周方向溶接部（H7）及びシュラウドサポート

のシリンダ縦溶接部（V8）については，高温純水中の高ニッケル合金であり，粒界型応

力腐食割れと思われるひび割れが確認されているが，維持規格等を用いて評価し運転開

始後60年時点で技術基準に適合しており，今後もひび割れに対する継続検査として，計

画的に目視点検を実施することとしている。 

さらに，ステンレス鋼又は高ニッケル合金の粒界型応力腐食割れは，材料の感受性，

腐食環境及び引張応力の3つの因子が同時に存在する条件下で発生するが，東海第二発電

所の炉内構造物については，水素注入による腐食環境改善や残留応力低減対策等を実施

している。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する。  
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6.残留熱除去系海水系配管の減肉について 

 

(1) 事象の概要 

第24回定期検査中のところ，残留熱除去系海水系（以下「RHRS」という）ライニング

配管修繕工事において工場搬出中の配管外面の一部に錆を伴った局所的な窪みがあるこ

とから，超音波厚さ計を用いた肉厚測定を実施した。 

その結果，技術基準における必要な厚さ（以下「必要最小厚さ」という）を下回る部

分が1箇所あることを確認した。 

調査の結果，屋外ハッチ開口部から，雨水がアンカーサポートを伝わって配管外面に

滴下し，さらに建屋壁貫通部の封止処理に用いていたモルタルがはみ出していたため，

錆び止め塗装のみの配管外面との隙間を形成し，雨水が浸み込み長期間湿潤環境とな

り，配管外面が著しく腐食し必要最小厚さを下回ったと推定される。 

当該配管の必要最小厚さを下回っていた箇所については，減肉部分の配管を撤去し復

旧した。 

また，充填したモルタルを壁面と平坦に仕上げるとともに当該配管のアンカーサポー

ト内の配管外表面状況について目視点検が可能となるような構造とした。 

今後は，配管外面点検の際は，周辺状況（干渉物の発錆状況や天井の雨水浸入跡等）

を踏まえ，目視が困難な部位に腐食の進行を想定し，干渉物を一部取り外し，配管の健

全性を確認する。 

 

(2) 30年目高経年化技術評価の考察 

30年目の評価時点において， 配管の外面腐食（全面腐食）について，着目すべき経年

劣化事象として抽出しており，評価されていたが，屋外配管（トレンチ内含む）の目視

が困難な部位における外面腐食に着目した保守管理に不足があった。 
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(3) 劣化状況評価への反映事項 

配管の外面腐食（全面腐食）について，着目すべき経年劣化事象ではない事象として

抽出し，適切に反映する。 

 

配管の外面減肉については，本不具合及び平成20年10月24日付けNISA文書「原子力発

電所の定期事業者検査に関する解釈（内規）の制定について」を受け，社内規程「配管

肉厚管理マニュアル」を改訂し，管理対象・点検計画を定め，点検を実施している。 

 

以下に当該事象が発生した残留熱除去系海水系配管の減肉の評価内容を示す。 

 

屋外に設置されている残留熱除去海水系配管の建屋貫通部のサポート取付箇所におい

て，雨水がサポート架構上を経て，建屋貫通部のモルタルと配管表面との隙間にたま

り，長期間湿潤環境になったことで，腐食（隙間腐食）が発生した。 

このため，雨水が浸入しない対策を講じると共に，建屋貫通部，サポート取付部等の

直接目視が困難な箇所に対する点検方法を社内規程「配管肉厚管理マニュアル」に反映

し，これに基づき点検を実施しており，必要に応じ補修を行うことで，健全性を維持し

ている。 

したがって，配管の外面腐食（隙間腐食）は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 
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7.高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転上の制限からの逸脱について 

 

(1)  事象の概要 

定格熱出力一定運転中，定期試験である高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下

「HPCS-DG」という）負荷運転のデータ採取を実施していたところ，定期試験記録である

シリンダ排気温度の一つが約250 ℃から約290 ℃間で指示値がランダムに変化している

ことを確認した。 

その後，HPCS-DGの健全性確認運転を開始し，中央制御室制御盤の自動電圧調整装置用

電圧設定器操作スイッチ（以下「当該AVR操作スイッチ」という）が「増（RAISE）」方

向に操作できないことを発電長が確認し，発電機を解列，機関を停止した。 

当該AVR操作スイッチを点検したところ，スイッチに固渋が確認されたことから，現場

制御盤設置の保守用のAVR操作スイッチ（予備）を当該AVR操作スイッチと交換し，再度

HPCS-DGの健全性確認運転を実施した結果，動作可能な状態であることを確認した。 

シリンダ排気温度指示の変化は，当該ケーブルの外部被覆がない（被覆を剥いた）箇

所が中継箱のフレキシブル電線管接続部に接触していたため，運転中の振動によりケー

ブル絶縁体が損傷したものと推定される。 

よって，中継端子箱の形状を変更することで，ケーブルの外部被覆の処理（被覆を剥

いた状態）をした箇所が中継端子箱内に位置するようにしフレキシブル電線管と干渉し

ないようにした。さらにフレキシブル電線管近辺のケーブルの外部被覆にはガラステー

プによる補強養生を行った。 

さらに，DG機関からの振動の影響を低減するため，振動を受けにくい箇所へ中継端子

箱を移設した。 

AVR操作スイッチの固渋については，経年劣化により，スイッチの接点ブロック内の摺

動抵抗が増加し固渋したと推定される。 

よって，固渋が確認された当該AVR操作スイッチを，通常運転中に使用しない現場制御

盤設置の保守用の操作スイッチと交換し，操作性の確認並びに電気的動作状況を確認し

た結果，正常な状態に復帰したことを確認した。その後，第25回施設定期検査時に新品

の操作スイッチと交換した。 
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(2) 30年目高経年化技術評価の考察 

ケーブルは，30年目の評価時点において，絶縁体の絶縁特性低下が想定される経年劣

化事象として抽出し，熱及び放射線による絶縁体の物性変化を絶縁特性低下の要因とし

てとらえ適切に評価している。 

本事象の原因は，ケーブルの外部被覆がない（被覆を剥いた）箇所が中継箱のフレキ

シブル電線管接続部に接触していた。さらに運転中の振動によりケーブル絶縁体が損傷

し絶縁体の絶縁特性が低下したもので，ケーブル敷設時の絶縁体の損傷防止に対する施

工上の配慮が不足していた。 

施工不良に起因した絶縁体の絶縁特性低下は，高経年化技術評価での経年劣化事象と

して取り扱うのは適切ではないと考える。再発防止としては，中継端子箱の形状変更に

よるケーブルの外部被覆の処理した箇所が中継端子箱内に位置するようにし，フレキシ

ブル電線管との干渉防止並びにDG機関の振動の影響を受けにくい場所へ移設を行ってい

ることを確認した。 

 

操作スイッチについては，30年目の評価時点において，高経年化対策上着目すべき経

年劣化事象ではない事象として導通不良を想定しており，操作スイッチの固渋について

は想定していない。 

 

(3) 劣化状況評価への反映事項 

前者のケーブルの絶縁低下事象については，ケーブル敷設時の問題であり，高経年化

対策への反映事項はない。 

また，中央制御室，現場盤等に設置されている操作スイッチについては，定期取替品

として保全計画に反映しており，高経年化対策への反映事項はない。  
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8.蒸気乾燥器のひび調査結果について 

 

(1) 事象の概要 

第25回施設定期検査中，蒸気乾燥器の外観点検を原子炉建屋6階の蒸気乾燥器・気水分

離器保管プール（以下「D/Sプール」という）にて実施してきたところ，蒸気乾燥器を吊

上げるために4本取付けられている部品のうち，1本の近傍にある底板に，ひび及び指示

模様を確認した。残りの3本近傍について外観点検を実施した結果，ひび及び指示模様を

確認した。 

調査の結果，溶接による材料の鋭敏化及び引張残留応力，あるいは，グラインダ仕上

げにより生じた硬化層と引張残留応力の条件において，平坦部に溜まった水による高温

水環境が重畳したことによる，応力腐食割れ（以下「SCC」という）と考えられる。 

   

  類似箇所の事例調査及び補修要否の検討 

・類似箇所の事例調査を行った結果，類似箇所（平坦で水が溜まる部位の溶接部）の事

例としては，国内外のプラントでサポートリングにおけるSCC発生の事例がある。国

内で報告されている事例2件については，いずれもサポートリング上面の溶接部付近

に生じているものであり，切削加工により生じた加工層と溶接による残留応力の影響

でSCCが生じたものと推定されている。 

 

・補修要否の検討を行った結果，底板端部のひび割れは今後の進展量を考慮しても蒸気

乾燥器の構造健全性並びに，機能・性能へ影響を及ぼすものではないことから，当該

部の補修は必要ないものと考える。 

 

(2) 30年目高経年化技術評価の考察 

30年目の評価時点において， 蒸気乾燥器の粒界型応力腐食割れについて，着目すべき

経年劣化事象として抽出しており，適切に評価されている。 

対象機器である蒸気乾燥器においては，これまで計画的な目視点検を実施することと

しており，適切であった。 

30年目の評価時においては，蒸気乾燥器に応力腐食割れは，発生していなかったが，

それ以降の第24回定期検査時の目視点検で蒸気乾燥器にSCCが確認された。 

また，国内外においても類似事象があることを確認した。 
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(3)  劣化状況評価への反映事項 

蒸気乾燥器の粒界型応力腐食割れについて，現状保全にて検知できていることから，

着目すべき経年劣化事象ではない事象（日常劣化管理事象）として抽出し，技術評価を

行う。 

 

以下に当該事象が発生した蒸気乾燥器の粒界型応力腐食割れの評価内容を示す。 

 

シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気乾燥器，給水スパージャは，ステンレス鋼及

び高ニッケル合金であり高温の純水及び蒸気の環境中にあること，国内外の損傷事例か

らも粒界型応力腐食割れが想定される。 

蒸気乾燥器については，維持規格等に基づき計画的に水中カメラによる目視点検を実

施しており，第25回施設定期検査（2011年度）において，リフティングロッド4本に応力

腐食割れと推定されるひび及び指示模様（ひびとは特定できていないもの）が認められ

たため，進展性評価並びに構造健全性評価を行い，蒸気乾燥器の機能に影響のないこと

を確認している。今後もひび割れに対する継続検査として，計画的に目視点検を実施す

ることとしている。 

さらに，ステンレス鋼又は高ニッケル合金の粒界型応力腐食割れは，材料の感受性，

腐食環境及び引張応力の3つの因子が同時に存在する条件下で発生するが，東海第二発電

所の炉内構造物については，水素注入による腐食環境改善を実施している。 

今後もこれらの傾向が変化する要因があるとは考え難いことから，高経年化対策上着

目すべき経年劣化事象ではないと判断する｡ 

  



－ 42 － 

 

 

 

 

 

③長期保守管理方針の有効性評価 
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30年目の長期保守管理方針について，過去約10年間に具体的に実施した保全実績に基づ

き，その有効性を評価した。 

具体的には，長期保守管理方針が当初意図した結果が得られたか評価したところ，「低圧

ケーブル及び同軸ケーブル」，「ケーブル接続部」，「計測装置」，「電気ペネトレーショ

ン」については，長期健全性評価試験において当初意図した評価期間を得ることが出来なか

ったため，健全性評価試験で得られた評価期間に至る前に取替を実施することとし，「低圧

ケーブル及び同軸ケーブル」，「ケーブル接続部」については，40年目の長期保守管理方針

に反映した。 

なお，上記以外の長期保守管理方針については，意図したとおりの結果が得られており，

長期保守管理方針は有効であったことを確認した。 
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1. 原子炉再循環系ポンプ等*の疲労割れ  

 

＜30 年目の評価結果＞  

疲労評価を行い，疲労累積係数が 1以下。定期的な目視検査や漏えい試験等を実施し

ている。疲労割れ発生の可能性はない。疲労割れは目視検査等で検知可能である。疲労

評価は実過渡回数に依存する。  

 

＜長期保守管理方針＞  

原子炉再循環系ポンプ等*の疲労割れについては，実過渡回数に基づく疲労評価を実施

する。 

 

*：原子炉再循環系ポンプ(ケーシング） 

原子炉圧力容器（給水ノズル，主フランジ，スタッドボルト，下鏡，支持スカート） 

原子炉格納容器（機械ペネトレーションベローズ） 

炉内構造物（シュラウド，シュラウドサポート） 

主蒸気系・給水系炭素鋼配管 

原子炉再循環系ステンレス鋼配管 

原子炉再循環ポンプ出口弁（弁箱） 

原子炉給水系入口弁（弁箱） 

原子炉給水系入口逆止弁（弁箱） 

    

＜実施状況＞ 

実過渡回数に基づく運転開始後 60 年時点での過渡回数を用いて，日本機械学会「発電

用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-2005（2007 年追補版を含む）」や日本機

械学会「発電用原子力設備規格 環境疲労評価手法 JSME S NF1-2009」に基づく疲労評価

等を実施し，健全性を確認した。   

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な評価による確認を実施することにより健全性が確認できている

ことから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 
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2. 原子炉圧力容器の照射脆化  

 

＜30 年目の評価結果＞  

監視試験の結果から最低使用温度を評価し，漏えい検査時の最低使用温度を管理してい

る。また上部棚吸収エネルギーの評価を行い，68 J を上回っていることを確認している。 

なお，60 年の運転期間を考えると，使用済試験片の再生技術や脆化予測精度の向上が

信頼性向上の観点から重要となることから，事業者としてもそれらの開発に取り組むとと

もに国や民間の技術開発及び規格基準化並びに他プラントの動向を見極めつつ実機への

早期適用を検討していく。 

 

＜長期保守管理方針＞ 

原子炉圧力容器の照射脆化については，「原子炉構造材の監視試験方法」（JEAC4201-

2007）の脆化予測式による評価を実施する。 

また，その結果を踏まえ，確立した使用済試験片の再生技術の適用による追加試験の実

施の要否を判断し，要の場合はそれを反映した取り出し計画を策定する。 

低圧注水ノズルについては，再度照射量を評価し，健全性評価の要否を判断し，要の場

合は再評価を実施する。 

なお，再評価にあたっては，Cu の含有量の実測を行う。 

 

＜実施状況＞  

2014 年度に取り出した監視試験片の試験結果を踏まえ，「原子炉構造材の監視試験方

法」（JEAC4201-2007[2013 年追補版]）の脆化予測式により，40 年時点，60 年時点の中

性子照射量を用いて評価を実施した。その結果，最低使用温度，上部棚吸収エネルギー

とも管理値に対して問題のないことを確認した。 

また，使用済試験片の再生技術の適用による追加試験の実施時期を評価し，取り出し

計画を策定した。 

低圧注水ノズルについて再度中性子照射量を評価した結果，運転開始後 60 年時点にお

いて，0.87×1017 n/cｍ2（＞1MeV）程度と評価されたが，保守的な評価として中性子照

射脆化に対する健全性評価は，低圧注水ノズルを代表として再評価を実施した。  

なお，Cu の含有量については，第 24 回定期検査（2009 年度）及び第 25 回施設定期検

査（2011 年度）に 2回にわたり実測をしていることから，健全性評価にあたっては実測

値を適用し評価した。その結果，監視試験結果に対して最低使用温度が高くなったが，

管理可能な値であり問題のないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，監視試験片の試験結果及び低圧注水ノズルの再評価を適切に取り入れて

評価を実施することにより，原子炉圧力容器の健全性が確認できていることから，長期

保守管理方針は有効であったと考える。   
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3. 炉内構造物*の中性子照射による靱性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

炉内構造物で使用しているオーステナイト系ステンレス鋼は靭性が高く，脆性破壊が発

生しにくい材料であるが，中性子照射により靭性低下の発生する可能性は否定できない。

ただし，炉内構造物に有意な欠陥が存在していなければ，中性子照射により靭性値が低下

しても不安定破壊を起こす可能性は小さいと判断する。 

計画的な目視点検を実施していくことにより健全性の確認は可能であると判断する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

炉内構造物*の中性子照射による靭性低下については，火力原子力発電技術協会「BWR 炉

内構造物点検評価ガイドライン」，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 JSME 

S NA1-2004」又は原子力安全・保安院指示文書「発電用原子力設備における破壊を引き起

こすき裂その他の欠陥の解釈について（内規）」（平成 20 年 7 月 11 日付け平成 20・07・

04 原院第 1号）に基づく点検を実施する。また，点検結果及びオーステナイトステンレス

鋼の中性子照射による靭性低下に関する安全基盤研究の成果が得られた場合には，保全へ

の反映の要否を判断し，要の場合は実施計画を策定する。 

 

*：炉内構造物（炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒

案内管） 

 

 ＜実施状況＞  

第 25 回施設定期検査（2012 年度及び 2015 年度）に日本機械学会「発電用原子力設備規

格 維持規格 JSME S NA1-2008 (2008 年版)」及び「実用発電用原子炉及びその附属施設に

おける破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈の制定について（平成 26 年 8 月 6日 原

規技発第 1408063 号 原子力規制委員会決定）」に基づき炉内構造物供用期間中検査及び

炉内構造物検査としてシュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒

案内管を対象に点検を実施し問題のないことを確認した（上部格子板，周辺燃料支持金具，

制御棒案内管については日本原子力技術協会「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン」に

基づく点検を包含している）。 

また，炉心シュラウド，炉心支持板については第 25 回施設定期検査（2012 年度）に日

本原子力技術協会「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン」に基づき炉内構造物供用期間

中検査及び炉内構造物検査として点検を実施し問題のないことを確認した。 

 

安全基盤研究の成果に基づき，保全への適用の要否について検討した結果，今後の保全

計画に反映すべきものがないことを確認した。 
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＜有効性評価＞  

上記の通り，炉内構造物の目視点検を実施することにより，健全性が確認できているこ

とから，長期保守管理方針は有効であったと考える。  
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4. 原子炉圧力容器等*の粒界型応力腐食割れ 

 

＜30 年目の評価結果＞ 

ウォータージェットピーニングや耐粒界型応力腐食割れ性に優れた溶接方法を用いる

等，溶接残留応力を改善している部位については，粒界型応力腐食割れ（以下，「SCC」と

いう）発生の可能性は小さいと考えられる。この他のステンレス鋼製の部位については，

高温の純水中又は飽和蒸気環境中にあるため，SCC 発生の可能性を否定することはできな

い。 

また，水素注入を実施し SCC の 1 要因である腐食環境の改善を図っている。計画的な点

検を実施することにより健全性の確認は可能である。 

 

＜長期保守管理方針＞  

原子炉圧力容器等*の粒界型応力腐食割れについては，火力原子力発電技術協会「BWR炉

内構造物点検評価ガイドライン」，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 JSME 

S NA1-2004」又は原子力安全・保安院指示文書「発電用原子力設備における破壊を引き起

こすき裂その他の欠陥の解釈について（内規）」（平成20年7月11日付け平成20・07・04原

院第1号 ）に基づく点検を実施する。また，点検結果及び粒界型応力腐食割れに関する安

全基盤研究の成果が得られた場合には，保全への反映の要否を判断し，要の場合は実施計

画を策定する。 

 

*：原子炉圧力容器（ノズル，セーフエンド，制御棒駆動機構ハウジング，中性子束計測

ハウジング，スタブチューブ，ブラケット）（以下，「原子炉圧力容器」という） 

原子炉再循環系ステンレス鋼配管 

  炉内構造物（炉心シュラウド，シュラウドサポート，上部格子板，炉心支持板，周辺

燃料支持金具，制御棒案内管，炉心スプレイ配管・スパージャ，給水スパージャ，差

圧検出・ほう酸水注入管，ジェットポンプ，中性子束計測案内管，残留熱除去系（低

圧注水系）配管，シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気乾燥器，ヘッドスプレイノ

ズル）（以下，「炉内構造物」という） 
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＜実施状況＞ 

原子炉圧力容器等*の粒界型応力腐食割れについては，火力原子力発電技術協会「BWR 炉

内構造物点検評価ガイドライン」，日本機械学会 JSME S NA1-2008「発電用原子力設備規

格 維持規格」又は「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その他の欠陥の解

釈について（内規）NISA-325c-09-1，NISA-163c-09-2（平成 21 年 2 月 27 日付け平成 21･

02･18 原院第 2 号）」又は「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こ

す亀裂その他の欠陥の解釈の制定について（平成 26 年 8 月 6 日 原規技発第 1408063 号 

原子力規制委員会決定）」に基づき点検を実施した｡ 

炉内構造物については，第 24 回定期検査（2009 年度）において，炉内構造物検査を実

施し，また，第 25 回施設定期検査（2011 年度，2015 年度）においては，炉内構造物供用

期間中検査及び炉内構造物検査を実施し，問題のないことを確認している。なお，シュラ

ウドサポートについては，ひび割れが確認されたが，健全性評価を実施し問題のないこと

を確認している。これらについては，日本原子力技術協会「BWR 炉内構造物点検評価ガイ

ドライン」に基づく点検を包含している。 

 

原子炉圧力容器については，第 24 回定期検査（2009 年度）において，クラス 1 機器供

用期間中検査及び炉内構造物供用期間中検査を実施し，問題のないことを確認している。 

 

原子炉再循環系配管（原子炉冷却材浄化系配管）については，第 24 回定期検査（2009

年度）において，クラス 1機器供用期間中検査を実施し，問題のないことを確認している。 

 

安全基盤研究の成果に基づき，保全への適用の要否について検討した結果，今後の保全

計画に反映すべきものがないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞  

上記の通り，計画的な点検を実施することにより，健全性が確認できていることか

ら，長期保守管理方針は有効であったと考える。  
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5. 排ガス復水器の応力腐食割れ 

 

＜30 年目の評価結果＞  

胴，ドレンタンクは低合金鋼製であり，また，胴内部では，乾燥湿潤を繰り返すことに

より，塩素が濃縮する可能性があるため，応力腐食割れ発生の可能性がある。 

 

＜長期保守管理方針＞  

排ガス復水器胴及びドレンタンクの応力腐食割れについては，内部の目視点検又は超音

波探傷検査による点検を実施する。 

 

＜実施状況＞  

第 25 回施設定期検査（2013 年度）にて排ガス復水器胴及びドレンタンクの応力腐食割

れについて，排ガス復水器胴を代表部位として超音波探傷検査による点検を実施し，有

意な欠陥がないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞  

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，

長期保守管理方針は有効であったと考える。  
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6. 炉内構造物の照射誘起型応力腐食割れ 

 

＜30 年目の評価結果＞  

計画的な目視点検により健全性の確認は可能。中性子照射の蓄積により，照射誘起型応

力腐食割れの感受性が増加する可能性があることから，最も照射量が高い構造物である上

部格子板を代表に MVT-1 による目視点検を行うこととする。 

 

＜長期保守管理方針＞  

炉内構造物*の照射誘起型応力腐食割れについては，火力原子力発電技術協会「BWR炉内

構造物点検評価ガイドライン」，日本機械学会「発電用原子力設備規格 維持規格 JSME 

S NA1-2004」又は原子力安全・保安院指示文書「発電用原子力設備における破壊を引き起

こすき裂その他の欠陥の解釈について（内規）」（平成20年7月11日付け平成20・07・04原

院第1号）に基づく点検を実施する。また，点検結果及び照射誘起型応力腐食割れ発生に関

する安全基盤研究の成果が得られた場合には，保全への反映の要否を判断し，要の場合は

実施計画を策定する。 

 

*：炉内構造物（炉心シュラウド，上部格子板，炉心支持板，周辺燃料支持金具，制御棒

案内管） 

 

炉内構造物の上部格子板の照射誘起型応力腐食割れについては，MVT-1による目視点検

を実施する。 

 

＜実施状況＞  

第 25 回施設定期検査（2014 年度）に最も中性子照射量が高い炉内構造物である上部格

子板を代表に MVT-1 による目視点検を実施し問題のないことを確認した。今後は，保守

管理の実施に関する計画に基づく点検計画にしたがって定期的に MVT-1 による目視点検

を実施し，健全性を確認することとしている。なお，第 25 回施設定期検査（2015 年度）

に日本機械学会 JSME S NA1-2008「発電用原子力設備規格 維持規格(2008 年版)」及び

「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解

釈の制定について（平成 26 年 8 月 6日 原規技発第 1408063 号 原子力規制委員会決

定）」に基づき炉内構造物供用期間中検査として炉心シュラウド，上部格子板，炉心支

持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管を対象に点検を実施し問題のないことを確認し

た（上部格子板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管については日本原子力技術協会「BWR

炉内構造物点検評価ガイドライン」に基づく点検を包含している）。 

また，炉心シュラウド，炉心支持板については第 25 回施設定期検査（2012,2014 年

度）に日本原子力技術協会「BWR 炉内構造物点検評価ガイドライン」に基づき炉内構造物

供用期間中検査及び炉内構造物検査として点検を実施し問題のないことを確認した。 
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安全基盤研究の成果に基づき，保全への適用の要否について検討した結果，今後の保

全計画に反映すべきものがないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞  

上記の通り，炉内構造物の目視点検を実施することにより，健全性が確認できている

ことから，長期保守管理方針は有効であったと考える。  
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7. 原子炉給水ポンプ駆動用タービンの翼・車軸接合部の応力腐食割れ 

 

＜30 年目の評価結果＞  

翼，車軸は低合金鋼であり，湿り蒸気環境下で使用されており，翼，車軸接合部（高応

力で隙間を有する部位）は応力腐食割れが発生する可能性が否定できないため，翼，車軸

接合部の超音波探傷検査により健全性を確認する必要がある。 

 

＜長期保守管理方針＞  

原子炉給水ポンプ駆動用タービンの翼・車軸接合部の応力腐食割れについては，超音波

探傷検査による点検を実施する。 

 

＜実施状況＞  

第 25 回施設定期検査（2012 年度）にて原子炉給水ポンプ駆動用タービンの翼・車軸接

合部の応力腐食割れについて，超音波探傷検査による点検を実施し，有意な欠陥がない

ことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，

長期保守管理方針は有効であったと考える。  
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8. ジェットポンプ計測管締付部の締付力低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

ジェットポンプ計測配管の一部で使用している継手は，一方向性の形状記憶合金であり，

取付け後緩みが生じる可能性は極めて小さいと判断する。なお，この継手は「ICM ハウジ

ング取替工法の実機適用化研究（電力共通研究）」及び「溶接部等熱影響部信頼性実証試験

等（原子力プラント保全技術信頼性実証試験（機器保全実証試験））」（（財）原子力発電技

術機構）にて健全性が確認されている材質と同じものを使用している。 

原子力発電技術機構で実施された実証試験は，60 年運転が仮定された試験ではないこと

から，ジェットポンプ計測配管で使用している継手については，計画的な目視点検により，

締付力が低下していないことを確認していく必要があると判断する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

ジェットポンプ計測管締付部の締付力低下については，目視点検を実施する。 

 

＜実施状況＞  

第 24 回定期検査（2009 年度）に日本機械学会 JSME S NA1-2008「発電用原子力設備規

格維持規格（2008 年版）」及び「発電用原子力設備における破壊を引き起こすき裂その

他の欠陥の解釈について（内規）NISA-325c-09-1，NISA-163c-09-2（平成 21 年 2 月 27

日付け 平成 21･02･18 原院第 2号）」に基づき炉内構造物供用期間中検査として

JP11,12 を定点に目視点検を実施し問題のないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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9. 原子炉格納容器のドライウェルスプレイヘッダ及びサプレッションチェンバスプレイヘッ

ダの腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

外面については塗装されており，目視で有意な腐食がないことを確認している。内面に

ついては腐食の可能性は否定できないため，内面の目視点検が必要と判断する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

原子炉格納容器のドライウェルスプレイヘッダ及びサプレッションチェンバスプレイ

ヘッダの腐食については，内面の目視点検を実施する。 

 

＜実施状況＞  

第 24 回定期検査（2009 年度）にドライウェルスプレイヘッダ内面及びサプレッション

チェンバスプレイヘッダ内面の目視点検を実施し機能・性能に影響を及ぼす有意な変

形，割れ，腐食等がないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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10. 原子炉補機冷却水系炭素鋼配管等*の外面腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

原子炉補機冷却系炭素鋼配管，ディーゼル発電機海水系炭素鋼配管の外面には，塗装が

施されている。塗装が健全であれば腐食は防止できるが，塗装がはく離すると，腐食が発

生する可能性がある。 

炭素鋼配管の外面腐食については，機器の点検時，巡視点検時に塗装の状態を目視にて

確認し，必要に応じて補修塗装を実施することで，健全性の維持は可能であると考える。 

ただし，保温材に覆われた範囲については，塗装の健全性確認のため，今後点検要領を

定め，計画的に点検を実施する必要があると考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

原子炉補機冷却水系炭素鋼配管等*の外面腐食については，保温材に覆われた範囲につ

いて点検要領を定め，外表面の目視点検を実施する。 

 

*：原子炉補機冷却水系炭素鋼配管 

ディーゼル発電機海水系炭素鋼配管 

 

＜実施状況＞  

社内規程「配管肉厚管理マニュアル」に点検要領を定めた上で，第 25 回施設定期検査

（2012 年度及び 2015 年度）に保温材に覆われた範囲について，代表部位の配管外面につ

いて塗装の劣化（剥離，膨れ，変色）がないことを以て配管外面に腐食がないことを確

認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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11. 埋設炭素鋼配管の外面腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

埋設炭素鋼配管の外面には塗装が施されている。塗装が健全であれば腐食は防止できる

が，塗装がはく離すると，腐食が発生する可能性がある。 

塗装が健全であれば腐食が発生する可能性は小さいが，埋設されているため，計画的な

点検を実施する必要があると考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

埋設炭素鋼配管の外面腐食については，点検要領を定め，代表部位の目視点検を実施す

る。 

 

＜実施状況＞  

社内規程「配管肉厚管理マニュアル」に点検要領を定めた上で，第 25 回施設定期検査

（2015 年度）にて，埋設炭素鋼配管（OG 系）の外表面の目視点検を実施し，有意な腐食

がないことを確認した。 

なお，同じく埋設炭素鋼配管である二重管について内面からの肉厚測定を実施し，有

意な腐食がないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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12. グランド蒸気蒸発器ドレンタンク等*の腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

グランド蒸気蒸発器ドレンタンク等は炭素鋼で内部流体は純水ないし蒸気であり腐食

の可能性は否定できないことから，肉厚測定を計画することにより，腐食による減肉の現

状把握が必要と考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

グランド蒸気蒸発器ドレンタンク等*の腐食については，肉厚測定を実施する。 

 

*：グランド蒸気蒸発器ドレンタンク 

可燃性ガス濃度制御系設備（気水分離器，配管） 

蒸気式空気抽出器（胴，管支持板） 

 

＜実施状況＞  

第24回定期検査（2009年）に，グランド蒸気蒸発器ドレンタンク，可燃性ガス濃度制御

系設備（気水分離器，配管），蒸気式空気抽出器（胴を代表部とした）の代表部位の超音

波探傷試験（肉厚測定）を実施し，有意な腐食がないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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13. 支持脚スライド部*の腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

スライド部は，長期使用により腐食し固着する可能性は否定できないが，目視によりス

ライド部の健全性の確認は可能である。 

スライド部の腐食は，目視にて検知可能であるが，現状の保全は熱交換器全体の外観を

目視にて確認しているため，今後はよりスライド部に着目した点検を行うことが適切であ

ると判断する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

支持脚スライド部*の腐食については，目視点検を実施する。 

 

*： 原子炉冷却材浄化系再生熱交換器 

原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器 

第6給水加熱器 

残留熱除去系熱交換器 

排ガス予熱器 

排ガス復水器 

蒸気式空気抽出器 

 

＜実施状況＞  

原子炉冷却材浄化系再生熱交換器及び原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器は，2009 年

度に支持脚スライド部の目視点検を実施し，機能・性能に影響を及ぼす有意な腐食がな

いことを確認した。 

残留熱除去系熱交換器は，2011 年度に A号機，2013 年度に B号機の支持脚スライド部

の目視点検を実施し，機能・性能に影響を及ぼす有意な腐食がないことを確認した。 

第 6給水加熱器は，第 25 回施設定期検査（2013 年度）に支持脚スライド部の目視点検

を実施し，機能・性能に影響を及ぼす有意な腐食がないことを確認した。 

排ガス予熱器及び排ガス復水器は，2013 年度に支持脚スライド部の目視点検を実施

し，機能・性能に影響を及ぼす有意な腐食がないことを確認した。 

蒸気式空気抽出器は，2009 年度に支持脚スライド部の目視点検を実施し，機能・性能

に影響を及ぼす有意な腐食がないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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14. 主蒸気ノズル等*の腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

健全性評価結果から，主蒸気ノズル等の腐食が問題となる可能性は十分小さいと判断す

るが，点検実績がないため目視点検を実施していくこととする。 

 

＜長期保守管理方針＞  

主蒸気ノズル等*の腐食については，目視点検を実施する。 

 

*：主蒸気ノズル 

     給水ノズル 

     炉心スプレイノズル 

     低圧注入ノズル 

上鏡スプレイノズル 

ベントノズル 

制御棒駆動水ノズル 

ドレンノズル 

上鏡内面 

 

＜実施状況＞  

第 24 回定期検査（2009 年度）に火力原子力発電技術協会 BWR 炉内構造物点検評価ガイ

ドラインに基づき炉内構造物検査として主蒸気ノズル，給水ノズル，炉心スプレイノズル，

低圧注入ノズル，上鏡スプレイノズル，ベントノズル，制御棒駆動水ノズル，上鏡内面を

対象に点検を実施し有意な腐食がないことを確認した。 

第 25 回施設定期検査（2011 年度）に日本原子力技術協会 JANTI-VIP-06「炉内構造物等

点検評価ガイドラインについて(第 3版)」に基づき炉内構造物検査としてドレンノズルを

対象に点検を実施し有意な腐食がないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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15. ディーゼル発電機海水系のレストレイント，埋込金物の腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

レストレイント，埋込金物の外面には，塗装が施されている。塗装が健全であれば腐食

は防止できるが，塗装がはく離すると，腐食が発生する可能性がある。 

塗装が健全であれば腐食が発生する可能性は小さいが，雨水の影響を受けやすい箇所に

ついては，計画的な補修塗装を実施する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

ディーゼル発電機海水系のレストレイント，埋込金物の腐食については，補修塗装を実

施する。 

 

＜実施状況＞  

第 24 回定期検査（2009 年度）に，ディーゼル発電機海水系（2C，HPCS）及び第 25 回

施設定期検査（2014 年度）に，ディーゼル発電機海水系（2C，2D，HPCS）のレストレイ

ント，埋込金物の補修塗装を実施した。 

また，第 25 回施設定期検査（2016 年度）に外観点検を実施し，問題がないことを確認

した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 
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16. 排気筒*の腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

主排気筒筒身，サンプリング配管，フランジボルト・ナット，管台，非常用ガス処理系

排気筒筒身，主排気筒鉄搭には塗装が施されている。塗装が健全であれば腐食は防止でき

るが，塗装が経年劣化によりはく離すると，腐食が発生する可能性は否定できない。 

補修塗装を実施していくことで，有意な腐食の進行は防止できると考えるが，浜岡原子

力発電所 1・2 号機共用排気筒で発生した，サンプリング配管の腐食事象に鑑み，今後は

詳細な部位毎に点検要領を定め，計画的に点検を実施していく必要があると考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

排気筒*の腐食については，詳細な部位毎に点検要領を定め，点検を実施する。 

 

*：主排気筒筒身 

サンプリング配管 

フランジボルト・ナット 

管台 

非常用ガス処理系排気筒筒身 

主排気筒鉄搭 

 

＜実施状況＞  

点検計画に実施部位（主排気筒筒身，サンプリング配管，フランジボルト・ナット，

管台，非常用ガス処理系排気筒筒身，主排気筒鉄搭）と実施内容（目視点検）を定め，

2013 年度に計画的な点検を実施し，問題のないことを確認した。 

また，排気筒補強工事により，新たに設置されたオイルダンパ及び弾塑性ダンパにつ

いて適切に点検計画に反映され，計画的な点検が行われることを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な点検を実施することにより健全性が確認できていることから，長

期保守管理方針は有効であったと考える。 

 

  



－ 63 － 

17. 炭素鋼配管の内面の流れ加速型腐食，ステンレス鋼配管，炭素鋼配管及び低合金鋼配管の

内面の液滴衝撃エロージョン 

 

＜30 年目の評価結果＞  

流れの乱れが起きる箇所に流れ加速型腐食による減肉が発生しやすい。 

蒸気とともに加速されるなどして高速になった液滴が配管の壁面などに衝突する部位，

配管内での減圧沸騰により発生した蒸気の体積膨張により加速された液滴が配管の壁面

などに衝突する部位では，液滴衝撃エロージョンによる減肉が発生しやすい。 

｢配管肉厚管理マニュアル｣に基づき肉厚管理を実施し，配管肉厚管理として新たな知見

が得られた場合は，その後の計画に適切に反映することとしており，現状の配管肉厚管理

は適切であると考える。今後も管理ランク毎のデータを蓄積し，配管肉厚管理に反映して

いくことが重要であると考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

炭素鋼配管の内面の流れ加速型腐食，ステンレス鋼配管，炭素鋼配管及び低合金鋼配管

の内面の液滴衝撃エロージョンについては，日本機械学会「発電用原子力設備規格 沸騰

水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 JSME S NH1-2006」を踏まえつつ，

安全基盤研究の成果が得られた場合には，保全への反映の要否を判断し，要の場合は｢配

管肉厚管理マニュアル｣を改定する。 

また，肉厚測定による実測データに基づき耐震安全性評価を実施した炭素鋼配管（給水

系，主蒸気系，給水加熱器ドレン系）は，今後の減肉進展の実測データを反映した耐震安

全性の再評価を実施する。 

なお，配管の減肉を想定した耐震安全性評価手法に関する安全基盤研究の成果が得られ

た場合には，保全への反映の要否を判断し，要の場合は実施計画を策定する。 

 

＜実施状況＞  

社内規程「配管肉厚管理マニュアル」は，日本機械学会「発電用原子力設備規格 沸

騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格 JSME S NH1-2006」に定められた

内容に従い，対象系統及び部位や実施時期等の考え方を反映している。 

第 24 回定期検査（2009 年），第 25 回施設定期検査（2011 年～）に実施した肉厚測定

より得られた実測データ及び基準地震動 Ss 等により定まる地震力を用いて炭素鋼配管の

耐震安全性評価を実施し，60 年時点における耐震安全性を確認した。 

なお，安全基盤研究の成果に基づき，保全への適用の要否について検討した結果，今後

の保全計画に反映すべきものがないことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，計画的な肉厚測定に基づき耐震安全性評価を実施することにより健全性が

確認できていることから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 
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18. 後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化 

 

＜30 年目の評価結果＞  

ケミカルアンカの使用環境，文献データ等より劣化の可能性は小さく，設計許容荷重に

対して十分な耐力を有している。 

ケミカルアンカの樹脂が劣化する可能性は小さいが，サンプリングによるデータの取得

等により健全性評価の妥当性を確認することは有効であると判断する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化については，類似環境下にある機器の取替が行われ

る場合に，調査を実施する。 

 

＜実施状況＞  

2013 年度に約 37 年使用した屋外機器の取替に合わせ，基礎ボルトの調査を実施したと

ころ，軽微な発錆は認められたものの，手入れをした結果，有意な腐食は認められなかっ

た。 

2017 年度に運開後，約 39 年経過した MS トンネル室空調装置（撤去済み）後打ちケミカ

ルアンカについて，機器撤去後は未使用状態であったため，腐食・付着力の観点から，引

き抜き試験を実施し，樹脂の劣化状況を確認した。後打ちケミカルアンカの直上部は軽微

な腐食は認められたものの，手入れをした結果，有意な腐食は認められなかった。また樹

脂（埋設）部は，有意な腐食はなく，引き抜き試験の結果からも許容引張応力を上回る荷

重でコーン状破懐に至っていることから，樹脂の健全性を確認することが出来た。 

 

＜有効性評価＞ 

上記の通り，後打ちケミカルアンカの樹脂の劣化に関する調査を実施することにより健

全性が確認できていることから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 
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19. 機器付基礎ボルト等*の腐食 

 

＜30 年目の評価結果＞  

基礎ボルトは，ベースプレートを介し，コンクリート基礎に取付けられており，風雨に

直接さらされている環境，若しくは塗装がされていない部位で腐食が発生する可能性があ

る。 

しかし，東海発電所の腐食量調査から推定し，60 年時点での機器支持機能を喪失させる

腐食の可能性は小さいと考える。 

有意な腐食の進行はないと考えるが，サンプリングによるデータの取得等により健全性

評価の妥当性を確認することは有効であると判断する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

機器付基礎ボルト等*の腐食については，機器取替の場合，調査を実施する。 

 

*:① 機器付基礎ボルト（基礎ボルト直上部） 

② 後打ちメカニカルアンカ（後打ちメカニカルアンカ直上部及びコンクリート埋込

部） 

    ③ 後打ちケミカルアンカ（後打ちケミカルアンカ直上部） 

    ④ 主要変圧器（タンク，底板ビーム），所内変圧器（タンク，底板ビーム） 

      起動変圧器（タンク，底板ビーム），予備変圧器（タンク，底板ビーム） 

 

＜実施状況＞ 

基礎ボルト（機器付基礎ボルト，後打ちメカニカルアンカ，後打ちケミカルアンカ）に

ついては，第 24 回定期検査（2009 年度）に屋内設置のケミカルアンカの直上部の目視点

検，第 25 回施設定期検査（2013 年度）に屋外設置の基礎ボルトの直上部の目視点検を実

施し，有意な腐食のないことを確認している。なお，メカニカルアンカのコンクリート埋

設部については，機器の取替が行われなかったため，調査は実施していない。 

2012 年度に約 33 年間使用した主要変圧器の取替を行っており，取替に合わせて既設変

圧器のタンク，底板ビームの腐食状況について確認を実施した。 

底板ビームの腐食量を測定した結果，許容腐食量内にあることを確認した。 

また，タンク底板については，目視による腐食状況の確認を行った結果，タンク底板に

部分的に錆は見受けられたが，塗装の大部分は残存しており，健全な状態であることを確

認した。 

なお，所内，起動，予備の各変圧器の基礎ボルト等は，今後計画されている取替時に合

わせて確認を行う。 
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＜有効性評価＞ 

上記の通り，機器の取替え等に合わせた調査で機器付基礎ボルト等の健全性が確認でき

ていることから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 
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20. 低圧 CN ケーブル等*の絶縁体の絶縁特性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

低圧 CN ケーブル等*の IEEE Std.323-1974 及び IEEE Std.383-1974 の規格を根幹に電気

学会にてまとめられた｢原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼試験方

法に関する推奨案｣と同じ手順で実施した。 

低圧 CN ケーブル等*は，東海第二発電所で使用されているケーブルと異なる製造メーカ

の試験結果をもとに評価した結果，60 年間の運転期間及び事故時雰囲気において絶縁性能

を維持できると判断した。 

健全性評価結果より，絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は低い。 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定等で把握可能と考える。 

低圧 CN ケーブル等*の健全性評価にあたっては，他メーカが製造したケーブルのデータ

による評価であることから，実機相当品による 60 年想定の耐環境試験を実施し，長期的

な健全性を確認する必要がある。 

 

＜長期保守管理方針＞  

低圧 CN ケーブル等*の絶縁体の絶縁特性低下については，実機相当品の 60 年間の運転

期間における劣化を想定した長期健全性試験を実施し，健全性の評価を行う。 

評価にあたっては，原子力安全基盤機構による安全研究「原子力プラントのケーブル経

年変化評価技術調査研究」の成果に基づき，長期健全性評価への反映の要否を判断し，要

の場合は健全性評価へ反映する。 

 

*:① 低圧CNケーブル 

低圧CVケーブル 

低圧KGBケーブル 

② 難燃一重同軸ケーブル 

 

＜実施状況＞  

① 低圧 CN ケーブル，低圧 CV ケーブル及び低圧 KGB ケーブル 

低圧 CN ケーブル，低圧 CV ケーブル及び低圧 KGB ケーブルは，『電気学会技術報告

（Ⅱ部）第 139 号「原子力発電所電線ケーブルの環境試験方法ならびに耐延焼性試験

方法に関する推奨案」』（以下「電気学会推奨案」という）並びに原子力安全基盤機

構による安全研究「原子力プラントのケーブル経年変化評価技術調査研究」（以下

「ACA 研究」という）の成果を踏まえて取りまとめられた「原子力発電所のケーブル

経年劣化評価ガイド」（以下「ACA ガイド」という）に基づき健全性を評価した結

果，東海第二発電所における敷設環境において「低圧 CN ケーブルは約 4年」,「低圧

CV ケーブルは 60 年以上」,「低圧 KGB ケーブルは 60 年以上」の健全性を維持できる

ことを確認した。 
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「低圧 CN ケーブル」は，今停止期間中に防火対策として「難燃 PN ケーブル」へ更

新することとしている。 

 

②  難燃一重同軸ケーブル 

難燃一重同軸ケーブル（架橋ポリエチレン）は，ACA ガイドに取りまとめられてい

る経年劣化手法にて評価を行い，設計基準事故を想定した東海第二発電所における敷

設環境において 60 年間の健全性を維持できることを確認した。 

 

難燃一重同軸ケーブル（耐放射線性架橋ポリオレフィン）は，東海第二発電所にお

いて 31 年間使用したケーブルを供試体に設計基準事故時雰囲気を想定した健全性評

価試験を実施し，東海第二発電所における敷設環境において 31 年の健全性を維持で

きることを確認した。 

なお，当該ケーブルは 2009 年（運転開始後 31 年）に難燃一重同軸ケーブル（架橋

ポリエチレン）に取替を実施しており，ACA ガイドに基づき，東海第二発電所におけ

る敷設環境において 30 年の健全性を維持できることを確認した。 

よって，東海第二発電所における敷設環境において当該ケーブルは 60 年の健全性

を維持できることを確認した。 

 

難燃一重同軸ケーブル（難燃性架橋ポリオレフィン）は，東海第二発電所において

37 年間使用したケーブルを供試体に用いて，ACA ガイドに基づき 23 年分の劣化付与

並びに設計基準事故時雰囲気を想定した健全性評価試験を実施し，東海第二発電所に

おける敷設環境において 60 年の健全性を維持できることを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

電気学会推奨案及び ACA ガイドに基づき，健全性評価を行い，東海第二発電所の敷設環

境における評価期間内にケーブルの取替を行うことで，60 年の運転を想定した期間，健全

性は維持できることから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 
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21. 難燃六重同軸ケーブルの絶縁特性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

絶縁体（耐放射線性架橋発泡ポリエチレン）の絶縁特性低下については，約 31 年間の

運転期間における熱，放射線及び事故時雰囲気による劣化を想定した長期健全性試験を実

施し，健全性を確認した。 

試験結果は判定基準を満足しており，約31年間の絶縁性能を維持できると評価できる。 

なお，当該ケーブルは 1999 年（運転開始後 21 年）に取替を実施しており，これを考慮

すると運転開始から約 52 年間の絶縁性能を維持できると評価できる。 

健全性評価結果より絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は低い。また，絶縁特性低下

は点検時の絶縁抵抗測定等で把握可能と考える。 

但し，60 年想定の耐環境試験を実施し，長期的な健全性を確認する必要がある。 

 

＜長期保守管理方針＞  

難燃六重同軸ケーブルの絶縁特性低下については，60年間の運転期間における劣化を想

定した長期健全性試験を実施し，健全性の評価を行う。 

評価にあたっては，原子力安全基盤機構による安全研究「原子力プラントのケーブル経

年変化評価技術調査研究」の成果に基づき，長期健全性評価への反映の要否を判断し，要

の場合は健全性評価へ反映する。 

 

＜実施状況＞  

原子力安全基盤機構による ACA ガイドに基づき，30 年間の運転期間及び事故時雰囲気を

想定した健全性評価を行い，東海第二発電所における敷設環境において健全性を維持でき

ることを確認した。なお，難燃六重同軸ケーブルは 1999 年（運転開始後 21 年）に取替を

実施しており，これを考慮すると運転開始から約 51 年間の絶縁性能を維持できることを

確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

原子力安全基盤機構による ACA ガイドに基づき健全性評価を行い，ケーブル敷設後 30

年を迎える前にケーブルを取替えることで 60 年の運転を想定した期間，健全性は維持で

きることから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 
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22. 難燃三重同軸ケーブルの絶縁特性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

絶縁体（耐放射線性架橋発泡ポリオレフィン）の絶縁特性低下については，60 年間の運

転期間における熱，放射線及び事故時雰囲気による劣化を想定した長期健全性試験を実施

し，健全性を確認した。 

試験結果は判定基準を満足しており，60 年間の絶縁性能を維持できると評価できる。 

健全性評価結果より絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は低い。 

また，絶縁特性低下は系統機器の動作試験で把握可能と考える。 

なお，より確実にケーブルの絶縁機能を把握するため絶縁抵抗測定を追加する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

難燃三重同軸ケーブルの絶縁特性低下については， 

① 系統機器の点検に合わせ絶縁抵抗測定を実施する。 

② また，原子力安全基盤機構による安全研究「原子力プラントのケーブル経年変化評

価技術調査研究」の成果に基づき，長期健全性評価への反映の要否を判断し，要の場

合は健全性評価を実施する。 

 

＜実施状況＞  

第 24 回定期検査（2008 年度），第 25 回施設定期検査（2011 年度）にて，難燃三重同軸

ケーブルの絶縁抵抗測定を実施した。 

難燃三重同軸ケーブルは，東海第二発電所で 37 年間使用した絶縁体仕様が類似するケ

ーブルを供試体として，ACA ガイドに取りまとめられている経年劣化手法にて，23 年間の

健全性の確認を行った。これを考慮すると運転開始から 60 年間の絶縁性能を維持できる

ことを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

原子力安全基盤機構による ACA ガイドに基づき，健全性評価を行い，東海第二発電所

における敷設環境において 60 年の運転を想定した期間，健全性は維持できることから，

長期保守管理方針は有効であったと考える 
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23. 端子台等*の絶縁特性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞ 

端子台の長期健全性評価は，実機相当品による健全性評価を実施し，この結果及び UL 規

格による熱劣化評価に基づき長期間の端子台の健全性を評価した結果，40 年間の運転期間

及び事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると判断した。 

同軸コネクタ（絶縁物：テフロン）は，実機相当品による健全性試験を実施し，この結

果及びUL規格による熱劣化評価に基づき長期間の同軸コネクタの健全性を評価した結果，

60 年間の運転期間及び事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると判断した。 

回転数検出器（電磁ピックアップ式）は，設置環境条件（温度，放射線）をもとに回転

検出器の耐熱性，耐放射線性について文献データ等を用いて健全性を評価した結果，60 年

間の運転期間及び事故時雰囲気において絶縁性能を維持できると判断した。 

事故時環境内で機能要求がある端子台等＊について，60 年間の供用期間の経年劣化を考

慮した事故時耐環境性能に関する評価を行うことし，その評価手順については，現在，日

本電気協会で検討中の｢軽水炉原子力発電所の安全系電気・計装品耐環境性能に関する指

針(仮称)｣を活用していくことを検討する。 

 

＜長期保守管理方針＞  

端子台等*の絶縁特性低下については，事故時環境内で機能要求がある場合，60年間の運

転期間及び事故時雰囲気による劣化を想定した健全性の評価を実施する。 

評価にあたっては，日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の

検証に関する指針（仮称）」が制定された時点で長期健全性評価への反映の要否を判断し，

要の場合は健全性評価へ反映する。 

 

*:① 端子台（絶縁物） 

② 同軸コネクタ（絶縁物：テフロン） 

③ 計測装置のうち回転数検出器（電磁ピックアップ式） 
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＜実施状況＞ 

① 端子台 

IEEE Std.382-1996｢IEEE Standard for Qualification of Actuators for Power-

Operated Valve Assemblies With Safety-Related Functions for Nuclear Power 

Plants」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに原子炉格納容器外用端子台

は，原子炉建屋において 12 年間使用した端子台を供試体に 48 年相当の劣化付与を行

い，設計基準事故時雰囲気を想定した蒸気曝露試験を行うことで 60 年の健全性が維持

できることを確認した。 

原子炉格納容器内用端子台は，原子炉格納容器内において 38 年間設置使用した端

子台を供試体に設計基準事故時雰囲気を想定した蒸気曝露試験を行うことで，38 年間

の健全性が維持できることを確認した。 

なお，原子炉格納容器内用端子台については，今停止期間中に取替えを行うこと

で，60 年の運転を想定した期間，健全性を維持できる。 

 

② 同軸コネクタ 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに東海第二発電所において使用して

いる新品同軸コネクタに 37 年分の劣化付与を行い，事故時雰囲気を想定した健全性評

価試験を実施し，健全性が維持できることを確認した。 

当該コネクタは，2001 年（運転開始後 23 年）に取替を実施しており，これを考慮す

ると運転開始から 60 年間の健全性を維持できることを確認した。 

 

③ 計測装置のうち回転数検出器（電磁ピックアップ式） 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに原子力安全基盤機構による「電

気・計装設備の健全性評価技術調査研究（JNES-RE-2012-0016 平成 24 年 11 月）」の

成果を反映し，東海第二発電所において使用している回転数検出器の 60 年間の運転期

間及び事故時雰囲気を想定した健全性評価試験を実施していたところ，検出器出力信

号に特性不良が発生し，良好な結果を得ることができなかった。 

したがって，回転数検出器については，60 年の健全性は維持できないと判断した。 
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＜有効性評価＞ 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」

等に規定された長期健全性評価試験条件に基づき，健全性評価を行い同軸コネクタ及び原

子炉格納容器外用端子台については，60 年の運転を想定した期間，健全性は維持できるこ

とから，長期保守管理方針は有効であったと考える。 

なお，原子炉格納容器内用端子台は，長期健全性評価試験の結果を基に，38 年間の健全

性は確認されていることから，点検計画（定期取替品に設定）に反映することし，本停止

期間中に取替えることで 60 年の健全性は維持できることが確認されたことから，長期保

守管理方針の当初意図した結果(長期健全性の確保)が得られたことから有効であったと

考える。 

また，回転数検出器は，60 年間の運転期間における健全性評価試験を行い，健全性が確

認できなかったことから，プラントメーカーが IEEE Std.323-1974「IEEE Standard for 

Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations」に準拠して

行った，回転数検出器の長期健全性評価試験の結果をもとに，当該検出器の 40 年間の運

転期間における健全性を確認した。当該検出器は運転開始後 14 年に設置以降 25 年間使用

しており，点検計画（定期取替品に設定）に反映することとし，設置後 40 年を迎える前に

取替えることにより，運転開始から 60 年間の健全性を維持することができ，長期保守管

理方針の当初意図した結果(長期健全性の確保)が得られたことから有効であったと考え

る。 
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24. 圧力伝送器／差圧伝送器（ダイヤフラム式）等*の特性変化 

 

＜30 年目の評価結果＞  

圧力伝送器等の特性変化については，特性試験による健全性確認結果及び事故時雰囲気

で動作要求される圧力伝送器等を対象とした 10 年間の経年劣化及び事故時雰囲気を想定

した長期健全性試験結果等より，特性変化する可能性は低い。 

現状，特性試験を実施しており，特性変化の把握は可能である。 

健全性評価結果より，著しく特性変化する可能性は低い。 

また，特性変化は点検時の特性試験で把握可能と考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

計測装置のうち圧力伝送器／差圧伝送器（ダイヤフラム式）等*の特性変化については，

事故時環境内で機能要求がある場合，60年間の運転期間及び事故時雰囲気による劣化を想

定した健全性の評価を実施する。 

評価にあたっては，日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の

検証に関する指針（仮称）」が制定された時点で長期健全性評価への反映の要否を判断し，

要の場合は健全性評価へ反映する。 

 

*:① 計測装置のうち圧力伝送器／差圧伝送器（ダイヤフラム式） 

② 計測装置のうちSRNM前置増幅器 

③ 計測装置のうち放射線検出器（イオンチェンバ式） 

 

＜実施状況＞  

① 圧力伝送器／差圧伝送器（ダイヤフラム式） 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに東海第二発電所において使用して

いる伝送器の 20 年間の運転期間及び設計基準事故時雰囲気を想定した健全性評価試験

並びに 9年間の運転期間及び重大事故等時雰囲気を想定した健全性評価試験を実施

し，健全性が維持できることを確認した。 

 

② SRNM 前置増幅器 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに東海第二発電所において使用して

いる SRNM 前置増幅器の 14 年間の運転期間及び事故時雰囲気を想定した健全性評価試

験を実施し，健全性が維持できることを確認した。 
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③ 放射線検出器（イオンチェンバ式） 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに東海第二発電所において使用して

いる放射線検出器の 60 年間の運転期間及び事故時雰囲気を想定した健全性評価試験を

実施し，健全性が維持できることを確認した。 

 

＜有効性評価＞ 

① 圧力伝送器／差圧伝送器（ダイヤフラム式） 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに健全性評価を行い，圧力伝送器／

差圧伝送器（ダイヤフラム式）のうち設計基準事故時雰囲気で機能要求のある機器は

設置後 20 年を迎える前に，重大事故等時雰囲気で機能要求のある機器は設置後 9年を

迎える前に取替えることで健全性は維持できることから，長期保守管理方針は有効で

あったと考える。 

 

② SRNM 前置増幅器 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに健全性評価を行い，SRNM 前置増幅

器は，設置後 14 年を迎える前に取替えることで健全性は維持できることから，長期保

守管理方針は有効であったと考える。 

 

③ 放射線検出器（イオンチェンバ式） 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指

針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに健全性評価を行い，60 年の運転を

想定した期間，健全性は維持できることから，長期保守管理方針は有効であったと考

える。 
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25. 温度検出器（熱電対式，測温抵抗体式）の絶縁特性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

温度検出器の絶縁特性低下については，事故時雰囲気において動作が要求される温度検

出器を対象としたエポキシ樹脂の封止性確認試験及び放射線評価試験の結果，主蒸気管ト

ンネル温度検出器は 26 年間の通常運転及び事故時雰囲気において絶縁性能を維持できる

と評価できる。 

なお，当該温度検出器は 1993 年（運転開始後 15 年）に取替を実施しており，これを考

慮すると運転開始から 41 年間の絶縁性能を維持できると評価できる。 

また，圧力抑制室水温度検出器は 60 年間の通常運転及び事故時雰囲気において絶縁性

能を維持できると評価できる。 

健全性評価結果より，著しく絶縁特性低下する可能性は低い。また，絶縁特性低下は点

検時の温度測定値確認，抵抗測定で把握可能と考える。 

 

＜長期保守管理方針＞  

計測装置のうち温度検出器（熱電対式，測温抵抗体式）の絶縁特性低下については，事

故時環境内で機能要求がある場合，25年毎に実施する取替計画を策定する。 

また，日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する

指針（仮称）」が制定された時点で長期健全性評価への反映の要否を判断し，要の場合は

健全性評価を実施する。 

 

＜実施状況＞  

事故時環境内で機能要求がある温度検出器（熱電対式，測温抵抗体式）について，取替

計画を点検計画に反映した。 

また，日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する

指針」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに原子力安全基盤機構による「電気・

計装設備の健全性評価技術調査研究（JNES-RE-2012-0016 平成 24 年 11 月）」の成果を反

映し，東海第二発電所において使用している熱電対式温度検出器は 25 年間の運転期間及

び事故時雰囲気を想定した健全性評価試験を実施し，健全性が維持できることを確認した。 

一方，測温抵抗体式温度検出器は 30 年間の運転期間及び事故時雰囲気を想定した健全

性評価試験を実施していたところ，シール部に不良が発生し，良好な結果を得ることがで

きなかった。 

したがって，測温抵抗体式温度検出器については，60 年の健全性は維持できないと判断

した。 
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＜有効性評価＞ 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」

に規定された長期健全性評価試験条件をもとに健全性評価を行い，熱電対式温度検出器は，

設置後 25 年を迎える前に取替えることで健全性は維持できることから，長期保守管理方

針は有効であったと考える。 

また，測温抵抗体式温度検出器は，既設測温抵抗体式温度検出器の試験を行い，健全性

が確認できなかったことから，シール部の改良により 15 年間の健全性が確認されている

測温抵抗体式温度検出器へ更新するとともに，設置後 15 年を迎える前に取替えることを

点検計画（定期取替品の周期見直し）に反映することで健全性を維持することができ，長

期保守管理方針の当初意図した結果(長期健全性の確保)が得られたことから有効であっ

たと考える。 
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26. 原子炉格納容器内の電動（交流）弁用駆動部*及び原子炉格納容器外の電動（交流・直流）

弁用駆動部*の絶縁特性低下 

 

＜30 年目の評価結果＞  

原子炉格納容器内の電動弁駆動部絶縁物の 40 年間の運転期間を想定した熱，放射線，

機械的及び事故時雰囲気による試験結果から 40 年間の通常運転及び事故時雰囲気におい

て絶縁特性を維持できることを確認した。絶縁体の急激な絶縁特性低下の可能性は小さい。 

また，絶縁特性低下は点検時の絶縁抵抗測定等で把握可能と考えられる。 

但し，60 年想定の耐環境試験を実施し，長期的な健全性を確認する必要がある。 

 

＜長期保守管理方針＞  

原子炉格納容器内の電動（交流）弁用駆動部*及び原子炉格納容器外の電動（交流・直流）

弁用駆動部*の絶縁特性低下については，事故時環境内で機能要求がある場合，60年間の運

転期間及び事故時雰囲気による劣化を想定した健全性の評価を実施する。 

評価にあたっては，日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の

検証に関する指針（仮称）」が制定された時点で長期健全性評価への反映の要否を判断し，

要の場合は健全性評価へ反映する。 

 

*：弁用駆動部（固定子コイル，口出線・接続部品） 

 

＜実施状況＞  

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」

及び IEEE Std.382-1996｢IEEE Standard for Qualification of Actuators for Power-

Operated Valve Assemblies With Safety-Related Functions for Nuclear Power 

plants」に規定された長期健全性評価試験条件をもとに原子炉格納容器外で 38 年間設置

使用された弁用駆動部に 22 年相当の劣化付与を行い，設計基準事故時雰囲気を想定した

蒸気曝露試験を行うことで 60 年の健全性が維持できることを確認した。 

また，原子炉格納容器内に設置された弁用駆動部の評価にあたっては，新製の弁用駆

動部に 60 年相当の劣化付与を行い，設計基準事故時雰囲気を想定した蒸気曝露試験を行

うことで 60 年の健全性が維持できることを確認した。 
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＜有効性評価＞ 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」

及び IEEE Std.382-1996 に規定された長期健全性評価試験条件に基づき，健全性評価を行

い 60 年の運転を想定した期間，健全性は維持できることから，長期保守管理方針は有効

であったと考える。 
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27. 電気ペネトレーション（モジュール型）の絶縁特性低下及び気密性低下 

 

 

＜30 年目の評価結果＞  

電気ペネトレーションの長期間の経年変化を考慮した必要性能の評価方法は，IEEE 

Std.317-1976「IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in Containment 

Structures for Nuclear Power Generating Stations」の規格をもとに材料がほぼ同等で

ある国産電気ペネトレーションにて評価を行い，60 年間の通常運転における使用条件及び

事故時雰囲気において絶縁特性及び気密性能を維持できると評価する。 

健全性評価結果より，絶縁特性の低下及び気密性の低下の可能性は低い。 

また，絶縁特性の低下は，機器点検時に実施する絶縁抵抗の測定及び機器の動作試験に

より，気密性の低下は，点検時の原子炉格納容器漏えい率検査により把握可能と考える。 

但し，電気ペネトレーションの評価にあたっては，国産電気ペネトレーションのデータ

による評価であることから当該品による 60 年想定の耐環境試験を実施し，長期的な健全

性を確認する必要がある。 

 

＜長期保守管理方針＞  

電気ペネトレーション（モジュール型）の絶縁特性低下及び気密性低下については，60

年間の運転期間及び事故時雰囲気による劣化を想定した健全性の評価を実施する。評価に

あたっては，日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関

する指針（仮称）」が制定された時点で長期健全性評価への反映の要否を判断し，要の場

合は健全性評価へ反映する。 

 

＜実施状況＞  

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」

及び IEEE Std.317-1976「IEEE Standard for Electric Penetration Assemblies in 

Containment Structures for Nuclear Power Generating Stations」に規定された長期

健全性試験条件をもとに原子力安全基盤機構による「電気・計装設備の健全性評価技術

調査研究（JNES-RE-2012-0016 平成 24 年 11 月）」の成果を反映し，東海第二発電所に

おいて 33 年間設置使用された海外製低圧電気ペネトレーションに 27 年相当の劣化付与

を行い 60 年の運転期間を想定した試験を実施していたところ，シール部に不良が発生

し，良好な結果を得ることができなかった。 

また，海外製高圧電気ペネトレーションのシール部に使用している材料は，低圧電気

ペネトレーションのシール部に使用されている材料と同じであることから，同様にシー

ル材の耐性は低下している可能性が高いと考えられる。 

したがって，海外製低圧，高圧電気ペネトレーションについては，60 年の健全性は維

持できないと判断した。 
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＜有効性評価＞ 

日本電気協会｢原子力発電所の安全系電気・計装品の耐環境性能の検証に関する指針」

及び IEEE Std.317-1976 に基づき，海外製低圧電気ペネトレーションの試験を行い，健全

性の確認が出来なかったことから，今停止期間中に 60 年の健全性が確認されている国内

製低圧，高圧電気ペネトレーションへ更新を行う。 

海外製電気ペネトレーションについては，通常運転期間相当，設計基準事故時及び重

大事故等時条件において健全性が確認された国内製電気ペネトレーションへ取替えるこ

とで，60 年の運転を想定した期間，健全性は維持できることから，長期保守管理方針は

有効であったと判断する。 
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30年目評価以降に発生した事故・トラブル等の一覧表 

No. 情報区分 件名 原因分析結果 

経年劣化に関する

保全が有効でなか

ったため生じたと

考えられるもの※

1 保全品質 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 定期試験中

における運転上の制限からの逸脱について 
② － 

2 保全品質 
協力会社における入所時の保安教育に係る不適合に

ついて 
② － 

3 トラブル 
原子炉隔離時冷却系タービン排気ライン逆止弁損傷

に伴う運転上の制限逸脱について 
① ○ 

4 保全品質 
残留熱除去系(A)定期試験に伴う低圧注水系の運転上

の制限の逸脱について 
⑤ － 

5 保全品質 原子炉隔離時冷却系の運転上の制限逸脱について ① － 

6 保全品質 
管理区域における一時立入者の個人線量計の未着用

について  
② － 

7 保全品質 
東海第二発電所洗濯廃液に係る保安規定違反の原因

及び再発防止対策の報告について 
② － 

8 保全品質 
雑固体減容処理設備冷却室内における溶融金属等の

飛散に伴う発煙について  
④ － 

9 保全品質 屋外硫酸貯蔵タンク堰内での漏えい事象について  ⑦ ○ 

10 保全品質 
産業廃棄物処理施設における当社名等が表示された

ドラム缶発見について  
⑧ － 

11 保全品質 
管理区域における作業員の個人線量計（EPD）の着用不

備について  
② － 

12 保全品質 
可燃性ガス濃度制御系（B）の運転上の制限からの逸脱

について 
⑧ － 

13 保全品質 
物品搬入時における管理区域内への不適切な立ち入

り事象について  
② － 

14 トラブル 
主油タンク油面変動等に伴う機器点検のための原子

炉手動停止について  
① ○ 

15 保全品質 
起動領域モニタチャンネル「D」指示不良による運転上

の制限の逸脱及び解除について  
⑧ － 

16 保全品質 残留熱除去系（A）の運転上の制限の逸脱について  ⑤ － 

17 保全品質 
低圧炉心スプレイ系定期試験前に確認すべき事項の

未実施について  
② － 

18 保全品質 蒸気乾燥器に確認されたひび割れについて  ⑦ ○ 

19 保全品質 
シュラウドサポート溶接継手のひび状の指示模様に

ついて  
⑦ ○ 

20 保全品質 所内電源操作中における電源盤損傷の発生について  ④ － 

21 保全品質 
東海第二発電所 制御棒駆動機構分解点検工事におけ

るごく微量の放射性物質の内部取り込みについて 
② － 

22 保全品質 洗濯廃液放出に係る保安規定違反事象について  ② － 

23 トラブル 残留熱除去系海水系配管の減肉について  ⑦ ○ 

24 保全品質 
給水加熱器保管庫への個人線量計未着用での立ち入

りについて  
② － 

25 保全品質 
非常用ガス処理系（A）の予防保全を目的とした保全作

業の実施について  
④ － 

26 保全品質 
非常用ガス処理系（B）の予防保全を目的とした保全作

業の実施について  
④ － 
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No. 情報区分 件名 原因分析結果 

経年劣化に関する

保全が有効でなか

ったため生じたと

考えられるもの※

27 トラブル 
残留熱除去系海水系（B）系機器点検のための原子炉手

動停止について  
③ － 

28 保全品質 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転上の制

限からの逸脱について  
⑦ ○ 

29 保全品質 
【東日本大震災】 東海第二発電所 使用済燃料プー

ル水飛散  
⑥ － 

30 トラブル 
【東日本大震災関連】非常用ディーゼル発電機2C用海

水ポンプの自動停止について  
⑥ － 

31 トラブル 
【東日本大震災関連】125V蓄電池2B室における溢水に

ついて  
⑧ － 

32 保全品質 廃棄物処理建屋3階における火災について  ⑤ － 

33 保全品質 東海第二発電所における計画線量超過について ② － 

34 保全品質 
非常用ディーゼル発電機2Cの運転上の制限からの逸

脱について 
① － 

35 保全品質 主蒸気逃し安全弁（D）内部部品の脱落について  ① － 

36 保全品質 
原子炉圧力容器下部制御棒駆動機構フランジからの

漏水について  
② － 

37 保全品質 取水口エリア北側ポンプ槽での火災について  ① － 

38 保全品質 
残留熱除去系（C）低圧注水系注入弁差圧検出配管溶接

部近傍での水の滴下について  
⑧ － 

39 保全品質 
原子炉建屋屋上における原子炉建屋ベントライン設

置工事中の誤開孔事象について  
① － 

40 保全品質 蒸気乾燥器のひび調査結果について  ⑦ ○ 

41 トラブル 
東海第二発電所 管理区域外での洗浄廃液の漏えい

について  
③ － 

42 保全品質 
東海第二発電所における燃料集合体チャンネルボッ

クス上部（クリップ）の一部欠損について  
④ － 

43 保全品質 
可搬型設備保管場所（非管理区域）における油の漏え

い  
⑧ － 

44 保全品質 制御棒ハンドル部ガイドローラの状況について ④ － 

45 保全品質 
廃棄物処理建屋 送風機室（B）内での溶接作業時にお

ける火災の発生について 
① － 

46 トラブル 

廃棄物処理棟中地下1階タンクベント処理装置室内に

おける液体の漏えいに伴う 立入制限区域の設定につ

いて  

③ － 

47 保全品質 使用済燃料貯蔵プール水導電率の上昇について ③ － 

※：30年目評価で発生を想定できなかった部位

における経年劣化事象又は30年目評価が不

足していた経年劣化事象に起因すると考え

られるトラブル情報,保全品質情報をい

う。 

原因分析結果の凡例 

①：施工・保守不良に起因する事例 

②：ヒューマンエラーに起因する事例 

③：設計上の問題に起因する事例 

④：製作上の問題に起因する事例 

⑤：偶発的故障に起因する事例 

⑥：自然現象に起因する事例 

⑦：経年劣化事象に起因する事例 

⑧：その他の事例 



 

 

30 年目高経年技術評価以降に発生した経年劣化事象に起因する事故・トラブル等の検討結果 
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□保全品質情報／■トラブル 

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 30 年目 PLM 評価 
の考察 

劣化状況評価への
反映事項 

劣化状況評価 備考 

1 

 

原子炉隔離時

冷却系タービ

ン排気ライン

逆止弁損傷に

伴う運転上の

制限逸脱につ

いて 

 

（発電所） 

東海第二 

発電所 

 

(発生日) 

2008.8.7 

 

（評価書区分）

審査対象機器

【状況】 

東海第二発電所は定格熱出力一定運転に

て第 23 回定期検査時の調整運転中のとこ

ろ，原子炉隔離時冷却系（以下「RCIC」と

いう）の定期試験を実施後，原子炉格納容

器の圧力が低下傾向にあることを確認し

た。原因調査を実施した結果，格納容器に

封入している窒素ガスが RCIC タービン排

気ラインから漏えいしている可能性が高い

と判断した。排気ライン隔離弁(E51-F068)

を閉止したところ，圧力低下は止まった。

漏えいは，RCIC タービン排気ラインに設

置されている逆止弁（E51-F040）のシート

リークによるものと考え，弁座の当たり改

善を試みたが，当該弁のシートリーク状況

に変化は見られなかった。 

このため当該弁の分解点検を実施したと

ころ，弁の作動させるための機構部である

アームから弁体が脱落していることを確認

した。 

【推定原因】 

脱落の原因は弁体とアームとを連結してい

る弁体ネジ部が破断したため。詳細は以下

のとおり。 

 (1)弁体への繰り返し荷重の発生 

RCIC タービン低速回転時に，サプレッ

ションプールに排出されたタービン排気

が蒸気凝縮され背圧が変動することで，

弁体が開閉動作を行う。この動作により

アームがストッパーと衝突を繰り返すこ

とで弁体ネジ部に疲労限を超える応力が

発生した。 

(2)き裂の発生・進展 

開閉動作は，約 2秒の周期で繰り返さ

れることが確認されており，発電所運転

開始から積算すると，約 110,000 回に達

することとなる。この開閉動作による繰

り返し応力によって，応力が集中する弁

体ネジ部で疲労き裂が発生・進展した。

(3)最終破断 

き裂の進展により健全な残存部が縮小

し，RCIC 定期試験時に，アームがスト 

ッパーに衝突した際に発生する力によ 

り，弁体ネジ部で延性破壊した。 

 

評価書：弁［逆止弁］ 

(想定されず) 
RCIC タービン低速時に弁

体が開閉動作を行い，アー

ムとストッパーが衝突を繰

り返すが，弁体ネジ部（弁

体とアームを連結）に疲労

限を超える応力が発生し

た。 

疲労割れに至る事象を想

定しておらず，当該弁の点

検計画に反映されなかった

ため，疲労き裂の発生を発

見することができなかっ

た。 

現在は，長期的な対策

として衝撃緩和機構付の

弁に交換されているが，

以下の内容を劣化状況評

価書へ記載する。 

 

弁体ネジ部（弁体とア

ームを連結）の疲労割れ

を経年劣化事象（着目す

べき経年劣化事象ではな

い事象）として新たに抽

出する。 

 

【評価対象】 

弁体（ねじ部）の疲労割れ［原子炉隔離

時冷却系タービン排気ライン逆止弁］ 

 

【評価内容】 

タービン排気側に設置されている逆止弁

は，タービン背圧の変動により開閉動作を

繰り返し，弁体とアームを連結するねじ部

に疲労割れを起こす可能性がある。当該逆

止弁は，2008 年の定期試験時において，弁

体（ねじ部）の疲労割れによる弁体の脱落

事象が発生した。 

対策として，衝撃緩和機構付の弁に交換

するとともに，分解点検時の目視点検に加

え弁体（ねじ部）の浸透探傷検査を実施し

ており，必要に応じて補修又は取替を行う

ことにより，機能を維持することとしてい

る。 

したがって，弁体（ねじ部）の疲労割れ

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

（参考：詳細検討内容） 

・技術評価 

①健全性評価 

タービン排気側に設置されている逆止弁

は，タービン背圧の変動により開閉動作を

繰り返し，弁体とアームを連結するねじ部

に疲労割れを起こす可能性がある。 

②現状保全 

定期的に弁体（ねじ部）の浸透探傷検査

を実施し，有意な欠陥がないことを確認し

ている。 

③総合評価 

健全性評価結果から判断して，弁体（ね

じ部）の疲労割れについては，定期的に弁

体（ねじ部）の目視点検及び浸透探傷検査

を実施し，必要に応じて補修又は取替を行

うことにより，疲労割れが問題になる可能

性は小さいと考える。 

弁体（ねじ部）の疲労割れは，目視点検

及び浸透探傷検査により検知可能であり，

点検手法として適切である。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 30 年目 PLM 評価 
の考察 

劣化状況評価への
反映事項 

劣化状況評価 備考 

【対策】 

(1)当該弁の復旧 

1)弁体については，既設同等の強度が確

認された現在のメーカ標準品である鍛

造品の新品に交換する。あわせてナッ

ト，座金，割りピン等についても既設

同等の新品に交換する。 

2)アームについては工場にて，外観，員

数，寸法，破壊（浸透探傷試験,磁粉

探非傷試験）の各検査を実施した。 

さらに，現地にて受け入れ点検とし

て外観，員数の各検査を実施した。 

なお，当該弁の復旧後，これまでの

運転状態と同じ条件での運転が継続す

ることになるため，当該弁の疲労環境

も変わることなく継続することとな

る。 

しかし，当該弁の疲労評価上有意と

なる弁の開閉回数（約 15,000 回）を

越えるには，約 8時間半の低速回転領

域での運転時間を経過しなければ，疲

労損傷に至る可能性は少ない。1年間

の低速回転領域での運転時間は，過去

の運転経験から保守的に見て 1 時間

程度（繰り返し回数にして約 2,000 

回）であり，次回定期検査まで疲労き

裂が発生する可能性は少ない。 

(2)当該弁の恒久対策 

1)次回定期検査で，弁体のストッパーへ

の衝突による衝撃を緩和する目的で，

衝撃緩和機構付きの弁に交換する。 

また，メーカ推奨や先行プラントの

保全実績を勘案し点検周期を定め，そ

の最初の分解点検時に，弁体ネジ部の

非破壊検査を行い，健全性を確認す

る。その結果や運転状況を踏まえて，

以降の点検周期及び点検内容を見直し

ていく。 

2)次回定期検査で，RCIC タービン低速回

転時にサプレッションプール内で生じ

る蒸気凝縮状態の変動を抑制し，当該

弁の開閉回数を減らすため，蒸気凝縮

性能に優れたスパージャに交換する。

・高経年化への対応 

弁体（ねじ部）の疲労割れに対しては定

期的に弁体（ねじ部）の目視点検及び浸透

探傷検査を実施し，必要に応じて補修又は

取替を実施していく。 
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■保全品質情報／□トラブル 

  

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 
劣化状況評価への 

反映事項 劣化状況評価 備考 

2 

屋外硫酸貯蔵

タンク堰内で

の漏えい事象

について 
(発電所) 

東海第二 

発電所 

 
(発生日) 

2008.11.9 

 

（評価書区分）

対象外機器 

【状況】 

定格熱出力一定運転中のところ，屋外硫

酸貯蔵タンク底部付近より堰内に液体が漏

れているのを発見した。詳細を確認したと

ころ，屋外硫酸貯蔵タンク底部サンプリン

グ配管の保温材から糸状に硫酸が漏えい

し，漏えいした硫酸（表面積で約 4ｍ×約 2

ｍ，漏れた推定量約 8㍑）は全て堰内に留

まり，構外流出のおそれがないことが確認

できた。 

【推定原因】 

当該サンプリングラインには電熱ヒータ

が設置されており，その加熱部位にピンホ

ールが生じていた。電熱ヒータは常時

「入」運用されていたことから，ピンホー

ル発生原因はヒータ加熱（設定温度 65℃）

により滞留液体の温度がその他の部位より

常時高い温度に保持されたことにより濃硫

酸の硫酸鉄に対する溶解度が上昇すること

で電池効果により減肉が進行したものと推

察する。 

 

【対策】 

(1)処理状況 

漏えい箇所の上流には隔離する弁等がな

いことから，タンクローリー車を用いて

タンク内の硫酸を抜き取った上で，漏え

い発生部位を配管上流で切断，タンクと

同種材質である炭素鋼（S25C）の座を溶

接，施栓を実施した。 

 

(2)文献による調査 

当該設備と同様な，濃硫酸（硫酸濃度

90%以上）を貯蔵する設備（貯槽及び配

管）は，一般的に炭素鋼が使用されてい

る。 

濃硫酸は自身が還元され SO2になる酸化

力を持っているために，鉄を酸化して表

面皮膜（硫酸鉄）を生成する。この硫酸

鉄は，常温の濃硫酸に対し不溶性である

ことから，結果として鉄は濃硫酸中で殆

ど腐食（減肉）が進行しない。濃硫酸の

貯蔵設備に炭素鋼が採用されるのはこの

ためである。 

 

評価書：配管［炭素鋼配管］ 

評価対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該配管は，安全機能を

有していないため，高経年

化評価の対象とはならな

い。 

当該サンプリングライン

は，これまでに使用実績が

ないことから，切断部位を

溶接により施栓補修を実施

しており，さらに電熱ヒー

タも使用しないことを再発

防止対策としており，今後

同様な化学腐食（濃硫酸を

高温環境下で使用する際の

電池効果による減肉）の発

生の可能性はないと考え

る。 

濃硫酸を扱っている設備

についてヒータ等で常時加

温しているものはないこと

を確認しており，評価に反

映するべき事象ではない。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 30 年目 PLM 評価 
の考察 

劣化状況評価への 
反映事項 

事象件名 事象の概要 

 
 

 

しかし，文献による調査の結果，濃硫酸中

の鉄の減肉速度は，流体である濃硫酸の濃

度，温度，流速により変化することが判明し

た。当社は濃度の管理された濃硫酸を購入し

ていることから（冬季：95%，夏季：98%）濃

硫酸の濃度はほぼ一定である。当該硫酸タン

クは復水脱塩装置樹脂の通薬再生時に必要量

のみ系統へ移送されるだけであり殆どの期

間，濃硫酸は停滞していることから，流速の

影響もない。又，過去に一度もサンプリング

を行っていないことから，サンプリング配管

も流速の影響を受けていないと考えられる。

これに対し，温度が上昇すると濃硫酸の硫

酸鉄に対する溶解度が上昇することにより，

硫酸鉄が濃硫酸に溶け出すことから，ゆるや

かに減肉が進行する。 

硫酸濃度 95 %～98 %の範囲において，常温

（約 25 ℃）と比較し，約 60 ℃では，10 倍

程度腐食速度が増加することが確認された。
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□保全品質情報／■トラブル 

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への 

反映事項 
劣化状況評価 備考 

3 

主油タンク油

面変動等に伴

う機器点検の

ための原子炉

手動停止につ

いて 

 

(発電所) 

東海第二 

発電所 

 

(発生日) 

2009.7.17 

 

（評価書区分）

審査対象外 

機器 

【状況】 

定格熱出力一定運転中のところ，

7月 16 日 21 時 45 分，主タービン油

系と TDRFP 潤滑油並びに制御油系で

共有している主タービン潤滑油タン

ク（以下，「主油タンク」という）

の油面異常を示す警報（中央制御室

警報「TURBINE MAIN OIL TANK 

LEVELHI/LO」）が発報したため，主

油タンク現場を確認したところ，フ

ロート式油面計の指示が低下してい

たことから，油漏えいが発生してい

ないことを各現場にて確認するとと

もに，主タービン油関連機器に関連

するパラメータ（主タービン及び

TDRFP（Ｂ）の運転パラメータ）に

異常のないことを確認した上で，主

油タンクの油面調整操作を開始する

とともに，主油タンク油面が安定す

るまでは，主タービン油系統に係る

作業は，油面の安定に支障をきたす

ことから実施すべきでないと判断

し，仮設の静電浄油機による浄化を

見合わせた。 

その後も，主油タンクの油面変動

が継続するとともに，7月 17 日 15

時頃に仮設の静電浄油機による浄化

を実施するための準備作業で主油タ

ンク上部のマンホールを開放したと

ころ，可視範囲内の油面上が泡で覆

われていることを確認した。 

さらに，7月 17 日夕刻より主ター

ビンの運転パラメータに異常がない

ものの，主油タンクの油面が徐々に

低下し油面調整操作の頻度が増加し

油面維持が困難となったこと，これ

以上悪化すると関連機器への影響が

懸念されたことから，原子炉を停止

することを 7月 17 日 19 時 00 分に

決定した。 

また，停止決定後に機器に故障の

発生していることも否定できないと

して，主タービン油系の点検を行う

こととした。 

その後，㋆18 日 0 時より出力降下

を開始し，同日 7時 00 分に発電機

を解列，14 時 09 分に原子炉を停止

した。 

 

評価書：タービン設備［常用系タービン設備 潤滑
油装置のうち，油冷却器］ 

【油冷却器については重要度分類上PS-3であ 

り,審査対象外機器として評価している。】 

 

2.2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象で

はない事象 

c.伝熱管の高サイクル疲労割れ及び摩耗[油冷

却器] 

伝熱管は支持板により適切なスパンで支持

されており，伝熱管の外表面の流体による振

動は十分抑制されている。さらに，胴側流体

は油環境下であるため，管支持板のエロージ

ョンによる管穴拡大等による振動発生の可能

性は小さいと考える。 

また，これまでの目視点検及び漏えい試験

結果からも割れは確認されておらず,今後も

使用環境に変化がない。したがって，伝熱管

の高サイクル疲労割れ及び摩耗は高経年化対

策上着目すべき経年劣化事象ではないと判断

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)30 年目評価時の取扱

い 

主油冷却器の伝熱

管について，流体に

よる振動によりバッ

フルを貫通する部位

に摩耗が発生する事

象を想定していなか

った。 

(2)現状保全の考察 

バッフルを貫通す

る部位の摩耗に着目

した点検（渦流探傷

検査，芯ずれ等の点

検）が実施されてい

なかった。伝熱管の

疲労割れについて目

視点検や漏えい試験

により，伝熱管のバ

ウンダリ機能の健全

性を確認していた。 

(3)問題点 

30 年目評価時点で

は，伝熱管の高サイ

クル疲労割れ及び摩

耗について，設計上

伝熱管の振動発生の

可能性は低いとして

おり，バッフル貫通

部について摩耗に着

目した外観点検（最

外周伝熱管）及び伝

熱管の渦流探傷検査

を定期的に実施して

いなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)40 年目評価の取扱い 

冷却器の伝熱管について摩耗

を着目すべき経年劣化事象では

ない事象とし，技術評価を実

施。 

(2)現状保全 

油冷却器についてバッフル貫

通部についても摩耗に着目した

外観点検（最外周部伝熱管）及

び伝熱管の渦流探傷検査を定期

的に実施する 

(3)その他 

運転管理において定期的な機

器の切替えを運転計画に定めて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価対象】 

伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れ 

[油冷却器] 

 

【評価内容】 

伝熱管は管支持板により適切なスパンで支

持することで振動を抑制しているが，内部流

体の流れによりわずかな伝熱管の振動が発生

し，伝熱管と管支持板が接触することによ

り，伝熱管拘束点において伝熱管外表面に摩

耗が発生する可能性がある。さらに，伝熱管

拘束点において伝熱管外面から疲労割れが発

生する可能性がある。油冷却器は，2009 年

の定格熱出力一定運転中に，伝熱管の摩耗に

よる伝熱管漏えい事象が発生した。 

対策として，当該伝熱管に施栓を実施する

とともに，分解点検時に管支持板貫通部にお

ける伝熱管の摩耗に着目した目視点検に加

え，伝熱管の渦流探傷検査を実施しており，

必要に応じて補修又は取替を行うことによ

り，機能を維持することとしている。 

したがって，伝熱管の高サイクル疲労割れ

及び摩耗は高経年化対策上着目すべき経年劣

化事象ではないと判断する。 

 

（参考：詳細検討内容） 

・技術評価 

①健全性評価 

伝熱管は管支持板により適切なスパンで支

持することで振動を抑制しているが，内部流

体の流れによりわずかな伝熱管の振動が発生

し，伝熱管と管支持板が接触することによ

り，伝熱管拘束点において伝熱管外表面の摩

耗が発生する可能性がある。 

 

②現状保全 

定期的に伝熱管の目視点検及び渦流探傷検

査を実施し，有意な摩耗がないことを確認し

ている。 

 

③総合評価 

健全性評価から判断して，伝熱管の摩耗及

び高サイクル疲労割れについては，定期的に

管支持板貫通部における伝熱管の摩耗に着目

事 象 の 概 要

（状況，推定

原因，対策）に

ついては「主

油冷却器（B）

伝 熱 管 漏 え

い」について

のみ記述して

いる。 



 

 
  

－
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－
 

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への 

反映事項 
劣化状況評価 備考 

【推定原因】 

1.原因 

今回主タービン油系で確認され

た，TCW サージタンクレベルの低

下を起こした主油冷却器（B）伝熱

管漏えいの原因は下記の通りと考

えられる。 

・TCW サージタンクレベルの低下

を起こした主油冷却器の伝熱管

から漏えいを生じた原因は，潤

滑油が伝熱管の U字部分に流れ

込む構造のために，潤滑油の流

動によって U字管に僅かな振動

が発生，長期間の使用によって

摩耗・減肉が進行して，最終的

に貫通孔が生じたものと考えら

れる。 

・主油冷却器の運転・点検計画の

不備主油冷却器について，計画

的な切替え等の運用が定まって

いなかった。また，タービン油

系統に使用されている各冷却器

の伝熱管について，バッフルを

貫通する部位の摩耗に着目した

点検（渦流探傷検査，芯ずれ等

の点検）が実施されていなかっ

た。 

【対策】 

1.短期的対策（起動前に実施済み）

(1)主油冷却器の伝熱管修理 

漏えいが発生し抜管した当該伝

熱管１本，渦流探傷検査結果の検

証用のために抜管した伝熱管 2

本，外面傷が渦流探傷検査により

検出された伝熱管 3本について，

施栓を実施する。なお，主油冷却

器の伝熱管は 1基あたり全数で

762 本あるが，伝熱面積の設計上

10%の裕度があることから，冷却性

能には問題ない。 

(2)主油冷却器の運転計画の改善 

運転中に切り替えのできない主

油冷却器及び TDRFP 油冷却器につ

いては，運転サイクル毎に A,B を

交互に使用するよう運転計画を定

め，「直定例業務・定期機器切替

実施取扱書（QMS 規程）」に明記

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した目視点検に加え，伝熱管の渦流探傷検査

を実施することで，摩耗及び高サイクル疲労

割れが問題になる可能性は小さいと考える。

 

・高経年化への対応 

伝熱管の摩耗及び高サイクル疲労割れに対

しては，定期的に伝熱管の目視点検及び渦流

探傷検査を実施し，必要に応じて補修又は取

替を実施していく。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への 

反映事項 
劣化状況評価 備考 

2.中長期的対策 

・点検計画の見直し 

各油冷却器について，保守管理

の点検計画に，バッフル貫通部に

ついても摩耗に着目した外観点検

（最外周伝熱管）と伝熱管の渦流

探傷検査を定期的に実施し，必要

な処置を行う。 

また，次回定期検査以降に主油

冷却器の計画的な取替を実施す

る。 

 

  



 

 
  

－
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－
 

■保全品質情報／□トラブル 

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への 

反映事項 
劣化状況評価 備考 

4 

蒸気乾燥器に

確認されたひ

び割れについ

て 

 

(発電所) 

東海第二 

発電所 

 

(発生日) 

2009.9.14

 

（評価書区分）

審査対象外

機器 

【状況】 
第24回定期検査で実施した蒸気乾燥器の

外観点検において，プレナムパーテーショ
ンとフードの溶接部に3箇所，及びリフテ
ィングアイの回り止め溶接部に1箇所のひ
び割れが確認された。 
 

【推定原因】 
(1)プレナムパーテーションとフードの溶接

部のひび割れ確認されたひび割れは，以
下の理由により流動振動等による疲労割
れである可能性が高い。 
･ ひび割れは溶接金属内に確認されてい
る。当該材料であるオーステナイト系ス
テンレス鋼溶接金属（Y308L相当）におい
て過去に応力腐食割れ（SCC）の事例はな
い。 
 また，当該ひび割れは枝分かれが無
く，直線状を呈していることからSCCとは
えにくい。 
･ プレナムパーテーションとフードは片
面すみ肉溶接で接合されており，溶接止
端部は形状不連続のため応力が集中しや
すい形状である上，溶接構造による応力
集中の状態は，ばらつきが大きい。 
･起動試験時に，タービン主蒸気止弁の急
閉を伴う試験を5回程度実施しており， 
その際，当該部に250MPa程度の応力が発
生したと評価される。これは，設計降伏
応力130MPaを大きく超えていること 
から，当該溶接部に初期兆候（塑性変形
又は微細な割れ）が生じたと考えられ 
る。 
･通常運転時の流動振動により，当該部に
170～220MPa程度の応力が発生すると評 
価される。これは，実力的な疲労限と同
程度であることから，溶接構造による応
力集中の状態のばらつきで，発生応力が
高い部位に疲労割れが発生した可能性 
があると考えられる。 
･ 海外の損傷事例において，類似箇所に
流動振動等による疲労割れが確認されて
いる。 

 
(2)リフティングアイの回り止め溶接部の 

ひび割れ 
確認されたひび割れは，以下の理由に

より流動振動等による疲労割れである可
能性が高い。 
･ひび割れは溶接金属内に確認されてい
る。当該材料であるオーステナイト系ス
テンレス鋼溶接金属（Y308L相当）におい
て過去にSCCの事例はない。また，当該ひ
び割れは枝分かれが無く，直線状の形状
をしていることからSCCとは考えにくい。
･リフティングアイのひび割れの起点部

評価書：炉内構造物 
【蒸気乾燥器については重要度分類上PS-3であ 

り,審査対象外機器として評価している。】 

 

2.2.3  高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではない事象 

b．高サイクル疲労割れ（シュラウドヘッド及 

び気水分離器，蒸気乾燥器） 

炉内構造物は炉心流による流体振動を受

けるため，高サイクル疲労割れの発生が想

定されるが，炉内の流体振動による高サイ

クル疲労については，代表機器と同様に設

計段階において考慮されているため，高サ

イクル疲労割れが発生する可能性は小さ

い。 

 また，蒸気乾燥器のドレンチャンネルに

ついては，第7回定期検査（1985年度）にお

いて，溶接部にひびが認められ，補修溶接

と肉盛溶接による補強を実施している。 

また，第15回定期検査（1996年度）にお

いては，他プラント不具合事象に対する水

平展開として，溶接構造をすみ肉溶接から

開先付きすみ肉溶接に変更し，発生応力の

低減を図っている。至近の点検実績として

は，第22回定期検査（2006年度）に目視点

検を行い，問題のないことを確認してい

る。 

なお，シュラウドヘッド及び気水分離

器，蒸気乾燥器については計画的に水中テ

レビカメラによる点検を実施することとし

ており，シュラウドヘッド及び気水分離

器，蒸気乾燥器については，これまでの外

観目視点検では有意な欠陥は認められてい

ない。 

したがって，高サイクル疲労割れは高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではな

いと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)30 年目評価時の取扱い 

30 年目評価時点では，

プレナムパーテーション

とフードの溶接部及びリ

フティングアイの回り止

め溶接部のひび割れ（高

サイクル疲労）について

は，想定される経年劣化

事象としては抽出してい

なかった。 

 

(2)現状保全の考察 

水中カメラによる点検

を計画的に行うことと評

価しており,適切であっ

た。 

 

(3)問題点 

流体振動によるひび割

れ（高サイクル疲労）に

ついては，設計段階にお

いて考慮されており，発

生する可能性は小さいと

評価しているが，プレナ

ムパーテーションとフー

ドの溶接部のひび割れ

（高サイクル疲労）は，

流路構成機能を維持する

部位に発生しているた

め，想定される経年劣化

事象として抽出が必要な

部位であった。 

 

(4)その他 

リフティングアイの回

り止め溶接部のひび割れ

（高サイクル疲労）は機

能要求部位以外に発生し

ており，想定が不要であ

り，評価に影響はなかっ

たと判断する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)40 年目評価の取扱い 

フード（溶接部）にひ

び割れ（高サイクル疲

労）について，現状保全

にて検知できていること

から，着目すべき経年劣

化事象ではない事象（日

常劣化管理事象）として

抽出し，技術評価を行

う。 

 

(2)現状保全 

確認されたひび割れ

は，蒸気乾燥器の機能，

構造に影響を直ちに与え

るものではないが，今後

の運転に万全を期すた

め，補修方法として，ひ

び割れを除去し，応力集

中を低減する対策を実施

した。 

今回の補修箇所以外の

フード部にもひび割れ

（高サイクル疲労）の発

生の可能性は否定できな

いことから，水中カメラ

による点検を継続する。

 

「蒸気乾燥器（部位：

フード）の高サイクル疲

労割れ」は，想定される

経年劣化事象として抽出

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価対象】 

高サイクル疲労割れ[蒸気乾燥器] 

 

【評価内容】 

炉内構造物は炉心流による流体振動を受け

るため，高サイクル疲労割れの発生が想定さ

れるが，炉内の流体振動による高サイクル疲

労については，代表機器と同様に設計段階に

おいて考慮されているため，高サイクル疲労

割れが発生する可能性は小さい。 

蒸気乾燥器については，第 24 回定期検査

（2009 年度）において，プレナムパーテーシ

ョンの溶接部（3箇所）及びリフティングアイ

の廻り止め溶接部（1箇所）に高サイクル疲労

と推定されるひびが認められ，補修溶接等を

実施し，発生応力の低減を図っている。 

蒸気乾燥器については，維持規格等に基づ

き計画的に水中テレビカメラによる点検を実

施することとしており，これまでの上記以外

の有意な欠陥は認められていない。 

したがって，高サイクル疲労割れは，高経

年化対策上着目すべき経年劣化事象ではない

と判断する。 

 

（参考：詳細検討内容） 

・技術評価 

①健全性評価 

炉内構造物は炉心流による流体振動を受

けるため，高サイクル疲労割れの発生が想

定される。 

②現状保全 

  確認されたひび割れは，蒸気乾燥器の機

能，構造に影響を直ちに与えるものではな

いが，今後の運転に万全を期すため，補修

方法として，ひび割れを除去し，応力集中

を低減する対策を実施した。 

今回の補修箇所以外のフード部にもひび

割れ（高サイクル疲労）の発生の可能性は

否定できないことから，水中カメラによる

点検を継続する。 

③総合評価 

  健全性評価から判断して，蒸気乾燥器の

高サイクル疲労割れについては，定期的に

目視点検を実施し，有意な欠陥が確認され

た場合は補修溶接等を実施することで高サ

イクル疲労が問題になる可能性は小さいと

考える。 

・高経年化への対応 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への 

反映事項 
劣化状況評価 備考 

は溶接止端部であり，形状不連続のため
応力が集中しやすい形状をしている。 
･海外の損傷事例において，類似箇所に
流動振動等による疲労割れが確認されて
いる。 

 
【対策】 

補修方法  
確認されたひび割れは，蒸気乾燥器の

機能，構造に影響を直ちに与えるものでは
ないが，今後の運転に万全を期すため，補
修を実施する。補修としては，ひび割れを
除去し，応力集中を低減する対策を行う。

(1)プレナムパーテーションとフードの溶 
接部の補修 

･プレナムパーテーションとフードの溶
接部のひび割れは，直ちにプレナムパー
テーションの機能，構造に影響を及ぼす
ものではないものの，今後のひび割れの
進展の可能性は否定できないことから，
補修を実施する。 
･ひび割れが確認されたプレナムパーテ
ーションとフードの溶接部3箇所につい
て，ひび割れを除去する。 
･プレナムパーテーション上部を半円状
に切り出して，プレナムパーテーション
の形状を変更するとともに，溶接止端部
を回し溶接とする。これにより，溶接止
端部の応力集中を低減する。 
･本工法は，当該部の応力対策として海
外で標準的に採用されているものであ
り，プレナムパーテーションの強度は維
持されるとともに，流路構成機能も維持
される。 
･なお，ひび割れが発生していないプレ
ナムパーテーション5箇所についても，
ひび割れ部位に準じた応力集中の低減対
策を実施する。 

(2)リフティングアイの回り止め溶接部の 
補修  

･ひび割れが確認されたリフティングア
イの回り止め溶接部は，補修を要しない
ものであるが，プレナムパーテーション
の補修を行うことから，併せて補修を実
施する。 
･ひび割れが確認されたリフティングア
イ回り止め溶接部1箇所については，ひ
び割れがある溶接金属を除去する。 
･脚長を増加した回り止め溶接を行うと
ともに，回り止め溶接を2箇所追加す
る。これにより各回り止め溶接にかかる
応力が軽減される。 
･なお，残り3本のリフティングアイにつ
いて，回り止め溶接を2箇所追加する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気

乾燥器の高サイクル疲労割れに関しては，

定期的に目視点検を実施し，有意な欠陥が

確認された場合は補修溶接等を実施してい

く。 
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■保全品質情報／□トラブル 

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への反

映事項 
劣化状況評価 備考 

5 

シュラウドサ

ポート溶接継

手のひび状の

指示模様につ

いて 

 

(発電所) 

東海第二 

発電所 

 

(発生日) 

2009.9.26 

【状況】 
(1)第24回定期検査中の炉内構造物検査※１

（定期事業者検査）において，シュラウド
サポートシリンダ縦溶接線V8の目視検査
（以下，VT）を実施し，第21回定期検査で
確認されている外面の3個（東海第二発電
所NUCIA登録情報「シュラウドサポート縦
溶接線上のひびについて」（2005年05月24
日発生事象）参照）以外に内面7箇所のひ
び状の指示模様を確認した。このうち5箇
所はV8に位置し，2箇所はシュラウドサポ
ートシリンダと炉心シュラウドの溶接継手
である水平溶接線H7の溶接金属位置であっ
た。 

H7の溶接金属に2箇所確認されたことか
ら，H7内面全周のVTを実施した結果，10箇
所のひび状の指示模様を新たに確認した。

V8内面に確認された5箇所，外面のひび
割れ3箇所及びH７内面VTで確認された12箇
所のひび状の指示模様（以下「欠陥指示」
という）については，構造健全性評価ため
超音波探傷試験（以下，UT）を行った｡こ
の際，H7にVTで検出されていない10箇所の
欠陥指示を確認した（UTの範囲は全周の約
21%）。 

このため，VTで欠陥指示が確認されて
いない範囲に探傷範囲を広げて（60°及び
240°周辺，H7全周の約26%）UTを実施し
た。その結果，11箇所の欠陥指示を認し
た。 

以上の点検の結果，H7全周のVTにおい
て12箇所，H7（全周の約47%）のUTをあわ
せると33箇所の欠陥指示を確認し，V8のひ
び割れと合わせると合計40箇所※2の欠陥指
示を確認した。 

今後，この結果を用いて維持規格等に
基づき，構造健全性評価を行っていく。 

 
その後，解析の結果十分な裕度を有し

ていることから，確認されたひび割れ及び
仮定した周方向のひび割れが構造健全性に
影響を及ぼすものではないことを確認し
た。 

評価モデルで仮定したH7上側溶接熱影
響部の周方向のひび割れの深さ寸法をパラ
メータとして変化させると，構造健全性を
維持できなくなる時期が求められるため，
この時期を算出したところ45年間となり，
所定の期間※４（今後30年）に比べ十分に安
全側であることを確認した。 
 
※1:平成17年に実施した第21回定期検査に

て確認されたV8溶接継手のひび割れ
に対する継続検査として実施してい
るもの。 

※2:日本機械学会 発電用原子力設備規格 
維持規格（2008年版）JSME SNA1-

評価書：炉内構造物 
 
2.3 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の

評価 
(2)粒界型応力腐食割れ［シュラウド，シュラ
ウド溶接部，シュラウドサポート，シュラ
ウドサポート溶接部，上部格子板，炉心支
持板，周辺燃料支持金具，制御棒案内管，
炉心スプレイ配管（原子炉圧力容器内部）・
スパージャ，給水スパージャ，差圧検出・
ほう酸水注入管，ジェットポンプ，中性子
計測案内管，残留熱除去系（低圧注水系）
配管（原子炉圧力容器内部）］（以下「シュ
ラウド等」という） 

 
b. 技術評価 
①健全性評価 
シュラウド等については，ステンレス鋼及

び高ニッケル合金であり高温の純水又は飽和
蒸気環境中にあるため，応力腐食割れ発生の
可能性がある。 
シュラウドサポートのシリンダ縦溶接部に

ついては，高温純水中の高ニッケル合金であ
り，第21回定期検査（2005年度）の目視点検
において，粒界型応力腐食割れと思われるひ
びが見つかっているが，総合資源エネルギー
調査会 原子力安全・保安部会 原子力発電
設備の健全性評価等に関する小委員会で認め
られた「一次一般膜応力による許容応力限界
から求める必要残存面積による評価」の方法
を用いて評価したところ，技術基準に適合し
なくなると見込まれる時期は運転年で20.6 
年後と評価されたことから，今後ひび割れに
対する継続検査として，計画的に目視点検を
実施することとしている。 
 
東海第二発電所の炉内構造物については，

部位毎に応力腐食割れ対策を策定・実施して
きている。 
また，その対策実績を下記に示す。 
炉内構造物の応力腐食割れ対策として，

1997年度より水素注入（原子炉圧力容器内に
水素を注入し，水への再結合により炉水溶存
酸素濃度を低減すること）を実施し，応力腐
食割れの一要因である腐食環境の改善を図っ
ている。水素注入による応力腐食割れ発生防
止の効果については，シュラウド外周部が比
較的高く，原子炉底部（シュラウドサポー
ト）は中程度であり，シュラウドより上部で
は効果が小さい。水素注入を実施することに
より，通常水質と比べて応力腐食割れ発生に
対する抑制の効果があると考えられる。な
お，水素注入の効果が見込めなかったり，応
力腐食割れの可能性が高い部位については，
以下のような追加予防保全を実施してきてい
る。炉内構造物の中でも，中性子照射の多
く，かつ，溶接による引張り残留応力により

(1)30 年目評価時の取扱い 

30 年目の評価時点におい

て，炉心シュラウド等は粒

界型応力腐食割れを想定さ

れる経年劣化事象として抽

出されており，適切に評価

されている。 

 

(2)現状保全 

炉心シュラウド等のう

ち，シュラウドサポートの

シリンダ縦溶接部について

は，21 回定期検査にて粒界

型応力腐食割れと思われる

ひびが見つかっており，計

画的な視点検を実施するこ

ととしており,長期保守管

理方針及び保全計画に定

め，計画に基づき点検を実

施してきている。 

 

(3)問題点 

シュラウドサポートのシ

リンダ縦溶接部を除き，粒

界型応力腐食割れと推定さ

れる欠陥は確認されていな

いと評価しているが，現状

保全に基づき，シリンダ縦

溶接部以外にも類似のひび

割れを検知し，構造健全性

評価による解析の結果十分

な裕度を有していることを

確認した。 

 

解析により確認されたひ

び割れ及び仮定した周方向

のひび割れが構造健全性に

影響を及ぼすものではない

ことから,現状保全は適切

であったと考える。 

(1)40 年目評価の取扱い 

30 年目評価と同様，炉心

シュラウド等に粒界型応力

腐食割れを想定し，現状保

全にて検知できていること

から，着目すべき経年劣化

事象ではない事象（日常劣

化管理事象）として抽出

し，技術評価を行う。 

 

(2)現状保全 

確認されたひび割れは，

蒸気乾燥器の機能，構造に

影響を直ちに与えるもので

はないが，今後の運転に万

全を期すため，補修方法と

して，ひび割れを除去し，

応力集中を低減する対策を

実施した。 

 

至近の定期検査において

点検を行う。（第 25 回施

設定期検査で実施）その後

は，隔回毎の定期検査時の

継続検査を実施する。 

継続検査では V8（ほう酸

注入配管サポート上部含

む）及び H7 のひび割れに

ついて，既ひび割れを基に

実施した健全性評価への影

響を確認し，必要に応じて

再評価を行うことを，保全

計画に反映していることを

確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

【評価対象】 

粒界型応力腐食割れ［シュラウドサポート］

 

【評価内容】 

シュラウドサポートは，高ニッケル合金で

あり高温の純水環境中にあるため，国内外の

損傷事例から粒界型応力腐食割れが想定され

る。 

炉心シュラウド－シュラウドサポートの周

方向溶接部（H7）及びシュラウドサポートの

シリンダ縦溶接部（V8）については，高温純

水中の高ニッケル合金であり，粒界型応力腐

食割れと推定されるひび割れが確認されてい

る。 

このひびについて，S2 地震荷重及び当時の

基準地震動 Ss を考慮し，「維持規格」及び

「き裂の解釈」に準じて応力腐食割れの進展

評価を，構造健全性評価に際しては，「維持

規格」に基づき破壊評価を実施したところ，

技術基準に適合しなくなると見込まれる時期

は所定の期間（2010 年 3 月から 30 年間）を超

える 45 年と評価されている。 

上記の評価において用いた当時の基準地震

動 Ss の地震荷重と現状の耐震 Sクラス機器に

適用される基準地震動 Ss の地震荷重を比較し

た結果，技術基準に適合しなくなると見込ま

れる時期は 2010 年 3 月（運転開始後約 31.5

年）から運転年数 43 年となり，運転開始後 60

年を超えると評価された。 

シュラウドサポートについては，維持規格

等に基づき計画的に水中テレビカメラによる

目視点検及び超音波探傷検査を実施してお

り，上記の評価で用いた評価用寸法を上回る

ひびの進展は確認されておらず，また，現在

ひびの確認されている溶接部以外において

は，粒界型応力腐食割れと推定される欠陥は

確認されていない。 

さらに，高ニッケル合金の粒界型応力腐食

割れは，材料の感受性，腐食環境及び引張応

力の 3つの因子が同時に存在する条件下で発

生するが，東海第二の炉内構造物について

は，水素注入による腐食環境改善や残留応力

低減対策等を実施している。 

したがって，シュラウドサポートの粒界型

応力腐食割れは，高経年化対策上着目すべき

経年劣化事象ではないと判断する。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 

劣化状況評価への反

映事項 
劣化状況評価 備考 

2008 
※3:V8外面（180°）に確認された1箇所と

H7内面（179.9°）に確認された１箇
所のひび割れは，貫通しており合計
で１箇所とした。 

※4:「所定の期間」とは，高経年化技術評
価等報告書において，運転開始後60
年を想定していることを踏まえ，今
後の運転期間がほぼ同等となる「今
後30年」とした。 

 
【推定原因】 

今回新たに確認された欠陥指示について
は，以下の状況から，応力腐食割れ（以下，
SCC）と推定している。 
1)材料：SCC感受性のあるインコネル182が
使用されている。 

2)応力：溶接残留応力及び運転応力によ
り，高い引張応力が生じていたと推定され
る。 

3）環境：水素注入が行われていない期間の
プラント運転中の炉水溶存酸素濃度は約
200ppb程度であった。 

 
【対策】 
至近の定期検査において点検を行う。 
その後は，隔回毎の定期検査時の継続検査

とする。 
なお，継続検査ではV8（ほう酸注入配管サ

ポート上部含む）及びH7のひび割れについ
て，今回実施した健全性評価への影響を確認
し，必要に応じて再評価を行う。 
1)V8（ほう酸注入配管サポート上部含む）及
びH7のひび割れの発生・進展が予測した範囲
にとどまっていること 
2)H7溶接金属に周方向のひび割れが発生して
いないこと 
3)H7上側溶接熱影響部に周方向のひび割れが
確認された場合には，ひび割れの深さが評価
で仮定した深さを超えていないこと（深さ6 
mm） 
4)H7の軸方向のひび割れが，360個を超えな
いこと 

応力腐食割れの可能性が高いシュラウド溶接
部のうち，狭隘な部位の溶接線には，ウォー
タージェットピーニング施工により残留応力
の改善を図り，シュラウド胴部内面の施工性
の良い溶接線には，水素注入に対して触媒効
果のある貴金属をコーティングし，局部的に
腐食環境の改善効果を向上させている。 
中性子計測案内管55本の内1本について

は，中性子計測ハウジングと原子炉圧力容器
との溶接部の割れ事象を受け第18回定期検査
時（2001年度）に実施した中性子計測ハウジ
ングの取替の際に，中性子計測ハウジングと
の溶接部内面にTIGクラッドにより耐食性に
優れたクラッド層を形成するとともに，高温
純水に接する外表面については溶接残留応力
を改善している。 
シュラウドサポートマンホール蓋について

は，溶接取付構造からボルト締め構造へ変更
し，応力腐食割れの一要因である引張り残留
応力を除去している。 

 
②現状保全 
シュラウド等については，計画的に水中テレ

ビカメラによる目視点検を実施することとして
おり，これまでシュラウドサポートのシリン

ダ縦溶接部を除き，粒界型応力腐食割れと推定
される欠陥は確認されていない。 

 
③総合評価 
東海第二発電所の炉内構造物は，上記健全性

評価で記載のとおり，予防保全等の実績を有し
ている。 
シュラウド等については，計画的な目視点検

を実施していくことにより健全性の確認は可能
と判断する。 

 
c. 高経年化への対応 

シュラウド等の粒界型応力腐食割れに対し
ては，維持規格，ガイドライン等に基づく計画
的な目視点検を実施するとともに，国によるプ
ロジェクトや電力共通研究等の研究で粒界型応
力腐食割れ発生に関する新しい知見，あるいは
現在得られているき裂進展データと異なった知
見等が得られた場合は追加点検や点検周期の見
直し等を実施する。 

シュラウドサポートシリンダ縦溶接部のひ
びについては，今後も継続検査を実施していく。

（参考：詳細検討内容） 

・技術評価 

①健全性評価 

炉心シュラウド－シュラウドサポートの

周方向溶接部（H7）及びシュラウドサポー

トのシリンダ縦溶接部（V8）については，

高温純水中の高ニッケル合金であり，粒界

型応力腐食割れと推定されるひび割れが確

認されている。 

このひびについて，S2 地震荷重及び当時

の基準地震動 Ss を考慮し，「維持規格」及

び「き裂の解釈」に準じて応力腐食割れの

進展評価を，構造健全性評価に際しては，

「維持規格」に基づき破壊評価を実施した

ところ，技術基準に適合しなくなると見込

まれる時期は所定の期間（2010 年 3 月から

30 年間）を超える 45 年と評価されている。

上記の評価において用いた当時の基準地

震動 Ss の地震荷重と現状の耐震 Sクラス機

器に適用される基準地震動 Ss の地震荷重を

比較した結果，技術基準に適合しなくなる

と見込まれる時期は 2010 年 3 月（運転開始

後約 31.5 年）から運転年数 43 年となり，

運転開始後 60 年を超えると評価された。 

②現状保全 

維持規格等に基づき計画的に水中テレビ

カメラによる目視点検及び超音波探傷検査

を実施しており，上記の評価で用いた評価

用寸法を上回るひびの進展は確認されてお

らず，また，現在ひびの確認されている溶

接部以外においては，粒界型応力腐食割れ

と推定される欠陥は確認されていない。 

さらに長期保守管理方針及び保全計画に

定めた計画に基づき点検を実施してきてい

る。 

③総合評価 

今後も運転状態や環境条件が変化する要

因があることは考えにくいことから，急激

にひび割れが進展する可能性は小さく，現

状保全を実施していくことで健全性が確保

できると考える。 

・高経年化への対応 

シュラウドサポートの粒界型応力腐食割

れについては，計画的に目視点検を実施し

ていく。 
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6 

残留熱除去

系海水系配

管の減肉に

ついて 

 

(発電所) 

東海第二 

発電所 

 

(発生日) 

2010.1.13

【状況】 
残留熱除去系海水系（以下「RHRS」とい

う。）ライニング配管修繕工事において工場
搬出中の配管外面の一部に錆を伴った局所的
な窪みがあることから，超音波厚さ計を用い
た肉厚測定を実施した。その結果，技術基準
における必要な厚さ※2（以下「必要最小厚
さ」という）である7.08mmを下回る部分が１
箇所（肉厚6.7mm）あることを確認した。 
当該配管は，「安全上重要な機器等を定め

る告示」（経済産業省告示327号）により
「（十）安全上特に重要な関連機能」の
「4．残留熱除去設備」中の「残留熱除去設
備への冷却海水の管」に該当することから，
本事象は「実用炉則第１９条の１７三号」に
該当するものと判断した。 
 
＜当該配管の仕様＞ 
･材質：SM50B（炭素鋼），外径：508.0mm 
公称肉厚：12.7mm 
 

【推定原因】 
(1)屋外ハッチ開口部から，雨水がアンカ

ーサポートを伝わって配管外面に滴下
した。さらに建屋壁貫通部のモルタル
がはみ出していたため，錆び止め塗装
のみの配管外面との隙間に雨水が浸み
込み長期間湿潤環境となり，配管外面
が著しく腐食し必要最小厚さを下回っ
た。 

 
(2)当該配管が設置されているトレンチ内

及び二重管内は，巡視点検が行われて
おらず，周辺状況（干渉物の発錆状況
や天井の雨水浸入跡等）の変化を確認
できなかった。 

 
(3)これまでのライニング配管修繕工事で

の塗装状態の確認では，当該配管の建
屋貫通部等の目視が困難な部位の環境
を目視可能範囲と同一に考えたため，
当該配管の目視可能範囲とは異なり，
雨水が浸み込み長期間湿潤環境にある
ことを考慮した点検が行われていなか
った。同様に，当該配管のライニング
配管修繕工事の準備におけるトレンチ
内の現場調査においても目視可能範囲
に腐食を確認したが，点検が行われな
かった。 

 
【対策】 
(1)配管の補修 
当該配管の必要最小厚さを下回っていた
箇所については，減肉部分の配管を撤去
し復旧する。当該配管復旧時には，アン
カーサポートに囲まれる部分についても

評価書：配管[炭素鋼配管] 

 

3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 

 
(4)配管の外面腐食（全面腐食）［原子炉補機冷却

系，ディーゼル発電機海水系］ 
a.事象の説明 
屋外に設置されているディーゼル発電機海水
系配管については，外面の腐食防止のため塗
装が施されているが，長期間外気にさらされ，
塗装がはく離した場合には腐食が発生する可
能性がある。また，屋内・外に関わらず保温
に覆われた配管（原子炉補機冷却系配管及 
びディーゼル発電機海水系配管の一部）につ
いては，結露が発生した場合に塗装がはく離
する可能性があり，腐食が想定される。 

 
b. 技術評価 
①健全性評価 
原子炉補機冷却系配管，ディーゼル発電機海
水系配管の外面には，塗装が施されている。
塗装が健全であれば腐食は防止できるが，塗
装がはく離すると，腐食が発生する可能性が
ある。 
 

②現状保全 
配管の外面については，機器の点検時，巡視
点検時に塗装の状態を目視にて確認してい 
る。なお，ディーゼル発電機海水系配管につ
いては計画的に配管取替を実施していると 
ころであり，第 27 回定期検査（2013 年度）
に終了する予定である。 

③総合評価 
配管の外面腐食については，機器の点検時，
巡視点検時に塗装の状態を目視にて確認し，
必要に応じて補修塗装を実施することで，健
全性の維持は可能であると考える。ただし，
保温材に覆われた範囲については，塗装の健
全性確認のため，今後点検要領を定め，計画
的に点検を実施する必要があると考える。 
 

c. 高経年化への対応 
配管の外面腐食に対しては，今後も機器の 
点検時，巡視点検時に塗装の状態を目視にて
確認し，必要に応じて補修塗装を実施する。
また，高経年化対策の観点から保温材に覆わ
れた範囲について，今後点検要領を定め，計
画的に点検を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1)30 年目評価時の取扱い 

30 年目の評価時点におい

て，配管の外面腐食（全面

腐食）について，着目すべ

き経年劣化事象として抽出

しており，適切に評価され

ている。 

 

(2)現状保全の考察 

配管の外面減肉について

は，機器の点検時，巡視点

検時に塗装の劣化を把握で

き，健全性の維持は可能と

している。 

点検は，配管のライニン

グ修繕を計画的に実施して

おり，修繕前に配管外面の

塗膜の状態を目視にて確認

している。 

 

(3)問題点 

屋外配管（トレンチ内含

む）の目視が困難な部位に

おける外面腐食に着目した

保守管理に不足があった。 

1)目視が困難な部位の配管

外面腐食に対する管理強

化が必要。 

a.配管外面点検の際は，

周辺状況（干渉物の発

錆状況や天井の雨水浸

入跡等）を踏まえ，目

視が困難な部位に腐食

の進行を想定し，干渉

物を一部取り外し，配

管の健全性を確認する

必要がある。 

b.巡視点検が行われてい

ない箇所についても，

a.と同様に配管の健全

性を確認することで，

腐食環境を考慮した頻

度で配管外面点検を行

う必要がある。 

 

2)腐食環境の改善 

トレンチ内及び二重管内

の配管の周辺状況に変化が

確認された場合は，雨水浸

(1)40 年目評価時の取扱い

40 年目の評価時点におい

て， 配管の外面腐食（全

面腐食）について，着目す

べき経年劣化事象ではない

事象として抽出し，適切に

反映する。 

 

(2)現状保全 

配管の外面減肉について

は，本不具合及び平成 20

年 10 月 24 日付け NISA 文

書「原子力発電所の定期事

業者検査に関する解釈（内

規）の制定について」を受

け，配管減肉管理マニュア

ルを改訂し，管理対象・点

検計画を定め，点検を実施

している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【評価対象】 

配管の外面腐食（隙間腐食）[残留熱除去海

水系] 

 

【評価内容】 

屋外に設置されている残留熱除去海水系

配管の建屋貫通部のサポート取付箇所にお

いて，雨水がサポート架構上を経て，建屋貫

通部のモルタルと配管表面との隙間にたま

り，長期間湿潤環境になったことで，腐食（隙

間腐食）が発生した。このため，雨水が浸入

しない対策を講じると共に，建屋貫通部，サ

ポート取付部等の直接目視が困難な箇所に

対する点検方法を社内規程「配管肉厚管理マ

ニュアル」に反映し，これに基づき点検を実

施しており，必要に応じ補修を行うことで，

健全性を維持している。 

したがって，配管の外面腐食（隙間腐食）

は高経年化対策上着目すべき経年劣化事象

ではないと判断する。 

 

（参考：詳細検討内容） 

・技術評価 

①健全性評価 

残留熱除去海水系配管の外面には，塗装

が施されている。塗装が健全であれば腐食

は防止できるが，塗装がはく離すると，腐

食が発生する可能性がある。 

 

②現状保全 

配管の外面腐食については，本不具合及

び平成 20 年 10 月 24 日付け NISA 文書「原

子力発電所の定期事業者検査に関する解釈

（内規）の制定について」を受け，配管減

肉管理マニュアルを改訂し，管理対象・点

検計画を定め，点検を実施している。 

 

③総合評価 

健全性評価から判断して，配管の外面腐

食については，サポート取付部等の直接目

視が困難な箇所に対する点検方法を社内規

程「配管肉厚管理マニュアル」に反映し，

これに基づき点検を実施し，必要に応じ補

修を実施することで配管の外面腐食（隙間

腐食）が問題になる可能性は小さいと考え

る。 
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仕上げ塗装を行う。 
また，充填したモルタルを壁面と平坦に
仕上げるとともに当該配管のアンカーサ
ポート内の配管外表面状況について目視
点検が可能となるような構造とする。他
の屋外配管（トレンチ内含む）について
も今後点検等により干渉物を外した場合
には同様の処置を行う。 
なお，ハッチからの雨水浸入が発生した
場合でも当該配管に雨水がかからないよ
うに，ハッチ下部に雨樋を設置する。 
 

(2)保守管理の改善 
屋外配管（トレンチ内含む）の目視が困
難な部位における外面腐食に着目した保
守管理を以下の様に行う。 
 
1)目視が困難な部位の配管外面腐食に対 
する管理強化 
a.配管外面点検の際は，周辺状況（干
渉物の発錆状況や天井の雨水浸入跡
等）を踏まえ，目視が困難な部位に
腐食の進行を想定し，干渉物を一部
取り外し，配管の健全性を確認す
る。 

b.巡視点検が行われていない箇所につ
いても，a.と同様に配管の健全性を
確認することで，腐食環境を考慮し
た頻度で配管外面点検を行う。 
 

2)腐食環境の改善 
トレンチ内及び二重管内の配管の周辺 
状況に変化が確認された場合は，雨水
浸入防止等の腐食環境の改善を図る。
 

2.水平展開 
屋外（トレンチ内含む）に設置されている
安全上重要な配管の外面について，今定期
検査中に目視点検を実施する。周辺状況

（干渉物の発錆状況や天井の雨水浸入跡等）
を踏まえ，目視が困難な部位に腐食の進行を
想定し，干渉物を一部取り外すなどした上で
健全性を確認した。 
また，安全上重要な機器が設置された屋外

トレンチについて，今定期検査中に雨水浸入
の状況を確認し，雨水浸入の跡が認められた
場合には雨樋を設置する。 
その後は，外面腐食が懸念される環境にあ

る屋外配管全般について，見直した保守管理
に基づき配管外面減肉管理を実施していく。

[代表機器以外の評価] 
e.配管の外面腐食（全面腐食）［ドライウェル
除湿系，原子炉建屋ガス処理系，残留熱除
去海水系］ 
代表機器と同様，屋外に設置されている炭素
鋼配管及び保温材に覆われ結露の発生が想定
される炭素鋼配管については，外面の塗装が
はく離した場合に腐食が発生する可能性があ
るが，機器の点検時，巡視点検時に塗装の劣
化は把握でき，腐食等が認められた場合には
補修を実施していくことで健全性の維持は可
能であると判断する。ただし，高経年化対策
の観点から保温材に覆われた範囲について，
今後点検要領を定め，計画的に点検を実施す
る。 

 

 

 

入防止等の腐食環境の改善

を図る必要がある。 

 
 

 

・高経年化への対応 

配管の外面腐食（隙間腐食）に対して

は，直接目視が困難な箇所に対する点検に

着目した目視点検を実施し，必要に応じて

補修を実施していく。 
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7 

高圧炉心スプ
レイ系ディー
ゼル発電機の
運転上の制限
からの逸脱に

ついて 
 

(発電所) 
東海第二 
発電所 

 
(発生日) 
2010.9.22

【状況】 
定期試験中，高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機（以下「HPCS-DG」という） 
負荷運転のデータ採取を実施していたと

ころ，定期試験記録であるシリンダ排気温
度の一つが約250℃から約290℃間で指示値
がランダムに変化していることを確認し
た。 

発電長はHPCS-DGの社内基準値を満足して
いない可能性があり，温度計やシリンダ排
気弁等の確認をする必要があると判断し，
運転上の制限からの逸脱を宣言した。 

排気温度計の点検が完了したため，HPCS
－DGの健全性確認運転を開始し，発電機を
併入，負荷上昇操作中の，中央制御室制御
盤の自動電圧調整装置用電圧設定器操作ス
イッチ（以下「当該AVR操作スイッチ」とい
う）が「増（RAISE）」方向に操作出来ない
ことを発電長が確認し，発電機を解列，機
関を停止した。 
【推定原因1】 
1.シリンダ排気温度指示の変化 
(1)当該ケーブルの外部被覆がない（被

覆を剥いた）箇所が中継箱のフレキ
シブル電線管接続部に接触していた
ため，運転中の振動によりケーブル
絶縁体が損傷した。 

(2)中継箱がDG本体に設置されていたた
め，振動の影響を受けやすかった。 

【対策2】 
1.シリンダ排気温度計指示の変化 
(1)中継端子箱の形状を変更により，ケ

ーブル外部被覆の処理箇所が中継端
子箱内に位置（電線管との接触防
止）に変更した。 

(2)DG機関からの振動の影響を低減する
ため，中継端子箱を移設した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価書：低圧ケーブル 
3.1 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象 
 
(1)絶縁体の絶縁特性低下［CV ケーブル］ 
a. 事象の説明 

絶縁体は，有機物の架橋ポリエチレンであ
るため，熱及び放射線による物性変化によ
り，経年的に劣化が進行し，絶縁特性低下
を起こす可能性がある。 
しかし，CV ケーブルの長期健全性試験結果
から60年間の運転期間及び事故時雰囲気に
おける絶縁特性が維持できると考えられ 
る。 
また，点検時の絶縁抵抗測定及び系統機器
の動作試験を実施することで絶縁特性低下
を監視していくとともに，必要に応じ取替
を行うこととする。 
さらに，代表機器と同様に点検時の絶縁抵抗
測定及び系統機器の動作試験を実施するこ 
とで絶縁特性低下を監視していくとともに，
必要に応じ取替を行うこととする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)30年目評価時の取扱い 
30年目の評価時点にお

いて，絶縁体の絶縁特性低
下を想定される経年劣化事
象として抽出し，熱及び放
射線による絶縁体の物性変
化を絶縁特性低下の要因と
してとらえ適切に評価して
いる。 

本事象の原因は，ケー
ブルの外部被覆がない（被
覆を剥いた）箇所が中継箱
のフレキシブル電線管接続
部に接触していた。さらに
運転中の振動によりケーブ
ル絶縁体が損傷し絶縁体の
絶縁特性が低下したもの
で，ケーブル敷設時の絶縁
体の損傷防止に対する施工
上の配慮が不足していた。 

施工不良に起因した絶
縁体の絶縁特性低下は，高
経年化技術評価での経年劣
化事象として取り扱うのは
適切ではないと考える。 

 
再発防止としては,中継

端子箱の形状変更によるケ
ーブルの外部被覆の処理し
た箇所が中継端子箱内に位
置するようにし，フレキシ
ブル電線管との干渉防止並
びにDG機関の振動の影響を
受けにくい場所へ移設を行
っていることを確認した。 

 

本事象はケーブル敷設時の
問題であり，高経年化対策
への反映事項はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

劣化状況評価への反映事項なし。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 
劣化状況評価への反

映事項 
劣化状況評価 備考 

【推定原因2】 
 AVR操作スイッチの固渋 

経年劣化により，スイッチの接点ブロ
ック内の摺動抵抗が増加し固渋したと推
定される。 

【対策2】 
他設備から操作スイッチを流用した。

第25回施設定期検査時に新品の操作スイ
ッチと交換した。 

評価書：操作制御盤 
3.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象では

ない事象 
b. 操作スイッチ及び押釦スイッチの導通不良 

操作スイッチ及び押釦スイッチは，接点に付
着する浮遊塵埃と接点表面に形成される酸化皮
膜により導通不良の可能性がある。しかし，操作
制御盤は空調設備のある屋内に設置されている
ことから，塵埃の付着量，酸化皮膜量とも極わず
かな量であり，導通不良の可能性は低いと考え
られる。 
また，点検時に動作試験を実施し問題のない

ことを確認しており，今後もこれらの傾向が変
化する要因があるとは考え難いことから，高経
年化対策上着目すべき経年劣化事象ではないと
判断する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)30年目評価時の取扱い 
操作スイッチの固渋は，

経年劣化事象として抽出し
ていないが，左記の評価に
記載のとおり，点検時に動
作試験を実施し問題のない
ことを確認しており，問題
ないと判断する。 

 

(1)40年目評価時の取扱い 
中央制御室，現場盤等の

操作制御盤に設置されてい
る操作スイッチについて
は，定期取替品として保全
計画に反映しており，高経
年化対策への反映事項はな
い。 

評価書：操作制御盤 
2.2.2 高経年化対策上着目すべき経年劣化事象
(2)消耗品及び定期取替品の扱い 

故障表示器，表示灯，液晶ディスプレイ及
びヒューズは消耗品であり，操作スイッチ，
押釦スイッチは定期取替品であるため， 
設計時に長期使用せず取替を前提としてい
ることから高経年化対策を見極める上での
評価対象外とする。 
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■保全品質情報／□トラブル 

No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 
30 年目 PLM 評価 

の考察 
劣化状況評価への 

反映事項 
劣化状況評価 備考 

8 

蒸気乾燥器の

ひび調査結果

について 

 

(発電所) 

東海第二 
発電所 

 

(発生日) 

2012.7.4 

【状況】 

蒸気乾燥器（以下「ドライヤ」という） 

の外観点検（以下「VT」という）を，原 

子炉建屋6階の蒸気乾燥器・気水分離器保 

管プール（以下「D/Sプール」という）に 

て実施してきたところ，ドライヤ吊上作業

用部品（以下「リフティングロッド」とい

う）のうち，1本の近傍にある底板に，ひ 

び及び指示模様を確認した。 

残りのリフティングロッド近傍について

VTを実施した結果，ひび及び指示模様が確

認された。 

 

【推定原因：割れ】 

1)目視点検の結果，ひび割れは複数あり，

それぞれが曲がっていること及び一部の

ひび割れには分岐も確認された。 

  底板の材料はSUS304であり炭素含有量

が0.05%と高く，溶接により材料が鋭敏

化する可能性がある。 

 

2)溶接残留応力評価を行った結果，材料

（SUS304）の降伏応力を超える引張応力

がある箇所がみられた。また，ひび割れ

の方向と一致しないものや，材料の降伏

応力以下の残留応力しかない位置にひび

割れが生じているものがあり，これらは

グラインダ仕上げによる硬化層と引張残

留応力を生じていたものと考えられる。

 

3)当該部は平坦であり運転中に蒸気凝縮水

の溜まりを生じ，高温水環境を形成する

可能性がある。溶接による材料の鋭敏化

及び引張残留応力，あるいは，グライン

ダ仕上げにより生じた硬化層と引張残留

応力の条件において，平坦部に溜まった

水による高温水環境が重畳したことによ

る，応力腐食割れ（以下「SCC」という）

と考えられる。 

 

【対策】 

1.構造健全性評価 

(1)き裂進展評価及び強度評価を実施し， 

下の通り問題のないことを確認した。 

①残留応力評価による応力分布に基づ

き，底板のSCCの進展量を評価したとこ

ろ，最短で約20.8年で板厚（12.7mm）を

貫通する結果となった。 

 

②目視検査で確認されたき裂の形状とき

裂進展評価の結果に基づき，想定される

評価書：炉内構造物 
【蒸気乾燥器については重要度分類上PS-3であ 

り,審査対象外機器として評価している。】 

 

2.3高経年化対策上着目すべき経年劣化事象の 

評価 

(1)粒界型応力腐食割れ（シュラウドヘッド及び

気水分離器，蒸気乾燥器） 

 

ａ.事象の説明 

応力腐食割れは，腐食環境において，溶接の

熱影響等を受けて感受性を有する材料（ステ

ンレス鋼又は高ニッケル合金）が，引張応力

の作用で割れを発生する現象である。応力腐

食割れは，引張応力材料の感受性，腐食環境

の３つの因子が同時に存在する条件下で発生

することが知られている。 

国内プラントの炉内構造物においては炉心シ

ュラウド溶接部近傍，ジェットポンプライザ

管エルボ溶接部近傍，ジェットポンプビーム

,炉心スプレイスパージャの溶接部近傍及び 

シュラウドサポートにおいて応力腐食割れと

考えられるひびが発生した事例がある。 

また，国内外プラントにおいて，シュラウ

ドヘッドボルトのクレビス部に応力腐食割れ

が発生した事例がある。 

 

ｂ．技術評価 

①健全性評価 

シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気乾燥

器については，ステンレス鋼であり高温の純

水又は飽和蒸気環境中にあるため，応力腐食

割れ発生の可能性を否定することはできな 

い。 

なお，東海第二発電所では1997年度より水素

注入（原子炉圧力容器内に水素を注入し，水

への再結合により炉水溶存酸素濃度を低減す

ること）を実施し，応力腐食割れの一要因で

ある腐食環境の改善を図っている。水素注入

による応力腐食割れ発生防止の効果について

は，シュラウドより上部では他の部位に比較

し効果が小さいと考えられるが，水素注入を

実施することにより，通常水質と比べて応力

腐食割れ発生に対する抑制の効果があると考

えられる。 

 

②現状保全 

シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気乾燥

器は定期的な点検を実施しており，これまで

の点検実績では応力腐食割れ等は見つかって

いない。 

(1)30 年目評価時の取扱い

30 年目の評価時点におい

て， 蒸気乾燥器の粒界

型応力腐食割れについ

て，着目すべき経年劣化

事象として抽出してお

り，適切に評価されてい

る。 

 

(2)現状保全の考察 

対象機器であるシュラ

ウドヘッド及び気水分離

器，蒸気乾燥器において

は，これまで計画的な目

視点検を実施することと

しており，適切であっ

た。 

 

(3)問題点 

30 年目の評価において

は，シュラウドヘッド及

び気水分離器，蒸気乾燥

器に応力腐食割れ等は，

発生していなかったが，

それ以降の第 24 回定期

検査時の目視点検で蒸気

乾燥器に応力腐食割れが

確認された。国内外にお

いても類似事象があるこ

とを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)40 年目評価時の取扱い

蒸気乾燥器の粒界型

応力腐食割れについ

て，現状保全にて検知

できていることから，

着目すべき経年劣化事

象ではない事象（日常

劣化管理事象）として

抽出し，技術評価を行

う。 

 

(2)現状保全 

確認されたひびは，

き裂進展評価及び強度

評価を実施し，問題の

ないことを確認してい

る。また，底板端部の

ひび割れは今後の進展

量を考慮してもドライ

ヤの構造健全性並び

に，機能・性能へ影響

を及ぼすものではな

い。 

したがって，現状に

おいて当該部の補修の

必要はないことから，

今後も計画的に目視点

検を継続する。 

【評価対象】 

粒界型応力腐食割れ［シュラウドヘッド及

び気水分離器，蒸気乾燥器，給水スパージ

ャ］ 

 

【評価内容】 

シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気

乾燥器，給水スパージャは，ステンレス鋼

及び高ニッケル合金であり高温の純水及び

蒸気の環境中にあることから，国内外の損

傷事例から粒界型応力腐食割れが想定され

る。 

蒸気乾燥器については，維持規格等に基

づき計画的に水中カメラによる目視点検を

実施しており，第 25 回施設定期検査（2011

年度）において，リフティングロッド 4本

に応力腐食割れと推定されるひび及び指示

模様（ひびとは特定できていないもの）が

認められたため，進展性評価並びに構造健

全性評価を行い，蒸気乾燥器の機能に影響

のないことを確認している。今後もひび割

れに対する継続検査として，計画的に目視

点検を実施することとしている。 

さらに，ステンレス鋼又は高ニッケル合

金の粒界型応力腐食割れは，材料の感受

性，腐食環境及び引張応力の 3つの因子が

同時に存在する条件下で発生するが，東海

第二発電所の炉内構造物については，水素

注入による腐食環境改善を実施している。

今後もこれらの傾向が変化する要因があ

るとは考え難いことから，高経年化対策上

着目すべき経年劣化事象ではないと判断す

る。 

 

（参考：詳細検討内容） 

・技術評価 

①健全性評価 

シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸気乾

燥器，給水スパージャは，ステンレス鋼及び

高ニッケル合金であり高温の純水及び蒸気の

環境中にあることから，国内外の損傷事例か

ら粒界型応力腐食割れが想定される。 

 

②現状保全 

確認されたひびは，き裂進展評価及び強度

評価を実施し，問題のないことを確認してい

る。 

また，底板端部のひび割れは今後の進展量

を考慮してもドライヤの構造健全性並びに，

機能・性能へ影響を及ぼすものではない。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 30 年目 PLM 評価 
の考察 

劣化状況評価への 
反映事項 

劣化状況評価 備考 

最も長い貫通き裂を模擬し，有限要素解

析により強度評価を実施した結果，各方

向の応力はいずれも，想定き裂の有無及

びき裂の方向にかかわらず，ドライヤバ

ンク全体の応力分布に有意な差は見られ

なかった。 

 

(2)機能・性能への影響の有無を検討し，

以下の通り問題のないことを確認し

た。 

 確認されたひびについては，以下によ

り，蒸気乾燥器の機能に影響はないこと

を確認した。 

底板の主な機能としては，蒸気乾燥ユ

ニットを支持する及び蒸気乾燥器下部内

側に入った湿分の高い蒸気を蒸気乾燥ユ

ニットに導くことが要求される。 

底板にひびが確認された範囲は，上下

面とも底板を支えるサポートリング及び

リフティングブロックとの耐食性の高い

溶接金属で囲まれた範囲である。 

したがって，ひびが進展したとしても

この範囲内にとどまると考えられる。し

たがって，蒸気乾燥ユニットを支持する

機能に影響はない。 

また，ひびが底板を貫通すると仮定し

ても，ひびが確認された範囲は上下面と

もに耐食性の高い溶接金属で囲まれてお

り，進展はこの範囲内にとどまると考え

られることから，蒸気が乾燥器ユニット

を通らず内外差圧によりひびを解して外

に流れ（バイパスフロー），湿分の高い

蒸気のままタービン側にいくことはな

い。 

底板のサポートリングは，上面側と下

面側が溶接されており，ひび割れが下面

側の溶接の内側（サポートリング中心

側）まで進展して板厚を貫通しなけれ

ば，蒸気が漏れることはない。今回確認

されたひび割れは，サポートリング外周

側であり，蒸気流を阻害することはな

い。 

また，き裂進展解析では一部の今回確

認されたひび割れが仮に進展し板厚を貫

通すると評価された場合でも，ひび割れ

はエンドプレートの溶接と直行する方向

であり，ひび割れは応力腐食割れである

ことから溶接金属で止まるものと考えら

れることから，下面側の溶接より内側に

は至らず，ドライヤの流路は健全な状態

で保たれ，今後もドライヤの機能・性能

に影響を及ぼすことはないと考えられ

なお，シュラウドヘッド及び気水分離器，蒸

気乾燥器については計画的に目視点検を実施

することとしている。 

③総合評価 

健全性評価及び現状保全より，シュラウド 

ヘッド及び気水分離器，蒸気乾燥器について

は，応力腐食割れの発生は否定できないもの

の，今後も計画的な目視点検を実施していく

ことにより健全性の確認は可能と判断する。

 

したがって，現状において当該部の補修の

必要はないことから，今後も計画的に目視点

検を継続する。 

 

③総合評価 

健全性評価から判断して，蒸気乾燥器の粒

界型応力腐食割れについては，継続的に目視

点検を実施し，その結果を基に進展性評価並

びに構造健全性評価を実施することで健全性

が確保できると考える。 

 

・高経年化への対応 

蒸気乾燥器の粒界型応力腐食割れについて

は，継続的に目視点検を実施し，その結果を

基に進展性評価並びに構造健全性評価を実施

していく。 
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No. 事象件名 事象の概要 30 年目 PLM 評価 30 年目 PLM 評価 
の考察 

劣化状況評価への 
反映事項 

劣化状況評価 備考 

る。 

 

2．類似箇所の事例調査及び点検・補修要否

の検討 

(1)類似箇所の事例調査を行った結果，以

下の通りであった。 

ドライヤの底板部の損傷事例を調査し

た結果，国内プラントでの事例はなかっ

たが，類似箇所（平坦で水が溜まる部位

の溶接部）の事例としては，国内外のプ

ラントでサポートリングにおけるSCC発生

の事例がある。 

国内で報告されている事例2件について

は，いずれもサポートリング上面の溶接

部付近に生じているものであり，切削加

工により生じた加工層と溶接による残留

応力の影響でSCCが生じたものと推定され

ている。 

 

3.今後の保守について 

今後は，目視試験により底板端部のひ

び割れの進展状況及び類似箇所を定期的

に確認する。なお，試験方法はMVT-1と

し，頻度は，維持規格IA-2340を準用し

て，3，7，10年を経過後の最初の定期検

査とする。 
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